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凡　

例

一
、
本
書
は
、『
湯
河
原
町
史　

第
一
巻　

原
始
・
古
代
・
中
世
・
近
世　

資
料
編
』『
湯
河
原
町
史　

第
二
巻　

近
現
代
資
料
編
』『
湯

河
原
町
史　

第
三
巻　

通
史
編
』
に
続
く
も
の
で
、『
湯
河
原
町
史　

資
料
編
』
の
第
四
巻
・
第
五
巻
と
し
て
、
一
九
五
五
（
昭
和
三
○
）

年
か
ら
二
○
一
五
（
平
成
二
七
）
年
三
月
ま
で
の
六
○
年
間
に
つ
い
て
の
湯
河
原
町
域
に
関
す
る
資
料
を
収
録
し
た
。

一
、
第
四
巻
の
構
成
は
分
野
別
に
、
町
政
の
基
本
姿
勢
と
組
織
、
合
併
問
題
と
都
市
親
善
交
流
、
ま
ち
づ
く
り
と
交
通
、
教
育
、
福
祉
・

医
療
に
関
す
る
資
料
を
収
録
し
た
。
ま
た
、
別
編
と
し
て
、
町
民
か
ら
の
聞
き
書
き
に
よ
る
六
○
年
の
証
言
お
よ
び
年
表
・
統
計
を
収

録
し
た
。

一
、
本
書
第
五
巻
の
構
成
は
分
野
別
に
、
温
泉
と
観
光
、
農
業
・
漁
業
・
商
工
業
の
展
開
、
社
会
活
動
と
文
化
、
生
活
の
諸
相
、
自
然
と

環
境
問
題
に
関
す
る
資
料
を
収
録
し
た
。
ま
た
、
別
編
と
し
て
、
既
刊
の
町
史
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
昭
和
三
〇
年
以
前
の
追
録
資
料

を
収
録
し
た
。

一
、
資
料
全
部
に
一
連
番
号
を
付
し
た
。

一
、
各
章
の
冒
頭
に
解
説
を
記
し
た
。

一
、
各
資
料
の
表
題
は
、
そ
の
内
容
に
即
し
て
適
宜
改
め
て
編
者
が
付
し
た
。

一
、
各
資
料
の
末
尾
に
資
料
の
出
所
を
記
し
た
。

一
、
字
体
は
原
則
と
し
て
原
資
料
の
ま
ま
の
漢
字
を
用
い
た
。



一
、
原
文
の
不
明
箇
所
は
（
マ
マ
）
と
し
た
。
推
定
の
も
の
は
右
傍
（　

）
内
に
示
し
た
。

一
、
読
み
や
す
く
す
る
た
め
、
資
料
に
は
句
点
（
。）、
読
点
（
、）
を
適
宜
ほ
ど
こ
し
た
。

一
、
資
料
中
、
虫
食
い
・
汚
損
そ
の
他
判
読
不
能
の
箇
所
は

で
示
し
、
そ
の
う
ち
字
数
不
明
の
も
の
は

と
し
た
。

一
、
横
書
き
の
資
料
は
縦
書
き
に
改
め
、
資
料
の
最
後
に
「
原
資
料
は
横
書
き
」
と
示
し
た
。
ま
た
、
算
用
数
字
を
漢
数
字
に
置
き
換
え
、

「
十
百
」
を
用
い
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
条
例
な
ど
の
条
建
て
の
場
合
は
、「
十
百
」
を
用
い
、
縦
書
き
の
例
に
合
わ
せ
た
。

一
、
資
料
中
の
傍
線　
　

は
原
資
料
中
の
抹
消
部
分
を
示
し
、
右
傍
書
が
そ
の
訂
正
部
分
で
あ
る
。

一
、
資
料
中
の
表
紙
等
の
部
分
は
□
で
か
こ
ん
だ
。

一
、
本
文
や
図
・
表
な
ど
を
省
略
し
た
場
合
は
、（
前
略
）・（
中
略
）・（
後
略
）・（
省
略
）
な
ど
で
示
し
た
。

一
、
複
数
の
資
料
が
綴
ら
れ
て
一
件
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
各
資
料
間
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
入
れ
た
。

一
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
場
合
は
、
資
料
中
の
個
人
名
等
を
伏
せ
、
○
○
○
で
示
し
た
。
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湯
河
原
町
史　
第
四
巻
・
第
五
巻　
　

総
目
次



題
字　

湯
河
原
町
長　

冨　

田　

幸　

宏

第
四
巻　

町
村
合
併
六
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年
の
あ
ゆ
み
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編　
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政
と
教
育
・
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祉
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例

編
集
に
あ
た
っ
て

第
一
章　

町
政
の
基
本
姿
勢
と
組
織

第
二
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合
併
問
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と
都
市
親
善
交
流

第
三
章　

ま
ち
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く
り
と
交
通

第
四
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教　
　
　

育

第
五
章　

福
祉
・
医
療

別
編
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一
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年
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証
言

別
編
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年
表
・
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計
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五
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あ
ゆ
み
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く
ら
し
と
産
業

口　

絵

凡　

例

第
一
章　

温
泉
と
観
光

第
二
章　

農
業
・
漁
業
・
商
工
業
の
展
開

第
三
章　

社
会
活
動
と
文
化

第
四
章　

生
活
の
諸
相

第
五
章　

自
然
と
環
境
問
題

別
編　

昭
和
三
〇
年
以
前
の
追
録
資
料

資
料
及
び
写
真
提
供
者
・
機
関
等
一
覧

あ
と
が
き

町
史
編
さ
ん
関
係
組
織
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湯
河
原
町
史　
第
五
巻　

町
村
合
併
六
〇
年
の
あ
ゆ
み　

資
料
編　

く
ら
し
と
産
業

目　

次


口　

絵

凡　

例

目　

次

資
料
編　

く
ら
し
と
産
業

第
一
章　

温
泉
と
観
光　



3

第
一
節　

湯
河
原
温
泉
の
推
移　



4

㈠　

町
営
温
泉　



4

１　

町
営
温
泉
実
施
に
関
す
る
陳
情
書　

	
	

昭
和
30
・
12
・
6　

4

２　

町
営
温
泉
導
入
に
当
た
っ
て
の
県
へ
の
報
告　

	
	

昭
和
31
・
3
・
17　

5

３　

町
営
温
泉
実
施
要
綱　

	
	

昭
和
31
・
5　

11

４　

温
泉
状
況
並
び
に
町
営
温
泉
実
施
の
公
共
性
に
つ
い
て　

	
	

昭
和
31
・
6
・
12　

14

５　

町
営
温
泉
配
湯
申
込　

	
	

昭
和
33
・
8
・
18　

17
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６　

温
泉
分
析
検
定
書　

	
	

昭
和
33
・
10
・
25　

18

７　

町
営
温
泉
の
配
湯
に
つ
い
て　

	
	

昭
和
36
・
7
・
6　

21

８　

湯
河
原
温
泉
の
名
称
使
用
禁
止
に
つ
い
て　

	
	

昭
和
36
・
8
・
30　

22

９　

町
営
温
泉
導
入
後
の
現
状
報
告　

	
	

昭
和
37　

23

10　

町
営
温
泉
の
配
湯
事
情
に
つ
い
て　

	
	

昭
和
42
・
12
・
19　

26

㈡　

温
泉
の
推
移　



27

11　

温
泉
行
政
に
関
す
る
お
願
い　

	
	

昭
和
31
・
5
・
10　

27

12　

温
泉
管
理
統
合
計
画
に
関
す
る
陳
情
書　

	
	

昭
和
31
・
10
・
15　

30

13　

温
泉
研
究
指
導
所
設
置
に
関
す
る
陳
情
書　

	
	

昭
和
31　

31

14　

公
民
浴
場
建
設
に
関
す
る
趣
意
書　

	
	

昭
和
33
・
5
・
24　

33

15　

温
泉
研
究
所
建
設
予
定
地
案　

	
	

昭
和
34
・
10
・
1　

34

16　

温
泉
研
究
所
設
置
案
に
つ
い
て　

	
	

昭
和
34
・
10
・
22　

35

17　

箱
根
と
湯
河
原
『
温
泉
研
究
所
』
を
奪
い
合
い　

	
	

昭
和
34
・
10
・
9　

36

18　

温
泉
研
究
特
別
委
員
会
報
告
書　

	
	

昭
和
39
・
9
・
25　

39

19　

温
泉
統
合
計
画
に
関
す
る
陳
情
書　

	
	

昭
和
40
・
2
・
17　

46

20　

違
反
源
泉
に
対
す
る
陳
情
に
つ
い
て　

	
	

昭
和
42
・
12
・
19　

48

21　

地
熱
資
源
開
発
促
進
法
案
反
対
に
関
す
る
陳
情
書　

	
	

昭
和
49
・
5
・
9		　

49
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22　
万
葉
公
園
整
備
事
業
に
お
け
る
〝
万
葉
こ
ご
め
の
湯
〟
建
設
事
業
の
経
緯
に
つ
い
て		

昭
和
60
・
5
・
17		

50

23　

湯
河
原
町
こ
ご
め
の
湯
条
例　

	
	

昭
和
63
・
3
・
8		　

52

第
二
節　

温
泉
経
営
の
実
相　



55

24　

全
面
実
施
は
困
難　

湯
河
原
旅
館
の
「
就
業
規
則
」　	

	

昭
和
33
・
8
・
20		

55

25　

客
の
不
満
出
な
い
か　

旅
館
の
就
業
規
則
で
サ
ー
ビ
ス
制
限　

	
	

昭
和
33
・
10
・
26　

56

26　

旅
館
従
業
員
の
退
職
金　

	
	

昭
和
34
・
1
・
7　

57

27　

旅
館
の
最
低
賃
金
制　

	
	

昭
和
34
・
1
・
24　

57

28　

従
業
員
の
共
済
制
度　
	

	

昭
和
34
・
8
・
6　

59

29　

宿
泊
施
設
一
覧　

	
	

昭
和
35
・
9　

61

30　

観
光
旅
館
従
業
員
受
入
協
議
会
規
約　

	
	

昭
和
43
・
4
・
1　

85

31　

一
座
敷
（
二
時
間
制
）
三
千
円
に　

	
	

昭
和
44
・
4
・
3　

87

32　

宿
泊
客
の
災
害
保
険
も　

湯
河
原
町
で
画
期
的
な
新
制
度　

	
	

昭
和
46
・
12
・
7　

88

33　

若
葉
会
ア
ン
ケ
ー
ト　

	


89

①　

旅
組
の
一
本
化
は
必
要　

	
	

昭
和
50
・
11
・
12　

89

②　

七
千
円
込
々
以
下
が
六
五
％
に　

	
	

昭
和
50
・
11
・
13　

91

③　

保
養
所
に
売
り
ま
す
か　

	
	

昭
和
50
・
11
・
14　

95

④　

芸
妓
や
マ
ッ
サ
ー
ジ
料
金
な
ど　

	
	

昭
和
50
・
11
・
16　

97
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⑤　

観
光
協
会
へ
の
評
価　

	
	

昭
和
50
・
11
・
19　

101

⑥　

町
の
行
政
に
批
判
強
い　

	
	

昭
和
50
・
11
・
20　

103

⑦　

町
営
駐
車
場
の
建
設
を　

	
	

昭
和
50
・
11
・
21　

106

⑧　

城
山
へ
ケ
ー
ブ
ル
を　

	
	

昭
和
50
・
11
・
22　

109

⑨　

後
継
ど
ち
ら
で
も
良
い　

	
	

昭
和
50
・
11
・
23　

111

第
三
節　

町
の
観
光
と
開
発
事
業　



113

㈠　

観
光
事
業
の
推
移　



113

34　

駅
前
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
新
築
工
事
に
関
す
る
理
由
書　

	
	

昭
和
30
・
9　

113

35　

池
峯
高
原
バ
ン
ガ
ロ
ー
開
設
に
つ
い
て　

	
	

昭
和
31
・
6
・
21　

115

36　

御
嶽
教
本
庁
の
建
設
を
誘
致
す
る
決
議
ほ
か　

	
	

昭
和
34
・
3
・
25　

116

①　

御
嶽
教
本
庁
の
建
設
を
誘
致
す
る
決
議　

	


116

②　

観
光
道
路
の
開
設
を
促
進
す
る
決
議　

	


117

③　

ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
建
設
を
促
進
す
る
決
議　

	


118

37　

湯
河
原
セ
ン
ト
ラ
ル
ビ
ー
チ
建
設
事
業
計
画
書　

	
	

昭
和
34　

118

38　

日
本
国
有
鉄
道
所
有
電
話
柱
移
設
に
関
す
る
陳
情
書　

	
	

昭
和
36
・
1　

122

39　

保
養
施
設
選
定
に
関
す
る
陳
情
書　

	
	

昭
和
36
・
9
・
13　

123

40　

湯
河
原
温
泉
観
光
協
会
へ
の
援
助
に
関
す
る
陳
情
書　

	
	

昭
和
36
・
10
・
11　

124
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41　

湯
河
原
町
湯
河
原
観
光
会
館
条
例　

	
	

昭
和
38
・
4
・
1　

125

42　

湯
河
原
温
泉
の
未
来
像　

	
	

昭
和
44
・
4
・
29
～
5
・
10　

128

43　

大
阪
案
内
所
業
務
報
告　

	
	

昭
和
44
・
5
～
昭
和
45
・
1　

140

44　

吉
浜
漁
港
使
用
許
可
願　

	
	

昭
和
46
・
10
・
20　

143

45　

助
成
金
増
額
に
関
す
る
陳
情
書　

	
	

昭
和
49
・
5
・
7　

145

46　

天
照
山
周
辺
の
野
猿
に
よ
る
被
害
対
策
に
関
す
る
陳
情
書　

	
	

昭
和
50
・
9
・
5　

146

47　

稚
魚
放
流
な
ど
へ
の
助
成
金
増
額
に
関
す
る
陳
情
書　

	
	

昭
和
52
・
12
・
5　

147

48　

東
海
道
本
線
ダ
イ
ヤ
改
正
に
関
す
る
要
望
書　

	
	

昭
和
53
・
12
・
26　

148

49　

湯
河
原
町
観
光
地
区
建
築
条
例　

	
	

昭
和
63
・
12
・
8　

150

50　

湯
河
原
町
観
光
立
町
推
進
条
例　

	
	

平
成
22
・
11
・
30　

153

㈡　

開
発
事
業
の
推
移　



162

51　

宮
上
字
シ
キ
オ
周
辺
の
観
光
開
発
に
関
す
る
要
望
書　

	
	

昭
和
31
・
11
・
28　

162

52　

吉
浜
開
発
計
画
に
関
す
る
要
請
に
つ
い
て
の
回
答　

	
	

昭
和
36
・
7
・
5　

164

53　

吉
浜
開
発
計
画
に
対
す
る
要
望
書
に
関
す
る
回
答　

	
	

昭
和
39
・
9
・
22　

165

54　

吉
浜
開
発
報
告　

	
	

昭
和
41　

169

55　

湯
河
原
の
自
然
保
護
に
関
す
る
陳
情
書
及
び
反
論　

	


173

①　

陳　

情　

書　

	
	

昭
和
47
・
8
・
1　

173
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②　

陳
情
の
各
項
目
に
対
す
る
反
論	



178

56　

吉
浜
奥
地
開
発
の
実
現
に
関
す
る
要
望
書　

	
	

昭
和
48
・
3
・
28　

181

57　
「
湯
河
原
町
の
開
発
」
船
越
栄
一
郎　

	
	

昭
和
48
・
3　

183

58　

湯
河
原
町
風
致
地
区
条
例　

	
	

平
成
26
・
10
・
2　

186

第
二
章　

農
業
・
漁
業
・
商
工
業
の
展
開　



209

第
一
節　

農　
　
　

業　



210

59　

中
央
農
協
設
立
認
可
申
請
書　

	
	

昭
和
41
・
2
・
10　

210

60　
「
湯
河
原
茶
」
お
目
見
え　

	
	

昭
和
45
・
5
・
21　

216

61　

湯
河
原
ミ
カ
ン
を
直
売　

	
	

昭
和
47
・
3
・
2　

217

62　

ミ
カ
ン
農
家
が
総
決
起
大
会　

	
	

昭
和
48
・
1
・
12　

218

63　

ミ
カ
ン
で
観
光
Ｐ
Ｒ
を
商
工
会
と
両
農
協
で
協
議　

	
	

昭
和
48
・
2
・
6　

219

64　

深
刻
な
ミ
カ
ン
援
農
者
不
足　

	
	

昭
和
48
・
10
・
31　

219

65　

湯
河
原
町
農
業
経
営
安
定
化
対
策
審
議
会
条
例　

	
	

昭
和
49
・
6
・
24　

221

66　

め
ざ
ま
し
い
観
光
農
業
へ
の
脱
皮　

	
	

昭
和
49
・
11
・
6　

223

67　

ミ
カ
ン
の
地
場
消
費
決
ま
る　

	
	

昭
和
50
・
11
・
22　

225

68　

ミ
カ
ン
農
業
の
不
況
に
対
応
策　

	
	

昭
和
51
・
9
・
9　

225

69　

湯
河
原
農
政
に
対
す
る
要
望
書　

	
	

昭
和
52
・
1
・
18　

227
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70　

超
高
値
で
大
人
気
呼
ぶ
「
大
津
四
号
」　	

	

昭
和
54
・
2
・
17　

229

71　

中
農
で
茶
摘
み
を
開
始　

昨
年
の
倍
二
千
キ
ロ
を
予
想　

	
	

昭
和
54
・
4
・
26　

231

72　

キ
ウ
ィ
を
初
出
荷
へ　

	
	

昭
和
57
・
1
・
22　

231

73　

農
業
振
興
推
進
委
発
足　

	
	

昭
和
59
・
6
・
9　

232

74　

ジ
ネ
ン
ジ
ョ
産
地
化
へ　

	
	

昭
和
60
・
4
・
30　

234

75　

農
林
水
産
ま
つ
り
開
催
へ　

	
	

昭
和
60
・
6
・
27　

235

76　

湯
河
原
で
ナ
ル
コ
ユ
リ
栽
培　

	
	

昭
和
61
・
5
・
21　

236

77　

タ
ケ
ノ
コ
を
観
光
の
新
目
玉
に　

	
	

昭
和
62
・
8
・
29　

236

78　

湯
河
原
町
産
地
温
州
ミ
カ
ン
園
地
再
編
計
画　

	
	

平
成
元
・
3　

238

79　

湯
河
原
町
が
観
光
農
園
計
画　

	
	

平
成
4
・
7
・
8　

244

80　

農
業
構
造
改
善
に
お
け
る
特
定
施
設
基
本
計
画　

	
	

平
成
6
・
1　

245

81　

も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
開
店
レ
セ
プ
シ
ョ
ン　

	
	

平
成
7
・
5
・
10　

275

82　
「
ふ
れ
あ
い
農
園
」
が
ス
タ
ー
ト　

	
	

平
成
8
・
5
・
26　

276

83　

町
農
事
組
合
法
人
に
指
導
文
書　

	
	

平
成
10
・
9
・
30　

277

84　

農
業
公
園
整
備
事
業
施
設
の
目
的
外
使
用
承
認
申
請　

	
	

平
成
10
・
12
・
25　

278

85　

イ
ー
ジ
ー
ネ
ッ
ト
ハ
ウ
ス
設
置　

	
	

平
成
15
・
7
・
27　

280

86　

藤
中
系
温
州
ミ
カ
ン
の
表
彰　

	
	

昭
和
30
・
3
・
25　

282
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87　

大
津
祐
男
氏
関
連
記
事　

	


283

①　

神
奈
川
文
化
賞
推
薦
文　

	


283

②　

園
芸
功
労
賞
推
薦
文　

	


284

第
二
節　

漁　
　
　

業　



286

88　

真
鶴
・
福
浦
い
ま
ニ
ボ
シ
の
最
盛
期　

	
	

昭
和
31
・
7
・
6　

286

89　

漁
業
関
係
補
償
事
例
集　

	
	

昭
和
37
・
3　

287

90　

福
浦
漁
業
組
合
が
強
硬
態
度　

	
	

昭
和
45
・
1
・
18　

288

91　

昭
和
四
六
年
度
遊
漁
観
光
漁
業
調
査　

	
	

昭
和
46
・
9
・
23　

289

92　

ワ
カ
メ
養
殖
懇
談
会
報
告
書　

	
	

昭
和
46
・
11　

291

93　

ワ
カ
メ
養
殖
を
は
じ
め
て
一
〇
年　

	
	

昭
和
51
・
11
・
19　

293

94　

漁
師
魂
で
黒
字
組
合
に　

	
	

昭
和
51
・
12
・
22　

294

95　

湯
河
原
も
真
鶴
も
釣
船
は
大
繁
盛　

	
	

昭
和
52
・
5
・
22　

295

96　

冬
の
風
物
詩　

福
浦
ワ
カ
メ　

	
	

昭
和
56
・
2
・
14　

296

97　

福
浦
漁
港
防
波
堤
改
良
へ　

	
	

昭
和
56
・
11
・
19　

297

98　

近
く
「
超
新
鮮
」
直
売
へ　

	
	

昭
和
62
・
8
・
28　

298

99　

湯
河
原
観
光
漁
業
セ
ン
タ
ー
計
画　

	
	

平
成
3
・
6
・
19　

299
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第
三
節　

商　

工　

業　



303

100　

福
浦
の
ウ
チ
ワ
好
況　

	
	

昭
和
31
・
7
・
21　

303

101　

商
工
会
館
建
設
陳
情
書　

	
	

昭
和
39
・
6
・
19　

304

102　

湯
河
原
農
協
Ａ
コ
ー
プ
チ
ェ
ー
ン
店
計
画　

	
	

昭
和
51
・
3
・
2　

305

103　

悲
壮
な
空
気
が
漲
る
第
一
回
会
談　

湯
農
協
・
商
店
会
代
表
が
一
堂
に　

	
	

昭
和
51
・
3
・
18　

306

104　

商
工
会
館
建
設
の
趣
意　

	
	

昭
和
53
・
6
・
1　

309

105　

大
型
小
売
店
舗
出
店
反
対
に
関
す
る
請
願
書　

	
	

昭
和
55
・
6
・
26　

311

106　

ふ
れ
あ
い
広
場
商
工
祭　

即
売
に
催
物
に
大
賑
わ
い　

	
	

昭
和
56
・
4
・
28　

315

107　

ヤ
オ
ハ
ン
湯
河
原
店
出
店
協
定
書　

	
	

昭
和
63
・
9
・
7　

317

108　
キ
ウ
イ
ワ
イ
ン
「
ム
ッ
シ
ュ
ゆ
が
わ
ら
」
ゆ
が
わ
ら
21
の
会
地
場
産
品
使
い
完
成　

		

平
成
2
・
10
・
31

323

109　

歳
末
謝
恩
一
〇
％
の
プ
レ
ミ
ア
ム
付　

湯
商
連
が
「
商
品
券
」
販
売　

	
	

平
成
12
・
11
・
2　

325

110　

湯
河
原
ブ
ラ
ン
ド
商
品
認
定
事
業
実
施
要
領　

	
	

平
成
18
・
4
・
1　

326

111　

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
第
一
二
回
認
定
申
請
に
つ
い
て　

	
	

平
成
18
・
9
・
26　

332

112　

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
に
関
す
る
掲
載
記
事	



347

①　

ス
ロ
ー
フ
ー
ド
で
町
お
こ
し　

	
	

平
成
18
・
6
・
6　

347

②　

会
社
に
よ
る
学
校
設
置
可
能
に　

	
	

平
成
18
・
12
・
7　

348

113　
「
食
の
大
学
院
大
学
」
設
立
計
画
の
断
念
に
つ
い
て　

	
	

平
成
19
・
5　

350
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114　
湯
河
原
の
新
名
物
を
全
国
へ　

た
ん
た
ん
た
ぬ
き
の
「
担
々
焼
き
そ
ば
」
を　

	
	

平
成
20
・
1
・
11　

351

第
三
章　

社
会
活
動
と
文
化　



355

第
一
節　

社
会
教
育　



356

115　

湯
河
原
町
青
少
年
問
題
協
議
会
条
例　

	
	

昭
和
39
・
6
・
26　

356

116　

湯
河
原
町
立
図
書
館
条
例　

	
	

昭
和
53
・
3
・
24　

358

117　

図
書
館
建
築
中
止
を
求
め
る
紛
争
調
停
の
受
諾
に
つ
い
て　

	
	

昭
和
53
・
9
・
22　

359

118　

湯
河
原
町
ヘ
ル
シ
ー
プ
ラ
ザ
条
例　

	
	

平
成
元
・
3
・
17　

361

119　

湯
河
原
町
の
美
術
館　

	


365

①　

湯
河
原
ゆ
か
り
の
美
術
館
条
例　

	
	

平
成
9
・
12
・
25　

365

②　

町
立
湯
河
原
美
術
館
条
例　

	
	

平
成
18
・
3
・
16　

368

120　

湯
河
原
町
民
体
育
館
条
例　

	
	

平
成
22
・
6
・
21　

369

121　

か
な
が
わ
・
ゆ
め
国
体　

	
	

平
成
10
・
10
・
25
～
27　

376

①　

開
催
基
本
方
針　

	


376

②　

開
催
基
本
計
画　

	


377

③　

実
行
委
員
会
会
則　

	


384

④　

大
会
参
加
者
数
一
覧　

	


390
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⑤　

都
道
府
県
別
参
加
人
員
一
覧　

	


391

⑥　

会
場
位
置
図　

	


392

⑦　

ア
ー
チ
ェ
リ
ー
競
技
等
日
程　

	


393

⑧　

ア
ー
チ
ェ
リ
ー
競
技
実
施
要
項　

	


394

⑨　

総
合
成
績
一
覧
表　

	


397

122　

町
民
大
学
に
参
加
し
て　

	


398

第
二
節　

地
域
活
動
と
文
化　



400

123　

湯
河
原
青
年
学
級
規
約　
	

	

昭
和
39
・
3
・
20　

400

124　

湯
河
原
青
年
学
級
と
私　

	
	

昭
和
40
・
4
・
10　

401

125　
〝
か
な
が
わ
の
民
俗
芸
能
五
〇
選
〟
に
選
定
さ
れ
た
鹿
島
踊
り	



403

①　

選
定
要
領　

	


403

②　

募
集
要
領　

	


404

③　

結
果
通
知　

	


404

126　

故
黒
沢
与
作
俳
句
碑
建
設
に
関
す
る
願
書　

	
	

昭
和
56
・
1
・
15　

406

127　

生
涯
学
習
意
識
調
査
の
結
果　

	
	

平
成
6
・
6　

409

128　

防
災
に
小
さ
な
味
方
が
誕
生　

	
	

平
成
25
・
6
・
16　

415

129　

湯
河
原
文
学
賞
の
経
緯　

	
	

平
成
11
年
～
平
成
26
年　

417
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第
三
節　

文　

化　

財　



423

130　

湯
河
原
町
町
史
編
さ
ん
委
員
会
条
例　

	
	

昭
和
46
・
10
・
1　

423

131　

湯
河
原
町
文
化
財
保
護
条
例　

	
	

昭
和
46
・
10
・
1　

424

132　

伝
正
宗
屋
敷
確
認
に
伴
う
試
掘
調
査
概
要　

	
	

平
成
17
・
2　

429

第
四
章　

生
活
の
諸
相　



435

第
一
節　

町
の
暮
ら
し　



436

133　

拡
声
装
置
施
設
助
成
費
交
付
要
領　

	
	

昭
和
30
・
5
・
27　

436

134　

官
庁
に
お
け
る
新
生
活
運
動
に
つ
い
て　

	
	

昭
和
30
・
10
・
27　

437

135　

新
市
町
村
の
有
線
放
送
電
話
業
務
の
許
可
に
つ
い
て　

	
	

昭
和
33
・
4
・
17　

439

136　

交
通
安
全
の
た
め
の
放
送
文　

	
	

昭
和
34
・
6
・
4　

440

137　

巡
回
映
画
会
の
開
催
に
つ
い
て　

	
	

昭
和
34
・
6
・
30　

441

138　

電
話
自
動
式
化
の
お
し
ら
せ　

	
	

昭
和
34
・
7
・
1　

442

139　

交
通
安
全
運
動
に
協
力
方
御
願　

	
	

昭
和
34
・
10
・
7　

443

140　

吉
浜
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
建
設
に
関
す
る
請
願
書　

	
	

昭
和
39
・
1
・
30　

444

141　

新
生
活
運
動
今
後
の
方
針
に
つ
い
て
（
案
）　	

	

昭
和
39
・
11
・
16　

445

142　

新
成
人
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果　

	
	

昭
和
41
・
3
・
12　

448

143　

真
鶴
町
火
葬
場
の
本
町
住
民
の
利
用
に
つ
い
て　

	
	

昭
和
41
・
9
・
30　

449
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144　

湯
河
原
町　

人
と
地
域
の
絆
を
育
む
条
例　

	
	

平
成
24
・
3
・
5　

452

145　

ミ
カ
ン
農
家
の
一
年　

｜

内
藤
喜
一
日
記

｜　

	
	

昭
和
37　

454

第
二
節　

女
性
の
活
動
・
労
働
運
動　



490

㈠　

女
性
の
活
動　



490

146　

福
浦
婦
人
会
規
約　

	
	

昭
和
34
・
4
・
12　

490

147　

主
婦
の
く
ら
し
の
記
録　

	
	

昭
和
36
・
11　

492

①　

農
家
の
主
婦　

	


492

②　

兼
業
農
家
の
主
婦　
	



493

③　

漁
家
の
主
婦　

	


493

④　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
主
婦
（
そ
の
一
）　	



495

⑤　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
主
婦
（
そ
の
二
）　	



496

⑥　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
主
婦
（
そ
の
三
）　	



498

⑦　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
主
婦
（
そ
の
四
）　	



500

⑧　

商
家
の
主
婦
（
そ
の
一
）　	



502

⑨　

商
家
の
主
婦
（
そ
の
二
）　	



504

148　

湯
河
原
婦
人
会
規
約
（
案
）　	

	

昭
和
37
・
6
・
27　

505

149　

婦
人
学
級
講
師
派
遣
申
請　

	
	

昭
和
37
・
8
・
14　

506
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150　

中
央
農
協
鍛
冶
屋
婦
人
部
二
十
年
の
歩
み　

	
	

昭
和
46
・
9　

508

151　

ゆ
が
わ
ら
男
女
共
同
参
画
懇
話
会
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
要
綱　

	
	

平
成
11
・
9
・
1　

513

㈡　

労
働
運
動　



515

152　

小
野
ピ
ア
ノ
と
解
雇
問
題　

	


515

①　

販
売
案
内　

	
	

昭
和
24
・
8
・
4　

515

②　

販
売
価
格
表　

	


518

③　

解
雇
問
題　

	
	

昭
和
35
・
3
・
8　

519

153　

あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
調
査　

	
	

昭
和
37
・
1
・
28　

520

154　

湯
河
原
駅
貨
物
取
り
扱
い
廃
止
に
反
対
す
る
陳
情
書　

	
	

昭
和
57
・
3
・
13　

522

第
五
章　

自
然
と
環
境
問
題　



525

第
一
節　

環
境
・
汚
染
問
題　



526

155　

ハ
コ
ネ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
棲
息
地
実
地
調
査
報
告
書　

	
	

昭
和
35
・
7
・
29　

526

156　

鍛
冶
屋
製
紙
工
場
汚
水
処
理
経
過　

	
	

昭
和
37
・
8
・
7　

527

157　

門
川
の
水
質
検
査　

	
	

昭
和
39
・
2
・
4　

530

158　

新
幹
線
工
事
に
伴
う
騒
音
公
害　

	


531

①　

安
眠
妨
害
と
住
民
悲
鳴　

	
	

昭
和
41
・
7
・
2　

531

②　

住
民
、
詰
所
に
押
か
け
る　

	
	

昭
和
41
・
7
・
6　

532
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③　

土
捨
場
を
三
か
所
に　

	
	

昭
和
41
・
7
・
8　

533

159　

汚
れ
放
題
の
千
歳
川　

	
	

昭
和
43
・
3
・
29　

534

160　

新
崎
川
が
自
然
回
復　

	
	

昭
和
46
・
5
・
18　

535

161　

門
川
地
区
高
層
ビ
ル
建
設
反
対
に
関
す
る
陳
情
書　

	
	

昭
和
48
・
10
・
22　

536

162　

町
内
が
け
崩
れ
災
害
危
険
区
域
調
査　

	
	

昭
和
49　

537

163　

千
歳
川
水
質
浄
化
に
関
す
る
陳
情
書　

	
	

昭
和
52
・
3
・
29　

538

164　

宮
上
地
区
山
林
立
木
伐
採
中
止
に
関
す
る
嘆
願
書　

	
	

昭
和
53
・
6
・
6　

540

165　

真
鶴
ト
ン
ネ
ル
西
口
排
気
塔
建
設
反
対
に
関
す
る
陳
情
書　

	
	

昭
和
54
・
6
・
9　

541

166　

鍛
冶
屋
の
ク
ス
ノ
キ
林
の
成
長　

	
	

昭
和
60　

543

167　

生
活
と
環
境
を
守
る
湯
河
原
町
民
連
絡
協
議
会
設
立　

	
	

平
成
2
・
10
・
7　

551

168　

湯
河
原
町
豊
か
な
景
観
を
育
む
基
本
条
例　

	
	

平
成
8
・
2
・
15　

553

169　

幕
山
周
辺
の
蘚
苔
類　

	
	

平
成
17　

556

170　

原
子
力
発
電
所
事
故
に
伴
う
茶
の
出
荷
停
止
に
つ
い
て　

	
	

平
成
23
・
6
・
2　

572

第
二
節　

廃
棄
物
処
理　



575

171　

塵
芥
焼
却
施
設
設
置
に
関
す
る
熱
海
市
と
の
協
約
書　

	
	

昭
和
33
・
4
・
1　

575

172　

湯
河
原
町
清
掃
条
例　

	
	

昭
和
36
・
3
・
30　

577

173　

美
化
運
動
実
施
要
綱　

	
	

昭
和
37　

583
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174　

大
黒
崎
新
築
ゴ
ミ
焼
却
場
建
設
に
つ
い
て
合
意　

	
	

昭
和
41
・
4
・
15　

585

175　

町
・
ご
み
を
違
法
投
棄　

	
	

昭
和
48
・
9
・
21　

587

176　

湯
河
原
町
真
鶴
町
衛
生
組
合
規
約　

	
	

昭
和
52
・
2
・
1　

589

177　

廃
棄
物
処
理
基
本
計
画　

	
	

昭
和
63
・
3　

592

178　

連
絡
協
議
会
ニ
ュ
ー
ス　

	
	

平
成
8
・
8　

599

179　

最
終
処
分
場
カ
ド
ミ
ウ
ム
汚
染
と
既
存
廃
棄
物
撤
去
計
画　

	


602

①　

最
終
処
分
場
の
カ
ド
ミ
ウ
ム
汚
染　

	
	

平
成
23
・
12
・
27　

602

②　

既
存
廃
棄
物
撤
去
計
画　

	
	

平
成
25
・
1　

606

第
三
節　

衛
生
行
政　



609

180　

厚
生
常
任
委
員
会
に
お
け
る
し
尿
処
理
問
題
説
明
文
書　

	
	

昭
和
36
・
2
・
2　

609

181　

海
洋
投
棄
に
つ
い
て
真
鶴
町
と
の
契
約
書　

	
	

昭
和
39
・
4
・
1　

612

182　

町
立
浄
水
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
要
望
書　

	
	

昭
和
56
・
2
・
19　

613

183　

真
鶴
町
と
の
し
尿
処
理
施
設
に
関
す
る
協
定
書　

	
	

平
成
8
・
7
・
1　

616

184　

足
柄
上
衛
生
組
合
と
の
し
尿
処
理
に
関
す
る
協
定
書　

	
	

平
成
14
・
2
・
28　

618

別
編　

昭
和
三
〇
年
以
前
の
追
録
資
料　



623

185　

請
取
申
御
扶
持
方
之
事　

	
	

元
禄
7　

624

186　

村
送
り

一
札
之
事　

	
	

安
政
3
・
3　

625
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187　

出
帆
願
書　

	
	

明
治
8
・
3
・
7　

626

188　

御
配
府
（
符
）
の
控　

諸
々
の
布
達
集
成　

	


627

①　
〔
布
達
〕
岩
崎
弥
太
郎
所
持
船
、
横
濱
へ
向
け
出
帆
の
折
り
所
在
不
明
に
付　

	
	

明
治
7
・
6
・
13　

627

②　

願
上
書　

富
岡
製
糸
場
工
女
雇
入
を
願
う
に
付　

	
	

明
治
7
・
10　

628

③　

繰
絲
傳
習
願　

	
	

明
治
7
・
11　

628

④　
〔
布
達
〕
米
領
事
館
の
獄
舎
脱
走
人
の
探
索
に
付　

	
	

明
治
7
・
11　

629

⑤　
〔
布
達
〕
温
泉
場
に
於
け
る
男
女
混
浴
の
禁
止
に
付　

	
	

明
治
7
・
11
・
13　

631

⑥　
〔
布
達
〕
英
国
軍
艦
シ
ル
ブ
イ
ロ
号
に
太
平
洋
岸
の
測
量
を
許
可
す
る
に
付　

	
	

明
治
7
・
12　

632

⑦　
〔
布
達
〕
伊
豆
沖
の
仏
国
沈
没
船
の
流
失
に
付　

	
	

明
治
7
・
12
・
26　

632

⑧　
〔
記
〕
真
鶴
村
の
艀
船
一
艘
流
出
に
付　

	
	

明
治
8
・
1
・
29　

633

189　

上
等
裁
判
法
廷
大
網
事
件
原
告
・
被
告
問
答　

	
	

明
治
10
・
1
・
29　

634

190　

吉
濱
村
会
決
議
件
名
報
告　

	
	

明
治
24
・
2　

670

191　
〔
書
簡
〕（
鎌
苅
入
会
・
秣
山
一
件
に
付
）　	

	

明
治
25
・
5
・
15　

670

192　

約
定
證
書
（
水
車
営
業
に
付
）　	

	

明
治
33
・
10
・
31　

671

193　

雑
書
類
綴
込	



672

①　
石
丁
場
名
義
変
更
願
（
吉
濱
村
無
有
山
の
石
切
場
借
受
を
変
更
す
る
に
付
）　	

	

明
治
34
・
12
・
31　

672

②　
〔
依
頼
状
〕
小
田
原
大
海
嘯
に
よ
る
死
者
の
施
餓
鬼
会
執
行
に
付　

	
	

明
治
35
・
10
・
21　

673
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③　
海
外
旅
券
下
附
願
（
曹
洞
宗
僧
侶
、
米
合
衆
国
に
布
教
・
教
学
研
究
の
た
め
海
外
渡
航
を
し
た
き
に
付
）		

明
治
36
・
6
・
22　

673

④　

御
請
書
（
𠮷
濱
村
か
ら
鍛
冶
屋
村
間
に
軌
道
布
設
し
た
き
に
付
）　	

	

明
治
36
・
10
・
22　

674

⑤　

秘
号
外
（
露
艦
認
知
次
第
通
知
す
べ
き
旨
）　	

	

明
治
37
・
7
・
22　

675

⑥　
〔
依
頼
通
知
〕（
民
間
製
造
の
煙
草
販
売
者
へ
の
注
意
事
項
）　	

	

明
治
37
・
8
・
10　

675

⑦　
〔
通
知
〕（
故
陸
軍
歩
兵
上
等
兵
の
葬
儀
執
行
に
付
）　	

	

明
治
38
・
1
・
26　

677

194　

差
入
証
書
（
字
大
洞
山
石
材
採
掘
に
付
）　	

	

明
治
34
・
9
・
20　

678

195　

契
約
書
（
案
）（
根
拵
大
網
張
立
に
付
）　	

	

明
治
36　

678

196　

福
浦
漁
業
組
合
規
約　

	
	

明
治
36
・
3
・
10　

679

197　
〔
日
露
戦
争
従
軍
書
簡
〕　	



683

①　
〔
書
簡
〕　	

	

明
治
37
・
10
・
1　

683

②　
〔
書
簡
〕　	

	

明
治
37
・
10
・
12　

686

198　

靑
年
會
規
約
標
準　

	
	

明
治
43
・
4
・
3　

692

199　

用
水
供
給
約
定
証　

	
	

明
治
44
・
5
・
30　

694

200　

大
正
五
年
十
一
月
三
日
立
太
子
式　

奉
祝
大
運
動
會　

	
	

大
正
5
・
11
・
3　

694

201　

震
災
死
亡
者
大
法
會
通
知　

	
	

大
正
12
・
9
・
21　

696

202　

足
柄
下
郡
土
肥
村
立
女
子
實
業
補
習
學
校
規
程　

	
	

大
正
13　

697

203　

契
約
書
（
大
洞
の
石
材
採
掘
に
付
）　	

	

大
正
13
・
12
・
15　

701
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204　

湯
河
原
町
『
常
會
』
創
刊
號　

	
	

昭
和
14
・
12
・
15　

703

205　

湯
河
原
町
『
常
會
』
第
七
號　

	
	

昭
和
15
・
6
・
14　

722

206　
〔
案
内
状
〕
農
繁
託
児
所
開
設
に
付　

	
	

昭
和
14
・
5
・
31　

736

207　

蠅
取
日
実
施
に
付
て　

	
	

昭
和
14
・
8
・
9　

737

208　

類
燒
見
舞
金
覺
帖　

	
	

昭
和
15
・
1
・
28　

738

209　

疎
開
宿
舎
使
用
の
件　

	


744

210　

疎
開
児
童
宿
舎
整
理
報
告　

	


744

①　
〔
整
理
宿
舎
の
件
〕　	

	

昭
和
20
・
9
・
29　

744

②　

疎
開
児
童
宿
舎
整
理
報
告　

	
	

昭
和
20
・
10
・
1　

745

③　

轉
出
證
明
書　

	
	

昭
和
20

745

211　

疎
開
児
童
宿
舎
統
合
報
告
の
件　

	


746

①　

横
浜
市
西
前
國
民
学
校　

	
	

昭
和
20
・
10
・
1　

746

②　

横
濱
市
青
木
國
民
學
校　

	
	

昭
和
20
・
10
・
2　

746

212　

メ
ッ
セ
ー
ジ
―
熱
海
に
て
―　

	
	

昭
和
22

747

213　

福
浦
村
立
福
浦
幼
稚
園
々
則　

	
	

昭
和
23
・
4
・
1　

748

214　

海
外
引
揚
者
住
宅
設
置
計
画
書　

	
	

昭
和
25
・
6
・
28　

751

215　

観
光
協
会
規
約
（
案
）　	

	

昭
和
25　

755
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216　

湯
河
原
町
營
住
宅
使
用
條
例　

	
	

昭
和
26　

757

217　

吉
浜
町
文
化
的
綜
合
開
発
事
業
計
畫
に
関
す
る
覺
書　

	
	

昭
和
27
・
12
・
2　

759

218　

湯
河
原
萬
葉
植
物
園
假
案　

	


762

219　

湯
河
原
万
葉
公
園
（
回
想
）　	

	

昭
和
28　

763

220　
〔
書
簡
〕
並
び
に
下
村
海
南
の
万
葉
歌
碑
案　

	
	

昭
和
29
・
10
・
30　

765

①　
〔
書
簡
〕
下
村
海
南
博
士
の
万
葉
歌
碑
案
に
付　

	


765

②　

下
村
海
南
の
万
葉
歌
碑
案　

	


766

221　

同
志
會
規
則　

	


767

222　

定
置
漁
業
根
拵
網　

	


769

資
料
及
び
写
真
提
供
者
・
機
関
等
一
覧

協
力
者
一
覧

あ
と
が
き

町
史
編
さ
ん
関
係
組
織



資
料
編
　
く
ら
し
と
産
業
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第
一
章　

温
泉
と
観
光

湯
河
原
温
泉
は
良
質
な
名
湯
で
知
ら
れ
、
近
代
の
政
財
界
人

や
文
人
な
ど
の
清
遊
や
別
荘
地
と
し
て
も
高
い
評
価
を
得
て
い

た
。
温
泉
は
戦
前
か
ら
町
の
基
幹
産
業
と
し
て
発
展
し
て
き
た

が
、
戦
後
に
入
り
社
会
全
体
に
余
裕
が
生
ま
れ
る
と
、
消
費
者

意
識
は
大
き
く
変
化
し
て
い
っ
た
。
入
浴
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な

い
付
加
価
値
が
求
め
ら
れ
、
経
営
者
側
も
新
時
代
の
諸
法
規
に

応
じ
た
環
境
の
設
定
を
迫
ら
れ
、
牧
歌
的
な
営
業
姿
勢
だ
け
で

は
対
応
し
づ
ら
い
時
代
を
迎
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

外
に
開
か
れ
た
観
光
地
で
あ
る
と
同
時
に
住
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス

提
供
を
も
併
せ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
町
は
温
泉
に
関
し
て

多
く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
割
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
課
題
へ
の
一
つ
の
回
答
が
町
営
温
泉
制
度
の
導
入

で
あ
る
。
計
画
的
な
揚
湯
に
よ
る
資
源
保
護
、
配
湯
の
一
本
化

に
よ
る
合
理
的
な
温
泉
経
営
を
町
が
主
体
的
に
行
う
方
針
へ
の

転
換
で
あ
る
。
県
と
の
交
渉
、
源
泉
所
有
者
の
利
害
調
整
や
所

有
権
の
整
理
な
ど
、
多
く
の
困
難
を
か
か
え
な
が
ら
も
一
応
の

配
湯
が
安
定
化
し
て
い
っ
た
。
今
後
は
高
齢
社
会
を
迎
え
て
貴

重
な
資
源
の
有
効
活
用
を
図
る
べ
き
段
階
を
迎
え
て
い
る
。

本
町
は
豊
か
な
自
然
と
落
ち
着
い
た
風
情
で
知
ら
れ
た
観
光

地
で
、
隣
接
す
る
箱
根
や
熱
海
と
い
っ
た
強
い
個
性
を
持
つ
地

域
と
は
一
線
を
画
す
土
地
柄
で
あ
る
。
こ
う
し
た
性
格
上
、

様
々
な
開
発
や
集
客
の
た
め
の
努
力
が
行
政
の
宿
命
的
な
課
題

で
あ
り
続
け
た
。
ミ
カ
ン
産
業
の
不
振
な
ど
も
開
発
を
後
押
し

す
る
作
用
を
し
た
。
町
と
外
部
資
本
の
観
光
開
発
は
山
と
丘
陵

地
、
あ
る
い
は
海
岸
線
な
ど
多
方
面
に
及
ぶ
。
し
か
し
そ
の
事

業
は
当
然
な
が
ら
自
然
・
生
活
環
境
や
住
民
意
識
に
変
化
を
も

た
ら
し
、
後
世
に
与
え
る
影
響
も
少
な
く
は
な
い
。
こ
の
対
立

す
る
主
張
に
ど
の
よ
う
な
折
り
合
い
を
つ
け
て
調
和
的
発
展
を

図
る
か
、
歴
代
町
政
が
腐
心
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
観
光
立
町

を
町
是
と
す
る
湯
河
原
の
今
後
の
方
向
が
問
わ
れ
て
い
る
。
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第一章　温泉と観光

第
一
節　

湯
河
原
温
泉
の
推
移

㈠　

町
営
温
泉

１　

町
営
温
泉
実
施
に
関
す
る
陳
情
書

町
営
温
泉
実
施
に
関
す
る
陳
情
書

戦
前
、
戦
後
を
通
じ
て
観
光
日
本
を
広
く
海
外
に
宜

（
マ
マ
）伝

し
戦
後

多
く
の
旅
客
を
誘
致
し
て
い
る
今
日
、
本
県
に
お
け
る
観
光
政

策
は
他
府
県
の
追
従
を
許
さ
な
い
現
状
に
あ
り
、
特
に
県
内
温

泉
地
帯
は
そ
の
施
策
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
は
周

知
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

こ
と
に
湯
河
原
町
に
お
け
る
将
来
は
、
泉
地
区
は
勿
論
、
現
在

実
施
中
で
あ
る
湯
河
原
駅
下
都（

土
地
）市

区
画
整
理
事
業
と
あ
い
ま
つ

て
吉
浜
海
岸
よ
り
真
鶴
岬
を
つ
ら
ね
、
奥
は
や
が
て
東
洋
一
と

云
は
れ
て
い
る
湯
河
原
ゴ
ル
フ
場
の
ふ
も
と
に
数
十
万
坪
の
未

開
発
地
帯
を
有
し
こ
れ
ら
を
綜
合
し
一
大
発
展
を
期
待
さ
れ
て

居
り
ま
す
。
而
し
な
が
ら
こ
の
将
来
の
発
展
も
現
在
に
お
い
て

発
展
の
推
進
力
た
る
温
泉
に
ま
つ
よ
り
外
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

而
し
て
こ
の
地
下
資
源
で
あ
る
温
泉
も
既
に
民
有
地
内
に
お
い

て
は
湧
出
可
能
地
域
は
殆
ん
ど
掘
り
つ
く
さ
れ
新
規
の
掘
さ
く

は
の
ぞ
み
得
な
い
現
況
に
あ
り
ま
す
。

現
在
湯
河
原
町
に
お
け
る
湧
出
量
は
一
分
時
、
三
十
石
を
示
し

て
お
り
ま
す
が
、
源
泉
地
よ
り
利
用
者
ま
で
の
錯
綜
さ
れ
て
い

る
引
湯
網
を
調
整
統
合
し
も
つ
と
も
合
理
的
な
供
給
を
な
せ
ば

一
躍
使
用
者
の
三
倍
は
供
給
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
尚

こ
れ
ら
の
点
を
地
元
経
験
者
は
現
在
の
五
倍
が
可
能
と
な
る
と

も
云
は
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
前
に
厖
大
な
発
展
を
の

ぞ
み
、
う
し
ろ
に
か
く
の
如
き
至
難
な
温
泉
問
題
を
控
え
て
い

る
の
で
、
こ
れ
ら
の
不
合
理
極
ま
る
温
泉
経
営
を
是
正
し
こ
の

地
下
資
源
に
よ
つ
て
一
〇
〇
％
以
上
の
発
展
を
試
み
る
こ
と
は
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不
可
能
で
は
な
く
そ
れ
は
町
が
町
有
の
源
泉
を
取
得
す
る
こ
と

に
外
な
り
ま
せ
ん
。

以
上
の
如
き
状
況
か
ら
こ
こ
に
湯
河
原
町
は
県
下
初
め
て
の
試

み
で
あ
る
町
営
温
泉
を
実
施
し
あ
ら
ゆ
る
面
の
温
泉
問
題
を
解

決
し
、
一
大
観
光
施
策
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。

こ
の
急（

マ
マ
）至

を
要
す
る
源
泉
所
有
に
つ
い
て
も
、
合
併
初
年
度
で

あ
る
今
日
極
め
て
財
政
的
に
も
恵
ま
れ
ず
と
は
云
え
町
将
来
の

発
展
の
基
盤
と
な
る
べ
き
こ
の
事
業
は
必
ず
実
施
せ
ざ
る
を
得

な
い
の
で
、
実
状
御
賢
察
の
上
県
当
局
よ
り
の
助
成
四
百
万
円

並
に
事
業
資
金
の
融
資
斡
旋
を
煩
わ
し
度
こ
こ
に
陳
情
い
た
し

ま
す
。（「

昭
和
三
〇
年
起　

町
営
温
泉
関
係
書
類
」
湯
河
原
町
役
場

蔵
）

２　

町
営
温
泉
導
入
に
当
た
っ
て
の
県
へ
の
報
告

温
泉
統
合
に
つ
い
て
の
意
見
書

湯
河
原
町
に
お
け
る
温
泉
の
状
況
は
統
合
を
絶
対
必
要
と
す
る

狀
勢
に
あ
り
今
般
町
が
源
泉
を
取
得
し
て
統
合
第
一
歩
に
入
つ

た
も
の
で
こ
の
統
合
問
題
は
以
前
よ
り
常
に
論
じ
ら
れ
て
居
つ

た
の
で
あ
り
ま
す
が
最
近
町
の
発
展
と
共
に
切
実
な
問
題
と
し

て
取
上
げ
ら
れ
現
在
本
町
に
お
い
て
実
施
中
の
駅
下
土
地
区
画

整
理
事
業
に
対
し
て
も
開
発
は
先
づ
温
泉
に
よ
つ
て
な
さ
れ
る

も
の
と
基
礎
づ
け
ら
れ
て
居
り
ま
す
が
こ
の
問
題
の
解
決
は
勿

論
現
在
の
給
湯
狀
態
に
行
づ
ま
り
が
あ
り
源
泉
に
つ
い
て
も
揚

湯
馬
力
数
の
上
昇
と
深
度
増
掘
の
動
き
が
強
く
更
に
試
掘
地
域

の
限
界
が
み
ら
れ
、
新
規
の
旅
舘
等
は
営
業
の
至
命
で
あ
る
温

泉
の
確
保
も
な
か
〳
〵
困
難
で
あ
る
。
從
つ
て

論
は
当
然
温

泉
の
統
合
を
欲
し
て
居
り
議
会
も
別
紙
議
決
書
（
寫
）
の
如
く

総
意
を
以
つ
て
決
定
し
、
早
急
実
現
を
要
望
し
て
居
り
尚
源
泉
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所
有
者
と
の
折
衡

（
マ
マ
）も

一
番
至
難
と
思
は
れ
た
温
泉
供
給
業
者
の

了
解
も
ほ
ゞ
つ
い
て
更
に
零
細
な
源
泉
所
有
者
は
統
合
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
現
在
湧
出
量
が
よ
り
以
上
の
効
果
を
現
は
す
こ
と

が
出
来
る
の
で
一
般
的
に
は
理
解
し
て
も
ら
え
る
状
勢
に
あ
る
。

新
町
に
な
り
広
範
な
地
域
を
擁
し
観
光
的
発
展
の
要
望
が
住
民

間
に
も
強
く
早
急
に
合
併
の
効
果
も
町
民
個
々
に
亘
る
如
く
重

要
か
つ
必
要
な
る
事
業
と
し
て
着
手
に
入
つ
た
も
の
で
あ
り
ま

す
。

昭
和
三
十
一
年
三
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
奈
川
県
足
柄
下
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
長　
　

八
亀
武
雄

証一
、
議
決
書
寫

議
案
第
二
十
四
号

　
　
　
　

湯
河
原
町
営
温
泉
事
業
の
実
施
に
つ
い
て

湯
河
原
町
は
温
泉
統
合
の
必
要
か
ら
新
た
に
温
泉
を
試
掘

し
又
は
温
泉
引
湯
の
合
理
化
を
計
り
、
も
つ
て
町
発
展
の

計
画
を
具
体
化
す
る
た
め
、
こ
こ
に
町
営
温
泉
事
業
の
実

施
を
計
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

昭
和
三
十
年
十
一
月
三
十
日　

提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
長　
　

八
亀
武
雄

　
　
　
　
　

即
日
原
案
可
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
議
会
議
長　

常
盤
正
雄

一
、
町
営
温
泉
事
業
費
收
支
予
算
書

　

１　

收
入
の
部

科　

目

金　
　
　
　
　

額

附　
　
　
　
　

記

補
助
及
寄
附
金
一
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

統
合
に
よ
る
廃
管

処
分
金
寄
附
等

町
負
担
金
三
二
、
七
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

計

四
七
、
七
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

　

２　

支
出
の
部

科　

目

金　
　
　
　
　

額

附　
　
　
　
　

記
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買　

收　

費
二
一
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

源
泉
二
孔
外
附
帶
す
る

施
設
一
切
の
買
收

送
湯
施
設
費
一
二
、
九
五
〇
、
〇
〇
〇
円

延
三
五
〇
〇
米
・
米
当

り
三
、
七
〇
〇
円
、
原

材
料
費
他
、
施
工
一
式

給
湯
施
設
費
一
二
、
二
五
〇
、
〇
〇
〇
円

貯
湯
タ
ン
ク
敷
地
買
收

費
坪
当
り
三
〇
〇
〇
円　

五
ヶ
所
計
二
五
〇
坪
（
七

五
〇
、
〇
〇
〇
円
）
タ

ン
ク
一
池
、一
、七
〇
〇
、

〇
〇
〇
円
五
ヶ
所
外
給

湯
工
事
一
式
八
、
五
〇

〇
、
〇
〇
〇
円

諸　

経　

費　

一
、
五
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

事
ム
費
他

計

四
七
、
七
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

一
、
町
営
温
泉
の
方
法

　
　

公
営
温
泉
の
方
法
は
次
の
三
つ
が
考
え
ら
れ
る

　

一
、
個
人
有
源
泉
の
管
理
公
営

旣
設
源
泉
所
有
者
の
協
力
を
得
て
管
理
を
合
理
化
し
統

合
に
よ
る
温
度
確
保
と
給
湯
の
合
理
化
を
計
る
。

　

二
、
源
泉
共
有
方
法



條
例
等
に
よ
り
新
た
に
堀

（
マ
マ
）さ

く
さ
れ
る
温
泉
を
共
有
と

し
、
こ
れ
は
試
堀

（
マ
マ
）許

可
條
件
と
し
て
定
め
る
。

　

三
、
源
泉
所
有
の
方
法

自
ら
試
堀

（
マ
マ
）し

更
に
買
收
を
行
っ
て
源
泉
を
取
得
す
る
方

法
。
こ
の
方
法
は
最
も
資
金
が
必
要
と
さ
れ
る
。

一
、
現
在
湯
河
原
町
の
方
法

前
項
の
一
又
は
三
を
合
せ
て
考
え
尚
個
人
有
源
泉
管
理
公

営
の
方
法
を
行
う
に
は
、
少
な
く
も
一
口
の
源
泉
を
所
有

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
た
め
買
收
を
な
し
、
源
泉
所
有

を
し
て
源
泉
所
有
者
の
協
力
を
得
て
個
人
有
源
泉
の
管
理

公
営
を
計
る
も
の
で
あ
る
。

將
来
に
お
い
て
は
、
こ
の
方
法
の
充
実
と
共
に
試
験掘
其
の

他
の
方
法
に
よ
り
所
有
権
を
拡
大
し
て
地
下
資
源
の
合
理

的
活
用
を
計
る
。

一
、
町
営
温
泉
実
施
に
関
す
る
現
在
ま
で
の
経
過

湯
河
原
町
は
町
営
温
泉
事
業
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
町
が
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独
自
の
立
場
に
お
い
て
源
泉
を
所
有
し
こ
れ
を
所
有
す
る

こ
と
に
よ
り
町
内
源
泉
所
有
者
の
協
力
を
得
て
温
泉
の
統

合
を
計
る
た
め
次
の
如
く
源
泉
の
買
收
に
の
ぞ
ん
だ
。

昭
和
三
十
年
九
月
十
日
株
式
会
社
生
長
園
の
所
有
す
る

源
泉
（
湯
河
原
町
宮
上
字
尾
畑
七
五
二
ノ
三
所
在
）
を

一
分
時
湧
出
量
攝
氏
九
〇
度
の
温
泉
一
石
と
測
定
し

（
確
定
湧
出
量
は
小
田
原
保
健
所
長
の
認
定
す
る
と
こ

ろ
に
よ
る
）
別
に
同
所
同
番
に
所
在
す
る
旧
温
泉
孔
を

一
分
時
二
斗
の
湧
出
量
を
有
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ
等

二
つ
の
源
泉
に
附
帯
す
る
土
地
三
〇
坪
外
揚
湯
用
機

械
・
揚
湯
用
隧
道
施
設
又
は
引
湯
施
設
一
切
を
含
め
金

貮
千
壱
百
萬
円
也
の
対
価
を
も
っ
て
仮
契
約
の
成
立
を

み
る
に
い
た
っ
た
。

昭
和
三
十
年
十
一
月
三
十
日
開
催
の
町
議
会
に
お
い
て
町

営
温
泉
実
施
に
関
す
る
議
決
を
な
し
、
昭
和
三
十
年
十
二

月
五
日
議
会
議
長
外
八
名
よ
り
な
る
温
泉
專
門
委
員
を
迸

（
マ
マ
）

任
し
て
数
回
に
及
び
そ
の
大
綱
を
定
め

（
マ
マ
）べ

く
協
議
を
な
し
、

更
に
主
た
る
源
泉
所
有
者
と
非
公
式
会
合
等
に
よ
り
そ
の

推
進
を
計
っ
て
居
り
特
に
昭
和
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

湯
河
原
町
に
お
け
る
総
湧
出
量
約
三
〇
石
に
対
す
る
四
割

を
し
め
る
室
伏
義
雄
、
永
田
鎌
次
郎
、
露
木
曻
吉
の
三
者

と
会
合
を
も
ち
基
本
方
針
〈
温
泉
統
合
〉
の
了
解
を
得
る

と
共
に
近
く
統
合
引
湯
の
施
設
設
計
図
書
又
は
廃
管
処
分

並
び
に
資
金
等
重
要
な
案
件
に
つ
い
て
意
見
を
聴
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

尚
前
述
の
源
泉
買
收
に
つ
い
て
は
旣
に
町
に
於
い
て
金
貮

百
五
拾
六
萬
円
余
が
支
出
さ
れ
て
居
り
三
十
一
年
度
に
於

い
て
町
営
温
泉
特
別
会
計
を
設
け
買
收
完
了
と
同
時
に
統

合
の
実
現
第
一
歩
を
期
す
る
方
針
で
あ
り
ま
す
。

町
営
温
泉
使
用
等
に
つ
い
て
は
別
に
條
例
で
定
め
る
も
の

と
し
て
そ
の
考
え
方
は
別
紙
に
よ
る
。

一
、
源
泉
所
有
者
に
対
す
る
考
え
方
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統
合
に
加
は
る
源
泉
所
有
者
の
源
泉
所
有
権
は
そ
の
ま
ゝ

個
人
有
と
し
て
そ
の
源
泉
の
揚
湯
か
ら
給
湯
ま
で
の
一
切

の
維
持
管
理
（
料
金
徴
收
を
含
む
）
を
町
の
責
任
に
お
い

て
す
る
。

源
泉
所
有
者
に
対
す
る
利
益
配
当
は
統
合
前
の
個
人
所
得

を
最
低
額
と
し
て
町
が
こ
れ
を
補
償
し
統
合
に
よ
り
得
た

新
た
な
給
湯
範
囲
は
す
べ
て
町
の
收
入
と
な
し
こ
の
事
業

の
施
設
又
は
維
持
経
費
等
に
あ
て
る
も
の
と
す
る
。
更
に

事
業
の
効
果
に
よ
っ
て
は
源
泉
所
有
者
に
利
益
配
当
を
な

す
と
き
も
あ
る
と
し
て
こ
れ
等
の
こ
と
は
規
則
等
に
よ
り

定
め
る
。

一
、
統
合
給
湯
の
方
法

現
在
源
泉
鄕
と
稱
し
て
い
る
地
域
は
湯
河
原
温
泉
場
の
終

点
（
広
ヶ
原
を
除
く
）
に
位
し
こ
の
地
域
に
お
い
て
湧
出

す
る
温
泉
量
は
現
在
湯
河
原
温
泉
の
給
湯
量
の
過
半
数
を

し
め
、
更
に
此
の
地
帯
の
温
泉
は
殆
ん
ど
七
〇
度
以
上
の

温
度
を
有
し
、
町
が
買
收
す
べ
き
源
泉
も
こ
の
地
域
に
あ

る
。

現
在
湯
河
原
町
内
を
錯
綜
す
る
送
湯
施
設
は
各
人
各
様
の

送
湯
管
に
よ
り
送
湯
を
行
っ
て
い
る
た
め
藤
木
川
千
歳
川

の
護
岸
に
十
数
本
の
保
温
裝
置
も
ま
ば
ら
な
送
湯
管
が
施

設
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
統
合
し
て
送
湯
管
を
二
本
乃
至

三
本
と
し
給
湯
区
域
を
源
泉
鄕
よ
り
理
想
鄕
ま
で
Ａ
地
区
、

理
想
鄕
よ
り
湯
河
原
中
斈
校
ま
で
を
Ｂ
地
区
、
駅
前
又
は

海
岸
地
帯
を
Ｃ
地
区
と
し
て
、
最
も
温
度
の
低
い
温
泉
を

Ａ
地
区
に
、
中
位
の
も
の
を
Ｂ
地
区
に
最
も
髙
い
温
度
を

有
す
る
温
泉
を
Ｃ
地
区
に
送
る
も
の
と
し
て
温
度

（
マ
マ
）湧

出
量

に
よ
っ
て
送
湯
管
の
何
れ
か
に
流
入
せ
し
め
る
。
尚
給
湯

量
の
都
合
等
も
考
え
ら
れ
る
の
で
三
本
の
送
湯
管
は
中
途

に
於
い
て
□
□
に
調
節
出
来
得
る
よ
う
施
工
す
る
。

温
度
に
つ
い
て
は
こ
の
方
法
に
よ
る
統
合
に
よ
っ
て
温
度

系
数
が
四
三
％
で
あ
っ
た
も
の
が
七
二
％
に
上
り
從
っ
て
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現
在
使
用
量
の
約
四
割
が
熱
量
の
数
値
よ
り
し
て
余
る
こ

と
と
な
る
。

使
用
面
に
於
い
て
例
を
と
る
に
一
般
家
庭
用
使
用
量
（
蛇

口
温
度
五
十
度
の
も
の
）
が
一
分
時
三
升
の
時
、
普
通
浴

槽
（

3 尺 8

2 尺252
尺

）
を
満
す
に
一
時
間
半
の
時
間
を

要
し
そ
の
後
は
一
分
時
一
升
位
の
給
湯
で
充
分
使
用
出
来

る
も
の
で
あ
り
從
っ
て
一
度
浴
槽
が
み
た
さ
れ
る
と
そ
の

後
は
二
升
の
温
泉
が
他
に
使
は
れ
て
も
差
支
え
な
い
も
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
給
湯
の
合
理
化
を
計
る
た
め
一
定
の
利

用
者
数
を
も
っ
て
最
大
使
用
時
間
を
定
め
こ
れ
を
補
ふ
施

設
と
し
て
適
当
個
所
に
貯
湯
タ
ン
ク
を
設
け
給
湯
の
合
理

化
を
計

（
マ
マ
）る

。

送
湯
施
設
に
つ
い
て
も
木
製
側
溝
が
考
え
ら
れ
□
居
り
こ

の
問
題
に
つ
い
て
も
鉄
管
送
湯
と
木
製
側
溝
の
送
湯
を
比

較
す
る
に
一
定
の
勾
配
で
一
定
量
の
送
湯
を
す
る
場
合
の

流
速
は
鉄
管
の
場
合
毎
秒
八
五
㎝
側
溝
の
場
合
は
一
六
五

㎝
と
な
り
約
倍
の
流
速
が
認
め
ら
れ
こ
れ
は
保
温
の
点
か

ら
も
重
□
□
な
問
題
と
し
て
施
設
経
費
施
工
方
法
等
研
究

中
で
あ
る
。

（「
昭
和
三
〇
年
起　

町
営
温
泉
関
係
書
類
」
湯
河
原
町
役
場

蔵
）一

九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
に
県
は
観
光
地
帯
の
総
合
的
発

展
を
期
す
た
め
、
本
町
の
温
泉
経
営
に
つ
き
東
京
大
学
に
調
査
・

報
告
を
依
頼
し
た
。
同
委
員
会
の
報
告
書
の
将
来
的
指
針
の
一

項
に
「
温
泉
の
効
率
的
使
用
」
が
あ
り
、
温
泉
経
営
の
現
状
と

課
題
は
そ
の
前
近
代
性
に
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
。（「
箱

根
周
辺
地
帯
観
光
行
政
実
態
報
告
書

｜

主
と
し
て
湯
河
原
町
に
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つ
い
て

｜

」）
こ
う
し
て
「
開
か
れ
た
」
温
泉
の
在
り
方
を
模
索

す
る
町
営
温
泉
の
構
想
が
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

３　

町
営
温
泉
実
施
要
綱

町
營
温
泉
実
施
要
綱

第
一
条　

本
町
に
源
泉
を
有
す
る
者
は
送
湯
又
は
配
当
の
合
理

化
を
計
る

（
マ
マ
）も

っ
て
温
泉
の
保
護
と
そ
の
利
用
の
適
正
を
期
す

る
た
め
町
有
送
湯
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
条　

こ
ゝ
に
云
う
送
湯
施
設
と
は
各
所
に
転

（
マ
マ
）在

す
る
源
泉

よ
り
揚
湯
さ
れ
た
温
泉
を
流
入
せ
し
め
こ
れ
が
配
湯
の
た
め

送
湯
さ
れ
る
主
送
湯
施
設
を
云
う

第
三
条　

町
長
は
、
こ
の
目
的
達
成
の
た
め
、
温
泉
監
理
委
員

会
を
設
け
業
務
の
適
正
を
計
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
四
条　

温
泉
監
理
委
員
会
委
員
の
構
成
は
次
の
と
お
り
と
す

る
。

町
長
、
議
会
議
長
、
議
会
厚
生
常
任
委
員
長
、
観
光
常
任
委

員
長
、
送
湯
施
設
利
用
源
泉
所
有
者
代
表
四
名
、
源
泉
を
所

有
し
な
い
温
泉
使
用
者
代
表
二
名

第
五
条　

温
泉
監
理
委
員
会
の
委
員
長
は
町
長
と
し
委
員
の
任

期
は
二
ケ
年
と
す
る
。

但
し

分
に
よ
る
委
員
の
任
期
は
そ
の

に
在
任
中
と
す
る
。

第
六
条　

監
理
委
員
会
委
員
の
旅
費
又
は
費
用
弁
償
は
町
議
会

議
員
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条　

本
町
は
送
湯
施
設
利
用
者
に
対
し
利
用
源
泉
の
価
値

を
算
定
し
別
に
定
め
る
要
綱
に
よ
っ
て
こ
れ
を
確
約
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条　

前
条
の
価
値
基
準
は
別
表
に
よ
る
。

第
九
条　

送
湯
施
設
使
用
温
泉
に
つ
い
て
は
送
湯
施
設
え

（
マ
マ
）流

入

の
時
よ
り
送
湯
又
は
配
湯
の
管
理
一
切
に
つ
い
て
別
段
の
定

め
あ
る
も
の
ゝ
他
本
町
が
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

但
し
配
湯
に
あ
っ
て
は
特
別
の
事
情
を
除
き
送
湯
施
設
よ
り

配
湯
分
岐

を
も
っ
て
各
利
用
者
の
利
用
量
を
町
が
保
証
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条　

送
湯
施
設
利
用
源
泉
所
有
者
は
次
の
種
類
と
す
る
。

㈠　

温
泉
分
湯
を
業
と
す
る
者
で
毎
分
三
千
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー

以
上
の
源
泉
を
二
井
以
上
有
す
る
者

㈡　

自
己
使
用
の
た
め
源
泉
よ
り
営
業
所
ま
で
送
湯
す
る
者

㈢　

自
家
用
の
残
湯
を
一
定
量
送
湯
し
よ
う
と
す
る
者

第
十
一
条　

送
湯
施
設
利
用
源
泉
の
管
理
は
源
泉
所
有
者
が
こ

れ
を
な
し
源
泉
所
有
者
は
常
に
源
泉
計
量
器
位
置
に
お
い
て

契
約
価
値
量
の
揚
湯
流
入
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条　

送
湯
施
設
利
用
者
は
毎
月
末
日
に
そ
の
月
の
源
泉

狀
況
を
町
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条　

町
は
送
配
湯
管
理
に
必
要
な
経
費
と
温
泉
湧
出
量

の
確
保
を
計
る
た
め
別
に
定
め
る
源
泉
価
値
の
百
分
率
に
よ

り
源
泉
所
有
者
よ
り
そ
の
費
用
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条　

町
は
前
条
の
徴
収
金
の
一
部
又
は
統
合
に
よ
り
得

た
利
益
金
の
一
部
を
も
っ
て
新
源
泉
の
掘
さ
く
並
に
旣
設
源

泉
を
買
収
し
温
泉
利
用
の
安
定
を
計
る
こ
と
が
出
来
る
も
の

と
し
、
こ
れ
ら
の
源
泉
を
準
備
源
泉
と
云
う

第
十
五
条　

町
長
は
温
泉
監
理
委
員
会
の
議
を
経
て
送
湯
施
設

利
用
源
泉
が
不
可
抗
力
に
よ
り
二
分
の
一
以
下
の
価
値
低
下

を
み
る
に
至
り
且
つ
復
旧
不
可
能
と
な
っ
た
時
準
備
温
泉
を

し
て
こ
の
補
い
を
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
十
六
条　

前
条
の
価
値
基
準
は
毎
年
一
回
測
定
す
る
も
の
と

し
そ
の
期
日
は
二
月
十
五
日
と
す
る
。

第
十
七
条　

送
湯
施
設
利
用
源
泉
で
温
泉
孔
の
維
持
又
は
管
理

作
業
中
に
起
る
不
可
抗
力
（
善
意
な
管
理
行
為
中
生
じ
た
事

故
を
含
む
）
に
よ
っ
て
湧
出
停
止
と
な
っ
た
時
は
そ
の
日
よ

り
起
算
し
て
百
日
に
限
り
町
が
、
こ
の
源
泉
価
値
を
從
前
通

り
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
同
時
に
町
長
は
温
泉
監
理

委
員
会
に
諮
り
適
当
な
処
置
を
構

（
マ
マ
）じ

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
八
条　

町
長
は
毎
月
壱
回

員
を
し
て
源
泉
価
値
量
を
計

量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
十
九
条　

送
湯
及
分
湯
の
計
量
設
備
は
町
長
の
命
ず
る
者
以

外
は
こ
の
調
整
を
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
条　

送
湯
分
湯
の
管
理
に
よ
り
生
じ
た
る
余
剰
温
泉
の

利
用
権
は
町
が
こ
れ
を
所
有
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
分
湯

に
つ
い
て
は
温
泉
監
理
委
員
会
の
議
を
経
て
決
定
す
る
も
の

と
す
る
。

第
二
十
一
条　

温
泉
契
約
消
費
者
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

甲　

温
泉
権
利
所
有
者
。

　
　
　
　
　
　
　
　

乙　

貸
与
温
泉
使
用
者
。

第
二
十
二
条　

町
長
は
温
泉
権
利
を
保
護
す
る
た
め
必
要
な
る

処
置
を
構

（
マ
マ
）ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
三
条　

送
湯
施
設
よ
り
分
湯
を
受
け
る
者
の
種
類
は
次

の
と
お
り
と
す
る
。

㈠　

普
通
自
家
入
浴
用

㈡　

営
業
用

㈢　

公
衆
浴
場
用

㈣　

そ
の
他

第
二
十
四
条　

前
条
の
種
別
は
町
長
が
こ
れ
を
認
定
す
る
。

第
二
十
五
条　

送
湯
施
設
よ
り
分
湯
又
は
旣
分
湯
量
の
増
量
を

受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
引
湯
施
行
方
法
等
の
詳
細
を
記
し

て
町
長
に
対
し
許
可
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条　

前
条
の
許
可
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
手

数
料
と
し
別
に
定
め
る
料
金
を
申
請
書
に
附
し
て
町
え

（
マ
マ
）納

入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条　

町
長
は
前
条
の
許
可
申
請
書
に
対
す
る
決
定
は

温
泉
監
理
委
員
会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条　

町
長
は
第
二
十
五
条
の
申
請
は
勿
論
そ
の
他
の

送
湯
施
設
利
用
温
泉
に
対
す
る
申
請
の
許
可
に
は
条
件
を
附

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
九
条　

分
湯
契
約
の
価
値
は
送
湯
施
設
よ
り
の
分
岐

と
す
る
。

第
三
十
条　

送
湯
施
設
よ
り
分
湯
を
受
け
る
た
め
施
行
す
る
工
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費
又
は
当
該
施
設
の
維
持
管
理
は
す
べ
て
被
分
湯
者
の
負
担

と
す
る
。
但
し
分
湯
工
事
に
対
し
町
長
が
そ
の
施
行

（
マ
マ
）方

法
に

つ
い
て
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
一
条　

分
湯
器
を
除
く
個
人
所
有
に
属
す
る
分
湯
施
設

の
維
持
管
理
に
つ
い
て
町
が
こ
の
業
務
を
特
定
業
者
に
あ
っ

せ
ん
す
る
こ
と
が
で
き
町
長
は
こ
の
あ
っ
せ
ん
に
必
要
な
処

置
を
構

（
マ
マ
）ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
二
条　

送
湯
温
泉
は
特
別
の
事
情
を
除
き
分
湯
器
に
お

い
て
摂
氏
五
十
五
度
以
上
を
有
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

第
三
十
三
条　

分
湯
価
値
の
算
定
は
別
に
定
め
る
基
準
に
よ
る
。

第
三
十
四
条　

温
泉
利
用
者
は
毎
月
二
十
五
日
迠
に
そ
の
月
の

使
用
料
を
町
え

（
マ
マ
）納

入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
五
条　

町
長
は
前
条
の
料
金
納
入
に
つ
い
て
温
泉
利
用

者
が
納
期
を
一
ヶ
月
以
上
延
滯
す
る
場
合
は
直
ち
に
温
泉
監

理
委
員
会
の
議
を
経
て
給
湯
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
六
条　

こ
の
要
綱
に
示
す
以
外
の
こ
と
で
こ
の
目
的
を

達
成
又
は
円
滑
に
運
営
せ
し
む
る
に
必
要
と
認
め
る
事
項
に

つ
い
て
は
町
長
が
温
泉
監
理
委
員
会
の
議
を
経
て
そ
の
処
置

を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（「
昭
和
三
〇
年
起　

町
営
温
泉
関
係
書
類
」
湯
河
原
町
役
場

蔵
）湯

河
原
温
泉
は
か
つ
て
海
軍
病
院
療
養
所
や
疎
開
児
童
施
設

と
し
て
接
収
さ
れ
、
戦
後
復
興
期
は
県
税
徴
収
が
重
く
、
設
備

改
善
へ
の
資
金
投
入
も
不
十
分
と
い
う
逆
境
に
あ
っ
た
。
ま
た

複
雑
で
錯
綜
し
た
温
泉
権
や
私
的
増
掘
・
送
湯
管
の
密
集
、
地

域
住
民
に
十
分
な
恩
恵
が
浸
透
し
て
い
な
い
、
な
ど
の
問
題
が

あ
り
、
町
と
し
て
財
源
措
置
を
講
じ
て
統
一
的
管
理
の
必
要
性

を
訴
え
た
。

４　

温
泉
状
況
並
び
に
町
営
温
泉
実
施
の
公
共
性
に
つ
い
て

三
一
湯
観
発
第
五
二
号

　
　

昭
和
三
十
一
年
六
月
十
二
日
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足
柄
下
郡
湯
河
原
町
長　

八
亀
武
雄

　

地
方
課
財
政
係　

殿

湯
河
原
町
温
泉
狀
況
並
に
町
営
温
泉
実
施
の
公
共
性

に
つ
い
て

標
記
に
つ
い
て
別
紙
の
と
お
り
報
告
い
た
し
ま
す
。

一
、
過
去
五
ヶ
年
に
於
け
る
温
泉
の
狀
況
に
つ
い
て

年
度
別

区
別

 

二
六
年

 

二
七
年

 

二
八
年

 
二
九
年

 

三
〇
年

源
泉
数 

四
一

 

四
一

 

四
四

 

四
六

 
四
八

湧
出
量
三
〇
・石
七
三
一
・石
五
三
〇
・石
二
二
九
・石
五
二
八
・石
三

温　

度
六
九°

六
七°

・
五
六
八°

・
三
六
六°

・
四
六
五°

深　

度
二
三
〇ｍ

二
五
五ｍ

二
六
三ｍ

二
七
一ｍ

二
八
七ｍ

馬　

力　

五
・
〇　

五
・
〇　

六
・
〇　

七
・
五　

七
・
五

二
、
現
在
活
用
源
泉
温
度
段
階
別
狀
況
に
つ
い
て

三
、
現
在
の
利
用
狀
況

種　

別

使　

用　

量

使
用
戸
数
温
泉
使
用
量

平　
　
　

均

摘　
　
　
　

要

旅　

館
一
六石　

八斗　

〇升　

一
一
二戸　

一斗　

五升

収
容
人
員　

四
、
四
五
〇
人

泉
地
区
旅
館
一
六
軒
を
含
む

寮
　

一
　

九
　

五
　
　

三
九　
　
　

五

収
容
人
員　
　

五
〇
〇
人　

一　

般　

八
　

二
　

九
　

二
七
六　
　
　

三

計

二
七
　

〇
　

四
　

四
二
七　
　
　

六

四
、
町
営
温
泉
実
施
後
新
た
に
利
用
で
き
る
現
在
休
止
温
泉

温　
　

度

源
泉
数

湧
出
量

摘　
　

要

四
〇°

～
五
〇°

八

（
九
九
七
ℓ
）

 

五
石

五
斗

四
升

五
、
公
共
性
に
つ
い
て

　

イ
、
現
在
温
泉
に
よ
る
市
街
地
の
構
成

　
　
　

旅
館　
　
　
　
　
　

九
六
（
泉
地
区
を
除
く
）

　
　
　

寮　
　
　
　
　
　
　

二
九
（
泉
地
区
を
除
く
）

　
　
　

一
般
商
店　
　
　

一
〇
〇

温
度

45°
～

50°
51°

～
55°

56°
～

60°
61°

～
65°

66°
～

70°
71°

～
75°

76°
～

80°
81°

～
85°

86°
～

90°
計

源
泉

数
　

9
　

5
　

8
　

6
　

5
　

5
　

5
　

2
　

3
　

48

湧
出

量
2 石.5 斗.5 升

2 石.4.5
3 石.5.7

1 石.6.7
1 石.6.4

4 石.0.3
4 石.1.6

3 石.7.4
3 石.2.3

（
4,875ℓ

）
2石 70斗

4升
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そ
の
他　
　

一
、
〇
〇
四

　

ロ
、
前
項
の
市
街
地
よ
り
徴
収
さ
れ
る
國
税
そ
の
他

　
　
　

町
税
関
係　
　
　

五
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
圓

　
　
　

縣
税
関
係　
　
　

五
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
圓

　
　
　

國
税
関
係　
　
　

五
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
圓

　
　
　
　

計　
　
　
　

一
五
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
圓

（
項
番
六
・
七
の
文
書
不
明
）

八
、
町
営
温
泉
実
施
後

㈠　

温
泉
の
利
用
度
上
昇
の
数
値
（
計
、
上
昇
率
五
〇
％
）

種　

別

上
昇
率

増
量
分



總　

量

現
在
温
泉

―

二
七

石
　

〇
斗　

四
升　

温
度
上
昇

　

三
〇
％

八
・
一
・
一

三
五
・
一
・
五

低
温
泉
利
用
　

二
〇
％

五
・
五
・
四

四
〇
・
六
・
九

以
上
現
在
温
泉
街
に
お
け
る
利
用
量
二
七
石
四
升
は
統
合
に

よ
る
温

上
昇
と
低
温
泉
利
用
で
五
〇
％
の
上
昇
を
み
る

こ
と
が
で
き
、
更
に
統
合
に
よ
っ
て
現
□
の
利
用
者
の
不
安

（
現
在
は
一
源
泉
よ
り
一
ツ
の
引
湯
の
み
で
あ
る
と
そ
の
源

泉
が
故
障
す
る
と
温
泉
が
止
ま
る
の
で
そ
の
時
の
用
意
に
そ

の
源
泉
以
外
に
別
の
源
泉
よ
り
引
湯
を
行
な
っ
て
い
る
從
つ

て
一
方
の
源
泉
よ
り
一
分
時
五
升
を
入
れ
他
の
源
泉
よ
り
一

分
時
三
升
を
入
れ
て
そ
の
不
安
を
な
く
し
て
い
る
）
が
除
か

れ
、
更
に
六
〇
％
の
利
用
度
の
上
昇
を
み
る
。

㈡　

前
項
に
よ
る
新
た
な
市
街
地
の
構
成

現
在
湯
河
原
町
の
区
劃
整
理
地
区
面
積
は
一
七
万
坪
余
に
及

び
少
な
く
も
前
項
の
温
泉
利
用
度
の
上
昇
に
よ
っ
て
一
ツ
の

市
街
地
が
構
成
さ
れ
る
。
し
か
し
現
在
区
劃
整
理
実
施
区
域

（
駅
前
よ
り
海
岸
に
至
る
）
は
現
在
温
泉
市
街
地
よ
り
、
は

る
か
に
都
市
構
成
上
の
条
件
が
み
た
さ
れ
て
い
る
の
で
最
も

発
展
の
て（

マ
マ
）ん

歩
は
早
い
こ
ゝ
ろ
み
に
第
五
項
ロ
号
に
示
す
囗

（
國
）

税
等
の
徴
収
率
を
比
較
し
て
み
る
に
次
の
と
お
り
と
な
る
。

種　

別

現　
　
　
　

在

將　
　
　
　

来

摘　

要

國　

税　

五
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
一
〇
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇

縣　

税　

五
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
一
〇
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
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町　

税　

五
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
一
一
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇

計

一
五
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
三
二
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇

右
の
如
く
國
税
に
お
い
て
五
、
五
〇
〇
萬
円
増
徴
を
み
る
こ

と
が
で
き
加
え
る
に
本
町
は
昭
和
三
十
年
四
月
一
日
湯
河
原
、

吉
浜
、
福
浦
の
三
ヶ
町
村
の
合
併
を
な
し
新
た
な
湯
河
原
町

の
発
足
を
み
た
も
の
で
あ
り
住
民
は
温
泉
に
よ
る
飛
躍
的
発

展
を
望
み
本
町
は
こ
の
要
望
に
答
え

（
マ
マ
）る

も
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
地
下
資
源
で
あ
る
温
泉
の
効
率
的
利
用
は
國
家

的
見
地
よ
り
し
て
も
極
め
で

（
マ
マ
）重

要
な
る
こ
と
ゝ
し
町
営
温
泉

計
画
を
な
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。

（「
昭
和
三
〇
年
起　

町
営
温
泉
関
係
書
類
」
湯
河
原
町
役
場

蔵
）

　

原
資
料
中
の
横
書
き
の
表
を
縦
書
き
に
変
え
た
。

５　

町
営
温
泉
配
湯
申
込

　
　

湯
河
原
町
公
告
第
八
号

　
　
　

昭
和
三
十
三
年
八
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
長　

八
亀
武
雄

　

湯
河
原
町
町
営
温
泉
配
湯
の
申
込
を
次
に
よ
り
受
付
ま
す
か

ら　

希
望
者
は
申
請
さ
れ
る
よ
う
公
告
す
る

　
　
　
　

記

一　

申
込
申
請
期
間　



昭
和
三
十
三
年
八
月
十
八
日
よ
り
八

月
二
十
五
日
の
間

二　

受

付

場

所　

湯
河
原
町
役
場
（
公
営
亊
業
室
）

温
泉
場
送
湯
配
管
整
備
亊
業
亊
務
所

（
こ
ご
め
の
湯
内
）

三　

配
湯
予
定
数
量　

毎
分　

五
四
リ
ッ
ト
ル
（
三
斗
）

四　

配
湯
の
優
先
順
位　

１　

公
共
用　
　

２　

業
務
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

３　

其
の
他

五　

申
請
の
方
法　

申
請
書
に
申
請
手
数
料
五
〇
〇
円
を

添
え
提
出
の
こ
と
（
申
請
手
数
料
は

許
可
を
得
ら
れ
な
く
と
も
こ
れ
を
還
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付
し
な
い
）

六　

保　
　

証　
　

金　

一
．
八
リ
ッ
ト
ル
（
一
升
）
当
り
十

万
と
す
る

七　

保
証
金
納
入
期
限　

許
可
次
第
納
入
の
こ
と
（
八
月
末
日

の
予
定
）

以
上

（「
昭
和
三
三
年　

告
示
公
示
関
係　

庶
務
書
類
」
湯
河
原
町

役
場
蔵
）

６　

温
泉
分
析
検
定
書

温
泉
分
析
検
定
書

甲
第
五
四
四
号

　
　
　
　
　
　
　
　

依
頼
者　

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
湯
河
原
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
長　

八
亀
武
雄

　

湯
河
原
温
泉
（
町
営
温
泉
、
藤
木
橋
、
高
温
送
湯
木
樋
）

　
（
神
奈
川
県
足
柄
下
郡
湯
河
原
町
宮
上
湧
出
温
泉
合
併
）

現
地
試
験
の
部

現
地
試
験
施
行
者　
　

神
奈
川
県
衛
生
研
究
所

現
地
試
験
日
時　
　
　

昭
和
三
三
年
四
月
二
二
日

現
地
で
施
行
し
た
試
験
成
績

㈠
湧
出
量
（
毎
分
）　

・
リ
ッ
ト
ル

㈡
泉
温
（
摂
氏
）　　

七
五
・
五
度

　
　
　
　
　
　
（
調
査
時
に
於
け
る
気
温
二
一
・
五
度
）

㈢
性
状　
　

無
色
澄
明
弱
塩
味

㈣
水
素
イ
オ
ン
濃
度
（
PH
）
八
・
四
（
比
色
法
）

㈤
ラ
ド
ン
含
有
量

㈥
触
媒
試
験
（
Ｐ
値
）

試
験
室
試
験
の
部

試
験
室
試
験
施
行
者　
　

中
央
温
泉
研
究
所

試
験
室
で
施
行
し
た
試
験
成
績

㈠
性
状　

無
色
澄
明
弱
塩
味

㈡
遊
離
鉱
酸
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㈢
水
素
イ
オ
ン
濃
度
（
PH
）
七
・
五
（
ガ
ラ
ス
電
極
法
）

㈣
比
重
（
摂
氏
20/4
度
に
於
て
）
一
・
〇
〇
〇
二

㈤
蒸
発
残
留
物
（
鉱
水
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
中
）

一
八
八
〇
・
ミ
リ
グ
ラ
ム

㈥
本
鉱
水
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
中
に
含
有
す
る
成
分
並
び
に
そ

の
分
量

陽
イ
オ
ン

ミ
リ
グ
ラ
ム
　

ミ
リ
バ
ル　

ミ
リ
バ
ル
％

水
素
（H

）

・

ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
（NH4

）

・

リ
チ
ウ
ム
（Li

）

・

カ
リ
ウ
ム
（K

）

　

一
六
・
〇
〇
　

〇
・
四
〇
九
　
　

一
・
五
六

ナ
ト
リ
ウ
ム
（Na

）

四
三
一
・
〇　

一
八
・
七
五　
　

七
一
・
五
八

カ
ル
シ
ウ
ム
（Ca

）

一
三
九
・
七　

　

六
・
九
七
一
　

二
六
・
六
一

マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
（M
g

）
　
　

〇
・
七
八
八　

〇
・
〇
六
五
　
　

〇
・
二
五

第
一
鉄
（Fe

）

第
二
鉄
（Fe

）

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
（Al

）

マ
ン
ガ
ン
（M

n

）

銅
（Cu

）
陽
イ
オ
ン　

計

五
八
七
・
五

二
六
・
二
〇

一
〇
〇
・
〇
〇

陰
イ
オ
ン

ミ
リ
グ
ラ
ム

ミ
リ
バ
ル　

ミ
リ
バ
ル
％

塩
素
（Cl

）

六
〇
二
・
六　

一
六
・
九
九

　

六
四
・
三
三

臭
素
（Br

）

沃
素
（I

）

弗
素
（F

）

ヒ
ド
ロ
硫
酸
（HSO

4

）

硫
酸
（SO

4

）

三
八
〇
・
二　

　

七
・
九
一
六
　

二
九
・
九
七

ヒ
ド
ロ
燐
酸
（HPO

4

）

ヒ
ド
ロ
炭
酸
（HCO

3

）
　

八
八
・
九
八
　

一
・
四
五
八
　
　

五
・
五
二

炭
酸
（CO

3

）

　
　

一
・
三
二
　

〇
・
〇
四
四
　
　

〇
・
一
七

水
硫
（SH

）

水
酸
（OH

）

　
　

〇
・
〇
四
二
〇
・
〇
〇
二
五
　
　

〇
・
〇
一

メ
タ
ホ
ウ
酸
（BO

2

）

メ
タ
亜
ヒ
酸

ヒ
ド
ロ
ひ
酸

デ
ヒ
ド
ロ
ひ
酸

け
い
酸
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陰
イ
オ
ン　

計

一
〇
七
三
・

　

二
六
・
四
一
一
〇
〇
・
〇
〇

遊
離
成
分

ミ
リ
グ
ラ
ム

メ
タ
ケ
イ
酸
（H

2 SiO
3

）

一
〇
七
・
九　

メ
タ
ホ
ウ
酸
（HBO

2

）
　

三
〇
・
三
〇

メ
タ
亜
ひ
酸
（HASO

2
）
　
　
　

・　
　

炭
酸
（CO

2

）

　
　
　

・　
　

硫
化
水
素
（H

2 S

）

　
　
　

・　
　

有
機
質

　
　
　

・　
　

遊
離
成
分
計

一
三
八
・
二
〇

総
計　

一
八
〇
〇
・
ミ
リ

そ
の
他

　

メ
タ
亜
ひ
酸
（H

A
SO

2

）
微
量

以
上
の
定
量
分
析
の
結
果
に
よ
れ
ば
本
鉱
泉
は
左
の
泉
質
に
該

当
す
る

　
　
　

泉
質　
　

含
石
膏
弱
食
塩
泉
（
緩
和
低
張
性
高
温
泉
）

依
っ
て
日
本
温
泉
協
会
学
術
部
委
員
会
の
規
定
に
よ
る
適
応
症

及
び
禁
忌
症
を
掲
ぐ
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

浴
用
の
適
応
症　
　



慢
性
関
節
リ
ウ
マ
チ
、
痛
風
、
神
経
炎
、

創
傷
、
火
傷
、
慢
性
皮
膚
病
、
蕁
麻
疹
、

慢
性
筋
肉

（
マ
マ
）、

リ
ウ
マ
チ
殊
に
腰
痛
、
神
経

痛
殊
に
坐
骨
神
経
痛
、
尿
酸
素
質

飲
用
の
適
応
症　
　



慢
性
便
秘
、
痔
疾
、
肥
胖
症
、
蕁
麻
疹
、

慢
性
気
管
支
カ
タ
ル
、
慢
性
胃
カ
タ
ル
殊

に
胃
酸
減
少
症
、
胃
腸
ア
ト
ニ
ー
、
弛
緩

性
便
秘
（
温
泉
な
ら
ば
冷
却
し
て
飲
用
さ

せ
る
）、
貧
血
症
、
腺
病
質

浴
用
の
禁
忌
症　
　



心
臓
病
の
代
償
機
能
不
全
、
高
度
の
動
脈

硬
化
症
、
高
血
圧
、
興
奮
型
の
神
経
症
、

急
性
皮
膚
病
、
悪
性
腫
瘍
（
癌
及
び
肉
腫

等
）、
急
性
伝
染
病
、
肺
結
核

飲
用
の
禁
忌
症　
　



胃
酸
過
多
症
殊
に
冷
食
塩
泉
の
飲
用
は
禁

忌
で
あ
る
。
胃
潰
瘍
又
は
十
二
指
遺

（
マ
マ
）瘍

、

腎
臓
炎
、
ネ
フ
ロ
ー
ゼ
、
そ
の
他
一
般
に

腎
臓
性
浮
腫
、
一
般
に
浮
腫
の
あ
る
患
者
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吸
入
療
法
適
応
症　



慢
性
気
管
支
カ
タ
ル
、
咽
喉
カ
タ
ル

　
　
　

源
泉
に
於
け
る
調
査
及
び
試
験
者
氏
名

　

神
奈
川
県
衛
生
研
究
所

　
　
　

試
験
室
に
於
け
る
試
験
者
氏
名

財
団
法
人　

中
央
温
泉
研
究
所

　
　
　
　
　

昭
和
三
三
年
十
月
二
十
五
日

（「
昭
和
四
二
年　

温
泉
利
用
許
可
申
請
」
湯
河
原
温
泉
旅
館

協
同
組
合
蔵
）

７　

町
営
温
泉
の
配
湯
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
六
湯
公
亊
第
一
一
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
三
六
年
七
月
六
日

　
　
　
　
　
　

殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
長　

八
亀
武
雄

　
　
　
　
　

町
営
温
泉
の
配
湯
に
つ
い
て

湯
河
原
町
営
温
泉
亊
業
は
、
昭
和
三
二
年
九
月
県
補
助
及
び

町
費
に
よ
り
施
設
を
完
了
し
、
源
泉
所
有
者
並
び
に
使
用
者
各

位
の
協
力
を
得
て
順
調
な
発
展
を
し
て
来
た
こ
と
は
周
知
の
と

お
り
で
あ
り
ま
す
。
尚
こ
の
亊
業
開
始
に
先
だ
ち
源（

マ
マ
）

泉
者
と
町

と
の
間
は
、
源（

マ
マ
）

泉
者
が
貴
殿
等
に
対
す
る
权
利
義
務
亊
項
を
町

が
承
継
踏
襲
し
配
湯
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
此
の
度

の
泉
区
合
併
裁
定
に
よ
り
尚
一
層
湯
河
原
町
の
発
展
策
を
講
ず

る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
從
来
等
し
く
行
っ
て
来
ま
し
た
町
営

温
泉
に
よ
る
恩
典
亊
項
は
泉
地
区
配
湯
分
に
つ
い
て
は
与
え
る

こ
と
が
困
難
で
あ
り
ま
す
の
で
、
今
後
次
の
様
な
措
置
を
と
る

こ
と
と
い
た
し
ま
す
の
で
御
承
知
置
き
下
さ
る
よ
う
通
知
し
ま

す
。

記

一　


权
利
源
泉
等
が
掃
除
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
流
入
停
止
若

し
く
は
、
流
入
減
の
あ
る
と
き
は
一
時
断
湯
若
し
く
は
減

量
配
湯
す
る
。

二　



料
金
の
滯
納
が
あ
る
と
き
は
温
泉
の
供
給
を
停
止
若
し
く
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は
供
給
廃
止
処
分
を
す
る
。

三　


契
約
違
反
亊
項
の
あ
る
と
き
は
そ
れ
に
基
く
処
分
を
行
う
。

四　


料
金
に
つ
い
て
は
湯
河
原
町
内
使
用
者
以
上
の
特
別
料
金

を
徴
收
す
る
。

（「
昭
和
三
六
年　

泉
合
併
関
係
書
類
綴
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

８　

湯
河
原
温
泉
の
名
称
使
用
禁
止
に
つ
い
て

湯
河
原
温
泉
の
名
称
使
用
禁
止
に
就
て

湯
河
原
温
泉
に
往
来
す
る
浴
客
は
す
べ
て
豊
富
な
出
湯
と
恵

ま
れ
た
自
然
環
境
を
愛
し
、
そ
の
多
く
は
東
海
道
線
湯
河
原
駅

か
ら
乗
降
致
し
て
居
り
ま
す
。

湯
河
原
温
泉
と
聞
け
ば
湯
河
原
駅
で
降
車
す
る
こ
と
を
知
り
、

湯
河
原
駅
と
言
え
ば
湯
河
原
温
泉
を
思
い
出
す
と
言
う
事
で
、

こ
の
二
つ
の
名
称
は
同
体
の
も
の
で
あ
り
切
り
離
す
事
は
出
来

ま
せ
ん
。

全
国
の
観
光
地
、
温
泉
地
を
見
聞
致
し
ま
す
と
そ
の
地
名
を

も
つ
て
、
名
称
と
致
し
て
居
り
当
地
も
御
承
知
の
と
お
り
「
湯

河
原
温
泉
」
の
名
称
を
使
い
古
く
か
ら
全
国
に
そ
の
名
を
宣
伝

し
て
居
り
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
名
称
は
現
在
何
も
の
に
も
か
へ
が
た
き
価
値
を
も

つ
て
い
る
事
は
周
知
の
事
実
で
す
。

そ
の
価
値
を
よ
り
一
層
意
義
あ
る
も
の
に
す
る
為
、
神
奈
川
県

を
始
め
町
並
び
に
業
界
が
一
丸
と
な
つ
て
常
に
内
に
外
に
努
力

を
注
い
で
お
り
ま
す
。

か
様
な
次
第
で
行
政
区
域
の
こ
と
な
る
御
地
で
、
こ
の
名
称
を

使
用
さ
れ
る
と
い
う
事
は
観
光
行
政
上
、
非
常
に
ま
ぎ
ら
わ
し

く
誠
に
忍
び
得
な
い
も
の
を
感
じ
ま
す
、
そ
こ
で
御
地
に
於
か

れ
て
も
新
し
い
名
称
を
作
り
、
今
後
の
誘
客
宣
伝
の
対
策
を
一

日
も
早
く
進
め
て
戴
き
、
そ
の
新
し
い
名
称
が
世
の
人
々
に
知

ら
さ
れ
る
日
を
希
望
致
し
ま
す
。

　
　

昭
和
三
十
六
年
八
月
三
十
日
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湯
河
原
町
長　
　
　
　
　
　

八
亀
武
雄

　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
温
泉
観
光
協
会
長　

高
橋
柳
吉

　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
温
泉
旅
館
組
合
長　

伊
藤
鶴
松

（「
昭
和
三
六
年　

泉
合
併
関
係
書
類
綴
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

一
九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
六
月
、
長
期
の
混
迷
を
経
て
泉

地
区
問
題
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
。
本
資
料
は
名
称
の
使
用
に

関
わ
る
通
告
で
、
泉
側
に
は
温
泉
場
と
し
て
の
一
体
性
が
打
ち

切
ら
れ
、
従
来
の
受
益
が
制
限
さ
れ
る
な
ど
報
復
的
な
措
置
と

い
う
印
象
を
与
え
た
。
な
お
同
地
区
は
こ
の
五
年
後
に
「
伊
豆

湯
河
原
温
泉
」
と
改
称
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

９　

町
営
温
泉
導
入
後
の
現
状
報
告

湯
河
原
町
営
温
泉
に
つ
い
て

温
泉
は
統
合
管
理
し
て
供
給
す
る
こ
と
が
最
も
効
率
的
な
利

用
が
出
来
る
も
の
と
し
て
、
永
い
間
温
泉
統
合
が
叫
ば
れ
て
来

た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
が
、
源
泉
所
有
権
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
源

泉
に
対
す
る
旣
存
の
各
種
使
用
権
の
問
題
が
あ
つ
て
非
常
に
困

難
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

昭
和
三
〇
年
湯
河
原
町
、
吉
浜
町
、
福
浦
村
の
二
町
一
村
が

合
併
さ
れ
新
た
な
湯
河
原
町
が
誕
生
し
、
開
発
区
域
も
旣
存
の

温
泉
場
地
帶
よ
り
海
岸
線
え

（
マ
マ
）と

廣
が
つ
て
行
く
條
件
を
備
え
る

に
至
り
、
町
村
合
併
を
契
機
に
源
泉
所
有
者
の
協
力
と
温
泉
使

用
者
の
理
解
を
得
て
温
泉
統
合
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

統
合
事
業
は
昭
和
三
一
年
度
事
業
と
し
て
行
な
は

（
マ
マ
）れ

、
昭
和

三
二
年
八
月
か
ら
料
金
の
徴
收
に
入
つ
た
。

現
在
三
〇
源
泉
か
ら
揚
湯
さ
れ
る
温
泉
の
統
合
が
な
さ
れ
て

居
り
、
そ
の
温
泉
量
は
毎
分
約
一
八
石
位
と
な
つ
て
い
る
。
こ

れ
は
湯
河
原
の
源
泉
総
数
の
約
四
五
％
の
源
泉
数
で
あ
つ
て
湧

出
量
に
あ
つ
て
は
約
六
二
％
位
と
な
る
。

湯
河
原
町
営
温
泉
の
形
体
は
ま
つ
た
く
他
に
例
を
み
な
い
形

で
生
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
形
体
は
そ
れ
ぞ
れ
の
源
泉
所

有
権
は
そ
の
ま
ゝ
の
姿
で
置
き
、
各
源
泉
所
有
者
は
従
来
通
り
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自
己
の
責
任
で
揚
湯
を
行
い
、
そ
の
温
泉
を
町
営
送
湯
本
管
に

流
入
し
、
町
は
流
入

に
お
い
て
価
値
量
の
算
定
を
し
て
、
こ

れ
を
買
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。
従
っ
て
本
管
に
流
入
さ
れ
た
以

降
の
温
泉
は
町
の
管
理
に
よ
つ
て
配
湯
し
料
金
の
徴
收
を
行
つ

て
い
る
。

㈠　

温
泉
買
上
料
金
と
使
用
料
金
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

買
上
料
金

使
用
料
金

C.70
°.規

準
C.50

°.規
準

権
利
買
上
料

　
　
　
　



ℓ　
　
　
　
　
円

毎
分
一
・
八
…
一
、
二
五
〇
権
利
使
用
料

　
　
　
　
円

一
、
六
〇
〇

保
証
買
上
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

〃　
　

〃　
　

二
、
〇
〇
〇
保
証
使
用
料

　
　
　
　
円

二
、
七
〇
〇

臨
時
貸
与
買
上
料　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

〃　
　

〃　
　

二
、
二
五
〇
臨
時
貸
与
使
用
料　
　
　
　
円

三
、
一
〇
〇

通
湯
料

　
　
　
　
円

　
　

六
五
〇

町
が
新
た
に
配
湯
を
行
う
場
合
は
保
証
温
泉
と
し
、
毎
分

一
・
八
ℓ
当
り
保
証
金
一
五
〇
、
〇
〇
〇
円
の
徴
収
を
行
つ

て
い
る
。

㈡　

利
用
狀
況

　
　

旅
館　
　
　
　

九
六

　
　

寮　
　
　
　
　

八
七

　
　

個
人　
　
　

二
四
五

　
　

共
同
湯　
　
　
　

八

　
　
　
　
　

計　

四
三
六

㈢　

送
湯
配
湯
施
設

送
湯
本
管
木
製
（
松

材
）
樋
狀
で
あ
つ
て
、

そ
の
断
面
は
次
の
通
り

で
あ
る
。

木
製
送
湯
管
の
起

附
近

が
源
泉
郷
と
稱
さ
れ
て
最
も

源
泉
が
多
く
こ
の
地
域
を
起

に
千
歳
川
沿
に
一
、
八
〇
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〇
ｍ
程
木
製
樋
狀
の
本
管
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
他
は
、
鉄
管

に
保
温
施
工
し
て
末
端
ま
で
の
送
湯
を
行
つ
て
い
る
。

配
湯
に
つ
い
て
は
本
管
の
水
位
を
規

（
マ
マ
）準

に
分
湯
板
を
作
り
、

こ
れ
に
よ
つ
て
量
を
規
制
し
て
配
湯
を
行
つ
て
い
る
。

配
空
事
業
に
つ
い
て

昭
和
三
六
年
旧
東
京
電
力
の
所
有
で
あ
つ
た
施
設
の
払
下
を

受
け
て
、
一
〇
〇
馬
力
高
圧
ポ
ン
プ
を
取
付
、
こ
こ
で
作
ら
れ

た
空
気
を
各
源
泉
に
配
空
し
、
町
は
毎
分
時
一
五
気
圧
、
〇
・

〇
一
立
方
米
を
月
額
三
七
五
円
の
使
用
料
を
徴
收
し
て
い
る
。

現
在
一
〇
〇
馬
力
一
基
で
最
高
九
・
七
㎥
／

min
が
造
製
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
居
り
、
更
に
一
〇
〇
馬
力
二
基
を
増
設
出
来

る
よ
う
に
な
つ
て
い
る
。

今
日
の
利
用
度
は
毎
分
時
約
一
・
八
立
方
米
で
五
源
泉
に
使

用
し
て
い
る
。
現
在
更
に
五
源
泉
に
つ
い
て
申
請
中
で
あ
る
。

当
該
事
業
に
対
す
る
利

と
問
題

は
次
の
点
が
考
え
ら
れ

る一
．
利㈠　

源
泉
管
理
が
簡
單
に
な
る
。

㈡　



源
泉
地
に
お
け
る
動
力
の
噪
音
が
な
く
な
り
観
光
接

客
面
に
貢
献
す
る
。

㈢　



停
電
並
に
モ
ー
タ
ー
、
ポ
ン
プ
等
の
故
障
に
よ
る
断

湯
が
な
く
な
る
。

㈣　



源
泉
所
有
者
が
管
理
面
に
お
い
て
精
神
的
負
担
が
な

く
な
る
。

㈤　

経
済
的
負
担
が
軽
く
な
る
。

㈥　

各
計
器
の
取
付
等
に
よ
り
揚
湯
状
況
等
が
明
ら
か
に

な
り
、
町
営
温
泉
と
し
て
も
配
湯
計
画
の
安
定
が
得

ら
れ
る
。

二
．
問
題

㈠　

水
車
利

（
マ
マ
）の

た
め
台
風
等
の
災
害
が
考
え
ら
れ
る
。

㈡　

機
械
等
の
故
障
に
よ
り
利
用
者
が
一
斉
に
断
湯
す
る
。
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（「
重
要
と
思
考
す
る
温
泉
に
関
す
る
一
般
書
類
」
湯
河
原
町

役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

源
泉
か
ら
の
送
湯
と
余
剰
湯
の
利
用
と
を
町
が
集
中
的
に
管

理
す
る
、
と
い
う
統
合
の
事
業
は
実
施
困
難
な
課
題
と
さ
れ
て

き
た
。
し
か
し
こ
れ
を
克
服
・
解
決
し
て
、
町
は
全
国
的
に
も

注
目
さ
れ
、
当
時
の
厚
生
省
が
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
調
査
を

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

10　

町
営
温
泉
の
配
湯
事
情
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
二
湯
公
事
第
五
一
六
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
四
二
年
一
二
月
一
九
日

　

町
営
温
泉
使
用
者　

殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
長　

髙
杉
茂
利

町
営
温
泉
の
配
湯
事
情
に
つ
い
て

年
末
で
何
か
と
お
忙
し
い
事
と
思
い
ま
す
。
さ
て
町
営
温
泉

使
用
者
の
皆
様
に
は
配
湯
に
つ
き
御
不
自
由
を
お
か
け
し
て
お

り
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
最
近
温
泉
事
情
が
悪
化
し
た
の

で
状
況
を
お
知
ら
せ
し
御
理
解
を
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

温
泉
は
生
き
も
の
と
言
わ
れ
る
ご
と
く
、
そ
の
日
そ
の
日
に
よ

り
、
又
一
日
の
う
ち
で
も
時
間
に
よ
り
状
態
が
変
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
の
上
一
週
間
～
一
月
に
一
度
の
掃
除
が
必
要
で
あ

り
、
従
っ
て
町
営
に
関
係
す
る
も
の
も
常
に
二
～
三
本
の
源
泉

が
止
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
た
め
従
来
も
非
常

に
苦
し
い
配
湯
を
続
け
、
皆
様
に
御
不
便
を
か
け
て
お
り
ま
し

た
が
、
今
回
は
そ
の
上
に
悪
条
件
が
重
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は

三
年
に
一
度
実
施
さ
れ
ま
す
、
小
田
原
保
健
所
に
お
い
て
行
っ

た
源
泉
の
実
態
調
査
の
結
果
、
町
営
温
泉
に
関
係
し
て
い
た
源

泉
の
中
に
も
多
く
の
事
故
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
そ
の
た
め

揚
湯
量
を
制
限
さ
れ
、
従
っ
て
町
営
送
湯
管
へ
の
流
入
が
不
足

し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
町
は
県
に

対
し
一
日
も
早
く
結
論
を
出
す
こ
と
と
、
そ
れ
ま
で
の
間
、
臨
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時
に
揚
湯
を
許
可
下
さ
る
よ
う
お
願
い
を
続
け
て
お
り
ま
す
が
、

絶
対
量
の
不
足
は
如
何
と
も
し
が
た
い
実
情
で
あ
り
ま
す
。

温
泉
事
情
が
悪
い
た
め
に
、
せ
め
て
日
中
だ
け
で
も
配
湯
を
公

平
に
と
考
え
、
操
作
の
困
難
性
を
か
え
り
み
ず
、
五
ブ
ロ
ッ
ク

に
分
け
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
日
中
断
湯
に
踏
み
き
っ

た
こ
と
は
先
日
御
通
知
を
差
上
げ
た
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。
町

で
は
現
在
一
番
施
設
の
悪
い
不
動
滝
前
か
ら
恵
旅
館
前
ま
で
の

間
の
送
湯
管
の
改
良
工
事
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
工
事
完
成
は
、
来
年
三
月
頃
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ

れ
が
完
成
し
た
暁
に
は
、
現
在
の
漏
湯
が
な
く
な
り
、
熱
損
失

が
防
止
さ
れ
、
か
な
り
好
転
す
る
こ
と
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。

県
の
温
泉
揚
湯
制
限
の
こ
と
も
必
ず
正
月
ま
で
に
は
解
決
を
つ

け
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ど
う
か
事
情
御
賢
察
下
さ
れ
、

御
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

向
寒
の
砌
、
御
自
愛
の
程
お
祈
り
致
し
ま
す
。

（「
重
要
と
思
考
す
る
温
泉
に
関
す
る
一
般
書
類
」
湯
河
原
町

役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

統
合
が
始
ま
り
配
湯
の
量
と
温
度
が
安
定
す
る
な
ど
の
成
果

が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
昭
和
三
〇
年
代
後
半
に
入
り
湯
量
が
低

下
、
週
末
に
は
断
湯
す
る
と
い
う
現
象
も
問
題
化
し
た
。
町
で

は
地
下
に
注
水
し
て
増
量
を
図
り
、
県
も
温
泉
審
議
会
に
よ
る

調
査
等
を
受
け
て
温
泉
特
別
保
護
地
区
に
指
定
す
る
な
ど
し
た

が
利
用
者
へ
の
配
湯
が
滞
る
場
合
が
あ
っ
た
。

㈡　

温
泉
の
推
移

11　

温
泉
行
政
に
関
す
る
お
願
い

歎
願
書

湯
河
原
源
泉
所
有
者
有
志
（
全
出
湯
量
の
七
二
％
）
よ
り
次
の

項
目
に
つ
き
歎
願
い
た
し
ま
す
と
共
に
特
別
の
御
審
議
に
よ
り

善
處
を
お
願
い
た
し
ま
す
。
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昭
和
三
十
一
年
五
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
源
泉
所
有
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

露
木
昇
吉　

㊞

（
外
二
名
省
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
一
同

神
奈
川
県
知
事

温
泉
審
議
会
々
長　

殿

一
、
温
泉
行
政
に
関
す
る
御
願
い

現
在
湯
河
原
に
は
平
均
温
度
約
六
十
八
度
で
一
分
間
約
三
十
石

の
温
泉
を
動
力
に
よ
っ
て
揚
湯
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
温
泉
を

節
約
し
合
理
化
し
て
行
く
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

な
お
不
足
地
帶
（
含
泉
地
区
）
を
霑
し
、
海
岸
迄
引
揚
し
よ
う

と
い
う
計
画
が
現
在
当
局
の
手
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
て
居
り
ま

す
。

駅
前
を
開
発
し
て
都
市
計
画
を
完
全
な
ら
し
め
熱
海
市
に
も
匹

敵
せ
し
め
る
温
泉
場
を
造
る
に
は
最
底

（
低
）三

十
五
～
三
十
七
石
の

温
泉
は
是
非
必
要
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

卽
ち
開
発
と
合
併
（
泉
地
区
）
を
円
滑
な
ら
し
め
促
進
せ
し
む

る
に
は
注
意
し
研
究
し
て
揚
湯
の
増
量
を
計
る
こ
と
が
必
要
で

あ
り
ま
す
。

温
泉
源
の
枯
渇
は
恐
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
而
し
湯
河
原

の
源
泉
が
大
湧
、
小
湧
谷
が
噴
煙
を
続
け
芦
ノ
湖
に
水
源
を
持

ち
加
熱
地
帶
よ
り
湯
河
原
断
層
を
経
て
当
地
に
到
達
し
て
居
る

と
の
考
へ
が
（
重
要
問
題
に
し
て
原
子
科
学
を
用
い
る
等
調
査

可
能
と
考
へ
ら
れ
る
）
信
ぜ
ら
れ
る
な
ら
ば
必
ず
し
も
増
量
は

不
可
能
で
は
な
い
で
し
よ
う
。

從
つ
て
量
を
増
加
せ
し
め
る
に
は
普
通
水
井
戸
も
同
様
に
湯
面

を
低
下
せ
し
め
流
入
圧
力
を
増
大
さ
せ
る
た
め
に
動
力
の
増
加

揚
湯
地

の
低
下
等
は
必
然
的
必
要
と
な
つ
て
参
り
ま
す
。

又
地
下
水
と
の
混
合
及
揚
湯
中
の
地
中
放
熱
を
防
ぐ
等
研
究
努

力
は
大
い
に
必
要
と
な
り
ま
し
よ
う
。



29

第一節　湯河原温泉の推移

地
球
の
地
殻
は
卵
に
す
る
な
ら
ば
殻
程
度
と
も
云
は
れ
無
限
に

近
い
内
部
の
熱
を
利
用
で
き
る
の
は
温
泉
度

（
マ
マ
）だ

け
で
湯
河
原
に

於
き
ま
し
て
は
年
間
四
万
屯
の
石
炭
に
も
匹
敵
し
て
お
り
ま
す
。

科
学
的
努
力
に
よ
り
今
後
を
見
極
め
る
に
は
ど
う
し
て
も
当
局

の
一
層
の
御
盡
力
を
御
願
す
る
外
あ
り
ま
せ
ん
。

源
泉
所
有
者
と
し
て
揚
湯
さ
れ
る
温
泉
が
観
光
的
町
の
発
展
、

又
は
町
民
の
福
祉
に
貢
献
す
る
こ
と
が
大
で
あ
る
と
考
え
ま
し

て
現
有
す
る
源
泉
よ
り
最
大
限
の
揚
湯
に
努
力
し
居
る
次
第
で

あ
り
勿
論
、
他
面
よ
り
考
へ

（
マ
マ
）ま

す
と
個
人
的
利
益
え

（
マ
マ
）直

結
す
る

と
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
私
達
の
揚
湯
作
業
は
か
よ
う
な
利
益

の
比
に
な
ら
ぬ
努
力
が
必
要
と
さ
れ
從
つ
て
平
日
は
勿
論
、
土

日
祝
祭
日
等
に
は
如
何
に
し
て
温
泉
利
用
者
え

（
マ
マ
）の

供
湯
を
満
足

た
ら
し
め
旅
客
の
信
頼
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
日
夜
心
を

痛
め
て
お
り
ま
す
。

現
在
保
健
所
耺
員
の
監
視
に
よ
り
法
律
の
運
用
を
忘
れ
法
律
に

し
ば
ら
れ
た
と
も
云
え
る
源
泉
そ
の
も
の
に
対
す
る
苛
酷
な
処

置
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

も
私
達
の
不
勉
強
等
に
よ

る
も
の
と
思
は
れ
ま
す
が
民
主
的
な
御
指
導
を
得
て
科
学
的
調

査
を
裏
付
と
す
る
御
処
置
が
な
さ
れ
る
な
ら
湯
河
原
地
域
の
温

泉
が
民
衆
の
福
祉
に
最
大
の
貢
献
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
考
え
ま
す
。
こ
れ
ら
の
観

よ
り
次
の
理
由
を
揚
げ
ま
す
の

で
源
泉
に
関
す
る
研
究
機
関
（
含
箱
根
）
の
設
置
を
お
願
い
た

し
ま
す
。

理　

由

⑴
自
然
科
学
及
近
代
科
学
に
よ
り
結
論
（
採
湯
量
の
決
定
、
將

来
に
対
す
る
適
切
な
る
處
置
揚
湯
方
法
の
決
定
）
が
得
ら
れ

る
よ
う
考
へ

（
マ
マ
）ま

す
。

⑵
右
の
機
関
の
設
置
は
公
共
の
福
祉
に
通
じ
審
議
会
の
正
し
き

審
議
に
役
立
つ
も
の
と
考
へ

（
マ
マ
）ま

す
。

⑶
源
泉
は
個
人
所
有
で
は
あ
り
ま
す
が
自
家
用
と
す
る
者
、
温

泉
を
売
る
者
、
等
に
よ
り
今
日
在
つ
た
こ
と
を
幾
分
な
り
と

も
認
め
て
戴
き
現
在
の
源
泉
に
関
す
る
法
的
、
そ
の
他
技
術
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的
不
安
を
除
い
て
戴
き
た
い
と
考
へ

（
マ
マ
）ま

す
。

⑷
非
生
産
的
で
は
あ
り
ま
す
が
他
産
業
に
あ
る
如
き
指
導
研
究

は
観
光
及
保
健
の
面
よ
り
必
要
と
思
い
ま
す
。

⑸
事
故
、
不
湧
出
、
或
は
天
然
現
象
に
よ
り
廃
泉
、
或
は
休
止

の
源
泉
は
湯
河
原
町
に
現
在
約
百
十
源
泉
の
内
六
十
源
泉
以

上
と
な
つ
て
お
り
ま
す
。
現
在
有
事
の
際
は
源
泉
恢
復
等
の

処
置
は
非
化

（
マ
マ
）学

的
な
耺
人
に
一
任
す
る
外
あ
り
ま
せ
ん
、
適

切
な
る
指
導
が
あ
れ
ば
ど
れ
だ
け
助
か
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

⑹
源
泉
所
有
者
の
横
の
連
絡
が
無
い
事
は
進
歩
を
妨
げ
て
お
り

ま
し
た
の
で
目
下
連
絡
機
関
設
置
を
準
備
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
ま
し
て
御
願
い
致
す
次
第
で
あ
り
ま
す
。

我
々
も
出
来
得
る
限
り
の
こ
と
は
さ
せ
て
戴
き
是
非
実
現
出
来

將
来
民
主
的
に
し
て
科
学
的
な
方
法
に
な
り
ま
す
様
、
御
願
い

申
上
げ
ま
す
。

（「
昭
和
三
一
年　

㈠
温
泉
書
類
綴
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

副
申
を
添
え
起
案
す
る
も
「
一
時
保
留
」
と
な
っ
た
。

12　

温
泉
管
理
統
合
計
画
に
関
す
る
陳
情
書

陳
情
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
湯
河
原
区

　

湯
河
原
町
長　

八
亀
武
雄
殿

一
．
主
旨

温
泉
管
理
統
合
計
画
に
関
し
奥
湯
河
原
地
区
に
引
湯
又
は

試
掘
さ
れ
度
き
件
の
陳
情

二
．
説
明

町
当
局
並
に
町
議
会
が
温
泉
の
管
理
統
合
を
企
画
し
依
っ

て
温
泉
量
を
最
大
限
度
に
利
用
し
大
湯
河
原
温
泉
の
建
設

をと
発
展
を
圖
り
つ
ゝ
あ
る
こ
と
は
我
々
町
民
は
等
し
く
賛

意
を
表
し
且
其
の
実
現
に
重
大
な
期
待
を
か
け
て
ゐ
ま
す
。

然
し
な
が
ら
其
の
計
画
が
源
泉
地
よ
り
海
岸
方
面
に
の

み
の
引
湯
に
重

が
置
れ
て
ゐ
る
や
に
聞
き
及
ん
で
ゐ
ま

す
が
湯
河
原
温
泉
の
眞
價
は
山
と
海
と
を
も
つ
と
こ
ろ
に
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あ
る
こ
と
は
何
人
も
認
め
て
ゐ
ま
す
從
つ
て
海
岸
へ
の
開

発
と
共
に
奥
湯
河
原
へ
の
温
泉
引
湯
又
は
試
掘
に
よ
つ
て

今
般
の
温
泉
管
理
統
合
の
意
義
が
あ
り
大
湯
河
原
温
泉
場

の
眞
の
建
設
が
あ
る
と
我
々
は
確
信
し
て
ゐ
ま
す
。

昭
和
三
十
年
四
月
一
日
に
実
施
さ
れ
た
湯
河
原
町
𠮷
濱

町
福
浦
村
と
の
町
村
合
併
の
最
も
重
要
な
協
議
書
及
建
設

計
画
の
重
要
な
條
件
に
奥
湯
河
原
の
開
発
が
明
記
さ
れ
て

ゐ
ま
す
。
観
光
地
と
し
て
の
地
理
的
條
件
を
具
備
し
て
ゐ

ま
す
處
の
奥
湯
河
原
に
も
つ
と
温
泉
が
豊
富
で
あ
つ
た
な

ら
其
の
発
展
は
想
像
以
上
な
も
の
が
あ
る
と
思
は
れ
ま
す
。

今
般
温
泉
管
理
統
合
の
計
画
に
山
と
海
と
の
地
帶
の
開
発

が
併
行
さ
れ
て
速
か
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
奥
湯
河
原
区

民
は
挙
つ
て
熱
望
致
し
て
ゐ
ま
す
。

以
上
我
々
区
民
の
熱
望
致
し
て
ゐ
ま
す

を
お
く
み
と
り
下
さ

い
ま
し
て
奥
湯
河
原
地
区
に
温
泉
の
引
湯
又
は
試
掘
の
計
画
並

に
実
施
を
陳
情
致
す
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　

昭
和
三
十
一
年
十
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
湯
河
原
区
長　

鎌
田
正
太
郎　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
外
四
二
名
省
略
）

（「
昭
和
三
〇
年
一
二
月
起　

町
営
温
泉
関
係
綴
」
湯
河
原
町

役
場
蔵
）

町
が
温
泉
統
合
に
向
け
て
本
格
的
に
取
り
組
み
始
め
、
奥
湯

河
原
地
区
で
も
そ
の
対
象
地
域
に
参
入
す
る
期
待
が
高
ま
っ
た
。

同
地
区
は
以
前
か
ら
道
路
整
備
の
遅
れ
な
ど
地
理
的
に
不
利
な

条
件
が
あ
っ
た
。
な
お
、
陳
情
書
に
は
区
長
鎌
田
正
太
郎
氏
の

ほ
か
、
地
区
在
住
の
重
光
葵
・
宇
井
伯
寿
氏
ら
の
署
名
が
あ
る
。

13　

温
泉
研
究
指
導
所
設
置
に
関
す
る
陳
情
書

温
泉
研
究
指
導
所
設
置
に
関
す
る
陳
情
書

我
が
国
は
約
三
六
〇
ケ
所
と
云
う
世
界
で
最
も
多
く
の
温
泉
地

を
持
つ
て
居
り
そ
の
温
泉
は
観
光
に
或
は
保
健
に
、
潜
在
的
に

大
き
な
使
命
を
果
し
て
居
り
ま
す
。
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湯
河
原
に
お
き
ま
し
て
は
、
現
在
平
均
温
度
六
十
八
度
で
一
分

間
約
三
十
五
石
の
温
泉
が
動
力
に
よ
り
揚
湯
さ
れ
て
居
り
此
の

温
泉
を
基
に
一
一
二
軒
の
旅
館
と
約
三
十
五
の
り
よ

（
マ
マ
）う

及
百
数

拾
軒
の
別
荘
が
出
来
て
居
り
ま
す
。

最
近
の
市
街
の
構
成
は
大
正
時
代
の
自
噴
当
時
よ
り
は
十
倍
に

近
い
発
展
で
あ
り
之
は
動
力
を
用
い
て
多
量
の
温
泉
を
揚
湯
し

て
居
る
為
で
あ
り
ま
す
。
而
し
な
が
ら
現
状
を
調
査
致
し
ま
す

と
無
駄
の
面
（
揚
湯
熱
量
の
四
十
八
％
乃
至
五
十
％
は
捨
て
ら

れ
て
居
る
）
も
多
い
の
で
此
の
温
泉
供
給
を
合
理
化
し
海
岸
地

帯
ま
で
引
湯
し
町
を
発
展
せ
し
め
よ
う
と
す
る
計
画
が
現
在
町

当
局
の
手
に
よ
り
開
始
さ
れ
て
居
り
ま
す
。

駅
前
を
開
発
し
都
市
計
画
を
完
全
な
ら
し
め
熱
海
に
も
匹
適

（
マ
マ
）し

得
る
温
泉
地
帯
を
造
る
に
は
約
十
五
石
の
温
泉
が
ど
う
し
て
も

必
要
に
な
つ
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
本
町
を
開
発
し
町
村
合

併
（
泉
地
区
）
を
円
滑
な
ら
し
め
之
を
促
進
せ
し
め
る
に
は
揚

湯
の
増
量
を
計
る
事
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
事
で
あ
り
ま
す
。

従
来
温
泉
の
研
究
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地
質
学
物
理
的
現
象
源

泉
工
学
等
が
殆
ど
省
ら
れ
ず
、
た
め
に
根
拠
薄
弱
に
し
て
無
形

の
も
の
を
基
礎
に
運
営
さ
れ
て
居
る
面
が
多
分
に
含
ま
れ
て
居

り
ま
す
地
下
水
の
防
止
揚
湯
中
の
放
熱
動
水
位
の
変
化
不
明
な

る
枯
渇
、
能
率
的
揚
湯
、
事
故
の
際
の
適
切
な
る
処
置
等
は
直

接
に
我
々
に
必
要
な
問
題
で
あ
り
ま
す
。

現
在
湯
河
原
町
で
は
一
一
〇
の
源
泉
中
六
〇
源
泉
が
廃
泉
或
は

休
止
と
な
つ
て
居
り
ま
す
。

一
度
源
泉
に
事
故
が
起
れ
ば
個
人
が
職
人
を
相
手
に
勘
に
よ
り

回
復
に
勉
め
る
現
状
で
誠
に
不
安
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
そ
の

間
の
及
ぼ
す
影
響
は
重
大
で
あ
り
ま
す
。

さ
れ
ば
当
局
の
手
に
よ
り
て
こ
れ
等
の
研
究
が
進
み
指
導
保
護

が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
必
ず
や
安
全
な
る
最
大
揚
湯
量
も
期
せ
ら

れ
永
遠
な
る
温
泉
地
の
進
展
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り

ま
し
よ
う
。

こ
れ
等
の
こ
と
に
か
ん
が
み
我
々
は
温
泉
研
究
指
導
所
の
設
置
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を
御
願
い
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

近
代
科
学
の
力
に
よ
つ
て
今
迄
未
□
の
科
学
と
せ
ら
れ
て
お
つ

た
温
泉
に
メ
ス
を
加
え
ら
れ
研
究
し
得
た
る
結
論
に
よ
り
な
さ

る
ゝ
開
発
と
保
護
設
備
は
必
ず
や
温
泉
審
議
会
の
正
し
き
審
議

に
も
役
立
ち
又
我
々
と
致
し
ま
し
て
も
不
安
と
危
険
か
ら
開
放

さ
れ
ひ
い
て
は
公
共
の
福
祉
に
寄
与
す
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

何
卒
我
々
の
微
意
お
酌
み
取
り
下
さ
い
ま
し
て
特
別
の
御
論
議

御
願
申
上
ま
す
。
我
々
も
出
来
得
る
限
り
の
協
力
を
申
上
げ
ま

す
の
で
是
非
と
も
実
現
出
来
ま
す
よ
う
御
願
申
上
ま
す
。

　
　

昭
和
三
十
一
年　
　

月　
　

日

　
　
　
　

源
泉
所
有
者

（「
昭
和
三
〇
年
起　

町
営
温
泉
関
係
書
類
」
湯
河
原
町
役
場

蔵
）県

が
温
泉
研
究
所
新
設
の
方
針
を
立
て
、
こ
れ
に
応
じ
て
町

は
誘
致
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
研
究
所
設
置
は
他
県
で

の
先
行
事
例
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
大
学
付
属
で
あ
り
、
県
立

機
関
に
よ
る
運
営
は
初
の
試
み
で
あ
っ
た
。
温
泉
資
源
の
利
用

と
保
護
に
科
学
性
を
導
入
し
た
い
と
い
う
町
の
意
向
が
表
れ
て

い
る
。

	

14　

公
民
浴
場
建
設
に
関
す
る
趣
意
書

趣
意
書

私
儀

今
般
配
湯
申
込
に
つ
い
て
は
当
町
が
温
泉
地
と
し
て
天
下
に
知

ら
れ
て
居
る
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
宮
下
か
ら
下
に
住
む
町
民
に
は

そ
の
温
泉
の
恩
惠
に
浴
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
今
般
当
町
理
事

者
並
に
町
会
議
貟
の
方
の
努
力
と
源
泉
所
有
者
の
協
力
に
よ
っ

て
隨
時
駅
前
方
面
に
迄
配
湯
出
来
得
る
や
う
に
な
っ
た
こ
と
は

町
民
の
一
人
と
し
て
同
慶
に
愖

（
マ
マ
）え

ま
せ
ん
。

た
ま
〳
〵
駅
前
通
り
の
住
民
の
多
数
の
人
の
進

（
マ
マ
）め

に
よ
り
な
ん

と
か
こ
の
要
望
に
答

（
マ
マ
）え

る
べ
く
明
店
街
を
中
心
と
し
た
附
近
一

帶
の
住
民
を
一
丸
と
し
た
大
浴
場
を
作

（
マ
マ
）り

一
人
で
も
多
く
の
方
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に
出
来
る
だ
け
安
い
料
金
で
自
由
に
入
湯
出
来
る
公
民
浴
場
を

建
設
い
た
し
た
い
の
で
申
込
い
た
し
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

な
ほ
實
施
に
付

（
マ
マ
）つ

き
ま
し
て
は
左
記
の
や
う
に
い
た
す
予
定
で

す
。

左　
　

記

一　

常
時
六
十
人
入
浴
出
来
る
浴
槽
と
す

二　

男
湯
、
女
湯
に
区
分
設
備
す
る

三　



駅
前
か
ら
宮
下
ガ
ー
ド
下
及
門
川
に
至
る
露
木
自
動
車
工

場
附
近
迄
な
ほ

（
マ
マ
）駅

下
区
画
整
理
地
域
内
の
將
来
の
発
展
を

見
越
し
て
の
区
域
内
の
住
民
を
對
照

（
マ
マ
）と

す

四　

努
め
て
衛
生
的
な
浴
場
に
す
る
た
め
洗
場
等
を
廣
く
取
る

五　



料
金
に
つ
い
て
は
最
低
料
金
と
し
一
人
で
も
多
く
入
場
出

来
る
や
う
運
営
す

な
ほ

（
マ
マ
）申

請
場
所
に
つ
い
て
は
近
く
都
市
計
画
区
域
と
し
て
移

動
す
る
に
つ
き
其
の
折
近
代
的
な
浴
槽
を
新
築
設
計
實
施
す

る

　
　

昭
和
三
十
三
年
五
月
二
十
四
日　
　
　
　

菅
沼　

稔　

㊞

湯
河
原
町
長　

八
亀
武
雄　

殿

（「
昭
和
三
三
年
五
月
起　

温
泉
配
湯
関
係
書
類
綴
」
湯
河
原

町
役
場
蔵
）

町
営
温
泉
開
始
に
沿
っ
て
、
と
く
に
温
泉
場
か
ら
離
れ
た
駅

下
地
区
を
中
心
に
温
泉
の
恩
恵
を
行
き
渡
ら
せ
る
た
め
の
公
衆

浴
場
新
設
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
地
区
で
は
本

資
料
の
三
年
後
に
も
二
階
建
て
浴
場
の
建
設
計
画
が
具
体
化
し

た
が
三
大
事
業
の
進
行
中
で
も
あ
り
実
現
を
見
な
か
っ
た
。（『
第

四
巻
』
一
四
八
参
照
）

15　

温
泉
研
究
所
建
設
予
定
地
案

厚
生
委
員
会
記
録

一
、
日　

時　
　

三
十
四
年
十
月
一
日

一
、
場　

所　
　

役
場
会
議
室

一
、
出
席
者　
　



町
長
、
雨
宮
文
作
、
後
藤
藤
太
郎
、
室
伏
政
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吉
、
二
見
純
平
、
寺
井
武
雄

一
、
協
議
事
項

（
中
略
）

　

温
泉
研
究
所
に
つ
い
て

温
泉
に
つ
い
て
は
町
営
温
泉
に
よ
り
措
置
で
き
る
が
敷
地

に
つ
い
て
は
種
々
検
当

（
討
）す

る
必
要
が
あ
る
が
次
が
考
え
ら

れ
る
。

　
　
　

都
市
計
画
内
町
有
地

　
　
　

都
市
計
画
の
緑
地
地
帶

　
　
　

万
葉
公
園
内
の
敷
地

　
　
　

町
営
源
泉
掘
さ
く
予
定
地
附
近

以
上
に
つ
い
て
都
計
図
面
も
参
考
に
見
て
現
地
調
査
を
す

る⒈　



緑
地
予
定
地
（
26
）
を
調
査
し
尚
源
泉
掘
さ
く
予
定

地
を
下
見
す
る
。

（
後
略
）

（「
昭
和
三
三
年　

厚
生
常
任
委
員
会　

会
議
録
綴
」
湯
河
原

町
役
場
蔵
）

16　

温
泉
研
究
所
設
置
案
に
つ
い
て

温
泉
研
究
所
設
置
案
に
つ
い
て

町
よ
り
土
地
及
温
泉
の
提
供
を
受
け
次
の
計
画
案
を
県
に
て

行
っ
て
い
る
。

一
．
事
業
概
要

⒈　

理
化
学
部
門　

泉
質
分
析
分
布
利
用
方
法
等

⒉　

地
質
学
部
門　



地
質
学
的
綜
合
調
査　

新
源
泉
の
開

発
等

⒊　

工
学
部
門　
　



源
泉
の
電
探
等
に
よ
る
探
査
堀

（
マ
マ
）さ

く

指
導
等

⒋　

其
の
他　
　
　



行
政
機
関
と
の
連
絡　

研
究
記
録　

知
識
の
啓
蒙

二
．
併
設
療
養
所
の
事
業
概
要
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病
後
身
体
不
全
者
の
機
能
恢
復
療
養
施
設
及
び
温
泉
利
用

に
よ
る
疾
患
の
療
養
に
あ
て
る

三
．
設
置
場
所
其
の
他
建
造
物
の
構
想

設
置
場
所　
　

湯
河
原
又
は
箱
根

敷　
　
　

地　
　

二
、
〇
〇
〇
坪
―
三
、
〇
〇
〇
坪

温　

泉　

量　
　

毎
分
二
斗
―
三
斗

研　

究　

所　
　



鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
二
七
八
坪
（
延
三

七
八
坪
）

附
属
療
養
所　
　



鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
一
階
建　

三
六
六

坪
七
五　
　

ベ
ッ
ト

（
マ
マ
）数　

四
〇
―
五
〇

其　

の　

他　
　



相
談
室
・
会
議
室
・
実
験
室
・
資
料
展

示
室
等

四
．
人
員

研　

究　

所　
　



所
長
以
下　

二
六
名　
　

療
養
所　

医

師
外　

二
二
名

五
．
予
算
額

　
　

財
源　
　
　

一
般
県
費
に
よ
る

　
　

研
究
所　
　

工
事
費　
　
　

五
一
、
五
七
五
、
〇
〇
〇
圓

　
　
　
　
　
　
　

器
材
備
品
費　

三
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
圓

　
　
　
　
　
　
　
　
　

計　
　
　

八
一
、
五
七
五
、
〇
〇
〇
圓

　
　

療
養
所　
　

工
事
費　
　
　

四
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
圓

　
　
　
　
　
　
　

機
械
備
品
費　

一
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
圓

　
　
　
　
　
　
　
　
　

計　
　
　

五
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
圓

　
　
　
　
　
　
　

総　
　

計　

一
三
六
、
五
七
五
、
〇
〇
〇
圓

（「
昭
和
三
三
年　

厚
生
常
任
委
員
会　

会
議
録
綴
」
湯
河
原

町
役
場
蔵
）

17　

箱
根
と
湯
河
原
『
温
泉
研
究
所
』
を
奪
い
合
い

箱
根
と
湯
河
原　
「
温
泉
研
究
所
」
を
奪
い
合
い　

町
発
展
に
直
接
利
害　

内
山
知
事
の
公
約　

軍
配
に

迷
う
県
当
局

県
立
温
泉
研
究
所
の
誘
致
を
め
ぐ
っ
て
県
内
の
温
泉
地
箱
根
、



37

第一節　湯河原温泉の推移

湯
河
原
両
町
か
ら
九
日
ま
で
に
そ
ろ
っ
て
県
に
陳
情
書
が
提
出

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
内
山
知
事
が
こ
れ
を
ど
う
裁
く
か

は
こ
の
問
題
の
こ
ん
ご
の
進
展
と
と
も
に
地
元
の
注
目
を
集
め

て
い
る
。

県
が
来
年
度
予
算
案
で
建
設
を
計
画
し
て
い
る
県
立
温
泉
研
究

所
は
内
山
知
事
が
四
選
の
公
約
に
う
た
い
、
さ
ら
に
小
田
原
で

開
か
れ
た
一
日
県
民
の
室
で
地
元
箱
根
、
湯
河
原
の
両
町
長
に

実
現
す
る
と
い
う
態
度
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
と
い
う
い
き
さ
つ

が
あ
り
、
計
画
は
す
っ
か
り
固
ま
っ
て
い
る
感
じ
だ
。
温
泉
研

究
所
は
九
大
付
属
研
究
所
、
島
根
県
玉
造
の
京
大
付
属
研
究
所

な
ど
の
例
が
あ
る
が
、
県
の
計
画
は
付
属
療
養
所
と
と
も
に
理

化
学
、
地
質
学
、
工
学
、
温
泉
行
政
の
四
部
門
を
総
合
し
た
大

規
模
の
施
設
で
、
全
国
的
に
自
慢
で
き
る
も
の
。
県
立
で
は
文

字
ど
お
り
Ｎ
Ｏ
１
に
な
る
。
敷
地
は
六
千
六
百
六
十
平
方
㍍

（
二
千
坪
）
二
階
建
て
の
研
究
所
が
千
二
百
六
十
平
方
㍍
（
三

百
七
十
八
坪
）
平
屋
付
属
療
養
所
が
千
二
百
二
十
三
平
方
㍍

（
三
百
六
十
七
坪
）
で
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
、
建
築
だ
け

の
工
費
が
九
千
百
五
十
万
円
、
総
工
費
一
億
三
千
六
百
五
十
七

万
五
千
円
と
な
っ
て
い
る
。

研
究
部
門
は
四
つ
に
わ
か
れ
る
。
第
一
の
理
化
学
部
門
は
泉

質
の
分
析
を
中
心
に
、
泉
質
ご
と
に
泉
源
の
分
布
の
調
査
、

そ
の
適
正
な
利
用
方
法
や
人
体
に
与
え
る
影
響
、
医
学
的
な

利
用
方
法
な
ど
を
調
査
す
る
。
二
番
目
の
地
質
学
部
門
で
は

温
泉
の
総
合
調
査
を
中
心
に
新
泉（

マ
マ
）源

の
開
発
、
採
集
岩
石
の

判
定
と
調
査
、
地
質
学
的
な
温
泉
分
布
な
ど
を
明
ら
か
に
す

る
。
第
三
番
目
は
工
学
部
門
で
電
波
探
知
機
な
ど
の
機
械
を

使
っ
た
泉（

マ
マ
）源

の
物
理
工
学
的
な
探
査
，
掘
さ
く
方
法
の
指
導
、

動
力
装
置
や
温
泉
採
取
方
法
の
調
査
に
あ
た
る
。
四
番
目
は

一
般
的
な
温
泉
行
政
部
門
で
、
行
政
機
関
と
の
連
絡
、
調
整
、

記
録
の
出
版
、
完
全
な
温
泉
台
帳
の
製
作
、
温
泉
博
物
館
の

設
立
や
展
示
を
す
る
。
付
属
療
養
所
は
五
十
ベ
ッ
ド
ぐ
ら
い

と
し
身
体
不
自
由
者
の
機
能
回
復
な
ど
を
担
当
す
る
か
ら
小
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児
マ
ヒ
患
者
な
ど
に
は
福
音
に
な
る
。
運
営
は
専
属
医
師
二
、

三
人
の
ほ
か
、
オ
ー
プ
ン
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
、
県
医
師
会

や
一
般
の
病
院
（
診
療
所
）
が
患
者
を
送
り
こ
む
一
方
、
治

療
を
担
当
で
き
る
方
式
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
研
究
所
の
建
設
の
た
め
に
県
で
は
六
千
六
百
六
十
平
方
㍍

（
二
千
坪
）
の
敷
地
と
毎
分
三
百
六
十
㍑
（
二
斗
）
か
ら
五
百

四
十
一
㍑
（
三
斗
）
て
い
ど
湯
が
わ
き
出
る
温
泉
の
無
償
提
供

を
希
望
し
て
い
る
が
、
箱
根
、
湯
河
原
両
町
と
も
全
面
的
に
こ

の
条
件
に
応
じ
て
い
る
。
箱
根
町
で
は
旧
街
道
沿
い
の
須
雲
、

豊
栄
荘
上
の
民
有
地
と
宮
城
野
の
県
立
養
老
院
付
近
民
有
地
の

二
つ
の
候
補
地
を
提
示
し
た
。
湯
河
原
町
で
は
国
鉄
湯
河
原
駅

前
の
都
市
計
画
予
定
地
の
町
有
地
五
万
七
千
平
方
㍍
（
一
万
七

千
坪
）
の
う
ち
ど
こ
で
も
よ
い
と
し
、
県
に
選
定
を
一
任
し
た
。

両
町
と
も
県
民
の
室
で
陳
情
し
た
の
を
手
は
じ
め
に
、
町
会
の

承
認
を
受
け
て
運
動
を
起
こ
し
、
九
日
ま
で
に
正
式
な
書
面
が

そ
ろ
う
段
階
に
な
っ
た
。
隣
接
町
だ
け
に
争
い
を
避
け
る
方
針

で
進
ん
で
い
る
も
の
の
の

（
マ
マ
）将

来
の
発
展
に
つ
な
が
る
問
題
だ
け

に
微
妙
な
空
気
も
あ
り
、
現
地
調
査
の
う
え
知
事
裁
定
に
持
ち

こ
ま
れ
る
み
こ
み
が
強
い
。

温
泉
研
究
所
建
設
の
背
景
に
な
る
箱
根
、
湯
河
原
の
温
泉
資

源
は
源
泉
が
三
百
三
十
六
本
（
う
ち
利
用
数
二
百
八
十
九

本
）
で
、
毎
分
一
万
六
千
四
百
二
十
七
㍑
の
湯
が
わ
き
出
し

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
去
年
一
年
間
に
四
十
七
本
の
新
源

泉
が
ふ
え
た
が
、
揚
湯
量
は
わ
ず
か
一
・
四
四
㌔
㍑
増
加
し

た
に
過
ぎ
な
い
。
新
源
泉
か
ら
は
か
な
り
わ
き
出
て
い
る
の

に
、
こ
の
て
い
ど
の
揚
湯
量
し
か
ふ
え
な
い
と
い
う
の
は
全

体
で
減
量
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
も
の
で
、
温
泉
源
が
一
つ

の
ピ
ン
チ
に
追
い
こ
ま
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の

た
め
、
地
元
両
町
と
も
研
究
所
設
立
に
大
き
な
希
望
を
つ
な

い
で
い
る
わ
け
だ
。

（「
神
奈
川
新
聞
」
昭
和
三
四
年
一
〇
月
九
日
付
）

温
泉
研
究
所
誘
致
に
湯
河
原
・
箱
根
町
が
立
候
補
し
た
。
温
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泉
の
利
用
・
保
護
の
ほ
か
、
新
源
泉
の
開
発
研
究
な
ど
と
併
せ

て
医
療
面
で
の
活
用
も
図
る
と
い
う
計
画
で
あ
る
。
こ
の
結
果

一
九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
に
小
田
原
市
山
王
原
に
設
立
さ
れ
、

一
九
七
一
年
に
は
箱
根
町
湯
本
に
移
転
、
の
ち
温
泉
地
学
研
究

所
に
改
組
さ
れ
て
一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
、
現
在
の
小
田
原

市
入
生
田
に
移
転
し
た
。

18　

温
泉
研
究
特
別
委
員
会
報
告
書

温
泉
研
究
特
別
委
員
会
報
告
書

昭
和
三
八
年
一
二
月
の
町
議
会
に
お
い
て
温
泉
研
究
特
別
委

員
会
が
設
置
さ
れ
菅
沼
安
正
委
員
長
の
も
と
に
町
営
温
泉
の
実

体
に
つ
い
て
檢
討
に
入
り
、
昭
和
三
九
年
四
月
議
会
改
選
に
よ

つ
て
新
た
な
構
成
が
な
さ
れ
て
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
統
合
時

か
ら
の
流
入
状
況
並
び
に
配
湯
状
況
を
始
め
買
上
方
法
源
泉
等

に
及
ぶ
ま
で
各
資
料
を
求
め
慎
重
な
檢
討
を
行
つ
た
。

本
委
員
会
は
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

昭
和
三
九
年
九
月
二
五
日

　

湯
河
原
町
議
会
議
長　

室
伏
義
雄　

殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
議
会
温
泉
研
究
特
別
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

富
（
マ
マ
）田

幸
平

記

一
、
湯
河
原
町
の
温
泉
量
に
つ
い
て

　

湯
河
原
町
に
お
け
る
温
泉
は
、
一
部
に
自
然
減
少
の
源
泉
が

み
う
け
ら
れ
る
が
、
総
体
的
に
は
保
健
所
資
料
に
も
と
づ
き
、

本
委
員
会
が
検
討
し
た
結
果
、
昭
和
三
六
年
に
お
い
て
五
二
七

六
ℓ
の
湧
出
量
が
あ
り
、
昭
和
三
九
年
に
は
全
温
泉
の
湧
出
量

は
六
二
八
二
ℓ
と
な
り
、
全
体
的
に
一
〇
〇
六
ℓ
の
増
量
を
し

め
し
て
い
る
亊
は
㐂
ば
し
い
現
象
で
あ
る
。

か
か
る
現
状
で
あ
る
の
で
、
町
は
益
々
湧
出
温
泉
の
効
率
利
用

を
図
り
町
発
展
に
寄
与
せ
し
む
る
べ
き
で
あ
る
。

二
、
流
入
と
配
湯
に
つ
い
て
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契
約
流
入
量

流
入
量（
計
量
）
契
約
配
湯
量

昭
和
三
六
年
八
月

一
九
・
七
石

一
八
・
六
石

一
八
・
二
石

昭
和
三
九
年
八
月

一
九
・
七

一
六
・
七

一
九
・
三

上
記
の
通
り
現
配
湯
量
で
あ
る
一
九
・
三
石
に
対
す
る
流
入

は
、
昭
和
三
六
年
八
月
迠
に
完
了
し
て
居
り
、
そ
の
時

に

於
け
る
配
湯
総
量
は
数
字
上
一
八
・
二
石
で
、
一
・
五
石
の

余
剰
が
み
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
時

に
お
い
て
関
係
源
泉
流
入
量
の
調
査
資

料
№
１
に
よ
る
と
、
流
入
量
の
実
体
は
す
で
に
一
八
・
六
石

と
な
つ
て
お
り
、
亊
実
は
四
斗
程
度
の
余
剰
し
か
み
ら
れ
な

い
。
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
、
そ
の
後
一
石
〇
斗
三
升
の
配
湯
が

な
さ
れ
て
居
る
こ
と
は
、
定
時
関
係
源
泉
の
流
入
計
量
の
実

体
の
把
握
が
な
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
ゆ
え
ん
で
あ
り
、
尚
流

入
量
の
減
少
に
対
す
る
究
明
を
も
お
こ
た
り
、
為
に
、
本
亊

業
を
し
て
、
最
悪
の
亊
態
に
落
し
入
れ
た
要
因
で
あ
る
も
の

と
思
推
す
る
。

　
　
　

（
資
料
第
一
号
を
参
照
）

保
健
所
資
料
に
よ
つ
て
昭
和
三
六
年
と
昭
和
三
九
年
の
関
係
流

入
源
泉
の
湧
出
状
況
を
み
る
と
、
一
部
に
は
、
源
泉
の
日
常
に

お
け
る
管
理
不
備
に
起
因
す
る
面
も
あ
る
が
、
一
応
当
時
の
計

量
の
現
状
に
よ
る
と
自
然
減
一
六
・
九
％
と
な
る
。

　
　
　
　

（
資
料
第
二
を
参
照
）

流
入
量
と
配
湯
量
に
つ
い
て
前
段
で
の
べ
た
通
り
の
経
過
で

今
日
に
至
つ
て
い
る
が
、
現
在
対
照

（
マ
マ
）流

入
量
の

に
つ
い
て

提
出
さ
れ
た
資
料
、
又
は
、
委
貟
会
が
立
会
に
よ
つ
て
計
量

を
行
つ
た
結
果
、
昭
和
三
六
年
八
月
に
お
け
る
流
入
量
一

九
・
七
石
に
対
し
一
六
・
七
石
の
流
入
と
な
り
、
こ
の
数
字

は
一
五
・
三
％
減
と
な
つ
て
い
る
。
こ
の
量
に
加
え
て
、
関

係
源
泉
の
亊
故
又
は
掃
除
の
際
は
短
期
間
で
あ
る
が
更
に

五
・斗
〇
～
一
〇
・
〇
斗
位
の
減
量
が
余
儀
な
く
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
現
況
の
中
に
は
源
泉
管
理
上
の
問
題
も
あ
る

が
、
こ
の
様
な
今
日
の
現
況
に
於
て
、
数
字
を
み
る
に
一
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九
・
七
石
の
配
湯
に
対
し
約
一
六
石
が
安
定
し
た
湧
出
量
と

思
わ
れ
る
。

又
こ
の
現
況
に
対
し
て
執
行
者
は
一
昨
年
の
暮
急
據
四
源
泉

の
流
入
を
図
り
、
か
ろ
う
じ
て
約
二
・石
〇
の
配
湯
先
を
も
た

な
い
新
規
流
入
を
な
し
て
不
足
分
の
カ
バ
ー
を
行
つ
て
い
る
。

特
に
こ
の
流
入
に
つ
い
て
は
買
入
れ
を
行
つ
て
見
返
り
收
入

の
な
い
買
上
で
あ
る
の
で
非
常
な
温
泉
会
計
の
負
担
と
な
つ

て
い
る
。

尚
二
～
三
の
流
入
源
泉
に
つ
い
て
は
測
定
が
誠
に
不
確
実
な

流
入
方
法
を
行
つ
て
い
る
個
所
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
の

は

別
項
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

三
、
源
泉
に
つ
い
て

源
泉
の
管
理
は
一
切
源
泉
所
有
者
で
行
い
揚
湯
し
て
本
管
に

流
入
し
、
町
は
流
入

に
於
て
計
量
、
買
上
を
行
う
こ
と
を

基
本
と
し
て
い
る
が
、
源
泉
の
管
理
の
良
否
が
流
入
量
の
増

減
に
影
響
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
從
つ
て
委
貟
会
は
、
各

関
係
源
泉
に
つ
い
て
も
現
地
踏
査
を
行
つ
て
検
討
し
た
結
果
、

流
入
源
泉
の
中
に
は
管
理
不
充
分
に
よ
る
減
量
が
二
〇
％
を

記
録
す
る
も
の
が
あ
り
、
如
何
に
源
泉
の
管
理
が
重
要
な
課

題
で
あ
る
か
が
う
か
が
え
る
。
こ
の

努
め
て
源
泉
所
有
者

に
理
解
を
求
め
て
管
理
の
徹
底
を
図
る
必
要
が
認
め
ら
れ
る
。

尚
こ
れ
ら
の
踏
査
の
結
果
、
次
の

が
指
摘
出
来
る
の
で
、

こ
の

諸
般
の
亊
情
は
あ
ろ
う
が
、
源
泉
所
有
者
と
良
く
協

議
を
行
い
、
急
據
是
正
す
べ
き
で
あ
る
。

㈠　

契
約
源
泉
に
あ
つ
て
流
入
前
の
施
設
を
故
意
に
復

（
マ
マ
）雑

化

し
契
約
流
入
量
を
自
由
に
操
作
出
来
る
如
く
し
て
、
買
上

計
量
を
著
し
く
不
確
定
に
し
て
い
る
源
泉
が
あ
る
。
こ
の

に
つ
い
て
は
、
本
委
貟
会
と
し
て
重
大
な
関
心
を
よ
せ

る
も
の
で
あ
る
。

㈡　

流
入
方
法
が
自
己
の
使
用
し
た
後
、
余
剰
の
分
に
つ
い

て
流
入
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
流
入
前
に
お
い
て
、
必
要
時
、
必
要
量
を
自
己
が
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使
用
し
、
残
湯
に
つ
い
て
流
入
を
行
つ
て
居
り
、
こ
の

全
体
的
に
温
泉
を
必
要
と
す
る
時
期
に
温
泉
流
入
量
が
著

し
く
減
退
す
る
こ
と
と
な
り
誠
に
不
確
実
な
も
の
で
あ
る
。

か
ゝ
る
亊
柄
に
つ
い
て
は
源
泉
の
湧
出
量
の
変
動
は
別
と

し
て
、
一
定
量
が
揚
湯
さ
れ
て
い
る
限
り
流
入
さ
れ
る
よ

う
な
方
法
に
協
力
を
得
る
べ
き
で
あ
つ
て
、
こ
の
様
な
か

た
ち
で
契
約
が
と
ら
れ
た
こ
と
は
、
誠
に
ず
さ
ん
で
あ
る
。

㈢　

源
泉
管
理
の
不
備
又
は
、
揚
湯
地

か
ら
流
入
を
行
う

施
設
の
管
理
が
悪
く
、
流
入
量
の
不
確
定
と
な
つ
て
い
る

も
の
が
二
、
三
認
め
ら
れ
た
。

㈣　

自
然
減
少
は
各
源
泉
に
亘
つ
て
認
め
ら
れ
た
。

四
、
送
湯
施
設
に
つ
い
て

送
湯
本
管
の
漏
湯
は
各
所
に
み
ら
れ
、
大
き
い
所
は
常
に
補

修
を
行
つ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
が
、
少
量
漏
湯
個
所
が
多
く

み
ら
れ
る
。
本
管
は
更
に
一
〇
年
に
及
ん
で
居
り
、
改
良
の

時
期
に
入
り
つ
ゝ
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
が
、
修
繕
に
あ
た
つ

て
は
、
部
分
的
腐
蝕
等
に
よ
つ
て
釘
の
使
用
も
出
来
な
い
よ

う
な
部
分
が
あ
り
、
こ
の

に
つ
い
て
は
、
こ
の
施
設
の
消

（
マ
マ
）

却
が
一
〇
年
と
し
て
計
算
さ
れ
て
い
る
今
日
、
全
線
に
亘
つ

て
の
改
良
費
の
用
意
が
な
く
尚
管
理
不
充
分
な
面
が
あ
り
、

こ
の

い
か
ん
で
あ
る
が
、
早
急
な
施
設
改
良
策
を
も
つ
て
、

現
施
設
が
全
面
的
に
腐
蝕
等
の
現
象
が
起
き
な
い
う
ち
に
完

全
な
も
の
と
す
る
べ
き
で
あ
り
、
本
施
設
を
し
て
常
に
安
全

な
ら
し
む
る
に
は
、
現
行
会
計
制
度
に
、
具
体
的
な
検
討
を

加
え
、
抜
本
的
な
改
革
を
行
つ
て
、
企
業
的
要
素
を
持
つ
会

計
制
度
に
切
替
、
常
に
経
営
の
合
理
性
と
堅
実
性
を
抱

（
マ
マ
）握

す

べ
き
で
あ
る
。

五
、
分
湯
に
つ
い
て

分
湯
に
つ
い
て
は
統
合
当
初
に
お
い
て
、
原
始
的
で
は
あ

る
が
一
定
水
位
に
於
け
る
配
湯
方
法
が
、
極
め
て
合
理
的
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
湯
量
の
減
少
に
よ
る
凾
内
の
水
位

の
変
動
が
大
き
く
、
現
分
湯
器
で
、
平
均
減
量
等
の
措
置
が
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ま
こ
と
に
不
確
実
で
あ
り
、
こ
の

に
つ
い
て
は
如
何
な
る

時
で
も
出
来
る
だ
け
均
衡
の
と
れ
た
給
湯
が
行
な
わ
れ
る
よ

う
充
分
改
良
す
べ
き
で
あ
る
。

尚
一
部
に
は
本
管
か
ら
動
力
に
よ
つ
て
受
湯
を
行
つ
て
居
る

所
も
あ
つ
て
、
一
時
的
に
数
倍
の
湯
量
を
、
せ
つ
取
す
る
者

も
あ
り
、
更
に
は
分
湯
器
を
勝
手
に
調
整
す
る
者
も
あ
つ
て
、

そ
の
都
度
配
湯
全
体
に
著
し
く
支
障
を
き
た
す
面
が
み
ら
れ

る
。

こ
の
様
な
亊
は
一
面
各
使
用
者
に
滿
足
な
給
湯
が
な
さ
れ
て
、

い
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
こ
と
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

受
湯
者
の
全
体
的
な
こ
と
を
思
う
と
、
か
ゝ
る
行
為
は
條
例

違
反
行
為
と
し
て
厳
重
な
措
置
を
構

（
マ
マ
）ず

べ
き
で
あ
る
。

六
、
買
上
料
に
つ
い
て

本
委
貟
会
は
買
上
料
金
に
つ
い
て
、
資
料
の
提
出
を
受
け

て
、
検
討
を
行
つ
た
と
こ
ろ
、
今
日
の
温
泉
不
足
亊
情
に
対

し
て
、
昭
和
三
七
年
四
月
以
降
の
買
上
金
支
払
額
が
、
同
一

額
と
な
つ
て
居
り
、
温
泉
湧
出
量
は
常
に
変
動
が
あ
つ
て
し

か
る
べ
き
に
、
買
上
金
支
払
額
が
均
一
に
あ
る

が
み
ら
れ
、

当
時
の
湧
出
量
に
よ
つ
て
検
討
す
る
と
買
上
料
金
が
湧
出
量

に
合
致
し
な
い

が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
ゝ
ろ
み
に
昭
和
三

八
年
四
月
当
時
の
計
量
資
料
に
よ
つ
て
改
め
て
当
該
流
入
買

上
料
の
算
定
を
行
つ
て
み
る
と
、
相
当
額
の
過
払
が
み
ら
れ

る
。
こ
の

自
然
減
少
に
よ
る
問
題
等
、
源
泉
そ
れ
ぞ
れ
の

亊
情
は
、
あ
ろ
う
が
源
泉
踏
査
の
結
果
指
摘
す
る
よ
う
に
、

現
湧
出
量
に
お
い
て
受
持
つ
配
湯
量
に
滿
た
な
い
湯
量
に
あ

り
な
が
ら
、
尚
流
入
前
に
、
源
泉
所
有
者
の
責
任
に
お
い
て

配
湯
が
行
な
わ
れ
て
い
る

は
、
誠
に
遺
憾
で
あ
る
。

か
ゝ
る
源
泉
の
状
態
に
つ
い
て
一
例
を
あ
げ
る
と
、
昭
和
三

九
年
九
月
に
お
け
る
計
量
は
、
現
在
の
配
湯
量
に
対
し
約
一

石
二
斗
の
減
量
と
な
つ
て
い
る
。

七
、
料
金
値
上
に
つ
い
て

こ
の
問
題
に
つ
い
て
本
委
員
会
は
諸
般
の
亊
情
と
経
済
の
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変
動
に
と
も
な
い
、
現
行
買
上
料
金
で
は
、
源
泉
揚
湯
経
費

を
ま
か
な
う
亊
は
困
難
と
思
は
れ
る
の
で
、
諸
経
費
の
実
体

に
基
き
、
具
体
的
な
検
討
を
行
つ
て
値
上
を
研
究
す
べ
き
で

あ
る
。

尚
低
温
泉
の
買
上
に
つ
い
て
も
條
例
上
の
買
上
に
よ
ら
ず
、

亊
業
上
戈

（
マ
マ
）算

の
と
れ
る
範
囲
で
買
上
を
行
う
よ
う
研
究
す
べ

き
で
あ
る
。

結
論

以
上
各
亊
柄
に
つ
い
て
説
明
を
行
つ
た
が
、
こ
の
貴
重
な
温
泉

亊
業
の
動
き
が
一
に
か
ゝ
つ
て
流
入
温
泉
量
の
動
行

（
マ
マ
）に

左
右
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
も
ち
ろ
ん
送
配
湯
の
バ
ラ
ン
ス
を

保
ち
な
が
ら
、
亊
業
の
推
進
を
図
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の

一
番
致
命
な
課
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
、
流
入
源
泉
量

の
減
退
で
あ
る
。

こ
の
原
因
は
ど
こ
に
起
因
す
る
か
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
次
の
亊
柄
が
上
げ
ら
れ
る
。

㈠　

自
然
減
に
つ
い
て

流
入
源
泉
に
つ
い
て
湧
出
自
然
減
が
、
い
く
ら
で
あ
る
か

確
実
な
、
数
字
を
求
め
る
こ
と
は
、
む
ず
か
し
い
が
一
応

保
健
所
の
資
料
（
資
料
第
二
号
）
を
も
と
に
算
定
す
る
と

一
六
・
九
％
の
減
量
と
な
つ
て
い
る
。

㈡　

配
湯
上
の
問
題
に
つ
い
て

三
六
年
八
月
に
お
い
て
実
際
の
余
剰
は
当
時
の
計
量
資
料

に
よ
る
と
四
斗
と
な
つ
て
い
る
が
、
流
入
契
約
量
の
累
計

を
も
と
に
一
石
五
斗
の
余
剰
が
あ
る
と
し
て
、
一
石
〇
斗

三
升
の
配
湯
を
行
つ
て
い
る
。
こ
の

に
つ
い
て
は
配
湯

業
務
の
適
正
を
欠
い
て
い
る
亊
柄
と
し
て
、
自
然
減
少
に

加
え
て
負
担
と
な
つ
て
い
る
。

㈢　

源
泉
管
理
上
か
ら
来
る
減
少

揚
湯
設
備
の
不
備
あ
る
い
は
、
掃
除
の
遲
延
又
は
、
源
泉

口
内
の
、
ス
ケ
ー
ル
の
除
去
作
業
の
、
未
施
工

（
マ
マ
）等

、
全
般

的
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
相
当
の
減
少
原
因
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と
み
ら
れ
る
。
尚
こ
の
数
字
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
も
の

を
把
握
す
る
に
至
ら
な
か
つ
た
。

㈣　

其
の
他

流
入
前
に
於
け
る
一
部
源
泉
所
有
者
の
配
湯
措
置
は
流
入

量
の
不
安
定
と
共
に
、
人
為
的
な
減
少
と
も
云
え
る
も
の

で
、
特
に
一
源
泉
所
有
者
に
あ
つ
て
は
配
湯
す
べ
き
責
任

量
が
約
四
石
二
斗
八
升
に
対
し
三
九
年
五
月
に
お
け
る
保

健
所
実
体
調
査
量
で
は
二
石
三
斗
四
升
が
記
録
さ
れ
て
居

り
実
に
一
石
九
斗
四
升
減
と
な
つ
て
い
る
。

こ
の

極
言
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
不
足
を
町
に
よ
つ
て
お

ぎ
な
つ
て
い
た
と
も
云
え
、
こ
の
額
は
莫
大
な
金
額
に
の

ぼ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

問
題
点
（
計
量
に
つ
い
て
）

温
泉
の
計
量
に
つ
い
て
は
、
現
在
常
に
計
量
が
行
わ
れ
て
い
る

が
湧
出
量
の
変
動
は
厳
密
に
云
え
ば
、
動
力
の
電
圧
に
よ
る
変

化
、
又
は
揚
湯
設
備
の
不
備
、
あ
る
い
は
計
量
時
に
お
け
る
、

地
下
湯
面
の
動
き
等
、
あ
ら
ゆ
る
條
件
に
よ
つ
て
変
化
が
み
ら

れ
、
現
在
行
つ
て
い
る
計
量
方
法
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
が
全
く

そ
れ
ぞ
れ
の
源
泉
の
性
能
で
あ
る
と
確
定
す
る（

の
）は

至
難
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
現
行
計
量
買
上
の
方
法
は
、
出
来
る
だ
け
多
く

数
を
図
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
買
上
量
を
握

（
マ
マ
）む

手
段
と
し
て
い

る
こ
と
は
、
現
段
階
に
お
い
て
止
む
を
得
な
い
と
思
は
れ
る
。

　

（
行
政
上
の
措
置
に
つ
い
て
）

源
泉
の
推
移
を
み
る
と
、
掘
さ
く
当
初
或
源
泉
に
つ
い
て
は
一

石
六
斗
を
記
録
す
る
も
の
が
そ
の
後
、
湧
出
量
の
変
更
が
な
さ

れ
て
一
石
以
下
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
源
泉
に
つ
い
て
は
改
良

を
行
う
こ
と
に
よ
り
或
程
度
の
復
活
が
得
ら
れ
る
性
能
を
有
し

て
い
る
か
も
、
わ
か
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
源
泉
に
対
し
て
も
附

近
に
新
源
泉
が
現
わ
れ
た
時
、
関
係
源
泉
と
し
て
調
査
を
受
け
、

そ
の
時
の
状
況
に
よ
り
、
あ
る
程
度
の
減
量
制
限
が
加
え
ら
れ

て
い
る
。

又
あ
る
源
泉
に
あ
つ
て
は
、
掘
さ
く
当
初
九
三°
で
四
斗
の
湧
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出
が
あ
り
、
そ
の
後
こ
の
源
泉
は
ほ
と
ん
ど
湧
出
が
と
ま
り
、

口
径
の
増
大
許
可
を
受
け
て
揚
湯
を
行
つ
た
と
こ
ろ
、
七
六°

で
六
斗
位
の
湧
出
が
み
ら
れ
た
。
こ
れ
を
規
制
に
よ
り
七
六°

で
四
斗
二
升
と
さ
れ
て
い
る
。

行
政
庁
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
湯
河
原
温
泉
全
般
の
調
整
を
考

え
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
思
は

（
マ
マ
）れ

る
が
、
別
な
見
地
か
ら
、
こ

れ
ら
行
政
上
の
問
題

と
し
て
の
減
退
も
、
町
営
温
泉
に
影
響

す
る
面
が
あ
る
と
感
ぜ
ら
れ
る
。
こ
の

に
つ
い
て
は
特
に
行

政
上
の
問
題
と
し
て
別
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
亊
柄
で
あ
る
と
解

す
る
。

（
資
料
№
１
の
１
、
№
１
の
２　

資
料
№
２
省
略
）

（「
温
泉
関
係
告
訴
綴
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

源
泉
所
有
者
の
協
力
を
得
て
温
泉
統
合
が
実
現
し
た
。
し
か

し
昭
和
三
〇
年
代
後
半
に
至
つ
て
、
湧
出
量
の
自
然
減
を
考
慮

に
入
れ
て
も
、
な
お
大
量
の
給
湯
の
減
少
傾
向
が
続
い
た
。
温

泉
研
究
特
別
委
員
会
で
は
事
態
を
重
大
視
し
、
詳
細
な
調
査
を

経
て
人
為
の
介
在
を
指
摘
し
た
。

19　

温
泉
統
合
計
画
に
関
す
る
陳
情
書

陳
情
書

湯
河
原
町
が
源
泉
の
統
合
に
よ
る
町
営
温
泉
の
実
施
を
い
た

し
ま
し
た
こ
と
は
、
劃
期
的
な
施
策
と
し
て
觀
光
産
業
の
発
展

に
寄
与
し
、
私
達
の
営
業
の
最
も
重
要
な
條
件
が
こ
こ
に
確
立

し
た
も
の
と
し
て
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
し
た
。

し
か
る
に
そ
の
後
当
初
の
計
画
に
よ
る
契
約
量
は
維
持
出
来

ず
日
の
経
つ
に
つ
れ
現
在
で
は
契
約
書
は
空
文
に
等
し
い
も
の

と
な
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

か
ゝ
る
事
態
を
憂
慮
し
て
奥
湯
河
原
の
旅
舘
は
繰
返
し
繰
返

し
何
十
回
と
な
く
口
頭
に
よ
る
陳
情
を
續
け
て
ま
い
り
ま
し
た

か
（
マ
マ
）未

だ
温
泉
量
不
足
の
問
題
は
旧
態
依
然
と
し
て
暗
翳
に
あ
っ

て
不
安
は
つ
の
る
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。
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私
達
は
止
む
を
得
ず
髙
額
な
昇
温
機
を
備
へ

（
マ
マ
）多

額
な
燃
料
費

を
使
っ
て
温
泉
不
足
に
対
処
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状

況
は
旣
に
マ
ス
・
コ
ミ
を
通
じ
外
部
に
知
れ
わ
た
り
浴
客
に
湯

河
原
温
泉
に
対
す
る
信
頼
感
を
失
は

（
マ
マ
）せ

つ
ゝ
あ
り
ま
す
。
観
光

立
地
の
湯
河
原
温
泉
と
し
て
は
、
そ
し
て
主
産
業
で
あ
る
旅
舘

業
者
と
し
て
は
由
々
し
き
問
題
で
あ
り
ま
す
。

幸
ひ

（
マ
マ
）に

し
て
こ
の
正
月
四
日
間
は
町
当
局
の
努
力
に
よ
り
不

足
な
が
ら
も
、
か
な
り
の
配
当
量
が
確
保
さ
れ
た
こ
と
は
、
旅

舘
業
者
を
安
堵
さ
せ
ま
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
又
そ
の
後
に
お

け
る
湯
量
の
不
足
は
町
当
局
の
管
理
努
力
の
不
足
で
は
な
い
か

と
、
思
は

（
マ
マ
）ざ

る
を
得
ま
せ
ん
。

勿
論
地
下
資
源
た
る
温
泉
に
つ
い
て
は
、
そ
の
總
量
の
減
少

そ
の
他
の
不
測
の
こ
と
も
あ
り
ま
せ

（
マ
マ
）う

。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
私
達
は
町
当
局
の
改
善
策
に
希
望
を
つ
な
ぐ
も
の
で
あ
り
ま

す
。
し
か
し
一
面
人
為
的
な
理
由
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
温
泉
問

題
も
あ
る
由
聞
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
過
日
行

は
（
マ
マ
）れ

た
源
泉
調
査
に
基
づ
い
て
行
は

（
マ
マ
）れ

る
温
泉
處
理
特
別
委
員

会
の
決
定
を
町
当
局
と
議
會
の
良
識
を
も
っ
て
実
行
さ
れ
、
旅

舘
業
者
が
安
心
し
て
営
業
し
う
る
よ
う
運
営
面
の
改
革
を
期
待

し
て
お
り
ま
す
。

今

私
達
が
陳
情
書
を
提
出
い
た
し
ま
す
の
は
、
今
迄
の
配

当
量
不
足
の
記
録
資
料
と
管
理
上
の
不
能
率
の
多
く
の
事
例
に

よ
っ
て
培

（
マ
マ
）は

れ
た
不
信
感
が
、
こ
の
正
月
に
発
揮
さ
れ
た
見
事

な
結
果
に
よ
っ
て
一
掃
さ
れ
た
、
こ
の
状
態
を
持
續
さ
れ
る
よ

う
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
為
に
公
僕
と
し

て
の
責
任
と
誠
意
を
も
っ
て
町
当
局
と
擔
当
係
員
が
温
泉
管
理

に
当
り
必
要
あ
ら
ば
、
そ
の
増
員
そ
の
他
適
切
と
思
は

（
マ
マ
）れ

る
処

置
を
考
慮
さ
れ
た
い
と
い
う
、
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
流
れ
な
い
英

断
を
こ
の
機
会
に
期
し
て
お
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

私
達
の
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
声
を
聽
き
届
け
ら
れ
た
く
陳
情
書

を
提
出
い
た
し
ま
す
。

　
　

昭
和
四
十
年
二
月
十
七
日　

株
式
會
社　

山
香
荘
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代
表
取
締
役　

小
原
フ
サ
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
外
四
名
省
略
）

湯
河
原
町
町
長

　

八
亀
武
雄　

殿

（「
昭
和
四
三
年　

温
泉
関
係
書
類
綴
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

20　

違
反
源
泉
に
対
す
る
陳
情
に
つ
い
て

陳
情
書

こ
の
度
小
田
原
保
健
所
で
行
な
っ
た
温
泉
実
態
調
査
に
際

し
て
、町
内
よ
り
多
数
の
動
力
違
反
の
源
泉
を
出
し
た
こ
と
は
、

町
と
し
て
も
誠
に
遺
憾
に
存
じ
ま
す
。

湯
河
原
町
は
御
承
知
の
ご
と
く
観
光
立
町
を
町
の
基
幹
と

し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
基
と
な
る
温
泉
保
護
に
つ
い
て
は
、
今

後
県
の
指
導
に
対
し
て
協
力
し
て
い
く
覚
悟
で
あ
り
又
町
営
温

泉
事
業
の
運
営
合
理
化
に
努
力
す
る
所
存
で
あ
り
ま
す
の
で
、

こ
の
度
の
違
反
者
に
対
し
て
は
、
寛
大
な
処
置
を
一
日
も
早
く

お
願
い
す
る
も
の
で
す
。

尚
現
在
源
泉
所
有
者
は
、
県
の
御
指
示
の
と
お
り
の
揚
湯
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
為
、
町
営
送
湯
管
へ
の
流
入
量
が
不

足
し
、
こ
の
配
湯
に
苦
慮
し
て
お
り
ま
す
。
観
光
客
が
来
て
も

温
泉
が
出
な
い
た
め
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
予
約
が
取
り
消

し
に
な
っ
た
り
、又
折
角
の
客
を
お
絶

（
マ
マ
）わ

り
す
る
と
言
う
様
な
、

旅
舘
、
寮
、
保
養
所
が
続
出
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま
の
状
態

が
続
い
た
な
ら
ば
、
こ
れ
等
関
係
者
の
生
活
権
の
問
題
、
更
に

湯
河
原
温
泉
は
温
泉
の
な
い
温
泉
場
だ
と
言
う
汚
名
が
広
が
り

重
大
な
危
機
に
到
来
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
気
温
が
下

が
り
温
泉
事
情
は
悪
く
な
る
一
方
で
す
。又
忘
年
会
シ
ー
ズ
ン
、

更
に
一
年
で
一
番
の
か
き
入
れ
時
で
あ
る
正
月
を
迎
え
る
に
当

り
、
観
光
客
に
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す

の
で
、
ど
う
か
一
日
も
早
く
県
に
お
い
て
違
反
源
泉
所
有
者
の

処
分
を
決
定
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ま
で
の
間
、
臨
時
揚
湯
を
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特
別
に
御
許
可
下
さ
る
様
、
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

　
　
　

昭
和
四
二
年
十
二
月
十
九
日

神
奈
川
県
知
事　

津
田
文
吾　

殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
長　

高
杉
茂
利

（「
重
要
と
思
考
す
る
温
泉
に
関
す
る
一
般
書
類
」
湯
河
原
町

役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

21　

地
熱
資
源
開
発
促
進
法
案
反
対
に
関
す
る
陳
情
書

陳　
　

情　
　

書

一
．
陳
情
の
主
旨

地
熱
資
源
開
発
促
進
法
案
に
反
対
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

二
．
陳
情
の
要
旨

当
湯
河
原
温
泉
は
、
気
候
温
暖
に
し
て
閑
静
な
温
泉
場
と

し
て
万
客
に
親
し
ま
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
仄
聞
す
る
と
こ

ろ
に
よ
り
ま
す
と
、本
国
会
に
「
地
熱
資
源
開
発
促
進
法
案
」

が
議
員
立
法
と
し
て
提
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
の
こ
と

で
あ
り
ま
す
が
、
本
案
は
著
し
く
自
然
環
境
を
破
壊
し
公
害

を
発
生
さ
せ
、
剰
え
既
存
温
泉
地
を
荒
廃
さ
せ
る
結
果
と
な

り
、
温
泉
を
観
光
資
源
と
す
る
当
町
に
は
重
大
な
問
題
で
あ

り
ま
す
。
よ
つ
て
次
の
理
由
に
よ
り
同
法
案
に
は
強
く
反
対

賜
り
た
く
陳
情
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

三
．
反
対
の
理
由

㈠　

地
下
蒸
気
を
掘
削
し
地
上
に
放
出
す
る
こ
と
に
よ
り
広

範
囲
に
樹
木
等
を
枯
ら
す
と
共
に
自
然
環
境
を
著
し
く
破

壊
す
る
結
果
に
な
る
。

㈡　

地
下
エ
ネ
ル
ギ
ー
中
に
は
硫
下

（
マ
マ
）水

素
等
多
数
の
人
畜
に

有
害
な
物
質
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
中
か
ら
無
害
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
み
を
地
上
に
引
き
出
す
こ
と
は
技
術
上
不
可
能

な
た
め
大
き
な
公
害
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

㈢　

本
法
案
に
よ
る
と
、
地
熱
資
源
開
発
の
計
画
決
定
に
あ

た
り
地
方
公
共
団
体
の
長
の
意
見
を
聴
く
の
み
で
決
定
権
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は
通
産
大
臣
に
あ
る
た
め
、
温
泉
法
に
優
先
し
、
我
が
国

の
誇
る
天
与
の
温
泉
を
破
壊
す
る
結
果
と
な
る
。

㈣　

発
電
を
目
的
と
す
る
た
め
、
温
泉
法
の
適
用
外
と
な
り

県
の
温
泉
審
議
会
に
は
関
係
な
く
な
る
の
で
、
温
泉
既
得

権
及
び
財
産
権
の
侵
害
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上

　
　

昭
和
四
九
年
五
月
九
日

衆
議
院
議
員

　
　
　
　
　
　
　

殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
長　

高　

杉　

茂　

利

（「
重
要
と
思
考
す
る
温
泉
に
関
す
る
一
般
書
類
」
湯
河
原
町

役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

22　

万
葉
公
園
整
備
事
業
に
お
け
る
〝
万
葉
こ
ご
め
の
湯
〟
建

設
事
業
の
経
緯
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
〇
湯
企
第
一
七
七
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
六
〇
年
五
月
一
七
日

神
奈
川
県
企
画
部
長　

殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
長
小
澤
忠
一

ま
ち
づ
く
り
特
別
対
策
事
業
の
対
象
事
業
に
つ
い
て
（
回
答
）

昭
和
六
〇
年
五
月
二
日
づ
け
市
町
第
七
六
号
で
照
会
の
あ
り

ま
し
た
、
ま
ち
づ
く
り
特
別
対
策
事
業
の
対
象
事
業
に
つ
い
て

別
添
の
と
お
り
回
答
い
た
し
ま
す
。

万
葉
公
園
整
備
亊
業
に
お
け
る
〝
万
葉
こ
ご
め
の
湯
〟

建
設
亊
業
の
経
緯
に
つ
い
て

湯
河
原
町
万
葉
公
園
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
素
案
の
検
討
段

階
か
ら
建
設
経
済
常
任
委
員
会
及
び
万
葉
公
園
整
備
協
議
会
の
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意
見
を
聞
き
推
進
し
て
き
ま
し
た
が
、
昨
年
一
二
月
三
日
の
万

葉
公
園
整
備
協
議
会
で
さ
ら
に
効
率
的
な
公
園
利
用
、
特
色
あ

る
公
園
づ
く
り
、
個
性
的
な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
に

は
長
い
歴
史
を
も
つ
温
泉
を
活
用
し
、
温
泉
保
養
を
通
し
て
健

康
づ
く
り
と
町
民
と
観
光
客
の
ふ
れ
あ
い
の
場
と
し
て
万
葉
公

園
整
備
亊
業
の
主
軸
と
し
て
（
仮
称
）
万
葉
こ
ご
め
の
湯
の
設

置
が
議
題
と
な
り
、
既
整
備
の
観
光
会
館
や
各
施
設
と
の
連
係

に
よ
る
効
率
利
用
を
増
進
し
、
活
力
あ
る
温
泉
観
光
の
創
造
、

個
性
的
で
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
に
は
本
建
設
は
必

要
不
可
欠
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
、
そ
の
後
、
昭
和
五
九
年

一
二
月
一
二
日
及
び
本
年
二
月
一
二
日
の
建
設
経
済
常
任
委
員

会
に
又
、
三
月
五
日
に
は
議
会
全
員
協
議
会
に
諮
り
、
万
葉
公

園
の
主
軸
亊
業
（
仮
称
）
万
葉
こ
ご
め
の
湯
の
建
設
基
本
計
画

を
作
成
し
、
三
月
の
定
例
議
会
で
昭
和
六
〇
年
度
～
六
二
年
度

の
継
続
亊
業
と
し
て
建
設
す
べ
く
三
月
二
二
日
議
会
の
議
決
を

得
ま
し
た
。

万
葉
公
園
整
備
事
業
の
事
業
概
要

一
・
温
泉
観
光
の
動
向

近
年
の
温
泉
観
光
は
遊
興
的
傾
向
か
ら
温
泉
保
養
へ
変

わ
り
、
施
設
は
都
市
型
か
ら
自
然
指
向
へ
推
移
し
て
い
る
。

二
・
敷
地
条
件

公
園
北
側
に
は
計
画
道
路
権
現
山
線
が
建
設
さ
れ
、
公

園
と
（
仮
）
万
葉
こ
ご
め
の
湯
へ
の
利
用
が
し
や
す
く
な

る
。
両
方
の
敷
地
は
連
続
し
た
環
境
に
あ
る
た
め
、
計
画

道
路
が
地
形
条
件
か
ら
敷
地
を
分
け
る
よ
う
に
通
っ
て
い

る
が
利
用
上
問
題
な
い
。

三
・
温
泉
の
再
活
用

温
泉
資
源
を
見
直
し
、
新
し
い
利
活
用
と
し
て
、
昔
か

ら
の
湯
治
の
良
さ
と
、
現
代
温
泉
医
学
、
運
動
生
理
学
を

取
入
れ
た
健
康
づ
く
り
の
為
の
温
泉
保
養
施
設
（
仮
）
万

葉
こ
ご
め
の
湯
を
計
画
し
て
、
万
葉
公
園
整
備
事
業
の
一
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環
と
し
て
実
施
す
る
。

四
・
万
葉
公
園
と
温
泉
保
養
施
設
の
役
割

万
葉
公
園
は
、
今
迄
休
憩
散
策
園
地
と
し
て
住
民
を
は

じ
め
観
光
客
に
親
し
ま（

れ
）て

い
る
。
更
に
利
用
増
進
を
図
る

た
め
、
公
園
の
立
地
条
件
を
十
分
活
し
、
健
康
づ
く
り
と

そ
れ
を
学
ぶ
場
と
し
て
『
万
葉
の
里
』
と
し
て
位
置
付
け

る
。
其（

マ
他マ

）め
に
は
世
代
を
超
え
て
利
用
で
き
る
温
泉
保
養

施
設
と
日
光
浴
、
森
林
浴
、
散
策
、
な
ど
の
自
然
に
囲
ま

れ
な
が
ら
体
調
を
整
え
、
ス
ト
レ
ス
解
消
を
図
れ
る
公
園

施
設
と
を
一
体
的
に
整
備
す
る
。

五
・
温
泉
観
光
の
シ
ン
ボ
ル

湯
河
原
は
、
万
葉
集
に
唄

（
マ
マ
）わ

れ
る
ほ
ど
の
古
く
か
ら
知

ら
れ
た
温
泉
地
で
あ
り
な
が
ら
、
温
泉
を
活
用
さ
れ
た
目

玉
と
な
る
施
設
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
万
葉
公
園
を
奥

深
く
落
着
い
た
風
土
に
調
和
す
る
よ
う
に
整
備
し
、『
自

然
と
文
化
と
健
康
』
を
テ
ー
マ
と
し
た
温
泉
観
光
の
シ
ン

ボ
ル
と
す
る
。

（
地
域
総
合
整
備
事
業
計
画
様
式　

一
～
三
は
省
略
）

（「
こ
ご
め
の
湯　

ま
ち
づ
く
り
特
別
対
策
事
業
」
湯
河
原
町

役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

温
泉
地
に
は
営
業
収
益
を
前
提
と
す
る
旅
館
な
ど
が
多
く
、

料
金
面
で
の
使
い
や
す
さ
に
は
や
や
難
が
あ
る
。
本
町
で
も
利

用
し
や
す
い
共
同
浴
場
を
望
む
声
が
あ
り
、
万
葉
公
園
の
一
角

に
日
常
的
な
湯
と
し
て
町
営
施
設
が
造
ら
れ
保
養
と
ふ
れ
あ
い

の
場
と
し
て
の
活
用
が
目
指
さ
れ
た
。

23　

湯
河
原
町
こ
ご
め
の
湯
条
例

湯
河
原
町
こ
ご
め
の
湯
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
三
月

八
日
条
例
第
一
号
）

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
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第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
ご
め
の
湯
の
設
置
及
び
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
。

（
設
置
、
名
称
及
び
位
置
）

第
二
条　

住
民
福
祉
の
増
進
と
観
光
の
振
興
を
め
ざ
す
た
め
、

温
泉
保
養
を
通
し
た
健
康
づ
く
り
を
推
進
し
、
相
互
の
理
解

と
、
親
し
み
の
あ
る
ふ
れ
あ
い
が
生
ま
れ
る
温
泉
入
浴
施
設

と
し
て
湯
河
原
町
に
こ
ご
め
の
湯
を
置
き
、
そ
の
名
称
及
び

位
置
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名　
　
　

称

位　
　
　

置

こ
ご
め
の
湯

湯
河
原
町
宮
上
五
六
二
番
地
の
六

　

（
使
用
料
）

第
三
条　

こ
ご
め
の
湯
の
施
設
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

別
表
一
か
ら
別
表
四
に
定
め
る
使
用
料
を
施
設
を
使
用
す
る

前
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
使
用
料
の
減
免
）

第
四
条　

使
用
の
目
的
が
公
益
に
よ
る
場
合
若
し
く
は
町
長
が

特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
使
用
料
を
減
免
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

（
使
用
料
の
還
付
）

第
五
条　

既
に
納
付
し
た
使
用
料
は
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、

町
長
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
そ
の
全
部

又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
使
用
の
制
限
）

第
六
条　

町
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の

入
館
を
拒
み
、
又
は
退
館
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

公
の
秩
序
、
善
良
の
風
俗
を
乱
し
、
又
は
乱
す
お
そ
れ

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

二　

刀
剣
そ
の
他
、
人
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
人
の
迷
惑

と
な
る
物
品
を
携
帯
す
る
者

三　

監
護
を
要
す
る
幼
児
又
は
老
人
で
あ
っ
て
付
添
人
の
な

い
者
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四　

他
の
利
用
者
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
と
認
め
ら
れ
る

者
五　

動
物
の
類
及
び
凶
器
等
の
危
険
物
を
携
帯
し
て
い
る
者

六　

そ
の
他
町
長
が
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

　
（
損
害
賠
償
の
義
務
）

第
七
条　

こ
ご
め
の
湯
の
建
物
、
施
設
及
び
備
品
等
を
損
傷
し
、

又
は
滅
失
し
た
者
は
、
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
（
管
理
の
委
託
）

第
八
条　

町
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
こ
ご
め

の
湯
の
管
理
等
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
運
営
委
員
会
）

第
九
条　

こ
ご
め
の
湯
の
運
営
に
関
し
必
要
な
調
査
及
び
審
議

を
行
う
た
め
、
湯
河
原
町
こ
ご
め
の
湯
運
営
委
員
会
（
以
下

「
運
営
委
員
会
」
と
い
う
。）
を
置
く
。

２　

運
営
委
員
会
は
、
町
長
が
委
嘱
す
る
委
員
十
二
人
以
内
で

組
織
す
る
。

３　

委
員
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

４　

補
欠
に
よ
る
委
員
の
任
期
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

５　

委
員
は
非
常
勤
と
す
る
。

　

（
委
任
）

第
十
条　

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
規
則
で
定

め
る
。

　
　

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
昭
和
六
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

湯
河
原
町
非
常
勤
の
特
別
職
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
湯
河
原
町
条
例
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
中
社
会
教
育
指
導
員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。
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こ
ご
め
の
湯
運
営
委
員
会

委
員
長

日
額
八
、
五
〇
〇
円

委　

員

日
額
七
、
〇
〇
〇
円

（
別
表
一
～
別
表
四
省
略
）

（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

第
二
節　

温
泉
経
営
の
実
相

24　

全
面
実
施
は
困
難　

湯
河
原
旅
館
の
「
就
業
規
則
」

全
面
実
施
は
困
難　

湯
河
原
旅
館
の
『
就
業
規
則
』

【
湯
河
原
】
労
基
署
か
ら
旅
館
経
営
者
の
従
業
員
に
対
す
る
就

業
規
則
提
出
を
急
が
れ
て
い
る
湯
河
原
旅
組
は
今
月
中
に
全
旅

館
が
労
基
署
に
サ
ン
プ
ル
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
旅
館

は
サ
ー
ビ
ス
業
の
特
殊
な
営
業
で
あ
る
た
め
、
規
則
ず
く
め
の

実
行
は
困
難
だ
と
す
る
旅
館
主
側
の
気
持
が
強
い
の
で
、
大
、

中
、
小
旅
館
別
に
原
案
に
対
し
各
館
で
不
必
要
な
部
分
を
の
ぞ

い
て
労
働
時
間
と
賃
金
の
点
に
ポ
イ
ン
ト
を
お
い
た
規
則
の
作

成
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
昨
十
九
日
現
在
十
数
軒
か
ら
監
督
署

に
提
出
さ
れ
て
い
る
。

（「
東
海
民
報
」
昭
和
三
三
年
八
月
二
〇
日
付
）
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ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
後
に
は
多
方
面
で
の
民
主
化
が
進
み
、

旅
館
経
営
も
労
働
基
準
法
を
は
じ
め
と
す
る
、
新
法
規
へ
の
対

応
を
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
経
営
者
に
は
従
業
員
の
待
遇

や
労
働
環
境
整
備
に
配
慮
し
、
旧
来
の
経
営
手
法
に
と
ど
ま
ら

な
い
改
善
が
要
求
さ
れ
た
。

25　

客
の
不
満
出
な
い
か　

旅
館
の
就
業
規
則
で
サ
ー
ビ
ス
制

限

客
の
不
満
出
な
い
か　

旅
館
の
就
業
規
則
で
サ
ー
ビ

ス
制
限　

十
一
日
に
調
査
説
明
会

【
湯
河
原
】
十
一
月
十
一
日
午
後
一
時
か
ら
湯
河
原
旅
組
会
議

室
で
小
田
原
労
基
署
の
箱
根
、
湯
河
原
両
地
区
旅
館
従
業
員
の

労
働
実
態
調
査
報
告
書
（
リ
フ
レ
ツ
ト
）
に
基
づ
く
説
明
会
が

労
資

（
マ
マ
）関

係
者
を
対
象
に
開
か
れ
る
。

こ
の
リ
フ
レ
ツ
ト
に
よ
る
と
従
業
員
の
労
働
時
間
は
、
実
働

九
時
間
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
。

湯
河
原
町
の
旅
館
営
業
者
の
大
半
は
、
労
基
署
に
「
就
業
規

則
」
を
提
出
済
み
で
あ
る
が
、
今
後
こ
れ
が
実
際
面
に
ど
う

か
と
い
う
点
で
調
整
指
導
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
営
業

状
態
か
ら
、
は
つ
き
り
し
た
労
働
時
間
を
き
め
る
こ
と
は
容

易
で
な
い
よ
う
だ
。

経
営
者
と
従
業
員
間
の
労
資

（
マ
マ
）問

題
の
ポ
イ
ン
ト
は
結
局
、
賃
金

と
労
働
時
間
に
し
ぼ
ら
れ
る
が
、
就
業
時
間
を
き
め
る
点
に
つ

い
て
は
、
箱
根
、
湯
河
原
両
町
が
足
並
み
を
そ
ろ
え
て
サ
ー
ビ

ス
の
過
剰
を
な
く
す
と
同
時
に
労
働
オ
ー
バ
ー
を
な
く
そ
う
と

す
る
労
資

（
マ
マ
）協

調
の
方
法
が
取
ら
れ
る
よ
う
だ
。

こ
の
場
合
、
客
側
か
ら
不
満
が
出
わ

（
マ
マ
）し

な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
が
、
例
え
ば
、「
午
前
十
時
以
降
の
御
用
は
お
受
け
い
た

し
ま
せ
ん
。
明
日
の
労
働
に
差
支
え
ま
す
か
ら
皆
さ
ん
に
対

す
る
サ
ー
ビ
ス
が
行
き
届
き
ま
せ
ん
が
、
悪
し
か
ら
ず
ー
」

と
言
つ
た
客
へ
の
Ｐ
Ｒ
も
飛
び
出
す（

マ
マ
）で

は
な
い
か
と
見
ら
れ

て
い
る
。
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（「
東
海
民
報
」
昭
和
三
三
年
一
〇
月
二
六
日
付
）

26　

旅
館
従
業
員
の
退
職
金

旅
館
従
業
員
の
退
職
金　

湯
河
原
温
泉
で
四
月
か
ら
実
施

【
湯
河
原
】
湯
河
原
温
泉
に
働
ら
く
旅
館
従
業
員
の
女
中
、
番

頭
さ
ん
ら
旅
従
組
員
約
一
千
三
百
名
の
退
職
金
制
に
よ
る
社
会

保
障
が
明
る
い
見
通
し
と
な
つ
た
。

暮
れ
の
二
十
二
日
、
旅
組
役
員
会
は
か
ね
て
よ
り
旅
従
組
と
の

話
し
合
い
に
つ
い
て
従
業
員
の
社
会
保
険
に
つ
き
検
討
中
の
と

こ
ろ
、
退
職
金
及
び
社
会
保
険
調
査
委
員
会
（
五
名
）
を
作
り
、

近
日
中
に
四
月
一
日
か
ら
実
施
と
決
つ
た
箱
根
温
泉
場
の
在
り

方
に
つ
い
て
同
地
を
視
察
し
再
検
討
す
る
運
び
と
な
つ
た
も
の
。

箱
根
の
場
合
は
共
済
組
合
の
シ
ス
テ
ム
で
毎
月
の
掛
金
一
律

二
百
円
を
雇
主
と
従
業
員
で
折
半
し
て
積
み
立
て
ゝ
退
職
の

際
に
充
当
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
が
、
湯
河
原
の
場
合
も

こ
れ
に
同
調
す
る
も
の
と
見
ら
れ
、
本
年
前
半
期
に
は
実
施

に
踏
み
切
ら
れ
る
模
様
で
あ
る
。
な
お
実
行
さ
れ
ゝ
ば
実
際

の
退
職
充
当
は
三
十
五
年
度
よ
り
行
わ
れ
よ
う
。

調
査
員
は
次
の
五
氏
。

柏
木
英
雄
、
吉
住
半
吉
、
室
伏
良
平
、
八
亀
正
美
、
田
原
卯

七
。

（「
東
海
民
報
」
昭
和
三
四
年
一
月
七
日
付
）

27　

旅
館
の
最
低
賃
金
制

全
国
の
ト
ッ
プ
切
る
湯
河
原　

旅
館
の
最
低
賃
金
制　

29
日
の
旅
組
總
会
で
正
式
決
定
へ

【
湯
河
原
】
二
十
三
日
、
湯
河
原
旅
組
（
伊
藤
鶴
松
組
合
長
）

は
旅
館
従
業
員
（
百
十
二
軒
、
約
千
三
百
名
）
の
Ａ
ク
ラ
ス
八

千
円
（
食
費
三
千
円
含
む
）
最
低
賃
金
制
度
案
を
発
表
し
た
。

二
十
二
日
午
後
二
時
、
県
労
基
の
川
西
調
査
課
長
と
打
合
わ
せ

た
と
こ
ろ
最
低
賃
金
の
最
終
決
定
が
折
り
合
わ
ず
、
二
十
三
日
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朝
柏
木
副
組
合
長
ら
首
脳
部
の
意
見
調
整
で
最
終
案
が
ま
と
ま

つ
た
。
箱
根
は
検
討
中
で
あ
る
が
、
湯
河
原
方
式
が
全
国
の
ト

ツ
プ
を
切
り
退
職
金
制
に
次
ぐ
最
低
賃
金
を
打
ち
出
し
た
こ
と

は
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
今
月
二
十
九
日
予
定
の
組
合
総
会
で

決
定
と
な
る
見
込
み
。

　
　
　

Ａ
ク
ラ
ス
で
八
千
円　

安
心
し
て
働
け
る
職
場
に

湯
河
原
方
式
（
案
）
に
よ
る
と
正
式
名
称
は
「
湯
河
原
温
泉
旅

館
組
合
共
済
会
規
約
」
と
呼
ば
れ
、
専
任
の
事
務
員
を
旅
組
に

置
き
運
営
す
る
。

最
低
賃
金
八
千
円
案
は
全
国
的
に
総
評
の
提
唱
す
る
賃
金
制
の

裁
定
案
に
副
つ
た
も
の
で
、
こ
れ
に
と
も
な
い
退
職
金
が
、
労

働
時
間
の
九
時
間
を
基
本
と
し
て
深
夜
業
、
超
過
勤
務
手
当
な

ど
に
確
立
さ
れ
る
も
の
で
、
温
泉
観
光
地
に
お
け
る
労
働
者
に

対
し
革

（
マ
マ
）期

的
な
制
度
が
樹
立
さ
れ
、
明
る
い
職
場
開
拓
と
観
光

面
の
サ
ー
ビ
ス
の
在
り
方
に
前
進
が
約
束
さ
れ
て
い
る
。

規
約
案
は
年
度
に
都
合
が
良
い
一
月
一
日
に
さ
か
の
ぼ
つ
て

実
施
さ
れ
る
。
こ
の
本
給
、
い
わ
ゆ
る
個

（
マ
マ
）定

給
は
Ａ
、
Ｂ
に

区
別
さ
れ
て
い
る
。

Ａ
は
座
敷
女
中
、
フ
ロ
番
、
事
務
員
、
Ｂ
は
勝
手
女
中
、
雑

役
の
七
系
統
で
Ａ
の
本
給
八
千
円
、
Ｂ
二
千
円
と
き
め
ら
れ

る
。

そ
れ
〴
〵
一
年
以
上
の
勤
務
者
を
基
準
と
し
、
昇
給
案
に
よ
る

と
Ａ
は
六
号
ま
で
千
円
、
十
二
号
ま
で
五
百
円
、
一
七
号
ま
で

三
百
円
、
二
十
二
号
止
り
で
二
百
円
、
Ｂ
は
六
号
ま
で
五
百
円
、

十
二
号
止
り
で
二
百
円
の
率
。

現
在
の
勤
務
者
は
俸
給
や
勤
務
年
数
に
応
じ
て
調
整
さ
れ
る
が
、

こ
れ
に
よ
り
女
中
さ
ん
ら
今
ま
で
の
個

（
マ
マ
）定

給
二
千
円
な
ど
サ
ー

ビ
ス
料
の
配
分
に
よ
る
収
入
は
御
破
算
と
な
り
、
安
心
し
て
働

ら
け
る
職
場
と
な
る
。

一
年
毎
に
昇
給
し
チ
ツ
プ
は
存
続
、
サ
ー
ビ
ス
料
配
分
は
廃
止

さ
れ
る
。
な
お
Ｂ
の
場
合
の
固
定
給
は
総
会
ま
で
に
食
費
三
千

円
と
し
て
五
千
円
案
に
な
る
か
も
知
れ
ず
、
こ
の
よ
う
な
点
箱
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根
は
湯
河
原
に
同
調
す
る
よ
う
に
な
ろ
う
が
、
両
地
域
に
若
干

の
相
違
す
る
点
が
出
る
か
も
知
れ
な
い
。
い
づ
れ
に
し
て
も
平

均
手
取
り
八
千
円
―
一
万
円
の
収
入
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

時
間
外
手
当
は
女
子
の
場
合
一
日
二
時
間
迄
、
一
週
六
時
間

（
一
年
間
百
五
十
時
間
内
）
―
満
十
八
才
末

（
マ
マ
）満

は
深
夜
、
時

間
外
は
ナ
シ
ー
で
一
カ
月
平
均
時
間
外
労
働
時
間
数
（
十

二
・
五
時
間
）
に
対
す
る
増
賃
金
は
本
給
七
千
円
の
場
合
三

七
円
、
深
夜
業
が
含
ま
れ
た
金
額
は
百
円
、
所
定
時
間
内
に

深
夜
業
が
含
ま
れ
た
金
額
は
百
円
で
計
七
千
六
百
六
十
三
円

と
な
る
。

▼
柏
木
副
組
合
長
の
話
＝
二
十
八
日
ま
で
に
組
合
員
と
話
し

合
い
、
二
十
九
日
予
定
の
総
会
で
最
後
決
定
す
る
方
針
。
湯

河
原
案
に
は
川
西
課
長
も
了
解
し
て
く
れ
た
。

（「
東
海
民
報
」
昭
和
三
四
年
一
月
二
四
日
付
）

労
働
基
準
法
は
、
均
等
な
待
遇
、
男
女
同
一
賃
金
の
原
則
、

強
制
労
働
の
禁
止
、
中
間
搾
取
の
排
除
な
ど
を
要
点
に
、
賃
金
・

労
働
時
間
・
休
憩
時
間
・
年
次
有
給
休
暇
・
災
害
補
償
な
ど
の

最
低
基
準
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
温
泉
観
光
地
と
い
う
業
態

の
特
殊
性
か
ら
、
温
泉
旅
館
組
合
と
従
業
員
組
合
と
の
交
渉
に

は
時
日
を
要
し
た
が
、こ
の
原
案
に
、年
二
回
（
四
月
と
一
〇
月
）

昇
給
・
チ
ッ
プ
は
従
業
員
収
入
と
す
る
こ
と
な
ど
を
加
え
た
協

定
と
し
て
後
日
正
式
発
表
さ
れ
（
二
月
一
六
日
）、
全
国
に
先
駆

け
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。

28　

従
業
員
の
共
済
制
度

従
業
員
の
共
済
制
度　

湯
河
原
旅
組
で
実
施
へ

退
職
金
の
〝
十
年
七
万
円
〟

【
湯
河
原
】
湯
河
原
町

（
マ
マ
）温

泉
旅
館
組
合
（
伊
藤
鶴
松
組
合
長
）

は
、
さ
き
に
実
施
し
た
最
低
賃
銀

（
マ
マ
）八

千
円
に
続
い
て
退
職
金
な

ど
の
共
済
制
度
を
箱
根
温
泉
旅
館
組
合
と
同
時
に
実
施
す
べ
く

準
備
中
だ
つ
た
が
、
箱
根
で
は
各
旅
館
主
の
意
見
が
あ
わ
ず
実

施
の
見
透
し
も
た
ゝ
な
い
の
で
、
湯
河
原
単
独
で
実
施
す
る
こ
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と
に
な
り
、
き
よ
う
六
日
の
役
員
会
で
正
式
発
足
す
る
こ
と
に

な
り
話
題
を
呼
ん
で
い
る
。

す
で
に
退
職
金
基
準
額
な
ど
骨
子
も
出
来
上
つ
て
お
り
、
旅

組
内
に
湯
河
原
町

（
マ
マ
）温

泉
旅
館
組
合
共
済
会
が
設
け
ら
れ
た
。

計
画
案
に
よ
る
と
従
業
員
の
積
立
金
は
一
人
月
百
円
で
旅
館

主
も
百
円
を
収
め
る
こ
と
に
な
つ
て
お
り
退
職
金
基
準
額
は

十
年
で
七
万
円
と
い
う
線
が
出
て
い
る
。

し
か
し
従
業
員
四
、
五
人
と
い
う
小
旅
館
が
ど
の
程
度
協
力
出

来
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
、
さ
き
に
政
府
が
出
し
た
〝
中
小

企
業
従
業
員
退
職
金
基
準
額
〟
で
は
十
年
で
三
万
六
千
円
と
い

う
低
い
協
定
と
な
つ
て
い
て
『
旅
館
も
中
小
企
業
な
の
だ
か
ら

…
』
と
い
う
意
見
も
出
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
実
施
す
る
場
合
①
組
合
が
当
初
つ
く
つ
た
十
年

七
万
円
案
②
中
小
企
業
の
十
年
三
万
六
千
円
③
そ
の
折
ち
ゆ

う
案
の
い
づ

（
マ
マ
）れ

を
と
る
か
ま
だ
決
ま
つ
て
な
い
が
共
済
制
度

を
実
施
の
運
び
と
な
つ
た
場
合
は
定
年
制
も
同
時
に
施
行
す

る
予
定
と
い
う
。

（「
東
海
民
報
」
昭
和
三
四
年
八
月
六
日
付
）
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山香荘

宮上685

小沢フサ

2378

40

60
2,500
～800

400より

100より

10

1

2

1

50

2

1

○

○

○

○

○

○

オルガン、
釣堀有

たなか

〃 682

田中ふさ

2862

35

50
2,000
～1,000

300 〃

100

11

1

35

1

2

○

○

○

○

○

○

日本観光旅
連、弓道有

加満田

〃 673

鎌田秀男

2151

50

80
3,500
～1,500

500 〃

200

16

4

50

1

2

○

○

○

○

○

○

○

日本交通公
社

山翠楼

〃 673

齊藤隆利

2521

150

200
3,000
～1,500

500 〃

200

37

130

60

3

6

1

○

○

○

○

○

○

○

○

○

日観連
日本交通公
社

小松館

〃 673

小松亀太郎

2856

15

20
800
～600

100 〃

100

6

1

○

○

旅館名

所在地

代表者名
電話番号
（代表）

収
客

人
員

宿
泊
料
金

客　
　
　

室

広
間

浴　
　
　

室

施

設

及

び

娯

楽

設

備

備　考

一般

団体
一泊
二食

中食

休憩

和室
内

バス付

洋室
内

バス付

離れ
内

バス付
舞台付

帖
その他

帖

大風呂

家族
風呂
野天
風呂

プール

喫茶室
バー

売　店

ダンス
ホール

ピアノ

玉　突

ピンポン

テレビ

麻　雀

碁将棋

子供用
施設

29　

宿
泊
施
設
一
覧
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旅館名

所在地

代表者名
電話番号
（代表）

収
客
人
員

宿
泊
料
金

客
　
　
　
室

広
間

浴
　
　
　
室

施

設

及

び

娯

楽

設

備

備　考

一般

団体
一泊
二食

中食

休憩

和室
内
バス付

洋室
内
バス付

離れ
内
バス付
舞台付
帖
その他
帖

大風呂

家族
風呂
野天
風呂

プール

喫茶室
バー

売　店

ダンス
ホール

ピアノ

玉　突

ピンポン

テレビ

麻　雀

碁将棋

子供用
施設

青巒荘

宮上679

高知尾恵美子

3111

150

180
2,500
～1,000

200より

100

34

10

1

1

180

60

4

5

1

○

○

○

日本交通公
社

たちばな荘

 〃 175　

田崎元次郎

3529

15

30
1,000
～600

200 〃

100

6

2

○

○

○

○

○

○

○

○

緑　水

 〃 671　

大久保甫

3161

65

100
3,000
～1,000

200 〃

100

15

5

5

100

1

3

1

日本交通公
社
駐車場・茶
室有

成田屋

 〃 664　

多田　京

2304

35

50
1,200
～700

200 〃

100

10

30

2

2

○

○

○

○

萬　葉

 〃 664　

村山ふじ

2302

30

35
2,000
～1,000

300 〃

200

8

20

1

2

○

○

○

柳　水

 〃 664　

柳沢一義

3547

19

20
1,200
～800

200 〃

100

7

2

○

○

○
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一平荘

 〃 664　

小野秋香

3290

40

45
1,000
～700

200 〃

100

10

30

2

1

○

○

○

福寿美

 〃 662　

吉住　抑

3549

40

50
1,500
～800

300 〃

150

11

42

1

2

○

Ａ
（ママ）

○

○

○

日観連
日本交通 今

（ママ）

社

清　風

 〃 749　

力石吉太郎

2166

50

70
2,500
～1,200

400 〃

150より

13

5

1

1

60

1

2

○

○

○

○

○

○

日本交通公
社

東光閣

 〃 749　

木村不二子

3311

120

150
2,500
～1,000

500 〃

150 〃

30

2

3

3

100

3

6

1

○

○

○

○

○

○

○

○

日観連
日本交通公
社

未
（ママ）

　広

 〃 659

武智秀雄

3338

30

50
1,500
～600

300 〃

100 〃

12

30

1

2

○

○

○

○

ひばり荘

 〃 668　

宮内吉之助

3375

30

40
1,500
～1,000

300 〃

200 〃

13

3

○

○

○

○

釣り堀有

花長園

 〃 656　

本多一夫

3155

100

120
2,500
～1,400

500 〃

300 〃

24

6

1

120　60
30　　 

1

4

2

1

○

○

○

○

○

○

○

○

○
日観連
日本交通
公社
国際観光統
計指定
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旅館名

所在地

代表者名
電話番号
（代表）

収
客
人
員

宿
泊
料
金

客
　
　
　
室

広
間

浴
　
　
　
室

施

設

及

び

娯

楽

設

備

備　考

一般

団体
一泊
二食

中食

休憩

和室
内
バス付

洋室
内
バス付

離れ
内
バス付
舞台付
帖
その他
帖

大風呂

家族
風呂
野天
風呂

プール

喫茶室
バー

売　店

ダンス
ホール

ピアノ

玉　突

ピンポン

テレビ

麻　雀

碁将棋

子供用
施設

桃　山

宮上637　

藤巻夜子

3555

10

13
1,500
～1,000

200より

150より

1

4

1

1

○

○

○

富　田

 〃 637　

宮
（ママ）

田幸平

3282

60

85
2,500
～300

150 〃

100 〃

18

2

88

30

2

4

○

○

○

○

○

○

日観連
日本交通
公社

湯河原荘

 〃 637　

福岡広吉

3771

40

50
2,500
～1,000
800

～300
200～
100

13

50

2

3

○

○

○

○

○

日観連

大伊豆

 〃 636　

新磯信雄

2111

700

900
4,500
～1,000

300 〃

200 〃

168

20

1

11

11
300　230
100
80（2）
30（2）

7

10

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
日観連、
日本交通公社、
国際観光連盟、
駐車場、理髪
室→有

楽山荘

 〃 762　

竹下昭子

2878

40

50
2,500
～1,200

700 〃

300 〃

11

3

3

42

1

2

○

○

○

天野屋

 〃 623　

天野弘之
本2121　
新2131　

120

150
3,500
～1,500

600 〃

50

25

15

5

5
120
50

2

7

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

政府登録国際観
光旅館、国際観
光連盟、日本交
通公社
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中　西

 〃 745　

露木一男

3355

100

130
3,000
～1,500

600 〃

26

8

6

6

120

1

8

○

○

○

○

○

○

○

相模屋

 〃 534　

八亀重雄

3175

30

50
1,500
～600

300 〃

100 〃

11

37

1

2

○

○

○

箱根屋

 〃 613　

八亀武雄

3131

102

135
3,000
～1,000

300 〃

150 〃

28

2

120

40

1

4

○

○

○

○

○

○

○

○

日観連
日本交通公
社

上野屋

 〃 616　

室伏英次

2155

80

100
2,000
～800

300 〃

100 〃

23

2

50

1

2

○

○

○

○

日観連
日本交通公
社

伊豆屋

 〃 615　

八亀広蔵

3151

70

100
2,000
～1,300

800 〃

200 〃

15

80

45

3

4

○

○

○

○

○

○

中　屋

 〃 606　

渡辺信量

2024

46

50
800
～500

250 〃

80 〃

14

1

1

○

○

○

まつね

 〃 616　

室伏二雄

2206

20

20

600

100 〃

70 〃

10

2

○

○
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旅館名

所在地

代表者名
電話番号
（代表）

収
客
人
員

宿
泊
料
金

客
　
　
　
室

広
間

浴
　
　
　
室

施

設

及

び

娯

楽

設

備

備　考

一般

団体
一泊
二食

中食

休憩

和室
内
バス付

洋室
内
バス付

離れ
内
バス付
舞台付
帖
その他
帖

大風呂

家族
風呂
野天
風呂

プール

喫茶室
バー

売　店

ダンス
ホール

ピアノ

玉　突

ピンポン

テレビ

麻　雀

碁将棋

子供用
施設

三河屋

宮上603

三橋政雄

2069

15

25
1,000
～500

100より

100より

6

16

1

1

○

○

○

藤木屋

 〃 545　

加藤栄子

2054

30

45
1,500
～700

200 〃

50 〃

11

1

1

24

1

1

○

○

○

埼玉荘

 〃 542　

根
（ マ マ ）

沢安信

3785

50

60
1,200
～700

400 〃

100 〃

12

32

1

2

○

○

○

○

○

光陽館

 〃 530　

杉山定吉

3341

60

80
2,500
～800

300 〃

120 〃

20

34
24

2

2

○

○

○

○

○

日本交通公
社

竹　風

〃 774～24

尾関文彥

2723

30

35
2,000
～800

300 〃

100 〃

10

20

1

1

○

○

○

○

○

高松荘

 〃 775　

小池栄吉

3506

18

24
1,500
～800

300 〃

7

1

1

○

○

○
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若松屋

 〃 528　

伊藤鶴松

3361

90

100
2,500
～1,200

500 〃

150 〃

22

3

60

25

5

3

○

○

○

○

○

日本交通公
社

亀　屋

 〃 517　

八亀直次郎

2145

80

100
2,000
～800

300 〃

100 〃

24

1

100

2

8

1

○

○

○

○

○

○

日本交通公
社

坂口屋

 〃 525　

伊藤岩松

2079

30

45
1,500
～700

12

45

1

2

○

○

○

都　館

 〃 510

西田クラ

3291

20

30
800
～600
150

～100 〃
100

～80 〃
6

16

2

○

○

梅　屋

 〃 509　

渡辺鉄造

2868

50

60
1,500
～600

300 〃

100 〃

16

28

5

○

○

○

○

岩本屋

 〃 508　

岩本亀三

2171

60

75
1,500
～600

200 〃

100 〃

15

70

24

1

2

○

○

○

○

富士屋

 〃 557　

加藤寺夫

3711

80

100
3,000
～1,200

500 〃

20

1

74

27

2

6

1

○

○

○

○

○

○

日本交通公
社
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旅館名

所在地

代表者名
電話番号
（代表）

収
客
人
員

宿
泊
料
金

客
　
　
　
室

広
間

浴
　
　
　
室

施

設

及

び

娯

楽

設

備

備　考

一般

団体
一泊
二食

中食

休憩

和室
内
バス付

洋室
内
バス付

離れ
内
バス付
舞台付
帖
その他
帖

大風呂

家族
風呂
野天
風呂

プール

喫茶室
バー

売　店

ダンス
ホール

ピアノ

玉　突

ピンポン

テレビ

麻　雀

碁将棋

子供用
施設

あたりや

宮上490

鍵和田政雄

2341

20

25
1,000
～600

300より

150より

7

20

1

1

○

○

○

寿　荘

 〃 496

加藤彌作

2325

10

25
1,000
～700

200 〃

100 〃

6

1

1

○

○

○

藤田屋

 〃 495

加藤三七男

3331

45

50
1,800
～1,200

500 〃

150 〃

12

24
24

1

3

○

○

○

○

○

○

日観連

伊藤屋

 〃 488

伊藤達也

2004

60

60
2,000
～1,000

500 〃

100 〃

11

35

1

3

○

○

○

○

○

河鹿荘

 〃 486

細谷政雄

3378

8

12
800
～500

150 〃

100 〃

4

1

1

○

○

遠州屋

 〃 480

松井義男

3121

8

120
2,500
～1,000

500 〃

150 〃

27

2

100
50

2
2

4

1

○

○

○

○

○

○

○

日観連
日本交通公
社
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小松屋

 〃 481

小松高明

2136

50

60
1,500
～700

300 〃

100 〃

14

56

1

2

○

○

○

○

○

○

龍泉閣

  〃 475

小松あい

3335

50

70
2,000
～1,000

16

65

1

5

○

○

○

○

○

日観連
日本交通公
社

松坂屋

  〃 473

奥野静之助

2022

120

140
2,500
～1,000

500 〃

200 〃

28

2

100

1

6

○

○

○

○

○

○

日観連
日本交通公
社

落合荘

  〃 465

室伏義雄

2446

45

65
2,000
～800

300 〃

100 〃

16

3

50

1

3

○

○

○

○

○

○

日観連

未
（ママ）

　好

  〃 469

小松千代

2030

34

40
1,500
～600

300 〃

200 〃

10

20

1

○

○

○

さかや

  〃 446

八亀竹次

2407

10

10
1,000
～800

250 〃

100 〃

4

1

2

○

○

魚　判

  〃 458

高橋判之助

2223

50

60
1,800
～800

200 〃

100 〃

18

50

1

1

○

○

○

○

○
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旅館名

所在地

代表者名
電話番号
（代表）

収
客
人
員

宿
泊
料
金

客
　
　
　
室

広
間

浴
　
　
　
室

施

設

及

び

娯

楽

設

備

備　考

一般

団体
一泊
二食

中食

休憩

和室
内
バス付

洋室
内
バス付

離れ
内
バス付
舞台付
帖
その他
帖

大風呂

家族
風呂
野天
風呂

プール

喫茶室
バー

売　店

ダンス
ホール

ピアノ

玉　突

ピンポン

テレビ

麻　雀

碁将棋

子供用
施設

あずまや

宮上460

丹羽彌太郎

2138

47

50
1,500
～1,000

400より

100より

12

50

1

2

○

○

○

○

○

岩亀荘

 〃 458

岩本昭三

2062

35

50
1,300
～600

200 〃

100 〃

9

32

1

○

○

○

○

○

くぼた

 〃 458

窪田くま

2866

20

30
1,500
～800

300 〃

100 〃

8

20

1

2

○

○

○

つるや

 〃 456

高橋　勇

2212

19

30
1,000
～750

300 〃

50 〃

8

25

2

○

○

○

○

山　木

 〃 454

山木伊登子

2852

20

30
800
～600

300 〃

100 〃

8

2

○

○

○

うちだ

 〃 451

内田賢次

2214

10

15
800
～600

300 〃

100 〃

5

2

○

○
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双美荘

〃 454

二見サダ

2158

80

100
2,500
～1,200

500 〃

100 〃

21

8

81

26

1

3

1

○

○

○

○

○

○

○

○

越前屋

 〃 450

小伝　広

3279

30

40
1,500
～500

200 〃

100 〃

9

1

1

○

○

○

○

映画館有

千　鶴

 〃 442

大紫房美

2310

13

15
1,000
～500

300 〃

200 〃

6

1

○

○

ふさ
（ママ）

や

 〃 450

山本　博

2571

55

65
1,500
～700

14

40
30

1

2

○

○

○

○

○

○

曙　荘

 〃 446

水上一男

2591

60

80
1,500
～800

300 〃

100 〃

17

52

1

3

○

○

○

○

○

○

日観連
日本交通公
社

大黒屋

 〃 447

柏木英雄

2526

50

60
1,500
～800

200 〃

100 〃

12

36

1

3

○

○

○

○

○

○

○

日観連

双葉館

 〃 337

渡辺　力

31□5

40

50
1,500
～800

300 〃

100 〃

13

30

1

2

○

○

○

○
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旅館名

所在地

代表者名
電話番号
（代表）

収
客
人
員

宿
泊
料
金

客
　
　
　
室

広
間

浴
　
　
　
室

施

設

及

び

娯

楽

設

備

備　考

一般

団体
一泊
二食

中食

休憩

和室
内
バス付

洋室
内
バス付

離れ
内
バス付
舞台付
帖
その他
帖

大風呂

家族
風呂
野天
風呂

プール

喫茶室
バー

売　店

ダンス
ホール

ピアノ

玉　突

ピンポン

テレビ

麻　雀

碁将棋

子供用
施設

大和館

宮上374

三村保義

2232

40

70
1,500
～800

500より

100より

20

42

1

5

○

○

○

○

○

○

河　庄

 〃 372

菊沢明里

2861

25

35
2,500
～1,500

500 〃

500 〃

9

3

30

1

1

○

○

○

晴美館

 〃 366

広田隆吉

2651

22

35
800
～600

200 〃

100 〃

9

20

2

○

○

○

みふね

 〃 364

長谷川蔵

2869

30

35
2,500
～800

200 〃

100 〃

11

22

1

2

○

○

○

楠の木

 〃 364

平山シゲヨ

2385

12

25
1,500
～600

6

1

1

○

○

恵

 〃 361

室伏良平

3328

100

150
3,000
～800

400 〃

100 〃

28

4

130
60

3

5

1

○

○

○

○

○

○

○

○
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のぞみ

 〃 359

北見菊江

2829

45

60
2,000
～700

300 〃

100 〃

14

45

1

3

○

○

○

○

○

○

○

司旅館

 〃 344

三輪栄一

2695

50

55
2,000
～1,200

10

1

45

1

1

○

○

芙蓉荘

 〃 261

井上信代

3166

12

20
2,000
～1,200

500 〃

6

6

1
1

○

○

○

三枡家

 〃 379

菅原京子

3348

36

50
2,500
～1,500

500 〃

300 〃

8

1

1

36

1

2

○

○

○

○

山海荘

 〃 248

佐藤きよ

2842

30

60
2,000
～700

100 〃

100 〃

11

24

○

○

○

○

○

なかだや

 〃 247

中田新一

2420

30

35
1,500
～800

300 〃

100 〃

7

20

1

2

○

○

○

○

○

春　日

 〃 187

柳屋権太楼

2410

30

40
2,500
～1,000

10

24

1

2

1

○

○
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旅館名

所在地

代表者名
電話番号
（代表）

収
客
人
員

宿
泊
料
金

客
　
　
　
室

広
間

浴
　
　
　
室

施

設

及

び

娯

楽

設

備

備　考

一般

団体
一泊
二食

中食

休憩

和室
内
バス付

洋室
内
バス付

離れ
内
バス付
舞台付
帖
その他
帖

大風呂

家族
風呂
野天
風呂

プール

喫茶室
バー

売　店

ダンス
ホール

ピアノ

玉　突

ピンポン

テレビ

麻　雀

碁将棋

子供用
施設

三好荘

宮上175

吉川千栄子

3504

40

50
1,500
～1,000

9

1

1

○

○

○

山陽荘

 〃 178

外山貞三

2890

35

50
2,000
～800

300より

100より

8

3

37

1

2

○

○

○

○

○

三長別館

 〃 137

高橋利男

2711

40

50
1,000
～700

500 〃

200 〃

15

4

25

1

5

○

○

○

喜楽館

 〃 42

佐藤礼三

3255

25

30
2,000
～700

100 〃

50 〃

7

30

1

2

○

○

○

やよひ

 〃 42

山崎やよひ

3272

8

15
2,000
～800

500 〃

100 〃

4

2

○

○

向島園

 〃 42

神山　利

3757

40

50
3,000
～1,500

500 〃

15

2

1

1

46

1

2

○

○

○

日本交通公
社
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のぐち

 〃 42

野口松立郎

3351

60

70
2,000
～1,000

500 〃

200 〃

13

3

2

1

60

1

2

○

○

○

○

○

○

○

三合閣

門川537

2359

30

50
1,000
～2,000

14

1

40

2

1

○

○

○

○

○

緑　風

  〃 497

3101

20

40

500

4

2

36

2

○

湯河原園

宮下341

3653

35

40

500

9

30

1

1

○

○

○

東京都食糧
営暖

（ママ）

指定

観水荘

吉浜1627

3365

30

60
1,200
～2,000

12

40

1

4

○

○

○

○

テニスコー
ト

葵　扇

宮上73－2

2226

15

25

1,000～

300 〃

7

2

○

○

○

貿易倉庫
東芝
東電
指定

長　島

 〃 189

3256

15

15

600～

4

1

○

○

○
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旅館名

所在地

代表者名
電話番号
（代表）

収
客
人
員

宿
泊
料
金

客
　
　
　
室

広
間

浴
　
　
　
室

施

設

及

び

娯

楽

設

備

備　考

一般

団体
一泊
二食

中食

休憩

和室
内
バス付

洋室
内
バス付

離れ
内
バス付
舞台付
帖
その他
帖

大風呂

家族
風呂
野天
風呂

プール

喫茶室
バー

売　店

ダンス
ホール

ピアノ

玉　突

ピンポン

テレビ

麻　雀

碁将棋

子供用
施設

金　玉

宮上364

3321

12

1,200～

6

1

○

○

○

水　月

駅前

2033

30

50

600～

8

24半

1

1

○

○

○

映画サービ
ス

小　池

駅下11

3532

17

15

700～

5

1

1

○

○

○

深　沢

宮下153

2950

30

300～

11

1

○

○

○

商人宿

越前屋別館

駅下

3654

30～40

70

700～

13

30

1

2

○

○

○

○

○

日本中央競馬会
豊島薬局協同組
合
指定

新生館

〃

3847

16

400～

6

1

○

○

商人宿
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三好屋

駅前

4309

22

30

600～

13

1

1

○

（休業中）

松月荘

宮下29

3213

16

650～

6

1

1

○

○

○

城　山

駅下207

3760

20

30

700～

9

25

1

2

○

○

○

東洋綿花指
定

神　山

宮上454

2483

20

25

500～

6

38

2

○

○

○

丸善本屋指
定
一般は800
円より

好雅園

城堀148

4336

14

25

1,000～

2時間
500

7

14

1

7

○

○

○

ときわ荘

宮上358

3788

27

30
600
～800

5

15

2

三光荘

 〃 276

2204

15

500
～800

5

1
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旅館名

所在地

代表者名
電話番号
（代表）

収
客
人
員

宿
泊
料
金

客
　
　
　
室

広
間

浴
　
　
　
室

施

設

及

び

娯

楽

設

備

備　考

一般

団体
一泊
二食

中食

休憩

和室
内
バス付

洋室
内
バス付

離れ
内
バス付
舞台付
帖
その他
帖

大風呂

家族
風呂
野天
風呂

プール

喫茶室
バー

売　店

ダンス
ホール

ピアノ

玉　突

ピンポン

テレビ

麻　雀

碁将棋

子供用
施設

立月荘

宮上759

奥城　実

2807

30

30

350

6

20

1

1

（横須賀市
役所、健康
保健所）
湯河原保養
所

東海荘

 〃 74

飴谷初子

2383

10

10

4

1

東海工業

山桃荘

 〃 67

鈴木つる

3227

15

15

500

6

14

1

エスエス製
薬 K.K.

昭和産業寮

 〃 110

橋本文蔵

2487

20

20
（三食）

400

4

3

14

1
1
1

湯河原荘

 〃 76

加藤モト

3605

25

30

8

1

1

大洋漁業
K.K.
林兼健康保
険東京支部

東京都職
員保養所

 〃 79

古山海平

2841

100

100

300

23

30

2

1

東京都職員
保養所
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湯河原寮

 〃 115－2

室伏美代子

2492

15

15
400
～500

4

1

山北町野
（ママ）

協

千月荘

 〃 138

鎌形美恵

2237

35

35
（三食）

250

15

1

1

昭和電工保
養所
川崎工場

湯河原保養所

 〃 138

2884

35

35

600

6

2

1

2

防衛庁共済
組合

工業寮

 〃 132－3

山崎ヨシ

2894

20

30

600

7

1

日本精密工
業寮

計器組合寮

 〃 144

北川をと

3990

15

15

700

7

1

鋼金属製温
度計調整組
合

協会寮

 〃 148

朝生　昇

2848

50

50
500
～600

150

10

42

3

日本新聞協
会寮

伏見荘

 〃 235

靑木　輝

2683

50

50

600

13

46

1

3

神奈川県共
済連農協経
由
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旅館名

所在地

代表者名
電話番号
（代表）

収
客
人
員

宿
泊
料
金

客
　
　
　
室

広
間

浴
　
　
　
室

施

設

及

び

娯

楽

設

備

備　考

一般

団体
一泊
二食

中食

休憩

和室
内
バス付

洋室
内
バス付

離れ
内
バス付
舞台付
帖
その他
帖

大風呂

家族
風呂
野天
風呂

プール

喫茶室
バー

売　店

ダンス
ホール

ピアノ

玉　突

ピンポン

テレビ

麻　雀

碁将棋

子供用
施設

三門寮

宮上229

伊藤チヨ

2174

12

12

7

10

1

日新プロダ
クション
K.K.

いこい荘

 〃 236

土谷エイ

2717

30

30

600

9

22

1

1

保乳相互保
養所

小山農協組
合保養所

 〃 288

鈴木あさ子

2233

15

28
200

食事ヌキ

6

18

2

倉浜寮

 〃 223

菅沢英雄

2376

15

15

650

5

1

大成建設横
浜支店保養
所

キリンビー
ル寮

 〃 262

山本シゲ

2889

18

18

300

5

2

東北電力保
養所

 〃 262

堀内敬太郎

2877

12

12

5

2
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閑雲荘

 〃 262

吉村英雄

2320

50

50

330

14

2

電々公社保
養所

湯河原荘

 〃 262

増田幸輔

3644

15

15

250

4

1

1

日本石油精
製寮

畦友荘

 〃 261

菅沼浜子

2885

18

18

300

4

1

神連農業協
同組合寮

神奈川県健
保保養所

 〃 261

佐藤咲三

3296

20

20

クーポン

3

2

2

1

現金扱はし
ない

陽楽園

 〃 261

落合ヨリ子

2141

60

80

400

13

1

60

1

1

警視庁寮

翠芳寮

 〃 261

根本政子

2440

15

15

250

5

14

1

東京消防庁
寮

高健荘

 〃 261

山村和助

3878

30

30

300

8

14

2

高島屋健保
寮
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旅館名

所在地

代表者名
電話番号
（代表）

収
客
人
員

宿
泊
料
金

客
　
　
　
室

広
間

浴
　
　
　
室

施

設

及

び

娯

楽

設

備

備　考

一般

団体
一泊
二食

中食

休憩

和室
内
バス付

洋室
内
バス付

離れ
内
バス付
舞台付
帖
その他
帖

大風呂

家族
風呂
野天
風呂

プール

喫茶室
バー

売　店

ダンス
ホール

ピアノ

玉　突

ピンポン

テレビ

麻　雀

碁将棋

子供用
施設

清和荘

宮上394

空本なみ

2027

25

25

300

5

2

全国印刷工
業保養所

自久荘

 〃 488

橋本嘉雄

3261

15

15

650

5

2

日本火災海
上寮

静閑荘

 〃 570

山口正志

2234

40

50

540

15

2

公立学校共
済組合保養
所

東京鉄道管理局
職員 某

（ママ）
会所

 〃 535

高杉　繁

3171

70

80

350

17

1

3

小西六健保
保養所

 〃 609

鈴木なつ子

3294

33

33

150

10

1

1

清和寮

 〃 615

藤橋賢一郎

2367

25

25

250

9

1

1

横浜銀行寮
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敷島館

 〃 745

近江恒雄

2003

120

120

580

26

1
女湯1

3

私立学校教
職員共済組
合

二見荘

 〃 759

問
（ママ）

庭志一

2235

15

15

3

1

1

東京建物寮

三井健保
湯河原荘

 〃 759

中野繁子

2845

13

13

300

3

1

ときこ寮

 〃 352

2244

20

500

5

14

1

1

グリ
（ママ）

ン荘

 〃 234

室伏みよ

3584

15

500

4

1

湯河原カン
トリークラ
ブ寮

木川製菓寮

 〃 168

3643

15

500

5

1

東京都軟式
野球連盟寮

 〃 289

2051

20

500

2

16

1
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旅館名

所在地

代表者名
電話番号
（代表）

収
客
人
員

宿
泊
料
金

客
　
　
　
室

広
間

浴
　
　
　
室

施

設

及

び

娯

楽

設

備

備　考

一般

団体
一泊
二食

中食

休憩

和室
内
バス付

洋室
内
バス付

離れ
内
バス付
舞台付
帖
その他
帖

大風呂

家族
風呂
野天
風呂

プール

喫茶室
バー

売　店

ダンス
ホール

ピアノ

玉　突

ピンポン

テレビ

麻　雀

碁将棋

子供用
施設

日本検査寮

宮上148

2373

12

400

4

2

東京営林局
寮

 〃 287

2227

12

15

420

3

1

パイロツト
寮

 〃 137

4372

10

自すい

3

2

（「
昭
和
三
五
年
九
月　

基
礎
調
査
書
」
湯
河
原
町
立
図
書
館
蔵
）

原
資
料
は
横
向
き
の
表
の
た
め
見
や
す
い
よ
う
に
修
正
し
た
。

本
資
料
は
、
一
九
六
〇
（
昭
和
三
五
）
年
刊
「
基
礎
調
査
書
」

収
録
の
宿
泊
施
設
一
覧
で
あ
る
。
同
調
査
書
は
「
県
勢
要
覧
」

や
町
の
「
統
計
要
覧
」
の
欠
を
補
完
す
る
大
き
な
価
値
を
持
っ

て
お
り
、
当
時
の
基
幹
産
業
で
あ
る
観
光
を
支
え
た
宿
泊
施
設

の
体
力
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
通
読
す
れ
ば
、
旅
館
の
他
に
企

業
な
ど
の
寮
が
四
分
の
一
を
占
め
、
代
表
者
が
判
明
す
る
も
の

の
う
ち
、
三
分
の
一
が
女
性
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に

「
ホ
テ
ル
」
の
呼
称
を
持
つ
も
の
は
見
ら
れ
ず
、
洋
室
を
設
け
て

い
る
所
も
少
数
（
約
五
％
）
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
多

く
で
テ
レ
ビ
を
設
置
し
て
い
て
、
古
さ
と
新
し
さ
が
混
在
す
る
、
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高
度
経
済
成
長
期
前
夜
の
観
光
地
の
姿
が
う
か
が
え
る
。
館
内

娯
楽
施
設
の
実
態
な
ど
も
時
代
を
感
じ
さ
せ
て
興
味
深
い
。

な
お
項
目
中
「
宿
泊
料
金
」
の
単
位
は
円
を
、「
広
間
」
の
「
帖
」

は
「
畳
」
を
示
す
。

30　

観
光
旅
館
従
業
員
受
入
協
議
会
規
約

国
立
公
園
箱
根
湯
河
原
観
光
旅
館
従
業
員
受
入
協
議

会
規
約

第
一
条
（
各

（
マ
マ
）称

組
織
及
び
事
務
所
）　

こ
の
会
は
国
立
公
園
箱

根
湯
河
原
観
光
旅
館
従
業
員
受
入
協
議
会
（
以
下
協
議
会
と

称
す
）
と
称
し
、
箱
根
湯
河
原
温
泉
旅
館
組
合
員
を
も
っ
て

組
織
す
る
。
事
務
所
を
協
議
会
長
の
所
属
す
る
温
泉
旅
館
組

合
事
務
所
内
に
お
く
。
箱
根
地
区
、
湯
河
原
地
区
に
そ
れ
ぞ

れ
支
部
を
お
く
。（
以
下
支
部
と
称
す
）

第
二
条
（
目
的
）　

協
議
会
は
温
泉
旅
館
従
業
員
の
需
給
、
特

殊
性
並
び
に
重
要
性
に
鑑
み
、
公
共
職
業
安
定
所
が
行
う
旅

館
従
業
員
の
職
業
紹
介
業
務
に
協
力
し
、
こ
れ
が
充
足
を
図

り
観
光
地
の
発
展
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
従
業
員

の
福
利
厚
生
を
図
る
を

（
マ
マ
）目

的
と
す
る
。

第
三
条
（
事
業
）　

協
議
会
は
第
二
条
の
目
的
達
成
の
た
め
次

の
事
業
を
行
う
。

一　

旅
館
従
業
員
充
足
の
た
め
温
泉
旅
館
並
び
に
公
共
職
業

安
定
所
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

二　

募
集
に
関
す
る
周
知
宣
伝
活
動
の
実
施
。

三　

雇
用
条
件
、
労
働
条
件
等
の
調
整
。

四　

受
入
後
の
定
着
指
導
の
実
施
。

五　

従
業
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

六　

そ
の
他
目
的
達
成
に
必
要
な
事
項
。

第
四
条
（
役
員
及
び
任
期
）　

協
議
会
に
次
の
役
員
を
お
き
、

任
期
は
二
年
と
し
再
任
は
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
欠
員
を
生

じ
た
場
合
は
補
欠
を
選
出
し
、
そ
の
任
期
は
前
任
者
の
残
任

期
間
と
す
る
。
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会　

長　
　

一　

名

副
会
長　
　

一　

名

顧　

問　
　

若
干
名

理　

事　
　

若
干
名

監　

事　
　

二　

名

幹　

事　
　

四　

名

　

・
会
長
は
会
務
を
掌
握
し
、
副
会
長
は
会
長
を
補
佐
し
会

長
事
故
あ
る
と
き
は
会
長
の
職
務
を
代
行
す
る　

・
顧
問
は

会
長
の
詰

（
マ
マ
）問

に
応
じ
、
協
議
会
の
運
営
そ
の
他
に
つ
き
意
見

を
述
べ
る
も
の
と
す
る　

・
理
事
は
理
事
会
を
構
成
し
、
協

議
会
の
運
営
に
つ
い
て
審
議
す
る　

・
監
事
は
会
計
を
監
査

す
る　

・
幹
事
は
庶
務
に
従
事
す
る　

・
支
部
に
は
、
支
部

長
、
副
支
部
長
、
理
事
、
監
事
、
幹
事
を
お
き
支
部
の
運
営

に
当
た
る

第
五
条
（
役
員
の
選
出
）　

・
会
長
、
副
会
長
は
理
事
の
互
選

に
よ
り
選
出
す
る　

・
理
事
は
両
支
部
の
役
員
を
も
っ
て
構

成
す
る　

・
顧
問
は
小
田
原
公
共
職
業
安
定
所
長
等
学
識
経

験
者
を
委
嘱
す
る　

・
監
事
は
両
支
部
の
役
員
よ
り
各
一
名

を
選
出
す
る　

・
幹
事
は
会
長
が
指
名
す
る

第
六
条
（
会
議
及
び
招
集
）　

協
議
会
の
定
例
会
は
理
事
会
と

し
、
必
要
に
応
じ
臨
時
に
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る（

マ

幹マ
）

事
会

は
、
必
要
の
都
度
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
理
事
会
、
幹

事
会
は
会
長
が
こ
れ
を
招
集
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
（
経
費
及
び
会
費
）　

協
議
会
の
運
営
に
必
要
な
経
費

は
受
入
分
担
金
及
び
補
助
金
等
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。

第
八
条
（
会
計
年
度
）　

協
議
会
の
会
計
年
度
は
毎
年
四
月
一

日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
（
規
約
変
更
）　

協
議
会
の
規
約
は
理
事
会
の
三
分
の

二
以
上
賛
成
が
あ
れ
ば
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
則　

こ
の
規
約
は
昭
和
四
三
年
四
月
一
日
よ
り
実
施
す
る
。

（「
従
業
員
受
入
協
議
会
」
湯
河
原
温
泉
旅
館
協
同
組
合
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。
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高
度
経
済
成
長
は
労
働
力
需
要
を
急
激
に
押
し
上
げ
、
労
働

者
が
都
市
部
に
集
中
す
る
現
象
を
も
た
ら
し
た
。
ま
た
大
手
企

業
の
整
っ
た
賃
金
や
福
利
厚
生
の
水
準
に
比
べ
、
観
光
従
業
者

の
条
件
整
備
は
立
ち
遅
れ
て
お
り
、
人
手
不
足
が
深
刻
化
し
た
。

湯
河
原
と
箱
根
は
競
合
関
係
に
は
あ
っ
た
が
危
機
意
識
を
共
有

し
、
一
九
六
〇
（
昭
和
三
五
）
年
五
月
に
協
議
会
を
発
足
さ
せ
、

小
田
原
公
共
職
業
安
定
所
と
も
連
携
し
て
旅
館
従
業
員
の
確
保

に
向
け
て
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。

31　

一
座
敷
（
二
時
間
制
）
三
千
円
に

一
座
敷
（
二
時
間
制
）
三
千
円
に　

組
合
費
を
廃
止
し
一
時
間
百
円
拠
出　

湯
河
原
で
玉
代
改
訂　
『
伝
票
制
度
』
を
採
用

【
湯
河
原
】
四
月
一
日
か
ら
湯
河
原
温
泉
（
泉
を
含
む
）
の
玉

代
が
改
訂
さ
れ
た
。

約
二
カ
月
近
か

（
マ
マ
）く

各
旅
館
組
合
と
話
し
合
つ
た
結
果
、
新
玉
代

は
一
座
敷
（
二
時
間
）
三
千
円
、
以
後
一
時
間
毎
に
千
五
百
円

と
な
つ
た
。

こ
の
う
ち
一
時
間
あ
た
り
旅
館
へ
の
手
数
料
は
三
百
円
で
、
芸

妓
手
取
り
は
千
二
百
円
。

こ
の
改
訂
に
伴
な

（
マ
マ
）い

芸
妓
屋
組
合
（
大
川
直
俊
組
合
長
）
で
は

総
会
を
開
き
、
従
来
の
組
合
員
四
千
円
で
は
運
営
が
不
可
能
な

こ
と
と
、
大
巾
な
値
上
げ
は
地
方
さ
ん
た
ち
に
影
響
が
多
い
こ

と
か
ら
、
沢
山
働
ら

（
マ
マ
）く

人
が
多
く
出
そ
う
と
従
来
の
組
合
費
制

度
を
廃
止
し
、
運
営
費
、
芸
能
費
、
観
光
協
力
費
と
し
て
八
十

円
、
納
税
組
合
費
と
し
て
二
十
円
、
計
百
円
（
一
時
間
当
り
）

を
出
し
て
も
ら
う
こ
と
と
な
つ
た
。

ま
た
、
旅
館
へ
の
集
金
は
各
置
屋
や
芸
妓
が
し
て
い
た
が
、
一

回
で
済
ま
ず
二
～
三
回
も
早
起
き
し
て
集
金
に
い
く
な
ど
し
て

い
た
の
を
止
め
、
伝
票
制
に
し
て
組
合
が
一
括
集
金
す
る
シ
ス

テ
ム
と
な
つ
た
。

な
お
、
予
約
料
二
百
円
は
そ
の
ま
ま
。
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（「
東
海
民
報
」
昭
和
四
四
年
四
月
三
日
付
）

　

宴
席
に
芸
妓
を
呼
ん
で
遊
興
す
る
場
合
の
費
用
（
玉
代
）

の
改
訂
に
関
す
る
報
道
で
あ
る
。
文
中
の
「
地
方
」（
じ
か
た
）

は
、
音
曲
の
演
奏
を
受
け
持
つ
人
を
指
す
。

32　

宿
泊
客
の
災
害
保
険
も　

湯
河
原
町
で
画
期
的
な
新
制
度

宿
泊
客
の
災
害
保
険
も　

湯
河
原
町
で
画
期
的
な
新

制
度　

一
月
か
ら
人
湯
税
値
上
げ
で
還
元

湯
河
原
町
で
は
一
月
一
日
か
ら
既
報
の
よ
う
に
入
湯
税
を
値

上
げ
す
る
方
針
だ
が
、
そ
れ
に
伴
な（

マ
マ
）う

還
元
事
業
の
中
で
注
目

さ
れ
る
の
が
新
ら

（
マ
マ
）し

く
発
足
さ
せ
る
「
宿
泊
客
災
害
補
償
保
険

制
度
」

こ
の
制
度
は
、
湯
河
原
温
泉
に
宿
泊
し
た
観
光
客
が
火
災
な

ど
の
原
因
に
よ
り
被
災
し
た
と
き
、
旅
館
や
寮
が
被
災
者
に
災

害
補
償
を
す
る
と
き
の
一
部
を
救
済
す
る
の
が
事
業
目
的
。

町
と
観
光
協
会
、
旅
館
組
合
、
旅
館
協
同
組
合
、
浜
湯
河
原

旅
組
、
寮
保
養
所
組
合
の
六
者
か
ら
選
出
さ
れ
た
代
表
十
五
名

（
町
五
名
、
各
団
体
各
二
名
）
で
組
織
し
、
基
金
は
入
湯
税
の

増
収
分
の
中
か
ら
一
人
に
つ
き
四
円
五
十
銭
を
町
が
補
助
、
保

険
会
社
と
契
約
し
て
、
火
災
で
の
死
亡
者
一
人
に
つ
き
三
百
万

円
を
最
高
額
と
し
て
被
災
者
に
支
払
う
。
似
た
よ
う
な
方
法
と

し
て
箱
根
地
区
の
「
旅
館
災
害
補
償
傷
害
保
険
」
が
あ
る
が
、

全
国
で
も
画
期
的
な
も
の
と
言
え
る
。

こ
の
保
険
制
度
に
つ
い
て
は
入
湯
税
値
上
げ
実
施
の
一
月
か

ら
同
時
に
発
効
す
る
よ
う
に
し
た
い
意
向
で
あ
る
。

（「
東
海
民
報
」
昭
和
四
六
年
一
二
月
七
日
付
）

火
災
は
観
光
地
の
重
大
な
脅
威
で
あ
る
。
昭
和
四
〇
年
代
に

兵
庫
県
有
馬
温
泉
な
ど
で
大
火
災
が
発
生
し
、
神
奈
川
県
も
防

災
設
備
充
実
の
た
め
の
融
資
を
開
始
し
た
。
町
で
は
入
湯
税
引

き
上
げ
に
伴
う
収
益
の
還
元
事
業
と
し
て
宿
泊
客
へ
の
補
償
制

度
を
導
入
し
た
。
宿
泊
客
災
害
補
償
組
合
を
組
織
し
、
爆
発
や

館
内
で
の
転
倒
事
故
な
ど
へ
の
補
償
も
配
慮
し
た
内
容
で
あ
る
。
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同
組
合
は
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
ま
で
継
続
し
て
活
動
し
た

よ
う
で
あ
る
。

33　

若
葉
会
ア
ン
ケ
ー
ト

①　

旅
組
の
一
本
化
は
必
要

旅
組
の
一
本
化
は
必
要　

町
の
観
光
政
策
に
批
判
的　

興
味
あ
る
百
の
ア
ン
ケ
ー
ト

湯
河
原
温
泉
の
旅
館
若
手
経
営（

マ
マ
）の

集
い
で
あ
る
若
葉
会
（
高

橋
実
会
長
）
で
は
、
こ
の
ほ
ど
「
旅
館
業
界
ア
ン
ケ
ー
ト
一
〇

〇
」
を
町
内
の
各
旅
館
に
配
布
し
た
が
、
九
十
四
旅
館
の
う
ち

九
十
軒
が
回
答
を
寄
せ
、
そ
の
集
計
が
十
日
、
十
一
日
の
両
日

に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
た
。

回
答
率
が
九
五
％
を
上
ま
わ
る
好
成
績
だ
っ
た
の
は
、
こ
の

種
の
企
画
が
始

（
マ
マ
）め

て
だ
っ
た
こ
と
や
、
経
営
不
振
か
ら
く
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

回
答
内
容
を
み
る
と
、
な
か
な
か
興
味
の
も
た
れ
る
も
の
が

多
い
。

か
な
り
意
欲
的
な
面
も
み
ら
れ
る
一
面
、
特（

マ
来マ

）に
大
き
な
期

待
が
み
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
も
注
目
さ
れ
る
。

「
ア
ン
ケ
ー
ト
一
〇
〇
」
に
つ
い
て
は
、
十
三
日
付
か
ら
連

載
す
る
が
、
そ
の
主
な
一
部
の
傾
向
を
み
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に

な
る
（
集
計
途
中
で
の
も
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
一
部
変
更

こ（
マ
マ
）と

も
考
え
ら
れ
る
）

①
宿
泊
人
員
は
過
去
数
年
間
増
加
の
傾
向
に
あ
る
か
の
問
に

対
し
て
＝
減
少
し
た
が
最
も
多
い
。

②
土
曜
日
は
ほ
と
ん
ど
の
月
が
満
員
に
な
る
か
に
対
し
、
な

る
、
な
ら
な
い
が
半
分
半
分
で
「
土
曜
旅
館
」
の
名
す
ら
、
ぐ

ら
つ
く
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

③
宿
泊
料
金
を
み
る
と
、
五
千
円
込
々
か
ら
七
千
五
百
円

込
々
が
最
も
多
く
、
五
千
円
込
々
未
満
が
こ
れ
に
つ
い
で
い
る
。

④
料
理
原
価
は
宿
泊
料
に
対
し
て
何
％
か
け
て
い
る
か
に
対
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し
、
三
一
％
以
上
と
い
う
の
が
か
な
り
多
い
。

⑤
町
内
の
業
者
の
仕
入
価
格
に
つ
い
て
は
、
高
い
と
い
う

答（
え
）が

圧
倒
的
に
多
く
、
更
に
⑥
主
に
何
処
で
仕
入
れ
る
か
に
つ

い
て
、
地
元
湯
河
原
で
の
答（

え
）が

一
番
多
い
の
も
興
味
深
い
。

⑦
も
し
、
寮
に
の
話
が（

マ
マ
）っ

た
ら
ど
う
す
る
か
と
い
う
の
に
対

し
、
一
割
近
か

（
マ
マ
）く

が
、
す
る
と
答
え
て
い
る
。

⑧
こ
れ
は
、
問
96
に
み
ら
れ
る
「
旅
館
の
将
来
に
つ
い
て
の

評
価
」
で
「
成
長
産
業
で
は
な
い
」
の
答（

え
）が

多
い
の
に
結
び
つ

き
、
更
に
問
95
の
「
子
息
が
旅
館
を
つ
ぐ
と
い
わ
れ
た
ら
継
せ

ま
す
か
」
に
対
し
、
継
せ
た
く
な
い
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
が
多

数
を
占
め
る
こ
と
に
結
び
つ
い
て
く
る
。

ま
た
観
光
協
会
に
対
す
る
認
識
を
見
る
と
、
五
十
年
度
の
予

算
を
知
ら
な
い
も
の
が
半
数
以
上
で
あ
り
、
問
51
で
「
も
っ
と

宣
伝
す
べ
き
だ
」
が
圧
倒
的
に
多
い
の
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
、
問

54
の
「
会
費
に
つ
い
て
」
現
会
費
を
適
当
と
、
値
上
げ
に
は
消

極
的
で
あ
る
。

ま
た
、
町
の
補
助
金
に
対
す
る
問
53
や
入
湯
税
の
還
元
問
65

や
町
の
観
光
行
政
に
対
す
る
姿
勢
問
62
を
み
る
と
、
多
く
の
人

は
「
町
の
観
光
行
政
は
消
極
的
だ
」
と
の
答
え
が
三
問
か
ら
出

さ
れ
て
い
る
。

問
91
か
ら
94
ま
で
の
「
夢
の
湯
河
原
温
泉
」
に
つ
い
て
み
る

と
、
城
山
ま
で
の
ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー
、
駅
か
ら
温
泉
場
ま
で
の
モ

ノ
レ
ー
ル
が
強
く
要
望
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
温
泉
場
地
区
に
駐
車
場
を
の
声
も
圧
倒
的
に
多
い
。

更
に
、
最
近
最
も
関
心
の
高
ま
っ
て
き
た
「
寮
保
養
所
」
に

つ
い
て
は
「
多
す
ぎ
る
の
で
規
制
す
べ
き
だ
」
の
声
が
一
位
を

占
め
て
い
る
、
毎
年
三
月
に
行
わ
れ
る
「
椿
ま
つ
り
」
に
つ
い

て
、
多
く
が
現
状
に
批
判
的
で
「
関
係
な
い
」「
新
企
画
を
」

の
声
が
圧
倒
的
な
声
と
な
る
。

一
般
町
民
や
施
政
者
か
ら
も
強
い
批
判
が
で
て
い
る
旅
館
団

体
の
組
織
に
つ
い
て
も
、
問
45
で
「
二
つ
あ
る
こ
と
は
よ
く
な

い
こ
と
だ
」
と
い
う
の
が
圧
倒
的
な
声
と
な
り
、
問
46
の
「
一
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本
化
の
必
要
」
に
つ
い
て
も
「
こ
れ
か
ら
の
湯
河
原
の
将
来
の

為
に
は
是
非
必
要
だ
」
が
圧
倒
的
な
回
答
と
な
っ
て
い
る
。

（「
東
海
日
報
」
昭
和
五
〇
年
一
一
月
一
二
日
付
）

②　

七
千
円
込
々
以
下
が
六
五
％
に

七
千
円
込
々
以
下
が
65
％
に　

旅
館
一
〇
〇
の
ア
ン

ケ
ー
ト　

直
接
申
込
み
が
ほ
と
ん
ど

湯
河
原
温
泉
、
若
葉
会
（
高
橋
実
会
長
）
が
実
施
し
た
「
旅

館
業
界
ア
ン
ケ
ー
ト
一
〇
〇
」
に
つ
い
て
昨
報
の
と
お
り
で
あ

る
が
、
各
項
目
の
票
な
ら
び
に
パ
ー
セ
ン
ト
が
ま
と
ま
っ
た
。

全
体
的
に
悲
観
的
な
見
方
が
強
い
が
、
自
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
に

応
じ
た
旅
館
の
人
た
ち
や
一
般
の
人
た
ち
は
、
こ
の
結
果
を
ど

う
受
け
と
め
る
か
興
味
深
い
。

ア
ン
ケ
ー
ト
を
配
布
し
た
旅
館
は
九
十
四
軒
で
、
回
答
は
八

十
七
軒
で
、
九
十
三
％
の
回
収
率
と
好
成
績
だ
が
、
回
答
の
中

に
は
一
項
毎
に
筆
を
加
え
た
熱
心
な
人
も
い
る
反
面
、
内
容
的

に
首
を
か
し
げ
る
む
き
も
み
ら
れ
た
。

と
も
か
く
悪

（
マ
マ
）期

的
な
こ
こ
ろ
み
で
あ
り
、
町
政
担
当
者
ら
も

そ
の
結
果
を
注
目
し
て
い
る
。

結
果
つ
ぎ
の
と
お
り
。

問
一
＝
貴
館
の
宿
泊
人
員
は
過
去
数
年
間
、
増
加
の
傾
向
に

あ
り
ま
す
か
？

⑴
増
加
＝
一
七
票
、
一
八
・
三
％

⑵
減
少
＝
四
一
票
、
四
七
・
一
％

⑶
変
々

（
マ
マ
）な

い
＝
二
四
票
、
二
七
・
三
％

▽
そ
の
他
＝
六
票
、
七
・
一
％

問
二
＝
貴
館
で
は
土
曜
日
は
ほ
と
ん
ど
の
月
が
満
員
に
な
り

ま
す
か
？

⑴
な
る
＝
四
五
票
、
五
一
・
七
％

⑵
な
ら
な
い
＝
三
六
票
、
四
一
・
三
％

▽
そ
の
他
＝
六
票
、
七
％
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問
三
＝
貴
館
で
は
来
客
の
予
約
に
つ
い
て
ど
ち
ら
が
多
い
で

す
か
？

⑴
直
接
申
込
み
＝
七
三
票
、
八
三
・
九
％

⑵
旅
行
業
者
＝
八
票
、
九
・
一
％

▽
そ
の
他
＝
六
票
、
七
％

問
四
＝
貴
館
の
宿
泊
料
金
は
現
在
の
物
価
高
に
見
合
せ
て
適

当
だ
と
思
い
ま
す
か
？

⑴
高
い
＝
〇
票
、
〇
％

⑵
普
通
＝
三
八
票
、
四
三
・
七
％

⑶
安
い
＝
四
四
票
、
五
〇
・
五
％

▽
そ
の
他
＝
五
票
、
五
・
八
％

問
五
＝
貴
館
で
は
次
の
ど
の
宿
泊
料
金
（
一
泊
二
食
付
）
が

多
い
で
す
か
？

⑴
五
千
円
込
々
＝
二
〇
票
、
二
二
・
九
％

⑵
五
千
円
込
々
～
七
千
五
百
円
込
々
＝
三
六
票
、
四
一
・

四
％

⑶
七
千
五
百
円
込
々
～
一
万
円
込
々
＝
二
二
票
、
二
五
・

三
％⑷

一
万
円
込
々
以
上
＝
四
票
、
四
・
五
％

▽
そ
の
他
＝
五
票
、
五
・
九
％

問
六
＝
貴
館
で
は
団
体
客
な
ら
ば
四
千
円
込
々
で
も
受
け
ら

れ
ま
す
か
？

⑴
受
け
る
＝
三
〇
票
、
三
四
・
五
％

⑵
受
け
な
い
＝
二
七
票
、
三
一
％

⑶
平
日
な
ら
受
け
る
＝
二
四
票
、
二
七
・
五
％

▽
そ
の
他
＝
六
栗

（
マ
マ
）



、
七
％

問
七
＝
湯
河
原
温
泉
だ
け
の
最
低
宿
泊
料
金
を
申
し
合
せ
る

必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
？

⑴
必
要
＝
二
五
票
、
二
八
・
七
％

⑵
不
必
要
＝
五
七
票
、
六
五
・
五
％

▽
そ
の
他
＝
五
栗

（
マ
マ
）、

五
・
八
％

問
八
＝
貴
館
で
は
込
々
料
金
の
時
、
原
則
と
し
て
、
入
湯
料
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入
湯
税
を
含
み
ま
す
か
？

⑴
入
湯
料
、
入
湯
税
共
に
含
む
＝
五
三
票
、
六
〇
・
九
％

⑵
入
湯
料
の
み
含
む
＝
九
票
、
一
〇
・
三
％

⑶
入
湯
税
の
み
含
む
＝
一
票
、
一
・
一
％

⑷
入
湯
料
、
入
湯
税
共
に
別
＝
一
八
票
、
二
〇
・
六
％

▽
そ
の
他
＝
六
票
、
七
・
一
％

問
九
＝
貴
館
で
は
小
物
料
を
取
っ
て
お
り
ま
す
か
？

⑴
取
っ
て
い
る
＝
六
票
、
六
・
八
％

⑵
取
っ
て
い
な
い
＝
六
七
票
、
七
七
・
〇
％

⑶
取
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
取
ら
な
い
場
合
も
あ
る
＝
八
票
、

九
・
一
％

▽
そ
の
他
＝
六
票
、
七
・
一
％

問
十
＝
貴
館
で
は
、
今
後
は
小
物
料
を
取
り
た
い
と
思
い
ま

す
か
？

⑴
組
合
で
決
ま
れ
ば
取
り
た
い
＝
三
三
栗

（
マ
マ
）、

三
六
・
八
％

⑵
ど
ち
ら
で
も
よ
い
＝
一
九
票
、
二
一
・
八
％

⑶
組
合
で
決
め
て
も
取
り
た
く
な
い
＝
二
七
票
、
三
一
％

▽
そ
の
他
＝
九
票
、
一
〇
・
四
％

料
理
原
価
が
多
い　

名
所
を
知
ら
ぬ
が
41
％
も

問
十
一
＝
貴
館
で
は
朝
食
を
ど
の
よ
う
に
出
し
て
い
ま
す

か
？⑴

食
堂
に
出
し
て
い
る
＝
〇

⑵
客
室
又
は
宴
会
場
に
出
し
て
い
る
＝
八
二
票
、
九
四
・

二
％▽

そ
の
他
＝
五
票
、
五
・
八
％

問
十
二
＝
貴
館
で
は
料
理
原
価
は
宿
泊
料
に
対
し
て
何
％
か

け
て
い
ま
す
か
？

⑴
25
％
以
下
＝
八
票
、
九
・
一
％

⑵
26
％
以
上
、
30
％
未
満
＝
四
三
票
、
四
九
・
四
％

⑶
三（

マ
マ
）一

％
以
上
＝
三
〇
票
、
三
四
・
五
％

▽
そ
の
他
＝
六
票
、
七
％

問
十
三
＝
町
内
の
業
者
よ
り
の
仕
入
価
格
に
つ
い
て
ど
う
お
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考
え
で
す
か
？

⑴
高
い
と
思
う
＝
五
四
票
、
六
二
・
〇
％

⑵
安
い
と
思
う
＝
二
票
、
二
・
二
％

⑶
普
通
＝
二
四
票
、
二
七
・
五
％

▽
そ
の
他
＝
七
票
、
八
・
三
％

問
十
四
＝
貴
館
で
は
協
同
組
合
の
冷
凍
庫
を
利
用
し
て
い
ま

す
か
？

⑴
利
用
し
て
い
る
＝
一
四
票
、
一
六
・
〇
％

⑵
利
用
し
て
い
な
い
＝
五
七
票
、
六
五
・
五
％

⑶
た
ま
に
利
用
す
る
＝
一
〇
票
、
一
一
・
四
％

▽
そ
の
他
＝
六
票
、
七
・
一
％

問
十
五
＝
貴
館
で
は
下
記
の
料
理
材
料
を
主
に
何
処
で
仕
入

れ
て
お
り
ま
す
か
？

Ａ
＝
町
内
で
仕
入
れ
て
い
る

⑴
魚
貝
類
＝
六
十

（
マ
マ
）七　

　
　

⑵
野
菜
類
＝
七
六

⑶
精
肉
類
＝
七
九　
　
　
　

⑷
酒
類
＝
六
四

⑸
調
味
料
＝
六
二

Ｂ
＝
町
以
外
か
ら
仕
入
れ
て
い
る

⑴
魚
貝
類
＝
二
五　
　

⑵
野
菜
類
＝
八

⑶
精
肉
類
＝
七　
　
　

⑷
酒
類
＝
二
二

⑸
調
味
料
＝
二
一

問
十
六
＝
貴
館
で
は
宿
泊
客
が
ゴ
ル
フ
場
を
予
約
す
る
時
、

す
ぐ
と
れ
ま
す
か
？

⑴
す
ぐ
と
れ
る
＝
一
九
票
、
二
一
・
八
％

⑵
な
か
な
か
と
れ
な
い
＝
四
六
票
、
五
二
・
八
％

▽
そ
の
他
＝
二
二
票
、
二
五
・
四
％

又
、
ど
の
方
面
の
ゴ
ル
フ
場
が
多
い
で
す
か
？

⑴
湯
河
原
＝
四
三
票
、
四
九
・
四
％

⑵
箱
根
方
面
＝
二
一
票
、
二
四
・
一
％

⑶
そ
の
他
＝
七
票
、
八
％

▽
そ
の
他
＝
一
六
票
、
一
八
・
五
％

問
十
七
＝
貴
館
の
従
業
員
は
湯
河
原
の
名
所
旧
蹟
を
知
っ
て
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い
ま
す
か
？

⑴
知
っ
て
い
て
、
客
に
話
す
こ
と
が
で
き
る
＝
四
二
票
、
四

八
・
三
％

⑵
あ
ま
り
知
ら
な
い
＝
四
一
票
、
四
七
・
一
％

▽
そ
の
他
＝
四
票
、
四
・
六
％
（
以
下
つ
づ
く
）

（「
東
海
日
報
」
昭
和
五
〇
年
一
一
月
一
三
日
付
）

③　

保
養
所
に
売
り
ま
す
か

保
養
所
に
売
り
ま
す
か　

従
業
員
の
福
祉
対
策
は　

ア
ン
ケ
ー
ト
を
見
る
②

問
十
八
＝
貴
館
に
お
い
て
今
後
の
経
営
方
針
は
ど
の
よ
う
な

考
え
を
持
っ
て
い
ま
す
か
？

⑴
設
備
を
良
く
し
積
極
的
に
進
め
る
＝
四
五
票
、
五
一
・

七
％⑵

こ
の
ま
ゝ
で
行
く
＝
三
一
票
、
三
五
・
六
％

⑶
良
い
買
い
手
が
つ
け
ば
売
り
た
い
＝
七
票
、
八
％

▽
そ
の
他
＝
四
票
、
四
・
七
％

問
十
九
＝
も
し
、
寮
保
養
所
に
す
る
話
が
あ
っ
た
ら
貴
館
で

は
ど
う
さ
れ
ま
す
か
？

⑴
す
ぐ
に
寮
保
養
所
に
す
る
＝
八
票
、
九
・
一
％

⑵
絶
対
に
し
な
い
＝
四
二
票
、
四
八
・
三
％

⑶
わ
か
ら
な
い
＝
二
七
票
、
三
一
・
〇
％

▽
そ
の
他
＝
一
〇
票
、
一
一
・
六
％

問
二
十
＝
貴
館
で
は
、
接
客
サ
ー
ビ
ス
は
原
則
と
し
て
、
何

時
ま
で
で
す
か
？

⑴
夜
十
時
＝
三
八
軒
、
四
三
・
七
％

⑵
夜
十
時
半
＝
一
九
票
、
二
一
・
八
％

⑶
夜
十
一
時
＝
二
六
票
＝

（
マ
マ
）二

九
・
九
％

▽
そ
の
他
＝
四
票
、
四
・
六
％

問
二
十
一
＝
貴
館
の
座
敷
係
は
着
物
で
す
か
？
洋
服
で
す

か
？
（
夏
期
は
除
く
）
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⑴
朝
、
夕
共
に
着
物
＝
三
四
票
、
三
九
・
一
％

⑵
朝
は
洋
服
、
夕
は
着
物
＝
三
四
票
、
三
九
・
一
％

⑶
朝
、
夕
共
に
洋
服
＝
一
三
票
、
一
四
・
九
％

▽
そ
の
他
＝
六
票
、
六
・
九
％

問
二
十
二
＝
貴
館
で
は
現
在
従
業
員
が
足
り
て
い
ま
す
か
？

⑴
足
り
て
い
る
＝
二
九
票
、
三
三
・
三
％

⑵
不
足
し
て
い
る
＝
四
九
票
、
五
六
・
三
％

▽
そ
の
他
＝
九
票
、
一
〇
・
四
％

問
二
十
三
＝
従
業
員
の
不
足
し
て
い
る
職
場
は
貴
館
で
は
、

ど
の
部
門
で
す
か
？

⑴
座
敷
係
＝
四
九
票
、
五
六
・
三
％

⑵
調
理
場
関
係
＝
一
三
票
、
一
四
・
九
％

⑶
フ
ロ
ン
ト
、
営
業
係
＝
九
票
、
一
〇
・
三
％

⑷
そ
の
他
＝
四
票
、
四
・
五
％

▽
そ
の
他
＝
一
二
票
、
一
四
・
〇
％

問
二
十
四
＝
貴
館
で
の
従
業
員
の
休
日
に
つ
い
て

⑴
一
ヵ
月
に
四
日
＝
四
五
票
、
五
一
・
七
％

⑵
一
ヵ
月
に
五
日
＝
二
五
票
、
二
八
・
七
％

⑶
一
ヵ
月
に
六
日
＝
六
票
、
六
・
八
％

▽
そ
の
他
＝
一
一
票
、
一
二
・
八
％

問
二
十
五
＝
貴
館
で
は
有
給
休
暇
を
出
し
て
い
ま
す
か
？

⑴
出
し
て
い
る
＝
三
九
票
、
四
四
・
八
％

⑵
出
し
て
い
な
い
＝
三
三
票
、
三
七
・
九
％

▽
そ
の
他
＝
一
五
票
、
一
七
・
三
％

問
二
十
六
＝
貴
館
で
は
従
業
員
の
寮
の
設
備
が
あ
り
ま
す

か
？⑴

あ
る
＝
三
三
票
、
三
七
・
九
％

⑵
な
い
＝
四
一
票
、
四
七
・
一
％

▽
そ
の
他
＝
一
三
票
、
一
五
・
〇
％

問
二
十
七
＝
貴
館
で
は
従
業
員
の
寮
を
作
り
た
い
と
お
考
え

で
す
か
？

⑴
つ
く
り
た
い
＝
三
六
票
、
四
一
・
四
％
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⑵
作
り
た
く
な
い
＝
二
八
票
、
三
二
・
二
％

▽
そ
の
他
＝
二
三
票
、
二
六
・
四
％

問
二
十
八
＝
貴
館
で
は
、
従
業
員
の
慰
安
旅
行
を
行
っ
て
い

ま
す
か
？

⑴
行
っ
て
い
る
＝
五
六
票
、
六
四
・
三
％

⑵
行
っ
て
い
な
い
＝
一
九
票
、
二
一
・
八
％

▽
そ
の
他
＝
一
二
票
、
一
三
・
九
％

問
二
十
九
＝
貴
館
で
は
従
業
員
の
ボ
ー
ナ
ス
は
、
ど
う
さ
れ

て
い
ま
す
か
？

⑴
出
し
て
い
な
い
＝
九
票
、
一
〇
・
三
％

⑵
年
一
回
出
し
て
い
る
＝
五
票
、
五
・
七
％

⑶
年
二
回
出
し
て
い
る
＝
六
〇
票
＝

（
マ
マ
）六

八
・
九
％

▽
そ
の
他
＝
一
三
票
、
一
五
・
一
％

問
三
十
＝
貴
館
に
お
い
て
従
業
員
の
在
職
一
年
以
上
勤
務
者

の
退
職
金
は
ど
の
様
に
し
て
い
ま
す
か
？

⑴
組
合
の
規
定
で
出
す
＝
三
二
票
、
三
六
・
八
％

⑵
独
自
の
方
法
で
出
す
＝
四
〇
票
、
四
六
・
〇
％

⑶
現
在
出
し
て
い
な
い
＝
二
票
、
二
・
二
％

▽
そ
の
他
＝
一
三
票
、
一
五
・
〇
％

問
三
十
一
＝
従
業
員
保
険
に
つ
い
て
、
貴
館
で
は
社
会
保
険

に
加
入
し
て
い
ま
す
か
？

⑴
加
入
し
て
い
る
＝
二
五
票
、
二
八
・
七
％

⑵
加
入
し
て
い
な
い
＝
四
八
票
、
五
五
・
一
％

▽
そ
の
他
＝
一
四
票
、
一
六
・
二
％
（
つ
づ
く
）

（「
東
海
日
報
」
昭
和
五
〇
年
一
一
月
一
四
日
付
）

④　

芸
妓
や
マ
ッ
サ
ー
ジ
料
金
な
ど

芸
妓
や
マ
料
金
な
ど　

二
時
間
制
は
賛
否
相
半
ば　

駐
車
場
を
増
し
て

問
三
十
二
＝
貴
館
の
特
色
と
し
て
の
商
品
は
？

⑴
環
境
＝
三
一
（
マ
マ
）
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⑵
施
設
＝
一
二
（
マ
マ
）

⑶
料
理
＝
五
四
（
マ
マ
）

⑷
サ
ー
ビ
ス
＝
三
四
（
マ
マ
）

⑸
そ
の
他
＝
七
（
マ
マ
）

問
三
十
三
＝
貴
館
で
は
駐
車
場
が
あ
り
ま
す
か
？

⑴
あ
る
＝
六
八
票
、
七
八
・
一
％

⑵
な
い
＝
一
四
票
、
一
六
％

▽
そ
の
他
＝
五

（
マ
マ
）、

五
・
九
％

問
三
十
四
＝
貴
館
で
は
駐
車
場
に
困
っ
て
い
ま
す
か
？

⑴
困
っ
て
い
る
＝
二
四
票
、
二
七
・
五
％

⑵
困
っ
て
い
な
い
＝
五
二
票
、
五
九
・
七
％

▽
そ
の
他
＝
一
一
票
、
一
二
・
八
％

問
三
十
五
＝
貴
館
の
駐
車
場
に
て
駐
車
料
金
を
取
っ
て
い
ま

す
か
？

⑴
取
っ
て
い
る
＝
六
票
、
六
・
八
％

⑵
取
っ
て
い
な
い
＝
六
八
票
、
七
八
・
一
％

▽
そ
の
他
＝
一
三
票
、
一
五
・
一
％

問
三
十
六
＝
水
質
汚
濁
防
止
法
の
施
行
に
よ
り
終
末
処
理
装

置
の
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
が
、
貴
館
で
は
ど
う
考
え

て
お
ら
れ
ま
す
か
？

⑴
自
己
設
置
す
る
予
定
で
あ
る
＝
七
票
、
八
・
〇
％

⑵
自
己
設
置
す
る
予
定
が
な
い
の
で
町
の
終
末
処
理
場
が
で

き
る
ま
で
持
っ

（
マ
マ
）＝

六
三
票
、
七
二
、

（
マ
マ
）四

％

▽
そ
の
他
＝
一
七
票
、
一
九
・
六
％

問
三
十
七
＝
貴
館
で
は
冷
暖
房
費
を
取
っ
て
い
ま
す
か
？

⑴
取
っ
て
い
る
＝
四
票
、
四
・
五
％

⑵
取
っ
て
い
な
い
＝
六
九
票
、
七
九
・
三
％

⑶
暖
房
費
の
み
取
っ
て
い
る
＝
九
票
、
一
〇
・
三
％

⑷
冷
房
費
の
み
取
っ
て
い
る
＝
〇
票
、
〇
％

▽
そ
の
他
＝
五
票
、
五
・
九
％

問
三
十
八
＝
平
日
の
芸
妓
の
予
約
に
つ
い
て

⑴
希
望
通
り
と
れ
る
＝
三
一
票
、
三
五
・
六
％



99

第二節　温泉経営の実相

⑵
と
れ
な
い
場
合
も
あ
る
＝
三
九
票
、
四
四
・
八
％

⑶
全
く
と
れ
な
い
＝
四
票
、
四
・
五
％

▽
そ
の
他
＝
一
三
票
、
一
五
・
一
％

問
三
十
九
＝
土
・
日
曜
日
・
祝
日
の
芸
妓
の
予
約
に
つ
い
て

⑴
希
望
通
り
と
れ
る
＝
二
票
、
二
・
二
％

⑵
と
れ
な
い
場
合
も
あ
る
＝
六
三
票
、
七
二
・
四
％

⑶
全
く
と
れ
な
い
＝
二
〇
票
、
二
二
・
四
％

▽
そ
の
他
＝
二
票
、
二
・
五
％

問
四
十
＝
芸
妓
の
予
約
に
つ
い
て
ど
う
考
え
ま
す
か
？

⑴
現
在
の
ま
ま
で
良
い
＝
三
六
票
、
四
一
・
四
％

⑵
全
て
見
番
経
由
に
す
べ
き
で
あ
る
＝
三
四
票
、
三
九
・

一
％▽

そ
の
他
＝
一
七
票
、
一
九
・
五
％

問
四
十
一
＝
芸
妓
の
花
代
に
つ
い
て

⑴
高
す
ぎ
る
＝
二
三
票
、
二
六
・
四
％

⑵
普
通
＝
五
〇
票
、
五
七
・
四
％

⑶
安
い
＝
一
票
、
一
・
一
％

▽
そ
の
他
＝
一
三
票
、
一
五
・
一
％

問
四
十
二
＝
芸
妓
の
時
間
（
一
座
敷
）
に
つ
い
て

⑴
今
ま
で
通
り
二
時
間
で
よ
い
＝
三
八
票
、
四
三
・
七
％

⑵
一
時
間
三
十
分
に
改
正
す
べ
き
で
あ
る
＝
三
四
票
、
三

九
・
一
％

▽
そ
の
他
＝
一
五
票
、
一
七
・
二
％

問
四
十
三
＝
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
手
配
に
つ
い
て

⑴
希
望
通
り
取
れ
て
い
る
＝
二
二
票
、
二
五
・
三
％

⑵
希
望
通
り
取
れ
な
い
＝
一
七
票
、
一
九
・
五
％

⑶
希
望
通
り
取
れ
な
い
場
合
も
あ
る
＝
四
四
票
、
五
〇
・

五
％▽

そ
の
他
＝
四
票
、
四
・
七
％

問
四
十
四
＝
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
治
療
時
間
に
つ
い
て

⑴
長
す
ぎ
る
＝
二
票
、
二
・
二
％

⑵
普
通
＝
六
〇
票
、
六
八
・
九
％
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⑶
短
か
す
ぎ
る
＝
二
〇
票
、
二
二
・
九
％

▽
そ
の
他
＝
五
票
、
六
％

組
合
の
一
本
化
を　

合
同
旅
行
は
好
か
っ
た

問
四
十
五
＝
現
在
旅
館
組
合
と
族

（
マ
マ
）館

協
同
組
合
の
二
つ
あ
り

ま
す
が
、
貴
方
は
？

⑴
良
い
こ
と
で
あ
る
＝
五
票
、
五
・
七
％

⑵
良
く
な
い
こ
と
で
あ
る
＝
五
二
票
、
五
九
・
七
％

⑶
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
＝
二
七
票
、
三
一
・
〇
％

▽
そ
の
他
＝
三
票
、
三
・
六
％

問
四
十
六
＝
旅
館
組
合
と
協
同
組
合
に
つ
い
て
一
本
化
す
る

必
要
が
あ
る
と
お
考
え
で
す
か
？

⑴
こ
れ
か
ら
の
湯
河
原
の
将
来
の
為
に
は
是
非
必
要
と
考
え

る
＝
六
三
票
、
七
二
・
四
％

⑵
さ
し
あ
た
っ
て
必
要
と
は
考
え
な
い
＝
一
一
票
、
一
二
・

六
％⑶

ど
ち
ら
で
も
良
い
＝
五
票
、
五
・
七
％

⑷
絶
対
必
要
で
は
な
い
＝
〇
票
、
〇
％

▽
そ
の
他
＝
八
票
、
九
・
三
％

問
四
十
七
＝
現
在
属
し
て
い
ら
れ
る
組
合
は
あ
な
た
の
店
の

良
き
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
（
助
言
者
）
と
し
て
役
立
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
か
？

⑴
役
立
っ
て
い
る
＝
三
三
票
、
三
七
・
九
％

⑵
普
通
＝
四
三
票
、
四
九
・
四
％

⑶
役
立
っ
て
い
な
い
＝
六
票
、
六
・
八
％

▽
そ
の
他
＝
五
票
、
五
・
九
％

問
四
十
八
＝
旅
館
組
合
と
協
同
組
合
と
の
今
回
（
九
月
）
の

親
睦
旅
行
に
つ
い
て
は
貴
方
は
ど
の
様
に
お
考
え
に
な
り
ま
す

か
？⑴

良
い
こ
と
だ
か
ら
今
後
も
続
け
る
べ
き
だ
＝
六
一
票
、
七

〇
・
一
％

⑵
や
っ
て
も
無
駄
だ
と
思
う
＝
三
票
、
三
・
四
％

⑶
別
々
に
や
る
べ
き
だ
＝
四
票
、
四
・
五
％
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▽
そ
の
他
＝
一
九
票
、
二
二
・
〇
％
（
つ
づ
く
）

（「
東
海
日
報
」
昭
和
五
〇
年
一
一
月
一
六
日
付
）

⑤　

観
光
協
会
へ
の
評
価

観
光
協
会
へ
の
評
価　

椿
ま
つ
り
に
改
善
要
望　

若
葉
会
の
ア
ン
ケ
ー
ト

問
四
九
＝
観
光
協
会
の
五
十
気

（
マ
マ
）度

予
算
は
ど
の
位
と
思
い
ま

す
か
？

⑴
三
千
万
円
以
下
＝
三
二
票
、
三
六
・
八
％

⑵
五
千
万
円
位
＝
三
二
票
、
三
六
・
八
％

⑶
一
億
円
位
＝
二
票
、
二
・
二
％

▽
不
明
＝
二
一
票
、
二
四
・
二
％

問
五
〇
＝
現
在
の
観
光
協
会
は
意
欲
的
に
活
動
し
て
い
る
と

思
い
ま
す
か
？

⑴
活
動
し
て
い
る
と
思
う
＝
一
八
票
、
二
〇
・
六
％

⑵
普
通
だ
と
思
う
＝
四
四
票
、
五
〇
・
五
％

⑶
活
動
し
て
い
な
い
と
思
う
＝
一
五
票
、
一
七
・
二
％

▽
不
明
＝
一
〇
票
、
一
一
・
七
％

問
五
一
＝
あ
な
た
は
現
在
の
観
光
協
会
が
し
て
い
る
宣
伝
を

ど
う
思
い
ま
す
か
？

⑴
も
っ
と
宣
伝
す
べ
き
だ
＝
六
二
票
、
七
一
・
二
％

⑵
こ
の
程
度
で
良
い
＝
一
〇
票
、
一
一
・
四
％

⑶
無
駄
だ
と
思
う
＝
五
票
、
五
・
七
％

▽
不
明
＝
一
〇
票
、
一
一
・
七
％

問
五
二
＝
観
光
協
会
の
行
っ
て
い
る
キ
ャ
ラ
バ
ン
宣
伝
を
ど

う
思
い
ま
す
か
？

⑴
今
後
共
積
極
的
に
実
施
す
べ
き
で
あ
る
＝
四
二
票
、
四

八
・
三
％

⑵
宣
伝
効
果
が
あ
が
ら
な
い
の
で
無
意
味
で
あ
る
＝
一
八
票
、

二
〇
・
六
％

⑶
実
施
し
て
も
し
な
く
て
も
ど
ち
ら
で
も
よ
い
＝
一
五
票
、
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一
七
・
二
％

▽
不
明
＝
一
二
票
、
一
三
・
九
％

問
五
三
＝
現
在
観
光
協
会
は
町
よ
り
二
千
万
円
の
補
助
金
を

受
け
て
い
ま
す
が
、
ど
う
思
い
ま
す
か
？

⑴
少
い
と
思
う
＝
六
六
票
、
七
五
・
八
％

⑵
適
当
だ
と
思
う
＝
一
一
票
、
一
二
・
六
％

⑶
多
い
と
思
う
＝
一
票
、
一
・
一
％

▽
不
明
＝
九
票
、
一
〇
・
五
％

問
五
四
＝
観
光
協
会
費
に
つ
い
て

⑴
諸
活
動
を
活
発
に
す
る
た
め
に
は
値
上
げ
が
必
要
だ
と
思

う
＝
三
九
票
、
四
四
・
八
％

⑵
現
会
費
を
適
当
と
考
え
る
＝
三
六
票
、
四
一
・
四
％

▽
不
明
＝
一
二
票
、
一
三
・
八
％

問
五
五
＝
あ
な
た
は
現
在
の
観
光
協
会
の
組
織
を
ど
う
思
い

ま
す
か
？

⑴
も
っ
と
大
き
く
充
実
す
べ
き
だ
＝
五
七
票
、
六
五
・
五
％

⑵
こ
の
ま
ま
で
良
い
と
思
う
＝
一
八
票
、
二
〇
・
六
％

▽
不
明
＝
一
二
票
、
一
三
・
九
％

問
五
六
＝
貴
館
で
は
い
ま
ま
で
の
椿
ま
つ
り
を
ど
う
思
い
ま

す
か
？

⑴
現
状
の
ま
ゝ
毎
年
続
け
る
べ
き
だ
＝
一
三
票
、
一
四
・

九
％⑵

毎
年
続
け
て
も
よ
い
が
企
画
方
法
を
考
え
る
べ
き
だ
＝
五

九
票
、
六
七
・
八
％

⑶
や
る
必
要
が
な
い
＝
五
票
、
五
・
七
％

▽
不
明
＝
一
〇
票
、
一
一
・
六
％

問
五
七
＝
椿
ま
つ
り
を
毎
年
行
っ
て
い
ま
す
が
貴
館
で
は
椿

ま
つ
り
期
間
中
の
宿
泊
人
員
は
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
か
？

⑴
増
加
し
て
い
る
＝
八
票
、
九
・
一
％

⑵
例
年
変
ら
な
い
＝
三
四
票
、
三
九
・
一
％

⑶
関
係
な
い
＝
四
〇
票
、
四
六
・
〇
％

▽
不
明
＝
五
票
、
五
・
八
％
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問
五
八
＝
椿
ま
つ
り
の
催
し
物
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
お
考

え
で
す
か
？

⑴
今
ま
で
の
よ
う
な
企
画
で
良
い
と
思
う
＝
七
票
、
八
％

⑵
新
し
い
企
画
を
考
え
る
べ
き
だ
＝
五
四
票
、
六
二
・
〇
％

⑶
効
果
が
な
い
の
で
シ
ョ
ー
等
の
催
し
物
は
不
必
要
だ
と
思

う
＝
一
八
票
、
二
〇
・
六
％

▽
不
明
＝
八
票
、
九
・
四
％

問
五
九
＝
椿
ま
つ
り
の
シ
ョ
ー
会
場
は
ど
こ
が
適
当
だ
と
思

い
ま
す
か
？

⑴
観
光
会
館
だ
け
で
行
う
の
が
良
い
＝
四
〇
票
、
四
六
％

⑵
湯
河
原
中
学
校
だ
け
で
行
う
の
が
よ
い
＝
五
票
、
五
・

七
％⑶

昼
間
は
中
学
校
体
育
館
で
行
い
、
夜
は
観
光
会
館
で
行
う

の
が
良
い
＝
二
三
票
、
二
六
・
四
％

⑷
そ
の
他
＝
七
票
、
八
％

▽
不
明
＝
一
二
票
、
一
三
・
九
％

問
六
〇
＝
椿
ま
つ
り
の
夜
ま
つ
り
の
会
場
に
つ
い
て　

ど
こ

が
適
当
だ
と
思
い
ま
す
か
？

⑴
ホ
テ
ル
観
山
前
の
通
り
＝
一
七
票
、
一
九
・
五
％

⑵
観
光
会
館
の
周
辺
＝
五
二
票
、
五
九
・
七
％

⑶
見
付
町
通
り
（
落
合
橋
～
清
光
園
入
口
）
＝
一
〇
票
、
一

一
・
四
％

⑷
そ
の
他
＝
二
票
、
二
・
一
％

▽
不
明
＝
六
票
、
七
・
二
％
（
つ
づ
く
）

（「
東
海
日
報
」
昭
和
五
〇
年
一
一
月
一
九
日
付)

⑥　

町
の
行
政
に
批
判
強
い

町
の
行
政
に
批
判
強
い　

協
会
の
強
化
充
実
望
む　

百
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
み
る

問
六
一
＝
貴
館
は
温
泉
場
（
熊
野
神
社
）
だ
け
の
お
祭
り
を

ど
う
思
い
ま
す
か
？
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⑴
毎
年
続
け
る
方
が
よ
い
＝
三
五
票
、
四
〇
・
二
％

⑵
ど
ち
ら
で
も
よ
い
＝
一
九
票
、
二
一
・
八
％

⑶
関
係
な
い
＝
二
三
票
、
二
六
・
四
％

▽
不
明
＝
一
〇
票
、
一
一
・
六
％

問
六
二
＝
町
の
観
光
行
政
に
対
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
ど
う
思

い
ま
す
か
？

⑴
積
極
的
に
や
っ
て
く
れ
て
い
る
＝
八
票
、
九
・
一
％

⑵
ま
あ
ま
あ
や
っ
て
く
れ
て
い
る
＝
二
七
票
、
三
一
・
〇
％

⑶
非
常
に
消
極
的
だ
＝
四
二
票
、
四
八
・
三
％

▽
不
明
＝
一
〇
票
、
一
一
・
六
％

問
六
三
＝
湯
河
原
町
と
真
鶴
町
の
観
光
行
政
に
つ
い
て
ど
う

思
い
ま
す
か
？

⑴
協
力
体
制
を
強
化
す
べ
き
だ
＝
六
六
票
、
七
五
・
八
％

⑵
ど
ち
ら
で
も
よ
い
＝
一
一
票
、
一
二
・
六
％

▽
不
明
＝
一
〇
票
、
一
一
・
六
％

問
六
四
＝
現
在
湯
河
原
町
に
お
け
る
寮
の
軒
数
は
一
〇
〇
な

い
し
一
三
〇
軒
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
数
に
つ
い
て

⑴
多
過
ぎ
る
の
で
規
制
す
べ
き
だ
＝
六
三
票
、
七
二
・
四
％

⑵
適
当
と
思
う
＝
一
〇
票
、
一
一
・
四
％

⑶
少
な
い
＝
〇
票
、
〇
％

▽
不
明
＝
一
四
票
、
一
六
・
二
％

問
六
五
＝
我
々
業
界
に
町
は
入
湯
税
の
還
元
を
し
て
い
る
と

思
い
ま
す
か
？

⑴
し
て
い
る
と
思
う
＝
三
八
票
、
四
三
・
七
％

⑵
し
て
い
な
い
と
思
う
＝
三
四
票
、
三
九
・
一
％

▽
不
明
＝
一
五
票
、
一
七
・
二
％

問
六
六
＝
湯
河
原
町
に
新
し
い
自
然
公
園
を
作
っ
た
方
が
良

い
と
思
い
ま
す
か
？

⑴
作
っ
た
方
が
よ
い
＝
七
〇
票
、
八
〇
・
四
％

⑵
作
る
必
要
が
な
い
＝
三
票
、
三
・
四
％

⑶
ど
ち
ら
で
も
よ
い
＝
七
票
、
八
・（

マ
マ
）

〇
％

▽
不
明
＝
七
票
、
八
・
二
％
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問
六
七
＝
湯
河
原
町
に
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
を
建
設
す

る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
？

⑴
必
要
だ
と
思
う
＝
四
七
票
、
五
四
・
〇
％

⑵
必
要
な
い
＝
一
七
票
、
一
九
・
五
％

⑶
ど
ち
ら
で
も
よ
い
＝
一
六
票
、
一
八
・
三
％

▽
不
明
＝
七
票
、
八
・（

マ
マ
）

二
％

▽
（
マ
マ
）六

八
＝
湯
河
原
町
に
総
合
レ
ジ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
の
よ
う
な

施
設
を
創
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
？

⑴
必
要
だ
と
思
う
＝
五
四
票
、
六
二
・
〇
％

⑵
必
要
な
い
＝
一
一
票
、
一
二
・
六
％

⑶
ど
ち
ら
で
も
よ
い
＝
一
二
票
、
一
三
・
七
％

▽
不
明
＝
一
〇
票
、
一
一
・
七
％

問
六
九
＝
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
の
建
設
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す

か
？⑴

建
設
す
べ
き
で
あ
る
＝
三
六
票
、
四
一
・
四
％

⑵
建
設
す
べ
き
で
な
い
＝
一
三
票
、
一
四
・
九
％

⑶
ど
ち
ら
で
も
よ
い
＝
一

（
三
）二

票
、
三
六
・
八
％

▽
不
明
＝
六
票
、
六
・
九
％

問
七
〇
＝
湯
河
原
温
泉
に
ト
ル
コ
風
呂
が
必
要
だ
と
思
い
ま

す
か
？

⑴
絶
対
に
必
要
で
あ
る
＝
二
九
票
、
三
三
・
三
％

⑵
絶
対
い
ら
な
い
＝
二
一
票
、
二
四
・
一
％

⑶
ど
ち
ら
で
も
よ
い
＝
三
〇
票
、
三
四
・
五
％

▽
不
明
＝
七
票
、
八
・
一
％　
　
　
　
　
　
　
（
つ
づ
く
）

　
　

寸
評

若
葉
会
が
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
が
出
た
が
、
な
か
な

か
興
味
深
い
も
の
が
い
く
っ

（
マ
マ
）か

み
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
中
で
一
番
感
じ
た
の
は
協
会
の
予
算
を
知
っ
て
い
る
の

は
三
分
の
一
で
、
協
会
の
活
動
宣
伝
の
強
化
を
求
め
な
が
ら
、

そ
れ
に
伴
う
会
費
の
ア
ッ
プ
に
は
拒
絶
反
応
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
従
業
員
の
厚
生
福
利
待
遇
面
を
み
る
と
、
半
数
が
ま
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だ
ま
だ
充
分
な
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
。

町
の
観
光
行
政
が
消
極
的
だ
と
す
る
考
え
と
、
こ
れ
を
裏
付

け
る
よ
う
に
入
湯
税
の
還
元
も
少
な
い
と
し
て
お
り
、
町
の
行

政
に
批
判
を
強
め
て
い
る
。

ま
だ
掲
載
途
中
で
あ
り
、
全
体
的
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
入

湯
税
の
客
数
減
を
う
ら
づ
け
る
よ
う
に
、
土
曜
日
で
も
満
員
に

な
ら
な
く
な
り
、
寮
に
売
り
た
い
と
い
う
答
え
に
つ
な
が
っ
て

き
て
い
る
。
一
〇
〇
問
全
体
を
み
て
か
ら
批
評
し
た
い
が
、
こ

の
種
の
も
の
が
始

（
マ
マ
）め

て
の
と
こ
ろ
に
意
義
を
見
出
し
、
そ
し
て

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
無
駄
に
お
わ
ら
せ
ぬ
よ
う
関
係
各
位
に
整

（
マ
マ
）

み
た
い
。（
Ｙ
）（「

東
海
日
報
」
昭
和
五
〇
年
一
一
月
二
〇
日
付
）

⑦　

町
営
駐
車
場
の
建
設
を

町
営
駐
車
場
の
建
設
を　

野
猿
公
園
の
あ
り
方
は　

万
葉
公
園
の
整
備
望
む

問
七
一
＝
従
業
員
確
保
の
た
め
の
夜
間
ま
で
の
保
育
所
を
必

要
と
し
て
い
ま
す
か
？

⑴
必
要
＝
五
三
票
、
六
〇
・
九
％

⑵
不
必
要
＝
二
一
票
、
二
四
・
一
％

▽
不
明
＝
一
三
票
、
一
五
％

問
七
二
＝
温
泉
場
道
路
の
拡
張
問
題
に
つ
い
て
ど
う
思
い
ま

す
か
？

⑴
早
急
に
拡
張
す
べ
き
で
あ
る
＝
五
八
票
、
六
七
・
六
％

⑵
現
状
の
ま
ま
で
よ
い
＝
二
〇
票
、
二
二
・
九
％

⑶
関
心
が
な
い
＝
三
票
、
三
・
四
％

▽
不
明
＝
六
票
、
七
・
一
％

問
七
三
＝
農
道
と
一
般
道
路
の
比
較
に
つ
い
て

⑴
農
道
の
方
が
よ
く
整
備
さ
れ
て
い
る
と
思
う
＝
六
〇
票
、

六
八
・
九
％

⑵
一
般
道
路
の
方
が
よ
く
整
備
さ
れ
て
い
る
と
思
う
＝
六
票
、
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六
・
八
％

⑶
両
方
と
も
同
じ
よ
う
に
整
備
さ
れ
て
い
る
と
思
う
＝
八
票
、

九
・
一
％

▽
不
明
＝
一
三
票
、
一
五
・
三
％

問
七
四
＝
町
営
駐
車
場
の
料
金
に
つ
い
て

一
時
間
普
通
車
百
円
、
一
日
〃
九
百
円

⑴
高
す
ぎ
る
＝
一
九
票
、
二
一
・
八
％

⑵
普
通
＝
五
〇
票
、
五
七
・
四
％

⑶
安
い
＝
七
票
、
八
・
〇
％

▽
不
明
＝
一
一
票
、
一
二
・
八
％

問
七
五
＝
温
泉
場
・
宮
上
地
区
に
町
営
駐
車
場
を
つ
く
る
べ

き
だ
と
思
い
ま
す
か
？

⑴
作
る
べ
き
だ
＝
七
三
票
、
八
三
・
九
％

⑵
必
要
な
い
＝
一
票
、
一
・
一
％

⑶
ど
ち
ら
で
も
よ
い
＝
五
票
、
五
・
七
％

▽
不
明
＝
八
票
、
九
・
三
％

問
七
六
＝
温
泉
場
・
宮
上
地
区
に
町
営
駐
車
場
を
作
る
と
し

た
ら
、
何
個
所
位
必
要
だ
と
思
い
ま
す
か
？

⑴
三
個
所
以
上
必
要
＝
四
一
票
、
四
七
・
一
％

⑵
二
個
所
以
上
必
要
＝
三
〇
票
、
三
四
・
五
％

⑶
一
個
所
は
必
要
＝
五
票
、
五
・
七
％

▽
不
明
＝
一
一
票
、
一
二
・
七
％

問
七
七
＝
万
葉
公
園
内
の
整
備
状
態
に
つ
い
て
ど
う
思
い
ま

す
か
？

⑴
も
っ
と
充
分
に
整
備
す
べ
き
で
あ
る
＝
六
二
票
、
七
一
・

二
％⑵

現
状
の
ま
ま
の
方
が
良
い
＝
一
五
票
、
一
七
・
二
％

▽
不
明
＝
一
〇
票
、
一
一
・
六
％

問
七
八
＝
湯
河
原
周
辺
の
観
光
案
内
板
を
増
設
す
べ
き
だ
と

思
い
ま
す
か
？

⑴
増
設
す
べ
き
で
あ
る
＝
七
二
票
、
八
二
・
七
％

⑵
現
状
の
ま
ま
で
よ
い
＝
七
票
、
八
・
〇
％
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▽
不
明
＝
八
票
、
九
・
三
％

問
七
九
＝
温
泉
場
・
宮
上
地
区
の
街
灯
の
統
一
化
に
つ
い
て

⑴
統
一
す
べ
き
で
あ
る
＝
五
七
票
、
六
五
・
五
％

⑵
統
一
す
る
必
要
は
な
い
＝
四
票
、
四
・
五
％

⑶
ど
ち
ら
で
も
よ
い
＝
一
七
票
、
一
九
・
五
％

▽
不
明
＝
九
票
、
一
〇
・
五
％

問
八
〇
＝
万
葉
公
園
内
の
プ
ー
ル
利
用
料
金
に
つ
い
て
ど
う

思
い
ま
す
か
？

（
五
十
年
八
月
現
在
、
大
人
百
五
十
円
、
小
人
八
十
円
）

⑴
現
行
の
ま
ま
で
よ
い
＝
六
一
票
、
七
〇
・
一
％

⑵
高
い
＝
七
票
、
八
％

⑶
安
い
＝
一
二
票
、
一
三
・
七
％

▽
不
明
＝
七
票
、
八
・
二
％

問
八
一
＝
貴
館
に
夏
期
、
お
泊
り
の
お
客
様
は
万
葉
公
園
に

プ
ー
ル
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

⑴
知
っ
て
い
る
＝
四
七
票
、
五
四
・
〇
％

⑵
知
っ
て
い
な
い
＝
三
四
票
、
三
九
・
一
％

▽
不
明
＝
六
票
、
六
・
九
％

問
八
二
＝
現
在
の
み
か
ん
狩
り
業
者
と
旅
館
業
者
の
つ
な
が

り
に
つ
い
て
？

⑴
も
っ
と
協
調
性
を
持
ち
た
い
＝
四
二
票
、
四
八
・
三
％

⑵
現
状
の
ま
ま
＝
一
三
票
、
一
四
・
九
％

⑶
ど
ち
ら
で
も
よ
い
＝
二
〇
票
、
二
二
・
九
％

▽
不
明
＝
一
二
票
、
一
三
・
九
％

問
八
三
＝
天
照
山
、
野
猿
公
園
に
つ
い
て
？

⑴
も
っ
と
設
備
を
充
実
さ
せ
た
い
＝
五
一
票
、
五
八
・
六
％

⑵
自
然
の
ま
ゝ
が
よ
い
＝
二
九
票
、
三
三
・
三
％

⑶
そ
の
他
＝
〇
、
〇
％

▽
不
明
＝
七
票
、
八
・
一
％

問
八
四
＝
天
照
山
、
野
猿
公
園
に
つ
い
て
？

⑴
野
猿
を
一
ヶ
所
に
集
め
、
金
網
で
囲
う
＝
一
三
票
、
一

四
・
九
％
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⑵
射
殺
し
て
な
る
べ
く
少
な
く
す
る
＝
一
票
、
一
・
一
％

⑶
管
理
人
を
置
き
餌
付
を
す
る
＝
六
三

（
マ
マ
）、

七
二
・
四
％

▽
不
明
＝
一
〇
票
、
一
一
・
六
％
（
つ
づ
く
）

（「
東
海
日
報
」
昭
和
五
〇
年
一
一
月
二
一
日
付
）

⑧　

城
山
へ
ケ
ー
ブ
ル
を

城
山
へ
ケ
ー
ブ
ル
を　

夢
の
湯
河
原
温
泉
に
四
日
間　

外
国
と
の
姉（マ
マ
）妹は
消
極
的

問
八
五
＝
ゴ
ミ
の
回
収
に
つ
い
て
？

⑴
も
っ
と
回
収
を
増
や
す
＝
五
五
票
、
六
三
・
二
％

⑵
現
状
の
ま
ま
で
よ
い
＝
二
七
票
、
三
一
・
〇
％

▽
不
明
＝
五
票
、
五
・
八
％

問
八
六
＝
町
役
場
の
職
員
の
態
度
に
つ
い
て
？

⑴
親
切
＝
九
票
、
一
〇
・
五
％

⑶
（
マ
マ
）不

親
切
り

（
マ
マ
）一

一
票
、
一
二
・
六
％

▽
不
明
＝
八
票
、
九
・
三
％

問
八
七
＝
現
在
の
観
光
会
館
の
規
模
に
つ
い
て

⑴
収
容
人
員
が
少
い
の
で
大
き
い
の
を
作
る
べ
き
だ
＝
四
一

票
、
四
七
・
一
％

⑵
現
状
の
ま
ま
で
よ
い
＝
二
六
票
、
二
九
・
九
％

⑶
ど
さ

（
マ
マ
）ら

で
も
よ
い
＝
七
票
、
八
・
〇
％

▽
不
明
＝
一
三
票
、
一
五
％

問
八
八
＝
会
館
の
使
用
料
金
の
改
正
に
つ
い
て

⑴
各
組
合
と
相
談
す
べ
き
で
あ
る
＝
四
八
票
、
五
五
・
一
％

⑵
町
当
局
に
任
せ
て
お
け
ば
よ
い
＝
一
五
票
、
一
七
・
二
％

⑶
ど
ち
ら
で
も
よ
い
＝
七
票
、
八
・
〇
％

▽
不
明
＝
一
七
票
、
一
九
・
七
％

問
八
九
＝
会
館
の
使
用
料
金
に
つ
い
て
？

⑴
高
い
＝
二
八
票
、
三
二
・
二
％

⑵
適
当
＝
四
三
票
、
四
九
、

（
マ
マ
）四

％

⑶
安
い
＝
一
票
、
一
・
一
％
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▽
不
明
＝
一
五
票
、
一
七
・
三
％

問
九
〇
＝
湯
河
原
温
泉
と
し
て
他
国
の
観
光
都
市
と
姉
妹
都

市
を
結
ぶ
件
に
つ
い
て

⑴
結
ぶ
べ
き
で
あ
る
＝
一
四
票
、
一
六
・
〇
％

⑵
結
ぶ
べ
き
で
な
い
＝
一
一
票
、
一
二
・
六
％

⑶
ど
ち
ら
で
も
よ
い
＝
五
二
票
、
五
九
・
七
％

▽
不
明
＝
一
〇
票
、
一
一
・
七
％

結
ぶ
と
し
た
ら
ど
こ
の
国
の
都
市
が
良
い
で
す
か
？

⑴
ア
メ
リ
カ
＝
九
票　
　
　

⑵
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
＝
一
三
票

⑶
東
南
ア
ジ
ア
＝
九
票　
　

⑷
そ
の
他
＝
一
票

問
九
一
＝
夢
の
湯
河
原
温
泉

温
泉
場
～
城
山
を
ケ
ー
ブ
ル
で
結
ぶ
？

⑴
建
設
す
べ
き
で
あ
る
＝
五
一
票
、
五
八
・
六
％

⑵
い
ら
な
い
＝
一
四
票
、
一
六
・
〇
％

⑶
ど
ち
ら
で
も
よ
い
＝
一
二
票
、
一
三
・
七
％

▽
不
明
＝
一
〇
票
、
一
一
・
七
％

問
九
二
＝
夢
の
湯
河
原
温
泉

駅
―
温
泉
場
を
モ
ノ
レ
ー
ル
で
結
ぶ

⑴
建
設
す
べ
き
で
あ
る
＝
二
三
票
、
三
七
・
九
％

⑵
い
ら
な
い
＝
二
〇
票
、
二
二
・
九
％

⑶
ど
さ

（
マ
マ
）ら

で
も
よ
い
＝
二
〇
票
、
二
二
・
九
％

▽
不
明
＝
一
四
票
、
一
六
・
三
％

問
九
三
＝
夢
の
湯
河
原
温
泉

駅
―
温
泉
場
を
馬
車
で
い
か
が
で
す
か
？

⑴
走
ら
せ
た
方
が
よ
い
＝
二
二
票
、
二
五
・
三
％

⑵
必
要
な
い
＝
三
一
票
、
三
五
・
六
％

⑶
ど
ち
ら
で
も
よ
い
＝
一
八
票
、
二
〇
・
六
％

▽
不
明
＝
一
六
票
、
一
八
・
五
％

問
九
四
＝
夢
の
湯
河
原
温
泉

芸
妓
は
人
力
車
で
い
か
が
で
す
か
？

⑴
良
い
＝
二
一
票
、
二
四
・
一
％

⑵
悪
い
＝
二
〇
票
、
二
二
・
九
％
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⑶
ど
ち
ら
で
も
よ
い
＝
三
二
票
、
三
六
・
八
％

▽
不
明
＝
一
四
票
、
一
六
・
二
％
（
つ
づ
く
）

（「
東
海
日
報
」
昭
和
五
〇
年
一
一
月
二
二
日
付
）

⑨　

後
継
ど
ち
ら
で
も
良
い

後
継
ど
ち
ら
で
も
良
い　

自
然
の
温
泉
場
を
守
る　

成
長
産
業
で
は
な
い
―
と

問
九
五
＝
貴
方
は
御
子
息
が
旅
館
を
継
ぐ
と
言
わ
れ
た
ら
、

旅
館
業
を
継
が
せ
ま
す
か
？

⑴
継
が
せ
た
い
＝
三
四
票
、
三
九
・
一
％

⑵
継
が
せ
た
く
な
い
＝
八
票
、
九
・
一
％

⑶
ど
ち
ら
で
も
良
い
と
思
っ
て
い
る
＝
三
五
票
、
四
〇
・

二
％▽

不
明
＝
一
〇
票
、
一
一
・
六
％

問
九
六
＝
旅
館
業
の
将
来
性
に
つ
い
て
、
貴
方
は
ど
う
評
価

し
て
い
ま
す
か
？

⑴
成
長
将

（
マ
マ
）で

あ
る
＝
一
二
票
、
一
三
・
七
％

⑵
成
長
産
業
で
は
な
い
＝
四
一
票
、
四
七
・
一
％

⑶
わ
か
ら
な
い
＝
二
五
票
、
二
八
・
七
％

▽
不
明
＝
九
票
、
一
〇
・
五
％

問
九
七
＝
我
々
の
業
界
は
、
将
来
、
大
資
本
に
よ
る
ホ
テ
ル

旅
館
又
は
寮
、
保
養
所
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
時
代
が
来
る
と

思
い
ま
す
か
？

⑴
来
る
と
思
う
＝
二
九
票
、
三
三
・
三
％

⑵
来
な
い
と
思
う
＝
三
二
票
、
三
六
・
八
％

⑶
わ
か
ら
な
い
＝
一
六
票
、
一
八
・
三
％

▽
不
明
＝
一
〇
票
、
一
一
・
六
％

問
九
八
＝
こ
れ
か
ら
の
湯
河
原
温
泉
は
、
時
代
の
流
れ
に

沿
っ
て
必
然
的
に
変
ぼ
う
し
て
い
く
で
し
よ
う
が
、
ど
の
よ
う

な
方
向
が
も
っ
と
も
の
ぞ
ま
し
い
と
貴
方
は
お
考
え
で
す
か
？

⑴
観

（
マ
マ
）楽

的
要
素
の
濃
い
温
泉
観
光
地
＝
一
三
票
、
一
四
・
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九
％⑵

自
然
的
要
素
を
生
か
し
た
健
全
な
保
養
地
＝
二
三
票
、
二

六
・
四
％

⑶
綜
合
（
レ
ジ
ャ
ー
・
ス
ポ
ー
ツ
）
セ
ン
タ
ー
を
吸
引
力
と

す
る
観
光
地
＝
九
票
、
一
〇
・
三
％

⑷
歴
史
的
要
素
の
つ
よ
い
静
か
な
温
泉
地
＝
一
二
票
、
一

三
・
七
％

⑸
素
朴
な
情
縮

（
マ
マ
）の

あ
る
温
泉
場
＝
三
四
票
、
三
九
・
一
％

⑹
そ
の
他
＝
〇
票
、
〇
％

問
九
九
＝
こ
れ
か
ら
の
湯
河
原
温
泉
に
と
っ
て
最
も
必
要
と

思
わ
れ
る
も
の
を
三
つ
選
び
○
印
を
つ
け
て
下
さ
い

⑴
公
園
及
び
遊
園
地
＝
三
二
票
、
三
六
・
八
％

⑵
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
＝
七
票
、
八
・
〇
％

⑶
総
合
レ
ジ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
＝
二
五
票
、
二
八
・
七
％

⑷
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
＝
六
票
、
六
・
八
％

⑸
町
営
駐
車
場
＝
四
二
票
、
四
八
・
三
％

⑹
も
っ
と
大
き
な
観
光
会
館
＝
一
三
票
、
一
四
・
九
％

⑺
温
泉
街
の
道
路
の
拡
張
及
び
整
備
＝
四
七
票
、
五
四
％

⑻
夜
間
の
保
育
所
＝
三
票
、
三
・
四
％

⑼
下
水
道
及
び
河
川
の
整
備
＝
四
五
票
、
五
一
・
七
％

⑽
共
同
の
従
業
員
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
設
＝
五
票
、
五
・
七
％

問
一
〇
〇
＝
我
々
の
業
界
の
将
来
の
為
、
参
考
資
料
と
す
べ

く
今
回
行
い
ま
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
如
何
で
し
た
で
し
よ
う
か
？

⑴
大
変
良
い
事
だ
と
思
う
＝
七
〇
票
、
八
〇
・
四
％

⑵
無
意
味
で
あ
る
＝
五
票
、
五
・
七
％

▽
不
明
＝
一
二
票
、
一
三
・
九
％
（
お
わ
り
）

（「
東
海
日
報
」
昭
和
五
〇
年
一
一
月
二
三
日
）

「
若
葉
会
」
は
旅
館
経
営
者
の
若
手
世
代
で
組
織
さ
れ
、
昭
和

四
〇
年
代
に
は
活
動
を
本
格
化
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
本
ア

ン
ケ
ー
ト
の
質
問
項
目
は
多
岐
に
及
び
、
経
営
実
態
か
ら
後
継

者
問
題
ま
で
、
抱
え
る
課
題
を
町
内
の
百
に
及
ぶ
旅
館
を
対
象

に
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
が
か
り
な
意
見
集
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約
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
報
告
さ
れ
た
実
態
は
町
当
局
や

議
会
に
も
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
な
お
、
若
葉
会
は
こ
の
ほ

か
に
も
意
欲
的
な
提
言
や
観
光
面
で
の
活
動
を
続
け
た
。

第
三
節　

町
の
観
光
と
開
発
事
業

㈠　

観
光
事
業
の
推
移

34　

駅
前
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
新
築
工
事
に
関
す
る
理
由
書

三
〇
湯
観
發
第
三
八
号

　
　
　

昭
和
三
十
年
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
長　

八
亀
武
雄

神
奈
川
縣
知
事　

内
山
岩
太
郎　

殿

　
　
　
　

観
光
施
設
助
成
金
交
付
申
請
書

昭
和
三
十
年
度
に
お
い
て
当
湯
河
原
駅
前
に
湯
河
原
温
泉

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
を
建
設
い
た
し
た
い
の
で
観
光
施
設
助
成

要
綱
に
よ
り
助
成
金
を
交
付
願
い
た
く
別
紙
関
係
書
類
を
添
え

申
請
致
し
ま
す
。
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観
光
施
設
施
行
理
由
書

　

湯
河
原
町
は
本
年
四
月
一
日
隣
接
𠮷
濱
町
、
福
浦
村
と
合
併

し
從
来
よ
り
の
温
泉
観
光
地
に
加
え
広
汎
な
海
岸
地
区
と
史
蹟

に
富
ん
だ
丘
崚

（
マ
マ
）地

区
と
相
俟
っ
て
観
光
地
の
基
礎
的
條
件
で
あ

る
自
然
美
に
優
れ
た
特
徴
を
有
す
る
大
観
光
地
と
し
て
發
足
い

た
し
ま
し
た
。

又
当
町
へ
の
遊
覧
客
は
年
々
増
加
し
現
在
駅
前
に
あ
る
観
光
案

内
所
は
老
朽

（
マ
マ
）し

、
こ
の
施
設
で
は
充
分
な
観
光
案
内
も
出
来
な

い
狀
態
で
あ
り
駅
前
縣
道
拡
張
工
事
と
共
に
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
の
新
築
を
し
当
地
方
の
物
產
の
宣
伝
、
販
賣
所
、
観
光
案

内
所
、
ロ
ッ
カ
ー
、
休
憩
所
、
軽
食
堂
、
等
を
併
設
し
町
観
光

課
、
観
光
協
会
の
事
務
の
一
部
を
も
当
所
内
で
執
る
計
画
も
あ

り
、
観
光
施
設
の
充
実
に
伴
い
縣
立
公
園
の
眞
価
を
よ
り
一
層

髙
め
る
計
画
を
も
つ
も
の
で
あ
り
格
別
の
御
詮
議
に
よ
り
当
事

業
に
対
し
御
補
助
賜
る
よ
う
申
請
致
す
次
第
で
す
。

収
支
予
算
書

一
、
収
入
の
部

科　
　

目

予　

算　

額

備　
　
　

考

縣
補
助
金
三
、
五
〇
〇
、
〇
〇
〇
円　

　
　
　
　
　
　
　
　

補
助
あ
る
見
込　
　
　

町
負
担
金
一
、
七
〇
〇
、
〇
〇
〇

寄
附
金
二
、
三
〇
〇
、
〇
〇
〇

温
泉
旅
館
組
合
よ
り
寄
附

計

七
、
五
〇
〇
、
〇
〇
〇

一
、
支
出
の
部

科　
　

目

予　

算　

額

備　
　
　

考

事
業
費
七
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円　

　
　
　
　
　
　
　
　

鉄
筋
モ
ル
タ
ル　

地
下
一

地
上
二
階　

一
〇
一
坪
七

調
度
品
費
　
　

五
〇
〇
、
〇
〇
〇

計

七
、
五
〇
〇
、
〇
〇
〇

寄
附
採
納
願

一
金
弐
百
参
拾
萬
圓
也

但
し
駅
前
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
新
築
工
事
費
の
一
部
と
し
て

右
寄
附
致
し
た
い
の
で
御
採
納
下
さ
い
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昭
和
三
十
年
九
月　
　

日

　
　
　
　
　

湯
河
原
温
泉
旅
館
組
合
長　
　

喜
多　

博　

印

湯
河
原
町
長　

八
亀
武
雄　

殿

（「
昭
和
三
〇
年
一
〇
月　

駅
前
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
建
設
関

係
綴
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

35　

池
峯
高
原
バ
ン
ガ
ロ
ー
開
設
に
つ
い
て

観
光
常
任
委
貟
会
案
件



三
一
、
六
、
二
一
、
午
后
一
時　

𠮷
浜

張
所

　
　

一
、
池
峯
高
原
バ
ン
ガ
ロ
ー
開
設
に
つ
い
て
報
告

1
、

施　

設

種　

類

一　
　

棟

收
容
人
貟

棟　

数

使
用
料

公　

社　

扱　

分

現　

地　

扱　

分

棟　

数

收
容
人
貟

棟　

数

收
容
人
貟

バ
ン
ガ
ロ
ー
Ｄ
型

（大）

一
〇
人

　

五
棟

六
〇
〇
円

　

四
棟

　

四
〇
人

一
棟

一
〇
人

　
　

〃

Ｂ
型

（中）

四
～
五
人

一
六
〃

三
五
〇
円

一
二
〃

　

六
〇
人

　

四
〃

二
〇
人

　
　

〃

Ｂ
型

（
新
）

（中）

四
～
五
人

　

二
〃

四
〇
〇
円

　

一
〃

　
　

五
人

　

一
〃

　

五
人

　
　

〃

Ａ
型

（小）

二
～
三
人

　

五
〃

二
五
〇
円

　

五
〃

　

一
〇
人

　

―

　
　

―

　
　

計

二
八
〃

二
二
〃

一
一
五
人

六
〃

三
五
人
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２
、
キ
ヤ
ン
プ
券
の
取
扱
に
つ
い
て

東
京
都
区
内
の
申
込
受
付
は
東
京
駅
降
車
口
団
体
待
合
所

内
に
キ
ヤ
ン
プ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
を
設
け
此
処
で
一
括

取
扱
う
。

都
区
外
は
從
来
通
り
都
区
外
の
公
社
案
内
所
に
て
受
付
け

る
。

３
、
其
の
他

バ
ン
ガ
ロ
ー
亊
務
所
は
山
の
家
に
置
き
売
店
を
設
け
売
店

は
直
営
に
て
実
施
す
る
。

（
後
略
）

（「
昭
和
三
一
年
四
月
か
ら
八
月
ま
で　

委
員
会
書
類
」
湯
河

原
町
役
場
蔵
）

町
村
合
併
後
は
意
欲
的
施
策
が
次
々
と
打
ち
出
さ
れ
、
観
光

開
発
面
で
も
様
々
な
計
画
が
続
い
た
。
山
懐
に
あ
る
池
峯
の
開

発
は
一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）
年
に
開
始
、
宿
泊
棟
を
設
け
て

一
夏
四
千
人
に
迫
る
人
気
が
あ
っ
た
。
し
か
し
水
の
便
と
娯
楽

施
設
に
乏
し
く
、
数
年
で
利
用
者
が
激
減
し
、
一
九
五
九
年
に

は
閉
鎖
さ
れ
た
。

36　

御
嶽
教
本
庁
の
建
設
を
誘
致
す
る
決
議
ほ
か

①　

御
嶽
教
本
庁
の
建
設
を
誘
致
す
る
決
議

御
嶽
教
本
庁
の
建
設
を
誘
致
す
る
決
議

湯
河
原
町
の
奥
地
は
、
閑
寂
の
地
と
し
て
知
ら
れ
、
こ
の
奥

地
に
は
天
照
山
と
称
さ
れ
る
神
社
等
が
所
在
し
、
清
流
藤
木
川

の
上
流
は
、
野
猿
の
出
没
も
あ
つ
て
ま
こ
と
に
俗
界
を
離
れ
た

感
が
あ
る
。

尚
奥
湯
河
原
を
経
て
池
峰

（
マ
マ
）に

至
つ
て
は
広
大
な
森
林
を
有
し
、

さ
な
が
ら
深
山
を
思
わ
せ
一
入
興
趣
を
与
え
る
。
こ
の
度
こ
の

地
に
御
嶽
教
本
庁
の
誘
致
を
図
り
、
も
つ
て
本
町
の
観
光
的
発

展
を
期
す
る
た
め
、
こ
こ
に
湯
河
原
町
議
会
は
こ
れ
が
誘
致
を

促
進
す
る
も
の
と
す
る
。
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右
決
議
す
る
。

　
　

昭
和
三
十
四
年
三
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯　

河　

原　

町　

議　

会

御
嶽
教
は
近
世
以
来
の
木
曽
御
嶽
信
仰
が
明
治
期
に
独
立
し

た
教
派
神
道
で
あ
る
。
こ
の
本
庁
の
新
築
移
転
に
際
し
数
か
所

か
ら
誘
致
活
動
が
あ
り
、
本
町
も
積
極
的
に
乗
り
出
し
た
（『
第

二
巻
』
三
四
三
）。
現
在
、
同
教
本
庁
所
在
地
は
奈
良
県
で
あ
る
。

②　

観
光
道
路
の
開
設
を
促
進
す
る
決
議

観
光
道
路
の
開
設
を
促
進
す
る
決
議

本
町
を
縦
断
す
る
道
路
は
現
在
箱
根
芦
の
湖
に
通
ず
る
県
道

で
あ
る
。
湯
河
原
町
は
う
し
ろ
に
景
勝
地
箱
根
芦
の
湖
を
有
し
、

西
に
高
原
十
国
峠
を
近
く
に
い
た
だ
き
最
も
観
光
客
の
流
入
に

恵
ま
れ
た
位
置
に
所
在
す
る
。

現
在
奥
湯
河
原
を
経
て
芦
の
湖
に
通
ず
る
観
光
道
路
と
し
て
の

大
観
山
富
士
見
コ
ー
ス
は
、
国
立
自
然
公
園
箱
根
と
の
交
流
を

効
率
化
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
路
線
の
観
光
的
均

（
マ
マ
）度

は

極
め
て
高
い
。

本
町
の
西
に
位
す
る
十
国
峠
は
最
近
伊
豆
箱
根
鉄
道
株
式
会

社
で
、
ケ
ー
ブ
ル
を
施
設
し
、
こ
の
高
原
に
遊
ぶ
観
光
客
は
ま

こ
と
に
多
く
年
と
共
に
そ
の
数
を
増
し
て
い
る
。

か
つ
て
伊
豆
箱
根
鉄
道
は
、
奥
湯
河
原
よ
り
こ
の
地
に
通
ず
る

道
路
の
開
設
を
計
画
し
こ
の
路
線
は
一
部
開
設
さ
れ
て
い
る
。

最
近
に
お
け
る
観
光
客
の
動
態
か
ら
し
て
こ
の
道
路
の
関

（
マ
マ
）設

は

極
め
て
湯
河
原
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
も
の
と
思
わ
れ
る

の
で
、
湯
河
原
町
議
会
は
こ
の
道
路
を
奥
湯
河
原
を
起
点
と
し

て
十
国
峠
山
頂
を
経
て
占

（
マ
マ
）用

道
路
に
接
続
す
る
こ
と
を
強
く
要

望
し
こ
れ
が
早
期
実
現
を
期
し
こ
の
促
進
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

右
決
議
す
る
。

　
　

昭
和
三
十
四
年
三
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯　

河　

原　

町　

議　

会
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③　

ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
建
設
を
促
進
す
る
決
議

ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
建
設
を
促
進
す
る
決
議

本
町
は
天
下
の
箱
根
の
南
玄
関
に
当
る
。
現
在
湯
河
原
よ
り

箱
根
芦
の
湖
に
通
ず
る
観
光
道
路
と
し
て
大
観
山
富
士
見
コ
ー

ス
が
あ
る
が
、
こ
の
道
路
は
観
光
的
な
利
用
度
が
高
く
利
用
者

は
年
々
増
加
の
一
途
を
辿
つ
て
い
る
。

湯
河
原
温
泉
の
位
置
は
芦
の
湖
よ
り
最
短
距
離
を
も
つ
て
国

鉄
東
海
道
線
に
接
し
、
し
か
も
こ
の
コ
ー
ス
は
景
勝
富
士
を
眺

め
、
且
つ
相
模
灘
を
眼
下
に
臨
み
最
も
風
光
に
恵
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
観
光
性
を
配
慮
し
か
ね
て
箱
根
登
山
鉄
道
が
奥
湯
河
原
よ

り
芦
の
湖
に
通
ず
る
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
の
建
設
を
も
く
ろ
み
既
に

許
可
を
得
て
い
る
事
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
計
画
が
実
現
す

る
時
は
箱
根
と
の
距
離
を
も
つ
と
も
近
く
し
、
し
か
も
天
下
の

景
勝
を
一
望
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
観
光
的
施
設
と
し
て
は
極

め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
こ
れ
に
よ
り
湯
河
原
町
へ

の
観
光
客
の
導
入
は
よ
り
多
く
図
ら
れ
、
箱
根
の
景
勝
は
湯
河

原
温
泉
の
裏
庭
と
し
て
最
も
旅
客
に
親
し
ま
れ
る
も
の
と
考
え

る
。

こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
こ
こ
に
湯
河
原
町
議
会
は
町
民
を
代
表

し
、
こ
の
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
施
設
の
実
現
を
促
進
す
る
も
の
と
す

る
。

右
決
議
す
る
。

　
　

昭
和
三
十
四
年
三
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯　

河　

原　

町　

議　

会

（「
昭
和
三
四
年　

会
議
録
綴
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

37　

湯
河
原
セ
ン
ト
ラ
ル
ビ
ー
チ
建
設
事
業
計
画
書

事
業
計
画
書

過
年
度
来
株
式
会
社
白
雲
閣
に
於
て
計
画
致
し
て
居
り
ま
し
た

神
奈
川
縣
湯
河
原
町
𠮷
浜
海
岸
公
有
水
面
埋
立
造
成
工
事
に
つ

い
て
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。
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株
式
会
社
白
雲
閣
は
該
地
埋
立
造
成
計
画
に
基
い
て
着
工
（
施

工
期
間
約
弐
ヶ
年
）
完
成
後
第
二
次
計
画
と
し
て
湯
河
原
セ
ン

ト
ラ
ル
ビ
ー
チ
建
設
を
計
画
致
し
て
居
り
ま
す
。

そ
の
間
に
於
け
る
資
金
源
の
一
切
に
つ
い
て
株
式
会
社
白
雲
閣

の
責
任
に
於
て
遂
行
し
將
來
新
会
社
（
白
雲
閣
觀
光
開
発
株
式

会
社
）
に
其
の
凡
て
を
引
継
ぐ
予
定
で
あ
り
ま
す
。

本
事
業
は
國
土
開
発
の
一
端
を
擔
ふ
も
の
と
自
負
し
地
元
湯
河

原
町
の
將
來
の
発
展
に
寄
與
出
来
又
事
業
と
し
て
も
充
分
採
算

を
建
て
得
る
事
に
て
萬
全
を
盡
し
て
着
手
そ
し
て
完
成
を
期
し

て
居
り
ま
す
。

　

猶
別
紙
参
考
資
料
参
照
被
下
度
、

別　

紙
一
、
株
式
会
社
白
雲
閣
に
つ
い
て
（
省
略
）

二
、（
株
）
白
雲
閣
取
締
役
會
議
事
録
（
寫
）（
省
略
）

三
、神
奈
川
縣
湯
河
原
町
吉
浜
海
岸
埋
立
造
成
計
画
（
省
略
）

四
、
埋
立
地
事
業
利
用
計
画

五
、
新
会
社（
白
雲
閣
觀
光
開
発
株
式
会
社
）に
つ
い
て（
省

略
）

別
紙
（
四
）

　
　
　
　

埋
立
地
に
於
け
る
事
業
利
用
計
画
の
大
要

一
、
建
設
場
所　

神
奈
川
縣
湯
河
原
町
𠮷
浜
海
岸
埋
立
地

二
、
建
設
目
的　



湯
河
原
セ
ン
ト
ラ
ル
ビ
ー
チ
（
近
代
式
綜
合

海
浜
娯
楽
場
）

三　

所
要
土
地　



海
岸
埋
立
事
業
に
依
り
造
成　

　
　
　
　
　
　
　

二
七
、
八
〇
〇
坪

四　

温
泉
資
源　



湯
河
原
町
々
有
温
泉
の
引
湯
又
は
ボ
ー
リ
ン

グ
に
依
る
新
源
泉
獲
得

五　

建
築
施
設

　

イ　


鉄
筋
鉄
骨
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り　

和
洋
式　

方
型
、
円

型
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
三
棟

二
、
七
〇
〇
坪



120

第一章　温泉と観光



地
上
三
階
一
部
二
階
建　

和
室　

一
二
六
室


大
小
浴
場
、
大
小
宴
会
場
、
会
議
場
、
食
堂
、
売
店
、

玄
関
、
事
務
室
、
監
理
諸
施
設

ロ　

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り　

洋
式　

マ
リ
ン
ラ
ン
ド　

一
棟

八
〇
〇
坪

地
上
一
階
一
部
二
階
建　

收
容　

八
〇
〇
名
（
一
時
最

大
数
）

近
海
ク
ジ
ラ
、
イ
ル
カ
、
放
魚
大
プ
ー
ル
、
觀
覧
設
備
、

売
店
、
海
洋
寫
眞
展
示
会
場

ハ　



鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り　

最
新
式
パ
ノ
ラ
マ
水
族
舘　

一
棟
六
六
〇
坪

地
上
一
階
一
部
二
階
建　

收
容　

四
〇
〇
名
（
一
時
最

大
数
）

各
種
海
洋
生
物
水
槽
、
放
魚
プ
ー
ル
觀
覧
諸
設
備
、

フ
ァ
ン
テ
ン
シ
ョ
ッ
プ
及
パ
ノ
ラ
マ
水
槽
設
備

ニ　



軽
量
鉄
骨
一
部
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り　

遊
覧
諸
設
備　

五
棟

一
、
〇
〇
〇
坪

地
上
一
階
建　

洋
式

⒈
大
食
堂　

和
洋
、
中
華
、
各
種
給
食
設
備
（
收
容
給
食

数
一
〇
、
〇
〇
〇
食
）

⒉
ホ
ー
ル　

バ
ン
ド
専
属
大
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
（
收
容
一
時

最
大　

二
〇
〇
名
）

⒊
遊
技
場　



各
種
娯
楽
施
設
、
ゲ
ー
ム
ホ
ー
ル
完
備

⒋
売　

店　



諸
國
産
み
や
げ
も
の
売
店
設
備

六　

構
築
施
設

　

イ　

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
一
部
鉄
骨
造
り
遊
覧
諸
設
備

三
、
四
六
二
坪

⒈
潜
水
艦
プ
ー
ル
、
活
魚
放
魚
プ
ー
ル
、
釣
堀
プ
ー
ル　

附
属
ハ
ウ
ス　

チ
ケ
ツ
ト
売
店

⒉
ウ
オ
ー
タ
ー
シ
ュ
ー
ト
プ
ー
ル
、
附
属
ウ
オ
ー
タ
ー

シ
ュ
ー
ト
展
望
タ
ワ
ー
（
五
階
建
）
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
設

備
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⒊
水
鳥
舎　

外
国
産
及
日
本
産
各
種
鳥
類
舎
及
觀
覧
設
備

及
管
理
諸
設
備

４
公
式
プ
ー
ル　

五
〇
米
、
二
五
米
、
子
供
用
三
五
米
各

温
、
水
、
冷
海
、
切
替
最
新
式
プ
ー
ル
、
飛
込
台
、
シ

ヤ
ワ
ー
、
更
衣
室
設
備

５
舟
揚
場
及
ボ
ー
ト
ハ
ウ
ス
、
フ
ァ
ン
テ
ン
シ
ョ
ッ
プ
、

小
舟
艇
引
揚
場
及
デ
リ
ッ
キ
諸
設
備
完
備

　

ロ　

遊
園
地
及
庭
園
、
小
公
園
、
施
設　

八
、
六
〇
〇
坪

⒈
和
洋
庭
園
設
備　

噴
水　

築
山　

造
園

⒉
遊
園
地
各
遊
技
設
備
完
備　

ス
ベ
リ
台
其
他

⒊
小
公
園
設
備　

噴
水　

ベ
ン
チ
、
造
園

　

ハ　

駐
車
場
、
附
属
諸
設
備

二
、
三
〇
〇
坪

⒈
大
型
バ
ス
、
大
型
乘
用
車
、
小
型
乘
用
車
收
容　

八
〇

〇
台　

諸
設
備

⒉
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
休
憩
場
、
売
店
、
諸
設
備　

完
備

七　

收
容
能
力　

湯
河
原
海
浜
セ
ン
ト
ラ
ル
ビ
ー
チ

　

イ　

来
場
入
園
客
数　
　
　

定
員　
　

八
、
五
〇
〇
名

　

ロ　

来
場
休
憩
室
客
数　
　

定
員　
　

三
、
五
〇
〇
名

八　

建
設
費

別
表
の
通
り
（
省
略
）

第
一
期
計
画　
　
　

三
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

第
二
期
計
画　
　
　

三
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

第
三
期
計
画　
　
　

三
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

第
四
期
計
画　
　
　

三
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

第
五
期
計
画　
　
　

三
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

　
　

計　
　
　

一
、
五
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上

（「
自
昭
和
三
四
年　

海
岸
埋
立
事
業
書
類
綴
」
湯
河
原
町
役

場
蔵
）

町
は
山
と
海
と
い
う
豊
か
な
自
然
を
大
き
な
資
産
と
し
て
開

発
に
力
を
注
い
だ
。
広
大
な
海
岸
地
帯
を
埋
め
立
て
て
各
種
集

客
施
設
を
造
ろ
う
と
す
る
も
の
が
本
計
画
で
あ
る
。
県
の
補
助
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な
ど
を
受
け
た
事
業
で
あ
っ
た
が
一
九
六
七
（
昭
和
四
二
）
年

九
月
の
台
風
の
高
波
で
浸
水
し
、
計
画
は
頓
挫
し
た
。

38　

日
本
国
有
鉄
道
所
有
電
話
柱
移
設
に
関
す
る
陳
情
書

昭
和
三
六
年
一
月　

日

日
本
国
有
鉄
道

総
裁　

十
河
信
二　

殿

日
本
国
有
鉄
道
所
有
電
話
柱

線
下
土
地
所
有
者
一
同

日
本
国
有
鉄
道
所
有
電
話
柱
移
設
に
関
す
る
陳
情
書

湯
河
原
町
は
古
来
観
光
地
で
あ
り
ま
す
が
、
近
年
時
世
の
急

激
な
る
変
化
と
共
に
首
都
圏
内
の
観
光
地
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
私
共
町
民
と
し
て
も
総
力
を
挙
げ
て
、
観
光
計
画

に
専
念
し
つ
ゝ
あ
る
所
で
あ
り
ま
す
。

剰
え
来
る
べ
き
日
本
開
催
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
目
捷（

マ
マ
）え

控
え
ま

し
て
民
間
も
観
光
の
盛
装
を
整
備
し
て
外
資
を
迎
え
る
こ
と
は
、

国
策
に
添
っ
た
町
民
の
義
務
で
も
あ
り
ま
す
。

然
る
所
日
本
国
有
鉄
道
所
有
の
電
話
柱
（
九
架
線
約
三
〇

柱
）
は
、
明
治
三
二
年
創
設
以
来
旣
に
約
六
〇
年
を
経
過
し
て

居
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
観
光
立
地
の
条
件
を
抹
殺
し
、
本
町
表

玄
関
た
る
駅
前
並
び
に
県
道
商
店
街
周
辺
の
発
展
を
阻
害
す
る

こ
と
実
に
甚
大
で
、
仝
線
下
の
土
地
所
有
者
と
し
て
は
、
死
活

問
題
で
遺
憾
千
万
の
極
み
で
あ
り
ま
す
。

元
々
本
移
設
の
要
望
は
旣
に
数
年
前
に
遡
っ
て
台
頭
し
前
述

の
如
く
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
の
声
に
応
じ
加
速
度
に
深
刻
化
し

て
参
り
ま
し
た
の
で
此
の
際
御
当
局
に
於
い
て
も
大
局
的
見
地

か
ら
是
非
共
特
別
の
御
詮
議
を
以
っ
て
他
適
地
へ
移
設
方
、
御

計
画
の
上
、
来
三
六
年
度
に
御
実
施
相
成
様
同
線
下
土
地
所
有

者
一
同
連
署
の
上
陳
情
致
し
ま
す
。

関
係
図
面
添
付
（
省
略
）

別
紙
連
署
の
通
り
（
省
略
）

（添付写真 5 点のうち 1 点を掲載した）

　
　
（「
陳
情
書　

都
市
計
画
分
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。
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（添付写真 5 点のうち 1 点を掲載した）

　
　
（「
陳
情
書　

都
市
計
画
分
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

39　

保
養
施
設
選
定
に
関
す
る
陳
情
書

陳
情
書

本
県
に
於
け
る
中
小
企
業
の
振
興
育
成
に
つ
い
て
は
県
当
局

に
お
か
れ
て
も
特
に
関
心
を
も
た
れ
、
こ
れ
が
発
展
対
策
に
意

を
用
い
ら
れ
て
い
る
事
は
誠
に
感
謝
の
念
を
深
く
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
、
聞
き
及
び
ま
す
に
今
般
県
当
局
に
お
か
れ
て
は
、

こ
れ
が
施
策
の
一
環
と
し
て
中
小
企
業
従
事
者
の
保
健
の
向
上

並
び
に
保
養
施
設
と
し
て
中
小
企
業
者
憩
の
家
の
建
設
の
目
論

見
が
あ
り
、
目
下
県
西
方
面
に
敷
地
を
選
定
中
と
の
事
で
あ
り

ま
す
が
、
幸
ひ
当
湯
河
原
町
は
県
下
有
数
の
温
泉
観
光
地
で
あ

り
、
都
市
計
画
に
基
く
区
画
整
理
も
促
進
さ
れ
ま
し
て
、
こ
の

区
域
内
に
約
一
、
八
〇
〇
坪
の
保
留
地
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
、

こ
の
区
域
は
千
歳
川
に
沿
つ
た
閑
静
な
所
で
あ
り
、
保
健
施
設

と
し
て
は
最
適
地
と
思
考
さ
れ
る
場
所
で
あ
り
ま
す
。

尚
当
町
に
於
て
は
こ
れ
ら
の
区
域
の
発
展
策
と
し
て
目
下
温
泉
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引
湯
の
計
画
も
あ
り
又
現
に
町
に
於
て
温
泉
試
掘
を
実
施
中
で

あ
り
、
温
泉
の
給
湯
並
び
に
敷
地
斡
旋
に
つ
い
て
は
、
全
面
的

に
協
力
い
た
し
ま
す
の
で
、
是
非
共
当
町
を
御
選
定
下
さ
る
よ

う
御
願
い
致
す
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
　

昭
和
三
六
年
九
月
一
三
日

神
奈
川
県
知
事　
　
　

内
山
岩
太
郎　

殿

神
奈
川
県
議
会
議
長　

橋
中
千
代
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
長　
　
　
　

八
亀
武
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
議
会
議
長　

高
杉
茂
利

　
（「
昭
和
三
六
年
度　

観
光
一
種
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

40　

湯
河
原
温
泉
観
光
協
会
へ
の
援
助
に
関
す
る
陳
情
書

陳
情
書

湯
河
原
、
泉
合
併
問
題
は
六
月
二
十
九
日
自
治
庁
よ
り
の
現

状
維
持
と
言
う
裁
定
に
依
つ
て
一
応
終
止
符
が
打
た
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
伴
い
貴
町
は
今
後
の
湯
河
原
町
の
在
り
方
と
し
て
神
奈

川
県
湯
河
原
町
は
静
岡
県
熱
海
市
泉
区
と
従
来
の
き
ず
な
を
断

つ
て
湯
河
原
町
独
自
の
観
光
開
発
と
そ
の
発
展
を
企
図
す
る
方

針
を
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

斯
る
方
針
に
基
き
湯
河
原
温
泉
観
光
協
会
も
貴
意
に
添
つ
て
八

月
十
五
日
観
光
協
会
々
員
臨
時
総
会
を
開
き
、
湯
河
原
温
泉
観

光
協
会
定
款
の
一
部
変
更
を
決
議
、
従
来
の
泉
区
の
旅
館
業
者

並
び
に
交
通
業
者
等
一
部
会
員
の
資
格
が
喪
失
さ
れ
ま
し
た
。

右
の
事
由
に
依
つ
て
湯
河
原
温
泉
観
光
協
会
は
、
昭
和
三
十
六

年
度
予
算
収
入
が
減
少
さ
れ
、
年
度
事
業
施
行
の
上
に
も
収
入

減
の
事
態
が
非
常
な
支
障
と
な
つ
て
爾
後
の
事
業
予
算
に
計
ら

れ
た
観
光
行
事
の
実
施
に
困
憊
し
て
居
り
ま
す
。

殊
に
年
度
事
業
実
施
済
の
行
事
支
出
等
に
つ
い
て
は
、
熱
海
市

よ
り
の
補
助
金
並
び
に
泉
区
会
員
の
会
費
未
納
等
も
あ
つ
て
協

会
運
営
の
上
に
腐
心
し
て
居
る
実
状
で
御
座
い
ま
す
の
で
何
卒
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斯
様
な
現
状
を
御
賢
察
頂
き
ま
し
て
絶
大
な
御
援
助
を
給
り
度

く
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

　
　

昭
和
三
十
六
年
十
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
温
泉
観
光
協
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
長　

高
橋
柳
吉　

印

湯
河
原
町
長

　
　
　

八
亀
武
雄　

殿

　
（「
昭
和
三
六
年
度　

観
光
一
種
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

泉
地
区
の
合
併
問
題
は
現
状
維
持
で
決
着
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
約
二
〇
軒
あ
っ
た
同
地
区
旅
館
は
町
温
泉
観
光
協
会
の
資
格

を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
り
、
湯
河
原
駅
前
の
組
合
直
営
案
内
所

を
使
え
な
く
な
る
な
ど
、
様
々
な
便
宜
を
失
い
大
き
な
痛
手
と

な
っ
た
。

41　

湯
河
原
町
湯
河
原
観
光
会
館
条
例

湯
河
原
町
湯
河
原
観
光
会
館
条
例
（
昭
和
三
十
八
年

四
月
一
日
条
例
第
十
二
号
）

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
湯
河
原
観
光
会
館
（
以
下
「
会
館
」
と

い
う
）
の
設
置
管
理
及
び
使
用
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定

め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
設
置
）

第
二
条　

町
は
観
光
の
発
展
を
図
る
た
め
会
館
を
設
置
す
る
。

⒉　

会
館
の
名
称
及
び
位
置
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
、
名
称　

湯
河
原
観
光
会
館

二
、
位
置　

湯
河
原
町
宮
上
五
六
六
番
地

（
事
務
所
及
び
職
員
）

第
三
条　

会
館
の
管
理
運
営
等
を
所
掌
す
る
た
め
湯
河
原
観
光

会
館
管
理
事
務
所
を
設
け
、
必
要
な
職
員
を
置
く
。

（
使
用
の
承
認
）

第
四
条　

会
館
の
施
設
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か

じ
め
町
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
使
用
の
制
限
）

第
五
条　

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
町
長
は
会
館

施
設
の
使
用
を
承
認
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
、
公
益
を
害
し
、
風
俗
を
乱
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
。

二
、
施
設
を
き
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
。

三
、
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

四
、
そ
の
他
町
長
が
そ
の
使
用
を
不
適
当
と
認
め
た
と
き
。

⒉　

町
長
は
会
館
の
使
用
に
つ
い
て
、
管
理
上
必
要
な
条
件

を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
目
的
外
の
使
用
禁
止
、
使
用
権
利
の
譲
渡
禁
止
）

第
六
条　

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
承
認
を
受
け
た
も
の

（
以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
）
は
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
目

的
以
外
に
会
館
施
設
を
使
用
し
、
又
は
そ
の
権
利
を
他
に
譲

渡
し
若
し
く
は
転
貸
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
使
用
の
停
止
等
）

第
七
条　

使
用
者
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
町

長
は
そ
の
使
用
を
停
止
し
、
又
は
使
用
承
認
を
取
り
消
す
こ

と
が
で
き
る
。

一
、
こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
く
規
則
に
違
反
し
た

と
き

二
、
使
用
承
認
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き

三
、
そ
の
他
町
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き

（
使
用
料
）

第
八
条　

会
館
施
設
の
使
用
料
は
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

但
し
町
長
は
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ

れ
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
使
用
料
の
徴
収
）

第
九
条　

使
用
料
は
使
用
承
認
の
と
き
徴
収
す
る
。

⒉　

使
用
内
容
の
変
更
に
よ
る
使
用
料
の
追
徴
は
変
更
承
認

の
と
き
徴
収
す
る
。
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⒊　

国
又
は
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
団
体
に

使
用
を
承
認
し
た
場
合
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
別
に
納
期
を
指
定
し
て
使
用
料
を
徴
収
す
る
。

（
使
用
料
の
還
付
）

第
一
〇
条　

既
納
の
使
用
料
は
還
付
し
な
い
。
但
し
次
の
各
号

の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
町
長
は
そ
の
全
部
又
は
一
部
を

還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
使
用
者
の
責
に
帰
さ
な
い
理
由
に
よ
り
、
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。

二
、
町
長
が
公
益
上
、
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ

り
使
用
の
承
認
を
取
り
消
し
た
と
き
又
は
使
用
を
停
止

さ
せ
た
と
き
。

三
、
使
用
開
始
五
日
前
ま
で
に
使
用
の
取
消
し
を
申
し
出

て
、
町
長
が
正
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。

（
損
害
額
の
賠
償
）

第
一
一
条　

使
用
者
は
、
会
館
施
設
を
き
損
又
は
滅
失
し
た
と

き
は
、
町
長
の
定
め
る
損
害
額
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
規
則
へ
の
委
任
）

第
一
二
条　

こ
の
規

（
マ
マ
）則

の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
規
則

で
定
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表一

．
会
議
室
使
用
料区

分

　
　
　
　
　
　
　
　

時

　
　

種
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

午　

前

午　

後

夜　
　

間

午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で

午
後
六
時
か
ら

午
後
十
時
ま
で

室議会大
入
場
料
等
無
料
の
場
合

　

三
、
〇
〇
〇　

五
、
〇
〇
〇
一
〇
、
〇
〇
〇

入
場
料
、
会

員
券
等
こ
れ

に
類
す
る
料

金
を
徴
収
す

る
場
合

一
人
当
り
二

〇
〇
円
未
満

の
場
合

　

三
、
九
〇
〇
　
六
、
五
〇
〇

　

四
、
三
〇
〇
一
三
、
〇
〇
〇

一
人
当
り
二

〇
〇
円
以
上

の
場
合

　

四
、
五
〇
〇　

七
、
五
〇
〇
一
五
、
〇
〇
〇
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中　

会　

議　

室

　
　
　

九
〇
〇　

一
、
三
〇
〇　

二
、
六
〇
〇

小　

会　

議　

室

　
　
　

四
〇
〇　
　
　

七
〇
〇　

一
、
〇
〇
〇

備
考
．
超
過
時
間
一
時
間
に
つ
き
規
定
料
金
の
二
割
を
加

算
す
る
。

二
．
附
属
駐
車
場
使
用
料

種
別　
　
　

時
間

二
四
時
間

午
後
四
時
か
ら
翌
日

午
前
一
〇
時
ま
で

一
時
間

超
過
料
金

一
時
間
毎
に

バ　
　

ス

一
、
〇
〇
〇

八
〇
〇

二
〇
〇

二
〇
〇

乗
用
車

大　

型

五
〇
〇

四
〇
〇

一
〇
〇

一
〇
〇

そ
の
他

四
〇
〇

三
〇
〇

八
〇

八
〇

軽
三
四
輪
乗
用
車

三
〇
〇

二
〇
〇

六
〇

六
〇

（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
迎
え
る
こ
ろ
、
町
は
温
泉
事
業
の
進

展
と
と
も
に
空
前
の
旅
館
や
寮
の
新
築
ブ
ー
ム
を
迎
え
た
。
そ

し
て
誘
客
計
画
や
宣
伝
活
動
な
ど
の
業
務
を
進
め
、
幅
広
い
用

途
に
応
え
る
た
め
の
拠
点
を
造
る
こ
と
に
な
っ
た
。

42　

湯
河
原
温
泉
の
未
来
像

湯
河
原
温
泉
の
未
来
像　

町
教
研
が
ア
ン
ケ
ー
ト
で

意
見
求
め
る　

有
識
者
二
〇
人
の
回
答
意
見

（
そ
の
１
）

【
湯
河
原
】
湯
河
原
町
教
育
研
究
会
（
穂
坂
正
夫
会
長
）
で
「
湯

河
原
温
泉
郷
の
未
来
像
」
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
町
内
在
住
の
権
威

者
に
忌
憚
の
な
い
意
見
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
二
十
人
の
人
か
ら

回
答
が
寄
せ
ら
れ
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
は
つ
ぎ
の
二
点
。

一
、
い
ま
の
湯
河
原
を
ど
の
よ
う
に
ご
ら
ん
に
な
り
ま
す
か
。

そ
の
問
題
点
を
一
つ
二
つ
書
い
て
下
さ
い
。

一
、
五
年
先
き
十
年
先
き
二
十
年
後
の
湯
河
原
は
、
ど
ん
な
風

に
か
わ
る
で
し
よ
う
か
。
こ
う
し
た
い
、
こ
う
あ
り
た
い
と
お

考
え
に
な
る
こ
と
を
一
つ
二
つ
お
述
べ
下
さ
い
。
（
回
答
は
到

着
順
・
敬
称
略
）
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▽
元
横
浜
国
大
教
授　

神
田　

茂

一
、
◎
観
光
施
設
を
大
い
に
増
大
し
旅
客
を
大
い
に
招
く
こ

と
。◎

温
泉
研
究
の
近
代
的
進
歩
を
は
か
る
た
め
、
科
学
的
、
医

学
的
経
験
者
を
招
く
こ
と

◎
温
泉
利
用
に
有
利
な
工
場
を
誘
致
す
る
こ
と

◎
郷
土
研
究
を
盛
ん
に
し
文
化
、
自
然
の
両
面
か
ら
進
め
る

こ
と◎

温
泉
を
㍍
制
に
し
て
、
無
駄
を
省
き
合
理
化
す
る
こ
と

◎
道
は
ば
の
せ
ま
い
処
は
こ
の
川
部
を
使
つ
て
一
方
交（

マ
マ
）通

に

す
る
こ
と

◎
旅
客
の
落
し
て
ゆ
く
金
を
有
利
な
事
業
に
使
い
、
つ
ぎ
に

の
べ
る
諸
設
備
の
設
置
の
費
用
に
あ
て
る

二
、
五
年
先
に
は
高
等
学
校
が
、
十
年
に
は
温
泉
研
究
が
、

二
十
年
後
に
は
大
学
が
で
き
る
こ
と
を
望
む

▽
町
教
育
委
員　

杉
山　

実

一
、
小
さ
な
箱
庭
の
中
で
、
諸
々
の
開
発
、
整
備
事
業
を
進

め
て
い
る
が
何
ん
と
な
く
飽
和
点
に
達
し
、
早
く
老
成
化
す
る

よ
う
な
気
が
す
る
。
将
来
の
郷
土
湯
河
原
の
理
想
を
如
何
に
す

る
か
。
明
確
に
イ
メ
ー
ヂ
、
ア
ツ
プ
し
て
計
画
立
案
、
執
行
へ

と
前
進
さ
せ
た
い
。

二
、
湯
河
原
を
基
幹
と
し
て
、
熱
海
市
泉
、
真
鶴
町
と
合
併

し
て
、
小
都
市
な
が
ら
豊
に
し
て
香
り
高
い
文
化
都
市
と
し
て
、

住
民
の
総
べ
て
が
幸
福
な
生
活
を
満
喫
し
得
る
郷
土
で
あ
り
た

い
。
空
気
も
水
も
山
も
海
も
そ
し
て
人
も
、
清
潔
で
誠
実
で
親

切
で
来
訪
の
人
々
の
心
を
き
れ
い
に
流
し
て
、
明
日
へ
の
生
活

の
源
動
力
を
培
つ
て
行
く
よ
う
な
、
健
康
で
明
る
い
都
市
の
形

成
を
期
待
し
た
い
。

▽
前
福
浦
小
学
校
長　

原　

松
雄

一
、
都
市
化
の
波
が
お
し
よ
せ
、
田
畝

（
マ
マ
）が

な
く
な
つ
て
、
広

場
が
乏
し
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
幼
児
、
小
学
生
の
遊
び
場
を

確
保
し
て
時
代
を
背
負
う
者
の
成
長
を
願
う
こ
と
が
第
一
に
必
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要
な
こ
と
で
は
な
い
か
。
各
地
区
に
一
、
二
の
遊
び
場
は
で
き

て
い
る
が
不
充
分
で
あ
り
、
特
に
福
浦
、
吉
浜
、
鍜（

鍛
冶
）治

屋
地
区

に
は
殆
ん
ど
な
い
と
い
つ
て
よ
い
。
町
当
局
の
英
断
を
望
み
ま

す
。二

、
自
然
を
損
う
こ
と
は
よ
く
な
い
が
広
い
、
山
と
海
を
も

つ
と
憩
い
の
場
所
と
し
て
利
用
し
た
ら
よ
い
と
思
う
。

山
で
は
ー
城
山
、
幕
山
、
南
郷
等
の
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
と
キ

ヤ
ン
プ
、
散
歩
道
。
海
ー
湯
河
原
港
、
ヨ
ツ
ト
ハ
ー
バ
ー
、
釣

り
舟
、
伊
豆
、
大
島
房
総
方
面
と
の
連
絡
周
遊
、
真
鶴
岬
の
利

用
、
山
と
海
を
む
す
ぶ
一
周
コ
ー
ス
ー
富
士
箱
根
湯
河
原

▽
温
泉
旅
館
組
合
長　

新
磯
信
雄

一
、
現
時
点
の
湯
河
原
は
地
形
の
ご
と
く
、
人
間
の
心
ま
で

が
谷
間
の
感
じ
が
強
く
、
排
他
的
で
互
に
立
て
合
い
助
け
あ
う

共
存
共
栄
の
精
神
に
乏
し
い
。
原
因
は
輸

（
マ
マ
）入

人
口
の
少
な
い
こ

と
、
要
す
る
に
刺
激
さ
れ
ず
に
お
山
の
大
将
で
居
た
い
、
二
代

三
代
の
人
に
至
つ
て
は
初
代
の
苦
労
が
解
ら
な
い
。
教
養
が
あ

る
か
ら
智
恵
ば
か
り
働
か
し
て
た
く
ま
し
い
創
造
力
に
欠
け
て

い
る
。
実
行
力
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二
、
外
資
に
支
配
さ
れ
企
業
の
系

（
マ
マ
）業

は
非
常
に
困
難
な
時
代

と
な
る
と
思
う
が
、
国
民
生
活
は
向
上
す
る
。
従
つ
て
、
か
ん

き
つ
業
者
と
い
え
ど
も
、
観
光
産
業
に
つ
な
が
る
湯
河
原
は
繁

栄
す
る
と
思
う
が
、
人
的
補
給
が
つ
か
な
く
な
る
。
そ
の
心
構

え
と
準
備
が
今
か
ら
必
要
。
自
然
美
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
近

代
化
を
計
つ
て
行
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。（
つ
づ
く
）

（「
東
海
民
報
」
昭
和
四
四
年
四
月
二
九
日
付
）

（
そ
の
２
）

▽
湯
河
原
小
学
校
教
諭　

は（
マ
マ
）り

摩
晃
一

一
、
観
光
地
湯
河
原
と
い
い
な
が
ら
パ
ン
チ
の
き
い
た
宣
伝
ポ

イ
ン
ト
が
な
い
（
海
水
浴
場
と
い
い
、
温
泉
と
い
い
、
み
か
ん

が
り
と
い
い
、
イ
メ
ー
ジ
が
弱
く
、
分
散
的
）

文
化
の
に
お
い
が
し
な
い
都
市
化
現
象
に
対
応
で
き
な
い
。
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文
化
会
議
の
で
き
る
巨
大
な
施
設
ー
温
泉
で
休
養
と
い
う
結
び

つ
き
が
な
い
か
ぎ
り
、
将
来
の
誘
客
、
イ
メ
ー
ジ
、
ア
ツ
プ
が

で
き
な
い
。

二
、
真
鶴
半
島
、
吉
浜
海
岸
、
城
山
大
観
山
を
結
ぶ
広
範
囲
な

　

都
市
計
画
ー
京
浜
の
休
養
、
保
養
、
娯
楽
地
と
し
て
、
ま
た

文
化
都
市
と
し
て
の
総
合
的
な
計
画
が
推
し
進
め
ら
れ
、
熱
海
、

小
田
原
、
箱
根
、
湯
河
原
は
一
大
保
養
地
域
と
な
る
（
実
は
、

そ
れ
ら
の
都
市
は
相
互
連
携
し
て
、
国
際
的
に
イ
メ
ー
ジ
、
ア

ツ
プ
さ
れ
る
）

▽
湯
河
原
市
誕
生
＝
立
体
的
な
運
営

①
真
鶴
、
吉
浜
海
浜
公
園
、
大
水
族
館
、
熱
帯
植
物
園
、
海
水

浴
場
、
漁
港

②
門
川
、
城
堀
、
吉
浜
文
化
地
域
ー
大
会
議
場
、
遊
園
地
、
動

物
園
、
市
立
文
化
館
、
高
校
、
商
店
街

③
城
山
、
大
観
山
自
然
公
園
ー
展
望
台
、
ロ
ー
プ
ウ
エ
ー
、
テ

レ
ビ
塔
、
野
猿
、
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス

④
温
泉
地
帯
＝
温
泉
場
、
広
河
原
、
道
路
整
備

▽
湯
河
原
小
学
校
教
諭　

貴
島
京
子

一
、
温
泉
場
の
旅
館
街
を
ど
う
に
か
考
え
な
け
れ
ば
、
箱
根
と

一
緒
に
な
つ
た
湯
河
原
町
の
発
展
は
考
え
ら
れ
な
い
と
思
う
。

や
は
り
大
型
バ
ス
や
自
家
用
車
が
は
い
り
う
る
車
道
と
歩
道
と

が
は
つ
き
り
区
別
で
き
た
道
が
必
要
で
あ
る
。
旅
館
も
ホ
テ
ル

化
さ
れ
な
け
れ
ば
東
京
、
横
浜
か
ら
す
ぐ
に
こ
ら
れ
る
温
泉
場

と
し
て
の
み

（
魅
）力

は
う
す
れ
る
。

海
岸
は
海
水
浴
場
と
し
て
の
発
展
は
今
の
状
態
で
は
望
み
が
う

す
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
せ
め
て
風
致
が
こ
わ
さ
れ
な
い
よ
う

町
行
政
的
配
慮
が
ほ
し
い
と
思
う
が
、
無
理
で
あ
ろ
う
か
。

二
、
密

（
マ
マ
）柑

畑
の
間
と
海
岸
近
く
に
ホ
テ
ル
を
た
て
温
泉
場
の
旅

館
も
あ
る
て
い
ど
統
合
し
て
ホ
テ
ル
に
す
る
。
岩
や
真
鶴
も
統

合
し
て
海
と
密

（
マ
マ
）柑

と
温
泉
が
楽
し
め
る
。
す
ば
ら
し
い
町
に
す

る
。

ま
く
山
や
、
城
山
や
十
国
峠
は
散
歩
が
で
き
る
道
を
も
つ
と
き
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ち
ん
と
つ
く
る
。
学
校
（
中
学
校
か
、
将
来
で
き
れ
ば
高
校
）

に
は
湯
河
原
が
観
光
地
と
し
て
発
展
す
る
た
め
の
勉
強
が
で
き

る
科
を
お
く
。

▽
湯
河
原
小
Ｐ
Ｔ
Ａ
役
員　

高
杉
芳
雄

一
、
湯
の
町
湯
河
原
は
世
間
的
に
は
余
り
知
ら
れ
た
町
で
は
な

い
。

政
治
的
に
は
老
化
し
、
対
立
が
多
く
良
い
人
材
の
出
来
難
い
事

が
多
い
と
思
う
。
ま
た
、
観
光
第
一
を
と
つ
て
い
ま
す
が
、
足

元
か
ら
住
民
に
直
結
し
た
町
で
あ
り
た
い
。

二
、
温
泉
場
と
し
て
の
発
展
は
余
り
期
待
せ
ず
、
通
勤
者
の
良

き
住
宅
地
ま
た
保
養
地
化
を
な
し
、
山
間
と
海
岸
の
娯
楽
設
備

を
充
実
さ
せ
、
教
育
文
化
の
向
上
を
は
か
り
、
住
み
よ
い
町
に

し
た
い
も
の
だ
。（
つ
づ
く
）

（「
東
海
民
報
」
昭
和
四
四
年
五
月
二
日
付
）

（
そ
の
３
）

▽
町
議
会
総
務
委
員
長　

菅
沼　

稔

一
、
現
在
の
日
本
、
湯
河
原
に
お
い
て
も
、
一
番
大
切
な
こ
と

は
、
次
代
を
背
負
う
青
少
年
の
よ
り
良
い
育
成
で
あ
る
と
思
う
。

特
に
湯
河
原
に
在
住
す
る
青
年
層
（
学
校
卒
業
し
て
社
会
人
と

な
つ
た
）
青
年
達
に
、
大
き
な
夢
と
生
甲
斐
を
感
じ
さ
せ
る
よ

う
な
グ
ル
ー
プ
活
動
が
と
ぼ
し
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
職
場
を

通
じ
て
の
小
グ
ル
ー
プ
活
動
が
あ
る
が
、
偉
大
な
魅
力
に
と
ぼ

し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

現
在
の
時
代
に
マ
ツ
チ
し
た
、
湯
河
原
を
一
丸
と
し
て
元
青
年

団
の
よ
う
な
組
織
が
あ
つ
て
、
そ
の
大
き
な
グ
ル
ー
プ
活
動
の

中
で
自
己
を
磨
き
、
日
常
生
活
に
張
り
の
あ
る
よ
う
な
、
そ
し

て
郷
土
の
発
展
の
た
め
、
大
き
な
夢
を
も
つ
て
進
め
る
よ
う
な
、

魅
力
あ
る
グ
ル
ー
プ
が
必
要
で
あ
り
、
そ
う
し
た
青
年
を
一
人

で
も
欲
し
い
と
思
う
。

二
、
や
が
て
真
鶴
も
合
併
し
、
相
当
の
町
と
し
て
発
展
す
る
こ

と
と
思
う
。
そ
れ
故
に
生
活
は
向
上
し
て
も
、
雑
然
と
都
市
化
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し
て
も
、
我
々
は
決
し
て
幸
福
な
生
活
が
で
き
る
も
の
で
は
な

い
。

発
展
は
勿
論
で
あ
る
が
、
整
然
と
衛
生
的
で
あ
り
、
し
か
も
湯

河
原
の
自
然
を
充
分
生
か
し
、
真
に
豊
か
な
生
活
が
で
き
る
よ

う
、
基
本
計
画
は
百
年
先
の
構
想
を
練
つ
て
政
治
を
進
め
る
べ

き
で
あ
る
と
思
う
。

▽
町
社
会
教
育
委
員　

関
野
正
平

一
、
観
光
地
と
称
す
る
も
何
ら
名
物
ら
し
き
も
の
も
な
く
、
産

業
と
し
て
も
す
で
に
頭
打
ち
の
み
か
ん
程
度
。
こ
の
辺
で
脱
皮

を
考
え
、
観
光
客
の
足
の
停
る
名
物
を
施
設
し
た
い
。

　

例
＝
箱
根
に
至
る
道
路
は
椿
な
ど
で
な
く
桜
並
木
と
し
、
町

内
道
路
に
も
街
路
樹
も
植
え
る
。
桜
通
り
、
柳
通
り
、
ポ
プ
ラ

通
り
等
等
、
温
泉
観
光
地
ら
し
き
町
名
を
冠
し
た
い
。
城
山
に

出
城
を
復
元
。
駅
ー
城
山
ー
白
銀
林
道
付
近
に
至
る
ロ
ー
プ
ウ

エ
ー

二
、
真
鶴
町
と
は
当
然
合
併
す
べ
き
で
あ
り
、
周
遊
散
策
道
路

の
起
点
を
福
浦
と
し
て
終
点
を
真
鶴
駅
、
あ
る
い
は
こ
の
逆
と

し
た
い
。

（
現
在
の
高
校
進
学
九
十
％
を
み
て
、
町
に
高
校
が
是
非
必

要
）

（
中
小
企
業
商
店
向
け
と
旅
館
関
係
（
ホ
テ
ル
科
の
）

県
立
で
は
技
術
高
校
、
看
護
学
校
、
貿
易
向
き
高
校
と
は
あ
る

も
、
温
泉
観
光
地
に
向
く
程
度
の
も
の
が
必
要

▽
前
社
会
教
育
委
員　

向
笠
孝
之

一
、
近
ご
ろ
青
少
年
の
犯
罪
、
虞
犯
少
年
の
増
加
が
目
に
見
え

て
増
加
し
て
い
る
こ
と
で
し
よ
う
。
原
因
が
ど
こ
に
あ
る
か
。

社
会
か
、
家
庭
か
、
教
育
か
、
い
づ

（
マ
マ
）れ

に
せ
よ
、
こ
の
際
禍
根

を
切
り
取
つ
て
、
す
み
よ
い
郷
土
湯
河
原
を
守
つ
て
行
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

二
、
み
か
ん
以
外
特
産
を
持
た
ぬ
土
地
柄
、
観
光
に
生
き
る
よ

り
外
に
道
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
奥
地
開
発
、
駅
下
一
帯
の
整

備
、
海
岸
観
光
施
設
の
充
実
等
積
極
的
な
施
策
を
希
望
し
て
い



134

第一章　温泉と観光

ま
す
。（
つ
づ
く
）

（「
東
海
民
報
」
昭
和
四
四
年
五
月
三
日
付
）

（
そ
の
４
）

▽
湯
河
原
小
学
校
事
務
主
査　

入
江　

弘

一
、
温
泉
場
地
帯
の
道
路
が
せ
ま
す
ぎ
る
。
観
光
湯
河
原
の
中

心
地
の
道
路
が
現
状
の
有
様
で
は
、
観
光
客
の
殆
ん
ど
が
自
動

車
利
用
者
で
あ
る
現
代
で
は
、
湯
河
原
発
展
の
た
め
一
大
障
害

と
い
え
る
。

オ
レ
ン
ジ
ラ
イ
ン
は
温
泉
場
を
素
通
り
の
道
路
で
何
の
効
果
も

な
い
。
是
非
と
も
千
才

（
マ
マ
）川

の
河
川
敷
利
用
の
道
路
の
新
設
が
望

ま
し
い
。

観
光
立
町
の
た
め
の
施
設
と
し
て
、
城
山
の
整
備
や
、
宣
伝
と

し
て
の
大
阪
に
お
け
る
広
報
機
関
の
新
設
等
甚
だ
意
欲
的
で
あ

る
こ
と
ば

（
マ
マ
）喜

ば
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
住
民
に
対

す
る
福
祉
、
民
生
の
面
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
殊
に
住
宅
対
策

に
つ
い
て
は
、
全
く
無
策
で
あ
る
。
以
来
十
一
年
間
公
営
住
宅

の
増
設
は
殆
ん
ど
行
な
わ
れ
て
い
な
い
都
市
計
画
に
基
く
地
帯

に
は
続
々
と
民
間
ア
パ
ー
ト
が
建
設
さ
れ
高
額
な
家
賃
で
貸
借

が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
住
民
の
定
着
化
を
阻
害
し
、

強（
マ
マ
）い

て
は
、
郷
土
へ
の
愛
着
を
損
う
原
因
と
な
つ
て
い
る
。

二
、
真
鶴
町
と
の
合
併
が
行
な
わ
れ
真
鶴
半
島
の
風
光
、
鍜

（
マ
マ
）治（
マ
マ
）

屋
開
発
の
成
果
は
一
大
レ
ジ
ヤ
ー
セ
ン
タ
ー
の
実
現
併
せ
て
温

泉
と
、
ま
さ
に
名
実
と
も
に
一
大
観
光
都
市
と
し
て
発
展
す
る

だ
ろ
う
。

湯
河
原
発
展
の
中
心
地
は
宮
下
地
区
、
門
川
、
吉
浜
地
区
と
な

る
。
そ
の
形
態
は
当
然
観
光
に
直
結
す
る
も
の
と
な
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
湯
河
原
中
学
校
、
湯
河
原
小
学
校
の
所
在
地

は
中
心
の
中
の
核
と
も
な
る
地
点
と
い
え
る
。
そ
う
な
れ
ば
、

当
然
、
移
転
対
策
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
の
場
所
は
、
小
学
校

は
城
山
山
麓
の
え
び
山
（
オ
レ
ン
ジ
ラ
イ
ン
の
上
の
所
）
中
学

校
は
城
山
々
麓
の
沢
地
帯
が
適
当
と
思
え
る
。
歴
史
的
に
伝
統
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の
あ
る
湯
河
原
町
の
た
め
郷
土
博
物
館
の
新
設
は
必
要
だ
と
思

う
。

▽
湯
河
原
町
教
育
長　

鈴
木
将
英

一
、
観
光
地
と
し
て
の
湯
河
原
町
が
斜
陽
化
の
道
を
た
ど
ら
な

い
よ
う
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
払
わ
れ
て
い
る
姿
が
見
ら
れ
、
大
き

く
変
貌
し
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、
城
山
城
跡
の
開
発
、
送
湯
管

の
改
修
、
街
路
樹
の
美
化
、
植
樹
、
全
町
に
桜
の
植
樹
、
小
公

園
の
設
置
、
区
画
整
理
等
。

問
題
点
と
し
て
は
、

一
、
旅
館
経
営
に
…
交
通
が
便

（
マ
マ
）に

な
つ
た
た
め
泊
り
客
が
減
少

し
つ
つ
あ
る
。
客
を
引
き
つ
け
る
魅
力
が
欲
し
い

二
、
柑
橘
生
産
…
他
生
産
地
（
四
国
、
静
岡
み
か
ん
）
に
圧
倒

さ
れ
な
い
品
質
の
改
良

三
、
福
利
厚
生
施
設
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
…
糞
尿
処
理
、
塵
芥

処
理
場
、
医
療
施
設
、
住
宅
施
設
、

四
、
博
物
館
、
福
祉
会
館
、
公
民
館
を
兼
ね
た
会
館
の
設
立

二
、
真
鶴
町
、
熱
海
市
泉
地
区
を
含
み
、
熱
海
市
、
箱
根
町
と

も
提
携
し
奥
地
の
開
発
が
こ
れ
に
並
行
し
て
行
な
わ
れ
、
観
光

地
と
し
て
の
諸
条
件
が
整
つ
た
近
代
的
な
観
光
遊
園
地
と
か
わ

る
で
し
よ
う
。
ま
た
、
か
わ
る
べ
く
為
政
者
は
勿
論
町
民
全
体

が
努
力
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

湯
河
原
町
は
住
ん
で
居
心
地
よ
く
、
清
遊
し
て
快
適
で
あ
り
、

出
湯
と
と
も
に
温
か
い
人
情
風
俗
の
あ
ふ
れ
て
い
る
理
想
郷
で

あ
る
よ
う
に
（
つ
づ
く
）

（「
東
海
民
報
」
昭
和
四
四
年
五
月
七
日
付
）

（
そ
の
５
）

▽
町
企
画
課
長　

小
沢
忠
一

一
、
日
本
で
も
有
数
な
温
泉
地
と
し
て
古
く
か
ら
繁
栄
し
て
き

た
湯
河
原
も
、
東
海
道
新
幹
線
の
開
通
や
、
道
路
網
の
整
備
、

モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ヨ
ン
の
進
展
な
ど
、
社
会
状
勢
の
変
化
と
、

著
し
く
変
容
し
つ
つ
あ
る
国
民
の
観
光
指
向
に
対
応
で
き
な
い
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た
め
伸
び
な
や
み
の
状
態
に
あ
り
ま
す
。
観
光
客
は
温
泉
に
入

る
だ
け
で
は
満
足
し
な
く
な
つ
た
の
で
す
。
よ
り
広
い
区
域
で

の
複
数
の
要
素
を
期
待
し
ま
す
。
よ
り
自
然
的
な
要
素
に
あ
こ

が
れ
ま
す
。
生
活
環
境
も
都
市
化
し
ま
す
。
よ
り
自
然
的
な
要

素
に
あ
こ
が
れ
ま
す
。
生
活
環
境
の
都
市
化
が
進
め
ば
こ
の
傾

向
は
な
お
強
ま
る
で
し
よ
う
。

周
辺
市
町
と
連
携
し
て
広
域
自
然
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ヨ
ン
地
区
を

形
造
る
こ
と
が
何
よ
り
必
要
な
時
と
考
え
ま
す
。
町
の
主
要
な

産
業
を
振
興
し
な
く
て
は
経
済
力
も
増
さ
ず
、
行
政
水
準
も
高

揚
で
き
な
い
か
ら
で
す
。

二
、
町
で
は
、
今
一
〇
年
後
を
目
標
と
し
た
長
期
行
政
計
画
を

立
案
し
て
お
り
ま
す
。
総
合
観
光
都
市
の
建
設
を
基
本
方
針
と

し
、
住
み
よ
い
町
づ
く
り
、
整
備
さ
れ
た
農
業
づ
く
り
を
要
約

目
標
と
し
て
湯
河
原
独
得
の
姿
を
具
現
し
た
い
と
考
え
る
の
で

す
。
東
海
道
線
以
南
の
海
岸
ま
で
の
地
域
に
は
、
こ
と
ご
と
く

土
地
区
画
整
理
を
行
な
い
整
然
と
し
て
街
路
の
築
造
を
な
し
、

し
よ
う
し
や
な
家
並
み
の
中
に
緑
の
多
い
市
街
地
を
作
り
、
周

辺
台
地
に
は
地
形
に
沿
つ
た
緩
や
か
な
街
路
と
、
眺
望
の
よ
い

静
か
な
住
宅
地
、
更
に
そ
の
背
後
に
は
農
業
構
造
改
善
事
業
の

推
進
に
よ
つ
て
整
備
さ
れ
た
本
町
特
産
の
み
か
ん
園
の
緑
を
配

し
、
又
外
資
を
導
入
し
て
海
岸
地
帯
と
奥
地
山
岳
地
帯
の
開
発

を
図
り
、
街
路
宅
地
に
は
四
季
の
草
花
が
咲
き
乱
れ
る
等
、
町

す
べ
て
が
観
光
資
源
と
し
て
整
備
さ
れ
た
理
想
郷
湯
河
原
を
つ

く
り
出
す
の
で
す
。

▽
湯
河
原
商
店
街
連
合
会
会
長　

林　

武
蔵

一
、
湯
河
原
町
は
温
泉
と
密

（
マ
マ
）柑

に
依
つ
て
い
る
。

　

密
（
マ
マ
）柑

は
全
国
的
に
生
産
過
剰
に
な
り
つ
つ
あ
る
し
、
温
泉
も

新
ら
し
い
み
の
あ
る
土
地
に
お
客
を
う
ば
わ
れ
る
の
で
、
い
づ

れ
も
安
心
し
て
い
ら
れ
な
い
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
抜

本
的
な
対
策
を
、
朝
野
と
も
に
衆
知
を
集
め
て
研
究
し
、
一
日

も
早
く
具
体
策
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
。

二
、
南
郷
ト
ン
ネ
ル
湧
水
の
高
度
の
利
用
に
よ
つ
て
、
吉
浜
小
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学
校
裏
か
ら
川
堀
に
か
け
て
の
台
地
の
開
発
が
進
み
、
相
模
湾

を
眼
下
に
眺
め
ら
れ
る
健
康
的
な
旅
館
街
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。

科
学
の
急
速
な
進
歩
に
伴
な
い
、
原
子
力
利
用
に
よ
り
温
水

に
変
え
、
人
体
に
有
効
な
原
素
を
含
め
る
方
法
も
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
自
然
を
あ
ま
り
破
壊
し
な
い
よ
う
に
、
地
下
道

を
主
と
し
、
騒
音
の
な
い
、
の
び
の
び
と
し
た
環
境
に
な
る
だ

ろ
う
。（
つ
づ
く
）

（「
東
海
民
報
」
昭
和
四
四
年
五
月
八
日
付
）

（
そ
の
６
）

▽
町
社
会
教
育
委
員
長　

梅
原
杉
雄

一
、
湯
河
原
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
町
民
一
体
と
な
つ
て
湯
河
原

発
展
に
寄
与
し
て
い
る
が
、
温
泉
場
に
は
二
つ
の
旅
館
組
合
が

い
つ
も
い
が
み
あ
い
議
会
に
お
い
て
は
こ
れ
も
二
つ
の
派
閥
が

争
つ
て
い
る
こ
と
は
、
伸
び
ゆ
く
湯
河
原
に
と
つ
て
非
常
に
遺

憾
な
こ
と
で
あ
る
。
話
し
合
つ
て
観
光
湯
河
原
の
た
め
一
体
と

な
つ
て
個
人
感
情
を
捨
て
事
に
当
つ
て
も
ら
い
た
い
。

二
、
日
本
の
発
展
の
縮
図
が
神
奈
川
県
だ
と
い
う
が
、
神
奈
川

県
発
展
の
縮
図
が
吾
が
湯
河
原
だ
と
思
う
。
そ
の
頃
は
駅
下
区

画
整
理
も
完
成
し
、
住
宅
も
密
集
し
、
田
園
都
市
的
存
在
と
な

る
こ
と
だ
ろ
う
。

湯
河
原
町
観
光
の
シ
ン
ボ
ル
城
山
も
観
光
客
で
賑
わ
い
、
箱
根
、

熱
海
と
共
に
伸
び
ゆ
く
す
ば
ら
し
い
湯
河
原
と
な
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。

▽
町
役
場
総
務
課
長　

須
藤
近
喜

イ
観
光
事
業
並
び
に
こ
れ
に
関
連
す
る
諸
事
業
と
柑
橘
栽
培
農

業
の
今
後
の
発
展
の
可
否

１
、
観
光
地
と
し
て
の
特
色
の
不
足
と
問
題
の
解
決

２
、
全
国
的
増
産
に
よ
る
密

（
マ
マ
）柑

低
価
格
と
各
農
家
の
経
営
改
善

に
対
処
対
策

ロ
環
境
整
備
の
促
進
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１
、
道
路
整
備

２
、
し
尿
、
じ
ん
芥
、
下
水
道
処
理
施
設
の
完
備

３
、
幼
児
教
育
の
均
等
化
（
入
園
機
会
、
入
園
料
等
）

二
、
町
は
日
本
経
済
の
発
展
速
度
と
共
に
都
市
化
す
る
こ
と
は

必
至
で
あ
ろ
う
。
十
年
十
五
年
後
に
な
る
と
吉
浜
地
区
の
区
画

整
理
が
完
了
す
る
の
で
、
現
在
の
駅
下
地
区
と
合
せ
、
新
崎
川

と
千
歳
川
の
間
の
平
地
は
完
全
な
市
街
地
と
な
り
、
ビ
ル
も
多

く
建
設
さ
れ
、
町
の
中
心
も
こ
の
地
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

現
在
の
温
泉
場
地
区
は
川
沿
い
の
温
泉
街
と
東
西
山
腹
の
分
譲

地
に
旅
館
や
高
級
住
宅
地
が
建
ち
、
熱
海
市
と
違
つ
た
静
か
な

温
泉
地
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
又
吉
浜
城
堀
地
区
高
台
は
東
海
道

線
を
は
さ
ん
で
住
宅
地
化
さ
れ
る
。
畑
地
は
自
然
に
吉
浜
奥
地

に
拡
張
さ
れ
る
が
、
農
家
数
は
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
。
吉
浜
奥

地
、
奥
湯
河
原
奥
地
は
パ
ー
ク
ウ
エ
イ
タ
ー
ン
パ
イ
ク
の
沿
道

が
よ
う
や
く
開
発
さ
れ
る
段
階
と
な
り
、
自
然
を
生
か
し
た
観

光
施
設
に
自
家
用
車
の
家
族
づ
れ
で
に
ぎ
わ
い
、
又
住
宅
も
建

設
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
頃
に
な
る
と
海
岸
で
結
ば
れ

る
真
鶴
町
と
も
合
併
さ
れ
海
と
山
の
観
光
地
と
な
る
よ
う
に
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
前
項
の
問
題
の
解
決
も
必
要
条
件
と
な
ろ

う
。

▽
町
郷
土
研
究
会
長　

北
村
定
吉

一
、
今
の
湯
河
原
町
は
戦
国
時
代
だ
。
し
か
し
土
肥
実
平
や
頼

朝
の
よ
う
な
人
は
居
な
い
。

県
知
事
が
県
誌

（
マ
マ
）を

明
か
に
し
、
県
の
歴
史
を
正
し
く
し
て
、
立

派
な
県
誌

（
マ
マ
）を

作
る
と
い
う
。
湯
河
原
も
こ
れ
に
基
い
て
、
町
の

歴
史
を
正
し
く
祖
先
の
功
績
を
世
に
あ
き
ら
か
に
す
る
必
要
が

痛
感
さ
れ
る
。
小
学
校
で
郷
土
研
究
を
や
る
事
は
よ
い
事
だ
。

そ
れ
に
よ
つ
て
郷
土
に
親
し
む
事
が

（
マ
マ
）湯

河
原
の
行
政
面
に
付
い

て
は
町
会
、
農
業
会
、
そ
の
他
の
議
員
の
任
期
は
一
人
が
二
期

以
上
は
よ
く
な
い
。

教
育
方
面
は
別
だ
と
思
う
生
徒
諸
君
は
正
し
い
人
に
な
る
こ
と
。

二
、
十
年
後
に
は
世
の
中
は
一
変
し
ま
す
。
そ
の
対
策
が
必
要
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で
す
。
現
に
密

（
マ
マ
）柑

の
半
値
等
に
付
い
て
も
農
家
は
対
策
が
必
要

で
す
。（
つ
づ
く
）

（「
東
海
民
報
」
昭
和
四
四
年
五
月
九
日
付
）

（
そ
の
７
）

▽
東
京
教
育
大
名
誉
教
授　

田
中
啓
爾

一
、
今
の
湯
河
原
は
大
東
京
の
中
の
オ
ア
シ
ス
の
一
つ
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
将
来
も
つ
と
発
展
し
て
欲
し
い
と
念
じ
て
い

ま
す
の
で
、
四
十
三
年
度
の
町
民
大
学
で
「
湯
河
原
の
観
光
開

発
の
ビ
ジ
ヨ
ン
」
に
つ
い
て
講
演
い
た
し
、
か
つ
、
あ
る
雑
誌

に
そ
れ
を
発
表
し
た
の
で
、
そ
の
別
刷
を
町
の
行
政
関
係
者
や
、

温
泉
旅
館
関
係
者
な
ど
に
贈
呈
い
た
し
ま
し
た
。

（
註
）
東
海
民
報
に
連
載
さ
れ
た
。

二
、
①
川
を
清
ら
か
に
す
る
こ
と
。
②
部
落
泉
の
中
腹
あ
た
り

に
滞
在
客
用
の
散
歩
道
を
つ
く
る
こ
と
。
③
町
中
に
空
地
が
で

き
た
ら
客
向
き
の
広
場
や
小
公
園
を
つ
く
る
こ
と
。
④
夏
み
か

ん
の
林
な
ど
を
植
え
て
緑
化
す
る
こ
と
な
ど
。

▽
町
社
会
教
育
委
員　

須
藤
一
雄

一
、
１
観
光
面
に
意
欲
的
に
活
動
し
て
い
る
の
は
好
ま
し
い
が
、

２
誘
客
の
み
を
考
え
て
、
町
の
施
設
方
面
を
忘
れ
ら
れ
て
い

る
。

二
、
観
光
立
町
の
強
化
を
望
む
。

Ａ
真
鶴
町
と
の
一
体
化
を
図
る
（
歴
史
的
に
も
、
地
域
的
に
も

切
り
は
な
せ
な
い
）

Ｂ
地
域
の
優
質
を
最
大
限
に
活
か
す
こ
と

（
温
泉
あ
り
、
海
あ
り
、
山
あ
り
、
特
に
山
は
高
原
美
あ
り
、

森
林
美
あ
り
、
渓
流
美
、
ば
く
布
の
類
等
）
等
景
勝
に
富
む
。

Ｃ
中
心
を
駅
下
都
市
計
画
を
観
光
立
地
を
忘
却
せ
ず
、
公
害
を

招
か
ぬ
様

Ｄ
施
設
、
文
化
会
館
の
建
設
急
務
（
文
化
的
施
設
完
備
）

Ｅ
文
化
財
、
史
跡
等
の
調
査
保
護

▽
前
湯
小
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長　

西
山
晃
一
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一
、
湯
河
原
は
山
あ
り
、
海
あ
り
、
温
泉
あ
り
、
そ
し
て
み
か

ん
や
魚
等
に
め
ぐ
ま
れ
、
冬
は
暖
く
、
夏
は
涼
し
く
、
と
て
も

住
み
よ
い
観
光
地
だ
と
思
い
ま
す
。
よ
そ
の
土
地
か
ら
働
き
に

き
た
人
が
、
次
第
に
住
み
つ
く
よ
う
に
な
り
つ
つ
新
幹
線
工
事

の
関
係
も
あ
つ
て
駅
下
方
面
か
ら
海
岸
に
か
け
て
昔
た
ん
ぼ
だ

つ
た
広
い
土
地
は
、
数
年
の
間
に
、
と
て
も
想
像
も
で
き
な
い

程
建
物
で
い
つ
ぱ
い
に
な
り
、
温
泉
場
よ
り
も
開
け
て
き
ま
し

た
。
た
だ
、
残
念
な
こ
と
は
、
観
光
客
が
喜
ん
で
遊
ぶ
場
所
と

子
ど
も
た
ち
の
「
遊
び
場
」
が
全
く
な
い
こ
と
で
す
。

二
、
観
光
面
に
お
い
て
は
、
観
光
め
ぐ
り
の
コ
ー
ス
を
つ
く
る

こ
と
。

（
当
然
道
路
の
整
備
、
各
地
点
の
施
設
等
の
充
実
と
真
鶴
の
合

併
を
含
む
）

駅
～
温
泉
場
（
宿
泊
）
～
天
照
山
（
猿
）
～
大
観
山
（
椿
、
桜
）

～
城
山
（
お
城
と
展
望
）
～
城
願
寺
（
史
跡
）
～
海
岸
（
娯
楽

セ
ン
タ
ー
）
～
真
鶴
半
島
（
三
ツ
石
、
自
然
公
園
）
～
真
鶴
（
観

光
船
）
教
育
面
に
お
い
て
は
、
高
等
学
校
の
新
設
、
町
民
会
館
、

図
書
館
、
児
童
会
館
、
町
民
総
合
体
育
館
の
建
設
と
青
年
の
家

の
設
置
が
望
ま
し
い
。（
お
わ
り
）

（「
東
海
民
報
」
昭
和
四
四
年
五
月
一
〇
日
付
）

43　

大
阪
案
内
所
業
務
報
告

（
表
紙
）大

阪
案
内
所
業
務
報
告

（
昭
和
四
四
年
五
月
～
昭
和
四
五
年
一
月
）

箱
根
・
湯
河
原
大
阪
観
光
案
内
所

高
杉
光
男

一　

案
内
所
の
概
要

案
内
所
は
東
海
道
線
大
阪
駅
の
南
側
に
大
阪
市
市
街
地
再

開
発
亊
業
の
一
つ
と
し
て
地
上
十
二
階
・
地
階
六
階
の
市
街

地
改
造
ビ
ル
（
名
称
大
阪
駅
前
第
一
ビ
ル
）
が
建
設
さ
れ
八

階
に
神
奈
川
県
が
大
阪
物
産
観
光
あ
っ
旋
所
と
し
て
約
二
三
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〇
㎡
の
一
区
画
を
購
入
し
た
訳
で
す
。
な
お
こ
の
ビ
ル
八
・

九
階
に
は
長
崎
県
他
一
一
県
の
観
光
物
産
あ
っ
旋
関
係
の
亊

務
所
も
入
居
し
て
お
り
ま
す
。

県
の
亊
務
所
の
一
画
、
二
三
㎡
を
箱
根
町
・
湯
河
原
町
の

両
町
で
観
光
案
内
所
と
し
て
借
用
し
、
男
子
職
員
三
名
、
女

子
職
員
一
名
の
総
員
四
名
で
観
光
宣
伝
・
観
光
案
内
・
旅
行

相
談
・
観
光
情
報
の
収
集
等
諸
調
査
を
主
業
務
と
し
て
活
動

し
て
お
り
ま
す
。

二　

案
内
所
の
意
義

東
名
・
名
神
高
速
道
路
・
東
海
道
新
幹
線
の
開
通
に
よ
る

交
通
網
の
急
速
な
進
歩
が
関
西
経
済
圏
の
観
光
行
動
範
囲
を

広
く
し
、
富
士
・
箱
根
・
伊
豆
方
面
へ
の
観
光
遊
覧
を
容
易

に
し
た
。

大
衆
生
活
の
中
に
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
が
拍
車
を
か
け
趣

（
マ
マ
）

向
も
変
り
つ
つ
あ
る
今
日
、
そ
れ
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
っ
た
湯
河
原
温
泉
も
第
二
の
消
費
市
場
で
あ
る
関
西

の
開
拓
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
、
従
来
の
箱
根
町
大
阪
観
光

案
内
所
と
業
務
を
伴
に
出
来
た
こ
と
は
意
義
あ
る
も
の
と
思

い
ま
す
。

三　

業
務
の
過
程
に
お
い
て
の
発
見

㈠　

旅
行
業
者
の
窓
口
担
当
者
が
非
認
知
で
あ
る
た
め
、
こ

の
分
野
に
活
発
的
な
宣
伝
活
動
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
れ
な
り
に
未
知
へ
の
関
心
を
起
さ
せ
、
刺

戟
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
に
は
出
来
な
い
。

　

な
ぜ
な
ら
ば
、
認
知
さ
れ
理
解
し
て
も
ら
っ
て
〝
湯
河
原

温
泉
〟
の
好
意
を
認
め
ら
れ
て
消
費
者
の
要
求
に
信
頼
を

受
け
る
段
階
へ
と
開
拓
し
て
い
く
場
合
、
行
政
ペ
ー
ス
で

の
み
実
施
で
き
ず
、
消
費
者
と
一
番
密
接
な
関
係
あ
る
旅

館
業
者
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
痛
切
に
感
じ
、
今

後
、
町
に
於
い
て
町
内
業
者
に
こ
の

を
充
分
理
解
し
て

い
た
だ
く
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

㈡　

モ
ー
タ
リ
ー
・
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
発
達
に
よ
り
湯
河
原
温
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泉
は
通
過
地
と
な
る
か
休
憩
地
か
広
域
観
光
の
タ
ー
ミ
ナ

ル
的
宿
泊
地
（
富
士
・
箱
根
伊
豆
国
立
公
園
）
の
遊
ら
ん

ベ
ー
ス
と
な
る
か
、
そ
の
意
向
に
つ
い
て
は
関
西
市
場
か

ら
み
る
と
微
妙
で
あ
る
。
タ
ー
ミ
ナ
ル
的
宿
泊
地
の
認
識

を
消
費
者
（
当
面
あ
っ
せ
ん
業
者
を
対
象
）
に
浸
透
さ
せ

る
対
策
が
急
務
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
は
地
方
の
交
通
機

関
へ
の
強
力
な
協
力
要
請
が
必
要
で
富
士
・
箱
根
・
伊
豆

各
々
切
れ
て
い
る
バ
ス
輸
送
な
ど
を
、
乗
つ
ぎ
と
か
相
互

乗
入
れ
を
し
て
旅
行
者
の
便
宜
を
は
か
り
消
費
者
と
密
接

し
た
受
入
れ
態
勢
を
と
と
の
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

㈢　

返
品
の
き
か
な
い
観
光
旅
行
経
験
は
観
光
顧
客
の
行
動

を
支
配
す
る
も
の
に
な
る
の
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
一

つ
の
暗
示
を
与
え
る
も
の
に
、
サ
ー
ビ
ス
の
不
備
（
人
間

の
サ
ー
ビ
ス
）
が
あ
る
。
今
後
の
湯
河
原
に
つ
い
て
は

「
み
せ
る
・
み
る
観
光
」
の
温
泉
街
も
重
要
で
あ
る
が
「
心

の
観
光
」
と
し
て
サ
ー
ビ
ス
業
従
亊
者
の
再
教
育
、
地
域

ぐ
る
み
の
観
光
客
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
徹
底
、
旅
館
経

営
の
方
針
再
検
討
な
ど
大
き
な
工
夫
が
必
要
と
な
る
で
あ

ろ
う
。

四　

観
光
宣
伝

㈠　

湯
河
原
温
泉
の
案
内
所
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
類
を
持
参
し
て
、
旅
行
あ
っ
せ
ん
業
者
の
窓
口

に
訪
問
し
、
一
線
で
活
躍
し
て
い
る
人
と
意
見
交
換
や
地

理
の
説
明
等
知
名
度
を
高
揚
さ
せ
る
べ
く
努
め
た
。

ま
た
目
的
意
図
を
達
成
す
る
た
め
の
戦
略
と
し
て
、
読
売

旅
行
会
、
京
阪
交
通
社
、
近
畿
日
本
ツ
ー
リ
ス
ト
、
サ
ン

ケ
イ
ツ
ー
リ
ス
ト
等
団
体
旅
行
の
募
集
企
画
の
対
象
に
取

り
入
れ
て
も
ら
う
要
請
を
し
た
。

広
告
が
市
場
に
ま
か
れ
る
た
め
間
接
的
に
な
る
が
「
湯
河

原
温
泉
」
の
認
識
理
解
が
得
ら
れ
て
重
要
な
宣
伝
の
一
つ

で
あ
っ
た
。

㈡　

大
阪
市
交
通
局
の
市
バ
ス
内
に
中
吊
り
ポ
ス
タ
ー
で
案
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内
所
の
所
在
宣
伝
や
観
光
映
画
「
湯
河
原
へ
の
招
待
」
の

貸
出
し
を
積
極
的
に
行
な
い
あ
っ
せ
ん
業
者
が
団
体
旅
行

計
画
を
さ
れ
て
い
る
際
の
参
考
に
と
使
用
さ
れ
好
評
で

あ
っ
た
。

　
　

海
水
浴
の
ポ
ス
タ
ー
（
夏
期
）
を
あ
っ
せ
ん
業
者
の
亊

務
所
、
国
鉄
各
駅
に
掲
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
湯
河
原

温
泉
の
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
に
大
き
な
商
品
と
し
て
再
認
識

さ
れ
た
。

　

み
か
ん
狩
り
の
ポ
ス
タ
ー
（
秋
期
）
に
つ
い
て
は
、
都
会

の
喧
噪
と
人
混
み
の
生
活
の
な
か
に
季
節
感
の
濃
い
内
容

が
心
理
的
に
消
費
者
感
銘
を
与
え
て
い
た
。
過
日
の
（
二

月
二
〇
～
二
五
日
）
そ
ご
う
デ
パ
ー
ト
で
の
観
光
展
に
於

い
て
案
内
・
旅
行
相
談
コ
ー
ナ
ー
に
訪
れ
た
客
の
な
か
に

み
か
ん
狩
り
の
最
好
時
期
を
聞
き
な
が
ら
案
内
を
受
け
て

い
る
人
も
い
た
。

四
四
年
度　

大
阪
観
光
案
内
所
業
務
報
告
（
省
略
）

旅
行
業
者
企
画
に
よ
る
団
体
募
集
の
実
績
一
覧
表
（
省
略
）

（「
自
昭
和
四
三
年
四
月　

経
済
常
任
委
員
会
綴
」
湯
河
原
町

役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
経
て
観
光
が
隆
盛
を
見
る
時
代
を
迎

え
、
多
く
の
観
光
地
は
積
極
的
な
宣
伝
活
動
を
展
開
し
た
。
こ

れ
に
先
べ
ん
を
つ
け
た
の
は
箱
根
町
で
、
一
九
六
五
（
昭
和
四

〇
）
年
に
は
大
阪
に
観
光
案
内
所
を
置
い
た
。
本
町
は
こ
の
事

業
所
（
県
観
光
物
産
あ
っ
せ
ん
所
）
に
併
存
す
る
か
た
ち
で
、

一
九
六
九
年
に
案
内
所
を
設
け
、
関
西
地
区
を
重
点
に
広
報
を

行
っ
た
。
こ
の
後
、
九
州
（
一
九
七
〇
年
）・
東
京
（
一
九
七
五

年
）・
名
古
屋
（
一
九
七
八
年
）
と
新
設
さ
れ
た
が
、
一
九
九
八

（
平
成
一
〇
）
年
の
東
京
案
内
所
を
最
後
に
す
べ
て
閉
鎖
さ
れ
た
。

44　

吉
浜
漁
港
使
用
許
可
願

吉
浜
漁
港
使
用
許
可
願
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消
費
水
準
の
向
上
、
余
暇
時
間
の
増
大
な
ど
国
民
生
活
の
変

化
に
応
じ
て
近
年
レ
ヂ
ャ
ー
需
要
は
著
る
し
く
多
様
化
し
て
参

り
ま
し
た
。
海
洋
を
舞
台
と
し
た
レ
ヂ
ャ
ー
も
現
今
で
は
一
種

の
ブ
ー
ム
化
の
傾
向
さ
え
示
し
て
お
り
ま
す
。

湯
河
原
は
温
泉
観
光
地
と
し
て
歴
史
的
な
知
名
度
を
も
つ
て

お
ら
れ
ま
す
が
近
年
み
か
ん
狩
り
や
海
水
浴
場
利
用
者
が
激
増

し
て
益
々
御
発
展
の
こ
と
と
承
つ
て
お
り
ま
す
。
他
の
観
光
地

の
動
向
か
ら
も
推
察
さ
れ
ま
す
が
吾国
民
の
レ
ヂ
ャ
ー
を
求
め
る

傾
向
は
自
然
へ
の
接
近
と
と
も
に
次
第
に
行
動
的
化

（
マ
マ
）い

た
し
て

お
り
ま
す
。
未
開
拓
の
分
野
と
し
て
海
洋
レ
ヂ
ャ
ー
発
展
の
要

因
も
こ
こ
に
あ
る
と
存
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
当
社
は
、
今
後

一
層
発
展
の
可
能
性
を
秘
め
た
海
洋
レ
ヂ
ャ
ー
を
湯
河
原
の
観

光
的
な
一
要
素
と
し
て
開
拓
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
当
社
の

企
業
利
益
ば
か
り
か
温
泉
観
光
地
湯
河
原
の
発
展
に
も
寄
与
で

き
る
も
の
と
信
じ
こ
こ
に
当
社
の
企
画
を
そ
え
て
本
願
書
を
提

出
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

交
通
の
利
便
、
温
泉
宿
泊
地
か
ら
の
距
離
、
既
往
利
用
者
と

の
協
調
、
漁
業
施
設
や
漁
船
往
来
の
過
密
性
等
の
事
情
を
勘
案

し
て
吉
浜
漁
港
な
ら
貴
町
に
於
け
る
漁
業
者
の
漁
業
活
動
に
も

影
響
を
与
え
る
こ
と
な
く
企
画
の
実
現
が
で
き
る
も
の
と
考
え

て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
本
企
画
の
実
現
に
は
漁
業
者
と

の
協
調
が
な
に
よ
り
の
条
件
と
信
じ
て
お
り
ま
す
の
で
こ
の
面

で
は
別
途
漁
業
協
同
組
合
の
御
承
諾
を
得
る
ほ
か
、
海
難
救
助

活
動
や
漁
港
施
設
改
良
費
の
寄
附
等
漁
業
活
動
の
振
興
に
は
可

能
な
限
り
の
協
力
を
い
た
し
ま
す
し
、
既
往
の
漁
業
活
動
に
は

支
障
を
及
ぼ
さ
ず
、
万
一
ご
迷
惑
を
及
ぼ
す
様
な
場
合
に
は
も

ち
ろ
ん
補
償
等
の
責
を
負
い
ま
す
の
で
何
卒
当
社
の
意
図
す
る

と
こ
ろ
を
お
汲
取
り
下
さ
い
ま
し
て
御
許
可
賜
り
ま
す
よ
う
お

願
い
致
し
ま
す
。

　
　

昭
和
四
六
年
一
〇
月
二
〇
日

　

湯
河
原
町
長　

高
杉
茂
利　

殿

　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
都
中
央
区
銀
座
一
丁
目
八
番
七
号
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丸
和
鋼
業
株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　

取
締
役
社
長　

川
端　

勇　

印

（「
自
昭
和
四
七
年
四
月　

至
昭
和
四
九
年
三
月　

経
済
常
任

委
員
会
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

「
漁
港
法
」
の
適
用
を
受
け
た
神
奈
川
県
内
の
漁
港
は
二
四
港

あ
り
、
利
用
範
囲
に
応
じ
て
第
一
種
か
ら
三
種
に
区
分
さ
れ
て

い
る
。
本
町
は
福
浦
（
第
二
種
漁
港
）
と
吉
浜
（
第
一
種
漁
港
）

の
二
港
を
擁
し
て
い
た
が
、
町
の
漁
業
は
昭
和
後
半
か
ら
不
振

と
な
り
、
漁
獲
高
が
低
迷
す
る
傾
向
が
続
い
た
。
こ
う
し
た
経

営
難
に
対
し
て
、
新
し
い
観
光
漁
業
の
販
路
と
し
て
海
洋
レ

ジ
ャ
ー
に
転
向
を
図
る
動
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
。現

在
は
第
一
種
漁
港
と
し
て
福
浦
漁
港
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

45　

助
成
金
増
額
に
関
す
る
陳
情
書

陳
情
書

昭
和
四
八
年
末
期
よ
り
突
如
と
し
て
興
っ
た
石
油
問
題
こ
れ

に
と
も
な
い
狂
乱
物
価
髙
騰
、
金
融
引
締
め
に
依
る
経
済
面
の

不
景
氣
様
相
、
更
に
国
鉄
春
闘
の
影
響
に
よ
る
予
約
の
取
消
等

か
さ
な
る
悪
条
件
に
よ
り
一
月
は
一
万
人
の
旅
客
減
少
に
つ
ぎ

二
月
、
三
月
も
成
積

（
マ
マ
）低

下
と
言
ふ
最
悪
亊
態
に
直
面
い
た
し
ま

し
た
。

こ
れ
に
対
処
い
た
し
ま
す
、
す
べ
と
し
て
広
範
囲
に
誘
客
運
動

を
行
い
不
況
を
挽
回
致
す
べ
く
ま
づ

（
マ
マ
）予

算
面
の
拡
大
を
計
り
、

テ
レ
ビ
宣
伝
を
始
め
、
関
東
一
円
に
大
宣
伝
を
実
施
す
る
た
め

宣
伝
資
料
を
増
刷
致
し
ま
し
て
キ
ャ
ラ
バ
ン
宣
伝
を
活
発
に
展

開
し
海
水
浴
、
み
か
ん
狩
、
椿
ま
つ
り
の
行
亊
を
宣
伝
材
料
の

商
品
と
し
て
、
亦
銀
座
祭
、
み
な
と
祭
に
も
参
加
し
、
協
会
員

一
丸
と
な
っ
て
此
の
不
況
を
乗
切
る
こ
と
に
衆
議
一
決
致
し
ま
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し
た
。

そ
の
左（

マ
マ
）証

と
し
て
別
紙
の
通
り
拡
張
予
算
を
作
成
し
総
会
に
提

出
し
議
決
を
得
た
次
第
で
御
座
居
ま
す
。
こ
れ
以
外
に
も
人
手

不
足
に
よ
る
人
件
費
髙
騰
等
宿
泊
料
は
据
置
き
に
も
等
し
い
現

状
で
あ
り
夛
種
夛
様
の
困
難
が
押
寄
せ
て
居
り
ま
す
。

以
上
の
如
く
苦
境
そ
の
も
の
で
御
座
居
ま
す
の
で
町
当
局
に
お

か
れ
ま
し
て
は
こ
の
亊
態
を
御
賢
察
下
さ
い
ま
し
て
別
紙
予
算

書
通
り
計
上
の
助
成
金　

一
、
金
二
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

に
増
額
し
て
戴
き
た
く
連
盟

（
マ
マ
）に

て
陳
情
致
し
ま
す
。

　

昭
和
四
九
年
五
月
七
日

　

湯
河
原
町

町
長　

髙
杉
茂
利　

殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
温
泉
観
光
協
会

会
長　

室
伏
良
平　

印

（
外
七
団
体
省
略
）

（
別
紙
予
算
書
省
略
）

（「
陳
情
に
関
す
る
書
類　

綴
込
・
昭
和
四
九
年　

永
年
保
存
」

湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

46　

天
照
山
周
辺
の
野
猿
に
よ
る
被
害
対
策
に
関
す
る
陳
情
書

陳
情
書

昭
和
二
七
年
以
来
、
湯
河
原
町
の
観
光
施
策
と
し
て
天
照
山

附
近
に
生
息
す
る
野
猿
群
の
活
用
は
、
観
光
資
源
の
と
ぼ
し
い

湯
河
原
温
泉
に
と
つ
て
魅
力
あ
る
商
品
で
あ
り
イ
メ
ー
ジ
ア
ツ

プ
の
一
助
と
な
つ
て
ま
い
り
ま
し
た
。私
共
観
光
業
者
は
、〝
自

然
と
の
ふ
れ
あ
い
の
出
来
る
家
族
的
な
温
泉
場
〟
と
す
べ
く
町

の
こ
の
施
策
に
協
力
し
誘
客
の
手
段
と
し
て
活
用
し
て
ま
い
り

ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
二
、
三
年
野
猿
の
繁
殖
に
よ
つ
て
天

照
山
附
近
の
群
か
ら
離
れ
た
猿
は
農
作
物
等
に
害
を
与
え
る
様

に
な
り
、
最
近
で
は
旅
館
街
に
出
没
し
建
物
に
は
い
つ
て
い
た
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ず
ら
す
る
よ
う
に
な
り
、
は
な
は
だ
や
つ
か
い
な
問
題
を
包
含

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
先
も
野
猿
群
の
利
用
は
私
共
に
と
つ
て
必
要
な
資

源
で
あ
る
こ
と
は
従
来
ど
お
り
で
あ
り
ま
す
が
、
さ
り
と
て
前

記
の
問
題
を
放
置
し
て
お
く
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

町
で
は
こ
れ
ら
の
事
情
を
勘
案
し
、
出
来
る
限
り
の
措
置
を

お
願
い
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

昭
和
五
〇
年
九
月
五
日

　

湯
河
原
町
長　

杉
山　

實　

殿

　
　
　
　
　

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
湯
河
原
町
宮
上
五
六
六
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
温
泉
旅
館
協
同
組
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理
事
長　

柏
木
英
雄　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
奈
川
県
湯
河
原
町
宮
上
五
六
六
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
温
泉
觀
光
協
會

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会　

長　

小
澤
新
太
郎　

印

（「
昭
和
五
〇
年　

陳
情
に
関
す
る
書
類
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

47　

稚
魚
放
流
な
ど
へ
の
助
成
金
増
額
に
関
す
る
陳
情
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
五
二
年
一
二
月
五
日

湯
河
原
町
長　

杉
山　

実　

殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
観
光
漁
業
協
同
組
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
合
長　

相
沢
安
信　

印

当
組
合
に
対
し
て
は
、
日
頃
よ
り
絶
大
な
御
援
助
を
賜
り
、

組
合
員
一
同
深
く
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
從
っ
て
観
光
立
町
を

町
是
と
す
る
町
の
施
策
に
対
し
て
は
鋭
意
之
に
添
う
可
く
努
力

し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

昭
和
二
八
年
組
合
創
立
以
来
、
魚
族
の
保
護
育
成
は
も
と
よ
り
、

美
化
活
動
、
特
に
河
川
の
清
掃　

汚
濁
防
止
は
組
合
の
重

方

針
で
あ
り
ま
す
。
近
来
町
当
局
の
積
極
的
な
推
進
に
よ
り
一
般

町
民
の
協
力
が
得
ら
れ
る
様
に
な
り
ま
し
た
事
は
、
誠
に
喜
ば

し
い
事
で
あ
り
ま
す
が
、
町
当
局
の
熱
意
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
河
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川
の
汚
濁
は
益
々
甚
だ
し
く
、
魚
族
の
生
息
し
得
る
最
低
を
か

ら（
マ
マ
）う

じ
て
保
っ
て
い
る
様
な
有
様
で
す
。

こ
れ
に
対
処
し
て
組
合
は
年
数

全
組
合
員
を
動
員
し
て
河
川

の
清
掃
を
行
っ
て
お
り
ま
す
が
、
不
参
加
の
組
合
員
か
ら
は
過

怠
金
（
出
不
足
）
を
徴
收
し
て
お
り
ま
す
。
又
魚
族
の
育
生

（
マ
マ
）は

、

鮎
、
鱒
、
や
ま
め
等
、
毎
年
稚
魚
を
放
流
し
て
お
り
ま
す
が
、

別
紙
決
算
書
に
見
ら
れ
る
様
鮎
の
稚
魚
の
確
保
に
は
、
諸
物
価

の
髙
騰
に
よ
り
非
常
な
苦
心
と
多
額
の
経
費
を
要
し
て
お
り
、

恒
例
の
三
月
一
日
の
（
に
じ
ま
す
）
解
禁
の
記
者
ク
ラ
ブ
の
招

待
（
大
体
二
五
名
位
）
に
は
三
〇
万
円
以
上
も
要
し
大
部
分
の

経
費（

マ
マ
）一

部
業
者
の
寄
附
に
ま
つ
て
お
り
又
五
一
年
度
に
は
從
来

の
組
合
員
出
資
金
一
四
九
、
六
〇
〇
円
を
五
二
万
円
に
増
額
し

ま
し
た
が
、
こ
れ
で
も
組
合
の
運
営
は
意
の
如
く
な
ら
ず
組
合

員
の
負
担
も
己

（
マ
マ
）と

限
度
に
到

（
マ
マ
）し

て
お
り
ま
す
。
県
下
各
内
水
面

漁
協
が
自
治
体
か
ら
助
成
を
受
け
て
お
り
ま
す
の
は
、
当
組
合

だ
け
で
あ
り
、
町
自
体
の
財
政
は
必
ず
し
も
余
裕
の
あ
る
も
の

で
は
な
い
事
は
充
分
承
知
し
て
お
り
ま
す
が
当
組
合
が
最
低
の

現
情状
を
維
持
す
る
に
は
現
在
の
助
成
金
三
〇
万
円
を
五
〇
万
円

以
上
に
増
額
し
て
下
さ
る
様
、
実
状
御
賢
察
の
上
御
願
申
上
げ

ま
す
。

（
昭
和
五
二
年
度
一
二
月
一
日
中
間
決
算
及
び
昭
和
五
二
年
一

二
月
以
降
の
收
支
見
込
額
省
略
）

　
　
　
　
　
　
　

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
湯
河
原
町
宮
上
○
○
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
観
光
漁
業
協
同
組
合　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
電
話
省
略
）

（「
陳
情
要
望
に
関
す
る
書
類
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

48　

東
海
道
本
線
ダ
イ
ヤ
改
正
に
関
す
る
要
望
書

要
望
書

秋
冷
の
候
、
益
々
御
隆
昌
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

平
素
、
当
町
並
び
に
湯
河
原
温
泉
の
振
興
に
格
別
の
ご
配
慮
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を
賜
わ
り
厚
く
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

厳
し
い
経
済
情
勢
の
現
状
に
お
い
て
観
光
地
は
多
大
の
影
響

を
受
け
そ
の
対
策
に
苦
慮
し
て
お
り
ま
す
が
、
当
湯
河
原
温
泉

に
お
き
ま
し
て
は
関
係
各
位
の
ご
協
力
を
得
て
比
較
的
に
安
定

し
て
い
る
も
の
と
推
察
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
当
湯
河
原
温
泉
へ
の
交
通
機
関
は
ご
承
知
の
と
お
り

国
鉄
東
海
道
本
線
と
国
道
一
三
五
号
線
に
依
存
し
て
お
り
、
特

に
国
鉄
の
利
用
客
は
八
〇
％
を
こ
え
る
も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
近
年
の
経
済
不
況
か
ら
、
今
後
首
都
圏
か
ら
の
至
近

観
光
温
泉
地
と
し
て
の
利
用
に
益
々
脚
光
を
浴
び
る
も
の
と
予

想
さ
れ
、
こ
れ
に
対
す
る
誘
客
宣
伝
と
受
入
体
制
の
強
化
を

町
・
業
界
一
丸
と
な
つ
て
積
極
的
に
推
進
し
て
い
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

し
た
が
つ
て
、
国
鉄
利
用
に
対
す
る
依
存
度
は
今
後
益
々
そ

の
度
合
が
高
ま
る
も
の
と
確
信
さ
れ
、
加
え
て
当
町
か
ら
首
都

圏
へ
の
通
勤
者
約
六
、
〇
〇
〇
人
の
国
鉄
利
用
を
考
慮
し
ま
す

と
最
終
電
車
の
延
長
等
町
民
ひ
と
し
く
熱
望
す
る
も
の
が
あ
り

ま
す
。

そ
こ
で
下
記
の
事
項
に
つ
い
て
早
急
に
実
現
さ
れ
ま
す
よ
う

特
段
の
ご
理
解
と
ご
高
配
を
賜
わ
り
た
く
要
望
す
る
次
第
で
あ

り
ま
す
。

記

一　



東
京
～
大
船
間
複
々
線
化
に
伴
う
東
海
道
本
線
の
ダ
イ
ヤ

の
余
裕
に
よ
つ
て
快
速
電
車
の
運
行
と
同
電
車
の
湯
河
原

駅
停
車

二　



東
海
道
本
線
・
東
京
発
二
二
：
四
九
（
九
四
三
Ｍ
）
の
湯

河
原
駅
停
車

三　



東
海
道
本
線
・
東
京
発
一
四
：
五
〇
（
特
急
あ
ま
ぎ
三
号

三
〇
二
五
Ｍ
）
の
湯
河
原
駅
停
車

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
五
三
年　
　

月　
　

日

　
　
　
　
　
　
　

殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
長　
　
　
　
　
　

杉
山　

實
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湯
河
原
温
泉
観
光
協
会
長　

柏
木
英
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
温
泉
旅
館
組
合
長　

八
亀
昌
美

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柏
木
英
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
川
雅
雄

（「
陳
情
要
望
に
関
す
る
書
類
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

49　

湯
河
原
町
観
光
地
区
建
築
条
例

湯
河
原
町
観
光
地
区
建
築
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
十

二
月
八
日
条
例
第
十
六
号
）

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
温
泉
保
養
地
の
観
光
商
業
の
育
成
を

図
る
と
と
も
に
そ
の
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
、
建
築
基
準

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。）
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
湯
河
原
都

市
計
画
観
光
地
区
内
に
お
け
る
建
築
物
の
建
築
等
の
制
限
又

は
禁
止
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

（
観
光
地
区
の
種
別
）

第
二
条　

湯
河
原
都
市
計
画
観
光
地
区
は
、
第
一
種
観
光
地
区

及
び
第
二
種
観
光
地
区
と
す
る
。

（
建
築
物
の
建
築
等
の
制
限
）

第
三
条　

建
築
物
の
建
築
等
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一　

第
一
種
観
光
地
区
に
お
い
て
は
、
別
表
一
に
掲
げ
る
以

外
の
建
築
物
を
建
築
し
又
は
用
途
を
変
更
し
て
新
た
に
こ

れ
ら
の
用
途
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

二　

第
二
種
観
光
地
区
に
お
い
て
は
、
別
表
二
に
掲
げ
る
建

築
物
を
建
築
し
又
は
用
途
を
変
更
し
て
新
た
に
こ
れ
ら
の

用
途
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
町
長
が
観
光
商
業
の
環
境

を
害
す
る
恐
れ
が
な
い
と
認
め
、
又
は
公
益
上
や
む
を
得
な

い
と
認
め
て
許
可
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は

湯
河
原
温
泉
旅
館

協
同
組
合
理
事
長

日
本
観
光
旅
館
連
盟

湯
河
原
連
絡
会
長
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な
い
。

３　

町
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
湯
河
原
町
都
市
計
画
審
議
会
の
意
見

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
既
存
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
）

第
四
条　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
読
き
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
期
間
の
始
期
（
以
下
「
基
準
時
」
と
い
う
。）

を
基
準
と
し
て
、
次
の
事
項
に
定
め
る
範
囲
内
に
お
い
て
増

築
し
改
築
し
、
又
は
用
途
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

増
築
又
は
改
築
が
基
準
時
に
お
け
る
敷
地
内
の
も
の
で

あ
り
、
か
つ
、
増
築
又
は
改
築
後
に
お
け
る
延
べ
面
積
及

び
建
築
面
積
が
基
準
時
に
お
け
る
敷
地
面
積
に
対
し
て
そ

れ
ぞ
れ
法
第
五
十
二
条
及
び
法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
適

合
す
る
こ
と
。

二　

増
築
後
の
床
面
積
の
合
計
は
、
基
準
時
に
お
け
る
床
面

積
の
合
計
の
一
・
二
倍
を
超
え
な
い
こ
と
。

三　

増
築
後
又
は
用
途
を
変
更
後
の
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
適
合
し
な
い
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
部
分
の
床
面
積

の
合
計
は
、
基
準
時
に
お
け
る
そ
の
部
分
の
床
面
積
の
合

計
の
一
・
二
倍
を
超
え
な
い
こ
と
。

四　

増
設
後
の
原
動
機
の
出
力
、
機
械
の
台
数
又
は
容
器
等

の
容
量
の
合
計
は
、
基
準
時
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
出
力
、

台
数
又
は
容
量
の
合
計
の
一
・
二
倍
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
罰
則
）

第
五
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
〇
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一　

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
当

該
建
築
物
の
建
築
主
。

二　

法
第
八
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
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る
当
該
建
築
物
の
所
有
者
、
管
理
者
又
は
占
有
者
。

２　

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用

人
そ
の
他
の
従
業
者
が
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
、

前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
行
為
者

を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
前
項
の
罰
金

刑
を
科
す
る
。
た
だ
し
、
法
人
又
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人

そ
の
他
の
従
業
者
の
当
該
違
反
行
為
を
防
止
す
る
た
め
、
当

該
業
務
に
対
し
、
相
当
の
注
意
及
び
監
督
が
尽
く
さ
れ
た
こ

と
の
証
明
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
委
任
）

第
六
条　

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で

定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
一
（
第
三
条
関
係
）

第
一
種
観
光
地
区
に
建
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
建
築
物

一
．
ホ
テ
ル
又
は
旅
館
（
料
理
店
を
兼
ね
る
も
の
を
含
む
）

二
．
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
、
飲
食
店

三
．
図
書
館
、
展
示
場
、
美
術
館
、
博
物
館
、
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
も
の

四
．
研
修
所

五
．
住
宅
、
共
同
住
宅
、
長
屋
、
寄
宿
舎

六
．
神
社
、
寺
院
、
教
会

七
．
公
衆
浴
場
（
個
室
付
浴
場
業
に
係
る
も
の
を
除
く
）

八
．
前
各
項
の
建
築
物
に
付
属
す
る
も
の

別
表
二
（
第
三
条
関
係
）

第
二
種
観
光
地
区
に
建
築
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
建
築
物

　

法
第
四
十
八
条
第
五
項
に
定
め
る
建
築
物
の
ほ
か
次
の
も
の

一
．
個
室
付
浴
場
業
に
係
る
公
衆
浴
場
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二
．
モ
ー
テ
ル

三
．
床
面
積
の
合
計
が
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
畜

舎
四
．
倉
庫
業
を
営
む
倉
庫

五
．建
築
基
準
法
第
四
十
八
条
第
三
項
の
別
表
第
二
（
は
）

項
第
三
号
に
掲
げ
る
工
場
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。

㈠　

出
力
の
合
計
が
〇
・
七
五
キ
ロ
ワ
ツ
ト
以
下
の
原

動
機
を
使
用
す
る
塗
料
の
吹
付

㈡　

原
動
機
を
使
用
す
る
魚
肉
の
練
製
品
の
製
造

㈢　

糖
衣
機
を
使
用
す
る
菓
子
の
製
造

㈣　

原
動
機
の
出
力
の
合
計
が
一
・
五
キ
ロ
ワ
ツ
ト
を

こ
え
る
空
気
圧
縮
機
を
使
用
す
る
作
業

㈤　

原
動
機
を
使
用
す
る
印
刷

（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

昭
和
三
〇
年
代
後
半
か
ら
の
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
ブ
ー
ム
は
そ

の
後
も
加
熱
し
、
熱
海
・
真
鶴
な
ど
と
並
び
リ
ゾ
ー
ト
型
住
宅

の
乱
立
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
。
建
設
反
対
運
動
や
訴
訟
な
ど

が
起
き
、
町
は
観
光
地
区
で
の
無
制
限
な
認
可
を
避
け
る
た
め

規
制
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

50　

湯
河
原
町
観
光
立
町
推
進
条
例

湯
河
原
町
観
光
立
町
推
進
条
例
（
平
成
二
十
二
年
十

一
月
三
十
日
条
例
第
十
五
号
）

目
次前

文
第
一
章　

総
則
（
第
一
条
―
第
八
条
）

第
二
章　



観
光
立
町
の
実
現
に
関
す
る
基
本
的
施
策
（
第
九

条
―
第
二
十
条
）

第
三
章　



湯
河
原
町
観
光
立
町
推
進
会
議
（
第
二
十
一
条
―

第
二
十
六
条
）
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附
則

湯
河
原
町
は
、
一
年
を
通
じ
て
温
暖
で
風
光
明
媚
な
自
然
環

境
に
恵
ま
れ
、
万
葉
集
に
も
詠
ま
れ
た
古
く
か
ら
万
病
に
効
く

と
評
判
の
良
質
な
温
泉
が
湧
く
首
都
圏
を
代
表
す
る
閑
静
な
温

泉
観
光
地
の
一
つ
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。
特
に
、
明
治
時
代

中
頃
か
ら
は
、
湯
河
原
温
泉
の
閑
静
な
風
情
を
愛
し
た
多
く
の

文
人
墨
客
が
、
本
町
に
滞
在
し
て
作
品
を
遺
し
て
い
る
。

本
町
の
産
業
は
、
観
光
、
商
業
、
農
林
水
産
業
等
の
事
業
活

動
か
ら
構
成
さ
れ
、
観
光
産
業
が
本
町
の
経
済
を
け
ん
引
す
る

重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
町
は
、
こ
の
認
識
の
下
、
海
・

山
・
川
な
ど
の
豊
か
な
自
然
環
境
、
温
泉
、
史
跡
、
産
業
等
の

か
け
が
え
の
な
い
資
源
を
活
か
し
、
温
泉
観
光
地
と
し
て
の
魅

力
を
高
め
る
こ
と
と
居
住
環
境
の
向
上
を
一
体
の
も
の
と
し
て

「
四
季
彩
の
ま
ち
」
の
実
現
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
近
年
で
は
、
観
光
旅
行
者
の
ニ
ー
ズ
や
形
態
も
多

様
化
し
、
少
人
数
化
、
地
域
の
自
然
や
産
業
な
ど
の
観
光
資
源

を
活
か
し
た
体
験
型
・
交
流
型
観
光
へ
の
需
要
の
高
ま
り
な
ど

観
光
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化
へ
の
的
確
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。

こ
の
た
め
、
本
町
で
は
、
観
光
を
町
の
基
幹
産
業
と
し
て
さ

ら
に
発
展
さ
せ
、「
湯
河
原
ら
し
い
」
真
の
観
光
立
町
を
実
現

す
る
た
め
、
町
民
一
人
一
人
が
観
光
立
町
の
意
義
に
対
す
る
理

解
を
深
め
、「
お
も
て
な
し
の
心
」
を
観
光
資
源
と
し
て
と
ら

え
、
そ
の
担
い
手
と
し
て
の
認
識
を
は
ぐ
く
む
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

　

町
、
町
民
、
観
光
事
業
者
、
観
光
関
係
団
体
等
が
一
体
と

な
っ
て
観
光
立
町
の
実
現
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画

的
に
推
進
す
る
た
め
、
こ
こ
に
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

第
一
章　

総
則

　

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
観
光
立
町
の
実
現
の
た
め
の
基
本
理

念
を
定
め
、
町
の
責
務
並
び
に
町
民
、
観
光
事
業
者
及
び
観
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光
関
係
団
体
等
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
観
光

立
町
の
実
現
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
、

施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
豊
か
で
活

力
あ
る
地
域
づ
く
り
、
本
町
経
済
の
持
続
的
な
発
展
及
び
町

民
生
活
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の

意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一　

観
光
事
業
者　

観
光
に
関
す
る
事
業
を
営
む
事
業
者
を

い
う
。

二　

観
光
関
係
団
体
等　

観
光
事
業
者
で
組
織
さ
れ
る
団
体

そ
の
他
の
観
光
に
関
す
る
活
動
を
行
う
団
体
及
び
交
通
関

係
機
関
を
い
う
。

三　

観
光
資
源　

優
れ
た
自
然
の
風
景
地
、
良
好
な
景
観
、

歴
史
的
又
は
文
化
的
な
風
土
、
歴
史
的
価
値
又
は
文
化
的

価
値
の
高
い
建
造
物
、
優
れ
た
食
文
化
そ
の
他
の
観
光
の

対
象
と
な
る
資
源
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条　

観
光
立
町
の
実
現
に
関
す
る
施
策
は
、
地
域
に
お
け

る
創
意
工
夫
を
活
か
し
た
自
主
的
か
つ
主
体
的
な
取
組
を
尊

重
し
つ
つ
、
町
内
外
か
ら
の
観
光
旅
行
を
促
進
す
る
こ
と
が
、

町
民
が
誇
り
と
愛
着
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
豊
か
で
活
力
に

満
ち
た
地
域
社
会
の
形
成
及
び
潤
い
の
あ
る
町
民
生
活
の
実

現
の
た
め
に
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
に
講
ぜ
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

観
光
立
町
の
実
現
に
関
す
る
施
策
は
、
観
光
産
業
が
商
業
、

農
林
水
産
業
等
の
事
業
活
動
か
ら
構
成
さ
れ
、
か
つ
、
町
経

済
を
け
ん
引
す
る
重
要
な
役
割
を
担
う
産
業
で
あ
る
と
の
認

識
の
下
に
講
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

観
光
立
町
の
実
現
に
関
す
る
施
策
は
、
観
光
資
源
が
積
極

的
に
活
用
さ
れ
、
保
全
さ
れ
、
及
び
創
出
さ
れ
る
よ
う
講
ぜ

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４　

観
光
立
町
の
実
現
に
関
す
る
施
策
は
、
観
光
事
業
者
及
び

観
光
関
係
団
体
等
が
観
光
資
源
に
関
す
る
理
解
を
深
め
、
一

体
と
な
っ
て
良
質
な
サ
ー
ビ
ス
を
観
光
旅
行
者
に
提
供
で
き

る
環
境
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
観
光
立
町
の
実
現
の
担
い

手
と
な
る
人
材
の
育
成
及
び
心
の
こ
も
っ
た
お
も
て
な
し
の

向
上
が
図
ら
れ
る
よ
う
講
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

観
光
立
町
の
実
現
に
関
す
る
施
策
は
、
本
町
が
万
葉
の
時

代
か
ら
愛
さ
れ
て
き
た
温
泉
情
緒
あ
ふ
れ
る
首
都
圏
を
代
表

す
る
観
光
温
泉
地
の
一
つ
と
し
て
、
日
本
固
有
の
文
化
の
発

信
及
び
国
際
相
互
理
解
の
増
進
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
の

認
識
の
下
に
講
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

観
光
立
町
の
実
現
に
関
す
る
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て

は
、
観
光
が
、
町
及
び
地
域
の
経
済
社
会
に
お
い
て
重
要
な

役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
考
慮
し
、
地
域
を
挙
げ
た
取
組

が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
担
い
手
で
あ
る
町
、
町
民
、
観
光
事

業
者
及
び
観
光
関
係
団
体
等
に
よ
る
相
互
の
連
携
が
確
保
さ

れ
る
よ
う
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７　

観
光
立
町
の
実
現
に
関
す
る
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て

は
、
将
来
に
わ
た
る
豊
か
な
町
民
生
活
の
実
現
の
た
め
、
観

光
の
持
続
的
な
発
展
を
推
進
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
考
慮
し
、

観
光
資
源
の
活
用
、
保
全
及
び
創
出
が
図
ら
れ
る
よ
う
配
慮

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
町
の
責
務
）

第
四
条　

町
は
、
前
条
に
規
定
す
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本

理
念
」
と
い
う
。）
に
の
っ
と
り
、
観
光
立
町
の
実
現
に
関

す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有

す
る
。

２　

町
は
、
観
光
事
業
者
及
び
観
光
関
係
団
体
等
の
自
主
的
な

観
光
の
振
興
に
関
す
る
取
組
を
促
進
す
る
た
め
、
情
報
の
提

供
、
啓
発
活
動
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、

相
互
間
の
連
携
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
町
民
の
役
割
）
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第
五
条　

町
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
観
光
立
町
の
意

義
に
対
す
る
関
心
及
び
理
解
を
深
め
、
本
町
に
お
け
る
観
光

の
振
興
に
関
す
る
取
組
に
参
画
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。

２　

町
民
は
、
観
光
資
源
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、

お
も
て
な
し
の
心
を
も
っ
て
観
光
旅
行
者
を
温
か
く
迎
え
、

魅
力
あ
る
観
光
地
の
形
成
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
観
光
事
業
者
の
役
割
）

第
六
条　

観
光
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事

業
活
動
を
通
じ
て
観
光
旅
行
者
に
良
質
な
サ
ー
ビ
ス
及
び
環

境
を
提
供
す
る
な
ど
、
お
も
て
な
し
の
心
を
も
っ
て
観
光
旅

行
者
の
満
足
度
の
向
上
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

観
光
事
業
者
は
、
地
産
地
消
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
地

域
に
お
け
る
他
の
産
業
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
事
業
活
動
を

行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３　

観
光
事
業
者
は
、
町
が
実
施
す
る
観
光
立
町
の
実
現
に
関

す
る
施
策
に
積
極
的
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
観
光
関
係
団
体
等
の
役
割
）

第
七
条　

観
光
関
係
団
体
等
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
観

光
に
関
す
る
情
報
の
発
信
そ
の
他
の
観
光
宣
伝
活
動
の
実
施
、

観
光
旅
行
者
の
誘
致
、
お
も
て
な
し
の
心
の
向
上
な
ど
受
入

体
制
の
整
備
等
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

観
光
関
係
団
体
等
は
、
業
界
及
び
業
種
の
枠
を
越
え
た
連

携
を
図
り
な
が
ら
事
業
活
動
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。

３　

観
光
関
係
団
体
等
は
、
町
が
実
施
す
る
観
光
立
町
の
実
現

に
関
す
る
施
策
に
積
極
的
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。

　

（
国
及
び
他
の
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携
）

第
八
条　

町
は
、
観
光
立
町
の
実
現
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に

当
た
っ
て
は
、
観
光
に
関
す
る
情
報
の
発
信
、
観
光
資
源
の
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有
効
活
用
、
町
内
外
か
ら
の
観
光
旅
行
者
の
来
訪
の
促
進
等

を
図
る
た
め
、
国
及
び
他
の
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携
を
図

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

第
二
章　

観
光
立
町
の
実
現
に
関
す
る
基
本
的
施
策

　

（
湯
河
原
町
観
光
立
町
推
進
計
画
）

第
九
条　

町
長
は
、
観
光
立
町
の
実
現
に
関
す
る
施
策
の
総
合

的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
湯
河
原
町
観
光
立
町

推
進
計
画
（
以
下
「
推
進
計
画
」
と
い
う
。）
を
策
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

推
進
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

一　

観
光
立
町
の
実
現
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的

な
方
針

二　

観
光
立
町
の
実
現
に
関
す
る
目
標

三　

観
光
立
町
の
実
現
に
関
し
、
町
が
総
合
的
か
つ
計
画
的

に
講
ず
べ
き
施
策

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
観
光
立
町
の
実
現
に

関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
に

必
要
な
事
項

３　

町
長
は
、
推
進
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
町
民
等
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
と
と
も
に
、
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
湯
河
原
町

観
光
立
町
推
進
会
議
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

町
長
は
、
推
進
計
画
を
策
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
こ

れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

前
二
項
の
規
定
は
、
推
進
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

　

（
魅
力
あ
る
観
光
地
の
形
成
）

第
十
条　

町
は
、
魅
力
あ
る
観
光
地
の
形
成
を
図
る
た
め
、
次

に
掲
げ
る
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一　

観
光
資
源
の
活
用
、
保
全
及
び
創
出
に
関
す
る
施
策

二　

観
光
事
業
者
及
び
観
光
関
係
団
体
等
と
連
携
し
た
観
光
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地
の
特
性
を
活
か
し
た
良
質
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
確
保

に
関
す
る
施
策

三　

観
光
旅
行
者
と
の
交
流
の
た
め
の
施
設
、
特
産
物
の
販

売
施
設
、
案
内
施
設
そ
の
他
の
観
光
に
関
す
る
施
設
（
次

号
に
お
い
て
「
観
光
関
連
施
設
」
と
い
う
。）
及
び
公
共

施
設
の
整
備
に
関
し
必
要
な
施
策

四　

高
齢
者
、
障
が
い
者
、
外
国
人
等
の
観
光
旅
行
者
が
円

滑
に
利
用
で
き
る
観
光
関
連
施
設
及
び
公
共
施
設
の
整
備

に
関
し
必
要
な
施
策

五　

観
光
旅
行
者
の
移
動
の
利
便
の
向
上
、
情
報
通
信
技
術

を
活
用
し
た
観
光
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要

な
施
策

　

（
観
光
を
担
う
人
材
の
育
成
）

第
十
一
条　

町
は
、
観
光
立
町
の
実
現
に
寄
与
す
る
人
材
の
育

成
を
図
る
た
め
、
観
光
に
関
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
等
の

接
遇
、
知
識
及
び
能
力
の
向
上
に
関
し
必
要
な
施
策
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。

　

（
観
光
旅
行
者
の
来
訪
の
促
進
）

第
十
二
条　

町
は
、
観
光
旅
行
者
の
来
訪
の
促
進
を
図
る
た
め
、

本
町
の
観
光
資
源
に
関
す
る
広
報
宣
伝
活
動
及
び
観
光
旅
行

に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
町
内
外
に
お
け

る
広
域
的
に
連
携
し
た
観
光
の
振
興
に
関
す
る
取
組
な
ど
必

要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
の
促
進
）

第
十
三
条　

町
は
、
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
の
促
進
を
図
る

た
め
、
観
光
宣
伝
活
動
の
効
果
的
な
実
施
、
交
通
、
宿
泊
そ

の
他
の
観
光
旅
行
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
通
訳
案
内
の

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
そ
の
他
外
国
人
観
光
旅
客
の
受
入
体
制
の

確
保
等
を
図
る
と
と
も
に
、
町
内
外
に
お
け
る
広
域
的
に
連

携
し
た
観
光
の
振
興
に
関
す
る
取
組
な
ど
必
要
な
施
策
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。

２　

町
は
、
本
町
と
外
国
と
の
間
に
お
け
る
国
際
親
善
交
流
事
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業
等
を
通
じ
て
、
国
際
観
光
の
振
興
を
図
る
た
め
に
必
要
な

施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
観
光
旅
行
の
安
全
の
確
保
）

第
十
四
条　

町
は
、
観
光
旅
行
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、

観
光
旅
行
に
お
け
る
事
故
の
発
生
の
防
止
等
に
関
し
必
要
な

施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
新
た
な
観
光
旅
行
の
分
野
の
開
拓
）

第
十
五
条　

町
は
、
新
た
な
観
光
旅
行
の
分
野
の
開
拓
を
図
る

た
め
、
自
然
体
験
活
動
、
農
林
水
産
業
に
関
す
る
体
験
活
動

等
を
目
的
と
す
る
観
光
旅
行
、
心
身
の
健
康
の
保
持
増
進
の

た
め
の
観
光
旅
行
、
食
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
観

光
旅
行
、
将
来
の
定
住
に
つ
な
が
る
滞
在
型
観
光
旅
行
そ
の

他
多
様
な
観
光
旅
行
の
形
態
の
普
及
等
に
必
要
な
施
策
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
観
光
地
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保
全
）

第
十
六
条　

町
は
、
観
光
地
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保
全
を
図

る
た
め
、
観
光
旅
行
者
に
よ
る
自
然
体
験
活
動
を
通
じ
た
自

然
環
境
の
保
全
に
関
す
る
知
識
の
普
及
、
理
解
の
増
進
等
に

必
要
な
施
策
及
び
自
然
環
境
の
保
全
に
関
す
る
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
広
報
等
）

第
十
七
条　

町
は
、
町
民
、
観
光
事
業
者
及
び
観
光
関
係
団
体

等
の
観
光
立
町
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
お
も

て
な
し
の
心
の
醸
成
及
び
観
光
の
振
興
に
関
す
る
取
組
へ
の

参
画
を
促
進
す
る
た
め
、
広
報
、
啓
発
及
び
情
報
の
提
供
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

町
民
、
観
光
事
業
者
及
び
観
光
関
係
団
体
等
は
、
観
光
立

町
の
実
現
に
関
し
、
町
の
観
光
情
報
を
広
く
町
外
に
発
信
す

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
施
策
の
検
証
）

第
十
八
条　

町
は
、
観
光
立
町
の
実
現
に
関
す
る
施
策
の
実
施

状
況
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
検
証
の
結
果
を
観
光
立
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町
の
実
現
に
関
す
る
施
策
に
適
切
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。

　

（
観
光
に
関
す
る
統
計
の
整
備
）

第
十
九
条　

町
は
、
観
光
立
町
の
実
現
に
関
す
る
施
策
を
推
進

す
る
た
め
、
観
光
旅
行
者
数
に
関
す
る
統
計
そ
の
他
の
観
光

に
関
す
る
統
計
の
整
備
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。

　

（
財
政
上
の
措
置
）

第
二
十
条　

町
は
、
観
光
立
町
の
実
現
に
関
す
る
施
策
を
推
進

す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

　
　
　

第
三
章　

湯
河
原
町
観
光
立
町
推
進
会
議

　

（
推
進
会
議
の
設
置
）

第
二
十
一
条　

町
は
、
観
光
立
町
の
実
現
に
関
す
る
施
策
の
総

合
的
か
つ
計
画
的
な
実
施
を
推
進
す
る
た
め
、
湯
河
原
町
観

光
立
町
推
進
会
議
（
以
下
「
推
進
会
議
」
と
い
う
。）
を
置
く
。

　

（
推
進
会
議
の
任
務
）

第
二
十
二
条　

推
進
会
議
は
、
こ
の
条
例
に
規
定
す
る
事
項
そ

の
他
の
観
光
立
町
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
町
長
の
諮

問
に
応
ず
る
ほ
か
、
観
光
立
町
の
推
進
に
関
し
必
要
な
事
項

に
つ
い
て
町
長
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
組
織
等
）

第
二
十
三
条　

推
進
会
議
は
、
委
員
十
五
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２　

委
員
は
、
観
光
事
業
者
、
観
光
関
係
団
体
等
の
代
表
、
有

識
者
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
そ
の
他
町
長
が
必
要
と
認
め

る
者
の
う
ち
か
ら
、
町
長
が
委
嘱
す
る
。

３　

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員

の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

４　

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
会
長
及
び
副
会
長
）

第
二
十
四
条　

推
進
会
議
に
会
長
及
び
副
会
長
一
人
を
置
き
、

委
員
の
互
選
に
よ
り
こ
れ
を
選
任
す
る
。
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２　

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
推
進
会
議
を
代
表
す
る
。

３　

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き

は
そ
の
職
務
を
代
理
し
、
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
そ
の
職
務

を
行
う
。

　

（
会
議
）

第
二
十
五
条　

推
進
会
議
の
会
議
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
会
議
」
と
い
う
。）
は
、
会
長
が
招
集
し
、
会
長
が
そ
の
議

長
と
な
る
。

２　

会
議
は
、
委
員
の
二
分
の
一
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開

く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３　

会
議
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可

否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
委
任
）

第
二
十
六
条　

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
推
進
会
議
の

組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
推
進
会
議

に
諮
っ
て
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

観
光
が
町
に
と
っ
て
重
大
な
意
味
を
持
つ
産
業
で
あ
り
、
歴

代
町
長
も
そ
れ
を
十
分
自
覚
し
た
施
政
を
展
開
し
て
き
た
。
し

か
し
宿
泊
観
光
客
激
減
な
ど
の
危
機
感
か
ら
、
町
民
自
身
が
「
お

も
て
な
し
の
心
」
を
も
っ
て
積
極
的
な
役
割
を
果
た
せ
る
よ
う
、

町
が
一
体
化
し
て
取
り
組
む
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
た
。

㈡　

開
発
事
業
の
推
移

51　

宮
上
字
シ
キ
オ
周
辺
の
観
光
開
発
に
関
す
る
要
望
書

要
望
書

今
般
宮
上
字
シ
キ
オ
周
辺
の
町
有
財
産
、
山
林
、
原
野
百
余
町

歩
を
町
に
於
て
観
光
開
発
の
た
め
處
分
さ
れ
る
こ
と
に
決
定
し
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た
様
で
ご
ざ
い
ま
す
が　

宮
上
区
会
に
於
き
ま
し
て
は　

こ
の

件
に
つ
い
て
深
い
関
心
を
持
ち　

去
る
十
一
月
二
十
三
日
午
后

七
時
よ
り
宮
上
区
会
を
公
会
堂
に
招
集
し　

町
長
の
出
席
を

願
っ
て
説
明
を
聞
き
ま
し
た
が　

湯
河
原
町
の
観
光
開
発
の
た

め　

處
分
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
全
貟
賛
成
で
あ
っ
た
が　

過
去
に
於
て
観
光
開
発
の
た

（
マ
マ
）處

分
さ
れ
た
財
産
が　

契
約
通
り

開
発
さ
れ
て
い
な
い
亊
実
が
あ
る
や
に
聞
い
て
を

（
マ
マ
）り

ま
す
の
で　

契
約
に
当
っ
て
は　

開
発
の
確
実
を
期
す
る
為　

左
記
の
如
き

条
件
を
つ
け
て　

契
約
さ
れ
る
こ
と
を　

宮
上
区
会
の
總
意
に

よ
り
强
く
要
望
致
す
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　
　

記

一
、
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
の
建
設
は
必
ず
す
る
こ
と
。

二
、
理
想
的
な
公
園
の
造
成
を
す
る
こ
と

三
、
水
害
防
止
の
た
め
立
木
の
伐
採
に
つ
い
て
は　

最
少

（
マ
マ
）限

四

分
の
一
以
上
保
存
す
る
こ
と

四
、
天
照
山
附
近
の
野
猿
を
保
護
し
必
要
な
町
歩
を
残
す
こ
と

五
、
開
発
は
満
三
ヶ
年
以
内
に
着
手
の
こ
と

六
、

名
儀
変
更
移
転
登
記
は
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
完
成
直
後
に
す
る

こ
と

七
、
宮
上
字
シ
キ
オ
地
内
の
温
泉
試
掘
権
を
確
保
し
て
を

（
マ
マ
）く

こ

と出
来
得
れ
ば
該
地
区
の
不
動
産瀧
周
辺
を
町
有
地
と
し
て
残

す
こ
と

八
、

開
発
工
亊
に
満
三
ヶ
年
以
内
に
着
手
し
な
い
場
合
は　

町

に
委
託
し
た
金
を
没
收
す
る
程
度
の
罰
則
を
つ
け
る
こ
と

　
　
　

昭
和
三
十
一
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
上
区
会
会
長　

石
川
菊
太
郎　

印

湯
河
原
町
長　

八
亀
武
雄　

殿

（「
昭
和
三
一
年　

自
九
月
至
一
二
月　

庶
務
書
類　

二
種
」

湯
河
原
町
役
場
蔵
）
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52　

吉
浜
開
発
計
画
に
関
す
る
要
請
に
つ
い
て
の
回
答

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
三
六
年
七
月
五
日

　

湯
河
原
町
長　

八
亀
武
雄　

殿

　
　
　
　

川
堀
農
業
協
同
組
合
長　
　

岩
本　

茂　
　
　

印

　
　
　
　

吉
浜
農
業
協
同
組
合
長　
　

浅
田
兵
右
衛
門　

㊞

　
　
　
　

鍜
（
鍛
）冶

屋
農
業
協
同
組
合
長　

木
村
久
治　
　
　

㊞

　
　
　

吉
浜
開
発
計
画
に
関
す
る
要
請
に
つ
い
て
の
回
答

さ
き
に
貴
職
よ
り
ご
要
請
の
あ
り
ま
し
た
、
吉
浜
開
発
計
画
に

関
し
て
、
旧
吉
浜
町
所
在
の
農
業
協
同
組
合
三
団
体
の
共
有
地
、

字
南
郷
二
〇
二
二
番
地
の
一
外
五
年筆
の
原
野
に
対
す
る
買
収
問

題
に
つ
い
て
三
農
協
役
員
合
同
会
議
を
開
催
し
、
協
議
の
結
果

次
の
通
り
満
場
一
致
決
定
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
ご
回
答
申
し

あ
げ
ま
す
。

記

一
わ
れ
わ
れ
は
吉
浜
開
発
計
画
方
針
に
賛
成
し
実
施
に
あ
た
つ

て
は
協
力
を
惜
し
ま
な
い
が
次
の
点
に
留
意
の
上
善
処
さ
れ

た
い
。

イ　

旧
吉
浜
町
農
民
は
柑
橘
栽
培
を
以
つ
て
生
命
と
し
て
い

る
の
で
こ
れ
が
維
持
発
展
を
は
か
る
た
め
に
必
要
な
牧
野

採
草
地
の
保
存
又
は
こ
れ
に
代
る
べ
き
灌
水
施
設
、
代
用

資
材
対
策
等
に
つ
い
て
は
充
分
配
慮
さ
れ
た
い
、
特
に
観

光
農
業
振
興
上
柑
橘
の
育
成
に
留
意
さ
れ
た
い
。

ロ　

道
路
不
完
備
の
た
め
地
先
住
民
の
生
活
に
悪
影
響
を
与

え
な
い
様
、
特
に
近
接
柑
橘
に
障
害
を
及
ぼ
さ
な
い
様
こ

れ
ら
施
設
を
優
先
実
施
す
る
様
願
い
た
い
。

ハ　

上
、
下
水
道
施
設
不
完
備
に
よ
りる
地
先
住
民
の
保
健
衛

生
対
策
に
つ
い
て
万
全
を
期
さ
れ
た
い
。

（「
昭
和
三
六
年　

〃
三
七　

吉
浜
開
発
書
類
」
湯
河
原
町
役

場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。
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53　

吉
浜
開
発
計
画
に
対
す
る
要
望
書
に
関
す
る
回
答

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
九
湯
総
第
八
二
八
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
三
九
年
九
月
二
二
日

　

鍛
冶
屋
奥
地
開
発
対
策
協
議
会

　
　
　

委
員
長　

木
村
久
治　

殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
長　

八
亀
武
雄

　
　
　
　

吉
浜
開
発
計
画
に
対
す
る
要
望
書
に
関
す
る

答

吉
浜
奥
地
の
開
発
に
つ
い
て
は
町
は
吉
浜
町
当
時
か
ら
多
年

に
亘
り
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
そ
の
実
現
に
つ
い
て
は
現
在
尚
努

力
を
続
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

鍛
冶
屋
地
区
の
方
々
に
も
こ
れ
に
付
い
て
深
い
理
解
と
御
協

力
を
得
て
い
る
こ
と
を
感
謝
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

奥
地
開
発
も
タ
ー
ン
パ
イ
ク
の
着
手
と
と
も
に
そ
の
実
現
が

具
体
化
さ
れ
つ
ゝ
あ
り
、
そ
の
開
発
計
画
も
別
図
に
示
す
よ
う

に
提
示
さ
れ
て
来
ま
し
た
。
開
発
に
関
し
一
番
影
響
の
深
い
の

は
鍛
冶
屋
地
区
で
あ
る
こ
と
は
町
も
充
分
心
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
ま
し
て
昭
和
三
七
年
五
月
一
八
日
付
鍛
冶
屋
地
区
諸
機

関
よ
り
の
防
災
等
に
対
す
る
要
望
亊
項
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う

に
処
理
し
た
い
と
考
え
ま
す
の
で
御
検
討
願
い
ま
す
。
尚
協
議

す
べ
き
亊
柄
は
更
に
努
力
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
御
了
承
を
得

た
く
今
後
と
も
一
層
の
協
力
を
お
願
い
し

答
と
い
た
し
ま
す
。

一
．
基
本
原
則

こ
の
こ
と
は
町
と
し
て
も
最
も
憂
慮
す
る
こ
と
で
あ
り
ま

す
の
で
後
日
の
た
め
契
約
内
容
で
明
記
し
ま
す
が
防
災
等
に

つ
い
て
は
次
の

答
を
得
て
お
り
ま
す
。

㈠　

大
石
平
に
一
時
的
に
は
約
七
、
〇
〇
〇
坪
程
度
の
人
造

湖
の
で
き
る
砂
防
を
兼
ね
た
平
堰
堤
を
作
る
。

㈡　

災
害
防
止
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
関
す
る
宅
地
造
成
法
、

砂
防
法
等
の
法
律
命
令
及
び
町
の
指
定
す
る
亊
項
に
よ
り

適
正
な
措
置
で
施
行
さ
せ
る
。

㈢　

万
一
開
発
亊
業
に
起
因
す
る
災
害
に
よ
り
被
害
が
生
じ
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た
と
き
は
適
正
な
る
補
償
を
さ
せ
る
。

㈣　

保
健
衛
生
面
に
つ
い
て
は
関
係
法
令
に
よ
り
適
正
を
期

せ
し
め
る
。

二
．
治
山
治
水
対
策

官
行
造
林
、
県
行
造
林
、
小
田
原
市
外
四
ヶ
町
の
組
合
林

等
は
現
状
の
ま
ま
地
上
権
が
残
る
も
の
で
あ
り
又
休
閑
地
は

植
林
を
計
画
し
て
い
る
の
で
特
別
な
対
策
は
必
要
な
い
も
の

と
考
え
ま
す
。
尚
青
年
団
共
有
植
林
地
は
処
分
外
と
し
て
あ

り
ま
す
が
白
土
の
部
落
有
林
約
一
町
歩
に
つ
い
て
は
適
正
な

る
補
償
に
よ
り
処
分
地
に
含
め
た
い
。

三
．
幹
線
道
路
の
整
備

湯
河
原
駅
か
ら
開
発
地
区
（
幕
山
）
ま
で
は
有
効
巾
員

六
・
五
メ
ー
ト
ル
の
舗
装
自
動
車
道
路
を
建
設
す
る
。
建
設

は
町
名
儀
で
行
な
い
町
道
と
な
る
が
、
こ
れ
に
要
す
る
用
地

費
、
補
償
費
等
は
、
箱
根
タ
ー
ン
パ
イ
ク
株
式
会
社
が
負
担

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
尚
こ
の
道
路
の
路
線
は
町
と

会
社
と
が
協
議
の
う
え
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
三
ヶ

年
以
内
に
完
成
す
る
契
約
と
し
ま
す
。
又
別
途
に
こ
の
道
路

か
ら
白
銀
林
道
を
経
て
白
銀
山
附
近
で
タ
ー
ン
パ
イ
ク
に
通

ず
る
道
路
も
建
設
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
尚
前
記
の
町

道
建
設
の
確
認
と
し
て
契
約
の
際
充
分
な
る
補
償
を
さ
せ
る

も
の
と
し
ま
す
。

四
．
柑
橘
生
産
の
育
成
保
全
対
策

柑
橘
生
産
は
農
家
経
済
の
安
定
を
も
た
ら
す
主
要
農
産
物

で
観
光
に
つ
ぐ
町
の
主
要
産
業
と
し
て
そ
の
振
興
に
は
町
も

充
分
な
配
慮
を
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
又
柑
橘
栽
培
地

は
町
の
重
要
な
観
光
資
源
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
痛
感
す
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
関
係
か
ら
柑
橘
園
の
育
成
保
全

に
つ
い
て
は
今
後
も
極
力
こ
れ
を
推
進
せ
ん
と
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。
要
望
の
採
草
地
の
確
保
に
つ
い
て
は
農
協
所
有

地
約
六
五
町
歩
を
開
発
か
ら
除
外
す
る
と
と
も
に
、
開
発
対

象
地
に
つ
い
て
も
開
発
ま
で
の
間
の
採
草
に
つ
い
て
は
了
解
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を
得
て
あ
り
要
望
の

は
充
分
考
慮
し
て
あ
り
ま
す
。
尚
営

農
対
策
費
と
し
て
の
補
償
金
に
つ
い
て
は
営
農
問
題
は
全
町

的
亊
項
で
あ
り
鍛
冶
屋
地
区
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
計
画
に

基
づ
い
て
配
慮
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
農
業

振
興
推
進
計
画
に
於
い
て
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

解
し
て
い
ま
す
。

五
．
そ
の
他

燃
料
と
し
て
の
古
損
木
採
取
は
あ
る
程
度
の
自
由
は
あ
る

も
の
と
解
し
ま
す
。
尚
財
産
区
有
地
の
残
地
約
一
七
〇
町
歩

そ
の
他
現
存
植
林
地
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
の
で
御
了
解
が
得

ら
れ
る
も
の
と
考
え
ま
す
。
又
シ
キ
ビ
に
つ
い
て
も
同
様
な

が
あ
り
ま
す
が
こ
れ
に
よ
り
生
計
上
損
害
の
生
ず
る
こ
と

が
あ
れ
ば
こ
れ
ら
の
人
々
に
は
補
償
に
よ
り
解
決
を
み
た
い

と
思
い
ま
す
。
尚
固
定
資
産
税
の
柑
橘
生
産
指
導
費
予
算
計

上
の
要
望
に
つ
い
て
は
、
議
会
等
と
協
議
の
う
え
実
施
し
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

以
上
貴
地
区
よ
り
の
要
望
の

答
と
い
た
し
ま
す
が
こ
の
ほ

か
次
の
と
お
り
交
渉
し
確
約
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
併
せ
御
了
承

く
だ
さ
る
と
と
も
に
尚
一
層
の
御
協
力
を
お
願
い
す
る
次
第
で

あ
り
ま
す
。

一
．
上
水
道
水
源
対
策

町
営
上
水
道
幕
山
淨
水
場
の
必
要
水
量
を
清
水
の
澤
よ
り

他
の
工
亊
に
先
だ
ち
導
水
す
る
。

二
．
現
況
道
路
使
用
の
件

附
替
道
路
の
で
き
る
ま
で
一
般
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

三
．
手
洗
澤
水
利
権

現
存
の
も
の
を
認
め
る
。

四
．
植
林
補
償

開
発
対
象
地
内
に
あ
る
部
落
隣
組
植
林
等
は
適
正
な
価
格

で
補
償
し
買
収
す
る
。

以　

上
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（「
昭
和
三
八
・
三
九
～　

吉
浜
開
発
に
関
す
る
書
類
綴
」
湯

河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

町
村
合
併
で
旧
吉
浜
町
の
契
約
は
新
生
湯
河
原
町
に
引
き
継

が
れ
た
。
中
で
も
広
大
な
山
林
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
鍛

冶
屋
地
区
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
た
。
な
お
こ
の
開
発
に
当
た
っ

て
は
町
・
地
区
・
吉
浜
財
産
区
・
農
協
な
ど
も
関
わ
る
困
難
な

調
整
が
続
け
ら
れ
た
。

吉浜開発事業概要

航空灯台
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54　

吉
浜
開
発
報
告

　
　
　
　

吉
浜
開
発
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
吉
浜
財
産
区
管
理
会

　

（
要
旨
）

旧
𠮷
浜
町
の
奥
地
開
発
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
〇
年
の
町
村

合
併
以
前
よ
り
旧
𠮷
浜
町
住
民
の
念
願
で
あ
り
、
合
併
後
に
於

て
も
、
そ
の
実
現
を
期
待
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
つ
て
お
り
ま

す
。こ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
新
町
と
な
り
ま
し
て
も
関
係
者
間

に
於
て
重
々
協
議
を
重
ね
て
来
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
今

こ
の
開
発
の
相
手
方
で
あ
る
箱
根
タ
ー
ン
パ
イ
ク
株
式
会
社

（
東
京
急
行
系
、
社
長
五
島　

昇
）
と
具
体
化
し
契
約
を
進
め

る
考
え
で
あ
り
ま
す
。

つ
い
て
は
、
そ
の
槪
要
を
皆
様
に
報
告
申
し
上
げ
御
賛
同
を

得
た
い
と
思
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

（
現
在
ま
で
の
経
過
）

昭
和
二
七
年
一
二
月
二
日
𠮷
浜
町
と
栗
原
正
、
天
野
辰
夫
と

の
間
に
覚
書
を
交
換
し
奥
地
一
、
〇
〇
〇
町
歩
の
開
発
斡
旋
を

依
頼
し
た
。

昭
和
二
九
年
一
二
月
四
日
𠮷
浜
町
と
吉
浜
開
発
株
式
会
社
岩

崎
勝
と
の
間
に
温
泉
堀

（
マ
マ
）さ

く
温
泉
分
譲
会
社
の
設
立
道
路
建
設

其
の
他
の
開
発
契
約
を
締
結
し
た
。
な
お
こ
の
契
約
で
七
万
坪

の
譲
渡
（
坪
当
り
三
〇
円
）
温
泉
分
讓
会
社
の
資
本
の
中
、
町

は
五
〇
％
を
土
地
に
よ
り
て
出
資
す
る
こ
と
ゝ
し
吉
浜
開
発
会

社
は
一
、
六
〇
〇
万
円
を
町
に
予
託
し
て
開
発
費
用
に
充
当
し

た
。

昭
和
三
〇
年
三
月
𠮷
浜
町
は
奥
地
を
𠮷
浜
財
産
区
と
、
𠮷
浜
三

農
協
及
び
、
町
え

（
マ
マ
）と

三
分
し
四
月
一
日
湯
河
原
町
福
浦
村
と
合

併
し
こ
の
開
発
問
題
を
新
町
に
引
継
し
た
。

昭
和
三
二
年
昭
和
三
三
年
と
𠮷
浜
開
発
会
社
と
種
々
接
渉
が
あ
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り
、
昭
和
三
二
年
仝
会
社
は
七
〇
〇
万
円
の
追
加
予
託
を
し
た

が
決
定
さ
れ
た
事
項
は
な
い
。
而
し
て
こ
の
間
𠮷
浜
開
発
会
社

は
東
京
急
行
が
実
权
を
持
つ
こ
と
ゝ
な
つ
た
。
昭
和
三
六
年
仝

会
社
と
再
度
接
渉
に
入
り
昭
和
三
七
年
話
し
合
い
が
付
く
や
に

見
ら
れ
た
が
値
段
等
の
問
題
で
結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か

つ
た
。
昭
和
三
八
年
六
月
吉
浜
開
発
株
式
会
社
は
社
名
を
箱
根

タ
ー
ン
パ
イ
ク
株
式
会
社
と
変
更
し
引
続
き
交
渉
が
も
た
れ
た
。

此
の
間
タ
ー
ン
パ
イ
ク
の
建
設
に
伴
な
う
道
路
敷
の
賃
貸
借
に

つ
い
て
は
、
協
議
が
成
立
し
た
が
開
発
関
係
は
結
論
を
得
る
こ

と
が
で
き
な
か
つ
た
。
昭
和
四
〇
年
以
降
に
於
て
は
、
な
お
交

渉
を
継
続
し
、
町
も
早
期
の
開
発
を
希
望
し
建
設
内
容
に
つ
い

て
幾
多
の
檢
討
を
重
ね
、
次
の
よ
う
な
契
約
案
が
起
草
さ
れ
る

に
至
つ
た
の
で
あ
る
。

（
開
発
の
理
由
）

私
達
の
生
活
は
国
家
経
済
の
発
展
と
共
に
日
毎
に
向
上
し
、
そ

れ
に
伴
な
う
敎
育
施
設
、
道
路
橋
梁
等
の
交
通
対
策
、
遊
園
地

公
園
、
し
尿
処
理
場
等
の
環
境
施
設
等
公
共
施
設
の
建
設
が
お

く
れ
て
い
る
こ
と
は
、
皆
様
御
承
知
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
町
は
新
町
建
設
計
画
等
に
よ
り
重

的
事
項
は
施

行
し
て
お
り
ま
す
が
、
総
て
を
解
決
す
る
こ
と
は
到
底
困
難
な

狀
況
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
町
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
等
閑
視
し
て
い
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
を
満
た
す
町
費
の
一
般
財
源
の
増
徴
を
図

り
、
よ
り
よ
い
町
造
り
を
し
た
い
と
努
力
を
重
ね
て
お
り
ま
す

が
、
飛
躍
的
な
増
大
を
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
今

の
𠮷

浜
奥
地
開
発
は
、
こ
れ
等
の
問
題
を
解
決
す
る
に
一
番
適
当
と

思
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
考
え
は
從
前
と
変
る
こ
と
が
な

い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
地
の
観
光
開
発
に
よ
る
税
収
入
等
直
接

に
又
は
間
接
に
町
、

（
マ
マ
）発

展
に
寄
与
す
る
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
、

私
達
住
民
福
祉
の
向
上
に
反
映
す
る
も
の
と
思
う
も
の
で
あ
り

ま
す
。

　

（
開
発
の
内
容
）
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𠮷
浜
奥
地
の
観
光
開
発
と
は
ど
ん
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
か
、

建
設
が
計
画
さ
れ
て
い
る
主
な
も
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
ま

す
。

一
、
開
発
地
内
の
道
路
建
設
（
無
料
道
路
）

二　

温
泉
く
つ
さ
く
及
び
、
温
泉
利
用
施
設

三　

多
目
的
ダ
ム

四　

白
銀
山
ロ
ッ
ジ
（
山
頂
公
園
）

五　

ス
ケ
ー
ト
リ
ン
ク

六　

ピ
ッ
チ
パ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
場

七　

ス
ピ
ー
ド
ラ
ン
ド

八　

キ
ャ
ン
プ
場
及
び
宿
泊
施
設

九　

レ
イ
ン
ジ
ヤ
ー
ラ
ン
ド

十　

フ
イ
ツ
シ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

　
　

其
の
他

　

（
開
発
さ
れ
る
土
地
及
び
残
地
）

一　

開
発
対
象
土
地
（
公
簿
に
よ
る
、
畝
以
下
略
す
）

　

イ
、
町　

有　

地　



二
六
三
・
三
町
歩
（
字
白
銀
山
、
老
僧

坊
、
深
沢
、
並
び
に
幕
山
の
大
部
分
）

　

ロ
、
財
産
区
有
地　

二
八
四
・
六
町
歩（
字
中
尾
山
、
桜
郷
）

　

ハ　

農
協
所
有
地　



一
二
八
・
五
町
歩
（
字
彈
正
河
原
、
黄

金
松
並
び
に
大
澤
、
星
ヶ
山
、
南
郷
の

一
部
）

　
　
　
　
　

計　
　
　

六
七
六
・
四
町
歩（
坪
当
り
三
〇
〇
円
）

　
　
　



な
お
農
協
の
土
地
は
町
に
上
地
の
上
行
な
わ
れ
る
見
込

に
よ
る
。

二　

残
地

　

イ
、
町
有
地　
　
　
　

一
〇
・
〇
町
歩

　

ロ　

財
産
区
有
地　

一
六
四
・
〇
町
歩
（
字
辰
沢
）

　

ハ　

農
協
所
有
地　
　

八
〇
・
五
町
歩

　
　
　
　
　

計　
　
　

二
五
四
・
五
町
歩

　

（
土
地
代
金
）

　
　

町　
　
　
　



三
億
五
二
七
三
万
円
（
う
ち
農
協
分
一
億
一
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五
七
三
万
円
）

　
　

財
産
区　
　

二
億
五
六
一
七
万
円

　
　
　

計　
　
　

六
億
〇
八
九
〇
万
円

　

（
代
金
の
納
入
）

　
　

契
約
と
同
時
に　

二
億
円

　
　

後
一
ヶ
年
毎
に　

一
億
円　

最
終
一
億
〇
八
九
〇
万
円

　

（
保
証
金
）

一
億
円　

契
約
と
同
時
に
納
入　

但
し
災
害
の
損
害
賠
償

等
に
充
当
で
き
る
。

　

（
開
発
条
件
等
契
約
内
容
）

一
、
開
発
の
目
的
以
外
に
利
用
で
き
な
い

二　

開
発
が
実
行
さ
れ
た
と
き
（
五
ヶ
年
）
に
土
地
を
引
渡
す

三
、
開
発
を
し
な
い
と
き
は
契
約
は
無
効
と
な
り
保
証
金
、
土

地
代
金
は
町
が
没
収
す
る

四　

湯
河
原
駅
か
ら
幕
山
迠
有
効
巾
員
六
・
五
米
の
舗
装
自
動

車
道
路
を
建
設
す
る
（
町
道
）

五　

町
営
水
道
に
必
要
な
水
量
を
清
水
の
沢
か
ら
導
水
す
る
。

六　

防
災
施
設
を
行
な
う
。

七　

災
害
等
で
地
元
が
損
害
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
賠
償
を

す
る
こ
と
。

八　

汚
水
処
理
を
行
な
う
こ
と
。

九　

水
利
用
に
つ
い
て
は
、
町
と
協
議
の
上
行
な
う
こ
と
。

十　

開
発
に
支
障
の
な
い
限
り
地
内
の
採
草
・
通
行
等
は
從
前

通
り
と
す
る

十
一　

次
の
地
上
权
は
現
行
の
ま
ゝ
す

（
マ
マ
）る

。
但
し
許
可
を
受
け

る
必
要
が
あ
る
の
で
許
可
の
あ
つ
た
と
き
と
す
る
。

　
　

官
行
造
林
・
県
行
造
林
・
小
田
原
市
外
四
ヶ
町
組
合
林

（
許
可
の
な
い
と
き
は
契
約
無
効
と
す
る
）

十
二　

前
項
以
外
の
植
林
者
に
は
補
償
を
す
る
こ
と
。

十
三　

分
収
权
利
は
許
可
さ
れ
た
後
、
移
讓
す
る
。

十
四
、
白
銀
林
道
等
現
行
施
設
等
の
使
用
权
は
承
認
の
こ
と
。

　

（
土
地
代
金
に
よ
る
当
面
の
重

施
策
）
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土
地
代
金
の
使
途
に
つ
い
て
は
、
次
の
重

施
策
に
対
し
年
次

計
画
を
策
定
し
遂（

マ
マ
）次

施
行
す
る
。

一
、
𠮷
浜
小
学
校
の
改
築

二　

旧
𠮷
浜
町
役
場
跡
に
文
化
会
館
を
建
設
し
広
場
は
駐
車
場

と
す
る
。

三　

一
般
町
道
の
整
備

四　

眞
砂
橋
の
拡
張
等
橋
梁
整
備

五　

農
業
構
造
改
善
事
業
の
推
進

六　

土
地
改
良
事
業
の
推
進

七　

し
尿
、
並
び
に
汚
水
処
理

八　

遊
園
地
の
増
設

（「
四
一　

吉
浜
開
発
委
員
会
に
関
す
る
綴
（
特
別
・
連
絡

協
・
小
委
）　
（
一
〇
月
～
三
月
）」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

旧
吉
浜
町
時
代
に
結
ば
れ
た
外
部
資
本
に
よ
る
広
域
か
つ
多

方
面
に
わ
た
る
開
発
計
画
は
町
村
合
併
の
余
波
な
ど
で
長
く
停

滞
し
た
。
そ
の
後
、
多
発
す
る
公
害
問
題
に
触
発
さ
れ
た
自
然

環
境
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
の
反
論
も
出
始
め
た
。
長
期
化
し

た
開
発
計
画
の
詳
細
が
埋
没
し
て
議
会
や
委
員
会
内
部
に
お
い

て
も
共
有
さ
れ
づ
ら
い
、
と
い
う
指
摘
か
ら
本
計
画
の
概
要
が

整
理
さ
れ
報
告
さ
れ
た
。

55　

湯
河
原
の
自
然
保
護
に
関
す
る
陳
情
書
及
び
反
論

①　

陳　

情　

書

湯
河
原
の
自
然
保
護
に
関
す
る
陳
情
書

私
た
ち
は
湯
河
原
に
住
ま
い
、
こ
の
緑
の
山
々
と
青
い
海
に

囲
ま
れ
た
風
土
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
い
つ
ま
で
も
そ
の
美
し
い

自
然
が
保
た
れ
る
こ
と
を
念
願
し
て
い
る
も
の
で
す
が
、
い
ま

こ
の
湯
河
原
の
奥
地
に
大
規
模
な
自
然
破
壊
を
も
た
ら
す
観
光

開
発
計
画
が
推
し
進
め
ら
れ
、
町
当
局
も
積
極
的
に
こ
れ
を
助

長
し
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
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以
下
諸
項
目
に
わ
た
っ
て
、
県
知
事
を
は
じ
め
関
係
各
位
の

お
力
添
え
と
ご
英
断
を
仰
ぎ
た
く
、
陳
情
書
を
以
っ
て
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

吉
浜
奥
地
の
保
護
に
つ
い
て

　

一
、
昭
和
四
十
四
年
に
湯
河
原
町
が
某
企
業
に
吉
浜
奥
地
の

町
有
地
四
五
〇
へ
ク
タ
ー
ル
を
売
却
し
た
こ
と
は
、
県
知
事
も

ご
存
知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
同
企
業
が
さ
き
に
買
収
済
み
の

地
区
を
併
せ
る
と
九
一
四
へ
ク
タ
ー
ル
と
な
り
、
同
企
業
は
実

に
湯
河
原
町
総
面
積
の
約
二
〇
％
（
添
付
図
参
照)

を
占
有
し

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
同
企
業
は
こ
こ
に
大
資
本
を
投
下
し

〝
自
由
時
間
都
市
〟
と
銘
打
っ
て
レ
ジ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
や
広
大

な
宅
地
の
造
成
を
行
お
う
と
し
て
お
り
、
町
当
局
も
積
極
的
に

協
力
し
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
売
却
地
内
に
は
県
と
国
が

現
在
地
上
権
を
設
定
し
て
い
る
保
安
林
地
区
（
添
付
図
参
照
）

が
あ
り
、
町
当
局
は
企
業
に
協
力
す
る
た
て
ま
え
か
ら
、
こ
の

地
上
権
の
解
除
を
、
県
と
国
に
強
く
迫
っ
て
い
ま
す
。

　

新
聞
報
道
に
よ
れ
ば
、
知
事
は
こ
の
件
に
つ
い
て
〝
自
然
保

護
の
立
場
か
ら
こ
の
地
上
権
の
解
除
は
で
き
な
い
〟
と
い
う
見

解
を
県
議
会
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
た
ち
は
、
こ
の
知
事

の
英
断
を
次
の
理
由
に
よ
っ
て
高
く
評
価
、
支
持
す
る
と
と
も

に
、
今
後
そ
の
方
針
の
変
更
の
な
い
こ
と
を
お
願
い
す
る
も
の

で
す
。

　

イ　

自
然
保
護
の
立
場
か
ら
。
売
却
さ
れ
た
吉
浜
奥
地
は
、

箱
根
国
立
公
園
に
隣
接
し
、
湯
河
原
に
と
っ
て
い
ま
や
残
さ
れ

た
唯
一
最
大
の
緑
の
オ
ア
シ
ス
で
あ
り
、
こ
の
地
域
に
は
天
然

記
念
物
の
箱
根
山
椒
魚
を
は
じ
め
数
々
の
野
鳥
、
動
物
が
棲
息

し
、
ま
た
箱
根
笹
、
ヤ
シ
オ
ツ
ツ
ジ
、
ド
ウ
ダ
ン
ツ
ツ
ジ
等
学

問
的
に
も
貴
重
な
植
物
の
分
布
が
見
ら
れ
ま
す
。
開
発
を
許
せ

ば
、
広
大
な
自
然
環
境
が
破
壊
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら

の
動
植
物
が
絶
滅
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

ロ　

住
民
の
生
命
保
護
の
立
場
か
ら
。
集
中
豪
雨
の
お
そ
ろ

し
さ
は
、
さ
き
ご
ろ
の
山
北
町
箒
沢
の
水
害
を
例
に
と
る
ま
で
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も
な
い
こ
と
で
す
が
、
吉
浜
奥
地
の
全
域
を
占
め
る
こ
の
地
区

に
広
大
な
宅
地
造
成
が
行
わ
れ
れ
ば
、
さ
き
ご
ろ
の
よ
う
な
集

中
豪
雨
に
襲
わ
れ
た
場
合
、
下
流
山
間
部
に
密
集
す
る
鍜

（
鍛
）冶

屋

地
区
、
さ
ら
に
は
吉
浜
地
区
住
民
の
生
命
財
産
に
甚
大
な
被
害

が
予
想
さ
れ
ま
す
。

（
ち
な
み
に
、
温
泉
場
奥
地
池
峯
地
区
、
若
草
地
区
の
宅
地
開

発
で
は
、
す
で
に
豪
雨
の
際
、
下
流
の
住
民
の
人
命
及
び
家
屋

に
被
害
を
出
し
、
地
域
住
民
は
豪
雨
の
た
び
に
戦
々
兢
々
と
し

て
い
る
現
状
で
す
。）

　

ハ　

水
の
保
護
と
衛
生
上
の
立
場
か
ら
。
こ
の
地
域
に
は
鍜

（
鍛
）

冶
屋
地
区
（
人
口
約
二
千
人
）
の
飲
料
水
お
よ
び
農
業
用
水
を

賄
う
新
崎
川
の
水
源
が
あ
り
ま
す
。
町
当
局
は
、
水
源
地
帯
は

売
却
し
て
い
な
い
と
言
明
し
て
い
ま
す
が
、
町
が
示
し
た
地
図

に
よ
れ
ば
、
新
崎
川
源
流
沿
い
の
わ
ず
か
な
沢
幅
を
「
線
」
的

に
確
保
（
添
付
図
参
照
（
省
略
））
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
水
量
、

水
質
の
保
全
を
期
す
る
な
ら
、
源
流
に
面
す
る
す
べ
て
の
分
水

嶺
ま
で
を｢

面｣

と
し
て
確
保
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

従
っ
て
現
状
で
開
発
が
行
わ
れ
れ
ば
、
こ
の
源
流
に
清
水
を
送

り
こ
ん
で
い
る
周
辺
一
帯
の
林
野
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
水
源
の
枯
渇
、
汚
物
や
細
菌
の
流
入
を
招
く
危
険
が
十
分
あ

り
ま
す
。

　

ニ　

史
跡
保
存
の
立
場
か
ら
。
こ
の
地
域
一
帯
は
源
頼
朝
の

挙
兵
時
の
古
戦
場
で
、
小
道
地
蔵
堂
跡
、
自
鑑
水
、
土
肥
大
杉
、

ま
た
豊
臣
秀
吉
の
小
田
原
攻
略
に
ま
つ
わ
る
弾
正
ケ
原
な
ど
貴

重
な
史
跡
が
散
在
し
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
が
開
発
さ
れ
れ
ば
、

貴
重
な
史
跡
が
失
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
郷
土
史
の
研
究
に
大
き

な
支
障
を
来
た
し
、
そ
の
文
化
的
損
失
は
後
代
に
わ
た
っ
て
測

り
知
れ
ま
せ
ん
。
か
り
に
史
跡
の
み
を｢

点｣

と
し
て
残
し
た

と
し
て
も
、
周
囲
の
自
然
環
境
も
併
せ
て
保
存
さ
れ
る
も
の
で

な
け
れ
ば
古
戦
場
と
し
て
の
意
味
を
な
し
ま
せ
ん
。

　

ホ　

地
質
学
的
に
見
て
。
本
地
域
は
湯
河
原
火
山
と
箱
根
火

山
の
接
点
に
あ
た
り
、
箱
根
古
期
外
輪
山
の
成
層
が
見
ら
れ
き
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わ
め
て
脆
弱
で
あ
り
、
白
銀
林
道
の
例
で
も
転
石
、
土
砂
崩
壊

は
各
所
に
起
っ
て
い
ま
す
。
し
か
る
に
本
計
画
に
よ
れ
ば
さ
ら

に
数
本
の
道
路
の
敷
設
が
予
定
さ
れ
、
豪
雨
時
等
の
際
に
は
大

崩
壊
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

ヘ　

自
然
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
見
て
。
自
然
の
バ
ラ
ン
ス
は
多

様
で
し
か
も
微
妙
な
働
き
を
し
ま
す
。
本
地
域
の
谷
ぞ
い
に
は

森
林
が
僅
か
に
面
積
を
し
め
て
い
ま
す
が
、
丘
陵
地
は
ハ
コ
ネ

ザ
サ
を
主
体
に
し
た
風
衝
群
落
が
大
部
分
で
、
こ
れ
ら
を
開
発

す
る
こ
と
は
表
土
の
土
砂
を
崩
す
の
み
な
ら
ず
、
地
下
水
の
透

過
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

　

右
に
挙
げ
た
諸
理
由
に
も
と
づ
き
、
私
た
ち
は
、
県
と
国
が

こ
の
地
域
の
一
部
に
設
定
し
て
い
る
地
上
権
を
解
除
し
な
い
こ

と
を
強
く
望
み
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
地
上
権
の
及
ぶ
地
域
は
面
積
比
と
し

て
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
で
は
保
護
手
段
と
し
て

あ
ま
り
に
も
貧
弱
で
す
。
そ
こ
で
私
た
ち
は
、
さ
ら
に
次
の
よ

う
な
措
置
を
、
県
が
勇
断
を
も
っ
て
速
や
か
に
実
行
し
て
下
さ

る
こ
と
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

二
、
全
地
域
「
特・
別・
風
致
地
区
」
の
指
定
。
こ
の
た
び
吉
浜

奥
地
に
対
し
、県
か
ら
風
致
地
区
指
定
の
内
示
（
添
付
図
参
照
）

が
あ
っ
た
と
聞
き
、
私
た
ち
は
こ
の
県
の
措
置
を
歓
迎
し
て
お

り
ま
す
が
、
指
定
内
容
を
地
図
に
よ
っ
て
検
討
し
て
見
ま
す
と
、

も
っ
と
も
必
要
と
見
ら
れ
る
売
却
地
区
に
は
「
特
別

3

3

風
致
地

区
」
の
指
定
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
住
民
部
落
に
隣
接
す
る
部

分
だ
け
に
ベ
ル
ト
状
に
「
特
別
風
致
地
区
」
の
強
い
抑
制
措
置

が
と
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
指
定
措
置
で
は
、
開
発
便
乗
者

は
排
除
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
が
、
破
壊
の
元
凶

で
あ
る
開
発
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
甚
だ
手
ぬ
る
い
措
置
で
あ

る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
私
た
ち
は
、
売
却
地
を

含
め
た
湯
河
原
奥
地
全
域
へ
の
「
特
別

4

4

風
致
地
区
」
の
指
定
を

要
望
い
た
し
ま
す
。

　

三　

売
却
地
の
買
い
戻
し
。
湯
河
原
奥
地
の
自
然
保
護
を
恒
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久
的
見
地
か
ら
考
え
た
場
合
、
最
善
の
策
は
な
ん
と
い
っ
て
も

売
却
地
を
買
い
戻
す
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
売
却
代
価
は
七
億

円
余
と
い
わ
れ
、
す
で
に
そ
の
大
半
を
費
消
し
て
し
ま
っ
て
い

る
町
に
と
っ
て
こ
の
買
い
戻
し
は
、
非
常
に
困
難
を
伴
う
こ
と

で
し
ょ
う
が
、
県
の
強
い
指
導
と
援
助
の
も
と
に
買
い
戻
し
交

渉
を
す
す
め
る
か
、
で
き
れ
ば
県
（
あ
る
い
は
国)

が
買
収
し

て
県
有
（
あ
る
い
は
国
有)

化
し
、
こ
の
種
の
自
然
破
壊
の
根

を
断
つ
、
抜
本
的
対
策
を
講
じ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
地
域
に
は
さ
き
に
県
が
約
十
億
円
を
費
し
て
完

成
し
た
白
銀
林
道
が
通
じ
て
お
り
ま
す
が
、
開
発
が
行
わ
れ
れ

ば
林
道
と
し
て
の
本
来
の
目
的
と
意
義
を
喪
失
す
る
ば
か
り
か
、

自
然
破
壊
に
逆
利
用
さ
れ
る
企
業
道
路
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

尊
い
県
民
の
血
税
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
白
銀
林
道
を
林
道
と

し
て
活
か
す
た
め
に
も
、こ
の
地
域
の
県
有
（
あ
る
い
は
国
有
）　

化
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
　

城
山
々
頂
の
保
護
に
つ
い
て

四
、
さ
き
に
県
は
、
町
の
強
い
要
請
に
よ
り
、
大
観
山
つ
ば

き
ラ
イ
ン
よ
り
城
山
々
頂
へ
の
観
光
道
路
の
敷
設
に
着
手
し
ま

し
た
が
、
昨
年
、
自
然
保
護
の
理
由
で
こ
の
工
事
を
な
か
ば
で

中
止
し
、
残
さ
れ
た
山
頂
ま
で
の
部
分
は
ハ
イ
キ
ン
グ･

コ
ー

ス
を
整
備
す
る
こ
と
で
打
ち
切
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
こ
の

措
置
に
双
手
を
挙
げ
て
賛
成
い
た
し
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
町
当
局
は
、
こ
の
県
の
決
定
を
不
満
と
し
、

工
事
の
再
開
を
再
三
に
わ
た
っ
て
陳
情
し
て
い
る
と
聞
き
及
び

ま
す
。
城
山
は
土
肥
氏
の
昔
か
ら
湯
河
原
住
民
に
と
っ
て
心
の

ふ
る
さ
と
で
あ
り
、
観
光
道
路
の
敷
設
に
よ
っ
て
美
し
い
山
肌

が
削
ら
れ
、
排
気
ガ
ス
と
塵
芥
で
荒
廃
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、

自
然
保
護
、
史
跡
保
存
の
上
か
ら
だ
け
で
な
く
、
心
情
的
に
も

堪
え
が
た
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
県
が
、
町
当
局
や

観
光
業
者
の
工
事
再
開
要
請
に
対
し
て
、
あ
く
ま
で
こ
の
打
ち

切
り
の
決
定
を
守
ら
れ
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。

過
日
の
新
聞
報
道
に
よ
れ
ば
、
知
事
が
吉
浜
奥
地
の
県
の
地
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上
権
は
解
除
し
な
い
と
の
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
対
し
、

わ
が
町
長
は
、
吉
浜
奥
地
の
観
光
開
発
は
全
住
民
の
総
意
だ
と

語
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
全
住
民
の
意
志
で
な
い
こ
と
は
、

現
に
こ
う
し
て
私
た
ち
が
知
事
に
陳
情
し
て
い
る
事
実
に
よ
っ

て
も
明
ら
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

奥
地
の
開
発
を
期
待
し
て
い
る
の
は
、〝
開
発
イ
コ
ー
ル
発

展
〟
と
い
う
旧
い
発
想
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
脱
け
出
せ
な
い
町
の

為
政
者
と
一
部
の
受
益
者
お
よ
び
そ
の
追
随
者
で
あ
り
、
い
ま

や
自
然
保
護
、
環
境
保
全
を
願
う
町
民
の
声
は
高
ま
り
つ
つ
あ

り
ま
す
。

私
た
ち
は
、
こ
う
し
た
町
民
の
願
い
を
代
表
し
て
、
以
上
諸

項
目
に
わ
た
っ
て
の
知
事
の
ご
賛
同
と
ご
英
断
を
得
た
く
、
陳

情
書
を
も
っ
て
お
願
い
申
し
上
げ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　

昭
和
四
十
七
年
八
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
の
自
然
を
守
る
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表　

沖
中
恒
幸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
橋
仲
一

　
　
　
　
　
　
　

連
絡
先
・
事
務
局　

湯
河
原
町
宮
上
○
○
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　

電
話　

〇
四
六
五
（
六
二
）
○
○
○
○

　
　
　
　

西
湘
の
緑
を
守
る
会
長　
　

高
橋
謙
作

　
　
　
　

湯
河
原
写
真
連
盟
会
長　
　

岩
井
卯
吉

　
　
　
　

湯
河
原
ユ
ネ
ス
コ
協
会
長　

井
上
敬
徳

　
　
　
　

湯
河
原
こ
だ
ま
俳
句
会
長　

北
浦　

馨

　
　
　
　

小
田
原
生
物
談
話
会
長　
　

簑
島
清
夫

（
添
付
図
省
略
）

②　

陳
情
の
各
項
目
に
対
す
る
反
論

湯
河
原
の
自
然
保
護
に
関
す
る
陳
情
の
各
項
目
に
対

す
る
反
論

一
、
売
却
地
に
あ
る
国
県
の
地
上
権
は｢

自
然
保
護
の
立
場
か

ら
解
除
で
き
な
い｣

と
い
う
県
知
事
発
言
を
支
持
し
て
い
る
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項
目

　
　

（
理
由
イ
）「
自
然
保
護
の
立
場
か
ら
」
に
つ
い
て

　

昭
和
四
六
年
一
〇
月
横
浜
国
立
大
学
植
物
生
態
学

研
究
会
宮
脇
助
教
授
に
開
発
予
定
地
域
の
植
生
調
査

を
委
託
し
て
あ
り
、
こ
の
調
査
結
果
を
尊
重
し
て
植

生
状
態
と
調
和
し
た
開
発
計
画
を
樹
立
す
べ
く
検
討

し
て
い
る
現
状
で
あ
り
、
決
し
て
無
謀
な
開
発
を
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

（
理
由
ロ
）「
住
民
の
生
命
保
護
の
立
場
か
ら｣

に
つ
い

て

　

開
発
行
為
を
進
め
る
に
あ
た
つ
て
防
災
対
策
を
確

保
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

開
発
計
画
樹
立
の
資
料
と
す
る
た
め
前
記
植
生
調
査

の
ほ
か
、
昭
和
四
六
年
一
二
月
か
ら
国
際
航
業
株
式

会
社
に
委
託
し
た
地
形
測
量
作
業
が
進
行
中
で
あ
る

の
で
、
そ
の
結
果
に
も
と
づ
き
危
険
と
予
測
さ
れ
る

地
区
は
開
発
対
象
地
か
ら
除
外
す
る
等
の
考
慮
を
し

て
お
り
万
全
の
対
策
と
併
行
し
た
適
度
な
開
発
行
為

を
進
め
さ
せ
る
予
定
で
あ
つ
て
処
分
地
全
域
で
宅
地

造
成
が
行
な
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
町
自
体

予
測
す
ら
し
て
い
な
い
。

（
理
由
ハ
）｢

水
の
保
護
と
衛
生
上
の
立
場
か
ら｣

に
つ

い
て

　

現
在
新
崎
川｢

幕
山
地
区｣

で
取
水
し
て
い
る
上

水
道
用
水
は
、
開
発
事
業
に
先
立
つ
て｢

清
水
の
沢

（
湧
水
）
地
区｣

か
ら
取
水
で
き
る
よ
う
所
要
施
設

の
建
設
費
を
東
急
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
し
て
お
り
、

か
つ
、
東
急
に
は
売
却
地
で
の
直
接
取
水
を
禁
止
す

る
ほ
か
、
開
発
予
定
地
に
は
町
営
上
水
道
か
ら
一
定

水
量
の
供
給
（
日
量
三
千
ト
ン
を
目
標)

を
予
定
し

て
い
る
等
鍛
治

（
冶
）屋

地
区
の
み
な
ら
ず
本
町
全
般
の
将

来
の
上
水
道
計
画
構
想
に
そ
つ
た
対
策
を
と
つ
て
お
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り
、
又
、
河
川
の
水
質
保
全
に
つ
い
て
は
契
約
上
、

汚
水
処
理
対
策
の
実
施
を
義
務
づ
け
て
お
り
心
配
は

な
い
。
な
お
、
本
町
に
は
す
で
に
水
田
は
皆
無
で
あ

る
。

　
　

（
理
由
ニ
）「
史
跡
保
存
の
立
場
か
ら
」
に
つ
い
て

　

土
肥
の
大
杉
跡
、
自
鑑
水
、
関
白
道
、
等
は
貴
重

な
歴
史
的
資
源
で
あ
つ
て
、
消
極
的
保
存
と
い
う
よ

り
む
し
ろ
積
極
的
利
用
の
構
想
に
た
つ
て
契
約
条
項

に
も
示
し
て
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。
小
道
地
蔵
堂
跡

は
開
発
対
象
地
外
で
あ
る
。
点
と
面
と
の
指
摘
事
項

に
つ
い
て
は
総
体
的
土
地
利
用
の
調
和
性
の
う
え
で

判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

　
　

（
理
由
ホ
）「
地
質
学
的
に
見
て
」
に
つ
い
て

　

（
理
由
イ
）
及
び
（
理
由
ロ
）
で
の
べ
き

（
マ
マ
）植

生
及

び
地
形
調
査
の
結
果
に
も
と
づ
い
て
開
発
計
画
の
一

環
と
し
て
道
路
計
画
も
樹
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、

そ
の
実
施
上
の
崩
壊
防
止
対
策
等
は
土
木
技
術
を
確

信
し
た
い
。

　
　

（
理
由
ヘ
）「
自
然
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
見
て
」
に
つ
い
て

　

本
地
域
は
大
半
す
で
に
人
工
の
ほ
ど
こ
さ
れ
た
地

域
で
従
来
の
管
理
が
必
ら
ず
し
も
成
功
し
て
い
る
と

は
云
い
得
な
い
の
で
（
理
由
イ
）
で
の
べ
き

（
マ
マ
）植

生
調

査
を
尊
重
し
、
事
業
計
画
に
は
よ
り
積
極
的
な
植
生

育
成
の
方
向
を
打
出
す
考
え
で
あ
る
。

二
、
全
地
域
特
別
風
致
地
区
の
指
定
を
求
め
た
項
目

開
発
を
予
測
し
た
地
域
に
開
発
計
画
を
険

（
マ
マ
）討

の
段
階
で

全
域
風
致
地
区
特
別
地
区
の
指
定
を
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
本
地
域
は
奥
湯
河
原
県
立
公
園
の
区
域
か
ら
は
づ
れ

て
い
て
、
従
来
風
致
地
区
の
指
定
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

と
、
検
討
中
の
開
発
計
画
の
水
準
を
風
致
地
区
の
規
準
に

合
わ
せ
て
い
る
点
か
ら
全
域
風
致
地
区
と
し
て
指
定
す
る

よ
う
準
備
を
進
め
て
い
る
が
、
開
発
計
画
が
定
ま
つ
た
段
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階
で
自
然
の
保
全
を
利
用
目
的
に
選
定
し
た
地
区
に
つ
い

て
は
特
別
地
区
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
も
や
ぶ
さ
か
で
な

い
。

三
、
売
却
地
の
買
戻
し
を
要
望
し
た
項
目

本
町
で
は
十
数
年
来
の
懸
案
と
し
て
⑴
町
の
観
光
的
振

興
⑵
行
政
水
準
維
持
の
た
め
の
財
政
基
盤
確
立
と
い
う
二

大
目
的
の
も
と
に
開
発
を
前
提
と
し
て
本
地
域
を
売
却
し

た
も
の
で
あ
つ
て
、
単
な
る
土
地
売
却
収
入
を
目
的
と
し

た
も
の
で
は
な
い
か
ら
国
又
は
県
に
よ
つ
て
単
に
買
戻
し

さ
れ
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

四
、
城
山
山
頂
の
保
護
を
求
め
た
項
目

城
山
山
頂
へ
の
道
路
事
業
は
当
初
か
ら
県
の
計
画
に
そ

つ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
町
は
県
の
事
業
に
不

満
を
も
つ
て
再
三
陳
情
し
て
い
る
よ
う
な
事
実
は
な
い
。

（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

昭
和
四
〇
年
代
に
は
高
度
経
済
成
長
の
ひ
ず
み
と
も
い
え
る

公
害
が
問
題
化
し
た
。
吉
浜
開
発
事
業
に
対
し
て
も
自
然
保
護

の
み
な
ら
ず
多
様
な
観
点
か
ら
の
反
対
運
動
が
起
こ
り
、
町
民

大
学
講
師
ク
ラ
ス
の
有
識
者
が
こ
れ
に
参
加
、
町
は
苦
境
に
立
っ

た
。

56　

吉
浜
奥
地
開
発
の
実
現
に
関
す
る
要
望
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
四
八
年
三
月
二
八
日

湯
河
原
町
長　
　
　
　
　

髙
杉
茂
利　

殿

湯
河
原
町
議
会
議
長　
　

常
盤
正
雄　

殿

𠮷
浜
開
発
特
別
委
員
長　

市
川
公
造　

殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
鍜

（
鍛
）冶

屋
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

区
長　

木
村
康
治　

印

要
望
書

𠮷
浜
奥
地
開
発
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地
元
鍜

（
鍛
）冶

屋
住

民
の
全
面
的
な
生
活
権
の
擁
護
と
、
権
利
の
尊
重
と
い
う
理
念

に
立
っ
て
、
町
当
局
と
住
民
と
の
間
に
、
過
去
一
〇
年
に
わ
た
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り
慎
重
な
協
議
が
な
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
わ
れ
わ
れ
の
要
望
が
認
め
ら
れ
、
ご
承
知
の
よ
う

に
昭
和
四
四
年
八
月
、
こ
の
問
題
の
解
決
を
み
る
に
至
り
ま
し

た
。

爾
今
来
今
日
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
鍜

（
鍛
）冶

屋
区
と
町
と
の
間
に

取
り
か
わ
さ
れ
た
覚
え
書
の
諸
条
件
を
確
実
に
履
行
し
な
が
ら

一
日
も
早
く
、
こ
れ
が
開
発
の
実
現
を
期
待
し
て
ま
い
り
ま
し

た
が
、
い
ま
だ
に
具
体
的
に
進
展
し
て
い
な
い
の
は
誠
に
遺
憾

に
堪
え
ま
せ
ん
。

思
う
に
近
年
、「
自
然
保
護
」
と
い
う
考
え
方
か
ら
、
一
部

の
住
民
が
、
開
発
反
対
の
動
き
を
示
し
、
当
初
の
目
的
で
あ
る

開
発
の
実
現
が
危
ぶ
ま
れ
る
情
況
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

も
と
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
自
然
保
護
は
大

事
で
あ
り
、
望
む
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
過
去
の
経
過
の
な
か
で

十
分
に
検
討
し
、
協
議
し
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
開
発
は
、
地
区
住
民
の
生
活
の
安
定
に
も
つ
な

が
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
町
当
局
の
、「
観
光
立
町
」
の
方
針

に
基
づ
く
、
観
光
地
と
し
て
の
体
質
改
善
、
町
財
政
基
盤
の
確

立
等
に
役
立
つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

特
に
本
年
の
、
み
か
ん
価
格
の
大
暴
落
は
、
大
多
数
の
地
区
住

民
の
生
活
を
根
底
か
ら
、
脅
や
か
し
、
他
に
收
入
の
道
を
求
め

な
け
れ
ば
生
活
が
成
り
立
た
な
い
状
態
に
追
い
込
ま
れ
て
お
り

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
情
況
の
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
住
民
が
生
き
る
道

は
、
観
光
と
農
業
を
結
び
付
け
た
、
い
わ
ゆ
る
「
観
光
農
業
」

以
外
に
は
な
い
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
町
当
局
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

わ
れ
わ
れ
地
域
住
民
の
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
十
分
に
お
く
み
取

り
下
さ
い
ま
し
て
、
一
部
住
民
の
反
対
を
恐
れ
る
こ
と
な
く
、

自
然
保
護
と
い
う
時
代
の
趨
勢
に
対
應
し
つ
つ
、
一
日
も
早
く
、

「
自
然
と
人
工
の
調
和
の
と
れ
た
開
発
」
を
実
現
す
る
よ
う
、
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强
く
要
望
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

（「
昭
和
四
八
年
～
五
二
年　

吉
浜
開
発
に
関
す
る
綴
」
湯
河

原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

こ
の
事
業
は
契
約
先
企
業
の
変
更
や
町
内
部
で
の
調
整
難
航

な
ど
が
あ
っ
て
渋
滞
し
た
。
当
時
は
「
日
本
列
島
改
造
計
画
」

に
よ
る
開
発
振
興
が
叫
ば
れ
る
一
方
で
、
一
九
七
一
（
昭
和
四

六
）
年
に
は
政
府
の
公
害
対
策
本
部
が
環
境
庁
に
昇
格
す
る
な

ど
環
境
保
護
の
活
動
も
本
格
化
し
た
。

57　
「
湯
河
原
町
の
開
発
」　

船
越
栄
一
郎

湯
河
原
町
の
開
発

六
の
五　

船
越
栄
一
郎

僕
は
、
東
京
で
生
れ
た
。
だ
が
、
小
さ
い
頃
喘
息
も
ち
だ
っ

た
の
で
、
空
気
の
良
い
湯
河
原
に
越
し
て
、
の
び
の
び
と
育
っ

て
ほ
し
い
と
い
う
親
の
願
い
で
、
湯
河
原
に
越
し
て
き
た
。
そ

の
願
い
通
り
、
僕
の
喘
息
は
な
お
っ
た
。
僕
は
、
越
し
て
き
て

か
ら
も
う
十
年
く
ら
し
て
い
る
湯
河
原
が
大
好
き
だ
。
な
ぜ
な

ら
、
湯
河
原
は
、
東
京
な
ど
の
公
害
の
ひ
ど
い
町
と
比
べ
た
ら
、

山
も
あ
る
し
、
海
も
あ
る
自
然
の
町
だ
か
ら
だ
。

と
こ
ろ
で
、
今
度
湯
河
原
奥
地
に
「
レ
ジ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
」

を
建
て
る
と
い
う
計
画
が
あ
る
こ
と
を
聞
い
た
。
で
も
、
僕
は

こ
の
計
画
に
絶
対
反
対
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
を
こ
わ
す
こ
と

は
も
と
よ
り
、
人
命
に
も
か
か
わ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
だ
。
そ

れ
は
、
台
風
や
大
雨
が
長
く
続
き
、
土
砂
く
ず
れ
が
お
き
た
場

合
、
新
崎
川
、
藤
木
川
下
流
に
あ
る
、
鍜

（
鍛
）冶

屋
、
吉
浜
地
区
、

奥
湯
河
原
、
宮
下
、
宮
上
地
区
に
大
き
な
被
害
が
予
想
さ
れ
る

か
ら
だ
。「
レ
ジ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
」
を
建
設
す
る
会
社
で
は
、

「
そ
の
点
は
絶
対
大
丈
夫
だ
。」
と
い
っ
て
い
る
そ
う
だ
が
、
万

一
の
こ
と
を
考
え
る
と
反
対
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

ま
た
自
然
に
お
し
よ
せ
る
問
題
も
大
き
い
。
も
し
「
レ

ジ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
」
が
建
つ
と
し
た
ら
、
近
所
に
ホ
テ
ル
も
建
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つ
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
ホ
テ
ル
や
「
レ
ジ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
」

か
ら
出
た
汚
水
は
ど
こ
へ
行
く
の
だ
ろ
う
。
や
っ
ぱ
り
川
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
近
く
の
新

崎
川
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
汚
水
や
細
菌
の
流
入
を
ま
ね
き
よ

ご
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
は
十
分
に
あ
る
。

ま
だ
ま
だ
自
然
保
譲
の
面
か
ら
見
て
の
被
害
は
あ
る
。「
レ

ジ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
」
が
建
つ
所
は
、
天
然
記
念
物
の
「
箱
根
さ

ん
し
ょ
う
魚
」
を
は
じ
め
、
た
く
さ
ん
の
野
鳥
動
物
が
棲
息
し
、

「
ハ
コ
ネ
ザ
サ
」
や
、「
ド
ウ
タ

（
マ
マ
）ン

ツ
ツ
ジ
」
な
ど
の
多
く
の
貴

重
な
動
植
物
が
あ
る
。「
レ
ジ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
」
が
建
つ
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
生
物
が
メ
チ
ャ
メ
チ
ャ
に
な
っ
て
し
ま

う
。以

上
の
こ
と
を
考
え
て
も
「
レ
ジ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
」
を
つ
く

る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
が
し
か
し
、
他
の
人
は
ど
う
い

う
考
え
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
知
る
た
め
に
、
僕
は
他

の
人
に
聞
い
て
歩
く
こ
と
に
し
た
。

ま
ず
、
最
初
は
、
協
力
し
て
く
れ
た
友
達
三
人
と
、
温
泉
場

か
ら
聞
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
僕
達
は
、
人
が
た
く
さ
ん
集

ま
る
場
所
を
と
思
っ
て
、
観
光
会
館
に
行
っ
て
み
た
。
さ
っ
そ

く
ベ
ン
チ
に
腰
か
け
て
い
る
女
の
子
を
連
れ
た
お
ば
あ
さ
ん
に

聞
い
て
み
た
。

｢

ち
ょ
っ
と
す
い
ま
せ
ん
。
今
度
、
奥
湯
河
原
の
山
を
宅
地
造

成
し
て
、『
レ
ジ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
』
を
建
て
る
計
画
が
あ
る
ん

で
す
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
う
思
い
ま
す
か
。」

「
そ
う
で
す
ね
。
湯
河
原
の
良
い
と
こ
ろ
は
、
山
が
あ
っ
て
温

泉
が
あ
る
こ
と
で
し
ょ
。
だ
か
ら
、
そ
の
山
が
な
く
な
っ
て
し

ま
う
と
い
う
こ
と
は
ど
う
か
と
思
う
ん
で
す
が
ね
え
。」

と
い
う
答
が
返
っ
て
き
た
。
僕
は
お
礼
を
い
う
と
、
次
々
に
い

ろ
い
ろ
な
人
に
聞
い
て
み
た
が
、
ど
う
や
ら
年
寄
り
の
人
に
多

く
聞
い
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
っ
た
。そ
の
せ
い
か
、「
レ
ジ
ャ
ー

セ
ン
タ
ー
」
を
つ
く
る
こ
と
に
反
対
の
意
見
が
多
か
っ
た
。
し

か
し
、
温
泉
場
の
方
だ
け
で
は
、
湯
河
原
全
体
の
意
見
に
は
な
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ら
な
い
の
で
、
今
度
は
駅
を
中
心
と
し
て
聞
い
て
歩
く
こ
と
に

し
た
。

最
初
の
人
は
、
若
い
女
の
人
だ
っ
た
。

『
そ
う
で
す
ね
。
今
、
湯
河
原
は
遊
ぶ
所
が
な
い
の
で
『
レ

ジ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
』
を
つ
く
っ
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。』

と
い
う
意
見
だ
っ
た
。
次
は
そ
ば
に
い
た
男
の
人
に
聞
い
て
み

た
。

｢

湯
河
原
は
お
金
が
少
な
い
の
で
『
レ
ジ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
』
を

つ
く
る
会
社
に
土
地
を
売
っ
て
、
お
金
を
も
う
け
れ
ば
い
い
と

思
い
ま
す
。｣

な
る
ほ
ど
、
何
を
す
る
の
に
も
お
金
は
必
要
だ
。
し
か
し
自

然
を
こ
わ
し
、さ
ら
に
人
命
の
危
険
を
お
か
し
て
ま
で
も
、「
レ

ジ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
」
を
建
て
な
け
れ
ば
、
湯
河
原
は
や
っ
て
い

け
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
僕
は
こ
う
考
え
る
が
、
お
と
な
と
ち

が
っ
て
反
対
運
動
を
お
こ
す
わ
け
に
い
か
な
い
。
で
も
、
僕
は
、

緑
の
町
湯
河
原
、
自
然
の
町
湯
河
原
の
姿
を
変
え
な
い
で
ほ
し

い
と
願
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
僕
み
た
い
な
子
供
に
で
き
る
こ

と
は
、
な
ん
な
の
だ
ろ
う
か
？

※
よ
く
調
べ
、
足
で
考
え
た
作
文
な
の
で
説
得
力
を
も
っ
て

い
る
が
、
開
発
に
賛
成
の
人
の
考
え
を
も
っ
と
紹
介
し
て

ほ
し
か
っ
た
。
開
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
を
も
っ

と
つ
っ
こ
ん
だ
上
で
、「
緑
を
守
ろ
う
」
を
考
え
る
と
、

さ
ら
に
説
得
力
を
も
つ
だ
ろ
う
。

※
段
落
が
き
ち
ん
と
わ
け
て
書
か
れ
て
い
る
為
、
す
っ
き
り

し
て
い
る
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



　
〈
間
宮
〉

（「
学
校
文
集　

り
ん
ど
う　

一
九
七
二
年
度
（
昭
和
四
七
年

度
）　

第
二
五
号
」
湯
河
原
町
立
湯
河
原
小
学
校
蔵
）

開
発
推
進
政
策
に
対
し
自
然
保
護
や
災
害
対
策
な
ど
の
面
か

ら
反
対
運
動
が
起
こ
り
、
町
を
二
分
す
る
ほ
ど
の
問
題
に
な
っ

た
。
本
資
料
は
小
学
生
の
視
点
な
が
ら
興
味
深
い
内
容
で
あ
る
。

作
者
は
二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
に
湯
河
原
町
観
光
大
使
に

な
る
。
な
お
本
件
は
県
が
「
自
然
環
境
保
全
条
例
」
を
根
拠
に
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認
可
せ
ず
、
構
想
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

58　

湯
河
原
町
風
致
地
区
条
例

湯
河
原
町
風
致
地
区
条
例
（
平
成
二
十
六
年
十
月
二

日
条
例
第
二
十
九
号
）

　

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号
）
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
風
致
地

区
内
に
お
け
る
建
築
物
の
建
築
、
宅
地
の
造
成
、
木
竹
の
伐

採
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
必
要
な
規
制
を
行
い
、
も
っ
て

都
市
の
風
致
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

（
許
可
等
）

第
二
条　

風
致
地
区
内
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
町
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
（
以
下
「
建
築
物
等
」
と
い

う
。）
の
新
築
、
増
築
、
改
築
又
は
移
転

二　

建
築
物
等
の
色
彩
の
変
更

三　

宅
地
の
造
成
、
土
地
の
開
墾
そ
の
他
の
土
地
の
形
質
の

変
更
（
以
下
「
宅
地
の
造
成
等
」
と
い
う
。）

四　

水
面
の
埋
立
て
又
は
干
拓

五　

木
竹
の
伐
採

六　

土
石
の
類
の
採
取

七　

屋
外
に
お
け
る
物
件
の
た
い
積

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
風
致
地
区
内
に
お
い
て
行

う
次
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
許
可
を
受
け
る

こ
と
を
要
し
な
い
。

一　

都
市
計
画
事
業
の
施
行
と
し
て
行
う
行
為

二　

国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
当
該
都
市
計
画
施
設
を
管
理

す
る
こ
と
と
な
る
者
が
当
該
都
市
施
設
又
は
市
街
地
開
発

事
業
に
関
す
る
都
市
計
画
に
適
合
し
て
行
う
行
為

三　

非
常
災
害
の
た
め
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
行
う
行
為

四　

建
築
物
（
地
下
に
設
け
る
建
築
物
を
除
く
。
次
号
に
お
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い
て
同
じ
。）
の
新
築
、
増
築
又
は
改
築
で
あ
っ
て
、
次

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

ア　

当
該
新
築
、
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
床
面
積

の
合
計
が
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の

イ　

当
該
新
築
、
増
築
又
は
改
築
後
の
建
築
物
の
高
さ
及

び
建
ぺ
い
率
が
、
別
表
第
一
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
種

別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
建
築
物
の
高
さ
及
び
建

ぺ
い
率
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
下
で
あ
る
も
の

ウ　

当
該
新
築
、
増
築
又
は
改
築
後
の
建
築
物
の
外
壁
又

は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
の
面
か
ら
敷
地
の
境
界
線
ま
で
の

距
離
（
以
下
「
壁
面
後
退
距
離
」
と
い
う
。）
が
別
表

第
一
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
壁
面
後
退
距
離
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
上
で
あ

る
も
の

五　

建
築
物
の
移
転
で
当
該
移
転
に
係
る
部
分
の
床
面
積
が

十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の

六　

地
下
に
設
け
る
建
築
物
の
新
築
、
増
築
、
改
築
又
は
移

転
（
新
築
又
は
増
築
に
あ
っ
て
は
、
当
該
新
築
又
は
増
築

に
係
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下

で
あ
る
も
の
に
限
る
。）

七　

次
に
掲
げ
る
工
作
物
（
建
築
物
以
外
の
工
作
物
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
及
び
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の

新
築
、
増
築
、
改
築
又
は
移
転

ア　

工
事
に
必
要
な
仮
設
の
工
作
物

イ　

地
下
に
設
け
る
工
作
物

ウ　

消
火
設
備
又
は
消
防
若
し
く
は
水
防
の
用
に
供
す
る

望
楼
及
び
警
鐘
台

エ　

社
寺
境
内
又
は
墓
地
内
に
お
い
て
設
け
る
鳥
居
、
灯

ろ
う
、
墓
碑
、
墓
石
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

オ　

祭
礼
、
縁
日
等
の
た
め
に
設
け
る
観
覧
場
、
や
ぐ
ら
、

案
内
又
は
装
飾
の
た
め
の
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
も
の
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カ　

そ
の
他
の
工
作
物
の
新
築
、
増
築
、
改
築
又
は
移
転

で
当
該
新
築
、
増
築
、
改
築
又
は
移
転
後
の
工
作
物
の

高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の

八　

次
に
掲
げ
る
建
築
物
等
の
色
彩
の
変
更

ア　

屋
根
、
外
壁
、
煙
突
、
門
、
塀
、
橋
、
鉄
塔
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
以
外
の
も
の

イ　

仮
設
の
建
築
物
等

ウ　

地
下
に
設
け
る
建
築
物
等

エ　

床
面
積
（
増
築
を
伴
う
と
き
は
増
築
後
の
床
面
積
）

の
合
計
が
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
建
築
物

オ　

前
号
ウ
か
ら
オ
ま
で
に
掲
げ
る
工
作
物

カ　

そ
の
他
の
工
作
物
で
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ

る
も
の

九　

面
積
が
六
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
宅
地
の
造
成
等
で

高
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
の
り
（
地
表
面
が
水

平
面
に
対
し
て
三
十
度
を
超
え
る
角
度
を
な
す
土
地
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）
を
生
ず
る
切
土
又
は
盛
土
を
伴
わ
な

い
も
の

十　

面
積
が
六
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
水
面
の
埋
立
て
又

は
干
拓

十
一　

次
に
掲
げ
る
木
竹
の
伐
採

ア　

間
伐
、
枝
打
ち
、
整
枝
等
木
竹
の
保
育
の
た
め
に
通

常
行
わ
れ
る
木
竹
の
伐
採

イ　

枯
損
し
た
木
竹
又
は
危
険
な
木
竹
の
伐
採

ウ　

自
家
の
生
活
の
用
に
あ
て
る
た
め
に
必
要
な
木
竹
の

伐
採

エ　

仮
植
し
た
木
竹
の
伐
採

オ　

測
量
、
実
地
調
査
又
は
施
設
の
保
守
の
支
障
と
な
る

木
竹
の
伐
採

十
二　

土
石
の
類
の
採
取
で
、
そ
の
採
取
に
よ
る
地
形
の
変

更
が
第
九
号
の
宅
地
の
造
成
等
と
同
程
度
の
も
の

十
三　

次
に
掲
げ
る
屋
外
に
お
け
る
物
件
の
た
い
積
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ア　

工
事
に
必
要
な
物
件
の
た
い
積
で
、
当
該
工
事
現
場

に
お
い
て
当
該
工
事
の
施
工
期
間
を
超
え
な
い
も
の

イ　

そ
の
他
の
物
件
の
た
い
積
で
、
面
積
が
六
十
平
方

メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
高
さ
が
一
・
五
メ
ー

ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の

十
四　

そ
の
他
次
に
掲
げ
る
行
為

ア　

法
令
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
処
分
に
よ
る
義
務
の
履
行

と
し
て
行
う
行
為

イ　

建
築
物
の
敷
地
内
に
お
い
て
行
う
次
に
掲
げ
る
行
為

ア　

当
該
敷
地
内
に
存
す
る
建
築
物
に
付
属
す
る
物
干

場
、
受
信
用
の
空
中
線
系
（
そ
の
支
持
物
を
含
む
。

以
下
同
じ
。）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
工
作
物
の

新
築
、
増
築
、
改
築
又
は
移
転

イ　

高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
木
竹
の
伐
採

ウ　

屋
外
に
お
け
る
物
件
の
た
い
積
で
、
高
さ
が
三

メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

ウ　

農
業
、
林
業
又
は
漁
業
を
営
む
た
め
に
行
う
行
為
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
除
く
。

ア　

建
築
物
の
新
築
、
増
築
、
改
築
又
は
移
転
。
た
だ

し
、
物
置
、
作
業
小
屋
等
の
新
築
、
増
築
、
改
築
又

は
移
転
で
当
該
新
築
、
増
築
、
改
築
又
は
移
転
に
係

る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
九
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
で
あ
る
も
の
を
除
く
。

イ　

建
築
物
等
の
色
彩
の
変
更
。
た
だ
し
、
物
置
、
作

業
小
屋
等
で
床
面
積
（
増
築
を
伴
う
と
き
は
、
増
築

後
の
床
面
積
）
の
合
計
が
九
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下

で
あ
る
も
の
を
除
く
。

ウ　

用
排
水
施
設
（
幅
員
が
二
メ
ー
ト
ル
以
下
の
用
排

水
路
を
除
く
。）
又
は
幅
員
が
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
農
道
若
し
く
は
林
道
の
設
置

エ　

宅
地
の
造
成
又
は
土
地
の
開
墾

オ　

森
林
の
択
伐
又
は
皆
伐
（
林
業
を
営
む
た
め
に
行
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う
も
の
を
除
く
。）

カ　

水
面
の
埋
立
て
又
は
干
拓

３　

国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
公
社
、
公
団
等
で
規
則
で
定
め

る
も
の
が
行
う
行
為
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
許
可
を
受
け

る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
町
長
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

風
致
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
が
定
め
ら
れ
た
際
、
当
該

風
致
地
区
内
に
お
い
て
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
次
条
の

規
定
に
よ
り
許
可
を
要
す
る
行
為
を
現
に
行
っ
て
い
る
者
は
、

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

５　

風
致
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
が
定
め
ら
れ
た
際
、
当
該

風
致
地
区
内
に
お
い
て
第
三
項
及
び
次
条
の
規
定
に
よ
り
協

議
を
要
す
る
行
為
を
現
に
行
っ
て
い
る
者
は
、
第
三
項
の
協

議
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

６　

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
許
可
を
受
け
、
又
は
第

三
項
の
協
議
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
は
、
当
該
風
致

地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
が
定
め
ら
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て

三
十
日
以
内
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
町
長
に
そ

の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
適
用
除
外
）

第
三
条　

次
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
及
び

第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
行
為
を
し
よ
う
と

す
る
日
前
相
当
の
期
間
を
お
い
て
町
長
に
そ
の
旨
を
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

高
速
自
動
車
国
道
若
し
く
は
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年

法
律
第
百
八
十
号
）
に
よ
る
自
動
車
専
用
道
路
の
新
設
、

改
築
、
維
持
、
修
繕
若
し
く
は
災
害
復
旧
（
こ
れ
ら
の
道

路
と
こ
れ
ら
の
道
路
以
外
の
道
路
（
道
路
運
送
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
に
よ
る
一
般
自
動
車
道

を
除
く
。）
と
を
連
結
す
る
施
設
の
新
設
及
び
改
築
を
除

く
。）
に
係
る
行
為
又
は
道
路
法
に
よ
る
道
路
（
高
速
自
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動
車
国
道
及
び
自
動
車
専
用
道
路
を
除
く
。）
の
改
築
（
小

規
模
の
拡
幅
、
舗
装
、
勾
配
の
緩
和
、
線
形
の
改
良
そ
の

他
道
路
の
現
状
に
著
し
い
変
更
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
に
限

る
。）、
維
持
、
修
繕
若
し
く
は
災
害
復
旧
に
係
る
行
為

二　

道
路
運
送
法
に
よ
る
一
般
自
動
車
道
又
は
専
用
自
動
車

道
（
鉄
道
若
し
く
は
軌
道
の
代
替
に
係
る
も
の
又
は
一
般

乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限

る
。）
の
造
設
（
こ
れ
ら
の
自
動
車
道
と
こ
れ
ら
の
自
動

車
道
以
外
の
道
路
（
高
速
自
動
車
国
道
及
び
道
路
法
に
よ

る
自
動
車
専
用
道
路
を
除
く
。）
と
を
連
結
す
る
施
設
の

造
設
を
除
く
。）
又
は
管
理
に
係
る
行
為

三　

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
又
は
同
法
第
百
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
河
川
の
改
良
工
事
の
施
行
又
は

管
理
に
係
る
行
為

四　

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第

百
八
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
及

び
第
三
号
（
水
資
源
開
発
施
設
に
係
る
部
分
に
限
る
。）

に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
行
為
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。）

五　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
に
よ
る
砂

防
工
事
の
施
行
又
は
砂
防
設
備
の
管
理
（
同
法
に
規
定
す

る
事
項
が
準
用
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。）
に
係
る
行
為

六　

地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十

号
）
に
よ
る
地
す
べ
り
防
止
工
事
の
施
行
又
は
地
す
べ
り

防
止
施
設
の
管
理
に
係
る
行
為

七　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
に
よ
る
急
傾
斜
地

崩
壊
防
止
工
事
の
施
行
又
は
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
の

管
理
に
係
る
行
為

八　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

五
条
に
規
定
す
る
地
域
森
林
計
画
に
定
め
る
林
道
の
開
設
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又
は
管
理
に
係
る
行
為

九　

森
林
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
保
安
施
設
事
業
の
施

行
に
係
る
行
為

十　

国
有
林
野
内
に
お
い
て
行
う
国
民
の
保
健
休
養
の
用
に

供
す
る
施
設
の
設
置
又
は
管
理
に
係
る
行
為

十
一　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号
）
に
よ
る
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
行
為
（
水
面

の
埋
立
て
及
び
干
拓
を
除
く
。）

十
二　

地
方
公
共
団
体
又
は
農
業
等
を
営
む
者
が
組
織
す
る

団
体
が
行
う
農
業
構
造
、
林
業
構
造
又
は
漁
業
構
造
の
改

善
に
関
し
必
要
な
事
業
の
施
行
に
係
る
行
為
（
水
面
の
埋

立
て
及
び
干
拓
を
除
く
。）

十
三　

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機

構
が
行
う
鉄
道
施
設
の
建
設
（
駅
、
操
車
場
、
車
庫
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
以
下
「
駅
等
」
と
い
う
。）

の
建
設
を
除
く
。）
又
は
管
理
に
係
る
行
為

十
四　

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）

に
よ
る
鉄
道
事
業
又
は
索
道
事
業
で
一
般
の
需
要
に
応
じ

る
も
の
の
用
に
供
す
る
施
設
の
建
設
（
鉄
道
事
業
に
あ
っ

て
は
、
駅
等
の
建
設
を
除
く
。）
又
は
管
理
に
係
る
行
為

十
五　

軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
に
よ
る
軌

道
の
敷
設
（
駅
等
の
建
設
を
除
く
。）
又
は
管
理
に
係
る

行
為

十
六　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
に
よ
る

海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る
工
事
の
施
行
又
は
海
岸
保
全
施

設
の
管
理
に
係
る
行
為

十
七　

航
路
標
識
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）

に
よ
る
航
路
標
識
の
設
置
又
は
管
理
に
係
る
行
為

十
八　

港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
に

よ
る
信
号
所
の
設
置
又
は
管
理
に
係
る
行
為

十
九　

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）

に
よ
る
航
空
保
安
施
設
で
公
共
の
用
に
供
す
る
も
の
又
は
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同
法
第
九
十
六
条
に
規
定
す
る
指
示
に
関
す
る
業
務
の
用

に
供
す
る
レ
ー
ダ
ー
又
は
通
信
設
備
の
設
置
又
は
管
理
に

係
る
行
為

二
十　

気
象
、
海
象
、
地
象
、
洪
水
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
現
象
の
観
測
又
は
通
報
の
用
に
供
す
る
施
設
の
設
置
又

は
管
理
に
係
る
行
為

二
十
一　

漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三

十
七
号
）
第
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
基
本
施
設
又
は
同
条

第
二
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
機
能
施
設
に
関
す
る
工

事
二
十
二　

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）

第
二
条
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
港
湾

施
設
（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
五
項
第
一
号

か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
港
湾
施
設
と
み
な
さ
れ
た
施

設
を
含
む
。）
に
関
す
る
工
事
の
施
行
又
は
こ
れ
ら
の
港

湾
施
設
の
管
理
に
係
る
行
為

二
十
三　

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
う
有
線
電
気
通
信
設

備
又
は
無
線
設
備
の
設
置
（
高
さ
が
十
五
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
も
の
の
設
置
を
除
く
。）
又
は
管
理
に
係
る
行
為

二
十
四　

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十

六
号
）
に
よ
る
認
定
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
線
路

若
し
く
は
空
中
線
系
又
は
こ
れ
ら
に
係
る
電
気
通
信
設
備

を
収
容
す
る
た
め
の
施
設
の
設
置
（
高
さ
が
十
五
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
も
の
の
設
置
を
除
く
。）
又
は
管
理
に
係
る

行
為

二
十
五　

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）

に
よ
る
放
送
事
業
の
用
に
供
す
る
線
路
若
し
く
は
空
中
線

系
又
は
こ
れ
ら
に
係
る
電
気
通
信
設
備
を
収
容
す
る
た
め

の
施
設
の
設
置
（
高
さ
が
十
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

の
設
置
を
除
く
。）
又
は
管
理
に
係
る
行
為

二
十
六　

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十

号
）
に
よ
る
電
気
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
工
作
物
の
設
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置
（
高
さ
が
十
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
及
び
発
電
の

用
に
供
す
る
電
気
工
作
物
の
設
置
を
除
く
。）
又
は
管
理

に
係
る
行
為

二
十
七　

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一

号
）
に
よ
る
ガ
ス
工
作
物
の
設
置
（
液
化
石
油
ガ
ス
以
外

の
原
料
を
主
原
料
と
す
る
ガ
ス
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ガ

ス
工
作
物
の
設
置
を
除
く
。）
又
は
管
理
に
係
る
行
為

二
十
八　

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）

に
よ
る
水
道
事
業
若
し
く
は
水
道
用
水
供
給
事
業
若
し
く

は
工
業
用
水
道
事
業
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
八
十
四

号
）
に
よ
る
工
業
用
水
道
事
業
の
用
に
供
す
る
水
管
、
水

路
若
し
く
は
配
水
池
、
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律

第
七
十
九
号
）
に
よ
る
下
水
道
の
排
水
管
又
は
こ
れ
ら
の

施
設
を
補
完
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
ポ
ン
プ
施
設
の
設

置
又
は
管
理
に
係
る
行
為

二
十
九　

警
察
署
の
派
出
所
若
し
く
は
駐
在
所
又
は
道
路
交

通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
に
よ
る
信
号
機

の
設
置
又
は
管
理
に
係
る
行
為

三
十　

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四

号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
重

要
文
化
財
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
さ
れ
た
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
若
し
く
は
重
要
無
形
民

俗
文
化
財
、
同
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
埋
蔵

文
化
財
又
は
同
法
第
百
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

さ
れ
、
若
し
く
は
同
法
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

仮
指
定
さ
れ
た
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
保
存
に
係
る
行

為
三
十
一　

神
奈
川
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
年
神
奈

川
県
条
例
第
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
さ
れ
た
県
指
定
重
要
文
化
財
、
同
条
例
第
二
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
県
指
定
有
形
民
俗
文
化

財
又
は
同
条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
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さ
れ
た
県
指
定
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
保
存
に
係
る
行

為
三
十
二　

古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特

別
措
置
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
一
号
）
第
五
条
に
規

定
す
る
歴
史
的
風
土
保
存
計
画
に
基
づ
く
事
業
の
執
行
に

係
る
行
為

三
十
三　

首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律

第
百
一
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
近
郊
緑
地
保
全
計
画
に

基
づ
く
事
業
の
執
行
に
係
る
行
為

三
十
四　

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九

号
）
に
よ
る
都
市
公
園
又
は
公
園
施
設
の
設
置
又
は
管
理

に
係
る
行
為

三
十
五　

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一

号
）
に
よ
る
公
園
事
業
又
は
県
立
自
然
公
園
の
こ
れ
に
相

当
す
る
事
業
の
執
行
に
係
る
行
為

三
十
六　

鉱
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
十
九

号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉱
物
の
掘（

マ
マ
）採

に
係
る
行

為

　

（
風
致
地
区
の
種
別
の
定
義
）

第
四
条　

風
致
地
区
の
種
別
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

第
一
種
風
致
地
区　

特
に
良
好
な
自
然
環
境
を
有
し
、

そ
の
保
全
を
図
る
た
め
、
建
築
物
の
建
築
等
を
規
制
す
る

必
要
が
あ
る
土
地
の
区
域

二　

第
二
種
風
致
地
区　

良
好
な
自
然
環
境
を
有
し
、
又
は

周
辺
に
特
に
良
好
な
自
然
環
境
が
存
し
、
こ
れ
ら
の
自
然

環
境
と
調
和
し
た
土
地
利
用
が
さ
れ
る
よ
う
建
築
物
の
建

築
等
を
規
制
す
る
必
要
が
あ
る
土
地
の
区
域

三　

第
三
種
風
致
地
区　

周
辺
に
良
好
な
自
然
環
境
を
有
し
、

現
に
存
す
る
自
然
環
境
又
は
周
辺
の
良
好
な
自
然
環
境
と

調
和
し
た
土
地
利
用
が
さ
れ
る
よ
う
建
築
物
の
建
築
等
を

規
制
す
る
必
要
が
あ
る
土
地
の
区
域

四　

第
四
種
風
致
地
区　

自
然
環
境
の
維
持
若
し
く
は
復
元
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が
図
ら
れ
、
又
は
周
辺
の
自
然
環
境
と
調
和
し
た
土
地
利

用
が
さ
れ
る
よ
う
建
築
物
の
建
築
等
を
規
制
す
る
必
要
が

あ
る
土
地
の
区
域
で
あ
っ
て
、
第
一
種
風
致
地
区
、
第
二

種
風
致
地
区
及
び
第
三
種
風
致
地
区
以
外
の
区
域

２　

前
項
に
掲
げ
る
風
致
地
区
の
種
別
は
、
町
長
が
指
定
す
る
。

　

（
風
致
地
区
の
種
別
の
案
の
縦
覧
等
）

第
五
条　

町
長
は
、
風
致
地
区
の
種
別
を
指
定
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
種
別
の

案
を
、
当
該
公
告
の
日
か
ら
二
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
区
域

の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
同
項
の
縦
覧
期
間
満
了
の
日

ま
で
に
、
縦
覧
に
供
さ
れ
た
風
致
地
区
の
種
別
の
案
に
つ
い

て
、
町
長
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
風
致
地
区
の
種
別
の
指
定
）

第
六
条　

町
長
は
、
湯
河
原
町
都
市
計
画
審
議
会
（
以
下
「
審

議
会
」
と
い
う
。）
の
意
見
を
聴
い
て
風
致
地
区
の
種
別
を

指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

町
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
風
致
地
区
の
種
別
の
案
を

審
議
会
に
諮
問
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
要
旨
を
審
議
会
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

町
長
は
、
風
致
地
区
の
種
別
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
そ

の
旨
及
び
そ
の
区
域
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
関
係
図

書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

風
致
地
区
の
種
別
の
指
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
告
示

に
よ
り
そ
の
効
力
を
生
じ
る
。

　

（
風
致
地
区
の
種
別
の
変
更
）

第
七
条　

前
二
条
の
規
定
は
、
風
致
地
区
の
種
別
の
変
更
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

　

（
許
可
の
基
準
）

第
八
条　

町
長
は
、
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
で
次
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に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
許

可
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一　

建
築
物
の
新
築

ア　

仮
設
の
建
築
物

ア　

当
該
建
築
物
の
構
造
が
容
易
に
移
転
し
、
又
は
除

却
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

当
該
建
築
物
の
位
置
、
規
模
及
び
形
態
が
当
該
新

築
の
行
わ
れ
る
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区
域

に
お
け
る
風
致
と
著
し
く
不
調
和
で
な
い
こ
と
。

イ　

地
下
に
設
け
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
当
該
建
築
物

の
位
置
及
び
規
模
が
当
該
新
築
の
行
わ
れ
る
土
地
及
び

そ
の
周
辺
の
土
地
の
区
域
に
お
け
る
風
致
の
維
持
に
支

障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
い
こ
と
。

ウ　

そ
の
他
の
建
築
物

ア　

当
該
建
築
物
の
高
さ
が
、
別
表
第
一
の
種
別
の
欄

に
掲
げ
る
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
建
築
物

の
高
さ
の
欄
に
掲
げ
る
高
さ
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た

だ
し
、
当
該
建
築
物
の
位
置
、
規
模
、
形
態
及
び
意

匠
が
当
該
新
築
の
行
わ
れ
る
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の

土
地
の
区
域
に
お
け
る
風
致
と
著
し
く
不
調
和
で
な

く
、
か
つ
、
敷
地
に
つ
い
て
風
致
の
維
持
に
有
効
な

措
置
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
確
実
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ　

当
該
建
築
物
の
建
ぺ
い
率
が
、
別
表
第
一
の
種
別

の
欄
に
掲
げ
る
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
建

ぺ
い
率
の
欄
に
掲
げ
る
割
合
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た

だ
し
、
周
辺
の
土
地
の
状
況
に
よ
り
風
致
の
維
持
に

支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

ウ　

当
該
建
築
物
の
壁
面
後
退
距
離
が
、
別
表
第
一
の

種
別
の
欄
に
掲
げ
る
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
壁
面
後
退
距
離
の
欄
に
掲
げ
る
部
分
の
区
分
に
応
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じ
た
距
離
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
周
辺
の
土

地
の
状
況
に
よ
り
風
致
の
維
持
に
支
障
が
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

エ　

当
該
建
築
物
が
周
囲
の
地
面
と
接
す
る
位
置
の
高

低
差
が
六
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

当
該
建
築
物
の
位
置
、
規
模
、
形
態
及
び
意
匠
が
当

該
新
築
の
行
わ
れ
る
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
区
域
に

お
け
る
風
致
と
著
し
く
不
調
和
で
な
く
、
か
つ
、
敷

地
に
つ
い
て
風
致
の
維
持
に
有
効
な
措
置
が
行
わ
れ

る
こ
と
が
確
実
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

オ　

当
該
建
築
物
の
位
置
、
形
態
及
び
意
匠
が
当
該
新

築
の
行
わ
れ
る
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区
域

に
お
け
る
風
致
と
著
し
く
不
調
和
で
な
い
こ
と
。

カ　

当
該
建
築
物
の
敷
地
内
に
風
致
の
維
持
に
必
要
な

木
竹
が
存
在
し
な
い
と
き
は
、
風
致
の
維
持
に
必
要

な
植
栽
等
を
行
う
こ
と
。

二　

建
築
物
の
増
築

ア　

仮
設
の
建
築
物

ア　

当
該
増
築
部
分
の
構
造
が
容
易
に
移
転
し
、
又
は

除
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

当
該
増
築
後
の
建
築
物
の
位
置
、
規
模
及
び
形
態

が
当
該
増
築
の
行
わ
れ
る
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土

地
の
区
域
に
お
け
る
風
致
と
著
し
く
不
調
和
で
な
い

こ
と
。

イ　

地
下
に
設
け
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
当
該
増
築
後

の
建
築
物
の
位
置
及
び
規
模
が
当
該
増
築
の
行
わ
れ
る

土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区
域
に
お
け
る
風
致
の

維
持
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
い
こ
と
。

ウ　

そ
の
他
の
建
築
物

ア　

当
該
増
築
部
分
の
建
築
物
の
高
さ
が
、
別
表
第
一

の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
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表
の
建
築
物
の
高
さ
の
欄
に
掲
げ
る
高
さ
以
下
で
あ

る
こ
と
。
前
号
ウ
ア
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
こ
の
場

合
に
準
用
す
る
。

イ　

当
該
増
築
後
の
建
ぺ
い
率
が
、
別
表
第
一
の
種
別

の
欄
に
掲
げ
る
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
建

ぺ
い
率
の
欄
に
掲
げ
る
割
合
以
下
で
あ
る
こ
と
。
前

号
ウ
イ
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
準
用
す

る
。

ウ　

当
該
増
築
部
分
の
壁
面
後
退
距
離
が
別
表
第
一
の

種
別
の
欄
に
掲
げ
る
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
壁
面
後
退
距
離
の
欄
に
掲
げ
る
部
分
の
区
分
に
応

じ
た
距
離
以
上
で
あ
る
こ
と
。
前
号
ウ
ウ
た
だ
し
書

の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
準
用
す
る
。

エ　

当
該
増
築
後
の
建
築
物
が
周
囲
の
地
面
と
接
す
る

位
置
の
高
低
差
が
六
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

前
号
ウ
エ
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
準
用

す
る
。

オ　

当
該
増
築
部
分
の
位
置
並
び
に
当
該
増
築
後
の
建

築
物
の
形
態
及
び
意
匠
が
当
該
増
築
の
行
わ
れ
る
土

地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区
域
に
お
け
る
風
致
と

著
し
く
不
調
和
で
な
い
こ
と
。

カ　

当
該
増
築
に
よ
り
、
建
築
物
の
敷
地
内
に
お
い
て

現
に
存
す
る
風
致
の
維
持
に
必
要
な
木
竹
が
失
わ
れ

る
と
き
は
、
風
致
の
維
持
に
必
要
な
植
栽
等
を
行
う

こ
と
。

三　

建
築
物
の
改
築

ア　

仮
設
の
建
築
物

ア　

当
該
改
築
後
の
建
築
物
の
構
造
が
容
易
に
移
転
し
、

又
は
除
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

当
該
改
築
後
の
建
築
物
の
規
模
及
び
形
態
が
当
該

改
築
の
行
わ
れ
る
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区

域
に
お
け
る
風
致
と
著
し
く
不
調
和
で
な
い
こ
と
。
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イ　

そ
の
他
の
建
築
物

ア　

当
該
改
築
後
の
建
築
物
の
高
さ
が
改
築
前
の
建
築

物
の
高
さ
を
超
え
な
い
こ
と
。

イ　

当
該
改
築
後
の
建
築
物
の
形
態
及
び
意
匠
が
当
該

改
築
の
行
わ
れ
る
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区

域
に
お
け
る
風
致
と
著
し
く
不
調
和
で
な
い
こ
と
。

ウ　

当
該
改
築
に
よ
り
建
築
物
の
敷
地
内
に
お
い
て
現

に
存
す
る
風
致
の
維
持
に
必
要
な
木
竹
が
失
わ
れ
る

と
き
は
、
風
致
の
維
持
に
必
要
な
植
栽
等
を
行
う
こ

と
。

四　

建
築
物
の
移
転

ア　

仮
設
の
建
築
物

ア　

当
該
移
転
後
の
建
築
物
の
構
造
が
容
易
に
移
転
し
、

又
は
除
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

当
該
移
転
後
の
建
築
物
の
位
置
が
当
該
移
転
の
行

わ
れ
る
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区
域
に
お
け

る
風
致
と
著
し
く
不
調
和
で
な
い
こ
と
。

イ　

そ
の
他
の
建
築
物

ア　

当
該
移
転
後
の
建
築
物
の
壁
面
後
退
距
離
が
別
表

第
一
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
壁
面
後
退
距
離
の
欄
に
掲
げ
る
部
分
の
区

分
に
応
じ
た
距
離
以
上
で
あ
る
こ
と
。
第
一
号
ウ
ウ

た
だ
し
書
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
準
用
す
る
。

イ　

当
該
移
転
後
の
建
築
物
の
位
置
が
当
該
移
転
の
行

わ
れ
る
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区
域
に
お
け

る
風
致
と
著
し
く
不
調
和
で
な
い
こ
と
。

ウ　

当
該
移
転
に
よ
り
建
築
物
の
敷
地
内
に
お
い
て
現

に
存
す
る
風
致
の
維
持
に
必
要
な
木
竹
が
失
わ
れ
る

と
き
は
、
風
致
の
維
持
に
必
要
な
植
栽
等
を
行
う
こ

と
。

五　

工
作
物
の
新
築

ア　

仮
設
の
工
作
物
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ア　

当
該
工
作
物
の
構
造
が
容
易
に
移
転
し
、
又
は
除

却
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

当
該
工
作
物
の
位
置
、
規
模
及
び
形
態
が
当
該
新

築
の
行
わ
れ
る
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区
域

に
お
け
る
風
致
と
著
し
く
不
調
和
で
な
い
こ
と
。

イ　

そ
の
他
の
工
作
物
に
つ
い
て
は
、
当
該
工
作
物
の
位

置
、
規
模
、
形
態
及
び
意
匠
が
当
該
新
築
の
行
わ
れ
る

土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区
域
に
お
け
る
風
致
と

著
し
く
不
調
和
で
な
い
こ
と
。

六　

工
作
物
の
増
築

ア　

仮
設
の
工
作
物

ア　

当
該
増
築
部
分
の
構
造
が
容
易
に
移
転
し
、
又
は

除
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

当
該
増
築
後
の
工
作
物
の
位
置
、
規
模
及
び
形
態

が
当
該
増
築
の
行
わ
れ
る
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土

地
の
区
域
に
お
け
る
風
致
と
著
し
く
不
調
和
で
な
い

こ
と
。

イ　

そ
の
他
の
工
作
物
の
増
築
に
つ
い
て
は
、
当
該
増
築

部
分
の
位
置
並
び
に
当
該
増
築
後
の
工
作
物
の
規
模
、

形
態
及
び
意
匠
が
当
該
増
築
の
行
わ
れ
る
土
地
及
び
そ

の
周
辺
の
土
地
の
区
域
に
お
け
る
風
致
と
著
し
く
不
調

和
で
な
い
こ
と
。

七　

工
作
物
の
改
築

ア　

仮
設
の
工
作
物

ア　

当
該
改
築
後
の
工
作
物
の
構
造
が
容
易
に
移
転
し
、

又
は
除
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

当
該
改
築
後
の
工
作
物
の
規
模
及
び
形
態
が
当
該

改
築
の
行
わ
れ
る
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区

域
に
お
け
る
風
致
と
著
し
く
不
調
和
で
な
い
こ
と
。

イ　

そ
の
他
の
工
作
物
に
つ
い
て
は
、
当
該
改
築
後
の
工

作
物
の
規
模
、
形
態
及
び
意
匠
が
当
該
改
築
の
行
わ
れ

る
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区
域
に
お
け
る
風
致
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と
著
し
く
不
調
和
で
な
い
こ
と
。

八　

工
作
物
の
移
転

ア　

仮
設
の
工
作
物

ア　

当
該
移
転
後
の
工
作
物
の
構
造
が
容
易
に
移
転
し
、

又
は
除
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

当
該
移
転
後
の
工
作
物
の
位
置
が
当
該
移
転
の
行

わ
れ
る
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区
域
に
お
け

る
風
致
と
著
し
く
不
調
和
で
な
い
こ
と
。

イ　

そ
の
他
の
工
作
物
に
つ
い
て
は
、
当
該
移
転
後
の
工

作
物
の
位
置
、
規
模
、
形
態
及
び
意
匠
が
当
該
移
転
の

行
わ
れ
る
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区
域
に
お
け

る
風
致
と
著
し
く
不
調
和
で
な
い
こ
と
。

九　

建
築
物
等
の
色
彩
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
後

の
色
彩
が
、
当
該
変
更
の
行
わ
れ
る
建
築
物
等
の
存
す
る

土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区
域
に
お
け
る
風
致
と
著

し
く
不
調
和
で
な
い
こ
と
。

十　

宅
地
の
造
成
等
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該

当
し
、
か
つ
、
風
致
の
維
持
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

少
な
い
こ
と
。

ア　

木
竹
が
保
全
さ
れ
、
又
は
適
切
な
植
栽
が
行
わ
れ
る

土
地
の
面
積
の
宅
地
の
造
成
等
に
係
る
土
地
の
面
積
に

対
す
る
割
合
（
以
下
「
緑
地
率
」
と
い
う
。）
が
、
別

表
第
二
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
緑
地

率
の
欄
に
掲
げ
る
割
合
（
当
該
宅
地
の
造
成
等
が
行
わ

れ
る
土
地
の
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合

に
は
、
当
該
割
合
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
割
合
）

以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
造
成
等
が
行
わ
れ

る
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区
域
の
状
況
に
よ
り

植
物
の
生
育
が
困
難
で
あ
る
と
き
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ　

当
該
宅
地
の
造
成
等
が
行
わ
れ
る
土
地
及
び
そ
の
周

辺
の
土
地
の
区
域
に
お
け
る
木
竹
の
生
育
に
支
障
を
来
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た
す
お
そ
れ
が
少
な
い
こ
と
。

ウ　

五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
の
の
り
を
生
ず
る
切
土
又

は
盛
土
を
伴
わ
な
い
こ
と
（
小
段
等
に
よ
っ
て
上
下
に

分
離
さ
れ
た
の
り
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
下
層
の
の

り
面
の
下
端
を
含
み
、
か
つ
、
水
平
面
に
対
し
三
十
度

の
角
度
を
な
す
面
の
上
方
に
上
層
の
の
り
面
の
下
端
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
上
下
の
の
り
は
、
一
体
の
も
の
と

み
な
す
。）。
た
だ
し
、
当
該
変
更
に
係
る
土
地
の
地
形

上
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

エ　

面
積
が
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
森
林
で
風
致
の
維

持
に
特
に
必
要
で
あ
る
も
の
と
し
て
町
長
が
指
定
し
た

も
の
の
伐
採
を
伴
わ
な
い
こ
と
。

オ　

第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
エ
に
規
定
す

る
森
林
の
指
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

十
一　

水
面
の
埋
立
て
又
は
干
拓
に
つ
い
て
は
、
次
に
該
当

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ア　

適
切
な
植
栽
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
行
為
後
の
地
ぼ

う
が
当
該
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区
域
に
お
け

る
風
致
と
著
し
く
不
調
和
と
な
ら
な
い
こ
と
。

イ　

当
該
行
為
に
係
る
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区

域
に
お
け
る
木
竹
の
生
育
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

少
な
い
こ
と
。

十
二　

木
竹
の
伐
採
に
つ
い
て
は
、
当
該
木
竹
の
伐
採
が
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
当
該
伐
採
の
行
わ
れ
る

土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区
域
に
お
け
る
風
致
を
損

な
う
お
そ
れ
が
少
な
い
こ
と
。

ア　

第
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為

を
す
る
た
め
に
必
要
な
最
小
限
度
の
木
竹
の
伐
採

イ　

森
林
の
択
伐

ウ　

伐
採
後
の
成
林
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
森
林

の
皆
伐
（
第
十
号
エ
の
森
林
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

で
伐
採
区
域
の
面
積
が
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
も
の
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エ　

森
林
で
あ
る
土
地
の
区
域
外
に
お
け
る
木
竹
の
伐
採

十
三　

土
石
の
類
の
採
取
に
つ
い
て
は
、
当
該
採
取
の
方
法

が
露
天
掘
り
で
な
く
、
か
つ
、
当
該
採
取
を
行
う
土
地
及

び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区
域
に
お
け
る
風
致
の
維
持
に
支

障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
必
要
な

埋
戻
し
又
は
植
栽
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
風
致
の
維
持
に

著
し
い
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

十
四　

屋
外
に
お
け
る
物
件
の
た
い
積
に
つ
い
て
は
、
た
い

積
の
行
わ
れ
る
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区
域
に
お

け
る
風
致
の
維
持
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
い
こ

と
。

２　

町
長
は
、
第
二
条
第
一
項
の
許
可
に
風
致
を
維
持
す
る
た

め
に
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
許
可
に
基
づ
く
地
位
の
承
継
）

第
九
条　

第
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
の
相
続
人
そ
の

他
の
一
般
承
継
人
は
、
被
承
継
人
が
有
し
て
い
た
当
該
許
可

に
基
づ
く
地
位
を
承
継
す
る
。

２　

第
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
そ
の
所
有
に
係

る
土
地
の
所
有
権
そ
の
他
当
該
許
可
に
係
る
行
為
を
施
行
す

る
権
原
を
取
得
し
た
者
は
、
町
長
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該

許
可
を
受
け
た
者
が
有
し
て
い
た
当
該
許
可
に
基
づ
く
地
位

を
承
継
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
緑
化
の
促
進
）

第
十
条　

風
致
地
区
内
の
建
築
物
の
所
有
者
、
管
理
者
又
は
占

有
者
は
、
当
該
建
築
物
の
敷
地
に
お
け
る
風
致
の
維
持
に
必

要
な
緑
化
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
監
督
処
分
）

第
十
一
条　

町
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

に
対
し
、
風
致
を
維
持
す
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

そ
の
許
可
を
取
り
消
し
、
そ
の
許
可
に
付
し
た
条
件
を
変
更

し
、
そ
の
工
事
そ
の
他
の
行
為
の
停
止
を
命
じ
、
又
は
相
当

の
期
限
を
定
め
て
、
建
築
物
等
若
し
く
は
物
件
の
改
築
、
移
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転
若
し
く
は
除
却
、
建
築
物
等
の
色
彩
の
変
更
そ
の
他
違
反

を
是
正
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
る
。

一　

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二　

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
工
事
の
注
文
主
若

し
く
は
請
負
人
又
は
請
負
契
約
に
よ
ら
な
い
で
自
ら
そ
の

工
事
を
し
て
い
る
者
若
し
く
は
し
た
者

三　

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
付
し
た
条
件
に

違
反
し
た
者

四　

詐
欺
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者

２　

町
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と

を
命
じ
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
過
失
が
な
く
て
当
該

措
置
を
命
ず
べ
き
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

そ
の
者
の
負
担
に
お
い
て
、
当
該
措
置
を
自
ら
行
い
、
又
は

そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
に
こ
れ
を
行
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
相
当
の
期
限
を

定
め
て
、
当
該
措
置
を
行
う
べ
き
旨
及
び
そ
の
期
限
ま
で
に

当
該
措
置
を
行
わ
な
い
と
き
は
、
町
長
又
は
そ
の
命
じ
た
者

若
し
く
は
委
任
し
た
者
が
当
該
措
置
を
行
う
旨
を
、
あ
ら
か

じ
め
、
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
報
告
及
び
立
入
調
査
等
）

第
十
二
条　

町
長
は
、
風
致
の
維
持
の
た
め
必
要
な
限
度
に
お

い
て
、
第
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
、
風
致
地
区
内

の
土
地
、
建
築
物
等
の
所
有
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
、

同
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
実
施
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項

に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

町
長
は
、
第
二
条
第
一
項
、
第
八
条
第
二
項
又
は
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
そ
の
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
町
職
員
を
し
て

風
致
地
区
内
の
土
地
に
立
ち
入
り
、
そ
の
状
況
を
調
査
さ
せ
、

又
は
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
実
施
状
況
を
検
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査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

前
項
に
規
定
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を

携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
調
査
又
は
立
入
検
査
の
権
限

は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な

ら
な
い
。

　

（
罰
則
）

第
十
三
条　

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し

た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一　

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二　

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
付
し
た
条
件
に

違
反
し
た
者

３　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
万
円
以
下

の
罰
金
に
処
す
る
。

一　

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は

虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

二　

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
調
査
又
は
立
入

検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
者

　

（
両
罰
規
定
）

第
十
四
条　

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、

使
用
人
そ
の
他
の
従
業
員
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
又

は
財
産
に
関
し
て
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為

者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
同
条
の
罰

金
刑
を
科
す
る
。

　

（
委
任
）

第
十
五
条　

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則

で
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）
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１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
風
致
地
区
条
例
を
廃
止
す
る

条
例
（
平
成
二
十
四
年
神
奈
川
県
条
例
第
三
十
四
号
）
に
よ

る
廃
止
前
の
風
致
地
区
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
神
奈
川
県
条

例
第
五
号
）
第
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る

風
致
地
区
の
種
別
は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
及
び
縦
覧
は
、
こ
れ
を
要
し
な
い
。

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
八
条
関
係
）

種　
　

別

建
築
物
の
高
さ

建
ぺ
い
率

壁
面
後
退
距
離

道
路
に
接
す
る
部

分

道
路
に
接
す

る
部
分
以
外

の
部
分

第
一
種
風
致
地
区
　

八
メ
ー
ト
ル

十
分
の
二
　
　

三
メ
ー
ト
ル

二
メ
ー
ト
ル

第
二
種
風
致
地
区
　

八
メ
ー
ト
ル

十
分
の
四

一
・
五
メ
ー
ト
ル

一
メ
ー
ト
ル

第
三
種
風
致
地
区
　

十
メ
ー
ト
ル

十
分
の
四

一
・
五
メ
ー
ト
ル

一
メ
ー
ト
ル

第
四
種
風
致
地
区

十
五
メ
ー
ト
ル

十
分
の
四

一
・
五
メ
ー
ト
ル

一
メ
ー
ト
ル

別
表
第
二
（
第
八
条
関
係
）

区　
　

分

緑
地
率

用
途
地
域
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い

土
地
の
区
域

第
一
種
風
致
地
区
十
分
の
五

第
二
種
風
致
地
区
十
分
の
四

第
三
種
風
致
地
区
十
分
の
三

第
四
種
風
致
地
区
十
分
の
二

用
途
地
域
が
定
め
ら
れ
て
い
る
土
地
の
区
域

十
分
の
二

（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。





209



第
二
章　

農
業
・
漁
業
・
商
工
業
の
展
開

本
章
で
は
農
業
・
漁
業
・
商
工
業
を
中
心
と
す
る
諸
産
業
に

関
す
る
資
料
を
収
録
し
た
。

一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
の
湯
河
原
町
合
併
当
時
、
戦
前

か
ら
の
特
産
で
あ
る
柑
橘
栽
培
と
と
も
に
、
駅
下
地
域
を
中
心

に
水
稲
耕
作
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
区
画
整
理
と

と
も
に
宅
地
化
さ
れ
、
一
九
七
五
年
ま
で
に
水
田
は
消
滅
し
た
。

一
方
、
柑
橘
栽
培
は
一
九
六
五
年
こ
ろ
ま
で
活
況
を
呈
し
た
が
、

そ
れ
以
降
、
全
国
的
な
生
産
過
剰
と
貿
易
自
由
化
に
よ
り
ミ
カ

ン
の
価
格
が
低
落
し
、
一
九
七
二
年
の
大
暴
落
で
柑
橘
栽
培
を

め
ぐ
る
情
勢
は
厳
し
さ
を
増
し
た
。
以
後
、
一
九
七
四
年
の
農

業
経
営
安
定
化
対
策
審
議
会
の
設
置
や
、
キ
ウ
イ
や
ナ
ル
コ
ユ

リ
な
ど
の
代
替
作
物
の
開
発
、
ミ
カ
ン
園
地
の
再
編
・
転
換
な

ど
、
農
業
経
営
安
定
に
向
け
た
模
索
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

漁
業
は
福
浦
漁
港
を
中
心
に
一
九
七
五
年
こ
ろ
ま
で
カ
ツ
オ

の
一
本
釣
り
や
小
型
定
置
網
に
よ
る
漁
業
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ

れ
て
い
た
が
、
次
第
に
漁
獲
高
が
減
少
し
、
福
浦
釣
研
究
会
に

よ
る
ワ
カ
メ
養
殖
な
ど
漁
家
経
営
安
定
に
向
け
た
試
み
が
み
ら

れ
た
。
一
方
、
観
光
客
を
対
象
と
し
た
遊
漁
業
は
盛
ん
と
な
り
、

一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年
に
構
想
さ
れ
た
「
シ
ー
マ
ン
ズ
マ
ー

ケ
ッ
ト
」
計
画
な
ど
、
観
光
漁
業
の
発
展
も
模
索
さ
れ
た
。

湯
河
原
の
商
業
は
観
光
に
付
随
し
た
飲
食
店
や
小
売
店
が
多

い
た
め
一
般
小
売
店
で
も
物
価
が
高
く
、
消
費
の
町
外
流
出
が

課
題
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
な
か
ミ
カ
ン
不
況
に
と
も
な

う
経
営
不
振
打
開
の
た
め
湯
河
原
農
協
が
一
九
七
六
年
に
出
店

し
た
Ａ
コ
ー
プ
湯
河
原
店
は
湯
河
原
の
商
店
会
に
出
店
反
対
運

動
を
巻
き
起
こ
し
、
後
の
大
規
模
店
舗
反
対
運
動
の
起
点
と

な
っ
た
。
ま
た
、
産
業
発
展
・
商
業
振
興
に
向
け
、
町
で
は
二

〇
〇
六
年
に
「
食
の
大
学
院
大
学
」
設
立
を
構
想
し
、
商
工
会

で
は
二
〇
〇
八
年
に
新
名
物
「
た
ん
た
ん
た
ぬ
き
の
担
々
焼
き

そ
ば
」
を
開
発
す
る
な
ど
の
試
み
が
み
ら
れ
た
。
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第
一
節　

農　
　
　

業

59　

中
央
農
協
設
立
認
可
申
請
書

農
業
協
同
組
合
設
立
認
可
申
請
書

　

農
業
協
同
組
合
法
に
よ
り
鍜

（
鍛
）冶

屋
農
業
協
同
組
合
、
吉
浜
農

業
協
同
組
合
、
川
堀
農
業
協
同
組
合
、
福
浦
農
業
協
同
組
合
は
、

そ
れ
ぞ
れ
總
会
に
お
い
て
合
併
の
議
決
を
し
新
た
に
湯
河
原
町

中
央
農
業
協
同
組
合
を
設
立
い
た
し
ま
し
た
の
で
関
係
書
類
を

添
え
て
認
可
申
請
い
た
し
ま
す

昭
和
四
一
年
二
月
一
〇
日

神
奈
川
県
知
亊
内
山
岩
太
郎
殿

足
柄
下
郡
湯
河
原
町
鍜

（
鍛
）冶

屋
○
○
○
番
地
の
○

設
立
委
員　

木　

村　

久　

治　

㊞

足
柄
下
郡
湯
河
原
町
鍜

（
鍛
）冶

屋
○
○
○
番
地

設
立
委
員　

小　

澤　
　
　

剛　

㊞

足
柄
下
郡
湯
河
原
町
鍜

（
鍛
）冶

屋
○
○
○
番
地

設
立
委
員　

内　

藤　

正　

則　

㊞

足
柄
下
郡
湯
河
原
町
吉
浜
○
○
○
番
地

設
立
委
員　

向　

笠　

一　

雄　

㊞

足
柄
下
郡
湯
河
原
町
吉
浜
○
○
○
○
番
地

設
立
委
員　

村　

上　

修　

平　

㊞

足
柄
下
郡
湯
河
原
町
吉
浜
○
○
○
○
番
地

設
立
委
員　

力　

石　

勝　

仍　

印

足
柄
下
郡
湯
河
原
町
吉
浜
○
○
○
番
地

設
立
委
員　

小　

澤　

政　

明　

㊞

足
柄
下
郡
湯
河
原
町
吉
浜
○
○
○
番
地

設
立
委
員　

岩　

本　
　
　

茂　

㊞

足
柄
下
郡
湯
河
原
町
吉
浜
○
○
○
番
地
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設
立
委
員　

山　

本　

久　

義　

㊞

足
柄
下
郡
湯
河
原
町
福
浦
○
○
○
番
地

設
立
委
員　

髙　

𣘺　
　
　

德　

㊞

足
柄
下
郡
湯
河
原
町
福
浦
○
○
○
番
地

設
立
委
員　

髙　

𣘺　

文
次
郎　

印

足
柄
下
郡
湯
河
原
町
福
浦
○
○
○
番
地

設
立
委
員　

青　

木　
　
　

曻　

㊞

合
併
理
由
書

農
業
協
同
組
合
法
の
制
定
に
伴
な
い
、
当
組
合
は
昭
和
二
三
年

設
立
以
来
今
日
ま
で
農
民
の
協
同
組
織
と
し
て
、
組
合
員
の
社

会
的
経
済
的
地
位
の
向
上
を
め
ざ
し
て
、
活
動
を
續
け
て
ま
い

り
ま
し
た
。

こ
の
間
組
合
員
各
位
の
ご
理
解
と
ご
協
力
に
よ
り
組
合
の
経
営

と
活
動
は
、
年
々
発
展
の
途
を
た
ど
つ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
最
近
の
社
会
及
び
経
済
の
情
勢
は
、
著
し
い
変

化
と
発
展
が
み
ら
れ
ま
す
が
、
一
面
農
業
と
他
産
業
と
の
間
に

は
生
産
性
や
、
所
得
に
お
い
て
大
き
な
格
差
を
生
じ
、
更
ら
に

農
村
地
域
は
都
市
化
、
工
業
化
等
の
進
展
に
伴
な
い
農
耕
地
の

潰
廃
に
よ
り
離
農
、
階
層
分
化
の
進
行
を
よ
ぎ
な
く
し
つ
つ
あ

り
ま
す
。

湯
河
原
町
地
域
に
お
い
て
も
都
市
化
へ
の
様
相
は
ま
す
ま
す
進

み
つ
つ
あ
り
、
ま
た
当
地
域
の
主
要
農
産
物
で
あ
る
柑
橘
は
、

明
治
末
期
よ
り
発
達
し
幾
多
の
変

と
改
善
が
積
み
重
ね
ら
れ

て
、
現
在
の
産
地
化
を
形
成
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

し
か
し
最
近
の
新
興
產
地
の
増
産
傾
向
は
め
ざ
ま
し
く
、
就
中

販
売
面
に
お
い
て
は
、
大
量
取
引
に
よ
る
合
理
化
の
方
向
を
た

ど
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
情
勢
の
な
か
で
、
農
協
が
更
ら
に
組
合
員
各
位
の
要

請
に
答
え
質
の
髙
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
組
合
の
健
全
な
る

発
展
を
期
し
、
い
わ
ゆ
る
時
代
の
流
れ
に
即
し
た
農
協
の
合
理

化
と
体
質
の
改
善
を
は
か
つ
て
い
く
に
は
、
規
模
と
組
織
に
つ
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い
て
大
き
く
改
革
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
経
済
そ
の
他
諸
条
件
が
類
似
し
、
し
か
も
相
互
の
信

頼
に
よ
っ
て
將
來
へ
の
発
展
が
期
待
で
き
る
と
い
う
確
信
が
得

ら
れ
ま
し
た
の
で
、
鍜

（
鍛
）冶

屋
農
協
、
吉
浜
農
協
、
川
堀
農
協
、

福
浦
農
協
の
合
併
を
計
画
い
た
し
た
次
苐
で
あ
り
ま
す
。

尚
新
農
協
の
地
区
を
湯
河
原
町
一
円
の
区
域
と
す
る
こ
と
に
つ

い
て
湯
河
原
農
協
と
競
業
の
問
題
を
憂
慮
す
る
向
き
も
あ
り
ま

す
が
、
農
協
合
併
の
推
進
過
程
に
於
て
、
た
ま
た
ま
同
農
協
の

賛
同
が
得
ら
れ
づ
、
一
先
づ
上
記
四
農
協
の
合
併
に
ふ
み
切
っ

た
も
の
で
あ
り
近
い
將
来
湯
河
原
農
協
と
の
合
併
が
実
現
す
る

迄
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
問
題
が
起
ら
な
い
よ
う
特
に
畄
意
の

上
同
一
区
域
で
あ
る
湯
河
原
町
一
円
を
区
域
と
し
た
も
の
で
あ

り
ま
す
。

合
併
経
過
報
告
書

日　
　

時　
　
　
　
　
　
　
　

協
議
亊
項

昭
和
三
七
年
九
月
一
三
日　

湯
河
原
農
協
会
議
室
に
お
い
て
、

関
係
組
合
組
合
長
並
に
主
任
職
員
に
て
、
合
併
に

関
す
る
意
見
交
換
を
行
い
、
合
併
研
究
に
入
る
こ

と
に
な
っ
た
。

三
七
・
九
・
二
八　

湯
河
原
農
協
会
議
室
に
関
係
組
合
全
役
員

が
集
り
、
県
農
業
経
済
課
、
及
び
農
協
中
央
会
等

の
合
併
に
対
す

（
マ
マ
）説

明
を
聞
き
懇
談
し
た
。

三
七
・
一
二
・
一
五　

湯
河
原
町
役
場
に
於
て
、
関
係
組
合
、

役
員
代
表
、
並
に
参
亊
が
出
席
、
合
併
に
つ
い
て

の
打
合
せ
を
行
い
、
役
員
代
表
及
び
職
員
代
表
並

に
、
県
、
町
の
担
当
者
を
含
め
て
、
合
併
研
究
会

を
作
る
こ
と
に
決
定
し
た

三
八
・
一
・
二
三　

湯
河
原
町
役
場
会
議
室
に
於
て
、
苐
一
回

合
併
研
究
会
を
開
催
、
研
究
会
規
約
を
設
定
、
会

長
及
び
副
会
長
を
互
選
し
、
研
究
討
議
し
た

三
八
・
六
・
八　

湯
河
原
農
協
に
て
、
関
係
組
合
、
組
合
長
並
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に
主
任
職
員
の
会
合
を
開
き
合
併
促
進
に
つ
い
て

話
し
合
つ
た

三
九
・
七
・
二
一　

役
場
苐
二
会
議
室
に
於
て
合
併
研
究
会
を

開
催
し
、
合
併
推
進
協
議
会
を
結
成
す
る
よ
う
協

議
し
た

三
九
・
一
〇
・
一
五　

合
併
推
進
協
議
会
を
結
成
し
合
併
の
研

究
を
重
ね
な
が
ら
合
併
推
進
を
は
か
る
こ
と
に

な
っ
た
。

三
九
・
一
〇
・
二
二　

湯
河
原
町
役
場
に
於
て
、
合
併
推
進
協

議
会
を
設
立
、
規
約
、
亊
業
計
画
の
設
定
、
役
員

の
選
任
等
を
行
い
合
併
に
対
す
る
研
究
と
、
話
し

合
い
を
進
め
た
。

四
〇
・
一
・
二
八　

合
併
推
進
協
議
会
を
開
催
、
研
究
し
た
。

四
〇
・
三
・
一
〇　

合
併
基
礎
調
査
書
に
つ
い
て
準
備
、
打
合

せ
を
行
っ
た
。

四
〇
・
三
・
二
六　

各
組
合
よ
り
提
出
さ
れ
た
合
併
基
礎
調
査

書
に
基
き
研
究
し
、
各
組
合
役
員
代
表
の
、
懇
談

会
を
開
く
こ
と
を
決
め
た

四
〇
・
四
・
五　

各
組
合
の
役
員
代
表
が
旅
舘
、
水
月
に
集
り

懇
談
し
た

四
〇
・
七
・
二
九　

合
併
推
進
協
議
会
を
開
催
、
苐
一
次
基
本

構
想
案
を
作
成

四
〇
・
八
・
四　

ホ
テ
ル
観
山
に
於
て
、
基
本
構
想
案
の
審
議

を
行
っ
た

昭
四
〇
・
八
・
二
三　

合
併
基
本
構
想
案
に
対
す
る
、
意
見
を

各
組
合
よ
り
持
寄
っ
て
更
に
審
議
を
重
ね
た

〃
四
〇
・
九
・
六　

湯
河
原
町
役
場
会
議
室
に
お
い
て
、
推
進

協
議
会
を
開
催
、
構
想
案
を
再
検
討
し
た
が
結
論

に
至
ら
ず
、
こ
の
時
に
お
い
て
湯
河
原
農
協
が
不

参
加
の
意
志
表
示
を
す
る
。

四
〇
・
九
・
一
六　

湯
河
原
農
協
の
不
参
加
が
は
っ
き
り
し
た

の
で
こ
の
時
よ
り
、
鍜

（
鍛
）冶

屋
、
吉
浜
、
川
堀
、
福
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浦
、
の
四
農
協
で
合
併
す
べ
く
話
し
合
い
を
進
め

る
こ
と
に
な
っ
た

四
〇
・
九
・
二
一　

推
進
協
議
会
は
そ
の
ま
ま
（
湯
河
原
農
協

も
含
め
る
）
で
四
農
協
の
合
併
を
進
め
る
こ
と
に

決
定
し
た

四
〇
・
一
〇
・
一　

推
進
協
議
会
亊
務
局
会
議
を
開
催
、
基
礎

資
料
の
作
成
に
つ
い
て
打
合
せ
を
行
い
九
日
に
提

出
す
る
こ
と
に
決
め
た

四
〇
・
一
〇
・
五　

役
場
会
議
室
に
お
い
て
推
進
協
議
会
を
開

催
。

四
〇
・
一
〇
・
一
二　

各
組
合
よ
り
提
出
さ
れ
た
合
併
基
礎
資

〃　
　

〃　
　

一
三　

料
の
集
計
作
業
を
行
い
検
討
し
た

〃　

一
〇
・
一
四　

大
滝
ホ
テ
ル
に
於
て
四
農
協
合
同
役
員
会

を
開
催
、
合
併
に
つ
い
て
の
話
合
い
を
行
っ
た

四
〇
・
一
〇
・
一
八　

湯
河
原
町
役
場
苐
一
会
議
室
に
お
い
て
、

推
進
協
議
会
を
開
催
、
基
礎
調
査
資
料
の
説
明
を

行
い
、
全
員
合
併
を
決
議
し
た

〃　

一
〇
・
二
二　

各
組
合
柑
橘
担
当
役
員
が
吉
浜
農
協
に
集

り
柑
橘
の
運
営
方
針
に
つ
い
て
話
合
っ
た
（
柑
橘

連
合
会
よ
り
櫛
田
参
亊
臨
席
）

〃　

一
〇
・
二
八　

推
進
協
議
会
を
開
催
、
基
本
構
想
案
の
検

討
を
行
い
基
準
日
仮
決
算
の
打
合
せ
、
財
産
評
定

委
員
、
財
務
確
認
検
査
等
に
つ
い
て
協
議
し
た

尚
、
各
地
区
座
談
会
の
日
程
を
決
め
た

〃　

一
一
・
一　

各
組
合
、
基
準
日
仮
決
算
の
棚
卸
を
実
施

〃　

一
一
・
二　

各
組
合
経
理
担
当
者
が
集
り
仮
決
算
亊
務
の

打
合
せ
を
行
っ
た

〃　

一
一
・
八　

財
産
評
定
委
員
会
発
足
、
推
進
協
議
会
と
合

同
会
議
を
開
催
し
、
打
合
せ
を
行
っ
た

〃　

一
一
・
一
一　

財
産
評
定
を
行
っ
た

〃　

一
一
・
一
八　

各
組
合
財
務
確
認
検
査
を
実
施

〃　

一
一
・
一
九
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〃　

一
一
・
二
二　

各
組
合
長
参
亊
が
集
り
、
財
産
評
定
並
に

財
務
確
認
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
検
討
し
た

昭
四
〇
・
一
一
・
二
四　

財
産
評
定
委
員
会
を
開
催
。

〃　
　
　

一
一
・
三
〇　


細
部
の
打
合
せ
と
取
ま
と
め
を
行
っ

た

〃　

一
二
・
四　

推
進
協
議
会
、
財
産
評
定
委
員
会
合
同
会
議

を
開
催
、
財
産
評
定
結
果
の
確
認
、
總
会
の
日
程

等
に
つ
い
て
打
合
せ
を
行
っ
た

〃　

一
二
・
七　

合
併
予
備
契
約
書
締
結

〃　

一
二
・
一
四
・　

鍜
（
鍛
）冶

屋
農
協　
　
　
　
　

〃　

一
二
・
一
五
・　

吉
浜
、
川
堀
、
福
浦
農
協　

夫
々
臨
時

總
会
を
開
催
、
各
組
合
と
も
合
併
を
決
議
し
た
。

〃　

一
二
・
一
五　

農
協
法
苐
六
五
条
に
基
づ
く
債
権
者
に
対

す
る
公
告
、
催
告
を
施
行
。（
鍜

（
鍛
）冶

屋
農
協
）

〃　

一
二
・
一
六　

同
上
（
吉
浜
農
協
、
川
堀
農
協
、
福
浦
農

協
）

〃　

一
二
・
二
二　

苐
一
回
設
立
委
員
会
を
開
催
、
設
立
委
員

会
規
程
の
確
認
、
亊
務
推
進
日
程
を
協
議
し
た

〃　

一
二
・
二
七　

合
併
経
営
計
画
書
認
定
申
請
書
提
出

四
一
・
一
・
一
三　

組
合
長
、
参
亊
に
よ
る
亊
務
打
合
会
議
開

催
。

〃　

一
・
一
六　

本
日
ま
で
に
合
併
に
対
し
債
権
者
の
異
議
申

立
は
な
か
っ
た
。

〃　

一
・
二
一　

苐
二
回
設
立
委
員
会
開
催
。

定
款
、
諸
規
程
、
規
約
、
亊
業
計
画
の
作
成
、
役

員
選
任
方
法
、
設
立
亊
務
局
設
置
等
に
つ
い
て
協

議

昭
四
一
・
二
・
三　

苐
三
回
設
立
委
員
会

役
員
の
選
任
、
合
併
組
合
、
設
立
亊
務
推
進
に
つ

い
て
協
議
。

以
上
の
通
り
で
す昭

和
四
一
年
二
月
一
〇
日
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湯
河
原
町
中
央
農
業
協
同
組
合
設
立
委
員
会

会
長　

木　

村　

久　

治　

㊞

（「
農
業
協
同
組
合　

設
立
認
可
申
請
書
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

大
規
模
化
に
よ
る
経
営
合
理
化
の
た
め
鍛
冶
屋
・
吉
浜
・
川

堀
・
福
浦
・
湯
河
原
の
五
農
協
の
合
併
が
協
議
さ
れ
た
が
、
中

心
事
業
の
相
違
等
か
ら
湯
河
原
農
協
が
合
併
に
難
色
を
示
し
、

四
農
協
に
よ
り
一
九
六
六
（
昭
和
四
一
）
年
三
月
一
日
に
湯
河

原
中
央
農
協
が
設
立
さ
れ
た
。
二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）
年
に
湯

河
原
農
協
と
と
も
に
小
田
原
市
農
協
に
吸
収
合
併
さ
れ
た
。

60　
「
湯
河
原
茶
」
お
目
見
え

「
湯
河
原
茶
」
お
め
み
え　

農
山
村
振
興
へ　

自
家

消
費
か
ら
商
品
化

ミ
カ
ン
栽
培
の
副
業
と
し
て
、
自
家
用
に
生
産
さ
れ
る
だ
け

だ
っ
た
足
柄
下
郡
湯
河
原
町
の
お
茶
が
、
こ
と
し
か
ら
「
湯
河

原
茶
」
の
名
で
商
品
化
さ
れ
始
め
た
。
同
町
中
央
農
協
（
木
村

久
治
組
合
長
）
が
、
同
農
協
鍛
冶
屋
支
所
に
、
年
産
六
万
㌔
を

見
込
む
製
茶
工
場
を
つ
く
り
、
大
量
生
産
シ
ス
テ
ム
を
軌
道
に

乗
せ
た
も
の
で
、
農
協
で
は
地
場
産
業
に
育
て
た
い
と
力
こ
ぶ

を
入
れ
て
お
り
今
後
は
足
柄
茶
と
並
ん
で
県
の
特
産
品
と
し
て

発
展
し
そ
う
。

同
町
の
お
茶
づ
く
り
は
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
。
ミ
カ
ン
栽
培

農
家
を
中
心
に
、
ミ
カ
ン
畑
の
わ
き
地
や
た
ん
ぼ
の
あ
ぜ
道
な

ど
を
利
用
、
こ
れ
ま
で
は
自
家
消
費
用
に
わ
ず
か
生
産
さ
れ
て

い
た
程
度
。
現
在
、
同
農
協
の
組
合
員
九
百
五
十
人
の
う
ち
、

約
半
分
の
農
家
が
つ
く
り
、
年
間
生
産
量
は
四
万
㌔
た
ら
ず

だ
っ
た
。
農
産
業
と
い
え
ば
、
ミ
カ
ン
だ
け
し
か
な
い
同
町
に

と
っ
て
、
気
候
や
地
質
な
ど
お
茶
栽
培
の
環
境
条
件
が
そ
ろ
っ

て
い
る
だ
け
に
、
こ
と
し
に
な
っ
て
農
山
村
振
興
事
業
と
し
て
、

お
茶
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
。

同
農
協
で
は
〝
特
産
品
〟
と
し
て
商
品
化
す
る
こ
と
を
計
画
、
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四
月
に
同
町
鍛
冶
屋
三
九
三
、
同
農
協
鍛
冶
屋
支
所
に
統
一
集

荷
場
を
つ
く
り
、
さ
ら
に
今
月
は
じ
め
、
同
支
所
に
九
百
万
円

の
予
算
で
〝
製
茶
工
場
〟
を
完
成
さ
せ
た
。
工
場
は
選
果
場
跡

を
利
用
し
た
鉄
筋
二
階
建
て
。
一
回
五
十
㌔
の
製
茶
能
力
を
持

つ
ラ
イ
ン
と
三
十
五
㌔
ラ
イ
ン
の
オ
ー
ト
メ
製
茶
機
二
台
が
と

り
つ
け
ら
れ
た
。
こ
の
結
果
、
月
産
五
千
㌔
と
大
幅
に
生
産
が

拡
大
し
、
月
に
十
日
間
の
操
業
で
も
年
産
六
万
㌔
に
達
す
る
見

込
み
。

足
柄
茶
の
年
産
百
四
十
㌧
（
四
十
四
年
度
実
績
）
に
比
べ
れ

ば
少
な
い
が
、
同
農
協
で
は
「
価
格
が
高
く
な
っ
て
も
、
高
級

品
と
し
て
売
り
出
す
た
め
、
採
算
は
と
れ
る
は
ず
」
と
い
っ
て

い
る
。
す
で
に
工
場
は
試
運
転
を
開
始
、
六
月
か
ら
本
格
的
な

生
産
に
と
り
か
か
り
、〝
湯
河
原
茶
〟
を
高
級
な
お
茶
と
し
全

国
に
売
り
出
す
方
針
。

（「
読
売
新
聞
」
昭
和
四
五
年
五
月
二
一
日
付
）

湯
河
原
中
央
農
協
で
は
、
一
九
七
二
（
昭
和
四
七
）
年

三
月
に
南
郷
共
同
茶
園
を
完
成
さ
せ
た
。
ミ
カ
ン
畑
に
茶

が
あ
る
と
ミ
カ
ン
が
虫
害
に
遭
い
や
す
い
た
め
に
茶
園
を

統
合
し
た
と
い
う
（
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
一
一
月

一
五
日　

力
石
利
貞
氏
よ
り
聞
き
取
り
）。

61　

湯
河
原
ミ
カ
ン
を
直
売

湯
河
原
ミ
カ
ン
を
直
売　

生
産
組
合
が
セ
ン
タ
ー
つ

く
る

県
下
の
ミ
カ
ン
ど
こ
ろ
、
湯
河
原
町
に
ミ
カ
ン
を
直
売
す
る

「
湯
河
原
オ
レ
ン
ジ
・
セ
ン
タ
ー
」
が
完
成
、
八
日
か
ら
オ
ー

プ
ン
す
る
。

こ
の
セ
ン
タ
ー
は
、
湯
河
原
農
協
に
集
荷
さ
れ
た
ミ
カ
ン

を
温
泉
客
な
ど
に
直
売
し
よ
う
と
湯
河
原
温
泉
の
門
川
生
産
組

合
（
組
合
員
九
十
四
人
）
が
つ
く
っ
た
も
の
で
、
場
所
は
同
町

門
川
の
国
道
一
三
五
号
線
沿
い
。
建
て
物
は
鉄
筋
二
階
建
て

四
六
五
平
方
㍍
で
、
工
費
は
千
八
百
万
円
。
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一
階
は
ミ
カ
ン
の
簡
易
貯
蔵
庫
、
二
階
は
ミ
カ
ン
の
ほ
か
地

区
内
で
生
産
さ
れ
る
青
果
物
、
花
キ
、
キ
ノ
コ
類
、
牛
乳
、
干

物
な
ど
も
直
売
す
る
。

現
在
、
湯
河
原
町
の
ミ
カ
ン
栽
培
面
積
は
約
五
四
〇
㌶
、
農

家
戸
数
七
五
四
戸
、
年
間
生
産
量
一
万
二
〇
〇
〇
㌧
、
金
額
に

し
て
九
億
円
。
こ
れ
ま
で
は
農
協
の
共
同
販
売
で
京
浜
、
北
関

東
、東
北
な
ど
の
市
場
に
出
荷
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
最
近
は
、

生
産
者
と
消
費
者
を
結
ぶ
直
売
方
式
や
ミ
カ
ン
狩
り
な
ど
観
光

農
業
に
移
行
し
つ
つ
あ
り
、こ
れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
た
め
、

生
産
者
組
合
が
こ
ん
ど
の
よ
う
な
大
規
模
な
直
売
所
を
つ
く
っ

た
。

（「
産
経
新
聞
」
昭
和
四
七
年
三
月
二
日
付
）

無
断
転
載
・
複
写
不
可

62　

ミ
カ
ン
農
家
が
総
決
起
大
会

蜜
柑
農
家
が
総
決
起
大
会　

最
高
の
増
産
、
最
低
の

値
段

【
湯
河
原
】
神
奈
川
県
柑
橘
農
業
協
同
組
合
連
合
会
（
小
瀬

潔
会
長
）
は
、
来
る
十
六
日
正
午
よ
り
、
小
田
原
市
民
会
館
に

て
「
柑
橘
危
機
突
破
生
産
者
大
会
」
を
開
催
す
る
。

湯
河
原
町
か
ら
は
湯
農
か
ら
百
人
、
中
央
農
か
ら
七
〇
人
が

大
挙
参
加
し
て
気
勢
を
あ
げ
る
が
、
本
年
の
湯
河
原
町
柑
橘
農

家
の
生
産
量
は
、
昨
年
の
八
千
ト
ン
を
大
き
く
上
回
る
一
万
三

四
千
ト
ン
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
九
州
、
中
国
、
四

国
地
方
な
ど
を
含
む
全
国
的
な
大
豊
作
、
昨
年
暮
か
ら
正
月
に

か
け
て
も
各
地
方
か
ら
続
々
と
出
荷
さ
れ
、
一
キ
ロ
当
り
二
十

円
を
割
る
時
も
あ
る
と
い
う
の
が
実
状
で
、
史
上
最
高
の
暴
落

ぶ
り
。
そ
こ
で
生
産
者
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
〝
死
活
問
題
だ
〟

と
立
ち
上
り
、
小
田
原
を
始
め
上
郡
、
下
郡
な
ど
の
組
合
員
千

二
百
人
が
参
加
し
て
「
総
決
起
大
会
」
を
開
催
す
る
こ
と
に
な

つ
た
も
の
。

大
会
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
①
み
か
ん
の
輸
入
自
由
化
と
自
由
枠
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拡
大
阻
止
。
②
み
か
ん
の
価
格
安
定
制
度
の
充
実
強
化
。
③
貯

蔵
み
か
ん
の
品
質
向
上
と
割
当
出
荷
の
実
施
。
④
柑
橘
経
営
の

合
理
化
推
進
。
な
ど
を
か
か
げ
て
、
気
勢
を
揚
げ
る
。

農
家
と
し
て
は
、
生
活
向
上
高
度
成
長
と
相
ま
つ
て
農
家
の

経
済
に
大
き
く
影
響
す
る
と
あ
つ
て
、
そ
の
大
会
中
政
府
に
補

助
対
策
を
講
じ
て
ほ
し
い
と
緊
急
動
議
が
提
案
さ
れ
、
今
後
陳

情
さ
れ
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

（「
伊
豆
毎
日
」
昭
和
四
八
年
一
月
一
二
日
付
）

一
九
七
二
（
昭
和
四
七
）
年
の
ミ
カ
ン
の
大
豊
作
に
よ
る
価

格
暴
落
に
加
え
、
オ
レ
ン
ジ
や
果
汁
の
自
由
化
が
予
想
さ
れ
る

危
機
を
受
け
て
の
大
会
開
催
で
あ
っ
た
。

63　

ミ
カ
ン
で
観
光
Ｐ
Ｒ
を
商
工
会
と
両
農
協
で
協
議

ミ
カ
ン
で
観
光
Ｐ
Ｒ
を　

商
工
会
と
両
農
協
で
協
議

湯
河
原
町
商
工
会
（
飛
田
金
次
郎
会
長
）
は
七
日
午
後
四
時

か
ら
湯
河
原
町
中
央
農
協
（
木
村
久
治
会
長
）
湯
河
原
町
農
協

（
木
村
利
正
組
合
長
）
と
政
策
懇
談
会
を
開
く
。

こ
と
し
は
ミ
カ
ン
が
全
国
的
に
豊
作
で
あ
り
、
ま
た
市
場
価

格
が
大
暴
落
し
て
農
家
は
大
変
な
赤
字
。

現
在
、
両
農
協
に
は
、
あ
わ
せ
て
八
千
㌧
以
上
の
貯
蔵
ミ
カ

ン
を
か
ゝ
え
て
い
る
が
、
価
格
の
回
復
は
期
待
で
き
な
い
状
況

に
あ
る
。

そ
こ
で
、
飛
田
会
長
、
室
伏
良
平
観
光
部
長
ら
が
、
観
光
誘

客
に
ミ
カ
ン
を
考
え
た
。

キ
ャ
ラ
バ
ン
な
ど
を
通
じ
、
東
京
の
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
な

ど
に
関
係
を
持
つ
商
工
会
が
、
団
地
に
安
く
販
売
す
る
な
ど
し

て
Ｐ
Ｒ
も
か
ね
よ
う
と
い
う
も
の
。
三
者
の
話
し
合
い
の
上
に

立
っ
て
町
の
協
力
（
補
助
な
ど
）
も
要
請
し
た
い
と
し
て
い
る
。

（「
東
海
日
報
」
昭
和
四
八
年
二
月
六
日
付
）

64　

深
刻
な
ミ
カ
ン
援
農
者
不
足

深
刻
な
ミ
カ
ン
援
農
者
不
足　

小
田
原
下
郡
地
方　
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充
足
率
は
六
割

こ
と
し
も
豊
作
貧
乏
が
予
想
さ
れ
る
県
西
地
方
の
ミ
カ
ン
地

帯
は
、
早
生
ミ
カ
ン
の
収
穫
が
終
り
に
近
ず
き
十
一
月
に
入
る

と
貯
蔵
ミ
カ
ン
の
も
ぎ
取
り
が
始
ま
る
が
、
援
農
者
不
足
は
深

刻
で
、
足
柄
農
業
改
良
普
及
所
の
調
べ
に
よ
る
と
今
月
二
十
五

日
現
在
、
小
田
原
市
と
下
郡
管
内
で
は
求
人
三
千
七
人
に
対
し

て
、
充
足
数
は
千
七
百
四
十
人
で
、
千
二
百
六
十
七
人
も
不
足

し
て
い
る
。

援
農
者
不
足
の
原
因
は
、
現
地
求
人
に
赴
い
た
職
安
係
員
な

ど
の
話
し
に
よ
る
と
、
東
北
地
方
で
は
土
工
で
も
賃
金
が
一
日

四
千
円
、
千
葉
県
で
は
中
年
層
の
女
性
で
も
ゴ
ル
フ
場
の
雑
役

で
一
日
二
千
四
百
円
が
支
払
わ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
よ
り

賃
金
の
低
い
ミ
カ
ン
援
農
者
は
敬
遠
さ
れ
ぎ
み
と
の
こ
と
。

こ
の
た
め
、
大
豊
作
だ
っ
た
昨
年
以
上
に
手
不
足
は
深
刻
で
、

年
内
に
収
穫
し
き
れ
ず
正
月
に
入
っ
て
か
ら
ミ
カ
ン
も
ぎ
を
す

る
農
家
が
か
な
り
出
そ
う
だ
と
い
っ
て
い
る
。

管
内
の
援
農
者
の
求
人
数
と
不
足
数
は
次
の
通
り
。
か
っ
こ

内
が
不
足

▽
湯
河
原
農
協
＝
三
百
人
（
百
五
十
人
）

▽
湯
河
原
中
央
＝
三
百
五
十
人
（
百
五
十
人
）

▽
片
浦
＝
八
百
三
十
人
（
三
百
人
）

▽
早
川
＝
三
百
三
十
二
人
（
百
人
）

▽
大
窪
＝
二
百
四
十
三
人
（
七
十
人
）

▽
小
田
原
市
＝
九
百
五
十
二
人
（
四
百
九
十
七
人
）

（「
神
静
民
報
」
昭
和
四
八
年
一
〇
月
三
一
日
付
）

ミ
カ
ン
収
穫
労
働
に
従
事
す
る
季
節
労
働
者
は
「
援
農
者
」

と
呼
ば
れ
、
他
県
か
ら
多
く
の
人
々
が
雇
用
さ
れ
た
が
、
年
々

人
手
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
援
農
者
の
な
か
に
は

雇
用
農
家
の
家
族
と
結
婚
し
た
り
、
旅
館
や
商
店
に
就
業
し
た

り
す
る
者
も
多
か
っ
た
。
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65　

湯
河
原
町
農
業
経
営
安
定
化
対
策
審
議
会
条
例

議
案
第
三
五
号

湯
河
原
町
農
業
経
営
安
定
化
対
策
審
議
会
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

湯
河
原
町
農
業
経
営
安
定
化
対
策
審
議
会
条
例
を
、
別
紙
の

と
お
り
制
定
す
る
も
の
と
す
る
。

昭
和
四
九
年
六
月
二
四
日
提
出

湯
河
原
町
長　

高
杉
茂
利

提
案
理
由

み
か
ん
栽
培
は
本
町
農
業
の
基
幹
作
目
で
あ
り
ま
す
が
、

昭
和
四
七
年
以
来
価
格
の
暴
落
に
よ
つ
て
農
家
は
大
き
な
打

撃
を
受
け
て
お
り
ま
す
。
こ
の
深
刻
な
状
態
は
本
年
は
勿
論

引
き
続
き
将
来
に
お
よ
ぶ
も
の
と
予
想
さ
れ
ま
す
。
こ
の
不

況
打
開
の
た
め
関
係
機
関
の
代
表
及
び
学
識
経
験
者
の
衆
知

を
結
集
し
た
研
究
機
関
を
設
置
し
、
農
業
経
営
の
安
定
向
上

を
は
か
り
た
い
の
で
、
本
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
四
九
年
六
月
二
四
日　

原
案
可
決

湯
河
原
町
議
会
議
長　
　
　

常
盤
正
雄
印

湯
河
原
町
農
業
経
営
安
定
化
対
策
審
議
会
条
例

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
湯
河
原
町
農
業
経
営
安
定
化
対
策
審

議
会
の
設
置
、
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
。

（
設
置
）

第
二
条　

本
町
の
基
幹
農
業
作
目
み
か
ん
の
当
面
す
る
諸
問
題

を
解
明
し
農
業
経
営
の
安
定
化
に
資
す
る
た
め
、
湯
河
原
町

農
業
経
営
安
定
化
対
策
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い

う
。）
を
設
置
す
る
。
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（
所
掌
事
項
）

第
三
条　

審
議
会
は
、
町
長
の
諮
問
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
審
議
す
る
。

一　

み
か
ん
の
栽
培
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

二　

み
か
ん
の
販
売
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

三　

農
業
経
営
安
定
化
施
策
に
関
す
る
こ
と
。

四　

農
業
経
営
安
定
化
施
策
の
普
及
に
関
す
る
こ
と
。

五　

そ
の
他
農
業
経
営
に
関
し
必
要
と
認
め
る
事
項
に
関
す

る
こ
と
。

（
組
織
）

第
四
条　

審
議
会
は
、
委
員
一
五
人
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

２　

特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

五
人
以
内
の
臨
時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３　

委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
町
長
が
任
命
又
は

委
嘱
す
る
。

一　

町
議
会
議
員　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
人

二　

農
業
団
体
の
役
員　
　
　
　
　
　
　

四
人

三　

学
識
経
験
者　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
人

四　

町　

職　

員　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
人

五　

そ
の
他
町
長
が
必
要
と
認
め
る
者　

三
人

４　

委
員
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
項
の
臨
時

委
員
は
特
別
の
事
項
の
調
査
審
議
が
終
了
し
た
と
き
は
退
任

す
る
も
の
と
す
る
。

５　

委
員
は
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
会
長
）

第
五
条　

審
議
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
定
め

る
。

２　

会
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。

３　

会
長
に
事
項

（
故
）が

あ
る
と
き
は
、
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名

す
る
委
員
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
会
議
）

第
六
条　

審
議
会
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。



223

第一節　農　　　業

２　

会
長
は
、
会
議
の
議
長
と
な
り
議
事
を
整
理
す
る
。

３　

審
議
会
は
、
委
員
の
二
分
の
一
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば

会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
議
事
）

第
七
条　

審
議
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
を
も

つ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

（
幹
事
）

第
八
条　

審
議
会
に
、
審
議
会
の
庶
務
を
処
理
す
る
た
め
幹
事

若
干
人
を
置
く
。

２　

幹
事
は
、
町
職
員
の
う
ち
か
ら
町
長
が
任
命
す
る
。

３　

幹
事
は
、
会
長
の
命
を
受
け
て
会
務
を
処
理
す
る
。

（
委
任
）

第
九
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（「
昭
和
四
九
年　

一
号
（
一
月
～
九
月
）
会
議
録　

議
事
録
」

湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

ミ
カ
ン
の
価
格
暴
落
・
不
況
を
背
景
に
、
農
業
経
営
の
安
定

化
、
ミ
カ
ン
栽
培
・
販
売
に
関
す
る
事
項
な
ど
を
審
議
す
る
審

議
会
が
設
置
さ
れ
た
。

66　

め
ざ
ま
し
い
観
光
農
業
へ
の
脱
皮

み
か
ん
狩
り
五
万
人
の
人
出
で
大
賑
い　

め
ざ
ま
し

い
観
光
農
業
へ
の
脱
皮　

豊
作
貧
乏
を
吹
き
飛
ば
す

【
湯
河
原
】
三
日
、
四
日
は
文
化
の
日
と
振
替
休
日
、
二
日

続
き
の
連
休
と
あ
つ
て
、
こ
の
日
湯
河
原
町
の
温
泉
旅
館
は

久
々
の
満
館
盛
況
ぶ
り
。
み
か
ん
狩
り
も
好
天
に
恵
ま
れ
、
駅

か
ら
千
歳
川
添
い
ま
で
押
し
寄
せ
る
み
か
ん
狩
り
客
で
長
蛇
の

列
、
こ
の
二
日
間
に
東
武
ト
ラ
ベ
ル
の
客
を
併
せ
て
約
五
万
人
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の
来
園
客
が
山
を
埋
め
た
。
推
定
収
入
は
入
園
料
だ
け
で
一
人

二
百
五
十
円
、
一
千
二
百
五
十
万
円
、
お
土
産
一
人
四
百
円
、

二
千
万
円
で
、
ざ
つ
と
三
千
万
円
の
金
が
落
さ
れ
た
わ
け
。
今

秋
、
シ
ー
ズ
ン
中
、
東
武
ト
ラ
ベ
ル
の
客
は
約
一
万
人
、
今
月

の
最
盛
期
を
越
し
た
十
二
月
二
十
二
日
ま
で
送
り
こ
ま
れ
て
く

る
。
あ
と
は
天
候
次
第
だ
が
、
み
か
ん
狩
り
組
合
は
予
定
の
来

園
客
を
得
て
組
合
員
も
ホ
ツ
と
し
て
い
る
。
全
国
的
に
み
か
ん

の
価
格
が
下
落
の
一
途
を
辿
り
、
豊
作
貧
乏
が
早
く
か
ら
さ
さ

や
か
れ
殊
に
早
川
地
方
は
深
酷
な
農
家
経
済
の
危
機
に
さ
ら
さ

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
不
況
下
に
湯
河
原
町
の
場
合
、
早
く
も

宮
下
、
門
川
、
城
堀
を
中
心
と
し
た
み
か
ん
農
家
が
観
光
農
業

に
切
り
換
え
を
み
せ
、
向
田
清
組
合
長
を
初
代
組
合
長
と
し
て

発
足
、
六
十
軒
の
組
合
員
を
擁
し
急
速
な
発
展
を
み
せ
て
来
た

努
力
が
い
ま
実
を
結
び
つ
つ
あ
る
。
こ
の
豊
作
貧
乏
、
み
か
ん

安
値
の
市
況
の
中
で
、
み
か
ん
狩
り
組
合
傘
下
の
生
産
者
は
活

気
づ
い
て
い
る
。
ひ
と
こ
ろ
は
鍛
治

（
冶
）屋

や
吉
浜
の
生
産
農
家
か

ら
駄
農
呼
ば
わ
り
さ
れ
た
一
時
期
も
あ
つ
た
が
、
い
ま
こ
う
し

た
地
域
で
さ
え
、
観
光
農
業
へ
の
脱
皮
に
迫
ま
ら
れ
て
い
る
。

鍛
治

（
冶
）屋

の
場
合
、
奥
地
に
通
じ
る
開
発
道
路
完
成
に
よ
つ
て
早

晩
こ
の
地
域
の
み
か
ん
狩
り
は
活
発
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
に
対
処
し
、
向
田
組
合
長
は
「
環
境
的
に
も
鍛
治

（
冶
）屋

な
ど
一

歩
恵
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
地
域
が
盛
ん
に
な
れ
ば
、
従
来
の
宮

下
、
門
川
、
城
堀
地
区
へ
の
影
響
は
当
然
で
て
く
る
。
従
つ
て

客
へ
の
心
か
ら
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
と
諸
設
備
が
な
お
一
層
大
切

に
な
つ
て
く
る
」
と
戒
し
め
て
い
る
。

（「
伊
豆
毎
日
」
昭
和
四
九
年
一
一
月
六
日
付
）

昭
和
四
〇
年
代
に
湯
河
原
観
光
の
目
玉
と
し
て
ミ
カ
ン
狩
り

が
盛
ん
に
な
り
、
シ
ー
ズ
ン
に
は
国
鉄
の
「
ワ
ッ
ペ
ン
列
車
み

か
ん
狩
り
号
」
で
東
京
方
面
か
ら
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
た
。

生
産
者
に
と
っ
て
ミ
カ
ン
狩
り
は
不
況
対
策
の
意
味
も
あ
っ
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
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67　

ミ
カ
ン
の
地
場
消
費
決
ま
る

み
か
ん
の
地
場
消
費
決
る　

一
㌔
65
円
で
旅
館
の
土

産
用

【
湯
河
原
】
湯
河
原
町
農
業
経
営
安
定
化
対
策
審
議
会
（
八

亀
民
雄
会
長
）
は
、
初
秋
よ
り
再
三
に
わ
た
る
審
議
と
、
旅
館

組
合
側
と
の
接
渉
に
よ
り
地
元
み
か
ん
の
「
地
場
消
費
」
を
決

め
、
一
キ
ロ
六
十
五
円
で
地
元
旅
館
側
で
デ
ザ
ー
ト
や
お
土
産

用
に
使
つ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
つ
た
。

こ
の
対
策
は
、
み
か
ん
の
価
格
が
伸
び
な
や
み
の
状
態
が
続

き
、
豊
作
貧
乏
と
な
ら
な
い
よ
う
昨
年
度
同
審
議
会
を
構
成

〝
地
元
の
み
か
ん
は
地
元
で
消
費
を
〟
を
テ
ー
マ
に
ス
タ
ー
ト

し
た
も
の
で
、
こ
と
し
は
十
一
月
初
旬
か
ら
中
旬
ま
で
の
東
京

市
場
の
〝
仕
切
り
値
段
〟
の
均
等
価
を
出
し
六
十
五
円
で
旅
館

で
多
い
に
利
用
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
つ
た
も
の
。

早
速
農
協
か
ら
は
、
コ
ン
テ
ナ
用
ケ
ー
ス
（
二
〇
キ
ロ
入
り

千
三
百
円
）
が
七
ケ
ー
ス
と
ダ
ン
ボ
ー
ル
（
一
五
キ
ロ
入
り
千

百
五
十
円
）
六
ケ
ー
ス
、
一
キ
ロ
入
り
の
ビ
ニ
ー
ル
袋
入
り

（
六
十
五
円
）
が
六
十
袋
と
ま
ず
ま
ず
の
注
文
だ
つ
た
が
旅
館

側
で
は
〝
こ
と
し
の
み
か
ん
は
、
生
産
調
整
か
ら
良
質
の
み
か

ん
、
そ
れ
に
増
し
て
い
つ
も
よ
り
甘
い
〟
と
あ
つ
て
評
判
が
良

い
。町

農
経
安
審
議
会
の
仲
介
に
よ
つ
て
漸
く
〝
地
場
消
費
〟
さ

れ
る
こ
と
に
な
つ
た
が
、
初
春
か
ら
地
元
み
か
ん
の
値
上
り
も

約
束
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
現
状
で
は
一
キ
ロ
六
十
五
円
で
旅

館
側
か
ら
消
費
し
て
く
れ
れ
ば
、
生
産
者
の
農
家
に
と
つ
て
も

ま
づ
ま
づ
の
値
段
で
「
一
石
二
鳥
」
の
対
策
と
い
つ
て
い
る
。

（「
伊
豆
毎
日
」
昭
和
五
〇
年
一
一
月
二
二
日
付
）

68　

ミ
カ
ン
農
業
の
不
況
に
対
応
策

み
か
ん
農
業
の
不
況
に
対
応
策　

県
が
奨
励
金
を
出
し

て
指
導　

湯
河
原
は
フ
キ
と
シ
メ
ジ　

す
で
に
青
木
さ
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ん
が
栽
培

下
農
林
事
務
所
で
は
、
地
域
で
小
規
模
に
生
産
さ
れ
て
い
る

特
産
物
を
掘
り
起
し
て
、
農
産
物
の
振
興
を
は
か
る
と
と
も
に

豊
作
貧
乏
の
み
か
ん
代
作
や
年
寄
り
た
ち
の
余
暇
対
策
の
一
助

に
と
地
域
農
産
物
等
奨
励
事
業
と
し
て
奨
励
金
を
交
付
し
て
推

進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
事
業
は
県
の
初
め
て
の
計
画
で
、
県
下
の
農
村
地
帯
で

そ
れ
ぞ
れ
に
行
わ
れ
る
が
、
同
事
業
を
通
し
て
地
域
に
あ
っ
た

特
産
物
を
振
興
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
同
所
管
内
で
は
各

市
町
か
ら
推
選
さ
れ
た
中
か
ら
七
つ
の
団
体
を
指
定
、
事
業
費

百
三
十
万
円
の
う
ち
半
額
の
六
十
万
円
を
県
が
奨
励
金
と
し
て

支
給
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
同
事
業
は
単
年
度
事
業
だ
が
さ

ら
に
継
続
し
て
奨
励
事
業
と
す
る
こ
と
も
検
討
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

対
象
事
業
の
中
で
湯
河
原
関
係
で
は
▽
み
か
ん
廃
木
利
用
に

よ
る
キ
ノ
コ
類
の
栽
培
で
、
人
工
シ
メ
ジ
生
産
組
合
（
代
表

者
・
青
木
俊
哉
さ
ん
）
＝
現
在
、
吉
浜
・
土
肥
地
区
で
シ
メ
ジ

は
サ
ン
ド
ウ
ィ
チ
法
に
よ
り
十
五
㌔
、
一
万
五
百
円
の
収
穫
を

予
想
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
十
月
一
日
講
習
会
を
ひ
ら

き
改
植
事
業
の
一
環
と
し
て
み
か
ん
廃
木
の
利
用
を
は
か
り
、

モ
デ
ル
地
区
を
設
置
し
て
普
及
奨
励
す
る
。

も
う
一
件
は
▽
み
か
ん
転
換
作
物
と
し
て
フ
キ
の
栽
培
育
成

（
湯
河
原
町
中
央
農
協
生
産
部
フ
キ
研
究
会
・
青
木
俊
哉
会
長
）

＝
十
月
一
日
講
習
会
を
ひ
ら
き
改
植
事
業
で
他
作
物
を
導
入
す

る
こ
と
が
困
難
な
と
こ
ろ
に
フ
キ
栽
培
を
奨
励
す
る
た
め
優
良

品
種
の
導
入
を
は
か
り
増
殖
を
し
て
行
く
。
ま
ず
フ
キ
の
母
体

を
十
月
に
五
ア
ー
ル
植
栽
、
翌
年
十
月
に
株
分
け
し
て
生
産
者

に
配
布
、
五
十
三
年
春
に
は
十
ア
ー
ル
当
り
二
㌧
、
五
十
万
円

の
生
産
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
研
究
改
良
は
や
が
て
「
豊
作
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど

貧
乏
す
る
」
と
い
う
み
か
ん
農
家
に
生
産
意
欲
を
高
め
、
ま
た

収
益
源
と
も
な
る
と
し
て
大
い
に
期
待
さ
れ
て
い
る
。
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（「
相
豆
新
聞
」
昭
和
五
一
年
九
月
九
日
付
）

ミ
カ
ン
の
価
格
暴
落
・
不
況
の
対
策
と
し
て
、
ミ
カ
ン
に
か

わ
る
新
た
な
特
産
品
と
し
て
、
以
後
、
様
々
な
作
物
が
模
索
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
（『
本
巻
』
七
二
・
七
四
・
七
六
・
七
七
参
照
）。

69　

湯
河
原
農
政
に
対
す
る
要
望
書

発
第
四
四
号

昭
和
五
二
年
一
月
一
八
日

湯
河
原
町
長

杉　

山　

實　

殿湯
河
原
町
中
央
農
業
協
同
組
合

組
合
長　

内　

藤　

正　

則　

印

湯
河
原
農
政
に
対
す
る
要
望
書

本
町
の
農
業
は
、
柑
橘
専
作
で
あ
り
ま
す
が
、
ご
承
知
の
よ

う
に
数
年
来
の
価
格
の
暴
落
と
、
一
昨
年
の
凍
霜
害
に
よ
り
、

三
八
〇
戸
の
農
家
は
大
き
な
經
済
危
機
に
直
面
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
危
機
を
乗
り
切
る
た
め
、
農
家
、
農
協
共
に
日
夜
努
力

を
続
け
て
お
り
ま
す
が
、
柑
橘
類
は
永
年
作
物
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
改
植
、
品
種
改
良
等
、
改
善
に
は
長
期
間
を
要
し
、

農
家
の
経
済
は
ま
す
ま
す
圧
迫
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
り

ま
す
。

農
協
と
し
ま
し
て
は
斯
う
し
た
現
状
を
ふ
ま
え
た
う
え
差

当
っ
て
下
記
の
事
業
の
推
進
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

町
当
局
と
し
ま
し
て
も
、
実
情
を
ご
賢
察
の
上
、
観
光
に
も

つ
な
が
る
み
か
ん
産
業
の
振
興
に
ご
理
解
を
い
た
だ
き
、
こ

（
マ
マ
）援

助
賜
わ
り
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

記

事
業
内
容
及
び
事
業
費
見
込
額

一
、
改
植
事
業

温
州
ミ
カ
ン
の
生
産
過
剰
に
よ
る
価
格
の
暴
落
に
対
処
し
、

農
家
は
二
割
減
反
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
が
、
永

年
作
物
と
い
う
性
格
上
、
実
施
が
困
難
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
本
年
度
、
不
良
系
統
、
不
適
地
、
老
木
園

等
、
低
位
生
産
園
を
中
心
に
、
五
〇
ha
の
伐
採
を
推
進
し
優

良
系
統
又
は
他
作
物
栽
培
を
指
導
す
る
。

二
、
転
換
作
物
導
入
促
進
事
業

本
地
域
に
適
し
た
野
菜
、
特
に
観
光
地
湯
河
原
の
特
産
と

な
る
よ
う
な
野
菜
類
の
導
入
を
は
か
る
。

三
、
融
資
事
業

改
植
を
促
進
す
る
た
め
、
農
家
負
担
の
軽
減
を
考
え
、
低

利
融
資
事
業
を
実
施
し
、
農
家
の
経
営
改
善
と
作
物
転
換
の

意
慾
の
向
上
を
は
か
る
。

四
、
そ
の
他
、（
ミ
カ
ン
の
地
場
消
費
拡
大
事
業
）

本
町
は
、
ミ
カ
ン
の
産
地
で
あ
り
な
か

（
マ
マ
）ら

地
元
で
消
費
す

る
量
は
二
五
％
に
過
ぎ
な
い
現
状
で
あ
る
。
よ
っ
て
諸
団
体

の
協
力
を
得
、
地
場
消
費
の
拡
大
を
は
か
る
。

事
業
費
見
込
額

　
　

一
、
改
植
事
業

　
　

二
、
他
作
物
導
入
事
業

説　
　
　

明

町
助
成
要
望
額

　
　

野
菜
苗
購
入

　
　

特
産
物
〃

　
　

シ
メ
ジ
茸
等
キ
ノ
コ
菌

　
　
　
　
　

二
〇
〇
千

　
　
　
　
　

三
〇
〇

　
　
　
　
　

二
〇
〇

計

　
　
　
　
　

七
〇
〇

　
　

三
、
融
資
事
業

　

温
室
等
施
設
建
設
資
金

　
　
　

融
資
見
込
額　

一
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

　
　
　

町
助
成
（
利
子
補
給
）
要
望
額　

年
三
・
五
％

　
　
　

三
五
〇
、
〇
〇
〇
円

　
　

四
、
そ
の
他

項　

目

説　

明

亊
業
費
見
込

助
成
要
望
額

伐
採
費

苗
木
購
入
費

髙
接
穂
木
代

五

×
一
二
〇
千
円

 

優
良
系
統
苗
木
一
、
五
〇
〇

 

晩
柑　

〃　
　
　
　

七
〇
〇 　

六
、
〇
〇
〇
千

　

二
、
二
〇
〇

　
　
　

二
〇
〇

五
〇
％

三
、
〇
〇
〇
千

　
　

〃
一
、
一
〇
〇

　
　
　
　
　

二
〇
〇

計

八
、
四
〇
〇

　
　

四
、
三
〇
〇

ha
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㈠　

糖
度
計
購
入
一
〇
〇
本
＠
一
二
、
〇
〇
〇
円

　

㈡　

採
草
地
管
理

　

㈢　

援
農
者
開
拓

　

㈣　

講
習
講
演
会

　

㈤　

ほ
場
研
究
費

　

助
成
要
望
額
四
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

　
　

〃　
　
　

二
〇
〇
、
〇
〇
〇

　
　

〃　
　
　

二
〇
〇
、
〇
〇
〇

　
　

〃　
　
　

二
〇
〇
、
〇
〇
〇

　
　

〃　
　
　

三
〇
〇
、
〇
〇
〇

計

　
　

〃　

一
、
三
〇
〇
、
〇
〇
〇

　
　

町
助
成
要
望
額
合
計　
　

六
、
六
五
〇
、
〇
〇
〇
円

（「
経
済
常
任
委
員
会　

昭
和
五
二
年
～
永
久
」
湯
河
原
町
役

場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

70　

超
高
値
で
大
人
気
呼
ぶ
「
大
津
四
号
」

中
央
農
協
貯
蔵
み
か
ん
出
荷
順
調
に　

超
高
値
で
大
人

気
呼
ぶ
『
大
津
四
号
』　

柑
橘
部
で
は
嬉
し
い
悲
鳴　

こ
と
わ
る
の
に
一
苦
労　

約
三
千
㌧
を
東
京
市
場
へ

記
録
的
な
日
照
り
で
枯
死
寸
前
か
ら
豊
作
貧
乏
が
一
転
し
て

昨
秋
以
来
果
物
界
の
人
気
を
さ
ら
っ
て
い
る
〝
み
か
ん
〟
は
、

い
よ
い
よ
貯
蔵
み
か
ん
の
出
荷
期
を
迎
え
「
注
文
殺
到
で
断
る

の
に
ひ
と
苦
労
」「
し
た
が
っ
て
値
段
も
上
々
」
と
い
う
こ
と

で
、
長
年
低
迷
し
続
け
た
み
か
ん
業
界
は
明
る
い
表
情
。
貯
蔵

み
か
ん
の
出
荷
作
業
も
活
気
に
も
え
て
い
る
。

湯
河
原
中
央
農
業
協
同
組
合
（
内
藤
正
則
組
合
長
）
の
貯
蔵

み
か
ん
出
荷
は
東
京
市
場
を
中
心
に
十
二
日
か
ら
始
ま
っ
た
が

十
五
日
の
東
京
市
場
市
況
は
、
い
ま
や
み
か
ん
の
王
者
と
な
っ

た
「
大
津
四
号
」
が
十
㌔
詰
最
高
の
Ｌ
級
で
六
千
円
、
平
均
で

は
四
千
四
百
五
十
六
円
。
普
通
み
か
ん
は
十
五
㌔
詰
平
均
で
千

六
百
円
。
大
津
四
号
は
、
普
通
み
か
ん
の
四
倍
の
高
値
と
な
っ

た
。
大
津
四
号
に
続
く
み
か
ん
の
名
門
「
青
島
」
の
出
荷
は
来

週
か
ら
は
じ
ま
る
。

同
農
協
は
、
五
十
三
年
産
み
か
ん
出
荷
目
標
を
四
千
三
百
㌧

と
五
十
二
年
度
出
荷
四
千
七
百
㌧
よ
り
四
百
㌧
減
と
み
て
お
り

こ
の
う
ち
早
生
み
か
ん
千
二
百
㌧
は
昨
年
秋
に
出
荷
を
終
っ
て

お
り
、
貯
蔵
み
か
ん
は
約
三
千
㌧
で
、
三
月
二
十
六
日
に
出
荷

を
終
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
総
べ
て
注
文
に
合
せ
て
出
荷
計
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画
が
決
っ
て
い
る
と
い
う
有
様
。
柑
橘
部
の
話
に
よ
る
と
「
注

文
が
殺
到
し
て
断
る
の
に
苦
労
し
て
い
る
」
と
い
う
。

ま
た
、
同
農
協
管
内
の
大
津
四
号
へ
の
改
良
計
画
は
、
地
元

だ
け
に
順
調
に
進
ん
で
お
り
、
来
年
度
か
ら
は
相
当
な
出
荷
が

で
き
る
。
こ
こ
二
～
三
年
後
に
は
大
い
に
期
待
で
き
る
と
生
産

農
家
は
張
切
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
み
か
ん
業
界
に
明
る
い
希
望
と
活
力
を
天
が
あ

た
え
る
こ
と
を
誰
も
予
期
し
な
か
っ
た
が
、
昨
年
七
月
か
ら
九

月
初
旬
に
か
け
記
録
的
な
日
照
り
続
き
で
、
み
か
ん
は
玉
伸
び

が
止
ま
り
、
葉
が
し
お
れ
る
な
ど
被
害
が
出
始
め
た
。
な
か
に

は
、
枯
死
寸
前
の
木
も
見
ら
れ
る
ほ
ど
で
、
県
柑
橘
連
合
会
は

戦
後
初
め
て
九
万
㌧
を
割
り
、
さ
る
三
十
九
年
の
干
ば
つ
を
上

回
り
そ
う
だ
と
警
告
を
発
し
、
み
か
ん
の
日
焼
け
防
止
用
紙
袋

や
網
を
か
け
、
散
水
す
る
よ
う
生
産
者
に
呼
び
か
け
た
が
、
栽

培
農
家
も
、
無
情
な
空
を
見
上
げ
「
も
う
だ
め
だ
」
と
頭
を
抱

え
た
。

こ
れ
を
重
視
し
た
湯
河
原
町
で
は
、
み
か
ん
散
水
用
タ
ン
ク

を
設
備
す
る
た
め
の
緊
急
補
助
を
だ
し
て
み
か
ん
農
家
を
「
頑

張
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
激
励
し
た
。
み
か
ん
農
家
も
今
年
の
生

産
は
あ
き
ら
め
る
と
し
て
も
、
木
を
枯
ら
し
て
し
ま
っ
た
の
で

は
「
も
と
も
こ
も
な
い
、
来
年
の
生
産
に
は
影
響
す
る
」
と
、

よ
う
や
く
気
を
取
り
房

（
戻
）し

、
焼
石
に
水
と
わ
か
り
な
が
ら
も
、

車
で
水
を
運
こ
び
「
涙
の
散
水
」
を
開
始
し
た
。
そ
の
と
き
、

七
月
以
来
待
ち
こ
が
れ
た
雨
が
降
り
、
十
分
に
み
か
ん
畑
に
水

分
を
も
た
ら
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
干
ば
つ
の
置
き
み
や
げ
は
「
甘
い
み
か
ん
」

と
な
り
、
多
少
減
産
と
な
っ
た
も
の
の
「
天
が
あ
た
え
た
出
荷

調
整
」
と
な
り
、
み
か
ん
業
界
に
活
路
を
あ
た
え
て
く
れ
た
の

で
あ
る
。

（「
相
豆
新
聞
」
昭
和
五
四
年
二
月
一
七
日
付
）
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71　

中
農
で
茶
摘
み
を
開
始　

昨
年
の
倍
二
千
キ
ロ
を
予
想

も
う
す
ぐ
「
八
十
八
夜
」　

中
農
で
茶
摘
み
を
開
始　

昨
年
の
倍
二
千
㌔
を
予
想

五
月
二
日
の
「
八
十
八
夜
」
を
目
の
前
に
、
湯
河
原
町
中
央

農
協
（
内
藤
正
則
組
合
長
）
で
は
、「
八
十
八
夜
に
新
茶
の
香

り
を
」
と
、
二
十
五
日
か
ら
南
郷
山
茶
園
の
茶
摘
み
を
開
始
し

た
。こ

の
南
郷
山
茶
園
は
、
同
農
協
が
四
十
五
年
に
一
万
平
方
㍍

を
大
造
成
し
た
も
の
で
、
標
高
四
百
㍍
と
山
が
高
い
た
め
空
気

が
清
浄
で
そ
の
う
え
霧
が
深
い
た
め
良
質
の
茶
が
生
産
で
き
る
。

土
壌
が
純
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
も
茶
に
適
し
た
改
良
が

で
き
る
な
ど
多
く
の
好
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
る
。
心
配
さ
れ
る

の
は
高
山
だ
け
に
遅
霧
に
よ
る
被
害
だ
が
、
本
番
静
岡
県
で
十

八
日
朝
五
十
％
に
及
ぶ
遅
霧
被
害
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

こ
の
南
郷
山
茶
園
は
全
く
そ
の
被
害
は
な
か
っ
た
。

同
農
協
の
話
に
よ
る
と
、
発
芽
に
ち
ょ
っ
ぴ
り
不
順
な
と
こ

ろ
も
み
ら
れ
た
が
、
全
般
的
に
生
育
は
順
調
で
、
昨
年
生
葉
で

千
㌔
の
生
産
だ
っ
た
が
今
年
は
二
千
～
二
千
五
百
㌔
と
前
年
の

倍
以
上
の
生
産
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
茶
摘
は
「
手
摘
み
」
だ

と
な
れ
た
者
で
一
日
十
五
㌔
、「
は
さ
み
刈
り
」
で
百
四
十
㌔

～
百
五
十
㌔
と
さ
れ
て
い
る
が
、
玉
露
と
か
緑
茶
の
高
級
も
の

は
矢
張
り
手
数
の
か
か
る
手
摘
み
で
な
い
と
好
ま
し
く
な
い
と

さ
れ
て
い
る
た
め
同
農
協
の
南
郷
山
茶
園
は
一
万
平
方
㍍
（
約

三
町
歩
）
と
い
う
広
大
な
面
積
で
あ
る
こ
と
か
ら
百
七
十
人
が

十
六
班
編
成
で
作
業
を
行
っ
て
い
る
。

（「
相
豆
新
聞
」
昭
和
五
四
年
四
月
二
六
日
付
）

72　

キ
ウ
ィ
を
初
出
荷
へ

キ
ウ
ィ
を
初
出
荷
へ　

湯
河
原
町
中
央
農
協
キ
ウ
ィ

部
会

湯
河
原
町
中
央
農
協
（
内
藤
正
則
組
合
長
）
の
キ
ウ
ィ
部
会
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（
力
石
不
二
男
部
長
）
は
、
キ
ウ
ィ
フ
ル
ー
ツ
を
二
十
五
日
に

京
浜
市
場
へ
初
出
荷
す
る
。

同
農
協
の
キ
ウ
ィ
部
会
は
価
格
低
迷
の
ミ
カ
ン
に
替
り
珍
果

と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
キ
ウ
ィ
を
栽
培
し
て
経
営
の
立
て

直
し
を
は
か
ろ
う
！
と
、
昨
年
暮
れ
に
発
足
。
各
方
面
の
指
導

を
得
て
栽
培
し
今
回
初
め
て
の
出
荷
と
な
っ
た
も
の
で
、
二
十

日
か
ら
箱
詰
め
作
業
を
始
め
、
部
員
十
三
名
に
加
え
手
伝
い
な

ど
含
め
約
二
十
人
が
、
期
待
を
胸
に
箱
詰
め
作
業
に
汗
を
流
し

た
。今

回
出
荷
さ
れ
る
の
は
今
年
は
じ
め
に
収
穫
し
追
熟
貯
蔵
し

て
あ
っ
た
も
の
も
合
わ
せ
約
三
㌧
で
千
ケ
ー
ス
に
な
る
と
い
う
。

値
段
の
方
は
ブ
ル
ー
ノ
な
ど
が
一
ケ
ー
ス
二
千
七
百
円
か
ら
三

千
円
く
ら
い
、
へ
イ
ワ
ー
ド
種
に
な
る
と
一
ケ
ー
ス
五
千
円
く

ら
い
の
値
が
つ
く
と
予
想
さ
れ
、
平
均
で
三
千
円
を
上
回
り
そ

う
。
同
部
で
は
今
後
さ
ら
に
高
質
の
キ
ウ
ィ
ー
栽
培
に
力
を
入

れ
て
い
く
と
い
う
。

（「
神
静
民
報
」
昭
和
五
七
年
一
月
二
二
日
付
）

キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
は
、
ミ
カ
ン
の
代
替
作
物
と
し
て
普
及
し
、

特
産
品
と
し
て
ワ
イ
ン
な
ど
の
加
工
品
も
作
ら
れ
た
（『
本
巻
』

一
〇
八
参
照
）。

73　

農
業
振
興
推
進
委
発
足

農
業
振
興
推
進
委
発
足　

湯
河
原
の
農
業
再
生
を　

町
が
肝
入
り
で
各
種
事
業
も

湯
河
原
町
の
地
域
特
性
な
ど
に
即
し
た
農
業
の
振
興
を
は
か

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
湯
河
原
農
業
振
興
推
進
委
員
会
」
が

こ
の
ほ
ど
発
足
し
た
。

湯
河
原
町
で
は
、
七
日
午
前
十
時
か
ら
町
役
場
で
町
内
の
両

農
協
組
合
長
、
西
湘
地
区
行
政
セ
ン
タ
ー
農
林
部
長
、
足
柄
改

良
普
及
事
務
所
長
、
県
立
柑
橘
試
験
場
長
、
県
農
業
会
議
業
務

課
長
、
町
議
会
建
設
経
済
委
員
長
ら
の
出
席
の
下
、
農
業
青
壮

年
の
創
意
と
自
主
性
に
も
と
づ
い
た
、
実
践
的
な
活
動
を
行
う
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組
織
と
し
て
農
業
振
興
推
進
委
員
会
を
発
足
さ
せ
る
こ
と
を
協

議
、
町
内
の
農
業
者
の
う
ち
か
ら
働
き
盛
り
の
十
名
を
委
員
に

委
嘱
し
た
。

同
委
員
会
は
任
期
二
年
、
運
営
は
町
産
業
課
長
（
杉
本
光
男

氏
）
が
主
宰
し
、
委
員
長
な
ど
は
お
か
な
い
委
員
の
自
由
な
発

言
、
意
向
を
尊
重
し
て
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

同
委
員
会
は
主
な
事
業
と
し
て
次
の
５
項
目
を
実
施
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

▽
農
家
意
向
調
査
、
現
地
実
態
調
査
、
市
場
流
通
調
査
等
を
行

う
▽
農
業
振
興
に
必
要
な
情
報
、
技
術
並
び
に
知
識
を
附
与
す
る

た
め
の
研
修
会
を
開
催
す
る

▽
集
団
活
動
等
の
促
進
を
図
る

▽
販
路
の
開
拓
等
農
産
物
の
販
売
方
法
の
改
善
を
図
る

▽
新
し
い
技
術
の
迅
速
な
普
及
を
図
る
た
め
に
関
係
機
関
と
の

連
携
の
強
化
を
す
る

　

推
進
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
次
の
通
り
。

▽
室
伏
重
孝
（
宮
下
）

▽
菅
沼
清
美
（
城
堀
）

▽
浅
田
操
（
門
川
）

▽
御
嶽
忠
常
（
土
肥
）

▽
早
藤
義
則
（
鍛
冶
屋
）

▽
鈴
木
美
好
（
吉
浜
）

▽
内
藤
逸
男
（
〃
）

▽
力
石
和
彦
（
〃
）

▽
向
笠
茂
幸
（
〃
）

▽
岩
本
賢
一
（
〃
）

な
お
、
第
一
回
委
員
会
は
十
一
日
午
後
七
時
半
か
ら
町
役
場

新
庁
舎
会
議
室
で
開
き
▽
実
習
展
示
試
験
圃
の
設
置
▽
意
向
調

査
▽
事
例
地
視
察
な
ど
に
つ
い
て
協
議
す
る
。

（「
伊
豆
毎
日
」
昭
和
五
九
年
六
月
九
日
付
）

農
業
振
興
推
進
委
員
会
は
若
手
農
家
が
委
員
の
中
心
と
な
り
、
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ミ
カ
ン
の
代
替
と
な
る
作
物
の
試
作
研
究
な
ど
を
精
力
的
に

行
っ
た
。

74　

ジ
ネ
ン
ジ
ョ
産
地
化
へ

ジ
ネ
ン
ジ
ョ
産
地
化
へ　

ミ
カ
ン
の
代
打
に
展
示
ほ

湯
河
原
町

ミ
カ
ン
に
代
わ
る
特
産
物
を
育
て
よ
う
と
、
足
柄
下
郡
湯
河

原
町
の
農
業
青
壮
年
ら
が
中
心
に
な
り
、
転
作
技
術
実
習
の
た

め
の
試
験
展
示
ほ
を
設
置
、
こ
の
ほ
ど
ジ
ネ
ン
ジ
ョ
の
植
え
付

け
を
行
っ
た
。

同
町
で
は
、
町
長
の
委
嘱
を
受
け
た
農
業
青
壮
年
の
代
表
十

人
を
構
成
員
と
す
る
町
農
業
振
興
推
進
委
員
会
が
昨
年
六
月
に

発
足
し
、
農
家
の
意
向
調
査
や
適
地
適
作
物
栽
培
の
推
進
、
農

産
物
販
売
方
法
の
改
善
な
ど
に
乗
り
出
し
た
。
そ
の
具
体
的
な

活
動
の
一
つ
が
展
示
ほ
の
設
置
で
、
足
柄
農
業
改
良
普
及
所
な

ど
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
ミ
カ
ン
転
作
作
物
の
栽
培
技
術
を

習
得
し
、
こ
こ
を
拠
点
に
特
産
物
づ
く
り
の
普
及
を
図
ろ
う
と

い
う
も
の
。

農
家
の
協
力
を
得
て
鍛
冶
屋
地
区
に
六
㌃
の
展
示
ほ
を
二
か

所
、
確
保
し
た
。
最
初
の
栽
培
作
目
は
、
委
員
の
意
見
や
先
進

地
の
状
況
、
温
泉
旅
館
向
け
の
特
殊
な
需
要
が
見
込
ま
れ
る
こ

と
な
ど
を
考
慮
し
た
上
で
、
ミ
ョ
ウ
ガ
と
シ
ョ
ウ
ガ
、
ジ
ネ
ン

ジ
ョ
の
三
品
目
に
決
め
た
。
ミ
ョ
ウ
ガ
と
シ
ョ
ウ
ガ
は
、
そ
れ

ぞ
れ
三
月
上
旬
と
四
月
上
旬
に
植
え
付
け
し
、
現
在
ま
で
順
調

に
生
育
し
て
い
る
。

ジ
ネ
ン
ジ
ョ
の
植
え
付
け
は
二
十
六
日
、
推
進
委
員
会
の
委

員
や
農
協
青
壮
年
部
員
、
農
業
委
員
、
農
協
役
員
ら
三
十
人
が

参
加
し
て
行
っ
た
。

ジ
ネ
ン
ジ
ョ
は
、
も
と
も
と
山
野
に
自
生
し
て
い
た
も
の
で
、

ヤ
マ
ト
イ
モ
や
ナ
ガ
イ
モ
と
は
違
っ
た
味
が
珍
重
さ
れ
る
が
、

山
野
以
外
で
は
腐
敗
菌
が
つ
き
や
す
い
こ
と
や
、
長
さ
が
一
㍍

に
も
な
り
、
掘
り
起
こ
し
作
業
が
大
変
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
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こ
れ
ま
で
栽
培
に
は
向
か
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
最

近
に
な
っ
て
パ
イ
プ
状
の
栽
培
器
を
土
の
中
に
埋
め
、
芋
を
栽

培
器
の
中
で
肥
大
さ
せ
る
方
法
が
開
発
さ
れ
た
た
め
、
栽
培
を

試
み
る
産
地
が
出
て
き
て
い
る
。
湯
河
原
の
場
合
も
、
こ
の
栽

培
器
を
使
う
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。

こ
の
日
は
、
二
班
に
分
か
れ
栽
培
器
の
土
入
れ
、
栽
培
器
を

埋
め
る
た
め
の
溝
掘
り
、
定
植
の
一
連
の
作
業
を
二
か
所
の
ほ

場
で
同
時
に
行
い
、
二
ほ
場
合
わ
せ
て
七
百
本
の
種
芋
を
植
え

付
け
た
。

（「
日
本
農
業
新
聞
」
昭
和
六
〇
年
四
月
三
〇
日
付
）

75　

農
林
水
産
ま
つ
り
開
催
へ

農
林
水
産
ま
つ
り
開
催
へ　

き
ょ
う
関
係
団
体
初
会
合

湯
河
原
町
で
は
、
農
業
、
林
業
、
漁
業
な
ど
い
わ
ゆ
る
第
一

次
産
業
者
に
よ
る
「
農
林
水
産
ま
つ
り
」
の
開
催
を
計
画
、

き
ょ
う
二
十
七
日
㈭
午
後
一
時
三
十
分
よ
り
町
役
場
新
庁
舎
会

議
室
に
お
い
て
実
施
へ
向
け
初
の
会
合
を
開
く
。

現
在
、
湯
河
原
農
業
協
同
組
合
で
は
共
進
会
を
、
同
中
央
農

業
協
同
組
合
で
は
農
協
ま
つ
り
を
開
催
、
そ
れ
ぞ
れ
に
柑
橘
品

評
会
な
ど
を
中
心
と
し
た
行
事
を
行
な
っ
て
お
り
、
林
業
、
漁

業
関
係
で
は
特
に
こ
の
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
は
設
け
ら
れ
て
い
な

い
。
そ
こ
で
、
本
年
度
か
ら
こ
れ
ら
第
一
次
産
業
関
係
団
体
に

よ
り
生
産
者
と
消
費
者
の
交
流
を
図
り
、
も
っ
て
第
一
次
産
業

の
振
興
を
図
る
な
ど
を
目
的
に
現
在
単
独
で
行
な
わ
れ
て
い
る

共
進
会
、
農
協
ま
つ
り
な
ど
を
統
合
・
発
展
さ
せ
よ
り
盛
大
な

「
農
林
水
産
ま
つ
り
」
と
し
て
開
催
し
よ
う
と
い
う
も
の
。

会
合
に
は
湯
農
協
、
中
央
農
協
、
森
林
組
合
、
漁
業
協
同
組

合
の
各
役
員
の
出
席
を
得
て
、
開
催
の
方
法
等
に
つ
い
て
協
議

が
行
な
わ
れ
る
。

（「
相
豆
新
聞
」
昭
和
六
〇
年
六
月
二
七
日
付
）

「
第
一
回
農
林
水
産
ま
つ
り
」
は
一
九
八
六
（
昭
和
六
一
）
年

二
月
に
開
催
さ
れ
、
現
在
に
い
た
る
。



236

第二章　農業・漁業・商工業の展開

76　

湯
河
原
で
ナ
ル
コ
ユ
リ
栽
培

ミ
カ
ン
の
不
振
を
打
開　

湯
河
原
で
ナ
ル
コ
ユ
リ
栽
培

生
け
花
や
盛
り
花
な
ど
の
材
料
と
し
て
欠
か
せ
な
い
ユ
リ
科

の
多
年
草
「
ナ
ル
コ
ユ
リ
」
が
、
足
柄
下
郡
湯
河
原
町
の
農
家

の
人
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
の
手
で
栽
培
さ
れ
、
出
荷
最
盛
期
。
ミ

カ
ン
不
振
の
農
家
が
、
打
開
策
の
一
環
と
し
て
は
じ
め
た
も
の

で
、
こ
と
し
が
初
出
荷
。

こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
同
町
の
湯
河
原
農
協
門
川
生
産
組
合
の

「
な
る
こ
ゆ
り
部
会
」（
角
田
晴
道
会
長
）
で
、
メ
ン
バ
ー
は
十

人
。
メ
ン
バ
ー
の
一
人
の
知
人
が
、
新
潟
県
内
で
、
ナ
ル
コ
ユ

リ
を
栽
培
し
成
功
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
五
十
八
年
秋
、
新
潟

を
視
察
し
た
。
一
昨
年
秋
、
新
潟
県
か
ら
取
り
寄
せ
た
球
根
を

メ
ン
バ
ー
の
畑
約
二
十
㌃
に
植
え
、
先
月
か
ら
出
荷
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
。
六
月
下
旬
ま
で
出
荷
さ
れ
る
見
込
み
。

球
根
か
ら
出
た
長
さ
約
四
十
㌢
の
茎
を
根
元
か
ら
刈
り
取
っ

て
出
荷
す
る
が
、
ク
マ
ザ
サ
に
似
た
幼
児
の
手
の
ひ
ら
の
よ
う

な
形
を
し
て
周
囲
が
白
く
な
っ
た
緑
色
の
葉
が
美
し
く
人
気
が

高
い
。
こ
れ
ま
で
に
五
回
出
荷
さ
れ
、
出
荷
値
も
一
本
三
十
円

か
ら
六
十
円
と
か
な
り
の
高
値
だ
っ
た
。
メ
ン
バ
ー
は
、
こ
れ

に
力
を
得
て
、
こ
と
し
は
合
わ
せ
て
約
一
万
本
を
出
荷
す
る
予

定
だ
と
い
う
。

栽
培
時
期
が
、
ミ
カ
ン
生
産
の
手
が
は
ぶ
け
る
農
閑
期
で

余
っ
た
労
力
を
有
効
に
利
用
で
き
る
こ
と
や
病
害
虫
に
強
い
な

ど
利
点
が
多
い
。
ま
だ
テ
ス
ト
段
階
だ
が
「
将
来
は
ミ
カ
ン
に

代
わ
る
特
産
物
に
で
き
れ
ば
…
…
」
と
メ
ン
バ
ー
の
夢
は
大
き

い
。

（「
東
京
新
聞
」
昭
和
六
一
年
五
月
二
一
日
付
）

77　

タ
ケ
ノ
コ
を
観
光
の
新
目
玉
に

ミ
カ
ン
だ
け
か
ら
脱
皮　

タ
ケ
ノ
コ
を
観
光
の
新
目
玉

に　

来
春
か
ら
本
格
栽
培　

豊
富
な
竹
林
を
活
用
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湯
河
原
町
は
、
町
内
の
農
家
の
人
た
ち
と
協
力
し
て
、
奥
湯

河
原
地
区
の
竹
林
で
の
タ
ケ
ノ
コ
の
栽
培
を
計
画
、
こ
れ
ま
で

に
竹
が
密
生
し
て
い
た
広
さ
約
四
十
㌃
の
栽
培
予
定
地
の
整
備

を
終
え
、
来
年
春
か
ら
本
格
的
な
タ
ケ
ノ
コ
栽
培
に
向
け
て
の

作
業
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
町
産
業
課
で
は
、
ミ
カ

ン
の
安
値
に
悩
む
農
家
の
副
収
入
と
し
て
、
ま
た
、
タ
ケ
ノ
コ

狩
り
な
ど
で
観
光
の
目
玉
と
し
て
期
待
し
て
い
る
。

同
課
に
よ
る
と
、
町
内
に
は
山
岳
地
帯
を
中
心
に
約
十
五
㌶

の
竹
林
が
あ
る
。
し
か
し
、
全
く
手
入
れ
さ
れ
て
い
な
い
と
こ

ろ
が
多
く
、
町
内
産
の
タ
ケ
ノ
コ
は
ほ
と
ん
ど
市
場
に
出
て
い

な
い
。
現
在
、
タ
ケ
ノ
コ
の
試
作
が
進
め
ら
れ
て
い
る
土
地
も

竹
が
密
生
し
て
い
て
良
質
な
タ
ケ
ノ
コ
が
収
穫
で
き
な
い
状
態

だ
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
ま
で
に
地
元
農
家
の
二
十
六
人
で
組
織
し
て
い
る
タ
ケ

ノ
コ
研
究
会
が
、
密
生
し
た
竹
（
モ
ウ
ソ
ウ
ダ
ケ
）
の
伐
採
を

行
い
、
三
・
三
平
方
㍍
に
つ
き
竹
一
本
の
割
合
ま
で
に
間
引
き

し
た
。

同
課
で
は
、「
お
い
し
い
タ
ケ
ノ
コ
を
栽
培
す
る
の
に
は
、

三
・
三
平
方
㍍
当
た
り
竹
一
本
が
理
想
的
で
、
肥
料
を
や
っ
て

地
味
を
豊
か
に
す
る
必
要
も
あ
り
ま
す
。
本
格
的
な
タ
ケ
ノ
コ

栽
培
に
は
ま
だ
時
聞
が
か
か
り
ま
す
が
、
今
年
春
に
は
タ
ケ
ノ

コ
も
試
験
的
に
収
穫
で
き
ま
し
た
」
と
い
う
。

将
来
は
タ
ケ
ノ
コ
狩
り
を
中
心
に
四
月
、
五
月
の
湯
河
原
温

泉
の
観
光
の
柱
に
も
し
て
い
く
予
定
。
ま
た
、
タ
ケ
ノ
コ
を
材

料
に
し
た
郷
土
料
理
も
開
発
し
た
い
と
い
う
。「
箱
根
山
塊
と

相
模
湾
に
囲
ま
れ
た
湯
河
原
は
気
候
も
よ
く
、
他
地
方
の
タ
ケ

ノ
コ
よ
り
早
め
に
出
荷
で
き
れ
ば
、
ミ
カ
ン
の
ほ
か
に
は
こ
れ

と
い
っ
た
特
産
品
の
な
い
湯
河
原
の
名
産
品
と
な
る
こ
と
も
夢

で
は
な
い
で
す
よ
」
と
期
待
し
て
い
る
。

（「
読
売
新
聞
」
昭
和
六
二
年
八
月
二
九
日
付
）
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78　

湯
河
原
町
産
地
温
州
ミ
カ
ン
園
地
再
編
計
画

湯
河
原
町
産
地
う
ん
し
ゅ
う
み
か
ん
園
地
再
編
計
画

計
画
作
成
年
月
平
成
元
年
三
月

産　
　

地　
　

名
湯
河
原
町

計
画
作
成
主
体
湯
河
原
町
か
ん
き
つ
園
地
再
編
対
策
本
部

本
計
画
の
対
象
区
域

湯
河
原
中
央
農
業
協
同
組
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

管
内

湯
河
原
農
業
協
同
組
合

一
．
現
状
と
課
題

本
町
の
基
幹
作
物
で
あ
る
う
ん
し
ゅ
う
み
か
ん
は
、
貯
蔵

み
か
ん
中
心
の
産
地
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

み
か
ん
は
消
費
者
嗜
好
の
多
様
化
等
に
よ
る
需
要
の
減
退
に

よ
り
、
生
産
過
剰
状
態
に
な
り
、
栽
培
面
積
の
削
減
に
よ
る

他
作
物
へ
の
転
換
対
策
を
進
め
て
き
た
も
の
の
、
全
国
で
は

依
然
と
し
て
構
造
的
過
剰
基
調
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
オ
レ
ン
ジ
及
び
オ
レ
ン
ジ
果

汁
の
輸
入
が
自
由
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
国
で
は
こ
の
事

態
に
備
え
て
、
全
国
で
二
万
二
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
み
か
ん
園

地
削
減
が
示
さ
れ
、
本
町
で
は
五
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
削
減
計

画
面
積
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
栽
培
面
積
二
七
六
ヘ
ク

タ
ー
ル
に
対
し
一
八
・
八
％
の
削
減
率
に
当
た
る
が
、
既
に

廃
園
及
び
放
任
園
が
あ
り
、
実
栽
培
面
積
は
二
五
一
ヘ
ク

タ
ー
ル
で
あ
り
実
削
減
率
は
二
〇
・
七
％
に
な
る
。
こ
の
よ

う
な
状
況
の
中
で
、
本
町
み
か
ん
産
地
の
体
質
強
化
を
図
る

こ
と
が
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
き
た
。

こ
の
た
め
、
適
地
適
産
の
考
え
方
を
基
本
と
し
た
う
ん

し
ゅ
う
み
か
ん
園
地
再
編
と
品
質
向
上
の
た
め
の
技
術
改
善
、

高
品
質
み
か
ん
生
産
の
た
め
の
組
織
体
制
作
り
と
販
売
方
法

の
改
革
等
、
総
合
的
な
対
応
に
よ
る
み
か
ん
農
業
の
体
質
強

化
を
強
力
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

二
．
園
地
再
編
推
進
の
基
本
的
な
考
え
方

　

㈠　

産
地
振
興
の
基
本
方
向

（
表
紙
）
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み
か
ん
の
適
地
適
産
を
徹
底
し
、
適
地
に
お
い
て
は

高
糖
系
の
優
良
系
統
み
か
ん
（
大
津
四
号
、
青
島
）
や

極
早
生
み
か
ん
（
宮
本
早
生
）
及
び
ハ
ウ
ス
み
か
ん

（
宮
川
早
生
）
な
ど
消
費
者
の
嗜
好
に
合
っ
た
高
品
質

な
み
か
ん
を
生
産
す
る
産
地
を
育
成
す
る
と
と
も
に
、

生
産
性
の
低
い
園
地
に
つ
い
て
は
、
他
作
物
及
び
山
林

等
へ
の
転
換
を
推
進
す
る
。

　

㈡　

園
地
転
換
等
の
考
え
方

み
か
ん
栽
培
不
適
地
の
う
ち
農
業
的
土
地
利
用
が
図

れ
る
園
地
は
、
需
要
動
向
に
即
し
つ
つ
、
落
葉
果
樹
や

植
木
類
等
を
導
入
し
、
地
域
特
産
物
と
し
て
定
着
・
発

展
す
る
よ
う
誘
導
す
る
。

一
方
、
農
作
物
へ
の
転
換
が
不
可
能
な
園
地
に
つ
い

て
は
、
土
地
利
用
制
度
と
の
整
合
性
を
図
り
つ
つ
、
農

地
以
外
の
他
用
途
及
び
山
林
等
へ
の
転
換
を
進
め
る
も

の
と
す
る
。

　

㈢　

産
地
の
体
質
強
化
の
た
め
の
整
備

　
　

・
品
種
構
成

本
町
の
う
ん
し
ゅ
う
み
か
ん
栽
培
面
積
の
う
ち
優
良

系
統
（
大
津
四
号
、
青
島
）、
極
早
生
み
か
ん
（
宮
本

早
生
）
が
約
六
割
を
占
め
て
い
る
が
、
今
後
は
、
在
来

種
及
び
宮
川
早
生
（
ハ
ウ
ス
み
か
ん
を
除
く
。）
の
全

て
を
優
良
系
統
へ
更
新
し
て
い
く
も
の
と
す
る
。

　
　

・
園
地
の
若
返
り

栽
培
適
地
の
老
齢
園
及
び
在
来
系
統
園
に
つ
い
て
は

優
良
系
統
へ
の
改
植
を
進
め
、
密
植
園
は
品
質
の
向
上
、

作
業
効
率
の
改
善
等
の
た
め
の
間
伐
に
よ
る
植
栽
本
数

の
適
正
化
を
捉
進
す
る
。

　
　

・
園
地
の
基
盤
整
備

本
町
の
み
か
ん
園
の
多
く
は
、
急
傾
斜
地
に
あ
り
、

み
か
ん
及
び
転
換
作
物
の
生
産
性
向
上
を
図
る
た
め
、

農
道
の
整
備
を
推
進
す
る
。
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・
園
地
の
集
団
化
と
規
模
拡
大

み
か
ん
栽
培
適
地
に
つ
い
て
は
、
農
用
地
利
用
増
進

法
等
の
活
用
に
よ
り
土
地
利
用
の
混
在
化
を
回
避
し
、

生
産
性
の
特
に
高
い
鍛
冶
屋
尾
崎
地
域
、
黄
金
松
地
域
、

泉
郷
清
水
地
域
等
は
集
団
園
地
を
育
成
・
確
保
す
る
。

　
　

・
生
産
出
荷
施
設
の
整
備

高
品
質
み
か
ん
の
計
画
的
な
生
産
を
図
る
た
め
、
品

質
区
分
集
出
荷
体
制
の
整
備
を
推
進
す
る
。
ま
た
、
転

換
作
物
に
つ
い
て
は
、
産
地
形
成
に
必
要
な
施
設
整
備

を
推
進
す
る
。

　
　

・
集
出
荷
の
改
善
及
び
販
売
の
推
進

高
品
質
の
み
か
ん
を
消
費
者
に
提
供
す
る
た
め
、
個

人
選
果
及
び
グ
ル
ー
プ
共
販
を
推
進
し
集
出
荷
の
改
善

強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
生
産
者
と
し
て
の
責
任
あ
る

出
荷
、
販
売
体
制
づ
く
り
を
推
進
す
る
。

三
．
園
地
転
換
等
の
計
画

　

㈠　

転
換
等
の
計
画
面
積

（
単
位　

ha
）

区
分

現
状
の

栽
培
面
積

Ａ

転
換
等
の

計
画
面
積

　

 

Ｂ　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

左
の
内
訳
の
見
込　

他
果
樹
へ
の
転
換

ユ　

ズ
銀　

杏
キ
ウ
イ
そ
の
他　

計　

早
生

普
通

　

四
二
・
〇

二
三
四
・
〇

一
〇
・
〇

四
二
・
〇

〇
・
五
〇
・
五　
　

〇
〇
・
五
一
・
五

〇
・
五
〇
・
五
一
・
〇
〇
・
七
二
・
七

計

二
七
六
・
〇
五
二
・
〇
一
・
〇
一
・
〇
一
・
〇
一
・
二
四
・
二

転
換
後
の

栽
培
面
積

Ａ
―
Ｂ

他
作
物
へ
の
転
換

植
林

廃
園

し
き
み
花　

木
野　

菜
そ
の
他

計

〇
・
五
〇
・
五
〇
・
五
〇
・
五
二
・
〇　

三
・
〇　

三
・
五　

三
二
・
〇

一
九
二
・
〇

一
・
五
二
・
〇
二
・
〇
一
・
五
七
・
〇
一
五
・
九
一
六
・
四

二
・
〇
二
・
五
二
・
五
二
・
〇
九
・
〇
一
八
・
九
一
九
・
九
二
二
四
・
〇

　

㈡　



転
換
等
を
実
施
す
べ
き
地
域
及
び
園
地
の
存
続
を
図
る

べ
き
地
域

　
　

ア
．
地
域
区
分
の
基
準

湯
河
原
町
で
は
、
適
地
適
産
の
考
え
方
を
基
本
と
し

て
、
み
か
ん
栽
培
に
不
向
き
な
園
地
の
転
換
基
準
は
、

下
記
地
域
と
す
る
。
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ア　

自
然
条
件

・
標
高
の
高
い
園
地
（
二
〇
〇
ｍ
以
上
）

・
窪
地
等
の
た
め
冷
気
が
停
滞
す
る
園
地

・
日
照
条
件
の
悪
い
園
地
（
谷
間
や
北
向
き
斜

面
の
園
地
）

・
急
傾
斜
地
に
あ
る
園
地
（
勾
配
約
三
五
％
以

上
）

　
　
　

イ　



生
産
さ
れ
る
果
実
の
品
質
か
ら
み
た
条
件
（
出
荷

時
）・

糖
度　
　

一
一
・
〇
度
未
満

・
酸
度　
　
　

一
・
〇
度
以
上

　
　
　

ウ　



ア
、
イ
を
基
本
に
、
そ
の
他
、
農
業
経
営
の
諸
般

の
事
情
、
又
は
農
地
周
辺
の
環
境
及
び
土
地
利
用

を
勘
案
し
不
適
地
と
思
わ
れ
る
園
地

　

イ
．
地
域
区
分

別
添
図
面
の
と
お
り
。

　

㈢　

集
中
転
換
地
区

　
　
　
　

該
当
地
な
し

　

㈣　

園
地
再
編
対
策
の
対
象
園
地
の
基
準

　
　

ア
．
通
常
の
植
栽
密
度

通
常
の
植
栽
密
度
は
、
次
の
基
準
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

樹　

齢

一
〇
年
生
未
満
一
〇
年
生
以
上

一
五
年
生
未
満
一
五
年
生
以
上

一
〇
ア
ー
ル

当
り
植
栽
本
数

お
お
む
ね

　

一
一
一
本

お
お
む
ね

　

四
八
本

お
お
む
ね

　

三
二
本

　

イ
．
通
常
の
栽
培
管
理

昭
和
六
二
年
度
以
降
転
換
等
の
実
施
年
度
ま
で
の

毎
年
度
に
お
い
て
、
農
業
共
同
組
合
、
農
業
改
良
普

及
所
等
が
定
め
た
栽
培
指
導
指
針
に
即
し
て
、
施
肥
、

防
除
等
の
栽
培
管
理
が
行
わ
れ
、
更
に
結
果
樹
園
に

あ
っ
て
は
収
穫
の
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

四
．
園
地
再
編
の
推
進
方
法
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㈠　

推
進
体
制

湯
河
原
中
央
農
協
、
湯
河
原
農
協
、
湯
河
原
町
農
業

委
員
会
、
学
識
経
験
者
、
篤
農
家
、
湯
河
原
町
で
構
成

す
る
産
地
対
策
本
部
（
委
員
一
七
名
）
を
設
置
し
、
湯

河
原
町
園
地
再
編
基
本
方
針
に
即
し
た
園
地
再
編
計
画

を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
本
対
策
の
推
進
に
あ
た
る
も

の
と
す
る
。

　
　

推
進
体
制
図

神 奈 川 県 対 策 本 部

園地再編計画の協議

園地再編計画の策定
湯河原町産地対策本部
農協別農家説明会

湯 河 原 町

か ん き つ 農 家

検討参加

西 湘 地 区
行政センター

湯河原中央農協
湯 河 原 農 協

説
明
会
参
加

意
向
反
映

検
討
参
加

検
討
参
加
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㈡　

推
進
方
法

ア
．
農
家
説
明
会

平
成
元
年
二
月
九
日
か
ら
一
三
日
ま
で
の
間
に
、

湯
河
原
農
協
管
内
（
対
象
人
数
三
〇
六
名
）
の
支
所

別
四
ケ
所
及
び
湯
河
原
中
央
農
協
管
内
（
対
象
人
数

三
六
一
名
）
の
本
所
に
お
い
て
、
適
地
適
産
を
基
本

と
し
た
、
か
ん
き
つ
園
地
再
編
対
策
事
業
に
つ
い
て

の
説
明
会
を
実
施
し
た
。

イ
．
相
談
窓
口
の
開
設

湯
河
原
農
協
、
湯
河
原
中
央
農
協
の
本
所
、
支
所

（
九
ケ
所
）
及
び
役
場
内
に
相
談
窓
口
を
開
設
し
、

問
合
せ
に
対
応
す
る
。

ウ
．
意
向
調
査

農
家
説
明
会
に
お
い
て
転
換
等
実
施
計
画
書
を
配

布
す
る
と
と
も
に
、
各
農
家
の
個
別
指
導
を
行
い
、

農
協
支
所
単
位
で
回
収
、
内
容
の
精
査
を
行
い
実
施

計
画
の
と
り
ま
と
め
を
し
た
。

五
．
か
ん
き
つ
類
の
生
産
出
荷
計
画

　

㈠　

種
類
の
構
成

（
単
位　

ha
）

種　
　

類

現　

状

目　

標

備　

考

う
ん
し
ゅ
う
み
か
ん
　

二
七
六　
　

二
二
四　

（
う
ち
ハ
ウ
ス
栽
培
）
（
一
・
五
）
（
二
・
五
）

　

㈡　

品
種
の
構
成

（
単
位　

ha
）

種　
　

類

品　

種

系　

統

現　

状

目　

標

備　

考

う
ん
し
ゅ
う
み
か
ん

極
早
生

宮　
　

本
　

五
・
〇
　
　

九
・
〇

早　

生

宮　
　

川

三
五
・
五
　

一
七
・
〇

ハ
ウ
ス
　

一
・
五
　
　

二
・
五

普　

通

青　
　

島

九
四
・
〇

一
〇
〇
・
〇

大
津
四
号

六
七
・
〇
　

七
〇
・
〇

藤　
　

中

二
二
・
〇
　

一
一
・
〇

在
来
種

五
一
・
〇
　

一
四
・
五

　

㈢　

品
種
更
新
計
画

一
）
改　

植

（
単
位　

ha
）
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種　
　

類

導
入
を
図
る
品
種

平
成

元
年

二
年

三
年

四
年

以
降

計

う
ん
し
ゅ
う
み
か
ん
極
早
生
（
宮
本
）
一
・
五
一
・
五
三
・
〇
一
五
・
〇
二
一
・
〇

普
通
（
青
島
）

二
・
〇
三
・
〇
三
・
〇
一
〇
・
〇
一
八
・
〇

　
（
大
津
四
号
）
一
・
〇
一
・
〇
一
・
〇　

五
・
〇　

八
・
〇

　
　
　

二
）
高　

接

（
単
位　

ha
）

種　
　

類

導
入
を
図
る
品
種

平
成

元
年

二
年

三
年

四
年

以
降

計

う
ん
し
ゅ
う
み
か
ん
極
早
生
（
宮
本
）
〇
・
五
〇
・
五
一
・
〇　

二
・
〇　

四
・
〇

普
通
（
青
島
）

〇
・
五
〇
・
五
〇
・
五　

〇
・
五　

二
・
〇

　
（
大
津
四
号
）
〇
・
五
〇
・
五
〇
・
五　

〇
・
五　

二
・
〇

（「
湯
河
原
町
産
地
か
ん
き
つ
園
地
再
編
計
画
図
」
略
）

（「
み
か
ん
園
地
再
編
対
策
に
関
す
る
綴
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

ミ
カ
ン
の
過
剰
生
産
に
対
応
す
る
た
め
適
地
適
産
の
徹
底
・

園
地
転
換
・
品
種
更
新
な
ど
の
ミ
カ
ン
園
地
の
再
編
が
計
画
さ

れ
た
。
な
お
、
改
植
と
は
古
い
樹
を
新
し
い
樹
に
替
え
る
こ
と
、

高
接
と
は
品
種
更
新
や
老
木
の
樹
勢
を
取
り
戻
す
た
め
枝
の
高

い
と
こ
ろ
で
接
ぐ
接
ぎ
木
の
技
術
の
こ
と
で
あ
る
。

79　

湯
河
原
町
が
観
光
農
園
計
画

農
業
で
脱
農
業　

湯
河
原
町
が
観
光
農
園
計
画　

体
験
施
設
／
直
売
所
／
研
修
館
／
広
場

湯
河
原
町
は
今
年
秋
か
ら
、
熱
海
市
泉
元
門
川
地
区
の
町
民

所
有
地
に
計
画
中
の
農
業
公
園
整
備
事
業
に
着
手
す
る
。
ミ
カ

ン
、
野
菜
な
ど
の
体
験
農
園
と
し
て
観
光
客
に
利
用
し
て
も
ら

う
も
の
で
、
温
泉
地
を
持
つ
観
光
の
町
で
あ
り
な
が
ら
誘
客
施

設
の
不
足
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
同
町
に
と
っ
て
、
待
望
の
観
光

施
設
と
な
る
。

併
せ
て
生
産
主
体
の
農
業
か
ら
観
光
農
業
へ
の
転
換
を
図
り

地
域
農
業
の
活
性
化
に
も
つ
な
げ
る
狙
い
が
あ
る
。
本
年
度
の

総
事
業
費
約
七
億
円
で
平
成
七
年
度
完
成
を
目
指
す
。

同
地
区
は
、
国
道
１
３
５
号
沿
い
の
相
模
湾
を
見
下
ろ
す
景

勝
地
。
事
業
の
対
象
と
な
る
土
地
は
約
七
十
㌶
の
丘
陵
地
で
、
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湯
河
原
町
の
九
十
一
軒
の
農
家
が
ミ
カ
ン
栽
培
を
営
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
数
年
の
後
継
者
難
や
減
反
の
た
め
遊
休
、
荒
廃

地
が
増
加
。
活
性
化
へ
の
新
し
い
方
策
が
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、

恵
ま
れ
た
自
然
や
観
光
と
一
体
化
さ
せ
た
農
業
構
造
の
転
換
が

試
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

計
画
で
は
、
ミ
カ
ン
を
中
心
と
し
た
果
樹
栽
培
の
ほ
か
野
菜
、

花
な
ど
複
合
作
物
の
栽
培
で
農
業
経
営
の
安
定
を
図
り
、
さ
ら

に
観
光
客
を
対
象
と
し
た
体
験
農
園
な
ど
に
利
用
を
広
げ
て
い

く
。園

内
に
は
作
物
や
生
産
加
工
品
の
直
売
所
や
レ
ス
ト
ラ
ン
、

さ
ら
に
農
業
研
修
館
を
備
え
た
総
合
観
光
施
設
を
建
設
。
ま
た

野
外
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
も
可
能
な
ふ
れ
あ
い
広
場
も
設
け
、
年

間
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
て
い
く
。
大
型

バ
ス
十
台
が
収
容
可
能
な
専
用
駐
車
場
も
建
設
の
予
定
。
完
成

後
は
土
地
所
有
者
の
門
川
生
産
組
合
を
中
心
に
農
事
組
合
法
人

を
組
織
、
公
園
の
管
理
運
営
は
す
べ
て
同
組
織
が
あ
た
る
。

（「
神
奈
川
新
聞
」
平
成
四
年
七
月
八
日
付
）

神
奈
川
新
聞
社
提
供
、
複
製
禁
止

観
光
客
誘
致
と
農
業
活
性
化
を
目
指
し
て
門
川
地
区
の
農
業

者
を
主
体
と
し
た
観
光
農
園
が
計
画
さ
れ
た
。
国
・
県
の
補
助

金
を
受
け
、
も
ん
が
わ
ア
グ
リ
パ
ー
ク
の
開
園
へ
と
結
実
す
る

が
、
経
営
困
難
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
る
（『
本
巻
』
八
〇
・
八

一
・
八
三
・
八
四
参
照
）。

80　

農
業
構
造
改
善
に
お
け
る
特
定
施
設
基
本
計
画

H
・
五
特
定
施
設
（
近
）
№
九

（
表
紙
）

神
奈
川
県
湯
河
原
町
門
川
地
区

　

農
業
構
造
改
善
に
お
け
る
特
定
施
設
基
本
計
画

　
　

　
　

　
│

緑
の
農
村
空
間
型

│

　
　
　
　
　
　
　

平
成
六
年
一
月

　
　
　

社
団
法
人　

全
国
農
業
構
造
改
善
協
会
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こ
の
基
本
計
画
は
、
神
奈
川
県
湯
河
原
町
の
委
託
に
基
づ
き
、

当
協
会
が
下
記
の
諸
氏
に
基
本
計
画
基
礎
資
料
の
作
成
を
依
頼

し
、
そ
の
結
果
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

本
基
本
計
画
基
礎
資
料
の
作
成
に
当
た
っ
て
、
関
東
農
政
局

農
政
部
構
造
改
善
課
、
神
奈
川
県
農
政
部
農
地
整
備
課
及
び
県

の
現
地
関
係
機
関
、
湯
河
原
農
業
協
同
組
合
、
農
事
組
合
法
人

も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
、
そ
の
他
関
係
団
体
並
び
に
関
係

農
業
者
の
方
々
の
参
加
協
力
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
対
し
深
く

謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

な
お
、
本
基
本
計
画
作
成
の
企
画
運
営
は
、
当
協
会
指
導
第

二
部
上
野
紀
四
郎
が
担
当
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

記

（
敬
称
略
、
順
不
同
）

東
京
農
業
大
学　

農
学
部　

助
教
授

日
暮
賢
司

笠
井
設
計
株
式
会
社　

建
築
設
計
本
部　一

級
建
築
士　

伊
吹
芳
男

地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
基
本
計
画
書

平
成
六
年
一
月

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
湯
河
原
町

一　

現
況

湯
河
原
町
は
、
神
奈
川
県
の
西
南
端
に
位
置
し
、
南
西
部
は

静
岡
県
熱
海
市
、
西
部
は
静
岡
県
田
方
郡
函
南
町
、
北
西
部
は

箱
根
町
、
北
東
部
は
小
田
原
市
、
東
部
は
真
鶴
町
と
接
し
て
い

る
。
西
・
南
・
北
の
三
方
を
い
わ
ゆ
る
箱
根
・
伊
豆
の
山
々
に

囲
ま
れ
、
大
観
山
に
源
を
発
す
る
新
崎
川
と
鞍
掛
山
に
源
を
発

す
る
千
歳
川
と
が
東
南
の
相
模
湾
に
向
か
っ
て
流
れ
、
こ
れ
ら

の
山
脈
の
裾
合
地
に
小
さ
な
沖
積
地
を
展
開
し
て
い
る
面
積
四

〇
・
九
九
㎢
の
町
で
あ
る
。

当
町
は
、
古
く
万
葉
の
時
代
か
ら
湯
河
原
の
温
泉
と
し
て

人
々
に
知
ら
れ
、
東
京
か
ら
一
〇
〇
㎞
の
近
さ
、
箱
根
、
伊
豆

の
観
光
地
を
背
後
に
ひ
か
え
、
年
間
七
〇
〇
万
人
の
観
光
・
リ
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ゾ
ー
ト
客
が
訪
れ
て
い
る
。

門
川
地
区
は
、
江
戸
時
代
に
は
宮
上
村
、
宮
下
村
、
門
川
村
、

城
堀
村
、
鍛
冶
屋
村
、
吉
浜
村
を
土
肥
六
ヶ
村
と
よ
び
、
小
田

原
藩
領
で
あ
っ
た
が
、
明
治
維
新
の
廃
藩
置
県
に
よ
り
、
千
歳

川
を
県
境
と
定
め
ら
れ
た
た
め
、
門
川
村
の
約
半
分
七
〇
町
歩

が
静
岡
県
（
熱
海
市
）
に
配
属
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
神
奈
川
県
湯
河
原
町
門
川
地
区
の
農
家
が
、
静
岡

県
熱
海
市
泉
元
門
川
に
あ
る
所
有
地
で
出
耕
作
を
お
こ
な
っ
て

い
る
。

経
営
耕
地
は
殆
ど
樹
園
地
（
み
か
ん
、
キ
ウ
イ
等
）
で
四

六
・
七
ha
（
Ｈ
・
二
）、
規
模
別
に
は
〇
・
五
ha
以
下
が
五

二
％
、
〇
・
五
～
一
・
〇
ha
が
三
二
％
と
な
っ
て
い
る
。
地
区

内
の
農
家
は
九
一
戸
、
そ
の
八
〇
％
が
兼
業
農
家
で
あ
り
、
年

令
も
高
令
化
し
て
い
る
が
、
意
欲
あ
る
若
手
を
中
心
に
有
利
な

農
地
利
用
と
将
来
の
農
業
の
あ
り
方
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
の

よ
う
な
な
か
で
、
門
川
生
産
組
合
を
母
胎
と
し
て
「
門
川
の
山

を
考
え
る
会
」
が
で
き
、
門
川
の
山
を
農
業
公
国

（
マ
マ
）と

し
て
、
み

か
ん
を
中
心
と
し
た
観
光
農
園
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
そ
の
実

施
主
体
と
し
て
農
事
組
合
法
人
「
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー

ク
」
を
設
立
、「
み
か
ん
・
海
・
湯
と
ぴ
あ
構
想
」
の
も
と
に

事
業
を
推
進
し
て
い
る
。

二　

事
業
目
的

本
地
区
の
農
業
構
造
改
善
事
業
は
、
門
川
の
山
を
農
業
公
国

（
マ
マ
）

と
し
て
観
光
農
園
を
行
う
こ
と
で
連
絡
道
整
備
、
農
林
漁
業
体

験
実
習
館
、
ふ
れ
あ
い
広
場
及
び
今
回
の
対
象
施
設
で
あ
る
地

域
資
源
総
合
管
理
施
設
を
中
心
に
す
す
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い

る
。そ

の
ね
ら
い
と
し
、
緑
豊
か
な
文
化
性
の
高
い
活
力
あ
る
農

村
社
会
の
建
設
、
農
業
所
得
、
農
業
関
連
産
業
総
生
産
額
の
改

善
等
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
具
体
的
展
開
目
標
と
し
て

㊀　

直
売
体
制
の
整
備
、
付
加
価
値
の
形
成
に
よ
る
「
就
農

の
安
定
」
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㊁　

農
家
集
団
が
自
ら
資
金
、
労
働
力
、
知
恵
を
出
し
あ
っ

て
計
画
実
施
す
る
事
業
で
あ
り
、
そ
の
事
自
体
が
農
業
・

農
村
の
活
性
化
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
も
ん
が
わ
・
ア
グ

リ
パ
ー
ク
の
役
員
、
即
ち
門
川
地
区
リ
ー
ダ
ー
が
率
先
し

て
動
く
「
リ
ー
ダ
ー
の
自
己
革
新
」

㊂　

農
産
物
等
の
加
工
処
理
技
術
の
習
得
、
都
市
と
農
村
の

交
流
に
よ
る
学
習
機
会
の
増
大
、
直
売
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
実

体
験
、
加
工
品
等
の
商
品
開
発
な
ど
に
よ
っ
て
の
「
人
材

育
成
」

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

本
地
区
の
農
業
構
造
改
善
事
業
の
最
大
特
徴
と
し
て
は
、
前

述
の
如
く
、
地
区
の
殆
ど
の
農
家
の
参
加
（
出
資
）
す
る
、
も

ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
が
、
役
員
を
中
心
と
し
て
自
か
ら
積

極
的
に
事
業
に
と
り
く
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
だ

け
を
と
っ
て
み
て
も
、農
業
・
農
村
の
活
性
化
（
人
的
活
性
化
）

は
半
分
以
上
遂
行
さ
れ
た
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

三　

設
置
予
定
場
所
お
よ
び
選
定
理
由

㈠　

設
置
予
定
場
所

静
岡
県
熱
海
市
泉
字
元
門
川
分
字
立
ヶ
窪
一
二
二
―

一

㈡　

選
定
理
由

　

基
礎
資
料
Ⅳ
の
一
の
㈡
の
と
お
り
。

四　

施
設
の
規
模
、
構
造
及
び
計
画
概
要
図

㈠　

規
模
及
び
構
造

地
下
一
階　

Ｒ
Ｃ
造　

三
六
二
・
四
〇
㎡

　

一
階　
　
　

鉄
骨
造　

二
八
五
・
七
二
〃

ピ
ッ
ト　
　
　
　
　
　
　

三
八
・
四
八
〃

合
計　
　
　
　
　
　
　

六
八
六
・
六
〇
〃

㈡　

計
画
概
要
図

　

基
礎
資
料
Ⅳ
の
四
の
と
お
り
。

五　

概
算
事
業
費
及
び
そ
の
積
算
基
礎

㈠　

概
算
事
業
費
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建
築
主
体
工
事　
　
　
　

二
〇
四
、
〇
〇
〇
千
円

整
地
工
事　
　
　
　
　
　
　

四
一
、
三
七
四　

〃

内
部
設
備
費　
　
　
　
　
　

二
〇
、
〇
〇
〇　

〃

地
質
調
査
費　
　
　
　
　
　
　

二
、
一
六
三　

〃

実
施
設
計
費　
　
　
　
　
　

一
〇
、
七
一
二　

〃

工
事
雑
費　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
七
五
一　

〃

合
計　
　
　
　
　
　
　
　

二
八
〇
、
〇
〇
〇　

〃

㈡　

積
算
基
礎

基
礎
資
料
Ⅴ
の
二
の
と
お
り
。

六　

事
業
主
体
の
名
称
及
び
そ
の
概
要

㈠　

事
業
主
体
の
名
称

農
事
組
合
法
人
「
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
」

㈡　

事
業
主
体
の
概
要

平
成
五
年
四
月
、
門
川
地
区
の
八
九
名
の
農
家
で
設

立出
資
金
四
、
〇
〇
〇
万
円

七　

管
理
運
営
計
画

㈠　

管
理
主
体
の
名
称

農
事
組
合
法
人
「
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
」

㈡　

管
理
運
営
体
制

管
理
主
体
の
中
に
地
域
資
源
総
合
管
理
運
営
委
員
会

を
設
け
、
管
理
運
営
を
行
う
。

管
理
責
任
者
は
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
代
表
理

事
。

㈢　

管
理
運
営
規
程
（
案
）

基
礎
資
料
Ⅵ
の
三
の
と
お
り
。

八　

収
支
計
画

　
　

基
礎
資
料
Ⅶ
―
三
の
表
Ⅶ
―
四
（
省
略
）
の
と
お
り
。

地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
基
本
計
画
基
礎
資
料

目
次
（
省
略
）

Ⅰ　

施
設
整
備
の
意
義
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一　

計
画
地
区
及
び
受
益
地
域
の
範
囲

㈠　

計
画
地
区
の
範
囲

計
画
地
区
は
、
神
奈
川
県
湯
河
原
町
門
川
地
区
と
い
う
名
称

で
あ
る
。
湯
河
原
町
は
神
奈
川
県
県
南
に
位
置
し
、
静
岡
県
と

隣
接
し
て
い
る
（
図
Ⅰ
―
一
参
照
）。
湯
河
原
町
門
川
地
区
は

静
岡
県
熱
海
市
と
隣
接
し
て
い
る
集
落
で
あ
る
。
受
益
者
の
居

住
地
は
湯
河
原
町
門
川
地
区
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
湯
河
原
町
と

熱
海
市
と
の
境
界
線
引
き
の
変
更
時
点
で
多
く
の
農
地
が
熱
海

市
内
に
変
更
に
な
っ
た
。

㈡　

受
益
地
区
の
範
囲

受
益
地
区
の
範
囲
は
、
湯
河
原
町
門
川
地
区
の
出
作
地
で
熱

海
市
泉
字
元
門
川
に
あ
る
所
有
耕
地
地
域
で
構
成
さ
れ
る
。
受

益
地
の
総
面
積
は
約
七
〇
Ha
。
そ
の
う
ち
、
農
業
経
営
耕
地
面

積
は
平
成
二
年
度
四
七
・
六
五
Ha
。
樹
園
面
積
は
四
六
・
四
一

Ha
で
全
体
の
九
七
・
四
％
を
占
め
て
い
る
。
湯
河
原
町
に
は
二

つ
の
農
協
が
あ
る
。
受
益
地
の
関
係
農
協
は
、
湯
河
原
農
業
協

同
組
合
で
あ
る
。
門
川
地
区
の
湯
河
原
農
協
に
占
め
る
温
州
み

か
ん
の
出
荷
量
割
合
は
、
約
五
五
％
と
高
い
も
の
と
な
っ
て
い

る
。

二　

地
域
農
業
の
概
要
と
当
面
す
る
課
題

㈠　

農
家
数
と
農
地

門
川
地
区
の
農
業
は
、
丘
陵
地
に
お
い
て
温
州
み
か
ん
栽
培

を
主
体
と
し
て
営
ま
れ
て
い
る
。
昭
和
三
〇
～
四
〇
年
代
に
お

い
て
、「
門
」
の
銘
柄
で
京
浜
地
域
の
消
費
者
に
親
し
ま
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
昭
和
四
〇
年
代
後
半
以
降
の
温
州
み
か
ん
の

生
産
過
剰
と
消
費
者
の
果
物
消
費
ニ
ー
ズ
の
変
化
に
よ
っ
て
、

表
一
―
一
に
示
し
て
あ
る
よ
う
に
、
み
か
ん
経
済
の
低
迷
、
一

部
キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
等
へ
の
転
換
が
み
ら
れ
る
。
門
川
地
区
の

農
家
戸
数
は
九
一
戸
で
あ
る
。
兼
業
農
家
の
割
合
は
八
割
を
こ

え
て
い
る
。
農
業
者
の
年
齢
も
高
齢
化
し
て
い
る
が
、
意
欲
あ

る
若
手
を
中
心
に
有
利
な
農
地
利
用
と
将
来
の
農
業
の
あ
り
方

を
検
討
し
て
い
る
。
特
に
、
湯
河
原
町
は
、
豊
富
な
湯
量
を
も
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つ
温
泉
、
奥
湯
河
原
県
立
自
然
公
園
等
の
観
光
・
リ
ゾ
ー
ト
資

源
に
恵
ま
れ
、
年
間
七
百
万
人
も
の
観
光
・
リ
ゾ
ー
ト
客
が
訪

れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
客
の
購
買
力
を
活
用
し
た
新
た
な
地

域
農
業
の
再
編
が
課
題
に
な
っ
て
い
て
、
解
決
の
た
め
に
意
欲

的
な
取
り
組
み
が
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

表
Ⅰ
─
一　

作
付
面
積
の
推
移　

（
単
位
：
ha
）

昭
和
五
五
年
度
平
成
二
年
度

変
化
率

温
州
み
か
ん

六
二
・
八
四

三
七
・
八
二
〇
・
六
〇

そ
の
他
柑
橘
　

一
・
九
四
　

二
・
六
五
一
・
三
七

キ
ュ
ー
イ
フ
ル
ー
ツ

〇　
　
　

　

五
・
九
四

―

茶

　

〇
・
二
五
　

〇
・
一
四
〇
・
五
六

野
　

菜
　

類
　

〇
・
〇
六
　

〇
・
三
一
五
・
一
七

茶
　

き
　

類

〇　
　
　

　

〇
・
四
四

―

合　
　

計

六
五
・
〇
九

四
七
・
三

資
料
：
湯
河
原
町
内
部
資
料

図
Ⅰ
―
一　

湯
河
原
町
門
川
地
区
農
業
公
園
整
備
事
業

　
　
　
　
　
　
　
（
省
略
）

三　

農
業
構
造
改
善
計
画
に
お
け
る
計
画
施
設
整
備
の
意
義

㈠　

農
業
構
造
改
善
計
画
の
目
標
と
対
応
の
方
向

門
川
地
区
の
農
家
は
、
相
模
湾
を
望
む
気
候
温
暖
・
風
光
明

媚
な
南
斜
面
の
丘
陵
地
に
温
州
み
か
ん
を
主
体
と
し
た
農
業
経

営
を
営
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
み
か
ん
産
業
を
と
り
ま
く
情
勢

は
厳
し
く
、
農
業
後
継
者
不
足
、
就
農
者
の
高
齢
化
が
進
ん
で

い
る
の
で
、
都
市
住
民
（
観
光
・
リ
ゾ
ー
ト
客
）
と
の
交
流
を

通
し
て
観
光
農
業
へ
の
転
換
を
図
り
、
も
っ
て
農
業
所
得
の
向

上
と
地
域
の
活
性
化
の
推
進
を
農
業
構
造
改
善
計
画
の
目
標
と

し
て
い
る
。

よ
り
具
体
的
に
は
㊀
高
品
質
ブ
ラ
ン
ド
み
か
ん
生
産
体
制
の

確
立
と
既
に
増
加
し
つ
つ
あ
る
キ
ュ
ー
イ
フ
ル
ー
ツ
、
野
菜
類
、

花
木
類
等
の
作
物
の
振
興
に
よ
る
多
品
目
生
産
化
を
進
め
る
こ

と
、
㊁
複
合
経
営
に
よ
る
周
年
観
光
農
業
と
新
た
な
形
態
の
体

験
型
交
流
農
業
の
確
立
を
図
る
こ
と
、
㊂
農
産
物
販
売
方
法
、

販
売
形
態
の
多
様
化
と
観
光
農
業
に
よ
り
農
業
所
得
を
安
定
・
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向
上
さ
せ
る
こ
と
、
㊃
豊
か
な
地
域
資
源
と
農
村
空
間
の
提
供

に
よ
る
都
市
住
民
と
の
交
流
に
よ
り
、
開
か
れ
た
農
村
を
形
成

す
る
こ
と
で
あ
る
。

具
体
的
な
農
業
農
村
活
性
化
農
業
構
造
改
善
事
業
（
地
域
資

源
活
用
整
備
活
用
農
業
構
造
改
善
事
業
―
緑
の
農
村
空
間
型

―
）
の
計
画
は
、
表
Ⅰ
―
二
、
表
Ⅰ
―
三
の
よ
う
に
、
補
助
事

業
と
単
独
事
業
と
が
あ
る
。
補
助
事
業
は
、
㊀
構
造
改
善
推
進

事
業
（
活
性
化
推
進
事
業
）、
㊁
土
地
基
盤
整
備
事
業
（
連
絡

道
整
備
）、
㊂
近
代
化
施
設
整
備
（
地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
）、

㊃
環
境
施
設
整
備
事
業
（
農
林
漁
業
体
験
学
習
施
設
、
ふ
れ
あ

い
広
場
施
設
）
で
あ
る
。
単
独
事
業
は
近
代
化
施
設
整
備
事
業

（
駐
車
場
造
成
工
事
、
近
代
化
施
設
整
備
）
で
あ
る
。
補
助
事

業
の
事
業
費
は
八
六
二
百
万
円
。
単
独
事
業
の
事
業
費
は
一
四

五
百
万
円
。
合
計
一
、
〇
〇
七
百
万
円
に
な
る
。

こ
の
中
で
、
今
回
の
特
定
施
設
（
農
業
近
代
化
）
基
本
計
画

の
対
象
施
設
は
、
表
Ⅰ
―
二
お
よ
び
三
に
太
線
で
囲
っ
て
あ
る

近
代
化
施
設
整
備
事
業
の
地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
、
事
業
費

二
八
〇
百
万
円
（
補
助
対
象
部
分
一
八
〇
百
万
円
、
補
助
対
象

外
一
〇
〇
百
万
円
）、
で
あ
る
。

特
に
、
地
元
の
期
待
の
大
き
な
も
の
は
、
㊀
連
絡
道
の
整
備

と
㊁
近
代
化
施
設
整
備
事
業
（
地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
）
及

び
㊂
環
境
施
設
整
備
事
業
（
農
業
漁
業
体
験
実
習
施
設
）
で
あ

る
。
近
代
化
施
設
整
備
事
業
に
つ
い
て
は
、
平
成
五
～
六
年
度

事
業
で
あ
る
。
地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
整
備
で
、
管
理
事
務

室
、
研
修
室
、
食
体
験
室
、
食
材
加
工
室
を
設
け
る
計
画
で
あ

る
。
事
業
費
は
一
八
〇
百
万
円
。
補
助
率
は
六
〇
％
（
国
五

〇
％
、
県
一
〇
％
）
で
あ
る
。
平
成
五
年
度
に
整
地
、
石
積
等

の
工
事
で
五
六
百
万
円
を
投
資
す
る
予
定
で
あ
る
。
平
成
六
年

度
に
、
建
物
建
設
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
れ
に
係
わ
る
環
境
衛

生
関
係
、
電
気
、
計
器
類
の
整
備
を
行
う
計
画
で
あ
る
。

表
Ⅰ
―
二　



農
業
構
造
改
善
事
業
計
画
の
構
造
（
補
助
事

業
）
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（
省
略
）

表
Ⅰ
―
三　


農
業
構
造
改
善
事
業
計
画
の
構
想
（
単
独
事

業
）

　
　
　
　
　
　
（
省
略
）

㈡　

計
画
施
設
整
備
の
意
義

今
回
の
施
設
整
備
は
、
地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
及
び
管
理

棟
で
あ
る
の
で
こ
れ
ら
の
設
置
の
意
義
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
。

こ
の
計
画
施
設
の
管
理
運
営
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
農
家
集
団

で
あ
る
農
事
組
合
法
人
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
で
あ
る
。

通
常
の
場
合
、
施
設
の
事
業
、
管
理
運
営
は
、
農
協
、
市
町
村

で
行
わ
れ
て
い
る
。
農
家
集
団
が
、
自
ら
資
金
と
労
働
力
を
だ

し
て
運
営
す
る
の
は
全
国
的
に
み
て
も
珍
し
い
ケ
ー
ス
で
独
自

性
が
あ
る
。
本
来
、
農
業
・
農
村
の
活
性
化
は
、
行
政
か
ら
頼

ま
れ
て
行
う
の
で
は
な
く
、
農
家
集
団
自
ら
が
積
極
的
に
取
り

組
む
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
近

代
化
施
設
を
利
用
し
た
、
事
業
運
営
が
盛
り
上
が
り
、
活
性
化

に
結
び
付
く
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

計
画
施
設
の
意
義
と
し
て
は
、
就
農
の
安
定
、
農
家
（
役
員
）

の
自
己
革
新
、
人
材
育
成
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ア　

就
農
の
安
定

そ
れ
は
第
一
に
、
こ
の
施
設
設
置
に
よ
っ
て
就
農
の
安
定
が

図
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
就
農
の
不
安
定
の
最
大
の
要
因

は
、
農
業
所
得
の
少
な
さ
、
不
安
定
さ
に
あ
る
。
地
域
資
源
総

合
管
理
施
設
等
の
設
置
と
直
売
体
制
の
整
備
に
よ
っ
て
、
農
産

物
の
販
売
額
が
増
加
し
、
か
つ
安
定
的
に
な
る
。
さ
ら
に
、
加

工
農
産
物
等
を
直
売
す
れ
ば
一
層
の
付
加
価
値
を
形
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
湯
河
原
町
は
年
間
七
〇
〇
万
人
も
の
観
光
・
リ

ゾ
ー
ト
客
が
訪
れ
る
。
し
か
も
四
季
を
通
し
て
平
均
的
に
訪
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
及
び
地
域
の
人
々
が
農
産
物
等
を
購

入
す
れ
ば
そ
の
需
要
額
は
大
き
な
も
の
に
な
る
。

イ　

リ
ー
ダ
ー
の
自
己
革
新

第
二
に
、
今
回
の
施
設
の
設
置
、
導
入
計
画
作
成
に
当
た
っ
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て
は
、
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
の
役
員
が
主
体
的
に
活
動

し
た
。
門
川
地
区
の
果
樹
園
を
甦
え
さ
せ
る
た
め
に
、
も
ん
が

わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
を
結
成
し
て
、
集
団
の
力
で
農
業
公
園
を

運
営
し
て
い
く
計
画
で
あ
る
。
補
助
事
業
を
円
滑
に
導
入
す
る

た
め
の
諸
手
続
き
、
補
助
残
融
資
の
手
続
き
、
多
額
の
負
債
を

抱
え
た
中
で
の
事
業
運
営
の
方
策
等
主
体
的
に
こ
な
し
て
き
て

い
る
。今
後
、農
業
公
園
を
運
営
す
る
に
は
、門
川
地
区
の
リ
ー

ダ
ー
が
率
先
し
て
、
直
売
及
び
観
光
・
リ
ゾ
ー
ト
客
へ
サ
ー
ビ

ス
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
果
実
を
農
協
を
通
し
て
卸
売

市
場
へ
無
条
件
委
託
販
売
で
出
荷
し
て
い
た
過
去
の
発
想
と
は

大
き
く
変
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
リ
ー
ダ
ー
の
自
己
革
新

が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
門
川
地
区
の
農
家
が
理
解
を
示
す
よ
う

に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ウ　

人
材
育
成

第
三
に
、
施
設
設
置
と
事
業
運
営
に
よ
っ
て
人
材
を
育
成
す

る
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
地
域
資
源
総
合
管
理
施
設

（
食
材
加
工
室
）
の
設
置
に
よ
っ
て
、
㊀
農
産
物
等
の
加
工
処

理
技
術
を
習
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
施
設
活
用

に
よ
っ
て
、
㊁
都
市
と
農
村
と
の
交
流
が
容
易
に
な
り
、
相
互

の
学
習
機
会
が
増
大
す
る
。さ
ら
に
、㊂
直
売
の
ノ
ウ
ハ
ウ
（
価

格
設
定
、
在
庫
処
理
、
陳
列
方
法
等
）
を
実
体
験
を
通
し
て
学

ぶ
こ
と
に
な
る
と
同
時
に
都
市
と
農
村
と
の
交
流
機
会
の
増
大

に
よ
っ
て
、
㊃
加
工
品
を
含
め
た
望
ま
し
い
商
品
開
発
の
情
報

を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
人
材
育

成
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。

計
画
地
区
内
の
ほ
ぼ
入
り
口
に
位
置
す
る
場
所
に
地
域
資
源

総
合
管
理
施
設
等
を
計
画
す
る
。
地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
は
、

地
理
的
に
み
て
、
利
用
者
が
一
度
は
訪
れ
る
施
設
と
も
な
る
の

で
、
利
用
施
設
の
案
内
だ
け
で
は
な
く
、
施
設
設
置
の
背
景
と

な
る
本
事
業
の
主
旨
を
、
利
用
者
の
見
や
す
い
と
こ
ろ
に
掲
げ

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
は
、
地
域
案

内
・
観
光
農
園
案
内
の
で
き
る
よ
う
に
ガ
イ
ド
・
ボ
ー
ド
の
設



255

第一節　農　　　業

置
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
施
設
は
、
農
産
物
の
直
売
や

利
用
者
の
休
息
の
場
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
観
光
農
園
で
生
産
さ

れ
た
新
鮮
な
農
産
物
を
使
っ
た
健
康
食
品
と
し
て
、
み
か
ん

ジ
ュ
ー
ス
、
豆
乳
、
サ
ラ
ダ
等
を
飲
食
で
き
る
よ
う
な
休
息

コ
ー
ナ
ー
を
設
け
た
施
設
と
し
て
整
備
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の

施
設
は
、
研
修
・
講
習
等
の
一
つ
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
と
も
な
れ

る
よ
う
に
計
画
さ
れ
る
。

Ⅱ　

施
設
の
利
用
計
画

一　

生
産
者
組
織
等
の
現
状
と
問
題
点

門
川
集
落
に
は
、
門
川
生
産
組
合
が
あ
る
。
こ
の
組
合
は
昭

和
二
三
年
に
設
立
さ
れ
て
い
る
。
現
在
も
、
門
川
生
産
組
合
は

存
在
し
て
い
る
。
こ
の
組
合
を
母
胎
と
し
て
、
門
川
の
山
を
考

え
る
会
（
二
〇
名
の
役
員
）
が
昭
和
六
三
年
に
設
立
さ
れ
て
、

今
後
の
地
域
（
集
落
）
農
業
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
今
後
の
農
業
は
、
門
川
の
山
を
農
業
公
園
に
し
て
、

温
州
み
か
ん
を
中
心
と
し
た
観
光
農
園
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
を
契
機
と
し
て
、
門
川
の
山
を
考
え
る
会
を
発
展
解
消
し

て
、
農
事
組
合
法
人
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
が
平
成
六
年

四
月
に
設
立
さ
れ
た
。
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
の
定
款
に

よ
る
と
、
そ
の
目
的
は
「
こ
の
組
合
は
、
組
合
員
の
農
業
生
産

に
つ
い
て
の
協
業
を
図
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
生
産
性
を
向
上
さ

せ
、
組
合
員
の
協
同
の
利
益
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。」
と
あ
る
。
農
産
物
の
販
売
に
つ
い
て
は
、
特
に
明
文
化

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
販
売
を
含
め
た
施
設

の
管
理
運
営
は
、
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
で
行
う
と
い
う

計
画
で
あ
る
。
詳
細
は
、
付
属
資
料
、
農
事
組
合
法
人
も
ん
が

わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
『
定
款
』
及
び
『
地
域
資
源
総
合
管
理
施

設
管
理
運
営
規
定
（
案
）』
を
参
照
さ
れ
た
い
。

表
Ⅱ
―
一　

農
業
者
等
の
組
織
す
る
団
体
の
活
動
状
況

　
　
　
　
　
　
　
（
省
略
）

二　

施
設
整
備
に
関
す
る
生
産
者
の
意
向

温
州
み
か
ん
経
済
の
低
迷
の
中
で
、
農
業
の
担
い
手
が
高
齢
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化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
門
川
の
山
（
果
樹
園
）
を
維
持
管
理

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
収
益
性
が
あ
る
な
ら
ば
、
門

川
の
果
樹
園
を
喜
ん
で
活
用
し
た
い
と
い
う
比
較
的
若
い
農
業

の
担
い
手
も
い
る
。
問
題
は
収
益
性
が
あ
る
か
否
か
、
と
い
う

点
に
あ
る
。
収
益
性
を
あ
げ
る
た
め
に
、
門
川
の
山
を
考
え
る

会
に
よ
っ
て
検
討
を
重
ね
て
き
た
結
果
、
門
川
の
果
樹
園
を
農

業
公
園
と
し
て
集
客
を
図
り
、
温
州
み
か
ん
を
中
心
に
そ
の
加

工
品
、
中
晩
柑
類
、
野
菜
等
を
直
売
す
る
計
画
が
考
え
出
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
考
え
方
の
延
長
線
上
に
今
回
の
門

川
地
区
農
業
公
園
整
備
事
業
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。
門
川
地
区

の
農
家
戸
数
は
九
一
戸
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
今
後
当
分
の
間

農
業
に
従
事
で
き
る
六
〇
歳
未
満
の
男
性
は
二
三
人
い
る
。
こ

の
多
く
は
、
門
川
の
山
を
考
え
る
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。

今
後
、
こ
の
二
三
人
の
男
性
の
農
業
の
担
い
手
が
主
力
に
な
っ

て
、
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
を
引
っ
張
っ
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
女
性
の
農
業
担
い
手
も
い
る
。
門
川
地
区

の
農
協
婦
人
部
の
メ
ン
バ
ー
は
約
六
〇
人
で
あ
る
。
門
川
地
区

の
多
く
の
農
家
は
、
門
川
の
果
樹
園
を
有
効
利
用
す
る
こ
と
に

賛
成
の
意
を
表
し
て
い
る
。
今
回
の
地
域
資
源
総
合
管
理
施
設

は
、
門
川
の
果
樹
園
を
有
効
利
用
す
る
た
め
の
中
核
的
な
拠
点

施
設
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

三　

施
設
利
用
に
係
わ
る
農
産
物
の
生
産
・
加
工
等
の
技
術
の

現
状
と
改
善
方
向
並
び
に
農
産
物
の
掌
握
状
況

表
Ⅰ
―
一
に
示
し
た
よ
う
に
、
門
川
地
区
の
農
産
物
の
多
く

は
温
州
み
か
ん
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
湯
河
原
農
協
の
み
か
ん

取
扱
量
の
五
五
％
を
門
川
地
区
の
温
州
み
か
ん
で
占
め
て
い
る
。

温
州
み
か
ん
の
生
産
技
術
に
は
、
過
去
の
実
績
が
あ
り
、
し
か

も
温
州
み
か
ん
生
産
量
の
掌
握
は
、
系
統
農
協
利
用
率
約
二

五
％
と
低
い
が
、
直
売
が
成
功
す
れ
ば
、
収
益
性
の
向
上
か
ら
、

一
層
農
家
の
結
束
が
予
想
さ
れ
る
。
現
在
の
出
荷
に
関
す
る
問

題
は
、
価
格
の
低
い
こ
と
で
あ
る
。
市
場
出
荷
だ
け
で
は
な
く
、

主
と
し
て
観
光
・
リ
ゾ
ー
ト
客
を
販
売
の
対
象
と
し
た
直
売
方
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式
に
よ
っ
て
、
収
益
性
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
温
州
み
か
ん
だ
け
の
販
売
で
は
な
く
て
、
中
晩

柑
類
、
キ
ュ
ー
イ
フ
ル
ー
ツ
等
の
そ
の
他
果
実
類
、
野
菜
類
、

菌
茸
類
、
山
菜
類
等
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
よ
う
に

多
品
目
生
産
化
す
る
計
画
で
あ
る
。

温
州
み
か
ん
の
加
工
と
し
て
は
ジ
ュ
ー
ズ

（
マ
マ
）が

考
え
ら
れ
る
。

湯
河
原
中
央
農
協
婦
人
部
で
、
摘
果
み
か
ん
を
利
用
し
た

ジ
ュ
ー
ス
を
朝
市
で
販
売
し
た
と
こ
ろ
、
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
て

お
り
、
強
い
刺
激
を
受
け
て
い
る
。
一
口
に
み
か
ん
ジ
ュ
ー
ス

と
い
っ
て
も
、
濃
度
の
高
低
、
味
付
け
の
有
無
、
容
器
の
大
き

さ
、
デ
ザ
イ
ン
、
Ｐ
Ｒ
方
法
等
、
多
面
的
な
検
討
事
項
が
あ
る
。

地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
等
の
設
置
に
よ
っ
て
、
直
売
が
可
能

と
な
れ
ば
、
そ
の
経
済
効
果
は
大
き
な
も
の
に
な
る
。
そ
の
結

果
、
地
域
農
業
の
活
性
化
を
も
た
ら
し
、
そ
の
施
設
の
中
に
設

け
ら
れ
る
食
材
加
工
室
を
活
用
し
た
農
産
物
加
工
に
よ
る
地
域

特
産
品
の
開
発
が
積
極
的
に
行
わ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ

ら
に
、
加
工
品
と
し
て
は
、
マ
ー
マ
レ
ー
ド
、
ジ
ャ
ム
、
茶
、

ハ
ー
ブ
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
き
ゃ
ら
ぶ
き
、
惣
菜
類
、
漬
物
類
、

菓
子
類
、
木
炭
等
の
加
工
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。
収
益
を
あ
げ

る
突
破
口
は
、
直
売
と
特
産
物
の
開
発
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。

な
お
、
門
川
地
区
及
び
地
区
農
家
の
所
有
す
る
果
樹
園
内
に
お

い
て
、
競
合
施
設
は
皆
無
で
あ
る
。

四　

施
設
の
利
用
計
画

㈠　

利
用
計
画
決
定
に
当
た
っ
て
の
諸
条
件
の
見
通
し

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
の
設
置
意

義
は
、
㊀
就
農
の
安
定
、
㊁
人
材
育
成
と
い
う
骨
子
が
あ
る
。

こ
こ
に
、
農
産
物
の
直
売
体
制
の
整
備
と
と
も
に
、
当
施
設
を

活
用
し
た
特
産
品
の
開
発
が
行
え
る
よ
う
計
画
し
て
い
る
。

よ
り
よ
い
施
設
と
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
直
売
と
特
産
品
の

相
乗
効
果
で
効
率
よ
く
運
営
が
な
さ
れ
、
就
農
の
安
定
を
図
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。
又
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
地
域
農
業
の

活
性
化
、
人
材
育
成
に
つ
な
げ
る
こ
と
も
合
わ
せ
て
考
え
ら
れ
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る
。㈡　

施
設
の
利
用
計
画

当
地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
は
、
ア
地
域
農
業
振
興
を
積
極

的
に
推
進
す
る
た
め
の
会
議
・
研
修
・
集
会
、
イ
地
域
特
産
物

の
調
理
加
工
処
理
体
験
、
加
工
処
理
研
究
・
開
発
、
販
売
、
ウ

当
敷
地
に
隣
接
し
て
計
画
さ
れ
て
い
る
農
林
漁
業
体
験
実
習
館
、

ふ
れ
あ
い
広
場
施
設
の
利
用
者
に
対
し
て
の
農
業
公
園
管
理
・

指
導
等
、
地
域
農
業
の
中
枢
と
し
て
の
機
能
と
、
観
光
客
を
含

め
た
来
訪
者
の
農
業
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場
と
し
て
の
機
能
を
果

た
す
べ
く
計
画
さ
れ
た
施
設
で
あ
る
。

　

こ
の
機
能
を
果
た
す
た
め
、
来
訪
者
の
立
場
に
立
っ
た
各
施

設
の
構
成
・
配
置
・
設
備
機
能
等
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

ア　

食
材
加
工
室

食
材
加
工
室
の
機
能
は
、
地
域
特
産
物
の
調
理
加
工
処
理
体

験
、
加
工
処
理
研
究
・
開
発
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
調
理
加
工
の

内
容
は
、主
に
温
州
み
か
ん
が
考
え
ら
れ
る
。ジ
ュ
ー
ス
、ジ
ャ

ム
等
の
製
造
・
直
売
に
よ
っ
て
、
収
益
性
の
向
上
を
図
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
惣
菜
類
の
加
工
も
挙
げ
ら
れ
る
。

近
年
、
自
然
食
品
指
向
の
動
き
も
あ
り
、
手
作
り
食
品
・
無

添
加
食
品
等
の
新
し
い
加
工
技
術
へ
の
取
り
組
み
意
欲
も
大
き

く
な
り
つ
つ
あ
り
、
地
域
農
産
物
の
需
要
拡
大
と
い
う
目
的
も

含
め
て
、
今
後
新
規
加
工
処
理
品
の
開
発
・
研
究
に
期
待
が
込

め
ら
れ
よ
う
。

食
材
加
工
室
に
は
、
合
わ
せ
て
厨
房
施
設
も
設
け
て
い
る
。

当
施
設
を
訪
れ
る
客
に
対
し
飲
食
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
施

設
の
有
効
利
用
を
は
か
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
。

イ　

食
体
験
室

食
材
加
工
室
で
調
理
加
工
処
理
体
験
・
研
究
及
び
開
発
し
た
、

地
場
産
品
及
び
地
域
特
産
品
の
レ
ス
ト
ラ
ン
的
食
体
験
の
た
め

の
場
で
あ
る
。
又
、
季
節
毎
に
計
画
さ
れ
て
い
る
、
み
か
ん
、

キ
ュ
ー
イ
フ
ル
ー
ツ
・
甘
夏
等
々
の
収
穫
期
毎
の
ま
つ
り
が
あ

り
、
こ
れ
と
合
わ
せ
て
年
間
三
二
、
三
一
七
人
の
利
用
が
見
込
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ま
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
八
〇
～
九
〇
人
収
容
可
能
な
ス

ペ
ー
ス
と
し
て
い
る
。

又
、
九
〇
人
を
有
す
る
農
事
組
合
法
人
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ

パ
ー
ク
の
年
間
数
度
の
総
会
等
の
利
用
も
見
込
ん
で
い
る
。
そ

し
て
、
訪
れ
る
観
光
客
が
食
体
験
で
き
る
く
つ
ろ
ぎ
の
場
と
し

て
、
活
用
す
る
こ
と
も
考
慮
し
て
い
る
。

ウ　

研
修
室
㈠
、
㈡

研
修
室
の
機
能
は
、
農
事
組
合
法
人
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ

パ
ー
ク
の
各
種
検
討
部
会
及
び
各
種
料
理
・
文
化
の
サ
ー
ク
ル

活
動
等
多
目
的
な
利
用
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
利
用
状
況
と
し

て
同
じ
時
期
・
週
末
・
夜
間
に
集
中
す
る
こ
と
を
考
慮
し
、
研

修
室
は
二
室
で
計
画
し
て
い
る
。

各
々
に
収
容
人
員
二
〇
人
程
度
を
予
定
し
、
中
央
及
び
食
体

験
室
側
部
分
を
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
ウ
ォ
ー
ル
と
し
て
、
効
率
的

な
利
用
も
図
れ
る
よ
う
計
画
し
て
い
る
。

エ　

展
示
室

展
示
室
は
、
地
域
の
農
産
物
育
成
過
程
の
展
示
及
び
ロ
ッ
ク

ウ
ー
ル
栽
培
の
し
く
み
の
展
示
、
洋
ラ
ン
の
展
示
・
即
売
、
農

産
加
工
品
の
展
示
・
即
売
を
予
定
し
て
い
る
。

年
間
五
二
、
九
二
〇
人
の
利
用
が
見
込
ま
れ
る
。

オ　

総
合
案
内

当
施
設
利
用
の
観
光
客
等
に
対
し
、
農
業
公
園
施
設
の
案
内
、

も
ぎ
取
り
の
案
内
及
び
チ
ケ
ッ
卜
の
販
売
、
各
種
イ
ベ
ン
ト
の

案
内
、
農
産
物
宅
配
の
受
付
等
々
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
こ
と
を

計
画
し
て
い
る
。

カ　

管
理
事
務
室

管
理
事
務
室
は
、
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
全
体
の
管
理

が
主
な
機
能
で
あ
る
。

人
員
は
五
名
程
度
を
予
定
さ
れ
て
お
り
、
施
設
の
利
用
者
、
視

察
者
対
応
の
窓
口
、
な
ら
び
に
農
林
漁
業
体
験
実
習
館
、
ふ
れ

あ
い
広
場
利
用
者
へ
の
相
談
窓
口
と
し
て
計
画
さ
れ
て
い
る
。

㈢　

地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
の
主
要
部
屋
別
利
用
計
画
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当
施
設
の
主
要
部
屋
別
利
用
計
画
は
表
Ⅱ
―
二
―
一
か
ら
二

―
五
の
と
お
り
で
あ
る
。

表
Ⅱ
―
二
―
一
～
五　

施
設
の
主
要
部
屋
別
利
用
計
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
省
略
）

Ⅲ　

施
設
の
重
点
機
能

一　

施
設
の
具
備
す
べ
き
主
な
機
能

ア　

研
修
室
㈠
、
㈡

研
修
室
は
前
述
の
と
お
り
、
農
事
組
合
法
人
も
ん
が
わ
・
ア

グ
リ
パ
ー
ク
の
各
種
検
討
部
会
及
び
各
種
料
理
・
文
化
サ
ー
ク

ル
活
動
等
、
多
目
的
な
利
用
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

研
修
室
は
二
室
と
も
に
収
容
人
員
二
〇
名
が
予
定
さ
れ
て
お

り
、
だ
れ
で
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
汎
用
性
が
高
い
視
聴
覚
器

材
（
テ
レ
ビ
・
ビ
デ
オ
）
と
、
一
般
器
材
（
机
、
椅
子
、
ホ
ワ

イ
ト
ボ
ー
ド
）
を
設
け
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

イ　

食
材
加
工
室

食
材
加
工
室
は
前
述
の
と
お
り
、
地
域
農
産
物
の
調
整
加
工

処
理
体
験
、
研
究
及
び
開
発
を
行
う
。
内
容
は
果
汁
飲
料
類
の

加
工
及
び
惣
菜
類
（
し
い
た
け
、
タ
ケ
ノ
コ
、
山
菜
等
）
の
加

工
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
合
わ
せ
て
厨
房
施
設
も
計
画
し
、
当

施
設
を
訪
れ
た
観
光
客
に
対
応
で
き
る
施
設
と
し
て
い
る
。

ウ　

食
体
験
室

調
理
加
工
処
理
体
験
を
通
じ
て
生
産
さ
れ
た
、
ジ
ュ
ー
ス
・

ジ
ャ
ム
・
惣
菜
類
等
を
そ
の
場
で
試
食
す
る
ス
ペ
ー
ス
で
あ
る
。

こ
こ
に
食
事
で
き
る
機
能
も
加
え
、
レ
ス
ト
ラ
ン
的
食
体
験
も

可
能
と
し
、
観
光
客
に
対
し
て
の
サ
ー
ビ
ス
を
重
視
し
た
施
設

と
し
て
い
る
。

家
具
備
品
と
し
て
、
テ
ー
ブ
ル
・
椅
子
・
つ
い
た
て
・

シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
等
、
レ
ス
ト
ラ
ン
的
な
内
容
の
も
の
を
計
画
し

て
い
る
。

エ　

管
理
事
務
室

も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
全
体
の
管
理
が
五
名
で
行
な
わ

れ
る
予
定
で
あ
る
。
こ
れ
に
必
要
な
、
机
・
椅
子
・
ロ
ッ
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カ
ー
・
パ
ソ
コ
ン
・
コ
ピ
ー
機
等
を
計
画
し
て
い
る
。

オ　

展
示
室

展
示
室
は
前
述
の
と
お
り
、
地
域
の
農
産
物
生
育
過
程
の
展

示
及
び
ロ
ッ
ク
ウ
ー
ル
栽
培
の
し
く
み
展
示
等
の
常
設
を
予
定

し
て
お
り
、
パ
ネ
ル
ハ
ン
ガ
ー
・
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
・
平
台
等
を

設
け
る
計
画
で
あ
る
。

二　

主
要
機
器
類
の
最
近
の
開
発
・
利
用
動
向

研
修
室
、
管
理
事
務
室
に
設
け
る
視
聴
覚
・
情
報
機
器
は
、

一
般
汎
用
性
の
高
い
も
の
を
選
定
す
る
計
画
で
あ
る
。

三　

主
要
機
器
類
の
台
数
・
処
理
能
力
等
の
決
定
と
そ
の
根
拠

当
施
設
の
主
要
機
器
に
つ
い
て
は
、
表
Ⅲ
―
一
の
と
お
り
で

あ
る
が
、
食
材
加
工
室
に
お
け
る
果
汁
飲
料
の
加
工
、
惣
菜
類

の
加
工
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
。
尚
、
加
工
に
つ
い
て
の
作
業

工
程
の
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
図
Ⅲ
―
一
の
と
お
り
で
あ

る
。ア　

果
汁
飲
料
の
加
工

地
域
の
特
産
品
で
あ
る
温
州
み
か
ん
の
原
果
汁
を
利
用
し
、

調
味
調
整
し
た
飲
料
と
す
る
。
調
味
調
整
は
ラ
イ
ス
ボ
イ
ラ
ー

を
使
用
し
、
殺
菌
は
殺
菌
槽
を
用
い
る
。

イ　

惣
菜
類
の
加
工
（
し
い
た
け
・
タ
ケ
ノ
コ
・
山
菜
）

こ
れ
ら
の
加
工
品
は
一
回
の
処
理
に
味
付
け
、
煮
つ
め
の
た

め
に
二
～
三
日
を
要
す
る
が
、
ラ
イ
ス
ボ
イ
ラ
ー
を
用
い
て
過

熱
処
理
し
て
別
の
容
器
に
移
し
二
次
加
工
す
る
方
式
で
実
施
し
、

ラ
イ
ス
ボ
イ
ラ
ー
を
上
手
に
回
転
し
て
使
用
す
る
。

四　

主
要
機
器
配
置
図

機
械
設
備
の
配
置
は
図
Ⅲ
―
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

表
Ⅲ
―
一　

主
要
機
器
別
仕
様
・
数
量
・
能
力
等
（
省
略
）

図
Ⅲ
―
一　

加
工
製
造
フ
ロ
ー
シ
ー
ト
（
省
略
）

図
Ⅲ
―
二　

食
材
加
工
室
主
要
機
器
配
置
図
（
省
略
）

　
　
　

Ⅳ　

施
設
の
計
画
概
要

一　

施
設
の
設
置
予
定
場
所
等

㈠　

設
置
予
定
場
所
の
所
在
、
地
番
、
面
積
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計
画
設
置
の
予
定
場
所　
　



静
岡
県
熱
海
市
泉
字
元

門
川
分
字
立
ケ
窪
一
二

二
―
一
他

　
　
　
　

計
画
施
設
の
敷
地
面
積　
　

二
七
一
九
・
五
六
㎡

㈡　

設
置
予
定
場
所
の
適
合
性

本
施
設
の
設
置
予
定
場
所
は
、
湯
河
原
町
門
川
集
落
の
出
作

地
で
、
熱
海
市
泉
字
元
門
川
に
計
画
さ
れ
て
い
る
。
Ｊ
Ｒ
東
海

道
線
湯
河
原
駅
の
南
方
一
㎞
に
位
置
し
、
東
海
岸
線
側
に
は
国

道
一
三
五
号
と
優（

有
料
）良

道
路
熱
海
ビ
ー
チ
ラ
イ
ン
と
が
南
北
に
平

行
し
て
走
り
、
伊
豆
半
島
及
び
箱
根
方
面
へ
の
中
継
地
点
で
あ

り
、
相
模
湾
を
望
む
気
候
温
暖
、
風
光
明
媚
な
所
で
あ
る
。

予
定
場
所
は
、
南
斜
面
の
な
だ
ら
か
な
丘
陵
地
で
あ
り
、
年

間
七
〇
〇
万
台
の
車
輛
が
通
行
す
る
利
便
な
所
で
も
あ
る
。
周

囲
は
み
か
ん
を
主
体
と
し
た
農
業
経
営
を
営
ん
で
い
る
が
、
み

か
ん
産
業
を
取
り
巻
く
情
勢
は
厳
し
く
、
後
継
者
の
離
農
、
就

農
者
の
高
齢
化
は
深
刻
で
あ
り
遊
休
・
荒
廃
地
の
増
加
、
都
市

的
土
地
利
用
志
向
は
顕
著
で
あ
る
。
一
方
、
湯
河
原
町
は
全
国

有
数
の
温
泉
地
で
あ
り
、
年
間
七
〇
〇
万
人
が
訪
れ
る
が
、
滞

留
さ
せ
る
施
設
等
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
魅
力
あ
る
温
泉
地
と

し
て
の
方
策
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

上
記
し
た
よ
う
に
、
地
区
の
現
状
と
課
題
の
あ
る
中
で
、
恵

ま
れ
た
自
然
と
景
観
を
生
か
し
観
光
客
等
が
自
然
に
触
れ
ら
れ

る
環
境
整
備
を
し
て
、
農
業
と
観
光
が
一
体
と
な
り
、
低
迷
し

て
い
る
地
域
農
業
の
活
性
化
と
、
農
業
経
営
の
安
定
化
を
図
ろ

う
と
す
る
施
設
を
設
け
る
に
は
最
も
適
し
た
場
所
で
あ
る
。

二　

配
置
計
画

本
施
設
の
敷
地
は
、
南
斜
面
の
丘
陵
地
を
利
用
す
る
計
画
で

あ
る
。

魅
力
あ
る
施
設
と
空
間
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
既

存
の
観
光
資
源
と
交
通
の
利
便
性
を
生
か
し
、
隣
接
し
て
計
画

が
進
め
ら
れ
て
い
る
農
林
漁
業
体
験
実
習
館
、
ふ
れ
あ
い
広
場

施
設
を
含
め
、
地
域
特
産
物
の
宣
伝
及
び
消
費
拡
大
の
宣
伝
を
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来
訪
者
に
訴
っ
た
え
る
場
と
し
て
よ
い
も
の
に
な
る
。

敷
地
形
状
は
、
図
Ⅳ
―
六
に
示
す
通
り
、
東
側
に
国
道
一
三

五
号
線
に
接
し
、
南
側
は
八
ｍ
の
新
設
道
路
に
面
し
て
い
る
。

丘
陵
地
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
、
新
設
道
路
の
勾
配
を
考
慮

し
地
盤
面
を
三
段
と
し
て
、
各
段
に
そ
れ
ぞ
れ
車
輛
で
ア
プ

ロ
ー
チ
で
き
る
こ
と
と
し
、
よ
り
多
く
の
駐
車
が
可
能
な
レ
イ

ア
ウ
ト
と
な
っ
て
い
る
。

駐
車
場
の
北
側
で
敷
地
中
央
に
、
地
域
資
源
総
合
管
理
施
設

を
配
し
て
い
る
。

施
設
の
う
ち
、
管
理
機
能
と
展
示
ス
ペ
ー
ス
及
び
農
産
物
の

直
売
を
行
う
地
下
一
階
へ
は
、
下
段
の
駐
車
場
部
分
か
ら
ア
プ

ロ
ー
チ
が
で
き
、
食
体
験
室
及
び
食
材
加
工
室
、
研
修
室
を
有

す
る
。
一
階
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
中
段
の
駐
車
場
か
ら
導
入

す
る
計
画
と
し
て
い
る
。
又
、
施
設
の
南
側
に
外
部
階
段
を
設

け
て
お
り
、
地
階
と
一
階
と
の
連
絡
も
有
効
に
で
き
る
よ
う
考

慮
し
て
い
る
。

三　

建
築
計
画

㈠　

各
構
成
空
間
別
規
模
、
構
造
等

地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
は
、
丘
陵
地
の
た
め
二
層
の
建
物

か
ら
な
る
。
一
部
地
中
に
埋
め
込
ま
れ
る
地
下
一
階
は
Ｒ
Ｃ
造

と
し
、
そ
の
上
の
一
階
は
経
済
性
を
配
慮
し
鉄
骨
造
と
し
て
い

る
。
延
床
面
積
は
六
八
六
・
六
〇
㎡
と
な
り
、
各
室
の
床
面
積

は
、
表
Ⅳ
―
一
に
示
す
通
り
で
あ
る
。

地
階
に
は
、
入
り
口
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
に
直
結
し
て
、
ホ
ー
ル
、

展
示
室
、
総
合
案
内
を
メ
イ
ン
に
設
け
て
い
る
。
ホ
ー
ル
西
側

に
全
体
を
管
理
す
る
機
能
を
持
つ
事
務
室
、
職
員
休
憩
室
及
び

更
衣
室
を
配
し
た
。
階
段
へ
は
ホ
ー
ル
西
側
中
央
に
直
結
す
る

連
絡
通
路
を
設
け
て
い
る
。
階
段
の
南
側
に
は
、
男
・
女
の
便

所
を
設
け
、
増
大
す
る
と
考
え
ら
れ
る
車
を
利
用
す
る
来
訪
者

に
対
応
す
る
よ
う
配
慮
し
て
い
る
。

一
階
は
、
中
段
の
駐
車
場
よ
り
直
結
し
た
位
置
に
風
除
室
を

設
け
ア
プ
ロ
ー
チ
し
や
す
い
計
画
と
し
た
。
一
階
の
メ
イ
ン
と
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し
て
風
除
室
東
側
に
、
食
体
験
室
を
設
け
て
い
る
。
食
体
験
室

の
東
北
側
に
は
研
修
室
、
西
北
側
に
は
食
材
加
工
室
を
配
し
、

廊
下
で
聞
仕
切
ら
な
い
計
画
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り

食
体
験
室
は
、
勾
配
付
の
高
い
天
井
と
、
東
及
び
南
側
の
大
き

な
窓
と
を
有
す
る
明
る
い
開
放
さ
れ
た
大
空
間
と
な
り
、
施
設

の
一
層
の
有
効
活
用
が
期
待
さ
れ
る
。
又
、
研
修
室
㈠
、
㈡
に

つ
い
て
も
中
央
及
び
出
入
口
部
分
を
可
動
の
間
仕
切
と
し
、
一

体
の
使
用
を
可
能
に
し
て
い
る
こ
と
も
特
色
の
一
つ
で
あ
る
。

外
部
仕
上
げ
は
、
地
階
外
壁
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
放
し
の
上

吹
付
タ
イ
ル
仕
上
と
し
、
一
階
外
壁
を
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ド

横
張
り
と
し
て
い
る
。
又
、
屋
根
の
形
状
は
地
域
に
と
け
込
む

よ
う
に
寄
せ
棟
と
し
金
属
板
葺
と
し
て
い
る
。

全
体
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
、
門
川
地
区
の
丘
陵
と
自
然
に

と
け
込
ん
だ
色
調
を
考
え
、
門
川
地
域
の
農
業
を
広
く
理
解
し

て
も
ら
え
る
よ
う
、
利
用
者
が
よ
り
多
く
集
り
や
す
い
施
設
を

目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。

㈡　

各
構
成
空
間
別
規
模
決
定
の
根
拠

各
空
間
規
模
決
定
に
お
い
て
は
Ⅱ
―
四
施
設
の
利
用
計
画
に

よ
り
各
室
の
占
有
面
積
を
決
定
し
た
。

ア　

展
示
室
は
、
図
Ⅳ
―
一
参
照

イ　

管
理
事
務
室
、
職
員
休
憩
室
、
更
衣
室
は
図
Ⅳ
―
二
参

照
ウ　

食
体
験
室
は
図
Ⅳ
―
三
参
照

エ　

研
修
室
㈠
、
㈡
は
図
Ⅳ
―
４
参
照

オ　

食
材
加
工
室
は
図
Ⅲ
―
二
参
照

四　

計
画
概
要
図

㈠　

配
置
図　

図
Ⅳ
―
六
に
よ
る
。

㈡　

平
面
図　

図
Ⅳ
―
七
・
図
Ⅳ
―
八
・
図
Ⅳ
―
九
に
よ
る
。

㈢　

立
面
図　

図
Ⅳ
―
一
〇
・
図
Ⅳ
―
一
一
に
よ
る
。

㈣　

断
面
図　

図
Ⅳ
―
一
二
に
よ
る
。

表
Ⅳ
―
一
・
図
Ⅳ
―
一
～
一
二
（
省
略
）

Ⅴ　

概
算
事
業
費
及
び
そ
の
積
算
基
礎
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一　

概
算
事
業
費

地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
に
関
わ
る
概
算
事
業
費
は
二
億
八

千
万
円
と
な
り
、
補
助
対
象
事
業
費
と
し
て
は
一
億
八
千
万
円
、

補
助
対
象
外
事
業
費
は
一
億
円
と
な
る
。
補
助
対
象
事
業
費
の

内
訳
は
、
建
築
主
体
工
事
一
億
二
千
四
百
万
円
、
整
地
工
事
四
、

一
三
七
万
四
千
円
、
地
質
調
査
費
二
一
六
万
三
千
円
、
実
施
設

計
費
は
一
、
〇
七
一
万
二
千
円
と
な
る
。

詳
細
は
表
Ⅴ
―
一
に
示
す
。

二　

概
算
事
業
費
積
算
の
基
礎

㈠　

機
械
設
備
の
積
算
基
礎

表
Ⅴ
―
二
に
示
す
。
又
、
内
部
設
備
費
（
機
械
設
備
を
除
く
）

も
表
Ⅴ
―
三
に
て
示
す
。

㈡　

施
設
（
除
機
械
設
備
）
の
積
算
基
礎

建
築
主
体
工
事
費
は
、
建
築
工
事
、
電
気
設
備
工
事
、
給
排

水
衛
生
設
備
工
事
、
空
調
設
備
工
事
、
浄
化
槽
設
備
工
事
と
し

て
計
算
す
る
。

詳
細
は
表
Ⅴ
―
四
に
示
す
。

表
Ⅴ
―
一
～
四
（
省
略
）

Ⅵ　

管
理
運
営
計
画

一　

事
業
主
体
及
び
管
理
主
体
の
概
要

　

㈠　

事
業
主
体
及
び
管
理
主
体
の
名
称
と
そ
の
概
要

事
業
主
体
及
び
管
理
主
体
の
名
称
は
、
農
事
組
合
法
人
も
ん

が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
で
あ
る
。
こ
の
組
合
法
人
は
、
平
成
五

年
四
月
二
四
日
に
設
立
さ
れ
て
い
る
。
発
起
人
は
一
〇
人
。
理

事
も
一
〇
人
。
監
事
は
二
人
。
発
起
人
一
〇
人
の
う
ち
、
理
事

が
八
人
、
監
事
二
人
と
な
っ
て
い
る
。

組
合
員
は
、
門
川
地
区
内
に
住
所
を
有
す
る
農
民
で
あ
る
。

組
合
員
は
、
出
資
の
義
務
を
負
い
、
最
低
一
口
出
資
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
一
人
で
五
〇
％
を
こ
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
出

資
一
口
の
金
額
は
五
万
円
で
あ
る
。

二　

管
理
運
営
体
制

農
業
農
村
活
性
化
農
業
構
造
改
善
事
業
の
市
町
村
農
業
農
村
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活
性
化
推
進
機
構
の
組
織
体
制
図
の
概
要
は
図
Ⅵ
―
一
の
よ
う

で
あ
る
。
湯
河
原
町
活
性
化
推
進
機
構
に
は
、
㈶
二
一
世
紀
村

づ
く
り
塾
と
神
奈
川
農
業
活
性
化
塾
が
情
報
提
供
す
る
。
さ
ら

に
こ
の
推
進
機
構
に
は
会
長
、
副
会
長
、
事
務
局
（
湯
河
原
町

役
場
経
済（

マ
マ
）農

林
水
産
課
）
が
あ
っ
て
、
事
業
を
推
進
す
る
。

今
回
の
計
画
対
象
の
門
川
地
区
の
場
合
は
、
湯
河
原
町
活
性

化
推
進
機
構
の
下
に
、
門
川
地
区
農
業
活
性
化
推
進
協
議
会

（
会
長
：
○
○
○
○
、
副
会
長
：
○
○
○
○
、
事
務
局
：
湯
河

原
町
経
済
部
農
林
水
産
課
）
を
設
け
る
。
こ
の
推
進
協
議
会
の

も
と
に
活
性
化
方
策
専
門
研
究
会
（
生
産
基
盤
整
備
部
会
、
観

光
農
業
導
入
部
会
、
新
規
作
物
導
入
部
会
、
地
域
グ
ル
ー
プ
活

性
化
部
会
）
を
お
き
、
事
業
の
推
進
に
あ
た
る
。
た
だ
、
門
川

地
区
農
業
活
性
化
推
進
協
議
会
を
す
で
に
示
し
た
農
事
組
合
法

人
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
に
置
き
換
え
る
。

も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
の
代
表
理
事
は
、
門
川
地
区
農

業
活
性
化
推
進
協
議
会
会
長
と
同
一
の
○
○
○
○
氏
で
あ
る
。

も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
の
事
業
は
、
㊀
農
業
に
係
る
共
同

利
用
施
設
お
よ
び
農
作
業
の
共
同
化
に
関
す
る
事
業
（
定
款
第

二
条
の
㈠
）、
㊁
農
業
の
経
営
（
第
二
条
の
㈡
）、
㊂
前
二
号
の

事
業
に
付
帯
す
る
事
業
（
第
二
条
の
㈢
）
で
あ
る
。
今
回
の
検

討
の
対
象
で
あ
る
地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
は
、
こ
の
定
款
上

は
農
業
に
係
る
共
同
利
用
施
設
及
び
前
二
号
の
事
業
に
付
帯
す

る
事
業
に
該
当
す
る
。

地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
等
は
、
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー

ク
に
よ
っ
て
管
理
運
営
さ
れ
る
。
こ
の
施
設
は
、
管
理
事
務
室
、

研
修
室
、
食
材
加
工
室
、
食
体
験
室
等
が
作
ら
れ
る
。
研
修
室

は
、
組
合
員
の
営
農
研
修
（
観
光
農
業
、
新
規
作
物
導
入
、
基

盤
整
備
、
そ
の
他
即
売
会
、
イ
ベ
ン
ト
、
ミ
ニ
講
演
会
等
の
活

性
化
の
た
め
に
研
修
）、
生
活
改
善
研
修
（
衣
食
住
、
健
康
、

教
育
、
各
種
展
示
会
等
）、
役
員
会
議
、
各
種
サ
ー
ク
ル
活
動

等
に
活
用
で
き
る
。
食
材
加
工
室
は
、
地
域
農
産
物
を
原
料
と

し
た
加
工
品
の
開
発
（
販
売
用
、
生
活
用
）
に
活
用
す
る
。
食
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体
験
室
は
、
地
域
農
産
物
、
そ
の
加
工
品
を
活
用
し
た
調
理
方

法
の
開
発
及
び
体
験
、
み
か
ん
の
花
ま
つ
り
、
甘
夏
柑
ま
つ
り
、

蜜
柑
ま
つ
り
等
の
各
種
収
穫
祭
、
組
合
総
会
等
多
面
的
に
活
用

で
き
る
。

図
Ⅳ
―
一　

地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
の
管
理
運
営
組
織

　
　
　
　
　
　
（
省
略
）

こ
の
よ
う
に
、
食
に
関
し
て
み
れ
ば
、
農
産
物
の
生
産
か
ら

加
工
、
調
理
方
法
の
開
発
、
食
体
験
と
い
う
一
連
の
プ
ロ
セ
ス

を
地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
等
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

農
産
物
、
加
工
品
等
の
物
産
は
、
こ
の
施
設
を
利
用
し
て
販
売

し
、
も
っ
て
農
業
収
益
性
の
安
定
・
向
上
と
、
門
川
の
果
樹
園

利
用
の
高
度
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。

三　

管
理
運
営
規
定

農
事
組
合
法
人
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
の
定
款
に
よ
る

と
、
そ
の
目
的
は
「
こ
の
組
合
は
、
組
合
員
の
農
業
生
産
に
つ

い
て
の
協
業
を
図
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
生
産
性
を
向
上
さ
せ
、

組
合
員
の
共
同
の
利
益
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。」

と
あ
る
。
ま
た
、
第
二
条
（
事
業
）
で
㈠
組
合
員
の
農
業
に
係

わ
る
共
同
利
用
施
設
（
当
該
施
設
を
利
用
し
て
行
う
組
合
員
の

生
産
す
る
物
資
の
運
搬
、
加
工
又
は
貯
蔵
の
事
業
を
含
む
。）

及
び
農
作
業
の
共
同
化
に
関
す
る
事
業
、
㈡
農
業
の
経
営
、
㈢

前
二
号
（
農
業
の
経
営
）
の
事
業
に
付
帯
す
る
事
業
、
と
記
さ

れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
は
、
農
業
生

産
の
協
業
が
主
た
る
目
的
で
あ
る
。
そ
の
他
、
運
搬
、
加
工
、

貯
蔵
の
共
同
利
用
施
設
の
導
入
・
活
用
も
事
業
内
容
と
し
て
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。
販
売
に
つ
い
て
は
、
付
帯
事
業
と
い
う
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
入
る
。

管
理
運
営
規
程
（
案
）
を
以
下
に
示
す
。

地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
管
理
運
営
規
程
（
案
）

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
規
程
は
農
業
農
村
活
性
化
農
業
構
造
改
善
事
業
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に
よ
り
設
置
し
た
地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
を
、
本
町
の
農

業
活
性
化
の
中
核
施
設
と
し
て
地
域
資
源
と
人
、
資
本
の

マ
ッ
チ
ン
グ
を
は
か
る
こ
と
を
主
体
に

一　

情
報
の
受
発
信
基
地

二　

イ
ベ
ン
ト
会
場
等
交
流
促
進
の
場

三　

村
お
こ
し
グ
ル
ー
プ
の
活
動
拠
点

四　

農
村
塾
等
、
研
修
、
研
究
の
場
、
及
び
特
産
品
の
紹
介
、

体
験
の
場

五　

町
及
び
県
西
部
の
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
機
能

等
を
通
じ
て
、
本
町
の
活
性
化
に
資
す
る
よ
う
、
適
正
な
管

理
運
営
を
は
か
る
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

（
運
営
）

第
二
条　

当
施
設
は
地
域
農
業
、
農
村
の
活
性
化
に
関
連
す
る

諸
組
織
等
の
活
動
拠
点
と
し
て
位
置
づ
け
、
農
事
組
合
法
人

も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
が
運
営
す
る
。

（
運
営
委
員
会
）

第
三
条　

当
施
設
の
運
営
と
利
用
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
地

域
資
源
総
合
管
理
施
設
運
営
委
員
会
（
以
下
、「
委
員
会
」

と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

（
委
員
会
の
構
成
）

第
四
条　

委
員
会
は
農
事
組
合
法
人
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー

ク
の
理
事
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

（
委
員
会
の
審
議
事
項
）

第
五
条　

委
員
会
は
次
の
事
項
に
つ
い
て
審
議
を
行
う
。

一　

利
用
計
画
と
実
績
の
検
討

二　

利
用
の
積
極
的
な
推
進
活
動

三　

そ
の
他
、
地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
の
効
率
的
運
営
に

関
す
る
事
項

（
利
用
申
請
）

第
六
条　

当
施
設
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
そ
の
都
度

別
に
定
め
る
手
続
き
に
よ
り
管
理
者
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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（
事
務
局
）

第
七
条　

委
員
会
の
事
務
局
は
農
事
組
合
法
人
も
ん
が
わ
・
ア

グ
リ
パ
ー
ク
総
務
部
に
お
く
。

（
管
理
運
営
）

第
八
条　

管
理
責
任
者
は
農
事
組
合
法
人
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ

パ
ー
ク
代
表
理
事
と
し
、
運
営
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
管
理
運
営
を
行
う
。

（
利
用
料
）

第
九
条　

施
設
の
使
用
料
は
別
に
定
め
る
使
用
料
金
に
よ
り
徴

収
す
る
が
、
公
共
的
団
体
及
び
農
業
生
産
組
織（

マ
マ
）当

が
使
用
す

る
場
合
、
特
に
管
理
者
が
必
要
と
認
め
た
時
は
使
用
料
の
徴

収
を
免
除
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

（
帳
簿
）

第
十
条　

管
理
責
任
者
は
、
地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
の
利
用

計
画
・
利
用
状
況
の
把
握
と
管
理
運
営
の
円
滑
化
を
は
か
る

た
め
、
帳
簿
を
お
く
。

（
経
費
）

第
十
一
条　

当
施
設
の
管
理
運
営
に
必
要
な
経
費
は
使
用
収
入

を
も
っ
て
充
当
す
る
。

（
そ
の
他
）

第
十
二
条　

こ
の
規
程
に
定
め
る
の（

マ
マ
）も

の
ほ
か
、
地
域
資
源
総

合
管
理
施
設
の
管
理
運
営
に
関
す
る
必
要
事
項
は
、
管
理
責

任
者
に
は
か
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
平
成　

年　

月　

日
か
ら
施
行
す
る
。

四　

管
理
運
営
上
の
配
慮
事
項

農
事
組
合
法
人
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
の
主
な
活
動
目

的
は
、
農
業
生
産
の
協
業
化
に
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
温
州
み

か
ん
農
家
の
一
戸
当
り
農
業
所
得
は
一
〇
〇
万
円
程
度
と
収
益

性
が
低
く
、
果
樹
園
の
維
持
管
理
に
問
題
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。

生
産
の
協
業
化
に
よ
っ
て
、
果
樹
園
の
維
持
管
理
を
行
わ
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
た
。
た
だ
、
加
工
、
直
売
等
を
含
め
た
観
光
農
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園
、
農
業
公
園
に
よ
っ
て
収
益
性
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

農
業
を
真
剣
に
や
ろ
う
と
す
る
担
い
手
も
い
る
こ
と
か
ら
、
門

川
農
業
公
園
整
備
事
業
計
画
を
樹
立
し
て
、
農
家
一
戸
当
り
農

業
所
得
を
二
五
〇
万
円
へ
倍
増
さ
せ
る
計
画
で
あ
る
。
地
域
資

源
総
合
管
理
施
設
は
、
そ
の
整
備
事
業
計
画
の
中
核
を
な
す
拠

点
施
設
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
直
売
（
生
鮮
・
加
工
品
）

が
管
理
運
営
上
の
第
一
位
の
優
先
順
位
に
な
る
。

Ⅶ　

収
支
計
画

一　

収
支
検
討
に
当
た
っ
て
の
前
提

今
回
の
地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
、
管
理
棟
の
建
設
に
当

た
っ
て
、
農
事
組
合
法
人
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
は
、
補

助
事
業
と
し
て
一
八
〇
百
万
円
、
自
己
資
金
と
し
て
一
〇
〇
百

万
円
の
合
計
二
八
〇
百
万
円
の
範
囲
で
行
い
た
い
と
い
う
意
向

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
八
〇
百
万
円
の
補
助
事
業
に
つ
い
て

は
、
国
五
〇
％
、
県
一
〇
％
合
計
六
〇
％
の
補
助
率
で
あ
る
か

ら
一
〇
八
百
万
円
が
補
助
金
で
残
り
の
七
二
百
万
円
が
受
益
者

負
担
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
七
二
百
万
円
と
前
述
し
た
自

己
資
金
一
〇
〇
百
万
円
を
加
え
る
と
、
一
七
二
百
万
円
で
全
事

業
費
の
六
一
・
四
％
（
一
七
二
百
万
円
／
二
八
〇
百
万
円
）
を

も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
（
表
Ⅵ

（
マ
マ
）

―
一
参
照
）。

表
Ⅶ
―
一　

事
業
費
の
総
括
表
（
省
略
）

さ
ら
に
、
今
回
の
地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
等
に
伴
う
事
業

運
営
で
赤
字
が
で
て
も
、
そ
の
赤
字
分
を
行
政
で
補
塡
し
な
い

と
い
う
こ
と
が
前
提
条
件
で
あ
る
。

二　

収
支
計
画
（
案
）

㈠　

施
設
利
用
に
係
る
費
用
と
内
訳

地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
（
補
助
事
業
）、
管
理
棟
（
単
独

事
業
）
に
は
、
概
算
で
二
八
〇
百
万
円
が
投
資
さ
れ
る
。
こ
の

投
資
を
回
収
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
補
助
事
業
の
補

助
率
は
国
、
県
で
六
割
で
あ
る
。
し
か
し
、
投
資
額
二
七
〇
百

万
円
に
占
め
る
補
助
金
の
割
合
は
、
三
八
・
六
％
（
一
〇
八
百
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万
円
／
二
八
〇
百
万
円
）
に
な
る
。
残
り
の
負
担
部
分
一
七
二

百
万
円
（
二
八
〇
百
万
円
―
一
〇
八
百
万
円
）
を
借
入
れ
で
対

応
す
る
と
す
る
。
借
入
額
一
七
二
百
万
円
を
元
利
均
等
償
還
で
、

金
利
年
五
・
〇
年
返
済
で
計
算
す
る
と
、
年
間
元
利
約
一
二
、

二
〇
四
千
円
を
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
表
Ⅶ
―
二
参

照
）。表

Ⅶ
―
二　

借
入
金
返
済
計
画
（
省
略
）

さ
ら
に
、
建
物
及
び
内
部
施
設
の
減
価
償
却
を
計
算
す
る
と

次
の
よ
う
に
な
る
。
建
物
主
体
工
事
は
、
表
Ⅶ
―
一
の
よ
う
に
、

投
資
額
（
概
算
）
二
〇
四
百
万
円
（
補
助
金
額
一
〇
八
百
万

円
）、
耐
用
年
数
四
七
年
、
残
存
価
格
二
〇
・
四
百
万
円
の
定

額
法
で
計
算
す
る
と
減
価
償
却
費
は
、
年
間
三
、
九
〇
六
千
円

に
な
る
。
建
物
主
体
工
事
（
事
業
費
二
〇
四
百
万
円
）
に
補
助

金
一
〇
八
百
万
円
が
充
当
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
割
合
は
五

二
・
九
％
（
一
〇
八
百
万
円
／
二
〇
四
百
万
円
）
に
な
る
。
こ

の
率
で
圧
縮
償
却
す
れ
ば
、
年
間
の
減
価
償
却
費
は
二
、
〇
六

六
千
円
（
三
、
九
〇
六
千
円
×
〇
・
五
二
九
）
で
あ
る
。

一
方
、
内
部
設
備
（
補
助
対
象
外
）
に
関
す
る
取
得
価
格
二

〇
百
万
円
、
耐
用
年
数
一
〇
年
、
残
存
価
格
二
百
万
円
の
定
額

法
に
よ
る
減
価
償
却
費
は
、
年
間
一
、
八
〇
〇
千
円
に
な
る
。

そ
れ
ら
を
合
計
し
た
減
価
償
却
費
は
表
Ⅶ
―
三
の
通
り
で
あ
る
。

減
価
償
却
費
と
支
払
金
利
と
で
初
年
度
約
一
六
・
一
百
万
円
が

か
か
る
。

表
Ⅶ
―
三　

建
物
及
び
内
部
設
備
の
減
価
償
却
費
（
省
略
）

㈡　

施
設
利
用
料
金
と
そ
の
決
定
の
考
え
方

地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
は
、
農
業
活
性
化
に
役
立
て
る
た

め
に
、
国
、
県
か
ら
補
助
を
受
け
て
建
設
さ
れ
た
地
区
の
共
同

利
用
施
設
で
あ
る
。
施
設
利
用
料
金
を
考
え
る
場
合
に
、
当
該

施
設
が
社
会
資
本
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
か
否
か
、

と
い
う
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
社
会
資
本
と
は
、
誰
が
費
用
を

負
担
し
よ
う
が
、
そ
の
利
益
が
全
体
に
及
ぶ
こ
と
を
い
う
。
利

益
が
全
体
に
及
ぶ
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
個
人
で
は
な
く
、
社
会
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全
体
で
費
用
を
負
担
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
費
用
負
担
者
の
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
は
、
国
、

県
及
び
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
で
あ
る
。
国
、
県
が
補
助

金
を
だ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
利
益
（
受
益
）
は
全
体
に

及
ぶ
性
格
の
投
資
と
い
う
こ
と
を
暗
黙
の
前
提
条
件
と
し
て
い

る
。
利
益
が
全
体
に
及
ぶ
と
い
う
そ
の
程
度
は
、
補
助
率
が
六

割
な
ら
、
六
割
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
施
設
は
、
国
道
、

国
防
の
よ
う
な
純
粋
な
社
会
資
本
で
は
な
い
が
、
社
会
資
本
的

な
性
格
を
有
し
て
い
る
施
設
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ぎ
に
、
利
益
者
（
受
益
者
）
の
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の

施
設
を
利
用
し
て
、
利
益
を
得
る
の
は
、
個
人
か
、
或
い
は
全

体
か
、
と
い
う
検
討
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
特
定
の
個
人
（
個

別
農
家
）
で
は
な
い
。
全
体
と
い
う
場
合
、
国
の
補
助
と
い
う

側
面
か
ら
み
れ
ば
、
ま
さ
に
国
民
全
体
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
の
施
設
が
ど
う
み
て
も
、
国
民
全
体
で
利
用
さ
れ
利
益
を
受

け
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
国
民
の
望
む
食
料
を
供

給
す
る
或
は
農
業
を
通
し
て
国
土
・
自
然
環
境
を
保
全
す
る
と

い
う
見
地
か
ら
み
れ
ば
、
全
国
に
あ
る
こ
の
よ
う
な
施
設
が
食

料
を
供
給
し
て
い
た
り
、
農
業
を
通
し
て
国
土
・
自
然
環
境
を

保
全
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
全
体
を
統
合
す
る
と
き
、

国
民
全
体
に
利
益
が
及
ぶ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
六
割
補
助
分
の
説
明
で
あ
る
。
残
り
の

四
割
は
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
か
。
残
り
は
農
家
集
団
負
担

分
で
あ
る
か
ら
、
利
益
も
農
家
集
団
に
及
ぶ
。
で
は
、
そ
の
場

合
、
施
設
利
用
料
金
は
、
農
家
集
団
に
利
益
が
及
ぶ
範
囲
内
で

徴
収
し
て
も
か
ま
わ
な
い
の
か
。
答
え
は
、
か
ま
わ
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
施
設
利
用
料
金
を
徴
収
し
て
も
、
特

定
の
個
人
（
個
別
農
家
）
に
帰
属
せ
ず
、
集
団
に
帰
属
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
集
団
に
帰
属
し
た
施
設
利
用
料

金
は
、
集
団
全
体
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。

社
会
資
本
的
な
性
格
を
有
し
、
し
か
も
集
団
全
体
の
た
め
に

利
用
さ
れ
る
施
設
の
利
用
料
金
は
徴
収
さ
れ
る
と
し
て
も
、
で
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き
る
限
り
低
額
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

㈢　

収
支
計
画
（
案
）

収
支
計
画
（
案
）
で
は
、
物
産
販
売
部
門
、
飲
食
部
門
、
施

設
利
用
部
門
（
研
修
、
加
工
等
）
と
い
う
三
部
門
構
成
で
あ
る
。

物
産
販
売
部
門
は
、
地
域
農
産
物
、
そ
の
加
工
品
等
の
販
売
を

計
画
（
案
）
し
て
い
る
。
地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
は
、
門
川

の
果
樹
園
の
活
用
を
一
層
活
性
化
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
ね
ら
い
が

あ
る
。
農
業
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
よ
り
農
業
の
収
益

性
を
安
定
・
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
条
件
に
な
る
。
地
域
資

源
総
合
管
理
施
設
等
は
、
農
業
収
益
性
の
向
上
に
寄
与
で
き
る

も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
地
域
農
産
物
直

売
及
び
そ
の
加
工
・
販
売
は
最
も
重
要
な
機
能
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
温
州
み
か
ん
は
、
極
早
生
、
早
生
、
大
津
、
青
島
等

の
品
種
が
あ
る
。
中
晩
柑
類
と
し
て
は
、
ネ
ー
ブ
ル
、
ポ
ン
カ

ン
、
は
っ
さ
く
、
レ
モ
ン
、
伊
予
甘
夏
柑
、
ユ
ズ
等
々
多
く
の

種
類
を
栽
培
・
販
売
で
き
る
。
そ
の
他
果
樹
で
は
、
キ
ウ
イ
フ

ル
ー
ツ
、
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
、
う
め
、
か
き
、
び
わ
、
か
り
ん
、

り
ん
ご
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
野
菜
類
で
は
、
な
す
、
と
ま
と
、

き
ゅ
う
り
、
す
い
か
、
メ
ロ
ン
、
ね
ぎ
、
こ
ま
つ
な
、
は
く
さ

い
、
だ
い
こ
ん
、
か
ぶ
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、
モ
ロ
ヘ
イ
ヤ
等
々

多
品
種
の
野
菜
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
菌
茸
類
で
は
、
し

い
た
け
、
し
め
じ
、
ま
い
た
け
等
。
山
菜
類
で
は
、
わ
ら
び
、

た
ら
の
芽
、
う
ど
、
ふ
き
、
あ
し
た
ば
等
。
工
芸
作
物
で
は
、
茶
、

ハ
ー
ブ
等
も
あ
る
。
農
産
物
加
工
品
と
し
て
は
、
ジ
ュ
ー
ス
、

マ
マ
レ
ー
ド
、
き
ゃ
ら
ぶ
き
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
漬
け
物
、
菓
子

類
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
林
産
物
を
活
用
し
た
も
の
と
し
て
は
、

木
炭
も
あ
る
。
門
川
の
山
を
活
用
す
れ
ば
、
多
種
多
様
な
農
産

物
等
の
生
産
・
加
工
・
販
売
が
で
き
る
。

つ
ぎ
に
、
計
画
で
は
飲
食
部
門
を
あ
げ
て
い
る
。
地
域
の
農

林
水
産
物
と
加
工
品
を
活
用
し
た
料
理
の
研
究
と
そ
の
試
食
会

を
頻
繁
に
行
い
、
新
規
作
物
の
開
発
、
農
家
生
活
改
善
に
資
す

る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
さ
ら
に
発
展
的
に
考
え
ら

（
マ
マ
）ば

、
開
発
さ
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れ
た
斬
新
な
料
理
を
、
観
光
・
リ
ゾ
ー
ト
客
に
提
供
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
地
域
物
産
の
直
売
だ
け
で
は
な
く
、
料
理
と
し
て

サ
ー
ビ
ス
を
付
加
し
て
提
供
で
き
れ
ば
、
一
層
門
川
の
山
が
活

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
活
性
化
し
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

湯
河
原
町
に
は
、
年
間
七
百
万
人
も
の
観
光
・
リ
ゾ
ー
ト
客
が

訪
れ
て
い
る
と
い
う
他
の
市
町
村
に
は
み
ら
れ
な
い
特
徴
が
あ

り
、
こ
れ
を
見
逃
す
手
は
な
い
。

最
後
に
、
計
画
で
は
施
設
利
用
部
門
を
あ
げ
て
い
る
。
施
設

利
用
で
は
、「
Ⅵ　

管
理
運
営
計
画
」
の
「
二　

管
理
運
営
体

制
」
で
ふ
れ
て
あ
る
よ
う
に
、
研
修
室
、
食
材
加
工
室
、
食
体

験
室
が
計
画
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
部
屋
も
さ
ま
ざ
ま
な

企
画
、
研
修
等
で
活
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
低
額
で
は
あ
る

が
原
則
的
に
は
施
設
利
用
料
金
を
徴
収
す
る
計
画
で
あ
る
。
そ

の
か
わ
り
に
、
施
設
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
配
慮
し
て
、
気
持
ち

よ
く
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

物
産
販
売
部
門
の
収
入
は
、
八
〇
百
万
円
を
計
上
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
農
家
一
戸
当
た
り
に
換
算
す
れ
ば
約
九
〇
〇
千
円
で

あ
る
。
門
川
地
区
の
温
州
み
か
ん
販
売
金
額
は
約
一
五
〇
百
万

円
。
農
家
一
戸
当
た
り
約
一
、
六
五
〇
千
円
で
あ
る
。
も
ん
が

わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
に
門
川
地
区
の
四
〇
％
の
み
か
ん
の
結
集

を
目
標
に
す
る
。
さ
ら
に
、
多
品
目
の
農
産
物
・
加
工
品
を
生

産
販
売
す
る
。

飲
食
部
門
の
収
入
は
五
〇
百
万
円
の
計
画
で
あ
る
。
利
用
者

一
人
当
た
り
千
円
飲
食
す
る
と
し
て
、
年
間
五
〇
千
人
、
年
三

〇
〇
日
営
業
と
し
て
一
日
当
た
り
一
六
七
人
が
利
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
一
週
間
で
一
、
一
六
九
人
の
集
客
が
必
要
で
あ

る
。
土
、
日
曜
日
、
祝
祭
日
に
は
、
一
〇
〇
席
を
三
回
転
さ
せ

る
こ
と
が
目
標
に
な
る
。
年
間
の
観
光
・
リ
ゾ
ー
ト
客
が
七
百

万
人
も
訪
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
年
間
五
万
人
集
客
は
そ

れ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
。
営
業
で
あ
る
か
ら
集
客
の
努

力
が
必
要
で
あ
る
が
、
㊀
調
理
の
内
容
に
特
徴
を
だ
す
こ
と
が

で
き
、
㊁
交
通
量
の
多
い
国
道
一
三
五
号
線
沿
い
に
立
地
し
て
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い
る
こ
と
、
㊂
太
平
洋
を
眺
望
で
き
る
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
る

こ
と
等
か
ら
恵
ま
れ
た
環
境
に
あ
る
。

ト
ー
タ
ル
と
し
て
、
施
設
を
利
用
し
た
事
業
の
収
支
は
、
創

業
時
に
お
い
て
七
百
万
円
ほ
ど
赤
字
に
な
る
が
、
こ
れ
は
、
初

年
度
の
み
取
得
税
七
百
万
円
計
上
さ
れ
た
こ
と
が
圧
迫
要
因
に

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
事
業
が
順
調
に
発
展
す
れ
ば
、
黒
字

に
転
化
し
て
い
く
計
画
で
あ
る
。

な
お
、
表
Ⅶ
―
四
に
お
い
て
は
、
減
価
償
却
は
圧
縮
後
の
部

分
だ
け
を
対
象
に
し
て
計
画
し
た
が
、
事
業
の
継
続
性
を
考
慮

す
れ
ば
、
収
益
の
な
か
か
ら
施
設
の
更
新
等
の
た
め
の
基
金
等

の
積
立
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

表
Ⅶ
―
四　

農
事
組
合
法
人　

も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク

収
支
計
画
（
案
）（
省
略
）

付
属
資
料
―
一　



農
事
組
合
法
人
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー

ク
定
款
（
省
略
）

（「
神
奈
川
県
湯
河
原
町
門
川
地
区　

農
業
構
造
改
善
に
お
け

る
特
定
施
設
基
本
計
画　

―
緑
の
農
村
空
間
型
―　

平
成
六

年
一
月
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

81　

も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
開
店
レ
セ
プ
シ
ョ
ン

も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク　

今
日
開
店
レ
セ
プ

シ
ョ
ン　

農
業
公
園
中
央
管
理
棟
の
完
成
で

農
事
組
合
法
人
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
（
○
○
○
○
代

表
理
事
）
が
、
熱
海
市
泉
門
川
分
地
区
（
大
黒
崎
）
の
135
号
線

沿
に
進
め
て
い
る
「
門
川
地
区
農
業
公
園
近
代
化
施
設
整
備
事

業
」
の
一
環
と
し
て
の
農
業
公
園
の
基
幹
施
設
と
な
る
「
中
央

管
理
棟
」
が
完
成
、
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン
に
先
立
ち
き
ょ
う
十

日
㈬
午
前
十
時
よ
り
同
中
央
管
理
棟
レ
ス
ト
ラ
ン
（
湯
河
原

ビ
ー
ル
園
）
に
お
い
て
開
店
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
る
。

同
事
業
は
、
兼
業
化
に
伴
う
専
業
農
家
の
減
少
、
後
継
者
不

足
に
よ
る
農
業
継
続
の
困
難
、
み
か
ん
市
場
価
格
の
低
迷
、
農
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地
の
荒
廃
化
な
ど
種
々
の
農
業
問
題
を
抱
え
る
門
川
地
区
み
か

ん
農
家
の
生
産
基
盤
の
充
実
化
を
図
る
な
ど
門
川
地
区
農
業
者

の
農
業
活
性
化
を
図
ろ
う
と
も
ん
が
わ
・
ア
グ
リ
パ
ー
ク
が
事

業
主
体
と
な
り
実
施
し
て
い
る
も
の
。

こ
の
農
業
公
園
の
入
口
に
位
置
し
中
心
施
設
と
な
る
中
央
管

理
棟
は
、
昨
年
六
月
、
町
内
各
公
共
施
設
の
建
設
な
ど
を
手
が

け
て
い
る
㈱
蒲
谷
工
務
店
（
蒲
谷
慎
一
社
長
）
の
施
工
に
よ
り

建
設
が
始
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
、
四
月
の
プ
レ
オ
ー
プ
ン
に

続
き
全
施
設
の
完
成
に
よ
る
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン
を
前
に
開
店

レ
セ
プ
シ
ョ
ン
開
催
の
運
び
と
な
っ
た
も
の
。

（「
相
豆
新
聞
」
平
成
七
年
五
月
一
〇
日
付
）

82　
「
ふ
れ
あ
い
農
園
」
が
ス
タ
ー
ト

土
に
親
し
み
収
穫
の
喜
び
を　
「
ふ
れ
あ
い
農
園
」

が
ス
タ
ー
ト　

三
農
園
、
28
区
画
を
貸
与
へ

湯
河
原
町
で
は
、
米
岡
幸
男
町
長
が
町
長
選
立
候
補
当
時
、

公
約
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
て
い
た
遊
休
農
地
の
借
り
上
げ
に
よ

る
市
民
農
園
（
ふ
れ
あ
い
農
園
）
の
実
現
へ
向
け
今
年
度
予
算

に
「
ふ
れ
あ
い
農
園
整
備
事
業
」
と
し
て
三
百
八
十
四
万
六
千

円
を
計
上
す
る
な
ど
準
備
を
進
め
、
町
内
の
農
業
者
と
借
り
上

げ
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
な
ど
を
進
め
て
い
た
が
、
こ
の
ほ
ど

門
川
・
吉
浜
・
川
堀
の
三
個
所
に
農
園
用
地
が
確
保
で
き
た
こ

と
か
ら
い
よ
い
よ
町
民
へ
の
貸
与
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
ふ
れ
あ
い
農
園
は
、
町
内
の
遊
休
農
地
の
利
用
促
進
な

ど
の
一
つ
と
し
て
、
農
業
者
以
外
の
方
に
土
に
親
し
み
、
収
穫

の
喜
び
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
る
農
業
体
験
の
場
と
し
て
、
町

民
に
野
菜
作
り
や
花
作
り
な
ど
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
こ
う
と
計

画
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
湯
河
原
町
で
は
、
こ
の
農
園
を
「
湯

河
原
町
ふ
れ
あ
い
農
園
」
と
名
付
け
、
利
用
料
年
間
九
千
円
、

二
年
間
の
期
間
で
町
内
在
住
の
方
に
貸
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

開
設
が
決
っ
た
農
園
は
、
白
沼
田
農
園
（
吉
浜
・
オ
レ
ン
ジ

ビ
ラ
上
）
の
八
区
画
、
天
保
山
農
園
（
川
堀
・
前
栗
場
橋
近
く
）
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の
十
一
区
画
、
蔵
町
農
園
（
門
川
・
蔵
町
公
園
前
）
の
九
区
画
。

こ
の
農
園
の
利
用
を
希
望
す
る
方
は
、
往
復
は
が
き
の
往
信

裏
面
に
希
望
す
る
農
園
名
、
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を
記
入

返
信
用
表
に
住
所
、
氏
名
を
記
入
し
、
六
月
二
十
日
㈯
（
当
日

消
印
有
効
）
ま
で
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
は
が
き
は
一
家
族

一
通
。
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な
る
。
抽
選
の
場
合
、

抽
選
日
は
六
月
二
十
八
日
㈮
、
午
前
十
時
よ
り
湯
河
原
町
役
場

第
二
庁
舎
三
階
会
議
室
で
行
わ
れ
る
。

は
が
き
郵
送
先
及
び
お
問
い
合
わ
せ
は
、
〒
259
―
03
、
湯
河

原
町
中
央
二
―
二
―
一
、
湯
河
原
町
経
済
部
農
林
水
産
課
「
ふ

れ
あ
い
農
園
」
募
集
係
（
☎
�

（
マ
マ
）２

１
１
１
内
線
○
○
○
～
○
○

○
）
ま
で
。

な
お
、
農
園
の
使
用
開
始
は
七
月
中
旬
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

（「
相
豆
新
聞
」
平
成
八
年
五
月
二
六
日
付
）

83　

町
農
事
組
合
法
人
に
指
導
文
書

湯
河
原
の
美
術
館
問
題　

ビ
ー
ル
園
に
戻
せ　

町　

農
事
組
合
法
人
に
指
導
文
書

湯
河
原
町
の
農
事
組
合
法
人
「
も
ん
が
わ
ア
グ
リ
パ
ー
ク
」

（
○
○
○
○
代
表
理
事
、
八
十
九
人
）
が
国
・
県
の
補
助
金
を

目
的
外
に
使
用
し
た
と
さ
れ
る
問
題
で
湯
河
原
町
は
二
十
九
日
、

同
組
合
に
対
し
①
浮
世
絵
な
ど
を
展
示
し
て
い
る
美
術
館
を
元

の
姿
に
戻
せ
②
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
、
目
的
外
使
用
を
認
め

る
文
書
を
出
せ
―
を
骨
子
と
す
る
指
導
文
書
を
出
す
一
方
、
近

く
県
に
も
提
出
す
る
。
町
は
県
か
ら
「
目
的
外
使
用
」
と
の
通

知
を
受
け
て
お
り
、
組
合
へ
の
指
導
結
果
を
求
め
ら
れ
て
い
た
。

町
の
い
う
元
の
姿
と
は
農
産
物
即
売
所
を
兼
ね
た
ビ
ー
ル
園

で
一
九
九
五
年
五
月
、
隣
接
の
静
岡
県
熱
海
市
泉
の
門
川
地
区

農
業
公
園
内
に
開
設
さ
れ
た
。
建
設
費
は
二
億
二
千
万
円
。
国

が
一
億
一
千
万
円
、
県
が
二
千
二
百
万
円
を
補
助
し
て
い
る
。
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組
合
員
の
大
半
が
ミ
カ
ン
農
家
で
、
ミ
カ
ン
生
産
の
ほ
か
観
光

農
園
や
農
産
物
即
売
も
行
う
ビ
ー
ル
園
に
転
身
を
図
る
狙
い

だ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
施
設
も
思
う
よ
う
に
客
足
が
伸
び
ず
、
赤
字

が
出
る
一
方
で
、
組
合
の
経
営
は
行
き
詰
ま
っ
た
。
組
合
か
ら

依
頼
を
受
け
た
町
の
仲
介
で
昨
年
六
月
、「
湯
河
原
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
パ
ー
ク
」（
東
京
都
中
央
区
）
と
業
務
提
携
、
三
億
円
の

資
金
援
助
を
受
け
た
。
施
設
は
今
年
四
月
、
美
術
館
に
改
装
さ

れ
て
新
し
く
オ
ー
プ
ン
し
た
。

美
術
館
と
し
て
改
装
さ
れ
た
こ
と
が
国
・
県
の
指
摘
す
る
補

助
金
の
目
的
外
使
用
に
当
た
る
と
さ
れ
た
わ
け
だ
。
組
合
を
指

導
す
る
立
場
の
同
町
幹
部
は
「
組
合
か
ら
の
回
答
は
こ
れ
か
ら

だ
が
、
美
術
館
を
元
の
施
設
に
戻
す
の
は
難
し
い
の
で
は
な
い

か
。
そ
う
な
る
と
、
目
的
外
使
用
を
認
め
て
補
助
金
の
返
済
に

つ
い
て
県
な
ど
と
相
談
す
る
し
か
な
い
の
で
は
…
」
と
話
し
て

い
る
。

（「
神
奈
川
新
聞
」
平
成
一
〇
年
九
月
三
〇
日
付
）

神
奈
川
新
聞
社
提
供
、
複
製
禁
止

84　

農
業
公
園
整
備
事
業
施
設
の
目
的
外
使
用
承
認
申
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
農
第
三
五
八
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
一
〇
年
一
二
月
二
五
日

神
奈
川
県
知
事　

岡
崎　

洋　

殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
長　

米
岡
幸
男

農
業
公
園
整
備
事
業
で
取
得
し
た
施
設
の
目
的
外
使

用
に
関
す
る
承
認
申
請
書

平
成
五
・
六
年
度
に
お
い
て
、
農
業
公
園
整
備
事
業
に
よ
り

取
得
し
た
農
業
近
代
化
施
設
（
地
域
資
源
総
合
管
理
施
設
）
を

別
紙
に
よ
り
目
的
外
使
用
し
た
い
の
で
、
神
奈
川
県
営
農
団
地

整
備
事
業
等
に
係
る
補
助
対
象
事
業
事
務
取
扱
要
領
第
五
の
四

の
規
定
に
基
づ
き
、
承
認
を
申
請
し
ま
す
。
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一　

目
的
外
使
用
の
理
由

農
事
組
合
法
人
も
ん
が
わ
ア
グ
リ
パ
ー
ク
は
、
平
成
五
・
六

年
度
に
農
業
公
園
整
備
事
業
で
建
設
し
た
「
地
域
資
源
総
合
管

理
施
設
」
で
、
平
成
七
年
五
月
か
ら
食
体
験
・
農
産
物
の
販
売

等
の
営
業
を
開
始
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
経
済
情
勢
の
変
化

や
伊
豆
半
島
沖
の
群
発
地
震
に
よ
る
観
光
客
の
激
減
等
か
ら
、

当
初
に
計
画
し
た
利
用
客
数
が
得
ら
れ
ず
、
赤
字
経
営
が
続
き
、

組
合
は
存
亡
の
危
機
に
直
面
し
て
お
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
打
開
す
る
た
め
、
本
施
設
を
観
光
客
の

大
幅
な
増
加
が
見
込
ま
れ
る
美
術
品
展
示
施
設
と
し
て
使
用
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

組
合
法
人
と
し
て
は
、
施
設
内
の
一
部
を
地
域
特
産
物
等
を

提
供
す
る
場
と
し
て
利
用
す
る
ほ
か
、
美
術
展
示
と
併
せ
て
み

か
ん
祭
り
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る
な
ど
、
本
施
設
を
今

後
と
も
観
光
農
業
の
拠
点
と
し
て
役
立
て
た
い
と
し
て
お
り
、

本
施
設
を
美
術
品
展
示
施
設
と
し
て
使
用
す
る
事
も
や
む
を
得

な
い
も
の
と
思
料
さ
れ
ま
す
。

二　

承
認
申
請
に
係
わ
る
施
設
の
概
要

　

㈠　

事
業
種
目

農
業
近
代
化
施
設
（
総
合
情
報
施
設
整
備
事
業
）

地
域
資
源
総
合
管
理
施
設

　

㈡　

施
設
の
所
在
地

静
岡
県
熱
海
市
泉
元
門
川
分
字
立
ケ
窪
一
二
二
―
一

　

㈢　

構
造
及
び
規
模

鉄
骨
造
り
一
部
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
二
階
建
て

一
棟　

六
四
八
・
四
二
㎡
（
Ｂ
一
階　

二
八
五
・
九
八

㎡　

一
階　

三
六
二
・
四
四
㎡
）

　

㈣　

事
業
費
及
び
町
補
助
金
額

ア　

事
業
費　平

成
五
年
度　

一
八
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

平
成
六
年
度　
　

四
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

　
　

計　
　
　

二
二
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
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イ　

県
補
助
金
額　
　
　

一
三
二
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

内
訳

国
費　

一
一
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
（
五
〇
％
）

県
費　
　

二
二
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
（
一
〇
％
）

三　

承
認
申
請
に
係
る
事
項

㈠　

目
的
外
使
用
の
期
間

平
成
九
年
一
二
月
一
二
日
以
降

㈡　

利
用
の
内
容
又
は
方
法

美
術
品
展
示
施
設
と
し
て
使
用

四　

返
還
額七

四
、
九
八
五
、
七
一
四
円

　
　
　

内
訳　

国
費　

六
二
、
四
八
八
、
〇
九
五
円

　
　
　
　
　
　

県
費　

一
二
、
四
九
七
、
六
一
九
円

五　

返
還
の
予
定
時
期

平
成
一
一
年
三
月
（
町
の
平
成
一
一
年
三
月
定
例
会

の
補
正
予
算
成
立
後
）

六　

添
付
書
類

㈠　

財
産
管
理
台
帳

㈡　

事
業
実
績
報
告
書

㈢　

施
設
利
用
実
績
及
び
経
営
状
況

㈣　

施
設
位
置
図

㈤　

施
設
平
面
図

㈥　

施
設
の
写
真

㈦　

組
合
法
人
の
役
員
会
議
事
録
写
し

㈧　

補
助
金
返
還
額
算
出
資
料

㈨　

そ
の
他

（
添
付
書
類
省
略
）

（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

85　

イ
ー
ジ
ー
ネ
ッ
ト
ハ
ウ
ス
設
置

イ
ー
ジ
ー
ネ
ッ
ト
ハ
ウ
ス
設
置　

無
農
薬
野
菜
栽
培
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へ
補
助　

農
業
活
性
化
へ
農
家
に
奨
励

湯
河
原
町
で
は
、
本
年
を
「
環
境
元
年
」
と
位
置
付
け
様
々

な
分
野
に
お
い
て
環
境
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
そ
の
一

環
と
し
て
現
在
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
食
の
安
全
、

安
心
を
図
る
た
め
少
し
で
も
農
薬
の
使
用
量
を
少
な
く
し
た
無

農
薬
野
菜
の
栽
培
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
の
無
農
薬
野
菜
の

栽
培
方
法
と
し
て
、
東
京
都
農
業
試
験
場
に
お
い
て
簡
易
ハ
ウ

ス
全
体
を
ネ
ッ
ト
で
覆
い
、
虫
を
寄
せ
付
け
な
い
と
い
う

「
イ
ー
ジ
ー
ネ
ッ
ト
ハ
ウ
ス
」
と
呼
ば
れ
る
低
コ
ス
ト
の
栽
培

方
法
が
開
発
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
方
法
に
よ
り
安
全
で
安
心
、

美
味
し
い
こ
だ
わ
り
の
野
菜
を
農
薬
散
布
と
い
う
作
業
か
ら
ほ

と
ん
ど
解
放
さ
れ
る
中
で
比
較
的
簡
単
に
栽
培
が
で
き
る
こ
と

か
ら
湯
河
原
町
で
も
こ
の
「
イ
ー
ジ
ー
ネ
ッ
ト
ハ
ウ
ス
」
を

使
っ
た
野
菜
栽
培
の
普
及
を
促
進
さ
せ
て
お
り
、
去
る
四
月
に

は
数
回
に
わ
た
り
実
際
に
こ
の
イ
ー
ジ
ー
ネ
ッ
ト
ハ
ウ
ス
に
よ

る
野
菜
の
栽
培
講
習
会
を
開
催
、
栽
培
さ
れ
た
野
菜
類
を
湯
河

原
町
商
工
会
の
主
催
で
開
催
さ
れ
た
ふ
れ
あ
い
広
場
産
業
祭
会

場
で
販
売
し
大
好
評
を
得
て
い
る
。

湯
河
原
町
で
は
、
こ
の
イ
ー
ジ
ー
ネ
ッ
ト
ハ
ウ
ス
栽
培
を
よ

り
普
及
さ
せ
、
地
元
消
費
者
や
宿
泊
客
等
へ
供
給
す
る
こ
と
に

よ
り
、
今
後
の
農
業
の
活
性
化
に
も
つ
な
げ
よ
う
と
「
イ
ー

ジ
ー
ネ
ッ
ト
ハ
ウ
ス
」
の
設
置
に
補
助
金
制
度
を
設
け
て
お
り

農
家
の
皆
さ
ま
の
利
用
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

補
助
金
制
度
の
内
容
は
次
の
と
お
り
。

▽
イ
ー
ジ
ー
ネ
ッ
ト
ハ
ウ
ス
設
置
の
内
容
＝
⑴
本
町
内
で
個

人
の
農
地
等
に
設
置
す
る
ハ
ウ
ス
に
し
ま
す
⑵
ハ
ウ
ス
を
設
置

す
る
農
地
等
は
、
農
薬
無
散
布
の
野
菜
栽
培
に
適
す
る
よ
う
、

土
壌
診
断
等
に
基
づ
い
て
土
壌
改
良
を
し
て
く
だ
さ
い
⑶
ハ
ウ

ス
の
面
積
は
15
㎡
（
間
口
三
ｍ
奥
行
五
ｍ
）
以
上
に
し
て
く
だ

さ
い
。

▽
対
象
者
＝
本
町
に
居
住
し
農
地
等
を
所
有
し
て
い
る
か
、

あ
る
い
は
使
用
し
て
い
る
個
人
及
び
農
業
生
産
法
人
で
、
こ
の
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農
地
等
に
、
イ
ー
ジ
ー
ネ
ッ
ト
ハ
ウ
ス
を
設
置
し
、
農
薬
無
散

布
野
菜
を
栽
培
す
る
場
合
に
要
す
る
経
費
の
一
部
に
補
助
が
受

け
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
収
穫
し
た
野
菜
の
お
お
む
ね
二
分
の

一
は
、
町
が
指
定
す
る
販
売
所
等
で
扱
う
こ
と
と
し
ま
す
（
五

年
間
）

▽
補
助
金
の
額
＝
⑴
補
助
金
の
額
は
、
ハ
ウ
ス
の
面
積
の
一

㎡
に
つ
き
二
千
円
⑵
同
一
世
帯
に
対
し
て
交
付
さ
れ
る
補
助
金

の
最
高
限
度
額
は
十
万
円
。

〈
例
〉
一
棟
の
場
合
（
材
料
費
一
陳

（
棟
）約

六
万
円
×
2
分
の
1
）

三
万
円
。
三
棟
の
場
合
（
材
料
費
一
棟
約
六
万
円
、
三
陳

（
棟
）で

十

八
万
円
の
2
分
の
1
）
九
万
円
の
補
助
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

詳
し
い
こ
と
の
お
問
い
合
わ
せ
、
申
し
込
み
は
湯
河
原
町
役

場
環
境
農
政
部
農
政
課
（
☎
�
２
１
１
１
内
線
○
○
○
）
ま
た

は
Ｊ
Ａ
お
だ
わ
ら
西
部
経
済
セ
ン
タ
ー
（
☎
�
○
○
○
○
）
ま

で
。

（「
相
豆
新
聞
」
平
成
一
五
年
七
月
二
七
日
付
）

86　

藤
中
系
温
州
ミ
カ
ン
の
表
彰

表
彰
状

足
柄
下
郡
吉
浜
町

藤
中
里
次
郎
殿

貴
殿
は
多
年
に
わ
た
り
柑
橘
栽
培
に
従
事
し
優
良
品
種
改
良
に

鋭
意
努
力
し
た
結
果
中
生
系
優
良
品
種
と
し
て
藤
中
系
温
州
み

か
ん
を
発
見
さ
れ
ま
し
た
が
こ
れ
は
本
県
柑
橘
産
業
振
興
の
上

に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
誠
に
大
き
い
と
思
い
ま
す

よ
っ
て
こ
れ
を
表
彰
し
ま
す

昭
和
三
十
年
三
月
二
十
五
日

神
奈
川
県
知
事　

内
山
岩
太
郎
印

（
吉
浜　

藤
中
倉
藏
氏
蔵
）

藤
中
系
温
州
ミ
カ
ン
は
、
吉
浜
の
藤
中
里
次
郎
氏
に
よ
り
一

九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
に
原
木
が
発
見
さ
れ
た
。
一
九
五
四
年

に
温
州
蜜
柑
優
良
系
統
と
し
て
発
表
さ
れ
、
県
産
み
か
ん
の
主
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力
を
担
っ
た
。
口
絵
参
照
。

87　

大
津
祐
男
氏
関
連
記
事

①　

神
奈
川
文
化
賞
推
薦
文

大
津
祐
男
先
生
の
す
が
お

明
治
四
四
年
三
月
三
〇
日
生
（
七
八
才
）

住
所　

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
湯
河
原
町
吉
浜
○
○
○
番
地

［
略　

歴
］一

六
才
よ
り
ミ
カ
ン
作
り
に
従
事
、
昭
和
二
四
年
（
三

九
才
）
に
吉
浜
農
業
協
同
組
合
長
に
就
任
（
八
年
間
）
以

降
町
議
会
議
員
、
消
防
団
長
、
農
業
委
員
長
等
一
〇
以
上

の
要
職
を
歴
任
、
現
在
は
、「
緑
の
街
作
り
会
委
員
長
」

と
し
て
活
躍
中
、
昭
和
五
九
年
勳
五
等
瑞
宝
章
、
昭
和
六

二
年
高
橋
柑
橘
賞
他
各
界
か
ら
数
多
く
賞
を
受
け
る
。

［
業　

績
］

一
．
大
津
四
号
の
育
成

ミ
カ
ン
作
り
の
か
た
わ
ら
、
戦
前
よ
り
苗
木
の
育
成
と

交
雑
育
種
に
取
り
く
み
、
数
多
く
の
品
種
を
育
成
、
中
で

も
昭
和
三
九
年
に
十
万
温
州
の
珠
心
胚
の
実
生
の
中
よ
り

選
抜
し
た
品
種
を
大
津
四
号
と
し
て
、
昭
和
五
二
年
に
種

苗
登
録
、
昭
和
六
一
年
時
点
で
全
国
一
、
三
〇
〇
ha
と
な

り
、
現
在
も
高
糖
系
擾
良
系
統
と
し
て
、
面
積
、
生
産
量

が
拡
大
し
、
市
場
で
の
評
価
も
非
常
に
高
い
。

二
．
大
津
式
接
木
法
の
考
案
と
普
及

従
来
の
接
木
口
数
の
少
な
い
高
接
に
代
わ
り
、
主
枝
、

亜
主
枝
、
側
枝
を
利
用
し
、
多
く
の
接
ぎ
口
数
を
作
り
、

短
期
間
の
う
ち
に
収
量
の
復
元
を
は
か
る
更
新
方
法
、
い

わ
ゆ
る
大
津
式
接
木
法
を
考
案
し
、
そ
の
後
昭
和
四
七
年

の
ミ
カ
ン
暴
落
以
降
全
国
的
に
品
種
更
新
が
盛
ん
に
な
っ

た
頃
よ
り
、
本
県
を
含
む
各
県
へ
出
向
き
指
導
さ
れ
た
。

三
．
そ
の
他
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現
在
、
み
か
ん
園　

一
・
四
ha
は
、
三
男
が
後
継
者
と

な
り
、
一
緒
に
経
営
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
果
樹
関
係
雑

誌
一
一
部
に
目
を
通
し
、
新
刊
書
も
買
い
求
め
、
忙
し
い

時
間
を
さ
い
て
柑
橘
試
験
場
も
訪
ね
て
研
究
さ
れ
て
お
ら

れ
る
。

（
真
子
正
史
氏
「
神
奈
川
県
文
化
賞
推
薦
文
」）

　

原
資
料
は
横
書
き
。

　
　②　

園
芸
功
労
賞
推
薦
文

　
　
　
　

功
労
賞

　
　
　

カ
ン
キ
ツ
の
高
接
更
新
技
術
の
開
発
普
及

　
　
　
　
　
　
　

神
奈
川
県　

湯
河
原
町　

大
津
祐
男

大
津
祐
男
氏
（
神
奈
川
県
足
柄
下
郡
湯
河
原
町
吉
浜
）
は
一

生
を
カ
ン
キ
ツ
と
共
に
あ
っ
た
一
生
産
者
で
あ
る
。
終
始
、
カ

ン
キ
ツ
の
栽
培
、
繁
殖
、
貯
蔵
な
ど
の
技
術
の
向
上
の
た
め
に

は
、
カ
ン
キ
ツ
の
生
理
生
態
、
育
種
技
術
、
栄
養
生
理
、
果
樹

園
土
壌
な
ど
の
学
理
を
理
解
し
た
上
で
、
そ
れ
に
基
礎
づ
い
た

応
用
を
考
究
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
信
念
と
態
度
と
、

そ
し
て
努
力
と
を
継
続
し
て
き
て
い
る
生
産
者
で
あ
る
。
そ
の

結
果
の
一
つ
と
し
て
、
一
挙
更
新
腹
接
法
を
開
発
さ
れ
た
こ
と

は
、
単
な
る
篤
農
家
の
域
を
超
え
た
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
生
産

者
像
を
、
そ
こ
に
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

カ
ン
キ
ツ
の
高
接
は
も
と
よ
り
古
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
き
た

が
、
技
術
的
に
不
安
定
な
要
素
が
多
く
、
品
種
蒐
集
や
不
良
樹

の
更
新
に
利
用
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
園
あ
る
い
は
集
団
地

単
位
で
積
極
的
に
品
種
・
系
統
を
更
新
す
る
方
法
は
確
立
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

大
津
氏
が
開
発
し
た
一
挙
更
新
腹
接
法
は
、
前
述
の
よ
う
に

秩
序
だ
っ
た
基
礎
的
な
技
術
解
析
か
ら
樹
立
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
三
〇
年
代
に
リ
ン
ゴ
の
品
種
更
新
に
多
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用
さ
れ
た
高
接
更
新
方
法
を
徹
底
研
究
の
上
、
カ
ン
キ
ツ
に
適

用
す
る
方
法
を
考
案
す
る
と
共
に
、
ミ
カ
ン
の
樹
冠
縮
少
の
た

め
に
樹
高
切
下
げ
を
行
な
う
場
合
、
葉
数
さ
え
確
保
す
れ
ば
影

響
が
少
な
い
こ
と
を
種
々
の
環
境
下
で
実
証
し
た
上
で
、
技
術

を
組
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
方
、
品
種
の
早
期
更

新
に
よ
る
経
営
改
善
の
意
慾
が
そ
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と

は
否
め
な
い
。
か
よ
う
に
し
て
組
立
て
ら
れ
た
技
術
だ
け
に
、

普
遍
性
に
富
み
誰
も
が
施
せ
る
技
術
で
あ
り
、
全
国
の
カ
ン
キ

ツ
産
地
に
有
益
な
技
術
と
し
て
普
及
し
て
い
る
の
も
道
理
と
さ

え
思
え
る
。
折
か
ら
ミ
カ
ン
の
生
産
過
剰
危
機
の
対
策
と
し
て
、

全
国
的
な
規
模
で
中
晩
生
カ
ン
キ
ツ
や
優
良
温
州
ミ
カ
ン
系
統

へ
の
更
新
と
爾
後
の
早
期
多
収
に
役
立
ち
、
カ
ン
キ
ツ
産
業
の

体
質
改
善
に
目
ざ
ま
し
く
貢
献
し
て
い
る
。

一
挙
更
新
腹
接
法
の
詳
細
は
省
略
す
る
が
、
接
木
労
力
と
穂

木
と
を
多
く
要
す
る
も
の
の
、
活
着
率
が
高
く
、
芽
出
し
技
術

を
行
な
え
ば
数
ケ
月
で
枝
葉
が
繁
茂
し
、
樹
勢
を
損
ね
る
こ
と

が
少
な
く
て
、
樹
冠
の
回
復
が
迅
速
か
つ
早
期
多
収
を
う
る
こ

と
が
出
来
る
特
長
を
も
つ
。
こ
の
方
法
の
確
立
以
来
、
大
津
氏

は
持
前
の
指
導
力
を
生
か
し
て
、
地
元
や
東
海
地
方
に
と
ど
ま

ら
ず
、
九
州
、
四
国
、
中
国
地
方
の
品
種
更
新
運
動
に
役
立
つ

べ
く
精
力
的
に
活
動
し
、
そ
の
間
試
験
研
究
や
指
導
機
関
と
の

交
流
を
通
じ
て
、
こ
の
方
法
の
地
域
適
応
性
の
確
立
に
も
努
め

て
き
た
。

大
津
氏
は
青
年
期
か
ら
、
地
元
農
協
、
県
柑
橘
連
合
会
な
ど

の
組
合
活
動
に
挺
身
す
る
ほ
か
、
定
期
的
に
常
に
試
験
研
究
機

関
や
大
学
な
ど
か
ら
、
新
し
い
学
理
に
基
づ
く
技
術
の
習
得
、

開
発
に
腐
心
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
幸
に

も
、
民
間
育
種
家
と
し
て
の
多
年
の
努
力
が
実
を
結
び
、
十
万

系
普
通
温
州
の
珠
心
胚
実
生
で
あ
る
〝
大
津
四
号
〟（
昭
和
五

二
年
九
月
三
日
、
農
産
種
苗
登
録
第
三
一
二
号
）
を
育
成
し
、

広
く
普
及
す
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

（
真
子
正
史
氏
「
園
芸
学
会
功
労
賞
推
薦
文
」）
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原
資
料
は
横
書
き
。

ミ
カ
ン
産
業
の
発
展
に
数
多
く
の
業
績
を
残
し
た
大
津
祐
男

氏
の
業
績
概
要
が
う
か
が
え
る
。
神
奈
川
文
化
賞
は
一
九
七
八

（
昭
和
五
三
）
年
、
園
芸
功
労
賞
は
一
九
八
一
（
昭
和
五
六
）
年

に
受
賞
し
た
。

第
二
節　

漁　
　
　

業

88　

真
鶴
・
福
浦
い
ま
ニ
ボ
シ
の
最
盛
期

一
日
に
ざ
っ
と
二
千
貫　

真
鶴
福
浦　

い
ま
ニ
ボ
シ

の
最
盛
期

西
湘
の
真
鶴
、
福
浦
漁
場
で
は
い
ま
ニ
ボ
シ
の
製
造
が
盛
ん
に

行
わ
れ
て
い
る
。
夏
網
で
と
れ
る
新
サ
バ
と
イ
ワ
シ
の
加
工
品

は
福
浦
で
は
多
い
と
き
に
は
一
日
二
千
貫
も
の
製
品
が
で
き
上

る
。
貫
当
り
三
百
六
十
円
前
後
で
静
岡
県
蒲
原
方
面
へ
売
ら
れ

て
い
く
。
五
月
か
ら
七
月
ま
で
が
最
盛
期
で
、
漁
場
で
は
ニ
ボ

シ
が
ま
る
で
毛
せ
ん
の
よ
う
に
干
さ
れ
て
い
る
。

（「
神
奈
川
新
聞
」
昭
和
三
一
年
七
月
六
日
付
）



287

第二節　漁　　　業

89　

漁
業
関
係
補
償
事
例
集

湯
河
原
町
池
崎
海
面
埋
立
に
伴
う
漁
業
補
償

一
、
補
償
者

住　

所　
　
　

東
京
都
豊
島
区
池
袋
二
の
一
一
〇
九

氏　

名　
　
　

株
式
会
社　

白
雲
閣

二
、
被
補
償
者

住　

所　
　
　

足
柄
下
郡
湯
河
原
町
福
浦
四
九
五

氏　

名　
　
　

福
浦
漁
業
協
同
組
合

組
合
の
地
区　



足
柄
下
郡
福
浦
村
、
吉
浜
町
、
湯
ケ
原
町

門
川

組
合
員
数　
　



正
組
合
員　

一
六
七
名
、
準
組
合
員　

二

三
名
、
計　

一
九
〇
名

三
、
補
償
の
対
象
と
な
っ
た
埋
立
区
域
等
に
つ
い
て

㈠　

埋
立
区
域
、
面
積

神
奈
川
県
と
静
岡
県
の
県
境
千
歳
川
か
ら
湯
ケ
原
町
吉

浜
新
崎
川
に
至
る
間
の
水
面
九
五
、
三
六
七
・
七
〇
平
方

米
を
埋
立

㈡　

埋
立
目
的

国
際
観
光
ホ
テ
ル
及
び
リ
ク
リ
エ
ー
シ

（
マ
マ
）ン

セ
ン
タ
ー
建

設
用
地
造
成

㈢　

埋
立
に
よ
り
加
わ
れ
る
漁
業
権
漁
場

共
第
五
四
号
及
び
共
第
五
五
号
の
共
同
漁
業
権
漁
場
の

一
部

四　

経
過
等
に
つ
い
て

㈠　

昭
和
三
五
年
一
一
月
二
一
日
、
臨
時
総
会
に
町
長
、
町

議
長
、
埋
立
委
員
長
、
白
雲
閣
社
長
も
臨
席
し
説
明
が
行

わ
れ
、
補
償
金
額
二
千
万
円
で
同
意
が
な
さ
れ
た
。

な
お
、
補
償
契
約
等
に
つ
い
て
は
役
員
に
一
任
す
る
こ

と
が
決
議
さ
れ
た
。

㈡　

昭
和
三
六
年
一
月
七
日
両
者　

の
協
定
締
結
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（
埋
立
区
域
参
考
図
）

放棄区域

共第 54 号
静岡県

町　界

神奈川県

吉浜町

湯河原町 県
界

真
鶴
町

（
神
奈
川
県
農
政
部
水
産
課
『
漁
業
関
係
補
償
事
例
集
』
神
奈

川
県
立
公
文
書
館
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

株
式
会
社
白
雲
閣
の
観
光
施
設
地
造
成
の
た
め
の
門
川
・
吉

浜
地
先
の
海
の
埋
め
立
て
に
と
も
な
い
、
現
在
の
湯
河
原
海
浜

公
園
や
湯
河
原
中
学
校
の
あ
る
埋
立
地
に
あ
た
る
区
域
の
漁
業

権
が
放
棄
さ
れ
た
。

90　

福
浦
漁
業
組
合
が
強
硬
態
度

福
浦
漁
協
組
が
強
硬
態
度　

き
の
う
湯
河
原
町
の
会

談
物
別
れ

日
本
道
路
公
団
が
真
鶴
町
の
び
ょ
う
ぶ
岩
か
ら
湯
河
原
町
福

浦
舟
付
海
岸
ま
で
延
長
四
㌔
、
巾
七
・
五
㍍
の
新
道
を
総
工
費

三
十
億
円
で
こ
と
し
三
月
着
工
、
四
十
八
年
三
月
ま
で
に
完
成

す
る
計
画
に
つ
い
て
湯
河
原
町
福
浦
地
区
（
高
橋
徳
区
長
）
と

福
浦
漁
協
組
（
高
橋
忠
治
組
合
長
）
で
は
路
線
決
定
に
つ
い
て
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公
団
側
の
態
度
が
一
方
的
で
あ
る
と
し
て
旧
ろ
う
、
公
団
側
の

立
ち
入
り
測
量
を
断
る
と
い
う
最
悪
事
態
を
招
い
て
い
た
が
。

き
の
う
十
七
日
午
前
十
時
か
ら
湯
河
原
町
役
場
に
笹
戸
新
道
工

事
々
務
所
長
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
県
か
ら
島
田
道
路
建
設

課
長
補
佐
、
地
元
か
ら
高
杉
町
長
、
柏
木
議
長
、
大
久
保
建
設

常
任
委
員
会
副
委
員
長
、
高
橋
福
浦
区
長
、
貴
田
吉
浜
東
区
長
、

高
橋
漁
業
組
合
長
ら
が
出
席
、
再
度
の
話
し
合
い
が
持
た
れ
た
。

し
か
し
高
橋
漁
業
組
合
長
は
「
相
模
湾
漁
業
公
害
対
策
協
議

会
」
に
名
を
連
ね
て
い
る
立
場
か
ら
「
新
道
建
設
は
漁
業
公
害

に
な
る
」
と
し
て
絶
対
反
対
の
意
志
表
示
を
行
な
い
、
こ
の
日

の
会
談
で
は
公
団
側
が
地
元
の
要
望
の
一
部
を
入
れ
て
、
湯
河

原
地
内
を
通
る
新
道
全
長
七
百
五
㍍
は
全
部
高
架
橋
と
し
、
な

る
べ
く
海
側
に
路
線
を
設
置
す
る
。
ま
た
新
道
と
町
道
を
結
ぶ

取
り
つ
け
道
路
を
設
置
す
る
こ
と
な
ど
歩
み
寄
り
の
条
件
を
出

し
た
が
、
さ
き
に
福
浦
地
区
の
要
望
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
ト

ン
ネ
ル
出
口
を
元
カ
ツ
ラ
ゴ
漁
港
わ
き
に
持
っ
て
き
て
ほ
し
い

と
い
う
条
件
が
い
れ
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
福
浦
地
区
と
し
て
も

漁
協
組
の
絶
対
反
対
に
同
調
し
て
公
団
側
の
立
ち
入
り
測
量
の

申
し
入
れ
を
拒
否
す
る
な
ど
交
渉
は
依
然
と
し
て
難
航
の
雲
行

き
だ
。

（「
神
静
民
報
」
昭
和
四
五
年
一
月
一
八
日
付
）

91　

昭
和
四
六
年
度
遊
漁
観
光
漁
業
調
査

昭
和
四
六
年
度
遊
漁
観
光
漁
業
調
査　

関
東
農
政
局

一
、
漁
家
に
関
す
る
事
項

一　

地
区
内
の
漁
家　
　

四
八
戸

二
、
漁
家
中
観
光
漁
業
を
行
つ
た
世
帯　
（
〇
）

ど
の
様
な
観
光
漁
業　

船
釣　

四
九
戸

遊
漁
を
営
ん
だ
漁
家
数
延　
　

四
九
戸

三
、
使
用
し
た
漁
船
数

三
ｔ
未
満　
　

五
四
隻　

船
釣

三
ｔ
～
五
ｔ　
　

一　
　

第
二
福
祥
丸
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四
、
客
を
ど
の
様
な
あ
つ
せ
ん
で
受
入
て
い
る
か

そ
の
他
（
ク
ラ
ブ
毎
）

五
、
遊
漁
を
行
つ
て
い
る
漁
家
の
漁
業
と
観
光
漁
業
と
の
年
収

か
ど
ち
ら
が
多
い
か

の
多

（
マ
マ
）い

漁
家
数　

漁
業
が
主
二
八
戸　

観
光
が
主
二
〇
戸

六
、
遊
漁
を
行
つ
た
漁
家
の
平
均
日
数
は
お
よ
そ
何
日
ぐ
ら
い

か
船
釣　

三
〇
日
～
八
九
日　

一
八
世
帯

九
〇
～
一
四
九
日　

二
三
〃

二
五
〇
～　
　
　
　
　

一
〃

七
、
四
五
年
九
月
一
日
～
四
六
・
八
・
三
一
日
こ
の
間
始
め
た

漁
家
は　
　
　

一
戸　

三
郎

　
　

始
め
た
理
由　

遊
漁
人
口
の
増
加

組
合
の
遊
漁
対
策
に
関
す
る
事
項

一
、

過
去
一
年
間
に
漁
業
操
業
上
、
遊
漁
者
（
磯
釣
、
遊
泳
等

を
含
む
）
に
よ
つ
て
被
害
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

あ
る　

㋒
操
業
の
妨
害
（
漁
撈
）

　
　

航
路
の
妨
害

遊
漁
者
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
つ
い
て

と
つ
て
い
る
一
〇　

㋐
禁
止
の
立
札
、
看
板

三
、
遊
漁
観
光
漁
業
を
組
合
員
に
奨
励
し
て
い
る
か　

い
な
い

四
、
客
の
誘
致
対
策
を
と
つ
て
い
る
か

い
る
。
そ
の
た
へ
○
宿
泊
、
駐
車
場

五
、
過
去
一
年
間
に
操
業
中
事
故
が
あ
つ
た
か　

な
い

　
　
　
　

〃　
　
　



組
合
の
地
区
内
に
遊
漁
者
が
お
よ
そ
何
人

位
来
た
か

ア　

磯
釣　
　
　

二
〇
、
〇
〇
〇
人

イ　

船
釣　
　
　

二
〇
、
〇
〇
〇
人

カ　

素
も
ぐ
り　
　

三
、
〇
〇
〇
人

　

シ　

そ汐
干
狩

の
他　
　
　

二
、
〇
〇
〇
人

　

合　
　
　

計　
　

四四
五
、〇
〇
〇

四
、
〇
〇
〇
人



291

第二節　漁　　　業

Ｎ　

漁
家
以
外
の
遊
漁
世
帯
数
一　

㋑
船
釣

（「
し
ら
す
船
曳
関
係
綴
」
福
浦
漁
業
協
同
組
合
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

92　

ワ
カ
メ
養
殖
懇
談
会
報
告
書

八　

協
業
に
よ
る
ワ
カ
メ
養
殖
経
営
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
浦
釣
研
究
会　

福　

田　

恵　

次

私
達
研
究
会
が
協
業
に
よ
る
ワ
カ
メ
養
殖
を
始
め
た
の
は
、

三
八
年
の
秋
か
ら
で
す
。
当
時
普
及
員
で
あ
っ
た
木
幡
氏
の
指

導
を
受
け
他
県
よ
り
種
苗
を
買
っ
て
き
て
試
験
的
に
や
っ
て
み

ま
し
た
が
う
ま
く
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
会
員
内
か
ら
は
や
め

て
し
ま
え
な
ど
と
い
う
声
も
聞
か
れ
ま
し
た
が
、
会
長
始
め
半

数
以
上
の
者
は
何
ん
と
か
し
て
養
殖
事
業
を
完
成
さ
せ
た
い
と
、

四
〇
年
種
苗
の
自
家
培
養
を
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
三
〇
枚
の
種
苗
枠
に
い
っ
ぱ
い
幼
葉
が
出
揃
っ
た
時
の
喜

び
は
今
で
も
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
思
い
出
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
会
員
四
〇
名
か
ら
の
協
業
で
あ
り
ま
す
の
で
何
か

と
問
題
点
も
多
く
、
そ
の
都
度
役
員
会
を
開
き
協
議
し
良
い
運

営
の
出
来
る
よ
う
に
努
力
し
て
お
り
ま
す
。

次
に
ワ
カ
メ
刈
取
り
に
つ
い
て
す
こ
し
述
べ
て
見
ま
す
。

先
ず
そ
の
年
の
出
来
高
に
よ
っ
て
会
員
を
何
組
か
に
編
制
し

当
番
制
に
し
ま
す
。
ま
た
、
毎
日
切
る
量
が
決
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
、
一
日
に
三
ｔ
以
上
切
る
よ
う
な
場
合
は
、
全

員
に
出
て
も
ら
い
刈
取
り
を
行
な
い
ま
す
。
昨
年
を
例
に
と
り

ま
す
と
二
月
一
〇
日
頃
迄
は
一
日
、
一
組
で
切
っ
て
お
り
ま
し

た
が
、
二
月
中
旬
よ
り
三
月
に
か
け
て
は
、
三
日
に
一
度
位
の

割
で
全
員
が
出
て
刈
取
り
を
し
ま
し
た
。
本
年
度
は
編
制
が
三

組
で
す
の
で
三
日
に
二
日
は
刈
取
り
に
出
た
程
で
す
。
で
は
そ

の
労
働
賃
金
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
前
年
度

の
場
合
下
記
の
表
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
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昭
和
四
五
年
度
作
業
別
日
当
表

分　

散　

作　

業
一
日
三
、
八
〇
〇
円

全
員
作
業
一　

日
二
、
八
〇
〇
円

刈　

取　

当　

番
一
日
三
、
八
〇
〇

時
間
給

一
時
間
　
　

二
〇
〇

日
曜
・
祭
日
作
業
一
日
四
、
〇
〇
〇

此
の
表
に
よ
り
ま
す
と
日
曜
、
祭
日
が
一
番
高
く
な
っ
て
お

り
ま
す
。
こ
れ
は
日
曜
日
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
遊
漁
船
と
し
て

出
ま
す
の
で
残
っ
た
人
達
を
頼
み
刈
取
り
を
し
て
も
ら
う
わ
け

で
す
が
、
人
数
も
少
な
く
天
候
で
も
良
い
と
地
売
り
が
か
な
り

売
れ
ま
す
の
で
、
骨
も
折
れ
な
か
な
か
大
変
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
上
遊
漁
船
の
場
合
少
な
く
と
も
五
、
〇
〇
〇
円
以
上
に
な
り

ま
す
の
で
、
そ
れ
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
た
め
に
も
賃
金
を
引

き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
前
年
度
は
幸
い
水
揚

が
一
五
〇
ト
ン
、
金
額
も
一
、
〇
〇
〇
万
円
を
越
す
事
が
出
来

二
〇
〇
万
円
余
り
あ
っ
た
借
入
金
も
全
部
精
算
し
、
会
員
一
人

平
均
一
二
万
円
位
に
ま
わ
り
、
我
々
の
研
究
会
の
目
標
で
あ
り

ま
し
た
、
一
、
〇
〇
〇
万
円
を
八
年
目
に
し
て
よ
う
や
く
達
成

す
る
事
が
出
来
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
今
迄
は
全
部
生
出
荷

で
あ
り
、
前
年
度
の
よ
う
に
量
が
多
く
な
り
ま
す
と
生
産
価
格

が
安
く
な
り
ま
す
の
で
、
今
後
は
や
は
り
乾
燥
の
事
も
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

幸
い
本
年
度
、
池
田
課
長
並
び
に
普
及
員
の
方
々
の
御
協
力

を
得
て
乾
燥
機
を
導
入
す
る
こ
と
も
内
定
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

今
年
度
は
二
月
、
三
月
の
二
ケ
月
間
は
全
員
が
ワ
カ
メ
だ
け
で

も
生
計
が
立
つ
よ
う
に
し
て
行
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
が
、

多
数
の
協
業
は
何
か
と
問
題
点
も
多
く
今
後
と
も
良
い
年
ば
か

り
は
な
く
、
大
変
な
事
だ
と
思
い
ま
す
が
、
会
長
始
め
会
員
一

同
一
致
団
結
し
、
こ
の
事
業
の
発
展
を
願
い
努
力
し
て
行
き
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

（
神
奈
川
県
水
産
試
験
場
『
ワ
カ
メ
養
殖
懇
談
会
報
告
書　

研

究
成
果
発
表　

技
術
情
報
』
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

福
浦
で
養
殖
さ
れ
た
「
福
浦
ワ
カ
メ
」
の
事
業
経
緯
と
作
業
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内
容
を
紹
介
し
た
も
の
。「
福
浦
ワ
カ
メ
」
は
湯
河
原
名
物
と
な

り
（『
本
巻
』
九
三
）、
養
殖
は
一
九
七
〇
年
代
前
半
に
は
最
盛

期
と
な
る
が
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。

93　

ワ
カ
メ
養
殖
を
は
じ
め
て
一
〇
年

さ
あ
‼
こ
ん
ど
は
ワ
カ
メ
養
殖
だ　

福
浦
漁
民
・
網
の

準
備
に
大
童　

二
十
日
頃
、
海
に
入
れ
る
＝
収
穫
は
来

年
二
月
か
ら
＝
年
産
量
は
百
㌧
を
越
す

「
獲
る
漁
業
か
ら
育
て
る
漁
業
へ
」
と
漁
業
界
は
最
近
に
お

け
る
漁
業
不
振
の
た
め
転
換
期
を
迎
え
て
お
り
、
福
浦
漁
協

（
高
橋
信
好
組
合
長
）
で
は
「
き
れ
い
な
湯
河
原
の
海
」
に
恵

ま
れ
て
こ
れ
を
活
用
し
、
ワ
カ
メ
の
養
殖
を
始
め
て
十
年
、
近

年
で
は
年
間
約
百
㌧
を
収
穫
。そ
の
良
質
さ
は
〝
福
浦
ワ
カ
メ
〟

と
し
て
観
光
客
や
、
市
場
な
ど
か
ら
引
張
り
だ
こ
の
人
気
を
呼

ん
で
い
る
。

同
漁
協
で
は
、
一
週
間
が
か
り
で
定
置
夏
網
の
引
揚
げ
作
業

が
終
っ
て
「
や
れ
や
れ
」
と
い
う
ひ
ま
も
な
く
、
こ
ん
ど
は
ワ

カ
メ
養
殖
網
張
立
て
の
準
備
に
と
り
か
か
っ
た
。

こ
の
張
立
は
、
二
十
日
ご
ろ
か
ら
行
な
い
、
約
七
十
日
間
沖

合
の
海
中
に
し
ず
め
て
お
く
と
来
年
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て

一
㍍
余
の
立
派
な
ワ
カ
メ
に
成
長
す
る
。

同
漁
協
の
養
殖
ワ
カ
メ
は
、
当
初
研
究
グ
ル
ー
プ
を
設
け
て

取
組
ん
で
き
た
が
近
年
で
は
そ
の
研
究
も
卆
業
、
実
収
の
段
階

に
入
り
今
日
に
い
た
り
、
去
年
は
一
㌔
約
百
円
で
飛
ぶ
よ
う
に

引
取
ら
れ
て
い
っ
た
。

ま
た
早
春
の
湯
河
原
温
泉
で
湯
治
客
の
食
膳
を
「
初
物
ワ
カ

メ
」
と
い
う
、
と
り
た
て
ワ
カ
メ
の
海
の
香
は
大
変
人
気
を
呼

ん
で
、
湯
河
原
名
物
の
一
つ
と
も
な
っ
て
い
る
。

高
橋
組
合
長
の
話
で
は
「

（
マ
マ
）大

変
苦
心
も
し
た
が
い
ま
で
は
組

合
の
よ
き
財
源
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
っ
と
拡
張
し

て
い
き
た
い
と
張
り
切
っ
て
い
る
。

（「
相
豆
新
聞
」
昭
和
五
一
年
一
一
月
一
九
日
付
）
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こ
の
年
の
福
浦
ワ
カ
メ
の
収
穫
は
九
〇
㌧
に
達
し
、
最
高
収

穫
高
と
な
っ
た
（『
第
四
巻
』
別
編
第
二
章
第
二
節
統
計
一
〇
漁

獲
量
）。

94　

漁
師
魂
で
黒
字
組
合
に

漁
業
界
に
活
入
れ
る
福
浦
漁
協　

正
月
前
に
市
場
も

活
気
溢
れ
る　

湯
河
原
の
台
所
は
俺
達
が　

漁
師
魂

で
黒
字
組
合
に　

待
ち
ど
お
し
い
ブ
リ
回
遊

「
魚
が
回
遊
し
つ

（
マ
マ
）来

る
の
を
待
つ
定
置
網
漁
業
を
あ
つ
さ
り

す
て
て
、
魚
が
回
遊
す
る
と
こ
ろ
を
さ
が
し
て
獲
る
」
と
い
う

福
浦
漁
師
魂
の
活
用
は
、
大
き
な
効
果
を
あ
げ
、
不
漁
か
ら
赤

字
経
営
し
苦
し
む
相
模
湾
沿
線
漁
協
界
で
唯
一
の
黒
字
組
合
と

な
っ
て
い
る
。

同
組
合
幹
部
の
話
で
は
、
五
十
一
年
は
「
赤
字
で
も
な
い
、

黒
字
で
も
な
い
、
ど
っ
こ
い
ど
っ
こ
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
と
話

し
て
い
る
が
、
そ
の
表
情
は
明
る
く
、
七
十
名
の
組
合
員
も
老

年
層
が
ほ
と
ん
ど
、
と
い
わ
れ
る
が
同
漁
港
は
活
気
に
満
ち
て

い
る
。

「
き
ょ
う
は
ど
の
方
面
に
出
漁
か
ね
」
と
船
頭
に
聞
い
て
も

「
さ
あ
ー
ど
こ
と
決
っ
た
と
こ
ろ
は
な
い
よ
、
朝

（
マ
マ
）の

流
れ
、
水

温
、
風
向
き
な
ど
を
考
え
て
き
ょ
う
は
〝
何
が
獲
れ
る
〟
ぐ
ら

い
は
海
で
生
活
し
て
い
る
だ
け
に
多
少
判
断
も
つ
く
が
、
そ
の

あ
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
目
的
の
魚
が
居
る
と
こ
ろ
へ
押
か
け

る
」
だ
け
さ
、
と
い
う
船
頭
の
全
身
に
「
出
た
ら
必
ず
獲
っ
て

く
る
」
と
い
う
根
性
が
は
ち
切
れ
そ
う
に
わ
い
て
い
る
。

こ
う
し
て
獲
っ
て
き
た
魚
は
朝
五
時
と
六
時
二
回
、
同
漁
港

の
市
場
で
入
札
が
行
わ
れ
る
。
魚
は
ま
だ
ピ
ン
ピ
ン
は
ね
あ
が

る
中
で
、
主
に
地
元
旅
館
、
料
理
店
な
ど
の
店
主
や
、
板
前
さ

ん
に
よ
っ
て
入
札
、
魚
が
元
気
良
い
だ
け
に
、
こ
れ
ら
人
々
の

か
け
声
も
元
気
が
よ
い
。
昔
か
ら
福
浦
の
夜
明
け
は
、
毎
日
こ

の
入
札
の
か
け
声
か
ら
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
引
取
ら
れ
て
い
っ
た
魚
は
、
ほ
と
ん
ど
高
級
料
理
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に
使
わ
れ
る
が
「
湯
河
原
の
魚
が
う
ま
い
」
と
い
わ
れ
る
の
も

こ
う
し
た
新
鮮
さ
が
も
の
を
言
う
。

福
浦
漁
師
は
、
こ
う
し
た
観
光
地
に
お
け
る
台
所
を
ま
か
な

わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
、

（
マ
マ
）い

う
強
い
責
任
感
と
い
っ
た
も
の
も
あ

る
。
去
年
十
二
月
十
八
日
こ
の
漁
師
た
ち
が
沖
合
で
ブ
リ
の
回

遊
に
出
会
い
一
本
釣
り
で
十
㌔
一
㍍
余
も
あ
る
寒
ブ
リ
三
十
本

を
あ
げ
た
。
一
本
一
万
三
千
円
で
四
十
万
円
の
一
朝
勝
負
だ
っ

た
。漁

師
た
ち
は
、
今
回
も
き
ょ
う
か
、
明
日
か
と
こ
の
寒
ブ
リ

に
目
を
輝
か
せ
て
い
る
。

（「
相
豆
新
聞
」
昭
和
五
一
年
一
二
月
二
二
日
付
）

95　

湯
河
原
も
真
鶴
も
釣
船
は
大
繁
盛

湯
河
原
も
真
鶴
も
釣
船
は
大
繁
盛　

漁
業
か
ら
釣
船

業
へ
の
転
向
者
も　

福
浦
港
副
業
釣
船
が
八
割　

趣

味
と
実
益
に
人
気
‼　

家
族
連
れ
で
一
日
楽
し
む

不
況
の
嵐
は
予
想
外
に
根
強
く
、
行
楽
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
た

湯
河
原
温
泉
・
真
鶴
半
島
も
こ
の
影
響
を
ま
と
も
に
受
け
て
、

ひ
っ
そ
り
閑
。
こ
れ
と
は
対
象
的
に
「
不
況
に
強
い
」
と
い
わ

れ
る
釣
船
（
遊
漁
船
）
業
は
連
日
大
繁
盛
、
そ
の
う
え
現
金
収

入
と
あ
っ
て
笑
い
が
止
ま
ら
な
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

福
浦
漁
港
所
属
の
漁
船
は
現
在
約
五
十
隻
と
い
わ
れ
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
「
遊
漁
船
」
の
免
許
を
と
っ
て
お
り
、
土
、
日
、

休
日
と
も
な
る
と
京
浜
方
面
な
ど
か
ら
最
近
で
は
家
旅
連
ま
で

押
か
け
て
、
こ
れ
ら
有
資
格
漁
船
が
総
出
動
し
て
も
、
さ
ら
に

船
の
や
り
く
り
に
困
る
ほ
ど
の
人
気
ぶ
り
。

最
近
相
模
湾
は
不
漁
続
き
、
そ
れ
に
漁
師
の
老
令
化
な
ど
漁

業
界
に
暗
影
を
投
げ
か
け
て
い
る
お
り
、
福
浦
漁
港
の
場
合
、

漁
業
者
の
収
入
は
本
職
の
漁
業
二
〇
％
。
副
業
的
の
釣
船
収
入

が
八
〇
％
と
い
わ
れ
。
こ
の
事
実
は
福
浦
を
し
て
漁
業
の
町
か

ら
釣
船
の
町
へ
と
転
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
人
気
を
呼
ぶ
釣
船
の
場
合
完
全
な
現
金
収
入
で
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釣
人
た
ち
は
申
込
み
と
同
時
に
支
払
い
を
済
ま
せ
、
そ
の
う
え

で
出
漁
し
て
行
く
。

高
橋
忠
治
さ
ん
（
県
漁
業
調
整
委
員
）
の
話
に
よ
る
と
、
こ

こ
の
釣
船
の
歴
史
は
古
く
、
掬
川
釣
船
店
の
場
合
開
業
以
来
今

年
で
二
十
五
年
を
迎
え
る
。
地
元
漁
師
が
釣
船
を
や
る
に
は
資

格
さ
え
と
っ
て
い
れ
ば
ス
ム
ー
ズ
に
行
く
が
、
良
い
仕
事
だ
と

素
人
が
金
の
力
で
営
業
し
よ
う
と
し
て
も
そ
れ
は
無
理
、
以
前

に
こ
う
し
た
例
も
あ
っ
た
が
皆
ん
な
立
ち
消
え
て
行
っ
た
よ
う

だ
。ま

た
真
鶴
漁
港
で
も
漁
師
は
不
漁
続
き
で
低
迷
を
続
け
て
い

る
が
、
真
鶴
釣
船
ク
ラ
ブ
・
入
船
釣
船
ク
ラ
ブ
な
ど
い
ず
れ
も

盛
況
で
不
況
知
ら
ず
。
こ
こ
で
も
、
漁
業
か
ら
釣
船
業
へ
と
転

化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

掬
川
釣
船
店
、
掬
川
社
長
の
話
で
は
、
釣
は
一
人
五
千
円
程

度
で
一
日
楽
し
め
る
の
だ
か
ら
安
あ
が
り
、
そ
れ
に
趣
味
と
実

益
を
か
ね
て
人
気
を
呼
ん
で
い
る
。
最
近
で
は
家
族
連
れ
で
船

を
一
隻
仕
切
っ
て
、
海
の
一
日
を
楽
し
む
と
い
っ
た
傾
向
が
多

く
で
て
い
る
。
健
康
的
な
仕
事
だ
か
ら
こ
の
人
気
は
続
く
の
で

は
、
と
い
う
こ
と
。（「

相
豆
新
聞
」
昭
和
五
二
年
五
月
二
二
日
付
）

96　

冬
の
風
物
詩　

福
浦
ワ
カ
メ

冬
の
風
物
詩　

福
浦
ワ
カ
メ　

昨
年
を
上
回
る
収
穫

相
模
湾
漁
業
の
相
次
ぐ
不
振
と
、
こ
れ
を
打
開
す
る
た
め
に

約
十
数
年
前
か
ら
始
め
ら
れ
た
〝
福
浦
ワ
カ
メ
〟
養
殖
は
、
最

近
で
は
特
に
冬
枯
れ
対
策
と
し
て
大
き
な
役
割
を
は
た
す
ま
で

に
定
着
し
て
き
た
が
、
特
に
干
し
ワ
カ
メ
は
、
遠
く
川
崎
、
横

浜
な
ど
京
浜
地
方
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
買
い
に
来
る
人
も
あ
る
ほ
ど

に
人
気
を
呼
ん
で
い
る
。

昨
年
度
は
種
お
ろ
し
時
期
の
暖
冬
な
ど
が
災
い
し
、
後
半
水

温
低
下
で
持
ち
直
し
た
も
の
の
全
体
的
に
は
不
作
と
な
っ
た
。

こ
と
し
も
一
時
期
は
、
か
な
り
の
収
穫
減
が
予
想
さ
れ
心
配
さ
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れ
た
が
、
ま
ず
ま
ず
の
収
穫
量
は
確
保
さ
れ
そ
う
な
見
込
み
と

な
っ
て
い
る
。

福
浦
で
早
く
か
ら
ワ
カ
メ
の
養
殖
に
取
り
組
ん
で
い
る
グ

ル
ー
プ
で
あ
る
福
浦
釣
研
究
会
の
高
橋
寛
蔵
会
長
に
よ
る
と

「
昨
年
不
作
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
こ
と
し
は
昨
年
よ
り
規
模

は
縮
少
し
て
の
養
殖
と
な
っ
た
が
、
ほ
ぼ
昨
年
並
み
の
収
穫
は

期
待
で
き
そ
う
。
相
模
湾
全
体
で
は
二
割
減
と
い
わ
れ
て
い
る

が
、
福
浦
と
し
て
の
伸
び
は
予
想
以
上
で
、
二
月
末
ま
で
に
は

四
十
～
四
十
五
㌧
ぐ
ら
い
の
収
穫
は
見
込
め
そ
う
で
す
」
と
い

う
こ
と
。

ま
た
、
そ
の
独
得

（
特
）の

風
味
で
愛
好
者
の
多
い
「
ハ
ン
バ
」
も

港
内
に
天
然
ハ
ン
バ
も
出
る
ほ
ど
豊
か
で
、
昨
年
を
か
な
り
上

回
る
収
穫
が
出
来
そ
う
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（「
相
豆
新
聞
」
昭
和
五
六
年
二
月
一
四
日
付
）

97　

福
浦
漁
港
防
波
堤
改
良
へ

台
風
で
も
安
心
し
て
係
留　

福
浦
港
防
波
提

（
堤
）改

良
へ　

来
年
二
月
完
成
へ
順
調
に

台
風
等
で
海
上
が
荒
れ
た
と
き
漁
船
が
湾
内
に
安
全
に
停
泊

で
き
る
た
め
の
福
浦
漁
港
防
波
堤
等
改
良
工
事
が
県
西
部
漁
港

事
務
所
発
注
、
㈱
鈴
木
組
（
脇
山
長
男
社
長
＝
真
鶴
）
の
施
工

で
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
来
年
二
月
に
は
完
成
の
見
通
し
と

な
っ
た
。

同
漁
港
は
、
台
風
な
ど
で
海
が
荒
れ
る
と
大
波
が
防
波
堤
を

乗
り
越
え
湾
内
に
浸
入
、
停
泊
中
の
漁
船
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ

る
た
び
、
漁
師
た
ち
は
そ
の
都
度
船
を
全
部
陸
上
げ
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
同
港
所
属
の
約
四
十
隻
の
漁
船
は

平
均
二
・
二
㌧
と
大
型
化
、
昔
の
二
倍
近
く
に
な
っ
て
き
て
い

る
た
め
、
真
鶴
道
路
工
事
に
伴
な
っ
て
陸
上
げ
場
を
改
善
し
た

も
の
の
全
船
を
収
容
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
っ
て
い
る
。
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現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
改
良
工
事
で
は
、
防
波
堤
を
高
く
し

海
側
に
は
テ
ト
ラ
ポ
ッ
ト
を
投
入
、
高
波
で
も
乗
り
越
え
ら
れ

な
い
よ
う
に
す
る
と
共
に
、
横
幅
も
広
く
し
、
従
来
の
防
波
堤

を
約
二
倍
に
補
強
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
が
完
成
時
に

は
多
少
の
荒
波
の
と
き
で
も
湾
内
に
漁
船
を
停
泊
さ
せ
て
お
く

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

同
漁
協
高
橋
組
合
長
は
、「
来
年
三
月
の
真
鶴
道
路
開
通
と

共
に
福
浦
イ
ン
タ
ー
も
設
け
ら
れ
、
従
来
の
よ
う
に
漁
業
は
そ

の
ま
ま
や
る
と
し
て
も
観
光
漁
業
と
い
う
こ
と
も
表
面
化
し
、

行
楽
客
も
多
く
な
る
こ
と
を
予
想
し
て
真
剣
に
取
り
組
ま
ね
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
折
だ
け
に
安
全
性
の
面
な
ど

か
ら
も
今
工
事
の
完
成
に
は
期
待
し
て
い
る
」
と
語
っ
て
い
る
。

（「
相
豆
新
聞
」
昭
和
五
六
年
一
一
月
一
九
日
付
）

98　

近
く
「
超
新
鮮
」
直
売
へ

午
後
と
れ
た
魚
夕
方
の
食
卓
に　

湯
河
原
・
福
浦
漁
協　

近
く
「
超
新
鮮
」
直
売
へ　

第
二
、
第
四
日
曜
日
予
定　

観
光
資
源
化
も
検
討

鮮
度
を
重
視
す
る
魚
介
類
は
、
朝
水
揚
げ
さ
れ
た
も
の
を
そ

の
日
の
う
ち
に
食
卓
へ
―
と
流
通
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
に
注
意

が
払
わ
れ
て
い
る
が
、
午
後
三
時
ご
ろ
水
揚
げ
し
た
魚
を
そ
の

場
で
消
費
者
の
手
に
、
と
い
う
〝
超
新
鮮
〟
さ
を
狙
っ
た
直
売

が
近
く
、
湯
河
原
町
福
浦
漁
業
協
同
組
合
で
ス
タ
ー
ト
す
る
こ

と
に
な
り
そ
う
だ
。

福
浦
漁
協
（
髙
橋
信
好
組
合
長
、五
十
二
人
）
は
、観
光
地
・

湯
河
原
温
泉
に
ほ
ど
近
い
、
福
浦
漁
港
に
本
拠
を
置
く
。
昔
か

ら
四
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
の
「
夏
網
」（
定
置
網
）
と
、
遊

漁
船
、
一
本
釣
り
で
や
っ
て
き
た
。
定
置
網
に
は
県
内
で
は
横

須
賀
・
佐
島
と
こ
こ
だ
け
、
と
い
う
サ
ワ
ラ
の
ほ
か
ア
ジ
、
メ

ジ
マ
グ
ロ
、
ワ
ラ
サ
な
ど
が
と
れ
る
。
こ
れ
ま
で
、
朝
水
揚
げ

し
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
仲
買
い
の
手
を
経
て
そ
の
ま
ま
小

田
原
魚
市
場
へ
運
ば
れ
て
い
た
。
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同
漁
協
で
は
、
夏
場
は
朝
と
夕
方
の
二
回
、
網
を
締
め
る
が
、

夕
方
締
め
た
網
に
入
っ
た
ア
ジ
、
イ
ワ
シ
な
ど
小
物
類
は
、
翌

朝
に
な
っ
て
セ
リ
に
か
け
た
の
で
は
鮮
度
が
落
ち
る
。
こ
の
た

め
、
そ
の
日
の
う
ち
に
直
売
で
さ
ば
い
た
ら
、
と
い
う
声
が
以

前
か
ら
漁
協
内
に
あ
り
、
昨
年
六
月
、
ム
ギ
イ
カ
の
大
漁
が

あ
っ
た
時
、
臨
時
に
、
有
線
放
送
で
呼
び
か
け
て
直
売
し
た
と

こ
ろ
、
用
意
し
た
三
百
㌔
が
あ
っ
と
い
う
間
に
売
り
切
れ
た
。

直
売
を
正
式
に
始
め
る
と
な
る
と
、
食
品
衛
生
法
に
よ
る
販

売
許
可
を
小
田
原
保
健
所
か
ら
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
近

く
に
あ
る
鮮
魚
小
売
店
と
の
競
合
も
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

な
ど
の
問
題
も
あ
っ
た
。
結
局
、
県
水
産
試
験
場
相
模
湾
支
所

な
ど
の
協
力
で
、
許
可
を
受
け
る
た
め
の
流
し
台
、
冷
蔵
庫
な

ど
の
設
備
の
整
備
も
済
み
、
二
十
七
日
、
小
田
原
保
健
所
か
ら

許
可
が
お
り
た
。

漁
協
で
は
、
競
合
を
避
け
る
た
め
、
小
売
店
が
休
業
す
る
日

曜
日
の
操
業
を
計
画
、
近
く
第
二
、
第
四
日
曜
日
の
午
後
に
直

売
を
始
め
る
予
定
。

ま
た
、
観
光
立
町
を
掲
げ
て
い
る
湯
河
原
町
も
、
こ
の
直
売

を
観
光
施
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
取
り
組
む
方
向
で
検
討
し
て
い

る
。高

橋
組
合
長
の
話　

許
可
が
八
月
末
に
な
っ
た
の
で
、
こ
と

し
は
九
月
に
直
売
で
き
る
か
ど
う
か
漁
況
を
見
て
検
討
し
て
い

る
。
小
物
類
が
多
く
な
る
来
年
の
六
、
七
月
ご
ろ
は
直
売
が
軌

道
に
乗
る
の
で
は
な
い
か
。

（「
神
奈
川
新
聞
」
昭
和
六
二
年
八
月
二
八
日
付
）

神
奈
川
新
聞
社
提
供
、
複
製
禁
止

99　

湯
河
原
観
光
漁
業
セ
ン
タ
ー
計
画

福
浦
漁
港
整
備
構
想
一
環
で　

湯
河
原
観
光
漁
業
セ
ン

タ
ー
計
画　

漁
業
振
興
と
観
光
活
用
の
複
合
施
設

湯
河
原
町
で
は
、
町
の
将
来
構
想
「
湯
河
原
21
世
紀
計
画
」

「
湯
河
原
海
岸
整
備
構
想
」
を
策
定
、
福
浦
漁
港
整
備
構
想
の
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検
討
を
進
め
て
い
る
が
、
こ
の
漁
港
整
備
の
一
環
と
し
て
観
光

漁
業
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
・
湯
河
原
シ
ー
マ
ン
ズ
マ
ー
ケ
ッ
ト
）

整
備
計
画
を
立
案
、
財
団
法
人
漁
港
漁
村
建
設
技
術
研
究
所
へ

策
定
調
査
を
委
託
し
て
い
た
が
こ
の
ほ
ど
そ
の
報
告
書
が
ま
と

ま
り
議
会
全
員
協
議
会
な
ど
に
報
告
さ
れ
た
。

報
告
書
、
調
査
の
目
的
・
内
容
、
湯
河
原
に
お
け
る
海
洋
性

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
現
況
、
湯
河
原
観
光
漁
業
セ
ン
タ
ー
の

立
地
検
討
・
計
画
の
内
容
・
事
業
化
方
策
の
検
討
な
ど
全
二
十

九
頁
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
同
報
告
書
の
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
。

㈠
観
光
漁
業
セ
ン
タ
ー
の
位
置
づ
け

福
浦
漁
港
周
辺
の
高
度
利
用
を
図
る
こ
と
は
、
都
市
と
海
の

結
接
点
と
し
て
の
シ
ン
ボ
ル
地
区
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
り
、

温
泉
客
、
観
光
客
は
も
と
よ
り
常
日
頃
海
と
接
す
る
こ
と
の
少

な
い
住
民
に
と
っ
て
、
身
近
な
憩
い
の
場
と
し
て
活
用
で
き
る

漁
港
の
整
備
と
合
わ
せ
、
漁
業
活
動
と
そ
れ
に
関
連
す
る
水
産

諸
施
設
の
集
積
を
図
り
、
海
浜
の
高
度
利
用
や
マ
リ
ン
ス
ポ
ー

ツ
活
動
の
場
の
整
備
及
び
潜
在
的
利
用
要
請
の
あ
る
プ
レ

ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
の
係
留
施
設
の
整
備
を
図
る
な
ど
、
漁
業
の
観

光
活
用
を
積
極
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
各
種
機
能
を
合
わ
せ

持
つ
複
合
施
設
と
し
て
の
観
光
漁
業
セ
ン
タ
ー
を
整
備
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
湯
河
原
町
に
お
け
る
観
光
漁
業
セ
ン
タ
ー

は
、
福
浦
漁
港
を
核
と
し
な
が
ら
、
現
状
の
海
浜
の
利
用
状
況

や
マ
リ
ン
ス
ポ
ー
ツ
の
状
況
及
び
地
元
漁
業
生
産
活
動
の
状
況

を
踏
ま
え
た
計
画
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
地
域
住
民
や
一
般
観

光
客
に
魚
介
類
を
提
供
し
た
り
、
海
洋
性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

を
享
受
で
き
る
空
間
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
漁
業
の
振
興

を
図
る
も
の
と
す
る
。

㈡
計
画
の
内
容
・
基
本
方
針

今
後
の
福
浦
漁
港
地
区
の
漁
業
の
振
興
を
図
る
た
め
に
は
、

海
の
積
極
的
利
用
を
図
る
と
同
時
に
、
湯
河
原
町
の
活
性
化
と

リ
ン
ク
す
る
漁
港
整
備
を
お
こ
な
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
地
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域
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
た
計
画
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
り

基
本
方
針
を
次
の
よ
う
に
設
定
す
る
。

▽
ふ
る
さ
と
づ
く
り
の
一
端
を
担
う

▽
海
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場
の
創
造

▽
海
洋
性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
の
創
造

湯
河
原
観
光
漁
業
セ
ン
タ
ー
は
、
三
つ
の
機
能
を
複
合
的
に

運
営
し
て
い
く
も
の
と
す
る
。

第
一
の
機
能
は
、
地
元
水
産
物
を
観
光
客
や
地
元
住
民
に
対

し
て
安
定
的
に
供
給
す
る
機
能
を
担
う
。

第
二
の
機
能
は
、
マ
リ
ン
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
対
応
す
る
機
能

を
担
う
。

第
三
の
機
能
は
、
観
光
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
そ
れ
ぞ
れ

の
機
能
を
、
よ
り
円
滑
に
機
能
さ
せ
る
た
め
の
各
種
機
能
を
複

合
集
約
化
し
、
集
客
性
を
高
め
る
た
め
の
「
演
出
性
」
を
備
え

た
施
設
機
能
と
す
る
。

㈢
施
設
規
模
と
計
画
の
検
討

⑴
入
込
客
数
の
推
定
＝
本
計
画
に
お
け
る
観
光
漁
業
セ
ン

タ
ー
へ
の
観
光
客
の
入
込
数
の
推
定
は
、
漁
港
整
備
完
了
年
で

あ
る
平
成
十
年
に
開
設
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
、
同
セ
ン
タ
ー
へ

導
入
す
る
施
設
機
能
の
内
、
魚
食
普
及
機
能
と
し
て
の
活
魚
鮮

魚
店
や
飲
食
店
を
対
象
と
し
て
誘
致
圏
を
設
定
、
年
間
入
込
客

数
を
六
〇
～
八
〇
万
人
程
度
と
想
定
す
る
。

⑵
施
設
規
模
＝
施
設
合
計
面
積
三
、
一
三
〇
平
方
㍍
。
施
設

は
、
魚
市
場
（
一
、
〇
〇
〇
平
方
㍍
）、
魚
料
理
（
一
、
一
一

〇
平
方
㍍
）、
料
理
教
室
（
一
二
〇
平
方
㍍
）、
ダ
イ
ビ
ン
グ
施

設
（
四
五
〇
平
方
㍍
）、
マ
リ
ン
シ
ョ
ッ
プ
（
一
五
〇
平
方
㍍
）、

宿
泊
施
設
（
一
五
〇
平
方
㍍
）、
ス
ぺ
シ
ャ
リ
テ
ィ
ー
シ
ョ
ッ

プ
（
一
五
〇
平
方
㍍
）

駐
車
場
は
八
、
五
七
一
平
方
㍍
（
約
三
四
三
台
収
容
可
能
）

⑶
施
設
配
置
の
検
討
＝
観
光
漁
業
セ
ン
タ
ー
の
構
成
は
、
全

体
構
成
の
「
魚
食
普
及
活
動
施
設
」「
マ
リ
ン
ス
ポ
ー
ツ
活
動

施
設
」「
各
種
余
暇
活
動
施
設
」
の
三
つ
の
主
要
機
能
に
基
づ
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き
、
こ
れ
ら
各
機
能
を
構
成
す
る
各
々
の
施
設
が
独
自
の
役
割

を
担
う
と
共
に
、
相
互
に
密
接
に
関
連
し
運
営
さ
れ
る
よ
う
に

配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
セ
ン
タ
ー
計
画
敷
地
は
、
漁
港
内

で
あ
る
た
め
、
漁
港
の
各
種
機
能
と
セ
ン
タ
ー
に
導
入
さ
れ
る

機
能
が
混
乱
す
る
こ
と
な
く
ス
ム
ー
ズ
に
運
営
さ
れ
る
よ
う
合

理
的
な
配
置
や
明
確
な
動
線
計
面
を
行
う
必
要
が
あ
る
た
め
、

観
光
漁
業
セ
ン
タ
ー
は
、
漁
港
整
備
に
基
づ
き
建
設
さ
れ
る
荷

捌
上
屋
用
地
、
漁
具
倉
庫
用
地
の
上
空
を
活
用
す
る
も
の
と
す

る
。施

設
を
重
層
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
漁
港
施
設
用
地
を
有
効

活
用
し
、
漁
業
機
能
と
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
機
能
の
立
体

的
分
離
を
図
る
。
一
階
部
分
は
陸
揚
げ
、
物
揚
げ
場
と
し
て
機

能
、
二
階
部
分
に
観
光
漁
業
セ
ン
タ
ー
の
主
要
施
設
機
能
を
配

す
る
こ
と
で
、
利
用
者
と
生
産
者
を
分
離
、
利
用
者
が
漁
獲
物

の
水
揚
げ
状
況
や
競
り
な
ど
を
見
学
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
各

施
設
の
配
置
は
、
海
側
に
モ
ー
ル
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、

利
用
者
が
海
を
見
な
が
ら
佇
ん
だ
り
、
買
い
物
を
楽
し
む
こ
と

が
で
き
る
空
間
を
創
出
す
る
。

㈣
事
業
主
体
等
の
検
討

魚
食
普
及
活
動
施
設
な
ど
の
施
設
は
、
県
・
町
を
中
心
と
し

た
公
共
セ
ク
タ
ー
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
漁
協
、
水
産
団
体
、

商
工
会
、
民
間
金
融
機
関
な
ど
に
よ
る
第
三
セ
ク
タ
ー
方
式
を

導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
補（

マ
マ
）を

受
け
や
す
く
し
建
設
リ
ス

ク
を
軽
減
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
運
営
予
測
で
は
、
魚
食

普
及
施
設
、
マ
リ
ン
ス
ポ
ー
ツ
活
動
施
設
、
各
種
余
暇
活
動
施

設
は
第
三
セ
ク
タ
ー
に
よ
り
管
理
運
営
し
、
各
種
施
設
に
お
け

る
レ
ス
ト
ラ
ン
、
小
売
店
舗
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
業

者
に
施
設
を
貸
与
ま
た
は
業
務
委
託
し
、
テ
ナ
ン
ト
料
や
販
売

手
数
料
、
委
託
料
な
ど
を
各
売
上
の
歩
合
で
徴
収
す
る
方
式
を

と
る
も
の
と
す
る
。

運
営
収
支
予
測
で
は
、
第
三
セ
ク
タ
ー
を
想
定
、
当
初
資
本

金
を
一
千
万
円
、
上
部
施
設
開
発
事
業
費
九
億
五
千
七
百
八
十
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七
万
五
千
円
、
総
収
益
は
魚
食
普
及
施
設
、
ダ
イ
ビ
ン
グ
関
係

で
年
間
約
二
十
九
億
五
千
万
円
、
当
期
余
剰
金
黒
字
転
換
は
営

業
十
一
年
目
を
想
定
し
て
い
る
。

（「
相
豆
新
聞
」
平
成
三
年
六
月
一
九
日
付
）

漁
業
と
観
光
の
振
興
を
め
ざ
し
て
構
想
さ
れ
た
観
光
漁
業
セ

ン
タ
ー
の
概
要
。

第
三
節　

商　

工　

業

100　

福
浦
の
ウ
チ
ワ
好
況

福
浦
の
ウ
チ
ワ
好
況　

湯
河
原　

海
外
で
も
大
も
て

湯
河
原
町
福
浦
で
造
っ
て
い
る
ウ
チ
ワ
が
外
貨
獲
得
に
一
役

買
っ
て
い
る
。
福
浦
ウ
チ
ワ
は
さ
る
昭
和
七
年
、
同
部
落
が
経

済
厚

（
更
）生

指
定
村
に
指
定
さ
れ
た
と
き
か
ら
、
主
婦
の
内
職
と
し

て
製
造
さ
れ
始
め
た
。

最
初
は
千
葉
県
か
ら
講
師
を
迎
え
て
の
ヨ
チ
ヨ
チ
歩
き
だ
っ

た
の
が
、
い
ま
で
は
月
産
二
万
本
、
四
十
種
類
の
大
小
の
ウ

チ
ワ
を
つ
く
る
よ
う
に
な
り
、
月
額
二
十
万
円
の
売
上
げ
を

み
せ
て
い
る
。
技
術
も
す
ば
ら
し
く
、
さ
る
五
月
二
十
三
日

に
は
全
国
農
村
工
業
品
輸
出
展
示
会
で
知
事
表
彰
を
受
け
て

い
る
。
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製
品
の
販
路
は
い
ま
ま
で
国
内
向
け
だ
っ
た
の
が
数
年
前
か
ら

輸
出
品
と
し
て
注
目
さ
れ
、
さ
き
ご
ろ
横
浜
の
松
井
商
店
と
三

千
本
の
契
約
を
し
た
の
を
始
め
、
い
ま
ま
で
十
数
社
か
ら
「
見

本
送
れ
」
の
申
込
み
を
受
け
、
い
ま
十
七
名
の
従
業
員
た
ち
は

汗
だ
く
の
製
造
を
続
け
て
い
る
。

（「
神
奈
川
新
聞
」
昭
和
三
一
年
七
月
二
一
日
付
）

101　

商
工
会
館
建
設
陳
情
書

陳
情
書

町
当
局
に
於
い
て
商
工
業
の
振
興
に
理
解
と
留
意
を
さ
れ
つ

つ
あ
り
ま
す
こ
と
は
、
私
達
小
規
模
事
業
者
は
心
か
ら
感
謝
致

し
て
い
ま
す
。

他
の
産
業
の
振
興
と
共
に
商
工
業
の
振
興
は
当
町
発
展
の
基
盤

に
な
る
条
件
で
あ
る
こ
と
は
御
承
知
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

然
し
な
が
ら
当
町
に
於
て
商
工
業
の
拠
点
と
な
る
施
設
が
な
い

こ
と
は
甚
だ
遺
憾
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
就
い
て
は
他

の
市
町
村
で
は
既
に
建
設
さ
れ
て
、
し
か
も
高
度
の
利
用
を
さ

れ
て
い
ま
す
が
、

（
マ
マ
）如

く
当
町
に
於
て
も
商
工
会
館
の
建
設
を
本

年
度
中
に
実
現
し
、
商
工
業
の
発
展
に
御
尽
力
さ
れ
る
様
私
達

商
工
業
者
一
同
は
心
か
ら
熱
望
致
し
て
い
ま
す
。

以
上
陳
情
の
趣
旨
を
御
検
討
下
さ
い
ま
し
て
、
他
の
産
業
と
併

行
し
て
公
平
な
町
政
の
一
環
と
し
て
私
達
の
希
望
を
お
聞
き
取

り
下
さ
い
ま
し
て
商
工
会
館
建
設
を
実
現
し
、
商
工
業
の
発
展

と
御
指
導
を
賜
り
た
く
、
こ
こ
に
陳
情
致
す
次
第
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
三
十
九
年
六
月
十
九
日

湯
河
原
町
々
議
会

議
長　

室
伏
義
雄
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
商
工
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
長　

小
沢
新
太
郎
㊞

（「
自
昭
和
三
九
年
四
月　

至
昭
和
四
三
年
三
月　

経
済
常
任

委
員
会
綴
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）
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102　

湯
河
原
農
協
Ａ
コ
ー
プ
チ
ェ
ー
ン
店
計
画

ミ
カ
ン
不
振
で
多
角
経
営
へ　

農
協
が
ス
ー
パ
ー
経

営　

湯
河
原
農
協
Ａ
コ
ー
プ
チ
ェ
ー
ン
店
計
画

主
幹
産
業
の
ミ
カ
ン
の
不
振
に
悩
む
湯
河
原
農
協
（
木
村
利

正
組
合
長
）
が
、
旧
選
果
場
跡
地
を
利
用
し
て
ス
ー
パ
ー
の
経

営
に
乗
り
出
す
こ
と
に
な
り
話
題
を
呼
ん
で
い
る
。

同
農
協
は
、
こ
こ
三
年
続
き
の
豊
作
貧
乏
で
大
き
な
打
撃
を

受
け
、
組
合
員
の
生
活
も
赤
字
続
き
。
起
死
回
生
の
対
策
を
と

研
究
を
続
け
て
き
た
結
果
、
半
ば
遊
休
化
し
て
い
る
旧
選
果
場

を
ス
ー
パ
ー
に
し
て
、
直
接
利
益
の
上
る
営
業
を
行
な
う
こ
と

に
な
っ
た
も
の
。

き
ょ
う
二
日
午
前
九
時
か
ら
ひ
ら
か
れ
る
理
事
会
に
は
か
り

正
式
に
決
定
す
る
が　

全
農
系
の
全
国
ス
ー
パ
ー
チ
ェ
ー
ン

「
Ａ
コ
ー
プ
」
の
湯
河
原
店
と
し
て
、
現
在
建
っ
て
い
る
鉄
骨

二
階
建
八
二
五
平
方
㍍
の
建
物
を
改
装
し
て
、
階
下
に
四
九
五

平
方
㍍
の
売
り
場
面
積
を
持
つ
ス
ー
パ
ー
を
開
業
す
る
方
針
で
、

こ
の
費
用
は
改
装
費
や
商
品
仕
入
れ
費
も
ふ
く
め
一
億
五
千
万

円
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

ス
ー
パ
ー
で
扱
う
品
物
は
生
鮮
食
料
品
、
日
用
雑
貨
品
を
主

体
に
盆
栽
花
木
な
ど
幅
広
く
扱
う
が
、
衣
料
品
は
除
外
す
る
こ

と
に
し
て
い
る
と
い
う
。

現
在
湯
河
原
に
は
大
小
併（

マ
マ
）わ

せ
て
八
店
の
ス
ー
パ
ー
が
あ
る

が　

こ
の
農
協
直
営
の
ス
ー
パ
ー
が
開
業
す
る
と
同
町
で
は
最

大
の
規
模
の
も
の
と
な
り
、
地
域
住
民
の
消
費
生
活
に
も
大
き

な
プ
ラ
ス
に
な
る
と
い
う
。

オ
ー
プ
ン
は
七
月
初
め
で
名
称
は
「
Ａ
コ
ー
プ
ゆ
が
わ
ら
」

と
な
る
予
定
で　

専
従
職
員
は
二
十
名
を
新
規
募
集
す
る
こ
と

に
な
る
と
い
う
。

（「
神
静
民
報
」
昭
和
五
一
年
三
月
二
日
付
）

ミ
カ
ン
農
業
の
低
調
に
と
も
な
う
農
協
経
営
の
難
局
打
開
と

遊
休
施
設
の
活
用
の
た
め
、
湯
河
原
農
協
で
は
ス
ー
パ
ー
マ
ー
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ケ
ッ
ト
「
Ａ
コ
ー
プ
ゆ
が
わ
ら
店
」
の
経
営
に
乗
り
出
す
こ
と

に
な
っ
た
。

103　

悲
壮
な
空
気
が
漲
る
第
一
回
会
談　

湯
農
協
・
商
店
会
代

表
が
一
堂
に

悲
壮
な
空
気
が
漲
る
第
一
回
会
談　

湯
農
協
・
商
店

会
代
表
が
一
堂
に　

業
者
か
ら
は
質
問
の
嵐　

相
互

の
意
見
は
平
行
線　

農
協
は
ス
ー
パ
ー
開
設
説
く

湯
河
原
農
業
協
同
組
合
（
木
村
利
正
組
合
長
）
の
Ａ
コ
ー
プ

ス
ー
パ
ー
開
設
問
題
は
、
湯
河
原
全
町
の
商
店
会
に
大
き
い

シ
ョ
ツ

（
マ
マ
）ク

を
与
え
る
に
至
っ
た
。
全
町
の
商
店
会
は
死
活
問
題

と
反
対
に
立
ち
上
り
、
商
工
会
を
は
じ
の

（
マ
マ
）町

、
県
に
強
力
な
陳

情
を
行
っ
た
こ
と
は
既
に
報
道
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
商
工
会

の
反
対
は
、
湯
河
原
農
協
幹
部
が
予
想
し
え
な
か
っ
た
ほ
ど
強

力
で
あ
り
、
固
く
結
未

（
マ
マ
）し

た
。
こ
れ
は
、
駅
前
明
店
会
、
宮
下

商
店
会
な
ど
を
は
じ
め
、
青
果
、
鮮
魚
組
合
な
で

（
マ
マ
）に

と
っ
て
は
、

こ
の
よ
う
な
経
済
不
況
下
に
あ
っ
て
売
上
げ
の
落
ち
込
み
は
火

を
見
る
よ
り
明
か
で
あ
り
、
死
活
の
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
湯
河
原
農
協
と
し
て
は
、
商
工
会
は
じ
め
、
各
商
店

会
と
個
々
に
話
し
合
っ
て
き
た
が
、
十
六
日
午
後
七
時
半
か
ら
、

商
工
会
が
主
催
し
、
湯
農
協
会
議
室
に
お
い
て
、
商
店
会
代
表

と
第
一
回
会
談
が
行
わ
れ
た
が
、
両
者
の
意
見
は
平
行
線
を
辿

り
、
論
議
は
終
始
自
然
化
し
た
―
。

湯
河
原
商
工
会
（
飛
田
金
次
郎
会
長
）
は
、
湯
河
原
農
業
協

同
組
合
Ａ
コ
ー
プ
ス
ー
パ
ー
開
設
が
、
商
店
会
に
及
ぼ
す
大
き

い
影
響
と
反
対
陳
情
な
ど
の
重
大
性
か
ら
去
る
十
二
日
役
員
会

を
開
き
、
真
剣
な
協
議
を
重
ね
意
見
統
一
を
は
か
り
、
湯
農
協

の
計
画
を
具
体
的
に
聞
く
と
共
に
、
商
店
会
と
話
し
合
い
を
推

（
マ
マ
）

め
る
こ
と
に
な
り
、
第
一
回
の
会
議
を
主
催
し
た
。

飛
田
商
工
会
会
長
が
司
会
者
と
な
り
会
議
を
推

（
マ
マ
）め

た
が
、
冒

頭
で
木
村
利
正
組
合
長
が
、
今
回
、
湯
農
協
が
ス
ー
パ
ー
を
開

設
す
る
に
至
っ
た
事
情
は
、
農
協
運
営
の
柱
は
金
融
機
関
で
あ
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る
が
、
昨
今
、
小
田
原
、
熱
海
か
ら
の
金
融
機
関
の
進
出
、
そ

れ
に
み
か
ん
農
業
の
低
落
な
ど
が
要
因
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
現

在
、
み
か
ん
選
果
場
が
遊
休
化
し
て
い
る
。
県
連
か
ら
こ
の
施

設
を
有
用
化
せ
よ
と
常
に
要
請
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
県
の

経
済
連
と
相
談
し
た
と
こ
ろ
ス
ー
パ
ー
開
設
が
適
当
だ
と
の
結

論
に
達
し
た
。
と
ス
ー
パ
ー
開
設
に
至
っ
た
原
因
に
つ
い
て
述

べ
た
。

ま
た
、
深
沢
農
協
参
事
か
ら
Ａ
コ
ー
プ
ス
ー
パ
ー
の
内
容
に

つ
い
て
、
今
回
、
湯
農
協
が
計
画
し
た
ス
ー
パ
ー
は
、
売
場
面

積
が
百
三
十
三
坪
、
従
業
員
は
店
長
他
十
五
名
、
一
日
の
売
り

上
げ
は
百
三
十
万
円
を
見
込
ん
で
い
る
と
説
明
さ
れ
た
。
ま
た

扱
う
商
品
は
、
野
菜
、
生
鮮
食
料
品
、
鮮
魚
、
卵
、
菓
子
な
ど

で
あ
る
と
営
業
品
目
な
ど
も
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
飛
田
商
工
会
々
長
か
ら
、
農
協
法
で
は
、

農
協
組
合
員
の
た
め
の
販
売
は
良
い
と
し
て
も
、
一
般
町
民
の

客
ま
で
を
対
象（

マ
マ
）す

る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
と
い
う
意
見
が

あ
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
た
。

ま
た
、
商
店
会
代
表
者
た
ち
か
ら
、
農
協
は
、
先
に
説
明
が

あ
っ
た
よ
う
に
農
家
が
生
産
し
た
も
の
を
売
る
の
が
原
則
と
し

た
ら
魚
類
ま
で
売
る
の
は
ど
う
し
た
わ
け
か
。
湯
農
協
は
、
購

売
（
マ
マ
）者

が
小
田
原
、
熱
海
方
面
に
流
出
す
る
の
を
防
止
す
る
歯
止

め
の
役
割
が
あ
る
と
い
う
が
、
明
店
会
の
調
査
で
は
、
高
級
商

品
―
例
え
ば
宝
石
、
高
級
衣
料
、
メ
ガ
ネ
、
家
具
な
ど
の
よ
う

な
場
合
で
日
用
品
、
生
鮮
商
品
は
地
元
で
買
っ
て
い
る
。

（
マ
マ
）た

め

に
農
協
ス
ー
パ
ー
の
出
現
は
、
無
益
な
競
争
の
激
化
だ
。
そ
の

た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
商
店
の
売
り
上
げ
が
減
少
す
る
こ
と
は
明

か
だ
。
そ
の
点
、
農
協
幹
部
は
ど
う
考
え
る
か
、
な
ど
と
激
し

い
怒
り
と
も
い
え
る
言
葉
が
、
次
々
に
発
言
さ
れ
た
。

ま
た
、
農
協
は
、
み
か
ん
が
不
況
だ
と
い
え
ば
町
か
ら
助
成

金
を
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
わ
れ
わ
れ
の
税
金
の
一
部

で
あ
る
。
し
か
し
、
商
人
に
は
町
の
助
成
金
な
ど
は
な
い
。
そ

の
よ
う
な
商
人
を
相
手
に
、
大
き
い
団
体
組
織
を
も
っ
て
、
わ
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れ
わ
れ
と
同
じ
食
品
を
、
組
合
員
で
な
い
一
般
町
民
に
ま
で
売

る
の
は
商
店
を
圧
迫
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
意
見
が
あ
り
注
目

さ
れ
た
。
私
企
業
の
小
田
原
百
貨
の
進
出
と
公
共
団
体
と
し
て

の
農
協
が
ス
ー
パ
ー
を
開
設
と
は
同
じ
で
は
な
い
、
と
農
協
側

に
反
論
し
て
い
た
。

な
お
、
農
協
と
い
っ
て
も
、
み
ん
な
子
ど
も
の
頃
か
ら
の
友

達
仲
間
だ
。
い
ま
争
う
の
は
ど
う
か
と
思
う
。
い
ま
か
ら
、
わ

た
し
た
ち
の
声
を
聞
い
て
再
考
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
人
間

の
心
に
触
れ
た
意
見
も
あ
っ
た
。

農
協
側
と
し
て
は
、
そ
れ
ら
の
発
言
に
対
し
、
冷
静
に
木
村

組
合
長
が
応
え
、
飛
田
会
長
が
も
う
一
度
検
討
し
て
も
ら
い
た

い
と
の
要
望
に
、
木
村
組
合
長
は
、
こ
の
声
を
役
員
会
に
伝
え

る
と
答
え
、
緊
張
が
解
け
て
相
手
の
状
景
が
見
ら
れ
、
も
う
一

度
、
商
店
会
と
話
し
合
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

【
出　

席　

者
】

な
お
、
当
日
の
出
席
者
は
次
の
と
お
り
。

▽
商
工
会
会
長
飛
田
金
次
郎
、
同
副
会
長
貴
田
清
士
、
同
菅
沼

稔
、
同
事
務
局
長
二
見
宏
、
同
商
業
部
長
柏
木
頼
太
郎
、
同
商

業
部
員
富
岡
勲
、
花
井
勇
、

▽
湯
商
連
会
長
林
武
蔵
、
温
泉
場
商
店
会
長
態

（
マ
マ
）野

浩
三
郎
、
宮

下
商
店
会
長
岩
井
卯
吉
、
同
副
会
長
辻
元
久
、
駅
前
名

（
明
）店

会
長

木
村
竹
次
、
同
副
会
長
有
田
孝
美
、
城
堀
商
店
会
長
勝
又
利
夫
、

門
川
商
店
会
長
石
井
和
彦
、
吉
浜
本
町
商
店
振
興
会
長
小
泉
国

松
、
吉
浜
商
店
連
合
会
長
山
口
岩
松
、
青
果
組
合
小
田
原
支
部

長
石
渡
忠
夫
、
同
仁
科
、
金
井
食
肉
組
合
長
石
川
精
肉
店
主
、

魚
商
組
合
長
魚
崎
魚
店
主
、

▽
湯
河
原
農
協
組
合
長
木
村
利
正
、
深
沢
参
事
ほ
か
五
名

（「
相
豆
新
聞
」
昭
和
五
一
年
三
月
一
八
日
付
）

「
Ａ
コ
ー
プ
ゆ
が
わ
ら
店
」
開
店
に
か
か
わ
る
湯
河
原
農
協
と

地
元
商
店
会
と
の
対
立
は
、
湯
河
原
町
に
お
け
る
大
規
模
店
舗

進
出
問
題
の
先
駆
的
な
事
例
で
あ
る
。
同
店
は
営
業
内
容
を
生

鮮
食
料
品
に
限
定
す
る
な
ど
し
て
一
九
七
六
（
昭
和
五
一
）
年
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七
月
八
日
に
開
店
し
た
。

104　

商
工
会
館
建
設
の
趣
意

商
工
会
館
建
設
の
趣
意

昭
和
三
五
年
五
月
、
商
工
会
の
組
織
等
に
関
す
る
法
律
が
制

定
さ
れ
て
か
ら
、
三
年
後
の
昭
和
三
八
年
一
二
月
湯
河
原
町
商

工
会
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
の
湯
河
原
町
の
人
口
二
一
、

三
一
六
人
、
世
帯
数
四
、
九
七
七
、
商
工
業
者
数
一
、
〇
三
三

で
あ
っ
て
、
設
立
時
の
会
員
数
五
三
一
人
（
組
織
率
五
一
・

四
％
）
で
発
足
し
て
既
に
一
四
年
を
経
過
し
た
今
日
、
町
の
人

口
は
二
四
、
九
四
五
人
、
世
帯
数
七
、
五
〇
八
、
商
工
業
者
数

一
、
五
四
九
と
な
っ
た
。
会
が
発
足
し
て
か
ら
歴
代
の
会
長
以

下
、
役
職
員
の
努
力
と
、
会
員
並
び
に
行
政
機
関
を
は
じ
め
、

各
種
団
体
の
理
解
あ
る
協
力
に
よ
っ
て
、
会
員
数
も
一
、
一
三

〇
名
（
組
織
率
七
三
％
）
と
、
大
き
く
成
長
す
る
に
至
り
ま
し

た
こ
と
を
皆
様
と
共
に
慶
び
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

組
織
の
拡
大
に
と
も
な
い
、
会
の
活
動
の
範
囲
も
多
様
化
し
、

国
、
県
、
町
の
助
成
を
主
に
す
ゝ
め
ら
れ
て
い
る
商
工
業
者
へ

の
経
営
改
善
普
及
事
業
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
商
工
会
地
域
の

現
状
に
併
せ
、
会
員
の
望
む
必
要
な
指
導
体
制
を
作
り
あ
げ
る

こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
に
応
え
ら
れ
る
機
能
を
持

つ
こ
と
が
強
く
望
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

当
商
工
会
は
、
発
足
当
時
か
ら
役
場
の
片
隅
に
相
談
室
も
持

て
な
い
程
の
狭
隘
な
一
室
を
借
り
、
約
一
〇
年
間
会
員
の
皆
様

に
も
不
自
由
を
か
け
て
お
り
ま
し
た
が
、
昭
和
五
一
年
八
月
、

一
会
員
の
厚
意
で
現
在
地
を
無
償
で
三
ケ
年
間
借
り
受
け
、
相

談
室
も
設
け
、
一
応
相
談
業
務
も
活
発
に
す
ゝ
め
ら
れ
、
金
融
、

労
務
、
税
務
等
指
導
活
動
は
誠
に
広
範
囲
に
亘
っ
て
す
ゝ
め
ら

れ
て
お
り
ま
す
。
昭
和
四
九
年
以
来
商
工
会
と
し
て
は
、
会
館

の
建
設
を
目
論
見
、
建
設
の
姿
勢
を
築
き
上
げ
て
参
り
ま
し
た

が
、
適
当
な
敷
地
等
の
確
保
に
恵
ま
れ
ず
今
日
に
至
り
ま
し
た
。

こ
の
度
町
当
局
が
、
サ
ー
ビ
ス
業
を
含
め
た
商
工
業
者
に
対
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す
る
配
慮
か
ら
、
地
域
経
済
の
振
興
に
貢
献
す
べ
き
セ
ン
タ
ー

と
す
る
、
商
工
会
館
建
設
用
地
と
し
て
、
駅
下
の
町
有
地
約
四

八
八
平
方
メ
ー
ト
ル
を
無
償
貸
与
す
る
こ
と
を
承
認
し
、
会
は

こ
れ
を
借
り
受
け
る
こ
と
が
出
来
た
次
第
で
す
。
地
域
経
済
の

仕
組
が
、
色
々
な
業
種
が
、
な
ん
ら
か
の
繁
り
を
持
っ
て
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
地
域
経
済
の
振
興

は
各
種
異
な
る
業
種
が
お
互
に
理
解
を
深
め
、
又
、
如
何
に
し

て
協
力
し
あ
っ
て
、
地
域
の
発
展
を
さ
せ
る
か
、
こ
の
点
現
在

の
社
会
環
境
か
ら
し
て
も
重
要
な
課
題
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
会
館
建
設
の
敷
地
が
確
保
さ
れ
た
今
日
を
契

機
に
、
急
拠
こ
れ
ら
の
環
境
作
り
の
場
と
し
て
、
又
、
湯
河
原

町
商
工
業
者
及
び
サ
ー
ビ
ス
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
時
代
に
遅
れ
な

い
経
営
を
学
ぶ
場
所
と
し
て
会
館
建
設
を
実
施
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

会
館
は
、
観
光
地
湯
河
原
に
ふ
さ
わ
し
く
、
又
、
地
域
商
工

業
者
及
び
サ
ー
ビ
ス
業
者
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
全
会
員
が
、

又
、
各
業
種
が
共
に
気
楽
に
利
用
で
き
る
構
想
を
基
本
と
し
て

計
画
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
建
設
資
金
の
一
部
に
つ
き
ま
し

て
は
、
皆
様
の
深
い
御
理
解
に
よ
り
特
別
な
御
協
力
と
御
支
援

を
得
て
築
く
こ
と
と
な
り
、
不
況
の
中
に
大
変
困
難
な
事
業
と

は
思
い
ま
す
が
皆
様
の
会
の
為
、
皆
様
の
会
館
と
し
て
絶
大
な

御
協
力
を
賜
わ
り
、
早
期
完
成
を
期
す
る
事
を
念
じ
、
こ
こ
に

会
館
建
設
の
趣
意
を
お
伝
え
い
た
し
ま
す
。

昭
和
五
三
年
六
月
一
日

湯
河
原
町
商
工
会
長　

市
川
公
造

（「
湯
河
原
町
商
工
会
館
建
設
趣
意
書
」
湯
河
原
町
商
工
会
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。
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105　

大
型
小
売
店
舗
出
店
反
対
に
関
す
る
請
願
書

請
願
文
書
表

昭
和
五
五
年　

第
四
回
定
例
会

受
理
番
号
四

受
理
年
月
日

昭
和
五
五
年
六
月
二
六
日

請
願
者

住
所
氏
名

湯
河
原
町
宮
上
○
○
○
番
地
の
○
○

湯
河
原
町
商
店
街
連
合
会

代
表　

熊
野
浩
三
郎
外
九
、
八
八
八
名

紹
介
議
員

橋
本
健
二
、
髙
杉
繁
、
深
沢
勇

車
谷
尚
一
、
力
石
静
夫
、
髙
橋
實

小
石
川
清
作
、
二
見
益
弘

湯
河
原
町
議
会
議
長　

市
川
公
造
殿

大
型
小
売
店
舗
出
店
反
対
に
関
す
る

　
　

請　
　
　

願　
　
　

書

請　

願　

の　

本　

旨

大
規
模
小
売
店
舗
出
店
に
伴
な
い
、
地
域
に
既
存
す
る
小
規

模
小
売
店
に
対
す
る
重
大
な
影
響
が
あ
る
こ
と
は
、
出
店
に
よ

つ
て
既
応
の
小
売
商
業
者
の
死
活
問
題
に
波
及
す
る
恐
れ
が
あ

る
の
で
大
型
店
舗
出
店
を
強
く
反
対
す
る
。
併
せ
て
大
規
模
小

売
店
の
市
場
介
入
は
、
或
面
に
お
い
て
卸
売
物
価
の
上
昇
を
招

き
究
極
的
に
は
消
費
者
の
不
利
益
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
解
し
、

特
に
こ
の
よ
う
な
地
域
に
お
い
て
は
大
規
模
小
売
店
の
進
出
す

る
こ
と
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
に
よ
つ
て
秩
序
あ
る
商
業
活
動
を

維
持
し
、
も
つ
て
地
域
経
済
の
安
定
を
図
る
こ
と
が
出
来
る
も

の
と
し
、
か
ゝ
る
問
題
に
つ
い
て
は
地
域
の
実
情
を
充
分
ふ
ま

え
適
切
な
行
政
の
介
入
に
よ
つ
て
解
決
し
得
る
よ
う
望
み
、
地

域
住
民
と
共
に
九
、
八
八
八
名
の
ヤ
オ
ハ
ン
出
店
反
対
の
署
名

簿
を
添
え
請
願
す
る
。

理　
　

由

こ
の
度
、
大
規
模
小
売
店
舗
と
し
て
、
吉
浜
地
区
に
ヤ
オ
ハ

ン
湯
河
原
店
の
出
店
計
画
が
す
ゝ
め
ら
れ
て
お
り
、
今
回
出
店

計
画
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
出
来
、
そ
の
計
画
に
よ
る
と
鉄
骨

三
階
建
、
床
面
積
、
三
六
〇
〇
・
八
六
平
方
米
、（
一
、
〇
九
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一
坪
）
売
場
面
積
、
二
九
五
三
・
八
平
方
米
、（
八
九
五
・
一

坪
）
年
商
一
四
億
円
の
目
標
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
る

と
日
商
四
、
一
〇
五
、
五
七
二
円
と
な
つ
て
お
り
ま
す
。

従
来
こ
の
種
の
計
画
は
売
上
目
標
を
約
、
七
〇
％
位
に
押
え
計

上
さ
れ
る
も
の
と
判
断
し
て
み
る
と
、
年
商
約
二
〇
億
円
の
実

質
売
上
を
目
論
ん
で
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
計
画
が
も
し
実
現
す
る
と
し
た
な
ら
、
現
在
湯
河

原
町
の
消
費
額
の
約
二
五
％
を
占
め
る
こ
と
に
な
り
、
し
か
も

ヤ
オ
ハ
ン
企
業
の
体
質
か
ら
、
そ
の
売
上
は
、
す
べ
て
地
域
外

に
持
ち
出
さ
れ
、
そ
れ
故
に
地
域
内
で
の
経
済
基
盤
に
大
き
な

影
響
が
生
じ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
つ
て
、
住
民
が
周
知
の
よ

う
に
地
域
経
済
の
仕
組
は
、
消
費
者
を
交
え
相
関
の
関
係
に
あ

つ
て
保
た
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
一
部
に
流
布
さ
れ
て
い
る

如
く
単
に
地
区
商
業
者
の
み
の
問
題
に
な
く
大
規
模
小
売
店
舗

に
お
け
る
小
売
業
の
事
業
活
動
の
調
整
に
関
す
る
法
律
の
精
神

か
ら
理
解
し
て
も
こ
の
地
に
対
す
る
大
型
店
の
出
店
は
好
ま
し

く
な
い
と
判
断
し
ま
す
。
人
口
の
停
滞
と
消
費
力
の
伸
び
も
う

か
が
え
な
い
こ
の
地
域
の
現
況
に
お
い
て
大
規
模
小
売
店
舗
の

出
店
は
地
域
経
済
を
根
底
か
ら
脅
か
す
も
の
と
し
て
、
行
政
の

立
場
か
ら
し
て
も
限
ら
れ
た
地
区
の
問
題
と
す
る
よ
り
、
広
域

的
な
共
存
共
栄
の
基
本
的
理
念
に
も
と
ず
き
対
処
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
ま
す
。
尚
当
地
域
の
商
業
集
積
は
極
限
に
達
し
て

お
り
、
湯
河
原
地
内
の
売
場
面
積
は
、
一
平
方
米
当
り
、
約
、

一
・
六
人
の
消
費
人
口
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
一
応
の
標
準
と
さ

れ
て
い
る
。

（
マ
マ
）三

名
を
著
し
く
下
回
つ
て
い
る
数
値
と
な
つ
て
い

る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
つ
て
、
か
ろ
う
じ
て
地
域
の
商
業
活

動
を
支
え
て
い
る
の
が
観
光
客
に
よ
る
消
費
力
で
あ
る
の
が
実

情
で
あ
り
ま
す
。
又
地
形
的
に
も
限
ら
れ
た
商
圏
の
様
相
が
あ

り
、
他
地
域
へ
の
消
費
流
出
は
あ
つ
て
も
流
入
を
望
む
こ
と
の

出
来
な
い
現
状
は
、
大
規
模
小
売
店
出
店
に
よ
つ
て
地
域
内
に

既
存
す
る
零
細
な
商
業
者
は
誠
に
憂
慮
す
べ
き
事
態
に
な
る
こ
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と
は
必
至
で
あ
り
、
従
つ
て
こ
の
度
の
ヤ
オ
ハ
ン
湯
河
原
店
の

出
店
を
強
く
反
対
す
る
と
し
て
、
九
、
八
八
八
名
の
地
域
住
民

を
含
め
た
出
店
反
対
署
名
簿
を
添
え
本
請
願
に
及
ぶ
も
の
で
あ

り
ま
す
。出　

店　

計　

画　

会　

社　

の　

概　

要

一
．
出
店
計
画
会
社
名　
　

株
式
会
社
八
百
半
デ
パ
ー
ト

二
．
本
社
所
在
地　
　

熱
海
市
上
宿
町
九
番
五
号

三
．
会
社
設
立
日　
　

昭
和
三
七
年
六
月
二
〇
日

四
．
資　

本　

金　
　

五
億
七
千
五
百
万
円

五
．
代　

表　

者　
　

取
締
役
社
長　

和
田
一
夫

六
．
会
社
の
沿
革

昭
和
五
年　
　



熱
海
市
に
青
果
物
販
売
店
と
し
て
八
百

半
商
店
を
創
業

昭
和
三
一
年　



株
式
会
社
八
百
半
食
品
デ
パ
ー
ト
設
立

（
現
金
正
札
販
売
実
施
）

昭
和
三
七
年　

株
式
会
社
八
百
半
デ
パ
ー
ト
に
改
組

昭
和
四
六
年　

ブ
ラ
ジ
ル
ヤ
オ
ハ
ン
開
設

昭
和
四
七
年　



沼
津
本
部
を
開
設
（
流
通
セ
ン
タ
ー
を

併
設
）

昭
和
四
八
年　

貿
易
会
社
香
港
ヤ
オ
ハ
ン
設
立

　
　
　
　
　

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
ヤ
オ
ハ
ン
設
立

昭
和
四
九
年　



和
興
通
商
（
株
）（
貿
易
部
門
担
当
）

設
立

　
　
　
　
　



株
式
会
社
ヤ
オ
ハ
ン
フ
ー
ド
設
立
・
日

本
流
通
産
業
（
株
）（
共
同
仕
入
会
社
）

設
立

昭
和
五
十
年　



無
人
ス
ー
パ
ー
ヤ
オ
ハ
ン
Ａ
Ｃ
Ｓ
オ
ー

プ
ン
（
八
百
半
発
祥
地
に
三
菱
重
工
と

提
携
開
設
）

昭
和
五
一
年　

創
立
二
〇
周
年
記
念
行
事
を
行
う

　
　
　
　
　
　

ヤ
オ
ハ
ン
緊
急
備
蓄
セ
ン
タ
ー
設
立
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第
一
回
静
岡
県
こ
ど
も
絵
画
展
実
施

昭
和
五
三
年　

中
米
コ
ス
タ
リ
カ
ヤ
オ
ハ
ン
設
立

昭
和
五
四
年　

ア
メ
リ
カ
カ
リ
フ
オ
ル
ニ
ア
ヤ
オ
ハ
ン

設
立

七
．
役
員
氏
名

代
表
取
締
役
社
長　

和
田
一
夫　
　

取
締
役　

野
末
昌
由

副　

会　

長　

和
田
カ
ツ　
　
　
　
　

〃　
　

熊
王
整
治

副　

社　

長　

和
田
晃
昌　
　
　
　
　

〃　
　

清
水
□
太
郎

常
務
取
締
役　

和
田
光
正　
　
　
　
　

〃　
　

和
田
謙
三

　

〃　
　
　

土
屋
高
徳　
　
　
　
　

〃　
　

芳
野
光
男

取　

締　

役　

大
塔
庄
一　
　

監　

査　

役　

市
川
三
郎

　

〃　
　
　

山
田
善
右　
　
　
　

〃　
　
　

長
峰　

武

ヤ
オ
ハ
ン
湯
河
原
店
概
要

一
．
所
在
地　



神
奈
川
県
足
柄
下
郡
湯
河
原
町
吉
浜
一
六
九
七

番

二
．
土
地
建
物
所
有
者　



神
奈
川
県
足
柄
下
郡
湯
河
原
町
吉
浜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
○
○
○
番　
　

○
○
○
○
○

三　

営
業
者　

静
岡
県
熱
海
市
上
宿
町
九
番
五
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　

株
式
会
社　

八
百
半
デ
パ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

和
田　

一
夫

四　

規
模　

一
）
敷
地
面
積　

一
八
一
一
・
七
㎡
（
五
四
九
坪
）

二
）
建
築
面
積　

一
二
五
四
㎡
（
三
八
〇
坪
）

三
）

延　

床　

面　

積

店　

舗　

面　

積

㎡

坪

㎡

坪

１
Ｆ
一
二
四
四
・
九

　

三
七
七
・
二
一
〇
五
三
・
九　

三
一
九
・
四

２
Ｆ
一
二
四
四
・
九

　

三
七
七
・
二
一
〇
一
五
・
九
五
三
〇
七
・
九

３
Ｆ
一
一
一
一
・
〇
六
　

三
三
六
・
六
　

八
八
四

二
六
七
・
八

合
計
三
六
〇
〇
・
八
六
一
〇
九
一
・
〇
二
九
五
三
・
八
五
八
九
五
・
一

四
）
建
物
構
造　

鉄
骨
造
三
階
建

五
．
設
備　

給
排
水
設
備　

空
調
換
気
設
備　

火
災
報
知
設
備

浄
化
槽
設
備　

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備

六
．
売
場
構
成　

1
Ｆ　

食
料
品
全
般　

日
用
品
雑
貨



315

第三節　商　工　業

　
　

2
Ｆ　

衣
料
品
全
般
（
紳
士
、
婦
人
、
子
供
）

　
　

3
Ｆ　

家
庭
雑
貨
、
室
内
用
品
外

七
．
商
圏　

湯
河
原
町
全
般　

真
鶴
町

八　

開
店
予
定
日　

昭
和
五
五
年
一
二
月

九　

年
商
目
標　
　

一
四
億
円

一
〇　

駐
車
場　

一
〇
〇
台
予
定

一
一　

営
業
形
態　

一
）

営
業
時
間　

午
前
一
〇
時
～
午
後
一

〇
時

　
　
　

二
）
休
業
日
数　

年
間
二
四
日

　
　
　

三
）

従
業
員　

六
〇
名
（
内
パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
三
〇
名
）

一
二　

そ
の
他　



テ
ナ
ン
ト
、
専
門
店
に
つ
い
て
は
地
元
優
先

に
て
募
集
し
ま
す
。

（「
昭
和
五
五
年　

経
済
常
任
委
員
会
に
関
す
る
書
類
」
湯
河

原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

一
九
七
九
（
昭
和
五
四
）
年
一
〇
月
に
株
式
会
社
八
百
半
デ

パ
ー
ト
が
「
ヤ
オ
ハ
ン
湯
河
原
店
」
の
出
店
を
表
明
す
る
と
、

地
元
小
規
模
店
の
倒
産
を
危
惧
す
る
商
業
関
係
者
を
中
心
に
「
大

型
店
出
店
反
対
期
成
同
盟
」
が
結
成
さ
れ
る
な
ど
大
規
模
な
出

店
反
対
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。

106　

ふ
れ
あ
い
広
場
商
工
祭　

即
売
に
催
物
に
大
賑
わ
い

ふ
れ
あ
い
広
場
商
工
祭　

即
売
に
催
物
に
大
賑
わ
い

延
べ
二
万
人
が
会
場
へ　

全
町
参
加　

初
の
企
画
大

盛
況
裏
に

湯
河
原
町
の
商
業･

工
業･

農
業･

サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
あ
ら

ゆ
る
業
種
を
網
羅
、
町
民
参
加
を
加
え
る
な
ど
湯
河
原
町
商
工

会
が
総
力
を
結
集
し
て
の
、
初
の
大
イ
ベ
ン
ト
「
ふ
れ
あ
い
ひ

ろ
ば
商
工
祭
」
は
、
湯
河
原
町
商
工
会･

湯
河
原
町･

小
田
原

警
察
署
の
三
者
主
催
、
湯
河
原
町
商
店
街
連
合
会
、
湯
河
原･

中
央
両
農
協･
各
旅
館
組
合･

漁
業
組
合
な
ど
十
四
団
体
の
後
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援
に
よ
り
、
前
日
ま
で
の
雨
が
嘘
の
よ
う
に
上
が
り
初
夏
を
思

わ
せ
る
絶
好
の
好
天
に
恵
ま
れ
た
二
十
六
日
、
桜
木
公
園
と
そ

の
周
辺
道
路
を
会
場
に
延
べ
二
万
人
と
い
う
本
町
始
っ
て
以
来

と
も
い
え
る
多
数
町
民
を
集
め
る
中
で
即
売
に
各
種
催
し
物
に

と
大
盛
況
の
お
ま
つ
り
が
開
催
さ
れ
た
。

正
午
開
場
を
知
ら
せ
る
打
ち
上
げ
花
火
と
共
に
「
ふ
れ
あ
い

ひ
ろ
ば
商
工
察
」
は
そ
の
幕
を
開
け
た
が
、
会
場
は
正
午
の
開

場
を
待
ち
か
ね
る
人
々
で
午
前
十
一
時
頃
か
ら
町
民
が
訪
れ
は

じ
め
、
正
午
に
は
早
く
も
会
場
は
満
員
。

会
場
に
は
食
料
品
を
は
じ
め
衣
料
か
ら
工
事
関
係
ま
で
あ
ら

ゆ
る
業
種
の
テ
ン
ト
が
立
ち
並
び
そ
れ
ぞ
れ
に
工
夫
を
こ
ら
し

た
会
場
造
り
と
サ
ー
ビ
ス
品
を
揃
え
て
次
か
ら
次
へ
と
訪
れ
る

お
客
様
の
対
応
に
て
ん
て
こ
ま
い
。

こ
の
日
は
、
交
通
安
全
や
防
犯
Ｐ
Ｒ
と
会
場
警
備
の
た
め
小

田
原
署
も
全
面
的
協
力
、
大
久
保
交
通
担
当
次
長
を
は
じ
め
交

通･

防
犯･

警
備
各
課
の
署
員
が
多
数
動
員
さ
れ
、
Ｐ
Ｒ
に
会

場
警
備
に
当
っ
た
。

こ
の
日
会
場
を
訪
れ
た
町
民
は
延
べ
二
万
人
に
及
ん
だ
が
、

特
に
人
気
の
あ
っ
た
の
は
生
鮮
三
品
な
ど
食
料
品
売
場
で
ま
さ

に
立
錐
の
余
地
も
な
い
ほ
ど
の
買
物
客
で
賑
わ
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
日
は
お
祭
り
に
ふ
さ
わ
し
く
様
々
な
催
し
物
も

用
意
さ
れ
、
正
午
駅
前
を
出
発
し
た
ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
神
奈
川

第
九
団
に
よ
る
鼓
笛
隊
パ
レ
ー
ド
に
始
ま
り
、
湯
河
原
鳶
職
組

合
に
よ
る
木
や
り
と
は
し
ご
乗
り
演
技
、
鹿
島
お
ど
り
保
存
会

に
よ
る
鹿
島
お
ど
り
、
子
ど
も
達
に
よ
る
ジ
ャ
ン
ボ･

キ
ュ
ー

ブ
大
会
や
わ
投
げ
大
会
、
最
後
を
締
め
く
く
る
県
警
音
楽
隊
と

カ
ラ
ー
ガ
ー
ド
に
よ
る
パ
レ
ー
ド･

演
奏
会
、
ま
た
終
日
湯
河

原
ば
や
し
保
存
会
員
に
よ
る
湯
河
原
ば
や
し
の
音
が
ま
つ
り

ム
ー
ド
を
盛
り
上
げ
る
な
ど
各
種
の
催
し
物
が
子
供
か
ら
大
人

ま
で
を
楽
し
ま
せ
た
。

（「
相
豆
新
聞
」
昭
和
五
六
年
四
月
二
八
日
付
）

後
の
「
ふ
れ
あ
い
広
場
産
業
祭
」
と
な
る
イ
ベ
ン
ト
の
第
一
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回
目
の
開
催
。
地
域
の
商
工
業
者
・
サ
ー
ビ
ス
業
者
・
農
林
漁

業
者
と
町
民
と
の
接
触
、
地
域
経
済
の
振
興
や
地
域
内
で
の
消

費
活
動
の
活
発
化
な
ど
を
目
的
に
開
催
さ
れ
た
。

107　

ヤ
オ
ハ
ン
湯
河
原
店
出
店
協
定
書

ヤ
オ
ハ
ン
ゆ
が
わ
ら
店
に
関
す
る
協
定
書

一
．
協
定
の
当
事
者

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
湯
河
原
町
土
肥
一
丁
目
七
番
地
の
一

湯
河
原
町
商
工
会
内

湯
河
原
町
商
店
街
連
合
会

会
長　

中　

島　

利　

雄

（
以
下
「
甲
」
と
称
す
る
。）

静
岡
県
熱
海
市
上
宿
町
九
番
地
の
五

株
式
会
社
八
百
半
デ
パ
ー
ト

代
表
取
締
役
和
田
一
夫

（
以
下
「
乙
」
と
称
す
る
。）

二
．
協
定
の
事
由

昭
和
五
四
年
一
〇
月
、
ヤ
オ
ハ
ン
湯
河
原
店
の
出
店
に
関

し
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
け
る
小
売
業
の
事
業
活
動
の

調
整
に
関
す
る
法
律
（
以
下
単
に
「
大
店
法
」
と
い
う
。）

に
定
め
る
第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
（
売
場
面
積
二
、
九
五

三
・
八
平
方
米
）
の
出
店
の
意
思
表
示
が
湯
河
原
町
商
工
会

に
提
出
さ
れ
た
。
以
来
、
地
元
商
業
者
と
の
事
前
調
整
が
す

す
め
ら
れ
て
き
た
が
、
中
途
に
お
い
て
国
県
の
指
導
方
針
並

び
に
湯
河
原
町
を
含
む
神
奈
川
県
西
地
域
に
お
け
る
第
一
種

大
規
模
小
売
店
舗
の
出
店
凍
結
宣
言
等
も
あ
っ
て
、
出
店
者

側
か
ら
昭
和
五
六
年
四
月
出
店
規
模
を
第
二
種
大
規
模
小
売

店
舗
（
売
場
面
積
一
、
四
九
八
平
方
米
）
に
縮
小
変
更
し
て

出
店
し
た
い
旨
の
申
し
出
が
あ
り
、
そ
の
後
、
湯
河
原
町
商

店
街
連
合
会
は
関
系
商
業
者
と
協
議
を
重
ね
る
と
と
も
に
出

店
者
側
と
の
話
し
合
い
を
継
続
し
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
昭
和
六
二
年
六
月
二
日
出
店
内
容
等
に
関
し
、
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地
域
商
業
者
と
の
大
筋
合
意
が
あ
り
、
事
前
協
議
書
を
作
成

し
、
取
り
交
わ
し
た
。

そ
の
後
、
湯
河
原
町
商
工
会
商
業
活
動
調
整
協
議
会
（
以

下
「
商
調
協
」）
の
調
査
審
議
を
四
回
開
催
し
、
昭
和
六
二

年
七
月
一
三
日
付
け
、
商
調
協
に
よ
る
結
審
を
受
け
た
の
で
、

結
審
事
項
及
び
事
前
協
議
書
並
び
に
地
元
と
の
話
し
合
い
の

経
過
を
十
分
に
尊
重
し
、
相
互
理
解
の
基
に
本
協
定
書
を
作

成
す
る
。

三
．
協
定
事
項

（
一
）
調
整
四
項
目
に
関
す
る
事
項

（
Ａ
）
開
店
日
の
設
定
に
つ
い
て

開
店
日
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
三
年
一
月

一
五
日
以
降
と
す
る
。

（
Ｂ
）
営
業
面
積
等
に
つ
い
て

㊀
設
置
場
所
及
び
敷
地
面
積

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
湯
河
原
町
吉
浜
字
尾
ノ
上
一

六
九
二
番
地
の
一
他
七
筆

湯
河
原
町
中
央
土
地
区
画
整
理
地
区　

第
三
〇
街

区
一
号
他
八
画
地

合　

計　

面　

積　

一
、
八
一
七
・
四
平
方
米

㊁
建
築
延
面
積　

二
、
五
七
八
平
方
米
（
二
階
建
上

屋
を
含
む
。）
を
基
準
と
す
る
。

㊂
店
舗
面
積　

一
、
四
九
八
平
方
米
（
上
限
）

　
　
　
　
　

　

内
テ
ナ
ン
ト
面
積
は
、
一
五
〇
平

方
米
と
し
、
そ
の
中
に
共
用
部
分
は

含
ま
な
い
。

（
Ｃ
）
休
業
日
数　

年
間
三
六
日
と
す
る
。

（
Ｄ
）
閉
店
時
間　



午
後
七
時
ま
で
と
す
る
。
但
し
、
年

間
四
〇
日
に
か
ぎ
り
午
後
八
時
ま
で
と

す
る
。

（
二
）
取
り
扱
い
商
品
に
関
す
る
事
項

乙
は
、
地
域
商
業
者
と
の
調
和
を
保
ち
、
商
業
道
徳
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の
精
神
を
遵
守
し
、
い
た
ず
ら
な
商
品
の
廉
価
販
売
を

自
粛
す
る
こ
と
を
念
頭
に
、
次
の
範
囲
を
こ
え
な
い
こ

と
に
留
意
す
る
こ
と
。

㊀
塩
・
た
ば
こ
・
酒
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
関
係

諸
規
則
及
び
指
導
を
遵
守
し
、
一
般
ス
ー
パ
ー
の
取
り

扱
い
の
範
囲
を
こ
え
な
い
こ
と
。
原
則
と
し
て
取
り
扱

い
商
品
に
つ
い
て
は
、
総
合
ス
ー
パ
ー
と
し
て
の
商
品

構
成
で
あ
る
も
の
と
し
、
主
た
る
商
品
は
、
飲
食
料
品

･

衣
料
品･

住
宅
関
連
用
品
等
と
す
る
。
な
お
、
酒
類

に
つ
い
て
は
、
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、

自
由
化
指
導
等
の
普
及
を
み
た
と
き
に
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
三
）
販
売
方
法
に
関
す
る
事
項

乙
は
、
当
該
店
舗
で
の
販
売
方
法
は
、
原
則
と
し
て

セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
方
式
と
し
、
カ
タ
ロ
グ
販
売
・
通
信

販
売
及
び
ヤ
オ
ハ
ン
ク
レ
ジ
ッ
ト
等
の
販
売
活
動
は
、

ヤ
オ
ハ
ン
チ
ェ
ー
ン
店
の
販
売
活
動
の
域
を
こ
え
て
は

な
ら
な
い
。
な
お
、
具
体
的
事
項
と
し
て
次
の
事
柄
は

遵
守
す
る
こ
と
。

㊀
チ
ラ
シ
等
販
売
促
進
に
か
か
わ
る
広
告
の
行
為
は
、

次
の
範
囲
を
こ
え
な
い
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
元

テ
ナ
ン
ト
に
限
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

チ
ラ
シ
の
年
間
取
り
扱
い
枚
数
は
、
一
〇
〇
枚
を
限

度
と
す
る
。
な
お
、
一
回
の
折
り
込
み
に
多
種
の
取
り

扱
い
が
あ
る
場
合
は
、
一
回
一
枚
と
し
て
数
え
る
。
ま

た
、
枚
数
の
カ
ウ
ン
ト
は
、
湯
河
原
店
の
表
示
の
あ
る

も
の
と
す
る
。
な
お
、
前
項
に
示
す
地
元
テ
ナ
ン
ト
が

発
行
す
る
チ
ラ
シ
に
つ
い
て
は
、
カ
ウ
ン
ト
し
な
い
も

の
と
す
る
。

㊁
計
画
商
圏
内
（
湯
河
原
町
・
熱
海
市
の
一
部
（
泉
地

区
）・
真
鶴
町
）
に
お
け
る
、
移
動
販
売･

訪
問
販
売

及
び
業
務
向
け
受
注
販
発
並
び
に
鮮
魚
類
の
舟
盛
り
等
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は
、
取
り
扱
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

㊂
店
頭
及
び
青
空
販
売
は
、
原
則
と
し
て
行
っ
て
は
な

ら
な
い
。
但
し
、
地
域
商
業
者
団
体
（
テ
ナ
ン
ト
は
、

含
ま
な
い
。）
と
協
調
し
て
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

㊃
乙
が
止
む
得
な
い
特
別
催
事
等
に
よ
り
実
施
す
る
こ

と
あ
る
と
き
は
、
事
前
に
甲
の
同
意
を
得
て
行
う
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
実
施
内
容
等
を
記
載
し
、
実

施
日
前
一
月
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

㊄
地
域
商
業
者
へ
の
影
響
を
十
分
に
配
慮
し
、
当
該
店

舗
に
お
け
る
商
品
の
著
し
い
廉
価
販
売
は
慎
む
こ
と
。

又
、
取
り
扱
い
商
品
群
に
関
す
る
目
玉
商
品
的
限
定
販

売
は
厳
に
慎
む
こ
と
。

㊅
医
薬
品
等
公
正
価
格
表
示
の
あ
る
商
品
の
デ
ィ
ス
カ

ウ
ン
ト
及
び
広
告
掲
載
等
は
、
厳
に
慎
む
こ
と
。
ま
た
、

取
り
扱
い
商
品
群
に
関
す
る
目
玉
商
品
的
限
定
販
売
は
、

厳
に
慎
む
こ
と
。

㊆
家
庭
電
化
製
品
等
の
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
及
び
目
玉
商

品
的
限
定
販
売
は
、
厳
に
慎
む
こ
と
。

（
四
）
テ
ナ
ン
ト
の
対
応
に
関
す
る
事
項

乙
は
テ
ナ
ン
ト
受
け
入
れ
に
つ
い
て
、
地
元
業
者
を

優
先
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
場
合
乙
は
、
当
該
テ
ナ
ン

ト
が
負
担
す
べ
き
契
約
金
・
保
証
金
・
家
賃
等
の
額
の

設
定
に
あ
た
り
、
当
該
テ
ナ
ン
ト
が
安
定
し
た
経
営
が

維
持
で
き
る
範
囲
で
定
め
る
こ
と
に
務
め
る
こ
と
。
尚
、

テ
ナ
ン
ト
契
約
に
つ
い
て
は
、
商
工
会
職
員
を
し
て
立

ち
会
い
を
さ
せ
る
こ
と
。

な
お
、
開
店
後
三
ケ
月
ま
で
を
地
元
募
集
期
間
と
し
、

こ
の
間
に
お
い
て
応
募
の
な
い
と
き
は
、
一
五
〇
㎡
に

満
た
な
い
部
分
の
店
舗
面
積
は
、
乙
の
直
営
に
よ
る
使

用
を
容
認
す
る
。
但
し
、
こ
の
際
に
は
十
分
な
地
元
説

明
と
理
解
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
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（
五
）
地
域
協
調
と
地
域
環
境
整
備
の
対
応
に
関
す
る
事
項

地
域
商
店
街
等
の
環
境
整
備
に
対
し
、
乙
は
積
極
的

協
力
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
町

当
局
並
び
に
商
工
会
の
指
導
に
よ
っ
て
、
乙
と
商
店
街

連
合
会
の
正
副
会
長
が
別
に
協
議
の
う
え
、
乙
が
対
処

す
る
こ
と
。

㊀
地
域
に
お
け
る
イ
ベ
ン
ト
等
に
関
し
て
、
積
極
的
協

力
を
行
う
こ
と
。

㊁
交
通
環
境
等
の
整
備
を
十
分
に
行
い
、
地
域
へ
の
影

響
を
配
慮
し
、
特
に
、
路
上
駐
車
等
に
よ
る
道
路
交
通

及
び
地
域
住
民
へ
の
支
障
に
十
分
な
配
慮
を
行
い
、
併

せ
て
十
分
な
安
全
対
策
を
施
す
こ
と
。

㊂
地
域
内
商
業
基
盤
整
備
等
に
関
し
て
は
、
特
に
地
元

及
び
近
隣
商
店
会
と
の
連
携
を
密
に
、
必
要
最
大
限
の

協
力
を
す
る
こ
と
。

㊃
災
害
等
緊
急
時
に
は
、
町
当
局
と
の
連
携
を
密
に
し
、

緊
急
物
資
の
提
供
を
、
率
先
し
て
お
こ
な
う
こ
と
。
た

だ
し
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
協
議
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

㊄
乙
は
、
速
や
か
に
湯
河
原
町
商
工
会
及
び
地
元
商
店

会
に
加
入
し
、
地
域
協
調
と
地
域
振
興
に
協
力
す
る
こ

と
。

（
六
）
影
響
業
種
へ
の
配
慮
に
関
す
る
事
項

㊀
乙
は
、
こ
の
度
の
出
店
に
よ
り
地
元
既
存
の
商
業
者

へ
の
影
響
を
配
慮
し
、
企
業
近
代
化
の
た
め
の
合
同
研

修
、
ま
た
は
、
積
極
的
な
ノ
ウ
ハ
ウ
の
提
供
を
甲
を
通

じ
て
地
元
商
店
会
に
行
い
、
地
域
商
業
の
活
性
化
に
貢

献
す
る
よ
う
務
め
る
も
の
と
す
る
。

㊁
乙
は
、
当
該
店
舗
に
お
け
る
販
売
行
為
等
に
関
し
、

著
し
い
内
容
の
変
更
あ
る
場
合
は
予
め
甲
に
書
面
を
以

て
計
画
内
容
の
提
出
を
行
い
、
地
元
理
解
を
十
分
に
得

た
後
に
実
施
す
る
こ
と
。
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（
七
）
そ
の
他
の
事
項

㊀
乙
は
、
当
該
店
舗
で
の
ス
リ
、
万
引
き
等
の
行
為
の

防
止
に
十
分
な
配
慮
を
行
い
、
特
に
、
地
域
青
少
年
の

不
良
化
防
止
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
。

㊁
乙
は
、
地
域
住
民
並
び
に
教
育
施
設
等
を
考
慮
し
、

そ
の
妨
げ
に
な
る
よ
う
な
行
為
は
、
厳
に
慎
む
こ
と
。

㊂
乙
は
、
駐
車
場
管
理
に
際
し
て
、
地
元
商
店
会
等
へ

の
利
用
客
に
対
し
、
解
放
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、

こ
の
場
合
、
利
用
者
で
あ
る
旨
の
表
示
を
行
う
。

㊃
乙
は
、
当
該
店
舗
で
の
休
業
日
並
び
に
営
業
時
刻
の

期
日
を
甲
に
対
し
、
事
前
に
書
面
を
も
っ
て
報
告
す
る

こ
と
と
す
る
。

㊄
そ
の
他
本
協
定
以
外
で
特
別
な
疑
義
が
生
じ
た
と
き

は
、
そ
の
都
度
甲
乙
協
議
し
て
、
そ
の
対
応
に
務
め
る

こ
と
と
す
る
。

（
八
）
遵
守
事
項

乙
は
、
当
該
店
舗
運
営
に
あ
た
り
、
地
元
と
の
約
定

事
項
は
絶
対
的
に
遵
守
し
、
万
一
違
約
し
た
と
き
は
、

次
の
事
項
に
よ
る
対
応
を
責
務
と
す
る
。

㊀
大
店
法
に
よ
る
定
め
を
遵
守
す
る
こ
と
と
し
、
本
協

定
内
に
お
い
て
大
店
法
等
に
該
当
す
る
事
項
の
違
約
に

つ
い
て
は
、
関
係
法
規
を
適
用
す
る
。

㊁
本
協
定
に
乙
が
違
約
し
た
場
合
、
甲
は
直
ち
に
乙
に

対
し
改
善
の
勧
告
を
行
い
、
こ
れ
に
乙
が
従
わ
な
い
と

き
は
、
甲
は
乙
に
対
し
違
約
金
の
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

以
上
の
通
り
合
意
し
た
の
で
後
日
の
た
め
本
協
定
書
三
部
を

作
成
し
、
記
名
押
印
の
う

（
マ
マ
）各

々
そ
の
一
通
を
保
持
す
る
も
の
と

す
る
。

尚
、
協
定
書
の
締
結
に
際
し
地
元
対
応
は
、
湯
河
原
町
商
店

街
連
合
会
を
協
定
の
当
事
者
と
し
、
湯
河
原
町
商
工
会
を
立
ち

合
い
人
と
し
て
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。
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以　

上

昭
和
六
三
年
九
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　

協
定
の
当
事
者

　
　
　
　
　
　
　

（
甲
）
湯
河
原
町
商
店
街
連
合
会

会
長　

中
島
利
雄　

印

　
　
　
　
　
　
　

（
乙
）
株
式
会
社
八
百
半
デ
パ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役
社
長　

和
田
一
夫　

㊞

　
　
　
　
　
　
　

立
ち
合
い
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
商
工
会

会
長　

市
川
公
造　

㊞

（「
大
店
法
に
関
す
る
綴
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

「
ヤ
オ
ハ
ン
湯
河
原
店
」
は
一
九
七
九
（
昭
和
五
四
）
年
一
〇

月
の
出
店
表
明
以
降
、
地
元
商
業
者
を
中
心
と
し
た
出
店
反
対

運
動
や
協
議
、
一
九
八
二
年
に
組
織
さ
れ
た
商
業
活
動
調
整
協

議
会
で
の
調
査
・
意
見
聴
取
を
経
て
、
当
初
計
画
よ
り
規
模
を

縮
小
変
更
し
て
一
九
八
八
年
一
月
に
開
店
し
た
。

108　

キ
ウ
イ
ワ
イ
ン
「
ム
ッ
シ
ュ
ゆ
が
わ
ら
」
ゆ
が
わ
ら
21
の

会
地
場
産
品
使
い
完
成

キ
ウ
イ
ワ
イ
ン
「
ム
ッ
シ
ュ
ゆ
が
わ
ら
」　

ゆ
が
わ
ら

21
の
会　

地
場
産
品
使
い
完
成　

湯
河
原
・
真
鶴
全
酒

販
店　

あ
す
か
ら
発
売
開
始

湯
河
原
町
の
ま
ち
づ
く
り
グ
ル
ー
プ
〝
ゆ
が
わ
ら
21
の
会
〟

（
桜
井
正
代
表
幹
事
）
が
研
究
開
発
を
進
め
た
キ
ウ
イ
フ
ル
ー

ツ
の
ワ
イ
ン
が
完
成
、「
ム
ッ
シ
ュ
ゆ
が
わ
ら
」
と
し
て
あ
す

十
一
月
一
日
よ
り
湯
河
原
・
真
鶴
地
区
の
全
酒
販
店
（
四
十
五

軒
）
で
一
斉
に
発
売
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
ち
づ
く
り
グ
ル
ー
プ
〝
ゆ
が
わ
ら
21
の
会
〟
で
は
、「
豊

か
で
潤
い
の
あ
る
町
の
実
現
」
を
テ
ー
マ
に
結
成
以
来
、
湯
河

原
町
商
工
会
の
指
導
の
も
と
に
様
々
な
活
動
を
行
い
、
こ
れ
ま

で
に
海
岸
線
の
緑
化
を
目
指
し
た
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の
研
究
、
一
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本
の
み
か
ん
の
木
に
多
種
類
の
柑
橘
類
を
実
ら
せ
た
シ
ン
ボ
ル

ツ
リ
ー
の
研
究
、
更
に
は
訪
ず
れ
る
観
光
客
の
歓
迎
を
目
的
と

し
た
ジ
ャ
ン
ボ
門
松
設
置
な
ど
の
事
業
を
推

（
マ
マ
）め

て
き
た
が
、
昭

和
六
十
三
年
か
ら
は
、
活
動
の
目
的
に
、
事
業
に
よ
る
生
産
性

の
向
上
と
地
域
資
源
の
効
果
的
活
用
の
方
法
に
つ
い
て
を
課
題

と
し
、
地
場
産
品
に
つ
な
が
る
製
品
化
の
検
討
に
取
り
組
ん
で

き
た
。
こ
の
地
域
資
源
活
用
事
業
は
、
湯
河
原
町
商
工
会
地
域

資
源
開
発
調
査
委
員
会
と
共
に
資
源
開
発
の
手
掛
か
り
を
求
め

た
活
動
を
展
開
、
事
業
化
の
手
初
め
と
し
て
ジ
ュ
ー
ス
、
ジ
ャ

ム
以
外
の
用
途
を
探
り
、
地
域
に
あ
る
み
か
ん
と
キ
ウ
イ
な
ど

果
実
類
の
高
付
加
価
値
化
の
検
討
を
行
っ
て
き
た
。

今
回
完
成
し
た
の
は
、
山
梨
県
の
勝
沼
醸
造
㈱
に
製
造
を
委

託
、
研
究
・
開
発
し
て
い
た
キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
ワ
イ
ン
で
、
過

日
湯
河
原
町
商
工
会
の
開
催
し
た
〝
ふ
れ
あ
い
広
場
産
業
祭
〟

で
試
飲
を
試
み
、
参
加
者
か
ら
お
い
し
い
ワ
イ
ン
と
し
て
大
好

評
を
得
て
い
る
。
今
回
醸
造
の
成
功
に
よ
り
同
会
で
は
、
湯
河

原
・
真
鶴
地
区
四
十
五
軒
の
酒
販
店
の
販
売
協
力
を
得
て
あ
す

十
一
月
一
日
か
ら
二
千
本
の
限
定
取
り
扱
い
を
試
み
る
こ
と
に

な
っ
た
も
の
。

完
成
し
た
ワ
イ
ン
「
ム
ッ
シ
ュ
ゆ
が
わ
ら
」
は
、
原
材
料
キ

ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
、
ア
ル
コ
ー
ル
分
14
％
未
満
、
小
売
価
格
七
二

〇
㍉
㍑
、
千
五
百
円
で
、
そ
の
特
徴
は
、
ほ
の
か
に
キ
ウ
イ
フ

ル
ー
ツ
の
香
り
を
漂
わ
せ
、
チ
ョ
ッ
ピ
リ
酸
味
の
あ
る
、
ま
ろ

や
か
な
飲
み
ご
こ
ち
が
味
わ
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（「
相
豆
新
聞
」
平
成
二
年
一
〇
月
三
一
日
付
）

「
ゆ
が
わ
ら
21
の
会
」
は
「
豊
か
で
潤
い
の
あ
る
町
の
実
現
」

を
テ
ー
マ
に
一
九
八
三
（
昭
和
五
八
）
年
に
湯
河
原
町
商
工
会

青
年
部
を
主
体
に
結
成
さ
れ
た
ま
ち
づ
く
り
グ
ル
ー
プ
で
、
商

工
会
の
支
援
の
も
と
商
品
開
発
や
緑
化
運
動
な
ど
様
々
な
活
動

を
展
開
し
た
。
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109　

歳
末
謝
恩
一
〇
％
の
プ
レ
ミ
ア
ム
付　

湯
商
連
が
「
商
品

券
」
販
売

歳
末
謝
恩　

10
％
の
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き　

湯
商
連
が
「
商

品
券
」
発
売　

小
売
店
飲
食
店
等
約
420
店
で
利
用
可
能

十
一
月
を
迎
え
21
世
紀
の
幕
開
け
、
二
〇
〇
一
年
も
間
近
か

と
な
っ
て
き
た
が
、
こ
の
新
年
を
前
に
い
よ
い
よ
歳
末
商
戦
が

ス
タ
ー
ト
す
る
が
、
湯
河
原
町
商
店
街
連
合
会
（
常
盤
章
夫
会

長
）
で
は
、
本
年
は
従
来
行
っ
て
き
た
歳
未
謝
恩
セ
ー
ル
の
内

容
を
変
え
、
一
〇
％
の
プ
レ
ミ
ア
ム
（
お
ま
け
）
付
き
の
「
四

季
彩
の
ま
ち
商
品
券
」
を
発
売
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
長
引
く
不
況
に
加
え
エ
ス
ポ
ッ
ト
湯
河
原
店
の
進
出

な
ど
地
元
商
店
や
飲
食
店
の
経
営
は
ま
す
ま
す
厳
し
い
状
況
を

迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
町
内
消
費
需
要
の
喚
起
や
消
費
還
元

に
よ
る
消
費
拡
大
、
小
売
店
・
飲
食
店
の
販
売
促
進
な
ど
を
図

ろ
う
と
湯
河
原
町
商
工
会
の
協
力
を
得
て
湯
商
連
と
第
一
飲
食

店
組
合･

湯
河
原
飲
食
店
組
合
が
合
同
に
よ
り
商
品
券
を
発
行

す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
。

「
四
季
彩
の
ま
ち
商
品
券
」
は
、
第
一
弾
と
し
て
十
一
月
十

三
日
㈪
よ
り
一
千
万
円
分
を
発
売
、
来
春
一
月
上
旬
に
は
第
二

弾
の
発
売
も
計
画
さ
れ
て
い
る
。

商
品
券
は
、
五
百
円
券
十
一
枚
綴
り
（
五
千
五
百
円
分
）
を

五
千
円
で
発
売
、
一
〇
％
の
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
と
な
り
、
こ
の

商
品
券
は
町
内
八
商
店
会
と
飲
食
店
両
組
合
に
加
盟
、
四
季
彩

の
ま
ち
商
品
券
取
扱
店
の
ス
テ
ッ
カ
ー
の
掲
示
さ
れ
て
い
る
約

四
百
二
十
店
舗
で
、
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

商
品
券
の
販
売
は
、
十
三
日
㈪
よ
り
町
内
十
二
か
所
で
行
わ

れ
る
が
、
今
回
は
発
売
額
に
限
り
が
あ
る
た
め
購
入
は
一
人
あ

た
り
三
万
円
が
限
度
と
さ
れ
、
ま
た
、
利
用
に
際
し
て
は
一
店

舗
一
回
二
万
円
が
限
度
と
さ
れ
る
。
商
品
券
販
売
所
は
次
の
と

お
り
。
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▽
温
泉
場
商
店
会
＝
石
渡
商
店
、
石
倉
商
店

▽
宮
下
商
店
会
＝
オ
ケ
モ
ト
商
店

▽
駅
前
明
店
街
＝
か
ど
や

▽
サ
ン
サ
ン
通
り
会
＝
洋
菓
子
の
ム
ラ
タ

▽
城
堀
商
店
会
＝
南
部
酒
店
、
ポ
ッ
プ
イ
ン
文
昭
堂

▽
門
川
商
店
会
＝
高
杉
書
店

▽
本
町
通
り
商
店
会
＝
ト
キ
ワ
薬
局

▽
商
栄
会
＝
ス
ギ
ヤ
マ
商
店
、
木
村
商
店

▽
駅
前
階
段
下
＝
湯
河
原
町
商
工
会
館

今
回
商
品
券
の
発
売
は
、
消
費
者
に
は
一
〇
％
の
還
元
と
な

り
近
年
の
低
金
利
時
代
に
あ
っ
て
は
消
費
者
に
と
っ
て
は
朗
報

と
な
り
、
利
用
店
も
約
四
百
二
十
店
と
多
い
な
ど
忘
年
会
や
歳

末
の
お
買
い
物
な
ど
に
も
利
用
範
囲
が
広
く
、
ま
た
、
ギ
フ
ト

と
し
て
も
便
利
な
ど
同
商
店
街
連
合
会
で
は
町
民
の
皆
様
の
ご

利
用
を
お
願
い
し
て
い
る
。

（「
相
豆
新
聞
」
平
成
一
二
年
一
一
月
二
日
付
）

「
四
季
彩
の
ま
ち
商
品
券
」
は
大
型
店
出
店
に
対
す
る
地
元
商

業
の
対
抗
策
と
し
て
発
行
さ
れ
た
。

110　

湯
河
原
ブ
ラ
ン
ド
商
品
認
定
事
業
実
施
要
領

湯
河
原
ブ
ラ
ン
ド
商
品
認
定
事
業
実
施
要
領

（
目
的
）

第
一
条　

湯
河
原
ら
し
い
魅
力
あ
る
品
で
、
住
民
も
奨
め
る
特

産
品
を
湯
河
原
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
観
光
客
に
ア
ピ
ー
ル
す
る

こ
と
で
、
地
域
産
品
の
魅
力
向
上
と
販
売
の
促
進
を
図
り
、

併
せ
て
新
た
な
地
域
産
品
の
開
発
を
促
す
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

（
定
義
）

第
二
条　

湯
河
原
ら
し
さ
を
備
え
地
域
で
推
奨
さ
れ
る
商
品
に

対
し
、
第
八
条
の
審
査
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
湯
河
原
ブ

ラ
ン
ド
と
し
て
認
定
し
、
認
定
し
た
商
品
に
湯
河
原
ブ
ラ
ン

ド
の
シ
ー
ル
を
貼
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
消
費
者
が
識
別
で



327

第三節　商　工　業

き
る
よ
う
に
す
る
。

湯
河
原
ら
し
さ
の
テ
ー
マ
と
し
て
、
次
の
五
つ
の
中
の
一
つ

以
上
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

一　

万
葉
時
代
か
ら
の
名
湯
・
湯
河
原
温
泉
が
テ
ー
マ

二　

湯
河
原
の
自
然
や
歴
史
が
テ
ー
マ

三　

湯
河
原
の
農
産
物
や
海
産
物
が
テ
ー
マ

四　

湯
河
原
ゆ
か
り
の
文
人
墨
客
が
テ
ー
マ

五　

湯
河
原
ら
し
さ
が
息
づ
く
大
正
ロ
マ
ン
の
世
界
が
テ
ー

マ
地
域
で
推
奨
さ
れ
る
商
品
は
、
町
民
が
進
物
、
土
産
品
と
し

て
も
よ
く
利
用
し
、
ま
た
観
光
客
に
も
お
薦
め
で
き
る
と
住

民
が
推
薦
す
る
特
産
品
。

（
対
象
商
品
）

第
三
条　

こ
の
要
領
に
お
い
て
対
象
と
な
る
商
品
は
、
湯
河
原

ら
し
さ
を
備
え
湯
河
原
町
内
で
企
画
あ
る
い
は
生
産
、
製
造

ま
た
は
加
工
が
行
わ
れ
る
商
品
で
第
八
条
の
審
査
基
準
を
満

た
す
も
の
。

（
申
請
資
格
）

第
四
条　

湯
河
原
ブ
ラ
ン
ド
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
の
各
項
の
全
て
に
該
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

湯
河
原
町
商
工
会
会
員
で
あ
る
こ
と

二　

本
店
あ
る
い
は
事
業
拠
点
が
湯
河
原
町
内
に
存
在
し
て

い
る
こ
と

三　

責
任
者
、
責
任
の
所
在
が
明
確
で
あ
り
、
消
費
者
か
ら

の
苦
情
、
要
望
な
ど
に
対
す
る
処
理
体
制
が
確
立
さ
れ
て

い
る
こ
と

（
申
請
）

第
五
条　

湯
河
原
ブ
ラ
ン
ド
商
品
と
し
て
認
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
に
は
、
所
定
の
申
請
書
に
現
品
、
外
装
見
本
、
説

明
書
を
添
え
て
、
一
品
に
つ
き
申
請
一
枚
を
も
っ
て
商
工
会

長
が
指
定
す
る
期
限
ま
で
に
商
工
会
事
務
局
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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２　

更
新
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
期
間
満
了
の
三
〇
日
前
ま

で
に
申
請
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３　

住
民
の
他
薦
に
よ
る
場
合
は
、
事
業
者
に
要
請
し
た
う
え

で
申
請
を
受
付
け
る
も
の
と
す
る
。

（
手
数
料
）

第
六
条　

申
請
手
数
料
及
び
審
査
手
数
料
は
課
さ
な
い
。

（
審
査
員
）

第
七
条　

審
査
員
は
、
湯
河
原
ブ
ラ
ン
ド
審
査
委
員
会
規
定
の

定
め
に
よ
り
選
任
す
る
。

（
審
査
基
準
）

第
八
条　

湯
河
原
ブ
ラ
ン
ド
商
品
は
テ
ー
マ
性
が
あ
り
湯
河
原

ら
し
さ
を
備
え
、
湯
河
原
町
で
企
画
あ
る
い
は
生
産
、
製
造

ま
た
は
加
工
が
行
わ
れ
る
商
品
（
製
品
、
加
工
品
、
工
芸
品

等
）
で
あ
っ
て
、
次
の
事
項
に
該
当
す
る
、
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
本
制
度
は
品
質
保
証
を
す
る
も
の
で
は
な
い
。

一　

第
二
条
に
基
づ
く
湯
河
原
ら
し
さ
の
テ
ー
マ
を
含
ん
で

い
る
こ
と

二　

独
自
の
ア
イ
デ
ア
や
工
夫
が
あ
り
、
独
創
性
が
あ
る
こ

と
三　

商
品
の
形
態
や
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が
湯
河
原
ブ
ラ
ン
ド
に
ふ

さ
わ
し
い
美
し
さ
を
備
え
て
い
る
こ
と

四　

味
や
色
彩
、
芳
香
、
保
存
性
な
ど
、
湯
河
原
ブ
ラ
ン
ド

に
ふ
さ
わ
し
い
品
質
を
備
え
て
い
る
こ
と

五　

他
地
域
に
対
し
て
独
自
性
、
優
位
性
を
打
ち
出
せ
る
要

素
を
も
っ
て
い
る
も
の

六　

適
性
で
求
め
や
す
い
価
格
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

七　

安
心
、
安
全
、
信
頼
性
を
兼
ね
合
わ
せ
て
い
る
こ
と

八　

地
域
住
民
に
も
認
知
さ
れ
推
奨
さ
れ
て
い
る
こ
と

九　

環
境
を
重
視
し
た
商
品
開
発
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

十　

製
造
・
販
売
に
つ
い
て
法
令
に
よ
る
許
可
又
は
認
可
を

必
要
と
す
る
も
の
は
、
当
該
許
可
又
は
認
可
を
得
て
い
る

こ
と
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十
一　

業
界
で
の
製
造
基
準
、
表
示
義
務
を
満
た
し
て
い
る

こ
と

（
認
定
審
査
）

第
九
条　

湯
河
原
ブ
ラ
ン
ド
認
定
委
員
会
規
定
に
基
づ
き
招
集

し
た
委
員
に
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
商
品
を
審
査
し
て
認
定
す

る
。
但
し
、
一
般
審
査
を
実
施
し
そ
の
結
果
を
審
査
に
反
映

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

認
定
委
員
会
の
設
置
お
よ
び
運
営
に
関
し
て
の
必
要
事
項

は
、「
湯
河
原
ブ
ラ
ン
ド
認
定
委
員
会
規
定
」
の
定
め
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

３　

審
査
に
お
い
て
必
要
な
場
合
い

（
マ
マ
）は

、
申
請
者
に
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

審
査
内
容
に
つ
い
て
審
査
員
が
そ
れ
ぞ
れ
理
由
を
述
べ
る

こ
と
が
で
き
る
。

５　

申
請
商
品
が
専
門
的
も
し
く
は
特
殊
な
品
で
、
そ
の
評
価

が
一
般
的
に
困
難
な
場
合
は
審
査
委
員
以
外
の
専
門
家
の
意

見
を
聴
取
し
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６　

審
査
は
審
査
員
が
各
審
査
票
に
記
載
し
て
行
う
。

７　

一
般
審
査
は
無
記
名
で
複
数
の
住
民
を
対
象
に
し
て
行
い
、

申
請
の
あ
っ
た
商
品
に
客
観
的
な
審
査
を
求
め
る
。

８　

認
否
は
出
席
審
査
員
の
多
数
決
に
よ
っ
て
決
定
し
、
賛
否

同
数
の
場
合
は
委
員
長
の
賛
否
に
よ
り
決
定
す
る
。

（
変
更
認
定
審
査
）

第
十
条　

湯
河
原
ブ
ラ
ン
ド
商
品
の
内
容
、
容
器
、
量
目
、
意

匠
、
価
格
等
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
所
定
の
申
請

書
を
商
工
会
長
に
提
出
し
て
認
定
委
員
会
の
承
認
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

認
否
は
出
席
審
査
員
の
多
数
決
に
よ
っ
て
決
定
し
、
賛
否

同
数
の
場
合
は
委
員
長
の
賛
否
に
よ
り
決
定
す
る

（
審
査
）

第
十
一
条　

審
査
は
、
湯
河
原
ブ
ラ
ン
ド
認
定
規
定
に
よ
り
審

査
し
認
定
す
る
。
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（
認
定
証
の
交
付
）

第
十
二
条　

会
長
は
審
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
申
請
さ
れ
た
商

品
が
湯
河
原
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
相
応
し
い
と
認
め
た
場
合
に
、

申
請
者
に
対
し
て
様
式
に
定
め
る
認
定
証
を
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。

（
認
定
期
間
）

第
十
三
条　

認
定
証
の
有
効
期
間
は
、
認
定
日
か
ら
三
年
後
の

年
度
末
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場

合
に
は
、
取
り
消
し
の
日
か
ら
そ
の
効
力
は
消
滅
す
る
。

（
公
表
）

第
十
四
条　

認
定
を
受
け
た
商
品
（
以
下
、「
認
定
品
」
と
い

う
）
に
つ
い
て
は
、
商
工
会
の
会
報
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・

な
る
ほ
ど
情
報
局
冊
子
等
に
掲
載
し
公
表
す
る
。

（
ブ
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
）

第
十
五
条　

湯
河
原
ブ
ラ
ン
ド
を
表
す
「
ブ
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
」

を
別
紙
の
と
お
り
定
め
る
。

２　

認
定
品
に
は
、
湯
河
原
町
商
工
会
が
作
成
す
る
「
ブ
ラ
ン

ド
マ
ー
ク
」
の
シ
ー
ル
を
購
入
し
、
貼
付
し
て
販
売
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

３　
「
ブ
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
」
を
容
器
・
包
装
等
に
印
刷
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
所
定
の
ブ
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
使
用
申
請
書
を

提
出
し
、
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ブ
ラ
ン
ド
認
定
の
表
示
）

第
十
六
条　

認
定
品
に
つ
い
て
は
、「
湯
河
原
ブ
ラ
ン
ド
産
品
」

の
文
字
を
使
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

（
変
更
承
認
）

第
十
七
条　

認
定
品
の
名
称
、
意
匠
、
容
器
、
規
格
、
量
目
、

価
格
等
を
変
更
す
る
場
合
は
、
変
更
承
認
申
請
書
を
会
長
に

提
出
し
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
マ
マ
）

（
報
告･

調
査
等
）

第
十
八
条　

商
工
会
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
に
ブ
ラ
ン
ド
品

製
造
業
者
等
に
対
し
て
報
告
を
求
め
、
又
は
調
査
を
す
る
こ
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と
が
で
き
る
。

（
認
定
の
取
り
消
し
）

第
十
九
条　

商
工
会
は
、
認
定
品
が
次
の
各
号
の
一
つ
に
該
当

す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一　

認
定
基
準
の
要
件
を
欠
く
こ
と
が
判
明
し
た
と
き

二　

認
定
の
信
用
を
失
う
行
為
が
あ
っ
た
と
き

三　

関
係
法
令
に
違
反
し
た
と
き

四　

苦
情
の
責
任
を
負
わ
な
い
と
き



五　

承
認
を
受
け
な
い
で
意
匠
・
容
器
・
量
目
及
び
価
格
を

変
更
し
た
と
き

六　

認
定
品
の
製
造
、
加
工
又
は
企
画
を
中
止
し
た
と
き

七　

仕
様
等
を
変
更
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
一
性
が
認
め
ら

れ
な
く
な
っ
た
と
き

八　

そ
の
他
商
工
会
が
不
当
と
認
め
た
と
き

２　

認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
取
り
消
し
の
日

か
ら
二
年
間
を
経
過
し
な
け
れ
ば
、
新
た
に
認
定
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

（
雑
則
）

第
二
十
条　

商
工
会
は
、
こ
の
要
領
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

本
事
業
の
実
施
に
あ
た
り
必
要
な
事
項
の
制
定
改
廃
に
つ
い

て
は
会
長
が
別
に
定
め
る
。

附
則

１　

こ
の
要
領
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
湯
河
原
町
商
工
会
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

湯
河
原
ブ
ラ
ン
ド
商
品
認
定
事
業
は
、
湯
河
原
の
知
名
度
や

イ
メ
ー
ジ
を
活
か
し
た
地
域
活
性
化
を
目
的
に
商
工
会
の
地
域

振
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
部
会
に
お
い
て
進
め
ら
れ
、
二
〇
〇
八
（
平

成
二
〇
）
年
三
月
に
終
了
し
た
。
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111　

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
第
一
二
回
認
定
申
請
に
つ
い

て

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
認
定
申
請
書

平
成
一
八
年
九
月
二
六
日

内
閣
総
理
大
臣　

殿湯
河
原
町
長　

米　

岡　

幸　

男　

印

構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
申
請
し
ま
す
。

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画

一　

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
湯
河
原
町

二　

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

ゆ
が
わ
ら
食
の
専
門
人
材
育
成
特
区

三　

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
湯
河
原
町
の
全
域

四　

構
造
改
革
特
別
区
域
の
特
性

　

（
一
）
位
置
・
地
勢

湯
河
原
町
は
、
神
奈
川
県
の
西
南
端
に
位
置
し
、
横
浜

か
ら
六
〇
㎞
、
東
京
か
ら
九
〇
㎞
の
距
離
に
あ
る
。
町
の

北
東
部
は
小
田
原
市
、
北
西
部
は
箱
根
町
、
東
部
は
真
鶴

町
、
南
西
部
は
静
岡
県
熱
海
市
、
西
部
は
静
岡
県
函
南
町

に
接
し
、
町
域
は
、
東
西
一
〇
・
一
㎞
、
南
北
六
・
八
㎞

で
、
総
面
積
は
四
〇
・
九
九
㎢
で
あ
る
。

地
勢
は
、
三
方
を
箱
根
外
輪
山
や
伊
豆
・
熱
海
の
山
々

に
囲
ま
れ
た
急
峻
な
山
地
、
南
郷
山
の
山
腹
か
ら
の
比
較

的
ゆ
る
や
か
な
丘
陵
地
、
相
模
灘
に
向
か
っ
て
流
れ
る
千

歳
川
と
新
崎
川
の
流
域
の
平
坦
地
、
真
鶴
半
島
・
伊
豆
半

島
に
囲
ま
れ
た
波
静
か
な
海
岸
な
ど
か
ら
形
成
さ
れ
て
い

る
。千

歳
川
上
流
の
藤
木
川
流
域
に
は
温
泉
が
湧
出
し
、
県
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立
奥
湯
河
原
自
然
公
園
や
富
士
箱
根
伊
豆
国
立
公
園
に
含

ま
れ
る
緑
豊
か
な
山
々
に
囲
ま
れ
た
閑
静
な
温
泉
保
養
地

で
あ
る
。
黒
潮
の
影
響
を
受
け
、
年
平
均
気
温
は
一
六
～

一
七
度
で
、
冬
は
暖
か
く
、
夏
は
比
較
的
涼
し
く
、
一
年

を
通
じ
て
温
暖
な
気
候
で
あ
る
。

　

（
二
）
歴
史
・
沿
革

本
町
は
、
古
く
は
万
葉
の
時
代
か
ら
温
泉
地
と
し
て
知

ら
れ
、
明
治
時
代
か
ら
温
泉
保
養
地
と
し
て
栄
え
て
き
た
。

昭
和
三
〇
年
四
月
、
温
泉
中
心
の
湯
河
原
町
、
農
業
中
心

の
吉
浜
町
、
漁
業
中
心
の
福
浦
村
が
合
併
し
て
、
現
在
の

湯
河
原
町
が
誕
生
し
た
。

　

（
三
）
産
業
・
交
通

本
町
の
産
業
は
、
旅
館
や
民
宿
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
業
、

小
売
業
や
飲
食
業
な
ど
の
商
業
が
事
業
所
数
・
就
業
者
数

と
も
に
大
き
な
比
率
を
占
め
、
本
町
を
訪
れ
る
観
光
客
の

数
は
、
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
、
大
き
く
減
少
し
た
が
、
近

年
は
ゆ
る
や
か
な
減
少
と
な
っ
て
い
る
。

工
業
で
は
、
食
品
製
造
業
が
大
部
分
を
占
め
て
お
り
、

製
造
業
の
事
業
所
数
・
従
業
者
数
も
横
這
い
で
あ
る
。
農

業
で
は
、
み
か
ん
な
ど
の
果
樹
栽
培
が
主
軸
で
あ
る
が
、

農
家
数
も
作
付
面
積
も
減
少
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
本
釣

り
な
ど
の
漁
業
・
遊
漁
も
行
わ
れ
て
い
る
。

本
町
へ
の
交
通
は
、
鉄
道
で
は
Ｊ
Ｒ
湯
河
原
駅
ま
で
東

海
道
線
の
特
急
列
車
で
横
浜
駅
か
ら
約
五
〇
分
、
東
京
駅

か
ら
約
七
五
分
で
到
着
し
、
ま
た
、
道
路
で
は
、
国
道
一

三
五
号
で
小
田
原
市
及
び
熱
海
市
方
面
と
結
ば
れ
て
お
り
、

湯
河
原
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ
や
県
道
七
五
号
（
湯
河
原
箱
根
仙

石
原
線
）
で
箱
根
芦
ノ
湖
方
面
へ
通
じ
て
い
る
。

　

（
四
）
基
本
構
想
と
背
景

こ
の
よ
う
な
中
で
本
町
は
、
平
成
二
二
年
度
を
目
標
年

次
と
し
た
「
ゆ
が
わ
ら
二
〇
〇
一
プ
ラ
ン
」（
湯
河
原
町

新
総
合
計
画
）
の
基
本
構
想
の
中
で
、
本
町
の
将
来
像
を
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「
四
季
彩
の
ま
ち
・
さ
が
み
の
小
京
都　

湯
河
原
」
と
し
、

こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
五
つ
の
基
本
目
標
を
設
定
し
て

い
る
。
そ
の
一
つ
目
の
基
本
目
標
が
、「
町
全
体
の
魅
力

を
高
め
、
産
業
の
活
性
化
を
図
る
」
こ
と
で
、
こ
れ
は
、

観
光
地
と
し
て
の
個
性
と
魅
力
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、　

観
光
サ
ー
ビ
ス
業
を
発
展
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ

の
相
乗
作
用
と
し
て
商
工
業
及
び
農
林
漁
業
の
活
性
化
を

図
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
み
か
ん
栽
培
を
主
軸
と
し
た
農
業
は
、
み
か

ん
の
価
格
の
低
迷
な
ど
に
よ
り
農
業
経
営
は
非
常
に
厳
し

く
、
農
業
従
事
者
の
高
齢
化
や
後
継
者
不
足
な
ど
に
よ
り
、

農
家
数
及
び
就
業
人
口
は
減
少
を
続
け
て
い
る
。
同
様
に

漁
業
に
お
い
て
は
、
一
本
釣
り
な
ど
が
中
心
で
、
年
に

よ
っ
て
漁
獲
量
が
大
き
く
変
動
す
る
た
め
、
経
営
が
安
定

し
な
い
こ
と
に
加
え
、
漁
業
従
事
者
の
高
齢
化
と
後
継
者

不
足
が
進
行
し
て
い
る
。

ま
た
、
製
造
業
に
お
い
て
は
、
地
場
産
の
農
産
物
や
海

産
物
を
原
料
と
し
て
、
消
費
者
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
新
製
品

の
開
発
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
製

品
を
生
み
出
す
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
本
町
の
基
幹
産
業
で
あ
る
観
光
は
、
温
泉
保

養
を
目
的
と
す
る
宿
泊
観
光
客
に
依
存
し
、
そ
の
動
向
に

左
右
さ
れ
て
き
た
。
近
年
に
お
い
て
は
、
景
気
の
低
迷
、

消
費
者
の
旅
行
嗜
好
の
変
化
や
旅
行
目
的
の
多
様
化
な
ど

に
よ
り
、
宿
泊
観
光
客
数
が
逓
減
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
状
況
の
中
、
宿
泊
施
設
に
お
い
て
は
、
経
営
状
態
の
悪

化
、
経
営
者
の
後
継
者
不
足
な
ど
に
よ
り
、
休
廃
業
に
至

る
宿
泊
施
設
が
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
、
既
存
の
枠
組
み

に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
地
域
の
活
性
化
を
促
進
し
、

国
の
内
外
を
問
わ
ず
に
観
光
客
を
誘
致
し
、
さ
ら
に
新
し

い
産
業
を

（
マ
マ
）創

出
な
ど
、
戦
略
的
な
取
組
が
強
く
求
め
ら
れ
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て
お
り
、
第
一
次
産
業
、
第
二
次
産
業
及
び
第
三
次
産
業

を
有
機
的
に
連
携
さ
せ
、
本
町
の
自
然
的
及
び
文
化
的
な

特
性
を
生
か
し
た
振
興
策
を
打
ち
出
す
こ
と
が
急
務
で
あ

る
。

五　

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
意
義

本
町
で
は
、
前
述
の
地
域
の
課
題
を
抱
え
る
中
、
共
通
の

キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
「
食
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

こ
れ
ま
で
、
第
一
次
産
業
、
第
二
次
産
業
及
び
第
三
次
産
業

の
振
興
及
び
活
性
化
の
施
策
を
推
進
し
て
い
る
が
、
課
題
解

決
の
抜
本
的
な
対
策
と
し
て
成
り
え
て
い
な
い
。
と
り
わ
け
、

農
業
・
漁
業
、製
造
業
、観
光
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
に
は
、「
食
」

に
関
連
す
る
事
業
を
振
興
す
る
諸
施
策
は
あ
る
が
、
そ
の
推

進
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
内
で
の
展
開
に
留

ま
っ
て
お
り
、
相
互
に
協
働
し
、
円
滑
に
連
携
さ
せ
る
仕
組

み
が
整
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、
国
に
お
い
て
は
、
国
民
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
健
全

な
心
身
を
培
い
、
豊
か
な
人
間
性
を
育
む
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
、「
食
育
」
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平
成
一
七
年
七
月
に
「
食
育
基

本
法
」
が
施
行
さ
れ
、
さ
ら
に
平
成
一
八
年
三
月
に
「
食
育

推
進
基
本
計
画
」
が
示
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
町
に
は
、「
食
」
に
対
す
る
付
加
価

値
を
生
み
出
す
人
材
、
食
品
の
安
全
性
等
の
「
食
」
に
関
す

る
幅
広
い
情
報
を
多
様
な
手
段
で
提
供
で
き
る
人
材
、
そ
し

て
、
食
育
基
本
法
に
基
づ
く
「
食
育
」
を
様
々
な
機
会
で
体

系
的
か
つ
包
括
的
に
教
育
で
き
る
人
材
を
育
成
で
き
る
仕
組

み
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
株
式
会
社
シ
ン
プ
ル
ア
イ
で
は
、「
食
」
に
関

わ
る
専
門
職
大
学
院
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
町
に
お

け
る
「
食
」
に
関
わ
る
学
術
研
究
に
習
熟
し
た
専
門
人
材
、

さ
ら
に
は
、
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
を
立
ち
上
げ
よ
う
と
す
る
専

門
人
材
の
輩
出
を
目
標
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
町
の
資
源
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を
活
用
し
た
地
域
密
着
型
の
学
術
研
究
機
関
と
し
て
の
側
面

も
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
専
門
職
大
学
院
の
開
校
に
よ
り
、

産
学
が
連
携
し
、「
食
」
に
関
わ
る
産
業
の
活
性
化
策
が
打

ち
出
さ
れ
る
と
と
も
に
、
本
町
に
お
け
る
「
食
育
」
の
進
展

に
も
期
待
が
で
き
る
。

ま
た
、
本
町
は
、「
食
」
に
関
わ
る
専
門
職
大
学
院
を
専

門
人
材
の
育
成
の
教
育
機
関
と
し
て
位
置
付
け
る
だ
け
で
は

な
く
、
本
町
の
食
育
推
進
の
た
め
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
的
機
関

と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
高
度
の
能
力
を
持
つ
学

内
の
研
究
者
や
教
授
陣
が
、
地
元
企
業
や
地
元
産
業
団
体
な

ど
と
交
流
す
る
こ
と
で
、
食
育
推
進
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
や

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
い
っ
た
牽
引
的
な
役
割
を
果
た
す
こ

と
も
期
待
で
き
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、本
町
に
設
置
を
予
定
し
て
い
る
「
食
」

に
関
わ
る
専
門
職
大
学
院
が
、
地
元
の
各
産
業
と
連
携
を
強

め
、
本
町
の
特
性
を
生
か
し
た
新
た
な
産
業
の
創
出
な
ど
、

全
産
業
の
活
性
化
を
推
進
す
る
シ
ス
テ
ム
フ
ロ
ー
を
構
築
す

る
た
め
に
は
、
既
存
の
制
度
だ
け
で
な
く
構
造
改
革
特
別
区

域
認
定
に
よ
る
特
定
事
業
の
実
施
に
よ
り
、
そ
の
実
現
が
可

能
と
な
る
。

六　

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
目
標

本
町
で
は
、
そ
の
特
性
を
生
か
し
な
が
ら
、「
食
」
に
関

わ
る
産
業
を
中
心
に
競
争
力
や
付
加
価
値
の
高
い
産
業
へ
転

換
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
本
町
で
の
経
済
活
動
を
活
発
化
さ

せ
、
新
規
産
業
の
創
出
や
雇
用
の
促
進
を
目
指
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
は
、「
食
」
に
関
わ
る
専
門
職
大
学
院
が
、

生
産
、
加
工
、
さ
ら
に
販
売
の
そ
れ
ぞ
れ
の
過
程
に
お
い
て
、

調
査･

研
究
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
振
興
策
の
提
言
等
を

積
極
的
に
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

本
町
の
農
業
に
関
し
て
は
、
農
業
生
産
基
盤
の
整
備
、
農

業
経
営
の
高
度
化
の
促
進
な
ど
の
施
策
に
取
り
組
ん
で
お
り
、

そ
の
中
で
も
農
業
経
営
の
安
定
化
は
、
本
町
の
喫
緊
の
課
題
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で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
食
」
に
関
わ
る
専
門
職
大
学
院
の
開

校
に
よ
り
、
競
争
力
及
び
付
加
価
値
を
高
め
る
た
め
の
研
究

が
産
学
共
同
で
取
り
組
ま
れ
、
そ
の
研
究
成
果
に
よ
り
高
付

加
価
値
の
農
作
物
の
生
産
が
試
み
ら
れ
、
そ
の
結
果
次
第
で

は
、
農
業
経
営
の
安
定
化
へ
の
手
掛
か
り
を
導
き
出
し
た
い
。

漁
業
に
お
い
て
は
、
地
場
産
の
海
産
物
を
地
元
で
流
通
及

び
消
費
さ
せ
る
た
め
の
研
究
が
産
学
共
同
で
取
り
組
ま
れ
、

そ
の
研
究
成
果
に
よ
り
、
地
元
で
の
消
費
拡
大
を
目
指
す
。

製
造
業
に
お
い
て
は
、
地
場
産
の
農
産
物
や
海
産
物
を
原

料
と
し
た
、
消
費
者
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
新
製
品
の
開
発
に
向

け
て
、
学
内
の
研
究
者
及
び
教
授
陣
か
ら
提
言
や
助
言
を
求

め
る
こ
と
と
し
た
い
。

観
光
サ
ー
ビ
ス
業
に
お
い
て
は
、
第
一
次
産
業
及
び
第
二

次
産
業
、
さ
ら
に
専
門
職
大
学
院
と
連
携
す
る
こ
と
で
、
消

費
者
が
求
め
て
い
る
質
の
高
い
料
理
や
サ
ー
ビ
ス
を
観
光
客

に
提
供
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
、「
食
」
を
通
じ
た
湯
河

原
ブ
ラ
ン
ド
を
構
築
し
、
さ
ら
に
そ
の
他
の
観
光
資
源
と
と

も
に
、
国
の
内
外
を
問
わ
ず
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
発
信
す
る

こ
と
に
よ
り
、
観
光
客
の
誘
客
効
果
の
向
上
を
目
指
す
。

上
述
の
よ
う
に
、
こ
の
専
門
職
大
学
院
が
、
地
域
産
業
の

生
産
、
加
工
、
販
売
の
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
の
中
で
包
括
的
に

関
わ
り
、
地
域
に
根
ざ
し
た
人
材
を
育
成
す
る
と
と
も
に
、

需
要
を
拡
大
さ
せ
、
地
域
課
題
解
決
の
た
め
の
研
究
や
提
言

を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
規
産
業
や
雇
用
機
会
の
創
出

な
ど
の
地
域
経
済
や
産
業
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
標
と

し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
株
式
会
社
立
の
専
門
職
大
学
院
を
設
置
す
る
こ

と
に
よ
る
、
こ
の
よ
う
な
本
町
の
試
み
の
成
功
は
、
地
域
の

大
学
等
を
核
と
し
た
知
識
・
人
材
の
創
出
と
地
域
活
力
の
好

循
環
を
形
成
す
る
事
例
と
し
て
、
全
国
の
地
域
課
題
解
決
に

役
立
つ
と
と
も
に
、
我
が
国
全
体
の
経
済
活
性
化
に
つ
な
が

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
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七　

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
実
施
が
構
造
改
革
特
別
区
域

に
及
ぼ
す
経
済
的
社
会
的
効
果

　

（
一
）
学
校
設
置
に
よ
る
社
会
的
効
果

ア　
「
食
」
に
関
わ
る
学
術
研
究
に
習
熟
し
た
専
門
人
材

が
育
成
さ
れ
、
地
元
企
業
等
に
就
業
す
る
こ
と
に
よ
り
、

実
務
的
な
能
力
を
有
す
る
即
戦
力
と
し
て
、
企
業
の
発

展
、
地
域
経
済
の
活
性
化
に
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
卒
業
後
、
本
町
で
起
業
し
た
者
が
現
れ
れ
ば
、

新
た
な
従
業
員
を
雇
用
す
る
な
ど
、
地
域
に
お
け
る
雇

用
機
会
の
創
出
が
期
待
で
き
る
。

イ　

学
内
の
教
員
及
び
研
究
者
が
、
地
元
企
業
に
お
け
る

経
営
面
等
で
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
よ
り
、
産
学
官
連
携
の
強
化

が
期
待
で
き
る
。

ウ　

地
場
産
の
農
作
物
に
対
し
て
、
競
争
力
や
付
加
価
値

を
高
め
る
た
め
の
研
究
が
産
学
共
同
で
取
り
組
ま
れ
、

そ
の
研
究
成
果
に
基
づ
い
た
高
付
加
価
値
の
農
作
物
の

生
産
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
農
業
経
営
の
安
定

化
が
期
待
で
き
る
。
農
業
経
営
の
安
定
化
が
実
現
す
れ

ば
、
生
産
量
が
増
加
し
、
遊
休
農
地
の
解
消
も
期
待
で

き
る
。
ま
た
、
学
生
が
、
地
元
の
農
業
者
が
経
営
す
る

農
耕
地
等
に
お
い
て
、
食
材
生
産
の
場
を
体
験
す
る
こ

と
に
よ
り
、
学
生
と
地
元
生
産
者
と
の
繋
が
り
が
深
ま

り
、
地
域
密
着
型
の
、
よ
り
実
践
的
な
教
育
の
実
現
が

可
能
と
な
る
。
さ
ら
に
、
食
育
推
進
の
一
環
と
な
る
、

地
産
地
消
活
動
の
核
と
な
る
人
材
の
育
成
、
関
係
者
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
、
情
報
提
供
の
強
化
等
が
推
進

さ
れ
る
こ
と
も
期
待
で
き
る
。

エ　

漁
業
に
お
い
て
は
、
地
場
産
の
海
産
物
を
地
元
で
流

通
及
び
消
費
さ
せ
る
仕
組
み
の
確
立
が
求
め
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
研
究
が
学
内
で
取
り
組
ま
れ
、
提
言
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
漁
業
を
含
め
、
そ
の
関
連
産
業
の
活
性
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化
へ
の
動
き
が
期
待
で
き
る
。

オ　
「
食
」
に
関
わ
る
専
門
職
大
学
院
が
育
成
す
る
人
材

像
の
一
つ
と
し
て
、
食
育
基
本
法
に
基
づ
く
「
食
育
」

を
様
々
な
機
会
の
場
で
体
系
的
か
つ
包
括
的
に
教
育
で

き
る
人
材
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
学
内
の
教
員
及

び
研
究
者
が
、
地
元
の
小
・
中
学
校
、
保
育
所
、
幼
稚

園
な
ど
の
場
に
お
い
て
食
育
推
進
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
や

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
期
待
で
き

る
。

　
　

ま
た
、
こ
の
専
門
職
大
学
院
が
地
域
貢
献
の
観
点
か

ら
食
育
推
進
の
公
開
講
座
を
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
と

に
よ
り
、
町
民
や
地
元
企
業
な
ど
が
「
食
育
」
へ
の
関

心
及
び
理
解
を
深
め
、
本
町
が
食
育
推
進
の
先
進
地
に

向
け
、
基
盤
強
化
が
図
ら
れ
る
。

カ　

本
町
で
は
、
大
学
な
ど
の
高
等
教
育
機
関
が
設
置
さ

れ
た
例
が
今
ま
で
に
な
く
、「
食
」
に
関
わ
る
学
術
研

究
機
関
と
し
て
の
専
門
職
大
学
院
が
設
置
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
本
町
の
高
等
教
育
に
お
け
る
教
育
環
境
は
飛

躍
的
に
向
上
す
る
。

　

（
二
）
学
校
設
置
に
よ
る
経
済
的
効
果

ア　
「
食
」
に
関
わ
る
専
門
職
大
学
院
が
設
置
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
観
光
客
を
中
心
と
す
る
消
費
者
の
ニ
ー
ズ

に
合
っ
た
商
品
な
ど
の
開
発
や
湯
河
原
ブ
ラ
ン
ド
の
構

築
に
向
け
た
研
究
が
進
め
ら
れ
、
さ
ら
に
、「
食
文
化

推
進
」
の
町
と
し
て
情
報
発
信
す
る
こ
と
に
よ
り
、
観

光
客
数
の
増
加
と
消
費
の
拡
大
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
、

本
町
が
「
食
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
地
域
活
性
化
の

成
功
事
例
と
し
て
、
広
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

視
察
団
体
等
の
来
訪
も
期
待
さ
れ
る
。

イ　

こ
の
専
門
職
大
学
院
の
開
校
に
よ
り
、
学
生
が
流
入

し
、
学
校
周
辺
に
お
け
る
商
圏
の
活
性
化
や
文
具
等
の

需
要
が
増
え
る
こ
と
に
よ
り
消
費
の
増
加
が
見
込
ま
れ
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る
。

　
　

具
体
的
に
は
、
開
設
初
年
度
に
六
〇
人
、
次
年
度
に

一
二
〇
人
の
在
学
生
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
学
生
一
人

が
、
食
費
及
び
文
具
等
に
よ
り
一
か
月
当
た
り
三
万
円

の
消
費
を
す
る
と
仮
定
す
る
と
、
初
年
度
に
月
額
一
八

〇
万
円
、
次
年
度
に
は
月
額
三
六
〇
万
円
と
な
り
、
年

額
に
換
算
す
る
と
、
約
四
、
三
二
〇
万
円
の
新
た
な
消

費
が
学
校
周
辺
の
商
圏
に
お
い
て
見
込
む
こ
と
が
で
き

る
。

ウ　

大
学
院
大
学
設
置
に
伴
い
、
新
た
な
教
員
や
事
務
職

員
が
必
要
と
な
り
、
雇
用
の
創
出
に
つ
な
が
る
。

　
　

具
体
的
に
は
、
教
員
及
び
事
務
職
の
人
数
は
一
四
人

を
見
込
ん
で
い
る
。
ス
タ
ッ
フ
一
人
が
、
食
費
及
び
文

具
等
に
よ
り
一
か
月
当
た
り
三
万
円
の
消
費
を
す
る
と

仮
定
す
る
と
、
月
額
四
二
万
円
、
年
額
に
お
い
て
、
約

五
〇
四
万
円
の
新
た
な
消
費
が
見
込
め
る
。

八　

特
定
事
業
の
名
称

八
一
六　
　

学
校
設
置
会
社
に
よ
る
学
校
設
置
事
業

八
二
一
（
八
〇
一
―
一
）　

校
地
・
校
舎
の
自
己
所
有
を

要
し
な
い
大
学
等
設
置
事
業

九　

構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を

促
進
し
よ
う
と
す
る
特
定
事
業
に
関
連
す
る
事
業
そ
の
他
の

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
実
施
に
関
し
地
方
公
共
団
体
が

必
要
と
認
め
る
事
項

別
紙
①

一　

特
定
事
業
の
名
称

八
一
六　

学
校
設
置
会
社
に
よ
る
学
校
設
置
事
業

二　

当
該
規
制
の
特
例
措
置
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

株
式
会
社
シ
ン
プ
ル
ア
イ

三　

当
該
規
制
の
特
例
措
置
の
適
用
の
開
始
の
日

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
受
け
た
日
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四　

特
定
事
業
の
内
容

湯
河
原
町
内
で
、
株
式
会
社
シ
ン
プ
ル
ア
イ
が
専
門
職
大

学
院
の
設
置
主
体
と
な
る
こ
と
。

五　

当
該
規
制
の
特
例
措
置
の
内
容

株
式
会
社
シ
ン
プ
ル
ア
イ
は
、
社
会
的
ニ
ー
ズ
に
対
応
し

た
職
業
専
門
教
育
を
実
践
し
て
き
た
株
式
会
社
バ
ン
タ
ン
が

持
株
会
社
と
し
て
、
平
成
一
七
年
一
二
月
に
創
立
し
た
企
業

で
あ
る
。
株
式
会
社
シ
ン
プ
ル
ア
イ
は
、
本
町
に
お
い
て
、

「
食
」
に
関
わ
る
生
産
、
加
工
、
流
通
、
教
育
な
ど
の
分
野

で
活
躍
で
き
る
人
材
の
育
成
を
目
的
と
す
る
専
門
職
大
学
院

の
設
置
に
よ
り
、「
食
」
に
関
わ
る
学
術
研
究
に
習
熟
し
た

専
門
人
材
や
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
を
立
ち
上
げ
よ
う
と
す
る
専

門
人
材
な
ど
、
地
域
経
済
を
担
う
人
材
を
育
成
す
る
と
い
う

地
域
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
専
門
職
大
学
院
が
、
地
域
の
活
性
化
や
食

育
推
進
の
た
め
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
的
機
能
を
果
た
し
な
が
ら
、

地
域
の
第
一
次
、
第
二
次
及
び
第
三
次
産
業
と
の
連
携
役
を

担
う
こ
と
を
目
標
と
し
て
お
り
、
こ
の
専
門
職
大
学
院
が
本

町
で
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
い
た

事
例
研
究
や
現
地
調
査
な
ど
に
よ
り
授
業
を
行
う
こ
と
で
、

こ
の
特
区
計
画
の
目
標
に
到
達
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
地
域
活
性
化
の
観
点
か
ら
、
こ
の
専
門
職
大
学
院

を
核
と
し
た
関
連
ビ
ジ
ネ
ス
の
展
開
に
つ
い
て
も
期
待
が
寄

せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
展
開
に
当
た
っ
て
は
、
民
間
企
業
の

経
営
意
識
が
不
可
欠
で
あ
る
た
め
、
株
式
会
社
立
に
よ
る
専

門
職
大
学
院
の
運
営
形
態
の
方
が
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

ま
た
、
現
代
の
企
業
等
が
求
め
る
人
材
は
、
高
度
な
専
門

的
知
識
を
有
し
、
実
社
会
で
即
戦
力
と
な
る
人
材
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
人
材
の
育
成
に
は
、
現
場
と
直
結

し
た
実
務
レ
ベ
ル
の
教
育
の
実
施
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
実
施

に
当
た
っ
て
は
、
現
場
経
験
が
豊
富
な
実
務
家
講
師
を
多
く
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迎
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
は
株
式
会
社
立

に
よ
る
専
門
職
大
学
院
の
運
営
形
態
の
方
が
効
果
的
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
、
株
式
会
社
バ
ン
タ
ン
及
び
グ
ル
ー
プ
各
社
は
、

実
社
会
に
通
用
す
る
即
戦
力
と
な
り
う
る
「
食
」
の
専
門
人

材
を
養
成
す
る
た
め
の
最
新
で
高
度
な
内
容
の
教
育
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
て
お
り
、
株
式
会
社
シ
ン
プ
ル
ア
イ
が
設
置
す

る
専
門
職
大
学
院
は
、
既
存
の
大
学
・
大
学
院
等
で
は
実
現

が
困
難
な
、
専
門
的
で
高
度
な
、
か
つ
、
最
新
で
実
践
的
な

教
育
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ゆ
え
に
、
地
域
の
特
性

を
生
か
し
た
教
育
の
実
施
の
必
要
性
や
地
域
産
業
を
担
う
人

材
の
育
成
の
必
要
性
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
株
式
会
社
が

行
う
こ
と
が
適
切
か
つ
効
果
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
、
株
式
会
社
バ
ン
タ
ン
及
び
グ
ル
ー
プ

各
社
は
、
国
か
ら
の
助
成
金
を
受
け
ず
、
法
人
税
等
を
納
め
、

約
四
〇
年
間
、
教
育
事
業
を
展
開
し
て
お
り
、
経
営
基
盤
に

問
題
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
実
績
を
継
承
す
る
株

式
会
社
シ
ン
プ
ル
ア
イ
に
お
い
て
も
、
商
法
等
に
基
づ
く
情

報
開
示
、
法
令
等
遵
守
体
制
の
整
備
な
ど
が
、
適
切
に
企
業

統
治
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
、
経
営
支
障
が
予
見
で
き
た
段
階

で
の
募
集
停
止
、
募
集
停
止
後
の
修
学
保
障
、
他
校
へ
の
編

入
支
援
な
ど
の
独
自
の
安
全
対
策
案
が
提
案
さ
れ
て
お
り
、

問
題
な
く
学
校
運
営
を
実
施
で
き
る
と
判
断
す
る
た
め
、
規

制
の
特
例
措
置
の
必
要
性
及
び
適
合
性
を
認
め
る
も
の
で
あ

る
。ま

た
、
株
式
会
社
シ
ン
プ
ル
ア
イ
が
専
門
職
大
学
院
を
設

置
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
湯
河
原
町
に
お
い
て
も
経
営
状
況

の
把
握
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
万
一
、
経
営
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
、

又
は
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
備
え
、

学
生
の
適
切
な
修
学
を
維
持
で
き
る
よ
う
、
湯
河
原
町
内
部

の
担
当
を
予
め
決
め
て
お
き
、
近
隣
所
在
の
大
学
院
等
へ
の
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転
入
学
に
関
す
る
情
報
収
集
、
協
力
要
請
等
に
努
め
る
こ
と

と
す
る
。

ま
た
、
そ
う
し
た
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
専
門
の
相

談
窓
口
を
設
け
、
学
生
か
ら
他
校
へ
の
転
入
学
に
関
す
る
希

望
を
聴
取
し
、
転
入
学
可
能
な
学
校
に
関
す
る
情
報
収
集
、

紹
介
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

規
制
の
特
例
措
置
を
受
け
る
主
体
の
特
定
の
状
況

名
称

株
式
会
社
シ
ン
プ
ル
ア
イ

（
代
表
者　

代
表
取
締
役　

菊
池　

健
）

住
所

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
南
三
―
一
―
八

概
要

設
立
：
平
成
一
七
年
一
二
月
一
三
日

業
種
：
教
育
サ
ー
ビ
ス
業

業
務
概
要
：

一　

美
容
サ
ロ
ン
の
経
営

二　

医
療
、
介
護
、
保
健
衛
生
に
関
す
る
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
業
務

三　

エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
サ
ロ
ン
及
び
ネ
イ
ル
サ
ロ
ン
の

経
営
、
指
導

四　

ア
ロ
マ
テ
ラ
ピ
ー
の
店
の
経
営
、
指
導

五　

マ
ッ
サ
ー
ジ
、
指
圧
、
あ
ん
摩
の
施
術
所
の
経
営
、

指
導

六　

健
康
器
具
、
化
粧
品
の
製
造
販
売
及
び
輸
出
入

七　

教
育
用
機
材･

教
材
の
製
造
及
び
販
売

八　

書
籍
の
出
版
並
び
に
販
売

九　

ヘ
ア
メ
イ
ク･

ネ
イ
ル･

ア
ロ
マ
テ
ラ
ピ
ー･

エ

ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
等
に
関
す
る
人
材
の
職
業
適
性
能
力

開
発
の
た
め
の
各
種
ス
ク
ー
ル
の
経
営

一

〇　

一
般
ビ
ジ
ネ
ス
（
経
営
管
理
、
情
報
管
理
）、

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ビ
ジ
ネ
ス
、
イ
ン
テ
リ
ア
ビ
ジ
ネ
ス
、

ヘ
ア
・
メ
イ
ク
美
容
等
、
映
画
監
督
、
声
優
、
映
画

製
作
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
制
作
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
、

英
会
話
、
ダ
ン
ス
、
ワ
イ
ン
等
に
関
す
る
人
材
の
職

業
適
性
能
力
開
発
の
た
め
の
各
種
学
校
の
経
営

一

一　
（
仮
称
）
食
文
化
創
造
大
学
院
大
学
の
設
置
の
た

め
の
業
務
及
び
設
置
後
の
経
営

一
二　

前
各
号
に
付
帯
す
る
一
切
の
業
務
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法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
聴
い
た
意
見
の
概
要

対
象
者

株
式
会
社
バ
ン
タ
ン

（
代
表
者　

代
表
取
締
役　

菊
池　

健
）

（
所
在
地
：
東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
南
三
―
一
―
八
）

株
式
会
社
シ
ン
プ
ル
ア
イ

（
代
表
者　

代
表
取
締
役　

菊
池　

健
）

（
所
在
地
：
東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
南
三
―
一
―
八
）

意
見
を
聴

い
た
日
時

〔
第
一
回
目
〕
平
成
一
七
年
一
一
月
一
八
日

〔
第
二
回
目
〕
平
成
一
八
年
五
月
二
三
日

意
見
を
聴

い
た
方
法

　

平
成
一
七
年
一
〇
月
一
九
日
に
計
画
骨
子
案
を
提
示

し
、
平
成
一
七
年
一
一
月
一
八
日
〔
第
一
回
目
〕
に
文

書
に
て
意
見
提
出
が
あ
っ
た
。　

　

さ
ら
に
、
平
成
一
八
年
五
月
二
三
日
〔
第
二
回
目
〕

に
口
頭
に
よ
る
意
見
が
あ
っ
た
。

意
見
の
概

要

〔
第
一
回
目
〕

一　

特
定
事
業
に
つ
い
て
は
、
学
校
設
置
会
社
に
よ
る

学
校
設
置
事
業
及
び
校
地
・
校
舎
の
自
己
所
有
を
要

し
な
い
大
学
等
設
置
事
業
を
実
施
し
た
い
。

二　

特
定
事
業
の
開
始
時
期
を
平
成
二
〇
年
四
月
か
ら

と
し
た
い
。

〔
第
二
回
目
〕

三　

特
定
事
業
の
実
施
主
体
を
株
式
会
社
バ
ン
タ
ン
と

し
て
計
画
し
て
い
た
が
、
株
式
会
社
シ
ン
プ
ル
ア
イ

に
変
更
し
た
い
。

意
見
に
対

す
る
対
応

〔
第
一
回
目
〕

一　

に
つ
い
て
は
、
意
見
を
踏
ま
え
、
学
校
設
置
会
社

に
よ
る
学
校
設
置
事
業
及
び
校
地
・
校
舎
の
自
己
所

有
を
要
し
な
い
大
学
等
設
置
事
業
を
計
画
に
位
置
付

け
た
。

二　

に
つ
い
て
は
、
意
見
を
踏
ま
え
、
特
定
事
業
の
開

始
時
期
を
平
成
二
〇
年
四
月
か
ら
と
し
た
。

〔
第
二
回
目
〕

三　

に
つ
い
て
は
、
意
見
を
踏
ま
え
、
株
式
会
社
シ
ン

プ
ル
ア
イ
に
変
更
す
る
。

法
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
踏
ま
え
た
提
案
の
概
要

提
案
者

株
式
会
社
バ
ン
タ
ン

（
代
表
者　

代
表
取
締
役　

菊
池　

健
）

（
所
在
地
：
東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
南
三
―
一
―
八
）

提
案
の

あ
っ
た
日

時

平
成
一
七
年
一
一
月
一
八
日　

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら

午
後
二
時
三
〇
分
ま
で
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提
案
の
方

法

「
ゆ
が
わ
ら
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
大
学
院
推
進
特
区
」
提
案

書
の
提
出

提
案
の
内

容

一　

学
校
設
置
会
社
に
よ
る
学
校
設
置
事
業
の
実
施

二　

校
地
・
校
舎
の
自
己
所
有
を
要
し
な
い
大
学
等
設

置
事
業
の
実
施

三　

こ
れ
ら
の
事
業
者
と
し
て
、
株
式
会
社
バ
ン
タ
ン

の
新
子
会
社
（
株
式
会
社
シ
ン
プ
ル
ア
イ
）
を
設
立

し
、
こ
の
新
子
会
社
を
位
置
付
け
る
こ
と

提
案
に
対

す
る
対
応

一　

意
見
を
踏
ま
え
、
本
事
業
を
位
置
付
け
た
計
画
を

作
成
し
た
。

二　

同
上

三　

規
制
の
特
例
措
置
を
受
け
る
主
体
に
つ
い
て
は
、

株
式
会
社
シ
ン
プ
ル
ア
イ
の
持
株
会
社
で
あ
る
株
式

会
社
バ
ン
タ
ン
及
び
グ
ル
ー
プ
各
社
が
、
長
年
、
社

会
的
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
高
度
な
職
業
専
門
教
育
を

実
践
し
て
き
た
実
績
が
あ
る
た
め
、
株
式
会
社
シ
ン

プ
ル
ア
イ
と
す
る
こ
と
と
し
、
計
画
に
位
置
付
け
た
。

四　
「
ゆ
が
わ
ら
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
大
学
院
推
進
特
区
」
提

案
書
が
提
出
さ
れ
た
が
、
イ
タ
リ
ア
を
発
祥
と
す
る

「
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
」
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
我
が
国

の
食
文
化
に
合
っ
た
、
さ
ら
に
意
味
合
い
の
広
い

「
食
」
の
領
域
の
中
で
、
地
域
活
性
化
な
ど
に
取
組
む

方
が
望
ま
し
い
た
め
、
特
区
名
称
も
「
ゆ
が
わ
ら
食

の
専
門
人
材
育
成
特
区
」
に
修
正
し
た
。

別
紙
②

一　

特
定
事
業
の
名
称

八
二
一
（
八
〇
一
―
一
）　

校
地･

校
舎
の
自
己
所
有
を

要
し
な
い
大
学
等
設
置
事
業

二　

当
該
規
制
の
特
例
措
置
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

株
式
会
社
シ
ン
プ
ル
ア
イ

三　

当
該
規
制
の
特
例
措
置
の
適
用
の
開
始
の
日

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
受
け
た
日

四　

特
定
事
業
の
内
容

湯
河
原
町
内
で
株
式
会
社
シ
ン
プ
ル
ア
イ
が
専
門
職
大
学

院
を
設
置
す
る
際
に
、
校
地
・
校
舎
の
自
己
所
有
を
要
し
な

い
こ
と
。

五　

当
該
規
制
の
特
例
措
置
の
内
容
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本
町
に
お
い
て
は
、
少
子
高
齢
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
一

層
の
進
展
な
ど
、
未
だ
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
社
会
構
造
の

変
化
に
直
面
し
て
い
る
中
、
こ
れ
ら
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応

で
き
る
産
業
の
振
興
や
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
を
発
展
さ
せ
る
た

め
、
独
創
性
あ
ふ
れ
る
新
規
産
業
や
地
域
経
済
の
活
性
化
を

牽
引
で
き
る
人
材
を
育
成
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

そ
の
た
め
の
教
育
を
新
た
に
実
施
し
、
教
育
環
境
の
充
実
・

発
展
を
図
る
と
い
う
教
育
上
・
研
究
上
の
ニ
ー
ズ
が
あ
る
。

ま
た
、
同
社
が
専
門
職
大
学
院
の
設
置
を
予
定
し
て
い
る

地
域
は
、
地
価
の
高
い
Ｊ
Ｒ
湯
河
原
駅
近
辺
の
中
心
市
街
地

で
あ
り
、
校
地
・
校
舎
を
取
得
す
る
た
め
に
は
高
額
な
費
用

が
必
要
と
な
る
。
市
場
原
理
に
基
づ
い
て
教
育
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
株
式
会
社
が
地
価
の
高
い
地
域
に
お
い
て
校
舎
・

校
地
を
自
ら
所
有
し
て
事
業
を
行
う
こ
と
は
、
経
営
的
に
も

過
大
な
リ
ス
ク
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
地
価

が
高
い
地
域
に
お
い
て
は
、
施
設
を
自
己
所
有
す
る
こ
と
を

求
め
る
よ
り
も
、
教
育･

研
究
設
備
等
の
充
実
、
最
新
の
ノ

ウ
ハ
ウ
の
修
得
等
に
活
用
さ
れ
る
方
が
、
教
育
・
研
究
機
能

の
向
上
は
も
と
よ
り
、
人
材
育
成
の
充
実
、
教
授
等
に
よ
る

地
域
と
の
交
流
等
を
通
じ
、
地
域
へ
の
貢
献
度
が
高
ま
る
と

考
え
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
同
社
は
、
自
己
所
有
せ
ず
に
、
町
内
に
あ
る

施
設
を
借
り
る
予
定
で
あ
る
が
、
実
施
し
よ
う
と
す
る
専
門

職
大
学
院
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
校

地
・
校
舎
を
自
己
所
有
し
な
い
こ
と
は
、
事
業
推
進
上
、
支

障
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
本
計
画
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
、
学
校
設
置

会
社
に
自
己
所
有
の
校
地
・
校
舎
の
取
得
を
求
め
な
く
て
も
、

教
育
及
び
研
究
に
支
障
を
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、

規
制
の
特
例
措
置
の
必
要
性
及
び
適
合
性
を
認
め
る
。

（「
二
〇
〇
六
―
二
〇
〇
七　

企
画
書
類
（
特
区
申
請
）」
湯
河

原
町
役
場
蔵
）　
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原
資
料
は
横
書
き
。

二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
四
月
に
㈱
バ
ン
タ
ン
が
提
案
し

た
構
造
改
革
特
区
構
想
を
受
け
、
二
〇
〇
六
年
九
月
、
町
は
同

社
子
会
社
の
㈱
シ
ン
プ
ル
ア
イ
に
よ
る
「
食
」
の
専
門
職
大
学

院
設
置
と
そ
れ
に
よ
る
地
域
活
性
化
を
目
指
す
「
ゆ
が
わ
ら
食

の
専
門
人
材
育
成
特
区
」
計
画
を
内
閣
府
に
申
請
し
た
。

112　

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
に
関
す
る
掲
載
記
事

①　

ス
ロ
ー
フ
ー
ド
で
町
お
こ
し

ス
ロ
ー
フ
ー
ド
で
町
お
こ
し　

湯
河
原
町　

大
学
院

誘
致
で
特
区
申
請
へ　

民
間
と
組
む　

特
産
品
使
い

講
義

神
奈
川
県
湯
河
原
町
は
郷
土
料
理
な
ど
の
伝
統
的
な
食
文
化

を
伝
え
て
い
こ
う
と
い
う
「
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
」
を
軸
に
し
た
街

づ
く
り
に
乗
り
出
す
。
国
の
構
造
改
革
特
区
に
「
ゆ
が
わ
ら
ス

ロ
ー
フ
ー
ド
大
学
院
特
区
」（
仮
称
）
を
今
秋
申
請
し
、
株
式

会
社
に
よ
る
学
校
設
置
と
運
営
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
二
〇

〇
八
年
四
月
の
開
校
を
め
ざ
す
。
低
落
傾
向
の
観
光
産
業
や
農

業
再
生
に
つ
な
げ
る
。

町
は
今
年
四
月
に
総
務
部
に
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
推
進
課
を
新
設
、

〇
六
年
度
予
算
に
調
査
費
三
百
万
円
を
計
上
、
実
現
に
向
け
た

準
備
を
始
め
た
。

大
学
院
運
営
に
は
株
式
会
社
で
専
門
学
校
を
運
営
し
て
い
る

バ
ン
タ
ン
（
東
京
・
渋
谷
）
が
名
乗
り
を
あ
げ
て
い
る
。
バ
ン

タ
ン
は
パ
テ
ィ
シ
エ
（
菓
子
職
人
）
育
成
な
ど
食
分
野
の
専
門

コ
ー
ス
を
持
つ
。
教
育
内
容
は
今
後
詰
め
る
が
、
特
産
品
の
み

か
ん
を
使
っ
た
講
義
な
ど
を
想
定
。
特
区
認
定
後
に
町
と
協
力

し
て
一
定
以
上
の
教
室
面
積
を
備
え
る
な
ど
基
準
に
適
合
し
た

校
舎
を
確
保
す
る
。

町
は
特
区
申
請
を
前
に
機
運
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
、
九
日
か

ら
三
日
間
「
湯
河
原
ロ
ハ
ス
フ
ェ
ア
」
を
催
す
。
健
康
や
環
境
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に
配
慮
し
た
生
活
「
Ｌ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｓ
」
を
テ
ー
マ
に
国
内
外
の
ス

ロ
ー
フ
ー
ド
食
材
の
紹
介
や
ワ
イ
ン
教
室
、
コ
ン
サ
ー
ト
イ
ベ

ン
ト
を
開
く
。
年
三
回
程
度
定
期
的
に
開
い
て
い
く
考
え
だ
。

湯
河
原
町
は
万
葉
集
に
も
詠
ま
れ
た
温
泉
保
養
地
と
し
て
有

名
だ
が
、
バ
ブ
ル
崩
壊
の
あ
お
り
で
観
光
産
業
が
衰
退
気
味
。

〇
四
年
の
年
間
観
光
客
数
は
約
五
百
十
七
万
人
と
十
年
間
で
一

八
％
減
り
、
旅
館
・
民
宿
数
も
百
九
十
七
カ
所
と
三
割
近
く

減
っ
た
。
箱
根
や
熱
海
と
い
っ
た
国
際
的
観
光
地
に
囲
ま
れ
、

埋
没
を
避
け
る
た
め
誘
客
に
新
機
軸
を
打
ち
出
す
。

推
進
課
で
は
「
産
官
学
の
連
携
で
十
年
が
か
り
で
街
の
再
生

を
進
め
た
い
」
と
す
る
。
特
区
を
通
じ
て
農
業
の
担
い
手
確
保

や
地
元
農
産
物
を
使
っ
た
新
し
い
名
産
品
の
開
発
、
知
名
度
向

上
に
よ
る
海
外
観
光
客
の
増
加
な
ど
を
期
待
す
る
。

（「
日
本
経
済
新
聞
」
平
成
一
八
年
六
月
六
日
付
）

②　

会
社
に
よ
る
学
校
設
置
可
能
に

ゆ
が
わ
ら
食
の
専
門
人
材
育
成
特
区　

四
日
安
倍
総

理
か
ら
認
定
書　

会
社
に
よ
る
学
校
設
置
可
能
に

湯
河
原
町
が
構
造
改
革
特
別
区
域
法
に
基
づ
き
内
閣
府
・
構

造
改
革
特
別
区
推
進
本
部
に
認
定
申
請
を
行
っ
て
い
た
「
ゆ
が

わ
ら
食
の
専
門
人
材
育
成
特
区
」
が
去
る
十
一
月
十
六
日
付
で

認
定
さ
れ
、
十
二
月
四
日
㈪
午
後
五
時
四
十
五
分
よ
り
首
相
官

邸
大
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
認
定
書

授
与
式
に
湯
河
原
町
米
岡
幸
男
町
長
が
出
席
し
安
倍
晋
三
内
閣

総
理
大
臣
よ
り
認
定
書
の
授
与
を
受
け
た
。

今
回
湯
河
原
町
が
認
定
申
請
を
行
っ
て
い
た
「
ゆ
が
わ
ら
食

の
専
門
人
材
育
成
特
区
」
の
計
画
内
容
は
、
宿
泊
観
光
客
数
の

逓
減
、
遊
休
農
地
の
拡
大
な
ど
多
く
の
地
域
課
題
を
抱
え
る
中
、

株
式
会
社
が
専
門
職
大
学
院
の
設
置
主
体
と
な
り
「
食
」
に
関

わ
る
学
術
研
究
に
習
熟
し
た
専
門
人
材
の
育
成
を
図
る
。
こ
の

大
学
院
が
地
域
活
性
化
及
び
食
育
推
進
の
た
め
の
シ
ン
ク
タ
ン

ク
的
機
能
を
果
た
し
な
が
ら
、
地
域
の
第
一
次
、
第
二
次
、
第
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三
次
産
業
と
の
連
携
役
を
担
う
こ
と
に
よ
り
、
新
産
業
や
雇
用

機
会
の
創
出
に
つ
な
が
り
、
ひ
い
て
は
地
域
社
会
及
び
経
済
の

活
性
化
を
図
る
な
ど
と
さ
れ
、
求
め
て
い
た
規
制
の
特
例
措
置

は
「
学
校
設
置
会
社
に
よ
る
学
校
設
置
事
業
」
と
な
っ
て
い
る
。

今
回
特
区
認
定
が
受
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
株
式
会
社
が

学
校
経
営
を
行
う
こ
と
に
対
し
課
せ
ら
れ
て
い
た
多
く
の
規
制

が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
大
き
く
前
進
す
る
こ
と
に
な
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

今
回
特
区
認
定
に
よ
り
大
学
院
設
置
へ
向
け
て
の
計
画
が
進

め
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
食
」
に
関
わ
る
専
門
職
大
学
院
の
学
校

設
置
会
社
は
株
式
会
社
シ
ン
プ
ル
ア
イ
（
東
京
都
渋
谷
区
恵
比

寿
南
三
―
一
―
八
、
菊
池
健
蔵
代
表
取
締
役
社
長
）
で
、
同
社

は
、
一
九
六
五
年
の
創
業
以
来
、
常
に
先
進
的
な
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
を
、
実
学
を
通
し
て
提
案
し
て
き
た
㈱
バ
ン
タ
ン
か
ら
二

〇
〇
五
年
に
誕
生
し
た
会
社
で
各
種
教
育
サ
ー
ビ
ス
業
を
行
っ

て
い
る
会
社
。
同
㈱
シ
ン
プ
ル
ア
イ
に
よ
る
学
校
設
置
に
よ
る

社
会
的
効
果
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
点
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

▽
「
食
」
に
関
わ
る
学
術
研
究
に
習
熟
し
た
専
門
人
材
が
育

成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
例
え
ば
、
後
継
者
不
足
の
農
業
に
自

ら
経
営
す
る
挑
戦
者
が
現
れ
た
り
、
ホ
テ
ル
、
レ
ス
ト
ラ
ン
等

地
元
企
業
で
高
度
で
広
範
な
知
識
を
活
用
し
た
新
製
品
や
メ

ニ
ュ
ー
の
開
発
な
ど
即
戦
力
の
確
保
が
可
能
と
な
る
。

▽
地
場
産
の
農
産
物
に
対
し
競
争
力
や
付
加
価
値
を
高
め
る

た
め
の
研
究
が
産
学
共
同
で
取
り
組
ま
れ
、
高
付
加
価
値
農
産

物
の
生
産
な
ど
農
業
経
営
の
安
定
化
、
遊
休
農
地
の
解
消
が
促

進
さ
れ
る
。

▽
湯
河
原
町
が
食
育
推
進
の
先
進
地
に
向
け
基
盤
強
化
が
図

ら
れ
る
。

ま
た
、
学
校
設
置
に
よ
る
経
済
効
果
と
し
て
は
次
の
よ
う
な

点
が
期
待
さ
れ
る
。

▽
観
光
客
を
中
心
に
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
商
品
な
ど

の
開
発
や
湯
河
原
ブ
ラ
ン
ド
の
構
築
に
向
け
た
研
究
に
よ
り
、
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「
食
文
化
推
進
」
の
町
と
し
て
の
情
報
発
信
に
よ
り
観
光
客
の

増
加
、
消
費
拡
大
、「
食
」
に
関
す
る
地
域
活
性
化
の
成
功
事

例
と
し
て
視
察
団
体
等
の
増
加
が
期
待
で
き
る
。

▽
大
学
院
開
校
に
よ
り
学
生
が
流
入
、
商
圏
の
活
性
化
や
消

費
額
の
増
加
、
ま
た
、
新
た
な
教
員
や
事
務
職
員
な
ど
雇
用
の

創
出
に
つ
な
が
る
。（「

相
豆
新
聞
」
平
成
一
八
年
一
二
月
七
日
付
）

二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
四
月
に
㈱
バ
ン
タ
ン
が
提
案
し

た
構
造
改
革
特
区
構
想
を
受
け
、
二
〇
〇
六
年
九
月
、
町
は
同

社
子
会
社
の
㈱
シ
ン
プ
ル
ア
イ
に
よ
る
「
食
」
の
専
門
職
大
学

院
設
置
と
そ
れ
に
よ
る
地
域
活
性
化
を
目
指
す
「
ゆ
が
わ
ら
食

の
専
門
人
材
育
成
特
区
」
計
画
を
内
閣
府
に
申
請
し
た
。
特
区

実
現
に
向
け
て
町
で
は
「
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
推
進
課
」
を
新
設
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
、
特
区
計
画
は
二
〇
〇
六
年
一

一
月
に
認
定
さ
れ
、
一
二
月
に
認
定
書
が
授
与
さ
れ
た
。

113　
「
食
の
大
学
院
大
学
」
設
立
計
画
の
断
念
に
つ
い
て

「
食
の
大
学
院
大
学
」
設
立
計
画
の
断
念
に
つ
い
て

昨
年
一
一
月
に
、
湯
河
原
町
の
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画

「
ゆ
が
わ
ら
食
の
専
門
人
材
育
成
特
区
」
が
認
定
さ
れ
た
の
を

受
け
、
学
校
設
置
会
社
（
㈱
シ
ン
プ
ル
ア
イ
）
に
お
い
て
、
文

部
科
学
大
臣
へ
の
大
学
院
の
設
置
認
可
申
請
に
向
け
た
取
組
み

が
進
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
特
区
を
活
用
し
て
設
立
さ
れ

た
株
式
会
社
立
の
学
校
に
関
し
、
文
部
科
学
省
の
事
後
調
査
の

結
果
か
ら
多
く
の
問
題
点
や
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
加
え

て
、
今
年
一
月
二
五
日
に
は
、
Ｌ
Ｅ
Ｃ
東
京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン

ド
大
学
に
対
し
、
学
校
教
育
法
の
規
定
に
基
づ
く
改
善
の
勧
告

が
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
文
部
科
学
大
臣
も
、「
株
式
会
社

立
の
学
校
の
認
可
に
つ
い
て
は
、
今
後
や
や
抑
制
的
に
行
う
べ

き
で
、
審
査
な
ど
に
は
、
特
に
念
を
入
れ
て
行
う
べ
き
だ
。」

と
の
見
解
を
示
し
、さ
ら
に
、文
部
科
学
省
の
担
当
者
か
ら
「
学
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校
法
人
立
に
よ
る
設
置
」
の
検
討
を
勧
め
ら
れ
る
な
ど
、
今
後
、

「
株
式
会
社
立
」
の
認
可
取
得
に
つ
い
て
、
困
難
が
予
想
さ
れ

て
お
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
学
校
設
置
会
社
か
ら
「
こ
の
件
に
つ
い
て
、
検
討

の
結
果
、
会
社
の
方
針
と
し
て
、
当
初
か
ら
「
学
校
法
人
立
」

の
選
択
肢
は
な
く
、
ま
た
、「
株
式
会
社
立
」
の
認
可
取
得
に

つ
い
て
も
、
確
実
な
見
通
し
が
立
た
な
い
現
状
で
は
、
大
学
院

大
学
の
設
立
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
今
後
は
、
私
塾
で
の

運
営
形
態
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
場
合
、
本
拠
を
東
京

に
置
き
、
湯
河
原
で
は
研
究
所
な
ど
の
農
業
実
習
等
の
場
と
し

て
活
用
す
る
こ
と
な
ど
も
想
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
の

社
会
情
勢
等
の
変
化
に
応
じ
、
再
度
大
学
院
等
の
設
置
も
検
討

し
て
い
き
た
い
。」
と
の
通
知
を
受
け
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら

せ
い
た
し
ま
す
。

平
成
一
九
年
五
月　

日
湯
河
原
町
総
務
部
地
域
振
興
課

電
話
〇
四
六
五
（
六
三
）
二
一
一
一

内
線
○
○
○
・
○
○
○

株
式
会
社
シ
ン
プ
ル
ア
イ

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
南
三
―
一
―
八

電
話
〇
三
（
六
七
三
一
）
○
○
○
○

（「
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
（
ゆ
が
わ
ら
食
の
専
門
人
材
育

成
特
区
取
消
）」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）　

原
資
料
は
横
書
き
。

「
ゆ
が
わ
ら
食
の
専
門
人
材
育
成
特
区
」
計
画
は
、
株
式
会
社

立
の
学
校
設
置
に
認
可
取
得
の
見
通
し
が
立
た
な
く
な
っ
た
こ

と
で
実
現
し
な
か
っ
た
。

114　

湯
河
原
の
新
名
物
を
全
国
へ　

た
ん
た
ん
た
ぬ
き
の

「
担
々
焼
き
そ
ば
」
を

湯
河
原
の
新
名
物
を
全
国
へ　

た
ん
た
ん
た
ぬ
き
の

「
坦

（
担
）々

焼
き
そ
ば
」
を　

ヒ
ル
ト
ン
東
京
ベ
イ　

宮
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本
料
理
長
を
迎
え
試
食
会

食
に
よ
る
町
お
こ
し
、「
湯
河
原
名
物
の
飲
食
」
に
つ
い
て

検
討
を
重
ね
て
い
た
湯
河
原
町
商
工
会
（
鈴
木
利
夫
会
長
）
で

は
、
こ
の
ほ
ど
企
画
会
社
と
タ
レ
メ
ー
カ
ー
等
の
協
力
を
得
て

新
し
い
湯
河
原
名
物
と
し
て
〝
た
ん
た
ん
た
ぬ
き
の
〟「
坦

（
担
）々

焼
そ
ば
」
を
開
発
、
全
国
に
向
け
て
発
信
、
普
及
を
図
る
こ
と

と
な
っ
た
。

湯
河
原
町
商
工
会
で
は
、
湯
河
原
ブ
ラ
ン
ド
の
開
発
な
ど
湯

河
原
町
の
新
し
い
名
物
な
ど
の
発
掘
、
創
作
な
ど
町
お
こ
し
を

考
え
て
い
る
が
、
食
に
よ
る
町
お
こ
し
と
し
て
富
士
宮
や
き
そ

ば
や
宇
都
宮
ギ
ョ
ー
ザ
な
ど
に
も
負
け
な
い
よ
う
な
湯
河
原
名

物
の
食
べ
物
の
研
究
を
重
ね
て
き
た
。

た
ぬ
き
の
見
つ
け
た
温
泉
と
い
う
伝
説
も
あ
る
湯
河
原
温
泉

で
は
、
土
産
品
組
合
の
管
理
す
る
狸
神
神
社
を
は
じ
め
各
商
店

に
も
た
ぬ
き
の
置
物
が
飾
ら
れ
て
い
る
な
ど
〝
た
ぬ
き
〟
に
は

縁
が
深
い
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の
た
ぬ
き
を
ヒ
ン
ト

に
、
語
呂
合
わ
せ
の
良
い
〝
た
ん
た
ん
た
ぬ
き
の
〟
を
キ
ャ
ッ

チ
コ
ピ
ー
に
「
坦

（
担
）々

焼
き
そ
ば
」
を
新
し
い
湯
河
原
名
物
と
し

て
発
信
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
。

「
坦

（
担
）々

焼
き
そ
ば
」
普
及
に
当
り
同
商
工
会
で
は
、
来
る
一

月
三
十
一
日
㈭
午
後
二
時
よ
り
四
時
ま
で
湯
河
原
町
商
工
会
館

三
階
大
会
議
室
に
お
い
て
こ
の
「
坦

（
担
）々

焼
き
そ
ば
」
の
試
食
説

明
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

試
食
会
に
は
、
テ
レ
ビ
・
雑
誌
等
で
も
有
名
な
ヒ
ル
ト
ン
東

京
ベ
イ
〝
王
朝
〟
の
宮
本
荘
三
料
理
長
に
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し

て
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
宮
本
料
理
長
の
調
理
に
よ
る
「
坦

（
担
）々

焼
き
そ
ば
」
を
試
食
し
て
い
た
だ
く
。

同
商
工
会
で
は
、
こ
の
〝
た
ん
た
ん
た
ぬ
き
の
〟「
坦

（
担
）々

焼

き
そ
ば
」
を
富
士
宮
や
き
そ
ば
や
宇
都
宮
ギ
ョ
ー
ザ
な
ど
に
負

け
な
い
湯
河
原
名
物
に
し
よ
う
と
、
同
日
試
食
会
に
は
湯
河
原

町
第
一
飲
食
店
、
湯
河
原
飲
食
店
両
組
合
員
や
飲
食
関
係
商
工

会
員
は
も
と
よ
り
広
く
飲
食
業
に
携
わ
っ
て
い
る
方
多
数
の
出
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席
を
お
願
い
、
全
国
に
向
け
発
信
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
協
力

を
お
願
い
し
て
い
る
。

な
お
、
同
日
出
席
さ
れ
る
ヒ
ル
ト
ン
東
京
ベ
イ
〝
王
朝
〟
の

宮
本
荘
三
料
理
長
は
、
中
国
料
理
世
界
選
抜
コ
ン
ク
ー
ル
銀
賞
、

Ｔ
Ｖ
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
中
国
料
理
大
会
三
連
覇
、
Ｔ
Ｖ
番
組
「
料

理
の
鉄
人
」
等
で
活
躍
、
テ
レ
ビ
・
雑
誌
等
を
含
め
広
く
活
躍
、

人
気
、
実
力
と
も
ト
ッ
プ
を
ゆ
く
人
気
シ
ェ
フ
。

（「
相
豆
新
聞
」
平
成
二
〇
年
一
月
一
一
日
付
）

「
た
ん
た
ん
た
ぬ
き
の
担
々
や
き
そ
ば
」
は
、「
食
」
に
よ
る

町
お
こ
し
を
検
討
し
て
い
た
商
工
会
が
エ
バ
ラ
食
品
工
業
株
式

会
社
と
共
同
開
発
し
た
湯
河
原
の
新
名
物
。
販
売
店
舗
を
募
り

二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）
年
二
月
に
提
供
が
開
始
さ
れ
た
。
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三
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社
会
活
動
と
文
化

本
章
で
は
、
第
一
節　

社
会
教
育
、
第
二
節　

地
域
活
動
と

文
化
、
第
三
節　

文
化
財
の
枠
組
み
を
設
け
、
社
会
活
動
と
文

化
と
の
関
わ
り
が
色
濃
く
み
ら
れ
る
資
料
の
収
録
に
努
め
た
。

第
一
節
の
社
会
教
育
で
は
、
ま
ず
開
館
の
前
年
（
一
九
七
八

（
昭
和
五
三
）
年
）
に
近
隣
の
旅
館
な
ど
と
町
当
局
と
の
間
で

法
廷
闘
争
に
ま
で
持
ち
込
ま
れ
た
湯
河
原
町
立
図
書
館
問
題
を
、

次
に
地
域
住
民
の
健
康
増
進
並
び
に
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
振
興
な

ど
を
図
る
べ
く
設
立
さ
れ
た
湯
河
原
町
ヘ
ル
シ
ー
プ
ラ
ザ
と
湯

河
原
町
民
体
育
館
の
趣
旨
を
条
例
で
も
っ
て
示
し
た
。
さ
ら
に

湯
河
原
は
風
光
明
媚
な
地
で
あ
り
、
多
く
の
芸
術
家
・
文
化
人

が
来
訪
・
来
住
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
町
民
の
芸
術
に
対
す
る

知
識
及
び
文
化
教
養
の
向
上
並
び
に
経
済
の
振
興
に
資
す
る
た

め
、
湯
河
原
ゆ
か
り
の
美
術
館
、
こ
れ
を
発
展
的
に
解
消
し
た

町
立
湯
河
原
美
術
館
も
設
立
さ
れ
た
。
さ
ら
に
ま
た
一
九
九
八

（
平
成
一
〇
）
年
、
第
五
三
回
国
民
体
育
大
会
が
神
奈
川
県
で

開
催
さ
れ
、
本
町
は
そ
の
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
競
技
会
場
と
な
っ
た
。

紙
面
の
都
合
で
圧
縮
版
に
止
め
た
が
、
詳
細
は
『
か
な
が
わ
・

ゆ
め
国
体　

第
五
三
回
国
民
体
育
大
会
湯
河
原
町
報
告
書
』
な

ど
を
参
考
と
さ
れ
た
い
。
最
後
に
特
筆
す
べ
き
も
の
と
し
て
、

六
〇
年
以
上
の
歴
史
を
も
つ
町
民
大
学
が
あ
る
。
一
流
講
師
陣

を
迎
え
て
開
催
さ
れ
る
講
座
は
町
民
の
誇
り
で
も
あ
る
。

第
二
節
の
地
域
活
動
と
文
化
で
は
、
湯
河
原
青
年
学
級
の
歩

み
の
ほ
か
、
地
元
で
脈
々
と
継
承
し
て
き
て
い
る
〝
か
な
が
わ

の
民
俗
芸
能
五
〇
選
〟
に
選
定
さ
れ
た
吉
浜
の
鹿
島
踊
り
、
故

黒
沢
与
作
俳
句
句
碑
、
さ
ら
に
は
二
〇
〇
一
年
記
念
事
業
の
一

環
と
し
て
設
定
さ
れ
た
湯
河
原
文
学
賞
の
経
緯
を
提
示
し
た
。

第
三
節
の
文
化
財
で
は
、
湯
河
原
町
史
編
さ
ん
事
業
、
湯
河

原
町
文
化
財
保
護
条
例
の
ほ
か
、
古
代
の
製
鉄
遺
跡
の
一
例
と

し
て
県
下
で
も
希
有
と
評
価
さ
れ
て
い
る
「
伝
正
宗
屋
敷
確
認

に
伴
う
試
掘
調
査
概
要
」
を
収
録
し
た
。
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第
一
節　

社

会

教

育

115　

湯
河
原
町
青
少
年
問
題
協
議
会
条
例

湯
河
原
町
青
少
年
問
題
協
議
会
条
例
（
昭
和
三
十
九

年
六
月
二
十
六
日
条
例
第
二
十
一
号
）

（
設
置
）

第
一
条　

青
少
年
問
題
協
議
会
設
置
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律

第
八
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
一
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
、
湯
河
原
町
青
少
年
問
題
協
議
会
（
以
下
「
協

議
会
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

（
所
掌
亊
務
）

第
二
条　

協
議
会
は
次
の
亊
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
、
青
少
年
の
指
導
・
育
成
、
保
護
及
び
き
ょ
う
正
に
関
す

る
総
合
的
施
策
の
樹
立
に
つ
き
必
要
な
亊
項
を
調
査
審
議

す
る
こ
と
。

二
、
青
少
年
の
指
導
、
育
成
、
保
護
及
び
き
ょ
う
正
に
関
す

る
総
合
的
施
策
の
適
切
な
実
施
を
期
す
る
た
め
に
、
必
要

な
関
係
行
政
機
関
相
互
の
連
絡
調
整
を
は
か
る
こ
と
。

三
、
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
を
具
申
す
る
こ

と
。

（
組
織
）

第
三
条　

協
議
会
は
、
会
長
及
び
委
員
十
五
人
以
内
で
組
織
す

る
。

２
、
委
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
町
長
が
任

命
又
は
委
嘱
す
る
。

一
、
湯
河
原
町
議
会
議
員

二
、
湯
河
原
町
助
役

三
、
湯
河
原
町
教
育
委
員
会
委
員
長

四
、
湯
河
原
町
教
育
長

五
、
小
田
原
警
察
署
湯
河
原
警
部
派
出
所
長
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六
、
児
童
委
員
代
表

七
、
湯
河
原
町
社
会
教
育
委
員

八
、
保
護
司

九
、
学
識
経
験
者

３
、
会
長
は
、
町
長
と
し
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
副
会
長
一
人

を
お
く
。

（
学
識
経
験
者
の
任
期
）

第
四
条　

前
条
第
二
項
第
九
号
に
規
定
す
る
委
員
の
任
期
は
二

年
と
す
る
。
た
だ
し
、
欠
員
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
補
欠

委
員
の
任
期
は
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２
、
前
項
の
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
会
長
、
副
会
長
の
職
務
）

第
五
条　

会
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。

２
、
副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
亊
故
あ
る
と
き
は
、

そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

３
、
会
長
及
び
副
会
長
に
亊
故
あ
る
と
き
又
は
、
会
長
、
副
会

長
が
と
も
に
欠
け
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
会
長
が
指
定
し

た
委
員
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
会
議
）

第
六
条　

協
議
会
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

２
、
会
長
は
、
会
議
の
議
長
と
な
り
、
議
亊
を
総
理
す
る
。

３
、
会
議
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
く
こ
と

が
で
き
な
い
。

（
専
門
委
員
）

第
七
条　

協
議
会
は
、
専
門
の
亊
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要

が
あ
る
と
き
は
、
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
亊
務
の
処
理
）

第
八
条　

協
議
会
の
亊
務
は
、
民
生
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
委
任
）

第
九
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
に
つ
い

て
必
要
な
亊
項
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
。

附　

則
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こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。　（

湯
河
原
町
役
場
蔵
）

こ
の
条
例
は
、
青
少
年
問
題
協
議
会
の
設
置
法
の
規
定
に
基

づ
い
て
湯
河
原
町
が
制
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
青
少
年
の
指
導
・

保
護
、
育
成
及
び
き
ょ
う
正
に
関
す
る
総
合
的
施
策
の
適
切
な

実
施
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

116　

湯
河
原
町
立
図
書
館
条
例

湯
河
原
町
立
図
書
館
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
三
月
二

十
四
日
条
例
第
六
号
）

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

百
十
八
号
。）
第
十
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

湯
河
原
町
立
図
書
館
（
以
下
「
図
書
館
」
と
い
う
。）
の
設

置
及
び
管
理
等
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

（
設
置
、
名
称
及
び
位
置
）

第
二
条　

本
町
に
図
書
館
を
置
き
、
そ
の
名
称
及
び
位
置
は
次

の
と
お
り
と
す
る
。

名　
　
　

称

位　
　
　

置

湯
河
原
町
立
図
書
館

湯
河
原
町
土
肥
一
丁
目
四
番
地
の
一
三

（
図
書
館
協
議
会
）

第
三
条　

図
書
館
に
図
書
館
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い

う
。）
を
置
く
。

２　

協
議
会
は
委
員
十
名
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

３　

委
員
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
再
任
を
妨
げ
な
い
。

４　

補
欠
委
員
の
任
期
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前

任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

（
委
任
）

第
四
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は

教
育
委
員
会
が
規
則
で
定
め
る
。

附　

則
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１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
こ
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

湯
河
原
町
非
常
勤
の
特
別
職
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
湯
河
原
町
条
例
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
末
尾
に
次
の
事
項
を
加
え
る
。

図
書
館
協
議
会

委
員
長

日
額　

四
、
五
〇
〇
円

委　

員

日
額　

四
、
〇
〇
〇
円

（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

こ
の
条
例
は
、
図
書
館
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
湯
河
原
町

が
新
設
す
る
町
立
図
書
館
の
設
置
及
び
管
理
・
運
営
な
ど
に
つ

い
て
必
要
な
事
項
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

117　

図
書
館
建
築
中
止
を
求
め
る
紛
争
調
停
の
受
諾
に
つ
い
て

議
案
第
三
八
号

調
停
の
受
諾
に
つ
い
て

湯
河
原
町
と
株
式
会
社
緑
風
外
三
七
名
と
の
図
書
館
の
建
築

中
止
を
求
め
る
紛
争
調
停
に
つ
い
て
、
昭
和
五
三
年
九
月
四
日

別
紙
の
と
お
り
調
停
案
の
提
示
が
あ
つ
た
の
で
、
こ
れ
を
受
諾

す
る
も
の
と
す
る
。

昭
和
五
三
年
九
月
二
二
日
提
出湯

河
原
町
長　

杉
山　

實

昭
和
五
三
年
九
月
二
二
日　

原
案
可
決

　
　
　

湯
河
原
町
議
会
議
長　
　

西
山
信
義　

印

調　

停　

条　

項　

案

一
、
相
手
方
は
申
立
人
等
よ
り
神
奈
川
県
知
事
、
神
奈
川
県
公

安
委
員
会
等
所
轄
庁
に
対
し
て
左
の
各
許
認
可
の
申
請
が

あ
り
、
そ
の
た
め
右
各
申
請
を
う
け
た
右
神
奈
川
県
知
事

等
所
轄
庁
よ
り
、
相
手
方
に
対
し
て
町
立
図
書
館
の
設
置
、

管
理
者
と
し
て
、
右
申
請
に
関
し
て
意
見
を
徴
せ
ら
れ
た
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る
場
合
、
相
手
方
は
申
立
人
等
の
右
各
申
請
を
許
認
可
す

る
こ
と
に
よ
り
、
右
図
書
館
の
清
純
な
る
施
設
環
境
が
著

し
く
害
さ
れ
る
虞
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
許
認
可

に
同
意
な
い
し
異
議
が
な
い
旨
の
回
答
を
す
る
。

㈠
申
立
人
等
又
は
そ
の
営
業
譲
受
人
等
よ
り
旅
館
業
に
関

し
て

⑴
旅
館
営
業
の
許
可
申
請
。

⑵
営
業
許
可
の
期
間
満
了
に
よ
る
許
可
（
更
新
）
申
請
。

⑶
相
続
、
譲
渡
そ
の
他
に
よ
る
営
業
許
可
、
名
義
人
の

変
更
に
伴
う
許
可
申
請
。

⑷
そ
の
他
旅
館
営
業
の
た
め
必
要
な
許
可
申
請
。

㈡
申
立
人
等
か
ら
神
奈
川
県
公
安
委
員
会
に
対
す
る
風
俗

営
業
許
可
申
請
。

㈢
風
俗
営
業
の
許
可
を
得
た
申
立
人
等
よ
り
の
前
第
㈠
⑵

及
至
⑷
（
但
し
⑷
に
関
し
て
は
旅
館
営
業
と
あ
る
の
を

風
俗
営
業
と
改
め
て
読
む
）
の
各
申
請
。

二
、
相
手
方
は
本
件
図
書
館
完
成
後
、
添
付
図
面
の
赤
枠
で
囲

ん
だ
部
分
を
湯
河
原
町
土
肥
一
丁
目
四
番
一
三
の
宅
地
よ
り

分
筆
し
て
、
こ
れ
の
地
目
を
「
雑
種
地
」
と
変
更
し
、
図
書

館
の
敷
地
部
分
よ
り
除
外
す
る
申
請
を
す
る
。

三
、
申
立
人
等
は
、
相
手
方
の
本
件
図
書
館
の
建
設
に
関
し
こ

れ
に
反
対
す
る
た
め
の
、
文
書
の
作
成
配
布
、
そ
の
他
反
対

意
見
を
表
明
す
る
一
切
の
言
動
を
即
時
中
止
し
、
右
図
書
館

の
建
築
停
止
を
求
め
る
横
浜
地
方
裁
判
所
昭
和
五
三
年
行
ウ

第
五
号
及
び
同
庁
昭
和
五
三
年
行
ウ
第
二
五
号
事
件
の
各
取

下
げ
を
す
る
。　

四
、
調
停
費
用
は
各
自
の
負
担
と
す
る
。

（「
昭
和
五
三
年　

二
号
（
七
月
～
一
二
月
）　

会
議
録
議
決
書
」

　

湯
河
原
町
役
場
蔵
）

調
停
条
項
案
以
外
の
原
資
料
は
横
書
き
。

町
立
図
書
館
の
新
設
で
は
、
設
置
・
管
理
者
で
あ
る
町
当
局

と
旅
館
経
営
者
ら
と
の
間
で
施
設
環
境
下
で
の
継
続
的
な
旅
館 （ ）

（ ）
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営
業
が
保
障
さ
れ
る
か
否
か
を
巡
っ
て
紛
争
が
続
い
て
い
た
が
、

こ
こ
に
両
者
は
調
停
案
を
受
諾
す
る
に
至
っ
た
。

118　

湯
河
原
町
ヘ
ル
シ
ー
プ
ラ
ザ
条
例

湯
河
原
町
ヘ
ル
シ
ー
プ
ラ
ザ
条
例
（
平
成
元
年
三
月

十
七
日
条
例
第
三
号
）

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
湯
河
原
町
ヘ
ル
シ
ー
プ
ラ
ザ
（
以
下

「
ヘ
ル
シ
ー
プ
ラ
ザ
」
と
い
う
。）
の
設
置
及
び
管
理
に
関
し
、

必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

（
設
置
、
名
称
及
び
位
置
）

第
二
条　

住
民
の
健
康
増
進
並
び
に
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
振
興
を

図
る
た
め
ヘ
ル
シ
ー
プ
ラ
ザ
を
設
置
し
、
そ
の
名
称
及
び
位

置
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名　
　
　

称

位　
　
　

置

湯
河
原
町
ヘ
ル
シ
ー
プ
ラ
ザ

湯
河
原
町
吉
浜
八
六
三
番
地

4-1

4-4

-47
4-48 4-46

7-1

4-49
4-50

4-3

4-2

4-5

-10

4-6

4-8

-9

4-7

4-11
-12

-15

4-14

4-16

赤枠部分

4-17

4-19 4-18

4-20

4-13

70-1

4-21
4-22

4-23

4-24
4-25
4-26

4-31

4-29

4-28 4-27

4-30
4-32

50-8

-334-37
4-39

4-44
-45

4-36
4-38

4-35 4-34
4-41

4-42
-43

7-2 7-3 7-4 7-5
7-27 7-11 7-28 7-12

-40
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（
使
用
の
承
認
）

第
三
条　

ヘ
ル
シ
ー
プ
ラ
ザ
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
町

長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
料
）

第
四
条　

ヘ
ル
シ
ー
プ
ラ
ザ
の
施
設
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
別
表
一
に
定
め
る
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
使
用
料
の
減
免
）

第
五
条　

町
長
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、

前
条
の
使
用
料
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
使
用
料
の
還
付
）

第
六
条　

既
に
納
付
し
た
使
用
料
は
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
町
長
は
そ
の

全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

使
用
者
の
責
め
に
よ
ら
な
い
理
由
に
よ
り
、
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。

二　

町
長
が
公
益
上
、
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り

使
用
の
承
認
を
取
り
消
し
た
と
き
又
は
使
用
を
停
止
さ
せ

た
と
き
。

三　

使
用
開
始
五
日
前
ま
で
に
使
用
の
取
り
消
し
を
申
し
出

て
、
町
長
が
正
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。

（
使
用
の
制
限
）

第
七
条　

町
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の

入
館
を
拒
み
、
又
は
退
館
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

公
の
秩
序
、
善
良
の
風
俗
を
乱
し
、
又
は
乱
す
恐
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

二　

施
設
又
は
設
備
を
損
傷
し
、
若
し
く
は
滅
失
す
る
恐
れ

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

三　

他
の
利
用
者
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
迷
惑
と
な
る
物

品
を
携
帯
す
る
者

四　

他
の
利
用
者
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
と
認
め
ら
れ
る

者
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五　

監
護
を
要
す
る
幼
児
又
は
老
人
で
あ
っ
て
、
付
添
い
の

な
い
者

六　

そ
の
他
町
長
が
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
た
者

（
目
的
外
使
用
等
の
禁
止
）

第
八
条　

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、

そ
の
承
認
を
受
け
た
目
的
以
外
に
ヘ
ル
シ
ー
プ
ラ
ザ
を
使
用

し
、
又
は
そ
の
権
利
を
他
に
譲
渡
し
、
若
し
く
は
転
貸
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

（
使
用
の
停
止
等
）

第
九
条　

使
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
町
長
は
そ
の
使
用
を
停
止
し
、
又
は
使
用
承
認
を
取
り

消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一　

こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
に
違
反
し
た

と
き
。

二　

使
用
承
認
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

三　

そ
の
他
町
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
。

（
損
害
賠
償
の
義
務
）

第
十
条　

ヘ
ル
シ
ー
プ
ラ
ザ
の
建
物
、
施
設
及
び
備
品
等
を
損

傷
し
、
又
は
滅
失
し
た
者
は
、
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
運
営
協
議
会
）

第
十
一
条　

ヘ
ル
シ
ー
プ
ラ
ザ
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を

審
議
す
る
た
め
、
湯
河
原
町
ヘ
ル
シ
ー
プ
ラ
ザ
運
営
協
議
会

（
以
下
「
運
営
協
議
会
」
と
い
う
。）
を
置
く
。

２　

運
営
協
議
会
は
、
町
長
が
委
嘱
す
る
委
員
十
名
以
内
で
組

織
す
る
。

３　

委
員
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

４　

補
欠
に
よ
る
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す

る
。

５　

委
員
は
非
常
勤
と
す
る
。

（
委
任
）
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第
十
二
条

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則

で
定
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

湯
河
原
町
非
常
勤
の
特
別
職
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
湯
河
原
町
条
例
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

別
表
中
、
こ
ご
め
の
湯
運
営
委
員
会
の
項
の
次
に
、
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

ヘ
ル
シ
ー
プ
ラ
ザ
運
営

協
議
会

会
長

日
額　

一
二
、
〇
〇
〇
円

委
員

日
額　

一
〇
、
〇
〇
〇
円

別
表
一
（
第
四
条
関
係
）

　
　
　

ヘ
ル
シ
ー
プ
ラ
ザ
使
用
料

時
間
区
分

種　

別

午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で

正
午
か
ら

午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら

午
後
九
時
ま
で

団体利用

体育室　　

町
外
の
者

全　
　

室　

二
、
四
〇
〇
円

三
、
六
〇
〇
円

六
、
〇
〇
〇
円

三
分
の
一

　
　

八
〇
〇
円

一
、
二
〇
〇
円

二
、
〇
〇
〇
円

三
分
の
二

一
、
六
〇
〇
円

二
、
四
〇
〇
円

四
、
〇
〇
〇
円

町
内
の
者

全　
　

室　

一
、
二
〇
〇
円

一
、
八
〇
〇
円

三
、
〇
〇
〇
円

三
分
の
一

　
　

四
〇
〇
円
　
　

六
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

三
分
の
二

　
　

八
〇
〇
円

一
、
二
〇
〇
円

二
、
〇
〇
〇
円

多目的室

町
外
の
者

全　
　

室　

一
、
四
〇
〇
円

二
、
二
〇
〇
円

三
、
六
〇
〇
円

三
分
の
一

　
　

五
〇
〇
円
　
　

八
〇
〇
円

一
、
二
〇
〇
円

三
分
の
二

一
、
〇
〇
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

二
、
四
〇
〇
円

町
内
の
者

全　
　

室　

　
　

七
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

一
、
八
〇
〇
円

三
分
の
一

　
　

三
〇
〇
円
　
　

四
〇
〇
円
　
　

六
〇
〇
円

三
分
の
二

　
　

五
〇
〇
円
　
　

八
〇
〇
円

一
、
二
〇
〇
円

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場

町
外
の
者

二
、
〇
〇
〇
円

二
、
〇
〇
〇
円

町
内
の
者

一
、
〇
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

個人利用

町
外
の
者

大　

人

（
一
五
歳
以
上
）

　
　
　
　
　

四
〇
〇
円

町
内
の
者

　
　
　
　
　

二
〇
〇
円

町
外
の
者

小　

人

（
一
五
歳
未
満
）

　
　
　
　
　

二
〇
〇
円

町
内
の
者

　
　
　
　
　

一
〇
〇
円

冷
房
・
暖
房
設
備

（
多
目
的
室
）

一
時
間

に
つ
き

全　
　

室

　
　
　

三
、
〇
〇
〇
円

三
分
の
一

　
　
　

一
、
〇
〇
〇
円

三
分
の
二

　
　
　

二
、
〇
〇
〇
円

コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
円
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（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

湯
河
原
ヘ
ル
シ
ー
プ
ラ
ザ
は
、
町
民
の
健
康
増
進
と
ス
ポ
ー

ツ
活
動
の
振
興
を
企
図
し
て
、
一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
に
湯

河
原
町
吉
浜
に
建
設
さ
れ
た
。
こ
の
施
設
は
神
奈
川
県
企
業
庁

が
湯
河
原
町
の
依
頼
を
受
け
、
地
方
振
興
施
設
整
備
事
業
の
一

環
と
し
て
建
設
し
た
も
の
で
格
安
で
施
設
・
備
品
な
ど
が
利
用

で
き
る
。　

119　

湯
河
原
町
の
美
術
館

①　

湯
河
原
ゆ
か
り
の
美
術
館
条
例

湯
河
原
ゆ
か
り
の
美
術
館
条
例
（
平
成
九
年
十
二
月

二
十
五
日
条
例
第
三
十
三
号
）

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
湯
河
原
ゆ
か
り
の
美
術
館
（
以
下

「
美
術
館
」
と
い
う
。）
の
設
置
及
び
管
理
に
つ
い
て
、
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
設
置
）

第
二
条　

湯
河
原
町
に
ゆ
か
り
の
あ
る
絵
画
、書
、工
芸
等
（
以

下
「
美
術
館
関
係
資
料
」
と
い
う
。）
を
収
集
し
、
保
存
及

び
展
示
し
て
、
町
民
の
芸
術
に
対
す
る
知
識
及
び
文
化
教
養

の
向
上
並
び
に
町
経
済
の
振
興
に
資
す
る
た
め
、
美
術
館
を

湯
河
原
町
宮
上
六
二
三
番
地
の
一
に
設
置
す
る
。

（
観
覧
料
）

第
三
条　

美
術
館
に
入
館
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
に
定
め

る
観
覧
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

特
別
な
展
覧
会
等
の
観
覧
料
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
都
度
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

前
二
項
の
観
覧
料
は
、
観
覧
の
際
に
徴
収
す
る
。

（
割
引
券
の
発
行
）

第
四
条　

教
育
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
者
に
対
し
、
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割
引
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
観
覧
料
の
免
除
）

第
五
条　

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
観
覧
料
を
免
除

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
活
動
と
し
て
入
館
す
る
湯
河

原
町
内
の
小
中
学
校
の
児
童
生
徒

二　

そ
の
他
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
た
者

（
観
覧
料
の
不
還
付
）

第
六
条　

既
に
納
付
さ
れ
た
観
覧
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ

し
、
教
育
委
員
会
が
災
害
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
り
還
付

す
る
の
を
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
入
館
の
制
限
）

第
七
条　

教
育
委
員
会
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
に
は
、
美
術
館
へ
の
入
館
を
拒
否
し
、
退
館
を
命
じ
、

又
は
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

公
の
秩
序
若
し
く
は
善
良
な
風
俗
を
み
だ
す
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二　

他
の
利
用
者
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三　

施
設
、
設
備
又
は
美
術
館
関
係
資
料
等
を
損
傷
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

四　

集
団
的
又
は
常
習
的
に
暴
力
的
不
法
行
為
を
行
う
お
そ

れ
が
あ
る
組
織
の
利
益
に
な
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

五　

こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
に
違
反
し
た

と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

六　

そ
の
他
教
育
委
員
会
が
入
館
を
不
適
当
と
認
め
る
と
き
。

（
美
術
館
関
係
資
料
の
特
別
利
用
）

第
八
条　

美
術
館
関
係
資
料
を
学
術
上
の
研
究
の
た
め
特
別
に

利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
美
術
館
関
係
資
料
の
館
外
貸
出
し
）
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第
九
条　

美
術
館
関
係
資
料
の
館
外
貸
出
し
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
損
害
賠
償
）

第
十
条　

美
術
館
の
施
設
、
設
備
又
は
美
術
館
関
係
資
料
を
損

傷
し
、
又
は
滅
失
し
た
者
は
、
教
育
委
員
会
の
指
示
す
る
と

こ
ろ
に
従
っ
て
、
こ
れ
を
原
状
に
回
復
し
、
又
は
そ
の
損
害

の
賠
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
の
委
託
）

第
十
一
条　

教
育
委
員
会
は
、
美
術
館
の
設
置
の
目
的
を
効
果

的
に
達
成
す
る
た
め
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ

の
管
理
を
公
益
法
人
等
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
協
議
会
）

第
十
二
条　

教
育
委
員
会
の
諮
問
に
応
じ
、
美
術
館
の
円
滑
な

運
営
に
つ
い
て
審
議
す
る
た
め
、
湯
河
原
ゆ
か
り
の
美
術
館

運
営
協
議
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
十
三
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
美
術
館
の
管

理
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
委
員
会
が
規
則
で
定
め

る
。

附　

則　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
三
条
関
係
）

区　
　
　

分

金
額
（
一
人
に
つ
き
）

個　　人

町
内
の
者

大　
　
　
　
　
　

人

三
〇
〇
円

小
学
生
及
び
中
学
生

一
〇
〇
円

そ
の
他
の
者

大　
　
　
　
　
　

人

四
〇
〇
円

小
学
生
及
び
中
学
生

二
〇
〇
円

団
体
（
一
五
人
以

上
）
及
び
割
引
券
を

持
参
す
る
者

大　
　
　
　
　
　

人

三
〇
〇
円

小
学
生
及
び
中
学
生

一
〇
〇
円

備
考　

町
内
の
者
は
、
入
館
の
際
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
を

証
す
る
証
明
書
等
を
提
示
す
る
も
の
と
す
る
。
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②　

町
立
湯
河
原
美
術
館
条
例

湯
河
原
ゆ
か
り
の
美
術
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

　

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

湯
河
原
町
長　

米
岡
幸
男

湯
河
原
町
条
例
第
十
一
号

湯
河
原
ゆ
か
り
の
美
術
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

湯
河
原
ゆ
か
り
の
美
術
館
条
例
（
平
成
九
年
湯
河
原
町
条
例

第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

町
立
湯
河
原
美
術
館
条
例

第
一
条
中
「
湯
河
原
ゆ
か
り
の
美
術
館
」
を
「
町
立
湯
河
原

美
術
館
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
湯
河
原
町
に
ゆ
か
り
の
あ
る
絵
画
、
書
、
工
芸

等
」
を
「
芸
術
性
に
優
れ
た
絵
画
、
書
、
工
芸
等
の
作
品
」
に

改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
を
削
り
、同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同

条
第
三
項
と
す
る
。

第
十
一
条
を
削
る
。

第
十
二
条
中
「
湯
河
原
ゆ
か
り
の
美
術
館
運
営
協
議
会
」
を

「
町
立
湯
河
原
美
術
館
運
営
協
議
会
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十

一
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
三
条
関
係
）

区　
　
　

分

金
額
（
一
人
に
つ
き
）

個
人
町
内
の
者

一
五
歳
以
上
の
者

（
中
学
生
を
除
く
。）

四
〇
〇
円

小
学
生
及
び
中
学
生

二
〇
〇
円

町
外
の
者

一
五
歳
以
上
の
者

（
中
学
生
を
除
く
。）

六
〇
〇
円

小
学
生
及
び
中
学
生

三
〇
〇
円
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団
体
（
一
五
人
以

上
）
及
び
割
引
券
を

持
参
す
る
者

一
五
歳
以
上
の
者

（
中
学
生
を
除
く
。）

五
〇
〇
円

小
学
生
及
び
中
学
生

二
〇
〇
円

備

考　

町
内
の
者
は
、
入
館
の
際
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
を

証
す
る
証
明
書
等
を
提
示
す
る
も
の
と
す
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

一
九
九
七
（
平
成
九
）
年
に
湯
河
原
町
に
ゆ
か
り
の
あ
る
絵

画
・
書
・
工
芸
な
ど
の
収
集
・
保
存
・
展
示
を
目
的
と
し
て
設

置
し
た
「
湯
河
原
ゆ
か
り
の
美
術
館
」
は
、
芸
術
性
に
優
れ
た

美
術
館
関
係
資
料
の
収
集
・
保
存
・
展
示
へ
と
視
野
を
拡
大
し
、

二
〇
〇
六
年
に
「
町
立
湯
河
原
美
術
館
」
と
改
称
し
た
。

120　

湯
河
原
町
民
体
育
館
条
例

湯
河
原
町
民
体
育
館
条
例
（
平
成
二
十
二
年
六
月
二

十
一
日
条
例
第
十
号
）

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
湯
河
原
町
民
体
育
館
（
以
下
「
体
育

館
」
と
い
う
。）
の
設
置
及
び
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
設
置
）

第
二
条　

体
育
、
ス
ポ
ー
ツ
等
の
振
興
を
図
り
、
町
民
の
心
身

の
健
全
な
発
達
に
寄
与
す
る
た
め
、
次
の
と
お
り
体
育
館
を

設
置
す
る
。

名
称

位
置

湯
河
原
町
民
体
育
館

湯
河
原
町
中
央
二
丁
目
二
一
番
地
一

（
休
館
日
及
び
開
館
時
間
）

第
三
条　

体
育
館
の
休
館
日
及
び
開
館
時
間
は
、
次
の
と
お
り
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と
す
る
。

一　

休
館
日

ア　

月
曜
日
（
そ
の
日
が
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
第
三
条
に
規

定
す
る
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
翌
日
以
降
、
最

初
の
休
日
以
外
の
日
）

イ　

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日

二　

開
館
時
間　

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
補
修
そ
の
他
管
理
上
又
は

施
設
運
営
上
の
理
由
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
認
め
る
と
き
は
、

休
館
日
及
び
開
館
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
使
用
の
承
認
）

第
四
条　

体
育
館
の
施
設
及
び
設
備
（
以
下
「
設
備
等
」
と
い

う
。）
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
教
育
委
員
会
の
承
認

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

教
育
委
員
会
は
、
施
設
等
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
範
囲
内
で
、
前
項
の
承
認
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
利
用
の
制
限
）

第
五
条　

教
育
委
員
会
は
、
施
設
等
を
利
用
す
る
者
が
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
施
設

等
の
利
用
を
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一　

公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
乱
す
お
そ
れ
が
あ
る
と

き
。

二　

施
設
等
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

三　

他
の
利
用
者
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
き
。

四　

政
治
的
又
は
宗
教
的
行
事
に
関
す
る
集
会
の
た
め
に
利

用
す
る
と
き
。

五　

集
団
的
に
、
又
は
常
習
的
に
暴
力
的
不
法
行
為
を
行
う

お
そ
れ
が
あ
る
組
織
の
利
益
に
な
る
と
き
。

六　

こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
に
違
反
し
た
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と
き
。

七　

そ
の
他
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
き
。

（
承
認
の
取
消
し
等
）

第
六
条　

教
育
委
員
会
は
、
第
四
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た

者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。）
が
利
用
の
承
認
の
条
件

に
違
反
し
た
と
き
又
は
前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
第
四
条
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
施
設
等
の
利

用
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
の
承
認
を
取

り
消
し
、
又
は
停
止
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
利
用
者
に
損
害

を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

（
使
用
料
の
徴
収
）

第
七
条　

施
設
等
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
か
ら
別
表
第

一
及
び
別
表
第
二
に
定
め
る
使
用
料
を
徴
収
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
使
用
料
は
、
前
納
と
す
る
。

（
使
用
料
の
減
免
）

第
八
条　

前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
町
長
は
、
別

に
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
使
用
料
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
使
用
料
の
還
付
）

第
九
条　

既
に
納
付
さ
れ
た
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
町
長
は
、

そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

利
用
者
の
責
め
に
よ
ら
な
い
理
由
に
よ
り
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
。

二　

教
育
委
員
会
が
公
益
上
、
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由

に
よ
り
利
用
の
承
認
を
取
り
消
し
た
と
き
又
は
利
用
を
停

止
さ
せ
た
と
き
。

三　

利
用
開
始
五
日
前
ま
で
に
利
用
の
取
り
消
し
を
申
し
出

て
、
教
育
委
員
会
が
正
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。

（
賠
償
義
務
）

第
十
条　

利
用
者
は
、
施
設
等
を
損
傷
し
、
又
は
滅
失
し
た
と



372

第三章　社会活動と文化

き
は
、
教
育
委
員
会
の
指
示
に
従
い
、
こ
れ
を
原
形
に
復
し
、

又
は
そ
の
損
害
額
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
十
一
条　

教
育
委
員
会
は
、
体
育
館
の
設
置
目
的
を
効
果
的

に
達
成
す
る
た
め
、
又
は
運
営
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
指
定
管
理
者
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定

す
る
指
定
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
体
育
館
の
管

理
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
場

合
に
お
け
る
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
教
育
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
、

「
指
定
管
理
者
」
と
す
る
。

（
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲
）

第
十
二
条　

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
体
育

館
の
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
の
当
該
指
定
管
理
者
が
行
う
業

務
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一　

体
育
館
の
使
用
料
の
収
受
に
関
す
る
業
務

二　

体
育
館
の
利
用
の
承
認
及
び
取
消
し
等
に
関
す
る
業
務

三　

体
育
館
の
施
設
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務

四　

体
育
館
の
休
館
日
及
び
開
館
時
間
の
変
更
に
関
す
る
業

務
。
た
だ
し
、
休
館
日
及
び
開
館
時
間
を
変
更
す
る
場
合

は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

五　

体
育
館
の
利
用
の
向
上
を
図
り
、
住
民
の
心
身
の
健
全

な
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
の
事
業
の
企
画
及
び
実
施
に
関

す
る
業
務

（
利
用
料
金
）

第
十
三
条　

町
長
は
、
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

管
理
者
に
体
育
館
の
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
適

当
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
管
理
者
に
体
育
館
の
利
用
に
係

る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）
を
当
該
指
定
管
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理
者
の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

利
用
料
金
は
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
使
用

料
に
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
当
該
使
用
料
に
一
・
二

を
乗
じ
て
得
た
額
ま
で
の
範
囲
内
の
額
で
、
指
定
管
理
者
が

町
長
の
承
認
を
得
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３　

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
を
収

入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、

利
用
者
か
ら
前
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
を
徴
収
す
る
。

４　

前
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
利
用
料
金
は
、
前
納
と
す

る
。

５　

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
を
指
定
管
理
者
の
収
入

と
し
て
収
受
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
第
八
条
及
び
第
九
条
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、第
八
条
の
見
出
し
中
「
使
用
料
」

と
あ
る
の
は
「
利
用
料
金
」
と
、
同
条
中
「
町
長
」
と
あ
る

の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
、「
使
用
料
」
と
あ
る
の
は
「
利

用
料
金
」
と
、
第
九
条
の
見
出
し
中
「
使
用
料
」
と
あ
る
の

は
「
利
用
料
金
」
と
「
町
長
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」

と
、「
教
育
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
す
る
。

（
委
任
）

第
十
四
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
体
育
館
の
管

理
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
七
条
関
係
）

一　

基
本
使
用
料

㈠　

専
用
利
用
の
場
合
（
施
設
等
を
団
体
で
専
用
し
て
利

用
す
る
こ
と
。）

区
分

単
位

使
用
料

体
育
館

本
町
等
の
団
体

半
面

一
時
間

　

五
〇
〇
円

全
面

一
時
間

一
、
〇
〇
〇
円
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備
考一　

利
用
時
間
（
準
備
及
び
原
状
回
復
に
要
す
る
時

間
を
含
む
。）
が
一
時
間
に
満
た
な
い
場
合
又
は

こ
れ
に
一
時
間
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
場
合
は
、

そ
の
満
た
な
い
時
間
又
は
そ
の
端
数
の
時
間
を
一

時
間
と
し
て
計
算
す
る
。

二　

こ
の
表
に
お
い
て
、「
本
町
等
の
団
体
」
と
は
、

湯
河
原
町
、
小
田
原
市
、
南
足
柄
市
、
中
井
町
、

大
井
町
、
松
田
町
、
山
北
町
、
開
成
町
、
箱
根
町
、

真
鶴
町
（
以
下
「
県
西
地
域
構
成
市
町
」
と
い

う
。）
又
は
熱
海
市
に
事
業
所
等
の
あ
る
団
体
を

い
う
。

㈡　

個
人
利
用
の
場
合
（
専
用
利
用
以
外
で
個
人
が
利
用

す
る
こ
と
。）

区
分

単
位

使
用
料

体
育
館

本
町
等
の
者

半
面
一
回

一
五
歳
以
上
の
者
（
中
学
生
を

除
く
。）

一
〇
〇
円

小
学
生
及
び
中
学
生

五
〇
円

全
面
一
回

一
五
歳
以
上
の
者
（
中
学
生
を

除
く
。）

二
〇
〇
円

小
学
生
及
び
中
学
生

一
〇
〇
円

上
記
以
外
の
者

半
面
一
回

一
五
歳
以
上
の
者
（
中
学
生
を

除
く
。）

二
〇
〇
円

小
学
生
及
び
中
学
生

一
〇
〇
円

全
面
一
回

一
五
歳
以
上
の
者
（
中
学
生
を

除
く
。）

四
〇
〇
円

小
学
生
及
び
中
学
生

二
〇
〇
円

備
考　一　

個
人
使
用
料
に
係
る
単
位
の
一
回
と
は
、
二
時

間
の
利
用
を
い
う
。

二　

利
用
時
間
（
準
備
及
び
原
状
回
復
に
要
す
る
時

間
を
含
む
。）
が
二
時
間
に
満
た
な
い
場
合
は
、

二
時
間
と
す
る
。

体
育
館

上
記
以
外
の
団
体

半
面

一
時
間

一
、
〇
〇
〇
円

全
面

一
時
間

二
、
〇
〇
〇
円
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三　

個
人
利
用
の
時
間
帯
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員

会
が
別
に
定
め
る
。

四　

こ
の
表
に
お
い
て
、「
本
町
等
の
者
」
と
は
、

県
西
地
域
構
成
市
町
に
居
住
し
、
通
勤
し
、
又
は

通
学
す
る
個
人
及
び
熱
海
市
に
居
住
す
る
個
人
を

い
う
。

二　

加
算
使
用
料

㈠　

営
利
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
入
場
料
そ
の
他
こ
れ
に

類
す
る
も
の
（
以
下
「
入
場
料
」
と
い
う
。）
を
徴
収

し
て
利
用
す
る
者
の
一
回
の
使
用
料
は
、
基
本
使
用
料

に
三
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
す
る
。

㈡　

営
利
を
目
的
と
し
な
い
が
入
場
料
を
徴
収
し
て
利
用

す
る
者
又
は
営
利
を
目
的
と
す
る
が
入
場
料
を
徴
収
し

な
い
で
利
用
す
る
者
の
一
回
の
使
用
料
は
、
基
本
使
用

料
に
二
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
す
る
。

三　

超
過
使
用
料

施
設
等
の
利
用
時
間
が
利
用
の
許
可
を
受
け
た
時
間
を

超
過
す
る
と
き
の
そ
の
超
過
す
る
利
用
時
間
に
係
る
使
用

料
は
、
そ
の
超
過
す
る
利
用
一
時
間
に
つ
き
、
基
本
使
用

料
（
加
算
使
用
料
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
）
に
一
・
二
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
超
過
す
る
利

用
時
間
が
一
時
間
に
満
た
な
い
場
合
又
は
こ
れ
に
一
時
間

未
満
の
端
数
を
生
じ
た
場
合
は
、
そ
の
満
た
な
い
時
間
又

は
そ
の
端
数
の
時
間
を
一
時
間
と
し
て
計
算
す
る
。

別
表
第
二
（
第
七
条
関
係
）

一　

器
具
使
用
料区

分

単
位

使
用
料

体
育
器
具

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
器
具

一
式
一
回

二
〇
〇
円

ソ
フ
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
器
具

一
式
一
回

二
〇
〇
円

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
器
具

一
式
一
回

一
〇
〇
円

バ
ド
ミ
ン
ト
ン
器
具

一
式
一
回

一
〇
〇
円

卓
球
器
具

一
式
一
回

一
〇
〇
円
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フ
ッ
ト
サ
ル
器
具

一
式
一
回

二
〇
〇
円

放
送
器
具

一
式
一
回

五
〇
〇
円

備
考一　

区
分
の
欄
に
掲
げ
る
体
育
器
具
及
び
放
送
器
具
以

外
の
器
具
の
使
用
料
は
、
類
似
す
る
器
具
の
使
用
料

の
額
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

二　

器
具
の
利
用
に
係
る
単
位
の
一
回
と
は
、
利
用
の

許
可
を
受
け
た
時
間
内
に
お
け
る
利
用
を
い
う
。

三　

そ
の
他
必
要
事
項
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
が

別
に
定
め
る
。

二　

照
明
使
用
料

区
分

単
位

使
用
料

体
育
館

半
面

一
時
間

　

五
〇
〇
円

全
面

一
時
間

一
、
〇
〇
〇
円

備
考　

利
用
時
間
が
一
時
間
に
満
た
な
い
場
合
又
は
こ
れ

に
一
時
間
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
場
合
は
、
そ
の
満
た

な
い
時
間
又
は
そ
の
端
数
の
時
間
を
一
時
間
と
し
て
計

算
す
る
。

（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

本
条
例
は
体
育
、
ス
ポ
ー
ツ
等
の
振
興
を
図
り
、
町
民
の
心

身
の
健
全
な
発
達
に
寄
与
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

体
育
館
の
設
置
目
的
を
効
果
的
に
達
成
す
る
た
め
、
又
は
運

営
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
管
理
者
に
よ

る
管
理
方
式
の
採
用
も
認
め
て
い
る
。
さ
ら
に
近
隣
の
県
西
地

域
構
成
市
町
の
団
体
に
よ
る
施
設
利
用
に
も
配
慮
し
て
い
る
。

121　

か
な
が
わ
・
ゆ
め
国
体

①　

開
催
基
本
方
針

第
五
三
回
国
民
体
育
大
会
湯
河
原
町
開
催
基
本
方
針

基
本
計
画
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第
五
三
回
国
民
体
育
大
会
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
競
技
会
は
、
神
奈

川
県
の
開
催
基
本
方
針
に
基
づ
き
町
民
の
英
知
と
総
力
を
結
集

し
た
町
民
総
参
加
の
も
と
に
、
誠
心
で
簡
素
な
活
力
あ
る
大
会

と
す
る
。

ま
た
、
こ
の
大
会
を
契
機
に
都
市
環
境
等
の
整
備
を
図
り
町
民

の
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
促
進
や
健
康
増
進
に
努
め
、
全
国
か
ら
集

ま
る
選
手
や
役
員
を
始
め
多
く
の
来
町
さ
れ
る
人
達
を
温
か
く

歓
迎
し
、「
出
会
い
と
ふ
れ
あ
い
」
の
町
「
湯
河
原
温
泉
」
を

全
国
に
紹
介
す
る
。

実
施
目
標

一　

県
及
び
関
係
機
関･

団
体
と
緊
密
な
連
絡
及
び
協
力
の
も

と
に
、
町
民
の
総
力
を
挙
げ
て
大
会
運
営
に
万
全
を
期
す
。

二　

国
民
体
育
大
会
を
契
機
に
、
ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
み
健
康
の

増
進
と
体
力
の
向
上
を
図
り
、
町
民
相
互
の
連
帯
を
深
め
思

い
や
り
と
生
き
が
い
の
あ
る
地
域
づ
く
り
を
推
進
す
る
。

三　

全
国
よ
り
参
加
す
る
人
達
を
心
温
か
く
迎
え
、「
出
会
い

と
ふ
れ
あ
い
」
を
大
切
に
友
情
の
輪
を
広
げ
、「
二
一
世
紀

文
化
の
サ
ロ
ン
」
の
実
現
に
向
け
た
地
域
づ
く
り
を
推
進

し
、「
湯
河
原
温
泉
」
を
全
国
に
紹
介
す
る
。

（「
か
な
が
わ
・
ゆ
め
国
体　

第
五
三
回
国
民
体
育
大
会　

湯

河
原
町　

報
告
書
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

②　

開
催
基
本
計
画

第
五
三
回
国
民
体
育
大
会
湯
河
原
町
開
催
基
本
計
画

第
五
三
回
国
民
体
育
大
会
は
、「
か
な
が
わ･

ゆ
め
国
体
」

を
愛
称
と
し
、「
お
お
汗
こ
汗
」
を
標
語
に
、
国
民
体
育
大
会

開
催
基
準
要
項
に
基
づ
き
、
競
技
団
体
・
関
係
機
関
を
は
じ
め
、

町
民
の
参
加
と
協
力
を
得
て
大
会
成
功
の
た
め
鋭
意
準
備
を
進

め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
町
は
、
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
競
技
の
開

催
に
あ
た
り
そ
の
業
務
が
広
範
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
が
予
想
さ
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れ
る
。

つ
い
て
は
、
そ
の
業
務
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
、「
第

五
三
回
国
民
体
育
大
会
湯
河
原
町
開
催
基
本
方
針
」
を
ふ
ま
え
、

業
務
推
進
の
基
本
計
画
を
策
定
す
る
。

［
一
］
競
技
運
営

競
技
会
は
、
国
民
体
育
大
会
開
催
基
準
要
項
・
神
奈
川
県

競
技
運
営
基
本
計
画
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
。

一　

開
催
競
技
の
種
別

本
町
で
開
催
す
る
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
競
技
の
運
営
に
つ
い
て

は
、
中
央
競
技
団
体
及
び
県
競
技
団
体
と
連
絡
を
密
に
し

て
、
そ
の
万
全
を
期
す
る
。

㈠
種
別
及
び
参
加
人
員

種　

別

算　

定　

基　

準

監　

督

選　

手

県　

数

小　

計

合　

計

成
年
男
子

一

三

一
〇

四
〇

三
〇
八

成
年
女
子

一

三

一
〇

四
〇

少
年
男
子

一

三

四
七

一
八
八

少
年
女
子

一

三

一
〇

四
〇

㈡
選
手
の
年
齢
基
準

㊀
成
年
男
子
の
チ
ー
ム
編
成
は
、
四
〇
歳
以
上
の
者
一

名
、
一
八
歳
以
上
の
者
二
名
の
計
三
名
と
す
る
。

㊁
成
年
女
子
の
チ
ー
ム
編
成
は
、
一
八
歳
以
上
の
者
三

名
と
す
る
。

㊂
少
年
男
子
及
び
少
年
女
子
の
チ
ー
ム
編
成
は
、
一
五

歳
以
上
一
八
歳
以
下
の
者
三
名
と
す
る
。

二　

競
技
会
・
競
技
役
員
等
の
編
成

㈠
競
技
会
運
営
に
万
全
を
期
す
る
た
め
、
競
技
会
役
員
の

編
成
に
あ
た
っ
て
は
、
国
民
体
育
大
会
開
催
基
準
要
項

第
二
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。
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役
職
名

内　
　
　
　
　

容

名
誉
会
長
湯
河
原
町
長

会　

長
全
国
を
統
轄
す
る
競
技
団
体
会
長

副
会
長

全
国
を
統
轄
す
る
競
技
団
体
副
会
長
、
神
奈
川
県
競
技

団
体
会
長
、
湯
河
原
町
体
育
協
会
長
、
湯
河
原
町
実
行

委
員
会
事
務
局
長

顧　

問
全
国
を
統
轄
す
る
競
技
団
体
顧
問
、
都
道
府
県
競
技
団

体
会
長
、
湯
河
原
町
議
会
議
長
、
湯
河
原
町
教
育
委
員

長

参　

与
湯
河
原
町
議
会
議
員
、
湯
河
原
町
教
育
委
員
、
湯
河
原

町
実
行
委
員
会
常
任
委
員
、
湯
河
原
町
体
育
協
会
顧
問
、

湯
河
原
町
体
育
協
会
副
会
長
、
神
奈
川
県
競
技
団
体
顧

問
、
神
奈
川
県
競
技
団
体
参
与
、
湯
河
原
町
助
役
、
湯

河
原
町
収
入
役
、
湯
河
原
町
教
育
長
、
湯
河
原
町
各
部

長
、
全
国
を
統
轄
す
る
競
技
団
体
役
員
の
中
で
、
特
に

必
要
と
認
め
た
者

委
員
長
全
国
を
統
轄
す
る
競
技
団
体
理
事
長
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
者

副
委
員
長

湯
河
原
町
競
技
団
体
会
長
、
湯
河
原
町
実
行
委
員
会
事

務
局
次
長
、
神
奈
川
県
競
技
団
体
理
事
長
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
者

委　

員
全
国
を
統
轄
す
る
競
技
団
体
理
事
、
神
奈
川
県
競
技
団

体
理
事
、
湯
河
原
町
競
技
団
体
副
会
長
、
湯
河
原
町
実

行
委
員
会
事
務
局
各
部
長
、
湯
河
原
町
実
行
委
員
会
事

務
局
各
副
部
長
、
湯
河
原
町
体
育
協
会
理
事
又
は
こ
れ

に
準
ず
る
者

㈡
競
技
役
員

審
判
員
等
競
技
役
員
は
、
中
央
競
技
団
体
と
協
議
の
う

え
、
中
央
競
技
団
体
が
派
遣
す
る
役
員
及
び
県
競
技
団

体
の
推
挙
す
る
者
等
で
編
成
す
る
。

㈢
競
技
会
係
員
・
補
助
員
及
び
協
力
員

競
技
会
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
実
施
本
部
を
設
置

し
、
町
職
員
を
主
体
と
し
た
競
技
会
係
員
を
編
成
す
る
。

補
助
員
及
び
協
力
員
の
編
成
に
つ
い
て
は
、
関
係
機

関
・
団
体
等
広
く
町
民
の
参
加
を
得
て
必
要
な
人
員
の

確
保
に
努
め
る
。

［
二
］
行
幸
啓

御
身
辺
の
安
全
確
保
に
万
全
を
期
す
と
と
も
に
、
皇
室
と
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町
民
の
親
和
を
妨
げ
な
い
よ
う
配
慮
し
て
実
施
す
る
。

［
三
］
式　

典

競
技
会
の
式
典
は
、
簡
素
な
中
に
も
郷
土
の
特
色
を
生
か

し
、
競
技
会
の
運
営
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
範
囲
で
関
係
団

体
の
協
力
の
も
と
に
実
施
す
る
。

［
四
］
施
設
整
備

競
技
会
場
、
練
習
会
場
等
の
関
連
施
設
に
つ
い
て
は
、
競

技
運
営
に
支
障
の
な
い
よ
う
競
技
団
体
と
充
分
協
議
し
て
、

大
会
に
ふ
さ
わ
し
い
施
設
の
整
備
に
努
め
る
。

［
五
］
歓
迎
装
飾

愛
称
・
標
語
・
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
・
マ
ス
コ
ッ
ト
等
を
基

調
と
し
て
、　

会
（
マ
マ
）参

加
者
及
び
一
般
観
覧
者
を
温
か
く
迎
え

る
た
め
、
関
係
機
関･

団
体
の
協
力
は
も
と
よ
り
町
民
運
動

と
し
て
歓
迎
装
飾
を
行
う
。

［
六
］
宿　

泊

競
技
会
参
加
者
の
宿
泊
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野

で
充
分
活
躍
で
き
る
よ
う
清
潔
で
快
適
な
宿
舎
の
提
供
に
努

め
る
。

［
七
］
保
健
衛
生

競
技
会
参
加
者
及
び
一
般
観
覧
者
に
対
し
て
、
清
潔
で
快

適
な
環
境
の
も
と
で
、
充
分
な
活
躍
と
観
覧
が
で
き
る
よ
う

関
係
機
関
・
団
体
の
協
力
を
得
て
保
衛
衛
生
に
万
全
を
期
す

る
。

一　

医
療
救
護

競
技
会
参
加
者
の
傷
病
発
生
に
備
え
、
医
療
関
係
団
体
の

積
極
的
な
協
力
を
得
て
競
技
会
場
等
に
救
護
所
を
設
置
す

る
と
と
も
に
、
医
療
機
関
へ
の
移
送
等
、
救
急
医
療
体
制

の
確
率

（
立
）を

図
る
。

二　

防
疫
対
策

特
に
消
化
器
系
伝
染
病
の
発
生
予
防
の
た
め
、
宿
舎
及
び

食
品
取
扱
業
者
等
の
関
係
者
の
健
康
診
断
と
保
菌
検
索
を

実
施
し
予
防
を
図
る
。
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三　

食
品
衛
生
対
策

食
中
毒
等
の
事
故
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
衛
生
思
想

の
普
及
徹
底
を
図
る
。

四　

環
境
衛
生
対
策

競
技
会
参
加
者
等
に
清
潔
で
快
適
な
環
境
を
提
供
す
る
た

め
、
関
係
機
関
・
団
体
の
協
力
は
も
と
よ
り
広
く
町
民
の

協
力
を
得
て
、
廃
棄
物
の
処
理
、
ね
ず
み
及
び
害
虫
の
駆

除
、
飲
料
水
に
よ
る
事
故
防
止
、
飼
い
犬
の
係
留
及
び
野

犬
捕
獲
等
に
努
め
環
境
整
備
に
万
全
を
期
す
。

五　

環
境
整
備

競
技
会
場
等
大
会
関
連
施
設
及
び
主
要
道
路
等
の
美
化
に

努
め
、
快
適
な
環
境
の
も
と
で
充
分
な
活
躍
と
観
覧
が
で

き
る
よ
う
環
境
整
備
に
万
全
を
期
す
る
。

［
八
］
輸　

送

競
技
会
参
加
者
等
の
輸
送
に
つ
い
て
は
、
関
係
機
関
・
団

体
と
の
緊
密
な
連
携
の
も
と
に
、
町
内
の
交
通
及
び
道
路
の

状
況
等
を
充
分
に
配
慮
し
、
安
全
か
つ
効
率
的
に
実
施
す
る
。

な
お
、
競
技
会
場
、
練
習
会
場
、
宿
泊
施
設
の
立
地
条
件

等
か
ら
、
借
上
バ
ス
、
公
用
車
等
に
よ
る
計
画
輸
送
を
実
施

す
る
。

［
九
］
交
通
対
策

競
技
会
参
加
者
及
び
一
般
観
覧
者
の
車
両
と
歩
行
者
が
激

増
す
る
た
め
、
関
係
機
関
・
団
体
の
協
力
を
得
て
車
両
の
円

滑
な
運
行
と
歩
行
者
の
安
全
確
保
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

一　

交
通
の
整
理
誘
導

競
技
会
場
周
辺
の
主
要
道
路
に
案
内
標
識
を
設
置
す
る
ほ

か
、
整
理
誘
導
員
等
を
配
置
し
、
交
通
の
整
理
誘
導
を
行

う
。

二　

ス
テ
ッ
カ
ー
の
交
付

競
技
会
場
周
辺
道
路
及
び
駐
車
場
へ
の
整
理
誘
導
を
安
全

か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
競
技
会
関
係
車
両
に
ス

テ
ッ
カ
ー
を
交
付
す
る
。
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三　

駐
車
場

競
技
会
場
及
び
そ
の
周
辺
に
必
要
な
駐
車
場
を
設
置
し
、

競
技
会
の
運
営
に
万
全
を
期
す
。

［
一
〇
］
消
防
・
防
災

競
技
会
場
、
宿
泊
施
設
等
の
火
災
、
そ
の
他
の
災
害
を
未

然
に
防
止
す
る
と
と
も
に
、
非
常
時
に
お
け
る
応
急
処
置
に

つ
い
て
万
全
を
期
す
る
た
め
、
関
係
機
関
・
団
体
等
の
協
力

を
得
て
消
防
警
備
を
実
施
す
る
と
と
も
に
防
災
対
策
を
講
じ

る
。

一　

事
前
の
消
防
業
務

㈠
予
防
査
察
の
実
施

㈡
防
火
体
制
の
確
立

㈢
消
防
機
械
器
具
及
び
防
火
水
利
等
の
点
検

二　

国
体
開
催
時
の
消
防
警
備
及
び
救
急
業
務

㈠
開
始
式
、
表
彰
式
の
消
防
警
備

㈡
競
技
会
場
、
宿
泊
施
設
等
の
消
防
警
備

㈢
大
会
旗
・
炬
火
リ
レ
ー
の
消
防
警
備

㈣
救
急
業
務

三　

開
催
時
の
防
災

競
技
会
参
加
者
や
一
般
観
覧
者
の
避
難
誘
導
計
画
に
つ

い
て
充
分
な
検
討
を
行
い
、
不
測
の
災
害
に
対
し
て
万
全

を
期
す
。

［
一
一
］
通
信
施
設

競
技
会
の
運
営
を
円
滑
に
処
理
す
る
と
と
も
に
、
競
技

会
参
加
者
及
び
一
般
観
覧
者
へ
の
利
便
を
図
る
た
め
、
関

係
機
関
の
協
力
を
得
て
通
信
施
設
を
設
置
し
、
適
正
な
運

用
管
理
を
行
う
。

二
（
マ
マ
）

　

通
信
施
設
の
種
類

㈠
臨
時
加
入
電
話
、
電
話
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
臨
時
公
衆
電
話
、

郵
便
局
臨
時
出
張
所

㈡
そ
の
他
の
各
業
務
に
要
す
る
無
線
機

二　

通
信
施
設
の
設
置
場
所
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㈠
競
技
会
運
営
に
係
る
各
施
設

㈡
そ
の
他
の
通
信
施
設
を
要
す
る
施
設

［
一
二
］
案
内
所
及
び
接
待
所

競
技
会
参
加
者
及
び
一
般
観
覧
者
の
便
宜
を
図
る
た
め
、

案
内
所
及
び
接
待
所
を
設
置
し
、
温
か
い
歓
送
迎
と
各
種
案

内
業
務
並
び
に
接
待
を
行
う
。

一　

案
内
所
の
設
置
場
所

㈠
競
技
会
場

㈡
湯
河
原
駅

㈢
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
箇
所

二　

接
待
所

㈠
競
技
会
場
・
練
習
会
場

㈡
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
箇
所

［
一
三
］
売
店
の
設
置

競
技
会
参
加
者
及
び
一
般
観
覧
者
へ
の
便
宜
を
図
り
、
あ

わ
せ
て
郷
土
の
観
光
物
産
を
広
く
紹
介
す
る
た
め
、
競
技
会

場
に
売
店
を
設
置
す
る
。

［
一
四
］
広
報
活
動

「
か
な
が
わ
・
ゆ
め
国
体
」
を
成
功
さ
せ
る
た
め
、
町
民

の
理
解
と
積
極
的
に
参
加
・
協
力
す
る
気
運
を
高
め
る
た
め
、

国
体
の
準
備
及
び
開
催
状
況
を
各
種
の
広
報
媒
体
を
活
用
し
、

計
画
的
・
効
率
的
に
広
報
活
動
を
推
進
す
る
。

一　

広
報
ゆ
が
わ
ら
に
よ
る
広
報

二　

国
体
だ
よ
り
の
発
行

三　

電
光
掲
示
板
に

（
よ
）る

広
報

四　

啓
発
看
板
・
横
断
幕
等
の
作
成

五　

ポ
ス
タ
ー
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
シ
ー
ル
等
の
作
成

［
一
五
］
町
民
運
動

｢

か
な
が
わ
・
ゆ
め
国
体｣

の
開
催
を
契
機
に
、
町
民
一

人
ひ
と
り
が
国
体
の
意
義
を
理
解
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で

積
極
的
に
参
加･

協
力
す
る
こ
と
に
よ
り
国
体
の
成
功
を
図

る
と
と
も
に
、
各
種
の
町
民
運
動
を
実
践
し
て
健
康
で
心
豊
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か
な
町
づ
く
り
を
め
ざ
す
。

［
一
六
］
大
会
旗
・
炬
火
リ
レ
ー

大
会
旗
・
炬
火
リ
レ
ー
は
、
町
民
の
大
会
意
識
の
高
揚
を

図
る
た
め
、
関
係
機
関
・
団
体
の
協
力
を
得
て
実
施
す
る
。

［
一
七
］
リ
ハ
ー
サ
ル
大
会
の
実
施

ア
ー
チ
ェ
リ
ー
競
技
会
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
関
係

競
技
団
体
と
協
力
し
て
、
平
成
九
年
度
に
リ
ハ
ー
サ
ル
大
会

を
開
催
す
る
。

一　

競
技
会
運
営
能
力
の
強
化
を
図
る
。

二　

国
体
に
対
す
る
町
民
の
関
心
を
高
め
、
国
体
へ
の
参
加

意
欲
の
高
揚
を
図
る
。

三　

広
く
町
民
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
普
及
振
興
を
図
る
。

［
一
八
］
実　

施　

本　

部

競
技
会
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
そ
の
実
施
体
制
を
確
立

し
、
競
技
運
営
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平

成
一
〇
年
の
開
催
に
向
け
て
実
施
本
部
を
設
置
す
る
。

実
施
本
部
員
は
、
町
職
員
を
主
体
と
す
る
が
、
国
体
へ
の

町
民
参
加
を
図
る
た
め
、
業
務
内
容
に
よ
り
団
体
等
の
協
力

を
得
て
構
成
す
る
。

（「
か
な
が
わ
・
ゆ
め
国
体　

第
五
三
回
国
民
体
育
大
会　

湯

河
原
町　

報
告
書
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

③　

実
行
委
員
会
会
則

か
な
が
わ
・
ゆ
め
国
体
湯
河
原
町
実
行
委
員
会
会
則

第
一
章　

総
則

（
名
称
）

第
一
条　

こ
の
会
は
、
か
な
が
わ
・
ゆ
め
国
体
湯
河
原
町
実
行

委
員
会
（
以
下
「
本
会
」
と
い
う
。）
と
い
う
。

（
事
務
所
）

第
二
条　

本
会
の
事
務
所
は
、
湯
河
原
町
役
場
内
に
置
く
。
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（
目
的
）

第
三
条　

本
会
は
、
第
五
十
三
回
国
民
体
育
大
会
の
う
ち
、
湯

河
原
町
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
競
技
会
（
以

下
「
競
技
会
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
事

業
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
事
業
）

第
四
条　

本
会
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲

げ
る
事
業
を
行
う
。

一　

競
技
会
の
開
催
に
必
要
な
総
合
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

二　

競
技
会
の
開
催
に
必
要
な
関
係
機
関
及
び
関
係
団
体
と

の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三　

競
技
会
の
開
催
に
必
要
な
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

四　

競
技
及
び
式
典
の
企
画
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

五　

競
技
会
に
必
要
な
宿
泊
、
衛
生
、
観
光
、
輸
送
、
交
通
、

警
備
、
通
信
及
び
接
伴
に
関
す
る
こ
と
。

六　

広
報
及
び
町
民
運
動
に
関
す
る
こ
と
。

七　

そ
の
他
、
本
会
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
こ

と
。第

二
章　

組
織

（
構
成
）

第
五
条　

本
会
は
、
会
長
及
び
委
員
で
構
成
し
、
委
員
は
、
次

に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
会
長
が
委
嘱
す
る
。

一　

湯
河
原
町
議
会
議
員

二　

体
育
団
体
、
学
校
、
そ
の
他
の
関
係
機
関
及
び
団
体
の

代
表
又
は
役
職
員

三　

湯
河
原
町
職
員
及
び
湯
河
原
町
教
育
委
員
会
職
員
（
特

別
職
を
含
む
）

四　

学
識
経
験
を
有
す
る
者

五　

そ
の
他
会
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
者

（
役
員
等
）

第
六
条　

本
会
に
、
次
の
役
員
を
置
く
。

一　

会
長　
　
　
　

一
名



386

第三章　社会活動と文化

二　

副
会
長　
　
　

若
干
名

三　

常
任
委
員　
　

三
十
名
以
内

四　

監
事　
　
　
　

二
名

２　

本
会
に
、
顧
問
及
び
参
与
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
役
員
等
の
委
嘱
）

第
七
条　

会
長
は
、
湯
河
原
町
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

２　

副
会
長
及
び
常
任
委
員
は
、
総
会
の
同
意
を
得
て
委
員
の

う
ち
か
ら
会
長
が
委
嘱
す
る
。

３　

監
事
は
、
総
会
の
同
意
を
得
て
会
長
が
委
嘱
す
る
。

４　

顧
問
及
び
参
与
は
、
会
長
が
委
嘱
す
る
。

（
役
員
等
の
職
務
）

第
八
条　

会
長
は
、
本
会
を
代
表
し
会
務
を
総
理
す
る
。

２　

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
会
長
が
指
名
し
た
副
会
長
が
、
そ
の
職
務

を
代
理
す
る
。

３　

常
任
委
員
は
、
常
任
委
員
会
を
構
成
し
、
第
十
二
条
第
五

項
に
掲
げ
る
事
項
を
審
議
す
る
。

４　

監
事
は
、
財
務
を
監
査
す
る
。

５　

顧
問
は
、
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
会
長
の
諮
問
に
応
じ
る
。

６　

参
与
は
、
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
参
与
す
る
。

（
役
員
等
の
任
期
）

第
九
条　

委
員
、
役
員
、
顧
問
及
び
参
与
（
以
下
「
委
員
等
」

と
い
う
。）
の
任
期
は
、
本
会
の
目
的
が
達
成
さ
れ
た
と
き

ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
等
が
委
嘱
時
に
お
け
る
そ
れ

ぞ
れ
の
所
属
機
関
、
団
体
の
役
職
を
離
れ
た
と
き
は
、
そ
の

時
点
で
委
員
等
の
職
を
失
い
、
後
任
者
が
残
任
期
間
を
務
め

る
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
五
条
第
四
号
及
び
第
五
号

の
委
員
に
は
適
用
し
な
い
。

３　

会
長
は
、
委
員
等
に
特
別
の
事
情
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ

の
職
を
解
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章　

会
議
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（
会
議
の
種
類
）

第
十
条　

本
会
に
、
次
の
会
議
を
置
く
。

一　

総
会

二　

常
任
委
員
会

三　

専
門
委
員
会

（
総
会
）

第
十
一
条　

総
会
は
、
会
長
及
び
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

２　

総
会
は
、
会
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
に
招
集
し
、
会
長

が
そ
の
議
長
と
な
る
。

３　

総
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
審
議
し
、
決
定
す

る
。

一　

競
技
会
開
催
の
基
本
方
針
に
関
す
る
こ
と
。

二　

事
業
計
画
並
び
に
予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
こ
と
。

三　

会
則
の
制
定
及
び
改
廃
に
関
す
る
こ
と
。

四　

常
任
委
員
会
へ
の
委
任
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

五　

そ
の
他
、
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

４　

総
会
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同

数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
常
任
委
員
会
）

第
十
二
条　

常
任
委
員
会
は
、
会
長
、
副
会
長
及
び
常
任
委
員

を
も
っ
て
構
成
す
る
。

２　

常
任
委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
会
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

３　

常
任
委
員
会
は
、
委
員
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
に
招
集

し
、
委
員
長
が
そ
の
議
長
と
な
る
。

４　

常
任
委
員
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
常
任
委

員
長
が
指
名
し
た
副
会
長
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

５　

常
任
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
審
議
し
、

決
定
す
る
。

一　

総
会
か
ら
委
任
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

二　

総
会
を
招
集
す
る
い
と
ま
が
な
い
緊
急
な
事
項
に
関
す

る
こ
と
。

三　

専
門
委
員
会
の
設
置
並
び
に
専
門
委
員
会
へ
の
付
託
及
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び
委
任
に
関
す
る
こ
と
。

四　

そ
の
他
会
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

６　

前
項
の
規
定
に
よ
り
審
議
し
、
決
定
し
た
と
き
は
、
こ
れ

を
次
の
総
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７　

前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
常
任
委
員
会
に
つ
い
て
も
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
総
会
」
と
あ
る
の
は
「
常
任

委
員
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
専
門
委
員
会
）

第
十
三
条　

専
門
委
員
会
は
、
会
長
が
委
嘱
し
た
専
門
委
員
を

も
っ
て
構
成
す
る
。

２　

専
門
委
員
会
は
、
常
任
委
員
会
か
ら
付
託
さ
れ
た
事
項
を

調
査
審
議
し
、
そ
の
結
果
を
常
任
委
員
会
に
答
申
す
る
。

３　

専
門
委
員
会
は
、
常
任
委
員
会
か
ら
委
任
さ
れ
た
事
項
を

調
査
決
定
し
、
そ
の
結
果
必
要
な
事
項
を
常
任
委
員
会
に
報

告
す
る
。

４　

専
門
委
員
会
の
委
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
の
規

定
を
準
用
す
る
。

５　

専
門
委
員
会
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
別
に
定

め
る
。第

四
章　

会
長
の
専
決
処
分

（
会
長
の
専
決
処
分
）

第
十
四
条　

会
長
は
、
緊
急
に
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

項
又
は
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
、
総
会
又
は
常
任
委
員
会
を

招
集
す
る
い
と
ま
が
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
専
決
処
分
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２　

会
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
専
決
処
分
し
た
と
き
は
、

こ
れ
を
次
の
総
会
又
は
常
任
委
員
会
に
報
告
し
、
そ
の
承
認

を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章　

事
務
局

（
事
務
局
）

第
十
五
条　

本
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
事
務
局
を
置
く
。

２　

事
務
局
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
。
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第
六
章　

会
計

（
経
費
）

第
十
六
条　

本
会
の
経
費
は
、
補
助
金
、
交
付
金
、
寄
附
金
及

び
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ
て
充
て
る
。

（
予
算
及
び
決
算
）

第
十
七
条　

本
会
の
事
業
計
画
及
び
こ
れ
に
伴
う
収
支
予
算
は
、

会
長
が
編
成
し
、
総
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

本
会
の
収
支
決
算
は
、
会
長
が
作
成
し
、
監
事
の
監
査
を

経
て
、
総
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
会
計
年
度
）

第
十
八
条　

本
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
、

翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
。

第
七
章　

解
散

（
解
散
）

第
十
九
条　

本
会
は
、
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
た
と
き
に
解
散

す
る
。

（
残
余
財
産
の
帰
属
）

第
二
十
条　

本
会
が
解
散
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
残
余
財
産

は
、
湯
河
原
町
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
章　

補
則

（
委
任
）

第
二
十
一
条　

こ
の
会
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
会
の
運

営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
会
則
は
、
平
成
七
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

第
五
十
三
回
国
民
体
育
大
会
湯
河
原
町
準
備
委
員
会
会
則

（
平
成
四
年
一
月
三
十
日
制
定
。以
下「
旧
会
則
」と
い
う
。）

は
、
廃
止
す
る
。

３　

こ
の
会
則
施
行
の
際
、
現
に
第
五
十
三
回
国
民
体
育
大
会

湯
河
原
町
準
備
委
員
会
の
委
員
、
役
員
、
顧
問
及
び
専
門
委

員
の
職
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
別
段
の
委
嘱
が
な
さ
れ
な

い
限
り
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
会
則
の
相
当
規
定
に
よ
る
委
員
、
役
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員
、
顧
問
及
び
専
門
委
員
に
委
嘱
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

４　

こ
の
会
則
施
行
の
際
、
現
に
旧
会
則
に
基
づ
い
て
決
定
さ

れ
た
事
項
及
び
行
わ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
会
則
に

よ
り
決
定
さ
れ
、
又
は
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

５　

こ
の
会
則
施
行
の
際
、
現
に
第
五
十
三
回
国
民
体
育
大
会

湯
河
原
町
準
備
委
員
会
が
有
す
る
権
利
及
び
義
務
は
、
本
会

が
継
承
す
る
。

（「
か
な
が
わ
・
ゆ
め
国
体　

第
五
三
回
国
民
体
育
大
会　

湯

河
原
町　

報
告
書
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

④　

大
会
参
加
者
数
一
覧

大会参加者数一覧
（単位：人）

区　　分 編成人数 23　日前々日
24　日
前　日

25　日
１日目

26　日
２日目

27　日
３日目 合計

選手・監督 300 226 300 300 300 300 1,426
競技会役員 163 7 35 74 108 108 332
競技役員 107 21 107 107 107 107 449
競技補助員 114 114 114 114 343
競技会係員 216 97 116 216 216 216 861
競技会補助員 90 90 90 90 270
競技会協力員 127 12 31 127 109 127 406
式典協力員 281 217 217 217 651
式典アシスタント 9 9 9 9 27
筆耕 10 10 10 20
アトラクション 526 387 526 913
報道員 1 12 20 33
視察員 4 4 27 71 49 155
一般観覧者 300 3,500 5,500 9,300
その他
（実行委員等） 15 54 43 112

合　　計 1,070 707 1,167 4,917 7,436 15,297
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（「
か
な
が
わ
・
ゆ
め
国
体　

第
五
三
回
国
民
体
育
大
会　

湯

河
原
町　

報
告
書
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

⑤　

都
道
府
県
別
参
加
人
員
一
覧

　
　
　

都
道
府
県
別
参
加
人
員
一
覧
表

ブ
ロ
ッ
ク

種
別

監
督

参
加
選
手
数

計

県
名

成
年
男
子
成
年
女
子
少
年
男
子
少
年
女
子

北
海
道
北
海
道

四

三

三

三

三

一
六

東　

北

青
森

一

三

四

岩
手

一

三

四

宮
城

一

三

四

秋
田

一

三

四

山
形

二

三

三

八

福
島

三

三

三

三

一
二

関　

東

茨
城

一

三

四

栃
木

一

三

四

群
馬

二

三

三

八

埼
玉

二

三

三

八

千
葉

二

三

三

八

関　

東

東
京

一

三

四

山
梨

一

三

四

新
潟

一

三

四

長
野

一

三

四

北
信
越

富
山

三

三

三

三

一
二

石
川

二

三

三

八

福
井

一

三

四

東　

海

静
岡

二

三

三

八

愛
知

三

三

三

三

一
二

三
重

一

三

四

岐
阜

一

三

四

近　

畿

滋
賀

一

三

四

京
都

一

三

四

大
阪

二

三

三

八

兵
庫

三

三

三

三

一
二

奈
良

一

三

四

和
歌
山

一

三

四

鳥
取

二

三

三

八
中　

国

島
根

一

三

四

岡
山

一

三

四
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中　

国　

広
島

二

三

三

八

山
口

二

三

三

八

四　

国

香
川

三

三

三

三

一
二

徳
島

二

三

三

八

愛
媛

高
知

一

三

四

九　

州

福
岡

二

三

三

八

佐
賀

二

三

三

八

長
崎

一

三

四

熊
本

一

三

四

大
分

二

三

三

八

宮
崎

一

三

四

鹿
児
島

沖
縄

一

三

四

開
催
県
神
奈
川

四

三

三

三

三

一
六

参
加
総
数

七
五

三
〇

三
〇
一
三
五

三
〇
三
〇
〇

（「
か
な
が
わ
・
ゆ
め
国
体　

第
五
三
回
国
民
体
育
大
会　

湯

河
原
町　

報
告
書
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

⑥　

会
場
位
置
図

（「
第
五
三
回　

国
民
体
育
大
会
秋
季
大
会　

ア
ー
チ
ェ
リ
ー

競
技
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

会 場 位 置 図
湯河原町
総合運動公園

練習会場
（荒天時
式典会場）

至湯河原カンツリークラブ
至美化センター

中央電装 兎沢大橋

湯河原町
診療所

湯河原
派出所

湯河原
郵便局

湯河原
町役場

湯河原
中学校

中央農協

舟付

海水
浴場

国道13
5号JR東海道線

JR東
海道
線

新幹
線

旧国
道13
5号

至小
田原真鶴

駅

湯河原
駅

マンション

コンビニ

真鶴中学校

真鶴生コン

湯河原
高校

文化福
祉会館

東台福浦
小学校

吉浜
郵便局

至幕山梅林

大西 消防署

海浜公園

山口外科

サンサン通り
本町通

り

相模湾
千歳川

新
崎
川

吉
浜
４
号
線

幕
山
公
園
通
り
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⑦　

ア
ー
チ
ェ
リ
ー
競
技
等
日
程

　
　
　

ア
ー
チ
ェ
リ
ー
競
技
日
程
及
び
諸
会
議
日
程

開
始
式　

一
〇
月
二
六
日
（
月
）　

九
時
〇
〇
分　

湯
河
原
町
総
合
運
動
公
園

月
日

会
場

一
〇
月
二
五
日（
日
）一
〇
月
二
六
日（
月
）一
〇
月
二
七
日（
火
）

湯河原町総合運動公園

成
年
男
子

　

弓
具
検
査

　

 

一
〇
：
〇
〇
～

一
二
：
〇
〇

　

公
式
練
習

　

 

一
〇
：
〇
〇
～

一
二
：
〇
〇

競
技

　

成
年
男
子

　

成
年
女
子

　

少
年
女
子

　
〔
五
〇
ｍ
〕

　

 

一
〇
：
〇
〇
～

一
三
：
〇
〇

競
技

　

少
年
男
子

　
〔
五
〇
ｍ
〕

　
　

 

九
：
〇
〇
～

　

一
一
：
三
〇

成
年
女
子

　

弓
具
検
査

　

 

一
〇
：
〇
〇
～

一
二
：
〇
〇 　

〔
三
〇
ｍ
〕

　

 

一
四
：
〇
〇
～

一
七
：
〇
〇 　

〔
三
〇
ｍ
〕

　

 

一
二
：
三
〇
～

　

一
五
：
三
〇

　

公
式
練
習

　

 

一
〇
：
〇
〇
～

一
二
：
〇
〇

湯河原町総合運動公園

少
年
女
子

　

弓
具
検
査

　

一
〇
：
〇
〇
～

一
二
：
〇
〇

　

公
式
練
習

　

 

一
〇
：
〇
〇
～

一
二
：
〇
〇

少
年
男
子

　

弓
具
検
査

　

 

一
三
：
〇
〇
～

一
五
：
三
〇

　

公
式
練
習

　

 

一
三
：
〇
〇
～

一
五
：
三
〇

表
彰
式　

一
〇
月
二
七
日
（
火
）　

一
六
時
〇
〇
分　

湯
河
原
町
総
合
運
動
公
園

　
　
　
　

会
議
日
程

会
議
名

期　

日

時　

間

会　

場

監
督
会
議
一
〇
月
二
四
日（
土
）
九
時
〇
〇
分
～

　

九
時
三
〇
分

湯
河
原
観
光
会
館

大
会
議
室

競
技
役
員
会
議
一
〇
月
二
四
日（
土
）
一
〇
時
〇
〇
分
～

　

一
〇
時
三
〇
分

湯
河
原
観
光
会
館

大
会
議
室



394

第三章　社会活動と文化

（「
第
五
三
回　

国
民
体
育
大
会
秋
季
大
会　

ア
ー
チ
ェ
リ
ー

競
技
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

⑧　

ア
ー
チ
ェ
リ
ー
競
技
実
施
要
項

ア
ー
チ
ェ
リ
ー
競
技
実
施
要
項
（
抜
粋
）

種
別
及
び
参
加
人
員

種　
　

別

監　

督

選　

手

参
加

都
道
府
県

小　

計

合　

計

成
年
男
子

一

三

一
〇

四
〇

三
〇
八

成
年
女
子

一

三

一
〇

四
〇

少
年
男
子

一

三

四
七

一
八
八

少
年
女
子

一

三

一
〇

四
〇

競
技
上
の
規
定
及
び
方
法

㈠　

競
技
上
の
規
定

ア　
（
社
）
全
日
本
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
連
盟
制
定
の
「
タ
ー

ゲ
ッ
ト
競
技
規
則
」
に
よ
る
。

イ　

種
目
は
、
五
〇
・
三
〇
ｍ
ラ
ウ
ン
ド
と
し
、
各
種
別

の
同
一
選
手
を
も
っ
て
行
う
。

ウ　

参
加
資
格
に
不
備
や
虚
偽
の
者
が
出
場
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
チ
ー
ム
を
大
会
か
ら
除
外
し
て
行
う
。

㈡　

競
技
の
方
法

ア　

各
距
離
と
も
一
標
的
一
名
の
行
射
で
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

の
三
立
ち
制
と
す
る
。

イ　

得
点
の
記
録
は
、
そ
の
矢
を
所
有
す
る
者
に
よ
る
呼

称
に
従
っ
て
高
得
点
か
ら
順
に
記
録
員
が
記
入
し
、
当

該
標
的
の
全
競
技
者
は
得
点
呼
称
と
記
入
を
確
認
す
る
。

ウ　

競
技
は
、
音
響
・
視
覚
時
間
管
理
装
置
に
よ
り
進
行

す
る
。

参
加
資
格
、
所
属
都
道
府
県
及
び
選
手
の
年
齢
基
準

総
則
五
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
次
に
よ
る
。
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㈠　

参
加
選
手
は
、
本
年
度
の
（
社
）
全
日
本
ア
ー
チ
ェ

リ
ー
連
盟
に
会
員
登
録
を
完
了
し
「
Ａ
・
Ｊ
・
Ａ
・
Ａ
・

Ｆ
タ
ー
ゲ
ッ
ト
バ
ッ
ジ
」
の
資
格
を
取
得
し
て
い
る
者
。

㈡　

各
予
選
の
結
果
、
代
表
と
し
て
選
抜
さ
れ
た
競
技
者
を

も
っ
て
チ
ー
ム
を
編
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈢　

成
年
男
子
の
チ
ー
ム
編
成
は
、
昭
和
三
三
年
四
月
一
日

以
前
に
生
ま
れ
た
者
一
名
、
昭
和
三
三
年
四
月
二
日
以
降

昭
和
五
五
年
四
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
者
二
名
の
計
三

名
と
す
る
。

㈣　

生
徒
（
高
等
専
門
学
校
も
含
む
。）
の
所
属
は
学
校
所

在
地
、
大
学
生
は
卒
業
高
等
学
校
所
在
地
と
し
、
こ
れ
に

該
当
し
な
い
者
は
審
査
の
う
え
決
定
す
る
。

㈤　

本
項
に
定
め
る
事
項
は
、
都
道
府
県
大
会
に
も
適
用
す

る
。

総
合
成
績
決
定
方
法

男
女
総
合
成
績
（
天
皇
杯
得
点
）
及
び
女
子
総
合
成
績
（
皇

后
杯
得
点
）
は
、
競
技
得
点
と
参
加
得
点
の
合
計
と
し
そ
の
得

点
の
多
い
都
道
府
県
順
に
第
一
位
か
ら
第
八
位
ま
で
を
決
定
す

る
。
た
だ
し
、
同
点
の
場
合
は
、
そ
の
順
位
を
共
有
し
、
次
の

順
位
を
欠
位
と
す
る
。

㈠　

競
技
得
点

天
皇
杯

対
象
種
別

皇
后
杯

対
象
種
別

競　
　

技　
　
　

得　
　
　

点

成
年
男
子

成
年
女
子

成
年
女
子

得
点
合
計
で
各
種
別
の
順
位
を
決
定
し
、

一
位
四
〇
点
、
二
位
三
五
点
、
三
位
三
〇
点
、

四
位
二
五
点
。
五
位
二
〇
点
、
六
位
一
五
点
、

七
位
一
〇
点
、
八
位
五
点
の
競
技
得
点
を

与
え
る
。

少
年
男
子

少
年
女
子

少
年
女
子

　

た
だ
し
、
同
順
位
の
場
合
は
、
そ
の
順

位
を
共
有
し
、
次
の
順
位
を
欠
位
と
す
る
。

な
お
、
得
点
は
、
次
の
順
位
の
も
の
を
加

え
当
該
都
道
府
県
で
等
分
す
る
。

㈡　

参
加
得
点

大
会
（
ブ
ロ
ッ
ク
大
会
も
含
む
。）
に
参
加
し
た
都
道

府
県
に
一
〇
点
を
与
え
る
。
た
だ
し
、
ブ
ロ
ッ
ク
大
会
で

本
大
会
の
出
場
権
を
獲
得
し
な
が
ら
、
本
大
会
に
参
加
し
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男女総合・女子総合成績一覧表
［競技名］アーチェリー競技

都道府県名
種別 男女総合成績（天皇杯得点） 女子総合成績（皇后杯得点）

成年
男子

成年
女子

少年
男子

少年
女子

競技得
点合計

参加
得点 合計 順位 競技得

点合計
参加
得点 合計 順位

1 　北海道 25 25 50 10 60 5位 50 10 60 2位
2 　青　森 10 10 10 10
3 　岩　手 30 30 10 40 10 10
4 　宮　城 10 10 10 10
5 　秋　田 10 10 10 10
6 　山　形 10 10 10 10
7 　福　島 15 15 10 25 10 10
8 　茨　城 10 10 10 10
9 　栃　木 10 10 10 10
10　群　馬 30 30 10 40 30 10 40 6位
11　埼　玉 40 40 10 50 7位 10 10
12　千　葉 10 15 25 10 35 15 10 25
13　東　京 10 10 10 10
14　神奈川 25 15 20 20 80 10 90 1位 35 10 45 3位
15　山　梨 10 10 10 10
16　新　潟 10 10 10 10
17　長　野 10 10 10 10
18　富　山 5 30 35 10 45 8位 30 10 40 6位
19　石　川 10 10 10 10
20　福　井 10 10 10 10
21　静　岡 20 20 10 30 10 10
22　愛　知 5 40 10 55 10 65 4位 15 10 25
23　三　重 10 10 10 10
24　岐　阜 10 10 10 10
25　滋　賀 5 5 10 15 10 10
26　京　都 10 10 10 10
27　大　阪 35 15 50 10 60 5位 10 10
28　兵　庫 40 40 80 10 90 1位 80 10 90 1位
29　奈　良 10 10 10 10
30　和歌山 10 10 10 10
31　鳥　取 5 5 10 15 5 10 15
32　島　根 10 10 10 10
33　岡　山 10 10 10 10
34　広　島 35 35 70 10 80 3位 35 10 45 3位
35　山　口 30 30 10 40 10 10
36　香　川 10 10 10 10
37　徳　島 20 20 10 30 20 10 30 8位
38　愛　媛 10 10 10 10
39　高　知 10 10 10 10
40　福　岡 10 10 10 20 10 10
41　佐　賀 10 25 35 10 45 8位 10 10 20
42　長　崎 10 10 10 10
43　熊　本 10 10 10 10
44　大　分 35 35 10 45 8位 35 10 45 3位
45　宮　崎 10 10 10 10
46　鹿児島 10 10 10 10
47　沖　縄 10 10 10 10
　　合　計 180 180 180 180 720 470 1190 360 470 830

な
か
っ
た
場
合
は
与
え
な
い
。

表
彰㈠　

男
女
総
合
成
績
及
び
女
子
総
合
成
績
第
一
位
か
ら
第
八

位
ま
で
の
都
道
府
県
に
、
表
彰
状
を
授
与
す
る
。

㈡　

男
女
総
合
成
績
第
一
位
の
都
道
府
県
に
、
大
会
会
長
ト

ロ
フ
ィ
ー
を
授
与
す
る
。

㈢　

各
種
別
団
体
及
び
各
種
別
個
人
の
第
一
位
か
ら
第
八
位

ま
で
に
賞
状
を
授
与
す
る
。

参
加
上
の
注
意

㈠　

参
加
出
場
者
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
は
、
チ
ー
ム
内
が
単
一

の
も
の
で
上
衣
に
は
都
道
府
県
名
が
明
記
さ
れ
、
下
衣
衣

（
マ
マ
）

は
統
一
さ
れ
た
も
の
で
、（
社
）
全
日
本
ア
ー
チ
ェ
リ
ー

連
盟
服
装
規
定
に
よ
る
。

㈡　

選
手
の
事
情
に
よ
る
得
点
記
録
の
代
理
者
に
お
い
て
も
、

上
記
同
様
の
服
装
に
よ
る
。

㈢　

監
督
は
、
交
付
さ
れ
る
監
督
腕
章
を
当
該
種
別
競
技
中

左
腕
に
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈣　
「
Ａ
・
Ｊ
・
Ａ
・
Ａ
・
Ｆ
タ
ー
ゲ
ッ
ト
バ
ッ
ジ
」
は
、

ク
イ
ー
バ
ー
に
取
り
付
け
て
、
弓
具
検
査
時
の
求
め
に
に

（
マ
マ
）

応
じ
て
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈤　

開
始
式
・
表
彰
式
に
は
、
監
督
・
選
手
と
も
ユ
ニ

フ
ォ
ー
ム
を
着
用
し
必
ず
参
加
す
る
こ
と
。

㈥　

参
加
都
道
府
県
は
、
各
都
道
府
県
旗
を
持
参
す
る
こ
と
。

な
お
、
こ
れ
に
要
す
る
旗
竿
は
一
〇
〇
㎝
×
一
五
〇
㎝
の

旗
に
見
合
っ
た
長
さ
の
も
の
を
開
催
地
に
お
い
て
準
備
す

る
。

㈦　

開
催
地
に
お
い
て
配
宿
す
る
人
員
は
、
原
則
と
し
て
エ

ン
ト
リ
ー
数
の
み
と
す
る
。

（「
第
五
三
回　

国
民
体
育
大
会
秋
季
大
会　

ア
ー
チ
ェ
リ
ー

競
技
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。
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⑨　

総
合
成
績
一
覧
表

男女総合・女子総合成績一覧表
［競技名］アーチェリー競技

都道府県名
種別 男女総合成績（天皇杯得点） 女子総合成績（皇后杯得点）

成年
男子

成年
女子

少年
男子

少年
女子

競技得
点合計

参加
得点 合計 順位 競技得

点合計
参加
得点 合計 順位

1 　北海道 25 25 50 10 60 5位 50 10 60 2位
2 　青　森 10 10 10 10
3 　岩　手 30 30 10 40 10 10
4 　宮　城 10 10 10 10
5 　秋　田 10 10 10 10
6 　山　形 10 10 10 10
7 　福　島 15 15 10 25 10 10
8 　茨　城 10 10 10 10
9 　栃　木 10 10 10 10
10　群　馬 30 30 10 40 30 10 40 6位
11　埼　玉 40 40 10 50 7位 10 10
12　千　葉 10 15 25 10 35 15 10 25
13　東　京 10 10 10 10
14　神奈川 25 15 20 20 80 10 90 1位 35 10 45 3位
15　山　梨 10 10 10 10
16　新　潟 10 10 10 10
17　長　野 10 10 10 10
18　富　山 5 30 35 10 45 8位 30 10 40 6位
19　石　川 10 10 10 10
20　福　井 10 10 10 10
21　静　岡 20 20 10 30 10 10
22　愛　知 5 40 10 55 10 65 4位 15 10 25
23　三　重 10 10 10 10
24　岐　阜 10 10 10 10
25　滋　賀 5 5 10 15 10 10
26　京　都 10 10 10 10
27　大　阪 35 15 50 10 60 5位 10 10
28　兵　庫 40 40 80 10 90 1位 80 10 90 1位
29　奈　良 10 10 10 10
30　和歌山 10 10 10 10
31　鳥　取 5 5 10 15 5 10 15
32　島　根 10 10 10 10
33　岡　山 10 10 10 10
34　広　島 35 35 70 10 80 3位 35 10 45 3位
35　山　口 30 30 10 40 10 10
36　香　川 10 10 10 10
37　徳　島 20 20 10 30 20 10 30 8位
38　愛　媛 10 10 10 10
39　高　知 10 10 10 10
40　福　岡 10 10 10 20 10 10
41　佐　賀 10 25 35 10 45 8位 10 10 20
42　長　崎 10 10 10 10
43　熊　本 10 10 10 10
44　大　分 35 35 10 45 8位 35 10 45 3位
45　宮　崎 10 10 10 10
46　鹿児島 10 10 10 10
47　沖　縄 10 10 10 10
　　合　計 180 180 180 180 720 470 1190 360 470 830

（「
か
な
が
わ
・
ゆ
め
国
体　

第
五
三
回
国
民
体
育
大
会　

湯
河
原
町　

報
告
書
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）
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122　

町
民
大
学
に
参
加
し
て

町
民
大
学
に
参
加
し
て

藤
井
直
子

全
国
の
色
々
な
町
が
そ
れ
ぞ
れ
に
主
催
す
る
文
化
講
座
の
中

で
、
湯
河
原
町
民
大
学
ほ
ど
長
い
歴
史
を
も
つ
講
座
は
な
い
そ

う
で
す
。
湯
河
原
町
は
、
文
化
の
誇
れ
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指

し
、
町
民
大
学
に
は
特
に
力
を
入
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
私
は

今
回
特
別
に
五
月
の
町
民
大
学
を
聴
講
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。五

月
一
五
日
、
土
曜
日
の
午
後
二
時
か
ら
、
東
京
学
芸
大
学

教
授
の
小
澤
紀
美
子
先
生
を
講
師
に
迎
え
、
五
月
の
町
民
大
学

は
開
講
し
ま
し
た
。
今
月
の
講
義
の
題
目
は
「
ひ
と
に
や
さ
し

い
町
づ
く
り
」
で
す
。
私
が
訪
れ
た
時
に
は
、
も
う
一
〇
〇
人

以
上
の
人
が
町
立
図
書
館
三
階
の
会
場
に
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

ほ
と
ん
ど
が
年
配
の
女
性
で
す
が
、
男
性
も
ち
ら
ほ
ら
と
見
か

け
る
よ
う
で
す
。
そ
し
て
、
講
義
の
前
の
ざ
わ
め
き
か
ら
は
、

「
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
お
話
を
聴
か
せ
て
い
た
だ

け
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
期
待
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

町
職
員
の
方
の
挨
拶
と
、
体
を
ほ
ぐ
す
軽
い
運
動
の
後
、
い

よ
い
よ
講
義
が
始
ま
り
ま
し
た
。
住
居
学
や
環
境
工
学
が
専
門

の
小
澤
先
生
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
の
町
づ
く
り
に
は
発
想
の

転
換
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
具
体
的
に
は
、
健
康
な
男

性
の
た
め
の
町
づ
く
り
か
ら
、
子
ど
も
や
女
性
、
お
年
寄
り
や

障
害
者
の
た
め
の
町
づ
く
り
へ
と
変
え
て
ゆ
く
べ
き
な
の
で
す
。

こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
高
齢
化
が
進
む
と
い
う
こ
と
か
ら
、
と
り

わ
け
高
齢
者
に
優
し
い
町
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
現

実
に
は
、
町
づ
く
り
に
住
民
が
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
政

に
発
想
の
転
換
を
迫
っ
て
ゆ
き
、
実
際
に
住
ん
で
い
る
様
々
な

人
に
や
さ
し
い
町
を
つ
く
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

講
義
は
期
待
に
た
が
わ
ぬ
面
白
い
も
の
だ
っ
た
の
で
す
が
、

ど
ん
な
話
で
も
一
時
間
も
続
け
ば
飽
き
て
し
ま
い
ま
す
。
と
こ
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ろ
が
、
私
の
両
親
よ
り
も
年
配
の
受
講
生
た
ち
が
、
疲
れ
も
見

せ
ず
に
先
生
の
話
に
う
な
ず
き
な
が
ら
ノ
ー
ト
を
と
っ
て
い
る

の
で
す
。
先
生
の
話
に
目
を
輝
か
せ
な
が
ら
熱
心
に
聴
き
入
る

そ
の
姿
に
は
、
自
分
の
た
め
に
学
ぶ
楽
し
さ
が
あ
ふ
れ
て
い
る

よ
う
で
、
学
生
の
私
に
と
っ
て
感
動
的
な
光
景
で
し
た
。

講
義
が
ひ
と
と
お
り
終
わ
っ
て
か
ら
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や
ド
イ

ツ
の
街
の
ス
ラ
イ
ド
が
上
映
さ
れ
、
耳
だ
け
で
な
く
目
に
も
楽

し
い
講
義
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
質
問
コ
ー
ナ
ー
が
あ
っ

て
、
町
民
大
学
は
閉
講
し
ま
し
た
。

町
民
大
学
が
長
く
続
い
て
い
る
理
由
は
、
有
名
な
先
生
が
身

近
な
問
題
を
わ
か
り
や
す
く
講
義
す
る
と
い
う
充
実
し
た
内
容

に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
受
講
生
の
講
義

に
対
す
る
熱
意
こ
そ
が
、
三
七
年
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
町
民

大
学
が
続
い
て
き
た
真
の
理
由
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

最
後
に
、
町
民
大
学
は
毎
月
一
回
、
一
年
で
一
二
回
の
シ

リ
ー
ズ
で
す
が
、
一
回
ご
と
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
す
れ
ば
、

若
い
人
に
も
気
軽
に
参
加
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し

た
。

（「
広
報
ゆ
が
わ
ら
」
三
七
八
号
）

原
資
料
は
横
書
き
。
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第
二
節　

地
域
活
動
と
文
化

123　

湯
河
原
青
年
学
級
規
約

湯
河
原
青
年
学
級
規
約

第
一
条　

こ
の
学
級
の
名
称
は
湯
河
原
青
年
学
級
と
す
る
。

第
二
条　

湯
河
原
青
年
学
級
は
原
則
と
し
て
、
毎
週
木
曜
日
夜

二
時
間
、
開
催
す
る
。

第
三
条　

時
間
は
原
則
と
し
て
午
後
七
時
半
か
ら
九
時
半
ま
で

と
し
、
全
員
十
時
迄
帰
宅
出
来
る
よ
う
に
す
る
。

第
四
条　

こ
の
学
級
に
は
次
の
役
員
を
置
く
。

生
徒
会
長　

一
名
・
同
副
会
長　

二
名
・
会
計　

二

名
・
書
記　

二
名
・
出
席
係　

二
名　

レ
ク
係　

男

女
各
二
名
・
連
絡
係
各
地
区
一
名
・
監
査　

二
名

第
五
条　

学
級
生
は
毎
月
五
〇
円
の
会
費
を
納
め
る
。

第
六
条　

学
級
生
に
対
す
る
祝
儀
・
不
祝
儀
は
本
人
の
み
を
対

象
と
し
て
学
級
生
有
志
の
拠
出
と
し
、
学
級
生
経
費

か
ら
は
千
円
と
す
る
。

第
七
条　

年
一
度
以
上
、
機
関
誌
「
あ
ゆ
み
」
を
発
行
す
る
。

第
一
項　

此
の
責
任
者
を
役
員
の
中
か
ら
一
名
選
ん
で
お
く
。

第
二
項　

生
徒
は
必
ず
原
稿
を
責
任
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
八
条　

湯
河
原
青
年
学
級
に
は
学
級
の
他
に
グ
ル
―
プ
活
動

を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
項　

グ
ル
ー
プ
活
動
は
五
人
以
上
の
会
員
が
集
ま
れ
ば

生
徒
会
は
そ
れ
を
グ
ル
ー
プ
活
動
と
し
て
認
め
る
。

第
二
項　

グ
ル
ー
プ
員
は
原
則
と
し
て
会
費
を
納
め
る
。

第
三
項　

グ
ル
ー
プ
の
部
長
・
会
計
・
書
記
そ
の
他
の
役
を

互
選
で
決
め
、
グ
ル
ー
プ
の
部
長
は
役
員
会
に
出

席
す
る
。

第
四
項　

グ
ル
ー
プ
は
一
ケ
月
に
一
回
以
上
の
会
合
を
も
つ
。
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第
五
項　

グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
助
成
金
及
び
そ
の
支
出
方
法

は
生
徒
会
で
決
定
す
る
。

第
六
項　

各
グ
ル
ー
プ
は
生
徒
会
に
於
て
、
行
事
そ
の
他
の

報
告
を
す
る
。

第
七
項　

各
グ
ル
ー
プ
は
年
一
回
発
表
会
を
行
う
。

第
九
条　

学
級
の
終
る
時
に
は
歌
を
唄
つ
て
解
散
す
る
。

第
一
項　

此
の
歌
は
二
ケ
月
毎
に
曲
目
を
変
え
る
。（
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
時
に
変
え
る
）

補
足

こ
れ
等
の
規
約
は
学
級
生
の
同
意
に
よ
り
改
正
出
来

る
。

（「
あ
ゆ
み　

第
四
号　

湯
河
原
青
年
学
級
」
湯
河
原
町
教
育

委
員
会
蔵
）

こ
の
規
約
は
、
一
九
六
四
（
昭
和
三
九
）
年
三
月
二
〇
日
に

発
行
さ
れ
た
青
年
学
級
の
機
関
誌
『
あ
ゆ
み
』
第
四
号
に
掲
載

さ
れ
た
。
戦
前
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
類
す
る
青
年
層
の
組
織

と
し
て
の
若
者
組
や
青
年
団
が
あ
り
、「
宿
」
と
呼
ば
れ
る
宿
所

で
若
者
が
集
団
生
活
・
集
団
行
動
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

124　

湯
河
原
青
年
学
級
と
私

湯
河
原
靑
年
学
級
と
私

青
少
年
育
成
課　

第
二
係
長　

野
村
浜
生

１

無
風
状
態
の
教
壇
生
活
を
離
れ
て
、
県
の
社
会
教
育
課
へ

入
っ
た
の
は
、
も
う
五
年
も
昔
の
こ
と
。
俗
な
言
い
方
だ
が
、

ハ
ン
カ
チ
を
雑
巾
に
持
ち
か
え
る
気
持
で
、
私
は
、
青
年
団
や

青
年
学
級
の
仕
亊
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
。
―
―
そ
れ
は
、
安

保
斗

（
闘
）爭

の
は
げ
し
い
年
で
あ
っ
た
。
須
青
協
（
横
須
賀
）
が
、

市
中
デ
モ
に
参
加
し
た
と
い
う
情
報
を
小
耳
に
は
さ
み
な
が
ら
、

私
は
、
厚
木
の
公
民
館
へ
出
向
い
た
。
折
か
ら
、
県
青
協
の
定

期
大
会
が
、
騒
然
と
し
た
雰
囲
気
の
な
か
で
開
か
れ
て
い
た
。

そ
も
そ
も
、
青
年
団
に
接
す
る
、
私
の
最
初
の
体
験
が
、
そ
れ
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で
あ
っ
た
。
砂
を
噛
む
よ
う
な
味
気
な
さ
で
あ
っ
た
。

２

そ
の
年
の
冬
で
あ
っ
た
と
思
う
。
私
は
、
な
に
か
の
機
会
に

湯
ヶ

（
マ
マ
）原

の
青
年
、
Ｆ
君
や
Ｋ
君
を
知
っ
た
。
そ
し
て
、
ま
も
な

く
、
両
君
ら
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
、
け
ん
め
い
に
育
て
て
い

る
、
湯
ヶ

（
マ
マ
）原

青
年
学
級
を
知
っ
た
。
―
―
孤
独
感
の
解
消
と
か
、

場
生
活
へ
の
自
信
と
か
を
口
に
す
る
ま
で
も
な
く
、
こ
の
学

級
の
根
底
に
は
、
は
た
ら
く
青
年
の
生
活
の
き
び
し
さ
を
い
た

わ
り
あ
う
精
神
が
流
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
冬
の
泉
の
よ
う

な
き
び
し
さ
と
、
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
味
わ
い
が
あ
っ
た
。
だ
か

ら
、
こ
の
青
年
た
ち
の
話
を
聴
い
て
い
る
だ
け
で
楽
し
か
っ
た
。

靑
年
団
と
の
最
初
の
出
会
い
で
、
容
易
な
ら
ぬ
も
の
を
感
じ
た

私
の
脳
裏
に
、
そ
れ
は
対
照
的
に
、
あ
ざ
や
か
に
、
こ
の
学
級

の
イ
メ
ー
ジ
が
、
離
れ
が
た
い
も
の
に
な
っ
た
。
私
に
は
、
ひ

と
つ
の
救
い
で
あ
っ
た
。　

３

「
青
年
の
自
主
性
に
よ
っ
て
、
支
え
ら
れ
て
い
る
青
年
学
級
」

と
い
う
の
が
、
こ
の
学
級
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
っ
た
。

ゆ
う
か
り
会
以
来
の
、
こ
の
学
級
の
先
輩
た
ち
が
、
苦
労
し
て

築
き
上
げ
た
伝
統
で
あ
っ
た
。
あ
る
と
き
は
、
県
の
実
験
靑
年

学
級
と
し
て
の
課
題
に
と
り
く
み
、
あ
る
と
き
は
、
国
内
研
修

や
全
国
学
級
生
大
会
等
に
、
代
表
を
派
遣
し
た
り
し
て
、
リ
ー

ダ
ー
の
養
成
に
意
欲
を
示
し
た
。

そ
し
て
、
五
年
の
才

（
マ
マ
）月

を
経
て
、
い
ま
、
こ
の
学
級
は
、
ひ

と
つ
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。
リ
ー
ダ
ー
の
交
替
、
メ
ン

バ
ー
の
大
巾
な
入
れ
替
え
、
学
習
に
対
す
る
要
求
の
多
様
化
等
、

い
ろ
い
ろ
と
要
因
は
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
私
は
心
配
し
て
い
な

い
。
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
飛
躍
の
た
め
の
要
素
で
あ
る
し
、

ま
た
、
な
に
よ
り
も
、
湯
ヶ

（
マ
マ
）原

青
年
学
級
の
青
年
の
伝
統
が
、

い
ま
も
な
お
、
生
き
て
い
る
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。

（「
あ
ゆ
み　

第
五
号　

湯
河
原
青
年
学
級
」
湯
河
原
町
教
育

委
員
会
蔵
）
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『
あ
ゆ
み
』
第
五
号
は
一
九
六
五
（
昭
和
四
〇
）
年
に
発
行
さ

れ
た
。
六
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
継
続
し
て
い
る
湯
河
原
町
民

大
学
を
支
え
て
い
る
母
体
の
一
つ
が
湯
河
原
青
年
学
級
で
あ
る
。

執
筆
者
の
野
村
浜
生
氏
は
、
後
に
神
奈
川
県
立
厚
木
高
等
学
校

の
校
長
に
就
任
し
た
。

125　
〝
か
な
が
わ
の
民
俗
芸
能
五
〇
選
”
に
選
定
さ
れ
た
鹿
島

踊
り

①　

選
定
要
領

〝
か
な
が
わ
の
民
俗
芸
能
五
〇
選
〟
選
定
要
領

（
目
的
）

第
一　

こ
の
事
業
は
本
県
の
各
地
に
伝
わ
る
民
俗
芸
能
の
中
か

ら
〝
か
な
が
わ
の
民
俗
芸
能
五
〇
選
〟
を
選
定
し
、
こ
れ
ら

を
通
し
て
本
県
の
民
俗
芸
能
を
広
く
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
り
、

民
族
芸
能
の
振
興
に
寄
与
し
、
郷
土
愛
と
県
民
意
識
の
高
揚

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
選
定
委
員
会
）

第
二　
〝
か
な
が
わ
の
民
俗
芸
能
五
〇
選
〟
を
選
定
す
る
た
め

に
選
定
委
員
会
を
設
け
る
。

２　

選
定
委
員
会
の
亊
務
局
は
、
神
奈
川
県
教
育
庁
社
会
教

育
部
文
化
財
保
護
課
に
お
く
。

（
選
定
の
手
続
）

第
三　

神
奈
川
県
教
育
委
員
会
は
、
広
く
県
民
、
市
町
村
お
よ

び
関
係
団
体
等
か
ら
、
本
県
の
各
地
に
伝
わ
る
民
俗
芸
能
を

〝
か
な
が
わ
の
民
俗
芸
能
五
〇
選
〟
の
候
補
と
し
て
推
せ
ん

を
受
け
る
。

２　

神
奈
川
県
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
推
せ
ん
を
受
け
た

民
俗
芸
能
に
、
関
係
資
料
等
を
附
し
て
選
定
委
員
会
に
送
付

し
、〝
か
な
が
わ
の
民
俗
芸
能
五
〇
選
〟
の
選
定
を
依
頼
す
る
。

（
公
表
と
紹
介
）

第
四　

神
奈
川
県
教
育
委
員
会
は
、
選
定
委
員
会
で
選
定
さ
れ
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た
〝
か
な
が
わ
の
民
俗
芸
能
五
〇
選
〟
を
公
表
す
る
と
と
も

に
、
こ
れ
ら
を
通
し
て
本
県
の
民
俗
芸
能
を
広
く
県
内
外
に

紹
介
す
る
。

附　

則

こ
の
要
領
は
、
昭
和
五
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

②　

募
集
要
領

〝
か
な
が
わ
の
民
俗
芸
能
五
〇
選
〟
募
集
要
領

一
、
対
象　

郷
土
に
定
着
し
継
承
さ
れ
て
き
た
民
俗
芸
能
で
、
現
在
、

地
域
社
会
の
人
た
ち
に
よ
つ
て
演
じ
ら
れ
親
し
ま
れ
て
い
る

も
の
。

た
と
え
ば
、
庶
民
の
歌
や
踊
、
神
楽
、
獅
子
舞
、
祭
、
能

や
歌
舞
伎
、
人
形
芝
居
な
ど
。

二
、
応
募
方
法

㈠　

は
が
き
に
次
の
こ
と
を
書
い
て
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

㊀　

芸
能
の
な
ま
え

㊁　

芸
能
の
所
在
地

㊂　

推
せ
ん
者
の
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
職
業
、
電
話
番

号
㊃　

そ
の
他
参
考
に
な
る
こ
と

㈡　

送
り
先

横
浜
市
中
区
日
本
大
通
三
三

神
奈
川
県
教
育
庁
文
化
財
保
護
課

　
　
　

電
話
（
省
略
）

㈢　

締
切
日

昭
和
五
二
年
八
月
三
一
日

③　

結
果
通
知

昭
和
五
二
年
一
〇
月
二
二
日
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湯
河
原
町

教
育
委
員
会
教
育
長　

殿

神
奈
川
県
教
育
委
員
会



教
育
長　

八
木
敏
行　

印

〝
か
な
が
わ
の
民
俗
芸
能
五
〇
選
〟
の
選
定
に
つ
い
て

実
り
の
秋
を
迎
え
、
ま
す
ま
す
御
清
栄
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

こ
の
た
び
は
〝
か
な
が
わ
の
民
俗
芸
能
五
〇
選
〟
の
選
定
に

あ
た
り
、
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
御
協
力
を
い
た
だ
き
、
ま
こ
と
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

お
か
げ
さ
ま
で
昭
和
五
二
年
九
月
二
九
日
開
催
の
選
定
委
員

会
に
お
い
て
、
別
添
一
覧
表
の
と
お
り
決
定
を
見
ま
し
た
の
で
、

お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
と
と
も
に
、
御
協
力
に
対
し
、
改
め
て

お
礼
申
上
げ
ま
す
。

か
な
が
わ
の
民
俗
芸
能
五
〇
選

名　
　
　

称

所　
　
　

在

（
祈
年
）

一
～
四
（
省
略
）

（
夏
祭
）

五
～
九
（
省
略
）

一
〇

根
府
川
・
吉
浜
の
鹿
島
踊

小
田
原
市
根
府
川

足
柄
下
郡
湯
河
原
町
吉
浜

一
一
～

五
〇

（
省
略
）

（「
文
化
財　

五
〇
年
～
永
久
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

選
定
委
員
に
は
、
永
田
衡
吉
氏
ら
県
・
市
文
化
財
保
護

委
員
や
作
家
、
新
聞
・
報
道
関
係
者
二
〇
名
が
選
ば
れ
た
。

一
〇
月
二
二
日
付
の
文
書
で
結
果
発
表
が
あ
り
、
夏
祭
の

部
門
で
根
府
川
・
吉
浜
の
鹿
島
踊
が
選
定
さ
れ
た
。
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126　

故
黒
沢
与
作
俳
句
碑
建
設
に
関
す
る
願
書

故
黒
沢
与
作
俳
句
碑
建
設
に
関
す
る
願

「

俳
人
黒
沢
与
作
、
本
名
ヲ
好
文
ト
称
シ
、
明
治
廿
八
年
十
二

月
十
日
、
水
戸
藩
浪
士
黒
沢
忠
三
郎
ノ
正
孫
ト
シ
テ
、
東
京

下
谷
三
丁
目
富
豪
福
島
屋
ニ
生
レ
、
緣
ア
リ
テ
湯
河
原
町
ニ

永
住
ス
。

夙
ニ
、
早
稲
田
実
業
専
問

（
マ
マ
）学

校
（
早
稲
田
大
学
前
身
）
ニ
学

ビ
、
ソ
ノ
文
才
ヲ
俳
句
ニ
傾
注
シ
、
大
須
賀
乙
字
系
結
社
季

節
ノ
同
人
ト
ナ
ル
。
ソ
ノ
句
性
ノ
洒
落
ニ
シ
テ
、
句
格
ノ
優

雅
ナ
ル
コ
ト
広
ク
俳
句
界
ニ
雄
名
ヲ
馳
ス
。
又
、
湯
河
原
町

ニ
俳
句
協
会
ア
リ
テ
町
内
各
派
俳
句
作
家
ノ
融
合
且
ツ
文
化

昂
揚
ノ
実
ア
リ
、
椿
祭
全
國
俳
句
大
會
ア
リ
テ
当
町
観
光
ノ

一
翼
ヲ
担
フ
ア
ル
ハ
、
皆
コ
レ
氏
ノ
創
意
努
力
ヨ
リ
発
ス
。

惜
シ
ム
ベ
シ
、
昭
和
五
十
四
年
三
月
廿
六
日
、
病
痾
ノ
侵
ス

ト
コ
ロ
ト
ナ
リ
、
此
ノ
地
ニ
終
焉
ス
。
享
年
八
十
三
才
。

今
年
ソ
ノ
三

ノ
忌
ニ
遭
ヒ
、
町
内
俳
友
並
ニ
門
弟
等
、
発

起
シ
テ
句
碑
ノ
建
立
ヲ
念
ジ
、
ソ
ノ
面
影
ヲ
後
人
ニ
遺
サ
ン

コ
ト
ヲ
企
テ
シ
ト
コ
ロ
、
澎
湃
ト
シ
テ
町
内
外
各
位
ノ
賛
同

ヲ
淂
シ
コ
ト
洵
ニ
感
ニ
堪
エ
ズ
」

以
上
の
よ
う
に
故
黒
沢
与
作
氏
の
句
碑
建
立
に
関
す
る
経
緯
を

略
述
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
未
だ
そ
の
適
地
を
得
ら
れ
ま
せ
ん

こ
と
は
残
念
の
至
り
で
あ
り
ま
す
。
私
共
思
う
に
、
若
し
、
氏

が
生
前
に
こ
よ
な
く
愛
し
た
萬
葉
公
園
内
万
葉
亭
の
庭
内
に
そ

の
場
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
以
上
の
適
地
は
な
く
、
故
人

の
喜
び
は
勿
論
で
す
が
、
將
来
本
町
観
光
面
に
も
寄
与
す
る
大

な
る
こ
と
あ
り
て
も
小
な
る
こ
と
な
き
こ
と
を
信
じ
ま
す
。

何
卒
町
御
当
局
の
温
き
御
理
解
を
賜
り
、
御
許
可
を
得
度
く
、

此
の
度
、
別
紙
要
領
を
相
副
え
、
謹
ん
で
御
願
ひ
申
し
上
げ
る

次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

昭
和
五
拾
六
年
壱
月
十
五
日

発
起
人　
　

力
石
郷
水
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仝　
　
　
　

北
浦　

馨

仝　
　
　
　

栁
田
栄
三
郎

仝　
　
　
　

近
藤
い
さ
む

仝　
　
　
　

朝
妻
波
留
夫

仝　
　
　
　

杉
山
豊
女

仝　
　
　
　

熊
沢
光
芳


（
文
書
作
製
責
任
者
）

湯
河
原
町
々
長

　
　

杉
山　

実　

殿

句
碑
建
設
要
領

一
、
完
成
年
月
日　
　

昭
和
五
十
六
年
二
月
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　

椿
祭
俳
句
大
会
当
日
除
幕
予
定

二
、
形
式

イ　

高
さ　

約
一
米
内　

横　

約
一
米
内

ロ　

石
材　

真
鶴
石
（
自
然
石
）

ハ　

刻
句

　
　
　
　

 

「
芋い

も

掘ほ

つ
て
き
て
滿ま

ん

月げ
つ

を
野
に
の
こ
す
」

備
考
＝

こ
の
句
は
、
㐂
壽
の
祝
の
折
の
句
で
、
故
人

自
悦
の
も
の
。
芋い

も

は
山
芋
、
自
然
薯
。

三
、
場
所第

一
予
定
地　

A

略
図

第
二
予
定
地　

B

（A）

（観光会館）

（B）

岩

藤
棚 万

葉
亭

岩
石

石
段
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四
、
完
成
後
の
姿
態
（
想
像
図
）

イ　

第
一
予
定
地
の
場
合　
　



ロ　

モ
デ
ル
寫
真

五
、
完
成
後
の
庭
園
想
像
ス
ケ
ッ
チ
（
現
状
よ
り
）

（「
昭
和
五
六
年　

陳
情
書
・
要
望
書
綴
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）
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黒
沢
与
作
は
新
傾
向
俳
句
を
提
唱
し
た
大
須
賀
乙
字
ら
が
結

成
し
た
「
季
節
」
の
同
人
で
、
軽
妙
洒
脱
・
優
雅
な
傾
向
の
俳

句
を
得
意
と
し
た
。
湯
河
原
町
俳
句
協
会
の
設
立
や
椿
祭
俳
句

大
会
の
推
進
な
ど
に
尽
力
し
た
。
句
碑
の
除
幕
式
は
一
九
八
一

（
昭
和
五
六
）
年
三
月
五
日
に
行
わ
れ
た
。

127　

生
涯
学
習
意
識
調
査
の
結
果

特
集豊

か
な
自
然
と
豊
か
な
学
び
が

織
り
な
す
文
化
の
町
「
湯
河
原
」
を



―
生
涯
学
習
意
識
調
査
の
結
果
―

昨
年
７
月
に
実
施
し
た
生
涯
学
習
に
つ
い
て
の
住
民
意
識
調

査
の
結
果
が
で
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
恵
ま
れ
た
自
然
を
大
切

に
し
な
が
ら
暮
ら
し
の
場
で
豊
か
な
交
流
を
通
じ
て
の
学
び
を

求
め
る
声
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
生
涯
学
習
に
対
す
る
強
い
期

待
は
、
そ
の
ま
ま
湯
河
原
町
に
対
す
る
愛
着
と
も
い
え
ま
し
ょ

う
。
調
査
結
果
の
中
か
ら
い
く
つ
か
特
徴
の
あ
る
点
を
紹
介
し

ま
す
。
ま
た
、
結
果
の
詳
細
と
そ
の
分
析
に
つ
い
て
の
報
告
書

は
、
現
在
作
成
中
で
す
。

私
た
ち
の
町
は

自
然
に
対
す
る
圧
倒
的
な
支
持

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
ま
ず
最
初
に
、
町
民
の
皆
さ
ん
が
湯
河
原

町
に
つ
い
て
ど
う
感
じ
て
い
る
か
、
ど
ん
な
こ
と
を
大
切
に
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
か
を
質
問
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

図
１
の
と
お
り
圧
倒
的
な
支
持
が
あ
っ
た
の
は
、「
自
然
」
で

し
た
。「
山
、
川
、
海
な
ど
の
自
然
に
恵
ま
れ
て
い
る
」
と
思
っ

て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
い
に
は
、
実
に
98
％
の
人
が

「
ま
っ
た
く
そ
う
思
う
」
あ
る
い
は
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ

う
思
う
」
と
答
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
湯
河
原
町
を
今
後
豊

か
に
発
展
さ
せ
る
た
め
に
大
切
に
し
て
い
き
た
い
も
の
」
を
９

つ
の
選
択
肢
の
中
か
ら
３
位
ま
で
答
え
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
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←否定的－ ＋肯定的→

町内の交通の便がよい

東京や横浜などの大都市に近くて便利だ

町内に就職先が豊富にある

町の中での買物が便利である

気軽に近所づきあいができる

文化の香り豊かな町である

農水産物が豊かである

病院など医療施設が充実している

町の顔は温泉である

昔から多くの有名人に愛されてきた

子どもを育てる教育環境に恵まれている

町全体に活力がある

福祉が充実している

伝統的な文化を受け継いでいる

山川海などの自然に恵まれている

周囲の町に比べて個性ゆたかな町である

（図 1）湯河原町をどう感じているか性
別
・
年
齢
を
問
わ
ず
第
１
位
に
「
山
、
川
、
海
な
ど
自
然
と

観
光
と
を
調
和
さ
せ
た
い
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
第
１

位
か
ら
第
３
位
ま
で
の
上
位
３
つ
の
答
え
は
表
1
の
と
お
り
で

す
。
こ
こ
か
ら
、
地
域
の
中
で
の
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に

し
、
若
者
も
高
齢
者
も
い
き
い
き
と
活
躍
で
き
る
自
然
豊
か
な

町
、
そ
ん
な
湯
河
原
を
望
ん
で
い
る
町
民
の
希
望
が
読
み
と
れ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

表
１　

湯
河
原
を
今
後
豊
か
に
発
展
さ
せ
る
た
め
に
大
切
に
し
て
い
き

た
い
も
の

一
位
に
答
え
た
も
の

二
位
に
答
え
た
も
の

三
位
に
答
え
た
も
の

自
然
と
観
光
の
調
和

（
五
七
・
六
％
）

果
樹
園
や
森
林
な
ど

の
緑（

二
二
・
六
％
）

職
場
・
地
域
で
の
高

齢
者
の
活
躍

（
二
四
・
九
％
）

果
樹
園
や
森
林
な
ど

の
緑（

一
〇
・
六
％
）

地
域
で
の
人
間
的
な

つ
な
が
り

（
一
五
・
五
％
）

若
者
の
根
づ
く
新
し

い
文
化

（
一
五
・
一
％
）

若
者
の
根
づ
く
新
し

い
文
化

（
八
・
四
％
）

若
者
の
根
づ
く
新
し

い
文
化

（
一
四
・
一
％
）

地
域
で
の
人
間
的
な

つ
な
が
り

（
一
一
・
五
％
）

「
町
内
に
就
職
先
が
豊
富
」

「
町
に
活
力
が
あ
る
」
に
は
否
定
的

こ
の
他
に
、
町
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
比
較
的
支
持
が
高

か
っ
た
の
が
「
町
の
顔
は
温
泉
で
あ
る
」「
昔
か
ら
有
名
人
に

愛
さ
れ
て
き
た
町
」「
大
都
市
に
近
く
て
便
利
」「
気
軽
に
近
所

づ
き
あ
い
が
で
き
る
」
で
し
た
。
反
対
に
否
定
的
な
回
答
が
多
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か
っ
た
の
は
「
町
内
に
就
職
先
が
豊
富
」「
町
全
体
に
活
力
が

あ
る
」
で
、「
福
祉
が
充
実
」「
周
囲
の
町
に
比
べ
個
性
豊
か
」

も
、
や
や
否
定
的
な
答
え
が
多
い
よ
う
で
す
。

今
、
学
び
は

年
代
と
性
別
で
異
な
る
学
習
内
容

次
に
、
ふ
だ
ん
し
て
い
る
学
習
や
活
動
に
つ
い
て
質
問
し
た

と
こ
ろ
、
約
半
数
の
人
が
何
ら
か
の
学
習
活
動
を
し
て
い
る
と

答
え
て
い
ま
す
。
図
２
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
内
容
は
年

代
や
性
別
に
よ
っ
て
違
い
が
み
ら
れ
ま
す
。

「
趣
味
や
楽
し
み
の
た
め
」

現
在
「
学
習
や
活
動
を
し
て
い
る
」
と
答
え
た
人
の
６
割
以

上
が
、
動
機
と
し
て
「
趣
味
や
楽
し
み
の
た
め
」
を
あ
げ
て
い

ま
し
た
。
年
代
、
性
別
に
か
か
わ
ら
ず
第
１
位
で
す
。
２
位
以

下
は
年
代
に
よ
っ
て
違
っ
て
き
ま
す
。
若
い
人
ほ
ど
「
仕
事
に

役
立
て
た
い
」「
資
格
を
」
と
い
っ
た
動
機
が
強
く
、
50
歳
以

上
で
は
「
人
と
の
つ
き

あ
い
」
を
よ
り
強
く
求

め
て
い
る
よ
う
で
す
。

「
健
康･

体
力
作
り
」

を
あ
げ
て
い
る
人
が
多

い
の
は
60
歳
代
で
す
。

ま
た
、「
社
会
や
地
域

に
貢
献
し
た
い
」
と
い

う
動
機
が
40
歳
代
の
中

に
16
％
あ
り
、
他
の
年

代
よ
り
も
高
く
な
っ
て

い
ま
す
。

情
報
源
は
「
近
所
の

人
や
知
人
」

６
割
近
く
の
人
が
、

学
習
の
き
っ
か
け
を
い

スポーツ・レクリエーション
趣味・教養
健康
家庭生活・育児・教育
語学・コンピュータ・職業上の知識
地域活動・社会問題・ボランティア
その他

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳以上

0 25 50 75 100％

（図 2）学習や活動の内容
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（表 2）現在の学習方法や希望する学習方法

＜現在の学習方法＞ 順位 ＜希望する学習方法＞
「本、テレビ、ラジオなど」 1 「町や県の行う講座や教室」
「自宅で趣味として」 2 「公立のスポーツ施設や図書館」
「グループ・サークル活動」 3 「グループ・サークル活動」
「町や県の行う講座や教室」 4 「自宅で趣味として」
「公立のスポーツ施設や図書館」 5 「民間のカルチャーセンターなど」
「民間のカルチャーセンターなど」 6 「本、テレビ、ラジオなど」

わ
ゆ
る
ク
チ
コ
ミ
情
報
で
得
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
次
ぐ
き
っ
か
け
は
「
広
報
ゆ
が
わ
ら
や
お
知
ら
せ
」
の

26
％
で
す
。
活
字
離
れ
と
い
わ
れ
る
中
、
広
報
が
情
報
源
と
し

て
奮
闘
し
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
男
性
の
情
報

源
の
第
２
位
は
「
本
・
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
」
で
し
た
。

「
自
宅
で
は
本
や
テ
レ
ビ
」
か
ら

「
公
的
な
施
設
で
の
教
室
や
講
座
」
へ

現
在
の
学
習･

活
動
の
方
法
と
場
所
に
つ
い
て
は
、「
自
宅

で
本
や
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
を
利
用
し
て
い
る
」
と
答
え
た
人
が

４
割
以
上
い
ま
し
た
。
男
性
の
中
で
見
る
と
半
数
を
超
え
て
い

ま
す
。
そ
れ
に
続
い
て
多
い
の
は
、「
図
書
館
」
の
24
％
で
す
。

以
下
、
男
性
は
ス
ポ
ー
ツ
施
設
、
女
性
は
地
域
の
会
館
と
続
き

ま
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
今
後
の
希
望
す
る
学
習
方
法
と
重

ね
て
み
る
と
興
味
深
い
結
果
が
得
ら
れ
ま
す
。
表
２
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。
国
の
調
査
な
ど
で
、「
こ
れ
か
ら
の
学
習
は
個
人
志

向
型
」
と
い
う
結
果
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
湯
河
原
町
に

関
し
て
見
る
限
り
、
現
状
で

は
一
人
自
宅
で
と
い
う
こ

と
が
多
く
見
ら
れ
て
も
、
実

は
公
的
な
機
関
を
利
用
し

て
の
学
び
を
求
め
て
い
る

と
い
え
ま
し
ょ
う
。

「
時
聞
が
な
く
て
…
」

学
習
し
て
い
な
い
人
の

約
半
数
が
あ
げ
て
い
る
「
何

も
し
て
い
な
い
」
理
由
の
第

１
位
で
す
。
そ
の
中
身
を
詳

し
く
見
て
み
る
と
、
自
営
業

や
会
社
員
・
公
務
員
で
は

65
％
以
上
に
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ

れ
に
対
し
て
主
婦
（
夫
）
の
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場
合
は
16
％
と
低
く
な
り
、
代
わ
っ
て
「
子
ど
も
や
親
の
世
話

の
た
め
」
が
約
３
割
で
理
由
の
第
１
位
で
す
。
年
代
で
は
、
70

歳
以
上
の
人
の
31
％
が
「
健
康
や
体
力
に
不
安
が
あ
っ
て
活
動

に
参
加
で
き
な
い
」
と
答
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に

対
し
て
、
き
め
細
か
く
活
動
で
き
る
よ
う
な
配
慮
を
し
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
が
町
に
望
む
こ
と

40
～
60
代
男
性
「
町
の
計
画
・
企
画
づ
く
り
へ
の
参
加
を
」

（
図
３
）

40
歳
か
ら
60
歳
代
ま
で
の
男
性
の
約
半
数
が
「
町
民
が
町
の

計
画
・
企
画
づ
く
り
に
参
加
で
き
る
よ
う
、
町
に
力
を
入
れ
て

も
ら
い
た
い
」
と
い
う
希
望
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。
と
り
わ
け
農
林
漁
業
や
観
光
サ
ー
ビ
ス
業
、
自
営
業
な

ど
町
の
中
で
仕
事
を
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
切
実
な
よ
う
で

す
。

そ
の
他
、
町
に

力
を
入
れ
て
ほ
し

い
こ
と
と
し
て
、

時
間
や
方
法
、
そ

れ
に
高
齢
者
や
障

害
者
の
こ
と
も
考

え
た
施
設
の
工
夫

が
あ
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
年
代

ご
と
に
希
望
が

違
っ
て
く
る
の
が

特
徴
で
す
。

子どもたちの団体活動を援助する
保育室など子どもを連れた親が利用しやすい
施設の利用時間・方法などを工夫
高齢者や障害を持った人
グループ・サークルのリーダー養成
指導・助言をしてくれる職員や窓口
情報の提供や広報
町の計画・企画づくりに参加

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳以上

0 25 50 75 100％

（図 3）町に力を入れてほしいこと
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近
隣
町
と
施
設
相
互
利
用

若
者
の
集
ま
れ
る
場

音
楽
・
芸
術
ホ
ー
ル

野
外
活
動
施
設

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
増
設

美
術
館

博
物
館

身
近
な
読
書
施
設

身
近
な
施
設

大
型
総
合
施
設

公
園
や
広
場

60

男性
女性

53.5

39.4 41.0

31.9
37.1

30.8

22.3 19.1

28.3

47.7 49.2

27.7

27.2 29.9
24.8 25.4 26.2

17.9
21.1 21.0

9.3

16.2

40

20

  0

▲

▲ ▲

▲

▲

▲ ▲
▲

▲
▲

▲

▲

（図 4）作ってほしいと思う場（男女別割合）

女
性
の
中
に
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
え
る
よ
う
に
な
り
た

い
」
と
い
う
声
も

数
は
そ
れ
程

（
マ
マ
）ほ

ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
女
性
の
中
に
「
初

心
者
向
け
の
パ
ソ
コ
ン
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
教
室
を
開
い
て
欲

し
い
」
と
い
う
要
望
が
あ
り
、
男
性
の
希
望
者
数
を
上
回
っ
て

い
ま
す
。
20
歳
代
だ
け
で
な
く
、
40
歳
か
ら
60
歳
代
に
も
希
望

者
が
平
均
し
て
お
り
、
70
歳
以
上
の
人
の
中
に
も
興
味
を
示
し

て
い
る
人
が
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
環
境
問
題
な
ど
身
の
回
り
の
生
活
の
問
題
に
対
す
る

興
味
関
心
は
、
性
別
年
齢
を
問
わ
ず
高
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

湯
河
原
の
自
然
と
と
も
に

図
４
の
と
お
り
「
散
歩
を
し
た
り
子
ど
も
づ
れ
で
遊
べ
る
よ

う
な
公
園
や
広
場
」、「
キ
ャ
ン
プ
場
な
ど
野
外
活
動
の
で
き
る

施
設
」
を
作
っ
て
欲
し
い
、
と
い
う
希
望
を
３
人
に
１
人
は

持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
特
に
、
公
園
や
広
場
に

つ
い
て
は
、
男
女
を
問
わ
ず
強
い
希
望
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
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ス
ポ
ー
ツ
施
設
を
も
っ
と
作
っ
て
欲
し
い
と
い
う
声
も
聞
か
れ

ま
し
た
。
家
の
外
へ
出
て
行
っ
て
自
然
と
親
し
ん
だ
り
、
体
を

動
か
し
た
り
し
て
過
ご
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
よ
う

で
す
。
湯
河
原
町
の
今
の
恵
ま
れ
た
自
然
を
残
し
た
い
と
願
い

な
が
ら
、
自
分
自
身
の
体
で
も
、
そ
の
自
然
や
空
気
と
接
し
て

い
た
い
と
感
じ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
年
齢
が
高
く
な
る
に
つ
れ
て
、
グ
ル
ー
プ
活
動
に
利

用
で
き
る
施
設
や
身
近
な
所
に
あ
る
読
書
施
設
、
そ
れ
に
美
術

館
を
求
め
る
声
が
多
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
仲
間
ど
う
し
で
自

由
に
活
動
し
た
り
気
軽
に
足
を
運
べ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
身
近

で
親
し
み
の
あ
る
施
設
を
希
望
し
て
い
る
の
で
す
。

※　

こ
の
報
告
記
事
は
本
町
の
生
涯
学
習
推
進
計
画
を
研
究
委

託
し
て
お
り
ま
す
、
小
川
剛
先
生
を
中
心
と
し
た
、
お
茶
の

水
女
子
大
学
研
究
グ
ル
ー
プ
で
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

（
後
略
）



（
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
）

（「
広
報
ゆ
が
わ
ら
」
三
八
九
号
）

原
資
料
の
表
1
は
横
書
き
だ
が
、
縦
書
き
に
変
え
た
。

128　

防
災
に
小
さ
な
味
方
が
誕
生

防
災
に
小
さ
な
味
方
が
誕
生

湯
河
原
で
少
年
少
女
消
防
ク
ラ
ブ
発
足
式

児
童
、
生
徒
45
人
が
参
加

　

湯
河
原
町
消
防
本
部
（
秋
山
榮
作
消
防
長
、
同
町
土
肥
）
は

15
日
、
同
町
民
体
育
館
で
、
町
少
年
少
女
消
防
ク
ラ
ブ
の
発
足

式
を
開
い
た
。
同
ク
ラ
ブ
発
足
は
、
県
内
市
町
村
で
は
２
例
目
。

小
中
学
生
45
人
（
男
子
17
人
、
女
子
28
人
）
が
メ
ン
バ
ー
に
任

命
さ
れ
、
町
の
防
災
に
心
強
い
味
方
が
誕
生
し
た
。

同
ク
ラ
ブ
は
次
代
の
地
域
防
災
の
人
材
、
学
校
で
の
防
災

リ
ー
ダ
ー
育
成
な
ど
を
目
的
に
し
た
組
織
。
湯
河
原
町
の
対
象

者
は
、
町
内
在
住
か
在
学
の
小
学
５
年
生
か
ら
中
学
３
年
生
。
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リ
ー
ダ
ー
は
湯
河
原
中
３
年
の
小
松
愛
里
さ
ん
（
14
）、
サ
ブ

リ
ー
ダ
ー
は
同
２
年
の
佐
々
木
月
さ
ん
（
13
）。

町
消
防
が
参
加
を
呼
び
か
け
、
45
人
が
応
募
。
内
訳
は
湯
河

原
中
６
人
（
男
子
２
人
、
女
子
４
人
）、
湯
河
原
小
26
人
（
同

12
人
、
同
14
人
）、
吉
浜
小
７
人
（
同
２
人
、
同
５
人
）、
東
台

福
浦
小
６
人
（
同
１
人
、
同
５
人
）。

発
足
式
に
は
同
ク
ラ
ブ
メ
ン
バ
ー
と
保
護
者
、
秋
山
消
防
長

や
興
津
恒
夫
町
消
防
団
長
ら
消
防
関
係
者
、
冨
田
幸
宏
町
長
、

高
橋
延
幸
議
長
ら
町
議
、
学
校
関
係
者
ら
約
80
人
が
出
席
。

あ
い
さ
つ
で
冨
田
幸
宏
町
長
は
、「
多
く
の
子
供
た
ち
が
入

団
し
て
く
れ
た
こ
と
は
本
当
に
う
れ
し
い
。
参
加
者
の
意
識
も

高
く
、
心
強
く
思
う
」
と
語
っ
た
。

「
学
校
、
学
年
が
違
う
皆
さ
ん
が
集
ま
っ
て
い
る
。
ク
ラ
ブ

を
通
し
、
仲
間
を
つ
く
る
機
会
に
も
し
て
ほ
し
い
。
湯
河
原
に

元
気
を
与
え
、
地
域
防
災
意
識
を
高
め
て
く
だ
さ
い
」
と
も
話

し
た
。

入
団
証
書
授
与
で
は
子
供
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
名
前
が
呼
び

上
げ
ら
れ
、
小
松
さ
ん
、
佐
々
木
さ
ん
が
代
表
と
し
て
秋
山
消

防
長
か
ら
受
け
取
っ
た
。

小
松
さ
ん
は
「
防
火
、
防
災
を
学
び
、
地
域
や
学
校
の
防
災

リ
ー
ダ
ー
と
な
り
、
湯
河
原
町
の
安
全
・
安
心
の
ま
ち
づ
く
り

を
目
指
す
こ
と
を
誓
い
ま
す
」
と
力
強
く
宣
誓
。
秋
山
消
防
長

は
、「
自
助
の
能
力
と
共
助
の
心
を
持
て
る
人
材
を
育
て
て
い

き
た
い
」
と
決
意
を
述
べ
た
。

ま
た
、
小
松
さ
ん
は
「
人
助
け
が
し
た
い
と
思
い
、
応
募
し

ま
し
た
。
人
に
貢
献
で
き
る
よ
う
な
こ
と
を
し
た
い
」
と
話
し

た
。同

ク
ラ
ブ
は
年
間
を
通
じ
活
動
。
消
防
署
で
の
職
場
体
験
や

応
急
手
当
て
講
習
、
町
防
災
訓
練
へ
の
参
加
、
火
災
予
防
運
動

の
ポ
ス
タ
ー
作
成
な
ど
。
専
用
の
活
動
服
や
帽
子
も
用
意
さ
れ

る
予
定
。

町
に
よ
る
と
、
県
内
の
少
年
少
女
消
防
ク
ラ
ブ
の
数
は
16
、
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メ
ン
バ
ー
は
計
約
４
６
０
人
。
県
西
部
で
は
、
南
足
柄
市
に
中

学
生
の
み
の
ク
ラ
ブ
が
あ
る
。

（「
神
静
民
報
」
平
成
二
五
年
六
月
一
六
日
付
）

南
足
柄
市
に
つ
い
で
、
県
西
地
区
で
は
二
番
目
の
少
年
少
女

消
防
ク
ラ
ブ
が
湯
河
原
町
に
誕
生
し
た
。
構
成
員
は
児
童
・
生

徒
四
五
名
か
ら
な
る
。
今
後
の
防
火
・
防
災
意
識
の
高
揚
や
社

会
貢
献
が
期
待
さ
れ
る
。

129　

湯
河
原
文
学
賞
の
経
緯　

平
成
一
一
年
～
平
成
二
六
年

◆
湯
河
原
文
学
賞
の
経
緯

平
成
一
二
年
度
に
、
二
〇
〇
一
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て

検
討
し
、
平
成
一
三
年
度
か
ら
実
施
。

湯
河
原
は
、
国
木
田
独
歩
、
夏
目
漱
石
、
島
崎
藤
村
、
芥
川

龍
之
介
、
山
本
有
三
、
谷
崎
潤
一
郎
な
ど
近
代
文
学
史
の
上
で

活
躍
し
、
数
限
り
な
い
名
作
を
残
し
た
文
豪
が
多
く
訪
れ
ま
し

た
。
そ
こ
で
湯
河
原
町
で
は
二
〇
〇
一
年
記
念
事
業
と
し
て
、

四
季
彩
の
ま
ち　

さ
が
み
の
小
京
都
ゆ
が
わ
ら
に
ふ
さ
わ
し
い

文
化
の
香
り
高
い
町
を
目
指
し
「
湯
河
原
文
学
賞
」
を
企
画
し

た
。

第
一
回
（
Ｈ
一
三
）

（
小
説
）
二
二
八
編

最
優
秀
：「
一
枚
の
写
真
」
荻
野
修
司
（
群
馬
県

板
倉
町
）

　

賞
金
：
一
〇
〇
万
円

（
俳
句
）
二
、
八
八
六
句

最
優
秀
：
野
上
恵
（
神
奈
川
県
横
浜
市
）

　

作
品
：
沢
風
に　

袖
の
ふ
れ
合
ふ　

蛍
の
夜

　

賞
金
：
一
〇
万
円

第
二
回
（
Ｈ
一
四
）

（
小
説
）
四
三
編

最
優
秀
：「
追
憶
～
冬
の
蛍
～
」
平
塚
碧
（
湯
河
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原
町
）

　

賞
金
：
五
〇
万
円

特
別
賞
：｢

女
文
字
の
手
紙｣

白
井
康
浩
（
東
京

都
調
布
市
）

　

賞
品
：
四
名
一
組
湯
河
原
温
泉
無
料
宿
泊
券

（
青
巒
荘
）

（
俳
句
）
一
、
八
二
一
句

最
優
秀
：
須
佐
は
じ
む
（
神
奈
川
県
川
崎
市
）

　

作
品
：

父
は
田
を　

子
は
か
ま
き
り
を　

見
て

ゐ
た
り

　

賞
金
：
五
万
円

第
三
回
（
Ｈ
一
五
）

（
小
説
）
一
〇
八
編

最
優
秀
：「
河
川
敷
」
鈴
木
恵
子
（
小
田
原
市
）

　

賞
金
：
五
〇
万
円

（
俳
句
）
三
、
一
一
七
句

最
優
秀
：
平
綿
涼
風
（
神
奈
川
県
大
和
市
）

　

作
品
：

水
打
っ
て　

子
の
恋
人
を　

待
っ
て
を

り

　

賞
金
：
五
万
円

（
俳
句
の
つ
ど
い
）
参
加
者
一
六
名
［
宿
泊
者
限
定
］

第
四
回
（
Ｈ
一
六
）

（
小
説
）
一
七
六
編

最
優
秀
：「
朝
焼
け
ギ
ム
レ
ッ
ト
」
樫
田
哲
平
（
神

奈
川
県
横
浜
市
）

　

賞
金
：
五
〇
万
円

（
俳
句
）
二
、
五
六
七
句

最
優
秀
：
染
谷
栄
都
子
（
神
奈
川
県
相
模
原
市
）

　

作
品
：
旅
の
荷
を　

解
け
ば
転
が
る　

青
蜜
柑

　

賞
金
：
五
万
円

（
吟
行
会
）
参
加
者
四
二
名
［
招
待
者
（
俳
句
の
部
受
賞
者

一
一
名
含
む
）］
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第
五
回
（
Ｈ
一
七
）

（
小
説
）
一
二
二
編

最
優
秀
：｢

梅
一
夜｣

平
野
洋
子
（
湯
河
原
町
）

　

賞
金
：
五
〇
万
円

特
別
賞
：｢
冬
の
西
日｣

皆
川
雅
代
（
神
奈
川
県

茅
ヶ
崎
市
）

　

賞
品
：
青
巒
荘
ペ
ア
宿
泊
券
（
協
賛
）

（
俳
句
）
四
、
二
二
二
句

最
優
秀
：
阿
部
浩
（
神
奈
川
県
横
浜
市
）

　

作
品
：

小
児
科
の　

窓
よ
り
山
へ　

シ
ャ
ボ
ン

玉

　

賞
金
：
七
万
円
、
湯
河
原
温
泉
ペ
ア
宿
泊
券

（
吟
行
会
）
参
加
者
九
〇
名
［
招
待
者
（
俳
句
の
部
受
賞
者

九
名
含
む
）］

第
六
回
（
Ｈ
一
八
）

（
小
説
）
一
一
四
編

最
優
秀
：「
夫
婦
の
情
景
」
春は

る
の野　

京け
い

（
東
京
都

町
田
市
）

　

賞
金
：
五
〇
万
円

（
俳
句
）
三
、
二
八
〇
句

最
優
秀
：
小
池
つ
と
夢
（
茨
城
県
）

　

作
品
：
麦
こ
が
し　

生
涯
母
の　

束
ね
髪

　

賞
金
：
一
〇
万
円

（
吟
行
会
）

参
加
者
八
七
名
［
招
待
者
（
俳
句
の
部
受
賞
者

七
名
含
む
）］

第
七
回
（
Ｈ
一
九
）

（
小
説
）
一
二
三
編

最
優
秀
：「
鈍に

び

色い
ろ

の
女
」
鞍く

ら

智ち

美
知
子
（
湯
河
原

町
）

　

賞
金
：
五
〇
万
円

（
俳
句
）
三
、
七
一
四
句

最
優
秀
：
沼
田
葉
桜
子
（
神
奈
川
県
葉
山
町
）
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作
品
：

海
い
つ
も　

見
て
ゐ
る
暮
し　

布
団
干

す

　

賞
金
：
一
〇
万
円

（
吟
行
会
）
参
加
者
一
〇
九
名
［
招
待
者
（
俳
句
の
部
受
賞

者
一
一
名
含
む
）］

第
八
回
（
Ｈ
二
〇
）

（
小
説
）
一
二
九
編

最
優
秀
：「
ば
っ
き
ん
千
円
」
嶽
内
し
ず
か
（
湯

河
原
町
）

　

賞
金
：
五
〇
万
円

（
俳
句
）
三
、
六
八
四
句

最
優
秀
：
北
村
純
一
（
神
奈
川
県
厚
木
市
）

　

作
品
：
川
風
を　

た
っ
ぷ
り
入
れ
て　

芋
煮
会

　

賞
金
：
一
〇
万
円

（
吟
行
会
）
参
加
者
八
一
名
［
招
待
者
（
俳
句
の
部
受
賞
者

一
五
名
含
む
）］

第
九
回
（
Ｈ
二
一
）

（
小
説
）
一
九
三
編

最
優
秀
：「
澪
標
」
星
野
有
加
里
（
静
岡
県
島
田

市
）

　

賞
金
：
五
〇
万
円

（
俳
句
）
四
、
五
三
三
句

最
優
秀
：
小
澤
千
代
子
（
湯
河
原
町
）

　

作
品
：

風
よ
り
も　

低
く
屈
み
て　

よ
も
ぎ
つ

む

　

賞
金
：
一
〇
万
円

（
吟
行
会
）
参
加
者
八
六
名
［
招
待
者
（
俳
句
の
部
受
賞
者

八
名
含
む
）］

第
一
〇
回
（
Ｈ
二
二
）

（
小
説
）
一
六
七
編

最
優
秀
：「
カ
メ
ラ
」
細
井
麻
奈
美
（
千
葉
県
松

戸
市
）
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賞
金
：
五
〇
万
円

（
俳
句
）
三
、
二
三
七
句

最
優
秀
：
松
下
美
奈
子
（
熊
本
県
天
草
市
）

　

作
品
：
終
着
の　

駅
に
潮
の
香　

夏
つ
ば
め

　

賞
金
：
一
〇
万
円

（
吟
行
会
）
参
加
者
六
四
名
［
招
待
者
（
俳
句
の
部
受
賞
者

一
五
名
含
む
）］

第
一
一
回
（
Ｈ
二
三
）

（
小
説
）
一
五
三
編

最
優
秀
：「
友
」
花
月
（
大
阪
府
堺
市
）

　

賞
金
：
五
〇
万
円

（
俳
句
）
三
、
四
二
六
句

最
優
秀
：
折
戸
啓
子
（
三
重
県
伊
勢
市
）

　

作
品
：
ぞ
ん
ぶ
ん
に　

踊
り
て
帰
る　

月
の
道

　

賞
金
：
一
〇
万
円

（
吟
行
会
）
参
加
者
六
三
名
［
招
待
者
（
俳
句
の
部
受
賞
者

一
四
名
含
む
）］

第
一
二
回
（
Ｈ
二
四
）

（
小
説
）
一
三
五
編

最
優
秀
：「
お
客
さ
ん
、
ど
ち
ら
ま
で
？
」
工
藤　

哲
（
神
奈
川
県
藤
沢
市
）

　

賞
金
：
五
〇
万
円

（
俳
句
）
三
、
七
六
二
句

最
優
秀
：
岩
崎
美
範
（
東
京
都
豊
島
区
）

　

作
品
：
こ
の
橋
を　

渡
れ
ば
故
郷　

祭
笛

　

賞
金
：
一
〇
万
円

（
吟
行
会
）
参
加
者
六
五
名
［
招
待
者
（
俳
句
の
部
受
賞
者

一
三
名
含
む
）］

第
一
三
回
（
Ｈ
二
五
）

（
小
説
）
一
一
二
編

最
優
秀
：「
苺
レ
モ
ネ
ー
ド
」
青
山
弥
央
（
北
海

道
札
幌
市
）
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賞
金
：
五
〇
万
円

（
俳
句
）
二
、
二
五
八
句

最
優
秀
：
国
武
浩
之
（
千
葉
県
柏
市
）

　

作
品
：

梅
が
香
に　

た
め
ら
い
な
が
ら　

夕
日

落
つ

　

賞
金
：
一
〇
万
円

（
吟
行
会
）
参
加
者
四
九
名
［
招
待
者
（
俳
句
の
部
受
賞
者

一
三
名
含
む
）］

第
一
四
回
（
Ｈ
二
六
）

（
小
説
）
一
六
二
編

最
優
秀
賞
：「
昭
和
文
豪
殺
人
事
件
」
矢
間
景
太
郎

（
東
京
都
北
区
）

　

賞
金
：
五
〇
万
円

（
俳
句
）
二
、
七
八
六
句

最
優
秀
賞
：
井
口
千
枝
子
（
東
京
都
町
田
市
）

　

作
品
：
父
母
の　

星
探
し
ゐ
る　

端
居
か
な

　

賞
金
：
一
〇
万
円

（
吟
行
会
）
参
加
者
四
二
名
［
招
待
者
（
俳
句
の
部
受
賞
者

九
名
含
む
）］

　
（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

ペ
ン
ネ
ー
ム
又
は
本
名
を
記
載
し
、
敬
称
は
省
略
し
た
。
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第
三
節　

文　

化　

財

130　

湯
河
原
町
町
史
編
さ
ん
委
員
会
条
例

湯
河
原
町
町
史
編
さ
ん
委
員
会
条
例
（
昭
和
四
十
六

年
十
月
一
日
条
例
第
二
十
二
号
）

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
町
史
編
さ
ん
委
員
会
の
設
置
、
組
織

及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

（
設
置
）

第
二
条　

町
長
の
諮
問
に
応
じ
湯
河
原
町
史
を
編
さ
ん
し
、
発

行
す
る
た
め
に
必
要
な
調
査
及
び
研
究
を
行
な
う
た
め
、
湯

河
原
町
町
史
編
さ
ん
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）

を
設
置
す
る
。

（
所
掌
事
務
）

第
三
条　

委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

一　

編
さ
ん
の
た
め
必
要
な
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

二　

資
料
の
し
ゆ
う
集
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

三　

編
集
、
校
正
及
び
印
刷
に
関
す
る
こ
と
。

（
組
織
）

第
四
条　

委
員
会
は
、
委
員
十
名
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

２　

委
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
町
長
が
任
命

し
ま
た
は
委
嘱
す
る
。

一　

教
育
長

二　

助
役

三　

町
長
が
そ
の
部
内
の
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
す
る
者　

二
名

四　

知
識
経
験
が
あ
る
者　

六
名

（
委
員
の
任
期
）

第
五
条　

委
員
の
任
期
は
、
町
史
の
完
成
の
日
ま
で
と
す
る
。

（
会
長
）
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第
六
条　

委
員
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
つ
て
こ

れ
を
定
め
る
。

２　

会
長
は
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。

３　

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
ま
た
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
会
長
の
指
定
す
る
委
員
が
そ
の
職
務
を
代
理
す

る
。

（
会
議
）

第
七
条　

委
員
会
は
会
長
が
招
集
す
る
。

２　

会
長
は
会
議
の
議
長
と
な
り
議
事
を
整
理
す
る
。

（
庶
務
）

第
八
条　

委
員
会
の
庶
務
は
町
長
が
定
め
る
職
員
が
処
理
す
る
。

（
委
任
）

第
九
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
委
員
会
に
必
要
な

事
項
は
町
長
が
定
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

本
条
例
は
、
旧
町
史
の
刊
行
を
も
っ
て
一
九
九
〇
（
平
成
二
）

年
三
月
一
六
日
条
例
第
二
号
で
廃
止
さ
れ
た
。
な
お
、
現
町
史

編
さ
ん
委
員
会
設
置
条
例
は
、
二
〇
一
五
年
九
月
一
五
日
条
例

第
二
〇
号
で
制
定
さ
れ
た
。

131　

湯
河
原
町
文
化
財
保
護
条
例

湯
河
原
町
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
十
月

一
日
条
例
第
二
十
一
号
）

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
湯
河
原
町
に
所
在
す
る
文
化
財
を
保

存
し
、
且
つ
そ
の
活
用
を
図
り
も
つ
て
町
民
の
文
化
の
向
上

に
資
す
る
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
条
例
で
文
化
財
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
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う
。

一　

建
造
物
、
絵
画
、
彫
刻
、
工
芸
品
、
書
跡
、
筆
跡
、
典

籍
、
古
文
書
、
考
古
資
料
、
民
俗
資
料
、
そ
の
他
の
有
形

の
文
化
的
所
産
で
、
歴
史
上
ま
た
は
芸
術
上
の
価
値
の
高

い
も
の
（
以
下
「
有
形
文
化
財
」
と
い
う
。）

二　

演
劇
、
音
楽
、
工
芸
技
術
そ
の
他
の
無
形
の
文
化
的
所

産
で
、
歴
史
上
ま
た
は
芸
術
上
の
価
値
の
高
い
も
の
（
以

下
「
無
形
文
化
財
」
と
い
う
。）

三　

価
値
の
あ
る
史
跡
、
名
勝
及
び
天
然
記
念
物
（
以
下

「
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
」
と
い
う
。）

（
指
定
）

第
三
条　

湯
河
原
町
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と

い
う
。）
は
、
湯
河
原
町
内
に
所
存
す
る
文
化
財
の
う
ち
、

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
及

び
神
奈
川
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
神
奈
川
県

条
例
第
二
十
一
号
）
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
も
の
以
外

で
、
保
護
の
価
値
あ
る
文
化
財
と
認
め
る
も
の
は
、
こ
れ
を

湯
河
原
町
指
定
重
要
文
化
財
（
以
下
「
指
定
重
要
文
化
財
」

と
い
う
。）
に
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
史
跡
、

名
勝
及
び
天
然
記
念
物
の
指
定
は
、
湯
河
原
町
指
定
史
跡
名

勝
天
然
記
念
物
（
以
下
「
指
定
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
」
と

い
う
。）
と
呼
ぶ
。

（
指
定
の
申
請
）

第
四
条　

前
条
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

有
形
文
化
財
及
び
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
指
定
の
申

請ア　

種　

類

イ　

名　

称

ウ　

所
在
地
及
び
地
目
、
地
積
（
地
積
図
添
付
）

エ　

所
有
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
ま
た
は
団
体
に
あ
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つ
て
は
、
そ
の
名
称
並
び
に
代
表
者
の
住
所
及
び
氏

名
）

オ　

所
有
者
以
外
に
管
理
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
住
所

及
び
氏
名
（
法
人
ま
た
は
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名

称
並
び
に
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
）

カ　

埋
蔵
文
化
財
の
と
き
は
、
そ
の
発
見
者
と
発
掘
者
の

住
所
及
び
氏
名
ま
た
は
名
称

キ　

当
該
有
形
文
化
財
の
構
造
、
品
質
、
形
状
及
び
数
量

ク　

創
造
ま
た
は
由
緒
及
び
沿
革

ケ　

維
持
保
存
の
方
法

コ　

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

二　

無
形
文
化
財
の
指
定
の
申
請

ア　

種　

類

イ　

名　

称

ウ　

保
存
者
の
氏
名
及
び
住
所

エ　

創
始
、
沿
革
及
び
演
技
の
特
色

オ　

現　

況

カ　

用
具
の
大
要

キ　

維
持
保
存
の
方
法

ク　

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
管
理
）

第
五
条　

第
三
条
の
指
定
を
受
け
た
文
化
財
の
所
有
者
及
び
保

存
者
は
、
教
育
委
員
会
の
指
示
に
従
い
、
そ
の
文
化
財
を
管

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
の
解
除
）

第
六
条　

指
定
重
要
文
化
財
ま
た
は
指
定
史
跡
名
勝
天
然
記
念

物
が
本
町
内
に
所
在
し
な
く
な
つ
た
場
合
ま
た
は
そ
の
価
値

を
失
つ
た
場
合
そ
の
他
特
殊
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
教
育

委
員
会
は
そ
の
指
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
告
示
及
び
通
知
）

第
七
条　

教
育
委
員
会
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し

た
と
き
ま
た
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
解
除
し
た
と
き
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は
、
そ
の
旨
を
告
示
し
、
且
つ
所
有
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
所
有
者
等
の
変
更
の
届
出
）

第
八
条　

指
定
重
要
文
化
財
ま
た
は
指
定
史
跡
名
勝
天
然
記
念

物
の
所
有
者
が
変
更
し
た
と
き
は
、
新
旧
所
有
者
は
、
す
み

や
か
に
そ
の
旨
を
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
滅
失
等
の
届
出
）

第
九
条　

指
定
重
要
文
化
財
が
滅
失
若
し
く
は
き
損
し
た
と
き

ま
た
は
そ
の
所
在
を
変
更
し
た
と
き
は
所
有
者
は
、
す
み
や

か
に
そ
の
旨
を
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
現
状
変
更
移
転
等
の
承
認
）

第
十
条　

指
定
重
要
文
化
財
ま
た
は
指
定
史
跡
名
勝
天
然
記
念

物
の
現
状
を
変
更
し
ま
た
は
町
外
に
移
そ
う
と
す
る
と
き
若

し
く
は
そ
の
保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
、
な
い
し
は
維
持

の
措
置
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員

会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
承
認
を
す
る
場
合
に
お
い
て
同

項
の
変
更
ま
た
は
そ
の
保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
に
関
し

必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
補
助
金
の
交
付
及
び
還
付
）

第
十
一
条　

指
定
重
要
文
化
財
及
び
指
定
史
跡
名
勝
天
然
記
念

物
の
管
理
若
し
く
は
修
理
ま
た
は
復
旧
に
つ
き
、
多
額
の
経

費
を
要
し
所
有
者
が
そ
の
負
担
に
堪
え
な
い
場
合
、
そ
の
他

特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
経
費
の
一
部
に
充
て

さ
せ
る
た
め
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
有
者
に
対
し

補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
補
助
金
を
交
付
す
る
場
合
に
は
、
教
育
委
員
会
は
、

そ
の
補
助
の
条
件
と
し
て
管
理
若
し
く
は
修
理
ま
た
は
復
旧

に
関
し
必
要
な
事
項
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
、
補
助
の
条
件
を
履
行
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
す
で
に
交

付
し
た
補
助
金
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
還
付
さ
せ
る
こ
と
が



428

第三章　社会活動と文化

で
き
る
。

３　

教
育
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
第
一

項
の
補
助
金
を
交
付
す
る
指
定
重
要
文
化
財
ま
た
は
指
定
史

跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
管
理
若
し
く
は
修
理
ま
た
は
復
旧
に

つ
い
て
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
修
理
状
況
等
の
報
告
と
立
入
り
調
査
）

第
十
二
条　

教
育
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
指
定
重

要
文
化
財
ま
た
は
指
定
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
所
有
者
に

対
し
現
状
ま
た
は
管
理
若
し
く
は
修
理
復
旧
の
状
況
に
つ
き

報
告
を
求
め
、
及
び
所
有
者
の
同
意
を
得
て
調
査
を
行
な
う

こ
と
が
で
き
る
。

（
文
化
財
審
議
委
員
）

第
十
三
条　

本
町
に
文
化
財
審
議
委
員
（
以
下
「
委
員
」
と
い

う
。）
を
お
く
。

２　

委
員
は
、
文
化
財
の
保
存
及
び
活
用
に
関
し
教
育
委
員
会

の
諮
問
に
答
え
、
ま
た
は
意
見
を
具
申
し
及
び
こ
の
た
め
必

要
な
調
査
研
究
を
行
な
う
。

一　

委
員
の
定
数
は
五
人
と
し
、
学
識
経
験
者
の
う
ち
か
ら

教
育
委
員
会
が
委
嘱
す
る
。

二　

委
員
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ

な
い
。

三　

委
員
に
欠
員
を
生
じ
た
と
き
は
、
補
欠
委
員
を
委
嘱
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
補
欠
委
員
の
任
期
は
、

前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

（
規
則
へ
の
委
任
）

第
十
四
条

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育

委
員
会
が
規
則
で
定
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

『
湯
河
原
町
の
文
化
財
』（
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
一
二
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月
刊
行
）
に
「
指
定
・
登
録
文
化
財
一
覧
」（
二
～
三
頁
）
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

132　

伝
正
宗
屋
敷
確
認
に
伴
う
試
掘
調
査
概
要

伝
正
宗
屋
敷
確
認
に
伴
う
足
柄
下
郡
湯
河
原
町
鍛
冶

屋
字
桜
郷
九
五
三
‐
六
〇
の
試
掘
調
査
概
要

遺
跡
の
名
称　

湯
河
原
町
№
二
五
（
伝
正
宗
屋
敷
跡
）
遺
跡

調
査
期
間　



平
成
一
六
年
四
月
八
日
（
木
）、
平
成
一
七
年

一
月
二
一
日
（
金
）

所　

在　

地　



足
柄
下
郡
湯
河
原
町
鍛
冶
屋
字
桜
郷
九
五
三
‐

六
〇

調
査
機
関
と
調
査
担
当
者　

神
奈
川
県
教
育
委
員
会
、
湯
河
原
町
教
育
委
員　

会
、
砂
田
佳
弘
（
生
涯
学
習
文
化
財
課
）

調
査
協
力
者　



木
村
昌
夫
、
大
石
賢
一
、
高
橋
昌
幸
、
桜
井
和

仁
、
橘
田
雅
彦
、
梅
原
紘
明
（
湯
河
原
町
教
委
）、

岩
本
稔
、
米
山
健
司
（
同
町
農
政
課
）、
高
橋

徳
（
同
町
文
化
財
審
議
委
員
会
）、
早
藤
義
則
、

常
盤
一
眞
、
富
永
幾
久
、
榎
本
充
（
鍛
冶
屋
金

山
講
）

調
査
面
積　

一
二
㎡

発
見
遺
構　

製
鉄
関
連
遺
構

出
土
遺
物　

鉄
滓
、
炭
化
物

遺
跡
の
時
代　

古
代
（
一
〇
世
紀
末
か
ら
一
一
世
紀
初
頭
）

伝
正
宗
屋
敷
確
認
に
伴
う
足
柄
下
郡
湯
河
原
町
鍛
冶

屋
字
桜
郷
九
五
三
‐
六
〇
の
試
掘
調
査
内
容

一
、
は
じ
め
に

本
試
掘
調
査
は
、
湯
河
原
町
教
育
委
員
会
の
依
頼
に
よ

り
伝
正
宗
屋
敷
の
確
認
と
埋
蔵
文
化
財
の
周
知
を
目
的
と

し
て
実
施
し
た
。
調
査
は
二
日
間
実
施
し
、
一
日
目
は
二

ｍ
×
二
ｍ
の
試
掘
坑
を
設
定
し
、
人
力
に
よ
る
掘
削
を
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行
っ
た
。
二
日
目
は
、
一
日
目
の
掘
削
し
た
範
囲
を
拡
張

し
て
、
四
ｍ
×
四
ｍ
の
範
囲
を
土
層
堆
積
状
態
を
観
察
し

な
が
ら
重
機
に
よ
る
表
土
の
掘
削
と
、
移
植
ゴ
テ
に
よ
る

遺
構
確
認

（
を
）行

っ
た
。
掘
削
深
度
は
一
一
〇
㎝
～
一
二
〇
㎝

で
あ
る
。

二
、
調
査
結
果

四
ｍ
×
四
ｍ
の
試
掘
坑
で
あ
る
。
地
表
か
ら
二
〇
㎝
～

四
〇
㎝
が
表
土
な
ら
び
に
竹
の
根
、
小
亜
礫
角
礫
を
含
む
。

そ
の
下
位
に
は
径
一
ｍ
以
上
の
巨
礫
を
含
む
礫
層
を
検
出

す
る
が
、
試
掘
坑
内
で
も
堆
積
状
態
が
や
や
異
な
る
。

北
西
位
置
は
初
日
に
設
定
し
た
範
囲
で
、
掘
削
前
の
現

地
の
状
況
は
調
査
対
象
範
囲
内
で
は
狭
小
で
は
あ
る
が
平

場
を
形
成
し
て
い
た
地
点
で
あ
る
。
そ
の
西
側
や
や
高
位

に
も
平
場
が
存
在
し
た
が
、
巨
礫
が
散
乱
し
て
い
た
た
め

当
該
地
に
試
掘
坑
を
設
定
し
た
。
地
表
下
二
〇
㎝
で
巨
礫

を
含
む
礫
層
の
堆
積
を
検
出
し
た
が
、
そ
の
下
位
に
は
宝

永
火
山
灰
類
似
層
を
礫
層
下
位
に
観
察
し
た
。
こ
れ
ら
の

礫
層
を
除
去
す
る
と
、
小
砂
利
を
含
む
黄
褐
色
土
、
さ
ら

に
炭
化
物
を
含
む
ス
コ
リ
ア
質
の
土
層
を
検
出
し
た
。
以

下
、
砂
質
層
が
互
層
に
堆
積
し
な
が
ら
、
地
表
下
一
一
〇

㎝
で
径
五
㎝
程
の
鉄
滓
を
検
出
、
下
位
へ
掘
削
す
る
に
し

た
が
い
鶏
卵
大
～
拳
大
と
大
型
化
す
る
傾
向
が
あ
り
、
併

せ
て
炭
化
物
、
焼
土
の
広
が
り
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
北

東
側
の
巨
礫
部
分
を
頂
上
に
ド
ー
ム
状
に
土
層
が
堆
積
す

る
。試

掘
抗
の
南
東
側
で
は
、
巨
礫
が
表
土
か
ら
連
続
す
る

が
、
地
表
下
六
〇
㎝
で
暗
褐
色
土
、
二
〇
㎝
の
茶
褐
色
土

の
下
位
の
砂
礫
層
に
混
在
す
る
か
あ
る
い
は
直
下
に
多
く

の
鉄
滓
、
炭
化
物
、
炉
床
の
一
部
と
思
わ
れ
る
層
状
の
焼

土
を
検
出
し
た
。
鉄
滓
は
拳
大
以
上
の
大
き
さ
ま
で
含
ん

で
い
る
。

三
、
調
査
所
見
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現
地
は
箱
根
外
輪
山
の
南
面
、
幕
山
（
六
二
六
ｍ
）
の

南
に
流
下
す
る
新
崎
川
の
右
岸
、
湯
河
原
駅
の
北
北
東
約

二
・
五
㎞
に
位
置
す
る
。
現
川
床
と
は
一
五
〇
㎝
の
比
高

差
が
あ
り
、
周
囲
は
慌
憮

（
マ
マ
）地

で
あ
り
保
安
林
と
し
て
景
観

が
保
持
さ
れ
て
い
る
。

町
教
委
（
大
石
次
長
）
に
よ
れ
ば
、
鍛
冶
屋
地
区
に
は

古
く
か
ら
製
鉄
の
言
い
伝
え
が
あ
る
。
今
回
の
調
査
地
点

は
正
宗
屋
敷
と
伝
承
さ
れ
、
五
郎
正
宗
が
作
刀
し
た
土
地

で
あ
り
、
か
つ
て
金
山
彦
命
が
祀
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

鍛
冶
屋
に
所
在
す
る
五
郎
神
社
の
祭
神
も
金
山
彦
命
で
あ

り
、新
編
相
模
国
風
土
記
で
は
後
三
年
の
役
（
一
〇
八
三
）

で
源
義
家
に
従
い
そ
の
名
を
轟
か
せ
た
平
氏
の
鎌
倉
権
五

郎
景
政
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
瑞
應
寺
東
側
の
鍛
冶
屋

地
区
で
は
、
下
水
道
工
事
等
で
鉄
滓
が
出
土
し
た
り
、
人

家
の
庭
先
で
採
取
し
た
と
い
う
聞
き
取
り
が
あ
る
。
鍛
冶

屋
の
地
名
に
関
連
し
て
、
延
享
四
（
一
七
四
七
）
年
の
鍛

冶
屋
村
明
細
帳
に
は
「
鍛
冶
屋
」
の
職
種
は
記
載
な
し
と

い
う
。
地
名
で
は
正
保
年
間
（
一
六
四
四
～
一
六
四
七
）

に
は
定
着
し
て
い
た
よ
う
だ
。
鍛
冶
屋
地
区
の
小
字
は
金

井
堂
、
饅
場
（
ぬ
た
ば
）、
山
田
、
弁
当
場
な
ど
、
通
称

と
し
て
は
正
宗
屋
敷
、
素
金
の
渡
し
、
銅
場
、
つ
く
れ
ー

場
な
ど
鉄
に
関
連
す
る
地
名
や
五
郎
神
社
、
須
賀
社
な
ど

鉄
に
関
わ
る
祭
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
。

調
査
地
点
の
平
場
は
製
鉄
（
た
た
ら
）
に
必
要
な
、
薪

の
供
給
、
鉄
穴
、
足
水
、
新
﨑

（
マ
マ
）川

の
清
流
と
い
っ
た
砂
鉄

精
錬
の
格
好
の
条
件
を
備
え
た
地
点
と
言
え
、
現
地
で
の

鉄
滓
、
炭
化
材
、
焼
土
の
検
出
状
況
か
ら
か
な
り
の
広
が

り
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
様
の
地
形
は
新
崎
川
流
域

に
点
在
し
て
お
り
、
鍛
冶
屋
地
区
全
域
の
分
布
調
査
を
含

め
た
総
合
的
な
調
査
に
よ
っ
て
、
た
た
ら
製
鉄
の
実
態
が

よ
り
明
ら
か
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

な
お
、
北
西
区
で
出
土
し
た
鉄
滓
の
観
察
と
化
学
組
成
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分
析
で
は
、
炉
底
ま
た
は
炉
壁
と
接
し
た
砂
鉄
系
精
錬
滓

と
い
う
結
果
を
得
て
い
る
（JFE

テ
ク
ノ
リ
サ
ー
チ

2004
）。
ま
た
、
鉄
滓
中
の
ヒ
ノ
キ
炭
化
材
の
放
射
性
炭

素
年
代
測
定
で
は
、calA

D
940-985

（
信
頼
度
五
九
・

八
％
）PLD

-3025

（A
M

S

）（
パ
レ
オ
・
ラ
ボ2004

）、

ま
た
出
土
炭
化
材
の
暫
定
値
と
し
てcalA

D
960-1290

（
信
頼
度
九
四
・
二
％
）（
東
京
大
学
放
射
性
炭
素
年
代
測

定
室2004

）
が
算
出
さ
れ
て
お
り
、
絶
対
年
代
と
し
て
概

ね
一
〇
世
紀
末
か
ら
一
一
世
紀
初
頭
が
妥
当
な
年
代
と
想

定
さ
れ
る
。

（
調
査
位
置
図
及
び
調
査
地
点
図　

省
略
）

四
、
土
層
説
明

一　

表
土

茶
褐
色
土
竹
根
、
全
体
に
小
亜
角
礫
を
疎
ら
に
含
み
、

臣
礫
が
表
土
か
ら
地
表
下
一
二
〇
㎝
以
上
ま
で
堆
積

す
る
。

二　

暗
灰
色
土

上
半
部
は
宝
永
火
山
灰
類
似
層
で
径
一
〇
㎜
前
後
の

ス
コ
リ
ア
を
含
む
。
下
半
部
は
茶
褐
色
系
統
の
ス
コ

リ
ア
を
含
む
。

三　

黄
茶
褐
色
土

上
半
部
は
小
砂
利
混
じ
り
で
、
下
半
部
中
央
に
橙
色

ス
コ
リ
ア
を
含
む
。
北
西
区
の
本
層
下
半
部
上
面
で

炭
化
物
の
集
中
を
検
出
し
た
。
ま
た
、
両
下
底
で
層

厚
二
㎝
の
暗
茶
褐
色
砂
質
層
が
堆
積
す
る
。

四　

暗
茶
褐
色
土

下
底
に
上
下
層
の
混
土
層
で
あ
る
層
厚
二
㎝
未
満
の

黄
暗
褐
色
土
層
が
堆
積
す
る
。

五　

黄
暗
褐
色
土

粘
性
が
や
や
あ
る
。

六　

茶
褐
色
土

砂
質
で
粘
性
に
乏
し
い
。
南
区
の
下
底
で
は
青
灰
色
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の
小
砂
利
～
巨
礫
を
含
む
礫
層
が
厚
さ
三
〇
㎝
に
わ

た
っ
て
堆
積
し
、
礫
層
中
か
ら
も
鉄
滓
が
出
土
す
る
。

七　

黄
茶
褐
色
土

橙
色
ス
コ
リ
ア
を
や
や
含
む
。
南
区
で
は
礫
層
直
下

の
本
層
に
鉄
滓
、
炭
化
物
、
焼
土
を
多
く
含
む
。
北

西
区
で
は
砂
質
層
で
鉄
滓
を
含
む
。

八　

暗
褐
色
土
層

白
色
化
し
た
礫
に
混
じ
っ
て
鉄
滓
が
出
土
す
る
。

五
、
調
査
区
平
面
図
、
断
面
図

195m
1

2
3

4 56
7 8

195m

194m 194m

195m 1 1
23 4

56

7

195m

194m 194m

炭化物

炉体

鉄滓

炭化材

調査区平面図、断面図（南面からの見通し）1/40

（「
伝
正
宗
屋
敷
確
認
に
伴
う　

足
柄
下
郡
湯
河
原
町
鍛
冶
屋

字
桜
郷
九
五
三
‐
六
〇　
（
湯
河
原
町
№
二
五
遺
跡
）　

試
掘

調
査
概
報
」
湯
河
原
町
教
育
委
員
会
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。
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第
四
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生
活
の
諸
相

戦
後
の
混
乱
期
が
終
息
を
迎
え
、
昭
和
三
〇
年
代
に
入
る
と
、

生
活
の
中
に
電
話
や
テ
レ
ビ
、
電
気
洗
濯
機
・
冷
蔵
庫
を
は
じ

め
と
す
る
電
化
製
品
と
並
ん
で
自
動
車
が
普
及
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
も
と
も
と
湯
河
原
は
、
温
泉
観
光
地
と
い
う
性
格
か

ら
、
こ
れ
ら
の
機
器
の
導
入
が
早
く
か
ら
進
ん
で
お
り
、
町
全

体
と
し
て
の
普
及
率
は
高
い
地
域
で
あ
っ
た
。
テ
レ
ビ
の
受
信

に
つ
い
て
は
地
形
的
に
電
波
の
届
き
に
く
い
立
地
で
あ
り
、
受

信
の
た
め
の
協
会
を
組
織
し
て
対
応
す
る
な
ど
し
た
。

ま
た
、
こ
の
時
期
に
は
、
暮
ら
し
ぶ
り
の
変
貌
だ
け
で
は
な

く
、
住
民
意
識
や
家
族
と
社
会
の
あ
り
方
な
ど
、
目
に
見
え
な

い
と
こ
ろ
で
も
急
激
な
変
化
が
現
わ
れ
た
。
一
九
五
五
（
昭
和

三
〇
）
年
に
は
町
の
平
均
家
族
数
は
約
五
人
で
あ
っ
た
が
、
昭

和
五
〇
年
代
に
入
る
頃
に
は
三
人
台
に
、
平
成
を
迎
え
る
と
二

人
台
へ
と
減
少
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
第
一
次
産
業
の

後
退
と
あ
い
ま
っ
て
、
共
同
体
意
識
に
も
影
響
を
与
え
、
伝
統

的
な
暮
ら
し
ぶ
り
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
湯
河
原
の
人
口
動
態
は
、
古
く
昭
和
一
〇
年
代
以

降
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
女
性
人
口
比
率
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
温
泉
産
業
に
お
け
る
女
性
の
労
働
力
の
大
き
さ
を

反
映
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
華
や
か
な
観
光
産
業
を
支
え

続
け
た
女
性
た
ち
へ
の
待
遇
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
く
、

「
労
働
基
準
法
」
以
後
の
諸
法
規
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
恩
恵

が
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
一
般
家
庭
の
女
性
に
つ
い
て
も
同
様

の
こ
と
が
い
え
る
。
昭
和
三
〇
年
代
に
は
地
域
ご
と
に
婦
人
会

が
発
足
し
、
開
放
的
・
合
理
的
な
家
庭
像
を
実
現
す
る
た
め
の

様
々
な
活
動
が
活
発
化
し
た
。
こ
れ
に
は
一
九
五
七
年
に
開
講

し
た
町
民
大
学
な
ど
、
住
民
意
識
を
啓
発
す
る
機
会
が
準
備
さ

れ
た
こ
と
が
あ
ず
か
っ
て
い
た
。
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第
一
節　

町
の
暮
ら
し

133　

拡
声
装
置
施
設
助
成
費
交
付
要
領

拡
声
装
置
施
設
助
成
費
交
付
要
領

二
八
・
四
施
行

三
〇
・
四
改
正

第
一　

地
方
振
興
計
画
の
一
端
と
し
て
本
亊
業
を
三
ヶ
年
継
続

し
て
管
内
全
町
村
各
部
落
に
装
置
し
拡
声
器
を
通
じ
て
各

種
亊
項
特
に
産
業
・
敎
育
・
文
化
・
市
況
・
天
気
予
報
そ

の
他
一
般
住
民
に
周
知
徹
底
を
は
か
り
生
活
文
化
の
増
進

を
は
か
ら
う
と
す
る
も
の
で
あ
る

第
二　

第
一
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
拡
声
装
置
を
し
よ
う
と

す
る
町
村
又
は
農
業
協
同
組
合
に
対
し
次
の
基
準
に
よ
り

予
算
の
範
囲
内
で
助
成
金
を
交
付
す
る

新
設
の
場
合　

工
亊
費
を
除
く
施
設
器
具
に
要
す
る

経
費
の
二
分
の
一
以
内

ス
ピ
ー
カ
増
設
の
場
合

工
亊
費
を
除
く
ス
ピ
ー
カ
増
設
に
要

す
る
器
具
費
の
三
分
の
一
以
内

第
三　

拡
声
装
置
を
お
か
う
と
す
る
町
村
又
は
農
業
協
同
組
合

は
交
付
申
請
書
（
以
下
申
請
書
と
い
う
）
に
計
画
書
（
様

式
一
）
並
び
に
施
設
器
具
に
要
す
る
経
費
見
積
書
を
添
え

て
農
業
協
同
組
合
に
あ
つ
て
は
当
該
町
村
を
経
て
地
方
亊

務
所
長
（
以
下
所
長
と
い
う
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い　

但
し
こ
の
場
合
重
複
し
た
施
設
は
認
め
ら
れ
な
い

第
四　

所
長
は
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
こ
れ
を
審
査
し
計

画
の
適
正
な
も
の
に
つ
い
て
助
成
承
認
の
通
知
（
様
式

二
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
五　

町
村
長
又
は
農
業
協
同
組
合
長
は
施
設
の
設
置
を
完
了

し
た
と
き
は
完
了
届
（
様
式
三
）
に
請
求
書
を
添
え
て
所
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長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
六　

所
長
は
完
了
届
を
受
理
し
た
と
き
は
直
ち
に
現
狀
を
検

査
せ
し
め
計
画
書
と
変
り
な
い
と
き
は
直
ち
に
助
成
金
交

付
の
手
続
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
七　

助
成
金
の
交
付
を
受
け
た
町
村
長
又
は
農
業
協
同
組
合

長
は
第
三
の
手
続
に
準
じ
て
年
度
終
了
后
一
ヶ
月
以
内
に

そ
の
部
分
に
か
ゝ
る
決（

様
式
四
）

算
書
を
二
部
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

第
八　

所
長
が
助
成
承
認
の
通
知
を
し
て
か
ら
二
ヶ
月
以
内
に

正
当
の
理
由
な
く
亊
業
に
着
手
を
し
な
い
も
の
が
あ
る
と

き
は
そ
の
承
認
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
る

第
九　

申
請
書
が
提
出
さ
れ
て
か
ら
計
画
の
変
更
を
生
じ
た
と

き
は
直
ち
に
所
長
に
こ
れ
を
報
告
し
て
新
に
承
認
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
様
式
一
～
四
省
略
）

（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

地
方
振
興
計
画
は
、
財
政
基
盤
の
弱
い
町
村
を
助
成
す
る
た

め
の
施
策
で
、
そ
の
う
ち
、
放
送
機
器
に
よ
る
町
内
住
民
へ
の

情
報
周
知
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
が
本
資
料
で
あ
る
。
火
災
や

自
然
災
害
な
ど
の
報
知
の
ほ
か
、
こ
の
二
〇
年
後
の
腸
チ
フ
ス

発
生
の
際
に
は
緊
急
放
送
が
流
さ
れ
た
。（『
第
四
巻
』
一
五
三

参
照
）

134　

官
庁
に
お
け
る
新
生
活
運
動
に
つ
い
て

　

三
〇
下
総　

第
七
一
六
号

　

昭
和
三
十
年
十
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

足
柄
下
地
方
亊
務
所
長　

印

　

各
町
村
長　

殿

官
庁
に
お
け
る
新
生
活
運
動
に
つ
い
て

標
記
に
つ
い
て
、
別
紙
写
の
と
お
り
自
治
庁
次
長
よ
り
通
知

が
あ
っ
た
の
で
本
運
動
の
趣
旨
に
即
応
し
こ
れ
が
実
施
に
協
力

さ
れ
る
よ
う
通
知
し
ま
す
。
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な
お
、
実
施
計
畫
あ
る
い
は
、
参
考
意
見
等
逐
次
御
知
ら
せ

願
い
ま
す
。

（
別
紙
）

写
自
乙
総
発
第
二
一
八
号

昭
和
三
十
年
八
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
治
庁
次
長　

印

各
都
道
府
県
知
亊　

殿

官
庁
に
お
け
る
新
生
活
運
動
に
つ
い
て

標
記
の
件
が
、
本
月
十
二
日
の
閣
議
で
別
紙
の
と
お
り
決
定

に
な
り
ま
し
た
の
で
、
貴
庁
に
お
い
て
も
本
運
動
の
趣
旨
に
即

応
し
、
こ
れ
が
実
施
に
つ
い
て
御
協
力
願
い
ま
す
。

な
お
、
貴
管
下
市
町
村
に
対
し
て
も
貴

か
ら
然
る
べ
く
連

絡
方
お
取
り
計
ら
い
願
い
ま
す
。

（
別
紙
）
官
庁
に
お
け
る
新
生
活
運
動
に
つ
い
て
（
昭
和
三
〇
、

八
、
一
二
閣
議
決
定
）

一　

趣
旨

「
新
生
活
運
動
」
の
一
環
と
し
て
、
公
務
員
の
す
べ
て
が

謙
虚
に
そ
の
あ
り
方
を
自
省
し
、
国
民
全
体
に
対
す
る
奉

任
（
マ
マ
）者

と
し
て
の
自
覚
の
下
に
規
律
正
し
く
明
朗
に
し
て
能

率
的
な

域
を
作
り
上
げ
る
た
め
、
官
庁
内
部
に
お
い
て

も
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
に
卽
し
て
新
生
活
運
動
を
力
強
く
展

開
す
る
も
の
と
す
る
。

二　

実
施
要
領

㈠　

総
理
府
及
び
各
省
に
お
い
て
は
、
適
当
な
組
織
及
び
方

法
に
よ
り
、
各

域
の
特
殊
性
に
応
じ
た
適
切
な
亊
項
を

自
主
的
に

択
決
定
し
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

㈡　

外
局
、
附
属
機
関
及
び
地
方
支
分
部
局
に
お
い
て
、
㈠

に
準
じ
て
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

㈢　

内
閣
に
「
官
庁
新
生
活
運
動
連
絡
会
議
」
を
設
け
、
各

省
庁
に
お
い
て
行
う
新
生
活
運
動
の
連
絡
調
整
に
当
る
と

と
も
に
、
隨
時
そ
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
の
報
告
を
持
ち

寄
つ
て
検
討
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。
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⑴　

組
織　

内
閣
官
房
長
官
の
指
名
す
る
内
閣
官
房
副
長

官
を
議
長
と
し
、
総
理
府
、
各
省
及
び
次
に
掲
げ
る
機

関
の
官
房
長
或
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
以
て
構
成
す
る
。

警
察
庁
、
宮
内
庁
、
調
達
庁
、
行
政
管
理
庁
、
北
海
道

開
発
庁
、
防
衛
庁
、
経
済
企
画
庁

⑵　

庶
務　

内
閣
総
理
大
臣
官
房
に
お
い
て
処
理
す
る
。

㈣　

地
域
社
会
に
お
け
る
新
生
活
運
動
に
対
し
、
官
庁
及
び

公
務
員
は
卆
先
し
て
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

㈤　

地
方
公
共
団
体　

政
府
関
係
機
関
等
に
お
い
て
も
以
上

の
趣
旨
に
即
応
し
て
実
施
す
る
よ
う
協
力
を
求
め
る
も
の

と
す
る
。

（「
昭
和
三
〇
年　

庶
務
書
類　

一
種
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

135　

新
市
町
村
の
有
線
放
送
電
話
業
務
の
許
可
に
つ
い
て

三
三
下
総
第
二
五
一
号

昭
和
三
十
三
年
四
月
十
七
日

足
柄
下
地
方
亊
務
所
長

各
町
長　

殿
新
市
町
村
の
有
線
放
送
電
話
業
務
の
許
可
に
つ
い
て

有
線
放
送
電
話
業
務
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
有
線
放
送

電
話
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
度
法
律
第
百
五
十
二

号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
き
、
郵
政
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
と
く
に
、
新
市
町
村
建
設
計
画
に
掲
げ
る

当
該
施
設
に
つ
い
て
は
、
今
後
次
に
よ
り
取
扱
う
こ
と
に
、
自

治
庁
と
郵
政
省
と
の
間
で
協
議
が
成
立
し
た
か
ら
通
知
す
る
。

一
、
新
市
町
村
建
設
計
画
に
掲
げ
る
有
線
放
送
電
話
業
務
の
用

務
に
供
す
る
設
備
の
設
置
計
画
の
策
定
に
際
し
て
は
、
県
知

亊
は
、
地
方
電
波
監
理
局
長
と
協
議
し
、
そ
の
指
導
を
行
う

も
の
と
す
る
。

二
、
こ
の
場
合
、
地
方
電
波
監
理
局
長
は
、
新
市
町
村
建
設
計

画
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
よ
う
に
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

三
、
県
知
亊
が
地
方
電
波
監
理
局
長
と
行
う
協
議
は
、
昭
和
三
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十
三
年
二
月
二
十
八
日
付
「
昭
和
三
十
三
年
度
に
有
線
放
送

電
話
施
設
の
設
置
を
予
定
し
て
い
る
新
市
町
村
に
つ
い
て
」

に
準
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（「
昭
和
三
三
年　

通
牒
等
に
関
す
る
綴
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

136　

交
通
安
全
の
た
め
の
放
送
文

昭
和
三
十
四
年
六
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
田
原
警
察
署
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

殿

初
夏
の
候　

益
々
御
清
祥
の
趣　

お
慶
び
申
上
げ
ま
す

交
通
安
全
に
つ
い
て
は
常
に
特
段
と

（
マ
マ
）御

配
慮
と
御
協
力
を
頂
き

深
く
感
謝
し
て
お
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
来
る
六
月
十
一
日
か
ら
二
十
日
ま
で
全
国
交
通
安
全
運

動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
当
署
と
し
て
も
広
く
各
方
面
か
ら

の
御
援
助
御
協
力
を
頂
き
亊
故
防
止
に
最
善
の
努
力
を
い
た
し

た
い
と
存
じ
て
お
り
ま
す
。
つ
い
て
は
御
繁
忙
中
恐
縮
に
存
じ

ま
す
が
別
添
い
た
し
ま
し
た
放
送
文
〔
案
〕
に
つ
い
て
放
送
方

御
協
力
頂
き
た
く
御
願
い
申
上
げ
ま
す

放
送
文
〔
案
〕

〔
朝
、
昼
、
夕
、
等
〕

み
な
さ
ん
六
月
十
一
日
か
ら
二
十
日
ま
で
春
の
全
国
交
通
安

全
運
動
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す

こ
の
運
動
は
毎
日
〳
〵
沢
山
の
怪
我
人
を
出
し
て
い
る
交
通

亊
故
を
み
な
さ
ん
の
力
で
な
く
そ
う
と
い
う
運
動
で
す

皆
さ
ん
互
に
正
し
く
交
通
の
き
ま
り
を
守
つ
て
恐
し
い
交
通

亊
故
の
な
い
明
る
い
住
み
よ
い
私
の
町
に
い
た
し
ま
し
よ
う

交
通
亊
故
の
殆
ん
ど
は
交
通
規
則
を
守
ら
な
い
こ
と
で
起
き

て
い
ま
す

で
す
か
ら
皆
ん

（
マ
マ
）な

で
注
意
し
合
い
、
力
を
合
せ
て
交
通
き
そ

く
を
身
に
つ
け
習
慣
づ
け
ま
し
よ
う

道
を
歩
く
と
き
は
何
時
も
右
側
通
行

眞
直
ぐ
横
断
を
習
慣
づ
け
ま
し
よ
う
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自
動
車
等
の
運
転
に
は
何
時
も
安
全
運
転

特
に
き
め
ら
れ
た
速
度

歩
行
者
優
先

相
手
が
よ
け
て
か
ら
の
追
越

を
身
に
つ
け
ま
し
よ
う

〔
放
送
の
合
間
前
後
等
に
〕

対
面
交
通
で
交
通
亊
故
を
な
く
そ
う

今
日
も
安
全
運
転
で
お
勵
み
下
さ
い

右
み
て
左
み
て
眞
直
ぐ
横
断

道
で
遊
ば
ぬ
よ
い
子　

よ
い
し
つ
け

き
そ
く
守
れ
ば
身
が
安
全

片
つ
け
て
広
く
使
お
う
狹
い
道

（「
昭
和
三
四
年　

雑
件
簿
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

交
通
事
故
の
多
発
は
、
湯
河
原
で
も
大
き
な
問
題
に
な
っ
た
。

と
く
に
、
福
浦
・
吉
浜
・
湯
河
原
の
三
小
学
校
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
通
学
路
に
、
狭
く
カ
ー
ブ
の
多
い
地
点
を
か
か
え
交
通
量

も
多
い
と
い
う
危
険
個
所
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

137　

巡
回
映
画
会
の
開
催
に
つ
い
て

三
四
湯
教
第
五
五
八
号

　
　

昭
和
三
十
四
年
六
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
教
育
長　

室
伏
秀
平　

印

　
　
　
　
　
　
　

殿

巡
回
映
画
会
の
開
催
に
つ
い
て

昭
和
三
十
四
年
度
第
一
回
の
巡
回
映
画
を
左
記
の
と
お
り
開
催

致
し
ま
す　

多
数
の
観
覧
者
が
有
る
様
御
協
力
を
お
願
し
ま
す

記

一
、
日
程

順
番

月　

日

開
始
時
刻
地　

区

会　
　
　

場

備　
　
　

考

1

七
月
二
日

七
時
半

福　

浦
福
浦
公
民
館

土
足
厳
禁

2

〃　

三
日

〃

川　

堀
農
協
会
議
室

　
　

〃

3

〃　

四
日

〃

𠮷　

浜
保
育
園

　
　

〃
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4

〃　

五
日

〃

鍛
冶
屋
青
年
会
場

　
　

〃

5

〃　

六
日

〃

門　

川
公
会
堂

門
川
連
合
子
供
会
と
共
催

6

〃　

七
日

〃

湯
河
原
小
講
堂
土
足
厳
禁

一
、
上
映
フ
ィ
ル
ム

⒜　

有
料
フ
ィ
ル
ム
（
東
映
）

１　

子
供
の
広
場
（
劇
映
画
）

五
巻　

五
十
分

２　

ぐ
ち
っ
ぽ
い
お
母
さ
ん
（
社
会
教
育
）

二
巻　

二
十
分

３　

日
本
の
祭
（
夏
祭
り
二
部
）（
文
化
）二

巻　

二
十
分

４　

鳴
く
虫
の
観
察
（
理
科
教
育
）

一
巻　

十
三
分

５　

家
族
と
老
人
（
生
活
）

二
巻　

二
十
分

６　

夢
見
童
子
（
動
画
）

二
巻　

二
十
分

⒝　

県
立
図
書
館
フ
ィ
ル
ム

１　

有
（
マ
マ
）情

の
か
が
り
火
（
US
）

二
巻　

二
十
分

２　

若
い
仲
間
（
US
）

二
巻　

二
十
分

３　

救
助
さ
れ
る
ま
で
（
教
配
）

二
巻　

二
十
分

一　

注
意　

履
物
を
包
む
物
は
必
ず
御
持
参
願
い
ま
す

（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

湯
河
原
は
観
光
地
と
い
う
性
格
上
、
地
域
全
体
と
し
て
は
テ

レ
ビ
普
及
率
が
極
め
て
高
い
町
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
格
的

な
普
及
を
ひ
か
え
た
昭
和
三
〇
年
代
前
半
は
映
画
館
が
複
数
あ

り
、
ま
た
啓
発
的
・
教
育
的
主
題
の
映
画
上
映
の
機
会
も
歓
迎

さ
れ
て
い
た
。

138　

電
話
自
動
式
化
の
お
し
ら
せ

初
夏
の
候
い
よ
〳
〵
御
多
詳

（
マ
マ
）の

こ
と
と
お
喜
び
申
上
ま
す

永
ら
く
お
待
た
せ
致
し
ま
し
た
電
話
の
自
動
改
式
も
着
々
と
そ

の
準
備
も
進
み
、
今
秋
に
は
実
現
を
見
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

就
き
ま
し
て
は
、
お
宅
で
御
使
用
中
の
構
内
交
換
設
備
は
自
動

改
式
後
は
そ
の
ま
ゝ
で
は
使
用
出
来
な
く
な
り
ま
す
の
で
対
自

動
式
に
改
造
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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お
宅
で
依
託
さ
れ
て
い
る
保
守
業
者
と
御
相
談
の
う
え
改
造
さ

れ
ま
す
よ
う
念
の
た
め
御
通
知
申
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

一
、
特
殊
構
内
交
換
機
（
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
）
を
設
備
さ
れ
て（

マ
マ
）る

加
入
者
は
局
線
電
話
機
（
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
と
接
続
す
る
電
話

機
）
を
四
号
Ａ
自
動
式
卓
上
電
話
に
お
取
替
え
願
い
ま
す
。

こ
の
場
合
取
替
前
に
御
手
数
で
も
左
記
に
つ
い
て
性
能
検
査

を
受
け
て
下
さ
い
。

湯
河
原
𠮷
浜
各
局
区
内
の
加
入
者
…
湯
河
原
施
設
区

二
、
構
内
交
換
機
の
改
造
お
よ
び
局
線
電
話
機
の
取
替
を
し
た

場
合
は
「
構
内
交
換
設
備
変
更
届
」
を
提
出
し
て
下
さ
い
。

　
　
　

昭
和
三
四
年
七
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
電
報
電
話
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

改
式
準
備
室
長

　
　
　
　
　

湯
河
原
町
長　

殿

（「
昭
和
三
四
年　

雑
件
簿
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

139　

交
通
安
全
運
動
に
協
力
方
御
願

昭
和
三
十
四
年
十
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
田
原
警
察
署

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
警
部
派
出
所
長

湯
河
原
町
長　

殿

交
通
安
全
運
動
に
協
力
方
御
願

来
る
十
月
十
六
日
よ
り
十
月
二
十
五
日
迠
の
十
日
間
全
国
一
斉

に
交
通
安
全
運
動
が
実
施
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
御
繁
夛
の

と
こ
ろ
恐
縮
で
あ
り
ま
す
が
本
運
動
の
趣
旨
に
御
賛
同
下
さ
り

ま
し
て
別
添
の
如
き
放
送
要
旨
を
有
線
放
送
ま
た
は
映
画
舘
に

あ
つ
て
は
幕
合
放
送
し
て
い
た
だ
き
度
御
願
申
上
げ
ま
す

一
般
放
送

「
皆
さ
ん
只
今
交
通
安
全
運
動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す

お
互
に
交
通
の
き
ま
り
を
よ
く
守
つ
て
事
故
に
あ
わ
な
い

よ
う
心
か

（
マ
マ
）け

ま
し
よ
う
」
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「
（
マ
マ
）道

を
渡
る
と
き
は
右
左
を
見
て
真
直
ぐ
に
渡
り
ま
し
よ
う

斜
の
横
断
車
の
直
前
直
後
の
横
断
は
や
め
ま
し
よ
う

み
ん
な
で
交
通
道
徳
を
守
つ
て
交
通
安
全
に
協
力
し
ま
し

よ
う

（「
昭
和
三
四
年　

雑
件
簿
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

140　

吉
浜
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
建
設
に
関
す
る
請
願
書

議
長
殿

請
願
書

町
有
地
で
あ
り
ま
す
旧
吉
浜
出
張
所
敷
地
及
び
農
協
所
有
地
を

含
む
一
体

（
マ
マ
）の

合
理
的
な
利
用
方
法
に
つ
い
て
双
方
提
携
す
る
場

合
に
於
て
は
町
当
局
と
し
て
地
区
住
民
の
將
来
を
考
慮
し
た
雄

大
な
構
想
が
あ
ら
れ
る
事
と
拝
承
致
し
ま
す
が
、
私
共
地
元
各

区
長
、
各
種
団
体
関
係
代
表
者
の
当
該
土
地
に
対
す
る
有
効
利

用
に
つ
い
て
意
見
の
一
致
を
見
ま
し
た
の
で
そ
の
槪
要
を
申
し

上
げ
貴
町
の
同
調
と
寛
大
な
理
解
に
基
づ
く
適
切
な
措
置
を
切

に
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

吉
浜
地
区
に
お
き
ま
し
て
青
年
の
敎
育
と
区
民
の
集
い
の
場
所

と
し
て
の
公
民
館
の
必
要
性
は
全
区
民
の
等
し
く
認
め
る
処
で

あ
り
ま
す
が
今
日
尚
当
地
区
に
そ
の
施
設
が
な
く
長
ら
く
代
用

と
し
て
存
在
し
た
青
年
會
場
も
昨
今
で
は
建
物
の
老
朽
化
に
よ

つ
て
使
用
に
た
え
ず
、
地
区
住
民
は
甚
だ
し
き
不
自
由
を
感
じ
、

又
青
年
の
敎
養
面
に
及
ぼ
す
影
響
も
憂
慮
さ
れ
る

が
夛
い
の

で
町
当
局
の
御
配
慮
に
よ
り
こ
の
際
吉
浜
地
区
に
総
合
文
化
セ

ン
タ
ー
を
建
設
し
、
住
民
の
福
祉
と
生
活
文
化
の
向
上
を
図
る

画
期
的
な
殿
堂
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

偶
々
吉
浜
区
民
の
最
大
収
入
源
で
あ
る
み
か
ん
の
販
売
収
益
は

一
億
円
に
達
し
農
協
を
通
じ
共
同
販
売
の
實
績
を
あ
げ
て
い
る

の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
そ
の
作
業
場
も
設
備
の
不
完
全
と
建
物
の

老
朽
に
よ
つ
て
速（

マ
マ
）刻

改
築
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
情
況
で
ご

ざ
い
ま
す
。

産
業
増
長
の
拠

と
な
る
農
協
事
務
所
倉
庫
の
近
代
建
築
に
併
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せ
た
公
共
施
設
及
び
住
民
各
曽

（
マ
マ
）の

利
便
に
供
す
る
個
室
（
区
會
、

青
年
団
、
消
防
団
、
婦
人
會
専
用
）
並
び
に
諸
會
議
室
等
併
合

建
築
の
早
急
な
實
施
を
痛
感
致
し
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
御
検
討

の
上
こ
れ
が
實
現
を
期
せ
ら
れ
た
く
私
共
代
表
者
の
連
名
を
以

て
請
願
申
し
上
げ
ま
す
。

昭
和
三
十
九
年
一
月
三
十
日

吉
浜
東
区
長　

家
本
近
蔵

（
外
七
名
省
略
）

湯
河
原
町
長　

八
亀
武
雄　

殿

（「
昭
和
三
九
年　

会
議
録
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

141　

新
生
活
運
動
今
後
の
方
針
に
つ
い
て
（
案
）

新
生
活
運
動
今
後
の
方
針
に
つ
い
て
（
案
）

新
生
活
運
動
は
戦
後
の
大
き
な
社
会
変
動
に
あ
た
っ
て
、
自

分
た
ち
の
生
活
を
守
り
そ
れ
を
向
上
さ
せ
て
ゆ
き
た
い
と
い
う

国
民
の
願
い
と
努
力
が
い
ろ
い
ろ
な
形
で
自
然
に
結
集
さ
れ
発

展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
従
来
は
地
域
の
活
動
、
し
か
も

農
村
地
区
を
主
と
し
て
一
般
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
国
民
経
済
の
高
度
成
長
に
と
も
な
っ
て
社
会
の
変
動

が
き
わ
め
て
広
範
か
つ
急
激
で
あ
り
国
民
生
活
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
て
き
た
。
現
在
こ
れ
を
い
か
に
し
て
国
民
生
活
に
適

応
さ
せ
て
い
く
か
が
新
生
活
運
動
の
最
大
の
課
題
と
な
っ
て
き

た
。
従
っ
て
こ
の
運
動
の
今
後
の
展
開
に
つ
い
て
も
こ
の
社
会

情
勢
に
応
じ
て
広
範
か
つ
強
力
に
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

今
後
は
、
運
動
の
地
域
的
組
織
化
を
図
る
こ
と
を
中
心
に
次
の

と
お
り
の
運
動
を
進
め
る
も
の
と
す
る
。

㈠　

新
し
い
村
づ
く
り
、
町
つ
く
り
運
動

㈡　

職
場
を
明
る
く
す
る
運
動

㈢　

国
土
を
美
し
く
す
る
運
動

㈣　

く
ら
し
の
工
夫
運
動

㈤　

青
小

（
マ
マ
）年

野
外
活
動

㈥　

組
織
の
強
化
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㈦　

広
報
活
動

㈠　

組
織
の
強
化

現
在
組
織
さ
れ
て
い
る
市
町
村
は
六
市
一
町
一
郡
の
み
で

県
下
全
般
に
運
動
が
浸（

マ
マ
）し

て
い
な
い
。

こ
の
運
動
を
全
県
的
に
展
開
し
、
ま
た
各
地
区
の
活
動
を

助
長
し
そ
れ
を
永
続
的
に
推
進
す
る
た
め
市
町
村
の
当
局
に

働
き
か
け
運
動
の
組
織
拡
大
を
は
か
る
。

亊
業
と
し
て
は
次
の
と
お
り

ア　

県
新
生
活
運
動
推
進
協
議
会　
　
　
　
　

年
六
回

イ　
　
　

〃　
　
　

常
任
委
員
会　
　
　
　

年
一
二
回

ウ　
　
　

〃　
　
　

国
土
美
専
門
委
員
会　
　

年
四
回

エ　
　
　

〃　
　
　

企
業
体
専
門
委
員
会　
　

年
三
回

㈡　

地
域
活
動

民
間
に
直
結
し
た
活
動
の
拠

で
あ
る
指
定
地
区
が
廃
止

さ
れ
る
が
、
ま
だ
そ
の
段
階
で
は
な
い
の
で
県
に
お
い
て
指

定
し
育
成
し
た
い
。

　

亊
業
と
し
て
は
次
の
と
お
り

ア　

指
定
地
区
（
各
市
町
村　
　
　

地
区
）

イ　
　

〃　
　

指
導
者
研
修
会

ウ　

市
町
村
担
当
者
研
修
会

三
（
マ
マ
）、

職
域
活
動

近
代
産
業
の
い
ち
じ
る
し
い
発
展
に
と
も
な
う
人
間
阻（

マ
マ
）害

、

個
（
マ
マ
）立

化
等
の
社
会
現
象
の
な
か
で
人
間
性
を

復
し
、
新
し

い
環
境
に
対
処
す
る
態
度
を
確
立
す
る
た
め
推
進
亊
業
場

（
モ
デ
ル
亊
業
場
）
を
拠

と
し
、

域
活
動
の
拡
大
波
及

を
は
か
る
。

亊
業
と
し
て
は
次
の
と
お
り

ア　

新
生
活
運
動
推
進
亊
業
場
（
モ
デ
ル
亊
業
場
）
指
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
中
小
企
業
）　　

ケ
所

イ　

モ
デ
ル
亊
業
指
導
者
研
修
会

ウ　

企
業
体
経
営
者
研
修
会

エ　

企
業
体
別

域
活
動
の
推
進
（
交
通
業
、
商
店
街
等
）
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㈣　

国
土
美（

マ
マ
）運

動

こ
れ
ま
で
の
三
ヶ
年
間
の
運
動
の
実
績
を
基
礎
に
市
民
性

の
向
上　

公
徳

（
マ
マ
）徳

心
の
育
成
等
に
重

を
お
く
。

亊
業
と
し
て
は
次
の
と
お
り

ア　

美
化
推
進
活
動
（
今
ま
で
の
八
大
都
市
国
土
美
モ
デ
ル

地
区
が
廃
止
さ
れ
る
の
で
県
下
各
地
に
お
け
る
活
動
の
推

進
を
は
か
る
）

イ　

旅
の
新
生
活
運
動

㈤　

く
ら
し
の
工
夫
運
動

家
庭
婦
人
を
対
象
と
し
、
く
ら
し
の
工
夫
運
動
の
基
盤
と

な
る
生
活
学
校
を
開
設
す
る
。

亊
業
と
し
て
は
次
の
と
お
り

ア　

生
活
学
校
開
設

イ　

生
活
学
校
運
営
協
議
会　
　

年　

ウ　

生
活
学
校
代
表
者
座
談
会　

年　

㈥　

青
少
年
の
野
外
活
動

中
小
企
業
に
働
く
青
少
年
を
重

と
す
る
野
外
活
動
を
通

じ
て
健
全
な
仲
間
づ
く
り
を
す
る
。

亊
業
と
し
て
は
次
の
と
お
り

ア　

働
く
青
少
年
の
キ
ヤ
ン
プ　
　

年　

イ　

働
く
青
少
年
の
つ
ど
い　
　
　

年　

ウ　

働
く
青
少
年
の
つ
ど
い
大
会　

年　

㈦　

広
報
活
動

ア　

リ
ー
フ
レ
ッ
ト

イ　

パ
ン
フ
レ
ッ
ト　
　

作
成

ウ　

機　

関　

紙

エ　

市
町
村
の
広
報
紙
利
用

オ　

灰
皿　

有
線
放
送
利
用

（「
自
昭
和
三
八
年　

至
昭
和
三
九
年　

広
報
に
関
す
る
綴
」

湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。 ⎭⎜⎬⎜⎫
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142　

新
成
人
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

女
性
は
パ
チ
ン
コ
が
お
好
き　

休
日
は
娯
楽
で
過
す　

湯
河
原
で
成
人
者
に
き
く　
〝
現
代
ツ
子
気
質
〟
あ

ら
わ
れ
る

【
湯
河
原
】
さ
る
一
月
十
五
日
に
湯
河
原
町
で
行
な
つ
た
成
人

式
で
湯
河
原
青
年
学
級
が
列
席
者
の
中
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と

つ
た
が
、
そ
の
集
計
が
次
の
よ
う
に
ま
と
ま
つ
た
。

▽
問
一
、
職
業
に
つ
い
て
＝
①
公
務
員
一
四
②
商
業
五
③
会
社

員
（
事
務
）
二
四
④
会
社
員
（
工
業
関
係
）
二
四
⑤
家
事
手
伝

一
四
⑥
学
生
三
五
⑦
そ
の
他
三
五

▽
問
二
、
余
暇
の
使
い
方
（
休
日
）
＝
①
旅
行
一
九
②
ハ
イ
キ

ン
グ
二
一
③
映
画
三
三
④
テ
レ
ビ
三
二
⑤
読
書
三
三
⑥
手
芸
二

九
⑦
ス
ポ
ー
ツ
一
四
⑧
そ
の
他
二
六
⑨
パ
チ
ン
コ
一
六
⑩
帰
郷

二
⑪
寝
る
八

（
平
日
）
＝
①
読
書
三
六
②
テ
レ
ビ
四
八
③
映
画
七
④
麻
雀
九

⑤
将
ぎ

（
マ
マ
）三

⑥
手
芸
六
⑦
そ
の
他
一
〇
⑧
洋
裁
学
習
四
⑨
寝
る
、

パ
チ
ン
コ
一
三
⑩
ス
ポ
ー
ツ
八
⑪
部
活
動
三

▽
問
三
、
青
年
学
級
を
知
つ
て
い
る
か
＝
知
つ
て
い
る
三
四
②

名
前
だ
け
は
聞
い
た
六
四
③
全
然
知
ら
な
い
四
六

▽
問
四
、
青
年
学
級
入
り
を
す
す
め
ら
れ
た
ら
入
る
か
＝
①
入

る
二
五
②
は
い
ら
な
い
五
一
③
わ
か
ら
な
い
八
一

▽
問
五
、
な
ぜ
入
級
し
な
い
か
＝
①
趣
味
が
あ
わ
な
い
一
四
②

時
間
が
な
い
四
二
③
夜
ま
で
家
で
出
し
て
く
れ
な
い
三
④
そ
の

他
二
〇
⑤
ま
だ
よ
く
知
ら
な
い
三
二
⑥
別
に
理
由
な
し
一
一
⑦

何
の
た
め
に
学
級
が
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
一
一

▽
問
六
、
入
級
を
希
望
す
る
人
に
、
学
級
日
は
い
つ
が
よ
い
か

＝
①
月
曜
日
四
②
火
曜
日
三
③
水
曜
日
四
④
木
曜
日
十
九
時
～

二
十
一
時
〇
⑤
同
十
九
時
半
～
二
十
一
時
半
五
⑥
金
曜
日
〇
⑦

土
曜
日
九

▽
問
七
、
な
に
か
サ
ー
ク
ル
に
加
入
し
て
い
る
か
＝
①
い
る
一

九
②
い
な
い
一
一
九
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▽
問
八
、
加
入
し
て
い
る
サ
ー
ク
ル
は
＝
①
男
性
～
鉄
道
友
の

会
、
経
済
学
研
究
会
、
囲
碁
研
究
会
、
Ｍ
Ｆ
Ｃ
友
好
会
、
青
年

学
級
②
女
性
～
湯
河
原
サ
ー
ク
ル
、
弓
道
③
不
明
～
会
社
の
青

年
部
、
山
岳
会

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
男
三
七
、
女
九
四
、
不
明
三
〇
、
計
一
六

一
人
に
つ
い
て
き
い
た
。

男
女
別
に
み
る
と
、
余
暇
（
休
日
）
の
使
い
方
で
旅
行
、
ハ
イ

キ
ン
グ
、
映
画
、
テ
レ
ビ
で
女
子
が
七
〇
、
男
子
が
二
三
と
い

う
答
が
出
た
の
と
、
パ
チ
ン
コ
で
男
四
に
対
し
女
一
二
は
ち
よ

つ
と
お
も
し
ろ
い
。

職
業
で
は
公
務
員
、
会
社
員
な
ど
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
男
女
と
も

多
く
、
学
生
の
多
い
の
も
注
目
さ
れ
る
。

青
年
学
級
に
つ
い
て
は
大
半
が
知
ら
な
い
と
答
え
、
ま
た
入
る

意
志
を
示
さ
ず
、
そ
の
理
由
は
知
ら
な
い
、
時
間
が
な
い
と
い

う
理
由
で
、
女
子
は
時
間
の
な
い
こ
と
が
主
た
る
理
由
に
な
つ

て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
、
次
第
に
団
体
生
活

よ
り
、
個
人
的
主
義
と
い
う
か
、
現
代
ツ
子
気
質
が
う
か
が
わ

れ
る
。

　
　
　
　
（「
東
海
民
報
」
昭
和
四
一
年
三
月
一
二
日
付
）

一
九
六
六
（
昭
和
四
一
）
年
の
成
人
式
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
で
あ
る
。
新
成
人
は
一
九
四
六
年
生
ま
れ
で
全
員
が
ア
ジ
ア
・

太
平
洋
戦
争
後
の
世
代
で
あ
り
、
新
時
代
の
青
年
の
生
活
意
識

が
窺
え
る
内
容
で
あ
る
。
参
加
者
の
う
ち
、
学
生
の
占
め
る
比

率
が
二
〇
％
台
前
半
と
い
う
数
字
も
時
代
を
感
じ
さ
せ
る
。
な

お
、
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
主
体
の
青
年
学
級
は
一
九
六
〇
年
六
月

に
発
足
し
た
。

143　

真
鶴
町
火
葬
場
の
本
町
住
民
の
利
用
に
つ
い
て

真
鶴
町
営
火
葬
場
の
湯
河
原
町
住
民
の
利
用
に
関
す

る
協
議
書

真
鶴
町
と
湯
河
原
町
は
、
真
鶴
町
営
火
葬
場
の
湯
河
原
町
住

民
の
利
用
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
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六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
協
議
す
る
。

　

（
火
葬
場
の
増
築
）

第
一
条　

真
鶴
町
営
火
葬
場
（
以
下
「
火
葬
場
」
と
い
う
。）

の
増
築
事
業
は
、
昭
和
四
十
一
年
度
に
お
い
て
真
鶴
町
が
施

行
す
る
。

　

（
事
業
費
に
対
す
る
湯
河
原
町
の
負
担
）

第
二
条　

前
条
の
事
業
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
四
百
万
円
は
湯

河
原
町
が
負
担
す
る
も
の
と
し
、
真
鶴
町
に
納
付
す
る
。
た

だ
し
、
当
該
事
業
に
か
ゝ
る
起
債
は
湯
河
原
町
負
担
金
に
充

て
る
も
の
と
し
、
そ
の
償
還
の
責
は
湯
河
原
町
が
負
い
、
湯

河
原
町
は
当
該
償
還
年
次
計
画
に
も
と
づ
き
毎
年
度
元
利
償

還
金
相
当
額
を
真
鶴
町
に
納
付
す
る
。

　

（
現
行
条
例
の
改
廃
措
置
）

第
三
条　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
を
完
了
し
た
と
き
は
、

真
鶴
町
は
、
真
鶴
町
営
火
葬
場
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
真
鶴

町
条
例
第
二
号
）
を
速
や
か
に
改
正
す
る
も
の
と
し
、
改
正

に
あ
た
っ
て
は
、
湯
河
原
町
住
民
の
火
葬
場
利
用
に
つ
き
そ

の
使
用
料
お
よ
び
使
用
の
方
法
に
つ
い
て
は
真
鶴
町
住
民
と

同
一
の
条
件
を
も
っ
て
改
正
す
る
も
の
と
し
、
湯
河
原
町
は
、

湯
河
原
町
火
葬
場
使
用
料
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
湯
河
原
町

条
例
第
三
十
二
号
）
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。

二
．
前
項
の
規
定
に
よ
る
改
廃
の
時
期
は
同
時
期
と
し
、
そ
の

期
日
は
両
町
の
協
議
で
定
め
る
。

　

（
使
用
の
方
法
）

第
四
条　

火
葬
場
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
真
鶴
町
営
火
葬
場
条
例
（
以
下
「
改
正
条
例
」
と

い
う
。）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
し
、
真
鶴
町
は
、

湯
河
原
町
住
民
の
使
用
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

（
管
理
経
費
の
負
担
）

第
五
条　

火
葬
場
の
維
持
管
理
お
よ
び
運
営
は
真
鶴
町
が
行
な

う
も
の
と
し
、
こ
れ
に
要
す
る
費
用
も
ま
た
真
鶴
町
の
負
担
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と
す
る
。

　

（
施
設
改
良
費
の
負
担
割
合
）

第
六
条　

第
一
条
に
規
定
し
た
事
業
完
成
後
に
火
葬
場
の
施
設

を
改
良
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
両
町
に
お
い
て
協
議
す
る

も
の
と
し
、
そ
の
費
用
は
、
当
該
年
度
四
月
一
日
現
在
の
人

口
（
神
奈
川
県
人
口
調
査
要
綱
に
も
と
づ
く
毎
月
人
口
調
査

に
よ
る
）
の
割
合
に
よ
り
両
町
が
負
担
し
、
事
業
は
真
鶴
町

が
施
行
す
る
。

　

（
条
例
改
正
の
場
合
の
措
置
）

第
七
条　

改
正
条
例
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
真
鶴
町
は
あ
ら
か
じ
め
湯
河
原
町
に
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二　

前
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
場
合
は
直
ち
に
当
該
条

例
を
湯
河
原
町
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三　

前
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
が
あ
っ
た
と
き
は
、
湯
河
原
町

は
直
ち
に
当
該
条
例
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
火
葬
場
の
移
転
ま
た
は
廃
止
の
協
議
）

第
八
条　

真
鶴
町
が
火
葬
場
の
移
転
ま
た
は
廃
止
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
湯
河
原
町
と
協
議
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

（
協
議
の
履
行
）

第
九
条　

両
町
は
、
こ
の
協
議
書
の
運
用
に
つ
い
て
信
義
を
重

ん
じ
、
誠
実
に
こ
れ
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
補
則
）

第
十
条　

両
町
に
お
け
る
環
境
衛
生
施
設
の
共
同
化
が
進
展
し

た
と
き
は
、
一
部
事
務
組
合
に
よ
り
運
用
す
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

二
、
こ
の
協
議
書
に
定
め
の
な
い
事
項
お
よ
び
内
容
に
つ
き
疑

義
を
生
じ
た
と
き
は
、
両
町
が
善
隣
互
譲
の
精
神
を
も
っ
て

協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

以
上
の
と
お
り
協
議
が
成
立
し
た
の
で
本
書
二
通
を
作
成
し
、

両
町
長
署
名
押
印
し
て
各
々
そ
の
一
通
を
所
持
す
る
。
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昭
和　

年　

月　

日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
鶴
町
長　
　

尾
森
東
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
長　

八
亀
武
雄

（「
昭
和
四
一
年　

二
号　

自
六
月
至
一
二
月　

会
議
録
」
湯

河
原
町
役
場
蔵
）

144　

湯
河
原
町　

人
と
地
域
の
絆
を
育
む
条
例

湯
河
原
町　

人ひ
と

と
地
域
の
絆き

ず
なを

育
む
条
例
（
平
成
二

十
四
年
三
月
五
日
条
例
第
九
号
）

わ
た
し
た
ち
の
町
に
は
、
家
族
は
も
ち
ろ
ん
、
人ひ

と

と
人
、
人

と
地
域
の
絆き

ず
なを

何
よ
り
も
大
切
に
す
る
気
風
が
昔
か
ら
引
き
継

が
れ
、
隣
近
所
が
互
い
に
助
け
合
い
、
支
え
合
う
こ
と
が
地
域

社
会
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
近
年
、
社
会
環
境
が
大
き
く
変
化
し
、
核
家
族
化

が
進
展
す
る
中
で
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
、
家
族
や
地
域
社

会
と
の
絆
も
弱
ま
り
、
高
齢
者
の
孤
立
化
、
い
じ
め
や
虐
待
な

ど
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
背
景
に
、
町
内
行
事
、
社
会
福
祉
活
動
、

防
災
・
防
犯
活
動
と
い
っ
た
地
域
活
動
へ
の
参
加
も
消
極
的
に

な
り
、
区
会
（
自
治
会
）
へ
の
加
入
率
も
低
下
し
、
町
民
が
地

域
の
主
体
で
あ
る
と
い
う
当
事
者
意
識
が
薄
れ
、
地
域
社
会
の

基
盤
が
弱
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
人
々
や
地

域
を
守
る
人
た
ち
、
さ
ら
に
は
多
く
の
国
民
が
教
え
て
く
れ
た

絆
の
大
切
さ
を
教
訓
と
し
て
、
家
族
の
絆
を
強
め
、
人
と
人
と

の
絆
を
紡
ぎ
、
隣
近
所
や
地
域
で
、
顔
の
見
え
る
豊
か
な
人
間

関
係
を
再
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
こ
に
、
家
族
、
人
と
人
及
び
地
域
社
会
に
お
け
る
絆
を
育

み
、
地
域
で
支
え
合
う
社
会
の
構
築
を
促
進
す
る
た
め
、
こ
の

条
例
を
制
定
す
る
。

　

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
町
民
、
事
業
者
及
び
町
の
役
割
を
明



453

第一節　町の暮らし

ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
家
族
、
人
と
人
及
び
地
域
社
会
に

お
け
る
絆
を
育
み
、
地
域
で
支
え
合
う
社
会
の
構
築
を
促
進

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

（
基
本
理
念
）

第
二
条　

家
族
、
人
と
人
及
び
地
域
社
会
に
お
け
る
絆
づ
く
り

は
、
町
民
一
人
一
人
の
家
庭
又
は
地
域
社
会
に
お
け
る
人
同

士
の
触
れ
合
い
又
は
助
け
合
い
が
基
本
と
な
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
け
る
役
割
を
自
覚
し
、
自
主
的
か
つ

主
体
的
な
取
組
を
行
う
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

　

（
町
民
の
役
割
）

第
三
条　

町
民
は
、
家
族
の
愛
情
及
び
触
れ
合
い
を
大
切
に
、

互
い
に
助
け
合
い
、
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
家
庭
を
築
く

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

町
民
は
、
地
域
社
会
に
お
い
て
、
互
い
に
助
け
合
い
、
支

え
合
う
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
地
域
社
会
を
構
成
す
る
主

体
と
し
て
の
意
識
を
高
め
、
地
域
活
動
へ
の
積
極
的
な
参
加

や
区
会
へ
の
加
入
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３　

町
民
は
、
地
域
活
動
に
取
り
組
む
に
当
た
り
、
町
全
体
の

発
展
を
視
野
に
入
れ
て
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４　

町
民
は
、
町
を
訪
れ
た
人
々
と
の
触
れ
合
い
を
大
切
に
し
、

お
も
て
な
し
の
気
持
ち
を
持
っ
て
接
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

　

（
事
業
者
の
役
割
）

第
四
条　

事
業
者
は
、
町
民
又
は
町
が
取
り
組
む
地
域
活
動
に

社
会
貢
献
活
動
の
一
環
と
し
て
参
加
し
、
又
は
協
力
す
る
と

と
も
に
、
従
業
員
も
地
域
の
一
員
と
し
て
地
域
活
動
に
参
加

で
き
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
町
の
役
割
）

第
五
条　

町
は
、
絆
づ
く
り
を
支
援
す
る
施
策
を
推
進
す
る
も

の
と
す
る
。

２　

町
は
、
町
民
又
は
区
会
が
自
主
的
又
は
主
体
的
に
取
り
組

む
絆
づ
く
り
の
た
め
の
地
域
活
動
を
支
援
す
る
も
の
と
す
る
。
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３　

町
は
、
全
て
の
教
育
環
境
の
中
で
、
児
童
及
び
生
徒
に
対

し
、
絆
を
し
っ
か
り
紡
ぎ
、
豊
か
な
人
間
性
及
び
生
き
る
力

を
育
む
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４　

町
は
、
絆
づ
く
り
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
と
き
は
、

地
域
住
民
の
福
祉
の
向
上
を
目
的
と
す
る
団
体
等
と
連
携
し
、

協
働
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

145　

ミ
カ
ン
農
家
の
一
年　

―
内
藤
喜
一
日
記
―

（
表
紙
）

　
　
　
　

当
用
日
記　
　

一
九
六
二

（
前
略
）

○
一
月
一
日
（
月
）　

曇
、
夕
刻
よ
り
雨
、
箱
根
は
雪
の
模
様

元
旦
、
な
す
事
も
な
く
一
日
を
過
す
、
年
頭
所
感
な
し

○
一
月
二
日
（
火
）　

晴　

マ
ナ
板
は
昨
夜
の
雪
で
白
し

午
前　

中
へ
こ
も
り

午
後
よ
り
牧
子
を
連
れ
、
小
田
原
へ
遊
び
に
行
く
。

○
一
月
三
日
（
水
）　

晴

休
、
弘
君
、
良
夫
君
は
連
日
専
ら
映
畫
、
眞
鶴
の
二
番
へ

磯
釣
に
行
く

ブ
ダ
イ
は
や
っ
ぱ
り
駄
目
、
カ
サ
ゴ
三
尾

○
一
月
四
日
（
木
）　

晴
れ
た
り
曇
っ
た
り

三
日
は
終
り
、
今
日
よ
り
仕
事

向
笠
山
（
父
・
㐂
・
弘
・
良
・
ス
）
蜜
柑
畑
の
除
草

○
一
月
五
日
（
金
）　

晴

敷
草
苅
り
。（
父
・
㐂
・
弘
・
良
）
ハ
ダ
ン
下
―
九
〇
束

○
一
月
六
日
（
土
）　

晴
れ
た
り
雲
っ
た
り

㐂
―
榎
本
豊
君
宅
手
傳
い
。
小
屋
の
材
料
を
大
屋
製
材
で



455

第一節　町の暮らし

挽
く
。

弘
・
良
―
敷
草
苅
り
。
ハ
ダ
ン
下
―
五
〇
束

○
一
月
七
日
（
日
）　

晴
れ
た
り
雲
っ
た
り

敷
草
苅
り
（
㐂
・
弘
・
良
）
ハ
ダ
ン
下
―
九
五
束

父
―
内
藤
勇
君
宅
手
傳
い
。
貯
藏
庫
用
の
丸
太
を
大
屋
製

材
で
挽
く
。

○
一
月
八
日
（
月
）　

晴

敷
草
苅
り
（
㐂
・
弘
・
良
）
ハ
ダ
ン
下
―
九
五
束

三
人
で
昨
日
も
今
日
も
ま
る
で
競
爭
の
様

○
一
月
九
日
（
火
）　

晴
曇

深
沢
茂
君
宅
手
傳
い
（
㐂
・
弘
・
良
）

尾
崎
へ
貯
藏
庫
を
建
つ
。

良
夫
君
眼
に
塵
を
入
れ
、
夕
刻
病
院
へ
行
く
。

○
一
月
十
日
（
水
）　

曇　

十
時
頃
よ
り
雨
降
り
出
す

午
前
―
向
笠
山
（
㐂
・
弘
）
石
垣
つ
き
。

良
夫
君
は
病
院

午
後
よ
り
三
人
で
沼
津
へ
映
畫
を
見
に
行
く
。

○
一
月
十
一
日
（
木
）　

曇　

夕
刻
俄
雨
あ
り
。
夜
星
い
ず

向
笠
山
（
㐂
・
弘
・
良
）
石
垣
つ
き

○
一
月
十
二
日
（
金
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
・
良
）
石
垣
つ
き

弘
君
―
湯
山
君
宅
手
傳
い
。
小
屋
の
取
こ
わ
し

○
一
月
十
三
日
（
土
）　

曇

午
前
（
㐂
・
弘
・
良
）
向
笠
山
石
垣
つ
き

午
後
よ
り
餅
搗
き

○
一
月
十
四
日
（
日
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
・
弘
・
良
）
石
垣
つ
き

夜　

十
日
会
の
新
年
会
あ
り
て
、
富
田
旅
館
に
一
泊
す

あ
す
か
ら
二
番
正
月
故
、
夜
を
更
す
も
気
樂
な
り

○
一
月
十
五
日
（
月
）　

晴

休
、
皆
と
一
夜
を
富
田
に
明
す
。

夕
刻
ま
で
部
屋
に
こ
も
り
て
、
飲
み
つ
、
話
し
つ
過
す
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夜　

車
谷
尚
一
君
宅
の
母
屋
の
新
築
披
露
宴
に
招
か
る

○
一
月
十
六
日
（
火
）　

晴

休
、
赤
馬
へ
磯
釣
に
行
く
。
弘
君
、
髙
夫
君
と
三
人

カ
サ
ゴ
―
十
尾

夜
、
鈴
木
歌
吉
様
宅
に
於
て
、
山
之
神
講
あ
り

○
一
月
十
七
日
（
水
）　

晴
曇

午
前
（
㐂
・
弘
・
良
）
堆
肥
を
カ
マ
ス
へ
入
れ
る

馬
屋
、
豚
肥
出
し
。

午
後
―
休

○
一
月
十
八
日
（
木
）　

晴
曇　

夜
に
至
り
て
雨

横
当
下
（
㐂
・
弘
・
良
）
蜜
柑
定
植
位
置
、
西
瓜
播
種
位

置
に
穴
を
掘
り
、
肥
料
を
施
す
。

堆
肥
―
五
〇
、
硫
燐
―
二
、
配
合
―
一

堆
肥
は
組
合
四
輪
車
で
二
度
運
搬
。
父
―
一
度
乗
っ
て
来

る開
墾
―
約
半
日

○
一
月
十
九
日
（
金
）　

晴

横
当
下
（
㐂
・
弘
・
良
）
開
墾

父
―
午
前
横
当

○
一
月
二
十
日
（
土
）　

晴

横
当
下
（
㐂
・
弘
・
良
）
開
墾

父
―
午
前
―
横
当

○
一
月
二
十
一
日
（
日
）　

晴

横
当
（
下
）（
㐂
・
弘
）
開
墾

良
―
榎
本
実
様
宅
手
傳
い
。
小
屋
の
取
こ
わ
し

父
―
午
前
―
横
当

○
一
月
二
十
二
日
（
月
）　

晴

横
当
（
下
）（
㐂
・
弘
・
良
）
開
墾

ス
―
横
当
除
草

○
一
月
二
十
三
日
（
火
）　

晴
曇
、
夕
刻　

山
は
雪
が
ち
ら
つ

い
て
見
え
る
。

横
当
下
（
㐂
・
良
・
弘
）
開
墾
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春
肥
注
文
申
込　

硫
安
―
二
〇
、
過
石
―
一
五
、
硫
加
―

五
、
種
粕
―
一
〇
、
骨
粉
―
四
、
硫
燐
―
五

○
一
月
二
十
四
日
（
水
）　

晴

横
当
下
（
㐂
・
弘
・
良
・
父
―
午
前
）
開
墾

○
一
月
二
十
五
日
（
木
）　

晴

（
㐂
・
弘
・
良
）
朝
カ
イ
バ
切
り
を
始
め
る
も
、
発
動
機

故
障
で
修
理
に
来
て
直
し
て
も
ら
い
、
夕
方
ま
で
ま
ご

〳
〵
す
る
。（
裏
の
貯
藏
蜜
柑
の
手
入
、
マ
キ
割
、
カ
イ

バ
切
り
）

○
一
月
二
十
六
日
（
金
）　

晴

横
当
下
（
㐂
・
弘
・
良
・
父
―
午
後
）
開
墾

○
一
月
二
十
七
日
（
土
）　

晴
れ
て
風
强
し

横
当
下
（
㐂
・
弘
・
良
）
午
前
中
内
藤
勇
君
に
石
割
に
来

て
も
ら
う
。
開
墾

○
一
月
二
十
八
日
（
日
）　

晴

内
藤
勇
君
宅
手
傳
い
（
父
・
良
）
辮
当
場
貯
藏
庫
の
建
前

内
藤
繁
隆
様
宅
手
傳
い
（
㐂
・
弘
）
藁
揚
げ
―
開
成
町
の

伊
東
様
宅
迄
行
き
、
ト
ラ
ッ
ク
一
台
束
ね
て
来
る
。

初
場
所
千
秋
楽
―
大
ホ
ウ
優
勝

○
一
月
二
十
九
日
（
月
）　

晴
れ
た
り
曇
っ
た
り

横
当
上
（
㐂
・
良
）
ブ
ル
ト
ー
ザ
ー
開
墾
、
ブ
ル
ト
ー

ザ
ー
で
畑
の
土
を
上
か
ら
下
へ
押
す
。（
午
後
よ
り
）

弘
―
湯
山
様
宅
手
傳
い
。
小
屋
の
建
前

○
一
月
三
十
日
（
火
）　

晴

横
当
上
（
㐂
・
弘
・
良
）
ブ
ル
ト
ー
ザ
ー
開
墾
、
下
根
の

石
垣
を
積
む

○
一
月
三
十
一
日
（
水
）　

晴

横
当
上
（
㐂
・
弘
・
良
）
ブ
ル
ト
ー
ザ
ー
で
土
を
下
へ
押

す
。
急
傾
斜
の
為
思
ふ
よ
う
に
行
か
ず
、
未
完
成
な
が
ら

今
日
で
打
切
る
。

○
二
月
一
日
（
木
）　

晴

農
休
日
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弘
君
は
東
京
中
野
の
姉
さ
ん
の
所
へ
行
き
、
良
夫
君
は
横

浜
見
物

㐂
―
向
笠
山
の
石
垣
つ
き

○
二
月
二
日
（
金
）　

晴
・
曇　

夜
一
時
雨
あ
り

敷
草
苅
り
、
運
搬
（
㐂
・
良
）
市
が
原
―
三
〇
、
馬
の
寝

敷
用
―
三
五

弘
君
―
東
京
よ
り
夜
帰
る
。

○
二
月
三
日
（
土
）　

晴
曇

敷
草
苅
、
運
搬
（
㐂
・
弘
）
市
が
原
―
三
〇
、
裏
―
三
〇

良
夫
―
市
が
原
貯
藏
蜜
柑
の
手
入

○
二
月
四
日
（
日
）　

晴

敷
草
苅
り
及
び
運
搬
（
㐂
・
弘
・
良
）
市
が
原
―
四
五
束
、

裏
―
三
〇
束
、
三

馬
を
追
ふ
。

敷
草　

市
が
原
―
一
〇
五
束

○
二
月
五
日
（
月
）　

晴
れ
た
り
曇
っ
た
り

敷
草
苅
、
運
搬
（
㐂
・
弘
・
良
）
裏
―
三
〇
、
寝
敷
用
―

三
五

○
二
月
六
日
（
火
）　

晴
曇
一
時
俄
雨

敷
草
苅
り
及
び
運
搬
（
㐂
・
弘
・
良
）
猪
之
久
保
―
六
五

束
、
裏
―
一
〇
束
（
元
ち
ゃ
ん
の
三
輪
車
に
積
ん
で
来
て

も
ら
う
）

○
二
月
七
日
（
水
）　

晴

敷
草
苅
り
及
び
運
搬
（
㐂
・
弘
・
良
）
猪
之
久
保
―
三
十

五
束
、
裏
―
三
十
束
、
寝
敷
用
―
十
束

父
―
雑

○
二
月
八
日
（
木
）　

晴　

夜
に
至
り
て
曇
る

敷
草
苅
及
び
運
搬
（
㐂
・
弘
・
良
）
田
圃
―
六
十
束

父
、
ス
―
除
草

○
二
月
九
日
（
金
）　

曇

敷
草
運
搬
（
弘
・
良
）
田
圃
―
三
五
束
、
猪
之
久
保
―
三

五
束
、
寝
敷
用
―
二
〇
束

鈴
木
豊
作
様
宅
手
傳
い
（
㐂
）
納
屋
の
建
前
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父
―
村
役
―
橋
の
材
料
出
し

○
二
月
十
日
（
土
）　

曇　

夜
風
强
し

弘
、
良
―
敷
草
苅
、
寝
敷
用
―
三
五
束

㐂
―
ヘ
ギ
切
り
―
竹
山
、
終
っ
て
向
笠
山
石
垣
つ
き
。

敷
草
（
計
）
市
が
原
―
一
〇
五
、
田
圃
―
九
五
、
猪
之
久

保
―
一
三
五
、
裏
―
一
三
〇
、
寝
敷
用
―
一
三
五
、
計
六

〇
〇

○
二
月
十
一
日
（
日
）　

昨
夜
半
の
雨
あ
が
り
晴
れ
た
り
曇
っ

た
り
、
む
し
〳
〵
と
暑
く
さ
な
が
ら
五
月
の
陽
気

家
の
排
水
土
管
の
ふ
せ
替
え
（
㐂
・
弘
・
良
）

○
二
月
十
二
日
（
月
）　

曇
時
々
晴

（
㐂
・
弘
・
良
）
敷
草
苅
を
始
む
。
向
笠
山
―
十
五
束
（
一

背
負
で
中
止
）

十
時
頃
よ
り
向
笠
山
石
垣
つ
き
。

（
子
豚
購
入
）
三
三
〇
〇
円

○
二
月
十
三
日
（
火
）　

曇
時
々
晴

敷
草
苅
り
（
㐂
・
弘　

良
―
午
前
）
竹
山
で
笹
を
苅
る

向
笠
山
―
四
五
束
（
二
台
）

良
夫
君
頭
痛
の
為
午
前
中
で
帰
る
。

ス
―
向
笠
山
除
草

○
二
月
十
四
日
（
水
）　

晴

敷
草
苅
（
㐂
・
弘
・
父
―
運
搬
）
向
笠
山
―
四
五
束
（
二

台
）

○
二
月
十
五
日
（
木
）　

晴

休
、
良
夫
君
は
風
邪
を
直
す
為
、
家
に
残
り
、
弘
君
と
二

人
で
磯
釣
に
行
く
。
江
之
浦
方
面
、
カ
サ
ゴ
一
六
尾

○
二
月
十
六
日
（
金
）　

晴

敷
草
苅
（
㐂
・
弘
・
良
）
向
笠
山
―
五
〇
（
二
台
）

◎
蜜
柑
出
荷　

裏
―
七
八
〇
ｋ

○
二
月
十
七
日
（
土
）　

曇
、
寒
し
。

敷
草
苅
（
㐂
・
弘
・
良
）（
向
笠
山
―
三
〇
、
横
当
―
三

〇
）
四
台
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○
二
月
十
八
日
（
日
）　

晴
曇
、
三
時
頃
よ
り
雨
、
夕
に
到
り

て
再
び
晴

敷
草
苅
（
㐂
・
弘
・
良
）
竹
山
―
竹
を
苅
る
。
横
当
―
四

五
（
三
台
）

父
、
ス
―
向
笠
山
―
除
草
敷
草

○
二
月
十
九
日
（
月
）　

晴
風
强
し

敷
草
苅
（
㐂
・
弘
・
良
）
竹
山
―
竹
苅
（
向
笠
山
―
一
五
、

横
当
―
四
五
）
四
台

○
二
月
二
十
日
（
火
）　

晴　

風
强
し

敷
草
苅
（
㐂
・
弘
・
良
）
竹
山
で
竹
苅
、
横
当
―
六
〇
束

（
四
台
）

○
二
月
二
十
一
日
（
水
）　

晴　

風
强
し

向
笠
山
（
㐂
）
石
垣
つ
き
、
二
時
頃
よ
り
蜜
柑
剪
定

弘
・
良
―
テ
レ
ビ
協
会
で
東
京
へ
バ
ス
旅
行

○
二
月
二
十
二
日
（
木
）　

曇

敷
草
苅
（
弘
・
良
）
竹
山
で
竹
苅
り
、
横
当
―
二
〇
束

㐂
―
剪
定
講
習
会
及
び
十
日
会
で
研
究
会

敷
草
（
向
笠
山
―
二
〇
〇
束
、
横
当
―
二
〇
〇
束
）

ア
メ
リ
カ
人
間
衛
星
打
上
成
功
（
昨
夜
）
グ
レ
ン
中
佐

○
二
月
二
十
三
日
（
金
）　

曇

㐂
―
猪
之
久
保
蜜
柑
剪
定

弘
・
良
―
カ
イ
バ
切
り
。
終
っ
て
夕
刻
剪
定
の
枝
片
附
け

父
・
母
―
午
前
、
裏
の
敷
草

○
二
月
二
十
四
日
（
土
）　

曇

（
㐂
・
ス
・
弘
・
良
）
◎
向
笠
山
蜜
柑
出
荷
、
組
合
四
輪

車
―
七
五
箱
、
一
九
四
五
ｋ

三
時
頃
よ
り
猪
之
久
保
、
剪
定
及
び
接
ロ
ー
塗
り
、
枝
の

片
附

父
―
午
前
―
裏
の
敷
草

組
合
作
業
場
上
棟
式

○
二
月
二
十
五
日
（
日
）　

曇　

夜
に
至
り
て
雨
と
な
る

朝
の
間
変
電
所
の
門
柱
を
倒
す
。
手
傳
い
に
三
人
（
㐂
・
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弘
・
良
）
で
行
く
。

十
時
頃
よ
り
裏
の
貯
蔵
蜜
柑
の
手
入

午
後　

弘
・
良
―
猪
之
久
保
敷
草
、
㐂
―
榎
本
様
宅
建
前

の
手
傳
い
（
父
と
交
替
）

榎
本
豊
君
宅
手
傳
い
―
父
（
午
前
）
納
屋
の
建
前

○
二
月
二
十
六
日
（
月
）　

雨　

曇

何
十
日
ぶ
り
か
の
雨

（
㐂
・
弘
・
良
）
午
前
―
肥
料
配
合

午
後
―
肥
料
運
搬
、
裏
―
剪
定
、
枝
の
片
附
け

○
二
月
二
十
七
日
（
火
）　

曇
時
々
晴

市
が
原
（
㐂
・
弘
・
良
）
剪
定
、
枝
片
附
け
、
敷
草
、
施

肥
―
配
合
―
六
俵

○
二
月
二
十
八
日
（
水
）　

晴

市
が
原
（
㐂
・
ス
・
弘
・
良
）
剪
定
、枝
片
附
け
、接
ロ
ー

塗
り
、
貯
藏
蜜
柑
の
手
入
れ
、
終
っ
て
（
一
時
半
）

弘
君
―
横
当
蜜
柑
の
手
入
、
㐂
・
良
―
裏
、
剪
定
、
枝
の

片
附
け

○
三
月
一
日
（
木
）　

曇　

晝
頃
よ
り
雨

餅
搗
き
、
四
津
夫
君
に
手
傳
ひ
に
来
て
も
ら
う
。
午
前
中

で
終
る
。

午
後
―
休

○
三
月
二
日
（
金
）　

曇
晴

向
笠
山
（
㐂
・
弘
・
良
）
石
垣
つ
き

○
三
月
三
日
（
土
）　

晴
れ
た
り
曇
っ
た
り

向
笠
山
（
㐂
・
弘
）
石
垣
つ
き

父
―
馬
鈴
薯
植
え
、
其
の
他

良
―
繁
隆
様
宅
手
傳
い
。
石
垣
つ
き
（
お
そ
沢
）

○
三
月
四
日
（
日
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
・
弘
）
石
垣
つ
き

父
―
馬
鈴
薯
植
、
石
垣
つ
き
の
手
傳
い

良
―
繁
隆
様
宅
手
傳
い
。
石
垣
つ
き

○
三
月
五
日
（
月
）　

晴
れ
て
暖
し
。
五
月
頃
の
陽
気
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向
笠
山
（
㐂
・
良
・
弘
）
石
垣
つ
き

馬
―
仙

（
マ
マ
）痛

で
獸
医
を
揚

（
マ
マ
）ぐ

○
三
月
六
日
（
火
）　

曇
、
時
々
小
雨

（
父
・
弘
・
良
・
ス
）
横
当
下
、
石
屋
―
飯
村
さ
ん
を
頼

み
石
を
割
っ
て
も
ら
う
。
手
元

◎
蜜
柑
出
荷
（
裏
）
川
崎
関
根
行
、
特
―
三
、
天
―
八
、

鶴
―
二
八
、
亀
―
一
〇
、
四
九　

計
三
四
三
〆

㐂
―
柏
木
森
太
郎
様
宅
手
傳
い
。
母
屋
の
建
前

○
三
月
七
日
（
水
）　

曇
時
々
晴　

風
强
し

向
笠
山
（
㐂
・
弘
・
良
）
石
垣
つ
き

石
屋
―
飯
村
さ
ん
を
頼
む

○
三
月
八
日
（
木
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
・
弘
・
良
）
石
垣
つ
き
。
石
屋
―
飯
村
さ
ん

父
―
蜜
柑
出
荷
、
其
の
他

◎
蜜
柑
出
荷
（
市
が
原
）
組
合
四
輪
車

○
三
月
九
日
（
金
）　

晴
れ
た
り
雲
っ
た
り

向
笠
山
（
㐂
・
良
）
剪
定

○
蜜
柑
施
肥
（
横
当
―
一
〇
、
向
笠
山
―
十
一
俵
）

弘
―
下
宿
の
手
傳
い
。
母
屋
の
建
前

○
三
月
十
日
（
土
）　

明
方
よ
り
雨
と
な
る
も
間
も
な
く
や
み

曇
後
晴

横
当
下
（
㐂
・
弘
・
良
・
父
）
開
墾
、
防
風
垣
に
松
を
植

え
る
。

○
三
月
十
一
日
（
日
）　

晴

花
切
り
（
父
・
㐂
・
弘
・
良
）
ロ
ー
ソ
ー
坊

◎
蜜
柑
出
荷
（
川
崎
関
根
行
）
裏
―
五
〇
箱

○
三
月
十
二
日
（
月
）　

晴

花
切
り
（
㐂
・
弘
・
良
）
ロ
ー
ソ
ー
坊

◎
蜜
柑
出
荷
（
組
合
）
市
が
原
分
―
四
輪
車
五
〇
箱

○
三
月
十
三
日
（
火
）　

晴

花
切
り
（
ロ
ー
ソ
ー
坊
）（
父
・
㐂
・
弘
・
良
）

夜
西
松
建
設
飯
場
火
事
で
焼
け
る
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○
三
月
十
四
日
（
水
）　

晴
曇

花
切
り
（
㐂
・
弘
・
良
）
ロ
ー
ソ
ー
坊

○
三
月
十
五
日
（
木
）　

雨

午
前
（
父
・
㐂
・
ス
・
弘
・
良
）
川
崎
行
蜜
柑
撰
果

花
を
組
合
四
輪
車
で
ロ
ー
ソ
ー
坊
迄
父
が
取
り
に
行
き
皆

で
束
ね
る
。

午
後　

車
谷
君
宅
に
於
て
十
日
会
あ
り

○
三
月
十
六
日
（
金
）　

晴
れ
て
風
强
し

花
切
り
（
㐂
・
弘
・
良
）
ロ
ー
ソ
ー
坊

◎
蜜
柑
出
荷
、
市
が
原
（
組
合
出
）
―
組
合
四
輪
車
（
四

十
四
箱
）

裏
（
関
根
行
）
三
十
箱
―
二
一
〇
ｋ

○
三
月
十
七
日
（
土
）　

晴
れ
て
風
强
し

午
前
（
㐂
・
弘
・
良
）
向
山
―
剪
定

◎
蜜
柑
施
肥
（
向
山
―
四
俵
、
田
圃
―
三
俵
）

午
後　

㐂
―
田
圃
の
剪
定

父
・
弘
・
良
―
若
松
屋
火
亊
場
趾
の
整
理
の
手
傳
い

○
三
月
十
八
日
（
日
）　

晴

（
㐂
・
弘
・
良
・
ス
―
午
後
）
裏
の
剪
定
、
接
ロ
ー
塗
り

◎
蜜
柑
施
肥
（
裏
―
一
〇
俵
、
猪
之
久
保
―
六
俵
）

父
―
九
州
・
中
國
方
面
旅
行
。
議
員
仲
間
で
早
朝
羽
田
を

出
発

○
三
月
十
九
日
（
月
）　

晴

横
当
下
（
㐂
・
弘
・
良
）
石
運
搬
、
ゴ
ル
フ
場
の
方
か
ら

馬
車
で
運
び
、
か
つ
き

（
マ
マ
）込

み

ス
―
除
草

○
三
月
二
十
日
（
火
）　

曇
雨

休
、
弘
君
、
良
夫
君
故
郷
へ
明
日
帰
る
の
で
、
今
日
は
骨

休
み
に
す
る
。

弘
君
は
東
京
の
姉
の
所
へ
行
き
、
良
夫
君
と
俺
は
小
田
原

へ
映
畫

○
三
月
二
十
一
日
（
水
）　

雨
曇
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弘
君
、
良
夫
君
と
い
よ
〳
〵
別
れ
の
日
、
十
一
月
よ
り
約

五
ヶ
月
、
明
日
か
ら
は
一
人
に
な
る
か
と
思
ふ
と
寂
し
い

送
別
会
を
夕
刻
よ
り
や
り
、
夜
八
時
の
バ
ス
で
帰
っ
て
し

ま
っ
た
。
さ
よ
う
な
ら
!

（
弘
君
、
良
夫
君
今
日
帰
る
）

○
三
月
二
十
二
日
（
木
）　

曇

車
谷
君
宅
手
傳
い
（
㐂
）
庭
造
り

○
三
月
二
十
三
日
（
金
）　

曇
、
夕
刻
よ
り
雨

（
㐂
・
ス
）
向
笠
山
、
横
当
―
剪
定
、
枝
の
片
附
け

貯
藏
蜜
柑
の
手
入

○
三
月
二
十
四
日
（
土
）　

雨　

午
後
よ
り
曇
、
夕
刻
よ
り
再

び
雨

（
㐂
）
午
前
―
馬
屋
の
肥
出
し
。
納
屋
の
整
理

午
後
―
横
当
、
剪
定

○
三
月
二
十
五
日
（
日
）　

晴

横
当
（
㐂
・
ス
）
剪
定
、
枝
の
片
附
け
、
其
の
他

○
三
月
二
十
六
日
（
月
）　

曇
、
時
々
雨

午
前
（
㐂
）
横
当
下
石
垣
つ
き
、
雨
に
降
ら
れ
て
帰
り

午
後
又
雨
が
や
み
、
カ
ラ
タ
チ
苗
を
こ
ぐ

○
三
月
二
十
七
日
（
火
）　

晴

午
前
―
カ
ラ
タ
チ
苗
を
田
圃
に
植
え
る
。
五
五
〇
本

午
後
―
深
沢
勇
君
の
祝
言

○
三
月
二
十
八
日
（
水
）　

晴
れ
て
風
强
し

伊
東
へ
剪
定
に
行
く
（
茂
・
元
次
・
㐂
）

○
三
月
二
十
九
日
（
木
）　

曇

マ
ダ
ラ
メ
へ
剪
定
に
行
く
。（
豊
・
元
次
・
茂
・
正
・
幾

久
・
㐂
）

○
三
月
三
十
日
（
金
）　

小
雨
降
っ
た
り
や
ん
だ
り

午
前
―
カ
ラ
タ
チ
植
、
裏
―
三
五
〇
本

○
三
月
三
十
一
日
（
土
）　

晴

横
当
下
（
㐂
・
父
・
ス
）
石
垣
つ
き

○
四
月
一
日
（
日
）　

晴

横
当
下
（
父
・
㐂
・
ス
）
開
墾
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◎
蜜
柑
出
荷　

横
当
―
組
合
四
輪
車
（
五
十
一
箱
）

○
四
月
二
日
（
月
）　

晴
曇

喜
文
、
牧
子
、
ス
ミ
子
と
四
人
で
今
里
へ
節
句
に
行
く
。

三
島
樂
壽
園
で
子
供
を
遊
ば
せ
て
か
ら
行
く
。

○
四
月
三
日
（
火
）　

雨

午
後
よ
り
夏
の
雨
の
様
に
强
く
降
り
、
切

（
マ
マ
）角

の
節
句
と
云

ふ
に
家
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
。

○
四
月
四
日
（
水
）　

晴

今
里
を
朝
出
。
沼
津
で
遊
び
夕
刻
帰
宅

○
四
月
五
日
（
木
）　

晴

午
前　

父
―
蜜
柑
作
り
（
◎
蜜
柑
（
裏
）
ダ
ン
ボ
ー
ル
―

四
（
一
箱
―
二
〇
〇
〇
円
）、
㐂
―
野
菜
の
播
種
床
を
作

り
、
播
種
施
肥
の
切
返
し
。（
苗
床
、
西
瓜
播
種
）

午
後　

父
―
横
当
下
西
瓜
播
種
、
㐂
―
裏　

蜜
柑
石
川
苗

木
定
植

○
四
月
六
日
（
金
）　

曇

横
当
下
（
㐂
）
蜜
柑
苗
木
定
植

○
四
月
七
日
（
土
）　

曇
、
晴

横
当
下
（
㐂
・
父
）
蜜
柑
定
植
、
西
瓜
播
種
、
堆
肥
運
搬

―
組
合
四
輪
車

○
四
月
八
日
（
日
）　

曇
、
小
雨
ぱ
ら
つ
く

横
当
・
横
当
下
（
父
・
㐂
・
節
・
千
・
ス
―
午
前
）
蜜
柑

植
、
西
瓜
、
キ
ウ
リ
、
ゴ
ボ
ー
等
播
種

◎
蜜
柑
定
植
、
横
当
下
（
杉
山
三
年
生
―
一
二
〇
本
、
宮

川
早
生
―
二
十
五
本
）
一
四
五
本
、
横
当
（
道
上
）
杉
山

三
年
生
―
二
〇
本

○
四
月
九
日
（
月
）　

曇

猪
之
久
保
水
道
工
亊
（
㐂
）
藥
剤
撒
布
用
水
に
水
道
を
関

係
者
で
引
く
。

◎
馬
を
出
す
。
馬
の
具
合
悪
く
（
一
ヶ
月
前
よ
り
食
欲
な

し
）
獸
医
に
診
て
も
ら
う
も
良
く
な
る
可
能
性
な
し
と
の

亊
、
や
む
を
得
ず
出
し
。
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父
―
組
合
四
輪
車
で
平
塚
ト
殺
場
に
連
れ
て
行
く
（
一
万

八
千
円
）

○
四
月
十
日
（
火
）　

雨

午
後
よ
り
自
宅
に
於
い
て
、
十
日
会
を
行
ふ
。

○
四
月
十
一
日
（
水
）　

晴

藥
か
け
、
ボ
ル
ド
ー
液
撒
布
（
父
・
母
・
㐂
）
繁
隆　

克

明
―
午
前
（
横
当
、
向
笠
山
、
克
明
君
宅
横
当
、
市
が
原
）

○
四
月
十
二
日
（
木
）　

曇
、
夜
雨

藥
か
け
（
父
・
母
・
㐂
）
繁
隆
様
、
繁
隆
様
宅
（
ヤ
ナ
久

保
、
田
圃
の
小
麦
）、
猪
之
久
保
、
田
圃

○
四
月
十
三
日
（
金
）　

曇
雨

向
笠
山
（
㐂
）
蜜
柑
藤
中
五
年
生
定
植

十
一
時
頃
よ
り
雨

○
四
月
十
四
日
（
土
）　

曇

向
笠
山
（
㐂
）
藤
中
五
年
生
定
植

○
四
月
十
五
日
（
日
）　

晴
曇

一
家
総
動
員
、
裏
―
藥
か
け

◎
蜜
柑
出
荷
（
裏
）
及
ネ
ー
ブ
ル
、
夏
柑
、
個
人
荷
造
、

神
田
へ
出
す
。

○
四
月
十
六
日
（
月
）　

夜
明
頃
よ
り
雨
と
な
る
も
ま
も
な
く

や
む

（
㐂
）
午
前
―
馬
屋
の
肥
出
し
、
其
の
他

午
後
―
向
笠
山
、
蜜
柑
苗
木
定
植
、
其
の
他

○
四
月
十
七
日
（
火
）　

小
雨
降
っ
た
り
や
ん
だ
り

向
笠
山
、
蜜
柑
植
え
、
石
垣
つ
き

○
四
月
十
八
日
（
水
）　

晴

北
村
成
敏
様
宅
手
傳
い
（
㐂
）
四
津
夫
君
、
剪
定
（
白
石
）

○
四
月
十
九
日
（
木
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
）
石
垣
を
つ
い
た
所
の
整
理
、
石
運
搬

○
四
月
二
十
日
（
金
）　

晴

午
前
―
餅
つ
き

午
後
（
㐂
）（
向
笠
山
・
田
圃
）
蜜
柑
苗
木
の
枝
を
ヘ
ギ
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で
引
張
る

○
四
月
二
十
一
日
（
土
）　

晴

五
郎
神
社
祭
典

○
四
月
二
十
二
日
（
日
）　

晴

五
郎
神
社
祭
典
、
御
コ
シ
を
か
つ
ぐ
。

○
四
月
二
十
三
日
（
月
）　

晴

午
前
雑
用
、
午
後
―
ミ
コ
シ
カ
ツ
ギ
の
鉢
拂
い
。

○
四
月
二
十
四
日
（
火
）　

晴

向
笠
山
（
石
垣
つ
き
）

○
四
月
二
十
五
日
（
水
）　

曇
晴

春
子
東
京
へ
嫁
に
行
く
。
祝
言
で
東
京
へ
行
く
。

○
四
月
二
十
六
日
（
木
）　

曇
、
十
時
頃
よ
り
雨

中
條
の
手
傳
い
。（
㐂
）
蜜
柑
の
肥
料
や
り
。

○
四
月
二
十
七
日
（
金
）　

晴

母
と
喜
文
を
風
祭
の
病
院
へ
診
察
に
連
れ
て
行
き
、
午
後

よ
り
中
條
の
兄
の
腹
の
手
術
の
為
市
立
病
院
へ
行
く
。

夜　

喜
文
四
十
度
の
熱
を
出
し
、
保
険

（
マ
マ
）所

の
医
者
の
往
診

を
仰
ぐ

○
四
月
二
十
八
日
（
土
）　

晴

櫻
郷
植
付
（
㐂
）
七
人
共
同
の
山
へ
植
付
け
に
行
く
。

○
四
月
二
十
九
日
（
日
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
）
石
垣
つ
き

夜　

自
動
車
を
習
い
に
中
斈
へ
行
く
。

○
四
月
三
十
日
（
月
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
）
石
垣
つ
き
、午
後
よ
り
除
草
、オ
ー
チ
ヤ
ー

ド
苅

夜
―
自
動
車
を
習
い
に
中
斈
へ
行
く
。

母
、
ス
―
猪
之
久
保
除
草

○
五
月
一
日
（
火
）　

晴
曇

茶
摘
（
母
□　

外
十
一
人
）
猪
之
久
保
、
向
笠
山
、
裏
（
六

八
・
三
ｋ
）

㐂
、
猪
之
久
保
―
オ
ー
チ
ヤ
ー
ド
苅
、
向
笠
山
―
除
草
、
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茶
葉
運
搬

○
五
月
二
日
（
水
）　

曇
晴

（
㐂
）
堆
肥
の
切
返
、
猪
之
久
保
―
里
芋
植
、
裏
―
ケ
ン

タ
ッ
キ
ー
苅
、
除
草
、
南
瓜
植
、
ナ
ッ
パ
播
種

◎
蜜
柑
植
（
裏
）（
石
川
五
年
生
―
一
本
、
藤
中
五
年
生

―
一
本
、
レ
モ
ン
五
年
生
―
一
本
、
オ
レ
ン
ジ
三
年
生
―

一
本
、
キ
ー
ヤ
さ
ん
の
新
品
種
三
年
生
―
一
本
）

母
―
茶
摘
の
手
傳
い

○
五
月
三
日
（
木
）　

曇

横
当
下
、
横
当
（
㐂
・
父
―
午
前
）
除
草
、
ア
ナ
苅

朝
の
間
―
猪
之
久
保
の
夏
柑
苗
木
を
移
す
。

□
、
母
、
ス
―
茶
摘
の
手
傳
い

○
五
月
四
日
（
金
）　

曇　

夜
に
至
り
て
雨

向
笠
山
（
㐂
・
父
―
午
前
）
除
草
、
ア
ナ
苅
、
朝
の
間
―

蜜
柑
植
え
（
◎
蜜
柑
定
植
、
藤
中
五
年
生
、
計
三
十
五
本

（
向
笠
山
））

母
・
□
―
茶
摘
の
手
傳
い
。

○
五
月
五
日
（
土
）　

雨

○
五
月
六
日
（
日
）　

曇
晴

向
笠
山
（
㐂
）
除
草
、
オ
ー
チ
ヤ
ー
ド
苅

父
―
向
山
（
半
日
）

□
・
ス
―
茶
摘
の
手
傳
い

○
五
月
七
日
（
月
）　

曇

向
山
（
父
・
㐂
）
除
草
、
オ
ー
チ
ヤ
ー
ド
苅

母
・
ス
―
茶
摘
の
手
傳
い
。

○
五
月
八
日
（
火
）　

晴

横
当
（
㐂
）
除
草
、
オ
ー
チ
ヤ
ー
ド
苅

母
―
茶
摘
の
手
傳
い

○
五
月
九
日
（
水
）　

曇
、
晝
過
よ
り
雨

向
山
（
父
・
母
・
㐂
・
ス
・
□
）
外
手
傳
人
、
茶
摘
（
五

〇
ｋ
）、
除
草

○
五
月
十
日
（
木
）　

曇　

間
も
な
く
晴
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向
笠
山
（
㐂
）
石
垣
つ
き

北
村
信
一
君
宅
に
於
て
夜
十
日
会
あ
り
。

○
五
月
十
一
日
（
金
）　

晴

向
山
（
母
、
㐂
、
ス
）
外
手
間
人
―
四
人
、
茶
摘
（
八
五
・

三
ｋ
）

○
五
月
十
二
日
（
土
）　

雨

○
五
月
十
三
日
（
日
）　

晴　

風
强
し

横
当
、
午
前
―
西
瓜
植
・
其
の
他
―
父
・
㐂

内
藤
實
様
―
家
の
横
当
の
茶
を
摘
む
。
午
後
よ
り
、
そ
の

手
傳
い
。

ス
・
母
―
茶
摘
の
手
傳
い

○
五
月
十
四
日
（
月
）　

晴
曇
、
夜
に
至
り
て
雨
と
な
る
。

今
日
よ
り
鴨
宮
自
動
車
学
校
へ
通
い
始
む
。

○
五
月
十
五
日
（
火
）　

雨

自
動
車
学
校

○
五
月
十
六
日
（
水
）　

曇

自
動
車
斈
校
、
帰
っ
て
ス
ミ
子
と
田
圃
の
摘
花

○
五
月
十
七
日
（
木
）　

曇

蜜
柑
園
視
察
、
十
日
会
で
乗
用
車
三
台
で
西
浦
へ
行
く
。

母
―
茶
摘
の
手
傳
い

○
五
月
十
八
日
（
金
）　

曇

自
動
車
斈
校
、
三
時
頃
よ
り
ス
ミ
子
と
田
圃
の
摘
花

○
五
月
十
九
日
（
土
）　

曇
、
雨

斈
校

○
五
月
二
十
日
（
日
）　

晴

斈
校
を
休
む
。
向
山
―
摘
果
（
㐂
）、
田
圃
―
摘
花
（
㐂
・

ス
）

○
五
月
二
十
一
日
（
月
）　

晴

斈
校

○
五
月
二
十
二
日
（
火
）　

晴

斈
校
、
三
時
頃
よ
り
陸
稲
用
の
堆
肥
を
合
せ
、
豚
肥
を
出

す
。
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○
五
月
二
十
三
日
（
水
）　

曇
、
午
後
よ
り
雨

斈
校

○
五
月
二
十
四
日
（
木
）　

晴

斈
校
は
休
、
施
肥
及
び
摘
果
、
尿
素
（
裏
―
二
、
田
圃
―

一
、
猪
之
久
保
―
一
・
五
、
市
が
原
―
一
・
五
、
向
山
―

一
）

○
五
月
二
十
五
日
（
金
）　

曇
一
時
雨
又
曇

斈
校
、
帰
っ
て　

裏
―
ト
マ
ト
・
ピ
ー
マ
ン
・
カ
ボ
チ
ヤ

植
、
其
の
他

○
五
月
二
十
六
日
（
土
）　

晴

斈
校
、
帰
っ
て
裏
の
ア
ナ
苅
、
横
当
へ
組
合
三
輪
車
で
肥

料
を
運
ぶ

○
五
月
二
十
七
日
（
日
）　

曇
、
午
後
よ
り
雨

斈
校
を
休
む
（
㐂
・
ス
）
尿
素
（
横
当
―
三
、
向
笠
山
―

三
）、
向
笠
山
―
除
草
、
陸
稲
播
種

○
五
月
二
十
八
日
（
月
）　

晴

斈
校

○
五
月
二
十
九
日
（
火
）　

曇

斈
校
、
帰
っ
て
向
笠
山
除
草

○
五
月
三
十
日
（
水
）　

晴

斈
校
、
帰
っ
て
田
圃
―
苗
木
の
芽
か
き

○
五
月
三
十
一
日
（
木
）　

晴
れ
て
暑
し

向
笠
山
（
㐂
・
ス
）
除
草
、
陸
稲
播
種
（
斈
校
―
休
）

○
六
月
一
日
（
金
）　

晴

横
当
（
㐂
、
ス
）
除
草
、
サ
サ
ゲ
播
種

○
六
月
二
日
（
土
）　

晴
、
夕
刻
よ
り
曇

市
が
原
・
裏
（
㐂
・
ス
）
除
草
、
其
の
他

○
六
月
三
日
（
日
）　

曇
時
々
雨

斈
校

○
六
月
四
日
（
月
）　

雨
降
っ
た
り
や
ん
だ
り

斈
校

○
六
月
五
日
（
火
）　

晴
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斈
校
、
帰
っ
て
田
圃
の
敷
草

○
六
月
六
日
（
水
）　

曇

斈
校
、
帰
っ
て
田
圃
、
敷
草
、
ア
ナ
苅

○
六
月
七
日
（
木
）　

曇
雨

横
当
（
父
・
㐂
・
母
）
麦
苅
、
西
瓜
の
施
肥
敷
草
、
一
時

頃
雨
で
帰
る

○
六
月
八
日
（
金
）　

雨

斈
校

○
六
月
九
日
（
土
）　

雨
降
っ
た
り
や
ん
だ
り

斈
校

○
六
月
十
日
（
日
）　

雨

斈
校

○
六
月
十
一
日
（
月
）　

雨

斈
校

○
六
月
十
二
日
（
火
）　

雨

斈
校

○
六
月
十
三
日
（
水
）　

雨

斈
校

○
六
月
十
四
日
（
木
）　

雨
後
曇

○
六
月
十
五
日
（
金
）　

曇

斈
校
、
帰
っ
て
晝
よ
り
繁
隆
様
宅
麦
こ
き

○
六
月
十
六
日
（
土
）　

曇
晴

斈
校

○
六
月
十
七
日
（
日
）　

晴

斈
校

○
六
月
十
八
日
（
月
）　

晴

斈
校

○
六
月
十
九
日
（
火
）　

晴

（
㐂
・
ス
・
父
―
朝
の
間
）
麦
こ
き
、
其
の
他

○
六
月
二
十
日
（
水
）　

晴

藥
か
け
（
父
・
㐂
・
繁
隆
様
）
横
当
・
向
笠
山

自
動
車
来
る
。
七
五
〇
〇
〇
円
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○
六
月
二
十
一
日
（
木
）　

曇

午
前
（
父
・
母
・
㐂
）
繁
隆
様
宅
手
傳
い
。
藥
か
け

午
後
（
父
・
母
・
㐂
・
繁
隆
様
）
横
当
下
、
西
瓜
敷
草

○
六
月
二
十
二
日
（
金
）　

晴

斈
校

○
六
月
二
十
三
日
（
土
）

斈
校

○
六
月
二
十
四
日
（
日
）　

晴
曇

午
前
―
雑
用
（
㐂
）

午
後　

斈
校
、
予
備
試
験
パ
ス

父
・
母
―
中
條
の
手
傳
い
。
田
植
え

○
六
月
二
十
五
日
（
月
）　

曇
雨

午
前
（
父
・
㐂
・
ス
）
裏
の
藥
か
け

午
後
―
斈
校

父
・
母
―
夕
方
よ
り
佐
渡
方
面
へ
旅
行
に
出
掛
け
る

○
六
月
二
十
六
日
（
火
）　

曇

斈
校
、
コ
ー
ス
発
表
。
一
号
コ
ー
ス

○
六
月
二
十
七
日
（
水
）　

曇

斈
校
、
明
日
は
卒
業
試
験
。
神
に
祈
る
様
な
気
持

○
六
月
二
十
八
日
（
木
）　

晴
れ
た
り
曇
っ
た
り

◎
自
動
車
斈
校
卒
業
試
験

吾
な
が
ら
見
亊
な
出
来
（
九
二
点
）
で
パ
ス
。
こ
ゝ
に

一
ヶ
月
有
余
の
労
苦
遂
に
む
く
わ
る
。
生
涯
忘
れ
る
亊
の

出
来
ぬ
大
き
な
喜
び
。
た
ゞ
堀
内
勲
先
生
に
謝
す
。

○
六
月
二
十
九
日
（
金
）　

雨

◎
横
浜
へ
自
動
車
免
許
の
斈
科
試
験
に
行
く
。
勉
强
ぜ

（
マ
マ
）ず

心
配
し
た
が
無
事
パ
ス
（
法
令
―
九
五
、
構
造
―
九
〇

）

○
六
月
三
十
日
（
土
）　

雨

休
、
久
し
ぶ
り
で
心
身
共
休
ま
る
。

○
七
月
一
日
（
日
）　

雨
曇

農
休
日
、
午
後
よ
り
磯
釣
り

○
七
月
二
日
（
月
）　

雨
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斈
校
の
先
生
に
お
礼
に
行
く
。

○
七
月
三
日
（
火
）　

曇

蜜
柑
施
肥
（
㐂
）
横
当
・
向
笠
山
・
市
が
原

○
七
月
四
日
（
水
）　

曇
雨

蜜
柑
施
肥
（
㐂
）
裏
・
田
圃

○
七
月
五
日
（
木
）　

雨

◎
男
子
生
る
。
朝
八
時
十
七
分

○
七
月
六
日
（
金
）　

雨

○
七
月
七
日
（
土
）　

雨
後
曇

午
後
よ
り
（
㐂
）
猪
之
久
保
、
施
肥
、
ア
ナ
苅

○
七
月
八
日
（
日
）　

曇

猪
之
久
保
（
㐂
）
除
草

○
七
月
九
日
（
月
）　

雨

◎
自
動
車
免
許
証
を
小
田
原
署
へ
取
り
に
行
く

○
七
月
十
日
（
火
）　

雨

喜
文
を
連
れ
て
風
祭
の
病
院
へ
行
く
。
天
下
晴
れ
て
運
転

○
七
月
十
一
日
（
水
）　

曇

花
切
り
（
父
・
㐂
）
ロ
ー
ソ
ー
坊

○
七
月
十
二
日
（
木
）　

晴

花
切
り
（
父
・
㐂
）
ロ
ー
ソ
ー
坊

○
七
月
十
三
日
（
金
）　

晴
時
々
曇

向
山
（
父
・
㐂
）
藥
か
け
（
午
前
中
）

午
後
（
㐂
）
田
圃
除
草

○
七
月
十
四
日
（
土
）　

晴
時
々
曇

市
が
原
（
㐂
）
除
草
、
ア
ナ
苅

○
七
月
十
五
日
（
日
）　

晴

藥
か
け
（
父
・
母
・
㐂
）
市
が
原
・
田
圃
・
猪
之
久
保

○
七
月
十
六
日
（
月
）　

晴
時
々
曇

（
㐂
）
除
草
、
苗
木
の
虫
除
け
の
紙
巻
（
田
圃
・
裏
）

○
七
月
十
七
日
（
火
）　

曇
、
夕
刻
よ
り
雨

（
㐂
）
除
草
（
裏
・
向
笠
山
）

○
七
月
十
八
日
（
水
）　

小
雨
降
っ
た
り
や
ん
だ
り
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午
後
よ
り
磯
釣
り
。
赤
馬

○
七
月
十
九
日
（
木
）　

晴
曇
、
夜
雨
あ
り

勇
君
三
島
へ
引
越
し
の
手
傳
い
。
自
動
車
で
行
く
。

亊
故
を
起
す
。
ト
ラ
ッ
ク
に
接
觸

○
七
月
二
十
日
（
金
）　

曇

横
当
（
父
・
㐂
・
母
）
除
草
、
人
参
播
種

午
前
（
父
・
㐂
）
吉
浜
の
畑
へ
押
出
し
た
土
を
除
去

○
七
月
二
十
一
日
（
土
）　

晴

三
島
署
へ
行
く
。

父
・
母
―
向
笠
山
、
除
草

○
七
月
二
十
二
日
（
日
）　

曇　

む
し
暑
し

向
笠
山
（
母
・
㐂
・
節
・
父
―
午
前
）
除
草
、
ア
ナ
苅

陸
稲
―
施
肥
、
中
耕

○
七
月
二
十
三
日
（
月
）　

晴
時
々
曇

向
笠
山
（
父
・
母
・
㐂
・
節
）
除
草
、
ア
ナ
苅

○
七
月
二
十
四
日
（
火
）　

晴

向
山
（
父
・
㐂
）
除
草

○
七
月
二
十
五
日
（
水
）　

晴
れ
て
暑
し

横
当
（
父
・
母
・
㐂
）
除
草
、
ア
ナ
苅

○
七
月
二
十
六
日
（
木
）　

晴
れ
て
暑
し

向
山
―
午
前
（
父
・
母
・
㐂
）
除
草
、
ア
ナ
苅

午
後
（
㐂
）
田
圃
―
蜜
柑
苗
木
に
虫
除
け
の
紙
を
巻
く

○
七
月
二
十
七
日
（
金
）　

曇
一
時
雨
あ
り

横
当
・
向
笠
山
（
父
・
母
・
㐂
）
除
草
、
ア
ナ
苅

○
七
月
二
十
八
日
（
土
）　

雨

休台
風
―
紀
伊
半
島
を
通
過
、
日
本
海
に
抜
け
る

○
七
月
二
十
九
日
（
日
）　

晴

ア
ジ
ヤ
山
（
㐂
）
下
苅

○
七
月
三
十
日
（
月
）　

晴

釣
、
中
條
親
戚
五
人
で
福
浦
よ
り
舟
で
伊
豆
山
沖
へ
ワ
カ

ナ
ゴ
釣
に
行
く
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○
七
月
三
十
一
日
（
火
）　

晴
れ
て
暑
し

午
前
（
父
・
㐂
）
西
瓜
の
お
ど
し

午
後
（
㐂
）
ア
ナ
苅

○
八
月
一
日
（
水
）　

晴

休
、
子
供
を
三
ツ
石
へ
連
れ
て
行
く

○
八
月
二
日
（
木
）　

晴

午
前
（
父
・
㐂
）
田
圃
―
除
草
、
芽
か
き

○
八
月
三
日
（
金
）　

晴　

風
强
し
（
台
風
日
本
海
通
過
）

（
㐂
）
午
前
―
田
圃
―
除
草
、
午
後
―
裏
―
摘
果

○
八
月
四
日
（
土
）　

晴
れ
て
暑
し

猪
之
久
保
（
㐂
）
除
草
、
摘
果

○
八
月
五
日
（
日
）　

晴

摘
果
（
㐂
）
午
前
―
猪
之
久
保
、
午
後
―
裏

父
―
ニ
コ
チ
ン
撒
布

○
八
月
六
日
（
月
）　

晴

花
切
り
（
父
・
母
・
㐂
）
ロ
ー
ソ
ー
坊

○
八
月
七
日
（
火
）　

晴

花
切
り
（
㐂
）
ロ
ー
ソ
ー
坊

○
八
月
八
日
（
水
）　

晴

花
切
り
（
母
・
㐂
）
ロ
ー
ソ
ー
坊

○
八
月
九
日
（
木
）　

晴

（
父
・
㐂
）
午
前
、
父
―
裏
除
草
、
㐂
―
市
が
原
―
摘
果
、

虫
取
り

午
後
（
父
・
㐂
）
裏
―
除
草
、
田
圃
―
水
を
入
れ
る
。

○
八
月
十
日
（
金
）　

晴

喜
文
を
風
祭
の
病
院
へ
連
れ
て
行
く
。

○
八
月
十
一
日
（
土
）　

晴
れ
た
り
曇
っ
た
り

花
切
り
（
㐂
）
ロ
ー
ソ
ー
坊

○
八
月
十
二
日
（
日
）　

晴

午
前
（
父
・
㐂
）
横
当
（
上
）
―
除
草

午
後
、
㐂
―
テ
レ
ビ
有
線
の
役
、
電
柱
運
搬

○
八
月
十
三
日
（
月
）　

晴
時
々
曇
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草
柳
忠
雄
君
一
家
が
来
た
の
で
、
朝
皆
で
西
瓜
も
ぎ
に
行

き
休
む
。
夕
刻
マ
キ
切
り

○
八
月
十
四
日
（
火
）　

晴

（
㐂
）
午
前
―
薪
作
り
。

午
後
―
自
動
車
の
整
備
、
成
敏
君
に
来
て
も
ら
う
。

○
八
月
十
五
日
（
水
）　

晴

お
盆
、
朝
西
瓜
を
横
当
へ
取
り
に
行
っ
て
来
る
。
休

○
八
月
十
六
日
（
木
）　

晴

お
盆
、
磯
遊
び

○
八
月
十
七
日
（
金
）　

晴

（
㐂
・
ス
）
午
前
―
市
が
原
、
除
草
、
摘
果

午
後
―
向
笠
山
、
除
草
、
摘
果

父
―
午
後
、
ニ
コ
チ
ン
か
け
、
向
山
・
田
圃
・
裏

○
八
月
十
八
日
（
土
）　

晴
曇
夜
に
至
り
て
雨

台
風
十
二
号
接
近

向
笠
山
（
㐂
・
ス
）
除
草
、
摘
果
、
虫
取
り

父
―
鈴
木
八
郎
様
宅
手
傳
い
。
庭
造
り

○
八
月
十
九
日
（
日
）　

曇

台
風
房
総
沖
に
そ
れ
る
。

◎
蜜
柑
施
肥
、
尿
素
（
横
当
―
二
、
向
笠
山
―
二
・
五
、

猪
之
久
保
―
一
、
田
圃
―
一
、
裏
―
〇
・
五
）

○
八
月
二
十
日
（
月
）　

曇
雨

㐂
―
横
当
―
摘
果
、
道
苅

父
―
ネ
ギ
植

○
八
月
二
十
一
日
（
火
）　

晴

父
母
―
横
当
除
草
。

㐂
―
ニ
コ
チ
ン
が
け
―
猪
之
久
保
・
向
笠
山
・
横
当

（
下
）・
横
当
、
ア
ナ
苅

○
八
月
二
十
二
日
（
水
）　

曇

（
父
・
母
・
㐂
）
西
瓜
も
ぎ
、
横
当
―
除
草

○
八
月
二
十
三
日
（
木
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
）
石
垣
つ
き
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父
・
母
・
節
―
午
後
よ
り
、
向
笠
山
除
草

○
八
月
二
十
四
日
（
金
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
）
開
墾

父
母
―
午
後
よ
り
、
向
笠
山
除
草

○
八
月
二
十
五
日
（
土
）　

晴
曇
、
夕
刻
よ
り
雨

向
笠
山
（
㐂
）
石
垣
つ
き

○
八
月
二
十
六
日
（
日
）　

雨

台
風
十
四
号
三
重
県
通
過

○
八
月
二
十
七
日
（
月
）　

曇
時
々
晴

石
を
横
浜
に
持
っ
て
行
く
（
父
・
㐂
―
四
津
夫
・
成
敏
・

元
次
）
北
村
石
材
の
ト
ラ
ツ
ク

○
八
月
二
十
八
日
（
火
）　

曇
時
々
晴

（
㐂
）
午
前
―
蜜
柑
施
肥
（
化
成
、
裏
―
四
、
田
圃
―
二
、

市
が
原
―
三
、
猪
之
久
保
―
三
）、
午
後
―
向
笠
山
石
垣

つ
き

○
八
月
二
十
九
日
（
水
）　

雨
曇

午
後
、
㐂
―
向
笠
山
石
垣
つ
き
、
父
・
母
―
西
瓜
趾
地
の

整
理

○
八
月
三
十
日
（
木
）　

晴

午
前
（
父
・
母
・
ス
・
㐂
）
西
瓜
、
ア
ズ
キ
取
り

午
後
（
父
・
㐂
）
白
菜
播
種
、
ニ
コ
チ
ン
か
け
、
蜜
柑
施

肥
（
化
成
、
横
当
―
五
、
横
当
（
下
）
―
一
）

○
八
月
三
十
一
日
（
金
）　

晴

フ
ツ
ソ
ー
ル
散
布
（
父
・
㐂
・
元
次
君
手
傳
い
に
来
る
）

成
敏
君
宅
、
蜜
柑
園
撒
布
、
撒
布
（
市
が
原
―
五
、
田
圃

―
三
）

○
九
月
一
日
（
土
）　

晴

十
日
会
で
視
察
ド
ラ
イ
ブ

十
日
会
一
同
で
自
家
用
乗
用
車
三
台
を
連
ね
視
察
に
出
か

け
る
。
朝
五
時
出
発
、
晝
過
ぎ
佐
久
間
ダ
ム
到
着
、
夕
刻

舘
山
寺
着
、
山
長
旅
館
に
一
泊

○
九
月
二
日
（
日
）　

晴
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朝
旅
館
を
出
、
三
方
が
原
の
ブ
ル
開
墾
地
を
視
察
、
夜
帰

宅

○
九
月
三
日
（
月
）　

晴
曇

（
㐂
・
ス
）
西
瓜
も
ぎ
、
大
根
・
ナ
ツ
パ
播
種
、
サ
サ
ゲ

収
穫
、
撒
布
（
ニ
コ
チ
ン
―
蜜
柑
、
エ
ン
ド
リ
ン
―
菜
類
）、

向
笠
山
施
肥
（
化
成
―
六
俵
）

○
九
月
四
日
（
火
）　

雨

午
後
よ
り
鈴
木
嘉
一
様
宅
に
於
て
十
日
会
あ
り

○
九
月
五
日
（
水
）　

曇
時
々
晴

午
前
（
㐂
）
向
笠
山
石
垣
つ
き

午
後
、
花
屋
の
招
待
で
、
三
光
荘
で
一
杯
や
る

○
九
月
六
日
（
木
）　

曇
、
む
し
暑
し
夜
雨
あ
り

川
堀
へ
手
傳
い
（
㐂
、
繁
隆
様
）
貯
藏
庫
敷
地
の
石
垣
つ

き母
―
市
が
原
除
草

○
九
月
七
日
（
金
）

○
九
月
八
日
（
土
）　

曇
雨

午
前
（
㐂
・
ス
）
向
笠
山
―
石
垣
つ
き
、
除
草

○
九
月
九
日
（
日
）　

晴
れ
て
暑
し

向
笠
山
（
㐂
・
ス
）
石
垣
つ
き
、
除
草
、
撒
布
（
横
当
・

向
笠
山
―
ニ
コ
チ
ン
、
太（

マ
マ
）根

―
エ
ン
ド
リ
ン
）

○
九
月
十
日
（
月
）　

晴

十
日
会
で
蜜
柑
園
視
察
、
仲
間
の
畑

○
九
月
十
一
日
（
火
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
・
ス
）
石
垣
つ
き
、
除
草

○
九
月
十
二
日
（
水
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
）
石
垣
つ
き

除
草
（
ス
）
午
前
―
向
笠
山
、
午
後
―
田
圃

○
九
月
十
三
日
（
木
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
・
ス
）
石
垣
つ
き

○
九
月
十
四
日
（
金
）　

曇
時
々
晴

花
切
り
（
父
・
㐂
）
中
の
山
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○
九
月
十
五
日
（
土
）　

晴

花
切
り
（
父
・
㐂
・
繁
隆
）
中
の
山

○
九
月
十
六
日
（
日
）　

晴

川
堀
の
手
傳
い
（
㐂
）
貯
藏
庫
の
建
前

○
九
月
十
七
日
（
月
）　

曇
時
々
晴

花
切
り
（
㐂
・
繁
隆
・
四
津
夫
君
）
中
の
山

○
九
月
十
八
日
（
火
）　

曇
雨

花
切
り
（
父
・
㐂
・
繁
隆
・
四
津
夫
君
）
中
の
山

午
前
中
で
帰
る

○
九
月
十
九
日
（
水
）　

晴

花
切
り
（
父
・
㐂
・
繁
隆
・
四
津
夫
君
）
中
の
山

○
九
月
二
十
日
（
木
）　

晴

横
当
下
（
父
・
㐂
・
ス
―
午
前
）
西
瓜
の
趾
地
の
整
地
、

大
根
播
種

ス
―
午
後
よ
り
田
圃
除
草

○
九
月
二
十
一
日
（
金
）　

晴

猪
之
久
保
（
㐂
・
ス
）
除
草
、
ア
ナ
苅
、
虫
取
り
、
ケ
ン

タ
ツ
キ
ー
播
種
、
夕
刻
―
田
圃
の
ア
ナ
苅

○
九
月
二
十
二
日
（
土
）　

曇

中
條
の
手
傳
い
（
㐂
）
貯
藏
庫
の
壁
塗
り

ス
―
裏
の
除
草
、
虫
取
り

○
九
月
二
十
三
日
（
日
）　

曇
夜
雨

水
道
の
役
（
㐂
）

○
九
月
二
十
四
日
（
月
）　

曇
時
々
晴

（
㐂
・
ス
）
◎
蜜
柑
初
出
荷
（
四
・
五
二
ｋ
）、一
七
箱
（
市

が
原
―
一
〇
箱
、
裏
―
七
箱
）

夕
刻
―
裏
の
除
草
、
ア
ナ
苅

○
九
月
二
十
五
日
（
火
）　

晴

市
が
原
・
裏
（
㐂
・
ス
）
除
草
、
ア
ナ
苅
、
蜜
柑
の
虫
取

り

○
九
月
二
十
六
日
（
水
）　

晴

裏
（
㐂
・
ス
）
除
草
、
ア
ナ
苅
、
蜜
柑
の
虫
取
り
、
夏
芽
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切
り

○
九
月
二
十
七
日
（
木
）　

晴

薬
か
け
（
父
・
㐂
・
ス
）
裏
―
ケ
ル
セ
ン

午
後
（
㐂
）
豚
の
肥
だ
し
、
其
の
他

○
九
月
二
十
八
日
（
金
）　

晴

横
当
（
㐂
・
ス
）
除
草
、
ア
ナ
苅
、
ラ
ツ
キ
ヨ
ウ
植
え

菜
類
―
藥
か
け
、
間
引
、
施
肥
、
中
耕

○
九
月
二
十
九
日
（
土
）　

晴

横
当
（
ス
・
㐂
）
除
草

○
九
月
三
十
日
（
日
）　

晴

（
㐂
）
午
前
、
裏
―
サ
ビ
ダ
ニ
蜜
柑
摘
果

午
後
、
向
笠
山
―
ア
ナ
苅

○
十
月
一
日
（
月
）　

晴

（
㐂
・
ス
）
横
当
（
除
草
、
ケ
ン
タ
ツ
キ
ー
播
種
）、
向
笠

山
（
除
草
、
早
生
蜜
柑
も
ぎ
、
其
の
他
）

○
十
月
二
日
（
火
）　

晴

◎
早
生
蜜
柑
出
荷
（
父
・
母
・
㐂
・
ス
）
石
油
（
市
が
原

―
十
七
箱
、
向
笠
山
―
五
箱
）、
特
二
、
天
七
、
鶴
一
七
、

亀
一
八
、
計
四
四

○
十
月
三
日
（
水
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
・
ス
―
午
前
）
除
草
、
ア
ナ
苅

○
十
月
四
日
（
木
）　

曇

休
、
成
岡
君
と
三
ツ
石
へ
磯
釣
り

○
十
月
五
日
（
金
）　

曇
、
晝
頃
よ
り
雨

向
笠
山
（
㐂
）
開
墾
（
午
前
中
）

○
十
月
六
日
（
土
）　

晴

内
藤
勇
君
宅
手
傳
い
（
㐂
）
貯
藏
庫
棚
材
の
製
材

○
十
月
七
日
（
日
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
）
石
垣
つ
き

保
育
園
運
動
会

○
十
月
八
日
（
月
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
）
石
垣
つ
き
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○
十
月
九
日
（
火
）　

晴

杉
山
源
吾
様
宅
手
傳
い
（
㐂
）
貯
藏
庫
建
前

○
十
月
十
日
（
水
）　

晴

村
役
（
㐂
）
道
作
り
―
竹
山

○
十
月
十
一
日
（
木
）　

曇
雨

向
笠
山
（
㐂
）
石
垣
つ
き

午
後
よ
り
雨
、
石
垣
よ
り
落
ち
、
手
と
肩
を
痛
め
る

○
十
月
十
二
日
（
金
）　

曇

休

○
十
月
十
三
日
（
土
）　

曇

休

○
十
月
十
四
日
（
日
）　

曇
時
々
雨

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
、
四
組
―
二
回
戰
で
敗
る

十
二
組
優
勝

○
十
月
十
五
日
（
月
）　

曇
時
々
雨

休
、
磯
釣

○
十
月
十
六
日
（
火
）　

晴

午
前
―
大
根
の
間
引

○
十
月
十
七
日
（
水
）　

晴

休

○
十
月
十
八
日
（
木
）　

晴

今
里
へ
自
動
車
で
子
供
を
連
れ
て
行
く
。

○
十
月
十
九
日
（
金
）　

晴

今
里
よ
り
帰
る

○
十
月
二
十
日
（
土
）　

雨
曇

休

○
十
月
二
十
一
日
（
日
）　

雨

休
、
午
後
よ
り
、
ホ
テ
ル
觀
山
で
自
動
車
斈
校
同
期
生
で

一
杯
、
前
後
不
覺
家
へ
帰
る
て

（
マ
マ
）知

ら
ず

○
十
月
二
十
二
日
（
月
）　

曇

（
㐂
）
文
化
村
横
道
路
ホ
裝
工
亊
に
出
る
。

○
十
月
二
十
三
日
（
火
）　

曇



482

第四章　生活の諸相

（
㐂
）
午
前
―
横
当
下
、
大
根
の
間
引
、
施
肥
、
中
耕

午
後
―
向
笠
山
、
石
垣
つ
き

○
十
月
二
十
四
日
（
水
）　

晴

（
父
・
㐂
・
ス
）
午
前
、
陸
稲
苅
り

午
後
、
◎
向
山
早
生
蜜
柑
も
ぎ
、
ｋ

（
マ
マ
）―

組
合
出
荷
、
蜜
柑

施
肥
―
三

○
十
月
二
十
五
日
（
木
）　

晴

裏
（
㐂
・
父
―
午
前
）
裏
の
貯
藏
庫
の
裏
へ
、
西
松
の
ダ

ン
プ
で
土
を
入
れ
て
貰
ふ
。

○
十
月
二
十
六
日
（
金
）　

晴
曇

（
㐂
・
ス
―
午
前
）
陸
稲
揚
げ
、
蜜
柑
施
肥
（
横
当
―
七
、

向
笠
山
―
八
）

◎
早
生
蜜
柑
も
ぎ
、
六
〇
ｋ
（
横
当
・
向
笠
山
）
―
組
合

出
荷

○
十
月
二
十
七
日
（
土
）　

曇
、
夕
刻
よ
り
雨

午
前
（
父
・
㐂
・
ス
）
陸
稲
こ
き

午
後
（
㐂
）
蜜
柑
施
肥
（
裏
―
九
、
市
が
原
―
六
）

○
十
月
二
十
八
日
（
日
）　

雨

休

○
十
月
二
十
九
日
（
月
）　

雨

○
十
月
三
十
日
（
火
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
）
石
垣
つ
き

○
十
月
三
十
一
日
（
水
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
）
石
垣
つ
き

○
十
一
月
一
日
（
木
）　

晴

内
藤
敬
様
宅
手
傳
い
（
㐂
）
丸
山
貯
藏
庫
建
前

○
十
一
月
二
日
（
金
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
）
石
垣
つ
き

○
十
一
月
三
日
（
土
）　

曇
晝
よ
り
雨

午
前
（
㐂
）
向
笠
山
―
石
垣
つ
き

○
十
一
月
四
日
（
日
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
）
石
垣
つ
き
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○
十
一
月
五
日
（
月
）　

晴

（
㐂
）
午
前
、
◎
蜜
柑
施
肥
（
猪
之
久
保
―
六
、
田
圃
―

三
）、
午
後
、
カ
ン
ラ
ン
定
植
、
陸
稲
の
株
こ
ぎ

ス
―
午
前
、
猪
之
久
保
―
蜜
柑
の
剪
定
、
枝
の
片
附
け

○
十
一
月
六
日
（
火
）　

晴

午
前
（
㐂
）
ホ
テ
ル
觀
山
の
片
附
の
手
傳
い
。
植
木
を
貰

つ
て
来
る
。

午
後
（
㐂
）
向
笠
山
―
石
垣
つ
き

○
十
一
月
七
日
（
水
）　

晴

午
前
（
㐂
・
ス
）
◎
輸
出
蜜
柑
も
ぎ
、
ｋ

（
マ
マ
）―

市
が
原

午
後
（
㐂
）
向
笠
山
石
垣
つ
き

○
十
一
月
八
日
（
木
）　

晴

午
前
（
㐂
）
◎
蜜
柑
も
ぎ
（
田
圃
）
約
二
十
五
〆
―
石
油

箱
送
荷
を
四
箱
作
る
。

午
後
（
㐂
）
向
笠
山
―
石
垣
つ
き

○
十
一
月
九
日
（
金
）　

晴

午
前
、
中
條
の
平
塚
へ
頼
ま
れ
て
、
自
動
車
で
麦
カ
ラ
を

積
み
に
行
く
。

午
後
、
鈴
木
正
光
君
の
父
の
葬
式

夜
、
榎
本
豊
君
宅
に
於
て
十
日
会

○
十
一
月
十
日
（
土
）　

曇
、
夕
刻
よ
り
雨

向
笠
山
（
㐂
）
石
垣
つ
き

夜
、
ホ
テ
ル
觀
山
の
庭
石
す
え
の
手
傳
い
に
行
き
、
夜
半

一
時
頃
帰
る

○
十
一
月
十
一
日
（
日
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
）
石
垣
つ
き

○
十
一
月
十
二
日
（
月
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
）
石
垣
つ
き

○
十
一
月
十
三
日
（
火
）　

晴

午
前
（
㐂
）
◎
輸
出
蜜
柑
も
ぎ
、
ｋ

（
マ
マ
）―

田
圃

午
後
（
㐂
）
シ
ヨ
ウ
ガ
収
穫
、
其
の
他

○
十
一
月
十
四
日
（
水
）　

曇
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向
笠
山
（
㐂
・
宏
）
石
垣
つ
き

○
十
一
月
十
五
日
（
木
）　

曇
午
後
よ
り
雨

午
前
中
（
㐂
・
宏
）
向
笠
山
―
石
垣
つ
き

○
十
一
月
十
六
日
（
金
）　

雨

○
十
一
月
十
七
日
（
土
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
・
弘
）
石
垣
つ
き

○
十
一
月
十
八
日
（
日
）　

朝
晩
雨
日
中
曇

向
笠
山
（
弘
・
㐂
）
十
時
よ
り
三
時
半
迄
石
垣
つ
き

○
十
一
月
一
九
日
（
月
）　

晴

サ
ン
ソ
液
撒
布
（
㐂
・
弘
・
ス
・
父
―
十
時
迄
）
市
が

原
・
裏

夕
刻
、
向
笠
山
の
悪
系
統
の
蜜
柑
の
木
を
切
り
植
替
え
る
。

ジ
ュ
ー
ス
出
荷
七
二
ｋ

○
十
一
月
二
十
日
（
火
）　

晴
曇

横
当
（
㐂
・
弘
・
ス
―
十
時
よ
り
）
◎
貯
藏
蜜
柑
も
ぎ
始

め
、
半
箱
―
一
〇
〇
箱

弘
君
の
姉
さ
ん
来
る
。
三
時
頃
弘
君
帰
る
。

○
十
一
月
二
十
一
日
（
水
）　

雨
曇

（
㐂
・
弘
）
リ
ン
ゴ
箱
の
紙
は
り
、
玉
葱
植
、
其
の
他
雑

用

○
十
一
月
二
十
二
日
（
木
）　

曇
雨

午
前
（
㐂
・
弘
・
ス
）
横
当
―
蜜
柑
も
ぎ
―
四
五

午
後
休

○
十
一
月
二
十
三
日
（
金
）　

曇

昨
夜
の
雨
は
雪
に
な
り
朝
起
き
て
見
れ
ば
山
は
眞
白
、
向

笠
山
、
横
当
も
積
る

午
前
（
㐂
・
弘
）
九
時
よ
り
、
向
笠
山
―
石
垣
つ
き

午
後
（
㐂
・
ス
・
弘
）
横
当
五
・
向
笠
山
蜜
柑
も
ぎ

横
当
―
一
八
〇
枚

○
十
一
月
二
十
四
日
（
土
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
・
ス
・
弘
）
蜜
柑
も
ぎ

○
十
一
月
二
十
五
日
（
日
）　

曇



485

第一節　町の暮らし

向
笠
山
（
㐂
・
ス
・
弘
・
今
里
の
父
）
蜜
柑
も
ぎ

今
里
の
兄
等
来
て
、
夜
磯
に
行
く
。
三
ツ
石

○
十
一
月
二
十
六
日
（
月
）　

曇
、
二
時
頃
よ
り
雨

蜜
柑
も
ぎ
（
㐂
・
ス
・
弘
・
今
里
の
父
）
向
笠
山
―
裏
の

小
屋
へ
運
ぶ
。（
朝
の
間
も
い
だ
の
を
向
笠
山
貯
藏
庫
の

中
藏
を
一
杯
に
す
。）
向
笠
山
貯
藏
二
四
〇
枚

○
十
一
月
二
十
七
日
（
火
）　

雨

（
㐂
・
弘
）
マ
キ
作
り
、
蜜
柑
の
残
を
つ
め
る

其
の
他
雑
用
、
夜
磯

○
十
一
月
二
十
八
日
（
水
）　

曇
、
二
時
頃
よ
り
雨

蜜
柑
も
ぎ
（
弘
・
ス
・
㐂
）
裏
、
三
時
頃
よ
り
箱
に
詰
め

る
。

○
十
一
月
二
十
九
日
（
木
）　

曇
晴

裏
（
㐂
・
弘
・
ス
）
朝
の
間
蜜
柑
を
箱
に
つ
め
る
。
十
時

頃
よ
り
も
ぎ
始
む
。
大
石
三
四
次
、
今
里
の
父
来
て
手
傳

う
。

父
・
母
―
ビ
ク
の
修
理

○
十
一
月
三
十
日
（
金
）　

晴

深
良
の
親
類
五
・
六
人
来
る
。

裏
―
蜜
柑
も
ぎ
（
㐂
・
ス
・
弘
・
深
良
一
行
）

夜
業
（
㐂
・
弘
・
節
・
和
・
多
□
）
六
時
よ
り
十
時
ま
で

―
蜜
柑
つ
め
◎
裏
―
二
六
〇
枚
（
平
箱
）

○
十
二
月
一
日
（
土
）　

晴

猪
之
久
保
蜜
柑
も
ぎ
（
㐂
・
ス
・
宏
・
深
良
一
行
）

今
里
よ
り
三
時
頃
、
洋
子
、
富
子
来
る
。

夜
業
（
㐂
・
弘
）
一
時
間
―
蜜
柑
つ
め

○
十
二
月
二
日
（
日
）　

曇
、
十
時
頃
よ
り
雨

市
が
原
蜜
柑
も
ぎ
（
㐂
・
ス
・
弘
・
洋
・
富
・
深
良
一

行
）
雨
の
為
十
時
中
止

午
後
二
時
間
、
裏
の
小
屋
で
猪
之
久
保
蜜
柑
を
箱
に
入
れ

る

○
十
二
月
三
日
（
月
）　

晴
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宏
君
は
農
休
日
で
休

㐂
―
組
合
長
宅
建
前
の
手
傳
い
。

田
圃
蜜
柑
も
ぎ
（
洋
・
富
・
今
里
の
兄
）

○
十
二
月
四
日
（
火
）　

晴
れ
た
り
曇
っ
た
り

市
が
原
（
㐂
・
ス
・
弘
・
洋
・
富
・
手
傳
い
―
実
子
・
深

良
一
人
）
蜜
柑
も
ぎ

○
十
二
月
五
日
（
水
）　

雨
曇

九
時
よ
り
二
時
迄
、
箱
打
ち
（
弘
・
植
木
屋
）

洋
・
富
―
雑
、
蜜
柑
つ
め

○
十
二
月
六
日
（
木
）　

曇
時
々
晴

（
㐂
・
弘
・
洋
・
富
、
父
―
八
時
よ
り
十
時
迄
・
深
良
―

一
人
）
市
が
原
（
平
箱
―
二
五
〇
枚
、
半
箱
―
五
〇
枚
）・

猪
之
久
保
（
平
箱
―
二
一
〇
枚
）
蜜
柑
も
ぎ

○
十
二
月
七
日
（
金
）　

晴

横
当
（
父
・
㐂
・
弘
・
洋
・
富
）
蜜
柑
も
ぎ

○
十
二
月
八
日
（
土
）　

晴

横
当
・
向
笠
山
（
㐂
・
弘
・
洋
・
富
・
父
―
一
時
半
よ

り
）
蜜
柑
も
ぎ
、
一
時
半
向
笠
山
に
移
る

◎
横
当
終
了
。
三
一
五
箱
貯
藏
（
半
箱
）

◎
加
工
出
荷
（
組
合
）
二
五
〇
ｋ
（
横
当
分
）
青
蜜
柑
九

箱
（
石
油
）

○
十
二
月
九
日
（
日
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
・
ス
・
弘
・
洋
・
富
）
蜜
柑
も
ぎ

○
十
二
月
十
日
（
月
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
・
ス
・
弘
・
洋
・
富
）
蜜
柑
も
ぎ

○
十
二
月
十
一
日
（
火
）　

晴

向
笠
山
（
㐂
・
ス
・
弘
・
洋
・
富
）
蜜
柑
も
ぎ

◎
向
笠
山
終
了
（
向
笠
山
貯
藏
庫
―
三
五
五
枚
）

裏
貯
藏
庫
（
平
箱
―
一
一
七
枚
、
半
石
―
八
五
枚
）

◎
加
工
―
七
三
六
ｋ
（
組
合
出
荷
）
青
―
一
〇
箱

○
十
二
月
十
二
日
（
水
）　

晴
曇

（
㐂
・
ス
・
弘
・
洋
・
富
・
深
良
―
一
人
）
午
前
―
向
山
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蜜
柑
も
ぎ

◎
向
山
蜜
柑
も
ぎ
終
了
（
半
石
―
五
〇
）

午
後
―
市
が
原
蜜
柑
も
ぎ

◎
田
圃
蜜
柑
も
ぎ
終
了
、
平
箱
―
五
〇
枚

○
十
二
月
十
三
日
（
木
）　

晴

（
㐂
・
ス
・
弘
・
洋
・
富
・
深
良
の
叔
父
）
午
前
―
市
が

原
、
午
後
―
猪
之
久
保
、
蜜
柑
も
ぎ

◎
市
が
原
終
了
（
平
箱
―
二
五
〇
、
半
箱
―
一
七
四
、
加

工
―
二
五
〇
ｋ
（
一
五
日
出
荷
五
九
四
ｋ
の
内
）、
青
―

八
、
早
生
―
半
石
―
十
七
）

○
十
二
月
十
四
日
（
金
）　

晴
風
强
し
、
夜
雨
と
な
る

猪
之
久
保
（
㐂
・
ス
・
弘
・
洋
・
富
・
深
良
の
叔
父
）
蜜

柑
も
ぎ

◎
猪
之
久
保
終
了
（
加
工
―
三
一
〇
ｋ
、
加
工
―
二
四
四

ｋ
（
十
五
日
出
荷
五
九
四
ｋ
の
内
）
青
―
五
、
石
油
箱
―

三
十
三
箱
、
送
荷
用
）

○
十
二
月
十
五
日
（
土
）　

曇

裏
蜜
柑
も
ぎ
（
ス
・
弘
・
富
・
洋
）

㐂
―
蜜
柑
送
荷
造
り
。
午
前
―
小
田
原
へ
免
許
證
を
取
り

に
行
く

○
十
二
月
十
六
日
（
日
）　

晴

裏
（
㐂
・
ス
・
弘
・
洋
・
富
）
午
後
よ
り
元
次
君
手
傳
い

蜜
柑
も
ぎ
、
㐂
―
午
前
―
雑
用

◎
蜜
柑
出
荷
、
裏
―
三
七
〇
ｋ
（
加
工
）

○
十
二
月
十
七
日
（
月
）　

晴

裏
（
㐂
・
ス
・
弘
・
洋
・
富
）
蜜
柑
も
ぎ
、
送
荷
を
丸
通

へ
運
ぶ
。

○
十
二
月
十
八
日
（
火
）　

朝
の
間
小
雨
後
曇
と
な
る

マ
キ
割
、
小
屋
の
整
理
（
㐂
）
二
時
頃
よ
り
繁
隆
様
と
架

線
張
り
の
準
備
―
ワ
ン

（
マ
マ
）ヤ

ー
を
仕
度

弘
君
達
―
バ
ス
旅
行
、
下
田
方
面

○
十
二
月
十
九
日
（
水
）　

晴
曇
、
日
暮
よ
り
雨
と
な
る
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架
線
張
り
（
㐂
・
弘
）
繁
隆
様
と
張
る
。
二
時
終
了
、
芝

草
を
苅
っ
て
帰
る
。

蜜
柑
も
ぎ
（
ス
・
富
・
洋
・
父
）
裏

◎
蜜
柑
出
荷
、
加
工
―
三
七
〇
ｋ
（
裏
）

○
十
二
月
二
十
日
（
木
）　

晴

花
切
り
（
㐂
・
弘
）
猿
石

蜜
柑
も
ぎ
（
ス
・
富
・
洋
）
裏
、
◎
裏
蜜
柑
も
ぎ
終
了

全
部
終
了
、
裏
（
平
箱
―
三
三
〇
枚
、
半
石
―
一
〇
〇
枚
、

リ
ン
ゴ
箱
―
二
〇
箱
、
青
―
一
〇
箱
）

○
十
二
月
二
十
一
日
（
金
）　

晴

花
切
り
（
父
・
㐂
・
弘　

父
―
二
時
迄
）
猿
石

ス
・
富
・
洋
―
（
四
津
夫
、
恒
）
様
宅
蜜
柑
も
ぎ
の
手
傳

い
。

○
十
二
月
二
十
二
日
（
土
）　

晴

橙
集
め
（
父
・
㐂
・
弘
）

裏
の
み
か
ん
の
整
理
、
除
草
（
ス
・
富
・
洋
）

○
十
二
月
二
十
三
日
（
日
）　

晴

大
船
行
（
㐂
・
弘
・
母
）
飾
橙
を
持
っ
て
行
く
。

裏
（
ス
・
富
・
洋
）
除
草

◎
蜜
柑
出
荷
、
裏
―
加
工
―
一
八
〇
ｋ

○
十
二
月
二
十
四
日
（
月
）　

晴
れ
た
り
曇
つ
た
り

大
根
取
り

○
十
二
月
二
十
五
日
（
火
）　

晴
れ
た
り
曇
つ
た
り

大
掃
除

○
十
二
月
二
十
六
日
（
水
）　

晴

薬
か
け
（
父
・
㐂
・
弘
・
ス
・
富
・
洋
）
裏
・
横
当
・
向

笠
山
（
未
完
）、
ネ
ー
ブ
ル
収
穫

◎
蜜
柑
、
一
三
〇
〆
―
横
浜
露
木
様

○
十
二
月
二
十
七
日
（
木
）　

晴

藥
か
け
（
父
・
㐂
・
弘
・
富
・
洋
）
向
笠
山
・
市
が
原
・

猪
之
久
保
・
田
圃

○
十
二
月
二
十
八
日
（
金
）　

晴
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餅
搗
き

夕
刻
三
時
よ
り
向
笠
山
・
横
当
貯
蔵
蜜
柑
の
手
入

○
十
二
月
二
十
九
日
（
土
）　

晴
曇

洋
子
、
富
子
帰
る
。
今
里
へ
洋
子
、
富
子
の
荷
を
持
っ
て

自
動
車
で
行
っ
て
来
る
。（
㐂
・
弘
）

○
十
二
月
三
十
日
（
日
）　

雨

（
㐂
・
弘
）
市
が
原
貯
藏
蜜
柑
の
手
入

○
十
二
月
三
十
一
日
（
月
）　

曇
っ
た
り
晴
れ
た
り

（
父
・
㐂
・
弘
）
午
前
、
向
山
―
薬
か
け
、
午
後
―
雑
用

◎
キ
カ
イ
油
全
部
で
約
十
本
使
用

◎
動
力
噴
ム
キ
購
入
八
万
円

（
後
略
）（「

当
用
日
記　

一
九
六
二
」
鍛
冶
屋　

内
藤
ス
ミ
子
氏
蔵
）

本
資
料
は
鍛
冶
屋
に
在
住
さ
れ
て
い
た
内
藤
喜
一
氏
（
一
九

二
五
～
二
〇
〇
五
）
の
日
記
（
一
九
六
二
（
昭
和
三
七
）
年
の

全
文
）
で
あ
る
。日
記
は
一
九
五
五
年
か
ら
一
九
九
一
（
平
成
三
）

年
ま
で
三
七
年
に
わ
た
っ
て
、
ほ
ぼ
毎
日
書
き
続
け
ら
れ
た
経

営
日
誌
に
近
い
も
の
で
、
ミ
カ
ン
生
産
に
生
涯
を
送
っ
た
農
業

人
の
生
活
記
録
と
し
て
大
き
な
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
（
一

九
六
六
年
～
一
九
七
〇
年
分
は
未
見
）。

日
記
は
農
作
業
を
中
心
に
し
た
暮
ら
し
を
淡
々
と
述
べ
て
お

り
、
本
資
料
で
も
簡
潔
な
表
現
な
が
ら
、
除
草
・
施
肥
な
ど
か

ら
夜
業
・
出
荷
に
い
た
る
ま
で
の
年
間
を
通
し
た
作
業
や
援
農

者
に
つ
い
て
、
活
気
に
満
ち
て
い
た
時
代
の
姿
を
よ
く
伝
え
て

い
る
。
ま
た
講
の
活
動
や
家
の
改
築
・
普
請
な
ど
の
場
面
で
協

力
し
合
う
伝
統
の
あ
っ
た
こ
と
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
か
っ
た

自
動
車
免
許
の
取
得
な
ど
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
高

度
経
済
成
長
時
代
の
湯
河
原
を
知
る
上
で
も
貴
重
な
手
掛
か
り

を
提
供
し
て
い
る
。



490

第四章　生活の諸相

第
二
節　

女
性
の
活
動
・
労
働
運
動

㈠　

女
性
の
活
動

146　

福
浦
婦
人
会
規
約

　
　
　

決
定
規
約

湯
河
原
町
福
浦
婦
人
会
規
約
（
案
）

第
一
條　

こ
の
会
は
湯
河
原
町
福
浦
婦
人
会
と
い
い
亊
務
所
を

福
浦　
　

番
地
に
置
く
。

第
二
條　

こ
の
会
は
明
る
い
住
み
よ
い
村
づ
く
り
を
目
標
と
し

て
、
婦
人
相
互
の
親
睦
を
は
か
り
、
研
修
を
つ
み
教

養
を
髙
め
る
こ
と
を
期
す
る
。

第
三
條　

こ
の
会
は
次
の
こ
と
を
行
う
。

⒈　

学
級
、
講
座
、
講
習
会
等
。

⒉　

会
貟
相
互
の
親
睦
を
は
か
る
為
の
会
合
。

⒊　

村
の
生
活
の
振
興
を
は
か
る
為
の
活
動
。

⒋　

他
団
体
と
の
連
絡
協
力
、
そ
の
ほ
か
こ
の
会
の
目
的

を
と
げ
る
た
め
に
必
要
な
活
動
。

第
四
條　

湯
河
原
町
福
浦
に
居
住
す
る
婦
人
で
本
会
の
趣
旨
に

賛
同
す
る
も
の
は
入
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
條　

こ
の
会
の
会
員
は
会
費
を
納
め
る
も
の
と
す
る　

会

費
は
月
額
二
十
円
と
す
る
。

第
六
條　

こ
の
会
の
活
動
に
要
す
る
経
費
は
、
会
費
・
補
助

金
・
其
の
他
の
收
入
に
よ
つ
て
支
弁
す
る
。

第
七
條　

こ
の
会
の
経
理
は
総
会
に
於
て
議
決
さ
れ
た
予
算
に

基
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
。

第
八
條　

こ
の
会
の
決
算
は
会
計
監
査
を
経
て
総
会
に
報
告
さ

れ
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
條　

こ
の
会
の
会
計
年
度
は
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
翌

年
三
月
三
十
一
日
に
終
る
。
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第
十
條　

こ
の
会
の
運
営
の
た
め
に
理
亊
会
を
設
け
る　

理
亊

は
六七
名
、
任
期
は
二
ヶ
年
と
し
総
会
に
於
て
選
出
す

る理
亊
会
の
互
選
に
よ
つ
て
理
亊
長
を
選
ぶ
、
理
亊
長

は
理
亊
の
中
よ
り

務
一
名
・
会
計
一
名
・
会
員
の

中
よ
り
監
亊
（
会
計
の
監
査
）二
名
を
依

（
マ
マ
）嘱

す
る
。

理
亊
長
は
三
町
内
に
一
名
宛
の
連
絡
係
を
依

（
マ
マ
）嘱

す
る
。

第
十
一
條　

理
事
と
監
事
は
一
回
に
限
り
再
任
を
妨
げ
な
い
。

但
し
異
つ
た
役
職
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い

第
十
二
條　

総
会
の
成
立
に
は
会
貟
の
三
分
の
一
以
上
の
出
席

を
必
要
と
し
、
そ
の
議
亊
は
出
席
者
の
過
半
数
で
決

す
る

第
十
三
條　

総
会
は
定
期
総
会
と
臨
時
総
会
と
す
る
。
定
期
総

会
は
毎
年
四
月
に
開
催
す
る　

臨
時
総
会
は
会
貟
の

五
分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ
つ
た
時
開
催
す
る

第
十
四
條　

こ
の
規
約
は
総
会
の
議
決
に
よ
ら
な
け
れ
ば
改
正

す
る
亊
は
で
き
な
い
、
そ
し
て
総
会
開
催
の
一
週
間

前
ま
で
に
こ
れ
を
全
会
貟
に
知
ら
せ
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

付　

則

こ
の
規
約
は
昭
和
三
十
四
年
四
月
十
二
日
よ
り
こ
れ
を
施
行

す
る（「

福
浦
婦
人
会
規
約　

昭
和
三
四
年
四
月
十
二
日
」
湯
河
原

町
教
育
委
員
会
蔵
）

147　

主
婦
の
く
ら
し
の
記
録

①　

農
家
の
主
婦

農
家
の
主
婦
の
く
ら
し

吉
浜
婦
人
会　

力
石
タ
イ

農
家
の
主
婦
は
、
用
事
が
非
常
に
多
く
朝
早
く
か
ら
夜
ま
で
働

い
て
も
追
付
か
な
い
状
態
で
す
。
そ
の
為
生
活
改
善
が
叫
ば
れ
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て
、
少
し
づ
つ
実
行
さ
れ
て
改
善
さ
れ
つ
ゝ
あ
り
ま
す
が
、
ま

た
都
会
の
主
婦
に
比
べ
る
と
相
当
の
差
が
あ
り
過
ぎ
る
様
で
す
。

そ
れ
で
は
ど
う
し
た
ら
余
裕
を
つ
く
り
都
会
の
主
婦
の
様
な
文

化
生
活
が
出
来
る
か
考
え
て
見
ま
し
た
。

一
、
電
気
器
具
を
使
う
様
に
し
た
い
。

一
、
農
休
日
を
定
め
た
い
。

一
、
夕
方
の
仕
事
を
早
く
切
り
上
げ
た
い
。

一
、
炊
事
、
洗
濯
、
掃
除
の
時
間
を
仕
事
と
認
め
て
ほ
し
い
。

一
、
献
立
表
を
作
り
、
栄
養
な

（
マ
マ
）食

事
を
摂
り
た
い
。

一
、
昼
の
時
間
の
テ
レ
ビ
料
理
は
な
る
べ
く
見
る
様
に
し
た
い
。

一
、
読
書
の
時
間
を
と
り
た
い
。

一
、
食
事
の
始
末
は
、
各
自
流
し
場
ま
で
出
し
て
ほ
し
い
。

ま
だ
こ
の
他
に
必
要
な
こ
と
も
多
々
あ
る
で
し
よ
う
が
、
思
い

つ
い
た
ま
ゝ
並
べ
て
見
ま
し
た
。

田
舎
に
は
未
だ
い
ろ
い
ろ
の
因
習
が
あ
つ
て
、
私
達
の
考
え
て

い
る
こ
と
を
、
実
行
し
て
、
暇
を
つ
く
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い

で
し
よ
う
が
婦
人
会
の
ま
と
ま
つ
た
組
織
を
以
つ
て
少
し
づ
ゝ

実
行
し
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

②　

兼
業
農
家
の
主
婦

兼
業
農
家
の
場
合

吉
浜
婦
人
会　

岩
本
光
子

私
達
は
な
ぜ
少
し
ば
か
り
の
畑
に
こ
び
り
つ
い
て
働
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
と
申
し
ま
す
と
そ
れ
は
、
主
人
の
給
料
だ
け
で

は
充
分
な
子
達
の
教
育
も
出
来
か
ね
る
こ
と
や
、
先
祖
か
ら
送

ら
れ
た
財
産
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
か
ん
念
か
ら

で
あ
る
。
で
は
主
人
を
送
り
出
し
て
ど
う
し
て
家
事
を
切
り
廻

す
か
と
申
し
ま
す
と
、
畑
へ
出
る
よ
り
家
族
が
一
せ
い
に
朝
食

を
済
ま
せ
、
子
供
達
に
出
来
る
範
囲
の
仕
事
を
分
た
ん
さ
せ
て

成
る
べ
く
早
く
出
か
け
五
日
な
り
十
日
な
り
外
の
仕
事
の
片
ず

（
マ
マ
）

く
ま
で
つ
ゞ
け
あ
と
の
日
を
家
の
中
の
仕
事
と
す
る
。
し
か
し
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労
務
者
を
や
と
う
種

（
マ
マ
）の

農
家
で
な
し
、
男
手
を
ま
つ
と
日
よ
う

に
な
る
し
、
雨
で
も
ふ
る
と
又
一
週
間
の
び
て
し
ま
う
、
こ
う

云
う
わ
け
で
適
切
な
作
業
も
出
来
な
い
の
が
な
や
み
で
あ
る
。

③　

漁
家
の
主
婦

漁
家
の
主
婦
の
く
ら
し

福
浦
婦
人
会

私
達
漁
業
の
主
婦
は
毎
日
が
時
間
に
、
こ（

マ
マ
）だ

わ
ら
ず
忙
し
い

日
々
を
過
し
て
お
り
ま
す
。

漁
業
で
も
色
々
あ
り
ま
す
の
で
、
揚
繰
網
、
定
地

（
マ
マ
）網

、
小
釣
と

別
れ
て
お
り
ま
す
。
揚
繰
網
の
場
合
で
す
と
朝
早
い
時
は
、
三

時
頃
起
き
て
お
べ
ん
と
う
を
作
っ
て
持
た
せ
ま
す
。
夏
で
す
と
、

昼
間
の
暑
い
の
を
さ
け
る
た
め
に
、
其
の
ま
ゝ
起
き
て
仕
事
を

す
る
時
も
あ
り
ま
す
。
普
通
の
時
は
、
船
が
四
時
か
四
時
半
頃

で
す
の
で
、
私
達
は
五
時
頃
お
き
て
、
朝
食
の
仕
度
を
し
ま
す

が
、
子
供
が
家

（
マ
マ
）校

に
行
き
、
掃
除
、
洗
濯
が
す
む
迄
は
ど
う
し

て
も
、
九
時
半
頃
迄
か
ゝ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
こ
の
家
庭
に
於

て
は
違
い
ま
す
が
、
家
に
年
寄
り
が
お
り
ま
す
の
で
、
体
は
少

し
ひ
ま
が
あ
り
ま
す
が
、
家
を
ま
か
せ
て
働
き
に
出
る
程
の
、

ひ
ま
も
な
く
、
又
船
の
者
も
食
事
ご
と
に
か
え
っ
て
き
ま
す
の

で
、
私
達
も
、
る
す
に
す
る
事
は
出
来
ま
せ
ん
。
水
仕
事
な
の

で
、
汚
れ
物
も
多
い
事
な
の
で
、
洗
濯
も
二
度
位
す
る
時
も
あ

り
ま
す
。
揚
繰
網
で
す
ち

（
マ
マ
）、

漁
が
あ
れ
ば
な
か
な
か
、
か
え
っ

て
来
ま
せ
ん
の
で
、
か
え
り
の
時
間
は
き
ま
り
ま
せ
ん
。

定
地

（
マ
マ
）網

の
場
合
で
す
と
、
朝
は
四
時
頃
お
き
て
い
き
ま
す
。

食
事
は
家
に
か
え
っ
て
き
て
し
ま
す
の
で
、
揚
繰
と
は
そ
こ
が

違
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
午
後
三
時
頃
の
あ
み
を
し
め
る
迄
は

各
々
家
で
仕
事
が
出
来
ま
す
か
ら
、
大
体
働
け
る
主
婦
は
出
働

き
を
し
て
い
ま
す
。

又
小
釣
の
人
も
、
朝
は
大
体
同
じ
様
な
事
で
す
が
、
網
と
違

う
事
は
、
船
の
出
た
後
、
後
始
末
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
、
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家
に
か
え
れ
ば
家
庭
の
仕
事
が
ま
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
船
を

も
っ
て
い
る
人
は
、
働
き
に
出
か
け
る
事
は
、
む
づ
か
し
い
事

と
思
い
ま
す
。

た
べ

（
マ
マ
）働

く
と
い
っ
て
も
、
家
庭
を
良
く
、
切
り
廻
す
た
め
に

は
、
や
は
り
、
家
に
い
て
や
り
く
り
を
良
く
す
る
事
も
働
き
の

一
つ
と
思
い
ま
す
。

ど
こ
の
家
庭
も
一
様
に
は
、
い
き
ま
せ
ん
の
で
、
私
達
は
今

の
生
活
で
は
、
家
の
明
け
暮
れ
を
、
く
り
返
す
だ
け
で
す
。
そ

う
か
と
い
っ
て
、
今
日
は
こ
れ
だ
け
仕
事
が
出
来
た
か
ら
明
日

も
そ
う
か
と
思
う
と
、
そ
れ
は
出
来
な
い
の
が
家
庭
の
主
婦
な

の
で
す
。
そ
の
間
に
は
、
学
校
へ
行
く
こ
と
、
又
は
婦
人
会
の

仕
事
、
色
々
と
用
事
の
出
来
る
事
も
あ
り
ま
す
。

私
達
は
何
も
出
来
な
い
の
で
す
が
、
家
に
い
ま
す
と
、
つ
い
、

あ
の
役
、
こ
の
役
と
付
け
ら
れ
が
ち
に
な
り
ま
す
が
、
出
来
る

時
は
い
つ
で
も
、
や
ら
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
今
も
比
の

原
稿
を
書
き
乍
ら
、
お
日

（
マ
マ
）岸

の
お
墓
の
掃
除
に
行
っ
て
き
た
り
、

船
が
入
っ
て
来
れ
ば
、
お
風
呂
を
た
い
て
、
時
間
的
に
は
、
き

め
ら
れ
な
い
職
業
で
す
。

④　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
主
婦
（
そ
の
一
）

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
主
婦
の
生
活

湯
河
原
婦
人
会　

二
見
み
ち
よ

結
婚
し
て
二
十
年
の
歳
月
は
夢
の
様
に
流
れ
何
時
の
間
に
か

四
十
才
に
な
ろ
う
と
し
て
居
り
ま
す
。
家
は
駅
よ
り
歩
い
て
十

分
、
海
を
目
前
に
山
を
背
負
っ
た
温
泉
場
で
、
公
務
員
の
一
男

三
女
の
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
主
婦
で
ご
ざ
い
ま
す
。

物
価
の
高
値
が
大
き
な
痛
手

物
価
の
値
上
が
り
が
強
く
所
得
倍
増
十
年
の
計
画
の
一
年
目
を

踏
み
出
し
ま
し
た
今
日
、
人
事
院
の
公
務
員
の
給
与
引
上
げ
が

勧
告
さ
れ
る
と
、
物
価
は
先
廻
り
し
て
居
る
、
比
の
行
過
ぎ
を

何
と
か
政
府
で
、
ブ
レ
ー
キ
を
掛
け
て
頂
か
な
い
事
に
は
、

（
マ
マ
）
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私
の
仕
事

主
人
の
出
勤
時
刻
は
七
時
、
帰
宅
は
六
時
二
十
分
、
印
で
押
し

た
様
に
、
子
供
は
長
女
が
高
校
二
年
、
長
男
は
中
学
三
年
、
二

女
は
小
学
六
年
、
末
娘
は
幼
稚
園
、
そ
れ
ぞ
れ
出
勤
登
校
し
た

後
は
、
常
時
的
作
業
（
掃
除
洗
濯
）
が
終
る
の
は
十
時
頃
で
す
。

御
用
聞
以
外
に
は
別
に
訪
問
客
も
あ
り
ま
せ
ん
。
四
時
頃
迄
が
、

レ
ジ
ヤ
ー
と
な
る
の
で
す
が
、
レ
ジ
ヤ
ー
ブ
ー
ム
は
何
処
吹
く

風
で
、
私
の
仕
事
郷
土
の
人
形
作
り
が
、
は
じ
ま
り
ま
す
。
自

分
の
趣
味
に
合
っ
て
楽
し
い
仕
事
で
、
楽
し
み
な
が
ら
家
計
の

一
端
を
背
負
っ
て
居
る
わ
け
で
す
。
ラ
ジ
オ
が
私
の
総
て
で
す
。

次
々
と
子
供
が
帰
っ
て
来
る
話
題
は
次
か
ら
次
へ
と
楽
し
さ
は

夕
食
へ
と
進
み
ま
す
。

教
育
の
問
題

社
会
主
義
社
会
で
は
大
学
教
育
迄
無
償
に
す
る
見
通
し
が
あ
る

と
云
う
の
に
、
現
在
の
大
学
教
育
は
出
費
が
大
き
す
ぎ
る
現
実
、

健
康
に
恵
ま
れ
平
和
な
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
家
庭
の
一
つ
の
悩
み

で
す
。
子
供
の
将
来
の
教
育
の
必
要
さ
を
思
う
時
、
現
在
の
私

達
夫
婦
に
は
子
供
の
養
育
が
第
一
の
仕
事
で
す
。
理
想
、
希
望
、

慰
安
、
皆
子
供
中
心
で
す
。
経
済
的
余
裕
の
な
い
私
達
に
は
、

レ
ジ
ヤ
ー
ブ
ー
ム
は
今
の
所
縁
が
遠
い　

唯
々
健
康
を
祈
り

つ
ゝ⑤　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
主
婦
（
そ
の
二
）

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
主
婦
の
く
ら
し

福
浦
婦
人
会

　

「
ね
エ
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
主
婦
の
く
ら
し
っ
て
い
う
ん
だ
け

ど
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
」
私
の
こ
の
呼
び
か
け
に
、
皆
が
皆
ク
ス
リ
と
笑

い
ま
し
た
。
日
本
人
は
無
意
味
に
よ
く
笑
う
と
い
わ
れ
る
け
れ

ど
、
福
浦
の
「
ク
ス
リ
」
に
は
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
給

料
だ
け
で
生
活
し
て
い
な
い
の
で
、
く
す
ぐ
っ
た
い
の
で
し
よ

う
。
純
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
家
庭
と
し
て
夫
の
給
料
の
み
で
く
ら
し
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て
い
る
家
は
極
く
少
な
い
の
で
す
。
兼
業
と
い
え
る
程
で
な
く

て
も
農
業
を
し
て
い
る
家
庭
。
他
の
家
族
が
漁
業
を
営
ん
で
い

て
、
さ
て
ど
ち
ら
が
本
業
か
し
ら
と
い
う
家
庭
。
菜
園
程
度
を

作
っ
て
い
る
家
庭
。
ほ
と
ん
ど
を
夫
の
給
料
で
く
ら
し
て
い
る
、

手
の
か
ゝ
る
幼
児
等
を
持
た
な
い
家
庭
は
、
必
ず
と
い
っ
て

い
ゝ
程
主
婦
が
何
等
か
の
働
き
に
よ
り
収
入
を
得
て
い
ま
す
。

家
庭
内
と
し
て
は
和
洋
裁
、
編
物
等
の
内
職
、
家
庭
外
で
は
魚

類
の
加
工
の
手
伝
、
み
か
ん
の
季
節
の
手
伝
、
会
社
等
に
勤
め

る
等
。

兼
業
に
近
い
農
業
を
や
っ
て
い
る
家
で
は
、
手
伝
人
を
頼
め

ば
金
銭
的
に
赤
字
で
自
家
の
労
力
を
無
料
の
よ
う
に
で
も
計
算

し
な
い
と
、
と
て
も
合
わ
な
い
と
こ
ぼ
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

家
庭
の
主
婦
は
過
労
に
な
り
易
い
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。

漁
業
者
を
家
族
に
持
っ
て
い
る
主
婦
は
夫
の
休
日
で
あ
っ
て

も
、
ゆ
っ
く
り
休
む
な
ん
て
、
い
う
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
毎

日
朝
早
く
起
き
ま
す
。

菜
園
程
度
を
作
っ
て
い
る
家
庭
で
は
、
作
物
の
成
長
が
楽
し

み
で
、
葉
が
出
た
、
花
が
咲
い
た
と
喜
こ
び
で
心
が
豊
か
に
な

る
程
で
、
お
ま
け
に
新
鮮
な
収
穫
物
が
あ
る
と
も
な
れ
ば
、
先

づ
恵
ま
れ
た
生
活
と
い
え
ま
し
よ
う
。
事
実
こ
の
よ
う
な
家
庭

は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
家
庭
か
ら
ば
か
り
で
な
く
他
の
職
業
の
主

婦
か
ら
も
う
ら
や
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

内
職
を
し
て
い
る
主
婦
は
、
特
に
時
間
を
惜
し
み
、
こ
の
点

外
に
出
て
働
く
主
婦
の
方
が
家
に
帰
っ
て
か
ら
の
時
間
の
や
り

く
り
が
し
や
す
い
よ
う
で
す
。

福
浦
の
土
地
柄
、
日
々
の
く
ら
し
で
一
番
不
便
を
感
じ
て
い

る
の
は
、
漁
業
も
農
業
も
し
て
い
な
い
家
庭
で
主
婦
が
外
に
職

場
を
持
っ
て
い
る
場
合
。
殊
に
他
に
家
人
の
居
な
い
主
婦
は
時

間
も
制
約
さ
れ
る
の
で
、
生
鮮
物
の
入
手
が
困
難
で
す
。
人
口

も
少
な
く
生
産
者
の
多
い
と
こ
ろ
だ
け
に
、
商
店
が
少
な
く
商

品
の
種
類
も
少
い
の
で
す
。

そ
の
他
の
主
婦
も
自
家
生
産
で
三
百
六
十
五
日
ま
か
な
っ
て
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い
る
わ
け
で
な
い
の
で
、
浜
で
魚
類
を
買
う
時
は
、
あ
ま
り
少

量
は
買
え
な
い
の
で
調
理
は
変
え
る
に
せ
よ
同
じ
魚
を
幾
度
か

喰
べ
る
事
に
な
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。

な
ん
と
い
っ
て
も
福
浦
は
漁
村
で
大
家
族
が
単
位
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
小
家
族
、
純
消
費
生
活
者
に
と
っ
て
は
あ
ま

り
く
ら
し
よ
い
処
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
す
。

地
域
の
人
間
関
係
に
お
い
て
も
い
え
ま
す
。
冠
婚
葬
祭
。
冠

婚
の
方
は
あ
ま
り
影
響
は
な
い
の
で
す
が
、
葬
の
方
で
は
、
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
の
主
婦
は
大
分
気
を
使
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
組

に
葬
式
が
あ
る
場
合
勤
務
を
休
ま
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
都
合
よ

く
休
め
る
時
は
問
題
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
都
合
の
つ
か
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
時
の
周
囲
え

（
マ
マ
）の

気
が
ね
は
本
当
に
い

や
な
も
の
で
す
。
代
り
に
出
ら
れ
る
家
人
で
も
い
れ
ば
よ
い
の

で
す
が
ヽ
ヽ
ヽ

こ
ん
な
に
不
満
も
あ
る
福
浦
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
で
も
他

の
職
業
の
方
々
は
「
月
給
取
り
は
い
い
わ
ネ
」
と
う
ら
や
ま
し

が
り
ま
す
。

　

「
一
番
不
足
だ
と
思
う
の
は
何
か
し
ら
」
誰
か
ゞ
「
そ
れ
は

勿
論
月
給
が
少
な
い
こ
と
よ
」
ど
の
人
も
、
そ
う
だ
そ
う
だ
と

笑
い
ま
し
た
。「
こ
ん
な
（
大
き
さ
を
手
で
示
し
て
）
さ
ん
ま

が
二
十
円
。
高
い
と
思
う
け
れ
ど
漁
師
の
手
間
賃
も
上
っ
て
い

る
ん
だ
か
ら
、
仕
方
が
な
い
。
物
価
を
直
ぐ
下
げ
る
の
は
む
つ

か
し
い
の
だ
か
ら
、
と
に
か
く
月
給
を
上
げ
て
貰
い
た
い
」
と

い
う
意
見
に
は
皆
が
賛
成
で
し
た
。

家
庭
電
化
は
大
分
進
ん
で
い
ま
す
。
私
の
訪
問
し
た
日
曜
日

の
午
後
、
ほ
と
ん
ど
の
主
婦
は
テ
レ
ビ
を
見
て
居
り
ま
し
た
。

電
化
が
進
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
、
福
浦
の
主
婦
は
収
入
を
得
る

時
間
を
作
れ
る（

マ
マ
）で

し
よ
う
。

⑥　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
主
婦
（
そ
の
三
）

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
主
婦
の
く
ら
し
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福
浦
婦
人
会　

高
橋
政
江

　

朝
、
五
時
半
に
起
床
、
忙

（
マ
マ
）い

で
ス
イ
ツ
チ
を
入
れ
る
。

御
飯
が
た
け
る
間
、
洗
濯
、
掃
除
、
朝
食
の
仕
度
と
、
ス
ム
ー

ス
に
片
付
け
て
ゆ
く
。
時
計
が
七
時
を
知
ら
せ
る
時
、
や
っ
と
、

み
ん
な
揃
っ
て
お
膳
に
向
う
の
で
あ
る
が
、
其
の
間
、
主
人
が

床
を
上
げ
、
子
供
た
ち
は
庭
掃
除
と
分
担
制
に
し
て
い
る
。
朝

食
も
そ
こ
そ
こ
に
す
ま
せ
、
テ
レ
ビ
の
時
間
を
見
乍
ら
身
仕
度

に
と
り
か
ゝ
る
主
人
や
、
子
供
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
に
出
か
け
、

自
分
は
一
番
後
に
残
り
、
と
じ
ま
り
、
火
の
用
心
と
、
今
一
度

家
の
中
を
「
点
検
」
し
た
上
出
か
け
る
。
駅
ま
で
十
分
か
ゝ
る

と
こ
ろ
七
、
八
分
で
、
い
つ
も
か
け
足
だ
。
夏
は
た
ま
ら
な
い

が
、
冬
な
ど
は
と
て
も
よ
い
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
、
寒
さ
知
ら
ず

で
あ
る
。
い
つ
も
汽
車
に
乗
り
込
む
の
は
ス
ベ
リ
こ
み
だ
。
一

日
中
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
朝
の
気
ぜ
わ
し
い
一
時
だ
け
で
相
当
に

消
耗
し
て
し
ま
い
、
勤
の
仕
事
に
と
り
か
ゝ
る
ま
で
、
が
っ
か

り
し
て
し
ま
う
事
毎
度
で
あ
る
。

　

職
場
に
入
っ
て
か
ら
は
心
気

（
マ
マ
）一

転
し
て
仕
事
に
つ
く
、
今
日

も
一
日
楽
し
く
面
白
く
働
け
る
様
心
の
中
で
祈
り
乍
ら
、

「
ホ
ー
キ
」
や
「
ハ
タ
キ
」
の
持
つ
手
も
軽
い
。
家
の
事
、
子

供
達
の
事
、
す
っ
か
り
忘
れ
若
い
人
達
の
中
へ
も
ぐ
っ
て
一
日

中
を
過
す
。
色
々
見
た
り
、
話
し
た
り
、
又
時
に
は
冗
談
を
と

ば
し
た
り
、
或
る
時
に
は
「
し
よ
う
と
つ
」
も
起
き
た
り
、
す

る
が
自
分
の
年
の
事
な
ど
忘
れ
て
話
に
花
を
咲
か
せ
、
ふ
と
我

に
返
る
事
も
度
々
あ
る
。
だ
が
女
は
と
か
く
感
情
の
動
物
と
言

わ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
反
面
気
分
が
晴
々
し
て
い
る
時
ば
か
り

は
、
め
っ
た
に
な
い
。「
あ
ゝ
何
と
ば
か
ら
し
い
だ
ろ
う
、
来

る
日
来
る
日
こ
う
し
て
同
じ
事
を
繰
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ

ろ
う
か
、
言
い
た
い
事
も
言
え
ず
」「
長
い
も
の
に
は
ま
か
れ

ろ
」
で
、
ち
よ
っ
と
し
た
事
で
、
と
か
く
感
情
的
に
な
っ
て
仕

方
が
な
い
。
感
情
を
こ
ら
え
て
す
べ
て
を
解
決
す
る
に
は
仲

（
マ
マ
）々

む
ず
か
し
い
も
の
だ
。
仕
事
面
の
事
で
具
体
的
に
書
き
つ
ら
ね

ば
仲

（
マ
マ
）々

き
り
な
い
事
で
、
あ
っ
て
、
こ
う
し
て
感
情
を
こ
ら
へ
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物
事
に
当
る
に
は
、
私
自
己
に
と
っ
て
も
、
が
ま
ん
し
き
れ
ぬ

事
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
様
な
経
験
を
と
お
し
、
見
聞
を
深
め
、

視
野
を
広
く
、
度
量
を
ま
す
ま
す
山
積
出
来
る
な
ら
ば
、
け
っ

し
て
む
だ
に
は
な
ら
ぬ
。
人
生
勉
強
の
＋
に
な
り
、
し
た
が
っ

て
心
の
か
て
と
な
り
、
成
長
し
て
ゆ
く
の
な
ら
ば
ヽ
ヽ
ヽ
と
い

つ
も
自
分
に
誓
い
つ
ゝ
あ
る
一
頁
を
め
く
っ
て
い
る
。
や
れ
や

れ
今
日
一
日
も
無
事
済
み
、
バ
ス
の
中
に
ゆ
っ
た
り
と
く
つ
ろ

ぎ
乍
ら
、
ま
も
な
く
そ
こ
か
ら
は
、
家
庭
の
主
婦
に
早
変
り
気

持
は
家
に
行
き
、
子
供
の
事
に
気
が
走
る
。

　

「
学
校
か
ら
帰
っ
て
来
て
何
し
て
い
た
か
し
ら
。」
さ
て
「
夕

飯
の
支
度
は
何
を
用
意
し
よ
う
か
な
、
い
つ
も
き
ま
っ
て
こ
の

事
が
頭
に
浮
ぶ
。「
あ
ん
た
夕
飯
の
そ
う
ざ
い
何
に
す
る
」「
何

の
御
馳
走
に
し
ま
し
よ
う
か
ね
。」
と
な
り
に
す
わ
っ
て
い
る

Ａ
さ
ん
が
言
葉
を
か
け
る
。「
あ
ゝ
誰
の
気
持
も
同
じ
な
の

だ
。」
お
留
守
ば
ん
で
も
い
て
、
夕
飯
を
す
ぐ
戴
け
る
な
ら
ば
、

こ
ん
な
心
配
も
な
い
が
、
戦
後
家
庭
の
食
事
も
、
イ
ン
ス
タ
ン

ト
料
理
が
出
廻
り
、
又
電
化
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ず
っ
と
楽
に

な
っ
て
来
て
い
る
の
で
、
ず
い
分
た
す
か
る
が
、
仕
事
か
ら

帰
っ
て
夕
飯
の
気
づ
か
い
、
子
供
の
め
ん
ど
う
と
仲

（
マ
マ
）々

、
家
庭

の
奥
さ
ん
業
も
並
大
抵
で
は
な
い
。

　

マ
ー
ケ
ツ
ト
に
依

（
マ
マ
）つ

て
店
の
番
頭
さ
ん
を
、
ひ
や
か
し
乍
ら
、

少
し
で
も
安
く
て
、
よ
い
品
物
を
購
入
し
よ
う
と
仲

（
マ
マ
）々

買
物
も

上
手
に
な
る
。
家
庭
の
主
婦
、「
家
庭
の
主
婦
」
と
は
こ
ん
な

も
の
か
し
ら
、
自
分
で
自
分
が
、
お
か
し
く
な
る
。
一
日
中
家

を（
マ
マ
）外

に
、
子
供
を
お
い
て
出
か
け
て
い
る
母
親
、
一
時
も
早
く

子
供
の
顔
を
見
な
け
れ
ば
、
手
さ
げ
か
ご
を
持
ち
家
路
に
急
ぎ

小
と
び
に
な
る
。
く
た
く
た
に
つ
か
れ
、
休
む
間
も
な
く
夕
飯

の
支
度
に
か
ゝ
る
。
主
人
の
帰
り
は
遅
い
の
で
、
い
つ
も
夕
飯

の
膳
は
子
供
二
人
と
自
分
三
人
で
あ
る
。
今
日
一
日
の
出
来
事

を
子
供
か
ら
、
色
々
聞
き
乍
ら
、
子
供
の
健
康
な
笑
顔
を
見
る

時
が
一
番
楽
し
い
と
き
で
あ
る
。
子
供
の
為
に
は
、
良
い
母
で

又
よ
い
妻
で
あ
り
た
い
と
、
願
は
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
が
、
つ
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か
れ
て
い
る
と
つ
い
、
感
情
的
に
な
っ
て
し
ま
い
、
子
供
に
も

つ
い
つ
い
大
き
い
声
で
、
な

（
マ
マ
）り

つ
け
て
し
ま
い
、
後
で
反
省
し

て
い
る
。
そ
ん
な
時
も
や
は
り
一
家
の
主
婦
は
、
母
は
、「
勤

に
出
る
事
は
不
可
能
か
な
」
と
思
い
や
ら
れ
る
…
？
が
、
や
さ

し
い
し
っ
か
り
し
た
愛
情
で
、
い
つ
も
子
供
達
を
み
つ
め
て
、

よ
き
母
、
妻
、
主
婦
と
な
る
に
は
、
実
に
重
大
な
任
務
で
あ
る
、

と
同
時
に
、
努
力
は
並
大
抵
で
な
い
。
で
あ
る
故
に
な
る
べ
く

色
々
な
会
合
に
参
加
し
て
子
供
と
共
に
勉
強
し
て
や
ま
な
い
。

常
に
働
く
主
婦
は
努
力
を
重
ね
、
す
べ
て
の
面
で
気
に
休
み
な

く
立
ち
廻
り
、
真
剣
に
毎
日
を
と
り
く
ん
で
い
る
と
言
う
事
を

広
く
知
っ
て
い
た
ゞ
き
、
自
己
の
体
験
を
と
お
し
、
つ
た
な
い

ペ
ン
を
置
く
。

⑦　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
主
婦
（
そ
の
四
）

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
主
婦
の
く
ら
し

吉
浜
婦
人
会　

矢
沢
浜
子

　

九
月
十
八
日
、
午
後
八
時
よ
り
。
集
っ
た
人
数
は
十
三
名
。

公
務
員
、
会
社
員
、
旅
館
関
係
、
自
動
車
運
転
手
、
病
院
勤
務
、

家
族
構
成
は
七
名
か
ら
二
名
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
家
庭
は
時
間
が

余
り
過
ぎ
て
困
ま

（
マ
マ
）る

で
し
よ
う
と
、
第
三
者
は
言
う
が
、
私
達

は
日
常
生
活
で
無
雑
作
に
時
間
を
費
し
て
い
る
で
し
よ
う
か
？　

先
づ
朝
の
起
床
は
五
時
よ
り
六
時
ま
で
、
朝
食
の
支
度
、
子
供

主
人
を
送
り
出
す
。
掃
除
、
洗
濯
、
洗
濯
機
は
半
数
の
家
に
あ

る
が
、
約
十
時
近
く
ま
で
の
時
間
が
消
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ

の
後
の
二
時
間
と
午
後
三
時
間
が
自
由
時
間
と
な
る
が
、
殆
ど

が
何
ら
か
の
内
職
、
和
裁
あ
み
も
の
、
県
か
ら
の
仕
事
（
輸
出

物
）、
家
庭
菜
園
、
全
然
し
な
い
人
は
一
人
（
家
族
主
人
他
四

人
の
子
供
）
で
こ
れ
ら
の
賃
金
は
、
１
、
経
済
の
不
足
分　

２
、

教
育
費　

３
、
子
供
自
分
の
衣
類　

４
、
欲
し
い
書
籍
等　

５
、

余
分
は
貯
金　

内
職
の
内
容
は
、
土
地
柄
が
温
泉
場
を
控
え
て

い
る
だ
け
な
の
で
、
浴
衣
、
丹
前
、
土
日
の
臨
時
手
伝
と
言
う
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位
し
か
無
い
が
、
何
か
お
互
い
に
時
間
を
譲
り
合
ひ
、
助
け

合
っ
て
や
れ
る
永
続
性
の
仕
事
が
欲
し
い
と
の
事
、
家
計
は
サ

ラ
リ
ー
の
入
っ
た
時
に
各
項
目
別
に
袋
に
入
れ
て
、
一
ケ
月
を

賄
っ
て
い
る
が
、
臨
時
費
は
、
内
職
の
方
か
ら
出
す
人
、
貯
金

か
ら
出
す
人
、
毎
日
僅
か
で
も
余
っ
た
お
金
を
臨
時
費（

マ
マ
）し

て
月

繰
越
し
て
行
く
人
も
あ
り
ま
し
た
。
買
物
に
通
帳
不
用
の
声
は

毎
日
出
掛
け
て
、
自
分
の
欲
し
い
も
の
、
新
し
い
物
を
買
う
の

が
一
番
と
言
う
が
、
一
日
の
プ
ラ
ン
を
立
て
、
御
用
聞
を
利
用

し
、
そ
の
時
間
を
内
職
に
使
い
、
経
済
に
潤
を
与
え
る
と
言
う

人
が
四
人
。
貯
蓄
の
方
法
は
殆
ん
ど
が
簡
易
保
険
で
天
引
は

仲（
マ
マ
）々六（
マ

ケマ
）し

く
、
無
尽
の
人
も
多
い
。
各
の
ボ
ー
ナ
ス
は
１
一

（
マ
マ
）

３
使
い
、
夏
は
全
部
貯
蓄
に
廻
す
と
恵
ま
れ
た
人
も
あ
る
が
、

殆（
マ

がマ
）や

り
く
り
に
、
教
育
費
に
、
そ
し
て
主
人
の
背
広
等
と
大

き
な
物
の
購
入
に
消
え
て
行
き
、
僅
か
の
残
り
を
貯
蓄
に
廻
す

方
法
が
多
い
。

子
供
の
小
遣
は
女
の
子
は
月
給
制
に
し
て
あ
る
が
、
案
外
う

ま
く
行
っ
て
い
る
が
、
男
の
子
は
、
半
月
、
一
週
間
が
多
い
が
、

仲（
マ
マ
）々使

い
込
ん
で
し
ま
い
、
小
遣
の
他
に
や
は
り
お
や
つ
が
必

要
、
発
育
盛
り
で
も
仲

（
マ
マ
）々

栄
養
ま
で
は
考
え
ら
れ
ず
、
量
を
沢

山
に
与
え
て
い
る
。
テ
レ
ビ
を
観
る
為
、
家
中
で
よ
く
話
し
合

う
様
に
な
っ
た
が
、
内
容
の
選
択
が
六（

マ
ケマ

）し
く
、
直
割
合
に
新

聞
を
読
ま
な
く
な
っ
た
事
等
、
電
化
に
つ
い
て
、
電
気
洗
濯
機

も
電
気
釜
も
よ
り
便
利
と
は
言
は
れ
て
い
る
が
、
老
人
の
い
る

家
で
は
仲

（
マ
マ
）々

話
し
合
い
が
六（

マ
ケマ

）し
く
。
自
分
に
時
間
が
あ
れ
ば

そ
れ
程
必
要
を
感
じ
な
い
が
ど
ん
な
も
の
で
し
よ
う
か
と
。
最

後
に
何
と
言
っ
て
も
昨
今
の
物
価
高
に
は
、
悲
鳴
を
上
げ
て
し

ま
う
。
せ
め
て
も
う
少
し
月
給
が
欲
し
い
事
。
税
金
が

（
マ
マ
）も

う
少

し
低
く
し
て
欲
し
い
事
。
そ
し
て
七
十
才
以
上
の
年
寄
り
に
は
、

僅
か
で
も
い
ゝ
か
ら
年
金
を
与
え
て
欲
し
い
と
言
う
結
論
で
し

た
。⑧　

商
家
の
主
婦
（
そ
の
一
）
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商
家
の
主
婦
の
く
ら
し

福
浦
婦
人
会　

Ｋ　

Ｔ

商
業
の
み
で
生
計
を
立
っ
て
い
る
婦
人
は
、
殆
ど
な
く
主
人

に
先
だ
ゝ
れ
子
供
を
育
て
な
が
ら
勤
め
る
よ
り
家
を
明
け
ず
に

済
む
。
そ
ん
な
考
え
か
ら
菓
子
や
を
営
む
も
の
一
、
二
あ
る
。

他
の
二
、
三
の
お
菓
子
や
さ
ん
は
そ
れ
ぞ
れ
公
務
員
の
主
人
の

出
か
け
た
あ
と
の
主
婦
の
仕
事
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
一
日
中

家
に
い
て
も
、
い
っ
と
き
も
ひ
ま
が
な
い
訳
で
、
特
に
土
、
日

に
な
れ
ば
そ
の
仕
事
は
、
は
げ
し
く
な
る
も
の
で
あ
る
。

店
舗
を
持
た
ず
魚
商
を
営
む
家
の
主
婦
は
夜
明
前
に
も
入
船

の
ド
ラ
が
少

（
マ
マ
）さ

い
漁
港
。
部
落
に
鳴
り
渡
れ
ば
長
ぐ
つ
に
前
掛
、

も
ん
ぺ
姿
に
身
も
り
ゝ
し
く
、
市
場
に
出
か
け
氷
り

（
マ
マ
）割

り
樽
詰

め
か
ら
使
用
し
て
い
る
若
い
士
に
指
図
し
な
が
ら
先
に
立
っ
て

働
い
て
い
る
。
そ
ん
な
時
男
女
同
権
と
赤
裸
裸
の
言
葉
が
心
の

中
に
湧
く
。

―
そ
ん
な
漁
の
様
子
、
市
場
の
様
子
な
ど
、
小
田
原
市
場
に
仕

入
れ
に
行
っ
て
い
る
主
人
に
電
話
連
絡
を
常
に
と
る
。
帳
簿
は

支
払
か
ら
請
求
書
の
責
任
を
持
っ
て
す
る
。
こ
ん
な
具
合
で
お

そ
く
も
朝
の
五
時
起
床
、
冬
な
ど
ま
だ
星
が
一
杯
見
え
る
時
、

夜
十
時
頃
迄
帳
簿
の
整
理
、
湯
に
入
り
床
に
着
く
時
十
一
時
が

打
つ
。
こ
う
し
た
忙
し
い
機
械
の
様
な
生
活
の
連
続
。
そ
れ
で

も
小
田
原
市
場
に
も
休
日
が
出
来
て
一
日
十
一
日
二
十
一
日
は

定
休
日
で
朝
寝
が
出
来
る
が
、
子
供
達
が
学
校
に
遅
れ
な
い
様

に
五
時
半
起
床
。
主
人
は
七
時
過
ぎ
ま
で
床
に
い
る
。
運
良
く

一
の
つ
く
日
が
日
曜
と
重
な
る
と
、
本
当
に
休
み
ら
し
く
ね
て

い
る
。
六
時
頃
迄
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
起
れ
ば
平
常
と
同
じ

生
活
。
食
拵
え
。
洗
濯
。
掃
除
。
帳
簿
。
夕
方
近
く
迄
に
少
し

の
暇
に
新
聞
だ
け
は
読
み
終
え
て
置
く
。

子
供
達
が
学
校
か
ら
帰
え

（
マ
マ
）っ

て
ペ
コ
ペ
コ
な
お
腹
に
つ
め
な

が
ら
読
む
の
に
邪
魔
に
な
ら
な
い
様
に
ヽ
ヽ
ヽ
。
考
え
て
み
れ

ば
こ
う
し
た
平
凡
な
毎
日
を
過
せ
る
こ
と
の
仕
合
せ
を
思
う
一

瞬
が
短
歌
と
な
っ
て
、
産
ま
れ
出
る
よ
ろ
こ
び
が
文
字
に
記
さ
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れ
る
時
な
ど
、
わ
く
わ
く
と
心
の
中
は
こ
お
ど
り
す
る
。

ふ
と
同
業
の
春
子
さ
ん
に
電
話
を
し
て
み
た
。

今
日
は
一
の
つ
く
日
で
ひ
ま
だ
ろ
う
と
思
っ
た
か
ら
。
小
田
原

市
場
が
休
み
で
も
、
福
浦
の
市
場
に
た
く
さ
ん
、
う
づ
わ
が

あ
っ
た
の
で
、
そ
の
加
工（

マ
マ
）し

て
い
て
忙
し
く
て
電
話
に
も
出
ら

れ
な
い
と
御
主
人
の
挨
拶
な
の
だ
。
合（

マ
マ
）い

憎　

い
つ
も
働
い
て

い
る
若
い
人
ら
は
今
日
は
休
日
な
の
で
長
岡
温
泉
の
方
に
一
泊

旅
行
に
昨
日
の
夕
方
出
か
け
た
そ
う
だ
。

そ
の
留
守
、
主
人
と
主
婦
は
何
人
ぶ
り

（
マ
マ
）か

働
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
十
時
も
三
時
も
休
ま
ず
、
く
た
く
た
に
な
る
迄
。
労
働
基

準
な
ど
遠
い
夢
だ
。
そ
う
し
て
か
ゝ
っ
て
来
る
沢
山
の
税
金
を

こ
な
し
て
行
か
な
け
れ
ば
生
き
て
行
け
な
い
。
税
務
官
の
圧
力

的
な
態
度
に
小
さ
く
な
っ
て
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
。

な
さ
け
な
く
な
る
。
四
季
変
る
遠
山
の
美
く

（
マ
マ
）し

い
な
が
め
も
―

見
晴
ら
す
海
の
上
の
夜
空
の
美
し
さ
を
な
が
め
た
り
す
る
。
―

さ
ゝ
や
か
な
く
つ
ろ
ぎ
は
商
家
の
主
婦
に
は
時
間
的
に
全
く
与

え
ら
れ
な
い
縁
遠
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑨　

商
家
の
主
婦
（
そ
の
二
）

商
家
の
主
婦
の
く
ら
し

吉
浜
婦
人
会　

山
口
シ
モ

一
、
商
業
の
場
合
は
時
間
に
余
裕
が
有
る
様
で
な
い
、
何
か
と

予
定
が
立
た
な
い
、
毎
日
の
日
銭
が
入
る
が
無
や
み
に
使
え

な
い
（
税
金
、
諸
物
価
が
高
い
の
で
）
月
二
回
の
定
休
日
を

作
っ
て
居
る
が
、
作
っ
て
な
い
店
や
も
あ
る
。
定
休
日
を

作
っ
て
あ
る
店
は
お
客
様
に
前
日
用
事
を
し
て
戴
い
て
お
く
、

諸
雑
貨
、
た
ば
こ
と
売
る
店
は
、
雑
貨
の
方
は
休
ん
で
、
戸

を
入
れ
て
あ
る
が
、
た
ば
こ
の
方
で
全
部
戸
は
入
れ
ら
れ
な

い
、
商
人
の
方
は
何
か
の
会
合
が
あ
っ
て
も
、
夕
方
多
忙
で

あ
っ
た
り
す
る
と
家
人
が
余
程
理
解
が
あ
っ
て
も
出
に
く
い
、

子
供
に
勉
強
も
思
う
様
に
見
て
や
れ
な
い
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二
、
工
業
の
場
合
、
朝
普
通
に
出
か
け
る
が
近
く
の
仕
事
の
場

合
は
昼
に
帰
宅
す
る
。
使
用
人
の
多
い
場
合
は
、
食
事
又
は
、

労
働
時
間
の
点
で
思
う
様
に
行
か
な
い
、
収
入
の
点
も
手
形

手
形
で
来
る
場
合
が
多
い
の
で
、
仲

（
マ
マ
）々

予
算
が
立
た
な
い
、

そ
の
く
せ
割
合
生
活
が
、
は
で
に
な
る
主
婦
が
切
つ
め
る
と
、

仕
事
の
方
へ
も
、
あ
る
程
度
ひ
び
く
、
主
婦
の
勤
め
も
つ
ら

い
点
が
多
い
。
家
庭
に
お
い
て
、
落（

マ
マ
）け

る
様
で
仲

（
マ
マ
）々

落
付

（
マ
マ
）か

な
い
、
人
の
出
入
り
も
、
ひ
か
く
て
き
多
い
た
め

（「
昭
和
三
十
六
年
十
一
月　

主
婦
の
く
ら
し
の
記
録
」
神
奈

川
県
立
公
文
書
館
蔵
）

一
九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
に
足
柄
下
郡
婦
人
会
連
絡
協
議

会
が
ま
と
め
た
中
の
本
町
関
係
部
分
で
あ
る
。
主
婦
の
生
活
が

多
様
化
し
て
い
く
時
代
を
迎
え
、
合
理
的
・
計
画
的
な
生
活
を

研
究
す
る
際
の
基
礎
資
料
と
す
る
べ
く
編
ま
れ
た
、
と
い
う
前

書
き
が
あ
る
。
高
度
経
済
成
長
の
恩
恵
が
行
き
渡
る
前
の
意
識

と
暮
ら
し
が
率
直
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

148　

湯
河
原
婦
人
会
規
約
（
案
）

湯
河
原
町
湯
河
原
婦
人
会
規
約
（
案
）

第
一
条　

本
会
は
、
湯
河
原
町
湯
河
原
婦
人
会
と
称
し
本
部
を

会
長
宅
に
置
き
、
各
区
に
支
部
を
置
き
ま
す
。

第
二
条　

本
会
は
、
婦
人
の
教
養
を
髙
め
る
と
共
に
家
庭
生
活

の
合
理
化
を
計

（
マ
マ
）り

、
道
義
を
昂
揚
し
町
内
の
婦
人
の
融

和
親
睦
を
計
る
を
以
て
目
的
と
し
ま
す
。

第
三
条　

本
会
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
為
に
、
次
の
様

な
亊
業
を
行
い
ま
す
。

１　

婦
人
と
し
て
の
修
養

２　

家
庭
生
活
の
合
理
化

３　

青
少
年
の
保
護
育
成

４　

貯
蓄
心
の
昂
揚

５　

敬
神
、
崇
祖
の
念
を
髙
め
る

６　

町
内
の
美
化
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７　

そ
の
他
本
会
の
目
的
を
達
成
す
る
為
に
必
要
な
こ

と
。

第
四
条　

本
会
は
、
湯
河
原
に
在
住
す
る
婦
人
に
し
て
本
会
の

趣
旨
に
賛
同
す
る
者
を
会
員
と
し
、
会
費
は
年
額
参
百

二
拾
円
と
し
ま
す
。

　

但
し
、
会
費
は
予
算
に
よ
っ
て
増
減
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

第
五
条　

本
会
の
総
会
は
、
毎
年
四
月
に
開
き
ま
す
。

　

但
し
、
必
要
な
場
合
は
臨
時
に
開
く
こ
と
も
あ
り
ま

す
。

　

総
会
で
は
次
の
亊
項
を
き
め
ま
す
。

１　

予
算
決
算
の
審
議

２　

規
約
の
改
正

３　

そ
の
他
必
要
な
亊
項

第
六
条　

本
会
に
、
次
の
役
員
を
置
き
ま
す
。

１　

会　

長　
　

一　

名

２　

副
会
長　
　

三　

名

３　

理　

亊　
　

若
干
名

４　

評
議
員　
　

若
干
名

５　

監　

亊　
　

三　

名

６　

合
（
会
）　

計　
　

二　

名

７　

書　

記　
　

二　

名

８　

顧　

問　
　

若
干
名

９　

参　

与　
　

若
干
名

会
長
、
副
会
長
、
監
亊
、
会
計
、
書
記
は
、
理
亊
会
に

て
選
挙
し
、
理
亊
、
評
議
員
は
、
各
支
部
毎
に
選
挙
し

理
亊
中
か
ら
支
部
長
一
名
を
定
め
ま
す
。

顧
問
、
参
与
は
、
理
亊
会
の
承
認
を
得
て
会
長
が
之
を

選
任
し
ま
す
。

任
期
は
、
各
役
員
と
も
二
年
と
し
ま
す
。

但
し
、
任
期
満
了
後
で
も
後
任
の
決
定
ま
で
は
引
続
き

そ
の
役
を
務
め
る
こ
と（

マ
マ
）致

し
ま
す
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何
れ
も
再
選
さ
れ
る
こ
と
は
差
支（

マ
マ
）あ

り
ま
せ
ん
。

第
七
条　

会
長
は
、
本
会
を
代
表
し
会
務
を
統
轄
し
ま
す
。

副
会
長
は
会
長
を
輔
佐
し
会
長
支
障
あ
る
時
は
そ
の
代

理
を
つ
と
め
ま
す
。

理
亊
は
常
時
本
会
の
亊
業
に
就
き
協
議
し
そ
の
執
行
に

当
り
ま
す

評
議
員
は
予
算
編
成
そ
の
他
重
要
協
議
に
参
画
し
、
監

亊
は
会
計
の
監
督
を
致
し
ま
す

会
計
は
会
の
収
入
支
出
の
亊
務
を
執
り
ま
す
。

支
部
長
は
支
部
に
於
け
る
本
会
の
業
務
執
行
の
責
任（

マ
マ
）と

な
り
ま
す
。

顧
問
は
会
長
の
諮
問
に
応
じ
ま
す
。

参
与
は
役
員
会
に
出
席
し
て
、
随
時
発
言
す
る
亊
が
出

来
ま
す
。

第
九
条　

本
会
の
経
費
は
会
員
の
会
費
と
篤
志
家
の
寄
附
金
及

び
亊
業
収
益
金
を
以
っ
て
充
て
ま
す
。

第
十
条　

本
規
約
は
総
会
に
於
て
出
席
会
員
の
三
分
の
二
以
上

の
同
意
が
な
け
れ
ば
変
更
出
来
ま
せ
ん
。

昭
和
三
十
七
年
六
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮
上　

八
亀
信
氏
蔵
）

第
八
条
欠
落
。

湯
河
原
婦
人
会
は
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
に
再
発
足
し
、

文
化
・
福
祉
・
社
会
奉
仕
な
ど
に
貢
献
し
た
。
顕
著
な
活
動
と

し
て
は
樹
木
の
植
栽
が
あ
り
、
そ
の
売
却
代
金
は
婦
人
会
館
の

設
立
基
金
に
充
当
さ
れ
た
。

会
報
に
『
こ
ご
め
』（
創
刊
号
か
ら
第
七
号
）
が
あ
る
。

149　

婦
人
学
級
講
師
派
遣
申
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
七
湯
教
第
五
一
六
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
三
七
年
八
月
一
四
日

　

湯
河
原
町
長　

八
亀
武
雄　

殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
教
育
長　

室
伏
秀
平　

印
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婦
人
学
級
講
師
派
遣
申
請

此
の
度
、
福
浦
地
区
に
て
婦
人
学
級
を
開
設
す
る
事
と
な
り
、

準
備
委
員
会
に
て
別
紙
の
通
り
計
画
し
ま
し
た
。

つ
き
ま
し
て
は
、
町
役
場
税
務
課
内
征
矢
千
三
殿
を
講
師
と

し
て
下
記
に
依
り
御
派
遣
下
さ
れ
度
く
お
願
し
ま
す
。

記

　

一
、
日　

時　
　

九
月
七
日　

午
後
七
時
半

　

二
、
場　

所　
　

福
浦
公
民
舘

　

三
、
題　

目　
　

私
た
ち
の
町
「
收
入
に
つ
い
て
」

　

四
、
備　

考　

◦

約
二
時
間
で
す
が
、
内
三
〇
分
程
度
質
疑

応
答
の
時
間
を
含
み
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　

◦
対
象
は
一
般
婦
人
約
三
〇
名
程
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　

◦

強
い
て
題
目
に
拘
ら
ず
、
担
当
事
務
全
般

の
の

（
マ
マ
）話

で
も
良
い
と
思
い
ま
す
。

　

昭
和
三
七
年
度　

福
浦
婦
人
学
級　

日
程

項
目

月　

日

課　

目

内　
　

容

講　
　

師

備　

考

八
／
二
〇

開　

講　

式

健　　　　康

八
／
二
二

肉　

体　

面
成
長
と
老
化
に
つ

い
て

小
田
原
市
立
病
院

長
　
　
　

北
条
先
生

八
／
二
七

日
常
生
活
で
の
留

意
事
項

話
し
あ
い

八
／
二
四

精　

神　

面
精
神
衛
生
に
つ
い

て

小
田
原
保
健
所
長

　
　
　

栗
原
忠
夫
映
画
を
利
用

八
／
二
九

気
持
と
身
体
の
具

合
に
つ
い
て

話
し
あ
い

八
／
三
一

食　

生　

活
食
物
と
健
康
に
つ

い
て

小
田
原
保
健
所

　
　
　

原
島
照
壽

九
／　

三

料　
　

理

同　
　

上

実　

習

九
／　

五
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ヨ
ン

家
庭
で
楽
し
め
る

ゲ
ー
ム

経　　　　済

九
／　

七
私
た
ち
の
町

收
入
に
つ
い
て

役
場
担
当
者

九
／
一
〇

支
出
に
つ
い
て

同　
　

上

九
／
一
二

家
の
経
済

合
理
的
な
家
計

映
画
、
話
合
い

九
／
一
四

買
物
の
上
手
な
方

法

足
柄
下
教
育
事
務

所　
　
　

関
弥
一
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経済

九
／
一
七
家
庭
の
法
律
家
庭
の
法
律
に
つ

い
て

家
庭
裁
判
所
、
調

停
委
員

　
　
　

中
里
史
子

法　　　　律

九
／
二
一

戸
籍
住
民
登
録
に

つ
い
て

役
場
担
当
者

九
／
一
九

家
庭
裁
判
所
見
学

九
／
二
四

不
動
産
の
移
転
に

つ
い
て

役
場
担
当
者

九
／
二
六

配
給
、
婚
姻
、
埋

葬
等
に
つ
い
て

同　
　

上

九
／
二
八

選
挙
権
に
つ
い
て

同　
　

上

一
〇
／
一

閉　

講　

式

（
趣
旨
）
福
浦
婦
人
学
級
の
学
習
機
関
と
し
て
毎
年
婦
人
学
級

を
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
今
年
は
学
級
生
の
意
見
に
よ

り
身
近
な
問
題
に
つ
い
て
の
勉
強
を
中
心
と
し
ま
し
た
。
毎

回
出
席
す
る
様
お
互
に
努
力
し
ま
し
よ
う
。

◦
会
場　

料
理
の
実
習
以
外
は
公
民
舘
で
行
い
ま
す
。

◦
時
間　

午
後
七
時
半
よ
り
九
時
半
ま
で
、
―
時
間
励
行
―

◦
講
師　

そ
の
他
の
都
合
に
依
り
日
程
に
変
更
が
あ
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。

（「
昭
和
三
七
年　

庶
務
書
類　

四
種
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

戦
後
早
く
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
に
は
県
指
定
に
よ
る

婦
人
学
級
が
開
講
さ
れ
た
。
一
九
五
六
年
に
は
吉
浜
地
区
、
一

九
六
二
年
に
は
福
浦
地
区
で
、
身
近
な
問
題
を
主
題
と
す
る
婦

人
対
象
の
講
座
が
、
町
民
大
学
と
並
行
し
て
設
定
さ
れ
た
。
昭

和
三
〇
年
代
に
家
庭
を
切
り
盛
り
し
た
女
性
は
、
お
お
む
ね
大

正
後
期
か
ら
昭
和
一
桁
生
ま
れ
で
あ
る
。
こ
の
世
代
を
中
心
に
、

新
時
代
の
生
活
に
即
し
た
実
学
的
知
識
や
技
術
を
学
ぼ
う
と
す

る
機
運
が
高
ま
っ
た
。

150　

中
央
農
協
鍛
冶
屋
婦
人
部
二
十
年
の
歩
み

設
立
の
経
過
と
二
〇
年
の
歩
み

〈
設
立
の
経
過
〉

昭
和
二
六
年
四
月
、
鍜

（
鍛
）冶

屋
農
協
は
再
建
整
備
組
合
の
指
定

を
受
け
、
二
五
〇
万
余
円
の
赤
字
を
解
消
す
べ
く
、
五
カ
年
計
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画
を
樹
立
し
て
各
事
業
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
背
景
の
な
か
で
、
八
月
、
理
事
会
は
婦
人
組
織
の

確
立
に
つ
い
て
審
議
、
農
協
婦
人
部
の
設
置
を
決
議
し
た
。

こ
の
結
果
、
各
生
産
班
よ
り
一
名
宛
の
設
立
準
備
委
員
を
選
任

し
て
部
員
を
募
っ
た
と
こ
ろ
、
二
四
五
名
の
参
加
を
見
、
九
月

二
日
設
立
総
会
を
開
き
、「
鍜

（
鍛
）冶（
屋
）農

協
婦
人
部
」
が
誕
生
し
た
。

〈
設
立
当
時
の
役
員
〉

　

部
長
、
榎
本　

清
、

　

副
部
長
、
鈴
木
ハ
ル
、
柏
木
ヒ
サ
エ
、
柏
木
シ
ゲ
、

　

委
員
、　 

布
施
谷
ツ
ヤ
、
常
盤
キ
ミ
、
柏
木
ト
ク
、
力
石
ト

ナ
、
金
子
キ
ヨ
、
柏
木
サ
ク
、
深
沢
キ
ヌ
、
柏
木

ハ
ル
、
柏
木
ヨ
シ
、
柏
木
コ
ト
、
柏
木
ヒ
チ
、
桜

井
タ
ケ
、
北
村
ツ
ネ
、
荒
井
タ
ケ
、
内
藤
キ
サ
、

西
山
マ
キ
、

〈
二
〇
年
の
歩
み
〉

二
六
年
九
月
、
当
面
の
亊
業
と
し
て
「
箱
貯
金
」
を
開
始
し
た
。

こ
れ
は
、
当
時
農
協
が
、
ひ
な
を
あ
っ
せ
ん
し
て
鷄
の
飼

育
を
奨
励
し
、
余
剰
の
卵
、
又
は
食
い
余
り
の
野
菜
を
売
っ

た
代
金
を
貯
金
す
る
と
い
う
も
の
で
、
当
時
は
「
た
ま
ご
貯

金
」
と
呼
ん
だ
。
日
掛
け
を
原
則
と
し
、
最
寄
り
で
交
替
に

集
金
す
る
制
度
は
現
在
も
続
い
て
お
り
、
二
七
年
三
月
わ
ず

か
一
五
万
円
だ
っ
た
も
の
が
、
一
〇
年
後
に
は
五
〇
〇
万
円

と
な
り
、
そ
し
て
二
〇
年
後
の
現
在
は
、
実
に
二
、
〇
〇
〇

万
円
を
超
え
る
に
至
っ
た
（
別
表
参
照
）

同
年
、
同
月
、
児
童
憲
章
の
精
神
に
則
り
、
農
村
の
子
弟
の
健

全
な
る
育
成
と
、
農
繁
期
対
策
の
一
環
と
し
て
常
設
保
育
所

の
設
置
を
計
画
、
部
落
、
青
年
団
と
協
力
し
て
建
設
準
備
に

入
っ
た
。

特
定
の
寄
付
を
仰
ぐ
こ
と
な
く
、
部
落
を
あ
げ
て
、
心
と
力

の
寄
せ
合
い
て

（
マ
マ
）、

運
営
し
よ
う
と
い
う
考
え
で
、
建
設
資
金

募
集
の
映
画
会
、
演
芸
会
な
ど
、
数

に
及
ん
で
い
る
。

又
、
こ
の
考
え
は
、「
香
奠
返
し
を
廃
し
、
そ
の
余
剰
の
一
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部
を
保
育
園
に
寄
付
し
よ
う
」
と
い
う
申
し
合
せ
と
な
り
、

二
〇（

年
）後

の
現
在
ま
で
固
く
守
ら
れ
て
き
て
い
る
。

二
七
年
五
月
五
日
、
待
望
の
「
た
ち
ば
な
保
育
園
」
開
園
。

現
在
は
農
協
経
営
と
な
っ
て
い
る
が
、
当
時
は
、
前
記
の

考
え
方
か
ら
、
婦
人
部
、
青
年
団
、
部
落
等
の
共
同
経
営
で

あ
っ
た
。

四
六
年
三
月

一
九

卆
園
式
ま
で
、
実
に
九
二
八
名
の
園

児
を
送
り
出
し
て
い
る
。

こ
の
年
農
協
は
製
茶
工
場
を
建
設
し
て
機
械
に
よ
る
製
茶
事
業

を
始
め
た
。

当
時
は
機
械
の
能
力
に
驚
い
た
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
こ
の

能
力
を
十
分
に
利
用
し
よ
う
と
、
婦
人
部
と
保
育
園
母
の
会

が
共
同
で
、
農
家
の
摘
み
残
り
の
生
葉
を
も
ら
っ
て
摘
む
こ

と
に
な
り
、
そ
の
收
入
を
保
育
園
の
運
営
に
あ
て
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
れ
が
い
ま
も
続
い
て
い
る
「
残
茶
摘
み
」
の
始

り
で
あ
る
。

Ｎ
・
Ｈ
・
Ｋ
か
ら
全
国
に
紹
介
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
い
ま

で
は
、
そ
の
收
入
は
、
婦
人
部
と
、
母
の
会
の
重
要
な
資
金

源
と
な
っ
て
い
る
が
、

一

目
の
こ
の
收
入
は
一
八
、
七

二
二
円
、
こ
の
う
ち
一
三
、
七
二
二
円
が
保
育
園
、
残
り
五
、

〇
〇
〇
円
が
婦
人
部
の
收
入
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

最
近
で
は
、
四
五
年
が
二
五
六
、
六
〇
〇
円
、
四
六
年
が
一

七
一
、
六
〇
〇
円
で
、
何
れ
も
保
育
園
と
等
分
に
分
け
合
っ

て
い
る
。

二
九
年
、
石
け
ん
の
配
置
購
買
を
開
始
。
同
時
に
日
用
品
、
雑

貨
類
等
の
定
期
的
予
約
注
文
に
よ
る
共
同
購
入
の
事
業
を
開

始
し
た
。

こ
れ
も
現
在
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
る
事
業
で
、
系
統
利
用
の

意
識
を
髙
め
る
と
共
に
商
品
価
格
の
牽
制
に
効
果
を
あ
げ
て

い
る
。

同
年
、
家
族
計
画
事
業
に
取
り
組
む
。

い
ま
は
亡
き
故
柏
木
ト
ク
さ
ん
を
は
じ
め
当
時
の
役
員
の
献
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身
的
な
努
力
に
よ
り
五
年
間
継
続
し
て
効
果
を
あ
げ
、
三
四

年
一
一
月
二
六
日
、
県
知
事
か
ら
表
彰
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
る

が
、
記
録
が
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。

三
〇
年
九
月
一
一
日
、
香
奠
返
し
、
お
見
舞
の
お
返
し
全
廃
の

申
し
合
せ
を
す
る
。

「
註
」
〈

申
し
合
せ
〉「
一
、
生
活
の
合
理
化
を
図
り
、
智

識
を
髙
め
、
明
る
い
家
庭
を
作
り
ま
し
よ
う
。　

二
、
農
協
と
手
を
携
さ
え
、
農
村
の
興
隆
を
は
か

り
、
婦
人
の
地
位
を
髙
め
ま
し
よ
う
。
三
、
香
奠

返
し
全
廃
、
病
気
見
舞
の
お
返
し
廃
止
を
固
く
守

り
、
こ
の
余
剰
の
一
部
を
保
育
園
に
寄
付
す
る
よ

う
心
掛
け
、
幼
児
教
育
に
協
力
い
た
し
ま
し
よ
う
。

四
、
婦
人
貯
金
の
積
立
に
一
層
努
力
し
、
病
気
や

不
時
の
災
難
に
備
え
ま
し
よ
う
。

五
、
く
み
あ
い
マ
ー
ク
愛
用
運
動
に
一
人
残
ら
ず

参
加
し
ま
し
よ
う
。

　



昭
和
三
〇
年
九
月
一
一
日　

鍜
（
鍛
）冶

屋
農
協
婦

人
部
、
第
四

総
会
、

三
四
年
五
月
、
農
協
の
電
気
洗
濯
機
普
及
運
動
に
協
力
、
一
挙

に
一
五
〇
台
を
推
進
、
農
村
婦
人
の
家
事
労
働
の
軽
減
に
寄

与
す
る
と
同
時
に
、
近
隣
に
さ
き
が
け
、
家
庭
電
化
時
代
え

（
へ
）

の
足
が
か
り
を
築
い
た
。

こ
の
年
、
農
協
よ
り
、
洗
濯
機
の
推
進
費
と
し
て
一
〇
万
円
の

補
助
を
受
け
た
。

こ
れ
を
「
生
活
改
善
共
済
事
業
基
金
」
と
し
、
会
席
膳
、
吸

物
椀
、
座
布
団
各
三
〇
組
を
購
入
し
、
生
活
改
善
の
た
め
の

利
用
事
業
を
開
始
し
た
。

そ
の
後
婚
礼
用
具
、
仲
人
着
な
ど
を
設
備
し
、
現
在
で
は
別

表
の
と
お
り
品
目
も
揃
い
、
四
五
年
度
の
利
用
料
收
入
は
一

四
八
、
〇
〇
〇
円
余
り
と
な
っ
て
い
る
。

　

（
別
表
参
照
）

◆
三
六
年
七
月
一
六
日
、

一
〇

（
満
一
〇
周
年
）
定
例
総
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会
で
は
、「
農
休
日
」
の
設
定
を
提
唱
し
、
こ
れ
を
実
現
し
た
。

三
六
年
度
、
国
民
年
金
の
掛
金
集
金
事
業
を
開
始
、
こ
の
手
数

料
收
入
は
、
残
茶
の
收
入
と
と
も
に
重
要
な
資
金
源
と
な
っ

て
い
る
。（
社
会
保
険
庁
長
官
よ
り
感
謝
状
）

以
上
の
他
、
余
剰
農
産
物
等
の
持
ち
寄
り
即
売
会
（
こ
れ
は
テ

レ
ビ
の
電
波
に
の
り
全
国
に
紹
介
さ
れ
た
）
祝
儀
の
お
返
し

お
砂
糖
二
キ
ロ
の
申
し
合
せ
、
等
々
が
特
筆
す
べ
き
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
毎
年
を
通
じ
て
は
、「
婦
人
学
級
」「
若
妻
敎

室
」、
各
種
研
修
会
、
講
習
、
講
演
会
等
の
学
習
活
動
、
社

会
福
祉
事
業
、
保
健
事
業
を
行
な
っ
て
き
た
。

特
に
学
習
活
動
で
は
、
修
得
し
た
智

（
マ
マ
）識

を
実
践
し
よ
う
と
、
一

石
二
鳥
を
ね
ら
い
、
有
色
野
菜
の
自
給
を
図
る
こ
と
に
な
り
、

四
四
年
度
か
ら
、
部
員
に
野
菜
の
種
子
を
配
給
し
た
。

こ
の
結
果
は
、
部
員
の
家
の
庭
に
洋
菜
が
育
ち
、
枝
豆
が
実

り
、
大
成
功
を
納
め
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
代
の
世
相
は
、

農
家
の
主
婦
が
、
旅
館
の
パ
ー
ト
に
二
日
も
行
け
ば
一
ヵ
月

分
の
野
菜
代
が
あ
る
、
と
い
っ
て
農
外
收
入
を
求
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
時
代
で
あ
る
。

こ
ん
な
と
こ
ろ
に
、
今
後
の
農
協
婦
人
部
活
動
に
課
せ
ら
れ

た
課
題
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
課
題
は
課
題
と
し
て
二
〇
年
を
省
り
み
る
と
き
、
こ
こ

に
列
挙
し
た
数
々
の
事
業
は
、
創
立
以
来
繰
返
へ

（
マ
マ
）し

唱
え
ら

れ
て
き
た
「
生
活
の
合
理
化
」「
婦
人
の
地
位
の
向
上
」
に

大
き
な
前
進
を
も
た
ら
し
、
地
域
社
会
の
発
展
に
果
し
た
功

績
も
大
き
な
も
の
が
あ
り
、
髙
く
評
価
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。

〈
表
彰
状
・
感
謝
状
〉　

三
〇
年
五
月
二
六
日
、
神
奈
川
県
経
済
農
業
協
同
組
合
連
合

会
よ
り
、「
く
み
あ
い
マ
ー
ク
愛
用
運
動
」
で
感
謝

状

三
二
年
八
月
二
七
日
、
家
の
光
協
会
よ
り
、「
家
の
光
」
普

及
で
感
謝
状
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三
四
年
一
一
月
二
六
日
、
神
奈
川
県
知
事
よ
り
、
神
奈
川
県

家
族
計
画
普
及
大
会
で
「
…
…
他
の
模
範
で
あ
る
」

と
の
表
彰
状

三
六
年
五
月
二
六
日
、
農
林
中
央
金
庫
理
事
長
よ
り
、
貯
蓄

功
労
の
表
彰
状

三
九
年
一
〇
月
五
日
、
社
会
保
険
庁
長
官
よ
り
、
国
民
年
金

事
業
に
盡
し
た
功
績
に
よ
り
、
感
謝
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上

　
　
　
　
　
　
　

昭
和
四
六
年
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
中
央
農
協
鍜

（
鍛
）冶

屋
婦
人
部

（
別
表
省
略
）

（「
二
十
年
の
歩
み　

湯
河
原
町
中
央
農
協
鍛
冶
屋
婦
人
部
」

湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

中
央
農
協
鍛
冶
屋
婦
人
部
の
記
念
誌
は
、
本
誌
以
外
に
創
立

四
〇
年
・
五
〇
年
誌
が
発
刊
さ
れ
て
い
る
。

151　

ゆ
が
わ
ら
男
女
共
同
参
画
懇
話
会
の
設
置
及
び
運
営
に
関

す
る
要
綱ゆ

が
わ
ら
男
女
共
同
参
画
懇
話
会
の
設
置
及
び
運
営

に
関
す
る
要
綱

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
要
綱
は
、
ゆ
が
わ
ら
男
女
共
同
参
画
懇
話
会
の

設
置
及
び
運
営
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

（
設
置
）

第
二
条　

地
域
に
根
ざ
し
た
男
女
共
同
参
画
社
会
の
充
実
を
目

指
し
、
ゆ
が
わ
ら
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
の
総
合
的
推
進
に

当
た
り
、
必
要
な
助
言
を
得
る
た
め
、
ゆ
が
わ
ら
男
女
共
同

参
画
懇
話
会
（
以
下
「
懇
話
会
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

（
所
掌
事
務
）

第
三
条　

懇
話
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
所
掌
す
る
。

一　

ゆ
が
わ
ら
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
の
推
進
に
関
す
る
こ
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と
。

二　

女
性
問
題
の
抽
出
及
び
体
系
的
な
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

三　

そ
の
他
男
女
共
同
参
画
の
推
進
に
必
要
な
事
項
に
関
す

る
こ
と
。

（
組
織
）

第
四
条　

懇
話
会
の
委
員
は
十
五
人
以
内
と
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
町
長
が
委
嘱
す
る
。

一　

学
識
者

二　

関
係
団
体
の
代
表
者

三　

企
業
の
代
表
者

四　

労
働
団
体
の
代
表
者

五　

神
奈
川
県
職
員

六　

町
民
モ
ニ
タ
ー

（
委
員
の
任
期
）

第
五
条　

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

２　

補
欠
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
在
任
期
間
と
す
る
。

（
会
長
及
び
副
会
長
）

第
六
条　

懇
話
会
に
は
会
長
及
び
副
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互

選
に
よ
り
定
め
る
。

２　

会
長
は
会
務
を
総
理
し
、
懇
話
会
を
代
表
す
る
。

３　

副
会
長
は
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
あ
る
と
き
、
又

は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
会
議
）

第
七
条　

懇
話
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

（
意
見
の
聴
取
等
）

第
八
条　

会
長
は
、
会
議
の
運
営
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と

き
は
、
委
員
以
外
の
者
を
出
席
さ
せ
て
意
見
を
聴
取
し
、
又

は
関
係
資
料
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
庶
務
）

第
九
条　

懇
話
会
の
庶
務
は
、
企
画
調
整
部
政
策
課
に
お
い
て

行
う
。

（
そ
の
他
）
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第
十
条　

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
懇
話
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
懇
話
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附　

則

こ
の
要
綱
は
、
平
成
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

㈡　

労
働
運
動

152　

小
野
ピ
ア
ノ
と
解
雇
問
題

①　

販
売
案
内

謹
啓　

炎
暑
の
砌
愈
々
御
清
祥
お
慶
び
申
上（

マ
マ
）ま

す

書
中
失
礼
を
も
顧
み
ず
御
挨
拶
を
申
上（

マ
まマ

）す

弊
社
儀
兼
て
ピ
ア
ノ
専
問

（
マ
マ
）工

場
と
し
て
三
十
年
間
國
産
ピ
ア

ノ
の
発
展
に
努
力
を
續
け
て
参
り
ま
し
た
が
、
終
戰
後
も
進
駐

軍
方
面
に
数
百
台
の
ピ
ア
ノ
を
納
入
、
各
地
の
Ｐ
・
Ｘ
・

（
マ
マ
）に

も

出
品
販
賣
を
致
し
て
居
り
ま
す
と
共
に
ア
メ
リ
カ
本
國
、
フ
ィ

リ
ツ
ピ
ン
等
に
も
現
在
引
續
き
ピ
ア
ノ
を
送
り
出
し
て
居
り
ま

す
。
ホ
ル
ー
ゲ
ル
ピ
ア
ノ
の
名
は
諸
先
生
方
は
勿
論
、
各
方
面

の
御
記
憶
を
忝
ふ
し
、
そ
の
品
質
に
就
て
も
御
満
足
を
頂
い
て
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居
り
ま
す
。
昨
年
春
以
来
文
部
省
よ
り
教
育
用
樂
器
と
し
て
ピ

ア
ノ
の
生
産
指
示
を
受
け
全
國
各
地
の
學
校
よ
り
御
下
命
を
賜

り
納
品
を
開
始
致
し
ま
し
た
が
、
前
記
進
駐
軍
関
係
そ
の
他
の

御
註
文
に
追
は
る
ゝ
ま
ゝ
國
内
學
校
方
面
に
は
極
め
て
少
数
の

ピ
ア
ノ
を
生
産
し
充
分
の
御
満
足
を
頂
き
得
ず
誠
に
申
訳
な
く

存
じ
て
居
り
ま
し
た
處
、
最
近
工
場
の
諸
設
備
も
拡
充
強
化
致

し
ま
す
と
共
に
今
般
神
奈
川
県
の

一
囘
工
場
診
断
に
優
秀
工

場
と
し
て
合
格
し
、
別
紙
の
通
り
証
明
書
も
賜
り
、
少
く
と
も

県
下
の
諸
學
校
教
育
用
に
は
同
県
下
に
在
る
弊（

マ
マ
）工

場
の
最
優
秀

ホ
ル
ー
ゲ
ル
ピ
ア
ノ
を
お
納
め
致
す
様

（
マ
マ
）と

の
御
激
励
を
頂
き
ま

し
た　

弊
社
が
終
戰
後
進
駐
軍
命
令
に
依
る
ピ
ア
ノ
の
生
産
に

追
は

（
マ
マ
）れ

て
居
り
ま
し
た
間
に
他
方
面
よ
り
小
野
は
進
駐
軍
ば
か

り
で
學
校
用
の
も
の
は
生
産
し
な
い
と
か
、
新
製
品
は
戰
前
よ

り
品
質
が
落
ち
る
か
ら
中
古
品
が
良
い
と
か
、
新
製
品
に
は
税

金
が
か
ゝ
る
か
ら
非
常
に
髙
価
に
な
る
と
か
誠
し
や
か
な
宣
伝

が
行
は

（
マ
マ
）れ

ま
し
た
ゝ
め
、
各
學
校
に
於
か
れ
ま
し
て
も
ホ
ル
ー

ゲ
ル
を
御
断
念
、
他
製
品
又
は
老
朽
で
而
も
髙
価
な
中
古
品
を

お
求
め
に
な
り
ま
し
た
向
も
あ
っ
た
こ
と
ゝ
存
じ
ま
す
。

本
年
に
入
り
ま
し
て
か
ら
は
弊
社
の
生
産
能
力
も
増
大
し
學
校

教
育
用
に
も
多
数
を
生
産
し
て
居
り
ま
す
。
弊
社
の
ホ
ル
ー
ゲ

ル
ピ
ア
ノ
は
戰
前
よ
り
の
在
庫
資
材
と
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｑ
・

（
マ
マ
）の

御
好

意
に
依
る
海
外
よ
り
の
優
秀
諸
資
材
と
に
よ
り
戰
前
を
凌
駕
す

る
優
秀
ピ
ア
ノ
を
生
産
し
て
各
方
面
の
御
好
評
を
頂
い
て
居
り
、

最
近
も
当
地
区
の
小
田
原
五
中
、
小
田
原
芦
子
小
學
校
、
𠮷
浜

中
學
校
、
眞
鶴
中
學
校
、
國
府
津
中
學
校
、
小
田
原
二
中
等
の

各
校
を
は
じ
め
全
國
各
地
の
諸
學
校
よ
り
の
御
下
命
を
受
け
て

順
次
お
納
め
致
し
て
居
り
ま
す
。
進
駐
軍
関
係
及
海
外
貿
易
に

終
戰
後
本
邦
隨
一
の
多
数
台
数
を
送
り
出
し
て
居
り
ま
す
こ
と

だ
け
で
も
品
質
の
良
否
を
御
賢
察
頂
け
る
こ
と
ゝ
存
じ
ま
す
。

物
品
税
も
學
校
へ
の
納
品
に
は
免
除
の
恩
典
が
御
座
ゐ

（
マ
マ
）ま

す
。

中
學
校
々
舎
も
美

（
マ
マ
）事

に
御
落
成
で
誠
に
お
芽

（
マ
マ
）出

た
う
御
座
ゐ

（
マ
マ
）ま

す
。
新
校
舎
で
新
し
い
優
秀
な
ホ
ル
ー
ゲ
ル
ピ
ア
ノ
を
御
使
用
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下
さ
い
ま
す
れ
ば
音
樂
教
育
に
も
必
ら
ず
赫
々
た
る
成
果
を
お

あ
げ
頂
け
る
こ
と
ゝ
確
信
致
し
ま
す
。
当
町
出
身
の
社
員
も
多

数
生
産
に
從
事
致
し
て
居
り
ま
す
の
で
、
母
校
に
自
作
の
ピ
ア

ノ
を
御
納
め
出
来
ま
せ（

マ
マ
）ば

ど
ん
な
に
感
激
致
す
こ
と
で
御
座
ゐ

（
マ
マ
）

ま
せ

（
マ
マ
）う

私
も
製
品
を
吟
味
致
し
ま
す（

マ
マ
）は

勿
論
、
価
格
の

も
出

来
得
る
限
り
勉
強
さ
せ
て
頂
き
微
力
乍（

マ
らマ

）町
の
お
役
に
立
て
さ

せ
て
頂
き
度
存
じ
ま
す

御
予
算
そ
の
他
の
御
関
係
も
多
々
御
座
ゐ

（
マ
マ
）ま

す
こ
と
ゝ
存
じ
ま

す
が
現
在
日
本
の
最
髙
水
準
に
在
る
ホ
ル
ー
ゲ
ル
ピ
ア
ノ
を
是

非
御
指
定
賜
り
ま
す
様
御
願
ひ

（
マ
マ
）を

申
上

（
マ
マ
）ま

す
。
尚
、
御
一
報
を

賜
り
ま
し
た
ら
小
生
早
速
参
上
御
説
明
を
申
上

（
マ
マ
）ま

す

右
書
中
失
礼
乍（

マ
らマ

）御
挨
拶
迄
、
末
筆
乍（

マ
らマ

）御
一
同
様
に
も
宜（

マ
マ
）敷

御
取
り
な
し
下
さ
い
ま
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

敬
具

八
月
四
日

小
野
ピ
ア
ノ
工
場
長　

小
野
欽
一
郎
拝

湯
河
原
町
長　

伊
藤　

清　

様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

侍
史
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（「
昭
和
二
四
年
起　

教
育
施
設
建
設
関
係
綴
」
湯
河
原
町
役

場
蔵
）

　

②　

販
売
価
格
表

　
　
　
　

ホ
ル
ー
ゲ
ル
ピ
ア
ノ
販
賣
價
格
表

品　
　
　

名

販　
　

賣　
　

價　
　

格

免　
　
　

税

税　
　
　

込

備　
　
　
　

考

グ　

ラ　

ン　

ド
二
五
〇
、
〇
〇
〇
〇
〇

八
八
鍵

色
（
黑
、
マ
ホ
ガ

ニ
ー
）

特
製

　

ア
ツ
プ
ラ
イ
ト
一
七
〇
、
〇
〇
〇
〇
〇

八
八
鍵

色
（
マ
ホ
ガ
ニ
ー
、

ウ
オ
ル
ナ
ツ
ト
）

ア
ツ
プ
ラ
イ
ト

一
五
五
、
〇
〇
〇
〇
〇
二
四
六
、
二
七
四
三
四
八
八
鍵

色
（
黑
）

新
型

　

ア
ツ
プ
ラ
イ
ト
一
三
五
、
〇
〇
〇
〇
〇

八
八
鍵

色
（
黑
）

ス
ピ
ネ
ツ
ト

一
五
〇
、
六
〇
〇
〇
〇
二
三
八
、
五
九
九
〇
三

八
八
鍵

色
（
マ
ホ
ガ
ニ
ー
、

ウ
オ
ル
ナ
ツ
ト
）

ジ
ュ
ニ
ア
ー

　
　

ス
ピ
ネ
ツ
ト　

六
〇
、
〇
〇
〇
〇
〇　

九
八
、
四
〇
〇
〇
〇

七
三
鍵　

練
習
用

色
（
黑
、
マ
ホ
ガ

ニ
ー
、
ウ
オ
ル
ナ
ツ

ト
）

　
　
　
　

椅
子
價
格
表

角
型
樂
譜
入
附

　

獨　

奏　

用

三
、
五
〇
〇
〇
〇

角
型
樂
譜
入
附

　

連　

彈　

用

六
、
〇
〇
〇
〇
〇

廻　

轉　

椅　

子
四
、
八
〇
〇
〇
〇

　
　
　
　

梱
包
及
運
賃

ア
ツ
プ
ラ
イ
ト

　

ス
ピ
ネ
ツ
ト

　

グ
ラ
ン
ド　

梱　
　

包
五
五
〇
〇
・
〇
〇
七
五
〇
〇
・
〇
〇

運　
　

賃
實
費
（
鐡
道
甲
片
ニ
ヨ
ル
）

（「
昭
和
二
四
年
起　

教
育
施
設
建
設
関
係
綴
」
湯
河
原
町
役

場
蔵
）

　

原
資
料
は
横
書
き
。
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③　

解
雇
問
題

全
員
解
雇
で
も
め
る　

湯
河
原
の
ピ
ア
ノ
工
場　

労
組
の
決
起
大
会

湯
河
原
町
城
堀
森
下
九
一
、
株
式
会
社
ホ
ル
ー
ゲ
ル
第
一
工
場

（
代
表
取
締
役
鈴
木
真
一
氏
）
と
同
工
場
の
小
野
ピ
ア
ノ
労
組

（
執
行
委
員
長
土
屋
健
吉
氏
ら
七
十
一
人
）
は
全
員
解
雇
予
告

を
め
ぐ
っ
て
も
め
、
総
評
か
ら
も
応
援
が
出
て
七
日
午
後
四
時

半
か
ら
労
組
の
決
起
大
会
が
行
な
わ
れ
た
。
解
雇
予
告
は
さ
る

二
月
二
十
日
付
け
で
書
留
で
全
従
業
員
に
送
ら
れ
「
三
月
二
十

四
日
を
も
っ
て
解
雇
す
る
」
と
あ
っ
た
。
理
由
は
「
経
営
の
行

き
詰
ま
り
か
ら
賃
金
保
証
の
み
こ
み
が
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

日
本
の
ピ
ア
ノ
メ
ー
カ
ー
は
日
本
楽
器
（
山
葉
ピ
ア
ノ
）
河

合
楽
器
（
河
合
ピ
ア
ノ
）
ホ
ル
ー
ゲ
ル
（
小
野
ピ
ア
ノ
）
の

三
つ
が
数
え
ら
れ
て
い
る
。
ピ
ア
ノ
や
オ
ル
ガ
ン
は
こ
の
二
、

三
年
来
の
経
済
安
定
の
波
に
乗
っ
て
、
ブ
ー
ム
現
象
を
起
こ

し
株
も
そ
の
成
長
性
を
も
て
は
や
さ
れ
て
は
ね
あ
が
っ
て
い

る
と
言
う
日
の
当
た
る
産
業
だ
。

と
こ
ろ
が
、
小
野
ピ
ア
ノ
労
組
で
は
賃
金
の
分
割
、
遅
延
が

十
年
間
も
続
い
て
お
り
、
退
職
金
も
も
ら
え
る
み
こ
み
が
つ

か
な
い
。
平
均
年
齢
三
十
歳
、
勤
続
八
年
、
扶
養
家
族
一
・

七
人
で
平
均
賃
金
一
万
三
千
五
百
円
。
一
ケ
月
に
十
回
分
割

も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
会
社
の
解
散
、
全
員

解
雇
と
い
う
最
後
通
告
が
行
な
わ
れ
た
。

労
組
側
の
い
い
分
に
よ
れ
ば
親
会
社
を
設
立
し
て
八
千
五
百
円

く
ら
い
の
給
料
で
再
び
雇
い
入
れ
退
職
金
は
タ
ナ
あ
げ
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
だ
。
労
組
は
は
じ
め
新
会
社
に
協
力
す
る
態
度
を

と
っ
た
が
、
労
働
条
件
が
ひ
ど
い
た
め
に
首
切
り
反
対
、
退
職

金
の
支
給
に
踏
み
切
っ
た
と
い
う
。
小
田
原
地
区
労
組
の
幹
事

会
も
き
の
う
七
日
、
現
地
で
支
援
会
議
を
開
い
て
戦
術
を
打
ち

あ
わ
せ
た
。

ピ
ア
ノ
ブ
ー
ム
の
春
に
そ
む
い
て
小
野
ピ
ア
ノ
が
苦
境
に
お
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ち
い
っ
た
理
由
は
結
局
、
運
転
資
金
の
欠
乏
だ
っ
た
。
三
十

余
年
の
伝
統
の
あ
る
こ
の
工
場
は
さ
る
二
十
五
年
に
解
散
し

て
精
算
会
社
小
野
商
事
＝
小
野
好
（
六
七
）
社
長
、
銀
座
五

ノ
三
、
小
野
商
事
ビ
ル
＝
を
つ
く
っ
た
。
湯
河
原
の
工
場
、

敷
地
、
工
具
類
ま
で
が
小
野
商
事
の
所
有
に
な
っ
た
。
銀
座

の
ビ
ル
（
四
階
建
て
時
価
一
億
―
二
億
円
）
に
は
ピ
ア
ノ
販

売
会
社
（
小
野
好
社
長
）
が
あ
る
。
湯
河
原
の
ホ
ル
ー
ゲ
ル

第
一
工
場
は
土
地
、
建
物
、
工
具
類
一
切
を
借
り
た
う
え
、

資
本
金
一
千
万
円
の
ほ
か
に
運
転
資
金
を
十
年
間
借
り
て
経

営
さ
れ
て
い
る
。

月
産
台
数
は
グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
二
―
四
台
、
普
通
型
二
十
四
、

五
台
（
労
組
で
は
三
十
五
台
と
い
う
）
ま
た
勤
続
最
高
二
十
五

年
の
従
業
員
が
あ
る
半
面
、
第
一
ホ
ル
ー
ゲ
ル
工
場
に
な
る
ま

で
に
会
社
の
解
散
、
称
号
の
変
更
が
七
回
も
行
な
わ
れ
た
と
い

う
。
小
野
ピ
ア
ノ
製
作
所
、
小
野
ピ
ア
ノ
製
造
（
株
）
会
社
、

東
京
工
芸
そ
の
他
で
あ
る
。

（「
神
奈
川
新
聞
」
昭
和
三
五
年
三
月
八
日
付
）

町
内
城
堀
に
あ
っ
た
小
野
ピ
ア
ノ
株
式
会
社
は
、
ホ
ル
ー
ゲ

ル
ピ
ア
ノ
を
生
産
し
て
事
業
を
拡
大
し
て
い
た
。
駅
前
に
は
、

展
示
場
も
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
各
地
の
学
校
に
納
品
し
、
吉
浜

中
学
校
で
も
使
わ
れ
た
。し
か
し
、業
界
の
競
争
が
激
し
く
な
り
、

解
雇
問
題
が
起
き
た
。

資
料
①
及
び
②
は
、
湯
河
原
町
長
に
対
す
る
購
入
依
頼
と
価

格
表
で
あ
る
。
資
料
③
は
解
雇
問
題
が
お
き
た
時
の
新
聞
記
事
。

争
議
の
経
過
は
新
聞
記
事
中
に
も
あ
る
が
、
技
術
者
な
ど
は
浜

松
に
移
転
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

153　

あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
調
査

も
ぐ
り
や
パ
ン
マ
も　

箱
根
、
湯
河
原
の
あ
ん
ま
調

査　

置
き
屋
が
搾
取　

小
田
原
労
基
署

小
田
原
労
働
基
準
監
督
署
は
、
こ
の
ほ
ど
箱
根
、
湯
河
原
の
温

泉
場
で
働
い
て
い
る
あ
ん
ま
の
業
態
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
、
旧
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時
代
的
な
師
弟
関
係
や
も
ぐ
り
あ
ん
ま
、
な
か
に
は
パ
ン
マ
が

い
る
と
い
う
疑
い
が
濃
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
さ
っ
そ
く
あ
ん
ま

置
き
屋
ご
と
に
賃
金
台
帳
を
つ
く
ら
せ
た
り
、
講
習
会
を
開
い

て
指
導
し
、
あ
ん
ま
を
働
き
や
す
く
す
る
よ
う
乗
り
出
す
こ
と

に
な
っ
た
。

調
査
の
対
象
に
と
り
上
げ
た
箱
根
三
軒
、
湯
河
原
四
軒
の
あ

ん
ま
置
き
屋
に
は
四
十
三
人
の
あ
ん
ま
が
働
い
て
い
た
が
、

こ
の
う
ち
免
許
を
持
っ
て
い
る
者
は
二
十
一
人
。
業
者
の
労

務
管
理
を
追
及
し
た
と
こ
ろ
、
婦
女
子
の
超
過
勤
務
は
み
ら

れ
な
か
っ
た
が
、
休
日
制
度
は
ま
る
で
で
た
ら
め
、
月
間
四

日
制
は
わ
ず
か
に
二
軒
。
そ
れ
も
つ
ご
う
の
よ
い
と
き
に
休

み
を
と
る
と
い
う
こ
と
で
、
定
期
的
な
制
度
で
は
な
い
。
他

は
せ
い
ぜ
い
月
一
日
ぐ
ら
い
。
生
理
休
暇
制
は
ぜ
ん
ぜ
ん
実

施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

給
与
面
で
は
固
定
給
七
千
円
が
わ
ず
か
一
軒
、
残
り
は
歩
合
制

度
で
最
高
一
万
七
千
円
、
最
低
二
千
円
。
四
軒
の
業
者
は
免
許

取
得
者
で
五
分
五
分
、
無
免
許
者
は
四
分
六
と
業
者
が
か
せ
ぎ

の
半
分
以
上
を
取
る
と
い
う
搾
取
ぶ
り
。
あ
ん
ま
置
き
屋
の
実

態
は
昔
の
芸
者
置
き
屋
的
な
古
さ
だ
。
あ
ん
ま
は
置
き
屋
と
師

弟
関
係
に
し
ば
ら
れ
て
身
動
き
で
き
な
く
な
っ
て
お
り
、
労
基

法
違
反
の
疑
い
も
あ
る
の
で
今
後
厳
重
に
監
督
す
る
。

労
務
管
理
の
台
帳
は
一
軒
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
賃
金
の
記

帳
は
で
き
て
い
な
い
。
免
許
を
取
っ
た
あ
ん
ま
は
箱
根
で
四

組
合
、
七
十
六
軒
二
百
六
十
四
人
、
湯
河
原
一
組
合
、
五
十

五
軒
百
七
十
人
で
合
計
四
百
三
十
四
人
だ
が
、
も
ぐ
り
あ
ん

ま
は
五
百
人
を
超
え
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
な
か
に
は

パ
ン
マ
が
い
る
と
い
う
う
わ
さ
も
あ
る
わ
け
だ
。

〝
あ
ん
ま
〟
を
め
ぐ
る
関
係
官
庁
の
保
健
所
、
監
督
署
、
職
安
、

警
察
署
の
五
係
官
は
二
月
五
日
午
後
一
時
か
ら
小
田
原
保
健
所

で
協
議
会
を
開
き
、
営
業
の
乱
脈
ぶ
り
を
と
り
上
げ
、
も
っ
と

現
代
的
な
明
る
い
職
場
に
切
り
か
え
る
よ
う
対
策
を
練
る
。

（「
神
奈
川
新
聞
」
昭
和
三
七
年
一
月
二
八
日
付
）
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あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
は
、
温
泉
客
の
要
望
が
あ
れ
ば

「
置
屋
」
に
連
絡
し
、
旅
館
に
派
遣
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

な
お
、
こ
の
新
聞
で
使
わ
れ
て
い
る
用
語
は
現
在
使
わ
れ
て
い

な
い
。
本
資
料
は
歴
史
資
料
と
し
て
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
調
査

は
小
田
原
労
働
基
準
監
督
署
が
実
施
し
た
が
、
調
査
報
告
書
は

発
見
で
き
な
か
っ
た
。

154　

湯
河
原
駅
貨
物
取
り
扱
い
廃
止
に
反
対
す
る
陳
情
書

湯
河
原
駅
貨
物
取
り
扱
い
廃
止
に
反
対
す
る
陳
情
書

昭
和
五
十
六
年
五
月
国
鉄
当
局
は
「
国
鉄
再
建
法
」
に
基
き
、

経
営
改
善
計
画
を
策
定
し
、
具
体
的
な
措
置
と
し
て
昭
和
六
十

年
を
目
途
に
收
支
の
赤
字
を
埋
め
る
と
し
て
、
要
員
体
制
を
三

十
五
万
人
と
す
る
、
地
方
交
通
線
の
廃
止
と
特
別
運
賃
制
度
の

導
入
、
及
び
毎
年
の
運
賃
値
上
げ
等
公
共
性
を
無
視
し
た
反
国

民
的
な
方
向
の
施
策
を
し
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。

特
に
そ
れ
ら
の
施
策
の
中
で
貨
物
輸
送
は
大
量
定
形
輸
送
の

み
に
し
ぼ
ら
れ
、
小
口
輸
送
に
頼
る
中
小
業
者
、
地
域
住
民
の

利
益
に
な
ら
な
い
。
国
鉄
当
局
は
今
回
、
以
上
の
事
柄
か
ら
湯

河
原
駅
貨
物
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
一

月
を
目
途
に
廃
止
し
た
い
と
の
方
向
を
発
表
し
た
。

私
達
の
国
鉄
労
働
組
合
は
、
今
日
迄
政
府
、
国
鉄
当
局
に
対

し
、「
国
民
の
た
め
の
国
鉄
に
す
る
」
こ
と
を
め
ざ
し
利
用
者

を
含
む
勤
労
国
民
、
政
党
な
ど
と
共
同
し
て
政
策
提
言
を
行
な

つ
て
実
行
を
要
求
し
て
来
ま
し
た
。

私
達
湯
河
原
駅
分
会
は
、
今
回
の
当
局
の
一
方
的
な
貨
物
取

り
扱
い
廃
止
は
、
湯
河
原
町
及
び
地
域
の
住
民
生
活
に
大
き
な

影
響
を
お
よ
ぼ
す
だ
け
で
な
く
、
特
に
一
昨
年
伊
東
駅
の
貨
物

が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
伊
豆
方
面
え

（
マ
マ
）の

玄
関
口
と
し
て
の

立
地
条
件
に
あ
る
こ
と
を
考
え
た
と
き
、
う
わ
さ
さ
れ
て
い
る

地
震
対
策
、
あ
る
い
は
そ
の
交
通
量
と
公
害
の
増
大
、
更
に
は

ト
ラ
ッ
ク
輸
送
に
よ
る
料
金
の
値
上
げ
等
も
必
至
で
あ
る
と
思

わ
れ
ま
す
。
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湯
河
原
駅
貨
物
廃
止
は

場
で
働
く
私
達
が
先
頭
に
立
っ
て

業
者
、
町
民
地
域
ぐ
る
み
で
断
固
反
対
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。
從
っ
て
町
長
を
は
じ
め
町
議
会
に
お
い
て
反
対

決
議
を
載

（
マ
マ
）き

た
く
以
上
陳
情
致
し
ま
す
。

昭
和
五
十
七
年
三
月
十
三
日

国
労
国
府
津
支
部
執
行
委
員
長　
　

門
松　

啓
示　

印

国
労
湯
河
原
駅
分
会
執
行
委
員
長　

蒔
田
良
之
助　

印

湯
河
原
町
長　
　
　
　

杉
山　

実　

殿

湯
河
原
町
議
会
議
長　

市
川
公
造　

殿

（「
昭
和
五
七
年
度　

陳
情
書
綴
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

日
本
国
有
鉄
道
の
合
理
化
策
と
し
て
湯
河
原
駅
の
貨
物
取
り

扱
い
を
廃
止
す
る
と
い
う
方
針
に
反
対
す
る
意
見
書
が
国
労
湯

河
原
駅
分
会
か
ら
町
長
・
町
議
会
議
長
に
提
出
さ
れ
た
文
書
。

そ
の
後
、
貨
物
取
り
扱
い
は
廃
止
さ
れ
た
。
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第
五
章　

自
然
と
環
境
問
題

昭
和
三
〇
年
代
か
ら
の
環
境
問
題
は
こ
の
地
に
人
々
が
生
活

を
し
始
め
て
以
来
の
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
平
均
気
温
、

海
水
面
の
上
昇
、
大
気
汚
染
、
水
質
悪
化
な
ど
で
こ
れ
が
地
球

規
模
で
起
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
経
済
成
長
の
中
で
人
口
増
加
、

観
光
施
設
と
客
の
増
加
は
新
た
な
課
題
を
地
域
社
会
に
も
た
ら

し
た
。
本
章
で
は
環
境
・
汚
染
問
題
、
廃
棄
物
処
理
、
衛
生
行

政
に
分
け
て
資
料
を
編
年
構
成
し
た
。

　

（
一
）
環
境
・
汚
染
問
題

河
川
の
水
質
に
つ
い
て
は
汚
染
状
況
や
浄
化
の
経
過
を
取
り

上
げ
て
い
る
。
開
発
に
伴
う
公
害
問
題
と
し
て
新
幹
線
工
事
、

高
層
ビ
ル
建
設
問
題
な
ど
を
紹
介
し
た
。
こ
う
し
た
公
害
問
題

に
対
す
る
町
と
町
民
の
動
向
に
関
す
る
資
料
も
取
り
上
げ
た
。

湯
河
原
の
自
然
の
様
子
を
専
門
家
が
調
査
し
た
資
料
を
収
録
し

た
。

　

（
二
）
廃
棄
物
処
理

経
済
成
長
に
伴
う
ご
み
問
題
で
あ
る
。
消
費
の
拡
大
に
よ
る

廃
棄
物
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
家
庭
で
処
理
し
て
い
た
ご
み

を
組
織
的
に
処
理
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
処
分
場
も
必
要
に

な
っ
た
。

　

（
三
）
衛
生
行
政

し
尿
処
理
の
経
過
資
料
で
あ
る
。
し
尿
は
昭
和
三
〇
年
代
以

前
は
農
家
の
肥
料
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
人
口
と
観
光
客

の
増
加
に
よ
り
大
量
処
理
が
求
め
ら
れ
た
。
本
町
は
真
鶴
町
と

契
約
を
締
結
し
て
海
洋
投
棄
の
道
を
選
択
し
た
。
海
洋
投
棄
が

法
的
に
禁
止
さ
れ
る
直
前
に
処
理
能
力
に
余
裕
の
あ
っ
た
足
柄

上
衛
生
組
合
に
依
頼
し
、
現
在
で
も
処
理
が
継
続
さ
れ
て
い
る
。
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第
一
節　

環
境
・
汚
染
問
題

155　

ハ
コ
ネ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
棲
息
地
実
地
調
査
報
告
書

は
こ
ね
さ
ん
し
ょ
う
魚
棲
息
地
実
地
調
査
報
告
書

一
、
調
査
期
日

昭
和
三
十
五
年
七
月
二
十
九
日

二
、
調
査
に
立
ち
あ
っ
た
人

神
奈
川
県
文
化
財
専
門
委
員
（
天
然
記
念
物
）

堀
江
重
次
先
生

隨　

員　
　

湯
河
原
町
教
育
長　
　
　
　

室
伏
秀
平

　

湯
河
原
町
社
会
教
育
委
員　

杉
山　

実

　

湯
河
原
町
役
場
吏
員　
　
　

中
島　

輝

三
、
調
査
地
点
と
棲
息
状
況

⒜
新
崎
川
上
流
、
土
肥
の
大
杉
附
近
（
標
高
七
〇
〇
米
）

の
溪
流
二
〇
〇
米
の
範
囲

⒝
千
歳
川
上
流
天
昭

（
照
）山

の
白
雲
滝
（
標
高
五
〇
〇
米
）
を

中
心
に
上
下
各
一
〇
〇
米
の
範
囲

右
二
箇
所
に
お
い
て
大
は
十
セ
ン
チ
、
小
は
五
セ
ン
チ

く
ら
い
の
も
の
相
当
数
棲
息
す
る
も
の
と
認
め
る
。
背

に
セ
ピ
ヤ
色
の
斑
点
を
持
つ
も
の
と
全
体
黒
色
の
も
の

と
あ
る
。

（
附
）　

天
照
山
白
雲
滝
附
近
に
日
本
猿
棲
息
。
こ
れ
を
五
年

前
か
ら
餌
を
も
っ
て
狎

（
マ
マ
）ら

し
現
在
で
は
人
の
手
か
ら
直

接
餌
を
と
っ
て
食
べ
る
ま
で
に
狎

（
マ
マ
）れ

て
来
て
い
る
。
但

し
そ
の
季
節
は
十
月
か
ら
翌
年
四
月
ま
で
、
し
か
し
方

法
に
よ
っ
て
は
年
間
通
じ
て
楽
し
い
光
景
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
町
と
し
て
は
予
算
十
万

円
を
計
上
し
て
い
る
。
世
話
を
し
て
い
る
人
の
話
に
よ

る
と
全
山
三
〇
〇
頭
く
ら
い
は
棲
息
す
る
と
の
こ
と
。
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こ
れ
も
天
然
記
念
物
と
し
て
指
定
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

（「
昭
和
三
五
年
度　

会
議
録
綴
〔
四
〕」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

新
崎
川
、
千
歳
川
で
の
調
査
。
な
お
、
ハ
コ
ネ
サ
ン
シ
ョ
ウ

ウ
オ
に
つ
い
て
は
、
高
橋
徳
「
新
崎
川
の
水
質
と
ハ
コ
ネ
サ
ン

シ
ョ
ウ
ウ
オ
」『
郷
土
湯
河
原
第
十
二
集
』
所
収
が
あ
る
。
本
調

査
の
一
〇
年
後
の
一
九
七
一
（
昭
和
四
六
）
年
の
調
査
で
あ
る
。

猿
に
つ
い
て
の
調
査
の
考
え
方
は
現
在
と
相
違
す
る
。

156　

鍛
冶
屋
製
紙
工
場
汚
水
処
理
経
過

昭
和
三
七
年
八
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
一
〇
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

都
計
会
議
室

厚
生
委
貟
会
案
件

一
、
鍛
治

（
冶
）屋

製
紙
工
場
汚
水
の
件

二
、
し
尿
処
理
の
件

三
、
そ
の
他

八
月
七
日
厚
生
委
員
会　

一
〇
・
三
〇
分

出
席
者　

露
木
覚
雄
、
高
橋
徳
、
菅
沼
勝
義

市
川
公
造　

内
藤
作
平
、
町
長
、
助
役

県
係
官　

四
名　

室
伏
義
雄　

議
長

工
業
課
長　

中
野　

渡
辺
正

工
業
試
験
所　

十
川
技
師

公
ガ
イ
係　

ニ
ト
ウ
主
事

一
、
工
場
汚
水
に
つ
い
て

工
業
課
長
よ
り
経
過
説
明

ニ
ト
ウ
主
事
よ
り
経
過
説
明

二
九
年
二
月　

吉
浜
町
長
名
に
て
陳
情
あ
り　

汚
水
に
よ
り

魚
類
の
□　

稲
作
の
悪
影
響
の
点
）

（
マ
マ
）陳

情
に
よ

り
県
に
て
調
査
を
実
施
し
た

二
九
・
四
月　

農
試
に
て
調
査　

麦
類
に
は
影
響
な
し
。
悪
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臭
な
し
。
水
田
引
水
四
町
歩
、
塩
素
の
含
有
量

が
少
な
い
の
で
影
響
は
な
い
が
ふ
ゆ
う
物
に
よ

り
多
少
の
影
響
を
う
け
る
。

　
　
　

五
月　

水
産
試
験
所　

四
ヶ
所
測
定
し
た

　
　
　

六
月　

工
業
試
験
所
に
て
測
定

　
　
　
　
　
　

塩
素
水
が
入
つ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　

（
ろ
過
器
の
管
理
が
不
十
分
で
あ
つ
た
）

　
　
　
　
　
　
　

指
示
事
項
沈
澱
地

（
マ
マ
）を

二
ヶ
所
に
す
る
事

　
　
　
　
　
　
　

清
掃
管
理
を
十
分
に
す
る
事

悪
し
ゆ
う
の
あ
る

は
ジ
ヤ
塩
素
さ
ん
を
使

用
す
る
こ
と

工
場　

沈
澱
地

（
マ
マ
）を

設
置
す
る
計
画
が
提
出
さ
れ
た
が
設
計
を
検

討
中
、
三
〇
年
頃
に
な
ら
な
い
と
設
置
が
出
来
な
い
と
の

事
で
の
び
た
（
工
場
経
営
が
悪
い
た
め
）

三
〇
年
五
月　

湯
河
原
町
長
名
に
て
陳
情
が
再
提
出
さ
れ

た
。

県
は
計
画
・
変
更
を
し
て
三
〇
年
八
月
に
設
計
が
出
来
指

示
し
た
が
こ
う
ぞ
う
の
変
更
の
必
要
が
生
じ

三
二
年
五
月
に
現
在
の
処
理
装
置
に
決
定
し
た

ポ
イ
カ
ー
を
使
用
し
て
、
試
験
し
た
処
じ
や
つ
か
ん
の
ポ

イ
カ
ー
が
死
亡
し
た
。

三
二
・
一
二
月　

工
業
試
験
所
再
測
定
を
し
た
結
果　

塩

素
処
理
を
す
る
命
令
を
出
し
て
お
つ
た
が
調
査
時
塩
素
処

理
を
し
て
い
な
か
つ
た
の
で
使
用
す
る
命
令
し
た

沈
殿
槽
の
清
掃
を
実
施
す
る
よ
う
命
令
し
た

（
装
置
の
完
全
な
運
転
を
さ
せ
な
か
つ
た
事
に
よ
る
）

工
業
汚
水
を
直
接
海
岸
迠
出
す
か　

河
に
そ
つ
て
あ
ん
き

よ
を
作
る
か
等　

色
々
の
問
題
が
出
た
が
河
川
課
と
の
問

題
で
実
施
出
来
な
か
つ
た　

現
在
中
学
校
建
設
地
を
通
り

海
岸
迠
汚
水
を
は
い
す
い
ろ
も
つ
て
行
く
計
画
が
立
案
さ

れ
工
場
も
五
ヶ
年
計
画
に
て
実
施
す
る
事
と
な
つ
た
が
土

地
の
問
題
で
実
施
す
る
事
が
出
来
な
く
な
つ
た
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機
械
に
よ
る
汚
水
処
理
の
問
題
を
考
え
る
事
が
必
要
で
あ

る
と
の
意
見
が
出　

設
計
を
し
て
現
在
設
置
し
て
あ
る
。

施
設
を
設
計
し
た
。

　
　

三
七
年
五
月
中
旬
頃
よ
り
運
転
し
た
。

施
設
費　

二
〇
五
万
円

塩
素
処
理
を
す
る

有
キ
物
の
処
理
。
―
沈
殿
槽
二
槽
も
う
け
た

ダ
ス
タ
ー
に
よ
り
有
キ
物
を
処
理
す
る

現
在
の
装
置
よ
り
九
〇
％
の
こ
う
り
よ
く
を
発
キ
し
て
い

る

室
伏
委
員　

設
置
さ
れ
た
当
時
は
完
全
に
運
転
さ
れ
た
と
思
う

が
現
在
は
魚
類
も
す
ま
な
い
状
態
で
あ
る
の
で　

完
全
な

運
転
が
し
て
な
い
と
思
は
れ
る
の
で
現
地
調
査
を
し
て
再

確
認
す
る
必
要
が
あ
る

県
課
長　

自
動
計
器
を
調
査
し
て
運
転
状
況
を
み
て
、
指
示
す

る

検
討
の
結
果
本
装
置
は
完
全
な
も
の
で
あ
る
の
で
工
場

が
完
全
な
運
転
を
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
つ
て
い
る

室
伏　

県
よ
り
完
全
に
運
転
し
て
も
ら
う
よ
う
か
ん
こ
く
し
て

も
ら
う
事
が
よ
い
。

県
に
と
う　

工
場
の
装
置
運
転
が
完
全
に
出
来
る
よ
う
書
類
を

も
つ
て
、
工
場
に
か
ん
こ
く
す
る
。

（
現
地
調
査
を
実
施
す
る
。）
一
一
・
三
〇
～
一
二
・
五
〇
分

迠

結
論　

施
設
は
完
全
に
出
来
て
い
る
の
で
後
の
運
転
の
問
題
で

あ
る
が
県
課
長
も
げ
ん
重
に
注
意
す
る
と
の
事
で
あ
る
の

で
了
解
す
る
。

（
後
略
）

（「
厚
生
常
任
委
員
会
会
議
録
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

会
議
で
は
、
し
尿
処
理
の
件
な
ど
も
協
議
さ
れ
た
が
後
略
と

し
た
。
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157　

門
川
の
水
質
検
査

湯
河
原
町
門
川
の
水
質
検
査　

飲
料
水
は
25
㍍
以
下　

15
㍍
前
後
に
は
フ
ミ
ン
酸

小
田
原
市
に
あ
る
県
温
泉
研
究
所
が
、
昨
年
十
二
月
は
じ
め

か
ら
、
湯
河
原
町
門
川
の
県
中
小
企
業
会
館
「
万
葉
荘
」
の
敷

き
地
内
で
実
施
し
て
い
た
水
質
検
査
と
水
の
分
布
状
態
の
調
査

が
終
わ
っ
た
。

同
地
区
か
ら
国
鉄
湯
河
原
駅
に
か
け
た
通
称
駅
下
地
域
一
帯

は
む
か
し
か
ら
あ
ま
り
水
の
事
情
は
よ
く
な
い
と
こ
ろ
で
、
藤

木
川
の
対
岸
に
あ
る
熱
海
市
泉
地
区
の
山
の
中
腹
な
ど
二
カ
所

に
水
源
を
求
め
、
簡
易
水
道
を
敷
設
し
て
飲
料
水
に
利
用
し
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
地
域
は
最
近
、
区
画
整
理
が
進
ん
で

民
家
や
旅
館
が
ど
し
ど
し
建
設
さ
れ
、
井
戸
水
を
利
用
す
る
家

が
ふ
え
、
一
部
の
旅
館
な
ど
で
掘
っ
た
井
戸
の
水
が
非
常
に
悪

く
、
小
田
原
保
健
所
で
検
査
し
た
と
こ
ろ
、
鉄
分
が
非
常
に
多

い
一
方
、
有
機
物
が
分
解
し
て
で
き
る
と
い
わ
れ
る
フ
ミ
ン
酸

を
多
量
に
ふ
く
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

こ
の
水
は
飲
料
水
に
は
も
ち
ろ
ん
、
洗
た
く
に
も
使
え
な
い

た
め
、
同
研
究
所
で
化
学
的
な
メ
ス
を
入
れ
た
も
の
。
こ
の
調

査
は
地
下
四
十
一
㍍
の
深
さ
ま
で
ボ
ー
リ
ン
グ
し
て
ど
の
て
い

ど
の
深
さ
か
ら
ど
ん
な
水
が
出
て
く
る
か
、
ま
た
水
の
分
布
状

況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
調
べ
た
。
そ
の
結
果
、
直
径
約
八

㌢
、
深
さ
二
十
五
㍍
以
下
に
掘
り
下
げ
た
と
こ
ろ
飲
料
水
に
適

す
る
水
が
わ
き
出
て
き
た
。
こ
の
水
を
ポ
ン
プ
で
一
日
百
三
十

㌧
ず
つ
五
日
間
ぶ
っ
通
し
で
く
み
あ
げ
て
も
水
質
は
変
わ
ら
な

か
っ
た
。

フ
ミ
ン
酸
を
多
量
に
含
ん
だ
水
が
出
て
い
た
井
戸
は
深
さ
十

五
㍍
前
後
の
も
の
で
、
十
㍍
以
下
の
深
さ
で
も
水
は
出
て
い
る

が
、
全
般
的
に
水
質
は
あ
ま
り
よ
く
な
い
。
こ
ん
ど
の
調
査
で

二
十
五
㍍
以
上
の
深
さ
ま
で
掘
れ
ば
飲
料
水
に
適
す
る
水
が
出

る
こ
と
が
証
明
さ
れ
、
ひ
と
つ
の
目
安
が
た
つ
よ
う
に
な
り
同
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地
区
発
展
の
た
め
の
資
料
と
し
て
役
立
つ
も
の
と
喜
ば
れ
て
い

る
。水

位
の
状
況
や
分
布
状
況
は
ま
だ
調
査
が
ま
と
ま
っ
て
い
な

い
が
、
お
そ
く
も
今
月
中
に
結
論
を
出
し
、
最
終
的
な
報
告
書

を
ま
と
め
る
予
定
だ
と
い
う
。

　
　
　
　
（「
神
奈
川
新
聞
」
昭
和
三
九
年
二
月
四
日
付
）

県
温
泉
研
究
所
の
調
査
で
、
飲
料
水
か
ら
フ
ミ
ン
酸
が
検
出

さ
れ
た
。

フ
ミ
ン
酸
は
腐
植
酸
と
も
い
う
。
植
物
の
葉
な
ど
が
主
と
し

て
微
生
物
の
作
用
に
よ
っ
て
分
解
さ
れ
て
、
不
溶
性
の
状
態
で

残
っ
た
も
の
。

158　

新
幹
線
工
事
に
伴
う
騒
音
公
害

①　

安
眠
妨
害
と
住
民
悲
鳴

『
安
眠
妨
害
』
と
住
民
悲
鳴　

湯
河
原
町
宮
下　

新
幹
線
の
深
夜
工
事
に

【
湯
河
原
】
新
幹
線
の
線
路
わ
き
に
住
ん
で
い
る
ば
つ
か
り
に
、

大
き
な
被
害
を
受
け
て
い
る
人
は
沿
線
に
数
限
り
な
く
多
い
。

テ
レ
ビ
の
映
像
が
う
つ
ら
な
く
な
つ
た
り
、
振
動
が
凄
い
な
ど
。

宮
下
で
は
住
民
が
眠（

マ
マ
）れ

な
く
な
る
と
い
う
被
害
に
悲
鳴
を
あ
げ

て
い
る
。

新
幹
線
最
終
の
と
お
つ
た
真
夜
中
か
ら
暁
方
に
か
け
て
の
作
業

に
よ
る
も
の
で
、
県
道
を
ま
た
ぐ
ガ
ー
ド
十
五
㍍
ぐ
ら
い
の
高

さ
か
ら
土
砂
を
下
の
国
鉄
用
地
へ
ど
さ
り
ど
さ
り
と
連
夜
落
し

て
い
る
。

寝
し
ず
ま
つ
た
夜
半
だ
け
に
そ
の
音
は
す
ざ
ま
じ
く
、
ま
た
大

声
で
叫
び
合
う
作
業
員
に
よ
つ
て
寝
む
ら
れ
ぬ
日
々
、
ノ
イ

ロ
ー
ゼ
に
な
つ
て
し
ま
う
と
い
う
。

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ト
ン
ネ
ル
内
の
作
業
で
土
砂
の
取
り

替
え
を
行
な
つ
て
い
る
も
の
だ
が
、
こ
の
作
業
七
月
い
つ（

マ
マ
）い

続

く
と
い
う
。
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先
月
は
こ
の
落
石
に
よ
つ
て
ガ
ラ
ス
を
こ
わ
さ
れ
た
家
も
あ
り
、

弁
償
し
て
も
ら
つ
た
も
の
の
、
ね
む
ら
れ
ぬ
被
害
の
補
償
は
一

体
ど
う
な
る
か
。

毎
日
数
十
本
の
「
ひ
か
り
」「
こ
だ
ま
」
を
眺
め
て
の
乗
る
機

会
の
な
い
縁
遠
い
人
に
と
つ
て
は
新
幹
線
は
ウ
ラ
ミ
の
種
。

「
や
む
を
得
な
い
作
業
と
し
て
も
、
住
民
の
公
害
は
防
ぐ
義
務

が
あ
る
十
五
㍍
か
ら
の
高
さ
か
ら
石
や
土
を
ぶ
ち
落
す
な
ど
非

常
識
に
も
ほ
ど
が
あ
る
」
と
か
ん
か
ん
。

（「
東
海
民
報
」
昭
和
四
一
年
七
月
二
日
付
）

②　

住
民
、
詰
所
に
押
か
け
る

住
民
、
詰
所
に
押
か
け
る　

新
幹
線
深
夜
工
事
に
抗
議

【
湯
河
原
】
既
報
の
如
く
新
幹
線
線
路
補
修
に
よ
る
深
夜
作
業

は
依
然
続
け
ら
れ
て
お
り
、
深
夜
か
ら
早
朝
に
か
け
て
、
高
さ

二
十
㍍
か
ら
地
上
に
ぶ
ち
ま
け
る
土
砂
の
音
は
寝
し
づ
ま
つ
た

夜
の
街
に
「
ド
サ
、
ド
サ
」
と
音
を
と
ど
ろ
か
せ
て
い
る
。

あ
ま
り
の
こ
と
に
地
元
民
が
再
三
に
わ
た
つ
て
詰
所
に
押
し
掛

け
て
い
る
が
、
そ
こ
は
「
親
方
日
の
丸
」
住
民
の
平
和
な
生
活

な
ど
問
題
外
と
、
よ
け
い
に
ド
サ
、
ド
サ
に
加
え
て
、
シ
ヨ
ベ

ル
の
音
も
一
層
高
ら
か
。

本
紙
記
者
も
四
日
夜
、
徹
夜
で
現
場
に
常
駐
し
た
が
、
さ
す
が

に
ビ
ツ
ク
リ
。

国
鉄
新
幹
線
詰
所
に
出
か
け
た
が
、
話
を
受
け
た
職
員
は
線
路

を
行
つ
た
り
来
た
り
で
ナ
シ
の
つ
ぶ
て
。
さ
れ
ば
自
か
ら
探
そ

う
と
線
路
内
に
は
い
つ
た
ら
、
い
き
な
り
「
罰
金
だ
ぞ
」
と
一

喝
さ
れ
た
。

地
元
民
と
一
緒
に
約
一
時
間
に
わ
た
つ
て
話
し
合
つ
た
が
、
毎

日
変
つ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
ラ
チ
は
あ
か
ず
、
さ
れ
ば
生

命
と
罰
金
を
か
け
て
地
元
民
が
線
路
に
座
り
込
ん
で
新
幹
線
を

ス
ト
ツ
プ
さ
せ
る
ぞ
ま
で
に
至
つ
た
。

最
後
に
は
、
五
日
昼
ま
で
に
町
役
場
で
新
幹
線
助
役
が
来
町
し
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て
話
し
合
う
こ
と
に
な
つ
た
が
、
と
う
と
う
姿
を
見
せ
な
か
つ

た
。

だ
が
、
き
よ
う
も
新
幹
線
は
走
り
、
深
夜
の
作
業
は
続
い
て
い

る
。
住
民
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
な
ど
お
か
ま
い
な
し
に
。

ど
こ
か
の
国
の
憲
法
の
第
二
十
五
条
に
は
「
す
べ
て
の
国
民
は

健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
」

と
、
そ
し
て
第
十
一
条
に
も
「
基
本
的
人
権
の
享
有
」
を
う
た

つ
て
い
る
が
ー
。

（「
東
海
民
報
」
昭
和
四
一
年
七
月
六
日
付
）

③　

土
捨
場
を
三
か
所
に

土
捨
場
を
三
ヵ
所
に　

新
幹
線
工
事
で
当
局
回
答

【
湯
河
原
】
新
幹
線
の
深
夜
工
事
の
騒
音
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る

沿
線
住
民
か
ら
苦
情
が
続
出
し
て
い
る
が
、
七
日
、
本
紙
萩
原

湯
河
原
支
社
長
と
小
山
記
者
が
新
幹
線
小
田
原
保
線
区
と
話
し

合
つ
た
。

新
幹
線
側
で
も
「
再
三
、
苦
情
も
あ
り
、
出
来
る
限
り
の
努
力

を
し
て
い
る
が
、
迷
惑
を
か
け
て
い
る
こ
と
は
申
し
わ
け
な
い
。

土
砂
の
捨
て
場
に
つ
い
て
は
三
カ
所
に
し
、
三
日
に
一
度
ぐ
ら

い
に
す
る
。
十
九
日
ま
で
の
予
定
な
の
で
、
あ
と
一
カ
所
が
四

回
ぐ
ら
い
な
の
で
何
ん
と
か
我
慢
し
て
ほ
し
い
」
と
の
こ
と
。

住
民
側
と
し
て
も
「
公
共
事
業
を
と
め
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の

で
は
な
く
連
夜
の
騒
音
で
は
た
ま
ら
ぬ
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
、

と
も
か
く
三
日
に
一
度
な
ら
止
む
を
得
な
か
ろ
う
が
、
出
来
る

限
り
考
慮
し
て
も
ら
う
こ
と
で
納
得
し
て
き
た
。

（「
東
海
民
報
」
昭
和
四
一
年
七
月
八
日
付
）

新
幹
線
工
事
が
完
成
し
た
後
の
補
修
工
事
が
深
夜
に
行
わ
れ

た
。ト

ン
ネ
ル
工
事
に
伴
う
土
砂
搬
出
が
深
夜
ま
で
行
わ
れ
、
付

近
住
民
が
詰
所
（
工
事
事
務
所
）
ま
で
押
し
掛
け
る
ま
で
に
い

た
っ
た
紛
争
。
土
砂
捨
て
場
を
分
散
す
る
こ
と
で
解
決
し
た
。
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159　

汚
れ
放
題
の
千
歳
川

汚
れ
放
題
の
千
歳
川　

県
境　

両
県
で
責
任
な
す
り

あ
い

熱
海
市
と
神
奈
川
県
足
柄
下
郡
湯
河
原
町
の
県
境
を
流
れ
る
千

歳
川
は
、
見
る
人
も
驚
く
ほ
ど
の
ゴ
ミ
で
よ
ご
さ
れ
、
関
係
機

関
の
善
処
が
強
く
望
ま
れ
て
い
る
。

同
川
沿
い
の
同
市
泉
地
区
に
は
旅
館
や
ホ
テ
ル
な
ど
三
十
一

軒
が
あ
り
湯
河
原
町
に
も
そ
れ
を
上
回
る
旅
館
が
あ
つ
て
「
湯

河
原
温
泉
郷
」
を
つ
く
り
、
全
国
か
ら
多
く
の
観
光
客
を
招
い

て
い
る
。
こ
う
し
た
環
境
に
あ
り
、
国
道
一
三
五
号
線
か
ら
の

玄
関
口
と
も
な
る
町
道
沿
い
の
同
川
べ
り
が
約
百
㍍
に
わ
た
り
、

心
な
い
人
た
ち
が
捨
て
た
紙
ク
ズ
や
ポ
リ
バ
ケ
ツ
、
ガ
ラ
ス
の

破
片
な
ど
が
散
乱
し
、
美
観
を
そ
こ
ね
て
い
る
。

地
元
で
は
県
境
な
の
で
責
任
の
な
す
り
合
い
を
し
て
い
る
た

め
、
い
つ
こ
う
に
美
化
さ
れ
な
い
の
が
実
情
、
春
の
観
光
シ
ー

ズ
ン
を
迎
え
た
と
い
う
の
に
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
、
風
の
強
い

日
な
ど
は
ゴ
ミ
が
あ
ち
こ
ち
に
飛
び
散
る
あ
り
さ
ま
。
横
浜
か

ら
訪
れ
た
観
光
客
の
一
人
は
「
町
の
美
化（

マ
マ
）観

光
客
へ
の
サ
ー
ビ

ス
に
つ
な
が
る
あ
き
れ
る
ほ
ど
の
よ
ご
れ
だ
。
こ
れ
で
は
客
の

足
も
遠
ざ
か
る
」
と
き
び
し
く
批
判
し
て
い
た
。

熱
海
市
は
「
泉
地
区
が
市
の
中
心
か
ら
離
れ
て
い
る
県
境
と

い
う
立
地
条
件
に
あ
る
た
め
、
何
事
に
も
比
較
対
象
さ
れ
る
の

で
ゴ
ミ
収
集
に
は
特
に
気
を
使
い
、
回
数
を
多
く
し
て
い
る
。

よ
ご
れ
の
原
因
は
、
町
の
中
の
道
が
狭
い
た
め
、
観
光
バ
ス
な

ど
は
ほ
と
ん
ど
同
川
沿
い
に
駐
車
し
、
車
内
か
ら
出
た
ご
み
を

捨
て
る
た
め
と
思
う
。
地
域
観
念
に
と
ら
わ
れ
ず
湯
河
原
町
と

も
話
し
合
つ
て
き
れ
い
に
し
た
い
」
と
話
し
て
い
る
が
、
市
民

の
間
か
ら
善
処
が
望
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
（「
東
海
民
報
」
昭
和
四
三
年
三
月
二
九
日
付
）

　

全
国
的
に
も
河
川
の
汚
染
が
深
刻
に
な
り
、
本
町
で
も
千

歳
川
と
新
崎
川
は
汚
染
が
進
行
し
て
い
た
。
記
事
の
見
出
し
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は
四
段
抜
き
。

160　

新
崎
川
が
自
然
回
復

新
崎
川
が
自
然
回
復　

天
然
そ
上
の
ア
ユ
が
う
よ
う

よ　

汚
水
源
の
製
紙
工
場
が
倒
産　

【
湯
河
原
】「
魚
が
い
な
く
な
つ
た
原
因
は
や
は
り
あ
の
製
紙

工
場
だ
つ
た
か
」
…
…
。

湯
河
原
町
吉
浜
を
流
れ
る
新
崎
川
は
、
数
十
年
来
約
二
キ
ロ
上

流
の
製
紙
会
社
か
ら
流
す
工
場
排
水
の
た
め
よ
ご
れ
、
魚
も
住

め
な
い
〝
死
の
川
〟
だ
つ
た
が
昨
年
秋
、
同
会
社
が
倒
産
し
操

業
を
停
止
し
て
か
ら
川
は
次
第
に
き
れ
い
に
な
り
現
在
で
は
天

然
そ
上
の
〝
ア
ユ
〟
が
う
よ
う
よ
泳
ぐ
ほ
ど
よ
み
返
つ
た
こ
の

〝
自
然
回
復
〟
に
元
気
ず
い
た
地
元
民
は
「
美
く
し
い
故
郷
の

自
然
を
守
り
続
け
よ
う
」
と
、
こ
の
ほ
ど
「
新
崎
川
を
守
る
会
」

＝
井
上
藤
夫
会
長
、
会
員
七
十
人
＝
が
発
足
、
十
五
日
第
一
回

目
の
川
の
清
掃
奉
仕
を
行
な
つ
た
。

海
水
浴
場
と
し
て
有
名
な
吉
浜
海
岸
に
注
ぎ
こ
む
新
崎
川
は
、

箱
根
境
の
大
観
山
が
源
流
「
幅
約
二
十
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
十
二

キ
ロ
の
小
さ
な
川
だ
が
、
流
域
に
は
工
場
街
や
住
宅
密
集
区
が

な
い
た
め
、
普
通
な
ら
水
は
き
れ
い
な
は
ず
。
昔
は
川
の
水
を

飲
料
水
を

（
マ
マ
）使

つ
た
り
、
魚
と
り
川
遊
び
の
場
と
し
て
住
民
に
親

し
ま
れ
た
。戦

時
中
は
〝
毒
ガ
ス
〟兵
器
工
場

大
量
の
〝
カ
セ
イ
ソ
ー
ダ
〟

と
こ
ろ
が
、
大
正
初
期
、
同
川
右
岸
の
鍜（

鍛
冶
）治

屋
地
区
に
製
紙
工

場
が
出
来
た
た
め
、
そ
の
排
水
が
年
と
と
も
に
川
を
汚
染
し
続

け
た
。
戦
時
中
は
、
旧
陸
軍
第
六
研
究
所
（
毒
ガ
ス
兵
器
工
場
）

に
工
場
が
接
収
さ
れ
、
戦
後
も
工
場
が
流
す
大
量
の
カ
セ
イ
・

ソ
ー
ダ
や
、
く
ず
紙
を
再
生
し
た
廃
液
の
た
め
川
の
水
は
ど
す

黒
く
に
ご
り
、
昨
年
秋
ま
で
に
魚
が
全
滅
状
態
に
な
つ
て
し
ま

つ
た
。

町
が
工
場
用
地
買
收
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長
年
の
公
害
騒
ぎ
に
終
止
符

工
場
は
時
代
に
よ
つ
て
経
営
者
や
社
名
を
変
え
な
が
ら
六
十
年

ほ
ど
続
い
た
が
、
住
民
の
反
対
運
動
の
盛
り
上
が
り
と
ほ
ぼ
時

を
同
じ
く
し
て
昨
年
十
月
倒
産
、
こ
と
し
四
月
、
町
が
施
設
を

含
む
約
五
千
六
百
平
方
メ
ー
ト
ル
の
敷
地
を
四
千
七
百
万
円
で

買
収
、
長
年
の
公
害
騒
ぎ
に
終
止
符
を
打
つ
た
。

買
収
用
地
は
公
営
住
宅

河
原
清
掃
奉
仕
を
定
期
的
に

い
ま
、
川
の
水
は
す
き
と
お
つ
た
清
流
に
返
り
、
十
数
セ
ン
チ

に
育
つ
た
ア
ユ
が
群
れ
を
な
し
て
遊
ぶ
姿
が
よ
く
見
え
る
。

十
五
日
、
地
元
の
〝
ま
も
る
会
〟
の
人
た
ち
は
手
に
手
に
カ
ギ

棒
や
カ
マ
を
持
ち
、
川
底
に
沈
む
あ
き
カ
ン
や
木
ク
ズ
、
紙
く

ず
な
ど
の
ゴ
ミ
を
集
め
川
原
で
焼
却
し
た
。

高
杉
茂
利
町
長
は
工
場
跡
の
利
用
問
題
に
つ
い
て
「
環
境
の
よ

い
場
所
な
の
で
、
公
営
住
宅
の
用
地
に
し
た
り
都
市
計
画
を
進

め
る
際
の
代
替
地
と
し
て
活
用
し
た
い
」
と
語
り
、
地
元
の
井

上
会
長
も
「
公
害
源
が
な
く
な
つ
た
以
上
、
公

（
マ
マ
）害

源
が
な
く
な

つ
た
以
上
、
自
分
た
ち
で
川
を
守
り
、
清
掃
も
定
期
的
に
、
年

六
回
ぐ
ら
い
は
行
な
い
た
め

（
マ
マ
）」

と
話
し
て
い
た
。

（「
東
名
新
聞
」
昭
和
四
六
年
五
月
一
八
日
付
）

長
く
汚
染
源
で
あ
っ
た
製
紙
工
場
が
倒
産
し
、
汚
水
が
出
な

く
な
っ
た
こ
と
が
浄
化
の
大
き
な
理
由
。

現
在
で
は
、
毎
年
天
然
鮎
が
遡
上
し
、
サ
ケ
が
遡
上
し
た
こ

と
も
あ
る
。

161　

門
川
地
区
高
層
ビ
ル
建
設
反
対
に
関
す
る
陳
情
書

陳
情
書

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
湯
河
原
町
門
川
○
○
番
地

代
表
者　

守
屋
賢
一

私
共
は
門
川
○
○
番
地
及
び
○
○
番
地
に
居
住
し
、
生
活
を

営
む
も
の
で
あ
り
ま
す
。

先
日
門
川
区
の
会
合
に
於
て
、
観
水
荘
跡
に
大
和
土
地
建
物
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株
式
会
社
に
よ
つ
て
不
二
ロ
イ
ヤ
ル
ハ
イ
ツ
の
髙
層
ビ
ル
が
建

て
ら
れ
る
事
を
始
め
て
知
り
ま
し
た
。
私
共
の
土
地
及
び
家
屋

の
東
及
び
東
南
方
面
に
接
し
て
髙
層
ビ
ル
が
建
つ
と
午
前
中
の

日
照
は
全
く
遮
ぎ
ら
れ
、
又
暴
風
時
に
於
け
る
風
圧
の
影
響
、

当
地
が
軟
弱
地
盤
で
あ
る
た
め
現
在
の
家
屋
の
工
事
中
の
損
壊
、

又
東
・
南
方
面
の
自
然
の
景
観
も
す
べ
て
視
界
を
さ
ま
た
げ
ら

れ
て
見
ら
れ
な
く
な
る
等
、
私
達
の
生
活
権
を
脅
か
す
も
の
大

な
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
を
考
え
る
と
現
在
心
配
で
夜
も
お
ち

お
ち
寝
ら
れ
ず
、
仕
事
も
手
に
つ
か
な
い
状
態
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
そ
れ
等
の
影
響
の
な
い
様
計
画
を
変
更
さ
れ
る
か
、
又

は
充
分
納
得
の
い
く
方
法
が
講
じ
ら
れ
る
ま
で
、
工
事
を
中
止

さ
れ
る
様
、
お
取
計
い
頂
き
度
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

右
陳
情
致
し
ま
す

昭
和
四
十
八
年
十
月
二
十
二
日

右　

守
屋
賢
一　

㊞

（
外
八
名
の
氏
名
を
省
略
し
た
。）

湯
河
原
町
長

髙
杉
茂
利　

殿

（「
陳
情
書
・
要
望
書
に
関
す
る
書
類
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

日
照
権
、
風
害
、
景
観
権
な
ど
が
日
本
全
体
で
問
題
と
な
り
、

当
地
が
マ
ン
シ
ョ
ン
適
地
と
な
り
多
く
の
陳
情
・
請
願
が
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
高
層
ビ
ル
建
設
反
対
の
初
期
資
料
。

162　

町
内
が
け
崩
れ
災
害
危
険
区
域
調
査

（
前
略
）

六　

災
害
関
係
資
料

㈠　

災
害
危
険
区
域

災
害

区
分

図
面

対
象

番
号

危
険
個
所
名

面
積

（
ha
）

家
屋
数

（
戸
）

人
口

（
人
）
災
害
の
説
明

がけ崩れ

一

源
泉
境

二

　

七　

二
八

二

若
草
山

三

二
四　

九
六

三

橋　

上

〇
・
五

一
四　

五
六
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がけ崩れ

四

道　

中

一

六
一
二
四
四

五
　

〃

〇
・
五

八
七
三
四
八

六

道　

上

〇
・
五
　

八　

三
二

七

湯
河
原
小
学
校

裏

〇
・
六
　

六　

二
四

八

駅
裏
分
壌

（
マ
マ
）地

三

二
〇　

八
〇

九

妻　

込

〇
・
一
　

八　

三
二

一
〇
神
明
山

〇
・
三
　

六　

二
四

一
一
田
の
端

〇
・
一

二
〇　

八
〇

一
二
向　

ひ

〇
・
一

一
九　

七
六

一
三
杉　

洞

〇
・
一

一
〇　

四
〇

一
四
子
の
神

〇
・
一

一
五　

六
〇

一
五　

浜

〇
・
三

一
六　

六
四

（
後
略
）

　
（「
都
市
計
画
基
礎
調
査
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

こ
う
し
た
都
市
計
画
基
礎
調
査
に
よ
り
対
策
工
事
が
一
部
で

行
わ
れ
た
。
町
内
の
戸
数
増
加
が
背
景
に
あ
り
、
対
策
が
求
め

ら
れ
た
。

災
害
現
況
が
付
さ
れ
て
い
る
が
「
原
野
の
み
」
の
火
災
で
あ

る
た
め
省
略
し
た
。

163　

千
歳
川
水
質
浄
化
に
関
す
る
陳
情
書

昭
和
五
二
年
三
月
二
九
日

湯
河
原
町
長

杉
山　

實　

殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
温
泉
旅
館
組
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
合
長　

八
亀
昌
美　

印

湯
河
原
温
泉
旅
館
協
同
組
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理
事
長　

柏
木
英
雄　

㊞

陳
情
書

御
町
に
は
観
光
立
町
を
柱
に
前
向
き
に
観
光
行
政
を
推
進
下
さ

れ
私
共
業
界
も
こ
れ
に
呼
應
し
て
宣
伝
に
事
業
に
一
丸
と
な
っ

て
取
組
み
「
湯
河
原
温
泉
」
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
努
力
し
て
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い
る
次
第
で
す
。

近
年
観
光
客
の
志
向
性
も
変
わ
り
観
光
地
も
選
ば
れ
る
時
代
に

入
り
い
か
に
特
異
性
を
持
っ
た
温
泉
場
で
あ
る
か
を
問
わ
れ
る

様
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
一
つ
と
し
て
自
然
と
の
調
和
を
保
ち
よ
り
美
し
い
き
れ
い

な
環
境
が
要
求
さ
れ
来
る
人
を
し
て
人
間
的
な
温
か
さ
を
感
じ

さ
せ
る
街
造
り
を
し
た
い
も
の
で
す
。

昨
今
、
自
然
保
護
の
上
か
ら
公
害
除
去
の
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
居
り
ま
す
が
、
当
業
界
に
も
規
制
さ
れ
る
法
律

が
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
水
質
汚
濁
防
止
法
で
す
。

こ
の
法
律
は
河
川
等
が
排
水
に
よ
っ
て
汚
濁
さ
れ
る
の
を
防
止

す
る
た
め
の
も
の
で
旅
館
業
も
昭
和
四
九
年
一
二
月
一
日
か
ら

適
用
に
な
り
ま
し
た
。

今
回
こ
の
適
用
を
受
け
る
ホ
テ
ル
・
旅
館
は
日
量
五
〇
ト
ン
以

上
（
総
合
排
水
）
排
水
す
る
事
業
所
が
対
象
に
な
っ
て
居
り
当

地
に
於
い
て
も
二
〇
軒
前
後
が
こ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
り
、

本
年
五
月
三
一
日
ま
で
に
各
々
が
処
理
施
設
を
設
け
る
様
指
導

を
受
け
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
河
川
の
浄
化
を
本
質
的
に
考

え
た
場
合
一
部
の
適
用
を
受
け
る
旅
館
の
排
水
浄
化
処
理
の
み

に
て
目
的
達
成
が
出
来
る
も
の
で
は
な
く
住
民
全
体
の
問
題
と

し
て
取
り
上
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

御
町
の
下
水
道
事
業
も
着
々
と
進
め
ら
れ
て
居
る
様
で
す
が
、

早
期
に
具
体
的
な
計
画
を
お
願
い
し
業
界
も
こ
れ
に
協
力
し
一

日
も
早
く
清
流
千
歳
川
に
し
た
い
も
の
で
す
。

県
当
局
（
公
害
対
策
事
務
局
水
質
課
）
の
行
政
指
導
も
受
け
話

合
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
用
地
確
保
（
処
理
施
設
）
の
出
来
な

い
旅
館
も
あ
り
且
つ
又
処
理
機
能
に
も
各
社
一
長
一
短
が
あ
っ

て
選
択
に
就
い
て
も
む
ず
か
し
く
設
備
も
高
額
な
費
用
を
用
す

る
こ
と
で
あ
り
今
尚
業
界
と
し
て
も
検
討
中
で
あ
り
ま
す
。
か

様
な
状
況
の
中
で
昭
和
五
二
年
六
月
一
日
よ
り
県
の
水
質
基
準

に
基
き
取
締
規
制
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
時
に
あ
た
り
過
日
も
陳
情
に
お
伺
い
致
し
お
願
い
し
ま
し
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た
と
お
り
下
記
要
項
に
就
い
て
は
是
非
共
実
現
方
を
賜
り
た
く

陳
情
書
を
以
て
懇
請
申
し
上
げ
ま
す
。

記

一
、
下
水
道
事
業
（
宮
上
地
区
）
の
早
期
実
施

二
、
県
関
係
当
局
と
の
話
合
い
の
窓
口
の
設
置

三
、
昭
和
五
二
年
六
月
一
日
以
後
の
県
条
例
に
基
づ
く
取
締
規

制
の
緩
和
に
就
い
て
県
当
局
へ
の
要
請

（「
五
二
年
度　

陳
情
書
・
要
望
書
綴
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

一
九
七
〇
（
昭
和
四
五
）
年
に
水
質
汚
濁
防
止
法
が
成
立
し
、

一
九
七
四
年
に
温
泉
旅
館
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
本

町
温
泉
旅
館
も
一
部
対
象
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
動
き
か
ら
下

水
道
の
整
備
な
ど
を
要
望
し
た
。
千
歳
川
は
汚
染
が
ひ
ど
く
観

光
都
市
と
し
て
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
当
時
、
陳

情
者
の
旅
館
組
合
は
二
団
体
に
分
か
れ
て
い
た
。

164　

宮
上
地
区
山
林
立
木
伐
採
中
止
に
関
す
る
嘆
願
書

嘆
願
書

こ
の
度
和
光
総
業
有
限
会
社
所
有
地
（
湯
河
原
町
宮
上
七
五

六
外
）
山
林
の
立
木
を
伐
採
す
る
と
の
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
が

こ
の
土
地
は
尾
根
筋
か
ら
北
東
に
下
る
傾
斜
面
で
山
頂
に
近
い

山
林
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
名
勝
「
五
段
の
滝
」
の
真
南
に
当
る

地
帯
で
あ
っ
て
そ
の
隣
接
す
る
下
方
は
、
藤
木
川
河
畔
ま
で
急

崖
の
自
然
林
で
藤
木
川
の
流
れ
に
沿
い
温
泉
旅
舘
が
建
ち
並
び

源
泉
郷
と
も
呼
ば
れ
る
温
泉
旅
舘
街
で
あ
り
ま
す
。

今

の
伐
採
行
為
に
つ
い
て
は
本
年
四
月
よ
り
町
を
通
じ
県

に
対
し
て
そ
の
行
為
の
危
険
性
を
訴
え
て
き
た
も
の
で
あ
り
ま

す
が
こ
の
行
為
が
許
可
申
請
不
要
と
の
こ
と
で
誠
に
遺
憾
に
耐

え
ま
せ
ん
。

私
共
は
こ
の
地
に
居
住
し
、
又
温
泉
地
に
欠
く
こ
と
の
で
き

な
い
源
泉
地
帯
で
あ
る
こ
と
か
ら
次
の
亊
項
に
つ
い
て
危
惧
さ
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れ
ま
す
の
で
こ
れ
が
伐
採
行
為
の
中
止
を
強
く
お
願
い
い
た
し

た
く
嘆
願
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

記

一
、
こ
の
地
一
帯
は
湯
河
原
町
に
お
け
る
最
大
の
温
泉
湧
出
中

心
地
で
源
泉
地
二
〇
ヶ
所
が
あ
り
、
自
然
保
護
並
び
に
源
泉

保
護
対
策
上
又
、
湯
河
原
温
泉
地
の
背
景
と
し
て
の
景
観
保

護
上
立
木
の
伐
採
行
為
を
す
べ
き
所
で
は
な
い
こ
と
。

二
、
当
該
地
は
去
る
昭
和
四
七
年
六
月
崖
崩
が
生
じ
、
旅
舘
の

客
室
内
に
土
砂
の
流
出
に
よ
る
被
害
が
あ
り
、
県
に
お
い
て

砂
防
堰
堤
工
亊
を
施
行
し
た
処
で
あ
り
伐
採
に
よ
り
再
度
崖

崩
の
危
険
性
が
あ
る
こ
と
。

三
、
当
該
地
は
急
崖
で
あ
り
、
火
山
埋
積
物
に
よ
る
地
質
で
あ

り
崩
壊
し
や
す
い
地
層
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　

昭
和
五
三
年
六
月
六
日

湯
河
原
町
長

　

杉
山　

實　

殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
嘆
願
者
氏
名
省
略
）

（「
昭
和
五
三
年
度　

陳
情
書
・
要
望
書
綴
」
湯
河
原
町
役
場

蔵
）原

資
料
は
横
書
き
。

立
木
伐
採
の
対
象
と
な
っ
た
山
林
は
、
温
泉
地
と
し
て
の
景

観
保
護
上
重
要
で
、
様
々
な
影
響
を
受
け
る
と
し
て
反
対
の
意

思
表
示
を
し
た
も
の
。

165　

真
鶴
ト
ン
ネ
ル
西
口
排
気
塔
建
設
反
対
に
関
す
る
陳
情
書

陳
情
書

時
下
貴
職
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ご
壮
健
に
て
、
日
夜
湯
河

原
町
務
に
ご
尽
力
の
段
、
ま
こ
と
に
慶
賀
と
感
謝
に
堪
え
ま
せ

ん
。さ

て
、
日
本
道
路
公
団
に
よ
る
「
真
鶴
有
料
道
路
三
期
（
バ

イ
パ
ス
）
工
事
」
は
、
着
々
と
進
行
し
完
成
に
近
づ
き
つ
つ
あ

る
こ
と
は
、
貴
職
も
ご
承
知
の
こ
と
と
推
察
致
し
ま
す
。
私
共
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は
、
こ
の
道
路
工
事
自
体
に
反
対
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
去
る
昭
和
五
十
四
年
五
月
十
六
日
に
真
鶴
町
役
場
に
お
い

て
開
催
さ
れ
た
真
鶴
町
環
境
審
議
会
に
対
す
る
日
本
道
路
公
団

の
説
明
会
を
傍
聴
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本
工
事
の
ト
ン
ネ
ル
排

気
塔
の
建
設
予
定
地
な
ら
び
に
、
西
口
の
排
気
塔
の
高
さ
、
構

造
お
よ
び
排
気
塔
か
ら
排
出
さ
れ
る
一
酸
化
炭
素
、
窒
素
酸
化

物
等
の
机
上
の
数
値
等
の
説
明
が
日
本
道
路
公
団
の
職
員
か
ら

あ
り
ま
し
た
。

特
に
、
西
口
排
気
塔
の
建
設
予
定
地
に
つ
き
ま
し
て
は
、
す

で
に
決
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
説
明
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ

の
予
定
地
に
排
気
塔
が
建
設
さ
れ
ま
す
と
、
批
把
窪
、
台
の
坂
、

カ
ツ
ラ
ゴ
地
区
な
ら
び
に
隣
接
の
真
鶴
地
区
に
対
し
、

一
、
ト
ン
ネ
ル
排
気
口
に
よ
る
大
気
汚
染
禍
、
騒
音
公
害

二
、
ト
ン
ネ
ル
排
気
口
付
近
住
民
の
健
康
破
壊

三
、
ト
ン
ネ
ル
排
気
口
付
近
の
魚
付
保
安
林
・
自
然
林
の
枯
朽

四
、
ト
ン
ネ
ル
排
気
口
付
近
の
柑
橘
園
の
枯
朽

と
い
う
重
大
な
危
機
を
招
来
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
り
ま

す
。去

る
五
月
二
十
七
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
日
本
道
路
公
団
に
よ

る
発
煙
筒
を
使
っ
て
の
実
験
で
も
、
煙
が
林
を
ぬ
っ
て
福
浦
・

真
鶴
地
区
の
住
民
に
地
形
上
多
大
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
が

は
っ
き
り
と
わ
か
り
ま
し
た
。

私
共
は
、
漸
く
事
態
の
重
大
さ
を
認
識
し
、
こ
の
西
口
排
気

塔
の
現
在
予
定
地
建
設
に
絶
対
反
対
す
る
こ
と
を
決
意
い
た
し

ま
し
た
。
今
後
こ
の
排
気
塔
建
設
計
画
の
全
面
的
な
再
検
討
を

求
め
て
、
各
方
面
に
対
し
積
極
的
に
陳
情
運
動
を
行
っ
て
行
く

所
存
で
あ
り
ま
す
の
で
、
貴
職
に
お
か
れ
ま
し
て
も
事
の
重
大

性
を
ご
認
識
い
た
だ
き
日
本
道
路
公
団
責
任
者
に
よ
る
説
明
会

の
開
催
を
す
る
な
ど
、
早
急
な
る
ご
措
置
を
い
た
だ
く
と
共
に
、

本
件
に
つ
い
て
の
貴
職
の
お
考
え
を
お
聞
き
し
た
く
、
地
区
住

民
の
署
名
を
添
え
て
こ
こ
に
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り

ま
す
。
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昭
和
五
十
四
年
六
月
九
日

　
　

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
湯
河
原
町
福
浦

　
　
　

「
西
口
排
気
塔
建
設
に
反
対
す
る
会
」

代
表
世
話
人
（
批
把
窪
、
台
の
坂
、
カ
ツ
ラ
ゴ
地
区
）

　

湯
河
原
町
福
浦
○
○
ノ
○　

森　

勇
鋼　

㊞

　
　
　
　

（
代
表
世
話
人
外
三
名
省
略
）

湯
河
原
町

町
長　

杉
山　

實　

殿

（
以
下
署
名
者
五
九
名
省
略
）

　
　
（「
昭
和
五
四
年
度　

陳
情
書
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

排
気
ガ
ス
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
真
鶴
側
か
ら
の
反
対
も
一

九
七
三
（
昭
和
四
八
）
年
に
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
福
浦
側
の

陳
情
書
を
取
り
あ
げ
た
。
大
気
汚
染
だ
け
で
な
く
漁
業
、
ミ
カ

ン
な
ど
へ
の
影
響
を
心
配
し
て
い
る
。

166　

鍛
冶
屋
の
ク
ス
ノ
キ
林
の
成
長

湯
河
原
町
鍛
治

（
冶
）屋

の
ク
ス
ノ
キ
林
の
成
長

中
川
重
年

Grow
thofCinnam

oum
 cam

phoraof

K
ajiyaatY

ugaw
araCity,W

estK
anagaw

a

ShigetoshiN
akagaw

a

要
旨:

神
奈
川
県
湯
河
原
町
に
お
け
る
七
四
年
生
の
ク
ス
ノ

キ
造
林
地
の
成
長
を
し
ら
べ
る
た
め
樹
冠
投
影
図
、
樹
幹
解
析

を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
樹
高
は
二
六
・
七
ｍ
で
胸
高
直
径
四

五
・
二
㎝
、
材
積
二
・
〇
四
㎥
、
連
年
上
長
成
長
量
は
三
六
・

一
㎝
／
年
、
連
年
肥
大
成
長
量
は
六
・
一
㎜
／
年
で
あ
っ
た
。

上
長
成
長
は
〇
～
三
〇
年
が
急
速
で
あ
り
、
六
〇
年
ま
で
は
や

や
お
ち
こ
み
、
六
〇
年
以
降
で
再
び
成
長
が
増
大
し
て
い
る
。

胸
高
に
お
け
る
肥
大
成
長
は
ほ
ぼ
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
。

六
五
年
以
降
増
大
し
は
じ
め
て
い
る
が
、
こ
の
こ
ろ
隣
接
木
を
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抜
い
て
こ
れ
を
被
圧
さ
せ
優
位
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
英
文
要
旨
省
略
）

ク
ス
ノ
キ
の
造
林
は
我
国
の
南
部
に
お
い
て
比
較
的
古
く
か

ら
行
わ
れ
て
い
た
。
ク
ス
ノ
キ
の
根
部
か
ら
採
取
さ
れ
る
樟
脳

は
昭
和
三
七
年
ま
で
専
売
制
で
あ
り
、
各
所
に
そ
の
目
的
の
た

め
造
林
が
行
わ
れ
た
。
最
盛
期
の
明
治
四
一
年
に
は
五
、
六
三

九
ha
が
植
林
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

　

神
奈
川
県
の
ク
ス
ノ
キ
造
林
例
は
少
な
く
、
本
報
告
の
湯
河

原
町
に
一
団
地
、
真
鶴
町
真
鶴
半
島
に
一
団
地
あ
る
だ
け
で
あ

る
。（
図
一
（
省
略
））
と
く
に
後
者
は
樹
高
三
〇
ｍ
、
胸
高
直

径
一
ｍ
を
超
す
も
の
も
多
く
我
国
の
ク
ス
ノ
キ
造
林
に
と
っ
て

特
筆
す
べ
き
好
例
で
あ
る
。

湯
河
原
町
鍛
治

（
マ
マ
）屋

の
ク
ス
ノ
キ
造
林
地
は
明
治
三
七
年
、
三

八
年
に
お
き
た
日
露
戦
争
の
戦
勝
記
念
と
し
て
明
治
四
三
年

（
一
九
一
〇
年
）
植
林
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。（
図
二
（
省
略
））

造
林
面
積
は
三
・
四
一
ha
に
お
よ
ぶ
。
こ
の
こ
ろ
は
ク
ス
ノ
キ

造
林
の
も
っ
と
も
さ
か
ん
な
時
期
で
全
国
で
毎
年
三
、
五
〇
〇

～
五
、
五
〇
〇
ha
が
植
林
さ
れ
て
い
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
現
在

で
は
こ
の
林
分
の
間
伐
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
被
圧
木
が
順
次

枯
死
し
て
い
る
。
ま
た
造
林
当
初
ク
ロ
マ
ツ
と
混
植
し
た
よ
う

で
、
上
部
で
は
現
在
で
も
ク
ロ
マ
ツ
が
半
数
を
占
め
て
い
る
。

林
床
は
二
〇
年
に
わ
た
っ
て
放
置
さ
れ
て
い
た
が
一
九
八
三
年

末
の
整
理
伐
が
行
わ
れ
た
。

図
一　

神
奈
川
県
に
お
け
る
ク
ス
ノ
キ
造
林
例
（
省
略
）

図
二　

湯
河
原
町
鍛
治

（
冶
）屋

の
ク
ス
ノ
キ
造
林
地
（
省
略
）

ク
ス
ノ
キ
は
昭
和
三
七
年
に
専
売
制
が
廃
止
さ
れ
、
樟
脳
生

産
用
と
し
て
は
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
無
用
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
材
の
利
用
は
別
で
、
神
奈
川
県
小
田
原
か
ら
伊
豆
半
島
に

か
け
て
ク
ス
ノ
キ
細
工
あ
る
い
は
熱
海
細
工
と
し
て
、
タ
ン
ス

を
は
じ
め
と
す
る
木
工
品
が
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
目
的

⑶

⑸

⑸

⑴
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と
し
た
用
材
と
し
て
の
需
用
は
あ
る
。
さ
ら
に
今
日
的
な
問
題

と
し
て
環
境
保
全
の
面
か
ら
も
照
葉
樹
林
帯
（
ヤ
ブ
ツ
バ
キ
ク

ラ
ス
）
の
照
葉
樹
の
保
護
、
造
林
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
ク
ス

ノ
キ
は
厳
密
な
意
味
で
の
自
然
植
生
の
構
成
要
素
で
は
な
い
も

の
の
、
郷
土
種
の
一
部
と
し
て
広
く
植
栽
も
行
わ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
今
後
神
奈
川
県
内
で
の
ク
ス
ノ
キ
の
成
長
を
推
定

す
る
時
、
湯
河
原
町
に
お
け
る
七
〇
余
年
の
人
工
林
の
成
長
を

解
析
し
て
お
く
こ
と
は
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
今
回
、
昭
和
五
九
年
一
月
お
よ
び
昭
和
六
〇
年
二
月

に
、
ク
ス
ノ
キ
林
の
成
長
解
析
を
行
な
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
報

告
す
る
次
第
で
あ
る
。

調
査
に
あ
た
っ
て
湯
河
原
町
役
場
、
湯
河
原
町
森
林
組
合
、

西
湘
行
政
セ
ン
タ
ー
林
務
課
の
関
係
各
位
に
お
せ
わ
に
な
っ
た
。

こ
こ
に
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
る
。

調
査
地
の
該
要

ク
ス
ノ
キ
林
は
湯
河
原
町
鍛
治

（
冶
）屋

辰
沢
に
あ
り
、
標
高
二
八

〇
～
三
五
〇
ｍ
に
わ
た
っ
て
や
や
南
西
を
向
い
た
斜
面
に
細
長

く
植
栽
さ
れ
て
い
る
。（
図
三
（
省
略
））
植
栽
面
積
は
三
・
四

一
ha
で
あ
る
。

年
平
均
気
温
は
一
五
・
五
℃
、
湯
量
指
数
は
一
一
〇
―
一
一

五
、
年
降
水
量
は
推
定
一
九
〇
〇
㎜
で
あ
る
。
谷
か
ら
屋
根
ま

で
の
ほ
ぼ
三
五
～
四
〇
度
の
南
西
斜
面
に
植
栽
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
斜
面
に
は
転
石
が
見
ら
れ
る
。
土
壌
は
黒
色
、
と
く
に
谷

部
は
湿
性
と
な
っ
て
お
り
落
葉
が
厚
く
堆
積
し
て
い
る
。
ま
た
、

二
ヶ
所
崩
壊
の
あ
と
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
部
分
に
は
ス
ギ
が
植

栽
さ
れ
て
お
り
、
ク
ス
ノ
キ
の
転
倒
し
た
も
の
も
見
ら
れ
る
。

林
床
の
低
木
は
昭
和
五
八
年
末
か
ら
昭
和
五
九
年
に
か
け
て

伐
採
さ
れ
、
現
在
で
は
低
木
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
林
床
植
物
と

し
て
は
ミ
ヤ
マ
シ
キ
ミ
、
ア
オ
キ
、
ヒ
イ
ラ
ギ
、
フ
ユ
イ
チ
ゴ
、

イ
ヌ
ツ
ゲ
、
ホ
ウ
ラ
イ
カ
ズ
ラ
（
稀
）
テ
イ
カ
カ
ズ
ラ
、
ウ
リ

ノ
キ
、
フ
デ
リ
ン
ド
ウ
、
ゼ
ン
マ
イ
、
オ
ニ
シ
バ
リ
、
キ
ヅ
タ
、　

ヤ
ブ
ニ
ッ
ケ
イ
、
ム
ラ
サ
キ
シ
キ
ブ
、
ヒ
サ
カ
キ
、
シ
ロ
ダ
モ
、
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ク
サ
ギ
、
イ
タ
ビ
カ
ズ
ラ
、
ク
ロ
モ
ジ
、
シ
ュ
ス
ラ
ン
、
シ
ュ

ン
ラ
ン
、
サ
ル
ト
リ
イ
バ
ラ
、
ビ
ナ
ン
カ
ズ
ラ
、
ウ
ツ
ギ
、
イ

ヌ
ガ
ヤ
、
イ
タ
チ
シ
ダ
、
が
み
ら
れ
る
。

ク
ス
ノ
キ
林
の
周
辺
は
低
地
に
ス
ギ
が
植
林
さ
れ
、
尾
根
に

ヒ
ノ
キ
の
若
齢
林
が
見
ら
れ
る
。

図
三　

ク
ス
ノ
キ
造
林
地
（
省
略
）

調
査
方
法

一
、
樹
冠
投
影
図

ク
ス
ノ
キ
造
林
内
に
四
〇
ｍ
×
四
〇
ｍ
の
均
質
な
林
分
を
選

び
平
板
測
量
で
一
：
三
〇
〇
の
投
影
図
を
作
製
し
た
。

二
、
樹
幹
解
析

上
記
の
林
分
の
中
央
に
標
準
木
（
胸
高
直
径
四
六
㎝
）
を
設

定
、
こ
れ
を
一
本
伐
採
し
樹
幹
解
析
を
行
な
っ
た
。

結
果

一
、
樹
冠
投
影
図　

図
四
（
省
略
）

四
〇
×
四
〇
㎡
（
〇
・
一
六
ha
）
の
方
形
区
を
設
定
し
、
区

内
の
ク
ス
ノ
キ
お
よ
び
ク
ロ
マ
ツ
の
胸
高
直
径
を
測
定
し
た
。

図
四　

ク
ス
ノ
キ
造
林
地
の
樹
冠
投
影
図
（
省
略
）

ク
ス
ノ
キ
五
〇
本
、
ク
ロ
マ
ツ
四
本
の
計
五
四
本
が
生
育
し
て

お
り
、
ha
当
り
そ
れ
ぞ
れ
三
一
二
・
五
本
、
二
五
・
〇
本
、
計

三
三
七
・
五
本
で
あ
っ
た
。
ク
ス
ノ
キ
の
胸
高
直
径
は
平
均
三

六
・
二
㎝
（
ｓ
＝
一
一
・
三
二
㎝
）、
最
大
胸
高
直
径
六
四
㎝
、

最
小
径
八
㎝
で
あ
っ
た
。
ク
ロ
マ
ツ
は
斜
面
上
部
に
の
み
生
育

し
、
胸
高
直
径
は
平
均
三
九
・
五
㎝
（
ｓ
＝
三
・
八
七
㎝
）、

最
大
胸
高
直
径
四
三
㎝
、
最
小
径
三
四
㎝
で
あ
っ
た
。

ク
ス
ノ
キ
林
は
谷
沿
い
に
長
く
位
置
し
て
お
り
、
ク
ス
ノ
キ

と
ク
ロ
マ
ツ
の
混
植
状
態
が
異
な
っ
て
い
る
。
上
部
は
凸
地
形

で
ク
ロ
マ
ツ
が
半
数
を
占
め
、
比
較
的
疎
開
し
て
お
り
、
樹
高
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も
低
い
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、
中
、
下
部
は
凹
地
形
で
ク
ス
ノ

キ
が
優
占
す
る
。

図
五
（
省
略
）
は
造
林
地
内
に
本
調
査
区
の
外
さ
ら
に
上
、

中
部
に
二
ヶ
所
の
区
を
設
定
し
こ
こ
に
お
い
て
無
作
為
に
六
〇

本
の
個
体
を
選
出
。
直
径
階
別
に
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。

上
部
区
で
は
ク
ス
ノ
キ
の
平
均
胸
高
直
径
三
六
・
五
㎝
、

（
ｓ
＝
八
・
九
〇
）、
二
九
個
体
、
ク
ロ
マ
ツ
は
胸
高
直
径
三

二
・
八
㎝
、（
ｓ
＝
六
・
九
七
）
三
一
個
体
で
あ
っ
た
。
こ
の

う
ち
ク
ス
ノ
キ
の
二
〇
―
二
五
㎝
階
に
お
け
る
二
四
個
体
は
被

圧
木
で
あ
る
。
ク
ロ
マ
ツ
の
二
〇
―
二
五
㎝
階
以
下
が
見
ら
れ

な
い
の
は
披
圧
さ
れ
る
と
拓

（
マ
マ
）死

す
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。

中
部
は
も
っ
と
も
成
長
の
よ
い
林
分
で
ク
ス
ノ
キ
二
〇
―
二

五
㎝
階
の
被
圧
木
は
少
数
で
あ
る
。
胸
高
直
径
の
平
均
は
四

二
・
二
㎝
、（
ｓ
＝
一
〇
・
三
二
）
で
あ
っ
た
。
ク
ロ
マ
ツ
は

現
在
で
は
み
ら
れ
な
い
。

図
六
（
省
略
）
は
林
分
の
ク
ス
ノ
キ
一
三
九
個
体
の
胸
高
直

径
階
別
頻
度
分
布
で
あ
る
。
平
均
胸
高
直
径
は
三
八
・
九
㎝
で

あ
っ
た
。
四
〇
～
四
五
㎝
階
が
量
も
多
く
三
三
個
体
と
全
体
の

二
四
％
、
次
い
で
三
〇
～
三
五
㎝
―
二
五
個
体
一
八
％
、
三
五

～
四
〇
㎝
―
一
九
個
体
一
四
％
で
あ
っ
た
。

図
五　

ク
ス
ノ
キ
造
林
地
内
、
上
・
中
・
下
部
に
お
け
る
ク
ス

ノ
キ
・
ク
ロ
マ
ツ
の
胸
高
直
径
階
別
頻
度
（
省
略
）

二
、
樹
幹
解
析　

図
七
（
省
略
）

樹
齢
七
四
年
、
樹
高
二
六
・
七
ｍ
、
材
積
二
・
〇
四
㎥
で

あ
っ
た
。

胸
高
か
ら
一
二
・
二
ｍ
ま
で
は
細
り
は
比
較
的
小
さ
く
、
一

二
・
二
ｍ
以
上
で
大
き
く
な
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

上
長
成
長
（
図
八
（
省
略
））
は

y
＝

−0.62

＋0.57x

−0.0029x
2(r

2

＝0.96)

で
与
え
ら
れ
る
。
連
年
成
長
は
三
六
・
一
㎝
／
年
で
あ
っ
た
。
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こ
の
な
か
で
も
植
栽
後
三
〇
年
位
（
一
九
四
〇
年
ご
ろ
）
は
成

長
が
い
ち
じ
る
し
い
。
ま
た
三
〇
～
四
五
年
（
一
九
四
〇
～
一

九
五
五
ご
ろ
）
の
ほ
ぼ
一
五
年
間
は
回
帰
曲
線
と
ほ
ぼ
等
し
い

成
長
量
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
五
〇
～
六
〇
年
（
一
九
七
〇

～
一
九
八
〇
年
ご
ろ
）
は
や
や
成
長
が
お
ち
、
回
帰
曲
線
は
下

回
り
始
め
て
い
る
。
そ
の
後
六
五
年
か
ら
伐
採
時
ま
で
は
再
び

成
長
量
が
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

図
六　

ク
ス
ノ
キ
造
林
地
内
よ
り
無
作
為
に
抽
出
し
た
ク
ス
ノ

キ
一
三
九
個
体
の
胸
高
直
径
階
別
頻
度
（
省
略
）

　

胸
高
に
お
け
る
肥
大
成
長
（
図
九
（
省
略
））
は

y

＝0.05

＋0.66x

−0.00092x
2(r

2

＝0.99)

で
与
え
ら
れ
る
。

ほ
ぼ
回
帰
式
と
一
致
し
て
い
る
。
連
年
成
長
量
は
六
・
一
㎜
／

年
で
あ
っ
た
。
植
栽
後
一
〇
年
（
一
九
二
〇
年
ご
ろ
）
は
肥
大

成
長
は
い
ち
じ
る
し
く
な
い
が
、
そ
の
後
二
〇
年
（
一
九
三
〇

年
ご
ろ
）
以
降
は
急
速
に
成
長
し
四
〇
年
ご
ろ
ま
で
続
く
、
そ

の
後
四
〇
年
（
一
九
六
〇
年
ご
ろ
）
か
ら
六
五
年
（
一
九
七
五

年
ご
ろ
）
ま
で
は
や
や
下
回
っ
て
い
る
。
一
九
七
〇
年
（
植
栽

後
六
〇
年
）
以
降
再
び
成
長
量
の
増
加
が
み
ら
れ
る
。

図
七　

樹
冠
解
析
図
（
省
略
）

図
八　

ク
ス
ノ
キ
の
上
長
成
長
曲
線
（
省
略
）

図
九　

ク
ス
ノ
キ
の
胸
高
（
一
・
二
ｍ
）
に
お
け
る
肥
大
成
長

（
省
略
）

　
　
　

考
察

一
、
樹
冠
投
影
図

樹
冠
は
ほ
ぼ
う
っ
ペ
い
し
て
お
り
、
高
木
層
と
、
披
圧
さ
れ

た
高
木
第
二
層
と
に
分
化
し
て
お
り
、
後
者
は
優
勢
木
の
樹
冠

下
で
成
長
が
衰
退
し
て
順
次
枯
死
し
て
い
る
。
す
で
に
枯
死
し

た
も
の
も
林
内
に
多
く
見
ら
れ
る
。
現
在
の
一
本
当
り
の
樹
冠
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の
最
大
う
っ
ペ
い
面
積
は
二
九
・
六
㎡
で
あ
る
。
植
栽
時
の
植

付
本
数
は
現
在
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
植
栽
後
比
較
的
す
み

や
か
に
う
っ
ぺ
い
し
た
よ
う
で
、
古
く
か
ら
競
争
が
行
わ
れ
た

結
果
、
幹
は
比
較
的
通
直
で
下
部
で
の
分
枝
も
少
な
い
形
状
に

な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
造
林
地
の
上
部
に
お
い
て
は
樹

高
も
減
じ
、
疎
と
な
っ
て
お
り
、
ク
ロ
マ
ツ
の
本
数
も
過
半
数

を
越
え
て
お
り
、
ク
ス
ノ
キ
に
と
っ
て
良
好
な
立
地
と
い
え
な

い
よ
う
で
あ
る
。
中
部
区
の
ク
ス
ノ
キ
は
胸
高
直
径
五
五
～
六

五
㎝
の
も
の
が
み
ら
れ
る
ほ
ど
成
長
は
良
好
で
、
反
面
ク
ロ
マ

ツ
は
現
在
で
は
見
ら
れ
な
い
。

ク
ス
ノ
キ
と
ク
ロ
マ
ツ
の
混
植
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
た
。
ク

ロ
マ
ツ
は
ク
ス
ノ
キ
の
成
長
を
い
ち
ぢ

（
マ
マ
）る

し
く
妨
げ
る
ほ
ど
の

疵
陰
性
は
な
く
他
種
と
の
競
争
に
よ
っ
て
ク
ス
ノ
キ
の
樹
冠
が

通
直
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
ク
ス

ノ
キ
の
植
栽
適
地
は
沢
浴

（
マ
マ
）い

の
土
壌
条
件
の
よ
い
場
所
を
選
ぶ

と
し
て
い
る
。
ク
ロ
マ
ツ
を
混
植
し
た
理
由
と
し
て
は
倉
田
は

容
易
に
入
手
で
き
る
材
種
で
あ
る
た
め
と
し
て
お
り
、
ク
ロ
マ

ツ
よ
り
も
む
し
ろ
肥
料
木
の
混
植
の
方
が
後
の
成
長
に
好
ま
し

い
効
果
が
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
鍛
治

（
冶
）屋

の
例
か
ら

で
は
生
理
的
要
求
が
異
な
り
、
む
し
ろ
反
対
の
立
地
に
生
育
す

る
二
樹
種
を
混
植
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
地
条
件
の
違
い
に

よ
る
不
成
積

（
績
）を

回
避
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。

二
、
樹
幹
解
析

供
試
木
は
ク
ス
ノ
キ
林
中
で
の
や
や
優
勢
木
―
胸
高
直
径
四

五
・
二
㎝
（
下
部
林
分
で
の
平
均
胸
高
直
径
三
六
・
五
㎝
、
全

平
均
三
八
・
九
㎝
）
で
あ
り
、
樹
冠
も
大
き
く
、
こ
の
た
め
上

長
成
長
な
ら
び
に
肥
大
成
長
共
に
良
い
。
上
長
成
長
は
植
栽
後

五
〇
～
六
〇
年
こ
ろ
成
長
量
が
減
じ
た
が
、
そ
の
後
再
び
成
長

量
の
増
加
が
み
ら
れ
る
。
一
方
肥
大
成
長
は
逆
に
六
五
年
以
降

大
き
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
当
時
、
隣
接
木
を

被
圧
し
て
こ
の
ク
ス
ノ
キ
が
優
位
に
立
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

⑶

⑵
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る
。キ

ハ
ダ
の
造
林
例
で
は
植
栽
後
一
九
年
で
上
長
成
長
の
減
少

お
よ
び
肥
大
成
長
の
減
少
が
み
ら
れ
た
。
一
方
ク
ス
ノ
キ
の
場

合
優
勢
木
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
肥
大
成
長
の
減
少
に
つ
い

て
は
キ
ハ
ダ
と
逆
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
過
当
な
競
争
が

行
わ
れ
た
結
果
、
優
勢
木
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ク

ス
ノ
キ
造
林
地
の
、
と
く
に
下
部
に
お
い
て
は
被
圧
木
が
多
く
、

枯
死
し
て
い
る
個
体
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
今
後
全
林
分
の
間

伐
に
よ
る
密
度
調
整
の
必
要
が
あ
り
、
さ
ら
に
資
料
の
集
積
が

必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑴　
伝
統
的
工
芸
品
産
業
振
興
会
：
伝
統
的
工
芸
技
術
調
査
、

一
九
七
六
～
一
九
七
八

⑵　
倉
田
益
二
郎
：
特
用
樹
種
、
朝
倉
書
店
、
二
七
六
pp
、
東

京
、
一
九
四
九

⑶　
三
善
正
市
・
飯
塚
實
：
常
緑
広
葉
樹
林
の
施
業
―
広
葉
樹

林
と
そ
の
施
業
、
地
球
社
、
二
六
二
pp
、
東
京
、
一
九
八
一

⑷　
中
川
重
年
：
神
奈
川
県
に
お
け
る
キ
ハ
ダ
人
工
林
の
成
長
、

神
奈
川
県
林
業
試
験
場
研
究
報
告
、
第
八
号
、
一
―
一
〇
、

一
九
八
二

⑸　
竹
原
秀
光
：
広
葉
樹
林
の
消
長
―
広
葉
樹
林
と
そ
の
施
業
、

地
球
社
、
二
六
二
pp
、
東
京
、
一
九
八
一

⑹　
渡
辺
資
仲
：
ク
ス
ノ
キ
苗
木
の
植
付
け
に
関
す
る
研
究
、

一
三
七
pp
、
一
九
七
八

（
中
川
重
年
「
湯
河
原
町
鍛
治

（
マ
マ
）

屋
の
ク
ス
ノ
キ
林
の
成
長
」

『
神
奈
川
県
林
業
試
験
場
研
究
報
告
』（
一
一
）、
一
一
―
一
八
、

一
九
八
五
、
神
奈
川
県
林
業
試
験
場
）

原
資
料
は
、
神
奈
川
県
自
然
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
か
ら
許
可

を
得
て
転
載
し
た
。

た
だ
し
、
横
書
き
を
縦
書
き
に
改
め
、
算
用
数
字
を
漢
数
字

に
置
き
換
え
、
カ
ン
マ
を
読
点
に
置
き
換
え
た
。

ま
た
、
英
文
要
旨
や
図
を
省
略
し
た
。

⑷
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167　

生
活
と
環
境
を
守
る
湯
河
原
町
民
連
絡
協
議
会
設
立

生
活
と
環
境
を
守
る

　

湯
河
原
町
民
連
絡
協
議
会
設
立
さ
る

町
民
の
皆
さ
ん
、
中
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
な
ど
に
反
対
す

る
住
民
連
合
組
織
「
生
活
と
環
境
を
守
る
湯
河
原
町
民
連
絡
協

議
会
」
設
立
大
会
は
、
去
る
十
月
七
日
、
雨
天
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
百
五
十
名
を
越
え
る
怒
れ
る
町
民
の
出
席
を
得
て
成
功
裡

に
行
わ
れ
ま
し
た
。

当
日
は
、
作
家
の
遊
佐
京
平
氏
、
真
鶴
町
議
の
奥
津
和
子
氏
、

黒
岩
宏
次
氏
、
湯
河
原
町
議
の
二
見
義
雄
氏
、
鈴
木
幸
雄
氏
、

小
沢
健
三
氏
、
丸
山
孝
夫
氏
ら
の
出
席
を
得
、
各
氏
か
ら
心
強

い
激
励
を
い
た
だ
き
ま
し
た
（
各
氏
の
挨
拶
の
概
要
を
裏
面
に

載
せ
ま
す
（
省
略
））。

大
会
で
は
、
規
約
の
承
認
、
役
員
の
選
出
を
お
こ
な
い
、
次

に
掲
げ
る
大
会
ア
ピ
ー
ル
を
満
場
一
致
で
採
択
し
、
営
利
本
位

の
企
業
の
た
め
の
町
政
で
な
く
、
住
民
の
た
め
の
町
政
を
町
民

に
強
く
訴
え
て
い
く
こ
と
を
確
認
し
あ
い
ま
し
た
。

な
お
、
会
長
は
吉
浜
舟
付
地
区
で
古
く
か
ら
マ
ン
シ
ョ
ン
建

設
反
対
運
動
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
小
島
宏
さ
ん
に
お
願
い
し

ま
し
た
。

　

生
活
と
環
境
を
守
る
湯
河
原
町
民
連
絡
協
議
会
結
成
大
会

　
　
　
　

ア
ピ
ー
ル

　

私
達
住
民
は
、
湯
河
原
の
自
然
と
住
環
境
を
破
壊
す
る
営

利
本
位
の
中
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
な
ど
に
反
対
し
、
住
民

本
位
の
町
（
地
域
）
づ
く
り
を
め
ざ
し
、
個
々
の
住
民
組
織

を
横
に
結
ぶ
「
生
活
と
環
境
を
守
る
湯
河
原
町
民
連
絡
協
議

会
」
を
結
成
し
ま
し
た
。

　

湯
河
原
町
は
豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
、
そ
の
育
む
清
浄
な

大
気
と
良
質
な
水
、
明
る
い
日
差
し
は
、
我
々
住
民
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
湯
河
原
を
訪
れ
る
誰
も
に
昔
か
ら
こ
よ
な
く
愛
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さ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
い
ま
湯
河
原
町
に
は

既
存
の
も
の
を
含
め
て
六
十
余
の
中
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建

設
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
も
し
、
こ
の
ま
ま
マ
ン
シ
ョ

ン
建
設
が
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
の
な
ら
ば
、
い
ま
ま
で
、
多
く

の
町
民
が
享
受
し
て
き
た
日
照
や
、
眺
望
を
は
じ
め
と
す
る

快
適
な
生
活
環
境
は
破
壊
さ
れ
、
観
光
地
と
し
て
の
湯
河
原

の
将
来
に
と
っ
て
も
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

し
か
し
、
湯
河
原
町
の
行
政
は
、
こ
れ
ま
で
私
た
ち
住
民

の
再
三
に
わ
た
る
マ
ン
シ
ョ
ン
規
制
の
要
望
に
も
耳
を
貸
さ

な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
マ
ン
シ
ョ
ン
業
者
の
側
に
立
っ
て

建
設
を
認
め
て
き
て
い
る
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
姿
勢
を

と
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
す
で
に
、
隣
の
真
鶴
町
と
熱
海
市

は
マ
ン
シ
ョ
ン
公
害
か
ら
住
民
を
守
る
た
め
に
、
中
高
層
マ

ン
シ
ョ
ン
の
建
設
を
実
質
凍
結
い
た
し
ま
し
た
。

　

私
た
ち
湯
河
原
町
民
も
、
マ
ン
シ
ョ
ン
業
者
の
営
利
本
位

の
「
ま
ち
こ
わ
し
」
に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
、
子
ど
も
た
ち
に

誇
れ
る
快
適
な
住
環
境
を
積
極
的
に
守
っ
て
い
く
た
め
に
、

自
ら
の
力
を
結
集
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

「
生
活
と
環
境
を
守
る
湯
河
原
町
民
連
絡
協
議
会
」
は
、

以
上
の
考
え
を
も
と
に
、
中
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
規
制
の

全
町
規
模
で
の
署
名
運
動
を
展
開
す
る
と
と
も
に
、
関
係
当

局
に
、
左
記
の
こ
と
を
積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
き
ま
す
。

　
　
　

一
、
用
途
地
域
の
見
直
し

　
　
　

二
、
高
さ
制
限
の
強
化

　
　
　

三
、
容
積
率
の
引
き
下
げ

　
　
　

四
、
景
観
条
令
の
制
定

　
　
　

五
、
指
導
要
綱
の
強
化

　

中
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
の
乱
立
に
危
惧
し
、
住
み
よ
い
「
ま

ち
づ
く
り
」
を
願
う
多
く
の
町
民
の
参
加
を
呼
び
か
け
ま
す
。

生
活
と
環
境
を
守
る
湯
河
原
町
民
連
絡
協
議
会
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十
月
十
七
日
に
、
代
表
者
十
名
程
が
小
沢
町
長
に
面
会
し
、

ア
ピ
ー
ル
を
手
渡
す
と
と
も
に
中
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
規
制

の
要
望
を
行
い
ま
し
た
。

生
活
と
環
境
を
守
る
湯
河
原
町
民
連
絡
協
議
会

　
　

会
長　
　

小
島　

宏

　
　

事
務
局　

福
浦
○
○
○
（
○
○
方
）

　
　
　
　
　

℡
〇
四
六
五
（
六
二
）
○
○
○
○

（
後
略
）

（
宮
下　

府
川
勝
臣
氏
蔵
）

本
町
で
は
、
商
業
地
域
に
お
い
て
の
中
高
層
建
築
物
の
高
さ

を
二
四
メ
ー
ト
ル
以
内
に
制
限
す
る
な
ど
、
一
九
九
一
（
平
成

三
）
年
二
月
に
湯
河
原
町
開
発
指
導
要
綱
の
改
正
を
行
っ
て
い

る
。

168　

湯
河
原
町
豊
か
な
景
観
を
育
む
基
本
条
例

湯
河
原
町
豊
か
な
景
観
を
育
む
基
本
条
例
（
平
成
八

年
二
月
十
五
日
条
例
第
二
号
）

わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
湯
河
原
は
、
三
方
を
箱
根
伊
豆
の
山
々

の
美
し
い
稜
線
に
包
ま
れ
、
相
模
湾
に
向
か
っ
て
流
れ
る
新
崎

川
と
千
歳
川
、
そ
し
て
、
万
葉
の
頃
か
ら
世
に
知
ら
れ
た
温
泉

な
ど
、
先
人
た
ち
が
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
を
注
ぎ
築
い
て
き
た
豊
か

な
自
然
環
境
と
歴
史
的
・
文
化
的
財
産
を
享
受
し
て
き
た
。

こ
の
ま
ち
を
さ
ら
に
美
し
く
、
快
適
な
都
市
と
し
て
育
む
た

め
、
わ
た
し
た
ち
は
互
い
に
協
力
し
合
い
、
豊
か
な
景
観
を
次

代
に
引
き
継
い
で
い
く
こ
と
を
決
意
し
、
豊
か
な
景
観
を
育
む

条
例
を
定
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
豊
か
な
景
観
を
育
む
こ
と
に
関
し
、

必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の

意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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一　

豊
か
な
景
観
を
育
む
と
は
、
湯
河
原
の
豊
か
な
自
然
と

調
和
し
た
ま
ち
の
景
観
を
守
り
、
育
み
、
創
る
こ
と
を
い

う
。

二　

建
築
物
と
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
定
め
る
建
築
物
を
い
う
。

三　

建
築
行
為
と
は
、
建
築
物
を
建
築
す
る
行
為
を
い
う
。

四　

事
業
者
と
は
、
本
町
に
お
い
て
建
築
行
為
を
行
う
者
を

い
う
。

（
町
の
責
務
）

第
三
条　

町
は
、
豊
か
な
景
観
を
育
む
た
め
の
施
策
を
策
定
し
、

こ
れ
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

町
は
、
公
共
施
設
の
整
備
を
行
う
場
合
に
は
、
豊
か
な
景

観
を
育
む
た
め
に
先
導
的
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

町
は
、
町
民
、
事
業
者
と
と
も
に
豊
か
な
景
観
を
育
む
こ

と
に
関
す
る
意
識
を
互
い
に
育
て
、
伝
え
、
高
め
る
た
め
の

方
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
町
民
及
び
事
業
者
の
責
務
）

第
四
条　

町
民
及
び
事
業
者
は
、
豊
か
な
景
観
を
育
む
こ
と
に

関
し
て
、
主
体
的
か
つ
積
極
的
に
関
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
か
ら
豊
か
な
景
観
を
育
む
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

町
民
及
び
事
業
者
は
、
町
が
実
施
す
る
豊
か
な
景
観
を
育

む
こ
と
に
係
る
施
策
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

町
民
、
事
業
者
は
、
豊
か
な
景
観
を
育
む
た
め
に
、
湯
河

原
に
ふ
さ
わ
し
い
周
辺
の
環
境
と
調
和
す
る
よ
う
建
築
物
の

色
彩
等
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

（
豊
か
な
景
観
を
育
む
基
本
計
画
の
策
定
）

第
五
条　

町
長
は
、
豊
か
な
景
観
を
育
む
た
め
、
総
合
的
か
つ

基
本
的
な
計
画
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
豊
か
な
景
観
を
育
む
地
区
の
指
定
）

第
六
条　

町
長
は
、
重
点
的
に
豊
か
な
景
観
を
育
む
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
地
区
を
豊
か
な
景
観
を
育
む
地
区
と
し
て
指
定
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す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

町
長
は
、
豊
か
な
景
観
を
育
む
地
区
を
指
定
し
た
と
き
は
、

こ
れ
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
豊
か
な
景
観
を
育
む
基
準
）

第
七
条　

町
長
は
、
豊
か
な
景
観
を
育
む
地
区
を
指
定
し
た
と

き
は
、
当
該
地
区
に
お
け
る
豊
か
な
景
観
を
育
む
た
め
の
基

準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
要
請
）

第
八
条　

町
長
は
、
事
業
者
に
対
し
、
豊
か
な
景
観
を
育
む
た

め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。

（
地
区
計
画
等
豊
か
な
景
観
を
育
む
制
度
の
活
用
）

第
九
条　

町
長
は
、
豊
か
な
景
観
を
育
む
た
め
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
に
基
づ
く
地
区
計
画
、
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
建
築

協
定
そ
の
他
の
豊
か
な
景
観
を
育
む
制
度
の
活
用
を
図
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
委
任
）

第
十
条　

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定

め
る
。附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

さ
ま
ざ
ま
な
建
築
物
が
考
え
ら
れ
る
中
で
、
調
和
の
と
れ
た

町
づ
く
り
の
た
め
に
作
ら
れ
た
条
例
。

建
物
の
色
彩
な
ど
に
も
配
慮
す
る
こ
と
な
ど
を
運
用
の
内
容

と
し
て
い
る
。

な
お
、
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
四
月
施
行
の
「
湯
河
原

町
景
観
条
例
」
を
制
定
し
、
本
条
例
を
廃
止
し
て
い
る
。
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169　

幕
山
周
辺
の
蘚
苔
類

幕
山
（
神
奈
川
県
足
柄
下
郡
湯
河
原
町
）周
辺
の
蘚

苔
類

平
岡
照
代
、
磯
野
寿
美
子
、
佐
々
木
シ
ゲ
子
、
平
岡
正
三
郎

（
英
文
要
旨
及
びkeyw

ords
省
略
）

一　

調
査
地
の
概
況

湯
河
原
町
は
神
奈
川
県
の
西
南
の
角
に
位
置
し
静
岡
県
熱
海

市
と
境
を
接
し
て
い
る
。
古
く
か
ら
温
泉
の
町
と
し
て
開
け
、

現
在
も
藤
木
川
沿
い
に
温
泉
街
が
発
展
し
全
国
か
ら
の
湯
治
客

で
賑
わ
っ
て
い
る
。
地
形
図
で
見
る
と
湯
河
原
地
方
の
表
層
の

地
形
は
箱
根
山
地
の
山
裾
（
外
輪
山
）
が
そ
の
ま
ま
相
模
灘
に

達
し
て
で
き
た
よ
う
で
あ
る
が
、
地
史
か
ら
見
た
湯
河
原
地
方

の
成
立
は
箱
根
地
方
よ
り
古
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
約
七
〇

万
年
前
、
伊
豆
半
島
北
部
に
火
山
活
動
が
始
ま
り
、
宇
佐
見
火

山
（
伊
東
市
）、
多
賀
火
山
（
熱
海
市
）、
次
い
で
湯
河
原
火
山

の
爆
発
と
活
動
が
北
上
し
、
箱
根
火
山
の
活
動
が
始
ま
っ
た
の

は
約
四
〇
万
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
湯
河
原
火
山
は
溶
岩
流
出

と
火
砕
物
の
噴
出
を
繰
り
返
し
、
そ
の
結
果
大
き
な
成
層
火
山

に
成
長
し
た
が
、
大
規
模
な
水
蒸
気
爆
発
が
起
こ
り
火
山
体
の

一
部
を
失
っ
た
。
そ
の
後
の
浸
食
作
用
に
よ
り
さ
ら
に
湯
河
原

火
山
は
衰
退
し
、
現
在
で
は
新
崎
川
の
南
岸
、
城
山
か
ら
無
名

峰
（
標
高
六
六
二
ｍ
）
に
か
け
て
の
山
地
に
安
山
岩
質
溶
岩
お

よ
び
火
山
砕
屑
物
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
今
回
の
調
査
地
点
の

う
ち
、
城
山
、
岩
屋
お
よ
び
岩
屋
道
が
地
質
的
に
は
湯
河
原
火

山
に
属
す
る
。
箱
根
の
火
山
活
動
が
進
行
中
、
カ
ル
デ
ラ
出
現

以
前
に
、
活
動
の
中
心
か
ら
北
西
―
南
東
方
向
に
延
び
る
構
造

線
が
活
動
を
始
め
、
こ
の
構
造
線
上
の
北
西
の
す
み
に
金
時
山
、

南
東
に
幕
山
溶
岩
円
頂
丘
（
図
二
Ａ
（
省
略
））
の
二
つ
の
寄

生
火
山
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
寄
生
火
山
は
直
線
距
離

⑴

⑵

⑴
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で
一
二
㎞
離
れ
て
い
る
。
現
在
の
幕
山
は
幕
山
溶
岩
と
呼
ば
れ

る
安
山
岩
―
石
英
安
山
岩
溶
岩
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
南
面
の

斜
面
に
は
巨
大
な
安
山
岩
の
岩
壁
が
連
な
り
、
ロ
ッ
ク
ク
ラ
イ

ミ
ン
グ
の
練
習
場
所
と
し
て
人
気
を
得
て
い
る
。
幕
山
の
北
面

と
新
崎
川
沿
い
は
箱
根
古
期
外
輪
山
溶
岩
類
で
安
山
岩
質
の
溶

岩
と
火
砕
屑
物
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
調
査

地
点
を
地
質
的
に
古
い
順
に
並
べ
る
と
、
㈠
岩
屋
・
城
山
、
㈡

幕
山
北
面･

新
崎
川
、
㈢
幕
山
南
面
・
梅
林
と
な
る
。
こ
の
地

誌
的
時
間
の
差
は
、
土
壌
の
堆
積
量
や
植
生
の
発
達
程
度
に
影

響
を
与
え
、
各
調
査
地
点
ご
と
の
蘚
苔
類
相
に
何
ら
か
の
相
違

が
生
じ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
次
の

蘚
苔
類
相
の
概
観
の
項
で
検
討
を
加
え
る
。

調
査
地
域
は
海
岸
線
に
近
く
（
幕
山
で
直
線
距
離
で
三
・
七

五
㎞
）、
冬
暖
か
く
、
夏
涼
し
い
海
洋
性
気
候
と
考
え
ら
れ
る
。

年
平
均
気
温
は
小
田
原
か
ら
真
鶴
に
か
け
て
は
一
五
・
八
―
一

五
・
九
度
で
三
浦
半
島
南
部
と
並
び
県
内
で
最
も
暖
か
い
。
年

間
の
降
水
量
は
二
、
〇
〇
〇
㎜
に
近
く
、
県
内
で
は
箱
根
、
丹

沢
山
地
に
つ
い
で
多
雨
で
あ
る
。
幕
山
周
辺
は
神
奈
川
県
の
西

南
部
で
あ
り
、
温
暖
な
気
候
と
降
水
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
蘚
苔

類
の
生
育
量
は
多
く
は
な
い
が
、
県
北
西
部
の
山
地
と
は
異
な

る
種
が
多
く
出
現
し
た
。
表
一
に
関
東
地
方
で
の
蘚
類
と
苔

類
・
ツ
ノ
ゴ
ケ
類
と
の
出
現
率
を
示
し
て
、
神
奈
川
県
と
周
辺

県
お
よ
び
神
奈
川
県
内
で
の
各
地
の
出
現
率
を
比
較
し
た
。
群

馬
県
以
南
、
千
葉
県
ま
で
の
間
で
、
蘚
類
に
対
し
て
苔
類
・
ツ

ノ
ゴ
ケ
類
の
出
現
の
割
合
が
徐
々
に
増
え
、
御
蔵
島
で
は
群
馬

県
よ
り
約
一
〇
％
も
増
加
し
て
い
る
。
県
内
で
も
北
部
の
山
地

と
比
較
し
て
南
部
の
幕
山
で
は
蘚
類
六
二
・
四
％
、
苔
類
・
ツ

ノ
ゴ
ケ
類
三
七
・
六
％
と
な
り
、
苔
類
・
ツ
ノ
ゴ
ケ
類
の
全
体

に
占
め
る
割
合
が
最
も
高
い
。
こ
の
こ
と
は
出
現
種
の
相
違
と

と
も
に
、
南
に
行
く
に
従
い
苔
類
・
ツ
ノ
ゴ
ケ
類
が
豊
富
に
な

る
こ
と
を
示
唆
し
て
興
味
深
い
。

　

表
一　

蘚
類
と
苔
類
・
ツ
ノ
ゴ
ケ
類
の
出
現
率

⑵

⑶

⑶
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地　

域

蘚　

類

苔
類
・
ツ
ノ
ゴ
ケ
類

日
本
全
域

　

＊
一
六
三
・
七
％
（
一
、
一
三
五
種
）
三
六
・
三
％
（
六
四
八
種
）

群
馬
県

　

＊
二
六
七
・
六
％
（　
　

一
八
八
種
）
三
二
・
四
％
（　

九
〇
種
）

埼
玉
県

　

＊
三
六
八
・
二
％
（　
　

五
三
三
種
）
三
一
・
八
％
（
二
四
八
種
）

神
奈
川
県

　

＊
四
七
〇
・
四
％
（　
　

三
五
七
種
）
二
九
・
六
％
（
一
五
〇
種
）

　

生
藤
山

　

＊
五
七
二
・
三
％
（　
　

一
四
六
種
）
二
七
・
七
％
（　

五
六
種
）

　

西
丹
沢

　

＊
六
六
六
・
六
％
（　
　

二
三
五
種
）
三
三
・
四
％
（
一
一
八
種
）

　

谷
太
郎
川

　

＊
七
六
五
・
六
％
（　
　

一
二
八
種
）
三
四
・
四
％
（　

六
七
種
）

　

大
雄
山
最
乗
山　
＊
八
六
五
・
五
％
（　
　

一
二
七
種
）
三
四
・
五
％
（　

六
七
種
）

　

幕
山

　

＊
九
六
二
・
四
％
（　
　

一
三
七
種
）
三
七
・
六
％
（　

八
二
種
）

千
葉
県

＊
一
〇
六
一
・
三
％
（　
　

二
四
六
種
）
三
八
・
七
％
（
一
五
五
種
）

東
京
都
御
蔵
島

＊
一
一
五
七
・
七
％
（　
　

一
五
四
種
）
四
二
・
三
％
（
一
一
三
種
）

　

＊
一　

岩
月
編
：
日
本
の
野
生
生
物
・
コ
ケ
（
二
〇
〇
一
）
㉒

　

＊
二　

群
馬
県
：
群
馬
県
植
物
誌
・
改
訂
版
（
一
九
八
七
）
㉚

　

＊
三　

伊
藤
編
：
埼
玉
県
植
物
誌
（
一
九
九
八
）
⒁

　

＊
四　

平
岡
他
：

神
奈
川
県
産
蘚
苔
類
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
（
二
〇
〇

二
）
⑸

　

＊
五　

平
岡
他
：
生
藤
山
周
辺
の
蘚
苔
類
（
二
〇
〇
四
）
⑺

　

＊
六　

平
岡
他
：
西
丹
沢
の
蘚
類
（
一
九
九
七
）
㉛

　
　
　
　

平
岡
他
：
西
丹
沢
の
苔
類
・
ツ
ノ
ゴ
ケ
類
（
一
九
九
九
）
⑾

　

＊
七　

磯
野
他
：
谷
太
郎
川
流
域
の
蘚
苔
類
（
二
〇
〇
〇
）
㉜

　

＊
八　

杉
村
他
：
大
雄
山
最
乗
寺
の
蘚
苔
類
（
一
九
九
九
）
⑿

　

＊
九　

平
岡
他
：
幕
山
周
辺
の
蘚
苔
類
（
二
〇
〇
五
）（
投
稿
中
）

＊
一
〇　

古
木
：
千
葉
県
産
コ
ケ
植
物
目
録
（
二
〇
〇
二
）
㉝

＊
一
一　

樋
口
他
：
御
蔵
島
の
蘚
類
（
二
〇
〇
一
）
㉞

　
　
　
　

古
木
他
：

御
蔵
島
の
タ
イ
類
及
び
ツ
ノ
ゴ
ケ
類
（
二
〇
〇
一
）

㉟

二　

蘚
苔
類
相
の
概
観

二
・
一　

幕
山
周
辺
（
標
高
二
〇
〇
―
六
二
六
ｍ
）

幕
山
は
南
面
の
裾
に
梅
林
（
標
高
二
〇
〇
―
二
五
〇
ｍ
）
が

広
が
り
、
春
は
二
月
初
旬
か
ら
三
月
中
旬
頃
ま
で
観
光
客
で
賑

わ
う
。
こ
の
梅
林
は
一
九
八
二
年
か
ら
整
備
が
始
ま
り
現
在
に

至
っ
て
い
る
。
蘚
苔
類
の
生
育
場
所
は
斜
面
に
つ
け
ら
れ
た
遊

歩
道
沿
い
の
崖
や
岩
、
植
栽
さ
れ
た
ウ
メ
や
サ
ク
ラ
、
カ
キ
等

の
樹
幹
で
あ
る
。
梅
林
内
は
年
間
に
一
、
二
回
草
刈
り
が
行
わ

れ
る
が
、
五
月
以
降
は
草
丈
が
高
く
な
り
、
南
斜
面
に
照
り
つ

け
る
強
い
日
差
し
か
ら
蘚
苔
類
を
守
っ
て
く
れ
て
い
る
。
観
光

客
の
立
ち
入
り
も
梅
祭
り
の
一
時
期
の
み
で
踏
み
つ
け
な
ど
の

被
害
は
歩
道
の
地
面
に
限
ら
れ
、
蘚
苔
類
に
と
っ
て
は
比
較
的
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安
定
し
た
生
育
環
境
と
言
え
る
。
梅
林
内
で
は
、
小
型
で
県
内

で
希
少
と
さ
れ
る
種
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ヤ
マ
ト

ハ
ク
チ
ョ
ウ
ゴ
ケCam

pylostelium
 brachycarpum

（
環
境

省
Ｒ
Ｄ
Ｂ
に
よ
る
準
絶
滅
危
惧
）、
ホ
リ
カ
ワ
ツ
ボ
ミ
ゴ
ケ

Jungerm
annia horikaw

ana
（
神
奈
川
県
新
産
）
が
歩
道
沿

い
の
岩
上
や
崖
に
数
カ
所
確
認
さ
れ
た
。
フ
ソ
ウ
ツ
キ
ヌ
キ
ゴ

ケCalypogeia japonica

（
神
奈
川
県
新
産
）
が
日
陰
の
湿
っ

た
岩
上
に
少
量
生
育
し
て
い
た
。
出
現
頻
度
の
高
い
種
は
、
乾

燥
気
味
の
崖
上
に
密
な
群
落
を
作
る
セ
ン
ボ
ン
ゴ
ケ
科
の
仲
間
、

イ
ト
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
ゴ
ケA

noectangium
 thom

sonii
、
チ
ュ

ウ
ゴ
ク
ネ
ジ
ク
チ
ゴ
ケD

idym
odon vinealis

、
ハ
マ
キ
ゴ

ケH
yophila propagulifera

、

ツ
ツ
ク
チ
ヒ
ゲ
ゴ
ケ

O
xystegus tenuirostris

、
ツ
チ
ノ
ウ
エ
ノ
コ
ゴ
ケW

eissia 

controversa

や
、
幕
山
か
ら
落
下
し
た
と
思
わ
れ
る
巨
大
な

安
山
岩
上
の
ギ
ボ
ウ
シ
ゴ
ケ
科
の
仲
間
、
ケ
ギ
ボ
ウ
シ
ゴ
ケ

G
rim

m
ia pilifera

、
ヒ
ダ
ゴ
ケPtychom

itrium
 fauriei

、

ナ
ガ
バ
チ
ヂ
レ
ゴ
ケP.linearifolium

、
コ
バ
ノ
ス
ナ
ゴ
ケ

R
acom

itrium
 barbuloides

、

エ
ゾ
ス
ナ
ゴ
ケR

.

japonicum

、

コ
メ
バ
ギ
ボ
ウ
シ
ゴ
ケSchistidium

 

liliputanum

で
あ
る
。
ウ
メ
や
カ
キ
な
ど
植
栽
樹
に
は
タ
チ

ヒ
ダ
ゴ
ケO

rthotrichum
 consobrinum

、
イ
ヌ
ケ
ゴ
ケ

Schw
etschkeopsis fabronia

、

ヒ
メ
ウ
ス
グ
ロ
ゴ
ケ

Leskeella pusilla

、
コ
バ
ノ
イ
ト
ゴ
ケH

aplohym
enium

 

pseudo-triste

、

コ
モ
チ
イ
ト
ゴ
ケP

ylaisiadelpha 

tenuirostris

等
が
普
通
に
見
ら
れ
た
。
一
方
苔
類
は
少
な
く
、

ヒ
メ
ト
サ
カ
ゴ
ケLophocolea m

inor

、
ト
サ
カ
ゴ
ケ

L.heterophylla

、
チ
ヂ
ミ
カ
ヤ
ゴ
ケM

acvicaria ulophylla

、

ヤ
マ
ト
コ
ミ
ミ
ゴ
ケLejeunea japonica

、
フ
ル
ノ
コ
ゴ
ケ

T
rocholejeunea sandvicensis

等
が
樹
幹
や
岩
上
に
着
生
し

て
い
た
。
遊
歩
道
沿
い
の
岩
（
凝
灰
岩
）
に
、
神
奈
川
県
で
は

唯
一
西
丹
沢
か
ら
の
報
告
が
あ
る
オ
オ
ク
ラ
マ
ゴ
ケ
モ
ド
キ

Porella grandiloba

が
生
育
し
て
い
た
の
は
興
味
深
い
。

⑷

⑸
～
⑽

⑸
～
⑽

⑾
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幕
山
は
前
述
の
如
く
箱
根
古
期
外
輪
山
の
寄
生
火
山
で
溶
岩

円
頂
丘
で
あ
る
。
南
面
は
急
傾
斜
で
数
カ
所
に
巨
大
な
安
山
岩

の
露
頭
が
そ
そ
り
立
っ
て
い
る
。
安
山
岩
の
露
頭
に
は
蘚
苔
類

の
着
生
は
殆
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
斜
面
の
土
壌
は
薄
く
、
軽
石

粒
の
混
じ
る
火
山
灰
土
が
目
立
つ
。
標
高
二
六
〇
ｍ
あ
た
り
か

ら
上
は
梅
林
に
続
き
コ
ナ
ラ
、
カ
エ
デ
類
、
キ
ブ
シ
、
ヤ
シ
ャ

ブ
シ
、
ウ
ツ
ギ
類
、
ヤ
マ
ツ
ツ
ジ
等
に
ア
セ
ビ
の
混
じ
る
落
葉

樹
の
疎
林
と
な
っ
て
い
る
が
、
樹
木
の
生
長
は
あ
ま
り
良
く
な

い
。
林
床
の
岩
上
に
生
育
す
る
蘚
苔
類
は
梅
林
と
あ
ま
り
変
わ

ら
な
い
。
標
高
三
八
〇
ｍ
付
近
で
東
斜
面
に
ヒ
ノ
キ
林
が
現
れ

る
が
、
林
縁
の
岩
上
に
ヤ
マ
ト
ハ
ク
チ
ョ
ウ
ゴ
ケ
が
ま
ば
ら
な

群
落
を
作
っ
て
い
た
。
頂
上
に
近
い
標
高
五
八
〇
ｍ
付
近
で
は

灌
木
の
樹
皮
に
カ
ギ
ヤ
ス
デ
ゴ
ケFrullania ham

atiloba
、

カ
ラ
ヤ
ス
デ
ゴ
ケF.m

uscicola

、
タ
ラ
ダ
ケ
ヤ
ス
デ
ゴ
ケ

F.taradakensis

、
ウ
サ
ミ
ヤ
ス
デ
ゴ
ケF.usam

iensis

等
ヤ

ス
デ
ゴ
ケ
科
の
種
が
多
く
出
現
し
た
。
頂
上
か
ら
北
面
は
傾
斜

が
緩
や
か
に
な
り
、
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
の
植
林
が
広
が
り
、
林
床

に
ネ
ザ
サ
類
が
現
れ
る
。
蘚
類
で
は
ス
ス
キ
ゴ
ケD

icranella 

heterom
alla

、
コ
ツ
ボ
ゴ
ケPlagiom

nium
 acutum

、
コ

バ
ノ
チ
ョ
ウ
チ
ン
ゴ
ケT

rachycystis m
icrophylla

、
ア
オ

ギ
ヌ
ゴ
ケBrachythecium

 populeum

、

ヤ
ノ
ネ
ゴ
ケ

Bryhnia novae-angliae

、
コ
カ
ヤ
ゴ
ケR

hynchostegium
 

pallidifolium

、

ミ
ヤ
マ
サ
ナ
ダ
ゴ
ケPlagiothecium

 

nem
orale

、
カ
ガ
ミ
ゴ
ケBrotherella henonii

、
ア
カ
イ
チ

イ
ゴ
ケPseudotaxiphyllum

 pohliaecarpum

、
苔
類
で
は

ト
サ
ホ
ラ
ゴ
ケ
モ
ド
キCalypogeia tosana

、
オ
オ
ホ
ウ
キ

ゴ
ケJungerm

annia infusca

、
ア
カ
ウ
ロ
コ
ゴ
ケN

ardia 

assam
ica

、
チ
ャ
ボ
ヒ
シ
ャ
ク
ゴ
ケScapania stephanii

、

ク
ビ
レ
ケ
ビ
ラ
ゴ
ケR

adula constricta

、
ヤ
マ
ト
コ
ミ
ミ
ゴ

ケ
、
マ
キ
ノ
ゴ
ケM

akinoa crispata

等
神
奈
川
県
で
は
山
地

に
普
通
の
種
が
出
現
し
た
。
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図
一　

幕
山
周
辺
の
調
査
地
点
（
省
略
）

二
・
二　

新
崎
川
―
ク
ス
ノ
キ
林
（
標
高
二
〇
〇
―
三
八
〇

ｍ
）

新
崎
川
は
川
幅
が
広
く
、
河
原
に
は
巨
岩
が
目
立
つ
。
蘚
苔

類
の
生
育
場
所
は
浸
食
を
免
れ
た
崖
や
砂
防
堰
堤
、
川
岸
の
遊

歩
道
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
る
。
流
水
に
近
い
湿
っ
た
崖
で
は
ニ

シ
ム
ラ
ヤ
バ
ネ
ゴ
ケH

ygrobiella nishim
urae

（
神
奈
川
県

新
産
）
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
付
近
に
は
イ
ト
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
ゴ

ケ
、
ア
カ
ス
ジ
ゴ
ケE

pipterygium
 tozeri

、
カ
マ
サ
ワ
ゴ

ケPhilonotis falcata

、
ア
サ
イ
ト
ゴ
ケPseudoleskeopsis 

zippelii

、
タ
ニ
ゴ
ケBrachythecium

 rivulare

等
水
辺
を

好
む
蘚
類
が
見
ら
れ
た
。
新
崎
川
沿
い
の
林
道
は
一
部
に
落
葉

樹
の
混
じ
る
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
林
が
続
く
。
蘚
苔
類
相
は
変
化
に

乏
し
く
、
蘚
類
で
は
ヒ
メ
ス
ギ
ゴ
ケPogonatum

 neesii

、

ヒ
メ
ホ
ウ
オ
ウ
ゴ
ケFissidens gym

nogynus

、
キ
ャ
ラ
ボ

ク
ゴ
ケF.taxifolius

、
チ
ヂ
ミ
バ
コ
ブ
ゴ
ケO

ncophorus 

crispifolius

、
ハ
リ
ガ
ネ
ゴ
ケBryum

 capillare

、
ヒ
メ
コ

ク
サ
ゴ
ケIsothecium

 subdiversiform
e

、
チ
ャ
ボ
シ
ノ
ブ

ゴ
ケPelekium

 versicolor

、
ヒ
メ
ナ
ギ
ゴ
ケO

xyrrhy　

-nchium
 savatieri

等
が
土
手
や
岩
上
に
群
落
を
作
っ
て
い
た
。

一
方
苔
類
で
は
コ
ム
チ
ゴ
ケBazzania tridens

が
ス
ギ
の
根

元
に
着
生
し
、
土
手
の
土
に
は
チ
ャ
ボ
ホ
ラ
ゴ
ケ
モ
ド
キ

Calypogeia arguta

、
ノ
コ
ギ
リ
コ
オ
イ
ゴ
ケD

iplophyllum
 

serrulatum

、
ホ
ソ
バ
ミ
ズ
ゼ
ニ
ゴ
ケPellia endiviifolia

、

ク
モ
ノ
ス
ゴ
ケPallavicinia subciliata

が
生
育
し
て
い
た
。

や
や
湿
っ
た
大
岩
に
ヤ
マ
ト
ハ
ク
チ
ョ
ウ
ゴ
ケ
が
散
在
し
、
川

岸
に
近
い
や
や
明
る
い
場
所
の
岩
に
は
キ
ノ
ク
ニ
キ
ヌ
タ
ゴ
ケ

Palisadula chrysophylla

（
神
奈
川
県
新
産
）
が
大
き
な
群

落
で
着
生
し
て
い
た
。

図
二　

Ａ
～
Ｈ
（
省
略
）
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図
三　

フ
ソ
ウ
ツ
キ
ヌ
キ
ゴ
ケCalypogeia japonica Steph.

Ａ
～
Ｌ
（
省
略
）

一
ノ
瀬
橋
か
ら
大
石
平
に
向
か
う
林
道
の
途
中
に
は
ク
ス
ノ

キ
の
純
林
が
あ
る
。
こ
の
林
は
一
九
一
〇
年
、
日
露
戦
争
の
戦

勝
記
念
に
植
樹
さ
れ
た
も
の
で
、
樟
脳
を
採
る
の
が
目
的
で

あ
っ
た
ら
し
い
。
広
さ
は
三
・
四
ha
あ
り
、
標
高
二
八
〇
ｍ
か

ら
三
八
〇
ｍ
あ
た
り
ま
で
の
狭
い
谷
沿
い
の
斜
面
に
拡
が
っ
て

い
る
。
最
後
に
伐
採
し
た
の
は
神
奈
川
県
林
業
試
験
場
の
記
録

（
一
九
八
五
年
）
に
よ
れ
ば
一
九
八
三
年
で
あ
る
。
現
在
の
林

の
様
子
は
目
測
で
樹
高
約
一
五
ｍ
、
胸
高
直
径
四
〇
㎝
以
上
の

大
木
が
並
び
、
樹
冠
が
鬱
閉
し
て
い
る
。
林
床
に
は
直
径
一
ｍ

程
の
切
り
株
が
い
く
つ
か
あ
る
。
林
内
は
あ
る
程
度
の
明
る
さ

と
適
度
な
湿
度
に
恵
ま
れ
て
お
り
、
本
調
査
地
内
で
は
こ
こ
に

し
か
な
い
種
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
は
ヒ
メ
ミ
ノ
ゴ

ケM
acrom

itrium
 gym

nostom
um

、
ナ
ミ
ゴ
ヘ
イ
ゴ
ケ

Spruceanthus sem
irepandus

（
図
二
Ｈ
（
省
略
））、
ヨ
ウ

ジ
ョ
ウ
ゴ
ケCololejeunea trichom

anis

（
環
境
省
Ｒ
Ｄ
Ｂ

絶
滅
危
惧
Ⅰ
類
）
で
、
い
ず
れ
も
ク
ス
ノ
キ
の
樹
幹
に
着
生
し

て
い
た
。
ま
た
、
キ
ダ
チ
ヒ
ラ
ゴ
ケH

om
aliodendron 

flabellatum

、
チ
ャ
ボ
ヒ
ラ
ゴ
ケN

eckera hum
ilis

、
リ
ボ

ン
ゴ
ケN

eckeropsis nitidula

、
ク
シ
ノ
ハ
ゴ
ケCtenidium

 

capillifolium

、
ヒ
メ
ハ
イ
ゴ
ケH

ypnum
 oldham

ii

な
ど

も
ク
ス
ノ
キ
の
樹
幹
や
根
元
に
大
き
な
群
落
で
生
育
し
て
い
た
。

二
・
三　

岩
屋
道
―
岩
屋
（
標
高
二
五
〇
―
六
〇
〇
ｍ
）

新
崎
川
沿
い
の
林
道
を
一
ノ
瀬
橋
か
ら
左
折
し
て
進
む
と
、

標
高
三
〇
〇
ｍ
あ
た
り
で
左
に
山
道
が
分
か
れ
る
。
一
ノ
瀬
橋

か
ら
こ
の
山
道
を
登
っ
て
標
高
五
一
〇
ｍ
の
岩
屋
と
の
分
岐
点

ま
で
を
便
宜
上
「
岩
屋
道
」
と
呼
ん
で
お
く
。
谷
間
に
は
小
規

模
な
ス
ギ
林
が
あ
る
が
、行
く
手
の
無
名
峰
（
標
高
六
六
二
ｍ
）

ま
で
の
斜
面
は
殆
ど
全
域
が
常
緑
広
葉
樹
と
落
葉
広
葉
樹
の
混

交
林
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
道
は
途
中
で
細
い
沢
を
三
本
渡
り
、
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岩
屋
と
の
分
岐
点
に
到
達
す
る
。
岩
屋
は
も
う
少
し
登
っ
た
標

高
五
四
〇
ｍ
地
点
に
あ
り
、
上
部
の
林
道
（
標
高
六
〇
〇
ｍ
）

か
ら
も
岩
屋
に
下
る
参
道
が
あ
る
。
調
査
地
点
「
岩
屋
」
に
は

標
高
五
一
〇
ｍ
の
分
岐
点
か
ら
こ
の
参
道
ま
で
を
含
め
た
。

岩
屋
道
で
は
途
中
の
細
い
沢
に
幕
山
方
面
で
は
見
ら
れ
な
い

種
が
出
現
し
た
。
蘚
類
で
は
ジ
ョ
ウ
レ
ン
ホ
ウ
オ
ウ
ゴ
ケ

Fissidens geppii

（
環
境
省
Ｒ
Ｄ
Ｂ
絶
滅
危
惧
Ⅰ
類
）、
ホ
ソ

ホ
ウ
オ
ウ
ゴ
ケF.grandifrons

、
ホ
ウ
オ
ウ
ゴ
ケF.nobilis

、

オ
オ
バ
チ
ョ
ウ
チ
ン
ゴ
ケPlagiom
nium

 vesicatum

、
ヒ
ノ

キ
ゴ
ケPyrrhobryum

 dozyanum

、
ス
ジ
シ
ノ
ブ
ゴ
ケ

H
aplocladium

 strictulum

、

イ
セ
ノ
イ
ト
ツ
ル
ゴ
ケ

H
eterocladium

 capillaceum

（
神
奈
川
県
新
産
）、
ミ
ジ
ン

コ
シ
ノ
ブ
ゴ
ケPelekium

 pygm
aeum

等
が
流
水
沿
い
の
岩

上
や
湿
っ
た
崖
に
生
育
し
て
い
た
。
一
方
苔
類
で
は
フ
ソ
ウ
ツ

キ
ヌ
キ
ゴ
ケ
、
ニ
シ
ム
ラ
ヤ
バ
ネ
ゴ
ケ
、
フ
ジ
ウ
ロ
コ
ゴ
ケ

Chiloscyphus polyanthos

、
オ
オ
ケ
ビ
ラ
ゴ
ケR

adula 

perrottetii

、
サ
ワ
ク
サ
リ
ゴ
ケLejeunea aquatica

な
ど
が

沢
沿
い
の
岩
上
に
、
オ
オ
シ
タ
バ
ケ
ビ
ラ
ゴ
ケR

adula 

cavifolia

、

シ
ダ
レ
ヤ
ス
デ
ゴ
ケFrullania tam

arisci 

subsp.obscura

、
カ
マ
ハ
コ
ミ
ミ
ゴ
ケLejeunea discreta

が
樹
幹
に
着
生
し
て
い
た
。
ま
た
、
流
水
中
の
岩
に
は
ア
ナ
ナ

シ
ツ
ノ
ゴ
ケM

egaceros flagellaris

が
ロ
ゼ
ッ
ト
状
で
多
数

生
育
し
て
い
た
が
、
胞
子
体
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

岩
屋
道
の
先
、
標
高
五
四
〇
ｍ
地
点
の
北
東
に
向
い
た
斜
面

に
岩
屋
が
あ
り
、
ヒ
カ
リ
ゴ
ケSchistostega pennata

（
環

境
省
Ｒ
Ｄ
Ｂ
絶
滅
危
惧
Ⅰ
類
、
図
二
Ｂ
（
省
略
））
が
少
量
な

が
ら
生
育
し
て
い
る
。
こ
の
岩
屋
は
殆
ど
直
射
日
光
が
あ
た
ら

ず
、
冬
季
に
は
天
井
に
あ
た
る
部
分
の
岩
か
ら
浸
み
だ
し
た
水

が
長
い
つ
ら
ら
と
な
っ
て
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
火
山

地
帯
に
よ
く
見
ら
れ
る
風
穴
の
よ
う
に
冷
風
が
吹
き
出
す
こ
と

は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
岩
屋
の
内
部
や
周
辺
の
岩
壁
に
は
ヒ
カ

リ
ゴ
ケ
を
は
じ
め
と
し
て
他
の
調
査
地
点
と
異
な
る
種
が
出
現
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し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
カ
シ
ミ
ー
ル
ク
マ
ノ
ゴ
ケT

heriotia 

kashim
irensis

（
環
境
省
Ｒ
Ｄ
Ｂ
情
報
不
足
）、
イ
ワ
マ
ホ
ウ

オ
ウ
ゴ
ケFissidens curvatus

、
ナ
ガ
サ
キ
ホ
ウ
オ
ウ
ゴ
ケ

F.gem
iniflorus

、
ホ
ソ
ホ
ウ
オ
ウ
ゴ
ケ
、
エ
ビ
ゴ
ケ

Bryoxiphium
 norvegicum

 subsp.japonicum

、
コ
ク
サ

ゴ
ケD

olichom
itriopsis diversiform

is

、
イ
セ
ノ
イ
ト
ツ

ル
ゴ
ケ
、
ア
オ
シ
ノ
ブ
ゴ
ケT

huidium
 pristocalyx

等
で

あ
る
。
苔
類
で
は
ス
ギ
バ
ゴ
ケLepidozia vitrea

、
フ
ソ
ウ

ツ
キ
ヌ
キ
ゴ
ケ
、
ニ
シ
ム
ラ
ヤ
バ
ネ
ゴ
ケ
、
キ
ブ
リ
ツ
ボ
ミ
ゴ

ケJungerm
annia virgata

、
ホ
ソ
ミ
ゾ
ゴ
ケM

arsupella 

pseudofunckii

（
神
奈
川
県
新
産
）
等
で
あ
る
。
一
部
の
種
は

岩
屋
道
と
共
通
で
あ
る
。
岩
屋
周
辺
の
林
内
で
は
小
型
の
苔
類
、

ヒ
メ
ク
サ
リ
ゴ
ケCololejeunea longifolia

、
ナ
ガ
シ
タ
バ

ヨ
ウ
ジ
ョ
ウ
ゴ
ケC.raduliloba

、
タ
チ
バ
ヨ
ウ
ジ
ョ
ウ
ゴ
ケ

C.subkodam
ae

、
コ
ダ
マ
ク
サ
リ
ゴ
ケLejeunea kodam

ae

も
よ
く
見
ら
れ
た
。
林
道
か
ら
岩
屋
へ
下
る
参
道
は
ス
ギ
林
下

で
薄
暗
く
、
ヤ
ノ
ネ
ゴ
ケ
や
ミ
ヤ
マ
サ
ナ
ダ
ゴ
ケ
が
大
き
な
群

落
を
作
っ
て
い
た
。
わ
ず
か
で
あ
る
が
オ
オ
カ
サ
ゴ
ケ

R
hodobryum

 giganteum

が
土
手
の
腐
植
土
上
に
見
ら
れ

た
。
参
道
沿
い
の
岩
に
は
マ
ル
バ
コ
オ
イ
ゴ
ケ
モ
ド
キ

D
iplophyllum

 andrew
sii

（
神
奈
川
県
新
産
）
が
着
生
し
て

い
た
。

二
・
四　

城
山
（
標
高
五
六
三
ｍ
）

城
山
は
本
調
査
地
域
で
最
南
端
に
位
置
す
る
。
調
査
は
椿
ラ

イ
ン
途
中
の
椿
台
か
ら
城
山
ま
で
南
東
に
延
び
る
尾
根
沿
い
に

行
っ
た
。
尾
根
は
一
部
に
低
灌
木
林
が
混
じ
る
ヒ
ノ
キ
林
で
覆

わ
れ
て
い
る
。
灌
木
林
内
は
極
め
て
乾
燥
し
て
お
り
、
蘚
苔
類

相
は
貧
し
い
。
ヒ
ノ
キ
林
下
で
は
日
陰
の
為
、
強
い
乾
燥
を
あ

る
程
度
避
け
る
こ
と
が
で
き
、
露
岩
や
倒
木
上
に
は
蘚
苔
類
の

生
育
が
み
ら
れ
た
。
樹
幹
や
腐
木
に
は
タ
チ
ヒ
ダ
ゴ
ケ
、
コ
バ

ノ
イ
ト
ゴ
ケ
、

ノ
ミ
ハ
ニ
ワ
ゴ
ケH

aplocladium
 

angustifolium

、
カ
ガ
ミ
ゴ
ケ
、
コ
モ
チ
イ
ト
ゴ
ケ
が
、
岩
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上
や
石
垣
に
は
ト
サ
カ
ホ
ウ
オ
ウ
ゴ
ケFissidens dubius

、

ヒ
メ
ホ
ウ
オ
ウ
ゴ
ケ
、
チ
ヂ
ミ
バ
コ
ブ
ゴ
ケ
、
ハ
マ
キ
ゴ
ケ
、

オ
カ
ム
ラ
ゴ
ケO

kam
uraea hakoniensis

、
ト
ヤ
マ
シ
ノ
ブ

ゴ
ケT

huidium
 kanedae

、
ハ
ネ
ヒ
ツ
ジ
ゴ
ケBrachy　

-tehcium
 plum

osum
、
ク
シ
ノ
ハ
ゴ
ケ
、
ア
カ
イ
チ
イ
ゴ
ケ

が
生
育
し
て
い
た
。
頂
上
の
広
場
は
樹
木
が
切
り
払
わ
れ
て
展

望
が
良
い
。
広
場
の
中
央
に
一
本
残
っ
た
サ
ク
ラ
の
樹
幹
に
は

チ
ャ
ボ
ス
ズ
ゴ
ケBoulaya m

ittenii
が
わ
ず
か
に
着
生
し
て

い
た
。
苔
類
は
小
型
の
種
が
歩
道
沿
い
の
土
手
や
岩
上
に
生
育

す
る
蘚
類
の
マ
ッ
ト
に
隠
れ
る
よ
う
に
し
て
生
育
し
て
い
た
。

チ
ャ
ボ
マ
ツ
バ
ウ
ロ
コ
ゴ
ケBlepharostom

a m
inus

、
チ
ャ

ボ
ホ
ラ
ゴ
ケ
モ
ド
キ
、
ウ
ニ
ヤ
バ
ネ
ゴ
ケCephaloziella 

spinicaulis

、
イ
ト
コ
ミ
ミ
ゴ
ケLejeunea parva

等
で
あ
る
。

ま
た
、
落
葉
樹
の
樹
幹
に
は
カ
ラ
ヤ
ス
デ
ゴ
ケ
、
ウ
サ
ミ
ヤ
ス

デ
ゴ
ケ
、
ヒ
メ
ミ
ノ
リ
ゴ
ケA

crolejeunea pusilla

、
ヤ
マ

ト
ヨ
ウ
ジ
ョ
ウ
ゴ
ケCololejeunea japonica

、
ヤ
マ
ト
コ
ミ

ミ
ゴ
ケ
、
フ
ル
ノ
コ
ゴ
ケ
な
ど
が
着
生
し
て
い
た
。

以
上
、
地
質
的
に
新
し
い
順
に
各
調
査
地
点
の
蘚
苔
類
相
の

概
観
を
述
べ
た
。
一
番
新
し
い
幕
山
南
面
周
辺
で
は
、
土
壌
が

薄
く
、
森
林
の
発
達
は
あ
ま
り
良
く
な
い
。
水
流
の
あ
る
河
川

も
な
い
た
め
、
蘚
苔
類
は
県
内
で
も
乾
燥
気
味
の
里
山
や
緑
地

公
園
な
ど
に
出
現
す
る
種
が
多
い
。
し
か
し
、
梅
林
で
は
新
崎

川
に
近
い
こ
と
や
、
草
刈
り
な
ど
の
適
度
な
管
理
も
あ
り
蘚
苔

類
相
は
比
較
的
豊
か（

マ
あマ

）り
、
特
に
ヤ
マ
ト
ハ
ク
チ
ョ
ウ
ゴ
ケ
、

ホ
リ
カ
ワ
ツ
ボ
ミ
ゴ
ケ
、
フ
ソ
ウ
ツ
キ
ヌ
キ
ゴ
ケ
な
ど
の
興
味

あ
る
種
が
見
出
さ
れ
た
。

地
質
的
に
次
に
新
し
い
新
崎
川
流
域
か
ら
幕
山
北
面
に
か
け

て
は
落
葉
樹
の
川
辺
林
、
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
の
人
工
林
が
広
が
り
、

一
部
に
は
ク
ス
ノ
キ
の
純
林
が
成
立
し
て
い
る
。
林
下
で
は
適

度
な
湿
度
が
保
た
れ
、
腐
木
や
腐
植
土
、
転
石
な
ど
蘚
苔
類
の

着
生
基
物
も
種
々
あ
り
、
蘚
苔
類
相
は
や
や
変
化
に
乏
し
い
が

生
育
量
は
比
較
的
豊
か
で
あ
る
。
特
に
、
ク
ス
ノ
キ
林
で
は
他
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の
調
査
地
点
で
は
見
ら
れ
な
っ

（
マ
マ
）か

っ
た
ナ
ミ
ゴ
へ
イ
ゴ
ケ
や
ヨ

ウ
ジ
ョ
ウ
ゴ
ケ
な
ど
の
苔
類
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
大
型
の
蘚
類
、

キ
ダ
チ
ヒ
ラ
ゴ
ケ
、
リ
ボ
ン
ゴ
ケ
、
ク
シ
ノ
ハ
ゴ
ケ
、
ヒ
メ
ハ

イ
ゴ
ケ
な
ど
が
旺
盛
に
生
育
し
て
い
る
。
こ
れ
に
比
べ
森
林
の

発
達
が
良
く
な
い
幕
山
南
面
周
辺
で
は
日
照
量
が
多
く
、
乾
燥

し
て
お
り
、
蘚
苔
類
は
小
型
で
小
さ
な
塊
を
作
る
種
が
多
い
な

ど
、
種
類
と
生
育
量
に
相
違
が
見
ら
れ
る
。

岩
屋
道
か
ら
岩
屋
、
城
山
に
か
け
て
は
調
査
地
域
で
最
も
古

い
地
質
、
湯
河
原
火
山
に
属
す
る
。
岩
屋
道
か
ら
岩
屋
ま
で
の

問
は
、
谷
沿
い
に
発
達
し
た
ス
ギ
林
と
斜
面
の
カ
シ
類
の
混
じ

る
落
葉
樹
林
が
蘚
苔
類
に
様
々
な
生
育
環
境
を
提
供
し
て
い
る
。

途
中
に
は
水
量
は
や
や
少
な
い
が
三
本
の
沢
が
流
れ
て
お
り
、

河
床
は
安
山
岩
質
溶
岩
が
露
出
し
、
ジ
ョ
ウ
レ
ン
ホ
ウ
オ
ウ
ゴ

ケ
、
ホ
ウ
オ
ウ
ゴ
ケ
、
ニ
シ
ム
ラ
ヤ
バ
ネ
ゴ
ケ
、
サ
ワ
ク
サ
リ

ゴ
ケ
、
ア
ナ
ナ
シ
ツ
ノ
ゴ
ケ
な
ど
の
県
内
で
の
希
少
種
が
豊
富

に
生
育
し
て
い
る
。
岩
屋
内
に
は
ヒ
カ
リ
ゴ
ケ
が
少
量
な
が
ら

着
生
し
て
お
り
、
周
辺
の
林
内
で
は
半
ば
風
化
し
た
安
山
岩
質

溶
岩
や
倒
木
上
に
多
数
の
蘚
苔
類
が
見
出
さ
れ
た
。
特
に
苔
類

に
見
る
べ
き
も
の
が
多
い
の
は
他
の
調
査
地
点
と
大
き
く
異
な

る
点
で
あ
る
。
岩
屋
お
よ
び
岩
屋
道
周
辺
が
今
回
の
調
査
地
域

内
で
最
も
蘚
苔
類
相
の
豊
か
な
場
所
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に

地
史
的
時
間
差
が
蘚
苔
類
相
に
何
ら
か
の
相
違
を
も
た
ら
し
て

い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

三　

分
布
上
注
目
す
べ
き
種

三
・
一　

絶
滅
危
惧
種

環
境
省
Ｒ
Ｄ
Ｂ
に
記
載
さ
れ
た
絶
滅
危
惧
種
の
う
ち
次
の
五

種
が
確
認
さ
れ
た
。

カ
シ
ミ
ー
ル
ク
マ
ノ
ゴ
ケ
（
情
報
不
足
）

後
述
の
ヒ
カ
リ
ゴ
ケ
生
育
地
の
岩
屋
下
、
古
い
石
垣
の
そ
ば

の
岩
に
小
さ
な
群
落
が
少
数
着
生
し
て
い
た
。
以
前
は
岩
屋
か

ら
流
れ
出
し
た
湧
水
が
石
垣
を
流
れ
落
ち
て
い
た
ら
し
い
が
、

現
在
は
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
の
樋
が
設
置
さ
れ
水
は
石
垣
を
伝
わ
ず
、

⑷
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直
接
下
の
地
面
に
落
ち
て
い
る
。
カ
シ
ミ
ー
ル
ク
マ
ノ
ゴ
ケ
の

着
生
し
て
い
る
岩
は
乾
燥
し
て
お
り
、
水
分
条
件
が
厳
し
く

な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
五
月
末
の
調
査
で
胞
子
体
は
見
つ
け
ら

れ
な
か
っ
た
（
神
奈
川
県
新
産
、
図
二
Ｃ
、
Ｄ
（
省
略
））。

ジ
ョ
ウ
レ
ン
ホ
ウ
オ
ウ
ゴ
ケ
（
絶
滅
危
惧
Ⅰ
類
）

県
内
で
は
既
に
南
足
柄
市
大
雄
山
最
乗
寺
と
津
久
井
郡
藤
野

町
生
藤
山
の
生
育
地
が
知
ら
れ
て
い
る
。
本
調
査
地
内
の
生
育

地
は
幕
山
公
園
一
ノ
瀬
橋
よ
り
岩
屋
に
向
か
う
途
中
の
沢
で
、

流
水
に
洗
わ
れ
て
い
る
傾
斜
し
た
岩
盤
上
で
あ
る
。
ま
ば
ら
な

群
落
が
流
れ
の
あ
ち
こ
ち
に
散
在
し
、
全
体
で
は
か
な
り
の
量

の
植
物
体
が
見
ら
れ
た
が
胞
子
体
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
（
図

二
Ｅ
（
省
略
））。

ヤ
マ
ト
ハ
ク
チ
ョ
ウ
ゴ
ケ
（
準
絶
滅
危
惧
）

国
内
で
は
本
州
秋
田
県
以
南
か
ら
四
国
、
九
州
に
か
け
て
分

布
し
て
い
る
。
県
内
で
は
既
に
横
浜
市
内
に
二
カ
所
生
育
が
確

認
さ
れ
て
い
る
。
本
調
査
地
内
で
は
幕
山
南
面
お
よ
び
新
崎
川

沿
い
の
林
道
と
岩
屋
道
の
三
カ
所
で
生
育
し
て
い
た
。
い
ず
れ

も
岩
上
に
ま
ば
ら
な
群
落
を
作
り
、
胞
子
体
を
着
け
て
い
た
。

野
外
で
見
る
乾
燥
し
た
本
種
は
さ
く
柄
が
曲
が
ら
ず
セ
ン
ボ
ン

ゴ
ケ
科
の
種
と
紛
ら
わ
し
い
が
、
さ
く
歯
が
細
く
、
さ
く
歯
の

間
が
広
く
ま
ば
ら
な
様
子
が
良
い
特
徴
で
あ
る
。

ヒ
カ
リ
ゴ
ケ
（
絶
滅
危
惧
Ⅰ
類
）

植
物
愛
好
家
の
間
で
は
以
前
か
ら
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
一
九
九
六
年
勝
山
輝
男
氏
（
神
奈
川
県
立
生

命
の
星
・
地
球
博
物
館
）
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
。
生
育
地
の

岩
屋
は
史
跡
と
し
て
観
光
客
や
登
山
者
に
周
知
の
場
所
で
あ
る

が
、
ヒ
カ
リ
ゴ
ケ
の
存
在
に
気
が
つ
い
た
人
は
我
々
の
三
回
の

調
査
中
に
は
出
会
わ
な
か
っ
た
。
岩
屋
の
大
き
さ
は
横
約
一
〇

ｍ
、
高
さ
四
ｍ
、
奥
行
き
五
ｍ
ほ
ど
あ
り
、
北
東
に
向
か
っ
て

大
き
く
開
い
て
い
る
。
周
辺
は
ス
ギ
や
カ
シ
類
に
落
葉
樹
の
混

じ
る
林
で
、
一
部
が
落
葉
す
る
冬
季
で
も
薄
暗
い
。
天
井
の
岩

盤
の
窪
み
か
ら
常
に
水
が
滴
り
落
ち
て
小
さ
な
池
と
な
り
、
溢

⑿

⑺
⒀

⑽
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れ
た
水
が
周
辺
に
流
れ
出
し
て
い
る
。
ま
た
岩
屋
の
内
部
の
壁

か
ら
も
あ
ち
こ
ち
に
浸
み
だ
し
が
あ
る
。
ヒ
カ
リ
ゴ
ケ
は
岩
屋

の
中
程
、
石
仏
の
陰
の
岩
の
垂
直
面
の
窪
み
に
生
育
し
て
い
る

（
図
二
Ｂ
（
省
略
））。
勝
山
氏
に
よ
れ
ば
一
九
九
六
年
当
時
よ

り
群
落
は
か
な
り
縮
小
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
生
育
場

所
は
観
光
客
な
ど
に
踏
み
つ
け
ら
れ
る
心
配
は
な
い
が
、
周
辺

保
護
の
た
め
、
保
護
柵
の
設
置
を
神
奈
川
県
へ
申
し
出
て
い
る

が
ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
（
神
奈
川
県
新
産
）。

ヨ
ウ
ジ
ョ
ウ
ゴ
ケ
（
絶
滅
危
惧
Ⅰ
類
）

新
崎
川
林
道
沿
い
の
ク
ス
ノ
キ
林
内
で
、
ク
ス
ノ
キ
の
樹
幹

に
少
量
着
生
し
て
い
た
。
埼
玉
県
以
西
の
湿
っ
た
渓
谷
な
ど
の

常
緑
樹
林
で
生
薬
や
樹
幹
に
普
通
に
見
ら
れ
る
種
で
あ
る
。
神

奈
川
県
の
分
布
に
関
し
て
は
す
で
にCololejeunea goebelii

の
名
で
分
布
図
が
示
さ
れ
て
い
る
が
証
拠
標
本
の
詳
細
が
不
明

な
の
で
、
今
回
の
報
告
を
最
初
の
も
の
と
し
て
お
く
（
神
奈
川

県
新
産
）。

三
・
二　

神
奈
川
県
新
産

次
の
一
一
種
が
神
奈
川
県
新
産
種
と
し
て
確
認
さ
れ
た
。

カ
シ
ミ
ー
ル
ク
マ
ノ
ゴ
ケ

ヒ
カ
リ
ゴ
ケ

イ
セ
ノ
イ
ト
ツ
ル
ゴ
ケ

関
東
で
は
古
く
は
八
王
子
市
高
尾
山
の
記
録
が
あ
り
、
近
く

は
埼
玉
県
の
奥
秩
父
で
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
比
較
的
珍
し
い

種
の
よ
う
で
あ
る
。
植
物
体
は
く
す
ん
だ
濃
い
緑
色
を
し
て
お

り
、
一
見
生
育
不
良
の
イ
ワ
イ
ト
ゴ
ケ
属H

aplophym
enium

の
種
の
よ
う
で
あ
る
。
採
集
し
た
標
本
二
点
は
い
ず
れ
も
日
陰

の
湿
っ
た
岩
上
に
極
め
て
薄
い
マ
ッ
ト
を
作
っ
て
い
た
。

ケ
ヒ
ツ
ジ
ゴ
ケ　

Brachythecium
 garovaglioides

キ
ノ
ク
ニ
キ
ヌ
タ
ゴ
ケ

分
布
の
北
端
の
茨
城
県
か
ら
愛
知
県
ま
で
の
間
の
状
況
が
不

明
で
あ
っ
た
が
今
回
の
記
録
は
そ
の
間
を
つ
な
ぐ
も
の
で
あ
る
。

野
外
で
は
外
観
が
コ
モ
チ
イ
ト
ゴ
ケ
に
似
て
い
る
が
、
枝
先
が

⒁
⒂

⒃

⒁

⒄
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決
し
て
長
く
伸
び
な
い
こ
と
や
、
糸
状
の
無
性
芽
が
枝
先
に
多

数
つ
く
様
子
は
良
い
目
印
に
な
る
。

フ
ソ
ウ
ツ
キ
ヌ
キ
ゴ
ケ

最
近
、
ア
サ
ヒ
ホ
ラ
ゴ
ケ
モ
ド
キCalypogeia ovifolia

と

本
種
と
の
関
係
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
、
油
体
と
腹
葉
の
特
徴
で

は
区
別
で
き
な
い
と
し
て
ア
サ
ヒ
ホ
ラ
ゴ
ケ
モ
ド
キ
は
フ
ソ
ウ

ツ
キ
ヌ
キ
ゴ
ケ
の
異
名
と
さ
れ
た
。
油
体
の
眼
点
や
腹
葉
の
形

に
つ
い
て
は
、
状
態
の
良
い
生
品
が
得
ら
れ
た
の
で
理
解
の
一

助
に
な
れ
ば
と
考
え
図
を
作
成
し
た
。
岩
屋
横
の
大
き
な
岸
壁

に
は
多
量
に
生
育
し
て
お
り
、
無
性
芽
を
つ
け
た
群
落
も
見
ら

れ
た
（
図
三
（
省
略
））。

ニ
シ
ム
ラ
ヤ
バ
ネ
ゴ
ケ

従
来
紀
伊
半
島
以
南
に
分
布
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
が

そ
の
後
千
葉
県
房
総
半
島
で
も
確
認
さ
れ
た
。
千
葉
県
の
産
地

は
標
高
二
〇
〇
ｍ
を
最
高
に
あ
と
は
四
〇
ｍ
と
五
〇
ｍ
と
低
地

で
あ
る
が
、
分
布
の
北
限
に
近
い
幕
山
周
辺
で
は
二
三
〇
ｍ
か

ら
五
四
〇
ｍ
ま
で
と
や
や
標
高
が
高
い
こ
と
は
興
味
深
い
。
新

崎
川
の
流
水
沿
い
の
湿
っ
た
崖
に
生
育
し
て
い
た
群
落
に
は
花

被
が
見
ら
れ
た
（
図
二
Ｆ
（
省
略
））。

ホ
リ
カ
ワ
ツ
ボ
ミ
ゴ
ケ

幕
山
周
辺
の
本
種
は
小
型
で
葉
は
短
く
て
内
曲
し
、
眼
点
を

持
つ
油
体
が
確
認
で
き
な
け
れ
ば
識
別
が
難
し
い
。
生
植
物
は

オ
オ
ホ
ウ
キ
ゴ
ケ
に
似
て
、
も
っ
と
心
地
良
い
香
り
が
す
る
と

の
こ
と
で
あ
る
が
幕
山
の
も
の
で
は
香
り
は
弱
い
。
千
葉
県
立

中
央
博
物
館
の
古
木
達
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
最
近
に
な
っ
て
沖
縄

か
ら
東
北
ま
で
広
く
分
布
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
（
図
二
Ｇ
（
省
略
））。

ホ
ソ
ミ
ゾ
ゴ
ケ　

M
arsupella pseudofunckii

マ
ル
バ
コ
オ
イ
ゴ
ケ
モ
ド
キ　

D
iplophyllum

 andrew
sii

上
記
二
種
は
県
内
で
は
既
に
丹
沢
お
よ
び
箱
根
で
採
集
さ
れ

て
い
る
が
未
発
表
な
の
で
本
報
告
を
神
奈
川
県
新
産
と
し
て
お

く
。
県
内
で
は
二
種
と
も
、
標
高
一
、
〇
〇
〇
ｍ
あ
た
り
の
落

⒅

⒆

⒇

㉑



570

第五章　自然と環境問題

葉
樹
林
内
の
土
手
や
転
石
上
に
希
に
見
か
け
る
。

ヨ
ウ
ジ
ョ
ウ
ゴ
ケ　

Cololejeunea trichom
anis

（
中
略
）

引
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文
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史
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〇
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版
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九
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、
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八
五
―
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〇
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〇
〇
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古
木
達
郎
：
千
葉
中
央
博
自
然
誌
研
究
報
告
特
別
号
、

五
、

五
九
―
七
七
（
二
〇
〇
二
）。

㉞　
樋
口
正
信
、
西
村
直
樹
：
国
立
科
博
専
報
、
三
七
、
一
二

五
―
一
三
九
（
二
〇
〇
一
）。

㉟　
古
木
達
郎
、
樋
口
正
信
、
西
村
直
樹
：
国
立
科
博
専
報
、

三
七
、
一
四
一
―
一
五
八
（
二
〇
〇
一
）。

（
平
岡
照
代
、
磯
野
寿
美
子
、
佐
々
木
シ
ゲ
子
、
平
岡
正
三
郎

「
幕
山
（
神
奈
川
県
足
柄
下
郡
湯
河
原
町
）
周
辺
の
蘚
苔
類
」

『
自
然
環
境
科
学
研
究
』V

ol.18

、
二
一
～
四
〇
頁
、
財
団
法

人
平
岡
環
境
科
学
研
究
所
）

原
資
料
は
、
公
益
財
団
法
人
平
岡
環
境
科
学
研
究
所
か
ら
許

可
を
得
て
転
載
し
た
。

た
だ
し
、
横
書
き
を
縦
書
き
に
改
め
、
算
用
数
字
を
漢
数
字

に
置
き
換
え
、
カ
ン
マ
及
び
ピ
リ
オ
ド
を
句
読
点
に
、
ダ
ブ
ル

ク
オ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ー
ク
を
二
重
鉤
括
弧
に
置
き
換
え
た
。
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ま
た
、
英
文
要
旨
、
図
、
目
録
及
び
謝
辞
等
は
省
略
し
た
。

170　

原
子
力
発
電
所
事
故
に
伴
う
茶
の
出
荷
停
止
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

農
振
第
三
五
号

平
成
二
三
年
六
月
二
日

　

湯
河
原
町
長　

冨
田
幸
宏　

様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
奈
川
県
知
事　

黒
岩
祐
治　

印

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
に
お
い
て

発
生
し
た
事
故
に
伴
う
農
産
物
の
出
荷
に
つ
い
て（
要
請
）

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
別
紙
写
し
の
と
お
り
、
原
子
力
災
害

対
策
特
別
措
置
法
第
二
〇
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
原
子

力
災
害
対
策
本
部
長
か
ら
指
示
が
あ
り
ま
し
た
。

つ
き
ま
し
て
は
、
貴
町
内
の
茶
生
産
者
及
び
関
係
事
業
者
等

に
対
し
、
当
分
の
間
、
下
記
品
目
の
出
荷
及
び
使
用
を
差
し
控

え
る
よ
う
要
請
方
お
願
い
し
ま
す
。

要
請
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
ま
し

た
の
で
、
出
荷
制
限
要
請
文
に
添
付
す
る
と
と
も
に
、
生
産
者

へ
の
周
知
に
御
活
用
願
い
ま
す
。

な
お
、
関
係
農
業
協
同
組
合
あ
て
、
別
途
要
請
し
て
お
り
ま

す
の
で
御
了
知
願
い
ま
す
。

記

南
足
柄
市
、
小
田
原
市
、
愛
川
町
、
真
鶴
町
、
湯
河
原
町
及
び

清
川
村
に
お
い
て
産
出
さ
れ
た
茶

（
別
紙
）

指
示

平
成
二
三
年
六
月
二
日

神
奈
川
県
知
事　

　

黒
岩　

祐
治　

殿

原
子
力
災
害
対
策
本
部
長

内
閣
総
理
大
臣

菅　

直
人
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東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
に
お
い
て
発

生
し
た
事
故
に
関
し
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成

一
一
年
法
律
第
一
五
六
号
）
第
二
〇
条
第
三
項
に
基
づ
き
、
下

記
の
と
お
り
指
示
す
る
。

記

神
奈
川
県
南
足
柄
市
、
小
田
原
市
、
愛
川
町
、
真
鶴
町
、
湯

河
原
町
及
び
清
川
村
に
お
い
て
産
出
さ
れ
た
茶
に
つ
い
て
、
当

分
の
間
、
出
荷
を
差
し
控
え
る
よ
う
、
関
係
自
治
体
の
長
及
び

関
係
事
業
者
等
に
要
請
す
る
こ
と
。

（
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
）

南
足
柄
市
、
小
田
原
市
、
愛
川
町
、
真
鶴
町
、
湯
河
原
町
及
び

清
川
村
に
茶
の
ほ
場
を
持
っ
て
い
る
生
産
者
の
皆
様
へ

当
分
の
間
、
南
足
柄
市
、
小
田
原
市
、
愛
川
町
、
真
鶴
町
、
湯

河
原
町
及
び
清
川
村
で
生
産
し
た
生
茶
葉
を
出
荷
し
な
い
よ
う
、

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

神
奈
川
県
内
で
生
産
さ
れ
た
農
産
物
（
茶
）
の
放
射
性
物
質

検
査
を
実
施
し
た
結
果
、
五
月
一
一
日
に
南
足
柄
市
、
五
月
一

三
日
に
小
田
原
市
、
愛
川
町
、
真
鶴
町
、
湯
河
原
町
及
び
清
川

村
に
お
い
て
産
出
さ
れ
た
茶
（
生
茶
）
か
ら
、
食
品
衛
生
法
上

の
暫
定
規
制
値
を
上
回
る
放
射
性
物
質
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
二
三
年
六
月
二
日
に
、
国
か
ら
出
荷
制
限
の
指
示
が
あ

り
、
神
奈
川
県
知
事
か
ら
同
日
、
南
足
柄
市
長
、
小
田
原
市
長
、

愛
川
町
長
、
真
鶴
町
長
、
湯
河
原
町
長
及
び
清
川
村
長
に
対
し
、

当
該
市
町
村
で
産
出
さ
れ
た
茶
に
つ
い
て
、
当
分
の
間
、
出
荷

及
び
使
用
を
差
し
控
え
る
よ
う
、
生
産
者
及
び
関
係
事
業
者
に

周
知
す
る
よ
う
要
請
が
あ
り
ま
し
た
。

つ
き
ま
し
て
は
、
生
産
者
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
次
の

こ
と
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◎　

産
地
の
信
頼
を
確
保
し
、
風
評
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、

当
分
の
間
、
出
荷
を
差
し
控
え
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◎　

出
荷
制
限
等
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
損
害
の
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賠
償
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
補
償
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
こ

と
か
ら
、
書
面
記
録
等
を
保
管
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

【
分
析
結
果
】

産　
　
　

地

採
取
日

核
種
別
放
射
能
濃
度

［
Bq
（
ベ
ク
レ
ル
）
／
㎏
］

放
射
性

ヨ
ウ
素

　

放
射
性　

　

セ
シ
ウ
ム

南
足
柄
市
（
露
地
）
＊
五
／
九

不
検
出

五
七
〇

小
田
原
市
（
露
地
）

五
／
一
一

不
検
出

七
八
〇

秦
野
市
（
露
地
）

　

〃

不
検
出

　

九
二

中
井
町
（
露
地
）

　

〃

不
検
出

三
三
〇

松
田
町
（
露
地
）

　

〃

不
検
出

二
四
〇

山
北
町
（
露
地
）

　

〃

不
検
出

二
八
〇

開
成
町
（
露
地
）

　

〃

不
検
出

一
五
八

愛
川
町
（
露
地
）

　

〃

不
検
出

六
七
〇

清
川
村
（
露
地
）

五
／
一
一

不
検
出

七
四
〇

厚
木
市
（
露
地
）
＊

五
／
一
二

不
検
出

三
二
〇

伊
勢
原
市
（
露
地
）
＊　

〃

不
検
出

二
〇
〇

大
井
町
（
露
地
）
＊
　

〃

不
検
出

六
四

箱
根
町
（
露
地
）
＊
　

〃

不
検
出

三
三
〇

真
鶴
町
（
露
地
）
＊
　

〃

不
検
出

五
三
〇

湯
河
原
町
（
露
地
）
＊　

〃

不
検
出

六
八
〇

相
模
原
市
（
露
地
）
＊
五
／
一
三

不
検
出

四
四
〇

・
検
査
機
関　

＊
は
民
間
分
析
機
関　

他
は
県
衛
生
研
究
所

・
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
は
暫
定
規
制
値
を
上
回
っ
た
も
の

・
茶
の
暫
定
規
制
値　

放
射
性
セ
シ
ウ
ム
五
〇
〇
Bq
／
㎏

　

（

暫
定
規
制
値
は
、
原
子
力
安
全
委
員
会
が
示
し
た
指
標
を

も
と
に
厚
生
労
働
省
が
定
め
た
も
の
で
す
。）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

放
射
性
セ
シ
ウ
ム
が
基
準
値
を
上
回
り
、
出
荷
し
な
い
よ
う

に
国
及
び
知
事
か
ら
の
指
示
文
書
。
湯
河
原
町
の
セ
シ
ウ
ム
濃

度
は
小
田
原
、
清
川
に
つ
い
で
三
番
目
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
出
荷
制
限
が
解
除
さ
れ
た
の
は
、
二
〇
一
二
（
平
成
二

四
）
年
一
〇
月
一
九
日
付
で
あ
る
。
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第
二
節　

廃
棄
物
処
理

171　

塵
芥
焼
却
施
設
設
置
に
関
す
る
熱
海
市
と
の
協
約
書

湯
河
原
町
塵
芥
焼
却
施
設
の
設
置
に
関
す
る
協
約
書

熱
海
市
長
小
松
勇
次
を
「
甲
」
と
し
、
湯
河
原
町
長
八
亀
武

雄
を
「
乙
」
と
し
て
湯
河
原
町
塵
芥
焼
却
施
設
の
設
置
に
つ
い

て
次
の
と
お
り
協
約
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
協
約
は
乙
が
甲
の
区
域
内
に
塵
芥
焼
却
施
設

（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。）
を
設
置
し
こ
れ
を
双
方
に
お
い

て
使
用
す
る
を
目
的
と
す
る
。

（
営
造
物
設
置
の
承
認
）

第
二
条　

甲
は
、
乙
の
施
設
を
甲
の
所
有
す
る
熱
海
市
泉
元
門

川
分
字
大
黑
崎
二
六
八
番
地
の
七
（
現
熱
海
市
塵
芥
焼
却
場

敷
地
内
）
に
設
置
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
。

（
営
造
物
敷
地
面
積
）

第
三
条　

乙
の
使
用
す
る
施
設
の
敷
地
面
積
は
前
条
敷
地
内
の

一
〇
二
、
五
平
方
メ
ー
ト
ル
（
三
一
坪
）
と
し
別
紙
図
面
の

表
示
箇
所
と
す
る
。

（
施
設
構
造
）

第
四
条　

乙
が
設
置
す
る
施
設
の
う
ち
焼
却
炉
は
日
量
一
五
ト

ン
（
四
、
〇
〇
〇
貫
）
と
す
る
も
將
来
甲
が
同
所
に
一
八
、

七
五
ト
ン
（
五
、
〇
〇
〇
貫
）
焼
却
炉
の
増
設
を
す
る
こ
と

を
予
定
し
、
煙
突
及
び
煙
道
は
あ
ら
か
じ
め
三
三
、
七
五
ト

ン
（
九
、
〇
〇
〇
貫
）
能
力
の
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ

の
費
用
は
、
乙
の
負
担
と
す
る
。

（
附
属
設
備
）

第
五
条　

堀
、
植
樹
そ
の
他
乙
が
必
要
と
す
る
附
属
設
備
並
び

に
既
設
の
附
属
建
物
（
熱
海
市
塵
芥
焼
却
場
附
属
建
物
）
等

の
移
設
、
整
地
等
は
、
乙
に
お
い
て
な
す
も
の
と
す
る
。
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（
工
亊
設
計
施
行
）

第
六
条　

乙
は
施
設
の
設
計
及
び
こ
の
工
亊
の
施
行
に
つ
い
て

は
あ
ら
か
じ
め
甲
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

（
施
設
の
所
有
及
び
維
持
管
理
）

第
七
条　

乙
が
設
置
し
た
施
設
は
甲
が
將
来
同
所
に
更
に
焼
却

炉
を
増
設
す
る
ま
で
、
乙
に
お
い
て
こ
れ
を
維
持
管
理
す
る

も
の
と
し
、
余
剩
焼
却
能
力
は
甲
に
無
償
に
て
使
用
せ
し
め

る
も
の
と
す
る
。

（
施
設
の
交
換
）

第
八
条　

甲
が
將
来
乙
の
施
設
に
焼
却
炉
を
增
設
し
た
場
合
は
、

甲
が
現
在
所
有
管
理
し
て
い
る
旧
施
設
（
四
、
〇
〇
〇
貫
焼

却
能
力
）
と
乙
の
施
設
（
四
、
〇
〇
〇
貫
焼
却
能
力
）
と
を

無
償
に
て
交
換
す
る
も
の
と
す
る
。

（
土
地
使
用
料
）

第
九
条　

第
三
条
に
定
め
る
敷
地
の
使
用
料
は
、
第
八
条
に
よ

る
施
設
の
交
換
ま
で
無
料
と
す
る
。
た
だ
し
、
施
設
交
換
後

の
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
交
換
の
と
き
甲
乙
協
議
の
上
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
）

第
十
条　

こ
の
協
約
締
結
後
甲
に
お
い
て
同
敷
地
内
に
お
け
る

施
設
の
移
転
を
必
要
と
す
る
場
合
が
生
じ
た
と
き
は
、
乙
は

異
議
な
く
、
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
乙

は
取
こ
わ
し
、
移
転
等
に
要
す
る
補
償
等
の
一
切
を
甲
に
請

求
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
協
約
の
有
効
期
間
）

第
十
一
条　

こ
の
協
約
の
有
効
期
間
は
、
昭
和
三
十
三
年
四
月

一
日
よ
り
昭
和
四
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
た

だ
し
、
期
間
満
了
の
場
合
は
、
甲
乙
協
議
の
上
こ
れ
を
更
新

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

右
協
約
の
証
と
し
て
本
書
弐
通
を
作
成
し
記
名
捺
印
の
上
各

自
壱
通
を
保
有
す
る
。

昭
和
三
十
三
年　

月　

日
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甲　

熱
海
市
長　
　

小
松
勇
次

乙　

湯
河
原
町
長　

八
亀
武
雄

（「
昭
和
三
三
年　

議
会
書
類
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

一
九
五
八
（
昭
和
三
三
）
年
当
時
の
町
塵
芥
処
理
場
は
宮
上

の
温
泉
街
に
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
処
理
し
き
れ
ず
、
一
部
を

熱
海
の
処
理
施
設
で
処
理
し
て
い
た
が
そ
れ
で
も
間
に
合
わ
ず

新
た
に
建
設
す
る
こ
と
に
し
た
議
会
議
決
文
書
。
こ
の
施
設
の

土
地
は
熱
海
市
に
属
し
熱
海
市
と
湯
河
原
町
で
協
定
を
結
ん
で

建
設
し
た
。

な
お
、
随
意
請
負
契
約
書
、
起
債
資
料
は
省
略
し
た
。

172　

湯
河
原
町
清
掃
条
例

湯
河
原
町
清
掃
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
三
月
三
十
日

条
例
第
九
号
）

（
総
則
）

第
一
条　

清
掃
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
七
十
二
号
以
下

「
法
」
と
い
う
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
清
掃

区
域
内
の
汚
物
処
理
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
が
あ
る
も

の
ゝ
外
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
容
器
の
設
置
）

第
二
条　

特
別
清
掃
区
域
内
の
土
地
又
は
建
物
の
占
有
者
（
占

有
者
が
な
い
場
合
に
は
管
理
者
と
す
る
。
以
下
「
占
有
者
」

と
い
う
）
は
、
そ
の
土
地
又
は
建
物
か
ら
生
じ
た
「
ご
み
」

大黒崎塵芥焼却場施設予定地（湯河原町焼却場）

○
○
○
○

○
○
○
○
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「
燃
え
が
ら
」
等
を
各
別
の
容
器
に
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
但
し　

自
ら
汚
物
を
処
分
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の

限
り
で
な
い
。

2
．
前
項
の
容
器
に
は
次
の
も
の
を
混
入
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
、
法
定
伝
染
病
患
者
の
排
せ
つ
物
の
附
着
し
た
も
の
で

消
毒
を
施
さ
な
い
も
の
。

二
、
土
石
の
類

三
、
器
物
の
破
損
片
で
容
積
又
は
重
量
の
甚
し
く
大
な
る

も
の
。

四
、
爆
発
の
急
険
の
あ
る
も
の
又
は
甚
し
く
悪
臭
を
発
す

る
も
の
。

五
、
町
長
が
特
に
塵
芥
の
収
集
運
搬
に
支
障
を
及
ぼ
す
と

認
め
た
も
の
。

3
．
第
一
項
の
容
器
に
は
常
に
ふ
た
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
犬
ビ○

ヨ○

ウ○

等
の
死
体
申
告
）

第
三
条　

占
有
者
等
は
、
犬
ビ○

ヨ○

ウ○

等
の
死
体
を
自
ら
処
理
す

る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
町
長
に
申
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
清
潔
の
保
持
）

第
四
条　

占
有
者
等
は
、
便
所
及
び
塵
芥
の
周
囲
を
掃
除
し
、

屋
外
に
し○

に○

よ○

う○

槽
を
設
け
た
も
の
は
覆
を
施
し
常
に
清
潔

を
保
つ
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
．
動
物
を
飼
育
す
る
も
の
は
飼
育
場
所
の
清
潔
を
保
持
し
、

カ○

、
は
え
等
の
発
生
防
止
及
び
そ
の
駆
除
並
び
に
悪
臭
、
騒

音
の
発
生
防
止
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
汚
物
処
分
計
画
の
告
示
等
）

第
五
条　

町
長
は
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
汚
物
の
収
集
運
搬

及
び
処
分
に
つ
い
て
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
告
示
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
町
民
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

計
画
に
大
き
な
変
更
が
あ
つ
た
場
合
も
同
様
と
す
る
。

（
多
量
排
出
の
範
囲
）
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第
六
条　

法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
運
搬
又
は
処
分
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
多
量
な
汚
物
の
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
、
ご
み
、
燃
え
が
ら　

一
日
平
均
五
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム

（
一
三
三
貫
）
以
上

二
、
し〇
に〇
よ〇
う〇　
　
　
　

一
日
平
均
三
六
〇
リ
ッ
ト
ル

（
二
石
）
以
上

2
．
前
項
第
一
号
の
ご
み
、
燃
え
が
ら
は
各
別
に
或
は
こ
れ

を
合
せ
た
量
を
い
う
。

（
特
殊
な
汚
物
）

第
七
条　

法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
運
搬
又
は
処
分
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
汚
物
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
、
有
毒
性
を
含
む
も
の
。

二
、
甚
し
く
悪
臭
を
発
す
る
も
の
。

三
、
危
険
性
を
有
す
る
も
の
。

四
、
そ
の
他
町
長
が
指
定
す
る
も
の
。

（
自
己
処
分
の
処
理
基
準
）

第
八
条　

特
別
清
掃
地
域
内
の
土
地
又
は
建
物
の
占
有
者
は
、

自
ら
汚
物
を
処
分
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
清
掃
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
一
八
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ

り
衛
生
的
に
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
し〇
に〇
よ〇
う〇
貯
溜
槽
設
置
の
届
出
）

第
九
条　

便
所
又
は
堆
肥
舎
以
外
の
場
所
に
し〇
に〇
よ〇
う〇
貯
溜
槽

を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
町
長
に
届
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

、
住
所
、
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
、
所
在
地
及

び
代
表
者
の
氏
名
）

二
、
設
置
場
所
及
び
附
近
の
見
取
図

三
、
整
地
及
び
建
物
の
面
積

四
、
し〇
に〇
よ〇
う〇
貯
溜
槽
の
配
置
、
構
造
及
び
図
面

（
汚
物
取
扱
業
者
許
可
申
請
事
項
）

第
十
条　

法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
汚
物
取
扱
業
者
（
以
下
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「
取
扱
業
者
」
と
い
う
）
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
町
長
に
提
出
し
て
許
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、
本
籍
地
、
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
（
法
人
に
あ
つ

て
は
そ
の
名
称
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
。

（
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
定
款
の
写
及
び
登
記
簿
謄

本
を
添
付
す
る
こ
と
）

二
、
営
業
所
の
所
在
地

三
、
取
扱
汚
物
並
び
に
収
集
運
搬
及
び
処
分
の
別

四
、
汚
物
の
積
換
場
、
処
理
場
、
車
庫
等
の
所
在
地
、
構
造
、

仕
様
書
及
び
附
近
の
見
取
図

五
、
自
動
車
そ
の
他
主
た
る
作
業
用
具
の
種
類
及
び
数
量

六
、
従
業
員
の
数

七
、
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
の
方
法
並
び
に
作
業
計
画

八
、
作
業
区
域
、
収
集
、
戸
数
及
び
一
日
の
作
業
能
力

九
、
取
扱
料
金

（
許
可
証
の
交
付
）

第
十
一
条　

町
長
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
汚
物
取
扱
業
を
許
可

し
た
と
き
は
期
限
を
付
し
て
許
可
証
を
交
付
す
る
。

2
．
前
項
の
期
限
が
満
了
す
る
に
至
る
と
き
は
、
そ
の
十
五

日
前
ま
で
に
町
長
に
申
請
し
改
め
て
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
申
請
の
変
更
）

第
十
二
条　

取
扱
業
者
は
第
十
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及

び
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
事
項
中
変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
そ
の
事
由
を
具
し
、
事
前
に
町
長
の
承
認
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
の
事
項

に
変
更
の
あ
つ
た
と
き
は
、
五
日
以
内
に
町
長
に
届
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
休
業
及
び
廃
業
）

第
十
三
条　

取
扱
業
は
、
特
に
休
業
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き

は
、
休
業
期
間
中
住
民
に
迷
惑
を
及
ぼ
さ
な
い
措
置
を
講
じ
、
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次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
町
長
に
提
出
し
て
許
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
休
業
期
間
を
延
長
す
る
時
も
同

様
と
す
る
。

一
、
休
業
期
間

二
、
理
由

三
、
具
体
的
対
策

2
．
取
扱
業
者
は
廃
業
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
二
ケ

月
以
上
前
ま
で
に
理
由
を
具
し
た
申
請
書
を
町
長
に
提
出
し

て
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条　

取
扱
業
者
（
従
業
員
を
含
む
）
は
汚
物
の
処
理
を

依
頼
さ
れ
た
と
き
は
正
当
な
理
由
な
く
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な

ら
な
い
。

（
許
可
手
数
量

（
料
））

第
十
五
条　

汚
物
取
扱
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
の
手
数
料
を
申
請
の
際
の（

マ

際マ
）

、
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
、
許
可
手
数
料　
　
　

金　

千
円

二
、
許
可
更
新
手
数
料　

金
五
百
円

（
同
業
者
団
体
の
届
出
）

第
十
六
条　

取
扱
業
者
が
同
業
者
組
合
を
設
立
し
た
と
き
は
、

組
合
規
約
及
び
組
合
員
名
簿
を
添
え
て
町
長
に
届
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
汚
物
取
扱
手
数
料
の
徴
収
）

第
十
七
条　

町
長
は
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
汚
物
の
収
集

及
び
処
分
に
関
し
、
土
地
又
は
建
物
の
占
有
者
か
ら
、
こ
の

条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
汚
物
取
扱
手

（
マ
マ
）手

数
料
（
以
下

「
手
数
料
」
と
い
う
）
を
徴
収
す
る
。

2
．
前
項
の
手
数
料
は
、
し〇
に〇
よ〇
う〇
処
理
手
数
料
と
し
次
の

範
囲
内
で
町
長
が
定
め
る
。

一
、
普
通
料
金　

普
通
世
帯
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
一
樽

（
二
斗
入
と
す
る
）
に
つ
き
四
十
円
以
内

二
、
特
別
料
金　

官
公
庁
、
学
校
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
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の
一
樽
（
二
斗
入
と
す
る
）
に
つ
き
三
十

円
以
内

3
．
犬
、
ね
こ
等
の
死
体
に
つ
い
て
は
手
数
料
を
徴
収
し
な

い
。
但
し
特
に
費
用
を
要
し
た
場
合
は
、
実
費
を
徴
収
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
手
数
料
の
徴
収
方
法
）

第
十
八
条　

手
数
料
の
徴
収
は
し〇
に〇
よ〇
う〇
処
理
手
数
料
に
つ
い

て
は
、
町
の
発
行
す
る
取
扱
券
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
う
。

2
．
前
項
の
取
扱
券
は
汲
取
先
に
対
し
て
予
め
現
金
と
引
換

え
に
交
付
す
る
。

但
し
、
町
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
指
定
取
扱
者
に
交
付

を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
．
し〇
に〇
よ〇
う〇
の
汲
取
を
受
け
る
も
の
は
汲
取
の
際
、
汲
取

人
に
対
し
て
そ
の
樽
数
に
相
当
す
る
汲
取
券
を
渡
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

4
．
既
に
交
付
し
た
汲
取
券
は
現
金
と
引
換
え
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

但
し
、
町
長
に
お
い
て
事
情
止
む
を
得
な
い
と
認
め
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
手
数
料
の
減
免
）

第
十
九
条　

町
長
は
天
災
そ
の
他
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
手
数
料
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
．
し〇
に〇
よ〇
う〇
の
手
数
料
を
減
免
し
た
者
に
対
し
て
は
割
引

又
は
無
料
汲
取
券
を
交
付
す
る
。
但
し
、
時
宣
に
よ
り
こ
れ

を
交
付
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

3
．
前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
割
引
又
は
無
料
汲
取
券

は
こ
れ
を
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。

4
．
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
譲
渡
し
た
汲
取
券
は
こ
れ
を

無
効
と
し
、
違
反
者
に
対
し
て
は
減
免
の
取
扱
を
中
止
す
る

こ
と
が
あ
る
。

（
汲
取
券
の
引
換
）

第
二
十
条　

汲
取
券
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
既
に
交
付
し
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た
汲
取
券
は
町
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
引
換
え
を
受
け

な
け
れ
ば
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

但
し
、
町
長
が
必
要
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
こ
の
限
り
で

な
い
。

2
．
前
項
の
規
定
に
よ
り
引
換
え
を
受
け
な
い
と
き
は
、
旧

汲
取
券
は
無
効
と
す
る
。

（
委
任
）

第
二
十
一
条　

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
規
則

で
定
め
る
。

附　

則

1
．
こ
の
条
例
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
六
年
四

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（「
昭
和
三
五
年　

条
例
規
則
に
関
す
る
綴
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

町
と
し
て
の
清
掃
に
関
す
る
条
例
。
し
尿
貯
留
槽
の
設
置
場

所
の
届
出
な
ど
、
当
時
の
実
情
を
反
映
し
て
い
る
。
量
は
樽
で

換
算
し
て
い
る
。

173　

美
化
運
動
実
施
要
綱

　

（
表
紙
）

　
　
　
　

湯
河
原
町
美
化
運
動
実
施
要
綱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
美
化
運
動
実
施
本
部

一
、
目
的

美
し
い
も
の
を
好
む
の
は
自
然
の
情
で
あ
り
、
き
れ
い
で
美

し
い
環
境
に
生
活
す
る
こ
と
は
誰
も
が

む
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
私
達
の
周
囲
を
見
る
と
川
に
は
ゴ
ミ
の
山
が
あ
り
、
駅
や

広
場
に
は
紙
く
ず
が
散
乱
し
、
狭
い
道
路
に
は
物
が
置
か
れ

て
い
る
。
き
れ
い
で
美
し
い
環
境
と
は
程
遠
い
状
態
で
あ
る
。

よ
っ
て
県
が
推
進
す
る
美
化
運
動
に
呼
応
し
、
町
内
各
種
団

体
関
係
機
関
と
緊
密
な
連
け
い
を
と
り
、
町
民
運
動
と
し
て

み
ん
な
が
楽
し
く
生
活
出
来
る
環
境
を
作
ろ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

二
、
目
標
及
び
期
間
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美
化
運
動
の
目
標
は
道
路
、
河
川
、
公
園
、
広
場
、
公
共
施

設
等
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
住
宅
街
、
商
店
街
等
町
内
す
べ
て

の
場
所
が
き
れ
い
で
美
し
く
な
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
美

化
運
動
の
期
間
は
、
こ
の
運
動
の
性
質
上
限
定
す
る
こ
と
は

適
当
で
な
い
が
、
美
化
の
目
標
達
成
の
手
段
と
し
て
と
り
あ

え
ず
三
ヶ
年
計
画
と
し
て
実
施
す
る
。

三
、
内
容

美
化
運
動
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
町
、
区
会
、
各

種
団
体
は
も
と
よ
り
町
民
一
人
一
人
の
協
力
と
実
行
に
ま
つ

と
こ
ろ
が
多
い
。
町
民
一
人
一
人
が
、
各
家
庭
が
、
各
団
体

が
す
べ
て
の
場
所
を
よ
ご
さ
ず
、
き
れ
い
に
す
る
、
そ
し
て

美
し
く
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
美
化
運
動
を
実
施
す
る
に
当
っ
て
は
、
町
民
に
そ

の
趣
旨
を
徹
底
す
る
た
め
積
極
的
に
啓
発
し
、
か
つ
、
町
が

行
政
執
行
の
立
場
並
び
に
町
民
の
協
力
に
こ
た
え
る
立
場
か

ら
、
美
化
に
必
要
な
各
種
の
施
設
、
設
備
を
整
備
す
る
は
も

ち
ろ
ん
、
積
極
的
な
美
化
活
動
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

四
、
美
化
運
動
の
実
施
要
項

美
化
運
動
と
し
て
実
施
す
べ
き
亊
項
は
概
ね
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

㈠　

や
た
ら
に
も
の
を
捨
て
な
い
。
き
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
に

も
の
を
捨
て
る
と
い
う
習
慣
を
つ
け
る
。
從
っ
て
誰
れ
で

も
煙
草
の
灰
皿
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
吸
わ
な
い
。

紙
く
ず
は
、
く
ず
籠
に
入
れ
る
と
い
う
習
慣
及
び
く
ず
を

持
っ
て
帰
え
る
と
い
う
習
慣
を
つ
け
る
よ
う
広
報
し
、
協

力
を
求
め
る
。

㈡　

自
宅
の
周
囲
や
前
の
道
路
を
掃
除
す
る
生
活
習
慣
を
つ

け
る
。
官
公
庁
、
学
校
、
会
社
、
工
場
、
駅
、
病
院
、
集

会
場
、
各
家
庭
等
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
が
清
掃
に
つ
と
め
、

う
つ
く
し
く
す
る
よ
う
積
極
的
に
広
報
し
協
力
を
求
め
る
。

㈢　

さ
ら
に
本
町
は
観
光
客
の
出
入
が
多
い
の
で
観
光
客
に

対
し
て
、
本
運
動
の
趣
旨
の
周
知
を
行
い
、
エ
チ
ケ
ッ
ト
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の
向
上
を
は
か
る
。

㈣　

從
来
実
施
し
て
来
た
道
路
愛
護
運
動
、
カ
と
ハ
エ
を
な

く
す
運
動
、
商
店
街
美
化
運
動
等
は
本
運
動
の
一
環
と
し

て
推
進
す
る
。

㈤　

町
が
管
理
す
る
公
園
等
の
管
理
取
締
り
を
強
化
し
、
か

つ
、
美
化
の
た
め
の
整
備
を
は
か
る
。
ま
た
駅
、
そ
の
他

公
衆
の
出
入
す
る
場
所
に
つ
い
て
は
そ
の
管
理
者
が
美
化

運
動
の
趣
旨
の
も
と
に
必
要
な
施
設
設
備
の
整
備
拡
充
に

努
め
る
よ
う
に
す
る
。

㈥　

道
路
、
街
路
等
は
き
れ
い
に
、
か
つ
美
し
く
す
る
よ
う

規
制
、
清
掃
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

㈦　

清
掃
組
織
の
充
実
強
化
を
は
か
る
。

五
、
運
動
実
施
機
関

㈠　

美
化
運
動
実
施
の
た
め
、
湯
河
原
町
役
場
内
に
美
化
運

動
実
施
本
部
を
お
く
。

㈡　

美
化
運
動
実
施
本
部
は
美
化
運
動
の
推
進
実
施
に
あ
た

る
。

㈢　

実
施
本
部
の

務
は
湯
河
原
町
役
場
総
務
課
が
当
る
。

（
後
略
）

（「
湯
河
原
町
美
化
運
動
実
施
に
関
す
る
書
類
綴
」
湯
河
原
町

役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

美
化
運
動
全
体
の
計
画
書
。
一
九
六
二
（
昭
和
三
七
）
年
に

作
成
さ
れ
県
な
ど
と
一
体
と
な
り
取
り
組
ま
れ
た
。
な
お
、
本

資
料
に
は
美
化
運
動
実
施
機
関
構
成
、
広
報
事
業
計
画
な
ど
の

文
書
が
付
さ
れ
て
い
る
が
省
略
し
た
。
具
体
的
運
動
は
同
年
五
、

六
月
か
ら
開
始
さ
れ
た
。

174　

大
黒
崎
新
築
ゴ
ミ
焼
却
場
建
設
に
つ
い
て
合
意

湯
河
原
側
と
の
紛
争　

公
害
問
題
解
決　

大
黑
崎
の
ゴ

ミ
燒
場　

地
元
の
要
望
を
入
れ　

や
っ
と
建
設
で
き
る

熱
海
市
が
大
黒
崎
し
尿
処
理
場
内
一
、
九
八
〇
平
方
㍍
に
移
転
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新
築
す
る
ゴ
ミ
焼
却
場
は
、
県
境
湯
河
原
町
門
川
地
区
住
民

（
木
村
利
正
区
長
）
か
ら
「
公
害
が
あ
る
」
と
し
て
強
い
反
対

を
受
け
難
航
し
て
い
た
が
、
十
三
日
、
湯
河
原
町
の
室
伏
助
役
、

市
川
公
造
町
議
、
高
橋
民
生
課
長
ら
が
熱
海
市
を
訪
問
、
西
島

助
役
や
石
村
観
民
部
長
、
多
比
衛
生
課
長
ら
と
話
し
あ
つ
た
結

果
、
地
元
住
民
の
要
望
を
あ
る
程
度
受
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、

争
そ
い
続
け
た
建
設
問
題
も
や
つ
と
解
決
し
た
。

熱
海
市
が
建
設
す
る
ゴ
ミ
焼
却
場
は
現
在
の
焼
却
場
が
狭
く
な

つ
た
た
め
昨
年
七
年

（
マ
マ
）こ

ろ
改
良
増
設
計
画
を
た
て
、
昨
年
の
十

二
月
議
会
で
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ヨ
ン
機
械
炉
を
取
り
つ
け
る
た
め

一
億
三
千
万
円
の
予
算
を
議
決
四
十
、
四
十
一
年
の
二
か
年
継

続
事
業
で
着
工
す
る
段
階
に
な
つ
て
い
た
と
こ
ろ
が
移
転
す
る

場
所
が
門
川
地
区
住
民
の
所
有
す
る
、
み
か
ん
畑
に
近
く
、
同

地
区
住
民
か
ら
①
悪
臭
が
ひ
ど
く
な
る
②
煙
り
で
み
か
ん
の
成

育
が
不
良
に
な
る
③
み
か
ん
狩
り
の
名
所
が
だ
め
に
な
る
な
ど

の
公
害
が
あ
る
と
し
て
強
い
反
対
態
度
が
打
ち
出
さ
れ
、
市
川

市
長
も
み
ず
か
ら
湯
河
原
町
を
訪
れ
「
運
営
面
や
施
設
面
で
、

絶
対
迷
惑
を
か
け
な
い
」
と
説
得
し
て
き
た
が
話
し
あ
い
が
つ

か
な
か
つ
た
。

こ
の
た
め
機
械
炉
が
到
着
し
て
起
工
式
を
行
な
う
段
階
に
な
つ

て
い
て
も
工
事
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず
延
び
延
び
に
な
つ

て
い
た
も
の
で
、
市
で
は
起
工
式
を
や
ら
ず
解
決
を
待
ち
、
き

の
う
市
議
会
公
営
事
業
委
員
会
が
現
地
視
察
し
て
、
や
つ
と
建

設
工
事
を
は
じ
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

▽
多
比
衛
生
課
長
の
話
＝
湯
河
原
町
と
の
公

（
マ
マ
）域

都
市
開
発
計

画
も
具
体
化
し
て
い
る
お
り
か
ら
紛
争
の
二
の
舞
い
は
し
た

く
な
い
の
で
、
な
る
べ
く
首
悩

（
脳
）部

の
間
で
円
満
解
決
を
は
か

つ
て
も
ら
う
べ
く
、
内
密
に
事
を
運
ん
で
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
も
あ
る
こ
と
だ
し
、
お
互
に
感
情
的
に
な
つ
て
も
ま

ず
い
し
、
湯
河
原
側
も
そ
の
点
苦
心
し
て
い
た
よ
う
だ
。
と

に
か
く
円
満
解
決
し
て
建
設
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
よ
か

つ
た
。



587

第二節　廃棄物処理

（「
東
海
民
報
」
昭
和
四
一
年
四
月
一
五
日
付
）

熱
海
市
側
か
ら
の
取
材
で
湯
河
原
町
及
び
門
川
地
区
住
民
か

ら
の
意
見
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
焼
却
場
問
題
が
解
決
し

た
と
す
る
新
聞
記
事
。

175　

町
・
ご
み
を
違
法
投
棄

湯
河
原
町
主
催　

ゴ
ミ
捨
て
音
頭　

手
本
に
業
者
も

踊
る　

県
に
始
末
書
「
や
む
を
え
ず
」600
㌧　

ツ
バ

キ
ラ
イ
ン
沿
い
汚
す

桜
、
ツ
バ
キ
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
る
下
郡
湯
河
原
町
の
ツ

バ
キ
ラ
イ
ン
（
県
道
湯
河
原･

箱
根
仙
石
原
線
）
沿
い
の
県
立

自
然
公
園
内
に
、
同
町
が
一
般
家
庭
な
ど
か
ら
収
集
し
た
ゴ
ミ

を
不
法
投
棄
し
て
い
た
こ
と
が
二
十
日
の
町
議
会
で
明
ら
か
に

さ
れ
た
。
町
で
は
「
違
法
は
承
知
だ
が
、
や
む
を
得
な
か
っ
た
」

と
ゴ
ミ
処
理
対
策
の
悩
み
を
訴
え
た
が
、
ゴ
ミ
が
捨
て
ら
れ
た

場
所
は
悪
臭
が
漂
い
、
建
築
業
者
な
ど
が
次
々
に
廃
材
を
捨
て

る
な
ど
、
せ
っ
か
く
の
緑
の
観
光
地
を
だ
い
な
し
に
し
て
し

ま
っ
た
。

二
十
日
の
議
会
で
丸
山
孝
夫
議
員
（
共
産
）
が
「
県
立
自
然

公
園
で
風
致
地
区
に
な
っ
て
い
る
う
え
、
土
砂
流
出
防
備
保
安

林
に
指
定
さ
れ
て
い
る
同
町
宮
上
七
七
三
ノ
四
の
山
林
内
（
私

有
地
）
に
町
が
ゴ
ミ
を
不
法
投
棄
、
県
に
県
風
致
条
例
違
反
で

始
末
書
を
取
ら
れ
た
。
こ
の
不
法
投
棄
に
よ
っ
て
自
然
を
破
壊

し
た
責
任
は
重
大
で
あ
る
」
と
町
の
姿
勢
を
追
及
し
た
。

丸
山
議
員
の
説
明
に
よ
る
と
、
不
法
投
棄
場
所
は
ツ
バ
キ
ラ

イ
ン
ほ
ぼ
中
間
の
南
側
斜
面
に
あ
る
約
五
千
平
方
㍍
の
雑
木
林
。

町
は
四
十
七
年
か
ら
所
有
者
の
承
諾
を
得
て
、
処
理
し
き
れ
な

く
な
っ
た
生
ゴ
ミ
を
捨
て
、
残
土
を
か
ぶ
せ
て
埋
め
て
き
た
。

こ
れ
ま
で
に
捨
て
た
量
は
約
六
百
㌧
と
い
う
。

同
所
へ
の
不
法
投
棄
は
こ
と
し
四
月
、
県
西
湘
地
区
行
政
セ

ン
タ
ー
（
小
田
原
市
内
）
の
美
化
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
が
発
見
。
こ

の
時
、
町
は
「
業
者
の
不
法
投
棄
」
な
ど
と
言
っ
て
の
が
れ
た

な
く
な
っ
た
生
ゴ
ミ
を
捨
て
、
残
土
を
か
ぶ

せ
て
埋
め
て
き
た
亘
こ
れ
ま
で
に
捨
て
た
既

は
約
六
百
㌦
と
い
う
。
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も
の
の
、
八
月
三
日
に
下
農
林
事
務
所
が
町
の
不
法
投
棄
で
あ

る
こ
と
を
突
き
止
め
た
。
県
は
土
止
め
工
事
と
植
栽
を
し
て
緑

を
復
元
す
る
よ
う
指
導
す
る
と
と
も
に
始
末
書
処
分
に
し
た
。

ゴ
ミ
捨
て
場
と
な
っ
た
場
所
は
ツ
バ
キ
ラ
イ
ン
の
す
ぐ
わ
き

で
、
湯
河
原
の
温
泉
場
を
見
下
ろ
す
景
勝
地
。
上
の
道
路
か
ら

見
る
と
こ
こ
だ
け
が
緑
の
中
に
赤
茶
け
た
色
で
異
様
な
感
じ
。

町
は
五
千
平
方
㍍
の
う
ち
千
平
方
㍍
を
ゴ
ミ
捨
て
場
に
使
っ
た
、

と
説
明
し
て
い
る
が
、
一
帯
に
は
悪
臭
が
漂
い
、
ブ
ル
ド
ー

ザ
ー
で
埋
め
た
先
端
は
緑
の
雑
木
を
押
し
倒
し
、
い
ま
に
も
崩

れ
そ
う
。

一
般
の
家
庭
ゴ
ミ
の
ほ
か
に
洗
た
く
機
、
電
気
冷
蔵
庫
の
よ

う
な
不
燃
物
、
あ
る
い
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
片
や
木
材
な
ど
も
捨

て
ら
れ
て
い
る
。
埋
め
立
て
現
場
に
は
一
般
の
人
が
入
れ
な
い

よ
う
に
有
刺
鉄
線
が
張
っ
て
あ
る
が
、
一
部
は
壊
さ
れ
一
般
業

者
も
自
由
に
捨
て
て
い
た
ら
し
い
。

入
り
口
と
見
ら
れ
る
あ
た
り
に
立
つ
「
野
に
山
に
ゴ
ミ
を
捨

て
る
な
観
光
地
、
美
化
推
進
本
部
」
の
看
板
が
し
ら
じ
ら
し
い
。

丸
山
議
員
の
追
及
に
対
し
、
高
杉
町
長
は
「
ゴ
ミ
焼
却
炉
の

故
障
な
ど
が
あ
っ
て
や
む
な
く
や
っ
た
。
埋
め
立
て
地
跡
に
は

九
十
九
万
円
の
補
正
予
算
を
組
ん
だ
の
で
、
土
止
め
工
事
を
し

て
桜
な
ど
を
植
え
て
い
く
」
と
答
え
た
。

ゴ
ミ
倍
増
の
夏　

観
光
地
は
泣
く

同
町
の
一
日
に
出
る
ゴ
ミ
は
約
二
十
㌧
。
こ
れ
に
対
し
焼
却

能
力
は
通
常
十
五
㌧
し
か
な
く
、
残
業
、
フ
ル
操
業
で
よ
う
や

く
始
末
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
夏
の
観
光
シ
ー
ズ
ン
に
入
る
と

ゴ
ミ
の
量
は
四
十
㌧
と
倍
増
す
る
た
め
、
熱
海
市
な
ど
に
頼
ん

で
も
処
理
し
き
れ
な
く
な
っ
て
、
不
法
投
棄
し
て
き
た
。
し
か

も
こ
と
し
八
月
に
は
焼
却
炉
が
壊
れ
る
と
い
う
最
悪
事
態
が
起

き
た
。
新
し
い
焼
却
炉
の
建
設
に
つ
い
て
は
来
年
度
に
約
三
億

円
の
予
算
を
計
上
し
て
建
設
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（「
神
奈
川
新
聞
」
昭
和
四
八
年
九
月
二
一
日
付
）

神
奈
川
新
聞
社
提
供
、
複
製
禁
止
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町
は
家
庭
か
ら
出
た
ご
み
を
ツ
バ
キ
ラ
イ
ン
（
県
立
自
然
公

園
内
）
沿
い
の
地
主
の
了
解
を
得
て
、
一
九
七
二
（
昭
和
四
七
）

年
か
ら
不
法
投
棄
を
実
施
し
て
い
た
。
投
棄
は
六
〇
〇
ト
ン
に

達
し
て
い
た
。
悪
臭
と
景
観
を
損
ね
る
と
し
て
町
議
会
で
問
題

と
な
っ
た
。
事
実
が
判
明
し
「
神
奈
川
県
風
致
地
区
条
例
」
違

反
と
し
て
県
に
始
末
書
を
提
出
し
た
。
一
般
業
者
も
廃
棄
し
て

い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
町
の
焼
却
場
で
処
理
で
き
な
く
な
り
こ

う
し
た
結
果
に
な
っ
た
。

176　

湯
河
原
町
真
鶴
町
衛
生
組
合
規
約

湯
河
原
町
真
鶴
町
衛
生
組
合
規
約

第
一
章　

総　

則

（
名　

称
）

第
一
条　

こ
の
組
合
は
、
湯
河
原
町
真
鶴
町
衛
生
組
合
（
以
下

「
組
合
」
と
い
う
。）
と
い
う
。

（
組　

織
）

第
二
条　

組
合
は
、
湯
河
原
町
及
び
真
鶴
町
（
以
下
「
両
町
」

と
い
う
。）
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

（
共
同
処
理
す
る
事
務
）

第
三
条　

組
合
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
く
ご
み
処
理
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務

を
共
同
処
理
す
る
。

（
事
務
所
の
位
置
）

第
四
条　

組
合
の
事
務
所
は
、
神
奈
川
県
足
柄
下
郡
湯
河
原
町

門
川
四
三
九
番
地
に
置
く
。

第
二
章　

議　

会

（
議
会
の
組
織
等
）

第
五
条　

組
合
の
議
会
の
議
員
（
以
下
「
組
合
議
員
」
と
い

う
。）
の
定
数
は
十
五
人
と
し
、
そ
の
選
出
区
分
は
湯
河
原

町
八
人
、
真
鶴
町
七
人
と
す
る
。

２　

組
合
議
員
は
、
両
町
の
議
会
に
お
い
て
議
員
の
う
ち
か
ら

選
挙
し
た
者
と
す
る
。
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（
議
員
の
任
期
等
）

第
六
条　

組
合
議
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

２　

組
合
議
員
に
欠
員
を
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
組
合
議
員
を

選
出
し
た
町
の
議
会
は
直
ち
に
こ
れ
を
補
充
す
る
も
の
と
す

る
。

３　

前
項
に
よ
る
組
合
議
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間

と
す
る
。

（
議
長
及
び
副
議
長
）

第
七
条　

組
合
の
議
会
に
議
長
及
び
副
議
長
を
置
く
。

２　

議
長
及
び
副
議
長
は
、
組
合
の
議
会
に
お
い
て
組
合
議
員

の
う
ち
か
ら
選
挙
す
る
。

３　

議
長
及
び
副
議
長
の
任
期
は
、
組
合
議
員
の
任
期
に
よ
る
。

第
三
章　

執
行
機
関

（
組
合
長
及
び
副
組
合
長
）

第
八
条　

組
合
に
組
合
長
及
び
副
組
合
長
各
一
人
を
置
く
。

２　

組
合
長
及
び
副
組
合
長
は
、
組
合
議
会
に
お
い
て
両
町
の

長
の
う
ち
か
ら
こ
れ
を
選
出
す
る
。

３　

組
合
長
及
び
副
組
合
長
の
任
期
は
、
当
該
町
の
長
の
任
期

に
よ
る
。

（
収
入
役
）

第
九
条　

組
合
に
収
入
役
一
人
を
置
く
。

２　

収
入
役
は
、
組
合
長
の
属
す
る
町
の
収
入
役
を
も
つ
て
あ

て
る
。

３　

収
入
役
の
任
期
は
、
当
該
町
の
収
入
役
の
任
期
に
よ
る
。

（
職
務
権
限
）

第
十
条　

組
合
長
は
、
組
合
を
代
表
し
、
組
合
の
事
務
を
管
理

執
行
す
る
。

２　

副
組
合
長
は
、
組
合
長
を
補
佐
し
、
組
合
長
に
事
故
が
あ

つ
た
と
き
ま
た
は
組
合
長
が
欠
け
た
と
き
そ
の
職
務
を
代
理

す
る
。

３　

収
入
役
は
、
組
合
の
会
計
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
補
助
職
員
）
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第
十
一
条　

組
合
に
吏
員
そ
の
他
の
職
員
を
置
く
。

２　

職
員
は
、
組
合
長
が
任
免
す
る
。

（
監
査
委
員
）

第
十
二
条　

組
合
に
監
査
委
員
二
人
を
置
く
。

２　

監
査
委
員
は
、
組
合
長
が
組
合
議
会
の
同
意
を
得
て
、
組

合
議
員
及
び
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
各
一
人
を

選
任
す
る
。

３　

監
査
委
員
の
任
期
は
、
組
合
議
員
の
う
ち
か
ら
選
任
さ
れ

る
者
に
あ
つ
て
は
組
合
議
員
の
任
期
に
よ
る
も
の
と
し
、
学

識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
選
任
さ
れ
る
者
に
あ
つ
て

は
二
年
と
す
る
。

第
四
章　

経
費
の
支
弁
方
法

第
十
三
条　

組
合
の
経
費
は
、
両
町
の
負
担
金
そ
の
他
の
収
入

を
も
つ
て
あ
て
る
。

２　

組
合
経
費
の
負
担
金
の
う
ち
、
処
理
費
に
対
応
す
る
負
担

金
は
、
毎
年
二
月
一
日
を
算
出
基
準
日
と
し
、
同
日
前
一
年

間
の
処
理
量
に
よ
つ
て
按
分
し
て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３　

組
合
経
費
の
負
担
金
の
う
ち
、
管
理
費
に
対
応
す
る
負
担

金
は
、
両
町
が
均
等
に
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

４　

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
経
費
の
支
弁
方
法
は
、

組
合
議
会
の
議
決
を
経
て
定
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
規
約
は
、
昭
和
五
十
二
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
組
合
設
立
後
、
最
初
に
選
出
さ
れ
た
組
合
議
員
の
任

期
は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
町
の

議
会
常
任
委
員
会
委
員
の
任
期
の
残
任
期
間
と
す
る
。

（「
広
域
行
政
契
約
関
係
綴
（
真
鶴
町
）」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

大
黒
崎
で
の
ゴ
ミ
処
理
問
題
が
深
刻
化
し
た
た
め
、
真
鶴
町

と
共
同
で
ゴ
ミ
焼
却
場
を
真
鶴
町
岩
字
高
山
に
建
設
し
た
。
一

九
七
六
（
昭
和
五
一
）
年
六
月
か
ら
処
分
を
開
始
し
た
。そ
の
後
、

一
九
七
七
年
二
月
一
日
に
衛
生
組
合
を
設
立
し
た
。
無
公
害
の
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焼
却
炉
と
い
わ
れ
、
両
町
の
ゴ
ミ
処
理
は
す
べ
て
こ
の
衛
生
組

合
の
管
理
下
で
行
わ
れ
た
。
一
日
、
両
町
合
わ
せ
て
三
五
ト
ン

の
ゴ
ミ
を
十
分
処
理
で
き
る
能
力
が
あ
っ
た
。

177　

廃
棄
物
処
理
基
本
計
画

第
一
章　

ご
み
処
理
基
本
計
画
策
定
の
主
旨
及
び
結
果
の
概
要

第
一
節　

基
本
計
画
策
定
の
目
的

一
、
計
画
策
定
の
目
的

家
庭
生
活
の
営
み
に
伴
っ
て
発
生
す
る
一
般
廃
棄
物
は
、

生
活
環
境
の
保
全
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
の
観
点
に
立
ち
、

適
正
に
収
集
・
運
搬
し
、
処
理
処
分
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ

の
日
常
生
活
に
伴
っ
て
生
ず
る
一
般
廃
棄
物
の
処
理
は
、

「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」（
法
第
六
条
）

に
お
い
て
、
処
理
計
画
を
定
め
、
適
正
な
処
理
を
行
う
こ
と

と
し
て
い
る
。

一
方
、
廃
棄
物
処
理
問
題
を
取
り
巻
く
環
境
や
市
民
の
認

識
と
ニ
ー
ズ
は
、
今
日
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
り
、
ご
み
の

減
量
化･

資
源
化
、
有
効
利
用
の
推
進
、
廃
棄
物
行
政
の
効

率
化
及
び
総
合
化
等
が
今
日
的
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。こ

れ
ら
の
課
題
の
解
決
に
あ
た
っ
て
は
、
長
期
的
展
望
の

も
と
に
、
総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

本
基
本
計
画
は
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
湯
河
原
町
及

び
湯
河
原
町
真
鶴
町
衛
生
組
合
（
以
下
「
衛
生
組
合
」
と
い

う
）
へ
の
長
期
計
画
の
一
環
と
し
て
、
社
会
情
勢
の
変
化
と

と
も
に
年
々
多
様
化
す
る
廃
棄
物
の
現
況
を
捉
え
、
長
期
的

展
望
の
も
と
に
、
安
全
で
効
率
的
な
廃
棄
物
処
理
体
系
確
立

の
た
め
の
基
本
的
方
策
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
、
計
画
の
期
間

本
計
画
は
、
昭
和
六
二
年
度
を
初
年
度
と
し
、
昭
和
八
一

年
度
を
最
終
年
度
と
す
る
向
こ
う
二
〇
年
間
の
基
本
施
策
に

つ
い
て
方
向
づ
け
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
将
来
計
画
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に
つ
い
て
は
、
社
会
情
勢
に
よ
る
変
化
も
想
定
し
得
る
た
め
、

適
時
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

第
二
節　

基
本
計
画
策
定
の
検
討
手
順

図
一
．
二
．
一
に
一
般
廃
棄
物
（
ご
み
）
処
理
基
本
計
画
策

定
の
手
順
を
示
す
。
図
中
の
主
要
項
目
の
概
要
は
以
下
に
示
す

と
お
り
で
あ
る
。

一
、
湯
河
原
町
、
真
鶴
町
の
勢
状
及
び
将
来
構
想

各
町
の
勢
状
、
土
地
利
用
上
の
特
徴
及
び
産
業
構
造
等
を

把
握
し
、
将
来
へ
向
け
て
ど
の
よ
う
な
町
づ
く
り
を
志
向
し

て
い
る
か
を
総
合
計
画
を
も
と
に
検
討
す
る
。

二
、
ご
み
処
理
の
現
況
と
計
画
課
題
の
抽
出

現
在
の
ご
み
処
理
処
分
体
系
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
の
も
と

に
展
開
さ
れ
て
き
た
か
を
十
分
踏
ま
え
た
上
で
、
現
在
抱
え

て
い
る
ご
み
処
理
・
処
分
体
系
の
各
工
程
（
収
集
・
運
搬
、

中
間
処
理
、
最
終
処
分
）
の
問
題
点
を
抽
出
し
、
さ
ら
に
ご

み
処
理
体
系
全
般
に
係
わ
る
問
題
点
と
し
て
評
価
す
る
。

三
、
ご
み
処
理
基
本
方
針
の
設
定

廃
棄
物
処
理
の
目
的
で
あ
る
、
発
生
す
る
ご
み
を
い
か
に

図 1 . 2 . 1 　一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定の検討手順

ごみ処理の現況
○収集・運搬の現況
○中間処理の現況
○最終処分の現況
○資源化・減量化の現況

ごみ処理体系全体に係る
問題点と計画課題の抽出

ごみ処理の基本姿勢
ごみ処理の基本的事項の検討

（検討項目の抽出）

各町の勢状及び
将来構想

ごみ処理基本方針の設定

ごみ量
の将来
予測

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の検討

収集・運搬計画 中間処理計画 最終処分計画 資源化・減量化計画

湯河原町及び組合のごみ処理計画体系（案）

ごみ処理施設整備計画の検討
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図 1 . 3 . 1 　現在のごみ処理体系

収
集

最終処分場

委託回収業者

可燃ごみ 不燃ごみ
（湯河原町）

資源ごみ
（真鶴町）

下水道汚泥

行政区域全域

焼却施設

直
接
搬
入

収
集

収
集

直
接
搬
入

焼
却
残
渣

※

※昭和62年度から実施

イ　

収
集
・
運
搬
実
績

昭
和
五
七
年
度
か
ら
昭
和
六
一
年
度
ま
で
の
五
年
間

の
収
集
・
運
搬
実
績
は
、
表
一
．
三
．
三
に
示
す
と
お

り
で
あ
る
。

表
一
．
三
．
三　

収
集
・
運
搬
実
績　
　
（
ｔ
／
年
）

適
正
に
処
理
す
べ
き
か
を
処
理
・
処
分
の
原
則
論
を
踏
ま
え
、

さ
ら
に
ご
み
処
理
技
術
の
水
準
及
び
地
域
性
を
踏
ま
え
て
、

湯
河
原
町
及
び
衛
生
組
合
に
適
し
た
現
実
的
な
施
策
を
図
る

た
め
の
ご
み
処
理
基
本
方
針
を
設
定
す
る
。

四
、
ご
み
量
の
将
来
予
測

ご
み
発
生
量
の
将
来
予
測
は
、
各
町
の
将
来
構
想
及
び
将

来
の
収
集
、
処
理
体
系
を
基
に
検
討
す
る
。

五
、
一
般
廃
棄
物
（
ご
み
）
処
理
基
本
計
画
の
検
討

二
、
三
、
四
項
の
検
討
を
基
に
、
現
実
的
な
処
理
基
本
計

画
を
策
定
す
る
。

六
、
ご
み
処
理
施
設
整
備
計
画
の
検
討

ご
み
処
理
基
本
計
画
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
、
ご
み
処
理

施
設
の
整
備
に
伴
う
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

第
三
節　

調
査
結
果
の
概
要

一
、
ご
み
処
理
の
現
況

㈠　

ご
み
処
理
の
概
要

ア　

計
画
処
理
区
域

組
合
の
計
画
処
理
区
域
は
、
湯
河
原
町
及
び
真
鶴
町

の
行
政
区
域
内
全
域
で
あ
る
。

イ　

処
理
対
象
ご
み

処
理
対
象
ご
み
は
、
表
一
．
三
．
一
に
示
す
と
お
り

で
あ
る
。

ウ　

ご
み
処
理
体
系
の
現
況

ご
み
処
理
体
系
の
現
況
は
、
図
一
．
三
．
一
に
示
す

と
お
り
で
あ
る
。

表
一
．
三
．
一　

処
理
対
象
ご
み



項

町

収
集
区
分

対　
　

象　
　

物

湯
河
原
町

可
燃
ご
み
紙
類
・
厨
芥
類
・
合
成
樹
脂
類
・
木
く
ず
等

不
燃
ご
み
カ
ン
類
・
ビ
ン
類
・
金
属
類
・
セ
ト
モ
ノ
類

真
鶴
町

可
燃
ご
み
紙
類
・
厨
芥
類
・
合
成
樹
脂
類
・
木
く
ず
等

資
源
ご
み
紙
類
・
金
属
類
・
ガ
ラ
ス
類
等
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㈡　

収
集
・
運
搬
の
現
況

ア　

収
集
運
搬
シ
ス
テ
ム

ア　

収
集
対
象
区
域

収
集
対
象
区
域
は
、
各
町
行
政
区
域
全
域
で
あ
る
。

昭
和
六
二
年
三
月
末
で
の
収
集
対
象
人
口
は
、
湯
河

原
町
が
二
六
、
三
八
一
人
、
真
鶴
町
が
九
、
九
一
八

人
で
あ
る
。

イ　

収
集
頻
度

収
集
頻
度
は
、
表
一
．
三
．
二
に
示
す
と
お
り
で

あ
る
。

表
一
．
三
．
二　

収
集
頻
度

ウ　

収
集
方
法

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
方
法

図 1 . 3 . 1 　現在のごみ処理体系

収
集

最終処分場

委託回収業者

可燃ごみ 不燃ごみ
（湯河原町）

資源ごみ
（真鶴町）

下水道汚泥

行政区域全域

焼却施設

直
接
搬
入

収
集

収
集

直
接
搬
入

焼
却
残
渣

※

※昭和62年度から実施

イ　

収
集
・
運
搬
実
績

昭
和
五
七
年
度
か
ら
昭
和
六
一
年
度
ま
で
の
五
年
間

の
収
集
・
運
搬
実
績
は
、
表
一
．
三
．
三
に
示
す
と
お

り
で
あ
る
。

表
一
．
三
．
三　

収
集
・
運
搬
実
績　
　
（
ｔ
／
年
）



項

町

可
燃
ご
み
不
燃
ご
み
（
資
源
ご
み
）

湯
河
原
町
四
回
／
週
　
　

一
回
／
週

真
鶴
町
四
回
／
週
　
　

一
回
／
週
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年
度

町

五
七

五
八

五
九

六
〇

六
一

可燃ごみ
湯
河
原
町

八
三
〇
二
・
六

八
一
七
二
・
一

八
三
九
〇
・
二

八
六
五
四
・
八

九
三
〇
八
・
四

真
鶴
町

二
六
〇
二
・
七

二
五
三
七
・
五

二
六
一
四
・
一

二
六
九
二
・
八

二
八
五
四
・
八

組
合
圏
域
一
〇
九
〇
五
・
三
一
〇
七
〇
九
・
六
一
一
〇
〇
四
・
三
一
一
三
四
七
・
六
一
二
一
六
三
・
二

不燃ごみ
湯
河
原
町

九
三
〇
・
五

一
〇
一
二
・
六

一
〇
二
八
・
二

一
〇
六
六
・
四

一
一
〇
二
・
七

真
鶴
町

―
―

―
―

―
―

二
四
三
・
〇

二
二
五
・
〇

組
合
圏
域
　

九
三
〇
・
五

一
〇
一
二
・
六

一
〇
二
八
・
二

一
三
〇
九
・
四

一
三
二
七
・
七

㈢　

中
間
処
理
の
現
況

ア　

中
間
処
理
の
概
要

中
間
処
理
の
概
要
は
、
図
一
．
三
．
二
に
示
す
と
お

り
で
あ
る
。

イ　

中
間
処
理
施
設
概
要

ア　

施
設
名
称　

湯
河
原
町
真
鶴
町
衛
生
組
合
湯
河
原

美
化
セ
ン
タ
ー

イ　

施
設
規
模　

四
〇
ｔ
／
日

　
　
　
　
　
（
二
〇
ｔ
／
日
×
二
炉
）

ウ　

処
理
方
式　

機
械
化
バ
ッ
チ
燃
焼
式

エ　

施
設
稼
動　

昭
和
五
一
年
六
月

ウ　

中
間
処
理
実
績

昭
和
五
七
年
度
か
ら
昭
和
六
一
年
度
ま
で
の
中
間
処

理
実
績
は
、
表
一
．
三
．
四
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

　

表
一
．
三
．
四　

中
間
処
理
実
績



年
度

項

五
七

五
八

五
九

六
〇

六
一

焼
却
処
理
実
績



（
ｔ
／
年
）
一
一
、一
八
五
一
〇
、九
九
三
一
一
、三
〇
七
一
一
、六
四
三
一
二
、六
四
九

年
間
平
均
焼
却
量



（
ｔ
／
日
）
　

三
〇
・
六

三
〇
・
一

三
一
・
〇

三
一
・
九

三
四
・
七

図 1 . 3 . 2 　中間処理区分

可
燃
ご
み

中
間
処
理
施
設

収

　
　集

直
接
搬
入

焼
却
処
理

回
収
業
者

最
終
処
分
場

回

　
　
　収

不
燃
ご
み
収
集

（
又
は
資
源
ご
み
）
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焼
却
施
設
稼
働
日
数


（
ｔ
／
年
）

二
六
八

二
七
九

二
六
六

二
七
二

二
八
四

稼　
　

働　
　

率

〇
・
七
三

〇
・
七
六

〇
・
七
三

〇
・
七
五

〇
・
七
八

焼
却
残
渣
量　



（
ｔ
／
年
）

一
、七
一
〇

一
、六
七
七

一
、六
六
八

一
、六
五
四

一
、七
七
九

㈣　

最
終
処
分
の
現
況

ア　

埋
立
対
象
物

埋
立
対
象
物
は
、
焼
却
残
渣
及
び
下
水
道
汚
泥
等
で

あ
る
。

イ　

最
終
処
分
場
の
整
備
状
況

ア　

埋
立
方
式　

準
好
気
性
埋
立

イ　

埋
立
工
法　

サ
ン
ド
イ
ッ
チ
工
法

ウ　

処
分
場
概
要

ａ　

総　
　

面　
　

積　

一
七
、
一
〇
〇
㎡

ｂ　

埋　

立　

面　

積　

一
〇
、
五
〇
〇
㎡

ｃ　

埋　

立　

容　

量　

六
六
、
〇
〇
〇
㎥

ｄ　

浸
出
水
処
理
施
設　
　
　

六
五
㎥
／
日

ｅ　

埋
立
開
始
年
月　
　

昭
和
六
二
年
四
月

ウ　

埋
立
処
分
実
績

昭
和
五
七
年
度
か
ら
昭
和
六
一
年
度
の
埋
立
処
分
実

績
は
、
表
一
．
三
．
五
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

表
一
．
三
．
五　

埋
立
処
分
実
績
量　
（
ｔ
／
年
）



年
度

項

五
七

五
八

五
九

六
〇

六
一

焼
却
残
渣
量

一
、七
一
〇

一
、六
七
七

一
、六
六
九

一
、六
五
四

一
、七
七
九

覆　

土　

量

五
一
三

五
〇
三

五
〇
一

五
三
八

六
二
五

合　
　
　

計

二
、二
二
三

二
、一
八
〇

二
、一
七
〇

二
、一
九
二

二
、四
〇
四

㈤　

資
源
化
・
有
効
利
用
の
現
況

ア　

資
源
化
の
概
要

収
集
し
た
不
燃
ご
み
（
あ
る
い
は
資
源
ご
み
）
を
直

接
委
託
回
収
業
者
に
搬
入
し
、
有
価
物
の
回
収
を
行
っ

て
い
る
。

回
収
業
者
は
、
搬
入
さ
れ
た
ご
み
を
手
選
別
等
に
よ

り
、
鉄
類
、
空
び
ん
、
非
鉄
金
属
等
に
分
別
し
て
回
収



598

第五章　自然と環境問題

し
て
い
る
。

イ　

有
価
物
回
収
実
績

有
価
物
回
収
実
績
は
、
表
一
．
三
．
六
、
表
一
．
三
．

七
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

表
一
．
三
．
六　

湯
河
原
町
資
源
回
収
実
績

　
　
　

年
度

項

五
七

五
八

五
九

六
〇

六
一

収集ごみ量
可
燃
ご
み

（
ｔ
／
年
）
八
三
〇
二
・
六
八
一
七
二
・
一
八
三
九
〇
・
二
八
六
五
四
・
八
九
三
〇
八
・
四

不
燃
ご
み

（
ｔ
／
年
）
九
三
〇
・
五
一
〇
一
二
・
六
一
〇
二
八
・
二
一
〇
六
六
・
四
一
一
〇
二
・
七

合　
　

計

（
ｔ
／
年
）
九
二
三
三
・
一
九
一
八
四
・
七
九
四
一
八
・
四
九
七
二
一
・
二
一
〇
四
一
一・一

資源回収量
鉄　
　

類

（
ｔ
／
年
）
一
四
九
・
三
七
一
六
七
・
九
七
一
六
七
・
二
九
一
七
一
・
二
三
一
五
七
・
七
四

空
ビ
ン

（
ｔ
／
年
）　

一
九
・
〇
六　

七
二
・
一
三

二
三
・
一
七

二
五
・
七
〇

一
七
・
八
二

カ
レ
ッ
ト

（
ｔ
／
年
）
一
八
七
・
一
二
二
五
八
・
五
五
二
八
九
・
九
三
二
七
七
・
七
九
二
九
四
・
一
〇

非
鉄
金
属

（
ｔ
／
年
）
五
二
・
三
二

一
二
・
四
〇

一
〇
・
二
一

一
〇
・
五
七

九
・
七
八

合　
　

計

（
ｔ
／
年
）
四
〇
七
・
八
七
五
一
一
・
〇
五
四
九
〇
・
六
〇
四
八
五
・
二
九
四
七
九
・
四
四

ご
み
収
集
量

に
対
す
る
資

源
回
収
量
の

割
合
（
％
）

四
・
四

五
・
六

五
・
二

五
・
〇

四
・
六

不
燃
ご
み
量

に
対
す
る
資

源
回
収
量
の

割
合
（
％
）

四
三
・
八

五
〇
・
五

四
七
・
七

四
五
・
五

四
三
・
五

　

表
一
．
三
．
七　

真
鶴
町
資
源
回
収
実
績

　
　
　

年
度

項

五
七

五
八

五
九

六
〇

六
一

収集ごみ量
可
燃
ご
み

（
ｔ
／
年
）

二
六
九
二
・
八
二
八
五
四
・
八

不
燃
ご
み

（
ｔ
／
年
）

二
四
三
・
〇

二
二
五
・
〇

合　
　

計

（
ｔ
／
年
）

二
九
三
五
・
八
三
〇
七
九
・
八

資源回収量
紙　
　

類

（
ｔ
／
年
）

二
一
・
〇

一
九
・
〇

金
属
類

（
ｔ
／
年
）

八
六
・
〇

八
九
・
〇
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ガ
ラ
ス
類

（
ｔ
／
年
）

八
四
・
〇

八
八
・
〇

合　
　

計

（
ｔ
／
年
）

一
九
一
・
〇

一
九
六
・
〇

ご
み
収
集
量

に
対
す
る
資

源
回
収
量
の

割
合
（
％
）

六
・
五

六
・
四

不
燃
ご
み
量

に
対
す
る
資

源
回
収
量
の

割
合
（
％
）

七
八
・
六

八
七
・
一

（
後
略
）

（「
湯
河
原
都
市
計
画
ご
み
処
理
場
決
定
承
認
申
請
書　

湯
河

原
町
真
鶴
町
衛
生
組
合
ご
み
処
理
場
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

　

原
資
料
は
横
書
き
。

一
九
八
二
（
昭
和
五
七
）
年
か
ら
一
九
八
六
年
ま
で
の
現
況
、

問
題
点
を
示
し
て
い
る
。
処
理
に
伴
う
環
境
予
測
評
価
を
含
む
。

知
事
の
承
認
を
得
る
た
め
の
資
料

178　

連
絡
協
議
会
ニ
ュ
ー
ス

連
絡
協
議
会
ニ
ュ
ー
ス

一
九
九
六
年　

八
月
発
行　

№
一
一

生
活
と
環
境
を
守
る
湯
河
原
町
民
連
絡
協
議
会
発
行

事
務
局
連
絡
先　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

〇
四
六
五
─
六
二
─
○
○
○
○

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
四
六
五
─
六
二
─
○
○
○
○

初
の
学
習
会
を
開
催

日
常
の
生
活
問
題
ゴ
ミ
に
も
視
点

は
じ
め
に

五
月
に
ゴ
ミ
問
題
に
つ
い
て
取
り
組
む
こ
と
を
提
起
し
、
六

月
二
〇
日
の
代
議
員
会
に
町
の
課
長
を
招
き
学
習
の
場
を
持
ち
、

次
に
処
理
場
等
の
現
場
見
学
も
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の

機
会
に
協
議
会
と
し
て
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
考
え
方
を
明
ら

か
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
く
わ
え
て
学
習
会
の
内
容
を
箇
条

的
に
記
し
て
お
き
ま
す
。



600

第五章　自然と環境問題

私
た
ち
、
生
活
と
環
境
を
守
る
湯
河（

マ
町マ

）民
連
絡
協
議
会
は

「
企
業
に
よ
る
乱
開
発
を
や
め
さ
せ（

マ
こマ

）と
」
を
目
的
の
ひ
と
つ

に
掲
げ
平
成
二
年
九
月
に
発
足
し
、
直
接
の
相
手
で
あ
る
企
業

と
対
決
、
不
満
足
な
面
を
残
し
な
が
ら
も
一
定
の
成
果
を
あ
げ

て
き
ま
し
た
。

バ
ブ
ル
の
崩
壊
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
ブ
ー
ム
は

過
去
の
も
の
と
い
う
感
じ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
状
況
の
な
か
で
も
常
に
警
戒
心
を
持
ち
続
け
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
が
、
同
時
に
目
的
の
も
う
ひ
と
つ
で
あ
る
「
自
然

と
町
民
の
良
好
な
住
環
境
を
守
る
」
た
め
の
活
動
も
日
常
生
活

面
か
ら
み
て
重
要
な
側
面
を
有
し
て
お
り
、
取
り
組
み
を
強
め

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

協
議
会
は
こ
の
視
点
か
ら
ゴ
ミ
問
題
を
と
ら
え
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。
具
体
的
に
は
町
の
清
掃
業
務
の
現
状
を
理
解
し
、
今

後
を
考
え
て
い
こ
う
と
い
う
立
場
か
ら
、「
学
習
」
と
「
見
学
」

の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
を
設
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

当
然
の
こ
と
と
し
て
「
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
→
一
定
の
集
約

の
場
」
が
付
け
加
わ
る
だ
ろ
う
と
想
定
し
て
い
ま
す
。

清
掃
業
務
の
現
状
認
識
か
ら

前
段
の
考
え
方
か
ら
、
六
月
二
〇
日
の
代
議
員
会
で
は
前
半

の
時
間
帯
を
「
学
習
の
場
」
に
あ
て
、「
清
掃
業
務
の
現
状
と

課
題
」
に
つ
い
て
町
役
場
・
露
木
生
活
環
境
課
長
を
講
師
に
招

き
講
義
を
受
け
ま
し
た
。

以
下
、
私
の
メ
モ
（
抜
粋
）
か
ら

○　

町
内
の
ゴ
ミ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
八
七
〇
箇
所
。
同
規
模
の

他
町
で
は
約
四
〇
〇
箇
所
で
あ
る
。

○　

収
集
職
員
は
二
二
名
。
現
在
は
月
～
土
の
週
五
日
制
だ
が
、

来
年
度
は
四
日
制
と
な
る
。

○　

分
別
収
集
は
平
成
二
年
か
ら
五
分
割
で
実
施
し
て
い
る
が
、

リ
サ
イ
ク
ル
法
に
沿
え
ば
七
～
八
分
割
で
な
い
と
対
応
で
き

な
い
と
思
わ
れ
る
。

○　

粗
大
ゴ
ミ
は
他
町
に
比
べ
二
倍
と
な
っ
て
い
る
。
箱
根
町
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な
ど
有
料
化
の
と
こ
ろ
も
て（

マ
でマ

）き
て
お
り
、
他
の
市
町
か
ら

流
入
し
て
い
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

○　

昭
和
五
二
年
に
真
鶴
町
と
衛
生
組
合
を
設
立
し
、
こ
れ
が

処
理
し
て
い
る
。
当
時
の
一
日
の
処
理
能
力
は
四
〇
ｔ
で
、

平
成
二
年
に
二
四
ｔ
の
能
力
ア
ッ
プ
を
は
か
っ
て
い
る
。

〇　

一
ｔ
当
た
り
の
収
集
費
は
一
三
、
五
八
二
円
、
処
理
費
は

二
一
、
一
九
七
円
、
合
計
で
三
四
、
七
七
九
円
。
県
下
市
町

村
の
平
均
額
は
約
五
万
円
て

（
マ
マ
）当

町
の
数
値
を
超
え
て
い
る
。

な
お
、
湯
河
原
町
の
一
人
当
た
り
の
単
価
は
年
間
一
六
、
五

四
三
円
と
な
っ
て
い
る
。

○　

平
成
六
年
に
リ
サ
イ
ク
ル
法
が
制
定
さ
れ
、
九
年
四
月
か

ら
実
施
さ
れ
る
。
鉄
、
ア
ル
ミ
に
つ
い
て
は
す
で
に
分
別
処

理
が
行
わ
れ
て
い
る
。
空
き
ビ
ン
の
分
別
収
集
は
、
い
ま
福

浦
が
モ
デ
ル
地
区
と
な
り
試
行
が
さ
れ
て
い
る
。

〇　

五
年
一
〇
月
よ
り
分
割
収
集
を
守
ら
な
い
物
は
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
に
残
す
こ
と
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
駅
下
、
ア
パ
ー

ト
、
飲
食
店
付
近
が
多
い
。

○　

バ
イ
ク
、
消
火
器
、
マ
ッ
ト
レ
ス
は
収
集
し
な
い
こ
と
に

し
て
い
る
。

町
民
の
知
恵
活
用
と
協
力
が
カ
ギ

空
き
ビ
ン
な
ど　

リ
サ
イ
ク
ル
体
制
の
前
進
に
む
け
て

ゴ
ミ
問
題
は
住
民
の
生
活
に
直
結
し
て
お
り
、
清
掃
業
務
は

市
町
村
の
固
有
の
業
務
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ゴ
ミ
の
量
は
文

化
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
い
う
言
い
方
も
あ
り
ま
す
が
、
事
後
の

扱
い
に
よ
っ
て
は
公
害
の
発
生
と
い
う
深
刻
な
問
題
を
か
か
え

て
お
り
、
こ
の
対
策
に
は
市
町
村
の
適
切
な
指
導
と
住
民
の
理

解
と
協
力
が
必
須
の
条
件
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
場
合
「
個
々
の
家
庭
の
ゴ
ミ
の
出
し

方
」
か
ら
「
ゴ
ミ
の
量
を
減
ら
す
」
ま
で
を
一
体
の
も
の
と
し

て
と
ら
え
、
行
政
（
町
）
と
住
民
（
町
民
）
が
意
見
交
換
の
場

を
多
く
も
ち
、
採
用
さ
れ
た
事
項
は
実
施
に
移
す
と
い
う
対
応

が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
露
木
生
活
環
境
課
長
の
話
か
ら
も
、
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㊀
ゴ
ミ
の
出
し
方　

㊁
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
沿
っ
た
収
集
体
制
の

確
立
、
の
二
つ
が
当
面
の
大
き
な
課
題
だ
と
受
け
止
め
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
美
化
セ
ン
タ
ー
等
の
見
学
（
八
月
二
〇
日
頃
予

定
）
を
経
て
、
フ
リ
ー
卜
ー
キ
ン
グ
の
場
を
も
ち
、
そ
こ
で
集

約
さ
れ
た
事
項
は
町
に
率
直
に
提
起
や
指
摘
を
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
取
り
組
み
は
環
境
問
題
の
改
善
を
求

め
る
だ
け
で
な
く
、
お
仕
着
せ
の
行
政
か
ら
住
民
の
知
恵
や
創

意
工
夫
を
生
か
し
た
行
政
を
目
指
す
と
い
う
、
行
政
の
在
り
方

を
問
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。

私
た
ち
は
こ
の
事
に
自
信
を
持
ち
活
動
を
進
め
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
会
員
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

会
長
代
行　

青
木　

実

お
知
ら
せ
（
省
略
）

（
宮
下　

府
川
勝
臣
氏
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

179　

最
終
処
分
場
カ
ド
ミ
ウ
ム
汚
染
と
既
存
廃
棄
物
撤
去
計
画

①　

最
終
処
分
場
の
カ
ド
ミ
ウ
ム
汚
染

ご
み
処
理
に
つ
い
て

（
湯
河
原
町
真
鶴
町
衛
生
組
合
最
終
処
分
場
地
下
水
の
環
境
基

準
値
（
カ
ド
ミ
ウ
ム
）
の
超
過
に
つ
い
て
）

一　

経
緯

湯
河
原
町
真
鶴
町
衛
生
組
合
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
は
、

平
成
二
五
年
三
月
に
埋
立
を
完
了
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
衛
生
組
合
で
は
、
処
分
場
の
延
命
化
を
図
る
た
め
、

平
成
二
三
年
度
事
業
と
し
て
、
埋
立
地
の
嵩
上
げ
を
す
る
た
め

の
検
討
、
変
更
設
置
届
書
の
作
成
、
埋
立
地
嵩
上
げ
に
よ
る
生

活
環
境
影
響
調
査
の
実
施
、
及
び
嵩
上
げ
工
事
に
係
る
設
計
図

書
等
の
作
成
な
ど
の
業
務
を
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
で
あ
る
、

パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
㈱
と
「
最
終
処
分
場
嵩
上
げ
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計
画
業
務
委
託
契
約
」
を
平
成
二
三
年
七
月
四
日
に
締
結
し
ま

し
た
。

今
回
の
事
案
は
、
処
分
場
の
嵩
上
げ
計
画
に
係
る
業
務
の
う

ち
、
生
活
環
境
影
響
調
査
を
実
施
し
て
い
る
中
で
、
処
分
場
の

遮
水
シ
ー
ト
下
に
あ
る
地
下
水
集
排
水
設
備
か
ら
排
水
さ
れ
た

地
下
水
の
水
質
検
査
（
一
〇
月
二
七
日
採
水
）
の
結
果
、
カ
ド

ミ
ウ
ム
が
「
地
下
水
の
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い

て
」（
平
成
九
年
三
月
一
三
日
、
環
境
庁
告
示
第
一
〇
号
）
で

定
め
る
環
境
基
準
が
平
成
二
三
年
一
〇
月
二
七
日
に
強
化
さ

れ
、

〇
・
〇
〇
三
㎎
／
ℓ
以
下
と
な
り
、
同
基
準
を
超
過
し
た

も
の
で
す
。

二　
「
地
下
水
の
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て
」
に

定
め
る
環
境
基
準
超
過
等
の
経
緯

➢

一
二
月
一
三
日
（
火
）
午
前
一
〇
時
～
一
一
時
二
五
分

パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
㈱
か
ら
提
出
さ
れ
た
生
活

環
境
影
響
調
査
の
水
質
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
西
湘
地
域
県

政
総
合
セ
ン
タ
ー
環
境
課
（
以
後
、「
県
環
境
課
」
と
表
記
す

る
。）
へ
報
告
及
び
協
議
を
行
う
。
カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
ホ
ウ
素

の
値
が
基
準
値
以
内
で
は
あ
る
が
、
気
が
か
り
な
状
況
で
あ
る

こ
と
を
報
告
す
る
。

県
環
境
課
か
ら
、
原
因
究
明
等
行
う
よ
う
指
導
を
受
け
る
。

ま
た
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
は
現
行
の
基
準
よ
り
強
化
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る
の
で
、
確
認
後
、
衛
生
組
合
へ
連
絡
を
し
て
い
た
だ
け
る

こ
と
と
な
る
。

➢

一
二
月
一
四
日
（
水
）
午
前
九
時
一
五
分
～
午
前
中

県
環
境
課
か
ら
「
地
下
水
の
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
に

つ
い
て
」（
平
成
九
年
三
月
一
三
日
、
環
境
庁
告
示
第
一
〇
号
）

の
カ
ド
ミ
ウ
ム
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
三
年
一
〇
月
二
七
日
付

で
環
境
基
準
が
強
化
さ
れ
（
〇
・
〇
一
㎎
／
ℓ
→
〇
・
〇
〇
三

㎎
／
ℓ
）、
環
境
基
準
超
過
と
な
る
の
で
、
最
終
処
分
場
の
使

用
停
止
及
び
原
因
究
明
に
つ
い
て
、
指
導
を
受
け
る
。

➢

十
二
月
一
四
日
（
水
）
午
後
八
時
二
〇
分
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処
分
場
の
遮
水
シ
ー
ト
下
に
あ
る
地
下
水
集
排
水
設
備
か
ら

排
水
さ
れ
た
地
下
水
の
水
質
検
査
の
結
果
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
が

「
地
下
水
の
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て
」（
平
成
九

年
三
月
一
三
日
、
環
境
庁
告
示
第
一
〇
号
）
で
定
め
る
環
境
基

準
（
〇
・
〇
〇
三
㎎
／
ℓ
以
下
）
を
超
過
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、

県
及
び
衛
生
組
合
が
記
者
発
表
を
行
う
（
小
田
原
記
者
ク
ラ
ブ
、

地
方
紙
）。

➢

一
二
月
一
五
日
（
水
）

焼
却
灰
の
ス
ト
ッ
ク
を
開
始
す
る
。
焼
却
灰
は
、
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
コ
ン
テ
ナ
バ
ッ
グ
（
一
ｔ
用
の
も
の
で
、
一
日
当
た
り
、

八
袋
程
度
の
搬
出
量
）
に
詰
め
込
み
、
選
別
処
理
施
設
内
等
に

一
時
保
管
す
る
。
ま
た
、
地
下
水
集
排
水
設
備
か
ら
排
水
さ
れ

た
地
下
水
に
つ
い
て
は
、
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
及
び
土
嚢
を
用
い

て
漏
出
し
な
い
よ
う
に
施
す
。

➢

一
二
月
一
九
日
（
月
）
午
前
一
〇
時
～
午
後
二
時
三
〇
分

県
環
境
課
、
衛
生
組
合
、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ

㈱
の
三
者
に
よ
る
、
今
回
の
事
案
に
係
る
原
因
究
明
、
地
下
水

等
の
影
響
、
今
後
の
対
策
等
に
つ
い
て
協
議
す
る
。

原
因
究
明
及
び
地
下
水
等
の
影
響
に
つ
い
て
、
早
急
に
対
処

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
水
質
検
査
に
係
る
採
水
箇
所
、

検
査
項
目
、
採
水
日
（
一
二
月
二
一
日
）
を
決
め
る
。

➢

 

一
二
月
二
一
日
（
水
）
午
前
八
時
三
〇
分
～
午
後
三
時
三
〇

分県
環
境
課
、
県
環
境
科
学
セ
ン
タ
ー
の
立
会
い
の
下
、
水
質

検
査
に
係
る
採
水
を
行
う
。

　

※
問
題
と
な
っ
て
い
る
地
下
水
集
排
水
設
備
か
ら
排
水
さ
れ

た
地
下
水
は
、
渇
水
期
に
伴
い
、
全
く
流
出
し
て
い
な
い
た
め
、

採
水
が
で
き
な
か
っ
た
。

ま
た
、
浸
出
水
処
理
施
設
に
地
下
水
集
排
水
設
備
か
ら
排
水

さ
れ
た
地
下
水
を
流
入
さ
せ
る
た
め
の
配
管
を
敷
設
す
る
工
事

等
に
着
手
す
る
。

➢
一
二
月
二
六
日
（
月
）
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水
質
分
析
結
果
（
速
報
値
）
を
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ツ
㈱
か
ら
衛
生
組
合
が
報
告
を
受
け
、
そ
の
内
容
を
衛
生
組

合
か
ら
県
環
境
課
へ
報
告
す
る
。

三　

今
後
の
対
応
、
対
策
等
に
つ
い
て

毎
日
、
排
出
さ
れ
る
焼
却
灰
や
両
町
の
不
燃
物
の
収
集
日
に

排
出
さ
れ
る
不
燃
残
渣
の
処
分
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

近
隣
市
町
村
等
か
ら
情
報
を
い
た
だ
き
、
現
在
、
受
入
民
間
企

業
を
探
す
こ
と
に
つ
い
て
、
鋭
意
努
力
し
て
お
り
ま
す
が
、
放

射
能
問
題
等
か
ら
焼
却
灰
の
検
査
や
事
務
処
理
手
続
に
時
間
が

か
か
っ
て
い
る
状
況
で
す
。

ま
た
、
そ
の
委
託
費
用
は
、
運
搬
費
を
含
め
る
と
、
四
万
円

～
六
万
円
／
ｔ
に
な
る
と
見
込
ま
れ
ま
す
。

な
お
、
現
最
終
処
分
場
の
使
用
は
困
難
で
あ
り
、
処
分
場
そ

の
も
の
の
廃
止
と
い
う
こ
と
が
見
込
ま
れ
、
廃
止
に
伴
う
、
覆

蓋
工
事
等
の
費
用
が
発
生
し
ま
す
。

現
在
は
、
焼
却
灰
等
を
衛
生
組
合
敷
地
内
に
一
時
保
管
し
て

い
ま
す
が
、
保
管
場
所
が
不
足
し
た
場
合
の
こ
と
を
考
慮
し
、

緊
急
対
応
措
置
と
し
て
、
近
隣
自
治
体
に
受
入
に
つ
い
て
の
了

解
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

今
後
は
、
民
間
委
託
処
分
と
最
終
処
分
場
の
新
設
を
視
野
に

入
れ
た
検
討
が
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

【
参
考
】
民
間
委
託
費
概
算

年　

度

排
出
量

ｔ
単
価

（
運
搬
費
含
む
。）

概
算
費
用

二
三
年
度

（
一
二
～
三
月
）

六
七
〇
ｔ
四
万
円
～
六
万
円

二
、六
八
〇
万
円
～

四
、〇
二
〇
万
円

二
四
年
度

　
（
四
～
三
月
）
二
、三
〇
〇
ｔ
四
万
円
～
六
万
円

九
、二
〇
〇
万
円
～

一
三
、八
〇
〇
万
円

（「
平
成
二
三
年
度　

環
境
・
観
光
産
業
常
任
委
員
会
」
湯
河

原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

最
終
処
分
場
地
下
水
が
環
境
基
準
を
超
え
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
り
、
こ
の
対
策
と
経
過
報
告
で
あ
る
。
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②　

既
存
廃
棄
物
撤
去
計
画

　

（
表
紙
）

　

湯
河
原
町
真
鶴
町
衛
生
組
合　

一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場

　
　
　
　

既
存
廃
棄
物
撤
去
計
画
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
五
年
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
真
鶴
町
衛
生
組
合

（
目
次
省
略
）

一　

既
存
廃
棄
物
掘
削
・
撤
去
・
処
分
計
画
の
概
要

㈠　

計
画
策
定
の
背
景

湯
河
原
町
真
鶴
町
衛
生
組
合
の
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分

場
は
、
昭
和
六
二
年
四
月
か
ら
埋
立
を
開
始
し
、
平
成
二

五
年
三
月
に
埋
立
を
完
了
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
当
組
合

は
、
平
成
二
三
年
度
に
埋
立
期
間
の
延
長
の
た
め
処
分
場

の
か
さ
上
げ
を
計
画
し
、
水
質
調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、

集
水
地
下
水
か
ら
地
下
水
環
境
基
準
値
を
超
過
す
る
カ
ド

ミ
ウ
ム
が
検
出
さ
れ
た
た
め
、
直
ち
に
神
奈
川
県
へ
報
告

す
る
と
と
も
に
、
平
成
二
三
年
一
二
月
一
四
日
を
も
っ
て

処
分
場
へ
の
埋
立
廃
棄
物
の
搬
入
を
停
止
し
た
。

ま
た
、
平
成
二
四
年
四
月
一
三
日
付
で
廃
棄
物
処
理
法

第
二
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
処
理
施
設
の
事

故
届
を
提
出
し
た
。

当
組
合
は
そ
の
後
、
県
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
応
急

対
策
と
し
て
、
集
水
地
下
水
の
浸
出
液
処
理
施
設
へ
の
流

入
配
管
設
置
と
、
埋
立
区
域
へ
の
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
被
覆
を

行
っ
て
公
共
用
水
域
へ
の
流
出
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
緊
急

に
周
辺
地
下
水
へ
の
影
響
調
査
を
実
施
し
、
基
準
値
内
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
原
因
究
明
の
一
環
と
し

て
処
分
場
の
水
質
検
査
を
行
っ
た
結
果
、
埋
立
地
遮
水

シ
ー
ト
の
上
下
で
、
電
気
伝
導
率
及
び
イ
オ
ン
バ
ラ
ン
ス

が
類
似
し
て
い
た
も
の
の
、
基
準
値
超
過
の
原
因
を
特
定
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す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
と
並
行
し
て
、
さ
ら
な
る
原
因
の
究
明
と
今
後
の

恒
久
的
な
対
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
当
組
合
議
会

議
員
と
学
識
経
験
者
で
構
成
す
る
「
一
般
廃
棄
物
最
終
処

分
場
改
修
計
画
専
門
委
員
会
」
を
設
置
し
、
集
中
的
に
協

議
、
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
次
の
三
点
を

対
策
の
方
針
と
し
た
。

㊀　

原
因
究
明
と
問
題
の
根
本
的
解
消
の
た
め
、
既
に
埋

め
立
て
ら
れ
て
い
る
廃
棄
物
を
全
て
撤
去
す
る
。

㊁　

廃
棄
物
処
理
の
長
期
的
な
安
定
性
を
確
保
す
る
た
め
、

自
区
域
内
に
処
分
場
を
確
保
す
る
。

㊂　

処
分
場
確
保
を
で
き
る
だ
け
短
期
間
で
実
現
す
る
た

め
、
現
処
分
場
の
設
備
を
改
善
･
再
利
用
す
る
。

こ
れ
ら
の
方
針
に
基
づ
き
、
既
存
廃
棄
物
の
撤
去
事
業

と
、
処
分
場
の
再
整
備
事
業
か
ら
な
る
、「
湯
河
原
町
真

鶴
町
衛
生
組
合
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
再
生
事
業
」
を
、

平
成
二
五
～
二
七
年
度
の
三
か
年
で
実
施
す
る
こ
と
と
し

た
。

表
一　

事
業
の
位
置
付
け

湯
河
原
町
真
鶴
町
衛
生
組
合
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
再
生
事
業

平
成
二
五
～
二
六
年
度

既
存
廃
棄
物
撤
去
事
業

平
成
二
六
～
二
七
年
度

　



処
分
場
再
整
備
事
業　

㈡　

計
画
の
趣
旨
・
目
的

本
計
画
は
、
処
分
場
再
生
事
業
の
前
段
と
し
て
平
成
二

五
～
二
六
年
度
に
行
う
「
既
存
廃
棄
物
撤
去
事
業
」
を
、

生
活
環
境
保
全
上
の
問
題
が
生
じ
な
い
よ
う
適
正
に
、
か

つ
、
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
そ
の
具
体
的
な
施
工
内
容

や
方
法
、
環
境
保
全
や
安
全
面
の
対
策
そ
の
他
必
要
な
事

項
に
つ
い
て
、
作
業
に
よ
る
生
活
環
境
へ
の
支
障
を
未
然

に
防
止
す
る
た
め
、「
最
終
処
分
場
跡
地
形
質
変
更
に
係

る
施
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
以
下
、「
施
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

と
い
う
。）
の
内
容
を
踏
ま
え
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
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と
と
も
に
、
地
下
水
汚
染
事
故
に
対
す
る
原
因
究
明
及
び

恒
久
対
策
に
係
る
計
画
の
一
部
で
も
あ
る
。

二　

最
終
処
分
場
の
概
要

㈠　

施
設
の
概
要

　

表
二　

施
設
の
概
要

名　
　

称
湯
河
原
町
真
鶴
町
衛
生
組
合
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場

所

在

地

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
湯
河
原
町
吉
浜
二
〇
二
一
番
地

敷
地
面
積

一
七
、
一
〇
〇
㎡

埋
立
面
積

一
〇
、
五
〇
〇
㎡

埋
立
容
量

六
六
、
〇
〇
〇
㎥

埋
立
開
始

昭
和
六
二
年
四
月

埋

立

物　

焼
却
残
渣
及
び
不
燃
残
渣

水
処
理
能
力

六
五
㎥
／
日

㈡　

撤
去
す
る
既
存
廃
棄
物
の
量

当
処
分
場
の
既
存
廃
棄
物
の
量
は
、
平
成
二
三
年
一
二

月
一
四
日
の
搬
入
停
止
後
、
増
加
し
て
い
な
い
。
埋
立
開

始
か
ら
搬
入
停
止
ま
で
の
埋
立
実
績
は
六
一
、
一
一
六
㎥

で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
二
四
年
二
月
に
現
況
の
測
量
を
実

施
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
既
存
廃
棄
物
の
量
を
推
計

し
た
と
こ
ろ
六
一
、
五
〇
〇
㎥
で
あ
っ
た
。（
資
料
一
、

図
面
№
一
～
№
四
及
び
資
料
二
（
省
略
））

以
上
の
こ
と
か
ら
、
数
値
の
大
き
い
測
量
結
果
を
採
用

し
、

六
一
、
五
〇
〇
㎥
を
全
撤
去
量
と
し
て
計
画
す
る
。

㈢　

既
存
廃
棄
物
の
性
状
等

既
存
廃
棄
物
の
性
状
等
に
つ
い
て
は
、
資
料
三
及
び
資

料
四
（
省
略
）
の
と
お
り
で
あ
る
。
調
査
の
結
果
、
主
な

埋
立
物
が
焼
却
灰
で
あ
る
こ
と
、
含
水
率
が
約
三
〇
％
で

あ
る
こ
と
、
ま
た
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
な
ど
の
値
が
、
搬

出
先
処
分
場
へ
の
埋
立
基
準
値
を
下
回
っ
て
い
る
こ
と
な

ど
が
確
認
さ
れ
た
。

な
お
、
可
燃
性
ガ
ス
に
つ
い
て
、「
施
行
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
の
基
準
値
を
超
え
る
濃
度
が
検
出
さ
れ
た
箇
所
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
四
㈢
（
省
略
）
に
示
す
と
お
り
、
掘
削
作
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業
に
伴
う
環
境
保
全
及
び
安
全
確
保
に
つ
い
て
は
、
十
分

な
対
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
後
略
）

（
湯
河
原
町
真
鶴
町
衛
生
組
合
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

資
料
・
図
面
等
は
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
最
終
処
分

場
再
生
事
業
に
つ
い
て
は
、
業
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
業
務
計
画

書
等
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
は
自
然
界
に
も
存
在
す
る
が
、
人
体
に

有
害
で
経
口
摂
取
す
る
と
腎
臓
な
ど
に
蓄
積
さ
れ
骨
粗
し
ょ
う

症
を
引
き
起
こ
す
。
富
山
県
神
通
川
流
域
で
発
生
し
た
イ
タ
イ

イ
タ
イ
病
は
、
公
害
病
と
し
て
当
時
の
厚
生
省
に
よ
り
認
定
さ

れ
て
い
る
。

第
三
節　

衛

生

行

政

180　

厚
生
常
任
委
員
会
に
お
け
る
し
尿
処
理
問
題
説
明
文
書

協
議
諮
問
亊
項

（
中
略
）

二
、
し
尿
処
理
に
つ
い
て

現
在
湯
河
原
町
の
〝
し
尿
〟（
一
日
約
六
〇
石
）
は
熱
海
市

営
し
尿
処
理
場
へ
年
額
三
六
万
円
で
一
日
一
八
石
の
処
理
を

委
託
し
て
い
る
外
、大
観
山
、上
野
地
内
に
あ
る
貯
溜
槽
（
素

掘
り
）
に
投
棄
し
て
い
る
が
、
貯
溜
槽
へ
の
投
棄
に
つ
い
て

は
昭
和
三
五
年
度
限
り
で
出
来
な
く
な
る
の
で
、
昭
和
三
六

年
度
よ
り
真
鶴
町
清
掃
業
者
（
御
守
守
治

（
マ
マ
）氏

）
に
委
託
し
て

海
上
処
理
す
る
こ
と
を
計
画
す
る
も
の
で
あ
る
。

〈
参
考
〉
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一　

真
鶴
業
者
の
希
望

一
、
委
託
料
に
つ
い
て
の
要
求

イ　

湯
河
原
町
の
業
者
が
船
ま
で
直
接
運
搬
し
た
場
合

→
石
当
り　

七
〇
円

ロ　

中
間
に
貯
溜
槽
を
設
け
た
場
合

→
石
当
り
一
〇
〇
円

（

貯
溜
槽
ま
で
湯
河
原
町
で
運
搬
し
以
後
の
処
理
を

真
鶴
で
行
う
）

二
、
し
尿
の
運
搬
方
法
に
つ
い
て

暫
定
措
置
と
し
て
舟
へ
直
接
で
も
よ
い
が
、
出
来
れ
ば
中

間
に
貯
溜
槽
を
設
置
さ
れ
た
い
。

三
、
中
間
貯
溜
槽
の
位
置
に
つ
い
て

湯
河
原
町
地
内
を
希

す
る
が
、
予
定
地
の
な
い
と
き
は

真
鶴
町
地
内
を
使
用
し
て
も
よ
い
（
真
鶴
駅
裏
の
町
有
地

の
使
用
に
つ
い
て
真
鶴
町
側
の
了
解
を
得
て
あ
る
）
但
し

設
備
費
に
つ
い
て
は
湯
河
原
町
に
於
て
全
額
を
負
坦

（
担
）し

て

も
ら
い
た
い
。

二　

真
鶴
町
側
と
し
て
は
、
し
尿
の
運
搬
方
法
に
つ
い
て
業
者

の
希

意
見
を
認
め
て
い
る
。

Ａ
、
委
託
料
石
当
り
七
〇
円
の
場
合
（
舟
へ
直
接
運
搬
）

取
扱
石
数

海　

上　

投　

棄　

委　

託　

料

備
考

一
日

一
年

一
日

一
ヶ
月

一
ヶ
年

町
費
負
担
額

不
足
額

石
当
り

不
足
額

一
荷
当
り

不
足
額

四
〇
一
四
、四
〇
〇
二
、八
〇
〇

八
四
、〇
〇
〇
一
、〇
〇
八
、〇
〇
〇
五
〇
〇
、〇
〇
〇

五
〇
八
、〇
〇
〇

三
五

一
四

五
〇
一
八
、〇
〇
〇
三
、五
〇
〇
一
〇
五
、〇
〇
〇
一
、二
六
〇
、〇
〇
〇
五
〇
〇
、〇
〇
〇

七
六
〇
、〇
〇
〇

四
二

一
七

六
〇
二
一
、六
〇
〇
四
、二
〇
〇
一
二
六
、〇
〇
〇
一
、五
一
二
、〇
〇
〇
五
〇
〇
、〇
〇
〇
一
、〇
一
二
、〇
〇
〇

四
七

一
九
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Ｂ
、
委
託
料
石
当
り
、
一
〇
〇
円
の
場
合
（
中
間
槽
ま
で
運
搬
）

取
扱
石
数

海　

上　

投　

棄　

委　

託　

料

一
日

一
年

一
日

一
ヶ
月

一
ヶ
年

町
費
負
担
額

不
足
額

石
当
り

不
足
額

一
荷
当
り

不
足
額

備
考

四
〇
一
四
、四
〇
〇
四
、〇
〇
〇
一
二
〇
、〇
〇
〇
一
、四
四
〇
、〇
〇
〇
五
〇
〇
、〇
〇
〇

九
四
〇
、〇
〇
〇

六
五

二
六

五
〇
一
八
、〇
〇
〇
五
、〇
〇
〇
一
五
〇
、〇
〇
〇
一
、八
〇
〇
、〇
〇
〇
五
〇
〇
、〇
〇
〇
一
、三
〇
〇
、〇
〇
〇

七
二

二
九

六
〇
二
一
、六
〇
〇
六
、〇
〇
〇
一
八
〇
、〇
〇
〇
二
、一
六
〇
、〇
〇
〇
五
〇
〇
、〇
〇
〇
一
、六
六
〇
、〇
〇
〇

七
七

三
一

Ｃ
、
し
尿
処
理
所
要
経
費
に
つ
い
て
の
比
較

処
理
方
法
石
当
り
経
費

備　
　

考

消
化
槽

三
二
円

熱
海
し
尿
処
理
場
は
三
八
円

化
学
処
理

八
九
円

処
理
槽
（
三
〇
年
は
使
用
で
き
る
）

配
管
（
三
年
毎
に
取
替
え
）

海
上
投
棄
三
六
円
～

　

一
八
二
円

（「
自
昭
和
三
五
年
四
月　

至
昭
和
三
九
年
三
月　

厚
生
常
任

委
員
会
に
関
す
る
綴
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

　

原
資
料
は
横
書
き
。

　

一
九
六
〇
（
昭
和
三
五
）
年
当
時
の
町
の
し
尿
処
理
状

況
が
わ
か
り
、
海
洋
投
棄
に
つ
い
て
の
試
算
な
ど
の
文
書
。

当
時
は
、
海
洋
投
棄
が
東
京
を
含
め
一
般
的
で
あ
っ
た
。

一
九
六
一
年
以
後
、
海
洋
投
棄
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
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181　

海
洋
投
棄
に
つ
い
て
真
鶴
町
と
の
契
約
書

契
約
書

湯
河
原
町
を
甲
と
し
、
真
鶴
町
真
鶴
八
七
三
番
地
御

次

を
乙
と
し
て
湯
河
原
町
に
て
収
集
さ
れ
た
し
尿
の
海
洋
投
棄
処

理
に
つ
い
て
、
湯
河
原
町
及
び
真
鶴
町
の
協
定
書
に
基
き
、
次

の
と
お
り
契
約
を
締
結
す
る
。

第
一
条　

乙
は
甲
の
区
域
内
に
て
収
集
さ
れ
た
し
尿
を
乙
の
所

有
す
る
し
尿
海
洋
投
棄
船
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
を
受
託
す

る
。

第
二
条　

甲
の
運
搬
投
入
す
る
し
尿
の
数
量
は
一
日
六
台
（
約

一
〇
、
八
〇
〇
ℓ
）
と
し
、
浄
化
槽
処
理
汚
物
を
含
む
も
の

と
す
る
。

第
三
条　

こ
の
契
約
に
お
い
て
甲
が
乙
に
対
し
て
支
払
う
べ
き

し
尿
処
理
委
託
料
は
月
額
一
二
五
、
〇
〇
〇
円
と
し
支
払
日

は
毎
月
第
二
月
曜
日
と
す
る
。

２　

月
の
中
途
に
お
い
て
こ
の
契
約
を
解
除
し
た
と
き
は
、
前

項
の
規
定
に
よ
る
金
額
を
日
割
計
算
に
よ
り
こ
れ
を
支
払
う

も
の
と
す
る
。

第
四
条　

甲
は
前
条
に
規
定
す
る
委
託
料
の
内
契
約
金
と
し
て

一
金
五
〇
万
円
也
を
こ
の
契
約
と
同
時
に
乙
に
支
払
う
も
の

と
す
る
。

２　

前
項
に
規
定
す
る
契
約
金
は
乙
が
受
領
す
る
委
託
料
の
五

月
、
八
月
、
一
一
月
、
二
月
分
に
充
当
し
、
乙
が
休
業
若
し

く
は
廃
業
等
に
よ
り
本
契
約
に
よ
る
し
尿
の
処
分
を
行
う
こ

と
が
で
き
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
残
金
は
直
ち
に
甲
に
返
済

す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条　

甲
に
於
い
て
委
託
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
場
合
に
於

い
て
は
、
そ
の
属
す
る
月
の
委
託
料
を
支
払
う
も
の
と
し
、

翌
月
よ
り
こ
の
契
約
は
解
除
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条　

四
条
、
五
条
に
よ
る
委
託
が
で
き
な
く
な
つ
た
場
合

は
、
そ
の
一
ケ
月
前
に
双
方
共
通
達
す
る
も
の
と
す
る
。
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第
七
条　

本
契
約
の
有
効
期
間
は
昭
和
三
九
年
四
月
一
日
か
ら

昭
和
四
〇
年
三
月
三
一
日
ま
で
と
す
る
。
但
し
、
有
効
期
間

満
期
の
と
き
は
甲
、
乙
協
議
の
上
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

上
記
契
約
を
証
す
る
た
め
、
こ
の
契
約
書
二
通
を
作
成
し
、
双

方
記
名
押
印
し
各
自
一
通
を
所
持
す
る
。

昭
和
三
九
年
四
月
一
日

甲　

湯
河
原
町
門
川
四
三
九
番
地

代
表
者　

湯
河
原
町
長　

八
亀
武
雄　

印

乙　

真
鶴
町
真
鶴
八
三
七
番
地

真
鶴
清
掃
社　

御

次　

㊞

（「
広
域
行
政
契
約
関
係
綴
（
真
鶴
）」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

印
紙
部
分
は
省
略
し
た
。

広
域
行
政
の
場
合
は
費
用
、
運
搬
な
ど
が
問
題
に
な
ら

な
い
よ
う
に
一
年
毎
に
契
約
を
結
ん
で
実
施
さ
れ
た
。
一

九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
か
ら
海
洋
投
棄
を
委
託
し
て
い

た
が
、
契
約
書
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
変
更
は

そ
の
都
度
改
訂
さ
れ
た
。
一
九
六
八
年
九
月
か
ら
契
約
者

が
真
鶴
町
長
と
湯
河
原
町
長
と
な
っ
た
。

182　

町
立
浄
水
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
要
望
書

町
立
浄
水
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
要
望
書

湯
河
原
町
町
長

杉
山　

実　

殿

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
湯
河
原
町
吉
浜
○
○
○
○
─
○
○

湯
河
原
ロ
イ
ヤ
ル
ハ
イ
ツ
管
理
組
合　

印

　
　
　
　
　
　

理　
　
　

事　
　
　

長　



環
境
対
策
委
員
会
委
員
長　

笹
井
昭
孝　

㊞

私
達
が
入
居
し
て
い
る
「
湯
河
原
ロ
イ
ヤ
ル
ハ
イ
ツ
」
が
完

成
し
て
か
ら
、
間
も
な
く
四
年
に
な
り
ま
す
。
入
居
の
当
時
か

ら
南
側
に
あ
る
埋
立
地
に
町
営
の
「
浄
水
セ
ン
タ
ー
」（
下
水

処
理
場
）
が
出
来
る
予
定
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
お
り
ま
し
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た
。下

水
道
施
設
は
近
代
的
生
活
に
は
不
可
欠
な
都
市
施
設
で
あ

り
、
特
に
観
光
地
に
あ
つ
て
は
完
備
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
で
す
か
ら
、
私
達
も
一
日
も
早
く
建
設
さ
れ
る
こ
と

を
希
望
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
下
水
処
理
場
は
そ
の
性
質

上
、
周
辺
の
居
住
者
の
生
活
環
境
の
点
で
必
ら
ず
し
も
歓
迎
さ

れ
る
施
設
で
な
く
、
し
か
も
半
永
久
的
施
設
だ
け
に
関
係
住
民

の
同
意
と
協
力
な
く
し
て
建
設
さ（

マ
マ
）る

べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
町
当
局
も
こ
れ
ら
の
こ
と
は
充
分
承
知
さ
れ
、
適
切
な
対

応
策
を
と
ら
れ
る
も
の
と
信
じ
て
お
り
ま
し
た
。
従
つ
て
私
達

は
、
町
当
局
か
ら
の
事
前
説
明
等
が
当
然
行
わ
れ
る
も
の
と
思

い
、
積
極
的
に
要
求
、
要
望
等
を
す
る
動
き
は
控
え
て
お
り
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
計
画
が
一
方
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
側
聞
し
、
去
る
五
十
四
年
十
一
月
よ
り
当
方
か
ら
町

役
場
に
出
向
い
て
説
明
を
求
め
ま
し
た
が
、
計
画
に
つ
い
て
の

明
言
を
さ
け
、
あ
た
か
も
未
だ
設
計
が
決
つ
て
い
な
い
か
の
如

き
発
言
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
約
一
年
三
カ
月
あ
ま
り
、
再
三
に
わ
た
り
町
長
、

助
役
、
下
水（

マ
課マ

）長
等
に
面
会
し
て
、
私
達
の
危
惧
す
る
点
、
要

望
事
項
等
を
述
べ
て
き
ま
し
た
が
、
全
く
誠
意
が
認
め
ら
れ
ず
、

単
に
引
き
延
し
と
も
思
わ
れ
る
態
度
に
終
始
し
て
今
日
に
至
つ

て
お
り
ま
す
。
特
に
私
達
の
当
面
の
最
大
の
関
心
事
で
あ
る
管

理
棟
の
高
さ
を
下
げ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
下
水（

マ
課マ

）

長
は
、「
原
設
計
は
、
汚
泥
を
焼
却
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る

が
、
焼
却
は
行
わ
な
い
。
従
つ
て
そ
の
施
設
の
分
だ
け
縮
小
で

き
る
の
で
高
さ
も
低
く
で
き
る
」
と
言
明
し
た
の
で
、
私
達
は

景
観
と
匂
い
の
両
方
が
大
巾
に
緩
和
さ
れ
る
と
し
て
評
価
し
、

安
心
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
次
回
に
面
会
し
た
際
、
そ

の
言
を
ひ
る
が
え
し
焼
却
は
行
う
と
言
つ
て
お
り
ま
す
。

現
在
ま
で
数
回
に
わ
た
り
面
接
し
ま
し
た
が
、
毎
回
異
つ
た

部
分
が
出
て
き
て
全
く
信
用
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
今
回
は
町

当
局
の
示
唆
も
あ
り
、
文
書
に
て
提
出
し
ま
す
。
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誠
意
あ
る
回
答
を
求
め
ま
す
。

一
、「
湯
河
原
ロ
イ
ヤ
ル
ハ
イ
ツ
」
に
対
し
て
、
現
在
ま
で
に

一
回
も
説
明
会
も
行
わ
ず
誠
意
を
示
さ
な
い
の
は
何
故
か
、

町
長
と
は
①
「
湯
河
原
ロ
イ
ヤ
ル
ハ
イ
ツ
」
の
住
民
を
い
わ

ゆ
る
〝
よ
そ
者
扱
い
〟
は
し
な
い
。
②
中
央
区
に
所
属
し
て

い
る
が
「
湯
河
原
ロ
イ
ヤ
ル
ハ
イ
ツ
」
独
自
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
区
と
切
り
は
な
し
、
直
接
連
絡
し
、
或
い
は
話
し
合

い
を
す
る
。
旨
の
約
束
が
で
き
て
い
る
。

二
、
環
境
影
響
に
つ
い
て
門
川
地
区
に
は
多
額
の
補
償
を
す
る

約
束
（
一
説
に
よ
る
と
総
額
一
億
円
に
及
ぶ
）
を
し
た
と
聞

い
て
い
る
が
事
実
か
。
事
実
だ
と
す
れ
ば
景
観
、
環
境
と
も

に
門
川
地
区
よ
り
も
大
き
な
影
響
を
受
け
る
「
湯
河
原
ロ
イ

ヤ
ル
ハ
イ
ツ
」
に
対
し
、
こ
の
よ
う
な
話
が
全
く
無
い
の
は

ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
か
。

三
、
浄
水
セ
ン
タ
ー
の
管
理
棟
の
高
さ
は
、
常
識
的
に
見
て
不

必
要
に
高
過
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
充
分
な
説

明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
と
同
時
に
、
私
達
は
眺
望
権
及
び

環
境
権
と
い
う
立
場
か
ら
、
財
産
価
値
の
著
る
し
い
阻
害
を

考
え
、
こ
れ
を
で
き
る
だ
け
低
く
し
て
も
ら
い
た
い
。

四
、
汚
泥
の
焼
却
は
、
浄
水
セ
ン
タ
ー
で
は
行
わ
な
い
よ
う
に

し
て
も
ら
い
た
い
。
沈
澱
槽
、
曝
気
槽
、
脱
水
装
置
か
ら
発

生
す
る
臭
気
だ
け
で
も
相
当
な
も
の
で
あ
る
の
に
、
焼
却
に

よ
る
臭
気
が
加
わ
つ
て
は
（
脱
臭
に
も
限
度
が
あ
る
）
生
活

環
境
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
。

脱
水
し
た
汚
泥
は
ゴ
ミ
焼
却
場
に
運
ん
で
埋
立
て
を
す
る

か
、
或
い
は
ど
う
し
て
も
焼
却
す
る
な
ら
ば
、
ゴ
ミ
焼
却
場

の
そ
ば
に
汚
泥
焼
却
施
設
を
造
つ
て
焼
却
す
る
よ
う
に
し
て

も
ら
い
た
い
。

五
、
浄
水
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
臭
気
は
「
湯
河
原
ロ
イ
ヤ
ル
ハ
イ

ツ
」、
門
川
地
区
方
面
に
流
れ
る
が
（
年
間
の
風
向
き
は
殆

ん
ど
南
風
）
風
速
に
よ
つ
て
は
、
更
に
駅
か
ら
温
泉
街
に
流

れ
て
行
く
。
こ
の
臭
気
の
流
れ
に
つ
い
て
関
係
住
民
に
納
得
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の
い
く
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
。

六
、
汚
泥
の
焼
却
は
浄
水
セ
ン
タ
ー
で
は
し
な
い
と
言
つ
た
り
、

す
る
と
言
つ
た
り
、
設
計
図
が
ま
だ
出
来
て
い
な
い
と
言
つ

た
り
、
そ
の
図
面
は
写
し
を
渡
せ
な
い
と
言
つ
た
り
、
重
大

な
事
項
に
つ
い
て
無
責
任
な
発
言
を
す
る
の
は
何
故
か
、
そ

の
責
任
を
問
う
。

七
、
浄
水
セ
ン
タ
ー
が
稼
動
し
て
も
屎
尿
の
処
理
は
し
な
い
で

も
ら
い
た
い
。

八
、
浄
水
セ
ン
タ
ー
の
東
北
側
の
湯
河
原
高
校
と
の
境
界
に
海

岸
へ
の
通
路
を
造
つ
て
も
ら
い
た
い
。

九
、
下
水
道
事
業
の
う
ち
、
浄
化

（
水
）セ

ン
タ
ー
の
年
次
計
画
表
を

提
出
し
て
ほ
し
い
。

十
、「
湯
河
原
ロ
イ
ヤ
ル
ハ
イ
ツ
」
と
の
話
し
合
い
が
つ
く
ま

で
は
、
浄
化

（
水
）セ

ン
タ
ー
管
理
棟
関
係
の
工
事
は
着
手
し
な
い

で
も
ら
い
た
い
。（
特
に
五
十
六
年
度
分
の
補
助
対
象
部
分

と
し
な
い
こ
と
）

右
に
つ
き
昭
和
五
十
六
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
に
文
書
で
回

答
さ
れ
た
い
。

昭
和
五
十
六
年
二
月
十
九
日

（「
昭
和
五
六
年　

陳
情
書
・
要
望
書
綴
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

下
水
道
の
処
理
水
と
汚
泥
処
理
は
課
題
と
な
り
、
当
時
は
臭

気
を
含
め
て
各
地
で
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
要
望
書
に
対

す
る
町
当
局
の
回
答
に
対
し
、
管
理
組
合
は
「
保
留
」
す
る
と

い
う
文
書
を
、三
月
二
八
日
付
で
町
に
提
出
し
て
い
る
。こ
の
年
、

翌
年
の
文
書
綴
に
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
文
書
は
綴
ら
れ
て

い
な
い
。

浄
水
セ
ン
タ
ー
は
一
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）
年
に
完
成
し
た
。

183　

真
鶴
町
と
の
し
尿
処
理
施
設
に
関
す
る
協
定
書

協
定
書

真
鶴
町
と
湯
河
原
町
は
、
し
尿
処
理
に
関
す
る
施
設
の
運
営

及
び
事
務
の
管
理
の
委
託
に
関
し
、
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
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す
る
。

（
経
費
の
種
類
）

第
一
条　

湯
河
原
町
は
、
施
設
の
運
営
及
び
事
務
の
管
理
に
要

す
る
経
費
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
真
鶴
町
に
交
付
す
る
も
の
と

し
、
経
費
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

し
尿
処
理
施
設
の
運
営
並
び
に
維
持
管
理
に
要
す
る
経

費
（
以
下
「
管
理
費
」
と
い
う
。）

二　

し
尿
処
理
施
設
の
改
良
に
要
す
る
経
費
（
以
下
「
施
設

費
」
と
い
う
。）

三　

し
尿
処
理
施
設
の
事
務
の
管
理
に
要
す
る
経
費
（
以
下

「
人
件
費
」
と
い
う
。）

（
負
担
割
合
）

第
二
条　

前
条
の
経
費
の
負
担
割
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
真
鶴
町
が
行
う
、
し
尿
汲
取
委
託
等
の
経
費
に
つ
い

て
は
、
真
鶴
町
の
負
担
と
す
る
。

一　

管
理
費
・
施
設
費
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
の
し
尿
処
理

量
実
績
に
よ
り
求
め
た
割
合
と
す
る
。

二　

人
件
費
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
度
の
給
与
を
算
定
基
礎

と
し
、
次
に
揚
げ
る
表
に
よ
り
求
め
た
割
合
と
す
る
。

区　
　

分

負　

担　

割　

合

監
理
監
督
業
務
員
参
事
職
給
与
×　

四
％

課
長
職
給
与
×
二
〇
％

　

前　

年　

度

×
し
尿
処
理
量

　

実
績
割
合

管
理
業
務
員
担
当
課
職
員
の
給
与
×
二
〇
％

施

設

職

員
施
設
職
員
の
給
与
×
一
〇
〇
％

施
設
補
充
員
清
掃
職
員
の
平
均
給
与
×
二
五
％

（
注
）
給
与
と
は
、
給
料
・
職
員
手
当
等
・
共
済
費
・
退
職

手
当
組
合
負
担
金
を
い
う
。

（
経
費
に
残
額
が
生
じ
た
場
合
の
措
置
）

第
三
条　

真
鶴
町
は
、
当
該
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
委
託
事
務

の
執
行
に
係
る
予
算
に
残
額
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
年
度
で
清
算
す
る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
）

第
四
条　

こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
関
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し
疑
義
が
生
じ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
真
鶴
町
長
と
湯
河
原

町
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

　

附　

則

１　

こ
の
協
定
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
収
支
は
廃
止
の
日
を

も
っ
て
こ
れ
を
打
ち
切
り
、
真
鶴
町
長
が
こ
れ
を
決
算
す
る
。

こ
の
場
合
、
決
算
に
伴
っ
て
生
じ
る
余
剰
金
は
、
速
や
か
に

湯
河
原
町
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

上
記
協
定
を
証
す
る
た
め
、
本
書
二
通
を
作
成
し
、
真
鶴
町
長

と
湯
河
原
町
長
が
記
名
押
印
の
う
え
、
各
一
通
を
保
有
す
る
。

平
成
八
年
七
月
一
日

真
鶴
町
長　
　

三
木
邦
之　

印

湯
河
原
町
長　

米
岡
幸
男　

印

（「
広
域
行
政
契
約
関
係
綴
（
真
鶴
）」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

『
本
巻
』
一
八
一
と
の
関
連
資
料
。
一
九
六
五
（
昭
和
四
〇
）

年
代
か
ら
真
鶴
町
の
し
尿
等
貯
留
施
設
の
運
営
管
理
及
び
事
務

の
委
託
の
協
定
を
締
結
し
て
い
る
も
の
で
、
海
洋
投
棄
が
禁
止

さ
れ
、
次
の
資
料
の
足
柄
上
衛
生
組
合
に
し
尿
処
理
を
委
託
す

る
ま
で
継
続
し
て
い
る
。

184　

足
柄
上
衛
生
組
合
と
の
し
尿
処
理
に
関
す
る
協
定
書

金
太
郎
通
信　
　
　
　

担　

当　

足
柄
衛
生
組
合
事
務
所
長　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
藤
敏
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
合
先　

七
四
─
○
○
○
○

タ
イ
ト
ル
足
柄
上
衛
生
組
合
と
真
鶴
町
・
湯
河
原
町
と
の

し
尿
等
の
処
理
に
関
す
る
協
定
書
の
調
印
式

経　

過

　

真
鶴
町
・
湯
河
原
町
は
、
長
年
、
共
同
事
業
と
し
て
、
し

尿
及
び
浄
化
槽
汚
泥
の
処
理
を
海
洋
投
棄
処
分
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
海
洋
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
、
国
及
び
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県
か
ら
海
洋
投
棄
の
廃
止
に
向
け
て
可
能
な
限
り
早
期
に
処

理
施
設
を
整
備
す
る
よ
う
指
導
を
受
け
、
平
成
一
一
年
九
月

よ
り
施
設
建
設
、
自
区
内
処
理
或
い
は
近
隣
市
町
へ
の
委
託

処
理
等
対
応
策
を
検
討
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
現
在
の
足
柄
上
衛
生
組
合
の
処
理
施
設
が
下

水
道
の
普
及
に
よ
る
処
理
量
の
減
少
に
よ
っ
て
受
入
可
能
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
両
町
は
、
県
に
協
力
を
依
頼
す
る
と
と
も

に
、
組
合
長
で
あ
る
南
足
柄
市
長
を
通
じ
て
、
し
尿
等
の
広

域
処
理
の
依
頼
を
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
当
組
合
で

は
、
受
入
に
つ
い
て
、
関
係
機
関
と
の
調
整
、
組
合
構
成
市

町
及
び
両
町
の
議
会
の
了
解
を
経
て
、
平
成
一
四
年
四
月
一

日
か
ら
受
入
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
合
意
し
、
こ
の
度
、
協

定
書
の
調
印
式
を
執
り
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
神
奈
川
県
下
に
お
け
る
し
尿
の
海
洋
投
棄
処
分

は
、
こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
全
て
無
く
な
り
ま
す
。

一　

日　

時　

平
成
一
四
年
二
月
二
八
日
（
木
）

　
　

午
前
一
〇
時
か
ら
一
一
時
ま
で

二　

場　

所　

足
柄
上
衛
生
組
合　

二
階　

会
議
室

　
　

南
足
柄
市
班
目
一
五
四
七

　
　

℡
〇
四
六
五
─
七
四
─
○
○
○
○

三　

出
席
者

　
　

足
柄
上
衛
生
組
合
長
（
南
足
柄
市
長
）

　
　

足
柄
上
衛
生
組
合
議
会
議
長
（
山
北
町
議
会
議
長
）

　
　

足
柄
上
衛
生
組
合
副
組
合
長
（
足
柄
上
郡
五
町
長
）

　
　

足
柄
上
衛
生
組
合
収
入
役
（
南
足
柄
市
収
入
役
）

　
　

真
鶴
町
長

　
　

湯
河
原
町
長

　
　

神
奈
川
県

　
　
　
　
　
（
本
庁
、
足
柄
上
・
西
湘
地
区
行
政
セ
ン
タ
ー
）

　
　

足
柄
上
地
区
一
市
五
町
生
活
環
境
担
当
課
長

　
　

湯
河
原
町
民
生
部
長
、
真
鶴
町
・
湯
河
原
町
住
民
課
長
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四　

調
印
式
次
第

　
　
　
　
　

（
司
会
進
行　

足
柄
上
衛
生
組
合
事
務
所
長
）

　
　

開　
　

式

　
　

出
席
者
紹
介

　
　

主
旨
説
明　
（
足
柄
上
郡
町
村
会
長
（
松
田
町
長
））

　
　

協
定
書
署
名

　
　

（
足
柄
上
衛
生
組
合
長
、
真
鶴
町
長
、
湯
河
原
町
長
）

　
　

協
定
書
交
換
及
び
記
念
撮
影
（
同
上
）

　
　

あ
い
さ
つ　

足
柄
上
衛
生
組
合
長

　
　
　
　
　
　
　

真
鶴
町
長

　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
長

　
　

閉　
　

式

　
　

質　
　

疑
（
共
同
会
見
）

　
　

記
念
撮
影
（
出
席
者
）

協
定
書

足
柄
上
衛
生
組
合
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。）
と
湯
河
原
町

（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。）
と
は
、
乙
が
収
集
し
た
し
尿
及
び

浄
化
槽
汚
泥
（
以
下
「
し
尿
等
」
と
い
う
。）
を
甲
の
処
理
施

設
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。）
に
て
処
理
す
る
協
定
を

次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

（
協
定
の
主
旨
）

第
一
条　

こ
の
協
定
は
、
下
水
道
処
理
の
進
捗
に
よ
り
受
入
れ

能
力
を
持
つ
甲
が
、
乙
及
び
真
鶴
町
が
海
洋
投
棄
処
理
し
て

き
た
し
尿
等
を
全
量
受
託
処
理
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
信
義
・
誠
実
の
原
則
）

第
二
条　

甲
及
び
乙
は
、
こ
の
協
定
の
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、

相
互
に
信
義
を
重
ん
じ
誠
実
に
こ
れ
を
履
行
す
る
も
の
と
す

る
。

２　

甲
は
、
こ
の
協
定
が
締
結
さ
れ
た
後
、
セ
ン
タ
ー
に
係
わ
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る
収
集
運
搬
業
者
、
隣
接
地
域
等
と
の
連
絡
調
整
に
つ
い
て
、

誠
意
を
持
っ
て
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。

３　

乙
及
び
真
鶴
町
は
、
し
尿
等
収
集
中
継
点
あ
る
い
は
収
集

運
搬
車
両
の
通
行
に
関
し
、
関
係
住
民
及
び
関
係
通
行
市
町

と
の
善
隣
友
好
関
係
を
保
持
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
中
継
点
の
管
理
運
営
）

第
三
条　

乙
及
び
真
鶴
町
は
、
し
尿
等
収
集
の
中
継
点
を
設
け
、

そ
の
管
理
運
営
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
搬
入
に
係
わ
る
車
両
・
経
路
等
）

第
四
条　

搬
入
車
両
は
、
乙
及
び
真
鶴
町
が
認
め
、
甲
の
承
認

を
得
た
車
両
と
す
る
。

２　

搬
入
経
路
は
、
乙
、
真
鶴
町
及
び
搬
入
業
者
と
の
合
意
に

よ
り
取
り
決
め
た
経
路
を
甲
が
承
認
し
て
定
め
る
も
の
と
す

る
。

３　

特
に
、
緊
急
時
の
場
合
は
、
乙
及
び
真
鶴
町
の
甲
へ
の
要

請
に
よ
り
、
甲
の
承
認
を
得
て
直
接
搬
入
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。

（
搬
入
時
間
・
日
等
）

第
五
条　

搬
入
時
間
は
、
甲
の
定
め
る
時
間
と
す
る
。

２　

搬
入
日
は
、
甲
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
三
年
条
例

第
五
号
）
の
休
日
以
外
の
日
と
す
る
。

（
業
務
委
託
料
）

第
六
条　

乙
は
、
業
務
委
託
料
を
甲
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

（
受
入
れ
期
間
）

第
七
条　

受
入
期
間
は
、
平
成
十
四
年
度
か
ら
三
カ
年
間
と
す

る
。

（
委
託
契
約
書
の
締
結
又
は
解
除
）

第
八
条　

甲
及
び
乙
は
、
こ
の
協
定
書
の
ほ
か
別
に
委
託
契
約

書
を
締
結
す
る
。

２　

委
託
契
約
書
は
、
そ
の
年
度
の
搬
入
車
両
、
搬
入
日
・
時

間
、
搬
入
経
路
、
搬
入
方
法
及
び
業
務
委
託
料
等
に
つ
い
て
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の
細
部
項
目
を
明
記
す
る
。

３　

甲
又
は
乙
の
い
ず
れ
か
が
契
約
解
除
を
申
し
出
た
と
き
は
、

す
み
や
か
に
協
議
し
、
解
決
に
あ
た
る
も
の
と
す
る
。

（
疑
義
の
決
定
）

第
九
条　

こ
の
協
定
に
疑
義
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
甲
及
び
乙

と
の
協
議
に
よ
っ
て
こ
れ
を
解
決
す
る
も
の
と
す
る
。

（
効
力
の
発
生
）

第
十
条　

こ
の
協
定
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
効
力
を

発
生
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
二
通
を
作
成
し
、

甲
及
び
乙
が
署
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
一
通
を
保
有
す
る
。

平
成
十
四
年
二
月
二
十
八
日

甲　

南
足
柄
市
班
目
一
五
四
七
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

足
柄
上
衛
生
組
合

組
合
長　

鈴
木　

佑　

印

乙　

足
柄
下
郡
湯
河
原
町
中
央
二
丁
目
二
番
地
一

湯
河
原
町
長　

米
岡
幸
男　

印

（「
し
尿
処
理
委
託
契
約
等
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

原
資
料
は
横
書
き
。

こ
の
協
定
に
よ
り
神
奈
川
県
下
に
お
け
る
し
尿
の
海
洋
投
棄

処
分
が
無
く
な
っ
た
。
現
在
で
も
こ
の
協
定
書
に
よ
っ
て
し
尿

処
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。
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別
編　

昭
和
三
〇
年
以
前
の
追
録
資
料

本
章
で
は
、
前
回
の
『
湯
河
原
町
史　

第
一
巻　

原
始
・
古

代
・
中
世
・
近
世
資
料
編
』『
湯
河
原
町
史　

第
二
巻　

近
現

代
資
料
編
』
発
刊
後
に
行
わ
れ
た
資
料
調
査
か
ら
、
主
と
し
て

近
世
・
近
現
代
の
湯
河
原
の
特
徴
が
読
み
と
れ
る
新
発
見
資
料

を
精
選
し
て
収
録
し
た
。

湯
河
原
町
は
東
が
相
模
灘
に
面
し
て
お
り
、
海
に
関
係
し
た

資
料
が
豊
富
で
あ
る
。
海
難
事
故
に
伴
う
国
内
外
の
沈
没
船
・

流
出
船
の
捜
索
依
頼
、
漁
業
組
合
規
約
や
漁
場
・
漁
業
権
を
め

ぐ
る
争
論
、
石
切
り
場
か
ら
の
石
材
採
掘
・
搬
出
と
そ
の
海
上

輸
送
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
中
で
も
と
り
わ
け
福

浦
・
吉
浜
両
村
の
海
面
論
争
は
、
横
浜
上
等
裁
判
法
廷
に
持
ち

込
ま
れ
、
原
告
を
吉
浜
村
、
被
告
を
福
浦
村
と
す
る
詳
細
な
問

答
集
が
残
存
し
て
お
り
、
審
理
の
経
過
を
入
念
に
辿
る
こ
と
が

で
き
る
。
興
味
深
い
資
料
と
し
て
は
、
日
露
戦
争
の
最
終
局
面

で
ロ
シ
ア
の
バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
が
日
本
海
・
太
平
洋
の
何
れ
を

通
過
す
る
か
が
焦
点
と
な
り
、
秘
号
外
と
し
て
露
艦
認
知
次
第

通
知
せ
よ
と
の
資
料
が
発
令
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
お

く
。既

刊
の
近
現
代
資
料
編
で
は
、
戦
争
に
関
係
し
た
資
料
は
あ

ま
り
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
新
た
な
資
料
調
査
の
結

果
、
日
露
戦
争
従
軍
書
簡
二
通
（
宮
下　

二
見
弘
氏
所
蔵
文

書
）、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
時
下
に
お
け
る
湯
河
原
町
の
生
活
実

態
が
克
明
に
描
写
さ
れ
た
記
録
（『
常
會
』、
宮
上　

八
亀
信
氏

所
蔵
文
書
）
と
横
浜
市
西
区
の
疎
開
児
童
の
記
録
（
神
奈
川
県

立
公
文
書
館
蔵
）
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
こ
れ
ら

を
前
回
の
補
遺
と
し
て
収
録
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
様
々
な
分
野
か
ら
の
資
料
発
掘
に
努
め
た
が
、

〔
布
達
〕
温
泉
場
に
於
け
る
男
女
混
浴
の
禁
止
令
や
、
佐
佐
木

信
綱
博
士
ら
文
化
人
の
呼
び
か
け
に
よ
る
湯
河
原
町
万
葉
公
園

内
の
歌
碑
造
立
な
ど
は
、
湯
河
原
町
民
に
何
ら
か
の
話
題
を
提

供
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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185　

請
取
申
御
扶
持
方
之
事

請
取
申
御
扶
持
方
之
事

一
米
八
斗
四
升　
　
　
　
　
　
　
　

吉
濱
村

　
　
　
　

此
人
足
八
拾
四
人

一
米
四
斗
貳
升　
　
　
　
　
　
　
　

鍛
冶
屋
村

　
　
　
　

此
人
足
四
拾
貳
人

一
米
壱
斗
貳
升　
　
　
　
　
　
　
　

堀
之
内
村

　
　
　
　

此
人
足
拾
貳
人

一
米
三
斗
八
升　
　
　
　
　
　
　
　

門
河
村

　
　
　
　

此
人
足
三
拾
八
人

一
米
三
斗
四
升　
　
　
　
　
　
　
　

宮
下
村

　
　
　
　

此
人
足
三
拾
四
人

一
米
貳
斗
六
升　
　
　
　
　
　
　
　

宮
上
村

　
　
　
　

此
人
足
貳
拾
六
人

　
　
　

人
足
〆
貳
百
三
拾
六
人

　
　
　

米
〆
貳
石
三
斗
六
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
シ
、
壱
人
ニ
付
壱
升
ツ
ヽ

　
　
　

此
俵
六
俵
貳
升
六
合

右
者
御
成
御
用
之
大
竹
、
石
垣
山
ゟ
濱
御
藏
迠
持
届
ケ
人
足
御

扶
持
被
下
置
、
難
有
慥
ニ
請
取
申
所
實
正
ニ
御
座
候
、
爲
後
日

仍
而
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
濱
村
名
主
彦
右
衛
門　

㊞

　
　

元
禄
七
年　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

藤
兵
衛　

印

　
　
　

戌
ノ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

兵
右
衛
門　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

徳
兵
衛　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

長
兵
衛　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鍛
冶
屋
村
名
主
九
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭
忠
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

太
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

堀
之
内
村
名
主
清
右
衛
門
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組
頭
善
兵
衛

　
　

郡
御
奉
行
所
様　
　
　
　

門
川
村
名
主
八
右
衛
門

　
　

江
川
太
郎
左
衛
門
様　
　
　
　
　

組
頭
伊
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

惣
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

久
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
下
村
名
主
勘
右
衛
門　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭
弥
兵
衛　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

武
兵
衛　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

平
四
郎　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
上
村
名
主
太
兵
衛　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭
安
右
衛
門　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

五
右
衛
門　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

源
右
衛
門　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

一
六
九
四
（
元
禄
七
・
戌
）
年
分
の
御
用
大
竹
に
つ
き
、
石

垣
山
か
ら
浜
御
蔵
ま
で
の
運
搬
人
足
賃
、
合
計
二
三
六
人
分
米

二
石
三
斗
六
升
を
受
け
取
っ
た
旨
を
記
し
た
受
取
証
。

186　

村
送
り
一
札
之
事

村
送
り
一
札
之
事

一
此
惣
右
衛
門
義
、
當
村
出
生
慥
成
も
の
ニ
御
座
候
、
然
處
先

年
よ
り
其
御
地
ヘ
罷
越
、
以
御
贔
屓
年
來
渡
世
罷
在
候
由
申

之
、
何
卒
其
御
地
之
人
数
ニ
相
成
度
段
、
今
般
同
人
・
親

類
・
組
合
一
同
願
出
、
無
餘
儀
次
第
ニ
付
、
則
聞
届
ケ
、
帳

面
相
除
き
申
候
、
然
上
者
願
之
通
、
其
御
地
之
人
別
ニ
御
差

加
ヘ
、
諸
事
御
村
方
一
同
之
御
取
計
ひ
願
上
候
、
依
而
送
り

一
札
差
出
申
處
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郡
内
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
山
村

　
　

安
政
三
辰
年
三
月
日　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
助
㊞

　
　
　
　

相
州
吉
濱
村
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御
役
人
衆
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

以
前
か
ら
吉
浜
村
で
渡
世
を
し
て
お
り
、
同
村
へ
の
転
住
を

希
望
し
て
い
た
甲か

斐ひ

国
郡ぐ

ん

内な
い

領
松
山
村
（
現
山
梨
県
都
留
市
）

出
身
の
惣
右
衛
門
に
つ
い
て
、
松
山
村
名
主
が
吉
浜
村
役
人
に

彼
の
転
住
の
許
可
を
出
願
し
た
も
の
。

187　

出	

帆	

願	

書

三
月
分

　
　
　
　

出
帆
願
書

一　

船
名
報
徳
丸

　
　
　

船
形　

日
夲
形

　
　
　

積
髙　

弐
百
弐
拾
壱
石
弐
斗
二
合
也

　
　
　

船
主　

足
柄
縣
管
下
相
州
足
柄
郡
福
浦
村

　
　
　

乘
組　

五
人　

露
木
五
兵
衛
船

　
　
　

積
荷　

無
之

　
　
　

船
客　

無
之

右
ハ
來
三
月
六
日
當
港
出
帆
、
夲
國
本
所
港
エ
赴
度
、
依
之
手

数
料
弐
錢
上
納
候
間
、
御
免
狀
御
下
渡
奉
願
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

報
徳
丸
船
頭

　
　
　

明
治
八
年
三
月
六
日　
　
　
　

御
森
定
右
衛
門　

㊞

　
　
　
　
　
　
　

東
亰
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　

船
御
改
所

　

御
書
之
通
、
検
査
之
上
、
手
数
料
取
立
出
帆
差
許
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
亰
府

　
　
　

明
治
八
年
三
月
六
日　
　
　
　

船
改
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
瀬
義
之
助　

㊞

　
　

三
月
七
日
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
出
帆
願
書
」
城
願
寺
蔵
）

足
柄
県
管
下
相
模
国
足
柄
下
郡
福
浦
村
所
属
の
報
徳
丸
が
手

数
料
を
上
納
の
上
、
東
京
府
本
所
港
に
向
け
出
帆
し
た
い
と
し
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て
御
免
状
の
発
給
を
求
め
た
願
書
。
福
浦
出
帆
は
一
八
七
五
（
明

治
八
）
年
三
月
六
日
、
本
所
入
港
は
三
月
七
日
で
あ
っ
た
。

188　

御
配
府
（
符
）
の
控　

諸
々
の
布
達
集
成

①　

〔
布
達
〕
岩
崎
弥
太
郎
所
持
船
、
横
濱
へ
向
け
出
帆
の

折
り
所
在
不
明
に
付

丙
第
二
十
六
號

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

足
柄
縣

弐
十
石
積

一
、
日
本
船
濟
通
丸

右
者
東
京
府
下
南
茅
場
町
三
菱
商
會
、
高
知
縣
貫
屬
士
族
岩

崎
弥
太
郎
所
持
沖
船
頭
、
同
縣
貫
屬
士
族
國
井
十
壽
始
二
十

貳
人
乘
組
、
本
年
一
月
中
、
和
歌
山
縣
下
紀
州
勝
浦
ニ
於
而

石
炭
積
入
、
横
濱
へ
向
出
帆
之
處
、
今
以
所
在
不
相
知
趣
、

高
知
縣
ゟ
届
出
候
間
、
管
下
江
布
達
之
上
、
同
舩
漂
着
候
歟
、

或
者
所
在
及
見
聞
候
ハ
ヽ
速
ニ
當
省
江
可
届
出
、
此
旨
相
達

候
事

　
　

明
治
七
年
六
月
十
日　
　
　
　
　

内
務
卿
大
久
保
利
通

右
之
通
、
被
相
達
候
条
、
得
其
意
、
右
舩
漂
着
候
歟
又
者
所
在

見
聞
ニ
お
よ
ひ
候
ハ
ヾ
、
早
々
可
届
出
候
事

　
　

明
治
七
年
六
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

足
柄
縣
權
令　

柏
木
忠
俊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
田
原
宿
ゟ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

門
川
村
迠

　
　

追
而
村
名
下
方
受
印
至
急　
　
　
　
　
　

右
宿
村

　
　

順
達
留
り
村
ゟ
可
相
返
候
事　
　
　
　
　

正
副
戸
長

岩
崎
弥
太
郎
（
高
知
県
士
族
）
が
所
有
す
る
三
菱
商
会
所
属

の
濟
通
丸
（
乗
組
員
二
二
人
）
が
横
浜
へ
渡
航
中
に
行
方
不
明

に
な
っ
た
と
し
て
、
所
在
が
判
明
次
第
、
届
け
出
る
よ
う
に
指

示
し
て
い
る
。
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②　

願
上
書　

富
岡
製
糸
場
工
女
雇
入
を
願
う
に
付

記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
模
国
足
柄
下
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
一
大
區
小
七
區
吉
濱
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
百
四
拾
四
番
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
沢
文
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
女　

ち
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
七
年
戌
十
月
迠
十
三
才
七
月

私
者
今
般
熊
谷
縣
御
管
下
、
上
州
冨
𦊆
町
ニ
お
い
て
機
織
所
御

設
立
有
之
ニ
付
、
機
織
稽
古
志
願
者
可
申
出
㫖
被　

仰
渡
候
処

前
書
小
沢
文
内
次
女
義
志
願
ニ
付
、
差
出
し
度
候
間
、
此
段
奉

願
上
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
村　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
長　

向
笠
五
右
衛
門

　
　
　

明
治
七
年
十
月

　

足
柄
縣
令

農
民
小
沢
文
内
の
二
女
ち
よ
が
、
上
野
国
（
現
群
馬
県
）
富

岡
町
に
設
立
さ
れ
る
官
営
製
糸
場
で
の
機
織
稽
古
を
志
願
し
た

い
た
め
、
そ
の
派
遣
を
申
請
し
た
願
書
。

③　

繰
絲
傳
習
願

　
　
　
　

繰
絲
傳
習
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　

足
柄
縣
管
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
模
國
足
柄
下
郡
吉
濱
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
澤
文
内
二
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ち
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
七
年
戌
十
月
迠
十
三
才

右
之
者
繰
絲
業
傳
習
志
願
ニ
付
、
當
戌
年
ヨ
リ
來
ル
丑
年
迠
四
ケ

年
之
間
、
御
雇
工
女
ニ
差
上
申
度
、
尤
給
料
等
望
無
之
候
、
此
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段
奉
願
候
也

　
　

明
治
七（

マ
マ
）十

一
月　
　
　
　
　
　
　
　

願
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
澤
文
内　

印

　
　

冨
𦊆
製
絲
場
御
役
所

前
書
之
通
、
相
違
無
御
座
候
ニ
付
、
證
印
仕
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　

第
一
大
區
小
七
區
副
區
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
木
次
郎
左
衛
門　

印

前
資
料
②
に
登
場
す
る
小
沢
ち
よ
が
富
岡
製
糸
場
で
の
無
賃

繰
糸
伝
習
を
志
願
し
た
た
め
、
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
か
ら

四
年
間
の
御
雇
工
女
と
し
て
の
派
遣
を
願
う
願
書
。

④　
〔
布
達
〕
米
領
事
館
の
獄
舎
脱
走
人
の
探
索
に
付

當
港
居
留
米
領
事
舘
之
獄
舎
ヲ
脱
走
致
候
、
就
而
者
別
帋
ヲ
以

依
頼
ニ
付
、
御
管
内
ヲ
御
探
領
之
上
、
外
國
人
ニ
而
人
相
適
当

之
者
有
之
時
ハ
、
速
ニ
御
報
知
有
之
度
、
左
候
得
者
見
知
り
人

差
出
候
間
、
右
様
御
承
知　
　

厳
重
ニ
御
探
領
有
之
度
、
此

段
及
御
依
頼
ニ
候
也

　
　
　
　
　
　

神
奈
川
縣

　
　

七
年

　
　
　
　

第
十
一
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　

警　

保　

課

　

在
神
奈
川
縣
横
濱
合
衆
國
惣
領
事
廳
ニ
於
テ
、
千
八
百
七
十

四
年
十
一
月
十
六
日

　
　

以
前
ニ
當
領
事
廳
之
獄
舎
ゟ
脱
走
致　
　

ウ
ヱ
ス
ト

及
レ
ウ
井
ス
と
申
者
之
人
相
書
幷
兩
人
之
内
、
何
レ
カ
逃
落
候

上
、
推
料
致
場
處
之
明
細
書
壱
枚
封
入
差
進
申
候
、
随
而
相
成

ヘ
ク
ハ
、
同
人
相
捜
出
シ
、
捕
縛
之
爲
め
、
貴
國
邏
卒
官
壱
偶

ヲ
此
入
海
へ
引
續
キ
タ
ル
右
之
場
處
江
早
速
御
差
シ
被
下
度
、

此
段
急
廻
ニ
相
願
申
候
、
謹
言

　
　
　
　
　
　
　

合
衆
國
総
領
事

　
　
　
　
　
　
　

ト
ー
マ
ス
ビ
ヴ
ア
ン
ビ
ユ
ー
レ
ン
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神
奈
川
縣
令

　
　
　
　

中
嶌
信
行
貴
下

在
神
奈
川
・
合
衆
國
領
事
廳
監
獄
ニ
於
て
、
千
八
百
七
拾
四
年

十
一
月
十
六
日
、
横
濱
ニ
在
ル
合
衆
國
領
事
廳
之
監
獄
ゟ
脱
走

シ
タ
ル
囚
人
チ
ア
ー
レ
ス
ウ
エ
ー
ス
ト
幷
ア
ン
ト
リ
ウ
ニ
ウ
ー

ス
弐
名
之
人
相
書
及
同
人
と
も
恐
ク
忍
隱
レ
居
候
処
之
場
所
、

左
之
通
り
、
但
シ
、
ウ
エ
ー
ス
ト
義
、
二
ケ
年
之
間
食
料
渡
世

之
番
頭
ヲ
相
勤
メ
候
由

　

チ
ャ
ー
ス
ウ
エ
ー
ス
ト
之
人
相
書

　
　
　

人
種　
　
　
　
　
　

白
體

　
　
　

身
ノ
丈　
　
　
　
　

五
フ
（
ー
）
ト
五
イ
ン
チ

　
　
　

髪
毛　
　
　
　
　
　

薄
鳶
色

　
　
　

眼　
　
　
　
　
　
　

灰
色

　
　
　

頰
毛　
　
　
　
　
　

黒
色

　
　
　
　
　
　

但
、
腰
廻
り
左
之
方
ニ
旧
キ
衝
キ
疵
跡
ア
リ

ア
ン
ド
リ
ウ
ニ
ー
ス
之
人
相
書

　
　
　

人
種　
　
　
　
　
　

黒
身

　
　
　

身
ノ
丈　
　
　
　
　

五
フ
ー
ト
四
イ
ン
チ

　
　
　

髪
毛　
　
　
　
　
　

黒
色

　
　
　

眼　
　
　
　
　
　
　

黒
色

　
　
　

髭　
　
　
　
　
　
　

黒
色

　
　
　
　
　
　

但
シ
、
髭
多
キ
方

　
　
　

但
シ
、
胸
上
ニ
吸
出
シ
膏
藥
之
角
ナ
ル
黒
跡
ア
リ
、

彼
輩
者
ノ
恐
ラ
ク
隱
レ
居
候
場
所
者
横
濱
ゟ
右
ノ
手
之
方
「
西

海
岸
」
之
入
海
ゟ
趣
キ
別
テ
神
澤
へ
、
横
須
賀
走
乃
勸

（
觀
）音

崎
・

浦
賀
、
相
模
燈
明
䑓
・
崎
松
輪
岬
幷
ニ
伊
豆
ノ
岬
、
其
外
左
手

之
方
ハ
「
東
海
岸
」
カ
ナ
イ
・
舘
山
幷
イ
サ
キ
ニ
有
之
候

右
之
各
所
之
都
而
者
ウ
ヱ
ー
ス
ト
前
能
ク
承
知
罷
在
候
、
其
実

横
濱
水
先
案
内
幷
食
料
渡
世
番
頭
、
其
他
モ
能
ク
知
り
居
候
、

依
テ
ウ
エ
ー　
　

人
、
或
ハ
ウ
エ
ー
ス
ト
及
ヒ
ウ
ー
フ
之
弐

人
モ
自
然
其
小
舟
ニ
乘
組
、
右
何
レ
之
地
ト
可
容
易
ク
脱
シ
、
其

ゟ
横
濱
幷
東
京
港
内
ニ
碇
海
ス
ル
所
之
蒸
気
帆
前
船
ニ
□
テ
ノ
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如
ク
探
索
ヲ
受
候
、
同
道
推
モ
ナ
ク
シ
テ
、
又
逃
先
ゟ
出
帆
舟

ニ
乘
輪
り
、
逃
去
り
可
申
と
存
候
、
就
而
者
同
人
共
右
申
述
候

方
角
へ
脱
走
致
候
成
と
拙
者
疑
惑
罷
在
候
、
以
上

　
　
　

合
衆
國
代
辨
マ
ル
セ
ル
官

　
　
　
　
　

チ
ヨ
ル
ジ
ド
ブ
ル
ユ
ー
イ
ル
ス
モ

　
　

神
奈
川
縣
廳

　
　
　
　
　

警
保
課
御
中

右
之
通
、
神
奈
川
縣
ゟ
依
頼
ニ
付
、
別
帋
人
相
適
當
之
者
共
、

其
宿
村
ニ
立
廻
り
候
得
者
、
見
當
り
次
第
大
至
急
當
縣
廳
へ
可

届
出
、
此
旨
相
達
候
事

　
　

明
治
七
年
十
一
月　

足
柄
縣
廳
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
田
原
宿
海
岸
町
々
ゟ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

足
柄
下
郡
門
川
村
迠
右
片
浦
筋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
副
戸
長

横
浜
に
あ
る
米
国
総
領
事
館
監
獄
か
ら
二
名
の
囚
人
が
脱
走

し
た
の
で
、
両
人
の
人
相
書
を
提
示
し
、
発
見
次
第
、
県
庁
に

届
け
出
よ
と
命
じ
て
い
る
。

⑤　
〔
布
達
〕
温
泉
場
に
於
け
る
男
女
混
浴
の
禁
止
に
付

温
泉
場
ニ
於
テ
、
今
後
男
女
之
浴
室
相
分
ノ
屹
度
取
締
相
立
候

様
及
諭
説
候
處
、
分
浴
室
落
成
期
限
ヲ
届
出
候
ニ
付
、
來
明
治

八
年
三
月
一
日
ゟ
病
患
者
ニ
シ
テ
介
抱
人
ヲ
要
ス
ル
者
之
外
者

一
切
混
浴
致
候
義
者
不
相
成
候
条
、
此
段
爲
心
得
相
達
候
也

　
　

明
治
七
年
十
一
月
十
三
日　
　
　
　

足
柄
縣
廳　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
一
大
區
小
七
區

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

温
泉
場
村
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
副
戸
長

追
而
三
月
一
日
後
心
得
違
之
者
有
之
候
ハ
ヽ
、
違
式
條
例
ニ
照

準
シ
處
分
い
た
し
候
ニ
付
、
此
段
爲
念
相
達
候
モ
ノ
也
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温
泉
場
に
お
い
て
、
病
患
者
で
介
抱
人
を
必
要
と
す
る
者
以

外
の
男
女
の
混
浴
を
禁
止
し
、
違
反
者
は
「
違い

し
き
か
い
い

式
詿
違
条
例
」

に
よ
り
処
罰
す
る
と
し
た
通
知
。

⑥　

〔
布
達
〕
英
国
軍
艦
シ
ル
ブ
イ
ロ
号
に
太
平
洋
岸
の
測

量
を
許
可
す
る
に
付

第
八
十
五
号　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

開
拓
使
幷
沿
海
府
縣

今
般
英
國
軍
艦
シ
ル
ブ
イ
ロ
号
、
御
國
東
南
海
岸
測
量
之
儀
差

許
候
条
、
都
而
夲
年
五
月
、
第
六
十
三
号
達
、
米
國
測
量
舩
同

様
可
心
得
、
此
旨
相
達
候
事

　
　

明
治
七
年
七
月
八
日　
　
　
　

太
政
大
臣　

三
條
實
美

右
之
通
、
御
達
相
成
候
条
、
得
其
意
諸
事
心
得
違
無
之
様
末
々

迠
可
觸
示
、
此
段
相
達
候
事

　

七
年

　
　
　

七
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

足
柄
縣
廳　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
田
原
宿
ヨ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

門
川
邨
迠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

海
岸
村
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
長
副

英
国
軍
艦
シ
ル
ブ
イ
ロ
号
が
日
本
の
東
南
海
岸
を
測
量
す
る

こ
と
を
許
可
し
た
の
で
、
先
の
米
国
の
測
量
船
同
様
に
、
そ
の　
　

旨
を
了
解
し
心
得
違
い
な
き
よ
う
に
触
れ
た
通
知
。

⑦　
〔
布
達
〕
伊
豆
沖
の
仏
国
沈
没
船
の
流
失
に
付

夲
年
三
月
、
豆
州
入
間
村
地
先
ニ
於
テ
、
佛
國
難
船
ニ
ー
ル
号

沈
没
之
場
所
江
夲
船
よ
り
鎖
ヲ
以
繋
留
、
海
面
江
顕
居
候
長
五

間
余
之
帆
桁
、
夲
月
十
日
雨
烈
風
浪
立
之
砌
、
何
レ
江
歟
流
出

致
候
旨
、
同
村
戸
長
副
ゟ
届
出
候
間
、
沖
間
ニ
於
テ
見
懸
候
歟
、

或
者
流
寄
候
ハ
ヽ
速
ニ
可
届
候
、
此
段
相
達
候
も
の
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

足
柄
縣
令
柏
木
忠
俊
代
理
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明
治
七
年

　
　
　
　
　

十
二
月
廿
六
日　
　

足
柄
縣
權
参
事
城
多
董　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

足
柄
下
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
田
原
ゟ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

門
川
村
迠　

浦
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
長
副

仏
国
の
難
破
船
ニ
ー
ル
号
が
一
二
月
一
〇
日
の
大
風
雨
で
流

出
し
た
の
で
、
船
体
を
見
掛
け
た
も
の
は
届
け
出
よ
と
の
通
知
。

⑧　

〔
記
〕
真
鶴
村
の
艀
船
一
艘
流
出
に
付

　
　
　
　

記

　
　
　
　
　

足
柄
縣
管
下
第
一
大
區
七
小
區

　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
鶴
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

尾
森
治
八
所
持

一
、
艀
船　

壱
艘

　
　
　
　
　
　

但
、

　
　
　
　
　

一
、
長
サ　
　

六
尋
余　
　

梁　

槻　
　

　
　
　
　
　
　

ミ
ヨ
シ　

槻

　
　
　
　
　

一
、
ア
バ
ラ
片
側
ニ
四
枚
ヅ
ヽ
ク
リ
小
ヘ
リ　

楠

　
　
　
　
　

一

、
ト
リ
カ
ジ
ノ
上
棚
ニ
真
割
レ
巾
一
寸
四
五
分

ノ
長
四
五
尺
程
ノ
割
ハ
ギ
有
之

　
　
　
　
　

一
、
夲
年
迠
新
造
ヨ
リ
三
年
船

　
　
　
　
　
　

附
屬

　
　
　
　
　

一
、
櫓　
　
　

三
丁

右
、
夲
月
廿
八
日
日
之
夜
、
當
村
港
内
字
礒
﨑
エ
繋
置
候
處
、

同
夜
何
レ
エ
流
出
候
哉
、
處
在
不
分
明
ニ
付
、
若
又
其
御
邨
驛

海
濱
沖
合
等
ニ
而
御
見
當
り
候
ハ
ヾ
、
迅
速
御
報
知
可
被
下
候
、

此
段
御
依
頼
ニ
及
ヒ
候
也

　
　
　

明
治
八
年
一
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
長　

青
木
定
次
郎
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區
内
福
浦
邨
ヨ
リ

　
　
　
　

豆
州
賀
茂
郡
外
浦
邨
迠

　
　
　
　
　
　
　
　

正
副
戸
長
御
中

（「
明
治
七
甲
戌
年　

御
配
府
之
控
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

行
方
不
明
と
な
っ
た
足
柄
県
真
鶴
村
の
尾
森
治
八
所
有
の
艀

は
し
け

船ふ
ね

に
つ
い
て
、
真
鶴
村
の
戸
長
が
沿
岸
村
々
に
発
見
次
第
の
通

報
を
依
頼
し
た
も
の
。

189　

上
等
裁
判
法
廷
大
網
事
件
原
告
・
被
告
問
答

（
表
紙
）

　
　

明
治
十
年
一
月
廿
九
日
答
書
奉
呈

上
等
裁
判
法
庭
大
網
事
件
原
被
問
答

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
奈
川
縣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

足
柄
下
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
浦
村

上
等
裁
判
所
法
庭
大
網
事
件
原
被
問
答

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
奈
川
縣
第
廿
一
大
區
六
小
區

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
刕
足
柄
下
郡
福
浦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

総
代
人　

髙
橋
庄
九
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
代
言
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
新
橋
日
吉
町
口
拾
三
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

司
法
省
附
属
代
言
人　

星　
　

亨

　
　
　
　

第　

壱　

章

第
四
号　
　
　
　
　
　

口　

供

一
、
原
告
ニ
於
テ
弘
化
三
年
波
打
際
ノ
欠
崩
セ
シ
ト
申
立
ル
モ

ノ
ハ
被
告
称
ス
ル
所
ノ
長
根
ノ
西
、
凢
一
町
ノ
ト
コ
ロ
ヨ
リ

西
方
ヘ
崩
レ
シ
モ
ノ
ナ
リ
、
右
長
根
ノ
後
西
ノ
波
打
際
ハ
決

シ
テ
崩
ケ
シ
コ
ト
無
之
、
現
今
ノ
通
路
徃
古
ゟ
ノ
通
路
ニ
有

之
一
、
原
告
ニ
於
テ
長
根
嵜
ト
唱
フ
ル
場
所
ハ
則
チ
（
サ
ハ
子
）

ト
称
シ
候
、
此
（
サ
ハ
子
）
ト
申
場
所
ハ
近
隣
浦
ニ
ハ
申
ニ
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及
ハ
ス
、
遠
キ
浦
々
ノ
人
迠
モ
能
ク
存
シ
居
候
、
又
被
告
ニ

於
テ
長
根
ト
唱
ヘ
ル
場
所
ハ
素
盞
彦
社
ノ
前
面
ニ
ア
ル
細
長

キ
岩
ニ
有
之
候
、
然
シ
右
ヲ
証
明
ス
ヘ
キ
確
呼

（
固
）タ

ル
証
據
ハ

無
之
、
只
徃
古
ヨ
リ
右
場
所
ヲ
長
根
ト
唱
ヘ
來
候

一
、
原
告
ニ
於
テ
長
根
嵜
ト
ハ
岩
ノ
長
ク
根
ヲ
引
キ
タ
ル
ヲ
称

シ
テ
長
根
嵜
ト
唱
フ
ル
旨
申
立
候
得
共
、
此
申
立
ハ
復
タ
被

告
ノ
唱
フ
ル
長
根
ニ
モ
適
用
致
サ
レ
ヘ
ク
存
候
、
何
ト
ナ
レ

ハ
被
告
ノ
唱
フ
ル
長
根
岩
モ
亦
細
長
キ
モ
ノ
ニ
有
之
候
ヘ
ハ

ナ
リ

一
、（
サ
ハ
子
）
ト
申
ス
ハ
陸
地
ゟ
突
出
セ
ル
大
ナ
ル
暗
礁
ノ

一
部
分
ヲ
指
シ
テ
斯
ク
唱
ヘ
候
、
此
暗
礁
ハ
実
ニ
大
ニ
シ
テ

處
々
従
テ
名
称
ヲ
異
ニ
致
候
、
便
チ
被
告
ノ
差
出
候
繪
図
面

ヲ
視
レ
ハ
相
分
リ
候

一
、
原
告
差
出
候
繪
図
面
ハ
実
地
測
量
ノ
図
面
ト
ハ
難
看
認
、

過
日
原
・
被
告
立
會
実
地
測
量
之
際
、
紛
議
ヲ
生
シ
、
遂
ニ

不
果
候
モ
ノ
ナ
レ
ハ
真
正
ノ
モ
ノ
ト
ハ
見
認
カ
タ
ク
存
候

一
、
若
シ
長
根
嵜
ヲ
シ
テ
原
告
カ
申
立
候
場
所
ニ
在
ラ
シ
メ
ハ
、

天
保
度
ニ
於
テ
此
長
根
先
西
ニ
原
告
ノ
大
網
張
立
ヲ
被
告
ニ

於
テ
許
ス
ル
ノ
理
決
シ
テ
無
之
、
何
ト
ナ
レ
ハ
原
告
カ
申
立

候
長
根
ト
被
告
ノ
張
立
居
候
網
場
ト
相
隔
ル
コ
ト
纔
ニ
百
間

余
ニ
有
之
、
然
ル
ニ
沿
海
村
ノ
慣
習
ニ
テ
一
村
ノ
網
場
ヨ
リ

他
村
ノ
網
張
迠
ノ
間
ニ
四
百
間
乃
至
五
百
間
ノ
空
處
ヲ
明
ケ

置
ク
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
有
之
、
且
利
損
ノ
点
ヨ
リ
考
フ
ル
モ
、
被

告
ノ
張
立
場
ヨ
リ
纔
カ
百
間
余
内
ニ
原
告
村
ノ
張
立
ヲ
許
シ
、

看
ニ
我
損
ヲ
招
ク
筈
無
之
、
然
ル
ヲ
長
根
先
ヘ
張
立
ヲ
許
シ

タ
ル
ヲ
見
レ
ハ
、
右
長
根
先
ハ
被
告
村
ノ
妨
害
ト
ナ
ラ
サ
ル

場
ニ
シ
テ
原
告
村
ノ
申
立
候
如
キ
接
近
シ
タ
ル
場
所
ニ
ハ
無

之
コ
ト
判
然
タ
レ
ハ
ナ
リ

一
、
被
告
ノ
差
出
シ
タ
ル
証
據
物
第
壱
号
即
チ
相
ノ
濱
安
五
郎

ノ
原
告
村
ヘ
渡
シ
タ
ル
一
札
中
ニ
（
右
場
所
ハ
廻
船
掛
リ
場

ニ
御
座
候
云
々
）
ト
有
之
、
然
ル
ニ
今
原
告
ノ
唱
フ
ル
長
根

嵜
ヲ
シ
テ
右
証
ニ
云
フ
所
ノ
長
根
先
ナ
ラ
シ
メ
ハ
、
右
嵜
ハ
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暗
礁
ニ
シ
テ
波
荒
キ
所
ナ
ル
ニ
付
、
廻
船
ト
称
ス
ル
カ
如
キ

大
船
ノ
懸
リ
場
ニ
ハ
決
シ
テ
無
之
、
被
告
ノ
唱
フ
ル
長
根
ハ

則
チ
廻
大
船
ノ
掛
リ
場
ニ
シ
テ
現
ニ
大
船
碇
泊
セ
リ
、
故
ニ

被
告
ノ
唱
フ
ル
長
根
ハ
則
安
五
郎
ノ
唱
フ
ル
長
根
ニ
相
違
無

之
候

第　

二　

章

　

神
奈
川
縣
第
廿
一
大
區
六
小
區
、
相
模
国
足
柄
下
郡
福
浦
村

　

髙
橋
亀
吉
外
九
拾
四
名
総
代
人
髙
橋
庄
九
郎
、
貴
田

　
　
　
　

半
藏
代
言
人

　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
府
新
宿
日
吉
町
口
拾
三
番
地
平
民

　
　
　
　
　
　
　
　

司
法
省
附
属
代
言
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
告　
　
　
　
　
　
　

星　
　

亨

根
拵
大
網
張
立
調
印
故
障
ノ
控
訴
之
追
加
答
弁

右
、
被
告
代
言
人
星
亨
申
上
候
、
本
訴
ノ
答
書
ト
シ
テ
前
キ
ニ

呈
上
候
ヒ
キ
書
中
、
尚
遺
漏
ノ
廉
有
之
候
間
、
左
ニ
上
申
仕
候

　
　
　

第　

一　

条

控
訴
狀
中
（
明
治
二
年
二
月
中
小
田
原
藩
廳
ヨ
リ　

中
略　

於

是
曩
者
契
約
セ
シ
長
根
﨑
沖
ニ
テ
漁
業
ス
ヘ
キ
約
モ
自
ラ
消
滅

シ
云
々
）、
抑
々
旧
小
田
原
藩
ノ
達
令
ヤ
、
従
來
一
海
村
カ
他

村
地
先
ノ
海
面
ニ
於
テ
捕
魚
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
ル
慣
習
ヲ
廢
棄

シ
、
更
ニ
各
村
ヘ
必
ス
其
自
村
ノ
地
先
海
面
ニ
於
テ
ノ
ミ
捕
魚

ス
ヘ
シ
、
決
シ
テ
他
村
地
先
ニ
於
テ
捕
魚
ヲ
許
サ
ス
、
若
シ
他

村
ノ
地
先
ニ
於
テ
捕
魚
ス
ル
ノ
慣
習
ア
レ
ハ
乃
之
ヲ
破
ル
ヘ
シ

ト
令
セ
シ
モ
ノ
ニ
非
ス
、
只
一
村
カ
自
己
ニ
捕
魚
セ
ス
シ
テ
然

カ
モ
他
村
ノ
其
地
先
海
面
ニ
於
テ
捕
魚
ス
ル
ヲ
拒
ミ
、
終
ニ
天

賜
ヲ
暴
殲
ス
ル
ノ
旧
弊
ヲ
矯
正
セ
ン
ト
シ
テ
制
セ
ラ
レ
タ
ル
モ

ノ
ナ
リ
、
是
ヲ
以
テ
該
達
ハ
従
來
ノ
慣
習
ハ
勿
論
明
約
破
ル
モ

ノ
ニ
非
ラ
ス
ト
ス
、
今
假
ニ
原
告
ノ
云
フ
如
ク
、
該
達
ハ
明
約

ヲ
破
棄
ス
ル
ノ
効
力
ア
ル
モ
ノ
ト
見
做
ス
モ
、
原
告
村
ハ
該
達

下
ル
ノ
後
直
ニ
其
権
ヲ
主
張
シ
、
自
村
ノ
地
先
海
面
ニ
於
テ
捕

魚
シ
、
他
村
人
ノ
茲
ニ
捕
魚
ス
ル
ノ
慣
習
ヲ
破
リ
、
而
シ
テ
被
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告
村
カ
約
條
慣
習
ヲ
唱
ヘ
、
原
告
村
ノ
茲
ニ
捕
魚
ス
ル
コ
ト
ヲ

拒
メ
ハ
公
裁
ヲ
仰
ク
等
、
其
他
ノ
手
順
ヲ
盡
シ
テ
其
権
ヲ
固
執

ス
ヘ
キ
ニ
、
原
告
村
ニ
於
テ
ハ
其
義
ナ
ク
該
達
以
前
ハ
勿
論
、

其
以
後
ト
雖
ト
モ
長
根
嵜
ト
原
告
村
東
境
ト
ノ
間
ニ
於
テ
捕
魚

セ
シ
コ
ト
決
シ
テ
ア
ル
ナ
シ
、
況
ヤ
該
達
ハ
此
役
ハ
勿
論
、
該

達
ノ
因
テ
以
テ
起
レ
ル
数
百
年
ノ
慣
習
ヲ
破
ル
効
ナ
キ
ヲ
ヤ
、

故
ニ
該
約
ハ
決
シ
テ
消
滅
セ
ス
シ
テ
尚
依
然
存
息
セ
リ

　
　
　

第　

二　

条

凢
ソ
一
國
ニ
近
接
ス
ル
ノ
海
面
ノ
如
キ
ハ
概
シ
テ
其
國
政
府
ノ

所
有
ニ
シ
、
其
國
人
ハ
只
之
ヲ
利
用
ス
ル
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
故
ニ

一
村
ノ
地
先
海
面
ハ
強
キ
其
村
ノ
獨
占
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ラ
ス
、

只
其
先
占
者
タ
ル
モ
ノ
ヲ
排
斥
ス
ル
ノ
権
ア
リ
ト
ス
、
本
訴
争

場
ノ
如
キ
ハ
、
被
告
村
ハ
原
告
ニ
先
テ
之
ヲ
占
居
セ
シ
モ
ノ
ニ

シ
テ
、
後
末
者
即
チ
原
告
村
ヲ
排
斥
ク
ル
ノ
権
ヲ
得
ル
モ
ノ
ナ

リ
　
　
　

第　

三　

条

原
告
村
ノ
新
ニ
大
網
ヲ
張
立
ン
ト
欲
ス
ル
場
所
ハ
、
原
告
村
ノ

地
先
ニ
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
徃
古
ヨ
リ
被
告
ノ
先
占
シ
他
人
ノ
之

ニ
挿
爭
ス
ル
ヲ
許
サ
ヽ
ル
場
所
ナ
リ
、
然
ル
ニ
原
告
村
ハ
該
場

ヲ
以
テ
長
根
嵜
ノ
西
此
以
西
ハ
原
告
村
ノ
先
占
ニ
係
ル
ナ
リ
ナ

リ
ト
主
張
ス
ル
ト
雖
ト
モ
、
該
場
ハ
鯖
根
ト
称
ス
ル
所
ニ
シ
テ

決
シ
テ
長
根
碕
ニ
非
ラ
ス

此
追
加
答
辨
及
前
キ
ニ
呈
上
セ
シ
本
訴
ヘ
ノ
答
書
ニ
於
テ
開
陳

仕
候
通
、
原
告
村
ニ
於
テ
、
被
告
村
先
占
ノ
場
所
ヘ
大
網
ヲ
張

立
之
カ
調
印
ヲ
被
告
村
ニ
強
請
ス
ル
ノ
権
利
決
シ
テ
無
之
候
、

右
之
通
御
座
候

　
　

明
治
十
一
年
四
月
十
八
日　
　
　
　
　
　

右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

星　
　

亨

　
　
　
　
　
　
　

富
永
判
事
殿

　
　
　
　

第　

三　

章

　
　
　
　
　

第
三
章
内
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左
ノ
通
リ

第
六
号　
　
　
　

上
申
書

私
ヨ
リ
福
浦
村
ヘ
係
ル
件
ニ
付
、
長
根
嵜
ノ
義
左
ニ
陳
述
仕
候
、

吾　

帝
國
中
東
西
之
別
ナ
ク
﨑
ト
称
ス
ル
山
㔟
ノ
多
少
海
ニ
突

出
ス
ル
モ
ノ
ヲ
云
フ
、
則
チ
観
音
﨑
・
色
﨑
・
黒
﨑
等
是
ナ
リ
、

今
ヤ
原
・
被
告
争
フ
所
モ
、
亦
﨑
ニ
シ
テ
名
ケ
テ
長
根
﨑
ト
云

フ
、
而
シ
テ
長
根
﨑
ノ
位
置
、
原
・
被
告
各
見
ル
所
ヲ
異
ニ
ス
、

被
告
ニ
於
テ
ハ
原
告
村
内
素
鵞
社
下
ノ
買
海
濱
砂
中
ニ
露
出
ス

ル
小
岩
、
長
サ
図
ノ
如
シ
、
髙
サ
一
ハ
三
尺
未
満
、
一
ハ
二
尺

未
満
ヲ
以
テ
、
長
根
﨑
ト
爲
シ
、
原
告
ハ
之
ニ
反
シ
亦
原
告
村

内
ニ
テ
舩
附
場
ノ
東
ニ
方
リ
、
山
脚
岩
石
ニ
シ
テ
海
ニ
突
出
ス

ル
ヲ
以
テ
、
長
根
﨑
ト
ナ
セ
リ
。
如
斯
位
置
ノ
差
置
ア
ル
所
以

ハ
他
ナ
シ
、
被
告
ハ
己
レ
カ
網
場
ヨ
リ
之
ヲ
遠
ケ
ン
ト
欲
シ
、

枉
テ
天
保
度
ニ
見
ヘ
サ
ル
ノ
小
岩
ヲ
以
テ
長
根
﨑
ト
爲
セ
ハ
ナ

リ
、
仍
テ
被
告
ノ
唱
フ
ル
小
岩
ハ
長
根
﨑
ニ
非
サ
ル
ヲ
弁
セ
ン
、

上
文
之
通
リ
、
﨑
ト
云
フ
ハ
何
等
ノ
物
何
等
ノ
姿
ニ
就
テ
云
フ

ヤ
、
素
鵞
社
下
ノ
小
岩
ノ
如
キ
モ
ノ
ニ
﨑
名
ヲ
下
タ
ス
ハ
、
徃

古
來
今
曾
テ
聞
カ
サ
ル
所
、
是
被
告
ノ
唱
フ
ル
小
岩
ノ
長
根
﨑

ニ
非
サ
ル
、
其
一
ナ
リ
、
別
冊
証
據
物
寫
ニ
記
載
ノ
如
ク
、
海

岸
ノ
変
更
處
々
ニ
在
テ
、
之
ヲ
西
ニ
シ
テ
ハ
門
川
村
根
ニ
近
ク

之
ヲ
中
ニ
シ
テ
ハ
素
鵞
社
東
ノ
繁
次
郎
前
ヨ
リ
素
鵞
社
面
ノ
爲

左
エ
門
前
迠
之
レ
ナ
リ
、
又
之
レ
ヲ
東
ニ
シ
テ
ハ
、
福
浦
村
路

ナ
リ
、
而
シ
テ
徃
還
ノ
上
傍
ニ
在
ル
家
圍
石
倉
ト
称
ス
ル
モ
ノ

モ
髙
浪
ノ
爲
メ
ニ
壊
頽
ス
、
況
ン
ヤ
徃
還
ノ
下
傍
ニ
在
ル
空
地

ヲ
ヤ
、
如
此
ノ
髙
浪
數
回
ニ
及
ヘ
ハ
、
空
地
ノ
隨
テ
欠
崩
ス
ル

モ
ノ
、
亦
隨
テ
欫
崩
ス
ル
ニ
至
ル
、
故
ニ
海
濱
ノ
小
岩
處
々
ニ

露
ハ
ル
ヽ
ヿ
、
髙
浪
ノ
面
面
ヨ
リ
多
シ
、
是
被
告
ノ
唱
フ
ル
小

岩
ノ
弘
化
、
後
ニ
現
ハ
ル
ヽ
ヲ
以
テ
長
根
﨑
ニ
非
サ
ル
、
其
二

ナ
リ
、
原
告
村
内
素
鵞
社
下
ノ
小
岩
ヲ
以
テ
長
根
山
﨑
ト
唱
フ

可
キ
ノ
証
佐
ナ
シ
、
是
長
根
﨑
ト
非
サ
ル
、
其
三
ナ
リ
、
此
三

者
ノ
如
ク
ナ
レ
ハ
、
被
告
ノ
此
ノ
小
岩
ヲ
以
テ
長
根
﨑
ト
爲
ス

ハ
不
条
理
ト
云
フ
可
シ
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原
告
唱
フ
ル
長
根
﨑
ハ
徃
古
ヨ
リ
一
般
ニ
之
ヲ
長
根
﨑
ト
則

其
地
勢
ニ
從
テ
﨑
名
ヲ
下
タ
セ
レ
ハ
明
白
ニ
テ
長
根
碕
ノ
長
根

碕
タ
ル
所
以
ナ
リ
、
何
ソ
他
ニ
辨
ヲ
俟
タ
ン
ヤ
、
又
原
告
ノ
称

シ
テ
長
根
﨑
タ
ル
モ
ノ
ハ
、
原
告
自
村
内
ナ
レ
ハ
原
告
ハ
固
ヨ

リ
其
字
ヲ
確
知
ス
、
然
ル
ヲ
他
村
ノ
被
告
ハ
之
ニ
向
テ
長
根
﨑

ニ
非
ス
ト
爲
ス
ハ
、
將
タ
何
ノ
証
ニ
ヨ
ラ
レ
タ
ル
ヤ
、
被
告
一

己
ノ
想
像
ヲ
以
テ
長
根
﨑
ニ
非
ス
ト
爲
シ
、
其
字
ヲ
天
保
度
ニ

見
ヘ
サ
ル
ノ
素
鵞
社
下
ノ
小
岩
ニ
移
ス
ハ
不
條
理
ノ
極
ト
云
フ

可
シ
、
前
文
ノ
通
リ
ニ
付
、
明
治
十
一
年
四
月
十
一
日
附
ノ
上

申
書
ト
御
照
合
ノ
上
、
豫
審
ノ
判
決
奉
願
候
、
以
上

　

明
治
十
一
年
四
月
廿
六
日　
　
　

神
奈
川
縣
第
廿
一
大
區
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
區

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
刕
吉
濱
村
小
澤
甚
三
郎
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
百
四
拾
二
名

　
　
　
　
　
　
　

代
言
人　
　

植　

木　

綱　

二　

郎　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
上
等
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
永
判
事
殿

　
　
　
　

第　

四　

章

第
壱
号　
　
　
　
　
　

以
書
面
申
上
候

私
ヨ
リ
福
浦
村
ヘ
係
ル
件
ニ
付
、
原
・
被
告
村
海
岸
測
量
可
致

㫖
被
仰
渡
、
依
テ
内
處
出
張
測
量
ノ
義
左
ニ
申
上
候
、
原
・
被

告
各
自
ニ
測
量
師
ヲ
雇
ヒ
被
告
村
海
岸
測
量
之
節
ハ
被
告
測
量

師
、
先
ツ
之
ヲ
測
リ
、
原
告
測
量
師
之
ニ
先
ン
ス
ル
ハ
、
猶
被

告
ノ
原
告
ニ
先
ツ
カ
如
ク
ス
可
ヘ
シ
ト
約
シ
、
先
ツ
被
告
ノ
沿

海
ヲ
測
量
シ
、
原
告
ノ
沿
海
ニ
及
ヘ
リ
、
然
レ
ト
モ
長
根
嵜
ハ

海
中
ニ
突
出
シ
、
隨
テ
海
ニ
入
ル
ヲ
以
テ
静
風
穏
波
ノ
日
ヲ
俟

シ
ニ
、
明
治
十
一
年
三
月
廿
五
日
、
朝
風
波
穩
ナ
ル
ニ
付
、
原

告
ハ
舩
ヲ
浮
ヘ
、
被
告
ノ
立
會
ヲ
俟
ツ
ニ
來
ラ
ス
、
依
テ
使
ヲ

遣
セ
シ
ニ
曖
昧
ノ
返
答
ノ
ミ
、
午
前
十
時
コ
ロ
ヨ
リ
雨
ア
リ
、

遂
ニ
其
日
ハ
測
ル
ヲ
得
ス
、
其
翌
日
、
即
明
治
十
一
年
三
月
廿
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六
日
前
ノ
如
ク
風
波
穩
静
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
使
ヲ
遣
ス
ニ
亦
來
ラ

ス
、
被
告
ハ
速
ニ
測
量
セ
ル
ヲ
望
ム
ト
雖
ト
モ
、
原
告
ハ
之
ニ

反
シ
休
業
ナ
レ
ハ
、
裁
判
ノ
落
着
竣
ヨ
リ
他
ナ
キ
ニ
付
、
速
ニ

了
ラ
ン
ヲ
望
ム
、
其
日
ハ
原
告
本
人
カ
力
石
彦
兵
エ
・
力
石
紋

左
エ
門
・
小
澤
甚
三
郎
ノ
三
名
ハ
被
告
村
ニ
至
リ
、
髙
橋
庄
九

郎
ニ
談
判
セ
ハ
、
被
告
ハ
長
根
嵜
周
圍
ノ
浮
標
ヲ
除
ケ
ハ
、
立

會
ヲ
爲
ス
可
シ
ト
答
ヘ
シ
ニ
ヨ
リ
、
直
ニ
之
ヲ
除
キ
、
其
翌
日
、

即
明
治
十
一
年
三
月
廿
七
日
、
原
告
ヨ
リ
村
境
迠
出
張
セ
シ
ニ
、

被
告
來
ラ
ス
、
午
前
十
一
時
コ
ロ
髙
橋
庄
九
郎
ヲ
其
家
ニ
尋
シ

ニ
、
病
氣
ト
称
シ
安
坐
冴
シ
テ
來
ラ
ス
、
依
テ
貴
田
半
藏
一
名

ナ
リ
ト
テ
、
後
日
異
論
ア
ル
間
敷
ト
尋
シ
ニ
、
之
ヲ
承
諾
セ
シ

ニ
付
、
船
ヲ
浮
ヘ
海
上
ニ
於
テ
、
貴
田
半
藏
ニ
面
會
シ
、
長
根

嵜
周
圍
ニ
浮
標
ヲ
置
サ
レ
ハ
、
測
リ
難
キ
㫖
談
セ
シ
処
、
同
意

セ
シ
ニ
ヨ
リ
、
東
側
海
岸
ヨ
リ
壱
号
ヲ
越
シ
、
西
側
十
六
号
迠

浮
標
ヲ
置
ケ
リ
、
又
被
告
測
量
師
ハ
陸
地
ニ
ア
レ
ハ
、
之
ニ
測

量
ヲ
命
ス
ル
ハ
被
告
自
ラ
セ
サ
レ
ハ
、
不
都
合
ト
申
聞
ケ
シ
處
、

是
迠
同
意
ニ
被
告
本
人
髙
橋
紋
二
郎
ハ
原
告
ノ
船
ニ
入
リ
、
着

岸
ノ
上
之
レ
ヲ
命
セ
リ
、
於
是
原
告
・
被
測
量
師
ハ
三
方
ニ
分

レ
、
法
螺
ヲ
聞
キ
、
同
時
ニ
之
ヲ
度
リ
方
位
ヲ
定
ム
ル
ノ
約
ヲ

爲
セ
リ
、
然
ル
處
被
告
ハ
西
側
ヨ
リ
始
メ
東
ニ
終
ラ
ン
ト
被
告

申
ニ
付
、
原
告
ハ
之
ニ
同
意
シ
、
西
側
第
十
六
号
浮
標
ヨ
リ
始

メ
シ
ニ
、
浮
標
第
九
号
即
測
量
第
八
郷
迠
至
リ
シ
際
、
被
告
ハ

前
約
ニ
反
シ
、
次
ノ
浮
標
ニ
至
ラ
ス
シ
テ
他
ノ
浮
標
ナ
キ
場
所

ヲ
測
ラ
ン
ト
セ
シ
ニ
付
、
原
告
ハ
其
不
理
ナ
ル
ヲ
談
ス
ル
ニ
聞

ス
、
依
テ
原
告
海
岸
ノ
節
ハ
、
原
告
先
ス
ル
ノ
約
ナ
レ
ハ
、
先

ツ
原
告
ト
共
ニ
原
告
申
立
ル
、
東
側
即
浮
標
ノ
處
ヲ
測
リ
、
後

ニ
被
告
ノ
申
立
ル
處
ヲ
測
ラ
ン
ト
談
セ
シ
ニ
、
是
亦
頑
乎
ト
シ

テ
聞
入
レ
ス
、
如
斯
談
判
中
標
旗
ハ
順
序
ニ
船
ヲ
廻
ラ
シ
、
陸

地
ニ
在
テ
ハ
原
・
被
測
量
師
ハ
之
ヲ
測
了
セ
リ
、
尤
モ
被
告
測

量
師
ノ
傍
ニ
常
ニ
被
告
本
人
並
先
キ
ニ
上
陸
セ
シ
、
本
人
髙
橋

紋
二
郎
モ
從
ヘ
リ
、
故
ニ
縦
令
海
上
議
合
ス
ト
雖
ト
モ
、
被
告

承
諾
ノ
浮
標
ヲ
被
告
測
量
師
モ
測
了
セ
シ
ナ
レ
ハ
、
則
完
全
ト
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云
フ
ヘ
キ
モ
ノ
他
ニ
論
ヲ
俟
タ
ス
、
原
・
被
告
着
岸
之
節
、
髙

橋
庄
九
郎
來
リ
、
如
何
ト
被
申
ニ
付
、
被
告
望
ノ
通
難
相
成
ト

ヲ
其
理
由
ヲ
示
セ
シ
ニ
、
被
告
ハ
忿
テ
帰
村
セ
リ
、
依
テ
原
告

モ
帰
ル
ト
雖
ト
モ
、
立
會
繪
圖
面
ヲ
提
供
セ
サ
ル
可
カ
ラ
サ
ル

ニ
付
、
被
告
ヘ
書
面
ヲ
遣
ハ
セ
シ
ニ
、
凢
二
時
間
ヲ
経
テ
測
量

全
備
ニ
非
サ
ル
㫖
返
翰
ア
リ
、
依
テ
被
告
本
人
立
會
測
量
ノ
儀

ナ
リ
ト
申
遣
ハ
セ
シ
ナ
リ
、
尋
テ
二
三
ノ
書
翰
徃
復
ア
リ
、
議

全
カ
ラ
サ
ル
ニ
付
、
原
告
ハ
繪
図
ヲ
製
シ
、
既
ニ
呈
供
セ
シ
ヿ

ニ
有
之
候
、
初
メ
ヨ
リ
被
告
ハ
事
ニ
托
シ
、
日
ヲ
費
ス
ヲ
望
ム

ニ
、
長
根
﨑
測
量
ノ
節
モ
故
障
等
可
有
之
ト
察
シ
、
被
告
測
量

師
ハ
海
濱
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
上
路
ニ
於
テ
、
原
告
別
ニ
測
量
ヲ
爲

セ
リ
、
原
・
被
測
量
了
シ
ノ
節
、
被
告
測
量
師
ニ
其
方
位
ヲ
尋

シ
ニ
、
果
シ
テ
知
ラ
セ
ス
、
然
レ
ト
モ
上
路
ニ
備
ヘ
シ
、
側
量

ノ
ア
ル
ア
レ
ハ
、
今
般
ノ
繪
圖
ヲ
制
ス
ル
ニ
至
リ
妨
ケ
ア
ル
ナ

シ
、
乃
此
圖
繪
ニ
被
告
測
量
師
ノ
方
位
ヲ
加
ヘ
ハ
益
明
カ
ナ
ラ

ン
ノ
ミ
、
測
量
ノ
節
ノ
実
況
、
右
之
通
ニ
御
座
候
、
以
上

　

明
治
十
一
年
四
月
十
一
日　
　

神
奈
川
縣
第
一
大
區
一
小
區

　
　
　
　
　

横
濱
万
代
町
二
丁
目
四
番
地
寄
留
和
歌
山
縣
平
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
濱
村　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
言
人　
　
　

植　

木　

綱　

二　

郎

　
　
　
　
　
　

東
京
上
等
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
永
判
事
殿

　
　
　
　
　

第
四
章
ノ
内

　
　
　
　
　

左
ノ
通
リ

第
二
号　
　
　
　
　
　
　
　

上
申
書

私
ヨ
リ
福
浦
村
ヘ
係
ル
件
ニ
ス
付
、
左
ニ
申
上
候

一
、
被
告
福
浦
村
ニ
於
テ
原
告
唱
フ
ル
字
長
根
嵜
ナ
ル
㫖
申
立

ル
ト
雖
ト
モ
、
決
シ
テ
不
然
、
被
告
指
示
ス
ル
小
岩
及
原
告

唱
フ
ル
長
根
先
共
ニ
原
告
村
ノ
内
ニ
在
テ
被
告
村
ニ
ア
ラ
ス
、

故
ニ
被
告
ニ
於
テ
、
何
岩
ハ
何
字
、
何
嵜
ハ
何
字
ナ
ル
ヲ
明

知
ス
可
キ
理
ナ
シ
、
然
ル
ヲ
強
テ
素
鵞
社
下
ノ
小
岩
ヲ
以
テ
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長
根
嵜
ト
主
張
ス
ル
如
キ
ハ
被
告
自
ラ
ノ
不
正
ヲ
蔽
ハ
ン
カ

爲
ニ
テ
無
証
ノ
申
立
ナ
リ
、
別
冊
第
一
号
乃
至
第
十
二
号
証

ハ
原
告
海
岸
ノ
変
更
ヲ
当
時
ノ
管
轄
廳
掛
官
ヘ
届
ケ
、
又

夫
々
ノ
命
令
ア
リ
シ
モ
ノ
故
ニ
、
其
変
更
ハ
明
ニ
シ
テ
、
今

被
告
唱
ヘ
テ
長
根
嵜
ト
爲
ス
小
岩
ノ
如
キ
ハ
、
天
保
度
ニ
在

テ
見
サ
ル
岩
ナ
リ
、
乃
繪
圖
面
中
海
岸
ニ
松
根
ノ
ア
ル
ア
リ

テ
今
ヲ
距
ル
三
十
年
前
、
其
松
ノ
南
下
ヲ
通
行
セ
シ
ニ
、
星

霜
ヲ
歴
テ
ヨ
リ
大
ニ
海
岸
ノ
姿
ヲ
変
シ
、
現
時
ノ
形
ニ
及
ヘ

リ
、
之
ヲ
以
テ
モ
被
告
ノ
指
示
ス
ル
長
根
嵜
ナ
ル
岩
ハ
徃
昔

ノ
姿
ノ
如
何
ヲ
証
ス
ル
ニ
足
ル
可
シ
、
之
ニ
反
シ
、
原
告
ノ

ン
唱
フ
ル
長
根
嵜
ハ
繪
圖
ノ
通
海
中
ニ
突
出
ス
ル
モ
ノ
ニ
テ
、

長
サ
二
百
拾
間
余
ア
リ
テ
、
徃
古
ヨ
リ
之
ヲ
長
根
ト
云
ヒ
、

又
長
根
嵜
ト
モ
云
ヘ
リ
、
尚
又
第
十
三
号
証
ノ
如
ク
、
根
拵

大
網
張
場
距
離
ヲ
管
轄
廳
ヘ
相
届
ケ
、
其
文
中
長
根
嵜
云
々

ト
ア
リ
テ
、
即
チ
明
治
九
年
中
張
立
シ
場
ヲ
示
セ
シ
モ
ノ
ナ

リ
、
夫
レ
上
文
ノ
通
ナ
レ
ハ
、
長
根
嵜
ハ
被
告
ノ
唱
ヘ
シ
小

岩
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
、
原
告
ノ
申
立
ル
長
根
嵜
タ
ル
ハ
明
ナ
リ

一
、
元
來
詞
訟
ノ
趣
㫖
ハ
長
根
嵜
ニ
非
ス
シ
テ
根
拵
大
網
張
場

ニ
在
リ
、
然
レ
共
、
其
張
場
タ
ル
海
面
ナ
レ
ハ
、
先
ツ
陸
地

方
位
ヲ
定
メ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
、
依
テ
長
根
嵜
ノ
儀
ニ
付
、
豫

審
判
決
被
成
下
度
、
然
後
本
件
ノ
趣
㫖
御
審
問
奉
願
候
、
以

上

　

明
治
十
一
年
四
月
十
一
日　
　

神
奈
川
縣
第
廿
大
區
六
小
區

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
刕
足
柄
下
郡
吉
濱
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
澤
勘
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
二
百
四
拾
二
名
代
言
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



同
縣
第
一
大
區
一
小
區
横
濱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

万
代
町
二
丁
目
四
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寄
留
和
歌
山
縣
平
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

植　

木　

綱　

二　

郎

　
　
　
　

東
京
上
等
裁
判
所
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富
永
判
事
殿

　
　
　
　

第　

五　

章

　
　

明
治
十
一
年
四
月
廿
六
日

第
三
号

一
、
第
壱
号
ヨ
リ
第
十
二
号
迠
ハ
當
時
ノ
管
轄
廳
ヘ
差
出
シ
、

或
ハ
管
轄
廳
ヨ
リ
下
附
サ
レ
タ
ル
書
面
ニ
テ
、
原
告
吉
濱
村

海
底岸
ノ
沿
革
ヲ
証
明
ス
ル
爲
メ
ニ
差
出
申
候
事

一
、
第
壱
号
ヨ
リ
第
十
二
号
マ
テ
書
面
中
長
根
嵜
ノ
名
ハ
証記
載

無
之
モ
、
被
告
ノ
唱
フ
ル
長
根
碕
ナ
ル
小
岩
ハ
、
天
保
度
ニ

在
テ
見
ヘ
サ
リ
シ
モ
、
此
沿
革
ヨ
リ
シ
テ
露
ハ
レ
シ
ヿ
ヲ
証

ス
ル
爲
メ
ニ
提
供
ス
ル
事

一
、
弘
化
三
年
從
前
ノ
徃
還
ハ
浪
荒
ニ
テ

崩
レ
ル
ニ
付
、
人

家
ノ
間
ヲ
徃
還
シ
タ
ル
儀
ニ
有
之
候
事

一
、
被
告
申
立
ル
長
根
碕
ノ
邊
、
弘
化
三
年
前
ノ
徃
還
ニ
有
之

候
事

一
、
原
告
差
出
タ
ル
繪
圖
面
、
朱
線
ノ
箇
所
ハ
現
今
ノ
通
路
タ

ル
ヿ
ハ
被
告
モ
承
知
ニ
有
之
事

一
、
第
壱
号
ヨ
リ
第
十
二
号
迠
ノ
中
、
管
轄
廳
江
差
出
タ
ル
分

ハ
本
紙
無
之
候
得
共
、
村
方
ニ
モ
扣
ノ
分
所
持
罷
在
候
事

一
、
被
告
申
達
ル
長
根
碕
ノ
邊
ハ
、
弘
化
三
年
前
徃
還
ニ
有
之

候
由
申
立
候
得
共
、
右
ハ
全
ク
申
誤
ニ
テ
、
被
告
申
立
ル
長

根
﨑
位
置
ト
徃
還
ト
ノ
間
ニ
空
地
有
之
候
所
、
弘
化
年
度
ノ

浪
荒
ニ
テ
、
空
地
欠
崩
レ
、
隨
テ
唱
フ
ル
長
根
碕
ナ
ル
小
岩

ハ
露
ハ
レ
候
事

一
、
原
告
ヨ
リ
被
告
ヘ
差
出
タ
ル
書
面
、
又
縣
廳
ヘ
差
出
タ
ル

書
面
等
々
、
長
根
﨑
ト
有
之
候
ハ
ヽ
、
原
告
申
立
ル
長
根
碕

ニ
シ
テ
縣
廳
ニ
於
テ
モ
之
ヲ
却
下
セ
ラ
レ
サ
リ
シ
モ
ノ
ナ
リ

一
、
原
告
唱
フ
ル
長
根
碕
ハ
海
中
ヘ
長
ク
突
出
シ
タ
ル
ヲ
以
テ

徃
古
ヨ
リ
一
般
ニ
之
ヲ
長
根
﨑
ト
唱
ル
モ
ノ
ニ
候
事

一
、
被
告
ニ
於
テ
網
ノ
距
離
四
五
十
間
ノ
接
近
ナ
レ
ハ
、
其
効

無
之
㫖
申
立
候
得
共
、
被
告
張
場
ノ
如
キ
ハ
一
定
無
之
、
真
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鶴
村
分
内
ヘ
網
投
入
レ
、
同
村
ヨ
リ
察
當
ヲ
受
ケ
タ
ル
儀
モ

有
之
、
又
被
告
ヨ
リ
原
告
ヘ
差
入
タ
ル
明
治
三
年
ノ
書
面
末

文
ニ
照
ス
モ
原
告
分
内
ヘ
張
立
テ
レ
ハ
明
ナ
レ
ハ
、
素
ヨ
リ

一
定
無
之
、
然
ル
ヲ
四
五
十
間
ト
ハ
如
何
ナ
ル
場
ノ
距
離
ヲ

云
フ
ヤ
、
原
告
明
治
九
年
張
立
場
ト
ハ
凢
二
百
間
餘
モ
有
之
、

尚
詳
細
ハ
原
告
ヨ
リ
縣
廳
ヘ
届
ケ
ア
レ
ハ
謄
寫
次
第
明
細
可

申
上
候
事

一
、
明
治
九
年
ノ
張
立
場
、
尚
且
然
リ
、
況
ヤ
天
保
度
ニ
在
テ

ハ
、
被
告
今
日
ノ
位
置
ト
仮
定
ス
ル
モ
、
原
告
ハ
長
根
碕
西

ニ
寄
レ
ハ
、
其
距
離
凢
三
百
間
余
ア
リ
、
何
ソ
接
近
ト
云
フ

可
ケ
ン
ヤ
、
又
被
告
一
定
ノ
張
場
ナ
キ
ヲ
ヤ

一
、
被
告
ノ
申
立
ル
如
ク
、
天
保
度
ノ
距
離
ハ
四
五
十
間
ト
セ

ハ
、
明
治
九
年
ノ
張
場
ハ
ス
被
告
張
場
ノ
東
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ

得
サ
ル
ニ
至
ル
、
實
際
ノ
齟
齬
筆
ニ
尽
シ
難
ク
候
事

一
、
前
文
ニ
謄
寫
次
第
云
々
ト
申
立
候
得
共
、
右
モ
原
告
証
據

第
十
三
号
ニ
有
之
事

一
、
被
告
ニ
於
テ
相
ノ
濱
村
安
五
郎
ノ
証
書
中
回
船
繋
リ
場

云
々
ト
有
之
ヲ
證
ト
シ
、
原
告
ノ
ン
唱
フ
ル
ハ
長
根
﨑
ハ
暗

礁
ニ
付
、
碇
泊
場
ニ
適
當
セ
ス
、
則
被
告
ノ
唱
フ
ル
素
鵞
神

社
ノ
前
岸
ニ
ア
ル
小
岩
コ
ソ
長
根
ナ
リ
ト
申
立
候
共
、
元
來

吉
濱
村
海
岸
ノ
形
状
ハ
灣
ト
モ
唱
ヘ
難
ク
全
ク
一
時
荷
積
ノ

爲
ニ
小
形
ノ
面
舩
暫
時
碇
泊
ス
ル
場
所
ニ
テ
殊
ニ
原
・
被
共

名
称
ヲ
異
ニ
セ
サ
ル
船
付
場
、
其
所
ニ
有
之
、
則
引
揚
陸
便

利
ノ
爲
メ
回
船
ハ
常
ニ
長
根
﨑
ナ
ル
暗
礁
沖
合
、
或
ハ
暗
礁

ヲ
挟
テ
東
西
ヘ
碇
泊
イ
タ
シ
候
義
ニ
有
之
事

右
之
通
相
違
不
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右

　

明
治
十
一
年
四
月
廿
六
日　
　
　

植　

木　

網　

二　

郎

　
　
　
　
　
　

東
京
上
等
裁
判
所　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

富
永
判
事
殿

　
　
　
　

第　

六　

章
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明
治
十
一
年
四
月
廿
六
日　

被
告
人
代
言
人　

被
告
代
言
人

第
四
号　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

星　
　
　

亨

一
、
原
告
ニ
於
テ
弘
化
三
年
波
打
際
ノ
欠
崩
セ
シ
ト
申
立
ル
モ

ノ
ハ
、
被
告
ノ
称
ス
ル
所
ノ
長
根
ノ
ン
西
凢
一
町
ノ
ト
コ
ロ

ヨ
リ
西
方
ヘ
ト
西
方
ヘ
ト
崩
レ
シ
モ
ノ
ナ
リ
、
右
長
根
ノ
後

面
波
打
際
ハ
決
テ
崩
レ
ン
コ
ト
無
之
、
現
今
ノ
通
路
ハ
則
チ

徃
古
ヨ
リ
ノ
通
路
ニ
有
之
候

一
、
原
告
ニ
於
テ
長
根
嵜
ト
唱
フ
ル
場
所
ハ
則
（
サ
ハ
子
）
ト

称
シ
候
、
此
（
サ
ハ
子
）
ト
申
ス
場
所
ハ
申
ニ
及
ハ
ス
、
遠

キ
浦
々
ノ
人
迠
モ
能
ク
存
シ
居
候
、
又
被
告
ニ
於
テ
長
根
ト

唱
フ
ル
場
所
ハ
、
素
盞
彦
社
ノ
前
面
ニ
ア
ル
細
長
キ
岩
ニ
有

之
候
、
然
シ
右
ヲ
証
明
ス
ヘ
キ
確
乎
タ
ル
証
據
ハ
無
之
、
只

徃
古
ヨ
リ
右
場
所
ヲ
長
根
ト
唱
ヘ
來
リ
候

一
、
原
告
ニ
於
テ
長
根
嵜
ト
ハ
岩
ノ
長
ク
根
ノ
引
キ
タ
ル
ヲ
称

シ
テ
長
根
嵜
ト
唱
フ
ル
㫖
申
立
候
共
、
此
申
立
ハ
復
タ
被
告

ノ
唱
フ
ル
長
根
ニ
モ
適
用
致
サ
レ
ヘ
ク
存
シ
候
、
何
ト
ナ
レ

ハ
、
被
告
ノ
唱
フ
ル
長
根
岩
モ
亦
細
長
キ
モ
ノ
ニ
有
之
候
ヘ

ハ
ナ
リ

一
、（
サ
ハ
子
）
ト
申
ス
ハ
陸
地
ヨ
リ
突
出
セ
ル
大
ナ
ル
暗
礁

ノ
一
部
分
ヲ
指
シ
テ
、
斯
ク
唱
ヘ
候
、
此
暗
礁
ハ
実
ニ
大
ニ

シ
テ
處
ニ
從
テ
名
称
ヲ
異
ニ
致
候
、
便
チ
被
告
ノ
差
出
候
繪

図
面
ヲ
視
レ
ハ
相
分
リ
候

一
、
原
告
差
出
候
繪
図
面
ハ
実
地
測
量
之
図
面
ト
ハ
難
看
認
、

過
日
原
。
被
告
立
會
実
地
測
量
之
際
、
村
ノ
紛
議
ヲ
生
シ
、

遂
ニ
不
果
候
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
真
正
ノ
モ
ノ
ト
ハ
見
認
カ
タ
ク

存
候

一
、
若
シ
長
根
﨑
ヲ
シ
テ
原
告
カ
申
立
候
場
所
ニ
在
ラ
シ
メ
ハ
、

天
保
度
ニ
於
テ
此
長
根
先
西
ニ
原
告
ノ
大
網
張
立
ヲ
被
告
ニ

於
テ
許
ス
ル
ノ
理
決
シ
テ
無
之
、
何
ト
ナ
レ
原
告
カ
申
立
候

長
根
ト
被
告
ノ
張
立
居
候
網
場
ト
相
隔
ル
コ
ト
、
纔
ニ
百
間

余
ニ
有
之
、
然
ル
ニ
沿
海
村
ノ
慣
習
ニ
テ
一
村
ノ
網
張
場
ヨ

リ
他
村
ノ
網
張
場
迠
ノ
間
四
百
間
乃
至
五
百
間
ノ
空
處
ヲ
明
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ケ
置
ク
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
有
之
、
且
利
損
ノ
点
ヨ
リ
考
ル
モ
、
被

告
ノ
張
立
場
ヨ
リ
纔
カ
百
間
余
内
ニ
原
告
村
ノ
張
立
ヲ
許
シ
、

看
々
我
損
ヲ
招
ク
筈
無
之
、
然
ル
ヲ
長
根
先
ヘ
張
立
ヲ
許
シ

タ
ル
ヲ
見
レ
ハ
、
右
長
根
先
ハ
被
告
村
ノ
妨
害
ト
ナ
ラ
サ
ル

場
ニ
シ
テ
原
告
村
ノ
申
立
候
如
キ
接
近
シ
タ
ル
場
所
ニ
ハ
無

之
コ
ト
判
然
タ
レ
ハ
ナ
リ

一
、
被
告
ノ
差
出
シ
タ
ル
証
拠
物
第
一
号
、
即
チ
相
ノ
濱
安
五

郎
ノ
原
告
村
ヘ
渡
シ
タ
ル
一
札
中
ニ
（
右
場
所
ハ
廻
船
掛
リ

場
ニ
御
座
候
云
々
）
ト
有
之
、
然
ル
ニ
今
原
告
ノ
唱
フ
ル
長

根
崎
ヲ
シ
テ
、
右
証
ニ
云
フ
所
ノ
長
根
先
ナ
ラ
シ
メ
ハ
、
右

嵜
ハ
暗
礁
ニ
シ
テ
波
荒
キ
所
ナ
ル
ニ
付
、
廻
船
ト
称
ス
ル
カ

如
キ
大
船
ノ
掛
リ
場
ニ
ハ
决
シ
テ
無
之
、
被
告
ノ
唱
フ
ル
長

根
ハ
則
チ
大
船
ノ
掛
リ
場
ニ
シ
テ
現
ニ
大
船
碇
泊
セ
リ
、
故

ニ
被
告
ノ
唱
フ
ル
長
根
ハ
則
安
五
郎
ノ
唱
フ
ル
長
根
ニ
相
違

無
之
候

一
、
被
告
ノ
称
ス
ル
小
岩
ノ
長
根
先
ナ
ル
証
據
ハ
、
廻
船
ノ
吉

濱
村
ニ
來
ル
重
モ
ノ
船
荷
ハ
、
同
村
所
産
ノ
伊
豆
石
ナ
リ
、

其
伊
豆
石
ノ
置
場
、
素
鵞
神
社
ノ
近
所
ニ
ア
リ
、
故
荷
積
便

利
ノ
爲
メ
廻
船
ハ
常
ニ
素
鵞
神
社
ノ
近
所
ニ
繋
レ
リ
、
尤
艀

船
ハ
海
岸
沙
濱
ニ
付
、
風
浪
平
穏
ニ
シ
テ
船
積
シ
得
ル
日
ハ

何
レ
ノ
地
ヲ
擇
マ
ス
掲
陸
ス
ル
ヿ
ヲ
得
ヘ
キ
ニ
ヨ
リ
、
荷
物

置
場
ニ
近
キ
所
ニ
碇
泊
セ
リ

一
、
船
附
場
ハ
明
治
初
年
ニ
於
テ
、
吉
濱
村
ノ
者
岩
石
ヲ
代
リ

之
ヲ
修
理
セ
シ
者
ニ
候
事

右
之
通
リ
相
違
不
申
上
候
、
以
上

　
　

明
治
十
一
年
四
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

星　
　

亨　

印

　
　
　
　

東
京
上
等
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　

冨
永
判
事
殿

　
　
　
　

第　

七　

章
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明
治
十
一
年
四
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
告
代
言
人　

植
木
綱
二
郎

第
五
号　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
告
代
言
人　

星　
　
　

亨

一
、
被
告
申
上
候
、
原
告
ニ
於
テ
䑓
網
ノ
張
場
ハ
一
定
セ
サ
ル

慣
習
ノ
旨
申
立
候
得
共
、
被
告
ハ
文
政
十
年
ニ
張
立
タ
ル
以

來
十
間
内
外
ノ
動
キ
ハ
ア
レ
共
、
大
体
一
定
ノ
場
所
ニ
張
立

申
ス
ハ
故
如
何
ト
ナ
ル
ニ
、
両
隣
共
ニ
䑓
網
ヲ
張
立
ル
ニ
付
、

若
シ
夛
分
ニ
網
ヲ
寄
張
立
ル
時
ハ
、
必
ス
其
寄
セ
ラ
レ
タ
ル

隣
村
ヨ
リ
故
障
差
起
ハ
眼
前
ニ
有
之
、
然
ル
ニ
其
故
障
一
切

無
之
、
是
網
ノ
動
カ
サ
ル
証
ニ
有
之
候
事

一
、
被
告
申
上
候
、
原
告
ノ
口
供
中
ニ
被
告
ノ
張
網
場
所
真
鶴

村
分
内
ヲ
犯
シ
云
々
ト
申
立
候
得
共
、
被
告
ハ
真
鶴
村
ノ
依

頼
ニ
ヨ
リ
、
僅
二
四
十
間
西
ヘ
寄
セ
張
タ
ル
ヲ
ヿ
有
之
候
得

共
、
只
一
年
ニ
止
リ
、
其
翌
年
ヨ
リ
ハ
又
文
政
十
年
以
來
一

定
ノ
張
場
改
則
現
今
位
置
ニ
復
シ
申
ス
ハ
、
右
ノ
事
柄
ヲ
原

告
ハ
誤
認
致
シ
候
儀
ニ
モ
可
有
之
候
事
、
原
告
ヨ
リ
被
告
ヘ

對
シ
、
其
事
跡
ハ
何
年
ナ
ル
ヤ
ト
問
ヘ
シ
處
、
被
告
明
治
六

年
ナ
リ
ト
答
ヘ
タ
リ

一
、
原
告
申
上
候
、
只
今
被
告
ノ
答
ハ
明
治
六
年
ナ
リ
ト
申
立

候
、
原
告
村
第
十
四
号
ノ
証
書
ハ
明
治
八
年
ニ
有
之
候
事

一
、
被
告
申
上
候
、
只
今
明
治
六
年
ト
申
立
置
候
得
共
、
証
書

モ
何
モ
無
之
、
何
分
其
時
代
分
明
ナ
ラ
ス
、
タ
シ
カ
明
治
六

年
ト
記
億

（
マ
マ
）致

シ
候
ニ
付
、
申
上
候
儀
ニ
有
之
候
事

一
、
原
告
申
上
候
、
明
治
八
年
ニ
ハ
第
十
四
号
証
ノ
如
ク
、
網

ノ
東
端
先
真
鶴
村
分
内
ヲ
犯
シ
タ
ル
ニ
相
違
無
之
、
明
治
六

年
ニ
ハ
或
ハ
真
鶴
村
ノ
依
頼
ニ
ヨ
リ
西
ヘ
寄
セ
張
立
タ
ル
ヿ

ア
リ
シ
モ
知
レ
ス
候
得
共
、
八
年
ト
六
年
ト
時
代
モ
違
ヒ
居

申
候
、
如
此
ナ
レ
ハ
則
一
定
セ
サ
ル
証
明
跡
判
然
ト
存
候
、

文
政
年
中
ヨ
リ
一
定
云
々
ト
申
立
ル
モ
今
日
ハ
方
位
度
數
モ

分
明
ナ
レ
ト
モ
、
以
前
ニ
在
テ
ハ
漠
然
タ
ル
ヿ
ト
存
候
事

一
、
被
告
申
上
候
、
原
告
ノ
第
十
四
号
ノ
証
據
ハ
原
告
自
己
利

益
ノ
爲
メ
ニ
隣
村
ヨ
リ
取
リ
來
リ
タ
ル
証
書
ニ
テ
被
告
ニ
於
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テ
証
據
ト
ハ
看
認
不
申
候
事

右
、

一
、
被
告
申
上
候
、
真
鶴
村
分
内
ヲ
犯
シ
網
ヲ
伐
リ
採
ラ
レ
シ

儀
ハ
决
テ
無
之
事

一
、
原
告
申
上
候
、
地
勢
ニ
因
テ
之
ヲ
観
ル
モ
長
根
崎
ハ
原
告

云
フ
所
ノ
長
根
崎
ナ
ル
ヿ
判
然
タ
リ
、
則
吉
濱
海
岸
中
第
一

ニ
突
出
ス
ル
所
ノ
岩
根
ノ
名
ニ
シ
テ
、
被
告
ノ
云
フ
所
ノ
海

濱
ニ
ア
ル
一
拳
石
ノ
長
根
崎
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヿ
明
晰
ニ
候
事

一
、
被
告
申
上
候
、
長
根
崎
ハ
長
根
ノ
先
ニ
シ
テ
惣
シ
テ
先
ハ

サ
キ
ト
訓
シ
、
物
ノ
先
ト
云
フ
儀
ナ
レ
ハ
長
キ
モ
ノ
ニ
ノ
ミ

限
リ
先
ノ
字
ヲ
用
井
ル
儀
ハ
無
之
、
短
キ
ス
モ
ノ
ヽ
先
キ
ニ

モ
先
キ
ア
ル
カ
故
、
被
告
ノ
云
フ
所
ノ
小
岩
ハ
尖
リ
タ
ル
岩

ニ
シ
テ
先
ア
ル
故
ニ
長
根
嵜
ト
唱
ヘ
候
儀
ト
存
候
事

一
、
原
告
ノ
測
量
ニ
ヨ
レ
ハ
、
被
告
ノ
唱
フ
ル
長
根
ナ
ル
小
岩

ハ
二
箇
ア
リ
、
其
本
孰
レ
ヲ
指
シ
テ
長
根
ト
云
フ
ヤ
ト
、
被

告
ニ
問
ヒ
タ
ル
ノ
所
、
被
告
ハ
只
一
箇
ナ
リ
ト
答
ヘ
タ
リ

右
之
外
、
長
根
サ
キ
ノ
儀
ニ
付
テ
ハ
、
原
被
告
共
申
上
候
事
別

段
無
之
候
ニ
付
、
長
根
嵜
ハ
豫
審
ノ
御
裁
判
奉
願
候
、
以
上
、

右
ノ
通
相
違
不
申
上
候
、
以
上

　

明
治
十
一
年
四
月
廿
六
日　
　
　

原
告
代
言
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

植
木
綱
二
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
告
代
言
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

星　
　
　

亨

　
　
　
　

上
等
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　

冨
永
判
事
殿

　
　
　
　

第　

八　

章

第
七
号　
　
　
　
　
　

以
書
面
申
上
候
、

一
、
私
ヨ
リ
福
浦
村
ヘ
係
ル
件
ニ
付
、
明
治
十
一
年
四
月
廿
六

日
、
原
被
告
口
供
調
印
之
際
、
原
告
書
面
中
二
ケ
条
書
落
有

之
歟
と
存
候
間
左
ニ
申
上
候

一
、
被
告
ニ
於
テ
船
附
ハ
十
年
以
内
云
々
申
立
レ
ト
モ
、
古
来
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ヨ
リ
ノ
船
附
ナ
レ
ハ
十
年
以
内
等
ニ
ハ
决
シ
テ
無
之
候

一
、
原
告
村
ハ
米
並
ニ
諸
荒
物
反
物
等
他
ニ
仰
ク
処
ナ
レ
ハ
、

潮
ノ
侵

（
マ
マ
）潤

ヲ
厭
フ
モ
ノ
ハ
不
殘
船
附
ヨ
リ
陸
揚
セ
シ
ム
ル
ヿ

ニ
テ
之
ヲ
除
キ
、
他
ニ
揚
陸
ノ
場
决
シ
テ
無
之
候

右
、
両
条
ハ
對
决
中
申
上
候
得
共
、
口
供
中
書
落
有
之
歟
ト
存

候
ニ
付
、
此
段
上
申
仕
候
也

　

明
治
十
一
年
四
月
廿
七
日　

神
奈
川
縣
第
廿
一
大
區

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
告
吉
濱
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
言
人　

植
木
綱
二
郎

　
　
　
　

東
京
上
等
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　

冨
永
判
事
殿

第
八
号　
　
　
　

第　

九　

章

一
、
私
ヨ
リ
福
浦
村
ヘ
係
ル
件
ニ
付
、
左
ニ
上
申
仕
候

　

被
告
ニ
於
テ
天
保
度
ヨ
リ
今
日
迠
長
根
﨑
沖
合
西
ナ
ル
場
ハ

原
告
村
ノ
網
場
慣
行
ニ
シ
テ
、
長
根
﨑
以
東
ハ
慣
行
ニ
非
サ

ル
㫖
申
立
ル
ト
雖
ト
モ
、
决
シ
テ
不
然
、
天
保
度
ニ
在
テ
長

根
﨑
沖
合
西
ナ
ル
モ
其
後
ヘ
寄
セ
サ
ル
ヿ
ニ
変
セ
シ
ハ
、
則

房
州
安
五
郎
ハ
原
告
ト
ノ
契
約
ヲ
以
テ
可
知
ナ
リ
、
加
之
明

治
二
年
二
月
中
、
当
時
ノ
管
轄
廳
ヨ
リ
海
面
地
先
分
内
限
漁

業
可
致
、
他
村
分
内
ニ
テ
不
可
致
ト
ノ
達
シ
ア
リ
テ
之
ニ
抵

觸
セ
シ
メ
、
慣
行
又
ハ
契
約
ハ
此
官
令
ニ
テ
自
ラ
消
滅
セ
リ
、

故
ニ
安
五
郎
ト
約
セ
シ
長
根
沖
合
ハ
此
時
ヨ
リ
原
告
地
先
海

面
彼
此
ヲ
不
問
事
ニ
相
成
リ
タ
レ
ハ
、
天
保
度
ノ
契
約
ノ
如

キ
ハ
先
キ
ニ
既
已
ニ
変
換
セ
シ
モ
ノ
、
然
ル
ニ
被
告
ハ
長
根

﨑
西
ヲ
原
告
ノ
網
場
慣
行
ニ
シ
テ
、
東
ハ
慣
行
ニ
非
サ
ル
ト

申
立
ル
ハ
不
条
理
ノ
至
ナ
リ
、
依
テ
左
ニ
明
治
二
年
官
令
後

長
根
﨑
東
ハ
原
告
ニ
於
テ
所
用
セ
シ
ヿ
ヲ
述
ヘ
ン

第
一
、
原
告
第
十
六
号
証
即
明
治
九
年
三
月
附
被
告
ヨ
リ
管
轄

廳
へ
差
出
セ
シ
書
面
中
、
西
隣
吉
濱
村
向
フ
海
面
諸
漁
場
、

但
吉
濱
村
ニ
於
テ
、
漁
業
仕
來
候
ト
ア
リ
テ
、
原
告
地
崎
海

面
ハ
原
告
ノ
諸
漁
仕
リ
シ
場
所
ナ
レ
ハ
、
被
告
モ
自
ラ
長
根
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﨑
東
西
ノ
別
ア
ラ
サ
ル
ハ
信
認
ス
ル
処
ナ
リ
、
然
ル
ヲ
被
告

ハ
根
拵
網
ノ
ミ
別
ニ
慣
行
ア
リ
ト
申
立
ル
モ
、
諸
漁
ト
云
ヘ

ハ
豈
大
小
逼
々
ノ
別
ア
ラ
ン
ヤ
、
乃
明
治
二
年
官
令
以
後
ノ

今
日
迠
原
告
ニ
於
テ
之
ヲ
所
用
シ
來
リ
シ
ハ
明
白
ナ
リ

第
二
、
又
原
告
同
号
証
中
「
明
治
二
年
旧
藩
ノ
砌
、
各
村
地
先

ノ
海
面
分
内
ヲ
限
リ
漁
業
可
致
㫖
、
右
局
ヨ
リ
被
申
付
、
相

互
ニ
入
漁
不
相
成
、
漁
場
格
別
相
狭
リ
、
一
同
及
難
渋
候
」

ト
ア
リ
テ
、
明
治
二
年
ノ
官
令
ノ
爲
メ
ニ
、
明
治
二
年
以
前

ノ
仕
來
漁
場
ノ
変
セ
シ
ヿ
明
ナ
レ
ハ
、
天
保
度
ヨ
リ
今
日
迠

同
一
ノ
慣
行
ト
云
フ
可
ケ
ン
ヤ
、
是
被
告
ニ
狭
マ
レ
ハ
、
原

告
ニ
廣
マ
リ
シ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
明
治
二
年
後
原
告
ノ
所
用
セ

シ
ハ
被
告
ノ
自
ラ
信
認
ス
ル
ヲ
以
テ
モ
亦
明
ナ
リ
、
被
告
ノ

迷
惑
ト
云
ヘ
難
渋
ト
云
フ
ハ
正
理
ニ
非
サ
ル
申
立
ナ
レ
ト
モ
、

今
其
申
立
ヲ
以
テ
其
場
所
ヲ
論
ス
ル
故
ニ
仮
リ
ニ
迷
惑
、
又

ハ
難
渋
ト
見
做
ス
ナ
リ
、
以
下
改
之

第
三
、
原
告
第
十
八
号
証
中
「
其
御
村
方
䑓
網
場
所
ノ
儀
、
昨

午
年
年
限
ニ
モ
相
成
、
且
御
一
新
ニ
付
、
御
觸
モ
有
之
候
ニ

付
、
当
年
ハ
張
立
ニ
相
成
候
様
𣴎
知
仕
候
處
、
左
候
テ
ハ
當

村
方
䑓
網
甚
タ
迷
惑
云
々
」
ト
ア
リ
、
御
一
新
ニ
付
、
網
場

ニ
関
セ
シ
官
令
ハ
、
即
被
告
モ
自
認
セ
ル
明
治
二
年
ノ
海
面

地
先
分
内
ノ
官
令
ア
リ
、
此
官
令
ニ
ヨ
レ
ハ
、
地
先
中
海
面

彼
此
ヲ
問
ハ
サ
ル
ヿ
ナ
レ
ハ
、
原
告
ハ
被
告
ト
ノ
海
面
境
ニ

近
ク
張
網
ス
ル
モ
、
被
告
ハ
一
語
ノ
支
フ
ル
ヿ
能
ハ
ス
、
然

レ
ト
モ
安
五
郎
ヘ
ノ
年
限
中
ナ
レ
ハ
官
令
ア
リ
ト
テ
原
告
自

ラ
張
網
ス
可
カ
ラ
サ
ル
ハ
明
ナ
レ
ト
モ
幸
ニ
シ
テ
年
限
モ
滿

レ
ハ
、
原
告
ハ
自
ラ
張
網
ス
可
キ
ヿ
ニ
至
リ
シ
ハ
、
第
十
八

号
証
中
長
根
﨑
ノ
字
ヲ
省
キ
、
故
ニ
且
ハ
御
一
新
ニ
付
、
御

觸
モ
有
之
、
又
ハ
左
候
テ
ハ
迷
惑
云
々
ノ
語
ヲ
加
ヘ
シ
ヲ
以

テ
明
瞭
ナ
レ
ハ
、
明
治
二
年
以
前
ト
以
後
ニ
付
、
場
所
ニ
廣

狭
ノ
差
ア
ル
ハ
亦
知
ル
ヘ
シ
、
然
ル
ヲ
被
告
ハ
右
証
中
「
場

所
ノ
義
昨
午
年
年
限
ニ
モ
相
成
」
ノ
一
句
ヲ
抄
撮
シ
、
全
文

ヲ
觧
セ
ス
シ
テ
直
ニ
以
前
ノ
場
ヲ
繼
續
セ
シ
㫖
申
立
ル
ハ
正
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シ
カ
ラ
サ
ル
証
書
ノ
觧
釈
ナ
リ
、
既
ニ
明
治
二
年
中
官
令
ア

リ
テ
網
場
ハ
原
告
地
先
海
面
彼
此
ヲ
不
問
ヿ
ニ
相
成
リ
タ
ル

ハ
コ
ソ
御
一
新
ニ
付
キ
、
御
觸
ノ
文
字
ヲ
下
タ
セ
シ
モ
ノ
ニ

シ
テ
、
之
ニ
反
シ
モ
シ
被
告
ノ
言
ノ
如
ク
、
長
根
﨑
沖
合
ノ

ミ
ナ
ラ
ハ
、
何
ソ
御
一
新
後
ノ
官
令
ニ
関
ス
ヘ
ケ
ン
ヤ
、
関

セ
サ
ル
ノ
官
令
ハ
故
ニ
証
書
ニ
記
載
ス
可
キ
ノ
理
由
ナ
シ
、

然
ル
ヲ
記
載
シ
ア
ル
ハ
、
官
令
ニ
関
シ
、
且
場
所
ノ
廣
マ
リ

シ
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
又
果
シ
テ
被
告
ノ
言
ノ
如
ク
ナ
レ
ハ
、
原

告
第
二
十
八
号
証
ノ
有
ル
ヘ
キ
理
ナ
ク
、
又
此
二
十
八
号
証

ニ
對
シ
、
被
告
ノ
原
告
第
十
八
号
証
觧
釈
ハ
抵
觸
セ
ル
ノ
理

有
ル
可
カ
ラ
サ
ル
ニ
、
二
十
八
号
証
ノ
ア
ル
ア
リ
テ
被
告
ノ

觧
釈
ハ
之
ニ
抵
觸
ス
ル
所
以
ノ
モ
ノ
ハ
其
觧
釈
ノ
正
シ
カ
ラ

サ
ル
、
亦
知
ル
可
シ
、
由
是
観
之
、
明
治
二
年
後
、
原
告
ノ

所
用
セ
シ
ハ
明
白
ナ
リ

第
四
、
被
告
甲
号
証
ハ
原
告
第
十
八
号
証
ト
ヲ
比
較
セ
ハ
、
明

治
二
年
以
後
ト
天
保
度
ト
場
所
廣
狭
ノ
差
ア
ル
ハ
明
ナ
リ
、

甲
号
証
ニ
以
来
「
御
村
方
大
網
幷
ニ
漁
業
ノ
差
障
ニ
相
成
候

場
所
ヱ
差
越
大
網
漁
業
决
テ
爲
致
間
敷
候
」
ト
ア
リ
テ
、
村

方
ト
ハ
被
告
ヲ
云
フ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
原
告
ノ
網
ハ
被
告
ノ
差

障
ハ
ラ
サ
ル
場
所
ヘ
以
来
張
立
テ
サ
ス
ル
ト
云
ノ
義
ナ
レ
ハ
、

此
約
ヲ
シ
テ
、
仮
リ
ニ
保
存
セ
シ
メ
ハ
、
被
告
ノ
迷
惑
ニ
ナ

ラ
サ
ル
ハ
瞭
々
タ
リ
、
之
ニ
反
シ
テ
第
十
八
号
証
ニ
「
左
候

テ
ハ
当
村
方
䑓
網
甚
タ
迷
惑
云
々
」
ト
ア
リ
テ
、
御
一
新
ニ

付
官
令
ノ
ア
ル
ヨ
リ
、
官
令
以
前
ノ
場
所
契
約
ハ
既
ニ
消
滅

セ
シ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス

安
五
郎
ト
ノ
年
限
契
約
モ
期
滿
レ
ハ
、
原
告
ハ
己
レ
カ
地
先

ニ
属
ス
ル
海
面
何
レ
ヲ
問
ハ
ス
張
網
ス
ヘ
キ
権
ア
ル
ニ
付
、

被
告
ノ
海
面
境
近
キ
處
ヘ
張
立
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
際
シ
、
被
告

ヨ
リ
借
受
度
倚
頼
ア
リ
、
依
テ
其
意
ニ
任
セ
所
用
ノ
権
ヲ
貸

与
セ
シ
ナ
リ
、
是
レ
被
告
ハ
迷
惑
ヨ
リ
出
テ
シ
倚
頼
ナ
レ
ハ

其
場
所
ニ
就
キ
、
天
保
度
ノ
約
定
書
ハ
第
十
八
号
証
ト
ニ
記

ス
ル
所
異
ナ
ル
ハ
畢
竟
場
所
ノ
異
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
而
シ
テ
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其
場
所
ノ
異
ル
ト
云
フ
所
以
ハ
何
ソ
ヤ
、
則
明
治
二
年
官
令

後
、
長
根
﨑
東
ニ
関
ス
レ
ハ
ナ
リ
、
於
是
乎
長
根
﨑
ノ
東
ハ

原
告
ノ
所
用
セ
シ
益
明
矣

第
五
、
被
告
ニ
於
テ
根
拵
網
場
ハ
一
定
セ
シ
如
ク
申
立
レ
ト
モ
、

古
来
ヨ
リ
一
定
セ
シ
場
所
ノ
ア
ル
ナ
シ
、
年
々
魚
寄
ニ
依
リ
、

場
所
ノ
変
ス
ル
ハ
網
ノ
利
用
ナ
レ
ハ
、
原
告
第
廿
九
号
証
ニ

照
ス
モ
明
々
タ
リ
、
況
ヤ
原
告
第
十
四
号
証
ノ
如
ク
、
被
告

モ
現
ニ
一
定
ノ
場
所
ナ
キ
ニ
於
テ
オ
ヤ
、
如
此
次
第
ニ
テ
原

告
モ
古
来
ヨ
リ
明
治
二
年
官
令
ノ
發
ス
ル
迠
ハ
長
根
﨑
以
東

ヲ
除
キ
、
以
西
ハ
年
々
必
ス
同
一
ノ
処
ニ
張
リ
シ
ニ
ア
ラ
ス
、

自
ラ
多
少
ノ
差
ア
リ
シ
ナ
リ
、
是
レ
原
告
ノ
ミ
ナ
ラ
ン
、
被

告
モ
亦
然
リ
、
故
ニ
地
先
海
面
分
内
限
ハ
慣
行
ト
云
モ
亦
之

ニ
依
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
実
際
ニ
於
ケ
ル
柱
ニ
膠
ス
可
キ
モ
ノ

ニ
非
サ
レ
ハ
、
原
告
分
内
限
ハ
原
告
ノ
所
用
場
ナ
ル
明
ナ
リ

第
六
、
原
告
第
十
八
号
証
ノ
如
ク
、
原
告
ハ
被
告
ヘ
張
網
セ
シ

メ
被
告
モ
此
契
約
ニ
依
リ
テ
、
原
告
分
内
ヲ
所
用
シ
ナ
カ
ラ

今
日
ニ
在
リ
テ
、
魚
道
ノ
爲
メ
借
受
ケ
シ
モ
ノ
ニ
テ
所
用
ニ

借
受
ケ
シ
ニ
非
ス
ト
申
立
ル
ハ
最
不
条
理
ノ
至
リ
ナ
リ
、
所

用
ニ
供
ス
ル
カ
魚
道
ノ
爲
メ
ニ
ス
ル
カ
ハ
該
証
中
ニ
明
々
タ

ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
既
ニ
明
治
四
年
中
、
被
告
ハ
茲
ニ
張
網
シ
、

尚
尋
テ
処
々
張
立
シ
ナ
レ
ハ
、
魚
道
ニ
非
ル
ハ
論
ヲ
俟
タ
ス
、

モ
シ
強
テ
茲
ニ
張
網
セ
ス
シ
テ
魚
道
ノ
爲
ナ
リ
ト
主
張
セ
ハ
、

其
証
蹟
ヲ
擧
ケ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
、
其
証
蹟
ノ
擧
ラ
サ
ル
ハ
、

被
告
ノ
申
立
実
際
ニ
反
ス
レ
ハ
ナ
リ
、
是
レ
被
告
ノ
所
用
、

即
チ
原
告
ノ
所
用
ナ
ル
益
明
ナ
リ

前
文
ノ
如
ク
、
原
告
地
先
海
面
分
内
限
ハ
網
場
之
慣
行
ナ
レ
ハ
、

何
ソ
被
告
ヨ
リ
之
ヲ
慣
行
ニ
非
ス
ト
シ
テ
調
印
ヲ
拒
マ
ル
ヽ
理

由
ア
ラ
ン
ヤ
、
此
段
冝
敷
御
参
觀
ノ
上
御
裁
判
奉
願
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
奈
川
縣
第
廿
大
區
六
小
區

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
刕
足
柄
下
郡
吉
濱
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
澤
甚
三
郎
外
二
百
四
十
二
名

　

明
治
十
一
年
五
月
廿
三
日　
　

代
言
人　
　

植
木
綱
二
郎
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東
京
上
等
裁
判
所

　
　
　
　
　

冨
永
判
事
殿

　
　
　
　

第　

十　

章

　
　

五
月
廿
三
日　
　
　
　

被
告
代
言
人

第
九
号　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

星　
　
　

亨

一
、
原
告
ニ
於
テ
分
内
限
云
々
申
立
候
雖
ト
モ
、
夫
ノ
明
治
二

年
小
田
原
藩
ノ
達
令
ハ
小
魚
ノ
漁
事
ニ
ノ
ミ
関
セ
シ
モ
ノ
ニ

シ
テ
决
シ
テ
根
拵
大
網
ニ
ハ
干
与
セ
サ
ル
ナ
リ
、
夫
ノ
大
網

ノ
如
キ
ハ
固
ヨ
リ
從
來
慣
行
ノ
場
所
ヘ
張
立
ヘ
キ
ナ
リ
、
故

ニ
原
告
ニ
於
テ
該
達
令
以
後
ハ
慣
行
ナ
リ
ト
主
張
ス
ル
ハ

抑
々
非
常
ナ
リ

一
、
前
顯
ノ
被
告
申
立
ヲ
実
ニ
セ
ン
爲
メ
、
茲
ニ
其
証
佐
ヲ
擧

シ
以
テ
根
拵
網
ト
小
網
漁
ト
ハ
同
視
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヿ
ヲ
明

カ
ニ
ス
ヘ
シ
、
蓋
シ
夫
神
奈
川
縣
廳
ハ
政
務
上
旧
小
田
原
藩

廳
ノ
相
続
人
タ
ル
ヲ
以
テ
小
田
原
藩
ノ
達
令
ノ
何
タ
ル
ヲ
知

ル
ハ
、
神
奈
川
縣
ニ
若
ク
モ
ノ
ナ
キ
ナ
リ
、
故
ニ
該
藩
廳
ノ

發
布
シ
タ
ル
明
治
二
年
ノ
ン
達
令
ノ
意
ヲ
解
訳
ス
ル
ニ
方
テ

該
達
令
ニ
ツ
キ
、
其
相
続
人
タ
ル
神
奈
川
縣
廳
ノ
見
解
ヘ
ハ

最
モ
敬
重
ヲ
加
ヘ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
、
且
該
廳
ノ
見
解
ハ
則
旧

小
田
原
藩
廳
ノ
見
解
ト
一
般
ナ
リ
シ
ト
見
ナ
サ
ヽ
ル
可
カ
ラ

サ
ル
ナ
リ
、
然
リ
而
シ
テ
如
斯
敬
重
ヲ
加
フ
ヘ
キ
縣
廳
ノ
見

解
ヲ
考
フ
ル
ニ
、
該
達
令
ヲ
以
テ
根
拵
網
ニ
干
與
セ
サ
ル
モ

ノ
ト
シ
、
而
シ
テ
根
拵
網
ハ
必
ス
從
來
慣
行
ノ
場
所
ヘ
張
立

ヘ
シ
ト
明
言
セ
シ
ニ
似
タ
リ
、
其
ハ
該
縣
廳
ノ
両
達
令
即
チ

被
告
第
六
号
証
中
（
從
來
營
業
致
度
候
得
者
云
々
、
從
前
慣

行
ノ
場
所
等
ヘ
着
手
云
々
）
及
第
七
号
証
中
（
網
根
拵
網

ヲ
云
フ
張

立
漁
行
致
度
儀
ニ
候
得
ハ
慣
行
ノ
場
所
ヲ
以
テ
可
願
出
）

云
々
ノ
文
ヲ
以
テ
知
ル
ヘ
キ
ナ
リ

一
、
又
漁
税
ニ
大
網
税
及
小
漁
税
ノ
別
ア
リ
、
是
被
告
第
四
号

証
ニ
明
了
タ
リ
、
亦
以
テ
両
箇
ノ
魚
漁
ノ
両
視
ス
ヘ
カ
ラ
サ

ル
ヲ
証
ス
ル
ニ
足
ラ
ン
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一
、
仝
上
理
由
ナ
ル
ニ
付
、
該
明
治
二
年
ノ
達
令
ハ
今
ノ
原
告

吉
濱
村
ト
被
告
被
告
（
衍
字
）
福
浦
村
ト
ノ
間
ニ
行
ワ
ル
ヽ

大
網
ノ
慣
例
ヲ
破
リ
シ
モ
ノ
ニ
非
ラ
ス
、
且
固
ヨ
リ
該
令
ノ

爲
メ
ニ
、
夫
天
保
弘
化
両
度
ノ
議
定
書
ハ
消
滅
セ
ラ
ル
筈
ナ

シ
ト
ス

一
、
今
度
原
告
吉
濱
村
ノ
張
立
テ
ン
ト
欲
ス
ル
場
所
ハ
旧
慣
ノ

場
ニ
非
ラ
サ
ル
所
以
ハ
前
日
奉
呈
セ
シ
口
供
中
ニ
於
テ
種
々

申
上
候
ニ
ツ
キ
、
上
件
ニ
惟
二
三
ノ
証
的
ヲ
申
述
ス
ヘ
シ
、

乃
チ
被
告
第
五
号
証
（
被
告
神
奈
川
縣

令
自
称
ス
ニ
於
テ
、
吉
濱
村
ノ

營
業
ヲ
差
止
タ
ル
ハ
従
來
ノ
慣
行
場
外
ニ
テ
營
業
致
シ
タ
ル

ヲ
以
テ
差
止
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
從
來
ノ
慣
行
場
ノ
營
業
ヲ
差

止
メ
タ
ル
ニ
非
サ
ル
云
々
）、
又
第
六
号
証
（
吉
濱
村
ニ
於

テ
客
年
根
拵
大
網
着
手
セ
シ
場
所
ハ
云
々
、
張
立
差
止
候

云
々
、
向
来
營
業
致
度
候
得
ハ
、
隣
村
障
碍
不
相
成
様
從
前

慣
行
ノ
場
所
等
ヘ
着
手
之
儀
出
願
云
々
、
又
被
告
第
七
号
証

三
同
村
吉
濱
村

ヲ
指
ス
ニ
於
テ
故
障
可
申
立
ノ
謂
無
之
、
吉
濱
村
ニ

於
テ
網
張
立
漁
行
致
度
儀
ニ
候
者
横
行
ノ
場
所
ヲ
以
テ
可
願

出
云
々
）
ト
ア
リ
、
是
レ
縣
廳
ニ
於
テ
吉
濱
村
張
立
ノ
場
所

ハ
從
前
ノ
慣
行
場
ニ
非
ラ
サ
ル
ヲ
定
認
セ
ラ
レ
タ
ル
ナ
リ

一
、
原
告
村
ニ
於
テ
明
治
二
年
小
田
原
藩
廳
ノ
達
令
以
後
、
我

分
内
沖
ノ
海
面
彼
是
ヲ
問
ハ
ス
大
網
ヲ
張
立
ヘ
キ
権
ア
ル
ヲ

以
テ
、
明
治
四
年
、
被
告
村
ヘ
貸
渡
タ
ル
網
場
所
ハ
、
其
約

書
中
御
維
新
ニ
ツ
キ
御
觸
云
々
ノ
文
字
ア
ル
ヲ
以
テ
、
原
告

村
ノ
分
内
沖
ヨ
リ
原
告
村
ノ
海
面
惣
躰
ヲ
被
告
村
ヘ
貸
渡
シ

タ
リ
シ
ト
申
立
ル
ト
雖
ト
モ
、
是
レ
實
ニ
亦
手
張
附
會
ノ
説

ト
云
フ
ヘ
シ
、
蓋
シ
、
被
告
村
ニ
於
テ
ハ
、
原
告
村
ノ
分
内

沖
吉
濱
福
浦

両
村
ノ
境
沖
ヨ
リ
借
受
候
謂
レ
决
シ
テ
無
之
、
何
ト
ナ
レ

ハ
小
田
原
藩
廳
ノ
達
令
ハ
前
述
セ
シ
如
ク
、
根
拵
網
ノ
事
ニ

関
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
、
被
告
村
ニ
在
テ
ハ
所
謂
明
約
及
慣
例
ニ

依
存
リ
、
我
現
在
ノ
大
網
場
ヨ
リ
夫
ノ
長
根
先
沖
少
シ
ク
西

迠
ハ
他
村
勿
論
吉
濱
村
ヲ　

込
メ
テ
云
フ
ノ
大
網
ヲ
張
ル
ヿ
ヲ
許
サ
ヽ
ル

ノ
権
ヲ
有
ス
ル
程
ナ
ル
ニ
付
、
被
告
カ
我
権
内
ノ
海
面
ヲ
原
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告
村
ニ
借
受
ル
理
ハ
万
々
ナ
ケ
レ
ハ
ナ
リ
、
且
原
告
ハ
該
証

文
中
御
維
新
ニ
付
、
御
觸
モ
有
之
ト
ノ
文
字
ヲ
諜
々
強
論
ス

ル
モ
、
該
証
文
中
ノ
（
当
村
䑓
網
場
ノ
儀
）
昨
午
年
々
限
ニ

ス
相
成
被
告
第

貳
号
証
云
々
ノ
文
字
ヲ
平
心
ニ
該
過
セ
ハ
輙
チ
該
証

文
中
ニ
云
フ
䑓
網
場
ト
被
告
一
号
証
相
ノ
濱
安
五
郎
ノ
一
札

中
ニ
於
ケ
ル
長
根
先
天
保
弘
化
両
度
ノ

長
根
先
沖
ナ
リ

大
網
場
ニ
シ
テ
、
被

告
村
ノ
慶
應
三
年
ヨ
リ
明
治
三
年
迠
該
安
五
郎
ニ
代
テ
借
受

ケ
タ
ル
場
所
ナ
リ
ト
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ

一
、
原
告
村
ハ
原
告
第
廿
八
号
証
中
（
西
隣
村
吉
濱
村
向
フ
海

面
諸
漁
場
）
ト
ア
ル
ヲ
以
テ
種
々
ニ
強
解
ヲ
下
ス
モ
、
是
レ

小
漁
場
ヲ
指
セ
ル
ナ
リ
、
决
シ
テ
大
網
場
ニ
非
ラ
ス
、
何
ト

ナ
レ
ハ
大
網
ハ
前
述
ノ
通
、
一
定
慣
行
ノ
場
所
ニ
非
ラ
サ
レ

ハ
、
之
ヲ
張
立
ル
ヿ
ヲ
得
ハ
ナ
リ
、
且
根
拵
網
ノ
如
キ
巨
大

ナ
ル
モ
ノ
ヲ
將
テ
真
鶴
・
吉
濱
・
門
川
・
伊
豆
山
諸
村
ヘ

轉
々
運
搬
シ
捕
魚
ス
ル
ハ
實
際
行
フ
可
カ
ラ
サ
レ
ハ
ナ
リ

右
ノ
通
相
違
不
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

星　
　
　

亨

　
　
　
　
　

東
京
上
等
裁
判
所

　
　
　
　
　
　

冨
永
判
事
殿

　
　
　
　

第　

十
一　

章

　
　
　

明
治
十
一
年
五
月
十
八
日

第
拾
号　
　
　
　
　
　
　

原
告
代
言
人　
　
　

植
木
綱
二
郎

一
、
長
根
﨑
ノ
儀
ハ
素
ヨ
リ
原
告
ニ
於
テ
申
立
候
ニ
ハ
無
之
、

被
告
ヨ
リ
申
立
右
ニ
付
而
者
莫
大
ノ
入
費
モ
相
懸
リ
候
事
故
、

甚
要
用
ト
思
考
候
ニ
付
、
此
廉
ヲ
モ
併
セ
テ
御
裁
判
奉
願
候
、

一
、
第
廿
号
ノ
書
面
縣
廳
ヘ
差
出
候
処
、
明
治
九
年
四
月
一
日

口
達
ヲ
以
テ
許
可
相
成
候
ニ
付
、
直
ニ
張
網
ニ
着
手
營
業
罷

在
候
処
、
明
治
九
年
五
月
九
日
ニ
至
リ
、
被
告
福
浦
村
ヨ
リ

故
障
申
出
有
之
㫖
ヲ
以
テ
張
網
差
止
メ
□
□
候
㫖
、
縣
廳
ヨ

リ
被
相
達
候
ニ
付
、
受
書
差
出
置
、
其
後
明
治
九
年
五
月
廿
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九
日
第
二
十
壱
号
ノ
如
ク
、
再
ヒ
營
業
差
許
サ
レ
候
、
其
後

間
モ
ナ
ク
第
廿
二
号
ノ
如
ク
、
區
長
ヨ
リ
伺
出
候
處
、
明
治

九
年
六
月
三
日
、
從
前
分
内
ト
唱
ヘ
漁
猟
仕
來
候
場
所
ト
相

心
得
ヘ
ク
㫖
被
相
達
、
依
之
明
治
九
年
、
繪
図
丁
點
ノ
場
所

ニ
網
ヲ
張
リ
漁
猟
致
候
事

一
、
然
ル
処
、
第
二
十
三
号
ノ
如
ク
、
明
治
十
年
一
月
十
三
日
、

張
網
差
止
メ
ラ
ル
ヽ
㫖
被
相
達
、
其
後
ノ
顚
末
ハ
追
々
上
申

仕
置
候
通
ニ
有
之
候

一
、
被
告
ニ
於
テ
ハ
徃
古
ヨ
リ
今
日
ニ
至
ル
迠
ヲ
今
日
ヨ
リ
シ

テ
從
前
ト
申
立
候
共
、
原
告
ニ
テ
ハ
明
治
二
年
ヨ
リ
今
日
ニ

至
ル
迠
ヲ
今
日
ヨ
リ
指
シ
テ
從
前
ト
唱
候
事

右
之
通
リ
相
違
可
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
、

　
　

明
治
十
一
年
五
月
廿
八
日　
　
　
　
　

植
木
綱
二
郎

　
　
　
　
　
　
　

東
京
上
等
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　

冨
永
判
事
殿

　
　
　
　

第　

十
二　

章

　
　

明
治
十
一
年
五
月
廿
八
日

第
拾
壱
号　
　
　
　
　

被
告
代
言
人　
　
　
　

星　
　
　

亨

一
、
原
告
第
二
拾
号
ノ
證
書
ニ
從
前
ノ
通
云
々
ト
有
之
ニ
據
リ

縣
廳
ニ
於
テ
許
可
相
成
候
儀
ト
存
候
、
若
シ
此
ノ
從
前
云
々

ノ
文
字
無
之
ニ
於
テ
ハ
必
ス
許
可
不
相
成
筋
ト
存
候
事

一
、
原
告
第
二
拾
二
号
證
ハ
福
浦
村
ヨ
リ
差
出
候
書
面
ニ
シ
テ
、

其
指
令
ニ
從
前
ノ
部
分
内
云
々
ト
ア
レ
ハ
、
唯
其
村
丈
ケ
ニ

ア
ラ
ス
シ
テ
他
村
先
ニ
係
リ
タ
ル
福
浦
村
從
前
ノ
漁
猟
部
内

ト
申
儀
ニ
有
有
（
衍
字
）
之
候

一
、
被
告
答
弁
ノ
大
趣
意
ヲ
譯
言
ス
レ
ハ
、
從
前
慣
行
ノ
場
所

ト
云
フ
ハ
古
来
ヨ
リ
大
網
ヲ
張
立
タ
ル
場
所
ト
云
フ
ヿ
ニ
シ

テ
、
决
シ
テ
明
治
二
年
分
内
限
リ
云
々
ノ
指
令
以
テ
區
域
ヲ

定
ム
可
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス

一
、
被
告
ノ
視
ル
所
ニ
據
レ
ハ
小
田
原
藩
廳
以
来
、
神
奈
川
縣

ニ
至
ル
迠
、
諸
指
令
等
ハ
悉
ク
一
轍
ニ
出
、
從
前
慣
行
ノ
場
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所
ニ
限
リ
許
可
ス
ル
定
規
ノ
如
ク
ニ
存
候
事

一
、
原
告
ニ
テ
ハ
、
明
治
二
年
ヨ
リ
今
日
迠
ヲ
從
前
ト
唱
ル
㫖

申
立
候
得
共
、
被
告
ニ
於
テ
ハ
、
從
前
ノ
文
字
ノ
意
味
ハ
明

治
二
年
以
テ
前
後
ヲ
區
別
シ
タ
ル
ニ
非
ス
、
今
日
ヨ
リ
シ
テ

以
前
ヲ
指
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
然
ル
ニ
原
告
ニ
テ
ハ
唯
從
前

ト
ノ
ミ
漠
然
申
立
タ
ル
故
、
縣
廳
ヨ
リ
許
可
相
成
タ
ル
儀
ト

存
候
事

右
ノ
通
相
違
不
申
上
候
、
以
上

　
　

明
治
十
一
年
五
月
廿
八
日　
　
　
　

右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

星　
　
　

亨

　
　
　

東
京
上
等
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　

冨
永
判
事
殿

　
　
　
　

第　

十
三　

章

第
拾
弐
号

　
　
　
　
　

上　

申　

書

一
、
明
治
十
一
年
五
月
二
十
三
日
、
被
告
ヨ
リ
口
供
書
ヲ
以
テ

申
立
候
處
、
尚
遺
漏
セ
シ
廉
々
之
レ
ア
リ
候
ニ
付
、
左
ニ
再

申
仕
候

一
、
原
告
口
供
書
中
〔
天
保
度
ニ
在
テ
長
根
碕
沖
合
西
ナ
ル
モ
、

其
後
西
ヘ
寄
セ
サ
ル
ヿ
ニ
変
セ
シ
ハ
則
房
州
安
五
郎
ト
原
告

ト
ノ
契
約
ヲ
以
テ
可
知
ナ
リ
〕
ト
申
立
候
、
然
ル
ニ
此
文
ハ

頗
ル
明
瞭
ヲ
欠
ケ
リ
、
察
ス
ル
ニ
、
其
文
意
、
或
ハ
夫
ノ
原

告
村
ト
安
五
郎
ト
結
ヒ
タ
ル
契
約
書
中
ニ
〔
字
長
根
先
〕
ト

ノ
ミ
ア
リ
テ
、
他
証
書
ニ
於
ケ
ル
カ
如
ク
、
長
根
先
沖
西
ト

記
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
、
安
五
郎
ハ
該
長
根
先
以
東
ヘ
張
網
セ
シ

ト
ノ
謂
ナ
ル
カ
、
果
シ
テ
然
ラ
ハ
原
告
ノ
此
説
ヤ
思
ヲ
致

サ
ヽ
ル
ノ
太
甚
シ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
謂
ハ
サ
ル
可
カ
ラ
サ
ル
ナ

リ
、
蓋
シ
、
夫
レ
該
契
約
中
ニ
長
根
先
ト
記
セ
シ
ハ
則
チ
長

根
先
西
ト
記
セ
シ
ト
一
般
ナ
リ
、
何
ト
ナ
レ
ハ
慣
習
及
明
約

天
保
弘
化
度
ノ

両
規
定
書
ヲ
云
ノ
ア
ル
ア
リ
テ
、
原
告
ハ
長
根
先
以
東
ヘ
張

網
ス
ル
ノ
権
ナ
キ
ナ
リ
、
而
シ
テ
被
告
ハ
却
テ
原
告
カ
該
先
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以
東
ヘ
張
立
タ
ラ
ン
ニ
ハ
察
当
申
入
レ
張
立
ヲ
中
止
セ
シ
ム

ル
ノ
権
ヲ
有
ス
レ
ハ
ナ
リ
、
是
ヲ
以
テ
原
告
ニ
於
テ
、
長
根

先
ノ
張
網
場
ヲ
他
人
ニ
貸
渡
ス
ト
云
フ
ハ
則
チ
原
告
ノ
張
網

シ
得
、
且
他
ヨ
リ
察
当
ヲ
受
ケ
サ
ル
場
所
ナ
ラ
サ
ル
可
カ
ラ

ス
、
然
リ
而
シ
テ
其
張
網
シ
得
、
且
他
ヨ
リ
察
当
ヲ
受
ケ
サ

ル
場
所
ハ
長
根
先
西
ニ
非
ラ
ス
シ
テ
那
處
ナ
ル
ヤ
、
是
レ
乃

チ
被
告
ニ
於
テ
ハ
原
告
ノ
思
ヲ
致
サ
ヽ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
該

約
中
ノ
字
長
根
先
ト
記
セ
シ
ハ
則
チ
被
告
第
三
号
甲乙

証
中
ニ

載
セ
ル
長
根
先
西
ト
記
セ
シ
ト
同
一
ナ
リ
ト
思
考
ス
ル
所
ナ

リ
一
、
原
告
申
立
第
一
條
ヲ
以
テ
〔
原
告
第
二
十
八
号
証
云
々
書

面
中
西
隣
吉
濱
村
向
ノ
海
面
諸
漁
場
、
但
吉
濱
村
ニ
於
テ
モ

漁
業
仕
來
候
ト
ア
リ
テ
、
原
告
地
先
海
面
ハ
、
原
告
ノ
該
漁

仕
來
リ
シ
場
所
云
々
、
諸
漁
ト
云
ヘ
ハ
、
豈
大
小
區
々
ノ
別

ア
ラ
ン
ヤ
云
々
〕
ト
申
立
ト
雖
ト
モ
、
廿
三
日
ノ
被
告
口
供

書
中
ニ
モ
申
立
候
通
リ
、
該
書
面
ハ
根
拵
網
漁
ニ
関
セ
シ
モ

ノ
ニ
非
ラ
ス
、
其
ハ
其
書
面
中
〔
相
互
ニ
入
漁
〕、
又
〔
漁

場
格
別
相
狭
リ
ト
云
ヒ
、
又
当
村
福
浦
村

ヲ
指
ス
向
フ
海
面
諸
漁
場
、

但
シ
東
西
両
村
吉
濱
村
及
真

鶴
村
ヲ
指
ス
ニ
於
テ
モ
入
漁
仕
來
リ
候
〕
ト

云
フ
ヲ
以
テ
、
復
タ
知
ル
可
キ
ナ
リ
、
其
故
ハ
蓋
シ
大
網
ノ

如
キ
ハ
村
々
相
互
ニ
張
網
〔
入
漁
〕
ス
ル
ノ
慣
習
ナ
キ
ハ
勿

論
、
実
際
行
フ
ヘ
キ
ニ
非
ラ
ス
、
且
大
網
ハ
一
定
ノ
場
所
ヘ

張
立
ル
ニ
付
〔
漁
場
相
狭
リ
〕
ヤ
ウ
ナ
シ
、
又
大
網
ハ
一
所

ヨ
リ
他
所
ニ
輙
ク
移
轉
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ラ
ス
、
然
ル
ニ
斯

ク
〔
相
互
ニ
入
漁
〕、
亦
〔
漁
場
相
狭
リ
〕、
又
〔
東
・
西
両

村
ニ
於
テ
モ
入
漁
〕
ト
ア
ル
ヲ
以
テ
是
ハ
見
ナ
ラ
ン
カ
、
是

レ
ハ
該
書
面
ハ
大
網
ニ
関
セ
サ
ル
ヤ
明
白
ナ
リ
、
原
告
申
立

第
二
條
ヲ
以
テ
〔
同
号
証
原
告
ニ

十
八
号
中
云
々
ト
ア
リ
テ
、
明
治

二
年
ノ
官
令
ノ
爲
メ
ニ
、
明
治
二
年
以
前
ノ
仕
來
漁
場
ノ
変

セ
シ
ヿ
明
ナ
レ
ハ
、
天
保
度
ヨ
リ
今
日
迠
同
一
ノ
慣
行
ト
云

フ
可
ケ
ン
ヤ
云
々
〕
申
立
ル
ト
雖
ト
モ
、
原
告
第
二
十
八
号

証
ハ
、
前
項
ニ
申
述
セ
シ
如
ク
、
大
網
漁
ニ
関
セ
ス
、
故
ニ
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其
関
セ
サ
ル
書
面
中
ニ
被
告
ノ
入
漁
場
ガ
狭
マ
リ
タ
ル
ト
テ

大
網
慣
行
ノ
移
轉
セ
シ
ト
云
フ
ヲ
得
ス
、
且
明
治
二
年
ノ
達

令
ハ
大
網
ニ
関
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
大
網
ノ
慣
行
ハ
古
今
同
一
タ

リ
、
況
ヤ
官
廳
モ
亦
然
、
カ
ク
之
ヲ
定
認
セ
ル
ニ
於
テ
ヲ
ヤ

一
、
原
告
申
立
〔
第
十
八
号
証
中
云
々
、
一
句
ヲ
抄
撮
シ
云
々

正
シ
カ
ラ
サ
ル
証
書
ノ
解
釋
ナ
リ
云
々
〕
ト
申
立
ル
ト
雖
ト

モ
、
此
行
文
ノ
如
キ
ハ
以
テ
原
告
ノ
該
証
書
ヲ
解
釈
ス
ル
ヿ

ニ
反
用
ス
ル
モ
亦
可
ナ
リ
、
乃
該
証
書
ノ
冒
頭
ニ
〔
当
村
䑓

網
場
ノ
儀
〕
ト
ア
リ
テ
、
其
䑓
場
ト
ハ
一
定
ノ
場
所
ヲ
指
ス

モ
ノ
ニ
シ
テ
、
固
ヨ
リ
一
村
地
先
海
面
全
体
ヲ
云
フ
ニ
ハ
ア

ラ
サ
ル
ナ
リ
、
而
シ
テ
原
告
村
ニ
於
テ
ハ
明
治
九
年
ヲ
除
キ

長
根
先
西
ヨ
リ
他
所
ニ
張
網
セ
シ
ヿ
ア
ル
ナ
シ
、
故
ニ
〔
当

村
䑓
網
場
〕
ト
云
ヘ
ハ
長
根
先
西
沖
合
ニ
於
ケ
ル
原
告
慣
行

ノ
䑓
網
場
ヲ
指
サ
ヽ
ス
シ
テ
那
處
ナ
ル
ヤ
、
且
同
証
書
中

〔
昨
午
年
々
限
ニ
相
成
云
々
〕
ト
ノ
文
字
ヲ
翫
味
セ
ハ
、
則

チ
明
治
四
年
ニ
於
テ
被
告
ノ
借
受
タ
ル
䑓
網
場
ハ
相
ノ
濱
安

五
郎
ノ
原
告
ヨ
リ
借
受
タ
ル
場
所
〈
長
根
先
沖
西
ニ
テ
、
天

保
及
弘
化
度
ノ
規
定
書
ヲ
以
テ
指
定
シ
タ
ル
場
所
ナ
リ
〉
ト

ナ
サ
ヽ
ル
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ
、
然
ル
ニ
原
告
ニ
於
テ
ハ
日
証
書

中
〔
御
一
新
ニ
付
御
觸
云
々
〕
ノ
一
句
ヲ
抄
撮
シ
、
全
文
ヲ

觧
セ
ス
シ
テ
該
証
書
中
、
所
謂
䑓
網
場
ト
ハ
一
定
ノ
場
所
ニ

ア
ラ
ス
、
原
告
村
海
面
全
体
ヲ
被
告
ヘ
貸
渡
シ
タ
ル
ト
ノ
申

立
ハ
、
実
ニ
無
稽
ノ
太
甚
シ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
所
謂
正
シ
カ

ラ
サ
ル
ノ
証
書
ノ
解
釋
ナ
リ
ト
云
ハ
サ
ル
可
カ
ラ
ス

一
、
原
告
申
立
第
四
條
中
〔
被
告
甲
号
証
ト
原
告
第
十
八
号
証

ト
ヲ
比
較
セ
ハ
、
明
治
二
年
以
後
ト
天
保
度
ト
場
所
廣
狭
ノ

差
ア
ル
明
ナ
リ
、
甲
号
証
ニ
云
々
ト
ア
リ
、
被
告
ノ
迷
惑
ニ

ナ
ラ
サ
ル
ハ
瞭
々
タ
リ
云
々
、
第
十
八
号
証
ニ
云
々
ト
ア
リ

テ
云
々
、
被
告
ハ
迷
惑
ヨ
リ
出
テ
シ
倚
頼
ナ
レ
ハ
、
其
場
所

ニ
就
キ
、
天
保
度
ノ
約
定
ト
第
十
八
号
証
ト
ニ
記
ス
ル
所
異

ナ
ル
ハ
、
畢
竟
場
所
ノ
異
ナ
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
云
々
〕
ト
申
立

ル
ト
雖
ト
モ
、
夫
ノ
天
保
度
ノ
契
約
中
ニ
モ
〔
差
障
可
相
成
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難
渋
云
々
〕
ト
ア
リ
テ
、
天
保
度
ニ
於
テ
、
已
ニ
難
渋
タ
リ
、

然
レ
ト
モ
隣
村
ノ
懇
頼
還
タ
断
ワ
ル
ニ
由
ナ
キ
ヨ
リ
、
天
保

度
ニ
於
テ
成
ル
丈
ケ
被
告
ノ
漁
事
ニ
差
障
ナ
ラ
サ
ル
場
所
ヘ

張
網
ス
ル
ヿ
ヲ
許
セ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
固
ヨ
リ
天
保
度
ニ
在
テ

モ
已
ニ
夛
少
ノ
差
障
、
乃
チ
迷
惑
ア
リ
ア
リ
（
衍
字
）
タ
ル

ナ
リ
、
由
是
観
之
、
天
保
弘
化
度
ノ
原
告
大
網
場
ト
、
明
治

四
年
ノ
䑓
網
場
ト
毫
モ
異
ナ
ル
ヿ
ナ
キ
ナ
リ

一
、
原
告
申
立
第
五
條
中
〔
被
告
ニ
於
テ
根
拵
網
張
場
ハ
一
定

セ
シ
如
ク
申
立
レ
ト
モ
、
古
来
ヨ
リ
一
定
セ
シ
場
所
ノ
ア
ル

ナ
シ
云
々
〕
ト
申
立
ル
ト
雖
ト
モ
、
被
告
第
八
号
証
ノ
如
ク

被
告
ノ
大
網
場
ハ
同
一
ノ
場
所
ナ
リ
、
又
良
シ
ヤ
大
網
場
ハ

夛
少
移
動
ス
ル
ト
ナ
ス
モ
一
村
ノ
大
網
ヲ
將
テ
魚
下
タ
ル
他

村
ノ
方
ニ
寄
セ
ル
ヿ
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ
、
是
ヲ
以
テ
被
告
ニ
於

テ
ハ
原
告
ノ
此
事
ヲ
擧
テ
諜
ス
ル
モ
其
爲
メ
ニ
ナ
ス
所
ヲ
知

ラ
サ
ル
ナ
リ

一
、
原
告
申
立
第
六
條
中
ニ
〔
原
告
第
十
八
号
証
ノ
如
ク
、
原

告
ハ
被
告
ヘ
張
網
セ
シ
ノ
被
告
モ
此
契
約
ニ
依
リ
テ
原
告
分

内
ヲ
所
用
シ
ナ
カ
ラ
云
々
、
明
治
四
年
中
、
被
告
ハ
茲
ニ
張

網
シ
、
尚
尋
テ
處
々
ニ
張
立
テ
シ
ナ
レ
ハ
云
々
〕
ト
之
ア
リ

テ
、〔
茲
ニ
張
網
シ
〕、
又
〔
處
々
ニ
張
立
テ
シ
云
々
〕
ト
ハ

那
處
ヲ
指
セ
ル
ヤ
、
被
告
ニ
於
テ
一
向
ニ
解
シ
能
ワ
サ
ル
ナ

リ
、
抑
々
被
告
ニ
於
テ
ハ
、
明
治
四
年
相
ノ
濱
安
五
郎
ニ
代

テ
、
同
人
ノ
曾
テ
張
立
テ
タ
ル
長
根
先
西
ノ
䑓
網
場
ヲ
原
告

ヨ
リ
借
受
ケ
、
以
テ
被
告
ノ
大
網
ノ
魚
道
ノ
爲
メ
ニ
之
ヲ
明

ケ
置
キ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ク
、
决
シ
テ
被
告
ニ
在
テ
ハ
處
々
ニ
張

立
シ
ヿ
ナ
キ
ナ
リ

一
、
原
告
申
立
中
〔

（
マ
マ
）前

文
云
々
、
何
ソ
被
告
ヨ
リ
之
ヲ
慣
行
ニ

非
ス
ト
シ
テ
調
印
ヲ
拒
マ
ル
ヽ
理
由
ア
ラ
ン
ヤ
ト
申
立
ル
ト

雖
ト
モ
、
此
般
原
告
ノ
張
網
セ
ン
ト
欲
ス
ル
場
所
ハ
原
告
ノ

根
拵
網
慣
行
場
ニ
非
ラ
ス
、
加
之
該
所
ヘ
大
網
ヲ
張
立
ル
ハ
、

被
告
ニ
對
シ
支
障
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
慣
行
場
ニ
非
ラ

サ
ル
ハ
、
廿
三
日
ノ
口
供
及
本
日
ノ
口
供
中
ニ
申
立
候
通
、
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神
奈
川
縣
廳
ニ
於
テ
モ
亦
之
ヲ
実
認
セ
リ
、
且
其
支
障
ト
ナ

ル
ハ
、
則
明
治
九
年
中
原
告
ニ
於
テ
該
論
所
ヘ
大
網
ヲ
張
立

タ
ル
ヲ
以
テ
被
告
ニ
於
テ
其
年
休
業
セ
シ
等
ト
ニ
テ
、
実
際

支
障
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
右
ノ
理
由
ナ
ル
ニ
ツ
キ
、
原
告
ノ
請
求

ノ
如
ク
、
調
印
ニ
及
ヒ
難
ク
、
且
原
告
ノ
該
論
所
ヘ
張
網
ス

ル
ヿ
ハ
被
告
ニ
於
テ
飽
マ
テ
差
拒
マ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ

右
之
通
之
レ
ア
リ
候

　
　

明
治
十
一
年
六
月
三
日　
　
　
　
　

右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

星　
　
　
　

亨

　
　

東
京
上
等
裁
判
所

　
　
　

判
事
冨
永
冬
樹
殿

第
拾
三
号　
　
　

上　

申　

書　

明
治
十
一
年
五
月
廿
三
日
附
被
告
福
浦
村
ノ
口
供
ニ
對
シ
左
ニ

陳
述
仕
候

一
、
被
告
ニ
於
テ
、
明
治
二
年
、
旧
小
田
原
ノ
達
令
ハ
小
魚
ノ

ヿ
ニ
関
シ
テ
大
網
ニ
関
セ
サ
ル
㫖
申
立
ル
モ
、
此
達
令
ハ
彼

此
ノ
別
ナ
シ
、
則
原
告
第
十
八
号
証
中
、
御
一
新
ニ
付
御
觸

モ
有
之
云
々
、
又
第
廿
八
号
証
中
、
諸
魚
云
々
ト
ア
ル
ヲ
以

テ
大
小
區
々
ノ
別
ア
ラ
サ
ル
ハ
明
ナ
リ

一
、
被
告
於
テ
、
明
治
二
年
、
旧
小
田
原
藩
達
令
ノ
大
網
ニ
関

セ
サ
ル
証
ト
シ
テ
、
神
奈
川
縣
廳
ノ
從
來
慣
行
ノ
場
所
云
々

等
揚
ケ
テ
之
ヲ
駁
ス
ル
モ
、
神
奈
川
縣
ハ
被
告
ノ
申
立
ヲ
妄

信
シ
テ
旧
小
田
原
藩
達
令
ト
齟
齬
セ
シ
儀
ヲ
下
セ
シ
ナ
レ
ハ
、

原
被
告
ノ
際
ニ
在
テ
証
ト
ス
ル
ニ
是
ラ
ス
、
譬
ヘ
ハ
地
券
所

有
者
ハ
其
地
ノ
持
主
ナ
レ
ハ
管
轄
廳
ハ
勿
論
、
全
國
人
民
モ

之
ヲ
信
任
ス
ル
モ
、
司
法
上
原
被
告
ノ
証
ニ
照
ラ
シ
テ
之
カ

所
持
者
ハ
真
ノ
地
主
ニ
非
サ
ル
ヿ
多
ニ
之
レ
有
ル
カ
如
シ
、

行
政
官
ハ
双
方
ノ
申
立
ヲ
裁
判
ス
ル
ノ
権
ナ
ケ
レ
ハ
單
ニ
縣

廳
ノ
慣
行
云
々
ト
ア
ル
ヲ
今
日
ノ
詞
訟
ニ
及
ホ
ス
可
カ
ラ
ス
、

則
原
告
第
二
十
二
号
証
指
令
及
被
告
ノ
網
場
ハ
一
定
セ
サ
ル

ヲ
一
定
ト
見
做
セ
シ
ノ
誤
解
ニ
依
リ
テ
其
確
信
ス
可
カ
ラ
サ
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ル
ヲ
知
ル
ニ
足
ル
可
シ
、
今
ヤ
被
告
ハ
縣
廳
云
々
ヲ
申
立
ル

ハ
、
畢
竟
自
己
レ
ノ
申
立
ヲ
屈
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
此
ニ
至
ル

モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
其
曲
其
直
論
ヲ
俟
タ
サ
ル
ナ
リ

一
、
被
告
ニ
於
テ
大
網
税
ト
小
漁
税
ト
ヲ
引
テ
同
視
ス
可
カ
ラ

サ
ル
ノ
証
ト
ス
ル
モ
、
今
般
ノ
争
訟
ハ
、
明
治
二
年
達
令
ノ

大
網
ニ
及
フ
ト
之
カ
爲
メ
習
慣
ノ
変
ス
ル
ト
ニ
在
レ
ハ
、
固

ヨ
リ
証
ト
ス
ル
ニ
足
ラ
サ
ル
ナ
リ

一
、
被
告
ニ
於
テ
大
網
税
ト
ハ
小
魚
税
ト
ヲ
引
テ
、
明
治
二
年

ノ
達
令
ヲ
觧
ス
ル
ハ
不
正
ト
謂
サ
ル
ヲ
得
ス
、
明
治
二
年
、

達
令
ノ
如
何
ハ
第
一
段
ニ
陳
述
セ
シ
如
ク
ナ
レ
ハ
、
被
告
モ

此
時
ヨ
リ
大
網
ニ
関
ス
ル
ヲ
信
認
セ
シ
ハ
明
ナ
リ
、
又
此
達

令
ハ
原
被
告
ノ
際
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
東
ハ
早
川
村
ヨ
リ
西
ハ
門

川
村
迠
皆
一
同
一
般
ナ
レ
ハ
、
公
明
正
大
ニ
シ
テ
徃
古
ノ
慣

例
、
之
カ
爲
メ
破
レ
シ
ハ
論
ヲ
俟
タ
ス

一
、
被
告
ニ
於
テ
原
告
ノ
冀
望
ス
ル
場
所
ニ
就
キ
、
管
轄
廳
ノ

達
令
ヲ
引
キ
諜
々
申
立
ル
モ
、
第
二
段
ニ
陳
述
ノ
如
ク
ナ
レ

ハ
亦
多
言
ヲ
費
サ
ス

一
、
被
告
ニ
於
テ
我
現
在
ノ
大
網
場
ヨ
リ
夫
ノ
長
根
先
少
シ
ク

西
迠
ハ
他
村
ノ
大
網
ヲ
張
立
ル
ヿ
ヲ
許
サ
ヽ
ル
ノ
権
ヲ
有
ス

ル
程
ナ
ル
ニ
付
、
被
告
村
カ
我
権
内
ノ
海
面
ヲ
原
告
村
ニ
借

受
ル
ノ
理
ナ
キ
㫖
申
立
ル
ト
雖
ト
モ
、
明
治
二
年
ノ
達
令
ア

リ
テ
ヨ
リ
、
各
村
分
内
限
ナ
レ
ハ
、
亦
被
告
ノ
権
内
ニ
非
サ

ル
ハ
明
々
タ
リ
、
被
告
ハ
此
達
令
ヲ
大
網
ニ
関
セ
ス
シ
テ
此

申
立
ア
ル
モ
、
第
一
段
陳
述
ノ
通
リ
ナ
レ
ハ
、
他
言
ヲ
俟
タ

サ
レ
ト
モ
、
仮
リ
ニ
関
セ
ス
ト
見
做
サ
ン
乎
、
被
告
ノ
我
権

内
云
々
ト
ハ
即
チ
大
網
ニ
付
テ
ノ
権
内
ナ
レ
ハ
、
大
網
ノ
彼

此
ニ
轉
ス
ル
ハ
亦
知
ル
ヘ
シ
、
モ
シ
轉
セ
ス
ト
爲
サ
ン
乎
、

被
告
ノ
権
内
ナ
リ
ト
テ
、
被
告
ノ
大
網
ヲ
張
ル
可
カ
ラ
サ
ル

ハ
明
ナ
レ
ハ
、
原
告
村
ヨ
リ
借
受
サ
ル
可
カ
ラ
ス
、
借
受
ス

シ
テ
張
立
ル
ト
主
張
セ
ハ
大
網
ノ
移
轉
ス
ル
ハ
亦
見
ル
ニ
足

ル
ヘ
キ
ノ
ミ
、
而
シ
テ
明
治
二
年
ノ
達
令
ア
レ
ハ
、
原
告
村

モ
地
先
限
リ
ハ
大
網
移
轉
ス
ル
、
固
ヨ
リ
同
一
ノ
理
ナ
リ
、
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何
ソ
怪
シ
ム
ニ
足
ラ
ン
ヤ
、
然
リ
而
シ
テ
被
告
ハ
我
理
在
ノ

大
網
場
云
々
ト
ノ
場
所
ハ
何
レ
ヲ
指
ス
ヤ
、
現
ニ
彼
此
ニ
轉

ス
ル
ノ
証
跡
ア
ル
ハ
一
定
ノ
場
ナ
キ
ハ
明
々
タ
リ
、
又
安
五

郎
ノ
慶
應
年
間
張
立
シ
場
ハ
、
天
保
弘
化
ト
同
一
ナ
ル
㫖
記

載
ス
ル
モ
、
天
保
弘
化
ハ
長
根
㟢
沖
合
少
シ
ク
西
ニ
寄
ス
ル

モ
、
安
五
郎
慶
應
度
ノ
場
ハ
長
根
㟢
ノ
沖
合
ニ
シ
テ
、
西
ニ

ヨ
ラ
ス
即
約
定
中
面
ノ
字
ナ
キ
ヲ
以
テ
知
ル
可
シ
、
而
シ
テ

被
告
ヘ
直
接
ニ
貸
与
セ
シ
節
ハ
、
長
根
崎
ノ
字
ヲ
省
キ
故
ニ

御
一
新
云
々
ノ
字
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ト
他
ノ
種
々
ノ
証
ト
ヲ
以
テ

地
先
彼
此
ノ
別
ア
ラ
サ
ル
ハ
亦
明
ナ
リ

一
、
被
告
ニ
於
テ
原
告
第
廿
八
号
証
中
諸
漁
場
ト
ア
ル
ハ
、
漁

場
ヲ
指
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
テ
、
大
網
ニ
関
セ
サ
ル
㫖
申
立
ル
モ

諸
漁
ト
云
ヘ
ハ
大
小
區
々
ノ
別
ア
ラ
サ
ル
ハ
、
既
已
ニ
原
告

ヨ
リ
ヤ
申
立
ア
レ
ハ
此
ニ
贅
セ
ス
、
亦
被
告
ハ
大
網
ヲ
村
人

ヘ
運
搬
セ
サ
ル
ト
テ
此
諸
漁
ト
ア
ル
ヲ
小
漁
ト
雖
ト
モ
、
必

ス
村
々
轉
セ
ラ
ル
ヲ
得
サ
ル
ノ
儀
ナ
ケ
レ
ハ
、
被
告
ノ
随
意

タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
故
ニ
此
諸
漁
ト
ア
ル
ヲ
引
テ
小
漁
ノ
ミ
ニ

テ
、
大
網
ニ
関
セ
ス
ト
爲
ス
ハ
、
前
後
齟
齬
ス
ル
ノ
申
立
ト

云
ハ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
、
同
号
証
中
、
明
治
二
年
、
旧
藩
ノ
砌　

中
略　

漁
場
相
挟
リ
云
々
ト
ア
リ
、
又
大
網
ノ
ミ
ニ
関
ス
ル

ノ
被
告
第
十
八
号
ノ
証
中
ニ
モ
、
明
治
二
年
ノ
達
令
ヲ
引
キ

タ
ル
ニ
依
レ
ハ
、
大
網
ニ
関
ス
ル
ハ
明
瞭
タ
リ
、
故
ニ
被
告

ノ
申
立
ハ
前
後
齟
齬
セ
シ
ト
明
言
ス
ル
ノ
ミ

右
ノ
通
リ
ニ
御
座
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
奈
川
縣
第
一
大
區
一
小
區

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
濱
万
代
町
二
町
目
四
番
地
寄
留

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
歌
山
縣
平
民

　
　

明
治
十
一
年
六
月
十
日　
　
　
　
　
　
　

植
木
綱
二
郎

　
　
　
　

東
京
上
等
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　

冨
永
判
事
殿

　
　
　
　

第　

十　

四　

章
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明
治
十
一
年
六
月
廿
四
日

第
四
号　
　
　
　
　
　
　
　

原
告
代
言
人　
　

植
木
綱
二
郎

一
、
被
告
ヨ
リ
提
供
シ
タ
ル
明
治
十
一
年
六
月
三
日
ノ
上
申
書

末
項
ニ
魚
道
ノ
爲
メ
明
置
云
々
、
申
立
候
得
共
、
原
告
第
十

八
号
証
末
文
萬
一
場
代
金
滞
リ
候
ハ
ヽ
網
張
立
御
差
留
被
成

候
テ
モ
一
言
ノ
儀
申
間
敷
云
々
ト
有
之
、
是
著
シ
ク
魚
道
ヲ

開
ク
爲
メ
ニ
借
受
タ
ル
地
ニ
非
ス
シ
テ
網
張
立
ノ
爲
メ
ニ
借

受
タ
ル
ヿ
ヲ
證
明
ス
ヘ
キ
儀
ト
存
候
事

一
、
網
ノ
大
小
ヲ
不
問
、
一
切
ノ
魚
税
ハ
營
業
人
ヨ
リ
上
網
ス

ル
モ
ノ
ニ
有
之
候
事

一
、
被
告
第
十
号
証
ハ
距
離
ヲ
認
有
之
候
得
共
、
魚
ヨ
リ
ニ
ヨ

リ
位
置
一
定
セ
サ
ル
モ
ノ
ニ
テ
、
原
告
第
廿
九
号
証
ヲ
以
テ

其
一
定
セ
サ
ル
事
ヲ
証
明
ス
ル
ニ
足
リ
候
ニ
付
、
御
参
考
可

被
下
事

一
、
被
告
第
九
号
十
一
号
証
ハ
何
人
ノ
筆
跡
ナ
ル
ヤ
、
原
告
ノ

知
ル
所
ニ
無
之
、
被
告
カ
之
ヲ
以
テ
証
據
ト
セ
ン
ト
ス
ル
ハ

無
理
ナ
ル
ヘ
シ
ト
存
候
事

一
、
被
告
第
十
二
号
証
ハ
控
訴
審
判
中
ノ
モ
ノ
ニ
付
、
之
ヲ
以

テ
控
訴
ノ
証
據
ニ
ハ
難
立
モ
ノ
ト
存
候
事

右
ノ
外
、
本
訴
ノ
儀
、
是
迠
追
々
上
申
書
証
據
物
等
ニ
テ
申
立

置
有
之
ニ
付
、
別
段
可
申
立
事
柄
並
ニ
提
供
ス
ヘ
キ
書
類
等
一

切
無
之
事

右
之
通
相
違
不
申
上
候
、
以
上

　
　

明
治
十
一
年
六
月
廿
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

植
木
綱
二
郎

　
　
　
　

東
京
上
等
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　

冨
永
判
事
殿

　　
　
　
　
　

第
十
四
章
ノ
内

　
　
　
　
　

左
ノ
通
リ

　
　

明
治
十
一
年
六
月
廿
四
日
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第
拾
五
号　
　
　
　
　

被
告
人
代
言
人　
　
　

星　
　
　

亨

一
、
被
告
村
近
傍
拾
ケ
村
ノ
旧
慣
ニ
ヨ
レ
ハ
、
大
網
税
ハ
營
業

人
ニ
不
課
シ
テ
張
網
所
在
ノ
村
ニ
課
ス
ル
事
ニ
有
之
、
譬
ハ

何
人
ニ
ア
レ
、
其
村
ノ
䑓
網
場
所
ヲ
使
用
ス
ル
ト
キ
ハ
其
䑓

網
場
所
ヲ
有
ス
ル
村
ヨ
リ
䑓
網
ノ
運
上
ヲ
上
納
ス
ル
仕
來
ニ

候
事

一
、
如
此
慣
習
ニ
付
、
長
根
㟢
ヲ
原
告
ニ
於
テ
被
告
ヨ
リ
借
受

ケ
タ
ル
ニ
ハ
相
違
無
之
候
得
共
、
之
ヲ
使
用
セ
サ
ル
ニ
付
、

原
告
ニ
於
テ
納
税
不
致
候
事

一
、
被
告
ノ
張
網
場
ハ
文
政
以
降
今
日
ニ
至
ル
迠
、
一
定
不
動

ニ
シ
テ
、
則
被
告
繪
図
第
壱
号
ノ
場
所
ニ
有
之
候
事

一
、
尤
明
治
八
年
、
真
鶴
村
ノ
爲
メ
ニ
網
壱
網
丈
ケ
西
ヘ
寄
セ

張
立
タ
ル
ヿ
有
之
候
、
其
餘
ハ
决
シ
テ
位
置
ヲ
変
シ
タ
ル
ヿ

無
之
事

一
、
年
有
テ
西
ヘ
ハ
網
場
ヲ
動
キ
タ
ル
ヿ
有
之
候
得
共
、
東
方

ヘ
ハ
隣
村
真
鶴
村
ノ
障
碍
ニ
相
成
候
ニ
付
、
動
キ
タ
ル
ヿ
决

シ
テ
無
之
、
且
動
ク
ヿ
モ
不
相
成
候
事

一
、
西
ノ
方
ヘ
位
置
ヲ
変
ス
レ
ハ
網
場
狭
マ
リ
自
己
ノ
損
害
ニ

相
成
ル
ニ
付
、
実
際
面
ノ
方
ヘ
動
ク
ヿ
ハ
不
望
候
事

一
、
原
告
ニ
於
テ
、
被
告
ノ
第
九
号
・
第
十
一
号
証
ヲ
以
テ
証

據
ト
難
致
㫖
申
立
候
得
共
、
第
九
号
十
一
号
証
ハ
名
主
故
浦

右
エ
門
自
筆
ニ
相
違
無
之
、
則
浦
右
エ
門
ノ
子
浦
右
エ
門
保

証
ス
ル
如
ク
、
自
餘
同
筆
ノ
書
面
ニ
浦
右
エ
門
ノ
調
印
モ
有

之
、
且
其
書
タ
ル
ヤ
、
此
争
訟
起
ラ
サ
ル
以
前
ナ
リ
シ
モ
ノ

ニ
テ
、
殊
ニ
浦
右
エ
門
名
主
ノ
職
務
上
ニ
於
テ
認
メ
置
タ
ル

モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
公
正
ノ
証
書
ト
存
候
事

一
、
原
告
ニ
於
テ
、
被
告
第
十
二
号
証
ヲ
証
拠
ト
不
認
㫖
申
立

候
上
ハ
、
証
書
記
名
ノ
モ
ノ
共
御
喚
問
被
下
度
候
事

一
、
右
之
外
、
本
訴
ニ
付
是
迠
追
々
上
申
書
証
拠
物
等
ニ
テ
申

立
置
有
之
ニ
付
、
別
段
可
申
上
事
柄
並
ニ
提
供
ス
ヘ
キ
書

類
等
一
切
無
之
事

右
ノ
通
相
違
不
申
上
候
、
以
上



666

別編　昭和三〇年以前の追録資料
　
　

明
治
十
一
年
六
月
廿
四
日　
　
　
　

右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

星　
　
　

亨

　
　
　
　

東
京
上
等
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　

冨
永
判
事
殿

第
十
六
号

　
　
　
　
　

上　

申　

書

神
奈
川
縣
相
模
國
足
柄
下
郡
吉
濱
村
ヨ
リ
、
同
郡
福
浦
村
ニ
相

掛
ル
根
拵
大
網
張
立
調
印
故
障
ノ
件
々
付
控
訴
村
ヨ
リ
。
本
月

一
日
ヲ
以
テ
三
拾
壱
号
以
下
三
拾
三
号
ノ
諸
證
據
物
ヲ
呈
供
セ

シ
由
𣴎
知
促
、
右
ハ
其
始
メ
被
控
訴
村
ヨ
リ
奉
呈
候
證
據
物
ト

中
ニ
ハ
撞
着
ス
ル
モ
ノ
有
之
、
就
テ
ハ
保
證
人
タ
ル
モ
ノ
ヽ
不

心
得
ナ
ル
ヨ
リ
斯
ク
両
村
ヘ
同
様
ノ
保
證
書
差
出
候
儀
ニ
付
、

右
保
證
諸
人
ヲ
呼
寄
セ
、
訟
庭
ニ
於
テ
原
被
両
造
カ
力
親
シ
ク

問
議
シ
、
判
官
ニ
於
テ
之
ヲ
御
親
聴
相
成
候
ハ
ヽ
、
其
正
否
ヲ

容
易
ニ
洞
察
サ
ル
ヘ
リ
、
依
テ
爲
メ
ニ
一
庭
ヲ
開
キ
、
原
被
告

村
ヘ
保
證
書
差
出
シ
タ
ル
者
及
其
他
原
被
告
村
ニ
於
テ
證
據
人

ト
シ
テ
出
頭
ヲ
要
ス
ル
人
々
ヲ
悉
ク
御
召
喚
相
成
候
様
御
許
容

被
成
下
度
、
併
シ
判
官
ニ
於
テ
前
顕
ノ
如
キ
撞
着
ス
ル
保
證
書

ア
ル
モ
、
他
ニ
其
實
ヲ
得
ラ
ル
ヘ
キ
御
手
段
ア
リ
テ
斯
ノ
如
キ

モ
ノ
御
判
决
上
毫
モ
影
響
ヲ
與
ヘ
サ
ル
ト
ノ
御
事
ニ
候
ハ
ヽ
強

テ
御
開
庭
ヲ
歎
願
ス
ル
モ
用
ナ
キ
ヿ
ニ
候
、
依
テ
賢
慮
何
レ
ニ

在
ル
ヤ
御
下
示
被
成
下
度
、
若
シ
御
開
庭
ノ
儀
御
許
容
被
成
下

候
ニ
於
テ
ハ
其
㫖
控
訴
ヘ
御
傳
命
被
成
下
度
、
此
段
併
セ
テ
奉

願
上
候
、
以
上　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

早
々

　
　
　

明
治
十
一
年
十
月
十
五
日

　
　
　

判
事
冨
永
冬
樹
殿

第
十
七
号

　
　
　
　
　

上　

申　

書

根
拵
大
網
張
立
調
印
故
障
ノ
件
ニ
付
、
被
告
福
浦
村
代
言
人
星　

亨
申
上
候
、
今
迴
新
ニ
得
タ
ル
所
ノ
證
據
物
及
伺
証
書
ハ
本
件
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ニ
必
要
ナ
ル
モ
ノ
ト
存
候
ニ
付
、
之
ヲ
別
冊
追
證
據
書
ト
シ
テ

其
引
證
セ
シ
所
以
ヲ
左
ニ
説
明
仕
候

其
第
拾
三
号
證
ハ
已
呈
ノ
第
拾
壱
号
證
ト
出
所
意
味
筆
者
共
ニ

同
一
ナ
ル
ヲ
以
テ
再
出
ス
ル
ヲ
要
セ
サ
ル
カ
如
シ
ト
雖
モ
、

夫
ノ
第
拾
壱
号
證
ニ
比
ス
ル
ニ
、
其
書
體
頗
ル
明
瞭
ナ
ル
ヲ

以
テ
之
ヲ
進
呈
ス
ル
ナ
リ
、
即
其
書
中
〔
西
ノ
方
弐
町
計
沖

ニ
サ
ハ
子
ト
申
石
、
東
西
ヘ
四
丁
程
南
北
壱
町
半
程
、
深
サ

壱
丈
二
尺
程
ノ
海
底
ニ
御
座
候
〕
ト
ア
リ
テ
、
該
石
即
暗
礁

ノ
注
釋
タ
ル
ヤ
、
実
ニ
被
告
カ
常
ニ
主
張
ス
ル
鯖
根
ト
称
ス

ル
モ
ノ
ト
相
符
号
ス
、
斯
ク
其
注
釋
明
瞭
ナ
ル
以
上
ハ
原
告

カ
指
シ
テ
長
根
ト
称
ス
ル
暗
礁
ハ
長
根
ナ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス

シ
テ
鯖
根
タ
ル
ヿ
ヲ
證
ス
ル
ニ
足
レ
リ
ト
ス

其
第
拾
四
・
拾
五
号
證
及
其
兩
号
附
属
繪
図
ハ
、
被
告
カ
指
示

ス
ル
場
所
ハ
実
ニ
鯖
根
ナ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
夫
ノ
長
根
ナ
ル

モ
ノ
ハ
、
該
鯖
根
ノ
西
方
ニ
ア
ル
ヿ
ヲ
證
明
セ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、

而
シ
テ
此
第
拾
四
・
五
号
證
ト
已
呈
ノ
第
拾
弐
号
證
ト
ヲ
参

観
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
夫
ノ
鯖
根
ナ
ル
モ
ノ
ハ
即
被
告
ノ
指
示
ス

ル
場
所
ニ
相
違
ア
ラ
サ
ル
ヿ
ヲ
疑
ノ
容
ル
ヘ
キ
ナ
シ
、
又
其

第
拾
六
号
證
ハ
原
告
ノ
倚
頼
ヲ
受
ケ
テ
長
根
ニ
ア
ラ
サ
ル
モ

ノ
ヲ
長
根
ナ
リ
ト
強
称
シ
タ
ル
ヲ
自
白
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、

斯
ク
自
白
シ
タ
ル
以
上
ハ
、
夫
ノ
原
第
三
拾
弐
号
證
ノ
内
ニ

於
テ
長
根
ナ
リ
ト
明
言
シ
タ
ル
ハ
原
告
ノ
嘱
托
ニ
依
テ
一
時

偽
称
シ
タ
ル
ヿ
明
カ
ナ
リ
、
然
ル
以
上
ハ
其
原
第
三
拾
弐
号

證
中
ニ
於
テ
、
長
根
ナ
リ
ト
称
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
固
ヨ
リ
信
ヲ

措
ク
ニ
足
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
ス

其
第
拾
七
・
八
号
證
ハ
原
・
被
村
ニ
接
近
セ
ル
米
神
村
ノ
総
吏

ノ
伺
證
タ
リ
、
之
ニ
據
ル
モ
亦
被
告
ノ
指
シ
テ
鯖
根
ナ
リ
ト

称
ス
ル
暗
礁
ハ
真
ニ
鯖
根
ナ
ル
ヲ
證
ス
ル
ニ
足
レ
リ
ト
ス

其
第
拾
九
号
証
ハ
髙
橋
勘
次
郎
カ
神
奈
川
縣
ノ
警
察
署
ニ
於
テ

申
立
タ
ル
事
実
ノ
申
立
ニ
シ
テ
、
夫
ノ
勘
次
郎
カ
原
告
ノ
爲

メ
伺
証
シ
タ
ル
事
件
ハ
全
ク
異
日
報
酬
ヲ
得
ヘ
キ
希
図
ニ
出

タ
ル
ノ
偽
言
ニ
シ
テ
事
実
ヲ
直
言
シ
タ
ル
ニ
ス
ア
ラ
サ
ル
ヿ



668

別編　昭和三〇年以前の追録資料

明
カ
ナ
リ
、
然
リ
而
シ
テ
勘
次
郎
カ
其
始
メ
被
告
ノ
爲
ニ
差

出
シ
タ
ル
書
面
ハ
事
実
ヲ
直
写
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
其
後

原
告
ノ
爲
メ
ニ
差
出
シ
タ
ル
ハ
事
実
ヲ
枉
テ
草
シ
タ
ル
モ
ノ

ナ
ル
ヿ
明
カ
ナ
ル
ニ
付
、
原
告
カ
差
出
セ
ル
勘
次
郎
ノ
伺
證

書
ニ
信
ヲ
措
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ハ
勿
論
、
是
ニ
由
テ
他
ヲ
推
ス

ニ
、
原
告
カ
差
出
セ
ル
證
券
據
書
類
中
、
斯
ク
利
ニ
出
タ
ル

モ
ノ
ナ
シ
ト
ハ
信
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
、
上
來
説
明
シ
タ
ル

如
ク
、
被
告
ノ
指
シ
テ
鯖
根
ト
称
ス
ル
モ
ノ
ハ
真
ニ
鯖
根
ニ

シ
テ
長
根
ナ
ル
モ
ノ
ハ
其
西
ニ
當
テ
別
ニ
長
根
ナ
ル
モ
ノ
在

ル
ヿ
判
然
ナ
リ
ト
ス
、
右
、
開
陳
仕
候
通
リ
ノ
事
情
ナ
ル
ニ

付
、
此
際
御
注
意
ア
リ
テ
御
判
決
被
成
下
度
、
此
段
奉
申
上

候
、
以
上

　

明
治
十
一
年
十
二
月
廿
七
日　

東
京
府
京
橋
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
吉
町
拾
三
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

司
法
省
附
属
代
言
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

星　
　
　

亨

　
　
　
　

東
京
上
等
裁
判
所

　
　
　
　
　
　

判
事
富
永
冬
樹
殿

　
　
　
　

論
所
改
正
繪
図

一
、
本
日
奉
呈
ス
ル
改
正
繪
図
ハ
御
成
規
ノ
通
百
間
弐
寸
ノ
割

合
ヲ
以
調
整
仕
候

一
、
繪
図
面
中
方
位
屋
敷
ハ
小
方
儀
器
ヲ
以
測
定
仕
リ
候
、
但

シ
、
小
方
儀
器
ハ
圓
側
器
ニ
シ
テ
、
其
周
囲
ニ
十
二
支
ヲ
割

付
ケ
以
テ
三
百
六
十
度
ニ
分
チ
候
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
壱
支
ノ
間

ハ
三
十
度
ト
ス

一
、
本
図
中
第
壱
号
ノ
場
所
ハ
竜
宮
岩
ニ
側
器
ヲ
据
ヘ
置
測
定

セ
シ
モ
ノ
ニ
係
ワ
ル

一
、
第
二
号
ノ
場
所
ハ
原
被
村
境
ノ
杭
木
ニ
測
器
ヲ
据
ヘ
置
キ
、

測
定
セ
シ
モ
ノ
ニ
係
ワ
ル

一
、
第
弐
号
ノ
場
所
ハ
向
フ
ノ
黒
根
ニ
測
器
ヲ
据
ヘ
置
キ
、
伊

奈
村
ノ
出
先
ゟ
伊
豆
山
村
黒
鼻
壱
間
程
出
ツ
ル
所
ト
四
本
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松
・
山
王
森
ト
ヲ
以
テ
目
標
ト
シ
テ
測
定
セ
シ
モ
ノ
ニ
係
ル
、

右
之
通
ニ
有
之
候

　

明
治
十
一
年
五
月
十
五
日　
　
　
　

被
告
福
浦
村
代
言
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

星　
　
　

亨

　
　

東
京
上
等
裁
判
所

　
　
　
　

冨
永
判
事
殿

被
告
福
浦
村
ヨ
リ
提
供
有
之
繪
図
面
ヘ
原
告
網
場
掛
ケ
紙
可
致

ト
ノ
命
ニ
テ
、
御
下
附
相
成
ル
ニ
付
熟
覧
候
處
、
被
告
網
場
図

上
位
置
之
儀
ハ
実
地
ノ
網
場
位
置
ト
大
ニ
差
違
ア
リ
テ
原
告
ニ

於
テ
ハ
黙
止
シ
難
ク
、
実
地
測
量
ヲ
遂
ク
ル
處
、
被
告
陸
地
経

界
ヨ
リ
大
網
ノ
末
端
先
ハ
辰
廿
九
度
被
告
ニ
テ
巳
ノ

十
四
度
ニ
当
ル
、
西
端
先

ハ
巳
ノ
弐
度
七
十
分
被
告
ニ
テ
巳
ノ
十
七

度
七
十
分
ニ
当
ル

ニ
シ
テ
、
原
・
被
告

海
境
即
巳
ノ
九
度
強
ノ
東
ニ
在
リ
、
如
此
図
上
ト
実
地
ト
差
違

ア
ル
所
以
ノ
モ
ノ
ハ
他
ナ
シ
、
今
日
ニ
シ
テ
原
告
此
図
上
位
置

ニ
就
キ
故
障
申
立
サ
レ
ハ
、
実
地
ノ
位
置
、
他
日
消
滅
ス
ル
ノ

際
、
終
ニ
図
上
ノ
位
置
ハ
確
定
ト
爲
サ
ン
ト
ノ
被
告
姦
計
ナ
レ

ハ
、
誰
カ
之
ニ
服
セ
ン
ヤ
、
原
告
ヨ
リ
指
示
ス
ル
被
告
ノ
網
場

ハ
、
明
治
十
一
年
五
月
中
位
置
ナ
レ
ト
モ
、
明
治
十
年
網
場
ノ

位
地
ト
ハ
决
シ
テ
目
処
モ
非
サ
ル
ナ
リ
、
乃
原
告
第
三
十
号
証

中
、
巳
ノ
七
分
ト
ア
ル
ヲ
見
レ
ハ
、
今
日
ノ
実
地
位
置
ヨ
リ
多

少
東
ニ
寄
ル
ヿ
論
ヲ
不
俟
ス
、
文
政
度
ヨ
リ
云
々
申
立
ル
モ
無

証
ノ
申
立
ニ
シ
テ
不
条
理
ト
云
ハ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ

　

明
治
十
一
年
六
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　

植
木
綱
二
郎

　
　
　

東
京
上
等
御
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　

冨
永
判
事
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
福
浦　

露
木
重
之
氏
蔵
）

こ
の
吉
浜
・
福
浦
両
村
に
よ
る
漁
場
根ね

ご

拵し
ら
え

大
網
張
立
を
巡
る

海
面
論
争
は
、
吉
浜
村
を
原
告
、
福
浦
村
を
被
告
と
し
て
展
開

さ
れ
た
法
廷
闘
争
で
あ
る
。
最
大
の
争
点
は
、
素
鵞
神
社
前
の

浜
か
ら
沖
合
に
延
伸
し
て
い
る
長
根
崎
と
呼
ば
れ
る
岩
場
や
漁

業
慣
行
の
認
識
に
お
い
て
、
長
年
に
わ
た
り
両
村
間
に
大
き
な

そ
ご
が
介
在
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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そ
の
後
、
こ
の
争
論
は
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
一
月
一

一
日
に
和
解
に
至
っ
た
（『
第
二
巻
』
五
〇
参
照
）。

190　

吉
濱
村
会
決
議
件
名
報
告

　
　
　
　

吉
濱
村
会
決
議
件
名
報
告

本
村
会
ニ
於
テ
本
月　

日
、
夲
村
共
有
地
吉
濱
村
吉
濱
秣
山
・

字
幕
山
、
吉
濱
村
鍛
冶
屋
秣
山
・
字
桜

ノ
兩
所
ヨ
リ
産
出
ス

ル
竃
石
伐
出
シ
方
、
當
明
治
廿
四
年
ヨ
リ
同
廿
八
年
迠
五
ケ
年

間
、
石
材
壱
切
ニ
付
（
壱
切
ハ
壱
尺
六
方
）、
金
壱
戔
五
厘
以

下
ノ
代
價
ト
相
定
メ
、
公
入
札
ニ
附
シ
、
其
請
負
代
金
、
本
年

二
月
三
十
日
半
金
、
廿
六
年
二
月
三
十
日
半
金
ヲ
徴
収
シ
、
村

税
歳
入
ノ
内
ヘ
編
入
ス
ル
モ
ノ
ト
議
定
セ
リ
、
右
、
及
報
告
候

也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

足
柄
下
郡

　
　

明
治
廿
四
年
二
月　

日　
　
　

吉
濱
村
長
向
笠
彦
右
衛
門

　
　
　

足
柄
下
郡
長　

中
村
舜
次
郎　

殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

吉
浜
村
共
有
地
吉
浜
秣ま

ぐ
さ

山や
ま

、
同
村
鍛
冶
屋
秣
山
両
所
か
ら
産

出
す
る
竃

か
ま
ど

石
切
出
し
に
つ
き
、
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
か

ら
一
八
九
五
年
ま
で
の
五
年
間
、
公
入
札
に
付
し
、
そ
の
請
負

代
金
を
村
税
の
歳
入
に
繰
り
込
む
旨
を
決
議
し
た
吉
浜
村
会
の

報
告
。

191　
〔
書
簡
〕（
鎌
苅
入
会
・
秣
山
一
件
に
付
）

拝
啓
、
然
者
客
歳
以
來
御
相
談
ノ
秣
山
一
義
乍
不
本
意
小
生
ノ

意
見
充
分
眞
隺
村
々
会
ニ
於
テ
採
用
セ
ズ
不
得
心
、
先
日
申
上

候
處
素
心
ヲ
盡
ザ
ル
段
、
萬
々
遺
憾
、
尤
中
山
郡
長
ノ
意
見
も

有
之
候
ニ
付
、
再
ヒ
一
昨
日
同
村
臨
時
協
議
会
ニ
臨
ミ
、
小
生

未
終
ノ
意
見
ヲ
吐
露
シ
充
分
説
明
致
候
處
、
御
意
見
ノ
約
書
ニ

て
御
示
談
相
整
ベ
キ
見
込
も
有
之
候
間
、
右
約
書
ノ
御
艸
稿
ヲ

御
送
付
可
被
致
、
右
ヲ
以
テ
至
急
協
議
会
ニ
付
シ
、
結
了
ヲ
見
ル

ヿ
ニ
致
度
候
、
尤
御
都
合
ニ
依
り
而
者
能
々
御
閑
話
致
候
而
も
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差
支
無
之
候
得
共
、
一
應
ノ
書
面
ヲ
以
テ
及
御
照
會
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
々
頓
首
、

廿
五
年
五
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

門
田
拜

　
　
　

向
笠
雅
兄

　
　
　
　
　
　

机
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

真
鶴
村
長
門
田
良
甫
が
吉
浜
村
長
向
笠
彦
右
衛
門
に
宛
て
た

書
簡
。
昨
年
以
来
相
談
中
の
秣
山
（
鎌
苅
入
会
）
の
件
は
真
鶴

村
会
で
村
長
（
門
田
良
甫
）
と
し
て
の
意
見
が
採
用
さ
れ
ず
、

納
得
が
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
足
柄
下
郡
長
中
山
信
明
の

意
見
も
あ
り
、
一
昨
日
の
臨
時
協
議
会
で
十
分
説
明
を
し
た
と

こ
ろ
示
談
の
見
込
み
が
立
っ
た
の
で
、
至
急
に
協
議
会
を
開
い

て
結
論
を
図
り
た
い
と
記
し
て
い
る
。

192　

約
定
證
書
（
水
車
営
業
に
付
）

　
　
　
　

約
定
證
書

一
、
拙
者
儀
、
今
般
水
車
営
業
致
度
御
願
申
上
候
處
、
最
速
御

承
認
被
下
難
有
奉
存
所
ニ
御
座
候
、
就
テ
御
指
定
之
左
ノ

件
々
、
慥
ニ
實
行
仕
り
、
貴
村
御
壱
同
様
へ
御
迷
惑
相
掛
申

間
敷
候

一
、
田
地
用
水
等
之
差
閊
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
様
ノ
事
ハ
仕
間
敷
候

事
一
、
水
車
運
轉
ハ
毎
年
五
月
ヨ
リ
九
月
マ
デ
停
止
候
事

一
、
水
車
営
業
ハ
滿
五
ケ
年
ヲ
限
り
候
事

一
、
右
、
水
車
塲
ハ
無
談
賣
買
一
切
致
間
敷
候
事

一
、
賣
買
登
記
ノ
節
ニ
貴
村
ヘ
申
入
レ
、
本
證
書
訂
正
致
ヘ
シ

候
事

一
、
右
、
爲
後
日
保
證
人
連
署
ヲ
以
テ
約
定
證
書
差
入
置
候
處
、

仍
而
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

足
柄
下
郡
土
肥
村
宮
下

　
　

明
治
三
拾
三
年　
　
　
　
　

本　

人　

岩
本
常
五
郎　

㊞

　
　
　

十
月
三
十
一
日　
　
　
　

保
證
人　

二
見
銀
治　
　

㊞
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保
證
人　

力
石
重
兵
エ　

㊞

　

城
堀
村
總
代

　
　
　
　

菅
沼
直
次
郎
殿

　
　
　
　

外
御
壹
同
御
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
城
堀
区
蔵
）

土
肥
村
の
一
住
民
が
保
証
人
を
立
て
、
城
堀
村
宛
に
提
出
し

た
水
車
営
業
に
際
し
て
の
約
定
証
。
田
地
の
用
水
に
支
障
を
き

た
さ
な
い
こ
と
、
水
車
運
転
は
五
月
か
ら
九
月
ま
で
は
停
止
す

る
こ
と
、
水
車
営
業
契
約
は
五
年
間
と
す
る
こ
と
な
ど
が
契
約

さ
れ
て
い
る
。　

193　

雑
書
類
綴
込

①　

石
丁
場
名
義
変
更
願
（
吉
濱
村
無
有
山
の
石
切
場
借
受

を
変
更
す
る
に
付
）

　
　
　
　

石
丁
塲
名
義
變
更
願

吉
濱
村
無
有
山　
　
　

俗
称
ヤ
キ
モ
チ

　

石
切
場
壱
ケ
所
間
口
六
間

右
者
從
來
岩
本
福
松
借
受
使
用
致
し
居
り
候
處
、
今
回
都
合
ニ

依
り
小
澤
岩
次
ヘ
譲
渡
し
候
間
、
借
受
人
名
義
實
正
相
成
度
、

此
段
連
署
ヲ
以
テ
奉
願
上
候
也

明
治
参
拾
四
年
拾
弐
月
丗
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

譲
渡
人　

岩
本
福
松　
　
　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

譲
受
人　

小
澤
岩
治　
　
　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

証
人　
　

柏
木
岩
右
衛
門　

㊞

吉
濱
村
長吉

浜
村
無
有
山
、
俗
称
ヤ
キ
モ
チ
の
石
切
場
一
か
所
間
口
六

間
の
借
受
使
用
人
の
名
義
人
に
つ
い
て
岩
本
福
松
か
ら
小
澤
岩

治
に
変
更
す
る
願
書
。

②　

〔
依
頼
状
〕
小
田
原
大
海
嘯
に
よ
る
死
者
の
施
餓
鬼
会

執
行
に
付
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拜
啓
、
陳
者
今
回
海
嘯
ニ
付
、
溺
死
者
追
吊
之
爲
メ
横
濱
市
日

蓮
宗
寺
院
信
徒
及
夲
郡
寺
院
信
徒
聨
合
ニ
テ
、
夲
宗
管
長
大
僧

正
濱
日
運
猊
下
ヲ
請
シ
、
來
ル
廿
八
日
（
雨
天
順
延
）
小
田
原

町
端
酒
匂
村
山
王
原
海
岸
ニ
於
テ
音
樂
施
餓
鬼
法
會
執
行
候
ニ

付
、
溺
死
者
各
㚑
魂
埋
葬
地
へ
塔
婆
・
供
物
贈
與
致
度
、
依
而

別
帋
交
換
証
差
出
候
間
、
乍
御
手
數
死
者
遺
族
・
親
戚
・
古
旧

又
ハ
知
人
・
雇
主
へ
配
附
被
下
、
當
日
則
廿
八
日
午
後
二
時
迠

ニ
該
証
書
持
参
ニ
テ
参
詣
焼
香
致
シ
、
且
ツ
塔
婆
・
供
物
請
取
候

様
御
通
達
被
下
度
、
此
段
及
御
依
頼
候
也

　
　
　
　
　
　
　

足
柄
下
郡
二
川
村
今
井
夲
光
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
蓮
宗
録
司
大
僧
都
三
宅
日
鐘　

印

　
　

明
治
丗
五
年
十
月
廿
一
日

　

吉
濱
村

　

福
浦
村　
　

役
場
御
中

尚
々
、
死
者
調
脱
も
候
ハ
ヽ
至
急
姓
名
御
一
報
被
下
度
候
也
、

併
テ
御
依
頼
申
上
候
也

過
日
の
小
田
原
大だ

い

海か
い

嘯し
ょ
う（

一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
九
月

二
八
日
）
で
の
溺
死
者
を
追
弔
す
る
施
餓
鬼
法
会
を
小
田
原
町

酒
匂
村
山
王
原
海
岸
に
て
執
行
す
る
と
し
て
、
吉
浜
・
福
浦
両

村
役
場
に
関
係
者
へ
の
参
詣
焼
香
の
通
達
を
願
う
依
頼
文
。

③　

海
外
旅
券
下
附
願
（
曹
洞
宗
僧
侶
、
米
合
衆
国
に
布

教
・
教
学
研
究
の
た
め
海
外
渡
航
を
し
た
き
に
付
）

　
　
　
　

海
外
旅
券
下
附
願

一
、
姓　
　

名　

西
有
惠
觀

一
、
生
年
月
日　

慶
應
貳
年
九
月
貳
拾
五
日
生

一
、
本
籍
地　



神
奈
川
縣
足
柄
下
郡
𠮷
濱
村
𠮷
濱
八
百
六
拾

七
番
地

一
、
身　
　

分　

戶
主

一
、
族　
　

称　

平
民

一
、
職　
　

業　

曹
洞
宗
僧
侶
（
現
𠮷
濱
村
英
潮
院
住
職
）
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一
、
渡
航
地　

北
米
合
衆
國

一
、
年　
　

限　

貳
箇
年

一
、
目　
　

的　

本
邦
移
住
民
慰
問
・
布
教
幷
宗
教
學
研
究
之

爲

右
者
今
般
渡
航
致
度
ニ
付
、
海
外
旅
券
御
下
附
相
成
度
、
別
紙

戶
籍
謄
本
（
省
略
）
相
添
へ
、
此
段
相
願
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右

明
治
三
十
六
年
六
月
二
十
二
日　
　

西　

有　

惠　

觀　

印

　
　
　
　

神
奈
川
縣
知
亊
周
布
公
平
殿

前
書
之
通
願
出
ニ
付
奥
印
候
也

　
　

明
治
三
十
六
年
六
月
廿
二
日

　
　
　
　
　

神
奈
川
縣
足
柄
下
郡
𠮷
濱
村
長
向
笠
省
三

吉
浜
村
英
潮
院
（
曹
洞
宗
）
僧
侶
、
西
有
惠
觀
が
北
米
移
民

の
慰
問
・
布
教
と
教
学
研
究
の
た
め
に
二
年
間
渡
米
し
た
い
と

し
て
海
外
旅
券
の
発
行
を
求
め
た
願
書
。

④　

御
請
書
（
𠮷
濱
村
か
ら
鍛
冶
屋
村
間
に
軌
道
布
設
し
た

き
に
付
）

御
請
書

　
　
　

神
奈
川
縣
足
柄
下
郡
𠮷
濱
村
𠮷
濱
千
三
百
五
十
二
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐　

藤　

隆　

𠮷

神
奈
川
縣
指
令
内
第
二
〇
二
八
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

足
柄
下
郡
𠮷
濱
村
𠮷
澤
濱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐　

藤　

隆　

𠮷

明
治
三
十
四
年
六
月
十
五
日
付
願
、
𠮷
濱
村
大
字
𠮷
濱
字
隺
巻

田
ヨ
リ
仝
村
大
字
鍛
冶
屋
字
椎
木
沢
ニ
至
ル
間
ニ
、
軌
道
布
設
ノ

件
聞
届
、
別
紙
命
令
書
下
付
候
條
、
請
書
差
出
ス
ベ
シ

　

明
治
三
十
六
年
十
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
奈
川
縣
知
事　

周
布
公
平　

印

右
、
御
請
候
也
、
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明
治
三
十
六
年
十
月
廿
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤
隆
𠮷

神
奈
川
縣
知
事
周
布
公
平　

殿

一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
六
月
、
吉
浜
村
の
佐
藤
隆
吉
が

新
崎
川
堤
沿
い
の
吉
浜
村
鶴
巻
田
と
鍛
冶
屋
村
椎
木
沢
間
に
石

材
運
搬
用
の
軌
道
敷
設
を
出
願
し
、
一
九
〇
三
年
一
〇
月
県
知

事
よ
り
認
可
さ
れ
た
。

⑤　

秘
号
外
（
露
艦
認
知
次
第
通
知
す
べ
き
旨
）

露
國
軍
艦
、
明
日
頃
、
相
模
沖
ニ
顯
ハ
ル
ヽ
ヤ
モ
計
ハ
レ
サ
ル

ニ
付
、
町
村
民
ニ
於
テ
露
艦
ラ
シ
キ
者
ヲ
認
メ
タ
由
御
聞
込
ノ

時
ハ
、
直
ニ
御
通
知
相
成
度
、
此
段
爲
御
照
會
候
也

　
　

明
治
三
十
七
年
七
月
廿
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
田
原
警
察
署
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

警
部　

坂
東
栄
次
郎　

印

　
　

𠮷
濱
村
役
場

　
　
　
　
　
　
　

御
中

日
露
戦
争
に
お
い
て
、
日
本
で
は
ロ
シ
ア
の
バ
ル
チ
ッ
ク
艦

隊
の
進
路
方
向
に
つ
い
て
太
平
洋
側
か
日
本
海
側
か
計
り
か
ね
、

戦
々
恐
々
と
し
て
い
た
。
露
艦
の
艦
影
を
発
見
次
第
、
即
刻
通

報
せ
よ
と
命
じ
た
本
資
料
は
こ
う
し
た
背
景
に
よ
る
。
結
局
、

露
艦
隊
は
日
本
海
に
進
行
し
日
本
海
海
戦
と
な
っ
た
。

⑥　

〔
依
頼
通
知
〕（
民
間
製
造
の
煙
草
販
売
者
へ
の
注
意

事
項
）

作
發
第
一
四
二
五
號

民
間
製
造
ノ
煙
草
販
賣
者
ニ
對
シ
、
左
記
事
項
注
意
方
、
御
取

斗
相
成
度
、
此
段
及
御
依
頼
候
也

　

明
治
三
十
七
年
八
月
十
日
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秦
野
葉
煙
草
收
納
所　

印

　
　
　
　

管
内
市
町
村
村
役
場
御
中

一
、
毎
月
五
日
迠
ニ
提
出
ス
ベ
キ
民
間
製
造
煙
草
ノ
受
払
現
在

髙
申
告
書
ニ
刻
煙
草
ノ
種
類
ヲ
一
々
明
記
ス
ル
筈
ノ
處
、
煩

雜
ニ
付
、
之
ヲ
省
略
シ
、
種
類
欄
ニ
ハ
單
ニ
刻
ト
記
載
シ
差
支

ナ
シ
、
又
施
行
細
則

四
十
九
條

一
項
ノ
営
業
帳
簿
モ
刻

煙
草
ニ
限
リ
、
名
称
ヲ
省
キ
妨
ケ
ナ
シ

一
、
民
間
製
造
ノ
煙
草
販
賣
者
中
、
毎
月
受
払
、
現
在
髙
申
告

ヲ
ナ
ス
ハ
、
巻
煙
草
ニ
限
リ
、
刻
煙
草
ハ
申
告
ニ
不
及
哉
ニ
誤

解
セ
ル
向
ア
ル
モ
、
刻
煙
草
ハ
巻
煙
草
仝
様
受
払
ノ
申
告
ヲ

要
ス
ル
ヿ

一
、
刻
煙
草
及
巻
煙
草
ノ
受
払
、
現
在
髙
申
告
書
中
受
ノ
欄
ニ

ハ
、
当
月
中
ノ
買
入
髙
ノ
ミ
ヲ
掲
記
セ
ル
モ
ノ
ア
ル
モ
、
前

月
ノ
越
髙
ヲ
モ
合
算
掲
記
ス
ル
ヿ

一
、
煙
草
小
賣
人
ニ
指
定
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
元
賣
捌

人
ノ
雇
人
ト
ナ
リ
、
出
賣
又
ハ
仕
入
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ハ
許
サ
ヾ

ル
ニ
付
、
自
今
若
シ
發
見
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
指
定
ヲ
取
消
サ

ル
ヽ
ヿ

右作
發
第
一
四
二
六
號

民
間
製
造
ノ
煙
草
ヲ
販
賣
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
煙
草
専
賣
法
第
八
十

四
條
及
ヒ
仝
施
行
細
則
第
四
十
九
條
ニ
ヨ
リ
夲
年
七
月
以
後
、

毎
月
ノ
受
拂
髙
ヲ
翌
月
五
日
迠
ニ
當
所
ニ
申
告
ス
ベ
キ
筈
之
處
、

施
行
後
日
尚
ホ
淺
ク
不
知
不
識
、
期
日
ヲ
愆
リ
申
告
ヲ
怠
リ
候
者

可
有
之
モ
難
斗
候
条
、
心
得
違
ノ
モ
ノ
無
之
様
、
煙
草
販
賣
者

ヘ
注
意
方
御
取
斗
相
成
度
、
此
段
及
御
依
頼
候
也

　

明
治
三
十
七
年
八
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秦
野
葉
煙
草
收
納
所　

印

　
　
　
　

管
内
市
町
村
役
場
御
中

作
發
第
一
四
二
七
號

煙
草
小
賣
人
心
得
書
送
付
候
条
、
一
部
ハ
貴
役
場
ニ
留
置
キ
、
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其
他
ハ
御
部
内
小
賣
人
ニ
シ
テ
指
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ニ
至
急

配
付
方
取
斗
相
成
度
、

右
及
御
依
頼
候
也

　

明
治
三
十
七
年
八
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秦
野
葉
煙
草
收
納
所　

印

　
　
　
　

管
内
市
町
村
役
場
御
中

煙
草
専
売
法
に
基
づ
く
民
間
製
造
煙
草
の
受
払
現
在
高
申
告

書
及
び
施
行
細
則
に
基
づ
く
営
業
帳
簿
の
記
載
上
の
注
意
事
項

の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
秦
野
葉
煙
草
収
納
所
か
ら
の
通
知
。　

⑦　
〔
通
知
〕（
故
陸
軍
歩
兵
上
等
兵
の
葬
儀
執
行
に
付
）

故
陸
軍
歩
兵
上
等
兵
村
田
義
次
氏
、
明
治
三
十
七
年
九
月
廿
二

日
、
清
國
盛
京
省
李
児
溝
西
北
方
二
〇
三
髙
地
附
近
ニ
於
テ
傷

痍
ヲ
受
ケ
、
同
年
同
月
廿
七
日
、
清
國
盛
京
省
胡
家
屯

一
師

團

三
野
戰
病
院
ニ
於
テ
死
亡
候
處
、
今

遺
骨
到
着
ニ
付
、

本
月
三
十
日
、
午
后
一
時
自
宅
出
棺
、
同
二
時
静
岡
縣
田
方
郡

熱
海
町
泉
福
泉
寺
境
内
ニ
於
テ
、
幷
ニ
故
陸
軍
砲
兵
壹
等
卒
室

伏
万
之
助
氏
、
明
治
三
十
七
年
八
月
十
九
日
、
清
國
盛
京
省
梨

嵐
子
附
近
ニ
於
テ
戰
死
候
處
、
今

遺
骨
到
着
ニ
付
、
本
月
三

十
一
日
、
午
前
拾
時
自
宅
出
棺
、
同
十
一
時
静
岡
縣
田
方
郡
熱

海
町
泉
保
善
院
境
内
ニ
於
テ
葬
儀
執
行
候
間
、
當
日
御
會
葬
ノ

榮
ヲ
賜
ハ
リ
度
、
此
段
御
通
知
候
也

　

明
治
三
十
八
年
一
月
二
十
六
日　
　

土
肥
村
葬
儀
委
員
総
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
肥
村
長　

室
伏
愛
次
郎　

印

　
　
　
　

吉
濱
村
長　

向
笠
省
三
殿

（「
雑
書
類
綴
込　

吉
浜
村
外
五
ヶ
村
戸
長
役
場
」
湯
河
原
町

役
場
蔵
）

日
露
戦
争
に
従
軍
し
て
戦
死
し
た
兵
士
二
名
の
遺
骨
が
到
着

し
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
葬
儀
の
執
行
に
つ
い
て
の
通
知
。
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194　

差
入
証
書
（
字
大
洞
山
石
材
採
掘
に
付
）

　
　
　
　

差
入
証
書

神
奈
川
縣
足
柄
下
郡
土
肥
村
大
字
城
堀
、
字
大
洞
山
石
材
採
掘

ニ
付
、
夲
年
三
月
廿
一
日
、
貴
殿
ト
佐
藤
隆
𠮷
・
竹
内
乕
治
、

及
拙
者
三
名
ニ
テ
御
契
約
致
候
ハ
正
ニ
相
違
無
之
候
、
然
ニ
此

度
都
合
有
之
、
拙
者
一
名
之
名
義
ヲ
以
テ
、
仮
ニ
別
紙
契
約
書

御
交
換
致
候
得
共
、
右
ハ
一
時
都
合
上
ニ
因
リ
、
如
此
御
依
頼

致
候
義
ニ
付
、
他
日
如
何
ナ
ル
事
情
有
之
候
共
、
別
紙
拙
者
一

名
之
名
義
之
契
約
書
ハ
有
効
ト
認
メ
ズ
候
、
仍
而
爲
後
証
一
書

差
入
置
候
事
、
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
々
橋
区
明
石
町
三
十
一
番
地

　

明
治
三
十
四
年
九
月
廿
日　
　
　
　
　
　
　

二
宮
景
輔　

㊞

　
　

菅
沼
直
次
郎　

殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
城
堀
区
蔵
）

土
肥
村
大
字
城
堀
の
大
洞
山
石
材
採
掘
に
付
、
契
約
名
義
人

三
名
を
二
宮
景
輔
一
名
に
変
更
す
る
旨
の
証
書
。

195　

契
約
書
（
案
）（
根
拵
大
網
張
立
に
付
）

　
　
　
　

契
約
書

吉
濱
村
民
ハ
小
澤
德
兵
衛
・
村
上
藤
四
郎
ヲ
（
以
下
單
ニ

甲
者
ト

稱
ス
）、

福
浦
村
民
ハ
髙
橋
隆
吉
・
髙
橋
好
藏
ヲ
（
以
下
單
ニ

乙
者
ト

稱
ス
）
惣
代
ト

定
メ
、
明
治
拾
四
年
壹
月
拾
五
日
甲
乙
両
者
間
ニ
締
結
セ
ル
定

約
書
第
九
條
ノ
趣
㫖
ニ
基
キ
、
左
ノ
契
約
ヲ
ナ
ス

第
壹
條　

乙
者
ハ
現
時
官
廳
ノ
許
可
ヲ
得
テ
根
拵
大
網
ノ
張
立

ヲ
ナ
ス
ニ
付
、
毎
年　

月　

日
ヲ
期
限
ト
シ
、
壹
ケ
年
金
百

五
拾
圓
ヲ
乙
（
甲
、
壹
字
訂
正
）
者
ニ
仕
拂
フ
ヘ
シ

第
貳
條　

甲
者
ハ
乙
者
ニ
於
テ
第
壹
條
ノ
契
約
履
行
ヲ
怠
ラ
サ

ル
限
リ
ハ
、
明
治
拾
四
年
壹
月
拾
五
日
、
定
約
書
第
参
條
ノ

塲
所
、
則
チ
吉
濱
村
・
福
浦
村
陸
地
境
界
ヨ
リ
見
通
シ
、
東

端
先
巳
ノ
正
當
ヨ
リ
、
貳
拾
九
度
西
端
先
午
ノ
正
當
ヨ
リ
参

度
ノ
根
拵
網
張
立
塲
所
ノ
許
可
申
請
ヲ
ナ
サ
ヽ
ル
ベ
シ
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第
参
條　

本
契
約
ハ
第
参
者
ニ
関
係
ヲ
生
ス
ル
塲
合
ト

、

甲
乙
両
者
共
ニ
自
ラ
其
責
務
ヲ
負
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
四
條　

明
治
拾
四
年
壹
月
拾
五
日
、
定
約
ニ
附
帯
シ
、
明
治

参
拾
年
四
月
拾
四
日
、
甲
乙
両
者
間
ニ
締
結
セ
ル
定
約
第
壹

條
ヲ
左
ノ
如
ク
改
訂
ス

土
肥
村
大
字
門
川
ノ
根
拵
網
ニ
シ
テ
明
治
貳
拾
六
年
以
前
ニ

許
可
ヲ
得
タ
ル
旧
慣
以
外
ノ
沖
合
ニ
張
立
タ
ル
タ
メ
、
乙
者

ノ
漁
獲
ニ
影
響
ヲ
與
フ
ル
ト
キ
ハ
甲
者
ハ
乙
者
ノ
利
益
ニ
對

シ
、
適
法
ナ
ル
能
フ
限
リ
ノ
助
力
ヲ
ナ
ス
ベ
シ
、
但
シ
、
此

事
ニ
要
ス
ル
費
用
ハ
一
切
乙
者
ノ
負
擔
タ
ル
ベ
シ

第
五
條　

明
治
拾
四
年
壹
月
拾
五
日
ノ
定
約
證
及
ヒ
貳
個
ノ
契

約
證
、
同
参
拾
年
四
月
拾
四
日
ノ
契
約
證
ハ
本
契
約
ニ
抵
觸

セ
サ
ル
限
度
ニ
於
テ
其
効
ヲ
有
ス

右
、
契
約
ノ
確
實
ヲ
表
ス
ル
為
メ
、
両
村
人
民
ノ
委
任
状
ヲ
添

付
シ
、
両
村
惣
代
左
ニ
署
名
捺
印
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

　

明
治
参
拾
六
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
福
浦　

露
木
重
之
氏
蔵
）

吉
浜
村
民
二
名
（
甲
者
）
と
福
浦
村
民
二
名
（
乙
者
）
と
の

間
に
取
り
交
わ
さ
れ
た
根ね

ご

拵し
ら
え

大
網
張
立
場
所
に
関
す
る
漁
業
契

約
。

196　

福
浦
漁
業
組
合
規
約

　
　
　
　

福
浦
漁
業
組
合
規
約

　
　
　

壱
章　

総
則

第
壱
條　

本
組
合
ハ
漁
業
権
ヲ
享
有
及
行
使
シ
組
合
員
共
同
ノ

利
益
ヲ
図
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
為
ス

第
貳
條　

本
組
合
ハ
福
浦
漁
業
組
合
ト
称
ス

第
参
條　

本
組
合
ノ
事
務
所
ハ
神
奈
川
縣
足
柄
下
郡
福
浦
村
百

四
拾
五
番
地
ニ
置
ク

第
四
條　

本
組
合
ノ
地
區
ハ
神
奈
川
縣
足
柄
下
郡
福
浦
村
ノ
區

域
ニ
依
ル

第
五
條　

本
組
合
ニ
於
テ
使
用
ス
ル
印
章
左
ノ
如
シ
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方　

　
　
　
　

一　

　
　
　
　

寸　

　
　
　

第
貳
章　

組
合
員
ノ
加
入
及
脱
退

第
六
條　

夲
組
合
ノ
地
區
内
ニ
住
所
ヲ
有
ス
ル
漁
業
者
ハ
組
合

員
タ
ル
事
ヲ
得

第
七
條　

組
合
ニ
加
入
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
其
㫖
ヲ
理
事
ニ
申
込

ム
可
シ
、
理
事
前
項
ノ
申
込
ヲ
承
諾
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、

組
合
員
名
簿
ニ
其
氏
名
ヲ
記
戴

（
マ
マ
）シ

、
其
㫖
ヲ
申
込
人

ニ
通
知
ス
ベ
シ

第
八
條　

組
合
員
脱
退
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
㫖
ヲ
理
事
ニ
申

込
ム
ベ
シ

第
九
條　

組
合
員
脱
退
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
理
事
ハ
組
合
員
名
簿
ヨ

リ
其
氏
名
ヲ
刪
除
ス
ベ
シ

第
参
章　

理
事
監
事
及
事
務
員

第
拾
條　

夲
組
合
ニ
理
事
参
名
。
監
事
二
名
ヲ
置
ク
、

　
　
　
　

理
事
ハ
組
長
・
副
組
長
各
壱
名
ヲ
互
選
ス
、

　
　
　
　

理
事
及
監
事
ハ
一
個
年
以
上
本
組
合
ノ
地
區
内
ニ
住

　
　
　
　

所
ヲ
有
ス
ル
組
合
員
中
之
ヲ
選
挙
ス

第
拾
壱
條　

理
事
ノ
任
期
ハ
三
ケ
年
ト
シ
、
監
事
ノ
任
期
ハ
一

個
年
ト
ス
、
但
シ
、
再
選
ヲ
妨
ケ
ズ
、

補
欠
選
擧
ニ
依
リ
就
任
シ
タ
ル
理
事
、
又
ハ
監
事
ハ

前
任
者
ノ
任
期
ヲ
継
承
ス
、
理
事
又
ハ
監
事
任
期
ノ

滿
了
ニ
因
リ
退
任
四
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
後
任
者
ノ
就
任

ニ
至
ル
マ
デ
尚
ホ
其
職
務
ヲ
行
フ

第
拾
貳
條　

組
合
員
ハ
正
当
ノ
事
由
ナ
ク
シ
テ
役
員
ノ
当
選
ヲ

辞
シ
、
又
ハ
其
職
ヲ
辞
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
拾
参
條　

理
事
及
ビ
監
事
ハ
名
譽
職
ト
ス

第
拾
四
條　

本
組
合
ニ
書
記
若
干
名
ヲ
置
キ
理
事
之
ヲ
任
免
ス
、

書
記
ハ
役
員
ノ
指
揮
ヲ
承
ケ

務
ニ
従
事
ス

第
拾
五
條　

規
約
及
事
務
ノ
執
行
ニ
関
ス
ル
細
則
ハ
理
事
之
ヲ

定
ム

福
浦
村
漁

業
組
合

之　
　

印
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第
四
章　
　

會
議

第
拾
六
條　

総
會
ハ
通
常
総
會
及
総
會
ノ
二
種
ト
ス
、
通
常
総

會
ハ
毎
年
一
月
之
ヲ
開
ク

一
、
理
事
ガ
必
要
ト
認
タ
ル
ト
キ

二

、
監
事
ガ
漁
業
組
合
規
則
第
廿
四
條
ニ
依
リ
必
要

ト
認
メ
タ
ル
ト
キ

三

、
組
合
員
五
分
ノ
一
以
上
ヨ
リ
會
議
ノ
目
的
及
其

ノ
招
集
ノ
理
由
ヲ
示
シ
テ
請
求
シ
タ
ル
ト
キ

第
拾
七
條　

総
會
ハ
規
約
変
更
ヲ
決
議
、
解
散
ノ
決
議
及
漁
業

組
合
規
則

拾
九
條
ニ
掲
ゲ
タ
ル
事
項
ノ
決
議
ヲ
爲

ス
場
合
ヲ
除
ク
外
、
通
知
事
項
以
外
ノ
事
項
ト
雖
モ
、

之
ヲ
決
議
ス
ル
ヿ
ヲ
得
、
組
合
員
三
分
ノ
二
以
上
ノ

席
ア
ル
事
ヲ
要
ス

第
拾
八
條　

総
會
ハ
組
合
員
ノ
三
分
ノ
一
以
上

席
ス
ル
ニ
ア

ラ
ザ
レ
バ
開
會
ス
ル
事
ヲ
得
ズ
、
但
シ
、
同
一
事
項

ニ
付
再
度
招
集
シ
タ
ル
総
會
ニ
於
テ
此
限
ニ
ア
ラ
ズ

第
拾
九
條　

総
會
ノ
決
議
ハ

席
員
ノ
過
半
数
ニ
依
ル
、
可
否

同
数
ナ
ル
ト
キ
ハ
議
長
之
ヲ
決
ス

第
貳
拾
條　

総
會
ノ
議
長
ハ
組
長
之
ニ
当
ル
、
組
長
、
事
故
ア

ル
ト
キ
ハ
副
組
長
之
ニ
代
ワ
ル
、
但
シ
、
総
會
ニ
於

テ

席
組
合
員
中
、
之
ヲ
互
選
ス
ル
ヿ
ヲ
得

第
貳
拾
壱
條　

総
會
ニ
於
テ
決
議
録
ヲ
作
リ
、
議
長
及

席
組

合
員
三
名
以
上
之
ニ
記
名
捺
印
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
貳
拾
貳
條　

総
會
ノ
議
事
ニ
関
ス
ル
細
則
ハ
総
會
ニ
於
テ
之

ヲ
定
ム

　
　
　

五
章　

會
計

第
貳
拾
参
條　

夲
組
合
會
計
年
度
ハ
毎
年
四
月
廿
日
ニ
始
メ
翌

年
三
月
廿
一
日
ニ
終
ル

第
廿
四
條　

金
五
拾
円
以
上
ノ
現
金
ハ
総
會
ニ
於
テ
定
メ
タ
ル

銀
行
ニ
之
ヲ
預
ケ
入
ル
モ
ノ
ト
ス

第
廿
五
條　

毎
年
度
ノ
剰
餘
金
ハ
左
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
総
會
ノ

議
決
ヲ
経
テ
之
ヲ
処
分
ス
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一
、
基
金
ノ
積
立　
　

剰
餘
金
ノ
百
分
ノ
二
拾
以
上

　
　
　
　

一
、
遭
難
救
恤
資
金
ノ
積
立
剰
餘
金
百
分
ノ
五
以
上

　
　
　
　

一
、
組
合
員
分
配
金　

剰
餘
金
百
分
ノ
七
十
五
以
下

　
　
　

第
六
章　

漁
業
権
享
有
行
使
及
漁
業
方
法

第
二
十
六
條　

夲
組
合
ノ
享
有
ス
ル
漁
業
権
左
ノ
如
シ

一
、
地
先
水
面
專
用
漁
業
権

海
老
網
、
手
繰
網
、
餌
コ
マ
シ
網
、
イ
ナ
タ
網
、

鰹
魚
巻
網
、
鮑
採
藻
、
釣
漁

第
廿
七
條　

夲
組
合
ノ
享
有
ス
ル
漁
業
権
行
使
方
法
、
左
ノ
如

シ一

、
地
先
水
面
専
用
漁
業
権
ニ
依
ル
漁
業
ハ
組
合
員

各
自
ニ
、
又
ハ
共
同
シ
テ
之
ヲ
爲
ス
モ
ノ
ト
ス

一

、
鰹
魚
巻
網
ハ
組
合
員
共
同
シ
テ
之
ヲ
為
シ
、
鮑

及
採
藻
ハ
組
合
員
ノ
入
札
ニ
依
リ
漁
業
者
ヲ
定
ム

第
廿
八
條　

本
組
合
ノ
享
有
ス
ル
漁
業
権
ニ
対
ス
ル
組
合
員
ノ

漁
業
ハ
漁
期
ノ
始
メ
ニ
於
テ
抽
籤
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル

順
序
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
為
ス

　
　
　

第
七
章　

組
合
員
ノ
遭
難
救
恤

第
二
十
九
條　

夲
組
合
ハ
組
合
員
ノ
遭
難
救
恤
ニ
充
ツ
ル
為
メ

遭
難
救
恤
資
金
ヲ
積
立
ツ
ル
モ
ノ
ト
ス

前
項
ノ
資
金
ハ
総
額
一
千
円
ニ
達
ス
ル
ト
キ
ハ
其
積

立
ヲ
停
止
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
十
條　

遭
難
救
恤
資
金
ハ
総
會
ノ
決
議
ニ
依
リ
別
ニ
定
タ

ル
モ
ノ
ト
ス

一

、
水
難
其
他
ノ
変
災
ニ
遭
遇
シ
、
漁
具
且
ツ
漁
船

ヲ
喪
失
毀
損
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
新
調
費
、
又
ハ
終

（
マ
マ
）

繕
費
ノ
補
助

二

、
遭
難
ニ
依
リ
負
傷
シ
、
若
ク
ハ
疾
病
ニ
罹
リ
タ

ル
者
ノ
医
療
費
ノ
補
助

三

、
漂
流
者
ノ
帰
郷
旅
費
ノ
補
助
料

四

、
遭
難
者
ヲ
救
助
シ
タ
ル
者
ニ
対
ス
ル
賞
與
金
、

又
ハ
謝
金
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第
参
十
一
條　

前
条
支
出
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
事
由
金
額
及

受
領
者
ノ
氏
名
ヲ
事
務
所
ニ
提
示
シ
救
助
ヲ
為
ス
可

シ

第
卅
二
條　

遭
難
ノ
救
助
ヲ
受
ケ
ス
救
助
シ
タ
ル
者
ハ
遅
滞
ナ

ク
其
事
実
ヲ
事
務
所
ニ
申

ヅ
ベ
シ

　
　
　

第
八
章　

違
約
者
処
分

第
卅
三
條　

第
廿
八
條
ノ
規
定
ニ
違
背
シ
、
又
ハ
組
合
費
ノ
納

付
ヲ
怠
リ
タ
ル
者
ニ
ハ
金
参
拾
円
以
下
ノ
過
怠
金
ヲ

科
ス

明
治
参
拾
六
年
参
月
拾
日

　
　
　
　
　
　
　

発
起
人　
　
　

髙
橋
柳
吉

　
　
　
　
　
　
　

仝　
　
　
　
　

髙
橋
好
藏　
　

㊞

　
　
　
　
　
　
　

仝　
　
　
　
　

髙
橋
若
次　
　

㊞

　
　
　
　
　
　
　

仝　
　
　
　
　

髙
橋
岩
治　
　

㊞

　
　
　
　
　
　
　

仝　
　
　
　
　

髙
橋
千
代
吉　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
福
浦　

露
木
重
之
氏
蔵
）

足
柄
下
郡
福
浦
村
の
漁
業
組
合
規
約
で
、
全
八
章
・
三
三
条

か
ら
な
る
。

197　
〔
日
露
戦
争
従
軍
書
簡
〕

①　
〔
書
簡
〕

　
　
（
封
筒
表
書
）

　
　
　
　
大
日
本
帝
國
神
奈
川
県
相
模
國

　
　
　
　
　

足
柄
下
郡
𠮷
浜
郵
便
局
土
肥
村
宮
下

　
　
　
　
　

二
見
初
次
様
行　
　
　

拾
月
一
日　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

二
見
作
之
助
様
行　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
（
封
筒
裏
書
）

　
　



清
國
衛
近
師
團

九
号
補
輸
幷

　
　
　
　

参
小
隊

壱
分
隊

　
　
　
　
　

二
見
峯
太
郎　

拝　
　
　
　
　
　
　
　

拝
啓
、
御
尊
家
に
は
入
営
以
來
、
之
迠
御
無
音
に
打
過
ぎ
、
夛
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罪
御
寛
宥
下
さ
れ
度
。
猶
御
一
同
様
に
は
御
変
り
も
無
之
候
や
。

次
に
小
生
も
無
事
軍
務
罷
在
候
。
他
事
な
が
ら
御
放
念
下
さ
れ

度
候
也
。

就
而
は
小
生
去
る
七
月
拾
日
、
廣
嶋
市
を

発
し
、
宇
品
港
ヨ

リ
讃
岐
丸
に
乘
じ
、
四
晝
夜
を
以
て
南ナ

ン
セ
ン尖

浦ホ

に
上
陸
し
、
其
夕

は
戰
死
者
の
墓
地
に
露
営
す
。
然
者
墓
を
枕
に
致
し
候
へ
ば
、

眠
る
事
も

來
ず
、
唯
々
横
に
成
り
て
一
夜
を
明
し
候
。
之
よ

り
朝
五
時
の
起
床
に
て
同
半
の

発
し
、
之
よ
り
大タ

イ
コ
ザ
ン

狐
山
向
き

行
軍
す
。
七
日
の
行
軍
を
以
て
安
東
県
に
着
し
、
其
間
山
の
頂

上
ニ
露
営
す
。
又
は
墓
地
、
或
は
川
の
端
等
に
宿
舎
す
。
家
の

中
に
宿
る
事
は
無
之
。
安
東
県
漸
く
馬
屋
の
如
き
處
に
宿
舎
ス
。

一
日
の
滞
在
、
明
日

発
、
三
日
の
行
軍
を
以
て
、
鳳
凰
城
に

着
し
、
又
、
五
日
の
行
軍
に
て
目
的
地
に
着
。
拾
五
日
間
、
其

間
毎
日
七
八
里
車
輌
を
引
き
、
雨
降
り
た
れ
ば
、
休
む
事

來

ず
。
又
、
川
は
夛
く
あ
り
、
一
日
に
千
歳
川
位
の
七
八
回
渡
渉

せ
り
。
故
に
水
虫
の

來
る
者
あ
り
。
靴
ず
れ
に
て
苦
む
者
あ

り
。
然
れ
小
生
は
是
等
事
朋
に
苦
む
事
御
座
な
く
候
。

八
月
一
日
漸
く
勤
務
に
取
か
ゝ
り
候
。
そ
れ
は
塞サ

イ

馬バ

集シ
ウ

兵
站
部

よ
り
中
継
迠
四
里
の
處
を
麦
（
弐
斗
俵
）
七
俵
積
み
、
之
を
四

人
を
以
て
引
き
米
は
（
弐
斗
俵
）
五
俵
拾
五
日
間
、
此
處
に
宿

舎
定
め
て
輸
送
す
。
之
よ
り
参
日
の
行
軍
、
四シ

道ド
ウ

溝コ
ウ

兵
站
部
一

里
半
の
處
に
宿
舎
を
定
め
、
四
道
溝
よ
り
草ソ

ウ
カ
チ
ャ
ウ
レ
イ

河
長
嶺
間
の
運
搬
、

此
間
四
里
、
之
を
往
復
す
。
此
處
に
九
日
間
仕
事
を
致
し
、
又

発
。
参
日
間
の
行
軍
前
進
し
、
此
行
軍
は
實
に
苦
歎
す
。
朝

四
時
の
起
床
、
夜
は
暗
き
に
至
る
迠
行
進
、
麻マ

天テ
ン

嶺リ
ョ
ウと

云
ふ
處

は
一
大
の
峠
な
り
。
夕
方
此
峠
に
さ
し
か
ゝ
り
し
時
、
最
早
日

は
没
し
暗
き
道
を
壱
里
歩
す
。
頂
上
に
あ
が
り
切
れ
ば
、
雨
降

り
來
り
、
人
家
な
く
雨
具
を
地
上
引
き
、
之
に
宿
舎
す
。
す
る

と
雨
水
は
水
の
如
く
流
れ
來
る
。
車
輌
の
下
に
逃
る
者
あ
り
。

眠
む
ら
ず
夜
を
明
し
候
。
明
日
は
清
天
、
此
峠
を
下
り
て
連レ

ン

山ザ
ン

関カ
ン

兵
站
部
を
通
り
て
只
今
の
甜カ

ン

水ス
イ
テ
ン站

兵
站
部
に
着
シ
、
玆
に
最

早
壱
ケ
月
程
勤
務
致
し
居
り
候
。
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九
月
四
日
は
朝
参
時
の
起
床
、
日
半
の

発
し
五
里
の
道
を
二

回
往
復
、
之
は
遼
陽
陥
落
に
附
き
て
、
急
輸
送
を
致
さ
れ
、
夜

の
拾
弐
時
迠
歩
す
。
故
に
道
に
眠
る
事
も
あ
り
。
雨
降
り
來
り
、

暗
き
夜
歩
す
。
明
日
も
同
じ
く
后
後
弐
時
頃
よ
り
又

発
し
、

曇
天
と
思
ふ
と
大
な
る
□○
□○

降
り
來
り
、
丁
度
参
拾
匁
位
の
者

あ
り
。
手
足
に
あ
た
り
て
實
に
ゐ
た
く
候
。
此
四
日
の
行
軍
に

は
食
物
は
非
常
に
減
シ
て
梅
干
参
粒
を
弐
回
の
さ
ゐ
物
に
致
し
、

又
塩
し
や
け
一
寸
四
方
位
の
者
を
二
食
分
ニ
致
し
、
勤
務
は
か

く
烈
し
く
食
物
は
減
じ
、
腹
の
へ
る
事
移

（
マ
マ
）し

く
候
。
然
れ
ど
も

支
那
に
は
幸
ひ
蜀
李
子
・
大
豆
・
小
豆
、
見
渡
限
り
の
作
物
御

座
候
故
、
之
に
て
一
時
の
飢
を
凌
ぎ
候
。
斯
の
如
き
事
に
候
へ

ば
、
御
尊
家
御
一
同
様
へ
御
無
沙
汰
致
し
、
悪
か
ら
ず
御
思
召

下
さ
れ
度
。
今
日
は
第
九
号
全
部
休
業
を
命
ぜ
ら
れ
、
故
に
取

急
ぎ
斯
乱
筆
を
認
め
差
上
候
。
余
は
後
便
に
譲
る
。

二
伸
、

家
の
事
は
萬
事
萬
端
御
依
頼
の
程
願
ひ
上
候
。
然
共

只
今
は
何
如
何
ん
と
も
通
知
無
之
候
へ
ば
御
手
数
な
が
ら
一
寸

御
通
知
下
さ
れ
度
候
。
當
地
は
こ
の
九
月
上
旬
頃
よ
り
、
白
霜

下
り
て
、
甚
だ
寒
く
候
故
に
、
種
寒
防
具
取
寄
度
思
ふ
故
、
若

し
御
送
附
の
時
は
小○

包○

に
て
も
必
ず
軍○

事○

郵○

便○

の
宛
名
に
て
御

送
附
願
度
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

近
衛
師
團

九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
参
小
隊

壱
分
隊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
見
峯
太
朗
拝

宮
下

二
見
初
次
郎
様

拾
月
壱
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮
下　

二
見
弘
氏
蔵
）

湯
河
原
町
宮
下
出
身
の
二
見
峯
太
郎
の
従
軍
書
簡
で
あ
る
。

文
末
に
遼
陽
陥
落
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）

年
の
日
露
戦
争
従
軍
書
簡
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
宣
戦
布
告

の
約
八
十
日
前
に
広
島
市
宇
品
港
を
出
港
し
て
南
尖
浦
に
上
陸

後
、
安
東
県
（
現
遼
寧
省
東
港
市
）
に
至
り
、
雨
中
中
小
河
川

（

）
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を
渡
渉
し
て
よ
う
や
く
本
格
的
な
勤
務
に
取
り
掛
か
り
、
そ
の

後
も
諸
溝
・
関
・
嶺
を
越
え
、
甜
水
站
部
に
勤
務
し
て
早
一
か

月
に
な
る
と
い
う
。
食
物
は
極
め
て
乏
し
い
が
、
蜀
李
子
・
大

豆
・
小
豆
な
ど
を
食
べ
て
飢
え
を
凌
い
で
い
る
。
こ
れ
か
ら
極

寒
に
な
る
の
で
、
防
寒
具
を
送
付
し
て
ほ
し
い
な
ど
と
記
さ
れ

て
い
る
。

②　
〔
書
簡
〕

拝
啓
、
追
々
寒
気
ノ
候
ニ
相
向
ヒ
候
處
、
御
尊
宅
ニ
ハ
別
ニ
御

変
リ
も
御
座
無
候
や
伺
ヒ
上
リ
候
。
迂
生
義
、
身
体
ハ
無
事
ニ

毎
日
愉
快
且
ツ
呑
気
・
安
樂
ニ
日
ヲ
送
リ
居
リ
候
間
、
一
先
御

休
神
下
被
度
候
。
扨
て
、
過
般
私
宅
ヨ
リ
ノ
御
手
紙
拝
見
致
シ

細
キ
事
承
リ
候
。

御
当
地
、
夲
年
ハ
近
年
稀
ナ
ル
稲
作
大
當
リ
ノ
趣
キ
何
ヨ
リ
ノ

此
上
無
キ
幸
福
ニ
御
座
候
。
又
御
書
面
ノ
終
ニ
一
言
認
メ
有
リ

タ
修
善
寺
村
山
田
作
衛
門
様
御
妻
義
、
御
死
去
遊
さ
れ
候
由
、

御
書
面
ニ
接
シ
驚
入
候
矣
。
甚
だ
恐
入
候
へ
共
、
右
地
處
不
名

ニ
付
、
御
宅
様
ヨ
リ
修
善
寺
ノ
方
ト
カ
多
那
ノ
御
叔
父
様
ヘ
カ

別
ニ
御
悔
ミ
狀
モ
差
上
ズ
上
、
御
大
兄
様
ヨ
リ
御
悔
ミ
申
告
げ

下
さ
れ
度
、
御
依
頼
申
上
候
。

就
テ
ハ
旅
順
方
面
ノ
戦
争
ノ
義
ハ
、
大
イ
ニ
秘
蜜

（
密
）致

し
居
リ
候

へ
共
、
当
病
院
ナ
ド
ニ
ハ
毎
日
内
地
ヘ
壱
百
廿
名
位
イ
宛
ヅ
ハ

送
リ
居
レ
ト
出
レ
バ
、
又
旅
順
又
ハ
遼
陽
ヨ
リ
輕
傷
患
者
百
五

十
名
位
ハ
毎
日
入
院
シ
來
ル
。
只
今
ノ
処
ニ
テ
ハ
本
院
第
一
分

院
・
第
二
分
院
共
デ
重
輕
傷
共
、
本
日
ノ
人
員
デ
七
千
八
百
二

十
名
、
捕
虜
四
十
名
位
イ
居
ル
。
其
内
脚
気
患
者
ハ
隔カ

ク

リ
室
デ

八
名
位
イ
宛
ヅ
毎
日
死
亡
ス
。
實
ニ
手
ノ
出
シ
ヨ
ウ
無
見
殺
シ

デ
有
。
實
ニ
気
ノ
毒
デ
有
ル
。
又
、
職
員
ナ
ド
テ
病
気
ニ
成
リ

テ
モ
内
地
ニ
ハ
中
々
後
送
致
シ
テ
下
サ
ラ
ヌ
。
又
、
我
々
ハ
負

傷
ハ
致
サ
ズ
、
内
地
ニ
後
送
サ
レ
ル
ノ
ハ
看
護
卒
ナ
ド
ハ
、
皆

脚
気
デ
送
ラ
レ
ル
デ
ア
ル
。
私
等
ト
共
ニ
來
リ
タ
ル
者
デ
、
最
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早
四
名
、
脚
気
デ
廣
嶋
ニ
歸
リ
、
其
内
々
地
迠
デ
送
ラ
レ
、
又

内
脚
気
デ
昇シ

ョ
ウ
シ
ン進

シ
テ
三
名
ダ
ル
ニ
ー
ニ
テ
三
四
日
前
死
亡
シ
タ
。

右
ノ
事
キ
者
ハ
、
實
ニ
気
ノ
毒
ダ
。
当
節
ハ
私
等
モ
職
員
多
ク

ナ
リ
テ
、
体
ハ
落
デ
ツ
レ
ノ
無
キ
、
正
月
ヨ
リ
モ
冝
敷
く
候
。

又
、
陸
軍
恤
兵
部
ヨ
リ
五
日
目
位
宛
ヅ
ニ
色
々
ノ
品
物
、
患
者

ヲ
始
メ
職
員
我
々
ニ
下
サ
ル
。
其
品
者
ハ

落
花
生
ノ
箱
入
・
氷
砂
糖
ノ
箱
入
、
是
レ
ニ
付
テ
東
京
貨

屋
ノ
手
拭
一
ツ
・
ハ
ン
ケ
チ
、
天
狗
煙
草
五
十
夲
・
一
人

ニ
付
酒
二
合
宛
、
半
切
巻
紙
一
夲
・
ラ
イ
ヲ
ン
歯
磨
二

袋
・
ヨ
ウ
ジ
一
夲
、
日
夲
紙
十
二
枚
・
ワ
ラ
紙
八
枚
、
水

飴
ノ
マ
ゲ
者
、
封
袋
一
人
ニ
付
五
枚
位
イ
、
皆
各
々
ニ
別

テ
ク
レ
ル
。

其
内
ニ
テ
モ
煙
草
・
酒
ハ
時
々
下
ル
。
何
タ
リ
ト
モ
別
ニ
不
足

ナ
シ
。
自
分
ノ
身
体
ニ
ハ
樂
過
ぎ
て
困
り
升
。
又
、
私
等
ノ
食

ス
ル
者
ハ
、
別
ニ
炊
事
デ
煮
テ
何
事
モ
ヨ
ロ
シ
イ
ガ
、
ダ
ル

ニ
ー
の
名
物
ノ
蠅
ヤ
の
み
、
其
他
チ
ヤ
ン
ノ
大
便
ノ
不
潔
ニ
ハ

恐
レ
入
タ
。
チ
ヤ
ン
ハ
そ
れ
で
も
自
分
ノ
体
ノ
不
潔
ノ
ハ
栅

（
マ
マ
）ニ

上
ゲ
テ
、
患
者
ナ
ド
死
亡
シ
タ
ノ
ヲ
始シ

末マ
ツ

サ
セ
ン
ト
鼻ハ

ナ

ヲ
摘
ミ

テ
、
其
有
様
ハ
實
ニ
愉
快
ダ
。
最
早
病
室
ノ
事
ハ
此
位
イ
ニ
シ

テ
、
是
ヨ
リ
又
私
ノ
辛
碇
泊
場
司
令
部
附
ノ
事
ヲ
細
カ
ニ
御
知

せ
申
升
上
升
。
私
モ
生
レ
テ
奇

（
寄
）リ

二
十
有
餘
年
モ
立
ツ
ガ
始
メ

テ
九
死
一
生
ノ
目
ニ
合
ヒ
タ
。
此
事
モ
鍛
冶
や
自
宅
定
さ
ん
や

作
兄
上
様
ノ
処
エ
御
傳
エ
下
サ
レ
度
。
是
ヨ
リ
認
メ
升
。

私
等
ハ
御
承
知
ノ
通
リ
、
屯
営
出
発
ノ
時
ヨ
リ
、
右
ノ
赤
字
ノ

処
附
で
有
ル
上
患
者
内
地
ニ
歸
ル
時
ニ
ハ
醫
宦

（
マ
マ
）二

名
位
イ
ニ
私

等
十
名
程
、
患
者
千
二
百
名
位
イ
デ
ア
ル
。
御
承
知
デ
モ
御
座

い
ま
し
う
が
、
是
ヨ
リ
ハ
海
上
勤
務
と
云
フ
タ
ラ
大
イ
ニ
苦
シ

イ
。
其
苦
シ
ノ
ハ
只
ダ
寒
さ
ガ
烈
シ
ク
テ
ツ
ラ
イ
丈
デ
有
ル
。

最
早
青
泥
窪
ニ
上
陸
以
來
、
内
地
ニ
貳
回
行
ク
。
一
度
ハ
患
者

千
二
百
名
、
其
捕
虜
二
十
名
位
積
ミ
テ
、
宇
品
迠
デ
行
キ
、
司

令
部
ニ
引
渡
シ
テ
私
等
ハ
上
陸
シ
テ
帶

（
マ
マ
）在

六
日
致
シ
タ
。
其
時

ハ
タ
イ
ク
ツ
上
、
宮
嶋
見
物
來
リ
マ
シ
タ
。
而
シ
テ
七
日
目
命
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令
ア
リ
テ
、
ダ
ル
ニ
ー
ニ
歸
港
致
ス
事
ト
ナ
リ
テ
宇
品
港
ニ
テ

安
藝
丸
ニ
乘
船
シ
テ
、
其
時
ハ
海
上
無
事
ニ
ダ
ル
ニ
ー
ニ
歸
リ

至
タ
。
上
陸
ス
ル
ヤ
、
以
前
ノ
第
一
分
院
五
號
室
ニ
來
、
病
室

勤
務
ヲ
致
シ
居
ル
。
十
五
日
間
、
病
室
ニ
居
ル
と
本
部
ノ
命
令

デ
明
出
帆
ス
ル
小
雛
丸
ニ
乗
レ
ト
ノ
命
令
。
此
船
ハ
運
送
船
デ

三
千
百
頓
位
イ
シ
カ
ナ
イ
。
是
レ
ニ
患
者
六
百
四
十
名
積
ミ
、

大
坂
築
港
迠
デ
來
リ
、
患
者
上
陸
サ
セ
ル
。
私
等
ハ
上
陸
セ
ズ
、

其
マ
ヽ
小
雛
丸
ニ
テ
宇
品
迠
デ
歸
リ
來
リ
、
其
時
ハ
九
月
廿
七

日
ニ
ダ
ル
ニ
ー
ヲ
出
帆
シ
、
十
月
一
日
、
午
后
三
時
ニ
大
坂
築

港
着
ス
。

又
、
宇
品
十
月
二
日
、
午
后
六
時
着
。
其
時
ハ
海
上
無
事
ニ
宇

品
ニ
着
。
上
陸
シ
テ
宿
舎
ス
ル
。
宇
品
港
海
岸
通
リ
、
旅
館
泰

儀
三
郎
方
ニ
宿
舎
ス
。
此
処
ニ
着
ス
ル
ヤ
船
内
大
イ
ニ
寒
キ
爲

メ
、
防
寒
用
買
ヒ
求
メ
度
ト
思
ヒ
、
右
宅
ニ
テ
自
宅
ニ
電
報
爲

替
ヲ
打
チ
タ
。
電
打
チ
テ
後
、
其
夜
ノ
八
時
頃
ニ
ナ
ル
ト
宇
品

ノ
司
令
部
ヨ
リ
命
令
ア
リ
。
明
三
日
午
前
十
時
迠
デ
病
院
船
𡈽

洋
丸
ニ
乗
船
ト
命
令
ア
リ
タ
リ
。
最
早
電
信
ハ
打
タ
シ
、
明
三

日
ノ
乗
船
デ
ハ
金
モ
受
取
レ
ヌ
ト
心
ノ
内
デ
ハ
ア
キ
ラ
メ
テ
其

宿
舎
ニ
依
頼
致
シ
テ
、
私
ノ
印
ヲ
置
キ
テ
頼
み
テ
、
土
洋
丸
ニ

乘
船
致
シ
マ
シ
タ
。

何
シ
ロ
二
日
ニ
上
陸
シ
テ
一
泊
丈
シ
テ
、
三
日
ノ
日
ニ
ハ
乗
船

シ
タ
。
其
時
ハ
替（

為
替
）為

受
取
レ
ヌ
ノ
ガ
残
念
デ
有
リ
タ
。
宿
舎
ノ

主
人
ハ
心
ガ
堅
キ
上
、
私
ガ
又
宇
品
ヘ
歸
ル
時
迠
デ
取
置
キ
テ

ヤ
ル
ト
云
フ
テ
、
安
心
シ
テ
夕

（
マ
マ
）ル

ニ
ー
ニ
歸
リ
、
十
月
三
日
十

時
ニ
土
洋
丸
ニ
乘
リ
込
ミ
マ
シ
タ
。
此
船
ハ
二
千
三
百
頓
許
リ

テ
少
サ
キ
船
デ
ア
ル
。
病
院
船
デ
有
ル
カ
ラ
、
看
護
婦
モ
三
十

四
名
乗
リ
居
リ
候
。
宇
品
港
ヲ
十
月
三
日
、
午
后
二
時
ニ
出
帆

シ
タ
。
四
日
ニ
門
司
ニ
着
シ
、
此
処
ニ
テ
石
炭
ヲ
積
込
ム
ニ
付

キ
、
一
日
碇
泊
シ
テ
、
私
等
モ
其
間
、
門
司
ニ
上
陸
シ
テ
處
所

見
物
後
、
又
本
船
ニ
乘
船
シ
、
五
日
朝
八
時
頃
、
門
司
出
帆
シ
、

對
嶋

（
馬
）海

峡
済
州
嶋
迠
デ
ハ
別
ニ
波
モ
ナ
ク
乗
リ
シ
ガ
、
黄
海
ノ

岡
ナ
ル
安
眠
嶋
附
近
ニ
來
ル
と
、
波
大
イ
ニ
立
チ
テ
、
船
ユ
ス

（

）
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レ
ル
。

其
時
ハ
私
等
モ
別
ニ
何
と
も
思
わ
ず
居
り
た
が
、
夜
引
七
時
半

頃
ヨ
リ
、
又
一
そ
う
波
大
キ
ク
ナ
リ
テ
雨
ハ
降
り
、
風
ハ
大
キ

ク
マ
ス
ト
ヲ
打
た
を
す
ガ
如
ク
、
波
ハ
益
々
髙
ク
、
甲
板
上
ニ

落
ル
雨
ヲ
見
レ
バ
、
雪
ノ
如
ク
降
リ
而
、
ま
る
で
船
ハ
荷
物
積

居
ラ
ヌ
上
、
尾
に
ニ
付
ケ
テ
有
ル
す
こ
ろ
く
と
云
フ
者
、
船
体

ノ
動
ク
ダ
ヒ
か
ら
廻
り
ヲ
す
る
。
其
音
ノ
大
キ
サ
實
ニ
強
ク
何

シ
ロ
五
日
ノ
夜
ノ
拾
一
時
頃
ヨ
リ
夜
明
ノ
二
時
頃
ハ
實
ニ
大
キ

カ
ツ
タ
。
其
時
ノ
有
様
ハ
最
早
碇
泊
場
司
令
部
附
ハ
い
や
思
ヒ

た
れ
ど
命
令
ナ
ル
上
是
非
ガ
ナ
イ
。
六
日
の
午
后
三
時
ニ
ど
う

や
ら
青
泥
窪
港
ニ
入
リ
マ
シ
タ
ガ
、
其
時
ノ
嬉
こ
ビ
、
皆
一
同

よ
ろ
こ
び
ま
し
た
。

何
レ
又
無
事
デ
居
リ
タ
ラ
、
凱
旋
ノ
明
月
萬
々
御
話
し
申
上
候
。

又
、
当
ダ
ル
ヨ
リ
旅
順
迠
デ
ハ
里
數
十
八
里
程
ナ
キ
上
、
一
昨

日
二
十
八
山
チ
ノ
砲
声
タ
エ
ズ
キ
コ
エ
ル
。
又
、
患
者
出
入
大

イ
ニ
有
リ
、
實
ニ
こ
ん
ざ
つ
な
り
。

旅
順
ヨ
リ
來
ル
患
者
ノ
談
ニ
奇

（
寄
）レ

バ
、
九
日
ニ
打
チ
タ
ル
我
砲

二
十
八
山
チ
二
十
七
發
打
チ
タ
ル
処
、
其
内
七
發
ハ
た
し
か
ニ

敵
ニ
命
中
致
シ
タ
ト
ノ
事
、
又
其
内
ノ
二
發
ハ
旅
順
港
外
ニ
有

ル
敵
ノ
船
ニ
二
発
命
中
ノ
事
、
旅
順
陥
落
モ
本
月
中
ナ
ラ
ン
ノ

事
ナ
リ
。
余
ハ
御
便
。

今
迠
デ
ニ
ダ
ル
ニ
ー
ニ
居
リ
テ
村
内
ノ
者
出
合
セ
タ
ル
事
、
一

名
モ
御
座
な
く
、
過
般
内
地
ニ
患
者
ヲ
送
リ
來
ル
時
、
安
藝
丸

ニ
テ
真
隺

（
鶴
）村

ノ
下
町
ノ
橋
本
ト
云
フ
人
ニ
出
合
セ
タ
ル
丈
テ
有
。

實
ニ
患
者
モ
沢
山
有
ル
ガ
、
知
り
人
ニ
ハ
面
会
シ
ナ
イ
。
又
二

見
峰
太
郎
殿
ト
ハ
居
ル
処
、
漸
や
く
別

（
分
）リ

テ
手
紙
ノ
交
換
を
致

シ
居
リ
候
。
過
般
乙
升
様
ノ
處
ヨ
リ
御
地
様
子
詳
細
ニ
御
通
知

下
さ
れ
て
、
誠
ニ
何
ヨ
リ
う
レ
シ
か
ん
た
。

宮
上
ノ
戦
死
者
ハ
紺
や
ノ
室
伏
君
ニ
、
今
一
名
ハ
誰
ナ
リ
や
、

私
ニ
ハ
別
リ
マ
セ
ン
。
右
ノ
事
モ
自
宅
ヨ
リ
知
せ
た
が
、
少
々

モ
心
ニ
落
入
ぬ
。
乙
升
様
の
処
ヘ
モ
今
ダ
多
忙
な
る
上
、
御
返

事
差
上
ズ
居
ル
上
、
御
宅
様
ヨ
リ
一
寸
先
ニ
冝
敷
ク
御
傳
ヘ
置



690

別編　昭和三〇年以前の追録資料

き
下
さ
れ
度
。
又
青
沢
窪
町
ノ
様
子
色
々
と
町
ノ
名
ガ
付
き
て
、

大
山
町
一
二
町
目
、
児
玉
町
、
山
地
町
、
福
嶋
町
、
海
岸
通
り
、

乃
木
町
な
ど
の
名
町
付
テ
、
實
ニ
開
ケ
タ
、
又
公
園
ア
リ
。
此

中
ニ
ハ
虎
大
ナ
ル
一
疋
居
リ
、
熊
二
疋
、
右
ノ
虎
ノ
大
キ
ナ
者

ニ
ハ
私
モ
驚
入
タ
。
其
虎
ハ
露
助
ガ
戦
争
開
ケ
ル
時
、
日
夲
ノ

婦
土
人
を
虎
ニ
喰
セ
タ
ト
ノ
事
。
右
ノ
次
第
ナ
レ
バ
、
實
ニ
あ

わ
れ
む
べ
き
で
有
ル
。
余
ハ
他
ニ
ウ
ツ
ル
。

前
記
ノ
讀

（
續
）き

右
ノ
公
園
ニ
居
ル
虎
、
大
ナ
ル
事
、
東
京
上
野
公
園
ニ
居
ル
奇

（
寄
）

リ
ハ
三
□
か
ケ
マ
大
キ
ク
、
又
其
虎
ハ
右
ノ
次

ヲ
致
シ
タ
事

ニ
テ
、
我
日
本
軍
人
ガ
公
園
ニ
遊
ビ
ニ
行
ク
。
其
虎
ヲ
見
レ
バ
、

兵
皆
其
虎
ニ
當
リ
テ
小
石
ヲ
打
チ
付
ケ
ル
。
虎
ハ
を
こ
り
て
大

こ
へ
を
立
テ
ヽ
目
を
丸
く
シ
て
な
き
さ
け
ぶ
。
其
こ
え
天
ニ
ヒ

ビ
き
、
丸
で
砲
ヲ
打
チ
タ
ル
音
す
こ
し
も
ち
が
い
な
い
。
其
虎

モ
近
々
東
京
ニ
送
ル
由
、
其
虎
モ
後
日
ノ
話
ノ
為
、
送
リ
タ
ラ

是
非
一
回
ハ
見
物
致
シ
テ
も
冝
敷
イ
。
私
モ
又
近
々
内
地
迠
デ

患
者
を
送
り
て
來
ル
。
又
其
時
ハ
知
せ
升
。

一
寸
申
置
き
升
が
、
宇
品
ニ
送
り
タ
時
、

清
国
ダ
ル
ニ
ー
ト
表
書
ガ
印
シ
テ
有
り
て
モ
、
宇
品
港
で
送
り

申
升
ガ
、
其
事
ハ
御
承
知
置
き
下
さ
れ
度
候
。

又
、
手
紙
ノ
返
事
ノ
義
モ
、
私
内
地
ニ
来
リ
居
ル
畄
守
ニ
病
室

ニ
来
リ
居
ル
上
、
何
夲
モ
沢
山
歸
レ
バ
畄
リ
居
ル
。
其
上
返
事

延
引
す
る
。

湯
ケ
原
、
大
次
郎
ガ
新
聞
送
り
下
さ
れ
て
何
ヨ
リ
楽
し
み
だ
。

此
度
大
次
郎
ニ
行
合
ヒ
タ
ラ
御
気
ノ
毒
な
が
ら
以
前
ノ
通
り
、

一
分
院

五
号
室
で
御
宛
デ
ニ
テ
出
し
下
さ
る
よ
う
御
傳
言

申
下
サ
レ
度
。
私
ノ
処
エ
手
紙
下
サ
ル
宅
ノ
姓
名
、
左
ニ
記
ス
。

今
迠
ノ
分

　
　
　
　

日
吉
町　
　
　
　
　

三
夲

東
京　

　

橘
や
呉
服
店　
　
　

二
夲

　
　
　
　

石
川
中
村

横
濱　

　

戸
川
岩
太
郎　
　
　

二
夲
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熱
海　
　

長
津
宇
兵
衛　
　
　

二
夲

　
　
　
　

濱
田
仙
次
郎　
　
　

一
夲

　
　
　
　

嶋　

平
蔵　
　
　
　

二
夲

　
　
　
　

山
田
由
次
郎　
　
　

一
夲

吉
濱　
　

乙
竹
様　
　
　
　
　

一
夲

門
川　
　

寺
井
松
五
郎　
　
　

一
夲

　
　
　
　

白
宅
ヨ
リ　
　
　
　

タ
ツ
タ
今
迠
二
夲

宮
下　

　

西
山
常
次
郎　
　
　

二
夲

　
　
　
　

杉
本
彦
五
郎　
　
　

二
夲

泉　
　
　

石
川
文
吉　
　
　
　

一
夲

湯
ケ
原　

杉
本
大
次
郎　

　
　

今
迠
デ
續
イ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
ぶ
ん

小
田
原　

岡
田
内　
　
　
　
　

二
夲

其
他
軍
隊
ノ
友
人
最
早
沢
山
来
リ
タ
。

右
ノ
事
、
私
ノ
内
ヘ
モ
細
カ
な
事
聞
せ
て
下
さ
れ
、
湯
ケ
原
新

や
多
那
ヘ
モ
是
非
頼
み
升
。

二
見
長
蔵
様
、
二
見
宗
助
様
、
二
見
久
作
様
、
定
さ
ん
に
も
冝

敷
く
傳
言
願
ヒ
升
。

　
　
　

御
話
ハ
終
り

拾
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
肥
野
萬
作

　
　

二
見
大
兄
様

　
　

御
家
内
御
中　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮
下　

二
見
弘
氏
蔵
）

寒
気
を
迎
え
た
が
健
勝
。
旅
順
の
戦
い
は
軍
の
機
密
だ
が
旅

順
・
遼
陽
か
ら
は
多
く
の
戦
傷
患
者
が
送
ら
れ
、
そ
の
中
に
は

脚
気
患
い
で
死
亡
す
る
者
も
多
い
。
陸
軍
恤じ

ゅ
つ

兵へ
い

部ぶ

か
ら
は
生
活

必
需
品
が
支
給
さ
れ
、
別
に
不
足
は
な
い
。
現
在
は
病
院
船
の

海
上
勤
務
に
従
事
し
、
戦
傷
患
者
や
捕
虜
な
ど
を
搬
送
す
べ
く

内
地
と
外
地
と
を
往
来
し
て
い
る
が
、
海
上
が
時
化
る
と
生
命

の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
寒
さ
も
強
烈
で
辛
い
任
務
で
あ
る
。

�������������
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198　

靑
年
會
規
約
標
準

　
　
　
　

靑
年
會
規
約
標
準
（
明
治
四
十
三
年
四
月
三
日
）

第
一
條　

本
會
ハ
敎
育
ニ
關
ス
ル
勅
語
幷
戊
申
詔
書
ノ
垩
旨
ヲ

奉
体
シ
靑
年
ノ
親
睦
、
智
德
ノ

養
、
体
育
ノ
奬
勵
、
風
紀

ノ
振
肅
、
公
共
心
ノ
振
肅
、
産
業
ノ
發
達
ヲ
企
圖
シ
忠
君
愛

國
ノ
精
神
ト
敬
神
念
租
ノ
觀
念
ト
ヲ
養
成
シ
以
テ
勤
儉
力
行

ノ
公
民
タ
ル
ヲ
期
ス
ル
ヲ
目
的
ト
ス

第
二
條　

本
會
ハ
本
町
村
内
ニ
居
住
ス
ル
齡
十
五
歲
以
上
三
十

五
歲
迄
ノ
男
子
ヲ
以
テ
組
織
シ
何
町
村
靑
年
會
ト
稱
ス
、
本

會
ノ
事
務
所
ヲ
何
小
學
校
内
ニ
置
ク

第
三
條　

本
會
ニ
支
部
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得

第
四
條　

本
會
ハ
第
一
條
ノ
目
的
ヲ
達
セ
ン
カ
爲
メ
左
ノ
事
項

ヲ
實
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一
、
適
當
ノ
方
法
ヲ
以
テ
土
地
ニ
適
切
ナ
ル
補
習
敎
育
ヲ
行

フ
コ
ト

二
、
圖
書
縦
覽
所
ヲ
設
ク
ル
コ
ト

三
、
通
俗
講
談
會
、
講
習
會
、
品
評
會
等
ヲ
開
催
ス
ル
コ
ト

四
、
体
育
ノ
爲
メ
運
動
會
、
撃
劍
、
柔
術
、
角
力
其
ノ
他
ノ

競
技
ヲ
爲
ス
コ
ト

五
、
本
町
村
内
ニ
於
ケ
ル
耆
老
ヲ
慰
敬
シ
善
行
者
ヲ
頌
表
ス

ル
コ
ト

六
、
風
紀
ノ
改
善
、
勤
儉
貯
蓄
ノ
奬
勵
、
衛
生
思
想
ノ
普
及

其
他
本
町
村
ノ
發
達
ニ
資
ス
ル
施
設
ヲ
爲
ス
コ
ト

七
、
本
町
村
事
業
ノ
振
興
ニ
協
力
シ
殊
ニ
勞
力
ヲ
要
ス
ル
モ

ノ
ハ
進
テ
其
施
設
ニ
任
ス
ル
コ
ト

八
、
共
同
シ
テ
試
作
苗
代
、
養
蠶
、
開
墾
、
植
林
等
ヲ
行
フ

コ
ト

九
、
會
員
ニ
シ
テ
操
行
善
良
其
ノ
他
感
稱
ス
ヘ
キ
行
爲
ア
ル

モ
ノ
ハ
表
彰
ス
ル
コ
ト

十
、
以
上
ノ
外
本
會
ニ
於
テ
必
要
ト
認
ム
ル
事
項

第
五
條　

會
員
ハ
本
會
ノ
費
用
ヲ
分
擔
ス
ル
ノ
義
務
ア
ル
モ
ノ
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ト
ス

第
六
條　

會
員
ニ
シ
テ
本
會
ノ
目
的
ニ
反
シ
又
ハ
本
會
ノ
体
面

ヲ
汚
ス
ノ
行
爲
ア
ル
ト
キ
ハ
戒
告
ヲ
加
ヘ
其
ノ
反
省
ヲ
促
シ

又
ハ
除
名
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
七
條　

本
會
ハ
學
識
名

ア
ル
者
本
會
ニ
對
シ
功
績
ア
ル
者

ヲ
名
譽
會
員
若
ハ
特
別
會
員
ニ
推
薦
ス

第
八
條　

本
會
ニ
左
ノ
役
員
ヲ
置
ク

一
、
總　

理　

一
名　
　

一
、
會
長　
　
　

一
名　
　

一
、
副
會
長　

一
名　
　

一
、
評
議
員　

若
干
名

一
、
幹
事　

若
干
名

第
九
條　

總
理
ニ
ハ
町
村
長
ヲ
會
長
ニ
ハ
小
學
校
長
ヲ
副
會
長

ニ
ハ
小
學
校
長
若
ハ
上
席
敎
員
ヲ
推
薦
ス
評
議
員
ハ
會
員
ノ

互
選
ト
ス

幹
事
ハ
（
各
支
部
ニ
於
テ
其
ノ
部
ニ
屬
ス
ル
會
員
中
ヨ
リ
一

名
ツ
ヽ
ヲ
互
選
シ
其
ノ
他
ノ
若
干
名
ハ
）
會
長
之
ヲ
指
名
ス

第
十
條　

總
理
ハ
本
會
ヲ
總
理
ス

會
長
ハ
總
理
ノ
旨
ヲ
受
ケ
會
務
ヲ
提
理
シ
本
會
ヲ
代
表
ス

副
會
長
ハ
會
長
ヲ
補
ケ
會
長
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
職
務
ヲ

代
理
ス

幹
事
ハ
會
長
ノ
指
揮
ヲ
受
ケ
會
務
ヲ
掌
理
ス
（
但
支
部
所
屬

會
員
ノ
選
擧
ニ
係
ル
モ
ノ
ハ
專
ラ
其
支
部
ノ
事
務
ヲ
擔
任
ス
）

第
十
一
條　

役
員
ハ
正
當
ノ
事
由
ナ
ク
シ
テ
辭
任
ス
ル
ヲ
得
ス

第
十
二
條　

評
議
員
會
ハ
會
長
之
ヲ
招
集
ス

評
議
員
會
ニ
於
テ
ハ
本
會
ノ
重
要
ナ
ル
事
項
ヲ
議
決
ス

第
十
三
條　

本
會
ノ
事
業
年
度
ハ
四
月
一
日
ニ
始
メ
翌
年
三
月

三
十
一
日
ニ
終
ル

第
十
四
條　

本
會
ノ
經
費
ハ
會
員
ノ
作
業
收
入
及
負
擔
金
其
他

ノ
收
入
ヲ
以
テ
之
ヲ
支
辨
ス

歳
計
剩
餘
金
ハ
之
ヲ
本
會
ノ
基
本
財
產
ニ
編
入
ス

第
十
五
條　

本
會
ノ
財
產
ハ
會
長
之
ヲ
管
理
ス

第
十
六
條　

本
規
約
ノ
追
加
改
正
ハ
總
集
會
ニ
於
テ
會
員
半
數

以
上
出
席
シ
其
過
半
數
ヲ
以
テ
決
ス
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（
宮
上　

八
亀
信
氏
蔵
）

明
治
時
代
の
青
年
会
の
実
態
が
う
か
が
わ
れ
る
資
料
で
あ
る
。

規
約
は
全
一
六
条
か
ら
な
る
。
青
年
会
の
総
理
に
は
町
村
長
、

会
長
に
は
小
学
校
長
が
就
任
し
た
。

199　

用
水
供
給
約
定
証

用
水
供
給
約
定
証

一
、
当
村
用
水
歳
分
供
給
ス
ル
ヿ

二
、
落
尻
ハ
当
村
ノ
川
ト
ス
ル
ヿ

三
、
旱
魃
ノ
際
ハ
供
給
ヲ
見
合
ス
ル
ヿ

　
　

但
シ
、

　
　
　

復
旧
之
節
ハ
、
右
約
定
ヲ
履
行
ス
ル
ヿ

後
日
爲
、
右
約
定
証
一
札
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
浦
村

　

明
治
四
拾
四
年　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
橋
柳
𠮷　

印

　
　
　

五
月
卅
日

　
　
　

土
肥
村
城
堀
部
長

　
　
　
　

御
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
城
堀
区
蔵
）

土
肥
村
城
堀
部
長
と
交
わ
し
た
福
浦
村
の
用
水
供
給
に
関
す

る
約
定
規
約
。

200　

大
正
五
年
十
一
月
三
日
立
太
子
式　

奉
祝
大
運
動
會

大
正
五
年
十
一
月
三
日
立
太
子
式

奉
祝
大
運
動
會

順序

種類

学年

回数

内外

名　
　
　

稱

一

一
同
着
席
敬
礼

二　

開
會
之
辞

三

君
が
代
合
唱

四

風
船
打
上
ゲ

五
　

個　

五
男
　

二　
　

外　

韋
駄
天

六
　

團　

四
女
　

一　
　

内　

宝
集
メ

七
　

動　

三
男
　

一　
　

内　

か
ゞ
や
く
光

八
　

個　

二
女
　

四　
　

外　

朝
寐
の
報
い
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九
　

團　

合
男
　

一　
　

外　

汽
車
の
旅

一
〇　

行　

五
女
　

一　
　

内　

千
変
萬
化

一
一　

個　

六
男
　

三　
　

外　

足
の
協
同
一
致

一
二　

團　

二
男
　

一　
　

内　

戴
嚢
競
争

一
三　

動　

一
女
　

一　
　

内　

お
星
様

一
四　

個　

髙
男
　

四　
　

外　

徒
競
爭

一
五　

團　

三
女
　

一　
　

内　

千
鳥
旗
送
り

一
六　

個　

四
男
　

三　
　

外　

蛙
の
覚
醒

一
七　

團　

六
女
　

一　
　

内　

秋
霽
の
間

一
八　

個　

合
二
男　

二　
　

内　

旗
取
り

一
九　

動　

二
女
　

一　
　

内　

案
山
子

二
〇　

團　

六
男
　

一　
　

内　

秋
の
取
り
入
れ

二
一　

團　

髙
女
　

二　
　

外　

ス
プ
ー
ン
レ
ー
ス

二
二　

行　

四
・
五

男　

　

一　
　

内　

プ
ロ
ム
ネ
ー
ド

二
三　

團　

五
女
　

一　
　

内　

責
任
重
大

二
四　

個　

三
男
　

二　
　

内　

猫
の
ゆ
く
へ

二
五　

團　

一
男
女　

一　
　

内　

だ
る
ま
の
旅
行

二
六　

個　

合
三
男　

二　
　

外　

間
□
ぬ
け

二
七　

動　

三
女
　

一　
　

外　

□
の
祭

二
八　

團　

五
男
　

一　
　

内　

□
□
旗
送
り

二
九　

個　

青
同

　

外　

徒
競
爭

三
〇　

個　

四
女
　

四　
　

外　

母
の
手
傳

三
一　

團　

四
男
　

一　
　

内　

腕
ぢ
か
ら

三
二　

個　

六
女
　

三　
　

外　

旅
は
道
づ
れ

三
三　

動　

一
男
　

一　
　

内　

一
寸
法
師

三
四　

團　

二
女
　

一　
　

内　

千
鳥
旗
送
り

三
五　

体　

高
、
六　

男

　

一　
　

内　

兵
式
教
練

三
六　

團　

三
、

四
、
五　

一　
　

外　

選
手
競
爭

三
七

中（
マ
マ
）

食
休
憩

三
八

風
船
打
上
げ

三
九　

團　

二
、
三

男
　

一　
　

内　

綱
引

四
〇　

個　

五
女
　

□　
　

□　

四
一　

團　

三
男
　

一　
　

□　

の
合
戰

四
二　

個　

髙
女
　

二　
　

外　

ひ

四
三　

体　

五
男
　

一　
　

内　

体
操

四
四　

團　

六
女
　

一　
　

内　

□
□
の
活
動

四
五　

個　

髙
男
　

四　
　

外　

萬
難
を
破

（
マ
マ
）し
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四
六　

行　

四
、
五

女
　

一　
　

内　

天
女
の
ま
ひ

四
七　

團　

六
男
　

一　
　

内　

衛
生
隊

四
八　

個　

三
女
　

三　

大
正
を
忘
れ
ず

四
九　

團　

職
　

一　
　

外　

ス
プ
ー
ン
レ
ー
ス

五
〇　

動　

二
男
　

一　
　

内　

那
須
野
与
一

五
一　

個　

同
青
　

三　
　

外　

障
礙
物
競
爭

五
二　

團　

髙
女
　

一　
　

内　

髙
低
玉
送
り

五
三　

個　

二
男
　

三　
　

外　

太
公
望

五
四　

團　

髙
男
　

一　
　

内　

此
の
一
戰

五
五　

動　

合
□
　

一　
　

内　

日
の
丸
の
旗

五
六　

團　

六
、

一
、二　

一　
　

外　

選
手
競
爭

五
七　

行　

髙
、

六
女
　

一　
　

内　

カ
レ
ド
ニ
ア
ン
人

五
八　

体　

全
　

一　
　

内　

全
校
体
操

五
九　

唱　

全
　

一　

金
剛
石

六
〇

萬
歳
三
唱

六
一

閉
會
の
辞

六
二

一
同
解
散

　
　
　

但
シ
、
事
宜
ニ
ヨ
リ
テ
番
組
ノ
変

　
　
　

代
更
ア
ル
ベ
シ

　

尋
常
髙
等
土
肥
小
学
校

（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

201　

震
災
死
亡
者
大
法
會
通
知

明
二
十
二
日
午
前
八
時
よ
り
土
肥
村
役
塲
に
於
て
震
災
に
関
す

る
勅
諭
の
奉
讀
式
を
行
ひ
、
終
っ
て
各
種
の
打
合
は
せ
を
な
し　

尚
午
後
一
時
よ
り
震
災
死
亡
者
大
法
會
相
營
み
度
候
間
萬
障
御

繰
り
合
せ
御
臨
席
相
成
度
、

此
段
及
御
通
知
候
也

　

大
正
十
二
年
九
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
肥
村
長　

伊
藤
濱
平　

印

　

宮
上

　
　
　

室
伏
勝
蔵　

殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）
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関
東
大
震
災
の
際
の
死
亡
者
の
大
法
会
を
九
月
二
二
日
に
土

肥
村
役
場
で
実
施
す
る
旨
の
通
知
。

202　

足
柄
下
郡
土
肥
村
立
女
子
實
業
補
習
學
校
規
程

　
　
　
　

足
柄
下
郡
土
肥
村
立
女
子
實
業
補
習
學
校
規
程

　
　
　

第
一
章　

総
則

第
一
條　

本
校
ハ
女
子
ニ
對
シ
處
世
上
必
須
ナ
ル
知
識
技
能
ヲ

授
ケ
兼
ネ
テ
婦
德
ヲ
涵
養
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

第
二
條　

本
校
ノ
□
課
程
ヲ
分
チ
テ
前
期
後
期
ト
シ
其
ノ
修
業

年
限
ハ
前
期
一
ケ
年
後
期
二
ケ
年
ト
ス

第
三
條　

生
徒
定
員
ハ
前
期
二
十
人
後
期
三
十
人
ト
ス

第
四
條　

學
年
ハ
四
月
一
日
ニ
始
マ
リ
翌
年
三
月
三
十
一
日
ニ

終
ル

第
五
條　

學
年
ヲ
分
チ
テ
三
學
期
ト
ス
第
一
學
期
ハ
四
月
一
日

ヨ
リ
八
月
三
十
一
日
ニ
至
リ
第
二
學
期
ハ
九
月
一
日
ヨ
リ
十

二
月
三
十
一
日
ニ
至
リ
第
三
學
期
ハ
翌
年
一
日
ヨ
リ
三
月
三

十
一
日
ニ
至
ル

第
六
條　

休
業
日
ハ
左
ノ
如
シ

一
、
祝
日　
　

大
祭
日　
　

日
曜
日

二
、
皇
后
陛
下
御
誕
辰

三
、
夏
季
休
業
日
（
自
八
月
一
日
至
仝
丗
一
日
）

四
、冬
季
休
業
日
（
自
十
二
月
二
十
五
日
至
翌
年
一
月
七
日
）

五
、
學
年
末
休
業
日
（
自
三
月
廿
五
日
至
仝
三
十
一
日
）

　
　
　

第
二
章　

學
科
課
程

第
七
條　

前
期
ニ
ア
リ
テ
ハ
修
身　

國
語　

數
學　

家
事　

裁

縫
ト
ス

第
八
條　

後
期
ニ
ア
リ
テ
ハ
修
身　

國
語　

數
學　

家
事　

裁

縫
ト
ス

第
九
條　

學
科
課
程
及
毎
週
敎
授
時
數
ハ
別
表
ノ
如
シ

第
十
條　

短
期
間
特
殊
ノ
事
項
ヲ
致
タ
ル
爲
メ
隨
時
講
習
ヲ
爲

ス
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

　
　
　

第
三
章　

敎
授
ノ
時
刻
及
季
節
ニ
関
ス
ル
事
項
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第
十
一
條　

始
業
終
業
時
刻

　

自
四
月
一
日

至
五
月
丗
一
日　
　

午
前
八
時
始
業
午
后
四
時
終
業

　

自
六
月
一
日

至
九
月
三
十
日　
　

午
前
七
時
始
業
午
后
三
時
終
業

　

自
十
月
一
日

至
三
月
廿
六
日　
　

午
前
九
時
始
業
午
后
四
時
終
業

　
　
　

第
四
章　

入
學
退
學

第
十
二
條　

生
徒
ハ
學
年
ノ
始
メ
ニ
於
テ
募
集
ス

第
十
三
條　

本
校
ニ
入
學
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ハ
品
行
方
正

身
躰
健
康
ニ
シ
テ
左
ノ
資
格
ア
ル
モ
ノ
ニ
限
ル

一
、
前
期
ニ
入
學
ス
ル
コ
ト
ヲ
年
齢
満
十
二
才
以
上
ニ
シ
テ

尋
常
小
學
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
モ
ノ
又
ハ
之
ニ
準
ズ
ベ
キ
者

ト
ス

二
、
後
期
ニ
入
學
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ハ
前
期
ヲ
修
業
シ

タ
ル
モ
ノ
及
髙
等
小
學
校
卒
業
者
又
ハ
之
ニ
準
ス
ベ
キ
モ

ノ
ト
ス

第
十
四
條　

入
學
志
願
者
數
多
數
ニ
シ
テ
定
員
ヲ
超
過
ス
ル
時

ハ
學
級
ヲ
増
加
ス

第
十
五
條　

生
徒
疾
病
ニ
罹
リ
タ
ル
時
ハ
其
ノ
病
狀
ヲ
ニ
ヨ
リ

一
ケ
年
以
内
休
學
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
十
六
條　

生
徒
疾
病
其
ノ
他
ノ
事
故
ニ
因
リ
退
學
セ
ン
ト
ス

ル
ト
キ
ハ
願
書
ニ
其
ノ
事
由
ヲ
詳
具
シ
校
長
ノ
許
可
ヲ
受
ク

ベ
シ

第
十
七
條　

生
徒
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
當
ス
ル
ト
キ
ハ
退
學
ヲ

命
ズ

一
、
性
行
不
良
ニ
シ
テ
改
善
ノ
見
込
ナ
キ
者

一
、
成
業
ノ
見
込
ナ
シ
ト
認
メ
ル
モ
ノ

一
、
引
續
キ
一
ケ
年
以
上
欠
席
シ
タ
ル
モ
ノ

一
、
正
當
ノ
事
由
ナ
ク
シ
テ
引
續
キ
二
ケ
月
以
上
欠
席
シ
タ

ル
者

　
　
　

第
五
章　

成
績
考
査
、
修
業
、
卒
業

第
十
八
條　

各
學
期
ノ
成
期
ハ
平
素
ノ
成
績
又
ハ
試
験
ニ
依
リ

テ
考
査
シ
各
學
年
ノ
課
程
ノ
修
了
若
ハ
卒
業
ハ
各
學
期
ノ
成



699



績
又
ハ
試
験
ニ
ヨ
リ
テ
認
定
ス

第
十
九
條　

前
條
ノ
考
査
ニ
ヨ
リ
學
力
技
能
不
充
分
ト
認
メ
タ

ル
モ
ノ
ハ
原
級
ニ
止
ム

第
二
十
條　

本
校
規
定
ノ
學
科
ヲ
卒
業
若
ハ
修
業
シ
タ
ル
者
ニ

ハ
左
ノ
如
キ
證
書
ヲ
授
與
ス

　
　
　
　

卒
業
（
修
業
）
證
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

族
籍

　
　

校
印　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏　
　
　
　
　

名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年　
　

月　
　

日
生

本
校
後
期
（
前
期
）
ノ
課
程
ヲ
卒
業
（
修
業
）
シ
タ
ル
コ
ト

ヲ
證
ス

　
　
　
　
　
　
　

年　
　

月　
　

日

神
奈
川
縣
足
柄
下
郡
土
肥
村
立
女
子
實
業
補
習
學
校
長
名
印

　
　
　

第
六
章　

授
業
料

第
二
十
一
條　

授
業
料
ノ
月
額
左
ノ
如
シ

前
期
、
後
期
ト
モ
壹
円
ト
ス

生
徒
ハ
毎
月
二
十
日
限
リ
本
村
役
場
ニ
納
付
ス
ベ
シ

授
業
料
ノ
納
付
ヲ
怠
ル
モ
ノ
ハ
登
校
ヲ
停
止
ス
ル
コ
ト
ア
ル

ベ
シ

授
業
料
ハ
特
別
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
減
免
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

　
　
　

第
七
章　

賞
罰

第
二
十
二
條　

生
徒
中
學
業
技
能
操
行
等
特
ニ
他
ノ
模
範
ト
ス

ル
ニ
足
ル
モ
ノ
ア
ル
時
ハ
之
レ
ヲ
褒
賞
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
二
十
三
條　

生
徒
ニ
シ
テ
諸
規
則
命
令
及
訓
諭
ニ
違
フ
者
其

ノ
他
不
都
合
ノ
行
爲
ア
ル
時
ハ
其
ノ
軽
重
ニ
從
ヒ
テ
之
レ
ヲ

處
罰
ス

　
　
　
　

（
以
上
）
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敎
科
目
、
敎
授
時
數
、
及
程
度

敎
科
目

程　
　

度

敎　

授　

時　

數

前　
　

期
後
期
一
年
仝　

二
年

修　

身
人
道
實
践
ノ
方
法
禮

儀
作
法
實
習

　
　
　

一
　
　
　

一
　
　
　

一

国　

語
普
通
文
ノ
読
解
綴
方

書
方

　
　
　

四
　
　
　

四
　
　
　

四

算　

術
四
則
及
應
用
問
題
比

例
珠
算

　
　
　

一
　
　
　

一
　
　
　

一

家　

事
家
庭
ニ
於
ケ
ル
須
知

ス
ベ
キ
事
項

　
　
　

二
　
　
　

二
　
　
　

二

裁　

縫
通
常
衣
服
ノ
裁
方
縫

方
積
方
繕
方

　
　

二
八
　
　

二
八
　
　

二
八

　
　
　
　

大
正
十
三
年
度
女
子
実
業
補
習
學
校
豫
算

　
　
　
　
　

歳
入
ノ
部

　

縣
費
補
助　
　
　
　
　

五
〇
〇
円　

専
任
敎
員
一
人
俸
給
ノ

三
分
ノ
二
以
内
ノ
補
助

　

授
業
料　
　
　
　
　
　

四
九
五
円　

生
徒
四
十
五
人
十
一
ケ

月
分
授
業
料

　
　

歳
入
合
計　
　
　
　

九
九
五
円

　
　
　
　

歳
出
ノ
部

　

給　

料　
　
　
　
　
　

八
四
〇
円　

専
任
敎
員
一
人
俸
給

　

雜
給

　
　
　
　
　

旅
費　
　
　
　

三
〇
円

　
　
　
　
　

賞
与　
　
　
　

七
〇
円　

敎
員
年
末
賞
与

　

需
要
費

備
品
費　
　

七
一
五
円

裁
縫
台　

二
十
五　

二
五
〇
円　

ミ
シ
ン
二
台　

三
〇
〇
円　

置
戸
棚　

二
個　

一
二
〇
円



火
鉢　

二
個　

二
〇
円　

ア
イ
ロ
ン　

二
個　

六
円　

火
熨　

五
個　

一
〇
円

鏝　

十
個　

五
円　

物
指　

二
尺
サ
シ
二
十
本　

四
円

　
　
　
　
　

消
耗
品
費　

二
五
〇
円
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通
信
運
搬
費　
　

五
円

　
　
　
　
　

生
徒
賞
与　
　

一
〇
円

　
　
　
　
　

雜
費　
　
　
　

二
〇
円

　
　

歳
出
合
計　
　

一
、
九
四
〇
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

足
柄
下
郡
土
肥
村
立
女
子
実
業
補
習
学
校
規
程
の
全
七
章
二

三
条
と
一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
度
同
校
予
算
を
提
示
し
た

も
の
。
大
正
期
の
女
子
教
育
の
実
態
が
う
か
が
わ
れ
る
貴
重
な

資
料
で
あ
る
。

203　

契
約
書
（
大
洞
の
石
材
採
掘
に
付
）

契
約
書

神
奈
川
縣
足
柄
下
郡
土
肥
村
城
堀
部
落
代
表
者
總
代
菅
沼
三
津

藏
ヲ
甲
ト
シ
、
仝
縣
仝
郡
吉
濱
村
吉
濱
千
参
百
五
拾
弐
番
地
佐

藤
隆
吉
ヲ
乙
ト
シ
、
左
ノ
通
契
約
ヲ
締
結
ス

一
条　

甲
ハ
足
柄
下
郡
土
肥
村
城
堀
共
有
山
仝
所
字
大
洞
別

紙
図
面
中
甲
ノ
部
分
ニ
於
テ
大
正
拾
四
年
壱
月
壱
日
ヨ
リ
大

正
拾
八
年
拾
弐
月
参
拾
壱
日
迄
満
五
ケ
年
間
金
七
百
円
也
ノ

料
金
ヲ
以
テ
乙
ニ
石
材
ノ
採
掘
及
切
出
ヲ
爲
サ
シ
ム
ル
モ
ノ

ト
ス

二
条　

乙
ハ
前
条
ノ
料
金
ノ
内
、
金
参
百
円
也
ヲ
契
約
ト
同

時
ニ
甲
ニ
支
拂
ヒ
甲
ハ
之
レ
ヲ
領
収
シ
タ
リ
残
額
金
四
百
円

也
ハ
大
正
拾
五
年
拾
弐
月
末
日
迄
ニ
乙
ハ
甲
ニ
支
拂
フ
モ
ノ

ト
ス

三
条　

前
条
ノ
残
額
金
四
百
円
ヲ
故
ナ
ク
乙
ニ
於
テ
支
拂
ハ

ザ
ル
ト
キ
ハ
内
金
参
百
円
ハ
甲
ニ
於
テ
没
収
シ
本
契
約
ヲ
無

効
ト
爲
ス
モ
乙
ニ
於
テ
何
等
ノ
異
議
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス

四
条　

甲
ハ
乙
ニ
對
シ
石
材
採
取
ノ
塲
所
ヨ
リ
石
材
ヲ
運
搬

ス
ル
道
路
等
ニ
付
テ
ハ
便
利
ヲ
与
フ
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

但
道
路
ノ
破
損
ハ
乙
ニ
於
テ
修
理
ヲ
爲
ス
モ
ノ
ト
ス

五
条　

甲
ハ
別
紙
図
面
中
ノ
乙
號
ノ
部
分
ニ
於
ケ
ル
石
材
採

堀（
掘
）切

出
等
ノ
権
利
ヲ
本
契
約
期
間
中
ハ
乙
ノ
承
諾
ヲ
經
ル
ニ
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足柄下郡土肥村大字城堀字大洞略図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
城
堀
区
蔵
）

非
レ
バ
、
他
人
ニ
付
與
賣
買
等
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
若
シ

誤
テ
契
約
ヲ
爲
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
レ
ヲ
無
効
ト
爲
ス
モ
ノ
ト

ス六
条　

本
契
約
期
間
満
了
後
乙
ニ
於
テ
尚
継
続
經
営
ノ
意　

思
ア
ル
ト
キ
ハ
先
取
ノ
特
権
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　

但
料
金
ハ
相
方
合
議
ノ
上
、
之
ヲ
協
定
シ
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ト

ス右
契
約
ヲ
證
ス
ル
為
メ
本
書
弐
通
ヲ
作
製
當
事
者
相
互
ニ
各
壱

通
ヲ
領
有
ス
ル
モ
ノ
也

　
　

大
正
拾
参
年
拾
弐
月
拾
五
日

　
　
　
　
　

足
柄
下
郡
土
肥
村
城
堀　
　
　
　
　

番
地

　
　
　
　
　

城
堀
区
代
表
者
總
代　
　

甲　

菅
沼
三
津
藏　

㊞

　
　
　
　
　

仝
郡
吉
濱
村
吉
濱
千
参
百
五
拾
弐
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

乙　

佐
藤
隆
𠮷　



㊞

　
　
　
　
　

仝
郡
土
肥
村
城
堀

　
　
　
　
　
　
　

契
約
立
会
人　
　
　
　
　

菅
沼
萬
太
郎　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

仝　
　
　
　
　
　
　
　

杉
本
竹
次
郎　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

仝　
　
　
　
　
　
　
　

岩
本
力
藏　
　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

仝　
　
　
　
　
　
　
　

深
沢
音
次
郎　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

仝　
　
　
　
　
　
　
　

露
木
𠮷
之
助　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

仝　
　
　
　
　
　
　
　

杉
本
猪
之
藏　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

仝　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
完
吉　
　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

仝　
　
　
　
　
　
　
　

露
木
善
太
郎　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

仝　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
長
吉　
　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

仝　
　
　
　
　
　
　
　

菅
沼
國
太
郎　

㊞
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足柄下郡土肥村大字城堀字大洞略図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
城
堀
区
蔵
）

204　

湯
河
原
町
『
常
會
』
創
刊
號

昭
和
十
四
年
十
二
月
十
五
日
發
行　

湯
河
原
町
常
會　

創
刊
號

湯
河
原
町　

常
會　

創
刊
號

神
奈
川
縣
足
柄
下
郡
湯
河
原
町　

月
刊　

常
會　

發
行
所

神
奈
川
縣
足
柄
下
郡
湯
河
原
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

編
輯
兼
發
行
人　

八
亀
武
雄

神
奈
川
縣
足
柄
下
郡
湯
河
原
町　
　

印
刷
人　

二
見
吉
太
郎

神
奈
川
縣
足
柄
下
郡
湯
河
原
町　
　

印
刷
所　

二
見
活
版
所

　
　
　
　

湯
河
原
常
會
發
刊
の
辭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
長　

八
龜
武
雄

國
家
の
政
策
を
國
民
が
充
分
理
解
し
て
、
一
億
一
心
と
な
り
、

國
策
遂
行
に
邁
進
す
る
事
に
依
て
今
日
の
非
常
時
局
を
乘
切
る

事
が
出
來
、
國
家
は
國
民
の
實
情
を
具
さ
に
知
る
事
に
依
つ
て
、

力
强
い
國
策
を
樹
立
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
此
の
上
意
下
達
、
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下
情
上
達
の
機
關
と
し
て
、
今
日
最
も
力
説
せ
ら
れ
て
居
る
も

の
は
部
落
常
會
で
あ
る
。

我
町
の
部
落
常
會
は
支
那
事
變
勃
發
し
て
間
も
な
き
昭
和
十

二
年
九
月
に
初
ま
り
、
今
月
は
丁
度
滿
二
年
四
ケ
月
に
な
る
。

此
の
間
各
種
團
體
を
は
じ
め
部
落
役
員
方
の
多
大
な
お
骨
折
に

よ
つ
て
現
在
婦
人
常
會
と
共
に
立
派
な
成
績
を
揚
げ
て
居
る
。

現
時
世
界
國
際
情
勢
の
紛
糾
と
共
に
、
時
局
は
い
よ
〳
〵
重

大
性
を
加
へ
國
家
の
總
力
を
益
々
强
固
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
時
、
此
の
部
落
常
會
に
多
大
の
望
み
を
か
け
ら
れ
一
層
之
が

强
化
を
計
つ
て
ゐ
る
。
町
で
は
先
に
町
常
會
を
も
組
織
し
尙
又

會
報
を
發
行
し
て
私
共
が
目
ざ
す
一
戸
一
人
必
ず
部
落
常
會
に

出
席
し
て
よ
り
よ
き
部
落
を
造
る
た
め
、
申
合
せ
た
實
踐
事
項

の
實
行
を
計
り
、
國
家
の
理
解
を
深
め
町
內
各
種
團
體
の
あ
ら

ゆ
る
出
來
事
を
報
告
致
し
ま
す
、
之
迄
長
い
間
懸
案
に
な
つ
て

ゐ
た
此
の
常
會
報
も
こ
う
し
た
時
局
の
要
求
と
町
民
各
位
の
熱

誠
と
に
よ
つ
て
生
れ
出
ま
し
た
、
ど
う
か
一
層
の
御
援
助
を
い

た
ゞ
い
て
、
部
落
常
會
の
機
關
と
し
て
將
來
圓
滿
な
發
達
を
遂

げ
さ
せ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
　
　
　

町
報

　

皇
后
宮
御
歌
ニ
應
ヘ
奉
ル
（
省
略
）

吏
員
事
務
擔
表
（
省
略
）

秋　

季　

農　

繁　

託　

兒　

所　

成　

績　
（
昭
和
十
四
年
）

託　

兒　

所　

名
兒
童
數

開
所
月
日

閉
所
月
日

専
任
保
姆

氏　

名

主　

催　

者

門
川
農
繁
託
兒
所
　

三
八
十
一
月
八
日
十
一
月
卅
日
矢
吹
英
子
愛
國
婦
人
会

湯
河
原
町
分
會

城
堀
農
繁
託
兒
所
　

三
三
十
一
月
一
日
十
一
月
廿
日
星
野
テ
ル　

湯
河
原
町　

宮
下
農
繁
託
兒
所
　

五
九
十
一
月
二
日
十
一
月
卅
日
高
杉
ミ
キ

上
坂　

康　

湯
河
原
町　

○（
マ
マ
）○

秋
季
農
繁
託
兒
所
の
成
績
は
以
上
通
り
で
あ
り
ま
す
が
、

託
兒
所
の
經
營
に
付
い
て
婦
人
會
か
ら
非
常
な
應
援
を
戴
い
た

こ
と
を
深
く
感
謝
致
し
ま
す
。
ま
た
有
志
の
方
々
か
ら
金
品
の

御
寄
附
を
戴
い
て
居
り
ま
す
、
こ
れ
に
依
つ
て
經
費
の
一
部
の
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助
と
も
な
り
、
子
供
さ
ん
に
充
分
な
「
御
八
ツ
」
を
差
上
げ
る

こ
と
も
出
來
ま
し
た
。
深
く
お
禮
申
上
げ
ま
す
。

各
家
庭
か
ら
大
變
感
謝
の
聲
を
聞
い
て
居
り
ま
す
が
來
年
も

繼
續
し
て
開
設
致
す
こ
と
な
の
で
何
と
か
御
氣
附
の
點
が
御
座

い
ま
し
た
ら
御
遠
慮
な
く
御
申
出
で
願
ひ
ま
す
。

家
庭
防
火
群
の
訓
練
に
就
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
防
空
本
部
長　

八
龜
武
雄

秋
の
收
穫
も
い
よ
〳
〵
盛
り
に
な
ら
う
と
す
る
十
月
二
十
四

日
か
ら
一
週
間
、
第
三
次
防
空
訓
練
が
行
は
れ
ま
し
た
。
町
で

は
本
訓
練
中
に
家
庭
防
空
群
の
整
備
と
强
化
と
を
計
ら
ん
と
、

宮
澤
警
部
浦

（
マ
マ
）さ

ん
の
指
導
の
下
に
組
織
を
完
成
し
、
各
區
長
を

指
導
部
長
と
し
て
指
導
員
群
長
等
も
す
つ
か
り
出
來
上
つ
た
。

初
め
二
日
間
の
基
本
訓
練
は
丁
度
秋
の
冷
雨
に
さ
い
な
ま
れ
て

誠
に
困
難
な
も
の
が
あ
つ
た
、
而
か
も
婦
人
の
熱
心
は
よ
く
之

に
打
ち
勝
つ
て
歬
回
訓
練
の
時
の
未
完
成
な
も
の
を
す
つ
か
り

仕
上
げ
た
、
唯
私
は
此
の
雨
の
中
で
ず
ぶ
濡
れ
に
な
つ
て
平
氣

で
活
動
し
て
居
る
群
員
に
風

（
マ
マ
）で

も
引
か
せ
て
は
と
そ
れ
の
み
安

じ
て
ゐ
た
、
幸
に
緊
張
し
た
元
氣
は
之
を
も
克
服
し
た
三
日
目

か
ら
の
實
戰
的
訓
練
は
一
層
目
覺
ま
し
い
も
の
で
あ
つ
た
、
モ

ン
ペ
姿
の
勇
ま
し
い
服
裝
も
全
部
そ
ろ
つ
て
平
面
訓
練
は
も
と

よ
り
立
體
の
難
し
い
危
險
な
作
業
迄
立
派
に
や
つ
て
の
け
、
一

人
の
負
傷
者
も
出
さ
ず
に
す
ん
た

（
マ
マ
）、

初
め
は
此
の
婦
人
防
空
群

の
活
動
に
對
し
て
兎
角
の
批
評
や
ら
批
難
を
す
る
者
も
あ
つ
た

が
、
あ
ま
り
の
熱
心
は
遂
に
口
嘴
を
入
れ
る
餘
地
も
な
か
ら
し

め
た
の
は
愉
快
だ
、
之
が
一
致
團
結
の
大
き
な
力
で
あ
り
銃
後

を
守
る
婦
人
の
意
氣
だ
、
私
は
今
迄
に
町
で
し
た
色
々
の
仕
事

も
あ
る
が
、
之
程
の
熱
と
力
と
を
感
じ
た
事
は
な
い
、
此
の
力

此
の
熱
を
銃
後
の
婦
人
は
決
し
て
失
つ
て
は
な
ら
な
い
、
次
に

各
區
の
演
習
に
就
て
順
次
講
評
し
や
う
。

門
川
區
…
夜
の
八
時
二
十
分
、
轟
然
た
る
爆
發
は
家
庭
防
空

群
員
の
耳
を
驚
ろ
か
し
た
、
櫻
井
君
の
家
の
歬
の
廣
塲
で
あ
る
、
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す
ぐ
に
バ
ケ
ツ
の
警
報
は
鳴
り
巡
つ
て
、
待
期

（
マ
マ
）し

て
ゐ
た
群
員

の
出
動
と
な
つ
た
、
水
の
不
便
な
所
で
あ
つ
た
が
大
樽
の
用
意

に
怠
り
は
な
か
つ
た
、
火
は
仲
々
消
え
な
い
隣
群
の
應
援
を
頼

ん
で
川
か
ら
水
を
補
給
す
る
、
一
方
歬
の
ト
タ
ン
屋
根
の
家
に

延
燒
し
た
の
で
更
に
應
援
を
頼
ん
で
立
體
の
活
動
と
な
つ
た
、

横
か
ら
も
梯
子
が
掛
け
ら
れ
て
二
組
が
か
け
る
水
は
雨
よ
り
も

は
げ
し
く
落
ち
た
、
下
に
梯
子
を
押
へ
て
ゐ
る
勇
敢
な
群
員
の

濡
れ
鼠
姿
に
は
同
情
に
堪
へ
な
か
つ
た
、
そ
れ
で
も
火
は
消
え

な
い
の
で
遂
に
消
防
部
の
出
動
と
な
つ
て
消
火
栓
の
水
は
注
水

さ
れ
た
、
さ
し
も
の
强
火
も
此
の
統
整
あ
る
防
火
に
よ
つ
て
や

が
て
鎭
火
し
た
、
夜
間
の
動
作
で
は
あ
り
狭
い
場
所
で
少
い
水

源
に
困
り
な
が
ら
よ
く
あ
れ
程
の
多
數
の
人
が
活
動
出
來
た
と

感
心
し
た
、
そ
れ
が
爲
め
に
喧
噪
に
亘
つ
た
事
、
群
長
さ
ん
の

指
揮
が
よ
く
行
き
渡
ら
な
か
つ
た
恨
み
は
あ
つ
た
。

　

城
堀
區
…
晝
の
活
動
に
腹
を
井
か
せ
て
夕
食
を
腹
一
ぱ
い
つ

め
込
ん
で
ま
た
箸
を
置
く
か
置
か
ぬ
か
と
い
ふ
七
時
頃
、
忽
ち

空
襲
の
警
鐘
は
な
り
波
つ
た
、
突
然
深
澤
君
の
家
の
庭
に
燒
夷

彈
が
落
下
し
た
、
家
の
人
も
居
な
い
近
所
も
靜
か
だ
、
火
が
も

え
上
つ
た
と
同
時
に
爆
發
の
音
に
驚
ろ
い
て
駈
け
付
け
た
群
員

バ
ケ
ツ
を
た
ゝ
く
間
も
ゝ
ど
か
し
く
、
お
は
ち
を
抱
へ
て
來
た

お
ば
さ
ん
が
、
す
ぐ
鍋
で
タ
ン
ク
の
水
を
汲
み
一
人
で
か
け
は

じ
め
た
、
次
の
人
は
洗
面
器
で
か
け
て
ゐ
る
、
そ
の
中
に
群
員

が
そ
ろ
つ
て
注
水
は
軌
道
に
乘
つ
た
、
消
防
部
の
出
動
も
比
較

的
早
か
つ
た
の
で
共
同
の
敏
捷
な
防
火
に
よ
つ
て
火
は
忽
ち
消

え
た
、
城
堀
の
人
た
ち
は
皆
靑
年
に
炊
出
し
の
夕
食
を
や
つ
て

居
た
所
だ
つ
た
、
ま
だ
片
付
け
終
ら
な
い
內
に
突
然
の
落
下
だ
、

基
本
訓
練
の
神
さ
ん
も
不
意
の
襲
撃
に
は
か
な
は
な
い
と
見
え

る
、
次
の
晩
に
は
露
木
さ
ん
の
屋
根
に
落
下
し
た
、
群
長
さ
ん

は
勇
敢
に
飛
行
機
の
後
を
ど
こ
迄
も
追
跡
し
て
、
決
し
て
見
の

が
さ
な
い
、
落
下
と
見
る
や
バ
ケ
ツ
の
合
圖
元
氣
あ
る
號
令
に

自
群
は
集
つ
た
梯
子
は
掛
け
ら
れ
用
意
は
出
來
た
が
さ
て
水
が

な
い
、
群
長
さ
ん
は
と
つ
さ
の
場
合
泥
を
す
く
つ
て
掛
け
さ
せ
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た
、
隣
群
の
應
援
が
井
戸
水
を
汲
み
上
げ
て
二
丁
の
梯
子
で
消

火
に
つ
と
め
た
、
面
白
い
事
に
は
上
で
か
け
た
水
が
下
に
流
れ

て
丁
度
泥
を
す
く
つ
て
ゐ
る
所
に
集
ま
つ
た
の
で
此
の
水
を
汲

ん
で
掛
け
る
事
が
出
來
る
樣
に
な
つ
た
、
一
杯
の
水
が
二
度
の

役
に
立
つ
た
の
だ
、
寝
て
ゐ
た
お
ぢ
い
さ
ん
が
起
き
て
來
て
水

源
を
敎
へ
る
や
ら
お
ば
あ
さ
ん
ま
で
應
援
し
て
居
る
内
に
、
消

防
部
の
出
動
と
な
つ
て
二
階
建
の
家
も
燒
か
ず
に
す
ん
だ
の
は

日
頃
の
基
本
訓
練
の
お
蔭
だ
と
感
心
し
た
、
群
長
さ
ん
の
指
揮

の
立
派
な
事
は
い
つ
も
な
が
ら
、
よ
く
他
群
と
の
進
絡
出
動
が

明
瞭
に
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
よ
い
事
だ
。

十
一
月
の
部
落
常
會

こ
の
月
の
部
落
常
會
の
集
り
は
あ
ま
り
良
い
方
で
は
な
か
つ

た
が
、
城
堀
の
如
き
は
百
六
人
の
內
七
十
人
の
出
席
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
は
ま
づ
良
好
な
成
績
で
あ
つ
た
と
言
え
る
。

出
席
さ
れ
る
人
の
顔
ぶ
れ
を
見
る
と
何
時
も
大
體
定
ま
つ
て

居
る
様
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
政
府
に
於
て
も
部
落
常
會
に
非
常

に
重
點
を
置
か
れ
、
こ
れ
か
ら
の
國
策
遂
行
は
總
て
常
會
を
通

し
て
行
ふ
と
さ
れ
て
居
る
際
で
あ
る
の
で
洩
れ
な
く
出
席
さ
れ

る
樣
に
努
め
て
戴
き
た
い
。
こ
れ
が
よ
い
部
落
民
に
な
る
こ
と

で
あ
り
、
よ
い
町
民
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
立
派

な
國
民
に
な
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
ゝ
に
部
落
別
の
成
績
を
示
し
て
み
や
う
。

部
落
別　
　

全
員　
　

出
席
者　

興
亞
貯
金
人
員　

同
上
貯
金
額

宮　

下　

二
一
一
人　

六
七
人　
　
　
　

七
人　
　
　

三
円
〇
〇

門　

川　

一
六
五　
　

八
九　
　
　
　

七
四　
　
　

一
三
、
四
〇

城　

堀　

一
〇
六　
　

七
〇　
　
　
　

六
六　
　
　

二
九
、
四
六

宮　

上　

二
五
九　
　

二
八　
　
　
　
　

七　
　
　
　

一
、
九
〇

湯
河
原　

二
四
三　
　

五
八　
　
　
　

一
七　
　
　

一
二
、
三
五

町
の
方
面
事
業

方
面
事
業
と
は
ど
う
い
ふ
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
一
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應
申
上
げ
て
お
き
ま
す
。
世
の
中
に
は
種
々
の
事
情
で
生
活
苦

に
惱
ま
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
が
少
く
あ
り
ま
せ
ん
。
生
活
苦
と
申

し
ま
し
て
も
經
濟
的
生
活
苦
即
ち
貧
乏
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
精
神
的
生
活
苦
で
生
き
る
張
合
を
無
く
し
て
ゐ
る
も
の
も

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
人
々
に
は
暖
か
な
救
ひ
の
手
を
さ
し
伸

べ
て
之
を
保
護
し
善
導
し
て
更
生
の
道
を
歩
ま
せ
る
こ
と
が
方

面
事
業
の
使
命
で
あ
り
ま
す
。

國
家
で
は
救
護
法
と
か
母
子
保
護
法
と
か
軍
事
扶
助
法
其
他
の

法
令
を
制
定
し
て
方
面
事
業
に
資
し
て
ゐ
ま
す
が
方
面
事
業
と

し
て
は
之
等
法
令
の
圓
滑
適
正
な
る
運
用
を
期
す
る
と
共
に
、

一
般
社
會
事
業
及
び
社
會
敎
化
事
業
と
の
積
極
的
有
機
的
連
絡

協
調
を
圖
り
以
て
之
が
綜
合
的
進
展
を
期
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

陛
下
の
赤
子
と
し
て
一
人
の
洩
る
ゝ
も
の
な
く
其
所
を
得
せ
し

め
以
て
御
仁
政
を
輔
翼
し
奉
る
と
い
ふ
こ
と
が
制
度
の
最
高
目

標
で
今
や
わ
が
國
は
未
曾
有
の
大
事
業
建
設
に
當
面
し
益
々
國

家
總
力
を
强
化
す
る
爲
め
人
的
資
源
の
充
實
を
圖
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
秋
に
當
つ
て
本
事
業
の
進
展
は
銃
後
强
化
の
最
も
重
要
な
る

も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

銃
後
奉
公
會

傷
痍
軍
人
と
お
別
れ

一
、
湯
河
原
溫
泉
に
委
託
療
養
に
な
つ
て
居
た
傷
痍
軍
人
の
數

は
三
十
名
か
ら
四
十
名
位
の
數
に
上
つ
て
居
た
。
そ
し
て
こ
の

援
護
に
つ
い
て
は
從
來
縣
の
委
囑
に
依
つ
て
湯
河
原
町
銃
後
奉

公
會
が
旅
館
組
合
と
提
携
し
て
こ
れ
に
當
つ
て
居
た
の
で
あ
る

が
、
最
近
伊
東
町
に
國
立
の
傷
痍
軍
人
療
養
所
が
出
來
た
の
で

民
間
療
養
を
打
切
つ
て
全
部
こ
の
療
養
所
に
移
す
こ
と
に
其
筋

の
方
針
が
定
ま
つ
た
。

　

こ
の
方
針
に
基
い
て
去
る
十
一
月
十
五
日
に
神
奈
川
縣
の
傷

痍
軍
人
は
全
部
伊
東
町
の
方
へ
引
揚
げ
て
し
ま
つ
た
。
東
京
府

關
係
の
傷
痍
軍
人
は
ま
だ
八
名
程
殘
つ
て
居
る
が
、
こ
れ
も
逐
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次
伊
東
町
の
方
へ
廻
る
か
、
或
は
療
養
を
打
切
つ
て
歸
宅
す
る

か
何
れ
に
し
て
も
湯
河
原
溫
泉
委
託
の
傷
痍
軍
人
は
近
い
中
に

湯
河
原
か
ら
影
を
消
す
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

一
、
十
一
月
十
四
日
に
銃
後
奉
公
會
と
旅
館
組
合
と
で
傷
痍
軍

人
を
招
い
て
お
別
れ
の
會
を
催
し
た
。

　

傷
痍
軍
人
も
療
養
中
旅
館
組
合
の
方
や
婦
人
會
の
方
や
ま
た

一
般
町
民
の
方
々
か
ら
非
常
に
感
謝
の
氣
持
で
接
遇
を
さ
れ
て

居
た
の
で
お
別
れ
の
時
は
流
石
に
惜
別
の
情
に
堪
え
ぬ
も
の
が

あ
つ
た
樣
で
あ
る
。
袖
擦
れ
あ
ふ
も
他
生
の
緣
と
か
朝
な
夕
な

接
し
て
居
た
吾
々
も
、
い
ざ
別
れ
る
と
な
る
と
一
抹
の
寂
し
さ

を
禁
じ
得
な
い
も
の
が
あ
る
。

　

吾
々
は
傷
痍
軍
人
の
諸
君
が
一
日
も
速
か
に
療
養
の
目
的
を

達
せ
ら
れ
て
再
起
奉
公
の
途
に
進
ま
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
御
祈

り
し
て
や
ま
な
い
。

農
會
よ
り
農
家
へ
（
省
略
）

　
　
　
　

★
戰
地
か
ら
の
便
り
★

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

歩
兵
上
等
兵　

岩
井
德
太
郎

拜
敬　

野
に
山
に
黄
金
の
花
咲
く
秋
と
な
り
ま
し
た
、
久
し
く

御
無
沙
汰
し
て
居
り
ま
し
た
が
惡
し
か
ら
ず
…
…

町
長
樣
始
め
皆
樣
お
變
り
も
御
座
い
ま
せ
ん
か
、
德
太
郎
は

益
々
元
氣
に
軍
務
に
精
勵
し
て
居
り
ま
す
故
御
安
心
下
さ
い

　

偖
て
本
日
は
結
構
な
慰
問
品
を
戴
き
有
難
く
御
禮
申
上
げ
ま

す
、
一
品
づ
ゝ
戰
友
と
賞
味
す
る
情
景
を
御
想
像
下
さ
い
、
何

を
出
し
て
も
故

の
香
り
床
か
し
く
、
懐
つ
か
し
い
思
出
で
御

座
い
ま
す
銃
後
の
御
熱
誠
に
對
し
て
は
只
感
謝
の
外
は
御
座
い

ま
せ
ん

北
滿
に
も
も
う
冬
が
訪
れ
ま
し
た
、
今
朝
は
零
下
十
六
で
す
、

黒
龍
江
も
と
つ
く
に
氷
結
い
た
し
ま
し
た
、
北
滿
の
歌
そ
の

ま
ゝ
で
御
座
い
ま
す

菅
沼
や

黨
の
者
は
皆
元
氣
で
す

　

靖
國
神
社
の
大
祭
に
は
、
鍜

（
鍛
）冶

屋
の
柏
木
軍
曹
（
柏
木
先
生
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の
弟
様
）
の
提
案
で

土
會
を
開
き
ま
し
た
、
湯
河
原
、
吉
濱
、

眞
鶴
、
岩
の
人
達
で
し
た
が
、
只
感
激
で
胸
が
一
ぱ
い
と
な
り

ま
し
た
、
こ
の
場
面
を
御
想
像
下
さ
い
、
本
部
歬
で
こ
の
時
の

記
念
撮
影
を
致
し
ま
し
た
の
で
出
來
あ
が
り
次
第
御
送
り
致
し

ま
す

　

岩
井
、
菅
沼
と
で
去
る
日
○（

　
 
マ
マ
　
　
）

○
○
○
○
の
戰
闘
に
參
加
し
ま

し
た
が
、
○

（
マ
マ
）日

無
事
に
歸
つ
て
參
り
ま
し
た
、
僕
達
は
皇
軍
の

而
も
現
役
の
バ
リ
〳
〵
で
す
、
ど
ん
な
敵
で
も
何
恐
れ
ん
や
で

す
、
幾
度
か
砲
彈
の
中
を
潜
り
ま
し
た
が
幸
ひ
カ
ス
リ
傷
一
つ

負
は
ず
、
元
氣
で
凱
旋
致
し
ま
し
た

　

丁
度
停
戰
協
定
の
成
立
し
た
直
後
に
新
聞
社
の
寫
眞
班
の
者

が
來
て
私
の
寫
眞
を
一
枚
撮
つ
て
吳
れ
ま
し
た
の
で
お
送
り
致

し
ま
す
、
御
笑
覧
下
さ
い

　

白
砂
の
蒙
古
砂
漠
の
中
に
、
此
處
ハ
ン
ダ
ガ
ヤ
に
は
內
地
に

見
る
や
う
な
美
し
い
松
が
生
え
て
居
り
ま
す
、
オ
ア
シ
ス
で
す
。

國
境
百
五
十
里
の
間
木
も
水
も
家
も
な
い
處
に
、
此
處
ば
か
り

に
は
綺
麗
な
ハ
ン
ダ
ガ
ヤ
川
が
流
れ
て
居
ま
す

　

敵
の
砲
彈
で
穴
に
な
つ
て
居
る
所
に
ド
ラ
マ

（
マ
マ
）鑵

風
呂
を
据
付

け
て
二
ケ
月
ぶ
り
で
垢
を
お
と
し
ま
し
た
、
こ
の
風
呂
は
岩
井

と
小
松
君
の
協
力
で
出
來
上
あ

（
マ
マ
）が

つ
た
も
の
で
す

如
何
で
す
風
呂
に
入
つ
て
、
森
の
石
松
で
も
一
席
や
り
そ
う
な

恰
好
を
し
て
居
る
こ
の
寫
眞
を
御
覽
下
さ
い

　

先
は
皆
樣
の
御
健
康
を
お
祈
り
致
し
ま
す

　
　

十
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岩
井
德
太
郎

　

湯
河
原
町
長
樣

　

外
吏
員
御
一
同
樣

歳
末
に
際
し
て

宮
澤
一
淸

　

事
變
に
明
け
ま
し
た
昭
和
十
四
年
も
、
餘
す
處
僅
か
に
な
り

忽
忙
と
し
て
終
ら
ん
と
し
て
居
り
ま
す
。

　

回
顧
し
ま
す
れ
ば
、
私
達
が
今
迄
考
へ
た
事
も
無
く
行
つ
た
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事
も
な
か
つ
た
、
困
難
で
あ
り
、
難
し
か
つ
た
新
し
い
澤
山
の

御
仕
事
を
さ
れ
た
事
を
思
ひ
出
さ
れ
る
事
と
考
へ
ま
す
。

　

日
淸
、
日
露
の
戰
は
別
と
し
ま
し
て
、
私
達
が
判
つ
て
居
る

時
代
に
之
程
の
大
戰
爭
は
な
か
つ
た
筈
で
す
、
湯
河
原
町
か
ら

も
澤
山
の
方
々
が
朔
風
荒
び
惡
疫
猖
獗
の
支
那
大
陸
に
渡
ら
れ

ま
し
た
、
護
國
の
英
靈
と
な
ら
れ
た
尊
い
方
々
も
少
く
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
、
出
征
者
の
見
送
り
、
傷
病
者
慰
問
、
英
靈
の
謹

迎
、
銃
後
の
樣
々
の
御
仕
事
、
防
空
演
習
等
數
へ
れ
ば
限
り
が

無
い
程
で
す
、
貯
金
も
縣
下
で
一
、
二
を
爭
ふ
好
成
績
を
收
め

た
と
い
ふ
非
常
に
嬉
し
い
統
計
が
發
表
さ
れ
ま
し
た
。

　

町
全
體
の
方
々
が
本
當
に
心
を
合
せ
、
銃
後
の
務
め
に
邁
進

さ
れ
て
居
ら
れ
ま
す
の
は
畢
竟

土
を
愛
し
、
御
國
を
護
ら
ね

ば
な
ら
ん
と
い
ふ
烈
々
た
る
大
和
魂
の
發
揮
で
あ
り
ま
し
て
お

互
が
靜
か
に
考
へ
ら
れ
ま
し
た
な
ら
、「
皆
お
國
の
爲
だ
」
と

い
ふ
底
か
ら
湧
き
上
る
强
い
嬉
び
に
微
笑
ま
れ
る
こ
と
ゝ
思
ひ

ま
す
。

　

然
し
私
達
は
時
局
の
重
大
さ
を
認
識
し
ま
し
た
な
ら
ま
だ
ま

だ
苟
且
偸
安
を
許
し
ま
せ
ん
、
一
增
町
の
方
々
全
體
が
戮
力
協

心
、
國
策
を
遵
奉
し
、
今
次
垩
戰
の
目
的
貫
徹
、
皇
國
彌
榮
の

爲
め
銃
後
の
完
璧
に
邁
進
せ
ね
ば
な
ら
ん
と
思
ひ
ま
す
。

　

時
局
の
切
迫
と
、
歳
末
に
際
し
て
私
達
が
特
に
思
ひ
を
致
さ

ね
ば
な
ら
ん
こ
と
は
物
資
の
潰
滅
防
止
で
あ
り
ま
す
、
天
然
資

源
が
乏
し
く
物
資
の
大
部
分
を
外
國
か
ら
買
つ
で

（
マ
マ
）居

り
ま
し
た

我
が
國
は
未
曾
有
の
大
戰
と
、
第
二
歐
洲
大
戰
の
勃
發
に
依
り
、

貿
易
杜
絶
狀
態
は
さ
な
き
だ
に
不
足
勝
ち
の
我
が
國
物
資
の
缺

乏
に
拍
車
を
か
け
生
活
必
需
品
の
入
手
に
迄
非
常
に
困

を
感

じ
て
參
り
ま
し
た
、
も
つ
と
〳
〵
困

な
狀
態
が
續
く
ん
ぢ
や

な
い
か
と
思
は
れ
ま
す
が
私
達
は
飽
迄
此
の
困

に
打
ち
克
た

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

物
資
の
潰
滅
防
止
は
如
何
に
す
べ
き
？
と
い
ふ
問
題
が
起
き

ま
す
が
、
何
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
、
お
互
が
一
寸
注
意
し
ま
す

れ
ば
誰
れ
で
も
出
來
る
事
な
の
で
す
、
二
つ
三
つ
を
掲
記
致
し
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て
み
ま
せ
う
。

　

第
一
は
生
活
の
合
理
化
で
す
、
私
達
が
日
常
生
活
を
些
細
に

檢
討
し
ま
す
れ
ば
ま
だ
ま
だ
考
へ
ね
ば
な
ら
ん
無
駄
が
多
い
の

に
驚
き
ま
す
、
之
の
無
駄
を
極
力
省
い
て
物
資
を
大
切
に
す
る

こ
と
で
す
。

　

第
二
は
火
災
の
豫
防
で
す
、
火
災
程
我
々
の
生
活
を
脅
威
し
、

物
資
を
潰
滅
す
る
に
怖
し
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
、
私
達
が
幼

時
を
回
想
し
て
何
か
一
番
怖
ろ
し
か
つ
た
か
と
云
ひ
ま
す
れ
ば
、

大
勢
の
人
達
は
火
災
に
遭
つ
た
ら
、
近
所
の
火
災
で
ぐ
れ
ん
の

焔
を
見
て
慄
へ
た
事
を
思
ひ
出
さ
れ
る
こ
と
ゝ
思
ひ
ま
す
、
瞬

間
に
し
て
全
財
產
を
烏
有
に
歸
せ
し
め
る
火
災
も
私
達
が
一
寸

「
火
」
に
注
意
す
れ
ば
ふ
せ
げ
る
の
で
す
、
最
近
は
物
資
の
入

手
が
困

に
な
り
若
し
不
注
意
か
ら
火
災
を
發
生
せ
し
め
ま
す

れ
ば
、
金
が
有
り
ま
し
て
も
再
建
は
不
可
能
で
あ
る
と
申
す
狀

態
で
す
、
外
で
一
生
懸
命
節
約
し
て
も
火
災
を
起
し
ま
す
れ
ば

何
ん
に
も
な
り
ま
せ
ん
、
歲
末
に
際
し
「
火
氣
」
の
取
扱
が
家

庭
で
多
く
な
り
ま
す
「
火
の
元
」
に
は
一
家
擧
つ
て
注
意
致
し

ま
せ
う
、
若
し
自
家
よ
り
發
火
し
出
征
遺
家
族
の
家
へ
類
燒
し

た
と
し
ま
し
た
な
ら
死
ん
で
も
お
詫
び
の
し
や
う
が
無
い
次
第

で
す
。「
起
き
て
火
の
用
心
」
寢
る
歬
に
火
の
用
心
で
す
。

　

第
三
は
盜

豫
防
警
戒
で
す
、
歳
末
に
な
り
人
心
の
慌
し
さ

と
油
斷
を
狙
つ
て
盜

が
多
く
な
り
ま
す
何
一
つ
財
物
が
「
盜

取
」
さ
れ
て
も
生
活
を
脅
威
し
ま
す
、
夫
れ
が
得

い
物
で
あ

り
ま
す
れ
ば
其
の
損
失
は
甚
大
で
す
、
此
の
盜

も
火
の
用
心

と
等
し
く
誰
れ
で
も
一
寸
注
意
し
ま
す
れ
ば
防
げ
ま
す
、
盜
ら

れ
て
騒
ぐ
よ
り
、
盜
ら
れ
な
い
要
心
が
肝
腎
で
す
、
盜

豫
防

警
戒
に
は
私
達
が
全
力
を
傾
注
し
て
居
り
ま
す
、
其
の
完
全
を

期
す
る
に
は
皆
樣
の
御
協
力
を
お
願
ひ
致
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

其
の
外
爲
す
こ
と
は
澤
山
あ
り
ま
せ
う
が
、
私
達
の
日
常
生

活
の
悉
く
が
今
も
垩
戰
目
的
に
合
致
し
ま
す
樣
工
夫
を
构
ら
し

今
年
の
歳
末
は
特
に
以
上
諸
點
に
注
意
さ
れ
掉
尾
の
守
り
を
堅

め
輝
し
い
皇
紀
二
千
六
百
年
を
迎
春
し
た
い
も
の
で
す
、
終
り
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警
防
團
報

一
、
伊
勢
大
廟
の
參
拜

　

湯
河
原
町
警
防
團
に
於
て
は
警
防
團
後
援
會
の
結
成
を
機
に

團
員
の
覺
悟
を
新
た
に
し
滅
私
奉
公
任
務
に
盡
瘁
せ
ん
こ
と
を

誓
ふ
た
め
、
去
る
十
一
月
廿
八
日
代
表
團
長
高
杉
茂
利
以
下
十

三
名
伊
勢
大
廟
に
參
拜
し
左
の
誓
詞
を
述
べ
た
當
日
の
參
拜
に

は
宮
澤
警
部
補
、
後
援
會
長
伊
藤
淸
氏
。
會
計
伊
藤
鶴
松
氏
等

の
御
同
行
を
煩
は
し
た
。

　
　
　
　
　

誓　

詞

我
等
湯
河
原
町
警
防
團
員
ハ
現
下
時
局
ノ
重
大
ナ
ル
ニ
鑑

ミ
協
力
一
心
愈
々
志
操
ヲ
堅
ク
シ
常
ニ
滅
死
奉
公
ノ
覺
悟

ヲ
持
シ
テ
危
急
ニ
處
シ
以
テ
使
命
ノ
重
キ
ニ
任
セ
ン
コ
ト

ヲ
誓
フ

一
、
湯
河
原
町
警
防
團
後
援
會
の
結
成

湯
河
原
町
警
防
團
後
援
會
は
十
一
月
廿
五
日
午
歬
十
時
よ
り

湯
河
原
小
學
校
講
堂
に
於
て
結
成
式
を
擧
げ
愈
々
結
成
を
見
る

に
到
つ
た
。

　
　
　

會
員
及
基
本
財
產

　
　

會　

員　

百
十
九
名

　
　

基
本
金　

金
七
千
五
百
圓

　
　
　

役　
　

員

　

顧　

問　

小
田
原
警
察
署
長
芦
川
信
行
、

　
　
　
　
　

警
部
補
宮
澤
一
淸
、
八
龜
武
雄

　
　
　
　
　

加
藤
富
太
郎
、
二
見
淸
太
郎

　
　
　
　
　

高
杉
槇
次
郎

　

會　

長　

佐
藤　

淸

　

副
會
長　

佐
藤
延
由

　

會　

計　

伊
藤
鶴
松

　

評
議
員　

加
藤
三
七
男
、
露
木
一
男
、
鈴
木
榮
次
郎

室
伏
治
平
、
岩
本
峯
藏

杉
本
伊
之
藏
、
二
見
益
三

一
、
防
火
デ
ー
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十
二
月
一
日
防
火
デ
ー
湯
河
原
町
警
防
團
員
は
午
歬
六
時
よ
り

非
常
呼
集
を
行
ひ
五
所
神
社
の
神
歬
に
於
て
全
員
集
合
の
上
令

旨
捧
讀
國
防
々
火
祈
願
を
執
行
し
更
に
團
長
點
檢
者
と
な
り
人

員
姿
勢
服
裝
點
檢
及
び
器
具
の
檢
査
並
に
放
水
試
驗
を
實
施
す
。

街
頭
行
進

音
樂
隊
を
先
頭
に
町
內
諸
團
體
を
始
め
小
學
校
生
徒
の
應
援
を

求
め
て
行
進
し
防
火
宣
傳
を
な
す
。

後
各
區
の
水
利
保
存
手
入
、
防
火
施
設
狀
態
防
視
察
す
、
更
に

火
氣
取
扱
塲
所
の
檢
査
警
察
官
吏
及
家
庭
防
火
群
の
協
力
を
得

て
各
所
の
火
氣
取
扱
塲
所
消
火
器
非
常
口
等
の
一
薺
檢
査
を
行

ふ
之
が
普
及
徹
底
を
期
す
る
爲
に
小
學
校
兒
童
の
標
語
を
募
集

し
宣
傳
す
。唾

や
疾

（
痰
）を

吐
く
と
罰
せ
ら
れ
ま
す

○
十
一
月
十
四
日
か
ら
街
路
公
園
其
他
公
衆
の
用
に
供
す
る
塲

所
に
唾
や
痰
を
吐
く
と
科
料
に
處
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　
　
　
　

學
校
よ
り
家
庭
へ

　

一
、
靑
年
學
校
敎
練
査
閲
成
績

　
　
　
　
　
　
　

（
十
月
十
一
日
）

査
閲
當
日
在
籍
生
徒
數　
　
　
　

九
一

受
閲
生
徒
數　
　
　
　
　
　
　
　

八
八

一
年
間
生
徒
出
席
歩
合　

七
〇
、
六
九

査
閲
官
手
塚
義
次
大
尉
殿
の
所
見
の
中
に

⒈
入
學
及
出
席
に
つ
い
て
は
縣
下
に
於
て
良
き
方
な
る
も
將
來

一
段
と
努
力
を
要
す
。

⒉
設
備
相
當
充
實
せ
る
財
政
の
許
す
限
り
一
層
整
備
を
望
む
。

　

二
、
靑
年
調
査
（
敎
育
）（
十
月
十
五
日
）

總
數　
　
　
　
　
　
　

三
六
九

靑
年
學
校
在
學
者　
　
　

九
二

其
他
學
校
在
學
者　
　

一
八
七
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現
在
在
學
せ
ざ
る
者　
　

九
〇
（
靑
年
學
校
に
入
學
す
べ
き
敎

育
程
度
）

　

三
、
靑
年
學
校
入
學
及
出
席
に
つ
い
て

靑
年
調
査
の
結
果
に
見
る
如
く
、
在
學
せ
ざ
る
靑
年
が
靑
年
學

校
在
學
者
と
ほ
ゞ
同
數
で
あ
る
事
、
又
一
年
間
の
出
所
席
歩
合

が
七
〇
・
六
で
あ
る
事
は
、
査
閲
官
の
所
見
通
り
で
あ
る
と
存

じ
ま
す
。
何
卒
父
兄
雇
傭
主
各
位
の
御
援
助
に
よ
り
入
學
及
出

席
の
成
績
を
向
上
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

特
に
本
年
高
等
科
第
一
學
年
に
相
當
す
る
年
齡
の
者
か
ら
は
、

靑
年
學
校
義
務
就
學
者
で
あ
り
ま
す
の
で
該
當
年
齡
の
者
を
雇

入
れ
等
の
塲
合
は
必
ず
役
場
に
届
出
で
就
學
及
出
席
に
遺
憾
の

な
い
様
御
願
ひ
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　

冬
季
休
業
に
就
い
て
學
校
よ
り
父
兄
へ

　

一
、
家
の
手
助
け
を
な
る
べ
く
さ
せ
る
よ
う

　

二
、
自
發
的
に
喜
ん
で
仕
事
を
や
る
や
う
仕
向
け
る
事

　

三
、
禮
儀
作
法
に
注
意
し
て
頂
き
度
い

　

四
、
寒
さ
に
打
ち
勝
つ
心
身
を
鍜

（
マ
マ
）へ

さ
せ
る
よ
う

　

五
、
風
邪
を
引
か
せ
ぬ
よ
う
に
注
意
し
て
欲
し
い

　

六
、
遊
び
や
使
ひ
に
行
く
時
行
先
を
は
つ
き
り
告
げ
さ
せ
る

　

七
、
無
駄
遣
ひ
を
よ
さ
せ
る
よ
う
に

　

八
、
正
月
に
は
い
つ
も
よ
り
た
く
さ
ん
貯
金
を
さ
せ
る

　

九
、
正
月
に
は
神
詣
を
さ
せ
る
よ
う

　

十
、
國
旗
を
子
供
の
手
で
立
て
さ
せ
る

十
一
、
儀
式
に
は
必
ず
參
列
さ
せ
る
こ
と

十
二
、
朝
寢
夜
ふ
か
し
を
さ
せ
ぬ
よ
う

十
三
、
學
習
帳
を
忠
實
に
や
る
や
う
に
さ
せ
て
下
さ
い
体

（
休
）み

中

で
も
學
習
は
兒
童
に
取
つ
て
特
に
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
こ

と
で
す
油
斷
す
る
と
成
績
が
す
ぐ
後
戾
り
し
ま
す
適
當

な
指
導
を
加
へ
て
頂
け
れ
ば
誠
に
仕
合
は
せ
な
こ
と
で

す
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婦
人
會
報

　
　

一
、
宮
下
班
よ
り

　

宮
下
婦
人
會
は　

垩
上
陛
下
演
習
地
よ
り
御
還
幸
の
歬
夜
御

警
護
の
爲
派
遣
せ
ら
れ
た
る
警
官
五
所
神
社
々
務
所
に
宿
泊
の

際
時
間
當
番
を
定
め
食
事
其
他
一
切
の
世
話
を
な
し
警
官
一
同

の
感
謝
を
受
け
た
り
。

　
　

一
、
愛
國
婦
人
會
の
お
し
ら
せ

　

愛
國
婦
人
會
湯
河
原
町
分
會
長
八
龜
コ
ウ

○
託
兒
所　

六
月
や
つ
た
託
兒
所
の
成
績
が
よ
か
つ
た
の
で
此

の
秋
は
町
で
三
ケ
所
開
所
せ
ら
れ
其
の
中
門
川
の
託
兒
所
を
本

分
會
の
事
業
に
さ
せ
て
い
た
ゞ
き
ま
し
た
區
の
役
員
の
熱
心
と

保
姆
さ
ん
の
親
切
と
は
非
常
な
よ
い
成
績
で
十
一
月
一
ぱ
い
家

庭
か
ら
の
感
謝
の
中
に
終
り
ま
し
た
尙
當
番
と
し
て
御
手
傳
く

だ
さ
つ
た
方
々
に
厚
く
御
禮
申
上
げ
ま
す
。

○
愛
國
植
林　

紀
元
二
千
六
百
年
の
記
念
事
業
と
し
て
我
分
會

は
他
に
先
ん
じ
て
愛
國
植
林
を
致
し
ま
す
、
天
昭

（
マ
マ
）山

附
近
の
町

有
原
野
十
町
歩
を
借
り
入
れ
年
々
三
町
歩
づ
ゝ
三
年
計
畫
で
完

成
の
見
込
み
で
す
之
は
本
部
の
竹
內
茂
代
先
生
が
時
局
の
重
大

性
を
考
へ
、
物
的
資
源
を
益
々
必
要
と
す
る
今
日
原
野
に
植
林

し
て
十
年
の
計
を
樹
つ
る
こ
と
を
强
く
主
張
せ
ら
れ
幸
に
本
分

會
は
先
生
の
御
指
導
の
も
と
に
十
二
月
十
二
日
の
吉
日
を
卜
し

て
鍬
入
式
を
行
ひ
ま
し
た
來
春
植
付
の
時
季
に
は
全
會
員
の
御

出
動
を
願
つ
て
此
の
國
家
的
事
業
を
遂
行
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
　

一
、
國
防
婦
人
會
よ
り

　

去
る
十
一
月
廿
七
日
日
比
谷
公
會
堂
に
開
催
せ
ら
れ
た
る
大

日
本
國
防
婦
人
會
關
東
本
部
役
員
大
會
に
本
町
國
防
婦
人
正
副

會
長
出
席
其
際
左
記
申
合
せ
を
な
し
實
行
す
る
こ
と
ゝ
決
し
た

り
。

　
　
　

申
合
せ

一
、
年
末
年
始
の
贈
答
は
之
を
廢
止
い
た
し
ま
せ
う

二
、
新
年
に
際
し
衣
服
調
度
の
新
調
を
見
合
せ
ま
せ
う

三
、
年
賀
狀
は
皇
軍
慰
問
品
の
外
取
止
め
ま
せ
う
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四
、
お
米
を
尊
ぶ
氣
持
を
一
層
養
ひ
混
食
代
用
品
に
力
を
入
れ

節
米
の
實
を
擧
げ
ま
せ
う

五
、
右
に
依
り
節
約
し
た
る
金
は
國
債
の
買
入
れ
又
は
貯
蓄
を

い
た
し
ま
せ
う

　
　
　
　

本
證
會
よ
り

一
、
本
證
會
は
昭
和
十
一
年
五
月
に
、
座
禪
讀
經
な
ど
に
依
つ

て
佛
道
に
徹
し
た
い
と
云
ふ
願
望
を
持
つ
た
同
人
に
依
つ
て
作

ら
れ
た
會
で
あ
る
。

一
、
稀
、
未
曾
有
の
事
件
に
際
會
し
た
の
で
こ
の
會
も
象
牙
の

塔
か
ら
一
歩
街
頭
に
踏
み
出
し
て
幾
分
で
も
銃
後
の
お
役
を
擔

ふ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
ひ
そ
か
に
喜
ん
で
居
る
。

一
、
毎
月
一
回
は
缺
か
さ
ず
保
善
院
の
垩
堂
で
座
禪
の
會
を
や

る
。
地
味
な
靜
か
な
會
で
あ
る
。
半
日
を
自
分
で
自
分
の
心
と

語
る
會
で
あ
る
と
も
言
え
る
し
、
一
日
を
諸
佛
諸
菩
薩
と
共
に

暮
す
會
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
讀
經
座
禪
の
あ
と
で
平
田
哲
宗

導
師
か
ら
經
文
解
説
の
講
話
が
あ
る
。

一
、
毎
月
十
日
の
午
後
一
時
か
ら
保
善
院
で
開
か
れ
る
こ
と
に

な
つ
て
居
る
。
こ
の
次
か
ら
お
經
文
「
參
同
契
」
の
講
話
が
始

ま
る
豫
定
に
な
つ
て
居
る
。
求
道
の
志
の
方
は
御
遠
慮
な
く
御

同
參
く
だ
さ
い
。（
合
掌
）

地
下
足
袋
の
配
給
制
度

　

地
下
足
袋
が
配
給
制
度
に
な
り
ま
し
た
。
足
柄
下
郡
の
配
給

元
締
め
が
小
田
原
の
林
菊
藏
さ
ん
で
、
湯
河
原
町
の
配
給
所
は

宮
上
の
川
口
商
店
に
定
ま
り
ま
し
た
。
入
用
の
方
は
役
塲
か
ら

傳
票
を
貰
つ
て
、
こ
れ
と
引
換
え
に
配
給
所
で
配
給
を
受
け
る

こ
と
に
な
る
の
で
す
。
十
月
分
と
し
て
場

（
湯
）河

原
町
へ
配
給
に
な

つ
た
數
量
は
六
十
五
足
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
程
度
で
毎
月
配

給
が
あ
る
こ
と
に
な
つ
て
居
り
ま
す
。

○
毛
皮
使
用
制
度
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兎
毛
皮
（
ア
ン
ゴ
ラ
兎
、
レ
ツ
キ
ス
兎
を
除
く
）
は
左
に
揭

げ
た
用
途
以
外
に
は
使
用
す
る
こ
と
が
出
來
ま
せ
ん
。

　

一
、
軍
の
注
文
に
依
る
用
途

　

二
、
特
別
の
事
由
に
依
り
地
方
長
官
の
許
可
を
受
け
た
も
の

で
あ
り
ま
す
か
ら
自
分
で
飼
つ
た
兎
の
毛
皮
で
も
勝
手
に
使
ふ

こ
と
は
出
來
な
く
な
り
ま
し
た
。

町
役
塲
の
御
用
納
め
（
省
略
）

　
　
　
　

學
苑

　

防
空
演
習　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
一　

富
岡
英
子

　

私
の
家
で
は
母
が
私
の
小
さ
い
時
な
く
な
つ
て
今
度
の
防
空

演
習
に
は
私
が
出
る
事
と
な
つ
た
。

十
月
二
十
四
日
か
ら
卅
一
日
ま
で
は
、
そ
れ
こ
そ
夜
も
を
ち
を

ち
ね
て
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
私
は
二
十
九
日
に
學
校
か
ら
急
い
で

歸
つ
て
裏
の
を
ば
さ
ん
に
古
布
で
も
ん
ぺ
を
つ
く
つ
て
も
ら
つ

た
。
そ
し
て
出
る
ば
つ
か
に
し
て
ゐ
て
、
電
燈
を
暗
く
す
る
の

を
待
つ
た
。
そ
の
間
に
ご
は
ん
を
た
べ
、
ガ
ラ
ス
窓
は
光
が
透

ら
な
い
紙
で
は
り
、
幕
を
し
め
て
外
に
は
少
し
も
光
が
も
れ
な

い
や
う
に
し
た
。

そ
の
う
ち
は
ん
し
や
う
が
一
つ
鳴
つ
て
、
あ
と
か
ら
四
つ
鳴
つ

た
。「
そ
れ
、
空
襲
警
報
が
發
せ
ら
れ
た
」
私
は
す
ぐ
つ（

マ
マ
）

つ
く

を
履
き
、
手
拭
を
首
に
し
め
、
戰
闘

を
か
ぶ
つ
て
バ
ケ
ツ
を

持
ち
急
い
で
外
に
と
び
だ
し
た
。
大
さ
ん
の
家
の
歬
に
行
つ
て

見
る
と
群
長
さ
ん
が
「
ま
あ
早
い
」
と
言
つ
て
目
を
丸
く
し
た
。

私
は
う
れ
し
く
て
、「
群
長
さ
ん
、
み
ん
な
を
呼
び
に
行
か
う

か
」「
英
ち
や
ん
、
あ
ん
た
は
身
が
輕
く
て
と
べ
る
で
し
よ
。

お
ね
が
ひ
だ
か
ら
行
つ
て
來
て
」
私
は
そ
の
言
葉
の
終
ら
ぬ
內

に
そ
こ
を
か
け
出
し
て
、
尾
花
さ
ん
や
床
屋
さ
ん
、
其
の
他
十

一
群
の
者
を
皆
大
聲
で
呼
ん
だ
。
皆
、
を
ば
さ
ん
た
ち
が
ば
ら

ば
ら
と
、
あ
そ
こ
か
ら
も
こ
ゝ
か
ら
も
と
び
出
し
て
く
る
。
中

に
は
赤
ち
や
ん
を
を
ぶ
つ
て
く
る
人
も
あ
る
。
や
が
て
整
列
を
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し
た
。群
長
さ
ん
が
「
英
ち
や
ん
、あ
ん
た
は
傳
令
と
水
源
が
ゝ

り
に
な
つ
て
く
だ
さ
い
。
も
し
燒
夷
彈
が
落
ち
た
ら
第
十
三
群

か
十
群
に
應
援
を
求
め
に
行
つ
て
ね
」「
ハ
イ
」
私
は
元
氣
よ

く
答
へ
る
。
そ
の
他
色
々
の
注
意
を
受
け
て
銘
々
暗
い
所
に
か

く
れ
た
。
私
は
床
屋
の
ね
え
さ
ん
と
二
人
で
道
の
横
に
あ
る
私

の
家
の
空
地
に
身
を
ひ
そ
め
た
。
そ
の
う
ち
に
自
動
車
ポ
ン
プ

の
音
が
「
ブ
ウ
ー
」
と
聞
え
て
く
る
。
始
め
は
ど
こ
だ
か
わ
か

ら
な
か
つ
た
が
、
ど
う
も
上
の
方
か
ら
私
達
の
居
る
方
に
く
る

ら
し
い
。
自
動
車
の
音
が
大
き
く
聞
え
て
く
る
。
先
方
に
赤
い

も
の
が
見
え
た
。
だ
ん
〳
〵
間
近
く
せ
ま
つ
て
く
る
。「
來
た
」

私
は
バ
ケ
ツ
の
つ
る
を
し
つ
か
り
握
つ
た
。
自
動
車
は
私
の
歬

に
ぴ
た
り
と
と
ま
つ
た
。
二
三
人
の
者
が
警
防
團
の
服
を
着
け

て
お
り
た
。
手
に
は
赤
い
旗
を
持
つ
て
ゐ
る
。
す
る
と
一
人
が

「
自
動
車
は
先
に
」
と
早
口
に
言
つ
た
。
自
動
車
は
す
ぐ
に
走

り
だ
す
。
下
り
た
人
達
は
何
か
小
聲
で
言
つ
て
ゐ
た
が
、
床
屋

の
前
に
來
て
足
を
止
め
た
。
私
は
そ
つ
と
あ
と
を
つ
け
た
。
す

る
と
一
人
が
「
燒
夷
彈
落
下
し
ま
し
た
」
私
は
す
ぐ
棒
で
バ
ケ

ツ
を
た
ゝ
き
な
が
ら
、
む
が
む
ち
う
で
「
床
屋
の
前
に
燒
夷
彈

が
落
下
し
ま
し
た
よ
う
。
早
く
來
て
下
さ
い
」
と
言
つ
て
ど
な

つ
た
。
大
ぜ
い
の
人
が
か
け
つ
け
る
。
私
は
バ
ケ
ツ
を
持
つ
て

川
に
と
び
こ
み
隣
に
居
た
人
に
渡
し
た
。
又
汲
む
、
渡
す
、
だ

ん
〳
〵
や
つ
て
ゆ
く
う
ち
に
群
長
さ
ん
が
、「
十
一
群
だ
け
で

は
消
え
さ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
、
十
三
群
に
應
援
を
求
め
て
く
だ

さ
い
」
私
の
バ
ケ
ツ
は
は
う
り
だ
さ
れ
た
。
氣
が
つ
い
て
見
る

と
石
井
さ
ん
の
歬
に
居
る
「
十
三
群
の
人
、
十
二
群
に
應
援
に

來
て
く
だ
さ
い
」
す
る
と
、
く
ら
や
み
の
中
か
ら
バ
ラ
〳
〵
つ

と
か
け
て
來
た
。
私
は
そ
の
人
の
先
頭
に
立
つ
て
急
い
で
我
が

群
に
も
ど
つ
て
來
た
。
見
る
と
火
が
屋
根
に
燃
え
う
つ
ゝ
て
ゐ

る
。
私
は
そ
こ
に
居
る
人
の
仲
間
に
は
い
つ
て
、
水
を
渡
し
て

ゐ
た
。
さ
う
し
て
し
ば
ら
く
や
つ
て
ゐ
る
と
群
長
さ
ん
が
「
給

水
止
め
」「
お
さ
め
」
と
言
つ
た
。
私
の
目
は
屋
根
の
方
に
向

い
た
。
は
し
ご
が
か
け
て
あ
る
。
び
つ
し
よ
り
に
ぬ
れ
て
屋
根



720

別編　昭和三〇年以前の追録資料

が
月
の
光
に
き
ら
〳
〵
と
か
ゞ
や
い
て
ゐ
る
。
寶
石
が
一
ぱ
い

あ
る
や
う
だ
。
私
は
屋
根
か
ら
目
を
そ
ら
し
て
大
さ
ん
の
歬
に

行
き
整
列
し
た
。
す
る
と
警
防
團
長
が
い
つ
の
間
に
か
來
て
私

達
の
歬
で
記
錄
を
發
表
し
た
。
私
は
そ
れ
を
じ
つ
と
聞
い
て
ゐ

て
い
つ
も
よ
り
成
績
は
わ
り
に
よ
か
つ
た
と
思
つ
た
。
警
防
團

長
及
び
町
長
さ
ん
の
立
去
ら
れ
た
あ
と
で
群
長
さ
ん
が
「
皆
さ

ん
ご
く
ら
う
樣
で
し
た
」
と
や
さ
し
く
言
つ
て
く
れ
た
。
私
は

道
々
考
へ
る
に
さ
つ
き
は
よ
く
も
あ
れ
だ
け
話
も
し
な
い
で
や

れ
た
、
あ
の
時
こ
そ
み
ん
な
が
一
致
團
結
し
て
や
つ
た
か
ら
で

あ
る
。
私
も
子
供
で
は
あ
る
が
、
よ
く
あ
れ
だ
け
や
れ
た
。
だ

が
戰
地
に
ゐ
る
兵
隊
さ
ん
は
、
も
つ
と
〳
〵
も
の
す
ご
い
で
あ

ら
う
。
そ
し
て
何
時
こ
の
日
本
に
爆
彈
が
落
さ
れ
る
か
わ
か
ら

な
い
。
油
斷
を
し
な
い
で
堅
忍
持
久
の
精
神
を
以
て
ど
こ
ま
で

も
銃
後
の
守
り
を
か
た
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
も
及
ば

ず
な
が
ら
今
度
の
防
空
演
習
に
も
働
か
せ
て
も
ら
は
う
。

編
輯
後
記

（
中
略
）

　

寒
さ
が
急
に
嚴
し
く
な
つ
た
、
こ
の
冬
は
炭
も
不
足
だ
ら
ふ

し
、
石
炭
も
足
り
な
い
で
あ
ら
ふ
と
云
ふ
。
こ
の
冬
の
寒
さ
を

ど
う
し
て
暮
ら
す
の
で
あ
ら
ふ
な
ど
ゝ
今
か
ら
悲
鳴
を
擧
げ
て

居
る
人
が
な
い
で
あ
ら
ふ
か
、
こ
ん
な
時
に
は
考
え
る
が
い
ゝ
、

第
一
線
に
立
つ
皇
軍
將
兵
の
勞
苦
を
…
…
少
し
ば
か
り
の
物
資

の
缺
乏
に
悲
鳴
を
擧
げ
る
や
ふ
な
こ
と
で
ど
う
す
る
。
今
の
日

本
は
吾
々
の
祖
先
が
未
だ
曾
て
味
つ
た
こ
と
の
な
い
重
大
な
時

局
に
直
面
し
て
居
る
の
だ
。
吾
々
は
ど
ん
な
困
苦
に
も
缺
乏
に

も
耐
へ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
百
年
後
の
吾
々
の
子
孫

が
吾
々
の
時
代
を
懐
古
し
て
遺
憾
が
あ
る
や
ふ
な
こ
と
が
あ
つ

て
は
な
ら
な
い
。
吾
々
は
日
本
の
發
展
と
興
隆
の
た
め
に
は
ど

ん
な
こ
と
に
で
も
耐
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
冬

の
寒
さ
が
何
ん
で
あ
ら
ふ
。

　
　
　

×　
　
　
　
　

×

　

町
民
の
方
に
町
の
事
情
を
よ
く
知
つ
て
貰
ひ
た
い
こ
と
ゝ
部
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落
常
會
の
充
實
强
化
を
計
り
た
い
た
め
に
湯
河
原
常
會
を
發
行

す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
發
刋

（
刊
）計

劃
が
定
ま
つ
た
の
が
十
一
月

廿
六
日
で
あ
る
。
早
速
協
力
し
て
戴
か
ね
ば
な
ら
ぬ
各
種
團
體

の
方
々
に
お
集
り
を
願
つ
て
協
議
を
し
た
、
各
種
團
體
の
方
々

も
よ
く
主
旨
を
了
解
せ
ら
れ
早
速
に
原
稿
を
戴
く
運
び
に
な
つ

た
こ
と
を
喜
ん
で
居
る
。
宮
澤
警
部
補
さ
ん
か
ら
も
お
忙
し
い

中
を
時
切
柄
適
切
な
原
稿
を
戴
く
こ
と
が
出
來
た
こ
ふ
し
た
皆

さ
ん
の
お
蔭
で
兎
も
角
も
こ
ゝ
に
湯
河
原
常
會
が
產
れ
た
の
で

あ
る
。
健
か
に
成
長
さ
せ
て
ゆ
き
た
い
。

　
　
　

×　
　
　
　
　

×

　

發
刋

（
刊
）計

劃
を
樹
て
ゝ
か
ら
原
稿
締
切
り
ま
で
僅
か
十
日
程
し

か
な
か
つ
た
、
編
輯
に
當
つ
て
本
町
の
新
聞
記
者
諸
君
の
意
見

も
敲
い
た
が
何
し
ろ
編
輯
を
擔
當
し
た
者
が
、
こ
の
種
の
編
輯

に
付
い
て
經
驗
が
少
な
か
つ
た
の
と
期
間
が
短
か
ゝ
つ
た
爲
め

に
拙
速
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
關
係
で
、
體
裁
の
上
か
ら
も
亦
內

容
の
點
か
ら
も
遺
憾
が
多
い
で
あ
ら
ふ
こ
と
を
恐
れ
て
居
る
。

今
後
の
た
め
切
に
御
叱
正
を
乞
ふ
次
第
で
あ
る
。

　
　
　

×　
　
　
　
　

×

　

小
學
校
兒
童
の
作
文
は
今
月
は
富
岡
英
子
さ
ん
が
一
つ
だ
け

し
か
載
ら
な
か
つ
た
、
こ
れ
は
紙
面
が
無
い
の
で
や
む
を
得
な

か
つ
た
が
、
こ
の
次
か
ら
は
各
學
年
を
道

（
マ
マ
）じ

て
成
る
べ
く
多
勢

の
を
載
せ
る
や
ふ
に
し
た
い
と
考
え
て
居
る
。

　

今
月
英
子
さ
ん
の
を
載
せ
た
理
由
は
、
過
般
の
家
庭
防
火
群

の
訓
練
に
際
し
母
の
な
い
英
子
さ
ん
が
防
火
群
の
班
員
と
し
て
、

よ
く
奮
闘
さ
れ
た
實
感
が
滲
み
出
て
居
る
の
で
、
時
局
柄
看
過

出
來
な
い
作
品
で
あ
る
と
思
つ
て
載
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ

る
。
防
空
本
部
長
の
防
空
訓
練
に
就
て
の
記
事
と
併
せ
て
讀
ま

れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
。

（
後
略
）

（
宮
上　

八
亀
信
氏
蔵
）

八
亀
武
雄
町
長
の
代
の
一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
一
二
月

一
五
日
に
発
刊
さ
れ
た
町
内
会
報
創
刊
号
。
戦
争
の
時
代
を
反
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映
し
て
、
防
火
・
防
空
訓
練
、
銃
後
奉
公
、
戦
地
か
ら
の
便
り
、

地
下
足
袋
の
配
給
、
青
年
学
校
、
警
防
団
報
、
国
防
婦
人
会
報

な
ど
が
多
岐
に
わ
た
り
克
明
に
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。

205　

湯
河
原
町
『
常
會
』
第
七
號

昭
和
十
五
年
六
月
十
四
日
發
行　

湯
河
原
町
常
會　

第
七
號

湯
河
原
町　

常
會　

第
七
號

神
奈
川
縣
足
柄
下
郡
湯
河
原
町　

月
刊　

常
會　

發
行
所

神
奈
川
縣
足
柄
下
郡
湯
河
原
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

編
輯
兼
發
行
人　

杉
崎
鐵
藏

神
奈
川
縣
足
柄
下
郡
湯
河
原
町　
　

印
刷
人　

二
見
吉
太
郎

神
奈
川
縣
足
柄
下
郡
湯
河
原
町　
　

印
刷
所　

二
見
活
版
所

就
任
の
辭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
長　

杉
崎
鐵
藏

　

八
亀
歬
町
長
の
後
を
う
け
て
、
私
が
湯
河
原
町
長
と
し
て
就

任
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
日
の
時
局
は
極
め
て
重
大
で
あ
り
ま
す
。
今
や
我
國
は
內

に
外
に
非
常
に
重
大
な
局
面
に
立
つ
て
ゐ
る
と
申
さ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

日
本
が
こ
の
時
難
を
克
服
し
、
垩
戰
目
的
を
達
成
し
て
、
東

亞
新
秩
序
建
設
の
大
業
を
成
し
遂
げ
る
に
は
、
國
民
の
不
退
轉

の
决
意
と
、
挺
身
國
に
殉
ず
る
の
覺
悟
と
實
踐
と
を
要
す
る
の

は
勿
論
で
あ
り
ま
す
が
、
吾
等
地
方
自
治
に
携
は
る
も
の
は
、

よ
く
こ
の
重
大
時
局
を
認
識
し
て
、
地
方
自
治
體
の
發
展
を
計

り
、
銃
後
强
化
の
こ
と
に
萬
全
を
期
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

不
肖
老
齡
且
つ
短
才
、
こ
の
重
任
を
負
ふ
こ
と
容
易
で
な
い

と
存
じ
ま
す
が
、
献
身
職
務
に
當
り
、
只
管
奉
公
の
誠
を
竭
し

銃
後
を
擔
當
し
過
ち
な
き
を
期
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
居
り

ま
す
。

　

玆
に
町
民
各
位
の
厚
き
御
支
援
と
御
鞭
撻
と
を
お
願
ひ
致
し

て
や
ま
な
い
次
第
で
あ
り
ま
す
。
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町
報

町
長
更
迭
（
省
略
）

　
　
　
　

衛
生
施
設
の
自
治
化　

　

五
月
廿
五
日
町
役
塲
に
各
區
長
、
町
衛
生
委
員
の
聯
合
會
議

を
開
き
、
各
區
の
衛
生
施
設
に
關
し
て
協
議
の
結
果
左
の
通
り

決
定
し
た
。

一
各
區
の
衛
生
施
設
は
町
よ
り
は
一
定
額
を
補
助
し
區
每
に
自

治
的
に
施
設
を
講
ず
る
こ
と
。
但
し
衛
生
組
合
經
營
の
塵
芥

燒
却
場
は
從
歬
通
り
の
方
法
に
依
り
經
營
す
。

一
昭
和
十
五
年
度
分
は
一
區
當
り
町
費
六
十
圓
を
支
出
す
。

　
　
　
　

飼
料
資
源
の
開
發
…
…

こ
れ
は
湯
河
原
小
學
校
で
佐
藤
助
役
さ
ん
の
水
の
口
澤
開
墾
地

の
一
部
四
反
歩
を
借
り
受
け
て
玉
蜀
黎
を
播
い
て
ゐ
る
風
景
で

す
。
先
生
と
生
徒
が
汗
み
ど
ろ
に
な
つ
て
鍬
を
振
つ
て
ゐ
ま
す
。

こ
れ
は
明
日
の
日
本
え
の
貴
い
種
を
播
い
て
ゐ
る
の
で
す
。

…
…
兒
童
の
勤
勞
（
写
真
省
略
）

鎭
守
府
司
令
長
官
よ
り
感
謝
狀

　
　
　

感
謝
狀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

足
柄
下
郡
湯
河
原
町

海
軍
志
願
兵
徴
募
ニ
當
リ
當
局
ノ
意
ヲ
體
シ
勸
募
奬
勵
ニ
盡

瘁
シ
之
カ
期
待
ニ
副
ヒ
効
果
顯
著
ナ
リ

仍
テ
玆
ニ
感
謝
ノ
意
ヲ
表
ス

　
　

昭
和
十
五
年
四
月
三
十
日

　

横
須
賀
鎭
守
府
司
令
長
官

海
軍
大
將
從
三
位
勳
一
等
功
四
級
長
谷
川
淸

　
　
　
　

宮
下
託
兒
所
の
表
彰

　
　
　

表
彰
狀

　

神
奈
川
縣
足
柄
下
郡
湯
河
原
町
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宮
下
農
繁
期
託
兒
所

農
繁
期
兒
童
保
護
施
設
ニ
就
テ
優
良
ナ
ル
成
績
ヲ
擧
ゲ
ラ
レ
タ

ル
ニ
對
シ
茲
ニ
慈
愛
旗
並
ニ
助
成
金
ヲ
贈
呈
ス

　

昭
和
十
五
年
五
月
五
日

財
團
法
人
東
京
朝
日
新
聞
社
會
事
業
團

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理
事
長　

上
野
精
一

　
　
　
　

春
季
農
繁
託
兒
所
の
開
設

　

本
年
春
季
農
繁
託
兒
所
は
歬
年
の
經
驗
に
鑑
み
左
記
四
ヶ
所

に
開
設
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
今
回
は
四
ケ
所
と
も
町
の
主
催

と
し
て
湯
河
原
町
婦
人
會
の
後
援
と
い
ふ
立
歬
で
遂
行
し
て
ゆ

く
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

記

　

託
兒
所
名
　

設
置
場
所

　

開
設
月
日
　

保
姆
氏
名

門
川
託
兒
所

八
幡
神
社
境
內

六
月
六
日　

二
見
澄
江

小
松
タ
ケ

城
堀
託
兒
所

城
堀
寺
境
內　

六
月
十
一
日

星
野
テ
ル

深
澤
靜
江

宮
下
託
兒
所

湯
河
原
小
學
校

六
月
五
日　

上
坂　

康

雨
川
ハ
ル

宮
上
託
兒
所

湯
河
原
小
學
校

六
月
五
日　

室
伏
ノ
ブ
子

渡
部
タ
マ
子

　
　
　
　

五
月
部
落
常
會
成
績
（
男
子
部
）

部
落
別
全　

員
出
席
者

同　

上

出
席
率

興　

亞　

貯　

金

人　

員

四
月
貯
金
額

貯
金
額
累
計

宮　

下
二
一
一
　

九
三　
　
　

％

〇
、
四
四
二
四
九　
　

三
二
、
三
三
　
　

一
四
九
、
〇
四

門　

川
一
六
五
　

五
五
〇
、
三
三
　

五
五　
　

一
八
、
一
〇
　
　

一
八
八
、
六
四

城　

堀
一
〇
六
　

七
八
〇
、
七
四
　

九
二　
　

二
五
、
二
五
　
　

一
七
九
、
七
一

宮　

上
二
五
九
　

八
〇
〇
、
三
一
二
一
〇　

一
五
九
、
五
〇
　
　

七
七
八
、
九
六

湯
河
原
二
四
二
　

三
二
〇
、
一
三
一
八
九　

一
三
六
、
一
五
　
　

四
七
九
、
四
〇

計

七
九
五　

三
七
一
、
三
六

一
、
七
七
五
、
七
五

五
月
成
績
評

　

五
月
男
子
部
落
常
會
の
成
績
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。

　

出
席
率
の
一
番
よ
い
の
は
城
堀
の
七
四
％
で
あ
る
。
次
が
宮
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下
、
門
川
の
順
序
で
あ
る
。
全
體
の
人
員
で
は
宮
下
の
九
三
人

と
い
ふ
の
が
一
番
よ
い
。

　

興
亞
貯
金
が
引
續
い
て
よ
い
成
績
で
あ
る
。
全
體
の
部
落
を

通
し
て
、
貯
金
の
人
員
、
金
額
共
歬
月
よ
り
も
一
段
の
增
加
を

示
し
て
ゐ
る
。
殊
に
宮
上
と
湯
河
原
と
が
益
々
成
績
が
よ
い
や

う
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
役
員
の
方
の
努
力
と
區
民
の
方
の
時
局
認
識
の
强
化

を
示
す
も
の
と
し
て
喜
び
に
堪
え
な
い
所
で
あ
る
。

　

只
今
月
は
ど
う
し
た
も
の
か
門
川
が
、
人
員
で
八
十
人
金
額

で
二
十
一
圓
三
十
錢
の
減
少
を
來
た
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
何
ん

と
か
し
て
成
績
挽
回
に
お
骨
折
り
願
ひ
た
い
も
の
で
あ
る
。

　

興
亞
奉
公
日
に
自
肅
節
約
さ
れ
た
金
額
が
千
七
百
七
十
五
圓

と
い
ふ
數
字
に
上
り
ま
し
た
。

組
の
常
會

　
　

宮
上
婦
人
會
第
二
十
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
長　

荒
井
サ
ヨ

　

今
月
の
廿
五
日
の
晩
は
私
の
家
を
會
場
と
し
て
組
の
常
會
を

開
き
ま
し
た
。
午
後
八
時
に
開
會
し
て
午
後
十
時
に
閉
會
し
、

左
の
誓
詞
と
協
議
事
項
を
决
定
し
て
其
の
實
行
を
確
く
誓
約
い

た
し
ま
し
た
。

　
　
　

誓
詞

一
私
達
は
、
神
佛
を
崇
拜
し
て
、
神
に
恥
ぢ
ざ
る
正
し
き
、
淸

き
心
に
な
り
ま
せ
う
。

一
私
達
は
、
力
を
戮
せ
、
ぢ
み
な
つ
と
め
を
い
た
し
ま
せ
う
。

一
私
達
は
、
物
資
の
節
約
、
勤
儉
貯
蓄
に
つ
と
め
ま
せ
う
。

一
私
達
は
、
熱
し
や
す
く
、
冷
め
や
す
い
こ
と
は
よ
し
ま
せ
う
。

一
私
達
は
、
虚
榮
心
を
持
ち
ま
す
ま
い
。

一
私
達
は
、
利
己
主
義
を
よ
し
て
、
共
存
共
榮
に
つ
と
め
ま
せ

う
。

一
私
達
は
、
言
行
一
致
を
守
り
ま
せ
う
。

　
　
　

協
議
事
項
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一
組
內
の
道
路
と
溝
の
淸
掃
を
す
る
こ
と
。

一
ち
り
は
ら
ひ
、
三
本
づ
ゝ
つ
く
り
學
校
へ
寄
附
す
る
こ
と
。

一
臺
所
無
盡
を
立
て
る
こ
と
。

　
　
　
　

篤
志
名
鑑
（
省
略
）

　
　
　
　

婦
人
會
だ
よ
り

宮
上
婦
人
會

　

五
月
廿
四
日
午
後
八
時
よ
り
靑
年
會
場
に
組
長
以
上
の
役
員

會
を
開
き
左
の
事
項
を
協
議
決
定
し
た
。

一
、
每
月
一
日
、
十
五
日
の
朝

　

イ
、
區
肉

（
內
）の

ド
ブ
浚
ひ
、
道
路
の
淸
掃
を
行
ふ
こ
と
。

　

ロ
、
カ
マ
ド
の
檢
査
を
行
ふ
こ
と
。

歬
二
項
は
五
月
二
十
五
日
の
組
の
常
會
に
組
長
よ
り
組
員
に
協

議
し
承
諾
を
求
め
た
る
上
實
行
す
る
こ
と
。

　
　

表
彰
狀

愛
國
婦
人
會
神
奈
川
縣
支
部
湯
河
原
町
分
會
ノ
會
勢
著
シ
ク

進
展
シ
其
ノ
成
績
ノ
最
モ
優
秀
ナ
ル
ヲ
認
ム
仍
テ
分
會
表
彰

規
程
ニ
依
リ
彰
功
旗
ヲ
授
興

（
マ
マ
）シ

玆
ニ
其
ノ
名
譽
ヲ
表
彰
ス

昭
和
十
五
年
五
月
十
八
日

愛
國
婦
人
會
神
奈
川
縣
支
部
長　

松
村
靜
子

　
　

表
彰
狀

愛
國
婦
人
會

神
奈
川
縣
支
部
湯
河
原
町
分
會

今
次
支
那
事
變
ニ
際
シ
協
力
一
致
銃
後
後
援
ニ
盡
瘁
セ
ラ
レ

タ
ル
効

（
マ
マ
）績

洵
ニ
顯
著
ナ
リ
仍
テ
玆
ニ
支
那
事
變
國
債
ヲ
贈
リ

之
ヲ
表
彰
ス

昭
和
十
五
年
五
月
十
四
日

神
奈
川
縣
知
事
從
四
位
勳
三
等　

村
松
光
磨

銃
後
奉
公
會

家
庭
慰
問
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六
月
一
日
恒
例
の
出
征
遺
家
族
の
家
庭
慰
問
を
行
つ
た
。

　

こ
の
日
の
慰
問
は
現
品
を
廢
し
て
、
慰
問
券
で
贈
る
こ
と
に

し
た
。
こ
の
慰
問
券
は
左
の
指
定
商
店
で
自
分
の
必
要
な
現
品

と
引
換
え
る
こ
と
が
出
來
る
樣
に
な
つ
て
居
り
ま
す
。

　
　
　

湯
河
原　

室
定
商
店

　
　
　

宮　

上　

萬
屋
商
店

　
　
　

宮　

上　

泉
屋
商
店

　
　
　

宮　

下　

湯
河
原
共
榮
產
業
組
合　

　
　
　

門　

川　

米
岩
商
店

★
戰
地
か
ら
の
便
り

　
　

北
支
派
遣
軍
○（

マ
マ
）○

隊

　
　
　
　

○（
マ
マ
）○

部
隊
○（

マ
マ
）○

隊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
松
義
一

謹
諬　

時
下
初
夏
の
候
御
一
同
樣
に
は
益
々
御
健
勝
に
て
御
活

躍
の
段
第
一
線
よ
り
有
難
く
御
禮
申
上
げ
ま
す
。

　

小
生
も
お
蔭
樣
に
て
入
隊
以
來
益
々
元
氣
旺

に
て
軍
務
に

精
勵
致
し
て
居
り
ま
す
故
他
事
な
が
ら
御
休
心
下
さ
い
。

　

北
支
も
愈
々
暑
く
な
つ
て
參
り
ま
し
た
。
日
中
百
度
を
は
る

か
に
突
破
し
、
室
內
に
立
て
ゝ
置
い
た
ロ
ー
ソ
ク
が
暑
さ
の
た

め
に
自
然
に
溶
け
て
し
ま
う
仕
末
で
す
。
麥
刈
り
は
も
う
大
分

歬
か
ら
始
ま
つ
て
居
り
ま
す
。

　

演
習
は
只
今
中
隊
敎
練
に
て
張
切
つ
て
や
つ
て
居
り
ま
す
が
、

炎
熱
の
眞
只
中
に
て
駈
廻
は
さ
れ
る
に
は
流
石
に
フ
ラ
〳
〵
し

て
し
ま
ゐ
ま
す
。
第
三
次
檢
閲
も
先
日
無
事
終
了
致
し
ま
し
た
。

　

今
日
十
八
日
（
土
曜
日
）
入
隊
以
來
の
最
初
の
外
出
に
て
班

長
殿
に
引
卛
さ
れ
て
市
街
見
物
に
行
つ
て
參
り
ま
し
た
。
映
畵

も
つ
い
で
に
觀
て
き
ま
し
た
。
驚
い
た
こ
と
に
は
、
讀
賣
ニ

ユ
ー
ス
に
鄕
土
の
皆
樣
の
活
躍
さ
れ
て
居
る
實
况
を
眼
の
あ
た

り
拜
見
致
し
ま
し
た
と
き
は
懐
し
く
て
只
感
謝
と
感
激
、
戰
友

達
え
も
ほ
こ
り
を
感
じ
、
隨
分
肩
身
が
廣
く
な
つ
た
や
う
な
氣

が
し
ま
す
。
イ
ヤ
自
分
一
個
人
で
な
く
鄕
土
出
征
軍
人
は
皆
ほ
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こ
り
を
感
じ
て
ゐ
る
こ
と
ゝ
思
ひ
ま
す
。

　

第
一
線
に
て
偶
然
に
皆
々
樣
の
お
姿
を
拜
し
た
感
激
は
到
底

忘
れ
得
ら
れ
ぬ
こ
と
で
す
。

　

同

同
じ
日
に
入
營
し
た
、
西
山
宏
、
平
松
友
吉
兩
君
も
小

生
と
同
じ
處
に
て
、
三
人
で
鄕
土
の
便
り
を
懷
か
し
く
語
り
合

ひ
、
勵
ま
し
合
つ
て
共
に
軍
務
に
勵
ん
で
居
り
ま
す
。

　

で
は
遙
か
な
る
北
支
の
地
よ
り
會
員
皆
々
樣
の
御
健
勝
を
祈

り
ま
す
。

　
　

五
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
松
義
一

湯
河
原
町
愛
國
婦
人
會
分
會
御
中

町
の
方
面
事
業

　

本
町
に
於
い
て
軍
事
生
活
扶
助
を
受
け
て
ゐ
る
も
の
は
現
在

湯
河
原
區
に
六
名
宮
上
區
に
六
名
宮
下
區
に
七
名
門
川
區
に
七

名
城
堀
區
に
三
名
計
二
十
九
名
で
現
在
應
召
兵
湯
河
原
區
十
五

名
宮
上
區
十
二
名
宮
下
區
十
四
名
門
川
區
十
九
名
城
堀
區
三
名

計
六
三
名
現
役
湯
河
原
區
十
二
名
宮
上
區
十
四
名
宮
下
區
二
十

三
名
門
川
區
二
十
五
名
城
堀
區
十
名
計
八
十
四
名
合
計
百
四
十

七
名
に
對
し
二
割
に
當
つ
て
ゐ
る
。
事
變
當
初
は
一
家
生
計
の

支
柱
と
な
つ
て
ゐ
た
豫
後
備
の
人
々
が
多
く
召
集
せ
ら
れ
た
爲

め
扶
助
受
給
者
が
多
く
一
時
は
三
割
以
上
に
達
し
た
こ
と
が
あ

つ
た
が
追
々
應
召
者
は
歸
還
し
若
い
現
役
兵
が
代
つ
て
應
召
せ

ら
れ
た
爲
め
次
第
に
減
じ
つ
ゝ
あ
り
ま
す
。

　

歬
年
度
中
醫
療
扶
助
を
受
け
た
も
の
は
延
人
員
十
二
名
で
助

產
扶
助
三
埋
葬
費
補
助
が
三
生
業
扶
助
は
遺
家
族
十
四
戶
に
對

し
養
豚
事
業
助
成
費
と
し
て
一
戶
七
十
五
圓
宛
一
千
五
十
圓
の

支
給
を
受
け
て
ゐ
る
。
併
し
豚
疫
の
流
行
と
引
續
き
飼
料
の
不

足
と
は
遺
憾
な
が
ら
當
初
の
計
畫
を
挫
折
せ
し
め
て
ゐ
た
。
歸

還
兵
に
對
す
る
生
業
援
護
の
取
扱
ひ
は
四
件
で
あ
る
。

　

軍
事
扶
助
を
受
け
つ
ゝ
あ
る
も
の
は
生
活
費
の
外
に
銃
後
援

護
團
體
か
ら
種
々
の
援
護
を
受
け
て
ゐ
る
。
市
町
村
税
の
輕
減
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電
燈
料
ラ
ヂ
オ
聽
取
料
の
減
免
及
び
奉
公
會
の
特
別
援
護
等
で

あ
る
。

　

扶
助
を
受
く
る
方
に
特
に
申
上
げ
て
置
き
た
い
こ
と
は
扶
助

は
國
家
が
出
動
軍
人
に
對
し
國
民
當
然
の
義
務
を
遂
行
せ
し
む

る
爲
め
特
殊
の
境
遇
に
あ
る
家
族
を
救
護
す
る
意
味
の
制
度
で

あ
つ
て
い
は
ゞ
國
家
が
そ
れ
ら
軍
人
に
對
す
る
積
極
的
厚
意
の

表
現
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
く
る
も
の
は
苟
も
國
家
の
當
然
の
義

務
を
履
行
す
る
上
に
準
備
不
足
の
爲
め
國
家
よ
り
特
別
の
援
助

を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
深
く
反
省
し
て
一
層
御
奉
公
の
念

を
强
く
せ
ね
ば
相
濟
ま
ぬ
と
考
へ
る
。

　

扶
助
を
一
つ
の
權
利
と
考
へ
た
り
貰
ひ
得
だ
と
い
ふ
や
う
な

さ
も
し
い
考
へ
を
持
つ
や
う
な
人
が
あ
つ
た
ら
そ
れ
は
國
家
の

名
譽
を
汚
し
軍
人
の
體
面
を
傷
つ
け
る
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら

ぬ
。

農
會
報

柑
橘
栽
培
六
月
の
行
事

　

本
年
の
結
果
は
相
當
良
効

（
マ
マ
）と

認
め
ら
れ
る
一
方
風
害
落
葉
病

等
の
被
害
を
憂
慮
さ
れ
る
今
秋
の
生
產
果
よ
り
出
荷
が
統
制
せ

ら
れ
る
樣
に
聽
き
及
ん
で
ゐ
る
斯
樣
に
な
り
ま
す
と
必
ず
品
等

の
よ
い
も
の
が
最
後
の
勝
利
者
で
あ
り
ま
す
。

一
、
病
中
驅
除

各
種
介
殻
虫
が
發
生
し
て
參
り
ま
し
た
ル
ビ
ー
ロ
ー
虫
は
縣
下

各
產
地
に
亘
り
蔓
延
被
害
を
被
つ
て
ゐ
る
。
下
旬
よ
り
發
生
し

て
初
め
の
一
匹
の
成
虫
よ
り
約
一
二
〇
〇
匹
位
の
蟲
が
發
生
す

る
。
此
の
繁
殖
旺

な
害
蟲
は
本
月
よ
り
八
月
に
亙
り
少
な
く

と
も
二
―
三
回
「
カ
ロ
ー
ヂ
ン
、
コ
ク
サ
イ
ド
」
等
を
撒
布
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
星
天
牛
は
下
旬
よ
り
發
生
し
產
卵
す
る

を
以
て
捕
殺
し
、
或
は
そ
の
豫
防
と
し
て
「
ホ
ワ
イ
ト
ウ
オ
ツ

シ
ユ
」
を
塗
布
す
る
。

病
氣
と
し
て
落
葉
病
、
遺
よ
う
病
、
黒
點
病
の
豫
防
に
四
斗
式

半
量
石
灰
ボ
ル
ド
ウ
液
を
撒
布
す
。
赤
ダ
ニ
の
發
生
園
地
に
は
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ボ
ル
ド
ウ
液
の
撒
布
は
一
層
赤
ダ
ニ
の
發
生
を
促
進
さ
せ
る
を

以
つ
て
石
灰
硫
黄
合
劑
撒
布
を
督
勵
す
。

二
、
肥
料

下
旬
よ
り
夏
肥
を
行
ふ
、
本
年
は
各
地
區
共
豊
作
を
豫
想
せ
ら

れ
果
實
の
肥
大
を
計
る
を
以
つ
て
玉
肥
と
し
て
施
用
す
る
こ
と

緊
要
な
り
。
肥
料
と
し
て
速
効
性
肥
料
を
選
ぶ
こ
と
。

三
、
移
植

成
樹
に
對
す
る
移
植
は
な
る
べ
く
本
月
を
以
つ
て
終
る
こ
と
、

移
植
後
は
乾
燥
を
防
ぐ
た
め
敷
草
を
充
分
に
す
る
こ
と
。

落
葉
果
樹
六
月
の
行
事

一
、
梨
に
於
い
て
は
袋
掛
夏
季
剪
定
肥
料
病
蟲
害
防
除
等
を
行

ふ
。

二
、
桃
梅
は
夏
季
剪
定
を
行
ふ
。

三
、
柿
に
於
い
て
は
本
月
中
二
回
位
の
七
斗
式
過
石
灰
ボ
ル
ド

ウ
液
を
撒
布
す
こ
と
、
蓆
蟲
に
は
袋
掛
け
を
行
ふ
か
一
―
二

回
比
酸
鉛
を
撒
布
す
る
。

蔬
菜
栽
培
六
月
の
行
事

一
、
本
月
の
播
種
も
の
で
人
參
晩
生
枝
豆
金
蒔
き
う
り
餘
蒔
ト

マ
ト
等

二
、
露
地
に
有
る
苺
の
子
株
を
切
離
し
苗
養
成
床
に
假
植
す
る
。

花
卉
六
月
の
手
入

一
、
播
種
も
の
で
朝
顏
の
晩
播
「
シ
ネ
ラ
リ
ア
」「
ブ
リ
ム
ヲ
」

の
類

二
、
繁
殖
に
よ
る
も
の
椿
、
山
茶
花
、
紫
陽
花
、
躑
躅
瑞
香
え

に
し
だ
「

（
マ
マ
）ポ

リ
ン
セ
チ
ア
等
。

三
、
分
株
に
よ
つ
て
は
「
ア
ル
メ
リ
ア
ア
」「
ン
ソ
リ
ウ
ム
」
等
。

四
、「
チ
ユ
ー
リ
ッ
プ
」「
ヒ
ア
シ
ン
ス
」「
ア
ネ
モ
ネ
」「
ク
ロ

ツ
カ
ス
」
水
仙
等
は
根
掘
上
げ
る
こ
と
。

土
誌
（
省
略
）

　
　
　
　

常
會
讀
本
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二
宮
先
生
の
敎
へ
を
少
し
づ
ゝ
每
回
讀
ん
で
常
會
讀
本
と
致

し
ま
せ
う
。
之
は
私
ど
も
の
心
の
糧
と
も
な
り
、
善
い
事
を
實

行
す
る
に
當
つ
て
の
推
進
力
と
も
な
る
事
と
思
ひ
ま
す　

先
生

の
歌
に

　

丹
精
は
誰
れ
知
ら
ず
と
も
お
の
づ
か
ら

　

秋
の
み
の
り
の
ま
さ
る
數
々

と
言
ふ
の
が
あ
り
ま
す
。

今
皆
さ
ん
は
雨
の
降
る
中
を
泥
に
ま
み
れ
て
田
植
ゑ
を
な
さ

い
ま
し
た
。
之
か
ら
一
心
に
丹
精
す
れ
ば
誰
が
知
ら
な
く
と
も

秋
に
な
れ
ば
、
き
つ
と
よ
い
實
の
り
と
な
つ
て
澤
山
の
取
り
い

れ
を
な
す
樣
に
な
る
と
歌
つ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

天
地
自
然
の
事
は
ま
こ
と
に
明
か
な
も
の
で
、
少
し
の
う
そ

僞
り
も
あ
り
ま
せ
ん
、
春
が
行
け
ば
夏
が
來
、
秋
が
立
て
ば
冬

が
訪
れ
る
。
又
そ
れ
と
同
じ
や
う
に
、
種
を
蒔
け
ば
芽
が
出
花

が
咲
き
實
が
成
る
。
之
も
間
違
の
な
い
事
實
で
あ
り
ま
す
。
又

天
の
道
は
極
め
て
釣
合
を
保
つ
た
嚴
肅
な
動
き
を
な
し
て
行
く

も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
天
地
の
間
に
生
ず
る
萬
物
は
皆
天
の

こ
ゝ
ろ
に
よ
つ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
其
の
周
圍
を
見
る

に
皆
其
の
物
が
大
き
く
な
り
發
展
し
て
行
く
に
都
合
よ
く
出
來

て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

で
あ
り
ま
す
か
ら
若
し
も
天
意
に
反
し
た
所
に
物
を
持
つ
て
行

け
ば
其
の
物
は
忽
ち
に
し
て
消
滅
し
て
し
ま
ひ
ま
す
。
稻
は
田

に
植
え
て
こ
そ
繁
殖
す
る
の
で
あ
つ
て
之
を
畑
に
植
ゑ
れ
ば
や

が
て
枯
死
す
る
に
至
り
ま
す
。
こ
う
し
て
畑
に
生
ず
べ
き
も
の

は
畑
に
山
谷
に
生
ず
べ
き
も
の
は
山
谷
に
、
各
々
天
意
に
應
じ

て
生
じ
其
の
周
圍
の
情
態
に
よ
つ
て
發
展
し
て
行
く
の
で
あ
り

ま
す
。
人
間
は
此
の
間
に
在
つ
て
物
と
環
境
と
の
融
合
を
計
つ

て
充
分
に
物
の
德
を
發
展
さ
せ
る
役
目
を
す
る
の
で
す
。

　

稻
が
田
に
生
育
し
花
の
開
き
實
の
る
こ
と
は
自
然
で
あ
り
ま

す
が
、
人
間
は
更
に
稻
の
生
育
を
完
全
な
ら
し
め
る
爲
め
に
日

照
り
に
は
田
に
水
を
か
け
或
は
肥
料
を
施
し
害
虫
を
驅
除
し
て

天
地
の
化
育
に
力
を
併
せ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
此
の
化
育
に
併
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せ
る
力
が
即
ち
勤
勞
で
あ
り
ま
す
。
人
が
天
の
化
育
に
力
を
併

せ
れ
ば
天
は
必
ず
人
の
發
展
繁
榮
に
力
を
盡
し
て
く
れ
ま
す
。

故
に
多
く
勤
勞
す
れ
ば
多
い
收
穫
が
得
ら
れ
少
く
働
け
ば
少
い

收
穫
し
か
得
ら
れ
な
い
事
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
之
を
思
へ

ぱ（
ば
）人

の
力
が
萬
物
に
及
ぼ
し
て
之
を
無
限
に
發
展
せ
し
め
限
り

な
き
幸
福
を
作
り
出
し
て
行
く
大
き
く
深
い
惠
み
を
思
は
ず
に

は
居
ら
れ
ま
せ
ん
。
丹
精
と
い
ふ
の
は
大
地
の
化
育
に
賛
成
す

る
人
の
力
で
あ
る
と
申
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
此
の

力
卽
ち
勤
勞
の
力
が
多
け
れ
ば
多
い
程
天
は
必
ず
知
ら
な
い
間

に
化
育
の
力
を
此
の
人
に
與
へ
て
秋
の
實
の
り
に
善
果
を
現
は

し
て
く
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

私
共
は
利
益
を
欲
し
幸
福
を
願
ふ
と
に
は
先
つ

（
マ
マ
）天

の
鴻
大
無

邊
の
惠
み
を
思
ひ
、
そ
れ
に
報
ゆ
る
こ
と
を
考
へ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
二
宮
先
生
の
敎
へ
の
中
に
陰
德
に
つ
い
て
の
お
話

が
あ
り
ま
す
が
、
陰
德
は
隱
し
て
行
ふ
と
い
ふ
事
で
は
な
い
、

こ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
事
を
其
の
通
り
に
行
ふ
事

で
あ
つ
て
、
稻
の
田
に
稻
の
肥
や
し
を
す
る
の
も
麥
の
畑
に
麥

の
こ
や
し
を
す
る
の
も
又
君
の
爲
め
に
忠
義
を
盡
す
も
親
や
祖

先
の
爲
め
に
孝
養
を
な
す
も
子
孫
の
相
續
に
慈
愛
を
盡
す
も
、

何
事
も
皆
恩
あ
る
も
の
に
恩
を
報
ゆ
る
道
で
あ
つ
て
、
之
が
卽

ち
陰
德
で
あ
り
ま
す
。
で
あ
る
か
ら
此
の
陰
德
を
積
ま
ず
し
て

人
の
生
活
が
安
心
を
得
ら
れ
幸
福
を
味
へ
る
筈
は
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。

　

皆
さ
ん
此
の
非
常
時
局
に
當
り
益
々
陰
德
を
積
ん
で
天
の
惠

み
を
充
分
に
受
け
銃
後
の
守
り
を
完
成
し
て
行
き
ま
せ
う
。
此

の
丹
精
の
歌
を
皆
で
い
つ
し
よ
に
朗
唱
し
て
忘
れ
な
い
樣
に
し

て
下
さ
い
。

靑
年
團
報　

昭
和
十
五
年
度
各
部
正
副
部
長
一
覽
表
（
省
略
）

　
　
　
　

學
苑

　
　
　

最
高
學
年
と
し
て
の
覺
悟
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高
二
女　

古
谷　

幸

　

も
早
や
高
等
二
年
、
ま
つ
た
く
月
日
の
た
つ
の
は
水
の
流
る

る
よ
り
早
い
。
今
ま
で
は
ぶ
ら
〳
〵
物
事
を
や
つ
て
來
た
が
之

か
ら
は
い
か
ぬ
。
最
高
學
年
と
し
て
下
級
生
を
導
い
て
行
か
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
今
ま
で
よ
り
一
層
心
を
引
き
し
め
物
事
に
あ

た
つ
て
行
く
事
が
大
切
で
あ
る
。
垩
戰
正
に
四
年
目
、
國
家
は

愈
々
重
大
使
命
を
帶
び
つ
ゝ
東
亞
建
設
事
に
邁
進
し
て
行
く
此

の
重
大
な
る
時
局
に
、
銃
後
の
國
民
我
々
は
よ
ほ
ど
緊
張
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
達
女
性
の
身
と
し
て
も
い
ろ
〳
〵
仕

事
の
澤
山
あ
り
ま
す
。
一
つ
〳
〵
の
仕
事
に
心
を
打
込
め
眞
劔

に
な
し
て
行
く
事
が
時
局
柄
殊
に
肝
要
で
す
。
私
達
高
等
二
年

は
、
下
の
者
の
姉
と
も
な
る
人
で
す
。
や
さ
し
く
親
切
に
面
倒

を
見
て
や
り
、
ひ
い
て
は
下
級
生
の
手
本
と
も
な
る
者
で
す
。

皆
級
の
者
一
致
協
力
し
て
一
日
一
日
を
過
す
や
う
致
し
ま
せ
う
。

又
日
常
部
落
自
治
會
、
自
彊
會
等
に
は
全
部
の
人
が
一
つ
と
な

り
此
の
上
と
も
會
の
發
達
本
校
の
名
譽
の
爲
力
を
注
い
で
行
き

度
い
と
常
々
思
つ
て
居
り
ま
す
。

　

私
達
卒
業
後
は
社
會
の
一
員
と
し
て
荒
波
に
ぶ
つ
か
つ
て
行

く
の
で
す
。
ど
ん
な
辛
苦
で
も
し
の
ば
れ
る
や
う
な
し
つ
か
り

と
し
た
人
と
な
る
の
に
は
、
今
學
校
に
ゐ
る
時
に
鍜

（
マ
マ
）へ

上
げ
て

行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
卒
業
後
に
い
く
ら
小
學
校
に
上

り
た
く
と
も
上
れ
ま
せ
ん
。
あ
と
一
年
間
、
先
生
の
御
導
き
で
、

し
つ
か
り
と
や
つ
て
行
き
度
い
と
思
つ
て
ゐ
る
次
第
で
す
。
先

生
が
お
叱
り
な
さ
る
の
も
決
し
て
に
く
い
の
で
な
く
、
唯
私
達

未
熟
な
る
生
徒
を
よ
く
す
る
が
爲
で
あ
り
ま
す
。

　

私
達
は
い
く
ら
感
謝
し
て
も
し
き
れ
な
い
程
有
難
い
の
で
ご

ざ
い
ま
す
。
私
は
よ
く
母
よ
り
言
は
れ
ま
す
。「
先
生
が
お
叱

り
に
な
る
の
も
、
親
が
叱
る
の
も
皆
に
く
い
爲
で
は
な
い
、
ど

う
か
し
て
自
分
の
生
徒
或
は
子
供
を
よ
く
し
よ
う
、
よ
く
し
よ

う
の
一
心
に
叱
る
の
だ
。
先
生
も
親
も
皆
心
持
は
同
じ
事
だ
」

か
う
言
は
れ
て
初
め
て
成
程
先
生
も
親
も
皆
有

い
も
の
だ
と

つ
く
〴
〵
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
私
達
の
級
で
は
、
時
々
級
長
さ
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ん
や
、
副
級
長
さ
ん
が
先
生
よ
り
お
叱
り
を
い
た
だ
く
。
私
は

其
の
度
に
胸
が
は
り
さ
け
る
如
く
苦
し
い
。
や
は
り
何
に
つ
け

て
も
か
に
つ
け
て
も
、
上
に
立
つ
人
が
叱
ら
れ
る
の
だ
。
皆
組

の
者
が
互
に
注
意
し
合
つ
て
、
日
常
生
活
を
續
け
て
行
く
な
ら
、

か
や
う
な
事
は
な
く
每
日
〳
〵
の
勉
强
は
樂
し
く
先
生
、
生
徒

共
に
圓
滿
に
過
す
事
が
出
來
る
と
思
ふ
。
そ
れ
を
級
長
が
何
か

注
意
す
る
と
す
ぐ
不
平
を
言
つ
て
聞
入
れ
ぬ
や
う
な
事
が
あ
る
。

す
る
と
や
は
り
う
ま
く
行
か
ず
、
光

（
マ
マ
）生

の
方
も
叱
つ
て
氣
持
を

わ
る
く
し
、
又
生
徒
も
叱
ら
れ
、
互
に
心
持
を
惡
く
す
る
や
う

な
事
が
あ
つ
て
、
こ
れ
で
は
此
の
時
局
は
の
り
き
つ
て
行
け
ぬ

と
思
ひ
ま
す
。

先
生
、
生
徒
共
に
力
を
合
せ
、
生
徒
は
先
生
を
敬
ひ
、
一
生
懸

命
に
勉
强
し
て
行
つ
た
な
ら
ば
こ
れ
程
幸
福
な
事
は
な
い
と
思

ひ
ま
す
。

　

私
達
常
に
先
生
の
御
敎
訓
を
奉
じ
、
立
派
な
生
徒
と
な
り
、

此
の
湯
河
原
小
學
校
又
は
大
恩
あ
る
諸
先
生
の
名
を
け
が
さ
ぬ

よ
う
、
立
派
な
人
物
と
な
る
様
心
掛
け
ま
せ
う
。

　
　
　
　

最
高
學
年
を
迎
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
二
女　

富
岡
林
子

「
櫻
の
花
は
散
り
て
、
野
山
の
す
く
〳
〵
の
び
て
行
く
若
葉
、

あ
ら
ゆ
る
草
木
は
我
等
を
向

（
マ
マ
）へ

て
茂
る
。
あ
ゝ
我
等
を
最
高
學

年
ま
で
御
指
導
下
さ
つ
た
先
生
方
の
御
恩
は
永
久
に
忘
れ

き

物
で
あ
る
。」
ふ
と
こ
ん
な
事
を
考
へ
て
ゐ
る
と
表
の
方
か
ら

妹
が
歌
ひ
な
が
ら
歸
つ
て
く
る
ら
し
い
樣
子
だ
。
耳
を
す
ま
し

て
聞
い
て
ゐ
る
と
、
其
れ
は
私
の
幼
き
頃
の
一
番
得
意
な
歌
で

あ
つ
た
。

　

妹
の
歌
ふ
聲
は
家
に
近
づ
く
に
連
れ
て
段
々
と
明
る
く
又
淸

く
聞
え
て
來
た
。
其
の
歌
は
「
春
の
小
川
は
さ
ら
〳
〵
流
る
、

岸
の
す
み
れ
や
れ
ん
げ
の
花
に
」
と
い
ふ
歌
で
あ
る
。
私
は
我

知
ら
ず
に
妹
と
一
し
よ
に
歌
つ
て
し
ま
つ
た
。

ほ
ん
と
に
思
出
多
き
春
で
あ
る
。
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最
高
學
年
と
な
つ
て
か
ら
そ
れ
〳
〵
の
務
が
ふ
え
た
。
購
買

部
、
後
援
會
費
、
看
護
當
番
、
又
部
落
自
治
會
、
自
彊
會
等
、

今
ま
で
は
敎
へ
て
も
ら
い
な
が
ら
學
ん
で
來
た
が
今
年
は
私
達

が
主
に
責
任
を
も
つ
て
學
校
の
爲
、
町
の
爲
に
つ
く
し
て
行
か

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
又
運
動
、
作
業
方
面
に
對
し
て
も

私
達
が
先
に
立
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
で
あ
る
。
私
は

今
年
こ
そ
思
ふ
存
分
運
動
し
て
立
派
な
活
躍
を
す
る
や
う
心
に

深
く
ち
か
つ
た
。
ハ

（
マ
マ
）レ

ー
ボ
ー
ル
の
大
會
も
一
日
一
日
と
近
づ

い
て
來
る
。
此
の
試
合
が
來
て
も
き
つ
と
立
派
に
つ
く
さ
う
と

考
へ
て
ゐ
ま
す
。
は
げ
め
、
進
ま
ん
、
草
木
の
如
く
。

希
望
多
き
春
よ
。

評
に
代
へ
て

♢　

妹
の
歌
ふ
唱
歌
に
ふ
と
浮
ぶ

　
　
　
　

幼
き
頃
の
春
の
思
ひ
出

♢　

た
ん
ぽ
ゝ
の
花
を
つ
み
つ
ゝ

　

た
わ
む
れ
し
幼
き
頃
の
た
の
し
か
り
け
り

♢　

大
い
な
る
希
望
に
も
え
て
進
み
ゆ
く

　
　
　

こ
の
一
年
を
心
ゆ
る
す
な

　
　
　
　

編
輯
後
記

五
月
二
十
日
を
以
つ
て
八
龜
町
長
退
く
、
在
職
四
ヶ
年
は
必

ず
し
も
永
か
つ
た
と
は
言
え
な
い
。
併
し
其
の
間
の
世
上
の
激

し
い
動
き
に
對
處
し
、
萬
全
を
期
し
て
誤
ら
な
か
つ
た
努
力
と
、

氣
苦
勞
と
は
蓋
し
平
時
の
二
十
年
に
も
相
當
す
る
。

こ
の
四
ヶ
年
に
大
分
疲
勞
の
見
え
た
し
、
皺
も
深
く
な
つ
た

や
う
だ
。「
わ
れ
痩
せ
た
り
と
雖
も
天
下
肥
ゆ
」。
あ
な
た
の
失

は
れ
た
と
こ
ろ
の
貴
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
そ
の
ま
ゝ
町
氏
の
血

と
な
り
肉
と
な
つ
て
居
る
。

横
須
賀
鎭
守
府
長
官
よ
り
の
感
謝
狀
、
宮
下
託
兒
所
の
表
彰
、

愛
國
婦
人
會
二
回
の
表
彰
、
こ
れ
み
な
銃
後
湯
河
原
の
ハ
リ
キ

ツ
た
姿
で
あ
る
。

戰
地
に
あ
る
小
松
君
か
ら
、
鄕
里
の
婦
人
會
が
銃
後
に
活
躍
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さ
れ
て
ゐ
る
ニ
ユ
ー
ス
映
畫
を
觀
て
の
喜
び
を
傳
へ
て
來
た
。

戰
地
の
兄
弟
に
は
、
そ
れ
か
ら
〳
〵
と
良
い
ニ
ユ
ー
ス
を
傳
え

る
や
う
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

組
の
常
會
が
廿
五
日
の
晩
に
全
町
一
薺
に
開
か
れ
た
。
そ
の

狀
況
を
精
し
く
紙
上
で
お
傳
へ
し
た
い
と
思
つ
た
が
、
紙
面
の

都
合
で
そ
う
も
行
か
ず
、
宮
上
二
十
組
の
を
一
つ
だ
け
登
載
し

た
。
こ
の
誓
詞
を
讀
ん
だ
だ
け
で
婦
人
方
の
眞
摯
な
覺
悟
が
覗

は
れ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

本
號
か
ら
「
常
會
讀
本
」
の
欄
を
設
け
て
、
二
宮
先
生
の
遺

訓
を
少
し
づ
ゝ
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。
平
易
な
文
章
の
裡
に

深
い
精
神
が

ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
御
愛
讀
を
乞
ふ
。

其
他
町
の
方
面
事
業
、
農
會
報
、
兒
童
作
文
と
本
號
も
充
實

し
た
內
容
を
も
つ
て
皆
さ
ん
に
ま
み
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

遠
藤
校
長
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
剋
念
作
垩
な
る
敎
育
論
は
紙
面

の
都
合
で
次
號
へ
廻
し
た
。

た
ゞ
選
擧
事
務
で
編
輯
子
多
忙
の
た
め
、
編
輯
上
の
遺
漏
は

免
れ
な
か
つ
た
こ
と
ゝ
思
ふ
。
そ
の
點
ひ
ら
に
御
海
容
を
乞
ふ
。

（
宮
上　

八
亀
信
氏
蔵
）

八
亀
町
長
を
後
継
し
た
杉
崎
鐵
藏
町
長
の
代
の
一
九
四
〇
（
昭

和
一
五
）
年
六
月
一
四
日
に
発
刊
さ
れ
た
町
内
会
報
第
七
号
。

戦
時
下
に
お
け
る
国
防
婦
人
会
、
銃
後
奉
公
、
農
会
報
、
青
年

団
報
、
戦
地
か
ら
の
便
り
、
学
校
便
り
、
春
季
農
繁
期
託
児
所

開
設
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、『
常
會
』
関
係
資
料
は
五

件
残
存
し
て
い
る
。

206　

〔
案
内
状
〕
農
繁
託
児
所
開
設
に
付

　
　
　

昭
和
十
四
年
五
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

愛
國
婦
人
會
湯
河
原
町
分
會

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

分
會
長　

八
亀
コ
ウ

　

愛
婦
人
會
長

　
　
　

八
亀
コ
ウ　

殿

拝
啓
、
新
緑
ノ
候
、
愈
々
御
清
栄
之
段
奉
大
賀
候
、
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扨
テ
、
今

愛
國
婦
人
會
神
奈
川
縣
支
部
ノ
了
解
ノ
モ
ト
ニ
六

月
一
日
ヨ
リ
三
十
日
迄
一
ケ
月
間
農
繁
託
児
所
ヲ
開
設
致
ス
事

ト
相
成
候
、
就
テ
ハ
来
ル
六
月
一
日
午
前
八
時
ヨ
リ
城
堀
城
願

寺
ニ
於
テ
開
所
式
擧
行
致
度
候
ニ
付
、
萬
障
御
差
繰
御
出
席
被

下
度
、
此
段
御
案
内
申
上
候
、
追
而
愛
國
婦
人
会
設
置
ニ
於
レ

テ
ハ
、
御
部
内
会
員
一
同
ニ
御
示
達
方
、
御
願
申
上
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮
上　

八
亀
信
氏
蔵
）

愛
国
婦
人
会
神
奈
川
支
部
の
了
解
の
も
と
に
、
六
月
一
日
か

ら
三
〇
日
ま
で
、
農
繁
託
児
所
を
城
堀
城
願
寺
で
開
設
す
る
た

め
、
開
所
式
を
挙
行
す
る
旨
の
通
知
。

207　

蠅
取
日
実
施
に
付
て

　
　
　
　

蝿
取
日
實
施
ニ
付
テ

婦
人
會
役
貟
會
ノ
時
決
定
シ
マ
シ
タ
蝿
取
日
ハ
其
後
町
ノ
豫
防

委
貟
會
ニ
テ
相
談
シ
マ
シ
テ
次
ノ
通
リ
實
施
ス
ル
コ
ト
ニ
ナ
リ

マ
シ
タ
カ
ラ
改
メ
テ
御
通
知
申
上
ゲ
マ
ス

　
　

昭
和
十
四
年
八
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
長　

八
亀
武
雄

　

湯
河
原
町
聯
合
婦
人
會

　
　
　
　
　
　
　
　

各
役
貟　

殿

　
　
　
　
　

記

一
、
蝿
取
日
ハ　

八
月
十
日　

八
月
二
十
日　

九
月
一
日　

九

月
十
日　

九
月
二
十
日
ノ
五
日
ト
シ
マ
ス

二
、
蝿
取
日
ニ
ハ
當
日
ツ
ト
メ
テ
蝿
ヲ
取
ル
ハ
勿
論
其
ノ
他
ノ

日
ニ
取
リ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
モ
マ
ト
メ
テ
班
長
サ
ン
ニ
ト
ヾ
ケ

出
ル
コ
ト

三
、
班
長
サ
ン
ハ
マ
ツ
チ
箱
ニ
何
バ
イ
ア
ツ
タ
カ
シ
ラ
ベ
テ
蝿

ハ
ヤ
キ
捨
テ
ル
コ
ト

四
、
蝿
ハ
マ
ツ
チ
箱
一
箱
三
銭
ニ
テ
役
場
デ
買
ヒ
上
ゲ
マ
ス

五
、
組
ヲ
單
位
ト
シ
テ
多
ク
取
ツ
タ
組
ニ
ハ
各
区
デ
三
等
マ
デ

特
ニ
賞
與
ヲ
致
シ
マ
ス

六
、
蝿
ハ
何
デ
取
ツ
テ
モ
ヨ
イ
、
又
誰
ガ
取
ツ
テ
モ
ヨ
イ
、
ド
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コ
デ
取
ツ
テ
モ
ヨ
イ
カ
ラ
成
ル
ベ
ク
多
ク
取
ツ
テ
下
サ
イ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
亀
コ
ウ　

殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮
上　

八
亀
信
氏
蔵
）

湯
河
原
町
連
合
婦
人
会
役
員
会
並
び
に
町
予
防
委
員
会
の
決

定
に
よ
り
、
ハ
エ
取
日
が
決
定
し
た
旨
の
通
知
。
戦
前
の
劣
悪

な
衛
生
状
態
が
う
か
が
わ
れ
る
。

208　

類
燒
見
舞
金
覺
帖

　
（
表
紙
）

昭
和
拾
五
年
壹
月
廿
八
日

類
燒
見
舞
金
覺
帖

　
　

於
千
明
甲
之
助
様
方

　
　
　
　
　
　
　

横
澤
利
八

　
　

見
舞
金
之
部

一
、
金
五
拾
円
也　
　

湯
河
原
町

〃
参
拾
円
也　
　

湯
河
原
町　

銃
後
奉
公
会

〃
貳
拾
円
也　
　

湯
河
原
信
用
組
合

〃
参
拾
円
也　
　

湯
河
原
区

〃
拾
円
也　
　
　

湯
河
原
温
泉
組
合

〃○

参
拾
円
也　
　

伊
藤　

清
様

〃○

拾
円
也　
　
　

富
士
屋
旅
館
様

〃○

五
円
也　
　
　

伊
豆
屋
本
家
様

〃○

五
円
也　
　
　

上
野
屋
様

〃○

五
円
也　
　
　

清
光
園
様

〃○

五
円
也　
　
　

相
模
屋
様

〃○

五
円
也　
　
　

大
和
館
様

〃○

拾
円
也　
　
　

丹
羽
弥
太
郎
様

〃○

拾
円
也　
　
　

高
知
尾
健
次
郎

一
、
金
五
円
也　
　
　

杦
崎
鉄
藏
様

　
　

〃○

拾
円
也　
　
　

室
伏
庄
作
様

　
　

〃
拾
円
也　
　
　

お
か
め　

様
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〃○

拾
円
也　
　
　

橋
本
久
次
郎
様

　
　

〃○
五
円
也　
　
　

鈴
木
亀
太
郎
様

　
　

〃○

五
円
也　
　
　

末
好
旅
館
様

　
　

〃○

拾
円
也　
　
　

赤
ペ
ン　

様

　
　

〃○

拾
円
也　
　
　

永
田
鎌
太
郎
様

　
　

〃○

五
円
也　
　
　

室
定
商
店
様

　
　

〃○

拾
円
也　
　
　

白
ペ
ン　

様

　
　

〃○

参
円
也　
　
　

伊
藤
屋
隠
居
様

　
　

〃○

参
円
也　
　
　

栗
原
保
忠
樣

　
　

〃○

参
円
也　

　
　

上
沢
ノ
シ
リ
友
春　

樣　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

室
伏
家
内

　
　

〃○

参
円
也　

　
　

大
庫ク

ラ　
　
　
　

様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
庫
蔵

　
　

〃○

貳
円
也　
　
　

室
伏
仲
𠮷
様

一
、
金○

参
円
也　
　
　

高
杦
分
店
様

　
　

〃○

貳
円
也　
　
　

梅
屋　

様

　
　

〃○

貳
円
也　
　
　

浅
原
老
人
様

　
　

〃○

参
円
也　
　
　

湯
河
原
町　

家
庭
防
火
群

　
　

〃○

貳
円
也　
　
　

櫻
山　

中
川
㐂
六
様

　
　

〃
貳
円
也　
　
　

上
町　

真
壁
久
藏
様

　
　

〃○

五
円
也　
　
　

青
ペ
ン
様

　
　

〃○

貳
円
也　
　
　

宮
上　

平
松
ミ
ネ
様

　
　

〃○

貳
円
也　
　
　

魚
𠮷
商
店
様

　
　

〃○

貳
円
也　
　
　

門
川　

二
見
嘉
郎
様

　
　

〃○

貳
円
也　
　
　

門
川　

二
見
五
郎
様

　
　

〃○

貳
円
也　
　
　

す
が
た
園
様

　
　

〃
壹
円
也　
　
　

城
堀　

木
島
シ
ン
様

　
　

〃○

壱
円
也　
　
　

大
松
宮
上　

佐
々
木
松
太
郎

　
　

〃○

貳
円
也　
　
　

門
川　

杦
本
菓
子
店

一
、
金
貳
円
也　
　
　

市
川
疊
店
様

　
　

〃
貳
円
也　
　
　

宮
下　

室
伏
繁
治
様

　
　

〃
貳
円
也　
　
　

城
堀　

菅
沼
虎
造
様
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〃○

壱
円
五
拾
銭
也　

鈴
木
信
一
様

　
　

〃
壱
円
也　
　
　

片
上
自
転
車
店
様

　
　

〃○
壱
円
也　
　
　

横
林
古
物
商
様

　
　

〃○

壱
円
也　
　
　

足
袋
金
様

　
　

〃○

貳
円
也　
　
　

一
力
双
葉　

渡
部　

力
様

　
　

〃
参
円
也　
　
　

愛
国
婦
人
会　

湯
河
原
町
分
会

　
　

〃○

五
円
也　
　
　

熱
海　

古
屋
旅
館
様

　
　

〃○

貳
円
也　
　
　

熱
海　

松
永
古
物
商
様

　
　

〃○

参
円
也　
　
　

熱
海　

水
晶
屋　

様

　
　

〃○

貳
円
也　
　
　

熱
海
大
湯　

杦
崎　

毅
様

　
　

〃○

参
円
也　
　
　

熱
海　

三
井
儀
一
様

一
、
金○

壱
円
也　
　
　

熱
海　

三
木
元
吉
様

　
　

〃○

壱
円
也　
　
　

熱
海　

加
藤
辰
五
郎
様

　
　

〃○

五
円
也　
　
　

玉
久
旅
館　

松
井
岩
次
様

　
　

〃
壱
円
也　
　
　

吉
浜　

常
盤　

様

　
　

〃
壱
円
也　
　
　

眞
鶴
町　

熊
本
金
藏
様

　
　

〃
貳
円
也　
　
　

片
浦
村
石
橋　

中
島　

譽
様

　
　

〃
貳
円
也　
　
　

二
宮　

成
岡
貞
治
様

　
　

〃
貳
円
也　
　
　

下
曽
我　

千
明　

様

　
　

〃
五
円
也　
　
　

鎌
倉　

伊
藤　

様　
　

　
　

〃
五
円
也　
　
　

小
田
原　

木
曽
正
雄
様

　
　

〃○

五
円
也　
　
　

小
田
原　

瀬
尾
金
次
郎

　
　

〃
五
円
也　
　
　

小
田
原　

添
田
呉
服
店

一
、
金
五
円
也　
　
　

横
濱　

日
進
自
動
車

　
　

〃
参
円
也　
　
　

東
京　

壽
々
木
㐂
様

　
　

〃
五
円
也　
　
　

東
京　

獅
々
倉
金
治
様

　
　

〃
参
円
也　
　
　

東
京　

綱
島
嘉
兵
衛
様

　
　

〃
参
円
也　
　
　

八
王
子　

下
條
照
子
様

　
　

〃○

拾
円
也　
　
　

東
京　

大
塚　

光
様

　
　

〃
五
円
也　
　
　

大
塚
光
兄
様

　
　

〃○

五
円
也　
　
　

東
條
清
治
様

　
　
　
　
　
　
　
　

東
條
店
員



741



〃○

参
円
也　

　
　
　

酒
井
、
出
口
、
宮
下
様

〃
拾
円
也　
　
　

田
中
徳
藏
様

〃○

五
円
也　
　
　

小
野
利
右
衛
門
様

〃○

拾
円
也　
　
　

大
石
隆
章
様

〃○

拾
円
也　
　
　

広
瀬
藤
郎
様

〃
貳
拾
円
也　

　
　

久
野
謌
雄
様

　
　
　
　
　
　
　
　

神
奈
川
葉
山
町

電
話
弐

ハ
ヤ
マ百

三
十
一
番　

堀
ノ
内
九
九
〇

一
、
金○

貳
拾
円
也　
　

大
富
鉱
業
株
式
会
社

　
　

〃○

拾
五
円
也　
　

原
部
隊
池
田
隊　

幹
部
一
同
様

　
　

〃
拾
円
也　

　
　

愛
国
婦
人
会
神
奈
川
縣
支
部
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

飯
沼
櫂
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　

世
田
ケ
谷
区
北
沢
町
三
―
九
二
一

一
、
金○

拾
円
也　

　
　

田
下
亀
之
助
様

　
　

〃○

貳
円
也　
　
　

二
階
屋　

加
藤
弥
作
様

　
　

〃○

拾五
円
也　
　
　

向
山　

坂
口
屋
様

　
　

〃○

五
円
也　
　
　

中
西
様

一
、
金○

弐
拾
円
也　
　

藤
田
屋
樣

一
、
金○

八
圓
也　

　
　

古
川
嘉
作

　
　
　
　
　
　

35　
　

仝　

弟

一
、
金
八
圓
也　
　
　

古
川
ヒ
サ

一
、
金
五
圓
也　
　
　

東
京　

大
久
保
ハ
ル
様

一
、
金○

拾
圓
也　
　
　

室
伏
亀
太
郎

一
、
金
拾
圓
也　
　
　

松
村
利
雄

一
、
金
貳
圓
也
、
商
券　

横
須
賀　

加
藤

一
、
金○

拾
圓
也　
　
　

室
伏
庄
作

一
、
金○

五
圓
也　
　
　

亀
屋
旅
舘

一
、
金○

五
圓
也　
　
　

伊
豆
屋
本
舘　

一
、
金
六
百
圓
也　
　

町
よ
り
の
分
け

一
、
金○

拾
七
圓
也　
　

軍
人
援
護
会

　
　

長○
ㇾ
町
殿
御
持
參　

神
奈
川
縣
支
部

¥559.50
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一
、
金○

貳
圓
也　
　
　

長
野
縣
小
縣
郡
滋
野
村　

加
藤
和
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
下
谷
区
谷
中
初
音
町
三
ノ
一
六

一
、
金
五
圓
也　

　
　
　

有
澤
芦
舟

一
、
金
五
圓
也　
　
　

横
浜
市　

村
越
お
い

一
、
金
五
圓
也　
　
　

東
京　

大
久
保
浩
伸

一
、
金
貳
圓
也　
　
　

ア
タ
ミ
ア
サ
ヒ
町　

久
保
田
忠
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
本
郷
春
木
三
丁
目

一
、
金○

五
圓
也　

　
　
　

太
田
正
倍

　
　
　

福
一
シ
ヤ
キ　

一
、
金
約
拾
圓
也　
　

ア
タ
ミ
町　

橋
本
徳
次
郎

一
、
金○

参
圓
也　
　
　

東
京
靑
山　

森
田
五
三
郎

五
月
九
日　
　
　
　
　

一
、
金
五
円
也　
　
　

東
京　

本
山
忠
治
氏

十
五
年
十
一
月
廿
六
日　

一
、
金
拾
圓
也　
　
　

東
京
市　

唐
澤
龍
治
様

十
五
年
十
弐
月
廿
日

一
、
金
五
圓
也　
　
　

田
中
孝
三
郎
様

　
　

見
舞
品
之
部

一
、
白
米
一
俵　
　
　

湯
河
原
町

一
、
白
米
一
俵　
　
　

吉
浜　

力
石
由
太
郎

一
、
米
五
升
外　
　
　

福
泉
寺

一
、
ツ
ク
ダ
ニ
壱
箱　

早
山
与
三
郎

一
、
醬
油
一
樽　
　
　

伊
藤
高
芳

一
、
醬
油
一
升　
　
　

角
田

一
、
ビ
ン
結

（
マ
マ
）五

ケ　
　

奥
田

一
、
茶
ワ
ン　
　
　
　

門
川　

須
藤
公
平

一○

、
着
物
三
　
　
　

伊
藤
隠
居

一
、
砂
糖
、
皿
一
枚　

石
川
ヨ
シ

一
、
風
呂
敷
一
枚　
　

田
川

一
、
セ
ト
モ
ノ
、
下
駄　

木
島

一
、
反
物
一
反　
　
　

門
川　

鈴
木
呉
服
店　
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一○
、
下
駄
二
足　
　
　

萬
屋

一
、
ナ
ベ
二
ヶ
、
オ
ハ
チ　

杦
本
辨
之
助

一
、
ラ
ツ
キ
ヨ
ウ　
　

紅
屋
（
伊
藤
）

一
、
バ
ケ
ツ
一
ケ　
　

鈴
木
金
物
店

一○

、
着
物
外　
　
　
　

富
士
屋
旅
館

一○

、
着
物
外　
　
　
　

白
ペ
ン

一
、
毛
布　
　
　
　
　

千
明
甲
之
助

一○

、
毛
布　
　
　
　
　

竹
内
栖
鳳

一
、
着
物
外
約
三
拾
円　

広
瀬
藤
市

一
、
フ
ト
ン
皮　
　
　

渡
辺
安
太
郎

一
、
ボ
ウ
セ
キ　
　
　

力
石
薬
局

一
、
シ
ヤ
ツ　
　
　
　

山
名
モ
ト

一○

、
醬
油
三
升　
　
　

三
河
屋　

三
橋
政
雄

一
、
醬
油
二
升　
　
　

石
川
商
店

一
、
醤
油
二
升　
　
　

駿
河
無
盡

一
、
木
炭
一
俵　
　
　

小
松
仲
𠮷

一
、
木
炭
一
俵　
　
　

杦
山
木
炭
店

一○

、
木
炭
一
俵　
　
　

佐
藤
延
由

男
物
二
点
、
白
地
黒
地

一○

、
着
物
外　
　
　
　

中
川
㐂
六
内

一
、
茶
ワ
ン
五　
　
　

東
京　

加
藤
ラ
ヂ
オ
屋

一
、
洗
面
器　
　
　
　

小
松
太
一
郎

一
、
綿　
　
　
　
　
　

櫻
屋
、
湯
元
屋

一○

、
着
物
二
　
　
　

佐
藤
礼
藏

一○

、
着
物
、
砂
糖　
　

中
西

一○

、
着
物
品
々
四
点　

藤
田
屋

一○

、
ふ
と
ん
四
ツ　
　

小
田
原
幸

　
　
　
　
　
　

一
枚
外　
　

渋
谷
正
𠮷

一
、
茶
道
具
一
ト
組
小
形　

熱
海
市
馬
塲
下

　
　

オ
ー
バ
外
フ
ル

（
マ
マ
）シ

キ　

石
田
敞
造
、
越
後
屋

　
　

ガ
ン
ピ
オ
ビ
一
本　
　

岩
沢
ガ
ン
ピ

　
　
　

サ
イ
ハ
イ
二
本　
　

。
。

。
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一
、
女
物
道
行
羽
ブ
タ
イ　

葉
山
堀
ノ
内
九
九
〇

一
、
男
物
ユ
ウ
キ
一
反
裏
一
反
地
バ
ン
袖

一
、
女
物
カ
ス
リ
一
反
、
ス
ソ
廻
シ
一
ト
切

（
山
梨
県
富
士
吉
田
市
上
吉
田　

横
澤
健
夫
氏
蔵
）

一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
一
月
二
八
日
、
宮
上
の
旅
館
を

火
元
と
し
て
発
生
し
た
、
湯
河
原
町
の
大
火
の
際
に
横
澤
利
八

宛
に
寄
せ
ら
れ
た
御
見
舞
金
品
を
書
き
上
げ
た
資
料
で
あ
る
。

こ
の
覚
帳
か
ら
、
県
内
外
の
顧
客
か
ら
様
々
な
金
品
が
寄
せ
ら

れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

209　

疎
開
宿
舎
使
用
の
件

宿
舎
使
用
ス
ル
モ
ノ

　
　
　
　

大
和
館　
　

飯
島
館　
　

松
の
湯

宿
舎
使
用
セ
ザ
ル
モ
ノ

　
　
　
　

大
黒
屋　
　

田
代
屋　
　

越
前
屋　
　

二
階
屋

　
　
　
　
　

横
濱
市
宮
谷
国
民
學
校
湯
河
原
町
疎
開
分
団　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
蔵
）

横
浜
市
宮
谷
国
民
学
校
（
疎
開
児
童
四
六
五
人
）
は
児
童
の

疎
開
先
を
湯
河
原
町
内
に
あ
る
三
旅
館
で
受
け
入
れ
て
も
ら
う

こ
と
に
な
っ
た
。

210　

疎
開
児
童
宿
舎
整
理
報
告

①　
〔
整
理
宿
舎
の
件
〕

整
理
宿
舎　
　

稲
荷
台
分

　

の
ぞ
み
旅
館

　

双
葉
館

右
之
通
り
に
つ
き　

よ
ろ
し
く
願
上
候

　

九
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

稲
荷
台　
　

中
島
利
信

　

青
木
分
団
長　

殿

横
浜
市
稲
荷
台
国
民
学
校
（
疎
開
児
童
五
四
〇
人
）
は
児
童
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の
疎
開
先
で
あ
る
湯
河
原
町
内
の
二
旅
館
を
整
理
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

②　

疎
開
児
童
宿
舎
整
理
報
告

疎
開
児
童
宿
舎
整
理
報
告

一
、
前
宿
舎　
　

1
、
樂
山
荘　

2
、
仲
屋　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

3
、
末
廣
館　

4
、
成
多
屋　

以
上
四
宿
舎

一
、
現
宿
舎　
　

1
、
樂
山
荘　

2
、
仲
屋　
　

3
、
末
廣
館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上
三
宿
舎

右
之
通
リ
九
月
末
日
ヲ
以
テ
成
多
屋
ヲ
整
理
致
シ
候
間
報
告

ニ
及
ヒ
候

　
　
　

昭
和
二
十
年
十
月
一
日

　
　
　
　
　
　

横
濱
市
一
本
松
国
民
学
校

　
　
　
　
　
　

湯
河
原
町
疎
開
分
団
長　

杉
山
喜
代
藏　

印

　
　

葛
野
視
學
校

横
浜
市
一
本
松
国
民
学
校
（
疎
開
児
童
一
九
六
人
）
は
湯
河

原
町
内
に
あ
る
児
童
の
疎
開
先
を
四
館
か
ら
三
館
に
整
理
し
た
。

③　

轉
出
證
明
書

　
　
　
　

轉
出
證
明
書

　
　
　
　
　

初
等
科
第　
　

學
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年　
　

月　
　

日
生

右
者
集
團
疎
開
學
童
ト
シ
テ　

本
分
團
ニ
在
團
中
ノ
ト
コ
ロ
戰

災
ニ
ヨ
リ　

保
護
者
住
居
燒
失
ノ
タ
メ

　
　
　
　
　

縣　
　
　

郡　
　
　
　
　
　
　

番
地　
　
　
　

方

ニ
縁
故
疎
開
ニ
ツ
キ
退
團
轉
出
ス

右
轉
出
證
明
候
也

　
　

昭
和
二
十
年　
　

月　
　

日

横
浜
市
稲
荷
䑓
國
民
學
校
湯
河
原
町
疎
開
分
団
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
島
利
信　

印

村町
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（
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
蔵
）

集
団
疎
開
児
童
の
な
か
に
は
、
保
護
者
の
住
居
焼
失
に
よ
り

縁
故
疎
開
に
切
り
替
え
る
者
も
い
た
。
本
文
書
は
そ
の
転
出
証

明
書
の
ひ
な
型
で
あ
る
。

211　

疎
開
児
童
宿
舎
統
合
報
告
の
件

①　

横
浜
市
西
前
國
民
学
校

宿
舎
統
合
報
告
ノ
件

右
記
ニ
関
シ
左
ノ
如
ク
御
報
告
申
上
候
也

　

昭
和
二
十
年
十
月
一
日

　
　
　
　

横
浜
市
西
前
國
民
学
校
湯
河
原
町
疎
開
分
團
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

靑
木
常
雄　

印

　

横
浜
市
長　

半
井　

淸　

殿

　
　
　
　
　

記

　

前　

宿　

舎
　

新
使
用
宿
舎

　

小　

松　

屋
　

小　

松　

屋

　

都　
　
　

屋
　

都　
　
　

屋

　

梅　
　
　

屋
　

梅　
　
　

屋

　

東　
　
　

屋
　

東　
　
　

屋

　

髙
杉
別
莊

　

髙
杉
別
莊　

横
浜
市
西
前
国
民
学
校
（
疎
開
児
童
三
〇
七
人
）
は
湯
河
原

町
に
あ
る
児
童
の
疎
開
先
を
五
館
か
ら
四
館
に
整
理
し
た
。

②　

横
濱
市
青
木
國
民
學
校

疎
開
學
童
宿
舎
統
合
報
告
ノ
件

標
記
ノ
件
左
記
ノ
通
リ
及
報
告
候
也

　

昭
和
二
十
年
十
月
二
日

　
　

横
濱
市
青
木
國
民
學
校
湯
河
原
町
疎
開
分
團
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

島
津
爲
三　

印

下
郡
駐
在
葛
野
視
學　

殿
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記

一
、
前
宿
舎　
　

亀
屋
（
本
館
・
別
館
）　

坂
口
屋　

　
　
　
　
　
　
　

岩
本
屋　

天
城
館　

三
河
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上　

五
旅
館

一
、
新
使
用
宿
舎　
　

亀
屋
（
本
館
・
別
館
）　

天
城
館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上　

二
旅
館

　

右
之
通
リ
十
月
一
日
ヲ
以
テ
整
理
致
シ
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
蔵
）

横
浜
市
青
木
国
民
学
校
（
疎
開
児
童
三
三
四
人
）
は
湯
河
原

町
内
に
あ
る
児
童
の
疎
開
先
を
五
館
か
ら
二
館
に
整
理
し
た
。

212　

メ
ッ
セ
ー
ジ
―
熱
海
に
て
―

　
　
　
　

メ
ッ
セ
ー
ジ　

―
熱
海
に
て
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

尾　

﨑　

行　

雄

　

諸
君
、
今
日
は
極
め
て
重
大
な
る
危
機
で
あ
り
ま
す
。
一
歩

を
誤
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
日
本
国
民
は
、
再
び
起
つ
こ
と
の
出

来
な
い
、
亡
国
の
民
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と

い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
、
諸
君
の
深
甚
な
る
御
考
慮
を
煩
し
た
い

と
思
ひ
ま
す
。

　

今

の
選
挙
は
、
正
し
く
そ
の
試
金
石
で
あ
り
、
ま
た
わ
が

国
に
眞
に
健
全
な
る
民
主
主
義
の
確
立
す
る
こ
と
が
出
来
る
か

ど
う
か
の
試
煉
で
あ
り
ま
す
。

　

新
し
い
時
代
は
新
し
い
人
物
を
必
要
と
す
る
。
古
い
政
党
の

人
達
は
、
自
ら
誤
り
、
又
国
を
誤
り
ま
し
た
。
そ
の
責
任
は
重

い
。
私
が
立
候
補
を
欲
せ
ず
、
ま
た
旧
議
員
の
凡
て
に
立
候
補

辞
退
を
勧
告
し
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

室
伏
高
信
の
名
は
ひ
ろ
く
天
下
に
知
ら
れ
て
ゐ
る
。
同
君
は
、

わ
が
多
年
の
朋
友
で
あ
り
、
私
の
知
つ
て
ゐ
る
限
り
に
お
い
て

は
、
わ
が
第
一
の
思
想
家
で
あ
り
、
評
論
家
で
あ
り
ま
す
。
同

君
は
学
生
時
代
か
ら
民
主
主
義
の
主
張
者
と
し
て
立
ち
、
常
に

時
代
に
先
驅
し
、
国
民
に
向
ふ
と
こ
ろ
を
知
ら
し
め
て
来
ま
し

た
。
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同
君
の
如
く
、
深
く
時
代
を
洞
察
し
、
そ
の
行
く
と
こ
ろ
を

的
確
に
指
し
示
す
も
の
を
私
は
知
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
ま

た
室
伏
君
は
、
夙
に
、
帝
国
主
義
や
軍
国
主
義
の
批
判
者
で
あ

り
、
そ
の
主
張
を
曲
げ
ず
、
戰
爭
中
そ
の
執
筆
を
禁
止
さ
れ
て

来
た
、
信
念
の
人
物
で
あ
り
ま
す
。

　

私
自
身
も
本
県
津
久
井
郡
の
出
身
で
あ
り
ま
す
。
同
君
の
た

め
に
壇
上
か
ら
皆
さ
ん
に
お
願
ひ
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、

私
は
今
年
八
十
九
歳
、
健
康
が
こ
れ
を
ゆ
る
し
ま
せ
ん
。
ど
う

か
わ
が
鄕
土
の
諸
君
、
同
君
の
た
め
に
熱
烈
な
御
協
力
を
与
へ

て
下
さ
る
こ
と
を
切
望
い
た
し
ま
す
。

　

從
来
の
わ
が
国
の
政
治
上
に
お
け
る
最
大
の
欫
陥
は
、
思
想

の
貧
困
と
い
ふ
こ
と
に
あ
る
と
私
に
は
信
じ
ら
れ
ま
す
。
室
伏

高
信
の
ご
と
き
思
想
家
の
第
一
人
者
が
、
政
界
に
乗
り
出
さ
れ

る
こ
と
位
、
喜
ば
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
心
か
ら
同

君
の
当
選
を
期
待
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

犬
養
毅
と
と
も
に
、「
憲
政
の
二
柱
」
と
併
称
さ
れ
た
尾
崎
行

雄
（
一
八
五
八
～
一
九
五
四
）
に
よ
る
評
論
家
・
思
想
家
室む

ろ
ふ
せ伏

高こ
う
し
ん信

へ
の
選
挙
応
援
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
。
資
料
中
に
「
私
は
今
年

八
十
九
歳
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年

に
行
わ
れ
た
戦
後
初
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
室
伏
は
湯
河
原
町
土
肥
村
の
出
身
だ
が
、
戦
後
は
相
模

湖
町
小
原
に
居
住
し
た
。

213　

福
浦
村
立
福
浦
幼
稚
園
々
則

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
福
浦
村
立
福
浦
幼
稚
園
々
則

　
　
　

第
一
章　

總
則

第
一
條　

目
的

本
園
は
幼
兒
を
保
育
し
適
当
な
環
境
を
与
へ

て
其
の
心
身
の
健
全
な
る
発
達
を
助
長
す
る
と
共
に

善
良
な
る
性
情
を

養
し
家
庭
敎
育
を
補
う
を
以
て

目
的
と
す
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第
二
條　

名
稱　

本
園
は
神
奈
川
県
足
柄
下
郡
福
浦
村
立
福
浦

幼
稚
園
と
稱
す

第
三
條　

位
置　

本
園
は
神
奈
川
県
足
柄
下
郡
福
浦
村
曽
根
川

三
九
三
番
地
（
小
学
校
内
）
設
置

　
　
　

第
二
章　

園
則

第
四
條　

本
園
の
園
兒
定
員
は
福
浦
村
の
幼
兒
百
名
と
す

第
五
條　

本
園
に
入
園
年
令
に
関
す
る
事
項

満
四
才
か
ら
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の

幼
稚児
と
す
る

満
四
才
一
組　

満
五
才
二
組　

計
三
組
と
す
る

第
六
條　

本
園
の
保
育
指
導
者
は
園
長
及
教
諭　

助
教
諭
四
名

を
置
く

第
七
條　

本
園
に
入
園
及
退
園
に
関
し
て
は
毎
年
四
月
一
日
に

入
園
を
許
可
し
退
園
す
る
時
は
書
面
又
は
口
頭
を
以

て
届
で
る
も
の
と
す

第
八
條　

保
育
課
程

一
、

健
康
安
全
で
幸
福
な
生
活
の
た
め
に
必
要
な
日
常
の

習
慣
を
養
い
身
体
諸
機
能
の
調
和
的
発
達
を
は
か
る

二
、

園
内
に
於
て
集
団
生
活
を
經
験
さ
せ
喜
ん
で
こ
れ
に

参
加
す
る
態
度
と
協
力
自
主
及
自
律
の
精
神
の
芽
生

え
を
養
う

三
、

身
辺
の
社
会
生
活
及
事
象
に
對
す
る
正
し
い
理
解
と

態
度
の
芽
生
え
を
養
う

四
、

言
語
の
使
い
方
を
正
し
く
導
き
童
話　

説
話　

絵
本

等
に
對
す
る
興
味
を
養
う

五
、

音
樂　

遊
戯　

絵
画　

手
芸　

其
の
他
の
方
法
に
よ

り
創
作
的
に
對
す
る
興
味
を
養
う
こ
と

第
九
條　

保
育
期
の
区
分

毎
年
四
月
一
日
に
始
り
翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終
る

第
一
学
期　

四
月
一
日
―
八
月
三
十
一
日

第
二
学
期　

九
月
一
日
―
十
二
月
三
十
一
日

第
三
学
期　

一
月
一
日
―
三
月
三
十
一
日
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第
十
條　

保
育
期
の
区
分　

保
育
日
數　

毎
週
保
育
時
數　

始

業
終
業

　
　
　

学
期

項
目

第
一
学
期

第
二
学
期
第
三
学
期

計
　
　

保
育
日
數

一
〇
〇
日
一
〇
〇
日　

六
〇
日
二
六
〇
日

毎
週
保
育
時
數

　

二
六
時　

二
六
時　

二
六
時

始
業
終
業

時　

刻

午
前
八
、
三
〇
分

午
後
一
、
三
〇
分

午
前
九
時

午
後
二
時　

午
前
九
時

午
後
二
時　

但
し
氣
候
の
如
何
に
よ
り
多
少
の
変
更
を
な
す
こ

と
あ
る

第
十
一
條　

休
日
を
定
む
る
こ
と

一
月
一
日
及
國
の
定
め
る
祭祝

日日

日
曜
日　

開
園
記
念
日

春
季
休
暇
日　

自
三
月
二
十
五
日　

至
四
月
五
日

夏
季
休
暇
日　

自
七
月
二
十
一
日　

至
八
月
三
十

一
日

冬
季
休
暇
日　

自
十
二
月
二
十
一
日　

至
一
月
七

日

第
十
二
條　

保
育
料
維
持
に
関
す
る
事

保
育
料
一
人　

一
ケ
月　

二
百
円
と
す

村
費
補
助
及
寄
附
金
に
よ
る

入
園
料
と
し
て
一
人
百
円
と
す

　
　
　

第
三
章　

設
備

第
十
三
條　

備
品

ブ
ラ
ン
コ
三
組　

シ
イ
ソ
三　

黒
板
小
六　

整
理
引
出
三　

机
・
腰
掛　

玩
具　

蓄
音
機

絵
本

　
　
　

第
四
章　

開
園
の
期
日

第
十
四
條　

開
園
の
期
日
は
昭
和
二
十
三
年
四
月
一
日

　
　
　

第
五
章　

經
費
及
維
持
の
方
法

第
十
五
條　



本
園
は
小
学
校
に
併
設
し
保
育
料
と
村
費
に
よ
り

更
に
後
援
会
に
よ
り
て
俸
給
及
其
の
他
の
費
用
を

支
拂
う



751



（「
沿
革
誌
」
湯
河
原
町
立
福
浦
幼
稚
園
蔵
）

福
浦
村
立
幼
稚
園
は
戦
時
中
の
農
繁
期
託
児
所
の
経
験
な
ど

を
活
用
し
、
全
村
の
幼
児
を
平
等
に
健
康
保
育
す
る
こ
と
を
目

的
に
、
村
当
局
・
主
婦
会
・
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
が
三
位
一
体
化
し

て
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
に
開
園
し
た
。
そ
の
後
、
一
九

五
五
年
の
町
村
合
併
で
湯
河
原
町
立
福
浦
幼
稚
園
と
改
称
さ
れ

た
。

214　

海
外
引
揚
者
住
宅
設
置
計
画
書

昭
和
二
十
五
年
度
海
外
引
揚
者
住
宅
設
置
計
画
書

一
、
施
設
の
名
稱
及
び
位
置

○
○
住
宅

敷
地
予
定
地
な
し

但
し
、
補
助
申
請
の
為
宮
下
六
番
地
と
し
た
。

二
、
設
置
主
体　

湯
河
原
町

三
、
管
理
主
体　

湯
河
原
町

四
、
建
物　
　
　

新
築

五
、
設
計
書　
　

別
紙
の
通
り
（
省
略
）

六
、
予
算
槪
要

一
、
設
置
戸
数　
　
　
　
　
　
　
　

八　
　

戸

一
、
一
戸
当
り
坪
数　
　
　
　
　
　

七　
　

坪

一
、
一
坪
当
り
單
価　
　
　
　
　

一
一
、
七
〇
〇
円

一
、
一
戸
所
要
経
費　
　
　
　
　

八
一
、
九
〇
〇
円

一
、
縣
費
負
担
率　
　
　
　
　
　
　

八　
　

割

一
、
一
戸
当
り
県
費
負（

担
）額　

　
　

六
五
、
五
〇
〇
円

一
、
縣
費
負
担
總
額　
　
　
　

五
二
四
、
〇
〇
〇
円

一
、
町
負
担
率　
　
　
　
　
　
　
　

二　
　

割

一
、
町
負
担
總
額　
　
　
　
　

一
三
一
、
〇
〇
〇
円

但
し
、
附
帶
工
亊
費
（
電
燈
、
水
道
其
の
他
）
は
町

負
担
と
し
て
右
に
含
ま
ず

一
、
總
工
費　
　
　
　
　
　
　

六
五
五
、
〇
〇
〇
円
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一棟二戸建

一棟　145 坪

一戸　7坪
一坪サシカケ

昭
和
二
十
五
年
度
海
外
引
揚
住
宅
設
置
に
伴
う
参
考
事
項

寫　
　



民
生
部
社
会
課
管
理
係

一
事
業
の
性
質　

公
共
事
業
と
し
て
認
証
を
受
け
実
施
す
る
も

の
で
あ
る
。

二
補
助
金

㈠　

こ
の
補
助
金
は
国
庫
補
助
金
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、

県
を
事
業
主
体
と
し
て
認
証
の
上
交
付
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
設
置
主
体
が
市
町
村
で
あ
っ
て
も
県
の
予

算
に
計
上
し
た
う
え
市
町
村
に
県
費
補
助
金
と
し
て
交

付
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
県
は
六
月
の
定
例
県
議
会
に
提
案
し
て
あ
る
）

㈡　

精
算
の
結
果
県
費
補
助
金
に
剰
余
を
生
じ
た
と
き
は
こ

れ
を
返
還
す
る
事
。

（
県
は
之
を
国
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）

㈢　

補
助
金
の
使
途
が
不
適
当
と
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ

の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。
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（
安
本
、
会
計
檢
査
院
、
引
揚
援
護
庁
よ
り
必
ず
檢
査

が
あ
る
は
ず
で
あ
る
こ
と
。）

㈣　

事
業
完
成
の
上
は
公
共
事
業
に
よ
る
海
外
引
揚
者
住
宅

建
設
狀
况
調
及
補
助
金
精
算
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
。（
様
式
は
県
費
補
助
指
令
の
際
指
示
す
る
。）

（（
マ
マ
）こ

れ
は
県
で
取
り
ま
と
め
て
引
揚
援
護
庁
に
報
告
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈤　

国
よ
り
の
補
助
金
は
各
四
半
期
に
分
け
交
付
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
の
で
、
こ
の
補
助
金
の
範
囲
内
に
於
い
て
県

費
補
助
を
交
付
す
る
の
で
手
続
の
完
備
し
た
市
町
村
よ

り
順
次
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈥　

県
ヒ
補
助
金
（
現
金
）
の
交
付
の
時
期
は
す
く
な
く
と

も
敷
地
の
設
置
が
す
み
整
地
が
完
了
し
、
基
礎
工
事
着

手
を
確
認
し
た
後
の
之
を
行
ふ
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
町
村
の
場
合
は
原
則
と
し
て
地
方
事
ム
所
で
右
確
認

は
実
施
し
て
も
ら
ひ
た
い
。）

三
県
ヒ
補
助
の
対
象
と
な
る
住
宅
の
規
模
、
單
價
、
県
ヒ
補
助

率
及
県
ヒ
補
助
額
の
限
度

㈠　

別
途
通
牒
の
と
ほ
り
で
あ
る
。

な
ほ
今

は
全
部
新
築
と
し
て
経
済
安
定
本
部
よ
り
事

業
認
証
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
為
念

㈡　

一
戸
当
り
坪
数
及
坪
当
り
單
価
は
地
方
の
実
情
に
よ
り

増
加
（
但
し
一
戸
当
り
坪
数
は
七
・
五
坪
を
限
度
と
す

る
）
す
る
も
差
支
え
な
い
が
一
戸
当
り
の
県
ヒ
補
助
額

の
限
度
は
増
額
さ
れ
な
い
方
針
で
あ
る
こ
と
。

四　

計
画
変
更
及
び
工
事
繰
越

㈠　

本
事
業
の
緊
急
性
に
鑑
み
す
み
や
か
に
工
事
に
着
手
し

で
き
る
限
り
短
期
間
中
に
竣
工
を
図
り
絶
対
に
翌
年
度

に
工
事
を
繰
越
を
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ

と
。

㈡　

今

認
証
さ
れ
た
計
画
に
つ
い
て
已
む
を
得
な
い
特
別

な
事
由
に
よ
り
変
更
を
要
す
る
場
合
は
必
ず
引
揚
援
護
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庁
に
協
議
し
て
認
証
変
更
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
当
初
の
計
画
を
十
分
檢
討
し
て
を
く
こ
と
。

五
そ
の
他

㈠　

本
住
宅
は
設
置
主
体
に
お
い
て
、
こ
れ
が
管
理
の
適
正

を
期
し
そ
の
家
賃
に
つ
い
て
も
適
正
額
を
徴
收
す
る
よ

う
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。（
昭
和
二
十
四（

年
）度

設

置
の
県
営
引
揚
者
住
宅
は
月
三
百
円
徴
收
す
る
こ
と
と

し
た
。）

㈡　

入
居
者
の
決
定
に
当
つ
て
は
住
宅
外
に
居
住
し
て
お
る

引
揚
者
を
第
一
義
と
し
て
緊
急
差
迫
つ
た
も
の
よ
り
順

に
入
居
せ
し
め
る
よ
う
特
に
愼
重
を
期
し
適
正
公
平
を

期
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

㈢　

町
村
に
つ
い
て
は
工
事
の
設
計
其
の
他
相
当
広
範
囲
に

亘
つ
て
指
導
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
地
方
事
ム

（
務
）所

に
於

い
て
は
他
の
課
と
も
充
分
連
絡
を
密
に
し
て
こ
れ
が
完

全
な
る
運
営
を
図
ら
れ
た
い
こ
と
。

㈣　

工
事
雑
費
及
事
ム
雑
費

工
事
の
実
施
に
伴
う
工
事
雑
費
及
び
事
ム

（
務
）雑

費
は
次
の

範
囲
内
に
お
い
て
支
出
し
て
差
支
え
な
い
こ
と
。

工
事
雑
費　

住
宅
設
置
費
所
要
額
の
一
・
四
％

事
務
〃　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　

一
・
八
％

㈤　

指
定
生
産
資
材

本
工
事
実
施
に
要
す
る
指
定
生
産
資
材
は
本
事
業
が
一

般
住
宅
対
策
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
関
係
上

建
設
省
か
ら
県
の
建
築
部
建
築
課
に
対
し
引
揚
者
住
宅

設
置
に
要
す
る
資
材
と
し
て
割
り
当
て
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
の
で
要
求
が
あ
れ
ば
別
途
支
給
出
来
る
予
定
で
あ

る
こ
と
。

（「
昭
和
二
五
年
度　

昭
和
二
六
年
度　

厚
生
委
員
会
綴
」
湯

河
原
町
役
場
蔵
）

一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
当
時
、
町
域
に
は
約
二
百
戸
（
約

四
七
〇
名
）
の
海
外
引
揚
者
が
確
認
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
に
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は
縁
故
を
頼
っ
た
同
居
や
物
置
・
牛
小
屋
な
ど
で
の
間
借
り
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
家
族
も
あ
り
、
住
居
と
就
業
と
い
う
生
活
基

盤
の
確
保
は
切
実
な
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
か
ら
公
営
住
宅

の
建
設
が
緒
に
つ
く
が
、
当
初
は
不
足
を
補
う
十
分
な
軒
数
に

は
及
ば
な
か
っ
た
。

215　

観
光
協
会
規
約
（
案
）

湯
河
原
町
観
光
協
会
規
約
（
案
）

一
条　

本
会
は
湯
河
原
町
観
光
協
会
と
称
し
事
務
所
を
湯
河

原
温
泉
旅
館
組
合
事
務
所
内
に
置
く

二
条　

本
会
の
会
員
は
湯
河
原
町
及
泉
区
の
観
光
発
展
に
関

係
あ
る
各
種
団
体
を
以
て
組
織
す
る
但
し
特
別
の
事

情
あ
る
も
の
に
就
て
は
個
人
加
入
を
妨
げ
す

三
条　

本
会
は
湯
河
原
町
及
泉
区
観
光
事
業
の
発
展
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
す
る

四
条　

本
会
は

三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
左
の
事
業

を
行
ふ

一
、
各
種
観
光
事
業
に
関
す
る
事
項

二
、
各
種
観
光
宣
伝
に
関
す
る
事
項

三
、
風
致
開
発
に
関
す
る
事
項

四
、
其
の
他
前
条
の
目
的
達
成
す
る
に
必
要
な
事
項

五
条　

本
会
に
左
の
役
員
を
置
く

会
長　
　
　

一
名

副
会
長　
　

一
名

顧
問　
　
　

若
干
名

理
事　
　
　

若
干
名

幹
事　
　
　

若
干
名

会
計　
　
　

一
名

会
長
、
副
会
長
及
会
計
は
理
事
会
の
選
擧
又
は
推
薦
に
依

る顧
問
は
学
識
経
験
者
を
会
長
推
薦
す
る

理
事
及
幹
事
は
總
会
に
於
て
選
任
す
る
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六
条　

会
長
は
本
会
を
代
表
し
会
務
を
統
理
し
会
議
の
議
長

と
な
る

副
会
長
は
会
長
を
補
佐
し
会
長
事
故
あ
る
と
き
は
之

を
代
理
す
る

理
事
は
本
会
の
議
決
機
関
で
あ
っ
て
概
ね
次
の
事
項

を
審
議
す
る

一
、
予
算
の
編
成

二
、
事
業
の
計
画

三
、
本
会
の
運
営
に
つ
き
重
要
な
る
事
項

幹
事
は
事
業
の
執
行
に
当
る

会
計
は
会
計
を
掌
る

七
条　

本
会
の
役
員
の
任
期
は
二
ヶ
年
と
す
る
但
し
再
任
を

妨
げ
な
い

八
条　

本
会
の
会
議
は
總
会　

理
事
会　

幹
事
会
の
三
種
と

す
る

一
、
總
会
は
定
時
總
会
、
臨
時
總
会
と
し
、
定
時
總
会

は
毎
年
一

六
月
之
を
開
き
臨
時
總
会
は
会
長
之
を

必
要
と
認
め
た
る
時
開
催
す
る

一
、
理
事
会
及
幹
事
会
は
必
要
に
應
し
会
長
之
を
招
集

す
る

一
、
總
会
に
は
規
約
の
改
廃
、
予
算
及
決
算
の
承
認
、

事
業
報
告
等
を
な
す

九
条　

本
会
の
経
費
は
会
費
、
寄
附
金
、
補
助
金
、
及
其
の

他
の
収
入
を
以
っ
て
充
て
る
、
会
費
の
分
担
割
は
別

に
こ
れ
を
定
め
る

十
条　

本
会
の
会
計
年
度
は
毎
年
四
月
一
日
に
始
り
翌
年
三

月
三
十
一
日
に
終
る

（「
昭
和
二
五
年
度　

経
済
課
書
類
綴
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

216　

湯
河
原
町
營
住
宅
使
用
條
例

湯
河
原
町
營
住
宅
使
用
條
例
（
昭
和
二
十
六
年
条
例

第
九
十
六
号
）
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第
一
條　

公
營
住
宅
法
（
以
下
法
と
い
う
）
に
基
く
湯
河
原
町

營
住
宅
（
以
下
住
宅
と
い
う
）
の
使
用
に
つ
い
て
は
こ
の
條

例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る　
　

第
二
條　

住
宅
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
町
長
の
許
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
三
條　

住
宅
の
使
用
申
込
者
は
次
の
す
べ
て
に
該
當
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

１
現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
（
婚
姻
の
届

出
を
し
な
い
が
事
實
上
同
様
の
事
情
に
あ
る
も
の
そ
の
他
の

婚
姻
の
豫
約
者
を
含
む
）
が
あ
る
こ
と

２
第
二
種
公
營
住
宅
に
つ
い
て
は
入
居
者
の
家
族
の
收
入
合
計

か
ら
扶
養
親
族
一
人
に
つ
き
千
圓
を
控
除
し
た
額
が
一
萬
圓

以
下
で
あ
る
こ
と

３
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と

第
四
條　

町
長
は
公
正
な
方
法
で
入
居
申
込
者
の
選
考
基
準
を

決
定
す
る
た
め
町
議
會
委
員
、
民
生
委
員
及
び
役
場
吏
員
を

含
め
た
臨
時
選
考
委
員
會
を
置
く

第
五
條　

住
宅
使
用
料
は
法
の
定
め
る
基
準
の
範
圍
内
で
町
長

が
別
に
定
め
る

１
使
用
料
は
入
居
許
可
の
日
か
ら
起
算
し
て
徴
收
す
る

２
物
價
の
變
動
等
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
き
は
町
長
は
使
用
料

を
變
更
す
る
こ
と
が
で
き
る

３
使
用
料
は
每
月
末
日
迄
に
其
の
月
の
分
を
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

第
六
條　

次
の
各
號
の
一
に
該
當
す
る
と
き
は
町
長
は
使
用
料

を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る

１
使
用
者
の
責
任
に
歸
せ
ら
れ
な
い
事
由
に
よ
つ
て
引
續
き
十

日
以
上
住
宅
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
き

２
そ
の
他
特
に
正
規
の
使
用
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
と
認
め
た
と
き

第
七
條　

次
の
費
用
は
使
用
者
の
負
擔
と
す
る

１
電
氣
、
水
道
の
使
用
料
金
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２
日
常
の
使
用
に
よ
り
破
損
す
る
程
度
の
箇
所
に
對
す
る
修
理

費
第
八
條　

使
用
者
は
住
宅
の
全
部
又
は
一
部
を
轉
貸
し
又
は
そ

の
使
用
權
を
他
に
讓
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

第
九
條　

次
の
各
號
の
一
に
該
當
す
る
場
合
は
使
用
者
は
町
長

の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

１
家
族
以
外
の
者
を
同
居
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き

２
住
宅
の
模
様
替
そ
の
他
の
工
作
を
加
え
よ
う
と
す
る
と
き

３
住
宅
の
一
部
を
住
宅
以
外
の
目
的
に
使
用
し
よ
う
と
す
る
と

き
４
住
宅
の
敷
地
内
に
工
作
物
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き

第
十
條　

使
用
者
の
責
に
歸
す
る
事
由
に
よ
り
住
宅
又
は
そ
の

附
屬
物
を
滅
失
し
又
は
毀
損
し
た
と
き
は
使
用
者
に
於
て
こ

れ
を
原
形
に
復
し
若
く
は
こ
れ
に
要
す
る
費
用
を
賠
償
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

第
十
一
條　

次
の
各
號
の
一
に
該
當
す
る
と
き
は
町
長
は
住
宅

使
用
の
許
可
を
取
り
消
し
住
宅
明
渡
の
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
る

１
不
正
の
行
爲
に
よ
り
入
居
し
た
と
き

２
正
當
な
事
由
が
な
く
使
用
料
を
三
ヶ
月
以
上
滯
納
し
た
と
き

３
許
可
な
く
十
五
日
以
上
引
續
き
住
宅
を
使
用
し
な
い
と
き

４
こ
の
條
例
又
は
こ
れ
に
基
く
指
示
に
違
反
し
た
と
き

５
前
各
號
の
ほ
か
町
長
が
住
宅
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
た

と
き

二
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
明
渡
の
請
求
を
受
け
た
者
は
す
み
や

か
に
住
宅
を
明
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
の
場
合
使
用
者

（
同
居
者
を
含
む
）
は
い
か
な
る
名
目
を
も
つ
て
も
損
害
賠

償
そ
の
他
の
請
求
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

第
十
二
條　

町
長
は
火
災
豫
防
そ
の
他
住
宅
管
理
上
必
要
が
あ

る
場
合
は
檢
査
員
を
し
て
入
居
者
の
承
諾
を
得
た
う
え
住
宅

の
檢
査
を
な
し
又
は
適
當
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

第
十
三
條　

こ
の
條
例
施
行
に
つ
き
必
要
な
事
項
は
別
に
町
長
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が
定
め
る

　

附　
　

則

１
こ
の
條
例
は
公
布
の
日
よ
り
施
行
す
る

２
こ
の
條
例
施
行
の
際
現
に
居
住
す
る
者
は
こ
の
條
例
に
よ

り
入
居
を
許
可
さ
れ
た
も
の
と
す
る

（「
昭
和
二
六
年
度　

町
営
住
宅
関
係
綴
」
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

217　

吉
浜
町
文
化
的
綜
合
開
発
事
業
計
畫
に
関
す
る
覺
書

覺
書

吉
浜
町
（
以
下
甲
と
稱
す
）
当
局
者
に
お
い
て
は
、
吉
浜
町

の
奥
地
並
に
海
岸
地
帯
に
対
し
多
年
に
亘
り
文
化
的
綜
合
開
発

事
業
計
畫
中
の
処
今
囘
東
京
都
文
京
区
駒
込
林
町
○
○
番
地
栗

原
正
並
び
に
鎌
倉
市
扇
ケ
谷
○
○
○
番
地
天
野
辰
夫
の
両
名

（
以
下
乙
と
稱
す
）
に
お
い
て
右
件
を
清
潔
で
健
康
な
、
強
力

で
平
和
な
、
東
洋
的
で
世
界
的
な
獨
立
日
本
の
建
設
に
役
立
つ

こ
と
の
構
想
の
下
に
こ
の
計
畫
に
対
し
斡
旋
盡
力
す
る
こ
と
を

甲
に
お
い
て
依
頼
す
る
に
当
り
以
下
定
む
る
条
項
を
も
つ
て
こ

れ
が
契
約
を
締
結
す
る
。

一
、
本
計
畫
目
的
達
成
の
た
め
行
う
事
業
並
び
に
企
畫
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

１　

温
泉
場
の
開
設
（
試
掘
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
設
備
を
含

む
）

２　

海
水
浴
場
の
設
置
（
従
前
よ
り
慣
例
的
に
行
う
も
の
を

除
く
）

３　

ゴ
ル
フ
場
の
設
置

４　

遊
園
地
の
設
置

５　

閑
靜
優
雅
な
る
住
宅
地
帯
の
設
定

６　

そ
の
他
文
化
施
設

二
、
甲
は
乙
に
対
し
乙
が
第
一
項
の
企
業
を
な
す
に
つ
き
甲
は

こ
れ
が
施
設
そ
の
他
に
つ
き
協
力
す
る
こ
と
を
確
約
す
る
。

よ
つ
て
次
の
事
項
を
助
成
實
行
す
る
。

１　

本
計
畫
樹
立
の
対
象
と
す
る
甲
所
有
土
地
は
奥
地
壱
千
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町
歩
（
地
上
権
あ
る
土
地
又
は
保
安
林
に
つ
き
必
要
あ

る
と
き
は
甲
に
お
い
て
こ
の
解
除
手
續
を
と
る
）
と
し
、

そ
の
所
在
地
、
利
用
の
条
件
並
び
に
面
積
そ
の
他
に
つ

い
て
は
逐
次
甲
乙
協
議
の
上
こ
れ
を
決
定
す
る
。

２　

甲
は
本
項
の
乙
の
企
畫
に
対
す
る
甲
が
地
方
自
治
法
、

地
方
財
政
法
及
び
町
条
例
に
よ
り
町
議
会
の
決
議
を
得

る
場
合
は
、
こ
れ
が
決
議
を
な
さ
し
む
べ
き
事
を
努
力

す
る
こ
と
を
甲
の
代
表
者
に
お
い
て
こ
れ
を
誓
約
す
る
。

３　

町
議
会
は
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
範
囲
に
お
い
て
は
本

契
約
の
主
旨
、
目
的
を
全
会
一
致
を
も
つ
て
こ
れ
を
承

認
可
決
し
町
代
表
者
と
共
に
こ
れ
が
目
的
達
成
に
努
力

す
る
。

４　

町
長
並
び
に
町
議
会
の
権
限
以
外
の
事
項
は
、
相
互
の

善
意
を
も
つ
て
甲
代
表
者
個
人
に
お
い
て
こ
れ
に
努
力

す
る
。

５　

温
泉
開
さ
く
の
用
地
並
び
に
こ
れ
が
利
用
引
湯
に
対
す

る
便
。

但
し
温
泉
試
掘
に
つ
い
て
は
急
速
を
要
す
る
を
も
つ
て

甲
の
名
儀
を
も
つ
て
す
る
も
、
温
泉
湧
出
後
は
そ
の
名

儀
を
乙
に
移
転
す
る
。

三
、
本
計
畫
樹
立
實
現
に
関
し
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
綜

合
委
員
会
を
設
置
す
る
。

１　

こ
の
委
員
会
は
、
こ
の
覺
書
に
お
い
て
甲
並
び
に
乙
に

お
い
て
協
議
又
は
決
定
す
る
事
項
を
除
き
、
本
計
畫
樹

立
實
現
に
関
し
協
議
又
は
決
定
す
る
最
高
機
関
と
す
る
。

２　

こ
の
委
員
会
は
二
十
人
の
委
員
を
も
つ
て
組
織
し
、
そ

の
選
出
区
分
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

町
長
、
町
議
会
議
長
及
び
町
議
会
議
員　
　
　

十
人

乙
（
二
人
と
す
る
）及
び
乙
の
推
薦
に
よ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
人

３　

こ
の
委
員
会
の
決
定
は
す
べ
て
出
席
委
員
の
三
分
の
二

以
上
の
同
意
を
必
要
と
す
る
。
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４　

以
上
に
規
定
す
る
も
の
の
外
こ
の
委
員
会
の
組
織
運
営

等
に
関
す
る
規
定
は
委
員
会
に
お
い
て
別
に
定
め
る
。

四
、
本
計
畫
目
的
達
成
の
た
め
に
す
る
一
切
の
費
用
（
町
の
義

務
に
関
す
る
費
用
は
除
く
）
は
乙
の
負
担
と
す
る
。

五
、
本
覺
書
の
有
効
期
間
は
こ
の
契
約
締
結
の
日
か
ら
五
ケ
年

と
し
、
そ
の
後
は
事
業
進
捗
の
状
況
に
應
じ
約
旨
に
基
き

凡（
マ

るマ
）主

觀
客
觀
の
情
勢
を
勘
案
検
討
し
て
甲
乙
協
議
の
上

繼
續
契
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
但
し
乙
が
本
目
的
の

計
畫
並
び
に
そ
の
履
行
に
つ
き
著
し
き
遅
滞
あ
り
又
は
履

行
不
能
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
甲
は
理
由
を
明
か
に
し

て
期
間
中
と
雖
ど
も
甲
乙
の
協
議
に
附
し
本
契
約
を
解
除

す
る
こ
と
を
得
る
も
、
本
覺
書
の
約
旨
に
反
し
又
は
理
由

な
く
解
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
明
確
に
す
る
。

六
、
甲
は
こ
の
覺
書
有
効
期
間
中
本
件
又
は
本
件
類
似
の
計
畫

及
び
本
件
関
連
の
あ
る
よ
う
な
各
種
一
切
の
他
の
計
畫
又

は
事
業
に
関
す
る
契
約
を
乙
の
同
意
な
く
し
て
他
の
如
何

な
る
第
三
者
と
も
契
約
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

七
、
萬
一
町
又
は
町
を
代
表
す
る
人
々
に
お
い
て
故
意
又
は
重

大
な
過
失
に
よ
つ
て
こ
の
覺
書
の
約
旨
に
反
す
る
よ
う
な

行
為
を
し
た
と
き
は
、
町
及
び
当
該
責
任
者
は
乙
に
対
し

陳
謝
又
は
賠
償
の
責
に
任
ず
る
。

八
、
萬
一
乙
が
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
つ
て
町
に
不
当
な

損
害
を
與
え
た
よ
う
な
場
合
は
乙
に
お
い
て
賠
償
の
責
に

任
ず
る
。

九
、
本
契
約
は
、
元
來
盡
く
る
こ
と
な
き
相
互
信
賴
か
ら
出
発

し
完
全
な
合
意
に
基
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
實
行
上

そ
の
手
續
、
方
法
等
複
雑
多
岐
に
亘
る
を
も
つ
て
萬
一
こ

の
覺
書
に
不
備
の
點
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
り
又
は
解

釈
に
関
す
る
意
見
の
相
違
を
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
に
お

い
て
随
時
こ
れ
が
協
議
を
な
し
圓
滿
談
笑
の
裡
に
修
正
補

充
し
本
目
的
達
成
の
た
め
双
方
努
力
す
る
も
の
と
す
る
。

以
上
本
契
約
を
証
明
す
る
た
め
本
書
弐
通
を
作
成
し
関
係
者
署
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名
押
印
の
上
各
自
壱
通
づ
ゝ
保
有
す
る
も
の
と
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
二
日

　
　
　
　
　

神
奈
川
縣
足
柄
下
郡
吉
浜
町

　
　
　
　
　
　

右
代
表
者
吉
浜
町
長　
　

小
澤
新
太
郎　

印

　
　
　
　
　

東
京
都
文
京
区
駒
込
林
町
○
○
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栗
原　

正　
　

㊞

　
　
　
　
　

鎌
倉
市
扇
ケ
谷
○
○
○
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
野
辰
夫　
　

㊞

右
吉
浜
町
議
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
事
實
に
相
違
な
い
こ
と

を
証
明
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
浜
町
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

議
長　

常
盤
正
雄　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

旧
吉
浜
町
が
民
間
資
本
を
導
入
し
奥
地
開
発
事
業
に
着
手
し

た
際
の
覚
書
で
あ
る
。
戦
後
の
混
乱
か
ら
よ
う
や
く
落
ち
着
き

が
見
え
始
め
た
頃
、
国
内
に
は
ま
だ
数
が
少
な
く
贅
沢
と
見
ら

れ
て
い
た
ゴ
ル
フ
場
の
建
設
な
ど
を
含
め
た
も
の
で
あ
る
。

218　

湯
河
原
萬
葉
植
物
園
假
案

　
　
　
　

湯
河
原
萬
葉
植
物
園
假
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
佐
木
信
綱

　

日
本
の
古
典
と
し
て
最
も
尊
ば
れ
る
萬
葉
集
の
中
に
、
温
泉

の
歌
が
唯
一
首
あ
る
。
そ
れ
は
わ
が
湯
河
原
の
古
い
名
の
「
足

柄が
り

の
土と

肥ひ

の
河か

ふ
ち内

に
出
づ
る
温ゆ

泉
の
」
と
い
ふ
歌
で
あ
る
。

　

今
年
は
萬
葉
集
の
学
問
の
起
つ
た
天
暦
五
年
（
西
厂
九
五
一

年
）
か
ら
、
あ
た
か
も
一
千
年
に
當
る
。
そ
の
記
念
に
、
わ
が

湯
河
原
に
萬
葉
植
物
園
を
開
設
し
て
、
湯
河
原
新
名
所
の
一
つ

と
し
た
い
と
思
ふ
。

　

位
置
は
大
倉
公
園
で
、
園
内
に
は
、
萬
葉
集
に
う
た
は
れ
た

草
木
の
類
百
五
十
種
を
移
植
す
る
。

　

園
内
に
歌
泉
亭
を
建
て
て
、
人
々
の
休
憩
所
と
し
、
萬
葉
歌

人
・
萬
葉
学
者
の
像
、
萬
葉
時
代
風
俗
図
、
萬
葉
古
寫
本
・
萬
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葉
注
釋
書
の
主
な
も
の
、
海
外
で
譯
さ
れ
た
萬
葉
の
主
な
も
の

の
寫
眞
、
関
東
地
方
萬
葉
地
図
等
を
掲
げ
る
。
ま
た
、
移
植
し

が
た
い
植
物
の
標
本
の
類
を
も
陳
列
す
る
。
將
來
そ
の
傍
ら
に

萬
葉
歌
碑
を
も
建
て
る
。

　

歌
泉
亭
に
近
く
賣
店
を
設
け
、
萬
葉
植
物
図
及
び
陳
列
品
の

繪
葉
書
、
萬
葉
植
物
の
種
子
等
を
置
く
。
或
は
名
物
萬
葉
饅
頭
、

萬
葉
煎
餅
を
賣
る
も
よ
か
ら
む
か
。（
地
形
に
よ
り
て
小
さ
き

池
を
設
け
、
萬
葉
の
水
草
を
う
か
べ
、
さ
ゝ
や
か
な
る
丹
塗
の

橋
を
か
け
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
佐
木
信
綱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

谷
崎
潤
一
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
岐
善
麿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

牧
野
富
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
井
曽
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
田
靭
彦

　
　
　
　

湯
河
原
萬
葉
植
物
園
期
成
會

一
、
本
會
に
は
、
會
長
、
名
誉
會
長
、
顧
問
、
委
員
を
置
く
。

註

。
歌
泉
亭
の
名
は
、
萬
葉
集
中
の
山
柿
歌
泉
の
句

に
よ
る
。
丹
塗
の
橋
も
萬
葉
の
歌
に
あ
り
。

（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
に
湯
河
原
町
に
万
葉
植
物
園
を

開
設
す
る
に
あ
た
っ
て
の
趣
意
書
仮
案
並
び
に
湯
河
原
万
葉
植

物
園
期
成
会
規
則
。

219　

湯
河
原
万
葉
公
園
（
回
想
）

湯
河
原
万
葉
公
園　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
原
一
夫

　

先
生
が
初
め
て
来
湯
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
二
十
八
年
の
初
夏

で
、
湯
河
原
に
萬
葉
植
物
園
を
創
ろ
う
と
す
る
、
そ
の
実
地
踏

査
の
た
め
で
あ
っ
た
。

　

奈
良
に
萬
葉
植
物
園
が
で
き
た
の
は
、
先
生
の
ご
計
画
で
、

大
正
の
始
め
頃
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
大
分
た
っ
て
、
富
山

県
（
高
岡
）
市
に
、
こ
れ
も
先
生
の
お
世
話
で
、
広
い
山
を
取
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り
入
れ
た
大
き
な
自
然
萬
葉
植
物
園
が
創
ら
れ
た
。
こ
れ
が
日

本
で
二
番
目
の
萬
葉
植
物
園
で
あ
る
。

　

わ
た
し
が
先
生
に
師
事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
二

十
四
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
後
何
年
か
の
後
の
あ
る

日
、
た
ま
た
ま
萬
葉
植
物
園
の
話
が
出
て
、
特
に
（
高
岡
）
市

の
植
物
園
の
誕
生
に
つ
い
て
は
心
か
ら
喜
ん
で
お
ら
れ
る
様
子

で
あ
っ
た
。

　

湯
河
原
温
泉
の
歌
と
し
て
定
説
に
な
っ
て
い
る
萬
葉
東
歌

「
あ
し
が
り
の
土
肥
の
河
内
…
…
」
の
一
首
は
、
当
時
す
で
に

竹
内
栖
鳳
筆
の
歌
碑
と
な
っ
て
い
た
訳
で
あ
る
が
、
こ
の
東
歌

に
関
連
を
持
つ
当
地
湯
河
原
に
、
日
本
で
三
番
目
の
万
葉
植
物

園
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
ぜ
ひ
先
生
に
お
願
い
し
て

こ
れ
を
実
現
さ
せ
た
い
。
こ
の
希
望
的
観
測
が
と
ん
と
ん
拍
子

で
進
み
、
前
記
の
実
地
踏
査
に
ま
で
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

実
地
踏
査
当
日
の
印
象
と
い
え
ば
、
大
分
薄
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
が
、
先
生
が
そ
の
随
行
の
小
林
さ
ん
に
、
楠
の
花
が
咲
い

て
い
る
と
言
わ
れ
て
、
そ
の
花
の
か
お
り
の
こ
と
を
話
さ
れ
た

り
、
何
ど
も
そ
の
高
い
枝
の
葉
に
か
く
れ
た
小
花
を
仰
い
だ
り

し
た
記
憶
は
妙
に
新
し
い
感
じ
で
残
っ
て
い
る
。

　

そ
の
日
は
奥
湯
河
原
の
「
か
ま
た
」
で
昼
食
を
と
ら
れ
た
が
、

途
中
、
安
井
曽
太
郎
の
仮
寓
を
訪
れ
、
し
ば
し
の
閑
談
に
く
つ

ろ
が
れ
た
こ
と
も
懐
し
い
思
い
出
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
二

人
と
も
今
は
こ
の
世
に
お
ら
れ
な
い
。

　

第
二
回
目
に
見
え
ら
れ
た
の
は
、
起
工
式
に
参
列
の
た
め
で
、

式
が
終
っ
て
か
ら
伊
藤
屋
旅
館
に
小
憩
、
帰
宅
の
途
中
で
拙
宅

を
訪
れ
ら
れ
た
。
裏
の
密

（
蜜
）柑

山
ま
で
約
五
分
、
急
傾
斜
で
足
場

が
あ
ま
り
よ
く
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
ご
案
内
申
上
げ
た
と

こ
ろ
大
変
喜
ば
れ
た
。
ま
だ
少
し
密

（
蜜
）柑

の
実
の
青
い
頃
で
あ
っ

た
。
次
の
数
首
は
こ
の
折
の
作

　

先
生
の
湯
河
原
の
ご
計
画
は
、
奈
良
と
富
山
に
つ
ぐ
植
物
園

と
し
て
、
こ
れ
を
中
心
に
、
万
葉
橋
、
万
葉
茶
屋
そ
れ
に
万
葉

時
代
の
風
俗
参
考
舘
を
設
置
す
る
こ
と
が
大
き
な
軸
で
あ
っ
て
、
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町
と
し
て
も
県
か
ら
の
補
助
金
も
あ
り
、
工
亊
を
進
め
て
い
っ

た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
予
定
地
は
、
椎
の
古
木
を
は
じ
め
、
常

緑
葉
の
古
木
が
多
い
た
め
に
日
蔭
が
多
く
、
植
物
の
生
育
に
は
、

あ
ま
り
適
当
で
な
い
結
果
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
植
物
園
と
い
う

名
称
を
中
止
し
て
、
萬
葉
公
園
と
し
て
発
足
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
間
、
先
生
の
ご
紹
介
で
奈
良
を
視
察
、
ま
た
益
田
市

を
訪
れ
て
、
人
丸
神
社
を
勧
請
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

先
生
の
歌
碑
に
つ
い
て
は
、
大
分
以
前
か
ら
話
に
の
ぼ
っ
て

い
な
が
ら
、
現
在
ま
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
。
歌
の
撰
定
は
す

で
に
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
わ
た
し
の
怠
慢
と

い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

　　
　
　

湯
河
原
行

宮み
や
か
み上

の
あ
ら
き
の
丘
と
案あ

な
い
し
や

内
者
い
ふ
古
り
詞
の
耳
に
し
た
し

き一
し
き
り
ひ
よ
鳥
鳴
き
し
鳴
き
や
み
て
密

（
蜜
）柑

山
ゆ
く
に
物
の

お
と
な
し

　
　
　
　
　

○

　
　
　

湯
河
原
萬
葉
公
園
萬
葉
橋
起
工
式
の
日

木こ

が
く
り
に
瀧
の
音
と
よ
む
萬
葉
人
来
遊
ぶ
ら
む
と
思
ひ
つ

つ
歩
む

（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

湯
河
原
町
出
身
の
湯
原
一
夫
が
、『
万
葉
集
』
の
研
究
者
と
し

て
高
名
な
歌
人
佐
佐
木
信
綱
と
湯
河
原
万
葉
公
園
設
立
と
の
関

わ
り
、
師
と
の
交
流
を
回
想
し
た
も
の
。

220　
〔
書
簡
〕
並
び
に
下
村
海
南
の
万
葉
歌
碑
案

①　
〔
書
簡
〕
下
村
海
南
博
士
の
万
葉
歌
碑
案
に
付

秋
晴
こ
ゝ
ろ
よ
く
候
。

御
電
話
の
折
は
、
来
客
中
と
て
失
禮
い
た
し
候
。
今
一
度
御
目

に
か
け
候
。
こ
れ
に
て
よ
く
ば
海
南
博
士
に
依
頼
す
べ
く
、
御



766

別編　昭和三〇年以前の追録資料

返
事
待
上
候
。
出
来
う
べ
く
ば
御
出
下
さ
れ
、
裏
面
の
寸
法
と

く
と
承
つ
て
書
家
に
た
の
み
た
く
候
。

三
十
一
日
は
御
に
ぎ
は
し
き
事
と
存
候
。
久
松
君
の
二
男
の
婚

礼
と
て
、
上
野
静
養
軒
に
ま
ゐ
る
べ
く
殘
懐
な
が
ら
失
禮
い
た

し
候
。

　

奥
様
に
も
よ
ろ
し
く
御
申
上
願
候
。　　
　
　
　
　
　

早
々

　
　
　

十
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
佐
木
信
綱

　
　
　
　

室
伏　

様

　
　
　
　
　
　
　

御
待

　

②　

下
村
海
南
の
万
葉
歌
碑
案

湯
河
原
は
萬
葉
集
の
あ
づ
ま
歌
に

　
　

足
が
り
の
土
肥
の
河
内
に
出
づ
る
湯
の

　
　

よ
に
も
た
よ
ら
に
子
ろ
が
い
は
な
く
に

と
よ
ま
れ
た
地
で
あ
る
か
ら
湯
河
原
町
と
湯
河
原
観
光
協
會
と

に
よ
つ
て
萬
葉
公
園
が
設
け
ら
れ
此
の
企
を
誘
導
さ
れ
た
佐
佐

木
信
綱
博
士
の
歌
の
碑
が
こ
こ
に
建
つ
た

　
　

月
白
し
河
の
音
き
よ
し
こ
の
良
き
夜
を

　
　

萬
葉
び
と
よ
歌
ひ
も
こ
ず
や

園
内
の
萬
葉
植
物
の
間
を
逍
遙
し
つ
ゝ
月
白
し
河
の
音
清
し
と

歌
ふ
来
遊
の
客
も
あ
る
で
あ
ら
う

　
　

昭
和
二
十
九
年
十
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
村　

海
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
湯
河
原
町
役
場
蔵
）

湯
河
原
町
在
住
の
文
化
人
で
、
教
育
長
も
つ
と
め
た
室
伏
秀

平
に
佐
佐
木
信
綱
が
下
村
海
南
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
万
葉
歌
碑
案

を
提
示
し
、
こ
れ
で
よ
ろ
し
け
れ
ば
歌
碑
の
造
立
に
着
手
し
た

い
意
向
を
伝
え
た
も
の
。
下
村
は
大
正
～
昭
和
期
の
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
・
政
治
家
で
、
歌
人
と
し
て
も
知
ら
れ
た
。
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221　

同
志
會
規
則

　
　
　
　

同
志
會
規
則

一
、
本
會
ハ
同
志
會
ト
称
ス

二
、
本
會
ハ
德
義
ヲ
重
ン
ジ
正
義
公
道
ニ
基
ツ
キ
、
共
同
一
致

以
テ
相
互
ニ
福
利
増
進
ヲ
計
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

三
、
本
會
員
ハ
常
ニ
親
睦
ヲ
㫖
ト
シ
社
會
ノ
競
争
場
裡
ニ
立
テ

事
ヲ
爲
ス
ニ
当
リ
微
力
ニ
シ
テ
會
員
ノ
助
力
ヲ
仰
キ
タ
キ

モ
ノ
ア
ル
時
ハ
、
本
會
ニ
向
テ
請
求
ス
ベ
シ
、
此
場
合
ニ

ハ
直
ニ
本
會
々
議
ヲ
開
キ
爲
ス
ベ
キ
ノ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト

認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
直
ニ
助
力
ヲ
與
フ
ベ
シ

四
、
本
會
員
ニ
シ
テ
會
ノ
名
誉
ヲ
汚
ス
モ
ノ
ア
ル
時
ハ
除
名
ス

ベ
シ

五
、
本
會
ニ
幹
事
五
名
ヲ
置
ク

六
、
本
會
ニ
入
會
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
幹
事
ニ
申
出
承
認
ヲ
受

ク
ベ
シ
、
退
會
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
、
又
同
ジ

七
、
本
會
ハ
必
要
ニ
迫
ル
時
ハ
施
設
事
項
ヲ
増
加
ス
ル
モ
ノ
ト

ス
　
　
　
　
　
　

幹
事　
　

八
亀
熊
次
郎　
　

㊞

　
　
　
　
　
　

同　
　
　

露
木
伴
藏　
　
　

㊞

　
　
　
　
　
　

同　
　
　

八
亀
倉
藏　
　
　

㊞

　
　
　
　
　
　

同　
　
　

八
亀
安
太
郎　
　

㊞

　
　
　
　
　
　

同　
　
　

　
　
　
　
　
　

會
員　
　

渡
邊
常
吉　
　
　

㊞

　
　
　
　
　
　

同　
　
　

鈴
木
鶴
松　

　
　
　
　
　
　

同　
　
　

小
松
久
右
衛
門　

㊞

　
　
　
　
　
　

同　
　
　

加
藤
亀
吉　
　
　

㊞

　
　
　
　
　
　

同　
　
　

伊
藤
仙
太
郎　
　

㊞

　
　
　
　
　
　

同　
　
　

伊
藤
恒
平　
　
　

㊞

　
　
　
　
　
　

同　
　
　

伊
藤
助
次
郎　
　

㊞

　
　
　
　
　
　

同　
　
　

伊
藤
政
次
郎　
　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

渡
邊
喜
之
助　
　

㊞
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同　
　
　

加
藤
竹
次
郎　
　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

伊
藤
栄
太
郎　
　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

杉
本
大
次
郎　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

長
谷
川
弁
之
助　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

加
藤
倉
吉　
　
　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

加
藤
梅
次
郎　
　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

小
松
作
太
郎　
　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮
上　

八
亀
信
氏
蔵
）

同
志
会
と
は
、
徳
義
を
重
ん
じ
、
正
義
・
公
道
に
基
づ
く
湯

河
原
町
の
親
睦
・
互
助
組
織
と
考
え
ら
れ
る
。　
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定
置
漁
業
根
拵
網	

（
福
浦　

露
木
重
之
氏
蔵
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　





資
料
及
び
写
真
提
供
者・機
関
等
一
覧（
敬
称
略・五
十
音
順
）

○
町
内

飯
田　

勇

伊
藤　

公
洋

伊
藤　

秀
夫

伊
藤　

伸
之

今
井　

一
雄

榎
本　

卬
冶

榎
本　

昌
之

小
澤　

穰

小
野　

勝
美

柿
島　

一
郎

加
藤　

㓛

加
藤　

博

北
村　

敏
子

小
村　

由
美
子

鈴
木　

榮
治

鈴
木　

稔

鈴
木　

幸
雄

瀬
戸　

敏
男

髙
杉　

幸
典

髙
橋　

克
明

髙
橋　

勢
津
子

髙
橋　

則
吉

髙
橋　

道
夫

露
木　

重
之

露
木　

昌
訓

常
盤　

一
眞

常
盤　

清
司

常
盤　

幸
宏

内
藤　

ス
ミ
子



中
村　

衛

林　

明
德

府
川　

勝
臣

藤
中　

倉
藏

二
見　

文
子

二
見　

弘

御
嶽　

公
一

室
伏　

厚
子

八
亀　

信

山
本　

節
子

○
町
外

小
野　

三
郎

髙
橋　

壮
一
郎

真
子　

正
史

横
澤　

健
夫

○
機
関
等

伊
豆
箱
根
鉄
道
㈱

㈱
伊
豆
毎
日
新
聞
社

大
磯
町
立
図
書
館

小
田
原
市
立
図
書
館

神
奈
川
県
小
田
原
保
健
福
祉
事
務
所

神
奈
川
県
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー

神
奈
川
県
自
然
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー

神
奈
川
県
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー

神
奈
川
県
立
公
文
書
館

㈱
神
奈
川
新
聞
社

か
な
が
わ
西
湘
農
業
協
同
組
合
湯
河
原
中
央
支
店

公
益
財
団
法
人
平
岡
環
境
科
学
研
究
所

㈱
産
業
経
済
新
聞
社

山
荘
豊
仙

城
願
寺



城
堀
区
会

㈱
神
静
民
報
社

㈲
相
豆
新
聞
社

㈱
中
日
新
聞
社
東
京
本
社

㈱
日
本
経
済
新
聞
社

㈱
日
本
農
業
新
聞

葉
山
町
漁
業
協
同
組
合

福
浦
漁
業
協
同
組
合

真
鶴
町

宮
上
幼
稚
園

湯
河
原
温
泉
観
光
協
会

湯
河
原
温
泉
旅
館
協
同
組
合

湯
河
原
町
商
工
会

湯
河
原
町
真
鶴
町
衛
生
組
合

㈱
読
売
新
聞
東
京
本
社

協
力
者
一
覧
（
敬
称
略
・
五
十
音
順
）

○
町
内

井
上　

俊
一

岩
本　

惠
美
子

小
澤　

賢
造

加
藤　

義
継

齋
藤　

春
江

鈴
木　

研
一

髙
橋　

虝
藏

力
石　

利
貞

露
木　

正
治

戸
邊　

喜
久
雄

中
田　

剛

中
村　

フ
サ
子

室
伏　

常
夫



八
亀　

花
子

横
井　

ラ
ク
ヨ

○
町
外

有
川　

智
己



あ
と
が
き

今
回
発
刊
し
た
湯
河
原
町
史
第
四
巻
及
び
第
五
巻
は
、
一
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）
年
度
に
発
刊
し
た
第
二
巻
（
近
現
代
資
料
編
）
に
続

く
現
代
資
料
編
で
す
。
前
回
の
町
史
編
さ
ん
事
業
か
ら
三
〇
年
近
く
の
歳
月
が
過
ぎ
、
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
度
の
町
村
合
併
六
〇

周
年
記
念
事
業
と
し
て
、
再
び
町
史
編
さ
ん
に
取
り
組
ん
だ
も
の
で
す
。

本
書
は
、
項
目
別
編
年
体
で
編
さ
ん
し
、
編
集
年
代
は
、
一
九
五
五
年
の
町
村
合
併
か
ら
二
〇
一
四
年
度
ま
で
の
六
〇
年
間
を
対
象
と

し
、
項
目
を
一
〇
項
目
に
分
け
て
収
録
し
ま
し
た
。
ま
た
、
一
九
五
五
年
以
前
の
個
人
所
蔵
な
ど
の
貴
重
な
資
料
を
収
録
す
る
と
と
も
に
、

聞
き
取
り
に
よ
る
六
〇
年
の
証
言
、
年
表
、
統
計
資
料
も
併
せ
て
収
録
し
ま
し
た
。

一
九
五
五
年
以
降
の
資
料
は
、
公
文
書
が
中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
時
代
の
社
会
状
況
や
町
民
の
く
ら
し
が
少
し
で
も
理
解
し

て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
主
眼
に
お
い
て
編
集
に
努
め
、
第
四
巻
で
は
、「
行
政
と
教
育
・
福
祉
」
と
し
て
熱
海
市
泉
地
区
と
真
鶴
町
と
の

合
併
問
題
や
腸
チ
フ
ス
な
ど
の
行
政
関
係
の
資
料
を
、
第
五
巻
で
は
、「
く
ら
し
と
産
業
」
と
し
て
町
営
温
泉
の
統
合
、
地
域
や
女
性
の

活
動
な
ど
の
町
民
の
く
ら
し
に
関
連
し
た
資
料
を
中
心
と
し
た
構
成
に
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
書
で
は
、
差
別
的
な
用
語
や
表
現
の
記
載
さ
れ
た
資
料
を
あ
え
て
そ
の
ま
ま
掲
載
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
正
し
い
歴
史
の

理
解
と
認
識
に
資
す
る
た
め
で
あ
り
、
差
別
の
な
い
明
る
い
社
会
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
す
。

本
書
の
刊
行
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
町
史
編
さ
ん
委
員
及
び
編
集
委
員
の
皆
様
に
ご
指
導
、
ご
尽
力
を
い
た
だ
き
、
深
く
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。
ま
た
、
資
料
調
査
員
並
び
に
貴
重
な
資
料
な
ど
を
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
に
も
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　

令
和
二
年
三
月



湯
河
原
町
地
域
政
策
課
町
史
編
さ
ん
係





町
史
編
さ
ん
関
係
組
織

○
町
史
編
さ
ん
委
員
会
（
令
和
二
年
三
月
現
在
）

　

委
員
長　

梅　

原　

紘　

明
（
学
識
経
験
者
）

副
委
員
長　

河　

﨑　

元　

秀
（
学
識
経
験
者
）

委　
　

員　

加　

藤　

雅　

喜
（
学
識
経
験
者
）

同　
　
　
　

野　

崎　

昭　

雄
（
学
識
経
験
者
）

同　
　
　
　

樋　

口　

雄　

一
（
学
識
経
験
者
）

同　
　
　
　

露　

木　

髙　

信
（
副
町
長
）

同　
　
　
　

髙　

橋　
　
　

正
（
教
育
長
）

同　
　
　
　

涌　

井　

信　

明
（
町
職
員
）

同　
　
　
　

冨
士
川　
　
　

貢
（
町
職
員
）

元
委
員　

力　

石　

浩　

一
（
平
成
二
七
年
一
〇
月

同　

二
九
年　

一
月
）

元
委
員　

内　

藤　

喜　

文
（
平
成
二
七
年
一
〇
月

同　

二
九
年　

一
月
）

○
町
史
編
集
委
員
（
令
和
二
年
三
月
現
在
）

　

委
員
長　

樋　

口　

雄　

一
（
第
五
巻
第
五
章
担
当
）

副
委
員
長　

野　

崎　

昭　

雄
（�

第
四
巻
第
一
章
～
第
三
章
担

当
（
第
三
章
第
三
節
除
く
））

委　
　

員　

川　

島　

敏　

郎
（�

第
四
巻
第
四
章
、
第
五
巻
第

三
章
・
別
編
担
当
）

同　
　
　
　

片　

山　

兵　

衛
（�

第
四
巻
第
三
章
第
三
節
・
第

五
章
、
第
五
巻
第
一
章
・
第

四
章
担
当
）

同　
　
　
　

早　

田　

旅　

人
（
第
五
巻
第
二
章
担
当
）



○
資
料
調
査
員
（
平
成
二
七
年
一
一
月

同　

二
九
年　

三
月
）

　

・
奥
湯
河
原
区

　
　
　

丸　

塚　

久　

義

　
　
　

鎌　

田　

茂　

之

　

・
温
泉
場
区

　
　

故
丸　

塚　

準　

一

　
　
　

茂
登
山　

一　

郎

　

・
宮　

上　

区

　
　

故
小
石
川　

不
二
男

　
　
　

杉　

山　

茂　

久

　

・
宮　

下　

区

　
　
　

梅　

原　

雄　

藏

　
　
　

愼　

改　

邦　

光

　

・
城　

堀　

区

　
　
　

深　

澤　

康　

男

　
　
　

山　

本　

明　

峰

　

・
門　

川　

区

　
　
　

木　

村　

利　

一
（
平
成
二
七
年
一
一
月

同　

二
八
年　

三
月
）

　
　
　

髙　

橋　

賢　

次

　

・
鍛
冶
屋
区

　
　
　

富　

永　

幾　

久

　
　
　

榎　

本　
　
　

充

　

・
中　

央　

区

　
　

故
常　

盤　

顯　

義

　
　
　

島　

袋　

文　

雄

　

・
吉　

浜　

区

　
　
　

力　

石　

順　

一

　
　
　

小　

澤　

淳　

一

　

・
川　

堀　

区

　
　
　

岩　

本　

英　

治

　
　
　

力　

石　

康　

之

　

・
福　

浦　

区



　
　
　

髙　

橋　

敏　

秀

　
　
　

髙　

橋　

茂　

雄

○
事
務
局

　

地
域
政
策
課
長　

室　

伏　

晴　

夫

　
　

町
史
編
さ
ん

係
長　
　
　　
　

 

二　

見　

和　

則

　
　
　
　
　
　
　
　

水　

口　

真　

季





湯
河
原
町
史　
第
五
巻　

町
村
合
併
六
〇
年
の
あ
ゆ
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

資
料
編　

く
ら
し
と
産
業

二
〇
二
〇
（
令
和
二
）
年
三
月
二
五
日　
発
行

編　

集

発　

行　
　

湯　

河　

原　

町

　
　
　
　
　

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
湯
河
原
町

　
　
　
　
　

中
央
二
丁
目
二
番
地
一

　
　
　
　
　

電
話
（
〇
四
六
五
）
六
三

−

二
一
一
一

印　

刷　
　

株
式
会
社　
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